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ま
え
が
き

『
政
治
思
想
研
究
』
第
二
三
号
を
お
届
け
す
る
。
こ
れ
は
、
近
年
の
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
書
き
出
し
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
刊
行
の
た
め
に
お
力
添
え
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
み
な
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
論
文
や
記
事

を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
寄
稿
者
・
投
稿
者
の
み
な
さ
ん
は
も
と
よ
り
、
数
十
名
に
及
ぶ
匿
名
査
読
者
の
み
な
さ
ん
の
お
力
添
え
な
し
に
は
、

刊
行
は
不
可
能
だ
っ
た
。
今
号
に
は
、
直
近
一
〇
号
（
一
四
号
〜
二
三
号
）
の
平
均
応
募
数
一
七
・
七
本
を
上
回
る
公
募
論
文
の
応
募
が
あ

り
、
そ
の
応
募
数
の
倍
の
み
な
さ
ん
が
査
読
を
担
っ
て
い
る
（
投
稿
数
の
正
確
な
数
値
に
つ
い
て
は
、
近
年
は
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
理
事
会
議
事
録

欄
で
会
員
向
け
に
公
表
す
る
の
が
慣
例
な
の
で
、
今
号
も
そ
れ
に
倣
う
）。
特
筆
す
べ
き
こ
と
に
、
査
読
や
、
特
集
・
書
評
執
筆
に
つ
い
て
は
、
依

頼
し
た
ほ
と
ん
ど
の
み
な
さ
ん
が
、
学
内
外
で
そ
れ
ぞ
れ
に
重
責
を
担
わ
れ
る
な
か
ご
快
諾
く
だ
さ
っ
た
。
今
号
に
具
体
的
な
か
た
ち
を
与

え
た
の
は
、
野
口
雅
弘
副
主
任
を
は
じ
め
と
す
る
編
集
委
員
の
み
な
さ
ん
、
風
行
社
な
ら
び
に
印
刷
に
関
わ
っ
た
み
な
さ
ん
で
あ
り
、
学
会

事
務
局
の
支
援
も
得
た
。
今
号
も
、
一
般
財
団
法
人
櫻
田
會
の
財
政
支
援
を
得
た
こ
と
に
、
と
く
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
「
ま
え
が
き
」
で
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
概
観
し
て
い
く
の
が
本
誌
の
伝
統
的
ス
タ
イ
ル
だ
が
、
今
号
は
踏
襲
せ
ず
に
逸
脱
す
る
。

昨
年
初
夏
に
、
編
集
委
員
会
は
、「
な
ぜ
自
分
の
本
は
い
つ
も
本
誌
の
書
評
欄
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
か
。
公
平
に
編
集
作
業
が
な
さ

れ
て
い
る
か
、
疑
義
が
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
指
摘
を
受
け
た
。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
以
下
で
は
す
べ
て
の
み
な
さ
ん
に
向
け
て
、
本
誌

の
編
集
体
制
に
つ
き
、
適
正
・
公
平
か
、
持
続
可
能
か
と
い
う
二
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
現
状
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
。

編
集
委
員
会
が
、
エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル
ボ
ー
ド
と
し
て
権
限
と
裁
量
を
も
つ
の
は
疑
い
な
い
。
委
員
会
は
、
特
集
や
書
評
な
ど
の
誌
面
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
の
策
定
や
、
公
募
論
文
に
か
か
る
査
読
者
選
定
や
審
査
に
あ
っ
て
、
決
定
権
限
を
も
つ
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
適
正
・

公
平
か
ど
う
か
で
あ
り
、
わ
た
し
自
身
も
、
編
集
委
員
と
な
る
以
前
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
意
見
を
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
編
集
委
員
会
が
、
決
定
の
公
平
性
や
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
工
夫
の
な
か
に
は
、
以
下
の
三
点

が
含
ま
れ
る
。
第
一
に
、（
少
な
く
と
も
、
森
川
輝
一
編
集
主
任
の
も
と
、
わ
た
し
が
副
主
任
と
な
っ
た
二
一
号
以
降
に
あ
っ
て
は
意
識
的
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に
）
正
副
主
任
だ
け
で
決
め
ず
、
委
員
会
と
し
て
機
関
決
定
す
る
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。
正
副
主
任
は
、
編
集
委
員
会
の
い
わ
ば
「
執
行

部
」
で
あ
り
、
両
名
が
主
要
業
務
を
分
担
し
て
管
掌
す
る
が
、「
執
行
部
」
だ
け
で
決
め
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
意
を
注
い
で
い
る
。

第
二
に
、
編
集
各
業
務
に
は
手
順
や
基
準
に
か
か
る
内
部
ル
ー
ル
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
作
業
を
進
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
書
評
対

象
本
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
二
年
（
選
定
時
か
ら
見
て
前
々
年
以
降
）
に
公
刊
さ
れ
た
会
員
の
本
を
候
補
と
し
て
網
羅
的
に
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
う
え
で
委
員
会
と
し
て
選
書
し
て
い
る
が
、
各
号
の
枠
は
一
〇
冊
程
度
な
の
で
、
学
会
誌
の
書
評
欄
に
求
め
ら
れ
る
役
割
に
鑑

み
て
、
本
格
的
な
学
術
書
を
対
象
と
す
る
、
過
去
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
会
員
や
若
手
の
本
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
、
等
の
基
準
を
設
け

て
い
る
。
ル
ー
ル
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
適
宜
議
論
し
て
お
り
、
二
一
号
の
編
集
か
ら
は
、
基
本
原
則
は
変
更
し
な
い
が
単
著
だ
け
で
な
く

共
著
や
翻
訳
書
も
候
補
に
含
め
る
こ
と
と
し
た
。
論
文
審
査
で
は
、
公
募
要
領
で
公
表
し
て
い
る
手
続
き
の
ほ
か
、
担
当
者
を
除
き
委
員
会

内
部
で
も
匿
名
審
査
と
す
る
、
情
実
や
利
益
相
反
が
生
じ
な
い
よ
う
に
査
読
者
を
選
ぶ
、
等
の
工
夫
を
導
入
し
て
い
る
。

第
三
に
、
二
一
号
以
降
に
あ
っ
て
は
、「
お
手
盛
り
」
と
の
嫌
疑
を
避
け
る
た
め
、
編
集
委
員
は
執
筆
者
を
兼
ね
な
い
方
針
と
し
て
い
る
。

他
方
で
、
委
員
会
に
権
限
や
裁
量
が
あ
る
こ
と
は
、
委
員
に
責
任
や
負
担
が
あ
る
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
特
定
の
メ
ン
バ
ー
に
裁

量
や
権
限
が
偏
る
べ
き
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
責
任
や
負
担
も
偏
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
会
員
の
「
手
弁
当
」
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
学
会
誌
の
編
集
（
あ
る
い
は
学
会
活
動
一
般
）
に
あ
っ
て
は
、
と
く
に
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

近
年
で
は
、
編
集
委
員
の
任
期
が
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
憂
慮
す
べ
き
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
で
大
変
に
恐
縮
だ
が
、

わ
た
し
自
身
を
例
に
す
る
と
、
一
七
号
か
ら
七
年
連
続
で
編
集
委
員
を
担
当
し
て
お
り
、
こ
れ
は
本
誌
の
最
長
記
録
に
並
ぶ
（
た
だ
し
、
任
期

を
合
算
す
る
と
、
通
算
で
九
号
に
わ
た
っ
て
編
集
委
員
を
お
つ
と
め
に
な
っ
た
先
輩
も
い
る
）。
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
副
主
任
を
二
年
経
験

し
た
の
ち
主
任
を
二
年
つ
と
め
る
近
年
の
慣
行
（
つ
ま
り
「
執
行
部
」
を
四
年
に
わ
た
っ
て
担
当
す
る
慣
行
）
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
と
理
事

会
で
の
議
論
を
経
て
、
こ
の
二
三
号
よ
り
、
副
主
任
一
年
・
主
任
一
年
の
二
年
任
期
に
短
縮
す
る
こ
と
と
し
た
。
ひ
ろ
く
役
職
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
頻
度
を
高
め
る
の
は
、
負
担
の
集
中
を
防
い
で
、
学
会
活
動
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
会
員
の
関
与
や
参
画

を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
今
後
も
必
要
と
な
ろ
う
。
本
誌
の
編
集
に
か
か
る
適
正
さ
・
公
平
さ
や
持
続
可
能
性
を
さ
ら
に
高
め
て
い
く
た

め
、
会
員
の
み
な
さ
ん
の
さ
ら
な
る
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。	

編
集
主
任　

犬
塚　

元
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国
民
と
棄
民
の
間

─
─
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
統
治
性

● 

─
─
武
田
宏
子

一　

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
「
棄
民
」

タ
イ
ム
ズ
紙
と
タ
イ
ム
ズ
紙
日
曜
版
の
記
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ー
バ
ス
ノ
ッ
ト
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
が
「
国
家
の
失

敗
」（Failures	of	State

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
発
表
し
た
一
連
の
記
事
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
が
イ
ギ
リ
ス
で
拡
大

し
、
累
計
死
者
数
が
約
二
一
万
人（

1
（

に
ま
で
膨
れ
上
が
る
と
い
う
世
界
的
に
も
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
過
程
で
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
や
保
健
省
、

国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
（N

ational	H
ealth	Service

）
が
ど
う
い
っ
た
対
応
を
行
っ
た
の
か
克
明
に
伝
え
、
政
治
家
や
行
政
官
な
ど
の
為
政
者
に

よ
る
判
断
や
作
為
（
あ
る
い
は
無
作
為
と
い
う
作
為
）
が
被
害
の
拡
大
と
悪
化
に
強
く
影
響
し
た
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
た（

2
（

。
と
り
わ

け
、
二
〇
二
〇
年
四
月
の
段
階
で
、
医
療
行
為
が
患
者
の
属
性
に
よ
っ
て
選
択
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
具
体
例
を
伴
っ
た
報

道
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
集
団
免
疫
へ
の
選
好
と
経
済
的
ダ
メ
ー
ジ
へ
の
憂
慮
か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
の

準
備
を
怠
り
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
（
都
市
封
鎖
）
実
施
の
判
断
が
三
月
下
旬
に
ま
で
遅
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
四
月
に
入
っ
て

か
ら
感
染
が
爆
発
的
に
拡
大
し
、
こ
れ
が
長
年
の
緊
縮
財
政
政
策
に
よ
っ
て
既
に
疲
弊
し
て
い
た
国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
を
直
撃
し
た
。
キ
ャ
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パ
シ
テ
ィ
を
上
回
る
数
の
感
染
者
が
治
療
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
加
え
、
医
療
従
事
者
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
個
人
用
防
護
具
が
欠
乏
す
る

と
い
う
危
機
的
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
に
属
す
る
多
く
の
病
院
で
は
、
高
齢
者
や
持
病
が
あ
る
な
ど
の
健
康
状
態
に

不
安
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
人
び
と
、
つ
ま
り
、
よ
り
脆
弱
な
人
び
と
が
蘇
生
や
集
中
治
療
室
で
の
治
療
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
重
篤
化
し
た
場
合
で
も
一
般
病
棟
や
自
宅
で
「
死
ぬ
に
『
任
せ
る
』（

3
（

」
ま
ま
に
さ
れ
た（

4
（

。
英
国
医
師
会
の
会
長
は
、

「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
受
け
ら
れ
た
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
奪
わ
れ
、
死
に
つ
つ
あ
る
数
多
く
の
患
者
に
対
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
師
会
の
会
員
た
ち
は
ト
ラ
ウ
マ
を
負
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
て
い
る（

5
（

。

ど
の
国
家
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
か
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
、
あ
る

い
は
感
染
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
表
面
的
に
は
、
日
常
生
活
を
営
む
上
で
の
偶
発
性
に
も
っ
ぱ
ら
影
響
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
家
族
と
会
う
た
め
に
た
ま
た
ま
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
三
月
中
旬
に
戻
り
、
久
し
ぶ
り
だ
か
ら
と
パ
ブ
に
出
か
け
て
無
症

状
感
染
者
と
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
、
喘
息
の
持
病
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
重
篤
化
し
た
が
、
当
該
地

域
の
国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
が
運
用
す
る
基
準
に
よ
り
病
院
に
搬
送
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
自
宅
で
死
亡
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
間
の
悪

い
時
に
間
の
悪
い
場
所
に
い
た
、
言
い
か
え
れ
ば
、
運
が
悪
か
っ
た
と
い
う
説
明
の
仕
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、「
自

己
責
任
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
が
既
に
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
入
っ
て
い
た
三
月
中
旬
と
い
う
時
期
に
パ
ブ
に
出
か

け
る
と
い
う
の
は
無
責
任
な
行
動
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
て
、
死
亡
す
る
と
い
う
の
は
自
業
自
得
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
こ
の
ふ
た
つ
の
説
明
の
仕
方
に
は
、
新
自
由
主
義
に
根
ざ
し
た
統
治
シ
ス
テ
ム
の
ロ
ジ
ッ
ク

か
ら
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
ア
ー
バ
ス
ノ
ッ
ト
と
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
に
よ
る
調
査
報
道
か
ら
見

え
て
く
る
の
は
、
新
自
由
主
義
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
浸
透
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
危
機
的

状
況
に
お
い
て
、
社
会
経
済
的
に
よ
り
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
人
び
と
に
対
し
て
暴
力
的
に
作
用
し
た
過
程
で
あ
る
。
国
家
に
よ
る
経
済
的
介

入
を
な
る
べ
く
避
け
、
経
済
活
動
の
継
続
・
早
期
再
開
を
優
先
す
る
統
治
方
針
へ
の
志
向
性
や
、
集
団
免
疫
に
例
示
さ
れ
る
、（
一
定
の
犠
牲

が
出
た
と
し
て
も
）
安
価
で
「
効
率
的
」
な
対
応
策
の
選
好
、
委
託
や
外
注
が
常
態
化
し
、
専
門
性
と
調
整
能
力
が
欠
け
た
行
政
シ
ス
テ
ム
の

機
能
不
全
、
労
働
規
制
の
緩
和
に
よ
り
不
安
定
雇
用
が
浸
透
し
た
社
会
環
境
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
々
人
の
生
活
保
障
が
賃
金
労
働
を
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主
軸
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
長
年
の
緊
縮
財
政
政
策
に
よ
る
医
療
・
保
健
制
度
の
疲
弊
と
い
っ
た
要
因
が
重
な
る
中
で
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
被
害
は
高
齢
者
や
女
性
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
貧
困
層
、
不
安
定
な
雇
用
に
従
事
す
る
労
働

者
に
偏
る
形
で
深
刻
化
し
た（

6
（

。

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
経
験
の
仕
方
が
社
会
経
済
的
な
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
異
な
り
、
よ
り
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
人
び
と
に

深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
に
限
定
さ
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
日
本
を
含
め
て
世
界
各
地
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
議

会
制
度
や
行
政
シ
ス
テ
ム
、
政
党
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
異
な
る
政
治
体
制
に
お
い
て
、
な
ぜ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
被
害
は
社
会
経
済
的
に
よ
り
脆

弱
で
あ
る
人
び
と
に
共
通
し
て
重
く
の
し
か
か
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
の
手
が
か
り
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
て
世
界
的
に
展
開
し
て
い
る
新
自
由
主
義
に
根
ざ
し
た
資
本
主
義
経
済
と
、
そ
れ
を
管
理
・
運
営
す
る
国
家
の
統
治
シ
ス
テ

ム
の
作
用
の
仕
方
に
着
目
し
、
こ
う
し
た
政
治
経
済
の
シ
ス
テ
ム
で
は
一
定
の
「
棄
民
」
が
発
生
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く（

7
（

。
資
本
主
義
経
済
、
と
り
わ
け
、
新
自
由
主
義
に
根
ざ
し
た
資
本
主
義
経
済
が
維
持
さ
れ
、
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
「
国

民
」
の
枠
組
み
か
ら
排
除
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
漏
れ
て
し
ま
う
「
棄
民
」
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
社

会
経
済
的
に
よ
り
脆
弱
で
あ
る
人
び
と
に
被
害
が
偏
る
と
い
う
形
で
こ
の
こ
と
を
可
視
化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
記
の
問
題
を
議
論
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
発
展
に
は
不
可
欠
で
あ
る
資
本
蓄
積
と
「
再

生
産
」
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
家
の
統
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
統
治
性
」
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ま

で
表
立
っ
て
議
論
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
「
棄
民
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
棄
民
」

化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
深
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
三
節
で
は
、
新
自
由
主
義
の
影
響
力
が
拡
大

し
た
現
代
的
な
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、「
棄
民
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
検
討
し
、
次
の
第
四

節
で
は
、
日
英
の
具
体
例
に
触
れ
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
で
社
会
経
済
的
に
脆
弱
な
人
び
と
、
特
に
女
性
た
ち
が

「
棄
民
」
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
を
考
察
す
る
。
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二　

統
治
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
生
政
治
／
死
政
治

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
「
統
治
性
」（governm

entality

）
と
い
う
造
語
を
用
い
て
議
論
し
た
の
は
、
彼
が
「
規
律
権
力
」
と
「
生
権

力
」、
あ
る
い
は
「
人
口
の
生
政
治
」
と
名
づ
け
た
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
国
家
の
統
治
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
近
代

国
家
の
統
治
の
実
践
が
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
移
行
す
る
中
で
変
容
し
た
過
程
で
あ
っ
た
。
前
者
の
「
規
律
権
力
」
は
個
々
人
の
身
体

に
働
き
か
け
、
規
律
・
訓
練
す
る
こ
と
を
通
じ
て
人
び
と
の
行
動
の
仕
方
を
制
御
す
る
権
力
で
あ
り
、
対
し
て
、
後
者
の
「
人
口
の
生
政

治
」
は
生
物
で
あ
る
「
種
」
と
し
て
人
間
の
生
存
状
態
や
生
活
状
況
に
気
を
配
り
、
国
民
が
自
由
主
義
的
資
本
主
義
社
会
の
環
境
に
お
い
て

健
康
で
幸
福
な
生
と
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
権
力
だ
と
定
義
さ
れ
る（

8
（

。
こ
う
し
た
「
規
律
権
力
」
と
「
人
口
の
生
政

治
」
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
個
人
は
国
家
の
統
治
シ
ス
テ
ム
内
で
特
定
の
生
き
方
、
生
活
の
仕
方
を
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
生
産
性
の
高
い
経
済
行
為
に
従
事
す
る
労
働
者
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
生
産
性
の
高
い
労
働
者
の
再
生
産
を
つ
つ
が
な
く
行
う
ケ
ア

労
働
提
供
者
と
い
う
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
自
身
や
彼
の
死
後
、
統
治
性
の
議
論
を
発
展
さ
せ
た
論
者
た
ち
は
明
確
に
言
及
し
な
か
っ
た
が（

9
（

、

近
代
社
会
に
お
い
て
広
く
実
践
さ
れ
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
等
の
規
範
に
基
づ
い
て
自
ら
の
生
と
生
活
を
最
適
化
す
る
よ
う
に
導
か
れ
、

国
家
の
統
治
制
度
は
そ
う
し
た
生
き
方
を
支
援
す
る
方
向
で
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉

国
家
は
統
治
性
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
国
家
形
態
に
連
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る（

（1
（

。

ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
男
性
稼
ぎ
主
を
媒
介
と
し
て
そ
の
家
族
で
あ
る
女
性
と
子

ど
も
を
経
済
資
源
の
再
分
配
の
仕
組
み
に
間
接
的
に
接
続
し
、
こ
れ
に
よ
り
人
間
と
労
働
力
の
再
生
産
を
「
外
部
性
」
の
外
観
を
保
ち
な
が

ら
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
仕
組
み
で
あ
っ
た（

（（
（

。
統
治
性
の
観
点
か
ら
こ
う
し
た
ケ
イ
ン
ズ
的
福
祉
国
家
制
度

の
あ
り
方
を
見
直
す
と
、
自
由
主
義
的
資
本
主
義
経
済
に
本
来
的
に
存
在
す
る
資
本
蓄
積
の
要
請
と
人
お
よ
び
労
働
力
の
再
生
産
の
間
の
矛

盾
を
克
服
し
、
政
治
経
済
を
「
合
理
的
」
に
運
営
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
を
編
成
す
る
努
力
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（1
（

。

こ
う
し
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
制
度
に
期
待
さ
れ
た
「
支
配
の
合
理
性
」
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
グ
ロ
ー
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バ
ル
化
と
産
業
構
造
の
転
換
が
進
行
し
、
資
本
主
義
経
済
の
性
質
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
有
効
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
肥
大
化
し
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
「
統
治
不
可
能
性
」
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
、
新
自
由
主
義
が
政
治
経
済
の
モ
デ

ル
と
し
て
急
速
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
時
代
状
況
の
中
、「
統
治
性
」
は
個
々
人
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
る
形
で
「
高
度
化
」
さ
れ

た（
（1
（

。
フ
ー
コ
ー
か
ら
「
統
治
性
」
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
形
で
ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
が
論
じ
た
「
企
業
家
的
主
体
」
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
統
治
性
」
の
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
内
面
化
し
た
個
人
は
自
ら
の
生
と
生
活
を
最
適
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
意
欲
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た

行
為
を
自
律
的
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
身
に
着
け
た
「
有
能
な
」
主
体
で
あ
る
。
こ
の
種
の
人
び
と
は
、
学
校
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー

の
介
入
な
ど
の
制
度
的
仕
掛
け
を
必
要
と
せ
ず
、
高
度
資
本
主
義
社
会
に
適
合
的
な
形
で
自
ら
の
生
と
生
活
を
組
織
化
し
、
高
い
生
産
性
と

有
能
さ
を
身
に
着
け
、
維
持
し
な
が
ら
、
自
足
的
な
市
民
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

（1
（

。

ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
マ
ク
ロ
ビ
ー
は
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
論
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
若
年
女
性
た
ち
が
充
実
し
た
キ
ャ
リ
ア
と

幸
福
な
家
族
生
活
の
獲
得
、
言
い
か
え
れ
ば
、
有
能
な
生
産
者
で
あ
る
と
と
も
に
再
生
産
・
ケ
ア
労
働
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
に
自
発
的
に

駆
り
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
政
治
社
会
の
状
況
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
が（

（1
（

、
こ
の
点
は
「
企
業
家
的
主
体
」
の
奨
励
が
依
然
と
し
て
ジ
ェ
ン

ダ
ー
性
を
帯
び
な
が
ら
、
生
と
生
活
の
最
適
化
に
励
む
こ
と
を
人
び
と
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
は
い
え
、
別
稿
で

既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
政
治
経
済
の
環
境
で
生
と
生
活
の
最
適
化
を
図
る
「
企
業
家
的
主
体
」
が
家
族
を
作
り
、
子

ど
も
を
育
て
る
行
為
、
つ
ま
り
生
物
学
的
・
経
済
的
・
社
会-
政
治
的
「
再
生
産
」
に
従
事
す
る
こ
と
の
「
合
理
性
」
は
必
ず
し
も
自
明
で

は
な
い（

（1
（

。
さ
ら
に
、「
企
業
家
的
主
体
」
の
規
範
が
奨
励
す
る
生
き
方
を
誰
も
が
「
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

既
に
、
ロ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、「
企
業
家
的
主
体
」
に
な
れ
な
い
、
あ
る
い
は
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
個
人
に
は
「
再-

訓
練
」
の
機
会
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
再-

訓
練
」
の
機
会
を
有
効
に
活
用
で
き
な
い
者
は
社
会
的
排
除
の
状
況
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（

（1
（

。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
国
家
に
「
統
治
性
」
の
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
性
を
帯
び
た
「
国
民
」
と
し
て
個
人
を
国
家
と
い
う
集
合
体
に
包
摂
す
る
制
度
的
仕
掛
け
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
高
度
資
本

主
義
社
会
型
の
「
統
治
性
」
は
、
個
人
の
内
面
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
で
、
包
摂
と
と
も
に
強
制
と
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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「
統
治
性
」
の
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
い
た
新
自
由
主
義
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
が
シ
ス
テ
ム
内
に
存
在
す
る
人
び
と
を
包
摂
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
一
定
の
規
範
を
強
制
し
、
規
範
か
ら
外
れ
る
者
を
排
除
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
も
機
能
す
る
と
い
う
問
題
は
、
フ
ー
コ
ー

が
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
に
お
い
て
既
に
触
れ
て
い
た
論
点
で
あ
っ
た
。
自
由
主
義
が
浸
透
し
た
環
境
に
お
い
て
人
び
と
の

間
で
行
動
の
自
由
と
安
全
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
由
と
安
全
を
脅
か
す
危
険
が
特
定
さ
れ
、
抑
制
・
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
統
治
性
」
が
作
用
す
る
自
由
主
義
的
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
「
統
制
、
制
約
、
強

制
の
手
続
き
が
大
幅
に
拡
大
」
す
る
の
み
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
自
由
を
導
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
よ
り
多
く
の
統
制
と
介
入
が
「
自

由
の
経
済
的
コ
ス
ト
」
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

（1
（

。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、「
結
局
、
自
由
主
義
的
統
治
術
は
そ

れ
自
身
が
統
治
性
の
危
機
と
呼
べ
る
も
の
を
持
ち
込
み
、
内
部
か
ら
そ
の
犠
牲
者
と
な
る（

（1
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
統
治
性
」
を
め
ぐ
る
包
摂
と
排
除
の
逆
説
的
な
関
係
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
現
れ
る
の
が
、
統
治
シ
ス
テ
ム
内
に
存
在
す
る
人
び
と
が
ど

の
よ
う
に
「
生
」
と
「
死
」
に
対
し
て
配
置
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
一

九
七
五
〜
一
九
七
六
年
に
行
わ
れ
た
講
義
シ
リ
ー
ズ
『
社
会
は
防
衛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
や
『
性
の
歴
史
Ⅰ　

知
恵
の
意
志
』
に
お

い
て
、
統
治
性
の
権
力
は
「
生
き
『
さ
せ
る
』、
そ
し
て
死
ぬ
に
『
任
せ
る
』
権
力
」（the	pow

er	to	 ‘m
ake ’	live	and	 ‘let	die ’

）
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る（

11
（

。「
生
き
さ
せ
る
」
権
力
、
す
な
わ
ち
「
生
政
治
」
は
人
び
と
の
生
に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
介
入
し
て
生
命
と
生
活
を
最
適
化
す

る
た
め
に
、
事
故
や
偶
発
的
問
題
な
ど
の
生
き
る
上
で
の
危
険
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
統
治
を
行
う
が
、
こ
の
こ
と
の
論
理
的
帰
結

と
し
て
「
生
の
終
わ
り
と
し
て
の
死
」
は
「
明
ら
か
に
権
力
の
終
わ
り
、
限
界
、
末
端
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
死
」

は
権
力
の
外
に
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
い
、
私
的
な
領
域
に
移
行
す
る
。
同
時
に
、「
生
政
治
」
が
作
用
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、

一
旦
、
戦
争
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
場
合
は
、
国
民
は
生
命
の
危
険
に
曝
さ
れ
、
ま
た
、
戦
争
に
従
事
し
て
敵
国
の
人
び
と
を
殺
す
よ
う
に

要
請
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
本
質
的
に
生
か
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
権
力
が
、
ど
の
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か（

1（
（

」
と

い
う
矛
盾
を
フ
ー
コ
ー
は
、
人
種
差
別
（racism

）
の
問
題
を
介
在
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
種
差
別
は
「
お
ま
え
が
生
き
た
け
れ
ば
、
他
者
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
戦
争
の
関
係
を
、
生
権
力
の
行
使
と
巧
み
に
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両
立
で
き
る
ま
っ
た
く
新
し
い
や
り
方
で
機
能
さ
せ
る
。
ま
ず
、
人
種
差
別
は
自
分
自
身
の
生
と
他
者
の
死
の
間
の
関
係
性
を
軍
事

的
、
あ
る
い
は
戦
争
時
の
対
立
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
生
物
学
的
な
関
係
性
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。「
よ
り
多
く

の
劣
等
種
が
死
に
絶
え
、
異
常
な
人
び
と
が
殲
滅
さ
れ
、
種
全
体
と
し
て
変
質
者
が
少
な
く
な
れ
ば
、
私
、
つ
ま
り
、
個
人
で
は
な
く

種
と
し
て
の
私
は
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
力
強
い
存
在
と
な
り
、
ず
っ
と
精
力
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
は
よ
り

繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
他
者
が
死
ぬ
と
い
う
事
実
は
、
単
に
、
そ
の
死
が
自
分
の
安
全
を
保
障
す
る
と
い
う
意
味
で

私
の
生
存
を
意
味
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
他
者
の
死
、
劣
悪
人
種
の
死
、
劣
等
種
（
あ
る
い
は
変
質
者
や
異
常
者
）
の
死
は
生
一

般
を
よ
り
健
全
な
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
生
は
よ
り
純
粋
に
な
る（

11
（

。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「
死
ぬ
に
『
任
せ
る
』」
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
び
と
を
特
定
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
る
言
説
は
人
種
差
別
に
留
ま

ら
な
い
。
異
常
性
や
狂
気
な
ど
、
人
間
の
「
否
定
的
」
と
解
さ
れ
る
属
性
や
特
徴
を
表
す
表
現
が
用
い
ら
れ
て
排
除
さ
れ
る
人
び
と
が
集
団

と
し
て
特
定
さ
れ
、
彼
ら
を
死
の
側
へ
と
追
い
や
る
。
こ
う
し
た
排
除
が
、
科
学
的
言
説
、
特
に
生
物
学
的
言
説
や
医
学
的
言
説
に
依
拠
し

て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、
フ
ー
コ
ー
は
講
義
の
中
で
触
れ
て
い
る（

11
（

。

「
生
政
治
」
が
排
除
と
死
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
フ
ー
コ
ー
が
提
起
し
た
論
点
は
、
そ
の
後
、
世
界
各
地
の
多
様
な
論

者
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
る
例
外
状
態
に

お
い
て
「
剥
き
出
し
の
生
」
に
留
め
置
か
れ
る
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
と
っ
て
の
中
心
的
な
関

心
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
時
代
の
強
制
収
容
所
に
代
表
さ
れ
る
、
死
が
訪
れ
る
ま
で
行
為
者
と
し
て
の
行
為
遂
行
能
力
を
剥
奪
さ
れ
、
生
と
死

の
間
で
宙
ぶ
ら
り
状
態
に
さ
れ
た
ま
ま
の
状
況
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
を
特
定
の
人
び
と
に
強
い
る
「
主
権
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の

議
論
は
「
生
政
治
」
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
も
「
死
ぬ
に
『
任
せ
る
』」
権
力
で
あ
る
「
死
政
治
」（thanatopolitics

、
あ
る
い
はnecropolitics

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
に
特
化
し
て
い
る
と
理
解
す
る
方
が
正
確
で
あ
ろ
う（

11
（

。
よ
り
根
幹
的
な
問
題
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
以
来
の

「
生
政
治
」
の
議
論
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
国
民
が
よ
り
健
康
で
、
幸
福
な
生
と
生
活
を
送
る
こ
と
を
促
す
「
生
産
的
」
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

が
統
治
シ
ス
テ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
日
常
的
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
「
主
権
」
の
性
質
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
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も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
を
見
返
す
と
、「
生
政
治
」
の
議
論
と
し
て
は
射
程
が
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
批

判
は
免
れ
え
な
い（

11
（

。

フ
ー
コ
ー
と
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
っ
て
十
分
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
生
政
治
」
と
「
死
政
治
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
近

年
、
複
数
の
論
者
が
考
察
を
提
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
や
は
り
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
害
を
及
ぼ
す

可
能
性
の
あ
る
「
外
部
」
の
要
素
を
、
予
防
を
目
的
と
し
て
中
和
化
し
て
内
在
化
す
る
実
践
と
し
て
定
義
さ
れ
る
「
免
疫
」（im

m
unity

）
概

念
を
導
入
し
て
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
「
死
政
治
」（thanatopolitics

）
の
展
開
は
、「
免
疫
化
」
の
実
践
を
も
っ
て
共
同
体
で

あ
る
国
家
を
守
る
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
た
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
議
論
は
、
先
に
紹
介
し
た
フ
ー
コ
ー
の
講
義
の
内
容
に
肉

付
け
を
す
る
形
で
、「
死
政
治
」
の
実
践
を
「
生
政
治
」
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、「
死

政
治
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
よ
り
大
胆
に
「
生
政
治
」
の
議
論
を
刷
新
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
は
、
ア
シ
ー
リ
・
ム
ベ
ン
ビ
の
議
論
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
カ
メ
ル
ー
ン
出
身
で
あ
る
ム
ベ
ン
ビ
が
展
開
す
る
「
死
政
治
」（necropolitics

）
の
議
論
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
資
本
主
義
経
済
と
帝
国
主
義
、
人
種
差
別
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
、
国
民
国
家
の
枠
内
で
の
議
論
に
終
始
し

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
「
統
治
性
」
の
議
論
が
見
落
と
し
て
い
た
問
題
を
あ
ぶ
り
出
し
、
議
論
を
鍛
え
直
す
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ム
ベ
ン
ビ
は
、
西
欧
列
強
諸
国
内
で
国
民
が
健
康
で
幸
福
な
生
と
生
活
を
送
る
こ
と
を
支
援
す
る
「
生
政
治
」
の
統
治
シ

ス
テ
ム
が
発
達
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
、
国
外
で
は
植
民
地
獲
得
競
争
と
奴
隷
貿
易
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
ム
ベ
ン
ビ

が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
夜
の
身
体
」（nocturnal	body	of	dem

ocracy

）
と
呼
ぶ
植
民
地
支
配
と
奴
隷
貿
易
の
対
象
に
さ
れ
た
地
域
で
は
、
本

国
と
は
異
な
る
法
と
原
則
が
適
用
さ
れ
、
多
く
の
人
び
と
が
容
赦
の
な
い
、
残
酷
な
大
量
殺
戮
と
大
規
模
収
奪
の
対
象
、
つ
ま
り
、「
死
ぬ

に
『
任
せ
る
』」
ま
ま
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
人
口
の
減
少
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
言
い
か
え
れ
ば
、
国
民
の
幸
福
な
生
と
生
活
の
実

現
を
目
指
す
「
生
政
治
」
の
歴
史
的
な
展
開
は
、「
国
民
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
人
び
と
に
対
し
て
「
殺
し
、
生
き
さ
せ
、
あ
る
い
は
死

に
曝
す
権
力（

11
（

」、
す
な
わ
ち
「
死
政
治
」
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
伴
っ
て
い
た
。
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
『
資
本
蓄
積
論
』
を
参
照

し
て
、
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
西
欧
列
強
諸
国
が
帝
国
主
義
政
策
を
推
進
し
た
の
は
、
資
本
主
義
経
済
が
剰
余
価
値
を
蓄
積
し
続
け
る
た

め
に
「
外
部
」
を
必
要
と
し
た
か
ら
だ
と
指
摘
し
た
が（

11
（

、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
外
部
」
と
し
て
の
「
死
政
治
」
は
、
西
欧
列
強
諸
国
内



15　武田宏子【国民と棄民の間】

の
「
生
政
治
」
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
し
、
支
え
る
た
め
の
統
治
の
技
術
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ム
ベ

ン
ビ
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

西
欧
で
の
文
明
的
な
平
和
は
、
遠
方
で
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
残
虐
行
為
を
行
う
拠
点
の
活
動
を
活
性
化
さ
せ
、
地
球
の

い
た
る
所
に
地
盤
を
築
き
、
交
易
所
を
開
設
す
る
こ
と
を
伴
う
領
地
を
め
ぐ
る
戦
争
と
他
の
類
い
の
大
量
虐
殺
を
行
う
こ
と
に
大
い
に

依
存
し
て
い
た（

11
（

。

こ
う
し
た
生
政
治
と
死
政
治
の
不
可
分
な
関
係
性
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
体
制
を
下
支
え
す
る
「
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
お
け
る
生
が
根
本
的
に
平
和
に
満
ち
て
い
て
、
秩
序
が
保
た
れ
、
暴
力
（
戦
争
や
破
壊
と
い
う
形
式
を
含
め
て
）
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る（
1（
（

」
と
す
る
「
神
話
」
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
欧
列
強
諸
国
内
で
は
長
い
間
、
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
。
ム
メ
ン
ビ
に
よ
れ
ば
、

「
死
政
治
」
の
「
外
部
化
」
と
「
不
可
視
化
」
は
、
収
容
所
や
刑
務
所
を
通
じ
て
作
用
す
る
現
代
的
な
「
死
政
治
」
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ

る
。人

種
差
別
と
植
民
地
主
義
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
統
治
性
に
内
包
さ
れ
て
い
た
「
死
政
治
」
の
ド
ラ
イ
ブ
を
浮
き
彫
り
に
し
、「
生
政

治
」
と
「
死
政
治
」
の
間
に
存
在
す
る
不
可
分
な
関
係
性
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
政
治
経
済
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
構
造
を
規
定
し
て
き

た
こ
と
を
露
呈
し
た
ム
ベ
ン
ビ
に
よ
る
議
論
で
は
、
そ
の
過
程
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
補
足
す
る
の
が
、
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
に
よ
る
資
本
主
義
の
発
達
の
歴
史
に
「
本
源
的
蓄
積
」

の
た
め
の
女
性
の
「
再
生
産
」
機
能
の
収
奪
を
位
置
づ
け
る
試
み
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
で
は
な
く
、
植
民
地
化
の
対
象
と
さ
れ
た

南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
も
広
範
に
実
践
さ
れ
た
魔
女
狩
り
の
記
録
を
た
ど
り
、
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
、
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
「
本
源
的

蓄
積
」
の
過
程
に
は
、
女
性
が
「
魔
女
」
と
し
て
名
指
し
さ
れ
る
こ
と
で
過
剰
な
暴
力
の
対
象
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
独
自
の
収
入
源
や
身

体
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
を
奪
わ
れ
、
妻
や
母
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
担
い
、
家
庭
内
再
生
産
労
働
に
従

事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
女
性
の
「
再
生
産
」
能
力
の
「
囲
い
込
み
」
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の
こ
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と
は
、
資
本
主
義
経
済
の
勃
興
期
以
来
、
女
性
に
と
っ
て
は
家
族
内
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
引
き
受
け
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
「
生
政
治
」
と
「
死
政
治
」
の
ど
ち
ら
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
分
つ
意
味
合
い
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
す

る（
11
（

。マ
ク
ロ
ビ
ー
に
よ
る
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
資
本
主
義

経
済
の
転
換
、
特
に
新
自
由
主
義
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
女
性
の
再
生
産
労
働
と
本
源
的
蓄
積
と
の
関
係
の
仕
方
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
統
治
性
の
議
論
で
は
、
現
代
的
状
況
に
お
い
て
、
統
治
性
の
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
個
々
人
に

内
面
化
さ
れ
る
型
で
「
高
度
化
」
さ
れ
た
こ
と
が
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
ム
メ
ン
ビ
が
展
開
す
る
「
死
政
治
」
の
議
論
で

は
、
政
治
経
済
学
的
な
観
点
が
議
論
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
資
本
主
義
の
性
質
の
変
化
に
関
し
て
は
、
利
用
さ
れ
る

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
高
度
化
し
た
こ
と
以
外
は
表
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー

デ
ィ
ズ
ム
型
資
本
主
義
経
済
を
管
理
・
運
営
す
る
こ
と
を
第
一
次
的
な
課
題
と
す
る
新
自
由
主
義
に
根
ざ
し
た
現
代
の
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
、「
生
政
治
」
と
「
死
政
治
」
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、
ど
う
い
っ
た
人
び
と
を
、
ど
の
よ
う
に
「
死
政
治
」
の
側
に
位
置
づ
け
、「
棄

民
」
化
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三　

高
度
化
し
た
統
治
性
に
お
け
る
死
政
治
の
展
開

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
の
議
論
を
受
け
継
ぎ
、
現
代
的
状
況
に
照
ら
し
て
論
じ
た
ロ
ー
ズ
は
、「
企
業
家
的
主

体
」
の
人
間
像
に
特
に
着
目
し
て
い
る
。
統
治
性
の
権
力
作
用
を
内
面
化
し
、
新
自
由
主
義
的
原
則
や
価
値
に
根
ざ
し
た
社
会
に
お
い
て
自

ら
の
生
と
生
活
を
最
適
化
す
る
こ
と
に
意
欲
的
で
あ
る
「
企
業
家
的
主
体
」
は
、
教
育
や
職
業
訓
練
、
市
民
教
育
な
ど
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
学

習
機
会
の
み
で
は
な
く
、
自
己
啓
発
本
や
広
告
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
し
ば
し
ば
商
業
化
さ
れ
た
情
報
を
積
極
的
に
求
め
、
活
用
す

る
こ
と
で
自
ら
の
能
力
を
高
め
、
よ
り
良
い
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
と
想
定
さ
れ
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
の
生
と
生
活
を
最
適
化

し
て
い
く
努
力
に
失
敗
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
包
摂
さ
れ
る
た
め
の
「
再–

訓
練
」
の
機
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会
が
与
え
ら
れ
る
が
、
当
該
個
人
が
こ
の
機
会
を
十
分
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
「
失
敗
」
の
原
因
は
個
人
の
資
質
の
問
題
で
あ
る
と

さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
。
ロ
イ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
カ
ン
や
ジ
ョ
ッ
ク
・
ヤ
ン
グ
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
企
業
家
的
主
体
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
貧
困
層
や
就
業
し
な
い
者
た
ち
の
排
除
は
、
し
ば
し
ば
刑
務
所
な
ど
へ
の
収
監
と
い
っ
た

方
法
に
よ
っ
て
、
空
間
的
お
よ
び
物
理
的
に
行
使
さ
れ
て
い
る（

11
（

。　

こ
う
し
た
高
度
化
さ
れ
た
統
治
性
の
権
力
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
踏
ま
え
る
と
、
現
代
的
状
況
で
「
棄
民
」
と
し
て
排
除
さ
れ
た
ま
ま

放
置
さ
れ
る
の
は
、
新
自
由
主
義
の
原
理
や
価
値
体
系
に
則
っ
て
行
為
し
な
い
、
あ
る
い
は
行
為
で
き
な
い
人
び
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
ら
の
人
び
と
に
は
新
自
由
主
義
的
な
市
場
で
の
競
争
で
不
利
な
立
場
に
陥
り
が
ち
な
高
齢
者
や
女
性
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
貧
困

層
、
不
安
定
な
雇
用
に
従
事
す
る
労
働
者
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
発
展
を
通
じ
て
、
女
性
の
労
働

参
加
は
拡
大
し
た
が
、
家
族
賃
金
の
見
直
し
・
撤
廃
と
い
っ
た
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
再
編
や
再
生
産
労
働
が
一
部
、
市
場
に
組
み
込
ま
れ

た
こ
と
で
、
女
性
労
働
の
低
賃
金
・
不
安
定
・
移
民
労
働
者
化
が
進
み
、
複
数
の
論
者
が
こ
の
過
程
に
「
搾
取
の
強
化
」
を
指
摘
し
て
い

る（
11
（

。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ミ
ロ
ウ
ス
キ
は
、
新
自
由
主
義
が
学
術
的
議
論
と
し
て
高
等
教
育
機
関
等
で
教
え
ら
れ
た
り
、
政
策
形
成
エ
リ
ー
ト
に

よ
っ
て
施
策
と
し
て
推
進
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
情
報
媒
体
を
通
じ
て
毎
日
の
日
常
生
活
に
浸
透
し
、
個
々
人
に
内
面
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
為
規
範
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
し
て
、「
日
常
の
新
自
由
主
義
」（everyday	neoliberalism

）
と
い
う
概
念

を
提
案
し
て
い
る
が
、
ミ
ロ
ウ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
日
常
の
新
自
由
主
義
」
は
世
界
金
融
危
機
を
経
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
新

自
由
主
義
の
影
響
力
が
衰
え
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
り（

11
（

、
こ
の
指
摘
を
援
用
す
る
と
、
新
自
由
主
義
に
根
ざ
し
た
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ

ム
で
「
有
能
に
」
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
ず
、
周
辺
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
人
び
と
の
搾
取
と
排
除
、
す
な
わ
ち
棄
民
化
の
プ
ロ
セ
ス
も
ま

た
、
経
済
的
危
機
に
対
し
て
耐
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
度
化
さ
れ
た
統
治
性
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
、「
生
政
治
」
と
「
死
政
治
」
は
「
棄
民
」
と
し
て
排
除
さ
れ
る
者
た
ち
を
当
該
政

治
共
同
体
の
十
全
な
成
員
（
国
民
国
家
内
で
は
「
国
民
」）
か
ら
区
別
し
、
排
除
の
状
態
に
留
め
お
く
こ
と
を
通
じ
て
展
開
す
る
が
、
こ
の
過
程

で
「
棄
民
」
は
し
ば
し
ば
残
酷
で
、
暴
力
的
な
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
る
。
ミ
ロ
ウ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、「
棄
民
」
へ
の
残
酷
さ
と
暴
力
が
広
範

に
観
察
さ
れ
る
の
は
、
社
会
経
済
的
弱
者
を
叩
く
こ
と
が
新
自
由
主
義
的
資
本
主
義
に
内
在
す
る
競
争
し
て
勝
つ
こ
と
へ
の
強
い
志
向
性
を
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確
認
し
た
り
、
そ
う
し
た
行
為
が
も
た
ら
す
快
楽
を
得
る
こ
と
に
資
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
自
由
主
義
が
内
包
す
る
矛
盾
、
例
え
ば
、
表

面
的
に
は
「
自
生
的
秩
序
」（spontaneous	order

）
や
「
自
由
」
を
謳
い
な
が
ら
、
エ
リ
ー
ト
以
外
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
特
定
の
考
え

方
や
行
為
の
仕
方
を
一
方
的
に
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
と
い
う
反
自
由
主
義
的
で
、
権
威
主
義
的
な
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
目
を
背

け
る
た
め
に
も
役
立
つ
か
ら
で
も
あ
る
と
説
明
さ
れ
る（

11
（

。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
現
代
的
状
況
で
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
者

は
「
ま
さ
に
跪
い
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
り（

11
（

」
残
酷
さ
と
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
う
し
た
社
会
経
済
的
弱
者
に
対
す
る
残
酷
で
、
暴
力
的
な
行
為
に
は
、
彼
ら
へ
の
攻
撃
や
バ
ッ
シ
ン
グ
を
テ
レ
ビ
番
組
な

ど
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
目
的
と
し
た
情
報
商
品
と
し
て
構
成
し
、
消
費
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は

重
要
で
あ
ろ
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
と
言
わ
れ
る
一
見
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
風
の
テ
レ
ビ
番
組
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
労
働
者
階
級
や
貧
困

層
の
日
常
生
活
、
特
に
彼
ら
の
生
活
上
の
困
難
や
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
諍
い
を
映
像
化
し
て
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
編
集
を
施
し
た
上
で

放
映
す
る
。
こ
う
し
た
番
組
の
視
聴
は
毎
日
の
娯
楽
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
視
聴
者
に
と
っ
て
は
、
競
争
関
係
に
置
か
れ
た
登
場
人

物
の
中
で
、
多
く
の
場
合
、
労
働
者
階
級
の
人
び
と
が
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
、
生
活
態
度
、
マ
ナ
ー
、
職
業
的
能
力
と
い
っ
た
観
点

で
「
企
業
的
主
体
」
の
人
間
像
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
批
判
さ
れ
、
揶
揄
さ
れ
る
過
程
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
経
験
で
あ
り
、
こ

の
過
程
を
通
じ
て
、
視
聴
者
自
身
が
新
自
由
主
義
の
考
え
方
に
深
く
影
響
さ
れ
た
価
値
体
系
に
継
続
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
放
映
さ
れ
て
い
たW
ife Sw

ap

な
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組
に
対
す
る
視
聴
者
の
反
応
を
調
査
・
分
析
し
た
ベ
バ
リ
ー
・
ス

ケ
ッ
グ
と
ヘ
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
は
、
視
聴
者
の
階
級
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
着
目
し
、
労
働
者
階
級
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組

の
視
聴
が
、「
企
業
的
主
体
」
へ
の
反
発
と
抵
抗
を
表
出
す
る
機
会
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ス

ケ
ッ
グ
と
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組
の
視
聴
は
、
高
度
化
さ
れ
た
統
治
性
の
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
行
使
で
あ
る
と
単
純

に
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い（

11
（

。
他
方
で
、
ス
ケ
ッ
グ
と
ウ
ッ
ド
の
調
査
に
参
加
し
た
労
働
者
階
級
の
女
性
た
ち
が
「
企
業
家
的
主
体
」
へ
の

対
抗
言
説
と
し
て
非
就
労
で
あ
る
母
役
割
の
重
要
性
を
持
ち
出
す
時
、
そ
う
し
た
行
為
に
は
、
ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス
の
調
査
対
象
で
あ
っ
た

労
働
者
階
級
の
若
年
男
性
た
ち
が
中
産
階
級
文
化
へ
の
対
抗
と
し
て
反
学
校
の
「
野
郎
ど
も
」
文
化
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
労
働
者
に
割
り

当
て
ら
れ
た
社
会
経
済
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
自
発
的
に
引
き
受
け
、
こ
れ
に
よ
り
既
存
の
社
会
経
済
体
制
が
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
過
程（

1（
（

と
の
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類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
母
で
あ
る
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
十
分
に
築
か
な
か
っ
た
こ
と
を
強

調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
労
働
者
階
級
の
女
性
た
ち
は
「
無
就
業
者
」
と
い
う
新
自
由
主
義
の
価
値
体
系
に
お
い
て
は
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
社
会
経
済
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
自
ら
進
ん
で
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
観
え
る
が
、
こ
の
時
、
彼
女
た
ち
が
提
示
す
る
「
企
業
家
的
主
体
」

へ
の
批
判
は
個
人
の
選
択
や
道
徳
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
社
会
経
済
的
構
造
へ
の
批
判
と
し
て
の
意
義
は
隠
さ
れ
て
し
ま

う（
11
（

。よ
り
根
幹
的
な
問
題
と
し
て
、
社
会
経
済
的
弱
者
に
対
す
る
残
酷
さ
が
商
品
と
し
て
消
費
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
彼
ら
自
身
の
身

体
や
感
情
、
つ
ま
り
生
と
生
活
そ
の
も
の
が
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組
と
い
う
商
品
を
製
造
し
、
販
売
す
る
た
め
の
「
生
産
資
源
」
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
ス
ケ
ッ
グ
と
ウ
ッ
ド
は
、
労
働
者
階
級
の
若
年
女
性
が
し
ば
し
ば
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ

Ｖ
番
組
を
通
じ
て
経
済
的
富
と
社
会
的
な
認
知
と
い
う
意
味
で
の
「
成
功
」
を
掴
む
の
は
、
彼
女
た
ち
が
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
欠
い
」
た
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
と
結
論
し
て
い
る（

11
（

。
た
と
え
ば
、
ス
ケ
ッ
グ
と
ウ
ッ
ド
も
言
及
し
て
い
る
、
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組
に
出

演
し
、
労
働
者
階
級
若
年
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
強
く
想
起
さ
せ
る
知
識
の
欠
如
と
素
行
や
言
葉
遣
い
の
悪
さ
ゆ
え
に
有
名
と
な
っ
た

ジ
ェ
ー
ド
・
グ
ッ
デ
ィ
と
い
う
女
性
は
、
癌
を
患
い
、
自
ら
が
死
に
ゆ
く
過
程
を
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
公
開
し
た（

11
（

。「
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
欠
い
」
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
当
初
は
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
番
組
の
「
悪
役
」
と
し
て
自
ら
を
広
く
社
会
に
曝
す
（
彼
女
は
番
組
内
で

裸
体
と
な
っ
て
い
る
）
こ
と
で
「
セ
レ
ブ
レ
テ
ィ
」
の
地
位
を
得
て
、
最
後
に
は
「
死
」
そ
の
も
の
さ
え
が
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
い
て
消
費
さ

れ
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
ジ
ェ
ー
ド
・
グ
ッ
デ
ィ
の
身
体
と
精
神
そ
の
も
の
が
経
済
的
価
値
を
生
み
出
す
た
め
の
生
産
要
素
で
あ
っ
た
が
、

他
方
で
、「
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
」（‘being	oneself ’

）
か
ら
離
れ
て
、
特
定
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。

ム
ベ
ン
ビ
の
「
死
政
治
」
の
議
論
と
交
錯
す
る
よ
う
に
、
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
、「
大
規
模
な
人
命
の
破
壊
は
、
必
然
的
に
暴
力
的
で
あ
る

労
働
力
の
蓄
積
に
伴
う
も
の
と
し
て
、
そ
の
初
期
の
時
代
か
ら
資
本
主
義
の
構
造
的
要
素
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が（

11
（

、
現
代
的
状
況

に
お
い
て
「
死
政
治
」
が
展
開
し
、
社
会
経
済
的
弱
者
が
死
に
曝
さ
れ
る
過
程
を
通
じ
て
ど
の
程
度
の
「
労
働
力
の
蓄
積
」
が
達
成
さ
れ
る

の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
流
動
性
と
交
換
価
値
に
重
き
が
置
か
れ
る
新
自
由
主
義
的
な
経
済
的
環
境
で
は
、
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社
会
経
済
的
弱
者
の
困
難
さ
と
死
は
、
む
し
ろ
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
富
が
産
出
さ
れ
る
た
め
の
単
な
る
生
産
資
源
と
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
国
境
を
超
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
女
性
や
子
ど
も
の
人
身
売
買
や
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
取
引

は
、
地
球
上
の
周
辺
化
さ
れ
た
地
域
で
生
活
す
る
女
性
や
子
ど
も
、
あ
る
い
は
（
多
く
の
場
合
、
社
会
経
済
的
弱
者
で
あ
る
）
中
毒
者
た
ち
の
生

命
や
「
人
間
ら
し
い
生
活
」
を
犠
牲
に
し
て
莫
大
な
経
済
的
富
を
作
り
出
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
サ
ヤ
ク
・
ヴ
ァ
レ
ン
シ

ア
は
、	

賃
労
働
化
さ
れ
た
「
男
性
的
な
」
物
理
的
暴
力
の
行
使
を
通
じ
て
人
の
生
命
や
身
体
を
破
壊
し
、
消
費
し
、
消
尽
す
る
こ
と
は
現
代

的
な
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、「
ゴ
ア
資
本
主
義
」（gore	capitalism

）
と
い
う
概
念
を
提

案
し
て
い
る（

11
（

。「
ゴ
ア
資
本
主
義
」
で
は
、
社
会
経
済
的
弱
者
自
身
の
身
体
や
精
神
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
一
部
が
商
品
と
し
て
交
換
さ
れ
、

消
費
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
人
間
と
し
て
の
行
為
遂
行
能
力
を
も
っ
て
労
働
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
彼
ら
に
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
現
代
的
な
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
社
会
経
済
的
弱
者
に
対
す
る
残
酷
さ
と
暴
力
の
行
使

が
行
き
着
い
た
現
実
の
ひ
と
つ
を
示
し
て
い
る
。

別
稿
で
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
習
え
ば
、
新
自
由
主
義
が
現
代
日
本
の
政
治
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
過
程
に
は
、
制
度
改

革
の
射
程
と
効
果
が
選
択
的
か
つ
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
る
強
い
規
範
性
を
帯
び
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
過
剰
に
用

い
ら
れ
た
こ
と
、「
男
性
稼
ぎ
主
型
家
族
モ
デ
ル
」
が
堅
持
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
統
治
性
の
権
力
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
個
人
が
特
定
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
役
割
を
担
う
者
と
し
て
「
家
族
」
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
上
で
家
族
全
体
を
「
企
業
」
す
る
方
向
で
作
用
し
た
こ
と
な
ど	

、
一

定
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る（

11
（

。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
状
況
で
、「
生
政
治
」
と

「
死
政
治
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
を
用
い
て
検
討
す
る
。

四　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
日
常
生
活
と
「
生
政
治
」
／
「
死
政
治
」

治
療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
新
種
の
感
染
症
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
へ
の
対
策
は
、
非
製
薬
的
介
入
（non-

pharm
aceutical	intervention,	N

PI

）
の
手
法
が
取
ら
れ
た
。
美
馬
達
哉
に
よ
れ
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｉ
は
個
人
に
よ
る
対
策
、
環
境
に
関
わ
る
対
策
、
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社
会
的
距
離
の
対
策
、
移
動
に
関
わ
る
対
策
に
大
き
く
分
類
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
マ
ス
ク
を
身
に
着
け
た
り
、
手
洗
い
・
う
が
い
・
消
毒

な
ど
を
習
慣
的
に
行
う
こ
と
な
ど
、
個
人
的
な
ふ
る
ま
い
方
の
調
整
に
始
ま
り
、
他
者
と
の
間
に
「
社
会
的
距
離
」
を
確
保
す
る
こ
と
や
感

染
拡
大
の
抑
制
の
た
め
に
移
動
を
制
限
し
た
り
、
物
理
的
隔
離
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
他
者
と
の
関
係
の
あ
り
方
の
変
更
も
含
ま
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
は
、
人
口
全
体
を
保
護
す
る
た
め
、
個
人
の
健
康
状
況
に
関
心
を
む
け
、
配
慮
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
主
体
に
特
定
の
行
動
様
式
を
取
る
よ
う
に
求
め
て
、
規
律
す
る
と
い
う
意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
「
高
度
化
」
さ
れ
た
「
統
治
性
」
に

根
ざ
し
た
統
治
実
践
で
あ
っ
た
と
言
え
る（

11
（

。
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
は
も
と
よ
り
、
強
制
力
の
な
い
緊

急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
日
本
に
お
い
て
も
、
多
く
の
人
び
と
は
政
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
要
請
を
遵
守
し
、
自
ら
の
行
為
の
仕
方
や
生
活

ス
タ
イ
ル
を
大
幅
に
転
換
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
の
日
常
生
活
を
送
っ
た（

11
（

。

と
は
い
え
、
美
馬
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
感
染
の
恐
怖
が
常
に
存
在
し
て
い
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
状
況
で
は
、
個
人
は
「
自
ら

を
被
害
者
に
な
り
得
る
受
け
身
の
存
在
と
し
て
経
験
し
て
い
る
脆
弱
な
主
体（

11
（

」
で
あ
る
と
強
く
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
主
体
に
対
置
さ
れ
る
の
が
、「
感
染
さ
せ
な
い
た
め
の
配
慮
の
対
象
と
し
て
社
会
［
的
］
距
離
を
と
っ
た
上
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
『
良
い

他
者
』」
と
「
病
原
菌
を
撒
き
散
ら
す
か
も
し
れ
な
い
感
染
源
と
し
て
の
『
悪
い
他
者
』」
で
あ
り
、
後
者
は
「
と
き
に
宗
教
的
情
熱
を
も
っ

て
」
不
寛
容
さ
と
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
る（

1（
（

。
美
馬
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
外
国
人
や
移
民
に
対
す
る
社
会
的
排
除
が
世
界
的
に
高
ま
っ
た

こ
と
の
根
底
に
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が（

11
（

、
こ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
状
況
そ

れ
自
体
が
そ
も
そ
も
「
生
政
治
」
の
み
で
は
な
く
「
死
政
治
」
の
作
用
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
外
国
人
や
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
排
斥
な
ど
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
は
当
初
か
ら
、
特
定
の
集
団
が
排
除
や
攻
撃
の
対
象
と

さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
「
死
政
治
」
の
側
に
振
り
向
け
る
傾
向
が
観
察
さ
れ
た
。
中
で
も
、
空
間
的
な
隔
離
が
行
わ
れ
て
い
た
閉
鎖
的
な
環

境
に
お
い
て
、
家
族
内
で
行
使
さ
れ
る
暴
力
が
頻
発
化
・
激
化
し
た
こ
と
は
、
国
や
地
域
を
問
わ
ず
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
一
年
一

二
月
に
公
開
さ
れ
た
国
連
女
性
機
関
（U

N
	W

om
en

）
に
よ
る
報
告
書
『
影
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
測
る
─
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下

の
女
性
に
対
す
る
暴
力
』（M

easuring	the	Pandem
ic:	V

iolence	against	W
om

en	during	the	CO
IV

D
-19	Pandem

ic

）
は
、
地
域
的
多
様
性

に
配
慮
を
し
て
選
ば
れ
た
中
低
度
所
得
国
に
分
類
さ
れ
る
世
界
一
三
ヵ
国
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ケ
ニ
ア
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ヨ
ル
ダ
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ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
コ
ー
ト
ダ
ジ
ュ
ー
ル
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
、
カ
メ
ー
ル
ー
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
タ
イ
）
の
一
五
、
一
六
四

名
の
女
性
を
対
象
と
し
た
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
以
来
、

何
ら
か
の
形
式
の
暴
力
を
自
ら
が
受
け
た
、
あ
る
い
は
暴
力
的
行
為
の
被
害
者
と
な
っ
た
女
性
を
知
っ
て
い
る
回
答
者
の
割
合
は
四
五
％
に

も
上
る（

11
（

。
ま
た
、
二
三
％
の
回
答
者
が
家
庭
内
で
争
い
が
起
こ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
安
全
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
答
え
て
お
り（

11
（

、
さ

ら
に
、
雇
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
女
性
ほ
ど
家
庭
内
で
の
暴
力
の
被
害
者
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

多
く
の
女
性
に
と
っ
て
家
庭
と
い
う
空
間
が
危
険
で
、
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
曝
け

出
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
〇
二
一
年
四
月
に
「
家
庭
虐
待
法
」（T

he	D
om

estic	

A
buse	A

ct

）
が
制
定
さ
れ
、
法
制
上
の
規
制
を
厳
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
被
害
者
保
護
と
加
害
者

へ
制
裁
が
強
化
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
法
改
正
が
な
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
下
旬
に
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
社
会

的
サ
ー
ビ
ス
が
限
定
的
に
し
か
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
国
が
運
営
す
る
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
へ
の
連
絡
や
第
三
者
か
ら
の
通
報

が
劇
的
に
増
加
し
、
政
治
家
や
警
察
関
係
者
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
の
間
で
危
機
感
が
広
が
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た（

11
（

。
日
本
に
お

い
て
も
、
同
時
期
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
被
害
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
の
要
請
が
内
閣
府
か
ら
な
さ
れ
て
お
り（

11
（

、
こ
う

し
た
措
置
が
取
ら
れ
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
二
〇
二
〇
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
「
Ｄ
Ｖ
相
談
プ
ラ
ス
」

へ
の
相
談
件
数
が
前
年
度
と
比
べ
て
一
・
六
倍
増
加
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た（

11
（

。

他
方
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
の
自
殺
者
数
の
推
移
と
い
う
点
で
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
異
な
る
傾
向
が
観
察
で
き
る
。
国
家
統

計
局
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
自
殺
者
数
は
、
著
し
い
減
少
を
記
録
し
た
。
特

に
、
男
性
の
自
殺
者
数
は
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
と
比
較
し
て
大
幅
減
と
な
り
、
対
し
て
、
女
性
の
自
殺
者
数
は
例
年
と
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
か
っ
た
。
ま
た
、
年
齢
別
の
統
計
で
は
、
三
〇
〜	

三
九
歳
の
年
齢
層
で
、
特
に
減
少
が
観
察
さ
れ
た（

11
（

。
こ
う
し
た
統
計
的
事
実
は
、
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
下
の
生
活
の
閉
塞
性
や
経
済
活
動
の
低
迷
に
よ
り
、
自
殺
者
数
が
全
般
的
に
急
増
し
、
ま
た
、
二
〇
〇
七
〜
二
〇
〇
八
年
の
世
界

金
融
危
機
後
の
経
験
に
照
ら
せ
ば
、
特
に
中
年
男
性
の
間
で
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
当
初
の
予
測
か
ら
は
大
き
く
外
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
の
自
殺
者
数
の
減
少
の
要
因
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
今
後
の
詳
細
な
分
析
結
果
を
待
つ
必
要
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が
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
の
自
殺
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
サ
マ
リ
タ
ン
ズ
（Sam

aritans

）
な
ど
の
慈
善
団

体
が
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
生
活
環
境
に
も
た
ら
す
悪
影
響
を
懸
念
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
か
ら
支
援
活
動
を
強

化
し
て
い
た
こ
と
が
一
定
の
効
果
を
も
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
二
〇
一
九
年
度
と
の
比
較
で
、
男
性
の
自
殺
者
数
は
二
三
名
の
減
少
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
性
の

自
殺
者
数
は
九
三
五
名
と
い
う
大
幅
な
増
加
を
記
録
し
て
い
る
。「
コ
ロ
ナ
下
で
顕
在
化
し
た
男
女
共
同
参
画
の
課
題
と
未
来
」
と
い
う
副

題
が
付
い
た
『
男
女
共
同
参
画
白
書　

令
和
三
年
度
版
』
で
は
、
こ
う
し
た
二
〇
二
〇
年
度
に
見
ら
れ
た
女
性
の
自
殺
者
数
の
急
増
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
大
臣
指
定
法
人
・
一
般
社
団
法
人
い
の
ち
支
え
る
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
が
公
表
し
た
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
自
殺
の
動

向
に
関
す
る
分
析
（
緊
急
レ
ポ
ー
ト（

11
（

）」
を
参
照
し
な
が
ら
、
年
齢
階
級
、
職
業
、
家
族
関
係
な
ど
の
観
点
か
ら
詳
細
に
検
討
し
、「
無
職
者
」

や
家
族
関
係
で
「
同
居
あ
り
」
の
グ
ル
ー
プ
で
特
に
増
加
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。
そ
の
上
で
、
白
書
は
、「
女
性

の
自
殺
の
背
景
に
は
、
経
済
生
活
問
題
や
勤
務
問
題
、
Ｄ
Ｖ
（
配
偶
者
暴
力
）
被
害
や
育
児
の
悩
み
、
介
護
疲
れ
や
精
神
疾
患
な
ど
、
様
々
な

問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
自
殺
の
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
問
題
が
深
刻
化
し
た
こ
と
」
が
自
殺
者
数

の
急
増
に
影
響
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
前
出
の
い
の
ち
支
え
る
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
代
表
理
事
・
清
水
康
之
は
、
二

〇
二
二
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
お
い
て
、
非
正
規
労
働
者
と
し
て
働
く
人
び
と
が
雇
用
調
整
金
な
ど
の
政
府
に
よ
る

対
策
の
恩
恵
を
受
け
に
く
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
働
き
な
が
ら
子
育
て
・
介
護
責
任
を
担
う
人
び
と
の
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が

女
性
の
間
で
の
自
殺
の
増
加
に
寄
与
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。

家
庭
内
で
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
行
使
や
「
同
居
あ
り
」
の
女
性
の
自
殺
の
増
加
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
で
家
族
生
活
を
管
理
・

運
営
す
る
主
た
る
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
女
性
が
「
死
」
に
曝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
日
本
の
状
況
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
他
方
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
以
前
か
ら
、
国
際
的
に
高
い
相
対
的
貧
困
率
に
代
表
さ
れ
る
生
活
困
難
を
抱
え
て
い
た
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
状
況
は
、
し
ん
ぐ
る
ま
ざ

あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む
の
一
連
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
さ
ら
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
日

本
の
女
性
ひ
と
り
親
の
就
業
率
は
八
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
国
際
的
に
見
て
も
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
派
遣
や
パ
ー
ト
な

ど
の
非
正
規
の
職
に
就
い
て
い
て
、
ま
た
、
職
種
も
サ
ー
ビ
ス
業
や
製
造
業
な
ど
、
賃
金
レ
ベ
ル
が
相
対
的
に
低
く
、
か
つ
、
新
型
コ
ロ
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ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
業
種
に
偏
る
傾
向
が
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
野
村
総
合
研
究
所
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
に
基
づ
い
た
推
計
で
は
、
大
幅
な
シ
フ
ト
減
な
ど
に
よ
り
「
実
質
的
失
業
」
状
態
に
あ
っ
た
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

の
女
性
は
約
九
〇
万
人
を
数
え
た
が
、
シ
フ
ト
減
を
経
験
し
た
女
性
の
約
六
割
が
周
知
不
足
に
よ
り
シ
フ
ト
減
も
休
業
手
当
の
対
象
と
な
る

こ
と
、
そ
し
て
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
・
給
付
金
」
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の

よ
う
に
、
少
な
く
な
い
女
性
の
非
正
規
女
性
労
働
者
が
政
府
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
網
か
ら
そ
も
そ
も
漏
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

他
方
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
状
況
の
性
質
上
、
学
校
や
子
ど
も
の
預
け
先
に
感
染
者
が
出
る
、
自
分
や
子
ど
も
が
濃
厚
接
触
者
に
な
る

な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
安
定
的
・
継
続
的
に
仕
事
に
出
る
こ
と
自
体
が
子
育
て
責
任
を
独
り
で
担
う
ひ
と
り
親
に
と
っ
て
は
困
難
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
前
述
の
し
ん
ぐ
る
ま
ざ
あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
第
六
波
の
影
響
調
査
で

は
、
六
三
・
八
％
の
回
答
者
が
二
〇
二
一
年
度
末
か
ら
二
〇
二
二
年
二
月
ま
で
の
間
に
収
入
減
を
経
験
し
て
お
り
、
五
七
・
九
％
が
勤
務
日

数
や
労
働
時
間
の
減
少
を
報
告
し
て
い
る（

11
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
回
答
者
の
コ
メ
ン
ト
を
読
む
限
り
で
は
、
職
場
等

の
対
応
も
関
係
し
て
、
勤
務
日
数
・
労
働
時
間
の
削
減
へ
の
補
償
と
し
て
、
給
付
金
へ
の
申
請
が
必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

よ
う
に
観
察
さ
れ
る（

11
（

。
こ
う
し
た
日
本
の
状
況
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
ひ
と
り
親
の
就
業
率
は
全
体
で
は
二
〇
二
一
年
の
段

階
で
六
七
・
一
％
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
年
齢
が
低
い
親
ほ
ど
就
労
し
て
い
な
い
傾
向
に
あ
り
、
た
と
え
ば
〇
歳
か
ら
二
歳
ま
で
の
子
ど
も

を
持
つ
ひ
と
り
親
の
就
業
率
は
四
七
・
八
％
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
休
業
補
償
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、
福
祉
給
付
は
二
〇
二
一
年
一
〇
月
ま
で

週
あ
た
り
二
〇
ポ
ン
ド
が
自
動
的
に

0

0

0

0

増
額
さ
れ
た
。

日
本
政
府
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
女
性
、
特
に
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
女
性
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
齟
齬
は
、
性
風
俗
業
界
で
働

く
女
性
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
先
鋭
化
し
た
形
で
露
わ
に
な
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
春
に
最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
直
後
、
厚
生

労
働
省
が
新
設
し
た
学
校
の
休
校
に
伴
う
助
成
金
は
当
初
、
性
風
俗
店
で
働
く
従
業
員
を
対
象
と
は
せ
ず
、
政
府
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

激
し
い
批
判
を
受
け
た
後
、
方
針
を
撤
回
し
て
性
風
俗
業
界
を
支
給
の
対
象
に
加
え
た
。
そ
の
後
、
緊
急
事
態
宣
言
に
伴
う
休
業
要
請
の
補

償
と
し
て
設
立
さ
れ
雇
用
調
整
助
成
金
に
関
し
て
も
、
制
度
導
入
時
、
性
風
俗
業
界
は
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
が
、
生
活
保
障
と
し
て
の

意
味
合
い
を
考
慮
し
て
二
〇
二
一
年
一
一
月
ま
で
の
限
定
で
支
給
さ
れ
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
持
続
化
給
付
金
制
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度
に
関
し
て
は
、
今
に
至
る
ま
で
性
風
俗
業
は
給
付
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
訴
訟
が
進
行
中
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
政
府

の
対
応
に
は
職
業
差
別
で
あ
り
、
性
風
俗
業
で
働
く
女
性
た
ち
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、
ま

た
、
雇
用
者
で
あ
れ
ば
通
常
、
ア
ク
セ
ス
で
き
る
は
ず
の
経
済
的
補
償
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
、
し
ば
し
ば
他
に
雇
用

の
選
択
肢
が
な
い
、
性
風
俗
業
界
で
働
く
女
性
た
ち
を
一
層
、
経
済
的
苦
境
に
追
い
詰
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
曖
昧

な
形
で
存
在
し
て
き
た
性
風
俗
業
界
を
休
業
補
償
制
度
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、「
ア
ク
セ
ス
に
欠
く
」
女
性
た
ち
が
自
ら
の
身
体
や
感
情

を
商
品
化
す
る
こ
と
が
日
本
の
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
日
本
経
済
が
「
ゴ
ア
資
本
主
義
」
で
あ
る

こ
と
を
表
立
っ
て
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
国
側
は
自
ら
の
判
断
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
性
風
俗
業
を
「
不
健
全
」
で
あ
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。

こ
う
し
た
錯
綜
し
た
過
程
の
先
に
は
、
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
の
主
張
通
り
、
性
風
俗
業
界
が
給
付
金
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
性
風
俗
業
界
で
働
く
女
性
た
ち
が
国
家
の
保
護
の
範
囲
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
対
し
て
、
国
の
排
除
の
判
断
が
職
業
差
別
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
身
体
と
感
情
の
商
品
化
も
ま
た
、
職

業
の
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
、「
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ク
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
公
式
化
す
る
。
こ
こ
で
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
で

あ
っ
て
も
、
性
風
俗
業
界
で
働
く
女
性
た
ち
が
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
と
し
て
「
死
政
治
」
に
曝
さ
れ
続
け
る
状
況
に
は
変
化
が
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

五　

ま
と
め
に
か
え
て

前
節
で
触
れ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
で
の
「
死
政
治
」
の
展
開
は
、
ご
く
一
部
の
事
例
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
今
後
、
他
の
事
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
加
え
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
、
自
殺
、「
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ク
」
の

問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
詳
細
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
の
非
常
に
限
ら
れ
た
議
論
に
お
い
て
も
、
イ
ギ

リ
ス
と
日
本
の
両
方
の
状
況
に
お
い
て
、
政
治
代
表
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
死
政
治
」
を
「
生
政
治
」
の
方
向
に
転
換
す
る
道
筋
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を
つ
け
る
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
自
殺
予
防
へ
の
対
策
、
日
本
で
の

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
対
応
は
、
議
会
や
行
政
組
織
、
国
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
、
民
間
の
慈
善
団
体
な
ど
の
専
門
機
関
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
へ
の
対
応
に
実
際
に
携
わ
る
ア
ク
タ
ー
が
「
死
ぬ
に
『
任
せ
る
』」
政
治
を
認
知
し
、
実
体
的
代
表
と
し
て
こ
れ

ら
の
問
題
へ
の
対
策
を
策
定
・
実
施
す
る
政
治
過
程
に
従
事
し
た
結
果
、
政
策
や
制
度
に
一
定
の
変
化
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
過
程
が
他
の

事
例
で
も
確
認
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

日
英
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
女
性
の
自
殺
者
数
の
動
向
の
違
い
の
背
後
に
あ
る
要
因
も
ま
た
、
さ
ら
な
る
考
察
を
必
要
と
し
て
い
る
。
厳

格
な
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
続
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
女
性
の
自
殺
者
数
が
例
年
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
な
ぜ

日
本
で
は
急
増
し
た
の
か
。
本
稿
で
の
議
論
か
ら
、
考
察
の
鍵
と
な
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
見
え
て
く
る
。
日
本
の
女
性
の
生
と
生
活

は
「
家
族
」
と
い
う
枠
組
み
に
深
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
女
性
は
、
一
般
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
引
き
受
け
て
家
族
を
管
理
・
運
営

し
、「
企
業
」
す
る
こ
と
に
お
い
て
中
心
的
な
責
任
を
負
う
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
女
性
ひ
と
り
親
に
対
す
る
調
査
か
ら
見
え
て
く
る

経
済
的
支
援
と
子
育
て
支
援
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
悪
さ
。
そ
し
て
、
女
性
の
身
体
と
感
情
の
商
品
化
へ
の
強
い
圧
力
。
こ
れ
ら
の
点
が
総
体
と

し
て
示
唆
す
る
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
関
連
し
て
作
用
す
る
「
死
政
治
」
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
経
済

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
合
意
を
作
り
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
死
者
数
は
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
九
日
付
で
、
二
一
〇
、
〇
八
五
人
で
あ
る
。https://coronavirus.data.

gov.uk/details/deaths

（
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
2
）
ア
ー
バ
ス
ノ
ッ
ト
と
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
に
よ
る
記
事
は
、
二
〇
二
一
年
に
書
籍
化
さ
れ
、
翌
年
に
は
改
訂
版
が
出
版
さ
れ
た
。G.	A

rbuthnott	and	J.	
Calvert,	Failures of State: T

he Inside Story of Britain
’s Battle w

ith Coronavirus,	R
evised and U

pdated E
dition,	London:	M

udlurk,	
2022.	

（
3
）M

.	Foucault,	 ‘Society M
ust Be D

efended
’: Lectures at the Collège de France 1975-1976,	translated	by	D

.	M
acey,	London:	A

llen,	
p.	241.	

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
─
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
五
〜
一
九
七
六
年
度
』
石
田
英
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敬
・
小
野
正
嗣
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
四
一
頁
。

（
4
）G.	A

rbuthnott	and	J.	Calvert,	Failures of State: T
he Inside Story of Britain

’s Battle w
ith Coronavirus,	Chapter10	&

	11.	

（
5
）Ibid.,	p.	277.

（
6
）
国
家
統
計
局
（O

ffi
ce	of	N

ational	Statistics

）
に
よ
る
二
〇
二
〇
年
三
月
一
日
か
ら
七
月
三
一
日
ま
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
関
連
死

と
社
会
経
済
的
剥
奪
と
の
関
係
性
の
暫
定
的
分
析
は
以
下
の
ウ
エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。https://w

w
w

.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcom

m
unity/birthsdeathsandm

arriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19bylocalareasanddeprivation/
deathsoccurringbetw

een1m
archand31july2020#deaths-involving-covid-19-by-local-area-and-socioeconom

ic-deprivation-data

（
最
終

閲
覧
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
社
会
経
済
的
弱
者
の
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
、
テ
イ
ラ
ー
─
ロ

ビ
ン
ソ
ン
と
バ
ー
がBritish M

edical Journal

の
論
説
で
整
理
し
て
い
る
。M

.	W
hitehead,	D

.	T
aylor-Robinson	&

	B.	Barr,	Poverty,	H
ealth,	

and	Covid-19,	in	British M
edical Journal,	V

ol.	372,	N
o.	376	

（2021

）	pp.	1-2.	

不
安
定
雇
用
と
新
型
コ
ロ
ナ
被
害
に
関
し
て
は
、
全
国
労
働
組
合
会
議
（T

rade	U
nion	Congress,	T

U
C

）
が
レ
ポ
ー
ト
を
公
表
し
て
い
る
。

T
rade	U

nion	Congress,	 ‘Covid-19	and	Insecure	W
ork ’,	https://w

w
w

.tuc.org.uk/research-analysis/reports/covid-19-and-insecure-
w

ork#:~:text=W
e ’re%

20concerned%
20that%

20Covid,people%
20in%

20less%
20insecure%

20occupations,	16	A
pril	2021.	

（
最
終
閲
覧
二

〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

な
お
、
Ｔ
Ｕ
Ｃ
の
レ
ポ
ー
ト
で
の
「
不
安
定
雇
用
」
者
に
は
、
就
業
契
約
を
交
わ
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
雇
用
期
間
・
時
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
非

正
規
雇
用
者
（
い
わ
ゆ
る
「
ゼ
ロ
時
間
契
約
労
働
者
」）
の
み
で
は
な
く
、
自
営
業
者
と
し
て
登
録
さ
れ
、
法
定
最
低
賃
金
以
下
の
報
酬
で
就
業
し
て
い

る
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
7
）
国
家
の
中
に
存
在
す
る
「
棄
民
」
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
坂
本
義
和
に
よ
る
「
戦
争
を
強
行
し
た
国
家
は
、『
戦

中
』
に
も
『
戦
後
』
に
も
民
を
棄
て
た
の
で
し
た
」
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。
坂
本
義
和
『
平
和
研
究
の
未
来
責
任
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
二
二

八
頁
。
ま
た
、
長
年
、
水
俣
病
の
被
害
者
救
済
運
動
に
取
り
組
む
中
で
「
公
害
の
根
底
に
は
人
を
人
と
認
め
な
い
差
別
が
存
在
す
る
」
と
指
摘
し
た
原
田

正
純
も
、「
棄
民
」
の
存
在
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
原
田
正
純
『
豊
か
さ
と
棄
民
た
ち
─
水
俣
学
事
始
め
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
ⅹ
頁
。

（
8
）
規
律
権
力
と
生
政
治
の
説
明
に
関
し
て
は
講
義
録
の
以
下
の
部
分
を
参
照
し
た
。M

.	Foucault,	Security, T
erritory, Population: Lectures 

at the C
ollège de France 1977-1978,	translated	by	G.	Burchell,	Basingstoke,	H

am
pshire:	Palgrave	M

acm
illan,	2007,	p.	1-134;	
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M
.	Foucault,	T

he B
irth of B

iopolitics: L
ectures at the C

ollège de France 1978-1979,	translated	by	G.	Burchell,	Basingstoke,	
H

am
pshire:	Palgrave	M

acm
illan.,	2008,	p.	51-73.

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
安
全
・
領
土
・
人
口
─
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七

七
〜
一
九
七
八
年
度
』
高
桑
和
巳
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〜
一
六
七
頁
。
同
『
生
政
治
の
誕
生
─
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九

七
八
〜
一
九
七
九
年
度
』
慎
改
康
之
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
六
三
〜
九
〇
頁
。

（
9
）
統
治
の
装
置
と
し
て
の
「
家
族
」
に
焦
点
を
当
て
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ン
ズ
ロ
の
議
論
で
は
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
た
ち
、
特
に
貧
高
層
の

女
性
た
ち
に
対
す
る
「
良
き
母
」
と
な
る
た
め
の
働
き
か
け
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
統
治
性
に
基
づ
い
た
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が

基
幹
的
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
ン
ズ
ロ
自
身
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
関
連
で
自
身
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
特
に
し

て
い
な
い
。J.	D

onzulot,	T
he Policing of Fam

ilies,	translated	by	Robert	H
urley,	Baltim

ore,	M
aryland:	the	John	H

opkins	U
niversity	

Press.,	1997,	Chapter	3.

（
10
）M

.	Foucault,	T
he Birth of Biopolitics,	p.	67-70.	

フ
ー
コ
ー
『
生
政
治
の
誕
生
』、	

八
二
〜
八
五
頁
。

（
11
）B.	Jessop,	T

he Future of the Capitalist State,	Cam
bridge:	Polity	Press.,	2002,	p.	47.	

（
12
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
。
武
田
宏
子
「「
再
生
産
」
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
─
政
治
社
会
学
か
ら
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究

所
・
大
沢
真
理
・
佐
藤
岩
夫
編
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
問
い
直
す
［
Ⅰ
］
越
境
す
る
理
論
の
ゆ
く
え
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
一
七
〇
頁
。

（
13
）G.	Burchell,	 ‘Liberal	Governm

ent	and	T
echniques	of	the	Self ’,	in	Foucault and Political R

eason,	edited	by	A
.	Barry,	T

.	O
sborne	

and	N
.	Rose,	A

bingdon,	O
xon:	Routledge,	1996,	pp.	19-36;	N

.	Rose,	 ‘Governing	 “A
dvanced ”	Liberal	D

em
ocracy ’,	in	Foucault and 

Political R
eason,	pp.	37-64.

（
14
）N

.	Rose,	Pow
ers of Freedom

: R
efram

ing Political T
hought.,	1999,	p.	142	&

	156-166.

（
15
）A

.	M
cRobbie,	T

he A
fterm

ath of Fem
inism

: G
ender, Culture and Social Change,	London:	Sage	Publications,	2009,	Chapter	3.	

同

様
の
傾
向
が
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
に
お
い
て
、
政
府
な
ど
政
治
的
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
。H

.	T
akeda,	

Structural	Reform
	of	the	Fam

ily	and	the	N
eoliberalisation	of	Everyday	Life	in	Japan	in	N

ew
 Political E

conom
y,	V

ol.	13,	N
o.	2	

（2008

）	pp.	153-72;	 ‘Reform
ing	Fam

ilies	in	Japan:	Fam
ily	Policy	in	the	Era	of	Structural	Reform

’,	in	H
om

e and Fam
ily in Japan: 

Continuity and T
ransform

ation,	edited	by	Ronald	Richard	and	A
llison	A

lexy,	A
bingdon,	O

xon:	Routledge,	2011,	pp.	46-64.

ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
は
、
近
年
、
日
本
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
文
献
で
は
日
本
に
お
け
る
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
展
開

が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
夏
野
『
日
本
の
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
─
女
子
力
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
大
月
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
第
二
・
三
章
。
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高
橋
幸
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
も
う
い
ら
な
い
、
と
彼
女
は
言
う
け
れ
ど
─
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
「
女
ら
し
さ
」
の
ゆ
く
え
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇

年
、
第
二
部
。

（
16
）
武
田
「「
再
生
産
」
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
─
政
治
社
会
学
か
ら
」、
一
七
五
〜
一
七
六
頁
。H

.	T
akeda,	 ‘Pow

er	over	Fam
ily	Policy:	Governing	of	

or	Governing	through	Individuals ’,	in	Pow
er in Contem

porary Japan,	edited	by	G.	Steel,	N
ew

	Y
ork,	N

Y
:	Palgrave	M

acm
illan,	pp.	

103-104.

（
17
）N

.	Rose,	 ‘Governing	 “A
dvanced ”	Liberal	D

em
ocracy ’,	p.	57-61.

（
18
）M

.	Foucault,	T
he Birth of Biopolitics,	p.	63-69.	

フ
ー
コ
ー
『
生
政
治
の
誕
生
』、
七
七
〜
八
四
頁
。

（
19
）Ibid.,	p.	68.	

フ
ー
コ
ー
前
掲
書
、
八
三
頁
。

（
20
）
引
用
はM

.	Foucault,	 ‘Society M
ust Be D

efended
’,	p.	241.	

フ
ー
コ
ー
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
二
四
一
頁
。
次
の
文
献
も

参
照
。M

.	Foucault,	T
he H

istory of Sexuality V
olum

e 1: an Introduction,	translated	by	R.	H
urley,	H

arm
ondsw

orth,	M
iddlesex:	

Penguin	Books,	1978,	p.	135-136.	
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
性
の
歴
史
Ⅰ	

知
へ
の
意
志
』
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
、
一
七
二
頁
。

（
21
）M

.	Foucault,	 ‘Society M
ust Be D

efended
’,	p.	254.	

フ
ー
コ
ー
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』、	

二
五
三
頁
。

（
22
）Ibid.,	p.	255.	

邦
訳
書
の
該
当
箇
所
は
、
フ
ー
コ
ー
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』、
二
五
四
頁
。

（
23
）Ibid.,	p.	256.	

フ
ー
コ
ー
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』、	

二
五
五
頁
。

（
24
）G.	A

gam
ben,	H

om
o Sacer: Sovereign Pow

er and Bare Life,	translated	by	D
aniel	H

eller-Roazen,	Stanford,	California:	Stanford	
U

niversity	Press.,	1998,	Part	3.	

（
25
）
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
ア
ガ
ン
ベ
ン
へ
の
批
判
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。T

.	Cam
pbell,	 ‘T

ranslator ’s	Introduction:	Bios,	
Im

m
unity,	Life:	the	T

hought	of	Roberto	Esposito ’,	in	R.	Esposito,	B
íos: B

iopolitics and P
hilosophy,	translated	by	T

im
othy	

Cam
pbell,	M

inneapolis:	the	U
niversity	of	M

innesota	Press,	2008,	pp.	vii-xlii;	B.	Bratton,	T
he R

evenge of the R
eal: Politics for a 

Post-Pandem
ic W

orld,	London:	V
erso,	2021,	p.	109-119.

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
二
〇
二
〇
年
二
月
二
六
日
付
の
ブ
ロ
グ
記
事
で
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
か
ら
甚
大
な
被
害
が
生
じ
、
世
界
各
国
に
先
駆
け
て
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
が
開
始
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
状
況
を
不
相
応
な
応
答
（disproportionate	response

）
で
あ
り
、「
例
外
的
手
段
」
が
利
用
さ
れ
る
た
め
に

「
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
の
発
明
」
が
行
わ
れ
た
と
痛
烈
に
批
判
し
た
が
、
そ
う
し
た
彼
の
主
張
に
は
ス
ラ
ボ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
を
含
め
、
多
く
の
論
者
か
ら
厳
し

い
反
論
が
な
さ
れ
た
。G.	A

gam
ben,	 ‘T

he	Invention	of	an	Epidem
ic ’,	2020,	https://w

w
w

.asc.uw
.edu.pl/w

p-content/uploads/2022/03/
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Giorgio-A
gam

ben-Invention-of-an-Epidem
ic.pdf	

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）;	S.	Zizek,	Pandem

ic!: CO
V

ID
-19 Shakes 

the W
orld,	N

ew
	Y

ork:	O
R	Book,	2020,	p.	71-81.	

先
に
挙
げ
た
著
書
に
お
い
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ト
ン
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
ア
ガ

ン
ベ
ン
に
よ
る
「
生
政
治
」
の
議
論
の
射
程
の
限
定
性
と
関
連
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。

（
26
）R.	Esposito,	Bíos: Biopolitics and Philosophy,	translated	by	T

im
othy	Cam

pbell,	M
inneapolis:	T

he	U
niversity	of	M

innesota	Press.,	
2008,	Chapter	2.	

エ
ス
ポ
ジ
ト
の
議
論
の
邦
訳
と
し
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
『
近
代
政
治
の
脱
構
築
─
共
同
体
・
免
疫
・
生
政
治
』
岡
田
温

司
訳
、
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
27
）A

.	M
bem

be,	N
ecropolitics,	translated	by	Steven	Corcoran,	D

urham
,	N

C:	D
uke	U

niversity	Press,	2019,	p.	15-20.

（
28
）Ibid.,	p.	66.

（
29
）
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
二　

	

帝
国
主
義
［
新
版
］』
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
四
九
〜
六
五

頁
。

（
30
）M

bem
be,	N

ecropolitics,	p.	19.	

（
31
）Ibid.,	p.	16.

（
32
）S.	Federici,	Caliban and the W

itch: W
om

en, the Body and Prim
itive A

ccum
ulation,	London:	Penguin	Books.,	2021

［2004

］,	p.	
173-231.

（
33
）
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
、
彼
女
の
議
論
が
、
フ
ー
コ
ー
が
論
じ
た
「
生
権
力
」（bio-pow

er

）
が
大
規
模
な
生
命
の
破
壊
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
議
論
を
フ
ー
コ
ー
へ
の
批
判
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。Ibid.,	p.	9.	

（
34
）S.	Federici,	R

evolution at Point Zero: H
ousew

ork, R
eproduction, and Fem

inist Struggle,	Second	Edition,	O
akland,	CA

:	PM
	Press,	

2020,	p.	101-122.

（
35
）L.	W

acquant,	Punishing the Poor: the N
eoliberal G

overnm
ent of Social Insecurity,	D

urham
,	N

C:	D
uke	U

niversity	Press.,	2009,	
Chapter	2;	J.	Y

oung,	T
he E

xclusive Society: Social E
xclusion, Crim

e and D
ifference in Late M

odernity,	London:	Sage	Publications.,	
1999,	Chapter1;	J.	Y

oung,	

（2007

）	T
he V

ertigo of Late M
odernity,	London:	Sage	Publications,	Chapter	2-3.

（
36
）
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
以
下
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。I.	Bakker	and	S.	Gill	
（eds

）,	Pow
er, Production and Social R

eproduction,	
Basingstoke,	H

am
ppshire:	Palgrave	M

acm
illan,	2003;	S.	W

alby,	T
he Future of Fem

inism
,	Cam

bridge:	Polity	Press,	2011;	M
.	

H
.	M

archant	and	A
.	S.	Runyan	

（eds

）,	G
ender and G

lobal R
estructuring: Sightings, Sites and R

esistances,	A
bingdon,	O

xon:	
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Routledge.,	2011;	H
.	Gottfried,	G

ender, W
ork, and E

conom
y: U

npacking the G
lobal E

conom
y,	Cam

bridge:	Polity	Press,	2013;	S.	
Federici,	R

evolution at Point Zero: H
ousew

ork, R
eproduction, and Fem

inist Struggle.

（
37
）P.	M

irow
ski,	N

ever Let a Serious Crisis G
o to W

aste: H
ow

 N
eoliberalism

 Survived the Financial M
eltdow

n,	London:	V
erso,	

2013,	Chapter	3.

（
38
）Ibid.,	p.	129-131.

（
39
）Ibid.,	p.	131.

（
40
）B.	Skegg,	and	H

.	W
ood.,	R

eacting to R
eality T

elevision: Perform
ance, A

udience and V
alue,	A

bingdon,	O
xon:	Routledge,	2012,	

Chapter	5.	

（
41
）
ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス
『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の
野
郎
ど
も
─
学
校
へ
の
反
抗
・
労
働
へ
の
順
応
』
熊
沢
誠
・
山
田
潤
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
第

二
・
三
章
。（P.	W

ilis,	Learning	to	Labour:	H
ow

	W
orking-Class	K

ids	Get	W
orking-Class	Jobs,	London:	Routledge,	1978.

）

（
42
）B.	Skegg,	and	H

.	W
ood.,	R

eacting to R
eality T

elevision: Perform
ance, A

udience and V
alue,	p.	192-212.

（
43
）Ibid.,	p.	226.

（
44
）Ibid.,	p.	2.	

（
45
）S.	Federici,	R

evolution at Point Zero: H
ousew

ork, R
eproduction, and Fem

inist Struggle,	p.	114.	

（
46
）S.	V

alencia,	G
ore Capitalism

,	translated	by	John	Pluecker,	Cam
bridge,	M

A
:	T

he	M
IT

	Press,	2018,	Chapter	1.	Gore	capitalism

のgore

は
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
結
果
、
流
さ
れ
る
血
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
人
体
に
過
剰
な
暴
力
が
行
使
さ
れ
、
画
面
に
鮮
血
が
溢

れ
る
ホ
ラ
ー
映
画
は
、gore	film

と
呼
ば
れ
る
。Ibid.,	p.	303.	

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ア
に
よ
る
「
ゴ
ア
資
本
主
義
」
の
ス
ペ
イ
ン
語
原
著
が
出
版
さ
れ
た
の
と
同
時
期
、
ロ
レ
ッ
タ
・
ナ
ポ
レ
オ
ー
ニ
は
「
な
ら
ず
者
経
済
」

（rogue	econom
y

）
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
、
奴
隷
労
働
や
人
身
売
買
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
取
引
な
ど
の
「
違
法
な
」
ビ
ジ
ネ
ス
で
作
り
出
さ
れ
た
富
が

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
経
済
に
流
れ
込
み
、
そ
の
成
長
を
促
し
て
い
る
こ
と
を
跡
づ
け
、
現
代
的
資
本
主
義
が
「
な
ら
ず
者
経
済
」
な
し
に
は
存
在
・
維

持
で
き
な
い
と
議
論
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
「
な
ら
ず
者
経
済
」
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
状
況
は
、
歴

史
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
大
き
な
転
換
期
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
女
は
、
現
代
の
「
な
ら
ず
者
経
済
」
が
社

会
経
済
的
弱
者
に
対
し
て
、
よ
り
過
酷
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
代
の
奴
隷
の
値
段
は
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
奴
隷

の
約
一
割
の
値
に
切
り
下
げ
ら
れ
て
お
り
、「
古
代
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
は
、
奴
隷
は
高
い
値
段
に
相
当
す
る
稀
少
で
、
重
要
な
商
品
（com

m
odity

）
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で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
奴
隷
は
「
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
」
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
、
豊
富
に
利
用
で
き
て
、
使
い
捨
て
可

能
な
品
物
（m

erchandise

）
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。L.	N

apoleoni,	R
ogue E

conom
ics: Capitalism

’s N
ew

 R
eality,	N

ew
	Y

ork,	N
Y

:	
Seven	Stories	Press,	2008,	p.	2.

（
47
）
武
田
宏
子
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
生
政
治
・
死
政
治
を
考
え
る
─
現
代
日
本
の
場
合
」『
年
報
政
治
学
』
二
〇
二
二
年–

Ⅰ
号
、
二

〇
二
二
年
、
二
四
〜
二
六
頁
。

（
48
）
美
馬
達
哉
『
感
染
症
社
会
─
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
生
政
治
』
人
文
書
院
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
三
〜
一
五
七
頁
。

（
49
）
ア
ー
バ
ス
ノ
ッ
ト
と
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
は
、
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
元
首
相
の
有
力
な
側
近
で
あ
っ
た
ド
ミ
ニ
ク
・
カ
ミ
ン
グ
ス
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
に
よ
る
当
初
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
は
、
国
民
が
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
の
指
示
や
厳
格
な
接
触
確
認
や
追
跡
調
査
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

「
誤
っ
た
」
認
識
の
下
に
立
案
・
実
施
さ
れ
た
と
い
う
証
言
を
引
き
出
し
て
い
る
。G.	A

rbuthnott	and	J.	Calvert,	Failures of State: T
he Inside 

Story of Britain
’s Battle w

ith Coronavirus,	p.	172.	

実
際
の
と
こ
ろ
は
、
感
染
が
急
激
に
拡
大
す
る
状
況
で
、
多
く
の
人
び
と
は
政
府
に
よ
る
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
の
決
定
が
な
さ
れ
る
以
前
に
在
宅
勤
務
を
開
始
し
、
一
旦
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
要
請
さ
れ
た
通
り
に
行
為
し
た
り
、
生
活
し

た
り
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。Ibid.,	p.	216-238.	

（
50
）
美
馬
『
感
染
症
社
会
─
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
生
政
治
』、
一
五
六
頁
。

（
51
）
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

（
52
）
前
掲
書
、
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。

（
53
）U

N
	W

om
en,	M

easuring the Pandem
ic: V

iolence against W
om

en during the CO
IV

D
-19 Pandem

ic,	https://data.unw
om

en.org/
publications/vaw

-rga,	2021,	p.	6.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
54
）Ibid.,	p.	10-11.

（
55
）Ibid.,	p.	8.

（
56
）T

.	H
arvard,	 ‘D

om
estic	A

buse	and	CO
V

ID
-19:	A

	Y
ear	into	the	Pandem

ic ’,	H
ouse of Com

m
on Library Insight,	11	M

ay	2021,	
https://w

w
w

.ons.gov.uk/peoplepopulationandcom
m

unity/birthsdeathsandm
arriages/deaths/articles/deathsfrom

suicidethatoccurr
edinenglandandw

ales/aprilandjuly2020.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
57
）
内
閣
府
に
よ
る
要
請
の
詳
細
は
以
下
の
ウ
エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w

.gender.go.jp/policy/no_violence/sp_index.
htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）
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（
58
）
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
『
男
女
共
同
参
画
白
書　

令
和
三
年
度
版
』
勝
美
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
二
一
年
、
二
八
頁
。

（
59
）E.	John	and	R.	N

asir	 ‘D
eaths	from

	Suicide	T
hat	O

ccurred	in	England	and	W
ales:	A

pril	to	D
ecem

ber	2020 ’,	People, Population 
and C

om
m

unity, O
ffice for N

ational Statistics,	2.	Septem
ber	2021,	https://w

w
w

.ons.gov.uk/peoplepopulationandcom
m

unity/
birthsdeathsandm

arriages/deaths/articles/deathsfrom
suicidethatoccurredinenglandandw

ales/aprilandjuly2020.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二

〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
60
）
報
告
書
は
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。https://jscp.or.jp/research/kinkyureport_201021.htm

l　
（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一

二
月
一
五
日
）

（
61
）
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
『
男
女
共
同
参
画
白
書　

令
和
三
年
度
版
』、
二
九
〜
三
八
頁
。

（
62
）
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
63
）
市
川
衛
「
増
え
る
『
働
く
』『
同
居
人
が
い
る
』
女
性
の
死
─
デ
ー
タ
が
示
す
要
因
と
対
策
は
？
＃
今
が
つ
ら
い
あ
な
た
へ
」https://new

s.yahoo.
co.jp/byline/m

am
oruichikaw

a/20220222-00282825

、
二
〇
二
二
年
二
月
二
日
。（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
64
）
梅
屋
真
一
郎
・
武
田
佳
奈
「
コ
ロ
ナ
禍
で
急
増
す
る
女
性
の
『
実
質
的
失
業
』
と
『
支
援
か
ら
の
孤
立
』
─
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
シ
フ
ト
が

減
っ
た
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
女
性
に
関
す
る
調
査
」、https://w

w
w

.nri.com
/-/m

edia/Corporate/jp/Files/PD
F/know

ledge/report/cc/
m

ediaforum
/2021/forum

302.pdf?la=ja-JP&
hash=7B762433E79274C524B9741CE64240D

5E838702C

、
二
〇
二
一
年
一
月
一
九
日
。（
最
終

ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
65
）
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
し
ん
ぐ
る
ま
ざ
あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む
＆
コ
ロ
ナ
禍
の
ひ
と
り
親
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
長
期
化
す
る
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
ひ
と
り

親
の
就
労
・
生
活
調
査　

第
六
波
に
よ
る
影
響
─
働
け
ず
に
減
収
・
進
学
困
難
』、https://note.com

/single_parent_pj/n/n4bf0d4e365b2

、
二
〇

二
二
年
三
月
、
一
〇
頁
。（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
66
）
し
ん
ぐ
る
ま
ざ
あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む
前
掲
報
告
書
、
一
一
〜
一
三
頁
。

（
67
）R.	M

urphy,	M
.	D

ennes,	and	B.	H
arris,	 ‘Fam

ilies	and	the	Labour	M
arket,	U

K
:	2021 ’,	O

ffi
ce for N

ational Statistics,	22	July	2022,	
https://w

w
w

.ons.gov.uk/em
ploym

entandlabourm
arket/peopleinw

ork/em
ploym

entandem
ployeetypes/articles/fam

iliesandthela
bourm

arketengland/2021#:~:text=Lone%
20Parent%

20fam
ilies&

text=T
he%

20em
ploym

ent%
20rate%

20for%
20lone,%

2C%
2016%

20
to%

2018%
20years.	

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）

（
68
）
村
上
友
里
「
性
風
俗
『
本
質
的
に
不
健
全
』
給
付
金
裁
判
で
国
が
真
っ
向
反
論
」
朝
日
新
聞
二
〇
二
一
年
四
月
一
五
日
、https://w

w
w

.asahi.
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com
/articles/A

SP4H
5GT

X
P4H

U
T

IL01T
.htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
五
日
）



「
国
体
」
と
「
風
景
」

─
─
近
世
・
近
代
日
本
の
自
己
像
と
環
境

● 

─
─
齋
藤
公
太

は
じ
め
に

日
本
は
自
然
が
美
し
い
国
で
あ
る
と
は
、
日
本
社
会
の
な
か
で
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で
あ
る（

1
（

。
よ
り
具
体
的
に
は
、
自
然
が
豊
富
で
あ
る

こ
と
や
、
気
候
が
穏
や
か
で
あ
る
こ
と
、
四
季
折
々
の
違
い
が
明
確
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
付
随
し

て
、
日
本
人
は
（
西
洋
人
と
異
な
り
）
古
代
か
ら
自
然
と
調
和
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
よ
く
言
わ
れ
る
。

し
か
し
実
際
の
日
本
は
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
。
平
均
的
な
日
本
人
が
普
段
目
に
す
る
の
は
、
豊
か
な
自
然
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
コ
ン

ク
リ
ー
ト
と
電
線
だ
ら
け
の
荒
涼
と
し
た
風
景
だ
ろ
う
。
ま
た
、
毎
年
不
快
な
梅
雨
と
夏
が
長
期
間
続
き
、
し
ば
し
ば
台
風
に
見
舞
わ
れ
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
の
自
然
環
境
は
決
し
て
穏
和
で
快
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
際
的
に
比
較
す
れ
ば
、
日
本
社
会
が
特
に
自

然
環
境
の
保
護
に
熱
心
で
あ
る
と
も
言
い
が
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
近
代
化
に
よ
っ
て
日
本
人
の
本
質
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
も
な
い
。
人
為
的
な
環
境
破
壊
は
、
早
く
も
前
近
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

2
（

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
自
然
が
美
し
い
国
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
日
本
人
は
自
然
と
調
和
し
て
生
き
て
き
た
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は

35　
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な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
日
本
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
現
実
の
自
然
は
混
沌
と
し
て
不
可
解
で
あ
り
、
時
に
生
命
を
脅
か
す
。
人
間

に
と
っ
て
脅
威
と
な
ら
な
い
、
調
和
の
と
れ
た
美
し
い
自
然
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
あ
る
種
の
幻

フ
ァ
ン
タ
ス
ム

想
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
何
ら
か
の
幻
想
を
通
じ
て
こ
そ
─
─
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
き
、
実
際
に
自
然
を
穏
和
な
も
の
に
作
り
替
え
て
い
く
こ
と
で
─
─
人
間

は
自
然
の
不
気
味
な
現
実
と
適
度
な
距
離
を
置
き
、
安
心
し
て
そ
の
美
を
享
楽
で
き
る
の
で
あ
る（

3
（

。

こ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
の
関
係
は
、
無
論
、
日
本
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
自
然
を
め
ぐ
る
前
述
の
よ
う
な
日
本
社
会
の
言
説
も
、
こ
う

し
た
幻
想
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
日
本
の
場
合
、
自
然
に
つ
い
て
の
幻
想
が
し
ば
し
ば
日
本
の
自
己
像
と
結
び
つ

き
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
は
あ
る
程
度
、
日
本
の
歴
史
的
特
異
性
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
風
土
や
自
然
環
境
と
い
っ
た
日
本
の
〈
環
境
〉
を
め
ぐ
る
認
識
が
、
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
の
自
己

像
の
形
成
に
い
か
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
か
を
考
察
す
る
。「
日
本
人
の
自
然
観
」
一
般
に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
か
ら
ず
存
在

し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
日
本
」
と
い
う
特
定
領
域
の
〈
環
境
〉
が
い
か
な
る
言
説
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
に
焦
点
を
合
わ
せ

る
。
具
体
的
に
は
、
徳
川
期
か
ら
明
治
期
へ
の
移
行
に
お
い
て
、〈
環
境
〉
の
認
識
と
〈
自
己
像
〉
の
理
解
に
い
か
な
る
変
化
が
生
じ
た
の

か
、
あ
る
い
は
何
が
継
承
さ
れ
た
の
か
、
粗
雑
を
承
知
の
上
で
概
観
を
試
み
た
い
。

文
学
研
究
に
お
け
る
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
現
実
の
自
然
と
は
異
な
る
社
会
的
、
文
化
的

に
構
築
さ
れ
た
自
然
の
表
現
が
着
目
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
日
本
の
場
合
、
自
然
環
境
の
認
識
は
、
古
典
文
学
の
継
承
や
解
釈
と
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
と
し
て
存
在
し
て
き
た
た
め
、
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
視
点
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
日

本
文
学
研
究
と
日
本
（
政
治
）
思
想
史
を
架
橋
す
る
試
み
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

一　

徳
川
時
代
に
お
け
る
環
境
認
識
と
自
己
像

徳
川
時
代
に
お
け
る
環
境
認
識
と
自
己
像
は
、
先
行
す
る
中
世
の
観
念
や
言
説
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
の
大
き
な

潮
流
と
し
て
、
後
述
す
る
「
二
次
的
自
然
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
仏
教
的
な
世
界
観
を
背
景
と
し
た
小
国
意
識
で
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あ
る
「
粟
散
辺
土
」
観
や
、
そ
れ
と
重
な
り
合
い
、
あ
る
い
は
反
発
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
神
国
論
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

4
（

。

と
り
わ
け
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』（
延
元
四
年
・
暦
応
二
年
〈
一
三
三
九
〉
成
立
、
興
国
四
年
・
康
永
二
年
〈
一
三
四
三
〉
修
訂
）
を
は
じ
め

と
し
て
、
神
国
論
に
は
天
皇
に
よ
る
永
遠
の
統
治
と
い
う
観
念
も
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
徳
川
時
代
に
入
る
と
仏
教
的
意
味
付
け
は
薄
れ

て
い
き
、
小
国
意
識
や
神
国
論
は
再
解
釈
を
経
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る（

5
（

。

中
世
的
な
環
境
認
識
の
一
例
と
し
て
、
金
沢
文
庫
〈
日
本
図
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
龍
に
囲
ま
れ
た
国
土
の
観
念
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
黒
田
日
出
男
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
独
鈷
型
の
日
本
を
龍
体
の
神
が
守
る
と
い
う
宗
教
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て

い
た
。
黒
田
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の
世
界
図
や
地
球
儀
が
伝
来
し
、
近
世
に
新
た
な
日
本
地
図
が
作
ら
れ
る
に
つ
れ
、
と
り
わ
け
十
七
世
紀
後

半
に
こ
う
し
た
中
世
的
国
土
観
が
消
失
し
て
い
っ
た
と
い
う（

6
（

。

事
実
、
お
お
よ
そ
十
七
世
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
位
置
や
、
日
本
全
体
の
地
理
に
関
す
る
よ
り
正

確
な
知
識
が
広
ま
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
出
版
産
業
の
隆
盛
と
と
も
に
庶
民
向
け
の
百
科
事
典
で
あ
る
『
節
用
集
』
が
普
及
す
る
が
、

横
田
冬
男
に
よ
れ
ば
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
版
の
『
節
用
集
』
に
は
日
本
地
図
が
掲
載
さ
れ
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
版
に
は
世
界
図

が
掲
載
さ
れ
た
。『
節
用
集
』
に
は
日
本
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
付
録
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
横
田
は
元
禄
・
享
保
期
を
画
期
と
す
る
こ

の
よ
う
な
知
識
の
普
及
が
、〈
日
本
と
い
う
国
家
〉
の
観
念
や
、〈
日
本
人
〉
と
し
て
の
意
識
を
確
立
さ
せ
た
と
論
じ
る（

7
（

。

と
は
い
え
横
田
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
世
よ
り
も
「
客
観
的
」
な
環
境
認
識
や
自
己
像
の
成
立
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
の
認
識
に
は
何
ら
か
の
幻

フ
ァ
ン
タ
ス
ム

想
の
媒
介
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
中
世
的
な
観
念
や
言
説
が
退
潮

す
る
に
つ
れ
、
代
わ
っ
て
何
が
環
境
認
識
と
自
己
像
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
自
体
が
本
来
は
大
き
な
研
究
の
テ
ー

マ
と
な
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
二
次
的
自
然

0

0

0

0

0

と
水
土
論

0

0

0

と
い
う
二
つ
の
契
機
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
す
る
。

１　

二
次
的
自
然

エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
の
日
本
文
学
研
究
を
領
導
す
る
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
は
、
日
本
文
学
や
日
本
文
化
に
お
け
る
独
特
の
自

然
の
表
象
体
系
を
「
二
次
的
自
然
」
と
呼
ぶ（

8
（

。
そ
れ
は
現
実
の
自
然
そ
の
も
の
（
一
次
的
自
然
）
で
は
な
く
、
都
市
環
境
の
な
か
で
文
学
や
視
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覚
芸
術
、
建
築
、
年
中
行
事
な
ど
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
自
然
を
指
し
て
い
る
。

シ
ラ
ネ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
二
次
的
自
然
は
、
八
世
紀
初
頭
以
降
の
農
村
文
化
か
ら
都
市
文
化
へ
の
移
行
過
程
の
な
か
で
、
奈
良
と
平

安
の
貴
族
文
化
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
詩
の
影
響
の
も
と
で
、
ま
ず
和
歌
に
お
い

て
季
節
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
時
代
に
そ
の
よ
う
な
自
然
の
象
徴
や
連
想
が
複
雑
化
・
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

た
と
え
ば
「
桜
」
が
「
春
」
や
「
儚
さ
」
と
、
あ
る
い
は
「
鹿
」
が
「
秋
」
や
「
寂
し
さ
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
あ
る

自
然
物
や
自
然
現
象
が
特
定
の
季
節
に
分
類
さ
れ
、
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
桜
は
吉
野
、
紅
葉
は
龍
田
川
と

い
う
よ
う
に
、
特
定
の
場
所
が
「
歌
枕
」
と
し
て
設
定
さ
れ
、
一
定
の
連
想
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
や

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
古
典
が
、
二
次
的
自
然
を
伝
え
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
夏
は
高
温
多
湿
で
あ
り
、
冬
は
寒
く
降
雪
量
が
多
い
。
し
か
し
二
次
的
自
然
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
実

際
の
日
本
の
自
然
環
境
の
厳
し
さ
が
隠
蔽
さ
れ
る
。
む
し
ろ
特
定
の
自
然
物
・
現
象
だ
け
を
選
び
出
し
、
自
然
を
人
間
に
と
っ
て
親
し
み
や

す
い
、
調
和
あ
る
も
の
と
し
て
描
い
た
。
ま
た
平
安
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
、
地
方
に
お
け
る
荘
園
の
拡
大
と
と
も
に
自
然
そ
の
も
の

が
開
拓
さ
れ
、
穏
や
か
な
「
里
山
の
風
景
」
が
登
場
す
る
。
そ
れ
も
ま
た
二
次
的
自
然
の
体
系
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
二
次
的
自
然
は
、
天
皇
と
朝
廷
を
中
心
と
す
る
調
和
の
取
れ
た
世
界
と
し
て
日
本
の
自
然
を
描
き
出
す
。
中
国
の
天
人
相
関

説
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
天
皇
の
支
配
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
。
シ
ラ
ネ
は
こ
れ
を
「
四
季
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ぶ
。

シ
ラ
ネ
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
二
次
的
自
然
は
、
徳
川
時
代
に
入
る
と
十
七
世
紀
の
商
業
社
会
の
発
展
と
出
版
文
化
の
隆
盛
に
後
押
し
さ

れ
、
貴
族
文
化
の
域
を
超
え
、
庶
民
を
含
む
広
範
な
層
の
人
々
に
普
及
し
た
。
和
歌
や
俳
諧
を
中
心
と
し
つ
つ
、
視
覚
芸
術
や
、
春
の
花
見

の
よ
う
な
娯
楽
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
次
的
自
然
の
普
及
に
関
し
て
も
、
十
七
世
紀
以
降
の
変
化
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な

変
化
を
経
た
の
ち
に
、
二
次
的
自
然
を
思
想
的
に
表
現
し
た
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
国
学
者
・
本
居
宣
長
の
初
期
の
歌
論
書
『
排あ

し
わ
け
を
ぶ
ね

蘆
小
船
』

（
宝
暦
七
、
八
年
〈
一
七
五
七
、
八
〉
頃
成
立
）
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
「
夏
の
野
の
萩
の
初
花
折
り
敷
か
む
臥ふ

す
ゐ猪

の
床と

こ

は
枕
な
ら
べ
て
」
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と
い
う
『
拾
玉
集
』
所
載
の
慈
円
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
臥
す
猪
の
床
」
と
い
う
伝
統
的
な
歌
語
を
取
り
上
げ
、
宣
長
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

イ
ト
タ
ケ
キ
猪
ノ
タ
ク
ヒ
モ
、
フ
ス
ヰ
ト
コ
ト
イ
ヘ
ハ
、
哀
ニ
ナ
ツ
カ
シ
キ
ト
イ
ヘ
ル
、
古フ

ル

メ
カ
シ
キ
事
ナ
レ
ト
、
マ
コ
ト
ニ
此
歌
ノ

徳
ナ
ラ
テ
ハ
、
イ
カ
テ
カ
カ
ク
ユ
ウ
ニ
ヤ
サ
シ
ク
ハ
言
ナ
サ
レ
ム（

9
（

「
臥
す
猪
の
床
」
は
、
草
花
を
踏
み
敷
い
て
作
っ
た
寝
床
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
猪
と
夏
を
結
び
つ
け
る
点
で
、
二
次
的
自
然
の
典

型
例
と
言
え
る
。
宣
長
は
、
猪
と
い
う
元
来
猛
々
し
い
動
物
が
、
こ
の
よ
う
な
象
徴
と
結
び
つ
く
こ
と
で
優
美
さ
を
帯
び
る
点
に
着
目
す

る（
（1
（

。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
宣
長
は
、
二
次
的
自
然
の
働
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

常
ニ
此
道
ニ
心
ヲ
ユ
タ
ネ
モ
テ
ア
ソ
ヒ
テ
、
伊
勢
源
氏
枕
草
子
狭
衣
ナ
ン
ト
、
其
外
ア
ハ
レ
ナ
ル
文
ト
モ
、
ツ
ネ
ニ
ヨ
ミ
ナ
ン
ト
ス
レ

ハ
、
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
心
モ
エ
ン
ニ
ヤ
サ
シ
ク
ナ
リ
ユ
キ
テ
、
古
人
ノ
心
ニ
ナ
リ
ユ
キ
、
花
鳥
ニ
心
ヲ
ト
ヽ
メ
、
月
雪
ニ
目
ヲ
ヨ
ロ
コ
ハ

シ
、
四
季
オ
リ

く
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
ル
ア
リ
サ
マ
、
ソ
ノ
外
ウ
キ
世
ノ
ウ
レ
シ
キ
カ
ナ
シ
キ
ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
心
ト
ヽ
マ

リ
、
趣
モ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
ユ
ケ
ハ
、
ヨ
ミ
イ
ツ
ル
歌
モ
、
自
然
ノ
情
ニ
ナ
リ
モ
テ
ユ
ク
也（

（（
（

古
典
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
る
と
、
人
は
や
が
て
そ
の
言
語
を
通
じ
て
世
界
を
眺
め
る
よ
う
に
な
り
、
花
鳥
風
月
に
新
た
な
美
を
見
出

す
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
自
然
ノ
情
」
に
化
し
て
い
く
と
宣
長
は
述
べ
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
概
念
か
ら
想
像
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と

は
異
な
り
、
初
期
の
歌
論
に
見
ら
れ
る
宣
長
の
立
場
は
主
情
主
義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歌
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
自
然
が
、
あ
ら
か
じ
め
言
語

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
実
情
が
作
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
側
面
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
議
論
は
二
次
的
自
然
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
働
き
を
思
想
的
に
探
求
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
か
く

し
て
十
八
世
紀
半
ば
に
は
、
二
次
的
自
然
は
そ
の
働
き
が
論
理
的
に
自
覚
化
さ
れ
る
ほ
ど
、
社
会
に
定
着
す
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
徳
川
時
代
ま
で
の
二
次
的
自
然
を
め
ぐ
る
文
化
は
、
概
し
て
個
々
の
自
然
物
の
美
を
享
受
す
る
こ
と
に
力
点
が
あ
り
、「
自
然
が

美
し
い
日
本
」
や
「
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
」
と
い
う
総
体
的
な
自
己
像
に
は
必
ず
し
も
結
実
し
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
宣
長

の
例
で
言
え
ば
、
自
然
環
境
と
の
関
連
で
説
い
た
日
本
像
は
、「
米
が
美
味
し
い
国
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

〔
日
本
が
〕
万　

　
ヅ

の
事
異イ

コ
ク国

に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
、
其

　
　
ノ

一イ
チ
イ
チ々

の
品シ

ナ

ど
も
は
、
申
し
つ
く
し
が
た
き
中ナ

カ

に
、
ま
づ
第
一
に
稲タ

ウ
コ
ク穀

は
、
人
の

命イ
ノ
チ

を
つ
ゞ
け
た
も
ち
て
、
此コ

ノ
ウ
ヘ上

も
な
く
大タ

イ
セ
ツ切

な
る
物
な
る
が
、
其

　
　
ノ

稲タ
ウ
コ
ク穀

の
万
国
に
す
ぐ
れ
て
、
比ヒ

ル
ヰ類

な
き
を
以
て
、
其ソ

ノ
ヨ余

の
事
ど
も

を
も
准ナ

ゾ
ラへ

し
る
べ
し（

（1
（

（
本
居
宣
長
『
玉
く
し
げ
』、
天
明
六
年
〈
一
七
八
六
〉
頃
成
立
）

松
本
久
史
は
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
日
本
像
に
着
目
し
、
そ
れ
が
自
ら
の
生
き
る
近
世
社
会
に
対
す
る
肯
定
的
認
識
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

（1
（

。
米
が
美
味
で
あ
る
と
は
、
自
然
環
境
を
根
拠
と
す
る
一
つ
の
優
越
性
の
主
張
で
は
あ
ろ
う
が
、
近
代
に
お
い
て

見
ら
れ
る
「
美
し
い
自
然
の
国
」
と
い
う
言
説
と
の
差
異
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
付
言
し
て
お
け
ば
、
前
述
の
よ
う
に
二
次
的
自
然
の
形
成
は
、
中
国
の
古
典
文
学
の
受
容
に
端
を
発
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
和
歌

や
俳
諧
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
漢
詩
に
よ
っ
て
日
本
の
二
次
的
自
然
が
表
現
さ
れ
た
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
中
国
の
「
瀟

湘
八
景
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
近
江
八
景
」
を
題
材
と
す
る
漢
詩
が
作
ら
れ
た（

（1
（

こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
徳
川
時
代
に
お
け
る
こ
う
し
た

漢
詩
の
普
及
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
二
次
的
自
然
と
漢
文
脈
の
結
合
を
準
備
し
た
だ
ろ
う
。

２　

水
土
論

徳
川
時
代
に
お
け
る
環
境
認
識
と
自
己
像
を
規
定
し
た
も
う
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
日
本
の
儒
学
に
お
い
て
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世

紀
初
頭
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
水
土
論
を
挙
げ
た
い
。
水
土
論
と
は
、
各
国
の
地
理
的
位
置
や
自
然
環
境
を
人
々
の
気
質
や
風
俗
と
結
び
つ

け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
優
劣
を
論
ず
る
言
説
と
定
義
で
き
る
。

中
国
に
お
け
る
儒
学
と
異
な
り
、
日
本
の
儒
者
は
「
水
土
」
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
し
た
。
澤
井
啓
一
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
近
世
日
本
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の
儒
者
が
直
面
し
た
特
有
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
第
一
に
中
国
の
習
俗
を
背
景
と
す
る
儒
学
を
い
か
に
受
容
す
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
り
、
第
二
に
日
本
を
「
東
夷
」
と
見
な
す
儒
学
の
華
夷
論
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
十
七
世
紀
に

形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
日
本
型
華
夷
秩
序
」
や
、
明
清
交
替
に
よ
る
「
華
夷
変
態
」、
ま
た
前
述
の
よ
う
な
西
洋
の
地
理
的
知
識
の
流
入

の
影
響
も
挙
げ
ら
れ
る（

（1
（

。

水
土
論
の
例
と
し
て
は
よ
く
山
鹿
素
行
や
熊
沢
蕃
山
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
山
崎
闇
斎
の
「
藤
森
弓
兵
政
所
記
」（
寛
文
十
一

年
〈
一
六
七
一
〉
成
立
）
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
闇
斎
は
朱
子
学
者
だ
っ
た
が
、
同
時
に
「
垂
加
神
道
」
と
呼
ば
れ
る
神
道
教
説
を
唱
え
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
る
。
次
の
一
節
は
そ
の
教
説
の
一
つ
、「
土
金
之
伝
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

六
合
の
内
、
五
気
の
行
は
る
ゝ
や
、
清
あ
り
濁
あ
り
、
美
あ
り
悪
あ
り
。
而
し
て
我
が
国
の
秀
で
た
る
、
土
金
の
盛
ん
な
る
、
開
闢
以

来
、
神
皇
の
正
統
、
永
く
聯れ

ん
れ
ん聯

た
り（

（1
（

。

「
土
金
之
伝
」
は
陰
陽
五
行
説
を
前
提
と
し
て
、
土
が
金
を
生
ず
る
と
い
う
五
行
の
相
生
関
係
を
日
本
の
神
話
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
る

教
説
で
あ
っ
た
。
五
行
説
で
は
金
が
五
常
に
お
け
る
「
義
」
に
配
当
さ
れ
る
た
め（

（1
（

、
日
本
は
金
の
気
、
い
わ
ば
「
義
気
」
が
盛
ん
な
国
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
「
神
国
」
た
る
日
本
で
革
命
が
起
き
ず
、
天
皇
家
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
気
の
特
徴
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
神
皇
正
統
記
』
を
は
じ
め
、「
神
国
」
日
本
の
特
質
を
天
皇
に
よ
る
永
遠
の
統
治
に
見
出
す
言
説
は
以
前
か

ら
あ
っ
た
が
、
水
土
論
で
は
そ
の
特
徴
が
日
本
独
特
の
「
気
」
の
あ
り
方
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
気
質
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
気
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
長
崎
の
天
文
暦
算
術
家
・
西
川
如
見
に
よ
る
水
土
論
で
あ
っ
た（

（1
（

。
如
見
の
特

色
は
西
洋
の
天
文
地
理
学
を
摂
取
し
て
い
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
成
果
は
『
日
本
水
土
考
』（
元
禄
十
三
年
〈
一
七
〇
〇
〉
序
、
享
保
五
年
〈
一
七

二
〇
〉
刊
）
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
如
見
は
世
界
を
「
三
大
界
」
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
分
け
、「
第
一
界
」
を
最
上
の
領
域
と
す
る
が
、

そ
の
中
で
も
さ
ら
に
最
上
の
領
域
が
「
亜
細
亜
」
と
さ
れ
、
日
本
を
そ
の
東
端
に
位
置
付
け
る
。
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日
本
の
東
は
溟め

い
か
い海

遠
𤄃
世
界
第
一
の
処
に
し
て
、
地
勢
相
絶
す
。
故
に
図
上
に
は
亜ア

メ

リ

カ

墨
利
加
洲
を
以
て
東
に
置
く
と
雖
も
、
地
系
還め

ぐ

つ

て
西
方
に
接
し
て
、
そ
の
水
土
陰
悪
偏
気
の
国
な
り
。
地
体
渾
円
の
理
を
按
ず
る
と
き
は
、
則
ち
当ま

さ

に
亜
墨
利
加
を
以
て
西
極
に
属
す

べ
し
。
地
体
の
渾
円
な
る
、
本も

と
東
西
の
定
処
な
し
と
雖い

え
ども

、
一
物
一
乾け

ん
こ
ん坤

の
義
を
以
て
す
る
と
き
は
、
即
ち
箇
箇
一
太
極
を
具
せ
ず

と
い
ふ
こ
と
な
し
。
此
の
理
を
以
て
方
位
を
定
め
つ
べ
し（

11
（

。（『
日
本
水
土
考
』）

日
本
が
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
の
東
端
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
は
世
界
の
西
端
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
劣
っ
た
気

を
受
け
た
領
域
と
さ
れ
る
。
し
か
し
如
見
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
球
は
球
形
で
あ
る
以
上
、
東
端
と
西
端
は
存
在
し
な
い
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
陰
陽
の
理
が
宿
っ
て
い
る
以
上
、
ど
こ
か
に
東
と
西
を
分
け
る
境
界
線
が
あ
る
は
ず
だ
と
如
見
は
考
え
る
。

如
見
は
そ
の
境
界
線
を
人
々
の
気
質
と
い
う
「
気
」
の
表
わ
れ
に
よ
っ
て
弁
別
し
よ
う
と
す
る
が
、「
気
」
の
違
い
は
東
西
の
位
置
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
た
め
、
議
論
は
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
極
東
と
い
う
日
本
の
地
理
的
位
置
の
意
味
を
、「
東
夷
」
と
し
て
の
劣
等
性
で
は
な
く
、
優
越
性
の
根
拠
と
し
て
反
転
さ
せ

た
こ
と
に
如
見
の
歴
史
的
意
義
が
あ
っ
た（

1（
（

。
す
な
わ
ち
如
見
は
、『
周
易
』
に
よ
る
方
位
の
解
釈
に
も
と
づ
き
、「
震
（
☳
）」（
東
）
に
位
置

す
る
日
本
は
「
陽
気
発
生
の
始は

じ
めな

り
」
と
し
て
、
日
本
人
に
「
仁
愛
の
心
」
を
持
つ
者
が
多
い
理
由
と
す
る
。
さ
ら
に
日
本
が
中
国
か
ら
見

て
東
北
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、「
艮
（
☶
）」（
東
北
）
の
気
を
受
け
て
い
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
日
本
人
は
「
勇
武
の
意
」
が
盛
ん
で
あ
る

と
す
る（

11
（

。
同
様
の
観
点
か
ら
、
如
見
は
日
本
の
気
候
と
四
季
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。

此
の
国
は
四
時
中
正
の
国
な
り
。
万
国
広
大
な
り
と
雖い

え
ど

も
、
四
時
中
正
な
る
者
は
、
亦ま

た

多
か
ら
ず
。
大
海
の
裡う

ち

に
多
く
島
洲
あ
る
の

中
、
四
時
の
日
本
の
如
き
者
な
し
。
総す

べ

て
中
帯
の
南
北
四
十
七
度
の
間
に
あ
る
者
は
、
皆
偏
熱
の
国
な
り
。
或
は
中
帯
を
去
る
こ
と
凡お

よ

そ
六
十
度
已
上
の
地
は
、
皆
偏
寒
の
国
な
り
。
唯た

だ
中
帯
を
去
る
こ
と
二
十
七
八
度
よ
り
四
十
二
三
度
の
間
に
至
り
て
、
之こ

れ

を
四
時
正

気
の
国
と
為
す
な
り
。
日
本
中
央
の
京け

い
き畿

は
中
帯
を
去
る
こ
と
三
十
五
度
、
そ
の
東
辺
は
三
十
八
九
度
、
そ
の
西
辺
は
三
十
一
二
度
、

こ
れ
四
時
中
正
の
中
道
に
し
て
、
而
し
て
陰
陽
中
和
の
水
土
な
り
。
況い

わ

ん
や
そ
の
京
畿
の
、
そ
の
中
央
に
在
り
て
、
正
気
の
中
線
に
相
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中あ
た

れ
る
者
は
亦ま

た

希ま
れ

な
り
。
是こ

の
故
に
、
日
本
京
都
の
人
物
は
大
に
美
な
る
者
な
り（

11
（

。（
同
前
）

日
本
は
赤
道
か
ら
適
度
な
距
離
に
あ
る
「
正
気
」
の
国
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
四
季
（
寒
暖
）
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
畿

内
、
京
都
は
そ
う
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
京
都
の
人
々
の
気
質
は
優
れ
て
い
る
の
だ
─
─
と
如
見
は
説
く
。
長
崎
の
人
で
あ
る
如
見
は
、
京

都
の
夏
の
蒸
し
暑
さ
や
、
冬
の
「
底
冷
え
」
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
如
見
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
古
典
に
描
か
れ
た
よ
う

な
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
前
述
の
よ
う
な
二
次
的
自
然
の
環
境
認
識
が
水
土
論
と
交
錯
し
、
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が

見
て
取
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
如
見
が
用
い
る
「
正
気
」
と
い
う
概
念
は
、
有
名
な
文
天
祥
の
「
正
気
歌
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
独
自
の
も

の
と
は
い
え
な
い
。「
正
気
歌
」
に
お
い
て
も
「
正
気
」
は
、「
下
は
則
ち
河
嶽
と
為
り
、
上
は
則
ち
日
星
と
為
る
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、

一
方
で
自
然
現
象
と
し
て
現
わ
れ
、
他
方
で
人
に
お
い
て
は
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
孟
子
の
言
う
「
浩
然
の
気
」
と
し
て
表
出
す

る
と
さ
れ
る（

11
（

。
し
か
し
そ
こ
に
は
地
理
的
位
置
に
よ
る
違
い
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
。
こ
の
「
正
気
」
と
い
う
概
念
に
、
如
見
は
地
域
的

0

0

0

偏
差

0

0

と
い
う
新
た
な
意
味
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
近
世
日
本
の
儒
学
の
水
土
論
に
お
い
て
は
、
日
本
の
環
境
と
日
本
人
の
特
質
を
、
地
理
的
位
置
に
よ
る
「
気
」
の
偏
差
と
し

て
説
明
す
る
言
説
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
仮
に
そ
れ
を
「
気0

」
の
日
本
像

0

0

0

0

と
呼
ん
で
お
こ
う
。
以
上
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
後
半

か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
二
次
的
自
然
を
通
じ
た
環
境
認
識
が
広
範
な
階
層
で
共
有
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
を
背
景
と
し
つ
つ
、
知
識

層
の
一
部
で
は
「
気
」
の
日
本
像
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

水
戸
学
に
よ
る
統
合
と
再
解
釈

前
節
で
は
「
気
」
の
日
本
像
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
が
、
西
川
如
見
の
水
土
論
は
そ
の
点
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。『
日
本
水
土
考
』
は

日
本
が
「
小
国
」
で
あ
る
こ
と
や
、
海
に
囲
ま
れ
た
「
海
国
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
特
質
を
説
明
し
て
い
る
。
如
見
に
限
ら
ず
、
徳
川
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時
代
の
水
土
論
は
そ
れ
ら
の
多
様
な
要
素
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
末
以
降
、
ラ
ク
ス
マ
ン
（
一
七
九
二
年
）、
レ
ザ
ノ
フ
（
一

八
〇
四
年
）
の
来
航
や
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
（
一
八
〇
八
年
）
な
ど
、
様
々
な
対
外
的
危
機
が
起
こ
る
な
か
で
、
従
来
の
水
土
論
が
相
対
化
・

批
判
さ
れ
は
じ
め
、「
海
国
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
危
険
性
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く（

11
（

。

こ
う
し
た
危
機
的
状
況
を
受
け
て
、
水
戸
藩
で
は
藤
田
幽
谷
と
そ
の
門
弟
た
ち
を
中
心
に
、（
後
期
）
水
戸
学
と
呼
ば
れ
る
思
想
が
展
開
し

た
。
水
戸
学
で
は
天
皇
に
よ
る
永
遠
の
統
治
と
い
う
体
制
が
「
国
体
」
の
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、「
国
体
」
を
活
用
し
て
徳
川
政
治
体

制
を
再
建
す
る
こ
と
で
、
対
外
的
危
機
と
国
内
の
問
題
の
両
方
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た（

11
（

。
水
戸
学
で
は
徳
川
期
の
様
々
な
思
想

が
参
照
さ
れ
た
が
、
重
要
な
源
の
一
つ
が
西
川
如
見
で
あ
っ
た（

11
（

。
す
な
わ
ち
水
戸
学
は
如
見
に
よ
る
「
気
」
の
日
本
像
や
、
地
域
的
偏
差
と

し
て
の
「
正
気
」
と
い
う
発
想
を
継
承
し
、
再
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

１　

会
沢
正
志
斎

水
戸
学
の
代
表
的
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
る
会
沢
正
志
斎
は
、
主
著
の
『
新
論
』（
文
政
八
年
〈
一
八
二
五
〉
成
立
）
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

謹
ん
で
按
ず
る
に
、
神
州
は
太
陽
の
出い

づ
る
所
、
元
気
の
始
ま
る
所
に
し
て
、
天
日
之
嗣
、
世よ

よ

宸
極
を
御
し
、
終
古
易か

わ

ら
ず
。
固も

と

よ
り

大
地
の
元
首
に
し
て
、
万
国
の
綱
紀
な
り
。
誠
に
よ
ろ
し
く
宇う

だ
い内

に
照
臨
し
、
皇
化
の
曁お

よ

ぶ
所
、
遠え

ん
じ邇

あ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
し
か

る
に
今
、
西
荒
の
蛮
夷
、
脛け

い
そ
く足

の
賤
を
以
て
、
四
海
に
奔
走
し
、
諸
国
を
蹂
躙
し
、
眇び

ょ
う
し視

跛は

り履
、
敢あ

へ
て
上
国
を
凌
駕
せ
ん
と
欲
す
。

何
ぞ
そ
れ
驕
れ
る
や
〈
地
の
天
中
に
在
る
や
、
渾
然
と
し
て
端
な
く
、
よ
ろ
し
く
方
隅
な
き
が
ご
と
く
な
る
べ
き
な
り
。
然し

か

れ
ど
も
お

よ
そ
物
は
、
自
然
の
形
態
あ
り
て
存
せ
ざ
る
は
な
し
。
而
し
て
神
州
は
そ
の
首
に
居
る
、
故
に
幅
員
甚
だ
し
く
は
広
大
な
ら
ざ
れ
ど

も
、
そ
の
万
方
に
君
臨
す
る
所
以
の
も
の
は
、
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
一
た
び
も
姓
を
易か

へ
位
を
革あ

ら
ため

ざ
れ
ば
な
り
。
西
洋
の
諸
藩
は
、
そ
の
股こ

け
い脛

に
当
る
、
故
に
舶は

く

を
奔は

し

ら
せ
舸か

を
走
ら
せ
、
遠
し
と
し
て
至
ら
ざ
る
は
な
き
な
り
。
而
し
て
海
中
の
地
、
西
夷
、
名
づ
け
て
亜ア

メ

リ

カ

墨
利
加

洲
と
曰い

ふ
も
の
に
至
つ
て
は
、
す
な
は
ち
そ
の
背
後
な
り
。
故
に
そ
の
民
は
愚ぐ

戇と
う

に
し
て
、
な
す
と
こ
ろ
あ
る
能あ

た

は
ず
。
こ
れ
皆
自
然
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の
形
体
な
り（

11
（

〉。

こ
こ
で
正
志
斎
は
、
西
川
如
見
に
類
似
し
た
「
気
」
の
日
本
像
に
よ
っ
て
「
国
体
」
を
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
世
界
を
人
体
に

見
立
て
、
日
本
を
頭
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
脚
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
背
中
に
類
比
す
る
奇
妙
な
言
説
で
あ
っ
た
。
桐
原
健
真
は
、
こ
の
よ
う
な
正

志
斎
の
言
説
が
「
双
円
形
世
界
図
」
や
、
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』（
享
保
九
年
〈
一
七
二
四
〉
頃
成
立
）
に
見
ら
れ
る
宣
教
師
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・

シ
ド
ッ
チ
の
次
の
よ
う
な
発
言
を
ふ
ま
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

11
（

。

我
ロ
ー
マ
ン
の
ご
と
き
は
、
方
僅
に
十
八
里
に
は
す
ぎ
ず
。
さ
れ
ど
、
我
道
の
あ
る
所
な
れ
ば
、
西
南
諸
国
尊
び
敬
は
ず
と
い
ふ
所
な

し
。
こ
れ
を
頭
の
小
し
き
な
る
が
、
四
躰
の
上
に
あ
る
に
た
と
ふ
べ
し
。
ま
た
試
み
に
物
を
観
る
に
、
其
始　

　
め

皆
善
な
ら
ず
と
い
ふ
事

な
し
。
天
地
の
気
、
歳
日
の
運
、
万
物
の
生
、
こ
と

〲
く
皆
東
方
よ
り
始
ら
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
万
国
の
中
、
東
方
に
国
せ
し
も

の
、
此
土
〔
日
本
〕
の
外
に
は
、
黒ホ

ク
ロ子

ば
か
り
の
地
も
あ
ら
ず
。
さ
ら
ば
、
此
土
の
万
国
に
こ
え
す
ぐ
れ
し
は
、
我
ま
た
多
言
を
費
や

す
に
は
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず（

11
（

。

日
本
と
い
う
「
小
国
」
に
危
険
を
冒
し
て
ま
で
な
ぜ
宣
教
に
来
た
の
か
。
こ
の
白
石
の
問
い
に
対
す
る
シ
ド
ッ
チ
の
答
え
は
、
東
方
に
位

置
す
る
日
本
が
「
天
地
の
気
」
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
不
思
議
に
も
如
見
に
よ
る
「
気
」
の
日
本
像
と

類
似
す
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
正
志
斎
は
シ
ド
ッ
チ
の
示
し
た
も
う
一
つ
の
答
え
、
す
な
わ
ち
日
本
や
ロ
ー
マ
と
い
う
「
小
国
」
と
、
人
体
の

頭
部
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
い
か
に
奇
妙
に
見
え
よ
う
と
も
、
正
志
斎
か
ら
す
れ
ば
敵
で
あ
る
西
洋
人
の
言
い
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
説
得
力
を
持

つ
自
己
像
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
水
戸
学
の
環
境
認
識
と
日
本
像
は
、
従
来
の
水
土
論
が
相
対
化
さ
れ
る
な
か
で
、
西
洋

人
の
視
線
を
（
仮
想
的
に
）
媒
介
す
る
こ
と
で
「
気
」
の
日
本
像
を
再
強
化
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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２　

藤
田
東
湖

水
戸
学
の
代
表
者
と
し
て
正
志
斎
と
並
び
称
さ
れ
る
藤
田
東
湖
は
、『
弘
道
館
記
述
義
』（
弘
化
四
年
〈
一
八
四
七
〉
成
立
）
の
な
か
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

蓋け
だ

し
国
体
の
尊
厳
は
、
必
ず
天
地
正
大
の
気
に
資と

る
あ
り
。
天
地
正
大
の
気
は
、
ま
た
必
ず
仁
厚
義
勇
の
風
に
参
す
る
あ
り
。
然し

か

ら
ば

す
な
は
ち
風
俗
の
淳じ

ゅ
ん
り漓

は
、
国
体
の
汚お

り
ゅ
う隆

、
こ
こ
に
繫か

か

る（
1（
（

。（『
弘
道
館
記
述
義
』
巻
之
上
）

日
本
に
お
け
る
「
天
地
正
大
の
気
」
が
日
本
人
の
気
質
を
形
成
し
、「
国
体
」
を
支
え
て
き
た
と
い
う
議
論
は
、
正
志
斎
と
同
様
、
や
は

り
西
川
如
見
に
よ
る
「
気
」
の
日
本
像
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
東
湖
の
言
説
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
次
の
よ
う
な
一

節
で
あ
る
。

天
地
正
大
の
気
、
粋
然
と
し
て
神
州
に
鍾あ

つ
まる

。
秀
で
て
は
不ふ

じ二
の
嶽が

く

と
な
り
、
巍ぎ

ぎ巍
と
し
て
千
秋
に
聳そ

び

ゆ
。
注
ぎ
て
は
大だ

い
え
い瀛

の
水
と
な

り
、
洋
々
と
し
て
八
洲
を
環め

ぐ

る
。
発
し
て
は
万ば

ん
だ朶

の
桜
と
な
り
、
衆
芳
与と

も

に
儔た

ぐ

ひ
し
難
し
。
凝こ

り
て
は
百
錬
の
鉄
と
な
り
、
鋭
利
鍪か

ぶ
とを

断
つ
べ
し（

11
（

。（「
和
文
天
祥
正
気
歌
」）

こ
の
「
和
文
天
祥
正
気
歌
」
は
前
述
の
文
天
祥
に
よ
る
「
正
気
歌
」
を
ふ
ま
え
た
漢
詩
だ
が
、
純
粋
な
「
正
気
」
が
「
神
州
」
た
る
日
本

に
集
ま
る
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
如
見
の
水
土
論
と
同
じ
く
、
東
湖
も
「
正
気
」
を
地
域
的
偏
差
と
し
て
の
意
味
合

い
で
用
い
る
。
さ
ら
に
東
湖
は
富
士
山
や
桜
と
い
っ
た
二
次
的
自
然
の
典
型
的
主
題
も
取
り
込
ん
で
い
る
。
如
見
の
段
階
で
す
で
に
「
気
」

の
自
己
像
と
二
次
的
自
然
の
交
錯
は
垣
間
見
え
た
が
、
東
湖
に
お
い
て
は
「
国
体
」
が
触
媒
と
な
っ
て
両
者
が
よ
り
明
示
的
に
結
合
し
、
一

つ
の
詩
的
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
か
く
し
て
東
湖
の
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
る
種
の
詩
情
に
よ
っ
て
人
々
を
国
事
に
駆
り
立
て
る
効
果
を
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持
ち
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
東
湖
の
言
説
も
ま
た
、
正
志
斎
と
は
別
の
角
度
か
ら
「
気
」
の
日
本
像
の
再
強
化
を
図
っ
た
も
の
と
い

え
る
。

三　

明
治
期
に
お
け
る
環
境
認
識
と
自
己
像

水
戸
学
は
元
来
徳
川
政
治
体
制
の
再
建
を
企
図
し
て
お
り
、
ま
た
桐
原
健
真
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
水
戸
藩
を
「
天
朝
の
藩
屏
」

と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
、「「
水
戸
」
と
い
う
土
地
に
根
ざ
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
だ
っ
た（

11
（

。
同
時
代
に

は
水
戸
学
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
日
本
と
ア
ジ
ア
の
環
境
的
要
因
が
も
た
ら
す
問
題
を
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
思
想
潮
流
も
存
在
し
て
い

た（
11
（

。
し
か
し
天
保
期
の
出
版
統
制
の
変
更
を
契
機
と
し
て
水
戸
学
の
テ
ク
ス
ト
は
全
国
的
に
普
及
し
、「
尊
王
攘
夷
」
が
叫
ば
れ
る
幕
末
の

政
治
状
況
の
な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る（

11
（

。
そ
し
て
明
治
期
に
入
っ
た
の
ち
も
、「
国
体
」
を
は
じ
め
と
す
る
水
戸
学
的
語

彙
は
言
論
空
間
に
受
け
継
が
れ
た
。

た
と
え
ば
苅
部
直
は
明
治
期
の
主
権
国
家
論
の
受
容
に
お
い
て
、
会
沢
正
志
斎
の
「
国
体
」
概
念
に
見
ら
れ
た
身
体
性
の
残
響
を
指
摘
し

て
い
る（

11
（

。
と
り
わ
け
明
治
二
十
年
代
以
降
、
法
律
学
用
語
と
し
て
の
「
国
体
」
と
交
錯
し
つ
つ
、
水
戸
学
由
来
の
「
国
体
」
を
め
ぐ
っ
て
盛

ん
に
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
水
戸
学
的
な
思
想
が
薄
れ
る
こ
と
で
多
様
な
解
釈
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
面
も
あ
っ

た（
11
（

。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
儒
学
経
典
に
依
拠
し
た
国
体
論
は
終
焉
を
迎
え
、
も
っ
ぱ
ら
「
万
世
一
系
」
の
論
理
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な

る（
11
（

。
そ
れ
は
同
時
に
、
国
体
論
と
「
気
」
の
日
本
像
の
分
離
、
そ
し
て
後
者
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
た
。
無
論
、
明
治
期
の
政
治
的
な
言
論

で
は
し
ば
し
ば
「
国
家
の
元
気
」
と
い
っ
た
「
気
」
の
「
振
作
」
を
め
ぐ
る
言
辞
が
登
場
す
る（

11
（

。
し
か
し
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
気
」
は
主
に

人
間
の
精
神
や
行
為
に
関
わ
っ
て
お
り
、
環
境
認
識
の
問
題
系
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
示
す
国
体
論
の
一
例
と
し
て
、
教
育
勅
語
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

朕
惟お

も

フ
ニ
我
カ
皇
祖
皇
宗
国
ヲ
肇は

じ

ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
徳
ヲ
樹
ツた

ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
我
カ
臣
民
克よ

ク
忠
ニ
克よ

ク
孝
ニ
億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
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世
々
厥そ

ノ
美
ヲ
済な

セ
ル
ハ
此
レ
我
カ
国
体
ノ
精
華
ニ
シ
テ
教
育
ノ
淵
源
亦ま

た

実
ニ
此
ニ
存
ス
（「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」、
明
治
二
三
年
〈
一
八

九
〇
〉
発
布
）

こ
こ
で
は
「
国
体
ノ
精
華
」
が
も
は
や
「
気
」
や
日
本
の
自
然
環
境
と
の
関
係
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
歴
史
的
な
対
象
と
し

て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
。
教
育
勅
語
の
起
草
に
あ
た
っ
て
、
井
上
毅
が
宗
教
的
概
念
を
排
除
し
よ
う
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が（

11
（

、
そ
れ

は
「
気
」
の
日
本
像
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
教
育
勅
語
の
国
体
論
は
、
儒
学
的
世
界
観
を
前
提
せ
ず
と
も
、
受
け
入

れ
る
こ
と
が
可
能
な
言
説
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
国
体
論
は
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
「
国
体
」
か
ら
分
離
さ
れ
た
環
境
認
識
は
、
ど
こ
へ
と
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
期
に
な
る
と
学
問
や
文
学
、
美
術
と

い
っ
た
近
代
西
洋
文
化
の
受
容
に
よ
り
、「
自
然
科
学
的
自
然
」
の
み
な
ら
ず
「
風
景
と
し
て
の
自
然
」
が
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る（

1（
（

。
そ

こ
で
前
近
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
環
境
認
識
は
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
と
な
り
う
る
三
つ
の
例
を
試
み
に
挙

げ
て
み
よ
う
。

１　

国
木
田
独
歩

国
木
田
独
歩
の
文
学
作
品
に
お
い
て
「
風
景
の
発
見
」
と
い
う
画
期
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
柄
谷
行
人
の
議
論
以
来
よ
く
知
ら
れ
て
い

る（
11
（

。
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
武
蔵
野
」（
明
治
三
四
年
〈
一
九
〇
一
〉）
の
次
の
よ
う
な
一
節
に
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

昔
の
武
蔵
野
は
萱か

や
は
ら原

の
は
て
な
き
光
景
を
以
て
絶
類
の
美
を
鳴
ら
し
て
居
た
や
う
に
言
ひ
伝
へ
て
あ
る
が
、
今
の
武
蔵
野
は
林
で
あ

る
。
林
は
実
に
今
の
武
蔵
野
の
特
色
と
い
つ
て
も
宜
い
。
…
…
元
来
日
本
人
は
こ
れ
ま
で
楢な

ら

の
類た

ぐ
ひの

落
葉
林
の
美
を
余
り
知
ら
な
か
っ

た
様
で
あ
る
。
林
と
い
へ
ば
重
に
松
林
の
み
が
日
本
の
文
学
美
術
の
上
に
認
め
ら
れ
て
居
て
、
歌
に
も
楢
林
の
奥
で
時
雨
を
聞
く
と
い

ふ
様
な
こ
と
は
見
当
た
ら
な
い
。
自
分
も
西
国
に
人
と
な
つ
て
少
年
の
時
学
生
と
し
て
初
て
東
京
に
上
つ
て
か
ら
十
年
に
な
る
が
、

か
ゝ
る
落
葉
林
の
美
を
解
す
る
に
至
た
の
は
近
来
の
事
で
、
そ
れ
も
左
の
文
章
が
大
に
自
分
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
…
…
則
ち
こ
れ
は
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ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
書
た
る
も
の
を
二
葉
亭
が
訳
し
て
『
あ
ひ
び
き
』
と
題
し
た
短
編
の
冒
頭
に
あ
る
一
説
で
あ
つ
て
、
自
分
が
か
ゝ
る

落
陽
林
の
趣
き
を
解
す
る
に
至
つ
た
の
は
此
微
妙
な
叙
景
の
筆
の
力
が
多
い
。
こ
れ
は
露
西
亞
の
景
で
而
もし

か

林
は
樺
の
木
で
、
武
蔵
野

の
林
は
楢
の
木
、
植
物
帯
か
ら
い
ふ
と
甚
だ
異
て
居
る
が
落
葉
林
の
趣
は
同
じ
事
で
あ
る（

11
（

。

柄
谷
の
議
論
に
お
い
て
独
歩
は
、
二
葉
亭
四
迷
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
あ
ひ
び
き
』
を
介
し
て
言
文
一
致
体
を
取
り
入
れ
、
従
来
の
「
名

所
」
的
意
味
付
け
か
ら
は
「
切
断
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
風
景
」
を
発
見
し
た
と
解
釈
さ
れ
る（

11
（

。
そ
の
点
も
ふ
ま
え
な
が
ら
こ
れ
ま
で

の
考
察
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
独
歩
は
、
従
来
の
二
次
的
自
然
に
お
け
る
歌
枕
「
武
蔵
野
」
や
松
の
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
し
、
一
次
的

自
然
、「
風
景
」
と
し
て
の
「
武
蔵
野
」
を
発
見
し
た
と
い
え
る
。

と
は
い
え
冒
頭
で
論
じ
た
よ
う
に
、
人
間
は
厳
密
な
意
味
で
の
一
次
的
自
然
を
認
識
で
き
ず
、
何
ら
か
の
幻
想
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
独
歩
も
ま
た
、『
あ
ひ
び
き
』
を
介
し
て
ロ
シ
ア
の
林
を
武
蔵
野
に
重
ね
合
わ
せ
、
新
た
な
二
次
的
自
然
を
形
成
し

て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
歩
が
客
観
的
に
存
在
す
る
「
風
景
」
を
措
定
し
、
そ
こ
か
ら
伝
統
的
な
二
次
的
自

然
を
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

２　

志
賀
重
昂

別
の
例
と
し
て
、
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』（
明
治
二
七
年
〈
一
八
九
四
〉）
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
日
本
全
国

の
美
し
い
自
然
風
景
を
紹
介
し
、
日
本
人
の
風
景
観
を
転
換
さ
せ
た
著
作
と
し
て
知
ら
れ
る
。
志
賀
は
ラ
ボ
ッ
ク
、
サ
ト
ウ
、
チ
ェ
ン
バ
レ

ン
、
ゴ
ル
ト
ン
ら
の
著
作
を
借
用
し
つ
つ
、
科
学
的
・
地
理
学
的
な
概
念
で
日
本
の
「
風
景
」
を
記
述
す
る（

11
（

。
志
賀
は
日
本
の
風
景
に
ま
つ

わ
る
徳
川
時
代
の
和
歌
、
漢
詩
文
を
多
数
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
次
的
自
然
に
関
す
る
主
観
的
な
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
志
賀
は
徳
川
時
代
の
俳
人
、
西
村
馬
曹
の
『
那
古
浦
蜃
楼
記
』
か
ら
一
節
を
引
用
し
た
上
で
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
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夫
一
気
之
運
動
転
旋
也
。
含
気
者
皆
与
焉
。
…
…
嗚
呼
神
霊
之
遊
幸
也
。
蜃
之
吐
気
也
。
天
理
不
可
窮
。
神
慮
不
可
測
。
若
夫
天
地
間

之
一
気
。
運
動
転
旋
。
為
奇
観
為
名
勝
者
非
者
邪
…
…
是
れ
「
神
霊
之
遊
幸
」
に
あ
ら
ず
、「
蜃
之
吐
気
」
に
あ
ら
ず
、
水
蒸
気
と
太

陽
の
光
線
と
に
交
渉
せ
る
一
現
象
の
み
、
日
本
人
幸
に
水
蒸
気
の
多
量
、
岬こ

う
わ
ん湾

の
出
入
多
々
、
高
山
の
海
岸
を
囲
繞
せ
る
国
土
に
在
る

を
以
て
多
く
之
れ
に
逢ほ

う
ぐ
う遇

す（
11
（

四
日
市
の
那
古
浦
は
蜃
気
楼
で
知
ら
れ
、
そ
れ
は
蛤
が
吐
き
出
し
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
蜃
気
楼
を
目
撃
し
た
馬
曹
は
、
そ
れ
を

「
気
」
の
働
き
と
し
て
説
明
で
き
る
か
戸
惑
い
思
案
す
る
。
し
か
し
志
賀
は
単
に
そ
れ
を
「
水
蒸
気
と
太
陽
の
光
線
」
が
も
た
ら
し
た
自
然

現
象
と
し
て
解
釈
す
る
。
志
賀
に
と
っ
て
か
つ
て
日
本
の
自
然
の
説
明
原
理
だ
っ
た
「
気
」
は
「
水
蒸
気
」
に
す
ぎ
な
い（

11
（

。

若も

し
夫そ

れ
日
本
国
に
し
て
水
蒸
気
の
多
量
な
ら
ざ
ら
ん
か
、
天
の
文
、
地
の
章
、
焉い

ず
く

ん
ぞ
此
の
恂じ

ゅ
ん
び美

あ
ら
ん
や
、
此
の
錦き

ん
し
ゅ
う繍

あ
ら
ん

や
、
是
れ
大
陸
に
棲
息
す
る
者
の
多
く
享
受
す
る
能あ

た

は
ざ
る
所
、
造
化
や
日
本
の
文
人
、
詞
客
、
絵
師
、
彫
刻
家
、
風
懐
の
高
士
に
福

す
る
多
し（

11
（

こ
の
よ
う
に
、
志
賀
に
お
い
て
は
二
次
的
自
然
に
基
づ
く
過
去
の
詩
文
が
主
観
的
表
現
と
し
て
相
対
化
さ
れ
、「
気
」
の
日
本
像
も
科
学

的
観
点
か
ら
破
壊
さ
れ
る
。
そ
し
て
日
本
の
美
し
い
「
風
景
」
そ
の
も
の
が
、
一
つ
の
統
一
的
な
日
本
像
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

志
賀
は
日
本
の
優
越
性
を
、
こ
の
よ
う
な
「
風
景
」
そ
れ
自
体
が
持
つ
美
し
さ
に
求
め
る
。
志
賀
は
別
の
文
章
の
な
か
で
、
自
然
環
境
に

よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
た
「
大
和
民
族
」
の
「
国
粋
（N

ationality

）」
を
保
存
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
志
賀
は
、
自
分
が
「
彼

会
沢
氏
の
「
新
論
」、
大
橋
氏
の
「
闢
邪
小
言
」
を
拝
崇
す
る
者
に
非
ら
ず（

11
（

」（「「
日
本
人
」
が
懐
抱
す
る
処
の
旨
義
を
告
白
す
」、
明
治
二
一
年
〈
一

八
八
八
〉）
と
述
べ
て
も
い
る
。
国
粋
主
義
者
で
鳴
ら
し
た
志
賀
だ
っ
た
が
、「
日
本
」
を
め
ぐ
る
そ
の
認
識
は
す
で
に
水
戸
学
と
は
断
絶
し

た
地
点
で
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



51　齋藤公太【「国体」と「風景」】

３　

芳
賀
矢
一

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
環
境
認
識
の
変
化
は
、
伝
統
的
な
二
次
的
自
然
を
受
け
継
い
だ
か
に
見
え
る
和
歌
の
世
界
で
も
無
縁
で
は
な
か
っ

た
。
与
謝
野
鉄
幹
や
正
岡
子
規
に
よ
る
短
歌
革
新
運
動
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
と
に
明
治
二
十
年
代
前
半
に
は
萩
野
由
之
ら
に
よ
り

和
歌
改
良
論
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
従
来
の
歌
語
や
歌
材
な
ど
に
よ
る
和
歌
の
限
定
性
や
虚
構
性
が
批
判
さ
れ
、
現
実
の
物
事
や

心
情
を
非
作
為
的
に
詠
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
を
榊
祐
一
は
明
ら
か
に
し
て
い
る（

11
（

。

そ
の
一
方
で
、
明
治
期
に
は
藤
岡
作
太
郎
や
芳
賀
矢
一
ら
国
文
学
者
に
よ
り
、
日
本
人
は
「
自
然
を
愛
す
る
民
族
」
で
あ
る
と
い
う
言
説

が
確
立
さ
れ
た（

1（
（

。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
芳
賀
矢
一
『
国
民
性
十
論
』（
明
治
四
〇
年
〈
一
九
〇
七
〉）
を
見
て
お
こ
う
。
本
書
は
日
本
人
の
「
国

民
性
」
を
十
種
に
分
け
て
論
じ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
筆
頭
と
し
て
「
国
体
」
を
支
え
る
「
忠
君
愛
国
」
の
倫
理
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
と
は
別
の
「
国
民
性
」
と
し
て
、
芳
賀
は
「
草
木
を
愛
し
自
然
を
喜
ぶ
」
こ
と
も
挙
げ
る
。
芳
賀
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
「
国
民

性
」
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
和
歌
が
持
つ
力
に
他
な
ら
な
い
。

人
事
と
自
然
と
を
比
較
し
て
人
生
よ
り
直
ち
に
自
然
を
お
も
ひ
、
自
然
よ
り
直
ち
に
人
生
を
思
念
す
る
の
で
あ
る
。
之
が
和
歌
か
ら
導

か
れ
て
国
文
学
全
体
を
通
じ
て
、
軍
記
、
謡
曲
、
浄
瑠
璃
等
一
般
の
も
の
の
根
抵
を
な
し
て
居
る
。
秋
風
と
い
へ
ば
寂
し
い
事
を
連
想

し
、
春
雨
と
い
へ
ば
暖
か
い
静
か
な
感
じ
が
あ
る
。
歌
の
語
は
一
つ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
な
し
て
一
種
の
情
景
を
連
想
さ
せ
る
力

を
も
つ
て
居
る（

11
（

。

日
本
人
が
自
然
を
愛
す
る
の
は
、
自
然
現
象
と
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
が
和
歌
を
通
じ
てconvention

と
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
宣
長
の
『
排
蘆
小
船
』
と
同
じ
く
、
二
次
的
自
然
の
機
能
を
め
ぐ
る
透
徹
し
た
認
識
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
芳
賀
は
「
近
代
国
学（

11
（

」

の
継
承
者
と
し
て
、
社
会
的
に
も
萩
野
由
之
と
近
い
位
置
に
い
た
。
そ
の
よ
う
な
芳
賀
に
と
り
、
二
次
的
自
然
の
虚
構
性
を
批
判
し
た
和
歌

改
良
論
の
よ
う
な
主
張
が
、
無
視
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
芳
賀
は
次
の
よ
う
な
解
決
策
を
案
出
し
た
。
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気
候
は
温
和
で
あ
る
。
山
川
は
秀
麗
で
あ
る
。
花
紅
葉
四
季
折
々
の
風
景
は
誠
に
う
つ
く
し
い
。
か
う
い
ふ
国
土
の
住
民
が
現
生
活
に

執
着
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
四
圍
の
風
光
客
観
的
に
我
等
の
前
に
横
は
る
の
は
す
べ
て
笑
つ
て
居
る
中
に
、
住
民
が
独
り
笑
は
ず
に

は
居
ら
れ
ぬ
。V

ice	V
ersa

現
世
を
愛
し
人
生
生
活
を
楽
し
む
国
民
が
天
地
山
川
を
愛
し
自
然
に
あ
こ
が
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る（

11
（

。

二
次
的
自
然
は
虚
構
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
実
の
日
本
の
「
風
景
」
そ
の
も
の
が
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
自
然
を
愛
す
る

国
民
性
が
生
ま
れ
、
和
歌
の
よ
う
な
文
学
が
発
達
し
た
の
だ
、
と
芳
賀
は
主
張
す
る
。
日
本
人
は
皆
、「
抒
情
詩
人
で
あ
り
、
叙
景
詩
人（

11
（

」

な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
自
然
が
美
し
い
日
本
」
と
「
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
」
と
い
う
、
環
境
認
識
と
自
己
像
の
一
式
が
、「
国
体
」
か
ら
分
離
し

つ
つ
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
実
の
と
こ
ろ
『
国
民
性
十
論
』
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
四
十
年
に
は
、
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
を

起
因
と
す
る
栃
木
県
下
都
賀
郡
谷
中
村
の
強
制
廃
村
に
対
し
て
、
田
中
正
造
ら
の
抵
抗
運
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
当
時
は
す
で
に
公
害
問
題

に
よ
り
、「
国
民
」
の
間
に
も
、「
日
本
人
」
と
自
然
の
間
に
も
亀
裂
が
生
じ
て
い
た
の
だ
が
、
芳
賀
の
言
説
は
そ
れ
を
弥
縫
す
る
か
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
た
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
徳
川
時
代
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
的
世
界
観
が
徐
々
に
退
潮
す
る
に
つ
れ
、
環
境
認
識
と

自
己
像
を
規
定
す
る
二
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
二
次
的
自
然
と
「
気
」
の
日
本
像
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
は
受
容
層
を
異
に
し
つ
つ

も
、
近
世
後
期
の
水
戸
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
、「
国
体
」
を
中
心
と
す
る
日
本
像
へ
と
統
合
さ
れ
た
。

明
治
期
の
言
論
空
間
で
は
、
水
戸
学
に
由
来
す
る
「
国
体
」
の
概
念
は
継
承
さ
れ
た
も
の
の
、「
気
」
の
日
本
像
は
解
体
さ
れ
、「
国
体
」

は
日
本
の
自
然
環
境
と
は
無
関
係
の
領
域
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
西
洋
の
科
学
的
・
文
学
的
「
自
然
」
観
の
受
容
に
と
も
な
い
従
来
の

二
次
的
自
然
が
相
対
化
さ
れ
、
一
次
的
自
然
と
し
て
の
日
本
の
「
風
景
」
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
位
相
の
も
と
で
、「
美
し
い
日
本
の
自
然
」
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と
「
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
」
と
い
う
、
新
た
な
環
境
認
識
に
基
づ
く
自
己
像
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
展
開
は
本
稿
が
扱
い
う
る
範
囲
で
は
な
い
。
と
は
い
え
戦
後
に
「
国
体
」
概
念
が
失
墜
す
る
一
方
で
、
そ
れ
と
切
り
離
さ
れ
て

い
た
が
ゆ
え
に
、「
美
し
い
自
然
」
と
「
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
」
と
い
う
自
己
像
が
残
り
続
け
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
古
く
か
ら
変
わ
ら
ず
存
在
し
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
成
立
し
た
自
己
像
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
環
境
認
識
と
自
己
像
の
構
築
性
を
言
い
立
て
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
問
題
の
半
面
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
の
自
然
を
め
ぐ

る
幻
想
が
、
様
々
な
変
化
を
経
つ
つ
、
な
ぜ
か
く
も
執
拗
に
求
め
ら
れ
た
か
が
次
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
戦
後

に
坂
口
安
吾
が
述
べ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
問
題
の
所
在
に
別
の
角
度
か
ら
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

日
本
の
家
庭
は
そ
の
本
質
に
於
て
人
間
が
欠
け
て
を
り
、
生
殖
生
活
と
巣
を
営
む
本
能
が
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
日
本

の
生
活
感
情
の
主
要
な
多
く
は
、
こ
の
家
庭
生
活
の
陰
鬱
さ
を
正
義
化
す
る
た
め
に
無
数
の
タ
ブ
ー
を
つ
く
つ
て
を
り
、
そ
れ
が
又
思

惟
や
思
想
の
根
元
と
な
つ
て
、
サ
ビ
だ
の
幽
玄
だ
の
人
間
よ
り
も
風
景
を
愛
し
、
庭
や
草
花
を
愛
さ
せ
る（

11
（

。（「
デ
カ
ダ
ン
文
学
論
」
昭
和

二
一
年
〈
一
九
四
六
〉）

安
吾
の
言
葉
は
、「
風
景
」
に
対
す
る
日
本
人
の
愛
を
、
何
ら
か
の
〈
症
候
〉
と
し
て
読
み
解
く
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一

見
す
る
と
美
し
い
幻
想
の
背
後
に
あ
る
「
陰
鬱
さ
」
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
第
二
九
回
政
治
思
想
学
会
研
究
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
「
環
境
と
自
己
像
」
で
行
っ
た
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
と
修
正
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
発
表
に
関
し
て
意
見
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
科
研
費
・
若
手
研
究
「
近
代
日
本
思
想
史
と
し
て
の

「
古
典
」
研
究
─
明
治
国
学
と
日
本
浪
漫
派
を
中
心
に
─
」（
課
題
番
号
：22K

12990

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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（
1
）
以
下
「
は
じ
め
に
」
の
論
述
や
、
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
日
本
文
学
の
関
係
に
関
し
て
は
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
（
北
村
結
花
訳
）『
四
季
の
創
造
─
─

日
本
文
化
と
自
然
観
の
系
譜
』（
角
川
選
書
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
し
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
日
本
の
自
然
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
の
乖
離
と
い
う

問
題
も
含
め
、
本
稿
は
シ
ラ
ネ
の
著
作
か
ら
多
大
な
示
唆
を
受
け
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
を
日
本
思
想
史
研
究
へ
と
活
か
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

（
2
）
千
葉
徳
爾
『
増
補
改
訂　

は
げ
山
の
研
究
』（
そ
し
え
て
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（
3
）
ヤ
ニ
ス
・
ス
タ
ヴ
ラ
カ
キ
ス
（
有
賀
誠
訳
）『
ラ
カ
ン
と
政
治
的
な
も
の
』（
吉
夏
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
二
八
〜
一
三
五
頁
、
お
よ
び
一
七
三
〜
一

八
一
頁
の
議
論
を
参
照
。

（
4
）
佐
藤
弘
夫
『「
神
国
」
日
本
─
─
記
紀
か
ら
中
世
、
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
八
年
）、
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源

─
─
つ
く
ら
れ
る
〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（
角
川
選
書
、
二
〇
二
一
年
）。

（
5
）
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
［
十
七
〜
十
九
世
紀
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
第
十
五
章
を
参
照
。
近
世
の
神
国
論
の
特
色
を
概
観
し

た
論
考
と
し
て
は
、
田
尻
祐
一
郎
「
近
世
日
本
の
「
神
国
」
論
」（
片
野
達
郎
編
『
正
統
と
異
端
─
─
天
皇
・
天
・
神
』
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
九
一

年
）
が
あ
る
。

（
6
）
黒
田
日
出
男
『
龍
の
棲
む
日
本
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
7
）
横
田
冬
彦
『
日
本
近
世
書
物
文
化
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
の
第
八
章
「
近
世
の
出
版
文
化
と
〈
日
本
〉」
を
参
照
。

（
8
）
以
下
の
二
次
的
自
然
と
日
本
文
化
を
め
ぐ
る
説
明
は
シ
ラ
ネ
前
掲
『
四
季
の
創
造
』、
お
よ
び
同
「
環
境
と
二
次
的
自
然
」（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
編

『
東
ア
ジ
ア
の
自
然
観
─
─
東
ア
ジ
ア
の
環
境
と
風
俗
』
所
収
、
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。

（
9
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
二
八
頁
。
以
下
、
一
次
資
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
適
宜
振

り
仮
名
を
付
し
た
。

（
10
）
た
だ
し
こ
の
箇
所
は
、「
和
歌
こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
。
お
そ
ろ
し
き
猪
の
し
し
も
、「
ふ
す
猪
の
床
」
と
言
へ
ば
、
や
さ
し
く
な
り
ぬ
」

と
い
う
『
徒
然
草
』
第
十
四
段
の
一
節
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
（『
新
編	
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
四
四
巻
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
九
二
頁
）。

（
11
）
前
掲
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
四
二
頁
。

（
12
）
熊
野
純
彦
『
本
居
宣
長
』（
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
）
四
四
八
〜
四
五
一
頁
。

（
13
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）
三
一
一
頁
。

（
14
）
松
本
久
史
「
近
世
国
学
思
想
か
ら
見
た
共
存
の
諸
相
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
・
古
沢
広
祐
責
任
編
集
『
共
存
学
─
─
文
化
・
社

会
の
多
様
性
』
所
収
、
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
〇
〜
一
五
三
頁
。
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（
15
）
シ
ラ
ネ
前
掲
『
四
季
の
創
造
』、
一
〇
五
〜
一
〇
七
、
二
一
六
〜
二
二
二
頁
。

（
16
）
澤
井
啓
一
「「
水
土
」
論
的
指
向
性
─
─
近
世
日
本
に
成
立
し
た
支
配
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
」（
大
貫
隆
編
『
歴
史
を
問
う
３　

歴
史
と
空
間
』
所
収
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。
ま
た
、
水
土
論
に
つ
い
て
は
松
田
宏
一
郎
「「
東
洋
的
専
制
」
の
運
命
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
？
」（『
擬
制
の
論
理　

自
由
の

不
安
─
─
近
代
日
本
政
治
思
想
論
』
所
収
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
も
参
照
。

（
17
）『
風
葉
集
首
巻
』（『
神
道
大
系	

論
説
編
一
二	

垂
加
神
道
（
上
）』
所
収
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
四
年
）
三
二
六
頁
、
原
漢
文
。

（
18
）
中
村
璋
八
・
古
藤
友
子
『
新
編
漢
文
選
7　

五
行
大
義
（
上
）』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）
三
二
七
〜
三
三
〇
頁
。

（
19
）
西
川
如
見
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
前
述
の
澤
井
啓
一
と
松
田
宏
一
郎
の
論
考
の
ほ
か
、
佐
久
間
正
『
徳
川
日
本
の
思
想
形
成
と
儒

教
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
第
六
章
、
高
野
信
治
「「
世
界
」
と
「
神
国
」
─
─
西
川
如
見
の
「
天
学
」
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
九
州
史
学
研
究

会
編
『
境
界
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
所
収
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
20
）『
日
本
水
土
考
・
水
土
解
弁
・
増
補
華
夷
通
商
考
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
四
年
）
一
九
〜
二
〇
頁
。
以
下
引
用
は
こ
の
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
が
、
一

部
の
訓
読
を
改
め
た
。

（
21
）
澤
井
前
掲
「「
水
土
」
論
的
指
向
性
」、
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。
と
は
い
え
桐
原
健
真
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
々
東
方
と
い
う
方
角
に
は
『
淮
南

子
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
東
方
君
子
国
」
の
言
説
も
付
随
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（「
東
方
君
子
国
の
落
日
─
─
『
新
論
』
的

世
界
観
と
そ
の
終
焉
」『
明
治
維
新
史
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）
三
頁
。

（
22
）
前
掲
『
日
本
水
土
考
・
水
土
解
弁
・
増
補
華
夷
通
商
考
』、
二
一
頁
。

（
23
）
同
前
、
二
三
頁
。

（
24
）『
文
天
祥
全
集
』（
北
京
市
中
国
書
店
、
一
九
八
五
年
）
三
七
五
頁
。
書
き
下
し
文
は
吉
川
幸
次
郎
『
元
明
詩
概
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
六

二
〜
六
三
頁
を
参
照
。

（
25
）
渡
辺
前
掲
『
日
本
政
治
思
想
史
［
十
七
〜
十
九
世
紀
］』、
三
一
五
〜
三
一
六
頁
、
松
田
前
掲
「「
東
洋
的
専
制
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
？
」、
一
九
〜

二
三
頁
。

（
26
）
拙
著
『「
神
国
」
の
正
統
論
─
─
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
九
年
）
第
八
章
を
参
照
。

（
27
）
桐
原
前
掲
「
東
方
君
子
国
の
落
日
」、
三
頁
。

（
28
）『
日
本
思
想
大
系
五
三	

水
戸
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
五
〇
頁
。

（
29
）
桐
原
健
真
「『
新
論
』
的
世
界
観
の
構
造
と
そ
の
思
想
史
的
背
景
」（『
茨
城
県
史
研
究
』
第
九
一
号
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
七
五
〜
七
六
頁
。
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（
30
）
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
七
七
〜
七
八
頁
。
正
志
斎
は
『
西
洋
紀
聞
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
三
眼
余
考
』
を
著
し
て
お

り
、
そ
の
な
か
で
こ
の
箇
所
を
引
用
し
、「
按
ニ
天
地
万
物
皆
東
方
ヨ
リ
始
ル
コ
ト
ハ
、
蛮
夷
ト
イ
ヘ
ド
モ
是
ヲ
知
レ
リ
」（『
吉
利
支
丹
史
料
（
日
本
宗

教
講
座
）』
所
収
、
東
方
書
院
、
一
九
三
五
年
、
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
31
）『
日
本
思
想
大
系
五
三	

水
戸
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
二
七
一
頁
。

（
32
）『
東
湖
遺
稿
』（
菊
池
謙
二
郎
編
『
新
訂	

東
湖
全
集
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
）
三
六
八
頁
、
原
漢
文
。

（
33
）
桐
原
健
真
「「
常
州
水
府
の
学
」
と
し
て
の
水
戸
学
─
─
会
沢
正
志
斎
を
中
心
に
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
茨
城
の
歴
史
的
環
境
と
地
域
形
成
』

所
収
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
七
頁
。

（
34
）
松
田
前
掲
「「
東
洋
的
専
制
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
？
」、
二
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
35
）
清
水
光
明
「
尊
王
思
想
と
出
版
統
制
・
編
纂
事
業
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
九
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
36
）
苅
部
直
「
日
本
が
「
国
家
」
に
な
っ
た
と
き
─
─
水
戸
学
か
ら
主
権
論
へ
」（『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）。

（
37
）
山
口
輝
臣
「
な
ぜ
国
体
だ
っ
た
の
か
？
」（
酒
井
哲
哉
編
『
日
本
の
外
交	

第
3
巻	

外
交
思
想
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
38
）
桐
原
健
真
「
東
方
君
子
国
の
落
日
─
─
『
新
論
』
的
世
界
観
と
そ
の
終
焉
」（『
明
治
維
新
史
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）。

（
39
）
高
山
大
毅
は
こ
う
し
た
明
治
期
の
「
振
気
」
論
が
寛
政
期
に
淵
源
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（「「
振
気
」
論
へ
─
─
水
戸
学
派
と
古
賀
侗
庵

を
手
が
か
り
に
」『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年
五
月
）。
明
治
期
の
「
気
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
以
下
も
参
照
。

梶
田
明
宏
「
西
南
戦
争
以
前
の
言
説
状
況
─
─
士
族
民
権
論
を
め
ぐ
る
「
気
」
の
問
題
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
四
三
号
、
一
九
九
一
年
）、
中

村
春
作
「「
国
民
の
元
気
」
と
い
う
言
説
─
─
明
治
期
、
徳
富
蘇
峰
に
お
け
る
」（
井
上
克
人
編
著
『
豊
穣
な
る
明
治
』
所
収
、
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇

一
二
年
）。

（
40
）
小
倉
慈
司
・
山
口
輝
臣
『
天
皇
の
歴
史
9　

天
皇
と
宗
教
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
、
拙
稿
「「
国
家
神
道
」
と

教
育
勅
語
─
─
そ
の
狭
間
に
あ
る
も
の
」（
岩
波
書
店
編
集
部
編
『
徹
底
検
証　

教
育
勅
語
と
日
本
社
会
─
─
い
ま
、
歴
史
か
ら
考
え
る
』
所
収
、
岩
波

書
店
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
）。

（
41
）
内
田
芳
明
『
風
景
の
発
見
』（
朝
日
選
書
、
二
〇
〇
一
年
）
二
八
〜
三
〇
頁
。

（
42
）
柄
谷
行
人
『
定
本　

日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）。
し
か
し
無
論
、
柄
谷
の
議
論
を
現
在
も
な
お
無
批
判
に
受
け
入

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
堀
切
実
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
徳
川
期
に
お
い
て
す
で
に
二
次
的
自
然
を
超
え
た
「
風
景
」
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（「
近
世
に
お
け
る
「
風
景
」
の
発
見
─
─
柄
谷
行
人
説
を
糺
す
」『
日
本
文
学
』
五
一
巻
一
〇
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号
、
二
〇
〇
二
年
）。
ま
た
近
年
で
は
赤
坂
憲
雄
が
独
歩
と
「
和
歌
的
な
美
意
識
の
系
譜
」
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
（『
武
蔵
野
を
よ
む
』
岩
波

新
書
、
二
〇
一
八
年
、
九
〇
〜
一
〇
二
頁
）。

（
43
）『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
二
巻
（
学
習
研
究
社
、
一
九
六
四
年
）
六
八
〜
七
〇
頁
。

（
44
）
柄
谷
前
掲
『
定
本　

日
本
近
代
文
学
の
起
源
』、
六
七
〜
七
一
頁
。

（
45
）
山
本
教
彦
・
上
田
誉
志
美
『
風
景
の
成
立
─
─
志
賀
重
昂
と
『
日
本
風
景
論
』』（
海
風
社
、
一
九
九
七
年
）
一
五
一
〜
一
一
五
二
頁
。

（
46
）『
志
賀
重
昂
全
集
』
第
四
巻
（
志
賀
重
昂
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
三
九
〜
四
〇
頁
。

（
47
）
大
室
幹
雄
『
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
精
読
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）
五
一
〜
五
二
頁
。

（
48
）
同
前
、
四
六
頁
。

（
49
）『
志
賀
重
昂
全
集
』
第
一
巻
（
志
賀
重
昂
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
五
頁
。

（
50
）
榊
祐
一
「
明
治
二
十
年
代
前
半
の
和
歌
改
良
論
の
再
検
討	

─
─
和
歌
に
対
す
る
批
判
の
パ
タ
ー
ン
に
注
目
し
て
」（『
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部

会
報
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
一
年
）。

（
51
）
鈴
木
貞
美
『
日
本
人
の
自
然
観
』（
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
）
五
七
五
〜
五
八
七
頁
。

（
52
）『
明
治
文
学
全
集
』
第
四
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
二
五
四
頁
。

（
53
）
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
54
）
前
掲
『
明
治
文
学
全
集
』
第
四
四
巻
、
二
五
一
頁
。

（
55
）
同
前
、
二
五
五
頁
。

（
56
）『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
二
一
五
頁
。



一　

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
脱
植
民
地
主
義
と
太
平
洋
島
嶼
へ
の
着
目

各
種
汚
染
や
資
源
の
枯
渇
、
生
態
系
の
激
変
と
い
っ
た
環
境
破
壊
は
、
人
類
対
自
然
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
類
内
部
の
断
層
・
階

層
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
代
償
の
多
く
が
、
近
現
代
を
通
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
階
級
を
め
ぐ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
に
負
荷
さ
れ
、
地
球
規
模
で
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
再
生
産
が
助
長
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
近
年
、
人
新
世
の
標
語
と

と
も
に
「
帝
国
型
生
活
様
式
」
か
ら
の
脱
却
を
唱
え
る
論
者
は
、
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
き
今
日
の
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
根
本
か
ら
批
判

す
る（

1
（

。
そ
の
代
替
案
は
、
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
超
え
た
「
連
帯
型
生
活
様
式
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
外
部
化
要

求
や
人
種
差
別
、
家
父
長
制
的
社
会
関
係
、
自
然
の
搾
取
と
は
相
容
れ
な
い
豊
か
さ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
の
中
身
は
、
公
正
か
つ
民
主
的

な
、
ま
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
面
で
持
続
可
能
な
、
共
存
を
目
指
す
種
々
の
戦
略
・
実
践
か
ら
成
る（

2
（

。

本
稿
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
を
理
論
的
に
擁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
本
稿
は
、
既
成
の
様
々
な

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
抗
し
つ
つ
自
然
環
境
と
の
調
和
を
も
図
る
営
為
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
観
点
を
共
有
す
る
。
本
稿
の
狙
い
は
、

エ
ペ
リ
・
ハ
ウ
オ
フ
ァ
と
「
島
嶼
海
の
主
権
」

─
─ 
太
平
洋
の
自
然
を
守
護
し
、
歴
史
を
叙
述
す
る

● 

─
─
馬
路
智
仁
／
古
田
拓
也
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そ
う
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
へ
の
対
抗
と
、
環
境
保
全
を
結
び
つ
け
た
、
い
わ
ば
脱
植
民
地
主
義
的
か
つ
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
構
想
を
紡
ぎ
出
す

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
を
、
こ
こ
で
は
（D

e-colonialism

とE
cology

の
頭
文
字
を
取
っ
て
）「
Ｄ
Ｅ
構
想
」
と
仮
称
す
る
。
本
稿
は

以
上
の
目
的
に
基
づ
き
、
近
代
に
お
け
る
間
・
植
民
地
主
義
（inter-colonialism

）
の
空
間
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
の
独
立
後
も
新
植

民
地
主
義
の
圧
力
に
晒
さ
れ
て
き
た
、
中
・
南
部
太
平
洋
島
嶼
地
域
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
本
稿
が
分
析
す
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ

ス
（
資
本
主
義
周
辺
部
）
に
も
分
類
さ
れ
得
る
こ
の
島
嶼
領
域
に
お
い
て
、
単
な
る
形
式
的
独
立
以
上
の
自
律
性
を
実
現
す
る
た
め
に
先
住
民

知
識
人
が
提
起
し
た
Ｄ
Ｅ
構
想
で
あ
る
。

そ
の
際
本
稿
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
南
太
平
洋
大
学
を
拠
点
と
し
た
先
住
民
知
識
人
エ
ペ
リ
・
ハ
ウ
オ
フ
ァ
（E

peli	H
au

‘ofa,	

一
九
三
九
─
二
〇

〇
九
）
の
著
作
を
主
な
分
析
対
象
と
す
る
。
彼
の
経
歴
を
略
述
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
戦
禍
の
迫
る
パ
プ
ア
・

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
お
い
て
ト
ン
ガ
人
宣
教
師
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
一
九
六
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
大
学
で
学
士

号
（
歴
史
学
）
を
取
得
し
た
後
、
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
へ
渡
り
、
マ
ギ
ル
大
学
に
て
人
類
学
を
専
攻
し
た
。
こ
の
修
士
課
程
在
学
中

に
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
そ
こ
で
後
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
Ｖ
・
Ｓ
・
ナ
イ
ポ
ー
ル
の
初

期
の
著
作
を
読
み
、
強
く
影
響
を
受
け
た
と
い
う（

3
（

。
一
九
六
八
年
に
修
士
号
を
得
た
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
南
太
平
洋
に
戻
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
立
大
学
で
人
類
学
の
研
究
を
継
続
し
、
一
九
七
五
年
同
大
学
よ
り
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た（

4
（

。
そ
の
後
ト
ン
ガ
で
の
王
室
副
秘
書
官
と

し
て
の
勤
務
を
経
て
、
一
九
八
三
年
フ
ィ
ジ
ー
の
南
太
平
洋
大
学
に
着
任
、
一
九
九
七
年
以
降
は
同
大
学
附
属
オ
セ
ア
ニ
ア
文
化
芸
術
セ
ン

タ
ー
の
所
長
と
し
て
島
嶼
地
域
に
お
け
る
土
着
文
化
の
復
興
に
尽
力
し
た
。
今
日
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ェ
ン
ト
（
サ
モ
ア
出
身

の
文
筆
家
）、
コ
ナ
イ
・
ザ
マ
ン
（
ト
ン
ガ
生
ま
れ
の
詩
人
・
教
育
学
者
）、
ヴ
ィ
ル
ゾ
ニ
・
ヘ
レ
ニ
コ
（
ロ
ト
ゥ
マ
人
劇
作
家
・
映
画
監
督
）、
ヴ
ァ

ネ
ッ
サ
・
グ
リ
ッ
フ
ェ
ン
（
フ
ィ
ジ
ー
出
身
の
反
核
活
動
家
）、
サ
ブ
ラ
マ
ニ
（
フ
ィ
ジ
ー
人
文
芸
批
評
家
）、
テ
レ
ジ
ア
・
テ
ア
イ
ワ
（
キ
リ
バ
ス

に
ル
ー
ツ
を
持
つ
詩
人
）
ら
と
共
に
、
先
住
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
を
目
的
と
す
る
太
平
洋
研
究
（Pacific	Studies

）
の
創
造
に
最

も
貢
献
し
た
知
識
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る（

5
（

。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
風
刺
精
神
と
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
小
説
家
で
も
あ
っ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
の
首
相
（
当
時
）
カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
が
唱
え
た
「
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
」
の
浅
薄
さ
─
特
に
そ
の
掛
け
声
の
下
で
進
む
先
進
国
へ
の
精
神
的
・
経
済
的
従
属
─
を
皮
肉
っ
た
『
テ
ィ
コ
ン
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人
の
物
語
』（
一
九
八
三
年
）
や
、
排
泄
物
放
出
を
担
う
肛
門
を
太
平
洋
島
嶼
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
、
そ
の
痛
み
の
救
済
に
基
づ
い
た

反
転
世
界
を
描
く
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』（
一
九
八
七
年
）
が
、
彼
の
小
説
家
と
し
て
の
代
表
作
で
あ
る（

6
（

。
し
か
し
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
著
作

の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
九
三
年
の
ハ
ワ
イ
訪
問
を
機
に
執
筆
し
た
小
論
「
我
ら
が
島
嶼
海
（O

ur	Sea	of	Islands

）」

で
あ
ろ
う（

7
（

。
そ
れ
は
、
長
年
島
嶼
地
域
を
卑
小
化
し
て
き
た
「
ド
ー
ナ
ツ
の
穴
」
や
「
遠
い
海
の
島
々
（islands	in a far sea

）」
と
い
っ

た
大
陸
中
心
主
義
的
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
認
識
を
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
と
等
置
さ
れ
る
内
発
的
な
「
我
ら
が
島
嶼
海
（our sea of	

islands

）」
へ
反
転
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
、
彼
の
地
域
主
義
構
想
の
端
緒
で
あ
っ
た
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
か
か
る
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
の
創

出
を
通
し
て
、
政
治
的
独
立
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
充
実
し
た
精
神
的
自
律
性
、
十
全
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
そ
の
意
味
で
の
「
真

の
」
脱
植
民
地
化
＝
「
真
の
」
主
権
を
達
成
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
小
論
「
我
ら
が
島
嶼
海
」
に
続
く
彼
の
一
連
の
省
察
群
─
「
我
ら
の
中

の
大
海
（T

he	O
cean	in	U

s

）」（
一
九
九
七
年
）、「
想
起
す
べ
き
複
数
の
過
去
（Pasts	to	Rem

em
ber

）」（
二
〇
〇
〇
年
）、「
我
ら
の
内
な
る
居

場
所
（O

ur	Place	W
ithin

）」（
二
〇
〇
三
年
）
─
は
そ
う
し
た
地
域
主
義
構
想
の
具
体
的
な
展
開
で
あ
る（

8
（

。

こ
れ
ま
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
を
め
ぐ
っ
て
は
、《
先
住
民
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
幻
視
者（

9
（

》、《
太
平
洋
文
学
の
創
始
者
の
一
人（

（1
（

》、《
太
平
洋

の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド（

（（
（

》
と
い
っ
た
見
方
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
彼
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
も
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
き

た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
活
用
し
つ
つ
も
、
別
の
ハ
ウ
オ
フ
ァ
像
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
太
平
洋
環
境
の
保
全
を
唱
道
す
る

知
識
人
」
と
し
て
の
ハ
ウ
オ
フ
ァ
像
で
あ
る
。
こ
の
像
は
、
彼
が
歴
史
の
叙
述
を
重
視
し
た
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
歴
史
叙
述
に
基
づ
く
過
去
の
再
構
築
に
よ
っ
て
「
海
の
民
」
と
し
て
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
、
歴
史
叙
述
の
か
か
る
基
底
的
役
割
と
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
根
拠
と
し

て
、
自
分
た
ち
島
嶼
民
に
は
太
平
洋
の
自
然
環
境
を
保
全
す
る
責
務
（
と
権
利
）
が
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は

こ
の
よ
う
な
環
境
と
歴
史
叙
述
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
結
び
つ
け
る
彼
の
所
論
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
思
想
の
研
究
と
し

て
の
独
自
性
を
主
張
す
る
。
同
時
に
そ
の
作
業
は
、
大
海
原
に
囲
ま
れ
た
島
々
と
い
う
独
特
な
空
間
か
ら
提
起
さ
れ
た
、
一
つ
の
Ｄ
Ｅ
構
想

を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
同
時
に
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
諸
国
の
知
識
人
に
よ
る
地
域
主
義
・
国
際
主
義
構
想
を
め
ぐ
る
近
年
の
知
性
史
研
究
を
補
完
す
る
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試
み
で
も
あ
る
。
ア
ド
ム
・
ゲ
タ
チ
ュ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
研
究
分
野
の
担
い
手
は
、
ア
フ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
海
諸
国
の
黒
人
知
識
人
・

政
治
家
に
着
目
し
、
彼
ら
が
追
求
し
た
平
等
主
義
的
な
新
し
い
国
際
秩
序
を
描
き
出
す
。
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
、
ン
ナ
ム
デ
ィ
・
ア

ジ
キ
ウ
ェ
、
ジ
ュ
リ
ウ
ス
・
ニ
エ
レ
レ
、
エ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
マ
イ
ケ
ル
・
マ
ン
リ
ー
、
ラ
ル
フ
・
バ
ン
チ
な
ど
黒
人
の
反
植
民

地
主
義
者
が
求
め
た
の
は
、
単
な
る
政
治
的
独
立
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
帝
国
主
義
の
遺
制
や
経
済
的
抑
圧
、
人
種
主
義
か
ら
新
興
独
立

国
の
自
律
性
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
世
界
規
模
で
の
シ
ス
テ
ム
や
制
度
の
変
革
─
ゲ
タ
チ
ュ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
非
支
配
の

自
由
」
の
確
立
に
向
け
た
「
世
界
創
造
」
─
で
あ
っ
た（

（1
（

。
し
か
し
、
か
か
る
知
性
史
研
究
に
お
い
て
、
中
・
南
部
太
平
洋
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
知
識
人
・
政
治
家
に
よ
る
構
想
は
未
だ
分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
島
嶼
空
間
特
有
の
歴
史
的
・
地
政
学
的
・
経
済
地
理
的
条

件
に
根
ざ
し
、
さ
ら
に
大
洋
を
含
む
自
然
環
境
保
護
の
主
張
と
深
く
結
び
つ
い
た
、
独
自
の
地
域
主
義
・
国
際
主
義
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
見
過

ご
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
本
稿
は
こ
の
重
要
な
一
側
面
に
光
を
当
て
、
当
該
知
性
史
研
究
の
対
象
地
域
を
拡
大
す
る
。

以
下
本
論
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
ま
ず
第
二
節
で
は
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
を
、
①
空
間
認
識
の
転

換
、
②
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
解
体
、
③
共
有
財
産
と
し
て
の
土
着
文
化
の
復
興
、
の
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
し
そ
の
概
要
を
提
示

す
る
。
こ
の
作
業
に
基
づ
き
第
三
節
で
は
、
彼
の
地
域
主
義
構
想
の
中
核
に
海
洋
民
と
し
て
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が

位
置
す
る
点
、
ま
た
彼
が
歴
史
叙
述
に
よ
る
過
去
の
再
構
築
こ
そ
、
そ
の
確
立
に
対
し
根
本
的
土
台
を
提
供
す
る
と
考
え
て
い
た
点
を
論
証

す
る
。
そ
の
際
、
歴
史
家
・
政
治
思
想
史
家
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
。
両
者
は
と
も
に
南
太

平
洋
で
の
経
験
─
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
場
合
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
経
験
─
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
叙
述
と
主
権
的
共
同
体
の
不
可
分
的
結
び

つ
き
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
節
で
、
過
去
（
太
平
洋
史
）
の
再
構
築
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
る
自
然
環
境
保
護
の
主

張
を
分
析
す
る
。
最
後
に
終
節
で
は
、
政
治
思
想
史
上
に
お
け
る
彼
の
地
域
主
義
構
想
の
意
義
と
そ
の
限
界
を
指
摘
し
た
い
。
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二　

島
嶼
海
の
主
権
を
求
め
て
─
─
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義

１　

空
間
認
識
の
転
換

一
九
九
三
年
の
論
考
「
我
ら
が
島
嶼
海
」
は
、「
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｂ
社
会
」
と
い
う
太
平
洋
島
嶼
理
解
へ
の
憂
慮
か
ら
始
ま
る
。「
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ

Ｂ
社
会
」
と
は
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
学
者
ジ
ェ
フ
・
バ
ー
ト
ラ
ム
ら
が
、
近
代
化
論
に
代
え
て
島
嶼
地

域
へ
適
用
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
土
地
や
そ
れ
に
由
来
す
る
富
を
顕
著
に
欠
く
こ
の
小
さ
な
島
々
の
経
済
は
、「
移
住

（M
Igration

）・
送
金
（Rem

ittance
）・
援
助
（A

id

）・
官
僚
制
（Bureaucracy

）」
に
基
づ
く
資
源
配
分
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い（

（1
（

。
ハ
ウ
オ

フ
ァ
は
ま
ず
、
こ
れ
が
客
観
的
な
経
済
学
的
説
明
と
し
て
は
決
し
て
誤
り
で
な
い
と
認
め
る（

（1
（

。
し
か
し
、
そ
の
上
で
彼
が
危
惧
し
た
の
は
、

か
か
る
類
の
社
会
科
学
上
の
知
識
が
島
嶼
民
の
認
識
・
精
神
・
道
徳
に
及
ぼ
す
甚
大
な
負
の
影
響
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
そ
う
し
た

知
識
に
お
い
て
島
嶼
諸
国
が
出
口
の
無
い
脆
弱
な
存
在
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
曝
さ
れ
続
け
る
太
平
洋
島
嶼
民
の
精
神
的
無
力
化

が
進
行
し
、
彼
／
彼
女
ら
の
自
律
性
が
毀
損
さ
れ
る
と
考
え
た
。「
卑
小
化
（belittlem

ent

）」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
深
刻
化
す
れ
ば
、

「
特
別
居
留
地
や
収
容
所
に
集
め
ら
れ
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
道
徳
的
麻
痺
、
無
関
心
、
運
命
論
に
至
り
得
る（

（1
（

」。
こ

こ
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
を
悩
ま
せ
た
ジ
レ
ン
マ
が
表
れ
て
い
る
。
島
嶼
民
の
側
か
ら
見
れ
ば
社
会
科
学
知
も
、
た
と
え
客
観
的
事
実
の
説
明
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
精
神
・
道
徳
へ
の
帰
結
に
つ
い
て
（
後
述
す
る
）
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
等
し
い
機
能
を
持
ち
得
る
。
し
か
し
こ

れ
が
社
会
科
学
の
知
識
で
あ
る
以
上
、
大
学
の
教
室
で
は
そ
の
知
識
を
教
え
、「
卑
小
化
」
を
再
生
産
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
か
か
る
ジ

レ
ン
マ
に
苦
し
ん
で
い
た
。

「
我
ら
が
島
嶼
海
」
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
意
図
し
た
の
は
、
い
か
に
し
て
「
卑
小
化
」
の
も
た
ら
す
運
命
論
か
ら
脱
却
し
、
完
全
な
精
神
的

自
律
性
を
達
成
す
る
か
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
太
平
洋
の
人
々
に
向
け
て
、
さ
ら
に
ま
た
自
分
自
身
に
向
け
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
は
ま
ず
太
平
洋
の
地
理
に
注
目
し
、
こ
の
海
洋
空
間
を
め
ぐ
る
認
識
の
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
彼
自
身
の
認
識
の
転
換
で
も
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あ
っ
た
。
契
機
と
な
っ
た
の
は
一
九
九
三
年
三
月
に
ハ
ワ
イ
で
見
た
火
山
活
動
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
経
験
を
、
自
身
に
と
っ
て
の
「
ダ
マ
ス

カ
ス
へ
の
道
」
と
さ
え
呼
ぶ（

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
火
山
活
動
の
壮
大
な
景
観
─
「
遠
く
に
見
え
る
マ
ウ
ナ
・
ロ
ア
の
壮
麗
さ
」、「
今
に
も
火
を
噴

き
そ
う
な
キ
ラ
ウ
エ
ア
の
厳
め
し
い
ク
レ
ー
タ
ー
」、「
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
海
岸
に
積
も
っ
た
溶
岩
流
」
─
が
、
島
嶼
は
小
さ
く
、
取

る
に
足
ら
な
い
と
す
る
自
ら
も
囚
わ
れ
が
ち
な
見
方
を
改
め
さ
せ
、
島
々
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
強
烈
に
実
感
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。「
私
の

ま
さ
に
目
の
前
で
、
ペ
レ
〔
ハ
ワ
イ
神
話
に
お
け
る
火
山
の
女
神
〕
の
庇
護
の
下
ビ
ッ
グ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
が
巨
大
な
海
の
底
か
ら
立
ち
上
が
り
、

成
長
し
て
い
た
の
だ（

（1
（

」。
こ
こ
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
力
説
し
て
い
る
の
は
、
島
嶼
地
域
の
島
々
が
火
山
活
動
を
介
し
て
大
洋
と
一
体
と
な
り
、

常
に
変
化
・
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
太
平
洋
島
嶼
を
個
々
の
島
の
点
在
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
海
を
基
礎
と
し
て
一
体
的
に
連
結
し
た
巨
大
な

空
間
と
認
識
す
る
必
要
性
を
主
張
し
た
。
ち
っ
ぽ
け
な
島
々
で
は
な
い
。
島
々
を
抱
え
込
ん
だ
広
大
な
海
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
認
識

の
転
換
こ
そ
、
知
識
上
・
言
説
上
の
卑
小
化
圧
力
に
抗
す
る
た
め
の
礎
石
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
そ
の
転
換
が
、
島
々
を

独
立
諸
国
に
分
断
し
て
い
る
国
境
─
彼
に
お
い
て
近
代
帝
国
主
義
の
遺
制
の
象
徴
で
も
あ
る
─
や
、
そ
の
他
今
日
の
人
工
的
な
境
界
線
を
相

対
化
す
る
基
盤
を
成
す
と
強
調
す
る
。「
ポ
リ
ネ
シ
ア
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
国
々
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
貧
し
く
、
孤
立
し
て
い
る
た
め
、

意
義
あ
る
自
律
性
を
発
現
し
得
な
い
と
い
う
考
え
は
、
非
常
に
狭
い
類
の
経
済
的
・
地
理
的
決
定
論
」
に
過
ぎ
ず
、
現
実
の
「
常
民
」
が
国

境
や
経
済
の
境
界
線
を
軽
々
と
乗
り
越
え
て
い
る
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
「
世
界
拡
大
（w

orld	enlargem
ent

）
と
も
呼
び
得
る
今
日
の
進

展
を
見
落
と
し
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
境
界
線
は
、「
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
神
格
化
」
つ
ま
り
植
民
地
主
義
以
前
に
は
存
在
す
ら
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

こ
う
し
た
人
工
的
境
界
線
の
後
景
化
の
表
裏
と
し
て
、
彼
が
構
想
す
る
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
の
空
間
的
基
盤
と
な
る
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」

が
立
ち
上
が
る
。
そ
れ
は
、
分
断
・
孤
立
を
含
意
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
「
遠
い
海
の
島
々
」
で
は
な
く
、
一
体
的
な
「
島
嶼
海

（a	sea	of	islands

）」
と
互
換
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
火
山
を
は
じ
め
と
し
た
自
然
や
島
嶼
民
の
活
動
と
と
も
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
拡

大
す
る
空
間
で
あ
る
。「
オ
セ
ア
ニ
ア
世
界
は
小
さ
く
は
な
い
。
そ
れ
は
巨
大
で
あ
り
、
日
々
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

」。
言
い
換
え

る
と
「O

ceania

（
オ
セ
ア
ニ
ア
）」
は
、「
国
家
」
や
「
民
族
」
と
い
っ
た
単
位
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る“Pacific	Islands	Region ”

（
外
交
場
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裏
な
ど
で
の
公
式
の
名
称
）
の
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
点
を
特
に
強
調
す
る
。
む
し
ろ
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
は
、
そ
う
し
た
ク
ッ
ク
以
後
の

近
代
的
単
位
に
よ
っ
て
は
束
縛
さ
れ
な
い
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
流
動
的
空
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
や
文
化
的
遺
産
と
い
う
非
機

構
物
の
共
有
、
お
よ
び
こ
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
に
お
け
る
活
動
へ
の
参
画
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
、
常
民
の
世
界
で
あ
る（

1（
（

。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
れ
ば
、
今
日
こ
の
空
間
は
、
カ
ヴ
ァ
か
ら
建
築
資
材
に
至
る
ま
で
多
様
な
財
が
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
と
も
に
流
通
・

循
環
し
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
肝
要
な
こ
と
に
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
は
本
来
、
海
の
民
と
し
て
こ
こ
に
生
き
る
人
々
が
築
い
て
き
た
共
通
の
文
化
・

伝
統
に
溢
れ
た
場
所
で
あ
る（

11
（

。「
根
本
的
に
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
、
我
々
と
、
我
々
の
島
嶼
共
同
体
を
取
り
巻
く
海
と
の
間
の
適
応
的

相
互
作
用
（adaptive	interaction

）
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た（

11
（

」。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ク
ッ
ク
以
前
の
過
去
や
文
化
・
伝
統
は
、
植
民
地

支
配
の
過
程
で
「
歴
史
」
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
先
史
」
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
、
歴
史
か
ら
抹
消
・
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
海
と
の
不
可
分
的
繋
が
り
に
基
づ
く
こ
う
し
た
過
去
を
復
権
し
、
土
着
文
化
の
再
興
を
促
す
た
め
、
島
嶼
民
の
歴
史

と
現
在
を
架
橋
す
る
歴
史
叙
述
の
必
要
性
を
訴
え
る（

11
（

。
そ
れ
を
通
し
て
こ
そ
、
島
嶼
民
の
自
律
性
が
根
底
か
ら
強
化
さ
れ
、
本
当
の
脱
植
民

地
化
へ
至
る
で
あ
ろ
う
。

「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
立
ち
上
げ
る
構
想
は
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
「
我
ら
が
島
嶼
海
」
以
前
に
も
存
在
し
た
。
そ
の
中
で
先
駆
的
か
つ
最
も
影

響
力
を
有
し
た
の
は
、
サ
モ
ア
の
著
名
な
文
学
者
・
詩
人
ア
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ェ
ン
ト
が
一
九
七
六
年
に
提
示
し
た
「
新
し
い
オ
セ
ア
ニ
ア
」

で
あ
る（

11
（

。
ウ
ェ
ン
ト
の
所
論
は
、
島
嶼
先
住
民
に
よ
る
文
化
・
伝
統
の
再
構
築
、
そ
れ
を
通
し
た
彼
／
彼
女
ら
の
自
尊
、
誇
り
、
独
自
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
提
唱
す
る
点
で
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
地
域
主
義
に
確
か
な
土
台
を
提
供
し
た
（
こ
の
点
で
、
両
者
は
等
し
く
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
の
構
想
で
あ
る（

11
（

）。
他
方
で
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
構
想
は
上
述
の
よ
う
な
、
一
体
的
・
有
機
的
な
巨
大
空
間
の
設
定
と
い
う
点
で
ウ
ェ

ン
ト
か
ら
離
脱
す
る
。「
新
し
い
オ
セ
ア
ニ
ア
」
論
に
お
け
る
ウ
ェ
ン
ト
の
相
対
的
な
主
眼
が
、
文
化
・
伝
統
の
復
権
に
基
づ
く
個
々
の
独

立
島
嶼
国
の
「
創
造
的
な
国
民
形
成
（nation-building

）」
に
あ
っ
た
の
に
対
し（

11
（

、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
全
体
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
強

調
し
た
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
と
っ
て
オ
セ
ア
ニ
ア
は
、
島
嶼
国
民
国
家
の
単
な
る
寄
せ
集
め
を
超
え
る
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、（
次
節
の

サ
ー
リ
ン
ズ
批
判
と
も
関
連
す
る
が
）
オ
セ
ア
ニ
ア
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
分
断
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
概
念

で
も
あ
る（

11
（

。
彼
は
し
た
が
っ
て
、
国
籍
に
拘
ら
ず
島
嶼
民
の
多
く
に
共
有
さ
れ
る
歴
史
・
文
化
・
伝
統
や
、
国
境
を
跨
ぐ
人
的
・
物
的
可
動
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性
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ウ
ェ
ン
ト
以
上
に
前
景
化
さ
せ
る
。
こ
れ
に
基
底
的
な
纏
ま
り
を
与
え
て
い
る
の
が
海
と
い
う
環
境
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
彼
が
思
い
描
い
た
の
は
「
大
洋
の
共
同
体
」
で
あ
っ
た
。

２　

太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
解
体

ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
は
、
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却
と
そ
の
解
体
を
目
指
す
彼
自
身
の
長
年
の
取

り
組
み
の
上
に
屹
立
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
後
半
の
ブ
ー
ガ
ン
ヴ
ィ
ル
や
ク
ッ
ク
ら
に
よ
る
「
発
見
」
以
後
、
島
嶼
地
域
の
人
々
は
西
洋
側

の
（
他
者
を
製
作
す
る
）
二
分
法
化
・
再
構
成
・
テ
ク
ス
ト
化
の
実
践
を
通
し
て
、
一
方
で
は
哀
愁
を
誘
う
「
高
貴
な
野
蛮
人
」
へ
、
も
う
一

方
で
は
た
だ
野
卑
で
残
酷
な
未
開
人
へ
と
「
作
り
変
え
ら
れ
て
」
い
っ
た
。
春
日
直
樹
に
よ
れ
ば
、
太
平
洋
島
嶼
を
め
ぐ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
は
対
東
洋
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、「
海
」・「
南
」・「
島
」
の
圧
倒
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
お
よ
び
西
洋
や
世
界
の
他
地
域
と
の
遠
隔
性
・
非

連
続
性
に
起
因
す
る
、
語
り
手
の
高
い
自
由
度
と
解
放
感
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
も
、
機

能
の
面
に
お
い
て
は
対
東
洋
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
言
説
や
表
象
は
政
治
・
軍
事
・
教
育
・
宗
教
な
ど
の
諸
領
域
を

埋
め
、
島
嶼
民
の
精
神
・
道
徳
を
浸
蝕
し
、
支
配
の
編
み
目
を
整
え
る
の
で
あ
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
こ
う
し
た
言
説
・
表
象
の
罠
か
ら
抜

け
出
さ
ぬ
限
り
、
島
嶼
地
域
に
お
け
る
「
真
の
」
主
権
は
実
現
し
得
な
い
と
宣
言
し
た
。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
「
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
摘
出
を
開
始
し
た
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』

刊
行
に
先
立
つ
、
一
九
七
五
年
の
論
考
「
人
類
学
と
太
平
洋
島
嶼
の
人
々
」
に
お
い
て
で
あ
る（

1（
（

。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
で
の
博
士
号

（
人
類
学
）
取
得
直
後
で
あ
っ
た
彼
は
、
西
洋
の
人
類
学
者
が
い
か
に
こ
の
島
嶼
領
域
の
人
々
を
単
純
化
・
戯
画
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
種

主
義
を
助
長
し
続
け
て
い
る
か
、
幾
つ
か
の
具
体
例
を
挙
げ
て
非
難
し
た
。
中
で
も
彼
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
当
時
新
進
化
主
義

の
人
類
学
者
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
た
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
リ
ン
ズ
（
シ
カ
ゴ
大
学
）
の
論
文
「
貧
者
、
富
者
、
ビ
ッ
グ
マ
ン
、
首
長
」（
一

九
六
三
年
）
で
あ
る（

11
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
描
か
れ
た
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
指
導
者
（
ビ
ッ
グ
マ
ン
）
と
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
首
長
制
の
対

比
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
に
関
し
二
百
年
前
か
ら
航
海
者
や
宣
教
師
、
植
民
地
行
政
官
ら
が
な
し
て
き
た
「
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
を
美
化
し
、
メ
ラ
ネ

シ
ア
人
を
中
傷
す
」
る
伝
統
と
大
差
は
な
い（

11
（

。
し
か
し
、
南
太
平
洋
出
身
の
人
類
学
者
も
無
辜
で
は
な
い
。
彼
／
彼
女
ら
も
─
サ
ー
リ
ン
ズ
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の
よ
う
な
戯
画
化
の
積
極
的
な
実
践
者
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
─
学
術
的
訓
練
の
過
程
で
そ
う
し
た
戯
画
化
を
受
け
入
れ
、
暗
黙
裡
に
容
認

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
論
ず
る
に
、
か
か
る
無
批
判
に
よ
っ
て
「
我
々
は
我
々
の
学
問
を
貶
め
て
き
た
」。「
無
知
な
ま
ま
の

域
外
者
（ignorant	outsiders

）
が
作
成
し
た
と
ん
で
も
な
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
永
続
化
に
、
我
々
は
意
図
せ
ず
と
も
貢
献
し
て
き
た
の
で

あ
る（

11
（

」。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
る
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
攻
撃
は
、「
人
類
学
と
太
平
洋
島
嶼
の
人
々
」
後
の
著
作
の
至
る
と
こ
ろ
で
展
開

さ
れ
る
。
邦
訳
者
が
前
例
無
き
「
抱
腹
絶
倒
の
肛
門
小
説
」
と
評
す（

11
（

、
彼
の
風
刺
小
説
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』（
一
九
八
七
年
）
は
、
諧
謔

や
揶
揄
に
よ
る
そ
う
し
た
攻
撃
に
満
ち
た
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
説
は
、
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
架
空
の
島
テ
ィ
ポ
タ
に
住
む
主
人
公
オ
イ
レ

イ
・
ボ
ム
キ
ム
を
悩
ま
す
肛
門
感
染
症
を
め
ぐ
る
ド
タ
バ
タ
劇
を
主
筋
と
し
て
い
る
。
オ
イ
レ
イ
に
そ
の
治
療
を
頼
ま
れ
た
一
人
ア
ミ
ニ
・

セ
セ
は
、
生
ま
れ
故
郷
の
ヴ
ォ
ヌ
村
で
観
光
事
業
を
行
う
経
営
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
西
洋
が
南
の
島
に
押
し
つ
け
て
き
た
神
秘
性
を
逆

手
に
と
っ
て
、
ヴ
ォ
ヌ
村
を
西
洋
人
好
み
の
「
楽
園
」
リ
ゾ
ー
ト
に
作
り
変
え
、
彼
ら
の
金
を
巻
き
上
げ
る（

11
（

。
し
か
し
最
終
的
に
彼
は
、
自

身
の
神
聖
化
に
拘
る
あ
ま
り
、
人
前
で
は
カ
メ
の
甲
羅
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を

操
ろ
う
と
す
る
者
が
、
結
局
自
ら
も
そ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
風
刺
に
他
な
ら
な
い（

11
（

。
さ
ら
に
、

島
嶼
の
現
実
を
無
視
し
た
見
当
外
れ
の
分
析
を
行
う
精
神
科
医
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
を
登
場
さ
せ
、
こ
の
明

ら
か
に
フ
ロ
イ
ト
を
模
し
た
医
師
を
オ
イ
レ
イ
の
怒
り
の
的
と
し
て
表
象
す
る
の
も
、
同
種
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
風
刺
で
あ
る（

11
（

。

重
要
な
こ
と
に
、『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』
の
中
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
描
い
た
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
揶
揄
・
皮
肉
・
ジ
ョ
ー

ク
は
、
そ
れ
固
有
の
戦
略
的
意
味
を
包
含
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
歪
な
」
西
洋
の
表
象
・
言
説
を
「
笑
い
飛
ば
す
（laugh	aw

ay

）」
と
い

う
戦
略
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
認
識
的
・
精
神
的
な
拘
束
服
か
ら
抜
け
出
し
、
よ
り
自
由
に
な
る
た
め
の
非
暴
力
的
方
法
を
意
味

し
た
。
そ
の
よ
う
な
「
価
値
転
換
の
ユ
ー
モ
ア
」
は
ウ
ェ
ン
ト
ら
他
の
太
平
洋
文
学
者
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
『
お
し

り
に
口
づ
け
を
』
に
お
い
て
最
も
滑
稽
か
つ
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
喚
起
す
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
笑
い
は
、「
現
在
の
物
ご

と
の
あ
り
方
が
、
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
」
と
理
解
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る（

11
（

。
自
称
「
天
性
の
道
化
師
」
が
仕
掛
け
る
そ
う
し
た
戦
略
的

な
笑
い
は
、『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
第
一
〇
章
）
で
頂
点
を
迎
え
よ
う（

11
（

。
こ
こ
で
は
、
オ
イ
レ
イ
の
肛
門
移
植
手
術
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が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
騒
動
の
末
、
男
性
オ
イ
レ
イ
に
対
し
て
白
人

0

0

で
女
性

0

0

の
肛
門
が
宛
が
わ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
既
成
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
揶
揄
し
、
そ
れ
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
底
辺
（
肛
門
＝
廃

棄
物
放
出
の
部
位
）
か
ら
覆
し
、
人
間
の
根
本
的
な
平
等
を
訴
え
る
た
め
の
寓
意
で
も
あ
る（

1（
（

。
最
後
に
、
移
植
を
終
え
た
オ
イ
レ
イ
の
肛
門
に

「
第
三
ミ
レ
ニ
ア
ム
運
動
」
の
指
導
者
バ
ブ
が
キ
ス
を
し
、
そ
の
周
り
を
西
洋
の
医
師
（
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
）
や
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
本

書
の
登
場
人
物
が
輪
を
な
し
て
踊
り
、
物
語
は
完
結
す
る
。
そ
れ
は
、
近
代
の
植
民
地
支
配
や
新
植
民
地
主
義
下
に
お
け
る
太
平
洋
島
嶼
民

の
苦
し
み
─
主
人
公
の
肛
門
（
＝
地
球
上
で
最
も
無
価
値
の
場
所
と
い
う
認
識
の
メ
タ
フ
ァ
ー
）
の
病
い
に
仮
託
さ
れ
た
─
が
救
済
さ
れ
、
自
律
的

な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
立
ち
上
が
り
、
島
嶼
地
域
が
中
心
と
な
る
新
た
な
世
界
秩
序
の
幕
明
け
の
瞬
間
で
あ
っ
た（

11
（

。

「
我
ら
が
島
嶼
海
」
に
始
ま
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
は
、
明
確
に
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
知
的
軌
跡
の
上
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
彼
は
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
西
洋
側
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
内
）
を
取
り
払
っ
た
先
に
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
＝
「
島
嶼

海
」
を
基
盤
と
し
た
、
自
ら
の
現
実
を
構
築
す
る
内
発
的
な
主
権
的
共
同
体
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
既
存
の
い
か
な
る
「
世
界

秩
序
」
構
想
も
、
島
嶼
地
域
を
卑
小
化
す
る
大
国
中
心
主
義
的
な
言
説
で
あ
り
、
自
身
が
描
く
そ
う
し
た
反
転
世
界
と
相
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
、
内
側
か
ら
新
た
な
太
平
洋
島
嶼
像
を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
営
み
は
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
お
け
る
認
識
論
上
の
社
会

構
築
主
義
の
観
念
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
彼
が
「
想
起
す
べ
き
複
数
の
過
去
」（
二
〇
〇
〇
年
）
の
中
で
主
張
す
る
に
、「
あ
ら
ゆ
る
社
会

的
現
実
は
人
間
の
創
造
物
で
あ
る
」。「
も
し
我
々
が
我
々
自
身
の
現
実
を
構
築
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
人
々
が
我
々
に
代
わ
っ
て
そ
れ

を
な
す
で
あ
ろ
う（

11
（

」。

３　

共
有
財
産
と
し
て
の
土
着
文
化
の
復
興

ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
提
唱
す
る
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
は
、
二
つ
の
具
体
的
事
物
に
よ
っ
て
実
体
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
国
境
を
越
え
る

島
嶼
民
の
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
（
上
述
）。
も
う
一
つ
、
よ
り
基
礎
的
で
肝
要
な
の
は
、
島
嶼
地
域
に
お
け
る
過
去
か
ら
の
共

通
の
遺
産
と
し
て
の
文
化
・
伝
統
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
後
者
の
文
化
・
伝
統
は
海
の
民
と
し
て
の
島
嶼
民
の
歴
史
的
営
み
の
結
晶
で
あ

り
、
そ
の
復
興
は
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
強
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
島
嶼
民
の
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
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ク
が
さ
ら
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

11
（

。

こ
の
た
め
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
南
太
平
洋
大
学
に
お
い
て
オ
セ
ア
ニ
ア
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
の
創
設
を
主
導
し
、

こ
こ
を
拠
点
に
島
嶼
地
域
の
土
着
文
化
復
興
に
従
事
し
た
。
そ
う
し
た
文
化
の
種
類
は
、
音
楽
や
歌
、
チ
ャ
ン
ト
、
ダ
ン
ス
、
美
術
、
儀
式

か
ら
現
代
的
な
視
覚
芸
術
、
舞
台
芸
術
（
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ツ
）
ま
で
多
岐
に
わ
た
る（

11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
言
う
「
復
興
」
と
は
、

観
光
事
業
に
資
す
る
よ
う
な
「
伝
統
的
」
文
化
─
た
と
え
ば
見
世
物
と
し
て
の
カ
ー
ニ
バ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
─
の
提
供
で
も
な
け
れ
ば
、
昔
の

創
造
物
の
単
純
な
再
現
で
も
な
い
。「
復
興
」
と
は
、
島
嶼
領
域
の
歴
史
や
伝
統
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
土
着
文
化
を
変
化
す
る
現
代
の
状
況

と
結
び
つ
け
て
再
構
築
し
、
今
日
の
島
嶼
民
の
生
を
よ
り
豊
か
に
す
る
営
為
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
強
調
す
る
創
造
性
・
独
創
性
の
多
く

は
、
こ
う
し
た
「
適
応
（adaptation

）」
を
い
か
に
実
現
す
る
か
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
に
お
け
る
土
着
文
化
の
復
興
は
単
に

土
着
的
な
も
の
（the	native

）
の
再
生
産
で
は
な
く
、
タ
ル
シ
シ
ウ
ス
・
カ
ブ
タ
ウ
ラ
カ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
更
新
さ
れ
た
土
着
性
（the	

alter-native

）」
を
創
出
す
る
営
み
で
あ
っ
た（

11
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
こ
の
と
き
、
再
構
築
さ
れ
る
土
着
文
化
が
持
つ
べ
き
性
質
と
し
て
「
地
域

性
」、
言
い
換
え
る
と
「
我
々
の
民
族
的
偏
狭
さ
と
様
々
な
個
々
の
文
化
を
乗
り
越
え
る
」
共
有
性
を
力
説
す
る（

11
（

。
こ
の
主
張
は
、
彼
の
提

唱
す
る
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
が
国
家
・
国
境
・
民
族
に
囚
わ
れ
な
い
、
全
体
的
・
有
機
的
（
か
つ
拡
大
的
）
な
空
間
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

こ
の
よ
う
な
土
着
文
化
の
復
興
が
、
し
か
し
、
経
済
の
論
理
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
危
険
に
も
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
十
分
自
覚
的
で
あ
っ

た
。
言
い
換
え
る
と
、
土
着
文
化
が
単
な
る
「
見
世
物
」
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
で
あ
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
曰
く
、
観
光
客
か
ら
す
れ
ば
、
昔

そ
の
ま
ま
の
創
造
性
の
な
い
見
世
物
の
方
が
喜
ば
し
い
。
し
か
も
既
に
島
嶼
民
も
そ
う
し
た
審
美
規
準
を
模
倣
・
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
お

り
、
こ
の
地
域
独
特
の
文
化
的
創
造
物
を
適
切
に
評
価
す
る
固
有
規
範
に
欠
け
て
い
る
。「
見
世
物
」
文
化
の
維
持
は
、
こ
の
状
況
を
永
続

さ
せ
る
。「
我
々
は
未
だ
承
認
の
た
め
地
域
外
の
者
を
見
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
過
去
の
植
民
地
時
代
か
ら
の
持
続
す
る
名
残
で
あ
る（

11
（

」。
か

か
る
中
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
土
着
文
化
の
再
構
築
が
島
嶼
民
固
有
の
審
美
的
尺
度
の
涵
養
へ
と
も
繋
が
り
、
こ
の
問
題
の
克
服
に
資
す
る
と

考
え
た
。
そ
う
し
た
尺
度
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
重
要
な
社
会
原
理
、
す
な
わ
ち
「
互
恵
性
、
協
同
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
開
放
性
、
観
察

と
実
地
体
験
に
よ
る
知
識
・
技
能
の
伝
達
」
な
ど
を
反
映
し
た
も
の
と
な
ろ
う（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
内
発
的
な
審
美
眼
の
形
成
を
通
し
て
初
め

て
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
に
住
む
我
々
皆
が
自
分
た
ち
の
も
の
と
考
え
、
ま
た
域
外
者
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
」、
独
自
の
文
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化
的
創
造
物
の
繁
栄
を
望
み
う
る（

1（
（

。
真
の
意
味
で
の
土
着
文
化
の
復
興
は
、
彼
に
と
っ
て
、
太
平
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
審
美
的

規
準
の
拒
絶
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
土
着
文
化
の
復
興
は
、「
外
側
」
へ
の
対
抗
で
あ
る
と
同
時
に
、「
内
側
」
の
経
済
的
エ
リ
ー
ト
の
支
配
へ
の
対
抗
で
も
あ

る
。
経
済
的
エ
リ
ー
ト
は
、「
見
世
物
」
と
し
て
利
用
し
う
る
限
り
、
土
着
文
化
に
好
意
的
な
態
度
を
取
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ウ

オ
フ
ァ
の
「
更
新
さ
れ
た
土
着
性
」
は
、
文
化
を
経
済
的
に
利
用
と
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
企
図
へ
の
抵
抗
と
も
な
る
。
こ
の
抵
抗
は
、

『
お
尻
に
口
づ
け
を
』
で
風
刺
と
な
っ
て
現
れ
る
。
彼
は
そ
こ
で
二
種
類
の
「
医
者
」
を
登
場
さ
せ
る
。
一
つ
は
分
か
り
や
す
い
ド
ク
タ
ー

で
、
も
う
一
つ
は
、
伝
統
的
な
医
療
（
ま
じ
な
い
）
担
当
の
「
ド
ッ
ト
ー
レ
」
で
あ
る
。
ド
ク
タ
ー
は
ド
ッ
ト
ー
レ
を
軽
蔑
す
る
も
、
政
治
的

方
針
に
よ
り
、
国
際
機
関
か
ら
の
補
助
金
獲
得
の
手
段
と
し
て
、
か
つ
観
光
客
向
け
の
材
料
と
し
て
、
ド
ッ
ト
ー
レ
を
（
い
や
い
や
）
受
け
入

れ
る（

11
（

。「
ド
ッ
ト
ー
レ
」
た
ち
も
、
多
額
の
金
銭
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
満
足
す
る
。
土
着
文
化
を
「
見
世
物
」
と
し
て
保
護
す
る
政
策
が
、

最
終
的
に
は
利
益
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
て
い
る
点
を
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
こ
の
よ
う
に
風
刺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
済
的
エ
リ
ー
ト
は
、
土
着
文
化
が
経
済
振
興
に
資
さ
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
見
世
物
」
に
な
ら
な
い
と

判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
足
枷
」
と
し
て
捨
て
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
の
脅
威
は
、
一
九
七
〇
年
代
に

カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
が
標
榜
し
た
「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
」
に
お
い
て
典
型
的
に
具
現
さ
れ
た
。
実
際
マ
ラ
は
、
太
平
洋
島
嶼
地
域
特

有
の
原
則
に
基
づ
く
地
域
経
済
統
合
を
促
す
反
面
、
そ
れ
に
応
じ
た
開
発
を
進
め
る
上
で
土
着
の
文
化
・
伝
統
を
時
代
遅
れ
な
も
の
と
考

え
て
い
た
。
マ
ラ
が
重
視
し
た
の
は
、
旧
宗
主
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
地
域
大
国
、
経
済
先
進
国
と
の
連
帯
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
る
援
助
で
あ
っ
た
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
こ
の
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
を
、
脱
（de

）
植
民
地
化
に
は
程
遠
く
、
新
植
民
地
主
義
と
大
差

な
い
と
非
難
し
た（

11
（

。
彼
の
最
初
の
小
説
『
テ
ィ
コ
ン
人
の
物
語
』（
一
九
八
三
年
）
の
最
終
章
で
は
、「
オ
ー
ル
・
パ
シ
フ
ィ
キ
ウ
ェ
イ
（O

le	

Pasifikiw
ei

）」
と
い
う
─
明
ら
か
に
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
を
模
し
た
─
高
潔
な
人
物
が
、
国
際
援
助
を
求
め
る
折
衝
に
慣
れ
る
に
つ
れ
、

「
第
一
級
の
、
プ
ロ
の
乞
食
」
と
な
り
、
他
者
へ
の
従
属
を
強
め
て
い
く
様
が
描
か
れ
る（

11
（

。
そ
の
後
も
続
い
て
い
く
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ

イ
へ
の
批
判
は（

11
（

、
彼
の
目
的
、
つ
ま
り
経
済
開
発
の
中
で
の
土
着
文
化
の
消
滅
可
能
性
に
対
抗
し
、
そ
の
再
構
築
─
現
代
の
状
況
へ
の
適
応

を
図
っ
た
形
で
の
再
構
築
で
も
あ
る（

11
（

─
を
通
じ
た
内
発
的
自
律
性
の
獲
得
と
い
う
意
図
を
明
確
に
体
現
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
」
観
は
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
看
取
す
る
と
こ
ろ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
へ
の
批
判
に
繋
が
っ

て
い
く
。
彼
は
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
否
定
者
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
齎
す
疎
外=

非
人
間
化
を
憂
慮
し
て
い
た
。
現
代
の
グ
ロ
ー
バ

ル
資
本
主
義
は
「
き
わ
め
て
深
刻
で
、
機
械
的
で
、
喜
び
も
魂
も
無
い
企
て
で
あ
り
、
人
々
の
精
神
の
炎
は
初
め
の
段
階
で
消
滅
し
て
し
ま

い
、
再
び
燃
え
上
が
ら
せ
る
の
は
非
常
に
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る（

11
（

」。
し
か
し
資
本
主
義
に
基
づ
く
発
展
は
、
不
可
避
の
普
遍
的
基
準

で
は
な
く
、
彼
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
文
化
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
文
化
に
す
ぎ
な
い（

11
（

。
こ
う
し
た
認
識
を
背
景
に
ハ

ウ
オ
フ
ァ
は
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
規
模
で
の
文
化
復
興
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
精
神
的
自
律
性
の
獲
得
が
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
よ
る

非
人
間
化
を
食
い
止
め
る
防
壁
に
な
り
得
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
か
か
る
地
域
主
義
的
構
成
物
は
小
さ
な
国
家
・
民
族
へ
退
行
す

る
「
偏
狭
さ
」、
安
易
な
普
遍
主
義
の
よ
う
な
「
無
定
形
さ
」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
形
で
、
島
嶼
民
に
対
し
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
埋
没

に
抗
す
る
直
観
的
・
心
理
的
な
安
寧
、
静
謐
さ
を
提
供
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

三　

 

歴
史
叙
述
、
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
主
権

１　

島
々
を
移
動
・
巡
回
す
る
海
洋
民
と
い
う
基
礎
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

資
本
主
義
の
機
械
論
的
圧
力
に
対
し
文
化
と
い
う
精
神
的
橋
頭
保
を
対
置
す
る
以
上
の
図
式
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
橋
頭
保
を
太
平
洋
と
い
う
広
大
な
海
洋
空
間
に
置
い
た
点
に
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
独
自
性
が
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
復
興
さ
れ
る
べ

き
土
着
文
化
は
古
来
、
こ
の
大
海
と
の
間
の
相
互
作
用
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
張
の
背
後
に
は
、
太
平
洋
島
嶼

民
と
は
何
か
、
を
め
ぐ
る
彼
自
身
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
存
在
す
る
。「
我
ら
の
内
な
る
場
所
」（
二
〇
〇
三
年
）
の
冒
頭
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
ヴ
ァ

ヌ
ア
ツ
の
タ
ン
ナ
島
人
の
世
界
観
に
導
か
れ
る
形
で
、
太
平
洋
島
嶼
の
根
本
的
な
社
会
構
成
を
樹
木
と
カ
ヌ
ー
に
准
え
た
。
彼
が
語
る
に
、

こ
の
地
域
の
人
々
は
古
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
小
さ
な
島
々
の
陸
地
に
文
化
を
築
き
つ
つ
（
＝
樹
木
）、
そ
う
し
た
島
々
の
間
を
常
に
移
動

し
、
航
海
し
て
き
た
（
＝
カ
ヌ
ー
）
者
た
ち
に
他
な
ら
な
い
。
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樹
木
は
文
化
に
根
ざ
す
こ
と
を
象
徴
し
、
カ
ヌ
ー
は
散
ら
ば
る
様
々
な
島
の
人
々
を
結
び
つ
け
る
航
路
を
移
動
す
る
こ
と
を
表
象
す

る
。
カ
ヌ
ー
は
、
歴
史
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
島
か
ら
別
の
島
へ
の
旅
と
資
材
の
移
動
を
通
し
て
確
立
さ
れ
る
諸
関
係
の
発

展
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
は
、
今
日
に
お
け
る
オ
セ
ア
ニ
ア
と
周
囲
の
大
陸
や
そ
こ
の
文
化
と
の
間
の
繋
が
り
を
含
む
よ

う
に
拡
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う（

11
（

。

こ
こ
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
試
み
て
い
る
の
は
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
に
生
き
る
人
々
の
基
礎
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
措
定
で
あ
る（

1（
（

。
歴
史

上
、
彼
／
彼
女
ら
は
太
平
洋
の
島
々
を
結
ぶ
よ
う
に
旅
し
、
巡
回
し
、
海
路
を
通
じ
て
人
的
・
物
的
関
係
を
構
築
し
て
き
た
。
か
か
る
海
洋

民
と
し
て
の
営
み
は
、
今
日
に
お
け
る
太
平
洋
沿
岸
の
都
市
へ
広
が
る
「
拡
大
世
界
（expanded	w

orld

）」
の
形
成
ま
で
通
底
し
て
い
る（

11
（

。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
こ
の
よ
う
な
語
り
に
よ
っ
て
、
過
去
と
現
在
を
接
合
す
る
島
嶼
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
設
定
を
企
図
す
る
の
で
あ
る
。
彼

に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
通
時
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
基
盤
と
す
る
脱
植
民
地
化
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ

た
。「
現
存
す
る
過
去
や
歴
史
的
・
文
化
的
連
続
性
の
感
覚
が
、
我
々
の
社
会
に
お
け
る
本
質
的
に
重
要
な
構
成
要
素
な
の
で
あ
る（

11
（

」。

実
際
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
は
、
こ
の
よ
う
な
海
の
民
と
し
て
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
ま
さ

に
中
核
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
、
そ
れ
は
三
つ
の
点
で
彼
の
構
想
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
。
一
点
目
に
、
太
平
洋
の
島
々
を
移
動
・
巡
回

す
る
海
の
民
と
い
う
基
礎
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
近
代
帝
国
主
義
の
遺
制
と
し
て
の
国
境
を
拒
み
、
常
民
の
一
体
的
な
世
界
と
し
て
の

「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
の
成
立
を
─
自
然
（
海
や
火
山
）、
土
着
文
化
の
共
有
、
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
並
ん
で
─
基
礎
づ
け
て
い
る
。
加

え
て
、
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
後
二
者
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
前
提
を
成
す
と
い
う
意
味
で
さ
ら
に
根
底
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
点
目

に
、（
大
洋
・
島
々
を
移
動
す
る
民
と
い
う
）
当
該
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
特
徴
づ
け
る
国
境
横
断
的
な
可
動
性
を
生
む
そ

も
そ
も
の
原
動
力
と
言
え
る
。
裏
を
返
す
と
、
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
無
く
し
て
は
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
描
こ
う
と
す
る
、
島
嶼
領
域
か
ら
太

平
洋
外
縁
へ
拡
大
し
て
い
る
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
体
が
理
論
的
な
存
在
基
盤
を
失
う
。「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
の
具
体
的
実
体
の
一
つ

が
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
三
点
目
に
、
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
の
も
う
一
つ
の
具
体
的
実
体
で
あ
る
土
着

文
化
の
存
在
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
島
嶼
地
域
の
土
着
文
化
を
大
海
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
海
と
の
相
互
作
用
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を
通
じ
て
常
民
が
形
成
し
て
き
た
も
の
と
規
定
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
文
化
を
、
当
該
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
根
ざ
す
島
嶼
民
の
営
み

の
歴
史
的
所
産
と
考
え
て
い
る
た
め
に
他
な
ら
な
い（

11
（

。
以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
相
揃
っ
た
展
開
の
下
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
お
け
る
脱
植
民
地
化

（
＝
内
発
的
な
主
権
的
共
同
体
の
創
造
）
が
実
現
さ
れ
る
と
き
、
海
洋
民
と
し
て
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
そ
う
し
た
主
権

的
共
同
体
の
基
底
的
な
核
心
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

留
意
す
べ
き
こ
と
に
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
現
在
既
に
確
立
さ
れ
、
島

嶼
民
に
よ
っ
て
広
く
抱
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
現
代
に
お
い
て
再
構
築
す
る
た
め
、
過

去
の
復
権
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
期
よ
り
以
前
の
、「
先
史
」
と
し
て
抹
消
・
忘
却
さ
れ
た
太
平
洋
の
歴
史
の
回
復
で
あ
る
。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
帝
国
権
力
が
移
動
や
身
体
そ
の
も
の
を
束
縛
す
る
以
前
、
島
嶼
地
域
の
人
々
は
交
易
、
冒
険
、
技
術
の
交

換
、
婚
姻
、
縁
者
訪
問
か
ら
戦
闘
・
征
服
に
至
る
ま
で
様
々
な
目
的
を
も
っ
て
島
々
を
自
由
に
旅
し
、
巡
回
し
、
大
海
に
航
路
網
を
張
り
巡

ら
せ
て
い
た（

11
（

。
植
民
地
支
配
が
「
歴
史
」
の
名
の
下
に
葬
り
去
っ
た
そ
の
よ
う
な
太
平
洋
史
を
描
き
直
し
、
島
嶼
民
の
過
去
・
起
源
・
記
憶

を
取
り
戻
す
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
海
の
民
と
し
て
の
基
礎
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ウ

オ
フ
ァ
は
─
カ
ヌ
ー
に
准
え
自
ら
歴
史
を
語
る
に
先
立
っ
て
─
論
考
「
想
起
す
べ
き
複
数
の
過
去
」（
二
〇
〇
〇
年
）
の
中
で
歴
史
を
語
る
力

の
重
要
性
を
強
調
し
、
太
平
洋
史
の
再
解
釈
を
訴
え
た
。

こ
こ
で
私
は
、
我
々
の
過
去
を
探
索
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
。
我
々
が
今
よ
り
大
き
な
自
律
性
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ

ス
テ
ム
の
中
で
維
持
す
る
た
め
に
は
、
他
の
手
段
に
加
え
て
、
我
々
自
身
の
方
法
で
我
々
の
過
去
と
現
在
を
定
義
し
、
構
築
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る
。
我
々
は
、
他
者
が
我
々
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
な
す
の
に
頼
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
依
存
か
ら
自
律
性
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

か
く
し
て
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
歴
史
の
叙
述
こ
そ
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
根
本
的
に
支
え
、
も
っ
て
脱
植
民
地
化
を

可
能
に
す
る
第
一
義
的
な
営
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
お
い
て
、
歴
史
叙
述
は
本
来
的
に
き
わ
め
て
政
治
的
で
あ
る
。
こ
の
知
的
営
み
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が
、
究
極
的
な
目
標
と
し
て
、
近
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
抗
し
た
主
権
の
回
復
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
曰
く
、

「
主
流
の
歴
史
は
、
過
去
を
再
構
築
す
る
方
法
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
過
去
は
現
在
と
の
関
係
無
し
に
は
存
在
し
得
な
い
。
過
去
を
い
か
に
再

構
築
す
る
か
は
政
治
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
築
か
れ
る
様
々
な
有
効
な
選
択
肢
の
中
か
ら
選
び
と
る
行
為
で

あ
る（

11
（

」。
さ
ら
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
既
成
の
「
歴
史
」
自
体
を
問
題
視
す
る
。
近
現
代
に
確
立
さ
れ
た
「
歴
史
」
に
お
け
る
文
字
史
料
へ
の

偏
重
が
、（
歴
史
の
剥
奪
を
通
し
て
）
島
嶼
民
の
自
律
性
を
毀
損
し
て
き
た
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
自
ら
の
歴
史
を
内
側
か
ら
再
構
築
す
る
際
の

大
き
な
障
害
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
非
文
字
史
料
─
口
承
や
チ
ャ
ン
ト
な
ど
─
を
文
字
史
料
と
同
じ
く
重
要
な
情
報
源

と
み
な
す
必
要
を
提
起
す
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
歴
史
叙
述
の
肝
要
さ
を
論
じ
る
際
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
合
わ
せ
て
、
あ
る
特
定
の
時
間
概
念
を
提
案
す
る
。
彼
自
身
が
「
螺
旋

的
（spiral

）」
と
名
づ
け
る
時
間
概
念
で
あ
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
る
と
、
島
嶼
地
域
内
側
か
ら
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
依
拠
す
べ
き
は
、

西
洋
近
代
の
駆
動
力
と
な
っ
て
き
た
「
直
線
的
（linear

）」
な
い
し
「
進
歩
的
（progressive

）」
な
時
間
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、

島
嶼
民
に
と
っ
て
抑
圧
的
な
近
現
代
の
「
世
界
秩
序
」
を
下
支
え
し
て
き
た
概
念
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
か
ら
遊
離
し
た
形
で
の
経
済

発
展
・
技
術
発
展
を
促
進
し
、
今
日
地
球
環
境
を
危
機
に
陥
れ
て
い
る
時
間
意
識
で
あ
る（

11
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
他
方
で
、
自
然
と
調
和
し
た
人

間
活
動
を
支
え
、
そ
れ
に
順
序
（sequence

）
を
与
え
る
古
き
良
き
「
循
環
的
（cyclic

）」
時
間
概
念
を
そ
の
ま
ま
復
活
さ
せ
よ
う
と
意
図
す

る
わ
け
で
も
な
い
（
無
論
そ
の
よ
う
な
循
環
的
時
間
意
識
に
基
づ
く
時
代
が
過
去
に
存
在
し
た
こ
と
の
描
出
自
体
は
、
歴
史
叙
述
上
重
要
と
は
な
る
が
）。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
狙
い
と
す
る
の
は
、
過
去
と
現
在
を
架
橋
し
、
過
去
と
の
歴
史
的
連
続
性
の
感
覚
（「
現
存
す
る
過
去
」）
を
今
日
の
「
オ
セ
ア

ニ
ア
」
に
お
い
て
確
立
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
昔
の
循
環
的
概
念
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
過
去
か
ら
の
時

間
的
連
続
性
を
担
保
す
る
一
定
の
進
歩
観
を
組
み
合
わ
せ
た
「
螺
旋
的
」
時
間
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
概
念
は
同
時
に
、
近
現
代
の
技

術
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
環
境
を
保
全
し
、
自
然
と
共
生
す
る
た
め
に
そ
の
技
術
を
活
用
す
る
姿
勢
の
基
盤
と
も
な
る（

11
（

。

２　

南
太
平
洋
に
お
け
る
共
鳴
─
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
ハ
ウ
オ
フ
ァ

ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
歴
史
論
の
中
身
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
著
名
な
歴
史
家
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
そ
れ
と
対
比
し
、
彼
ら
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の
共
通
点
に
着
目
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
『
島
々
の
発
見
』（
二
〇
〇
五
年
）
に
纏
め
ら
れ
る
一
連

の
論
文
に
お
い
て
「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」
を
提
唱
し
、
そ
の
中
で
、
自
ら
の
歴
史
を
語
る
自
己
の
能
力
無
く
し
て
共
同
体
の
主
権
は
存
在

し
得
な
い
と
主
張
し
た
。「
主
権
…
は
何
に
も
ま
し
て
、
あ
る
人
間
共
同
体
が
自
分
た
ち
自
身
の
歴
史
を
統
御
す
る
様
式
で
あ
る（

1（
（

」。
こ
の
よ

う
に
歴
史
の
（
再
）
構
築
と
共
同
体
の
主
権
の
不
可
分
性
を
唱
え
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
所
論
は
、「
過
去
を
い
か
に
再
構
築
す
る
か
は
政
治
的
な

行
為
」（
上
述
）
と
言
明
し
、
島
嶼
の
人
々
自
ら
に
よ
る
過
去
の
再
構
築
と
自
律
的
主
権
の
獲
得
を
結
び
つ
け
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
主
張
と
類
似

し
て
い
る
。
無
論
、
ネ
オ
・
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
と
し
て
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
、
先
住
民
の
立
場
か
ら
脱
植
民
地
化
を

企
図
す
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
所
論
と
で
は
、
様
々
な
次
元
で
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
違
い
の
整
理
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は

と
も
に
南
太
平
洋
で
の
経
験
に
基
づ
き
提
示
さ
れ
た
両
者
の
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
主
張
の
共
鳴
に
つ
い
て
論
じ
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
歴
史
叙
述

観
の
内
容
を
よ
り
明
確
に
す
る
。

ポ
ー
コ
ッ
ク
と
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
歴
史
叙
述
観
の
主
要
な
共
通
点
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
点
目
に
、
両
者
は

と
も
に
、
再
構
築
を
試
み
る
過
去
の
始
原
的
出
来
事
の
位
置
に
、
大
洋
を
移
動
す
る
旅
、
航
海
を
据
え
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
い

う
（
本
国
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
）
対
蹠
地
の
観
点
に
基
づ
き
ブ
リ
テ
ン
史
を
語
り
直
そ
う
と
す
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
複
数
の
大

陸
で
は
な
く
、
島
や
群
島
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
間
を
「
歴
史
は
、
旅
（
航
海
）
に
よ
っ
て
移
植
さ
れ
る
」

の
で
あ
る（

11
（

。
過
去
の
始
原
に
航
海
を
位
置
づ
け
る
語
り
方
は
、
彼
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
係
争
可
能
性
に
つ
い
て
論

じ
る
と
き
、
最
も
顕
著
に
現
れ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
二
つ
の
主
体
（
マ
オ
リ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
パ
ケ
ハ
）
は
と
も
に
、
航
海
を
経
て
同
地
に

辿
り
着
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
ど
ち
ら
も
タ
ガ
タ
・
ワ
カtangata w

aka

─
船
の
民
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
記
憶
・
言
語
・
歴
史
の
な
か
に

大
洋
の
航
海
と
島
々
の
発
見discovery	of	islands

を
も
つ
人
々
」
な
の
で
あ
る（

11
（

。
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
お
い
て
歴
史
叙
述
は
、
根
源
的
に
は
皆

航
海
者
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
そ
う
し
た
流
転
の
中
に
主
体
自
ら
の
暫
定
的
な
固
定
性
─
時
間
・
空
間
軸
上
の
現
在
に
お
け
る
座
標
点

─
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
と
も
解
し
得
る
。
彼
と
類
似
し
て
ハ
ウ
オ
フ
ァ
も
、
太
平
洋
島
嶼
民
の
過
去
の
始
ま
り
に
、
大
洋
を
行
く

旅
を
設
定
し
た
。
上
述
の
よ
う
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
お
い
て
も
、
主
体
の
始
原
は
島
々
を
移
動
す
る
航
海
者
（
カ
ヌ
ー
の
民
）
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
共
通
点
と
し
て
二
つ
目
に
、
両
者
は
等
し
く
、
歴
史
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
性
や
（
そ
の
意
味
で
の
）
虚
構
性
、
不
安
定
性
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を
引
き
受
け
て
い
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
構
築
主
義
を
前
提
と
し
た
上
で
、
主
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
性
・

虚
構
性
を
指
摘
す
る
こ
と
と
、
そ
の
解
体
・
脱
構
築
を
目
論
む
こ
と
は
全
く
異
な
る
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安

定
性
を
認
め
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
そ
の
絶
え
ざ
る
再
構
築
を
行
う
自
由
を
抱
擁
す
べ
き
な
の
で
あ
る（

11
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
も
ま
た
、
歴
史
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
性
・
不
確
定
性
を
受
諾
す
る
。
論
考
「
想
起
す
べ
き
複
数
の
過
去
」
に
お
い
て
太
平
洋
史
の
再
解
釈
を
訴
え
た
直

後
、
彼
は
「
決
定
的
な
真
実
や
決
定
的
な
偽
り
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
強
調
す
る
。
我
々
が
有
す
る
の
は
、「
特
定
の
目
的
の
た
め

の
解
釈
、
一
時
的
な
合
意
、
さ
ら
に
は
押
し
つ
け
の
み
」
と
言
っ
て
よ
い（

11
（

。
こ
こ
で
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
相
手
取
っ
て
い
る
の
は
、「
誤
っ
た
」

歴
史
や
「
偽
の
」
文
化
を
摘
発
し
よ
う
と
す
る
「
あ
る
特
定
の
流
派
の
文
化
構
築
主
義
者
」
に
よ
る
「
新
た
な
覇
権
」
で
あ
っ
た
。
対
し
て

彼
が
依
拠
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
二
元
論
的
な
規
定
で
は
な
く
、「
真
実
は
柔
軟
で
交
渉
可
能
」
と
す
る
立
場
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
主

体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
性
・
不
安
定
性
を
前
提
に
し
た
上
で
、
歴
史
叙
述
に
基
づ
く
そ
れ
ら
の
再
構
築
に
改
め
て
価
値
を
見
出
す

姿
勢
は
両
者
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
。

三
点
目
と
し
て
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
同
様
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
が
内
包
す
る
歴
史
叙
述
と
い
う
営
み
自
体
の
解
体

可
能
性
を
危
惧
す
る
。
前
者
に
よ
る
と
資
本
主
義
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
疎
外
を
齎
し
、
絶
え
間
な
く
入
れ
替
わ
る
イ
メ
ー
ジ
や
シ
グ
ナ

ル
の
体
系
の
中
に
人
々
を
埋
め
込
み
、
従
属
さ
せ
得
る
。
こ
こ
で
は
彼
／
彼
女
ら
は
、
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
化
し
た
歴
史
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
商
品
の
よ
う
に
消
費
し
続
け
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
漂
う
人
間
集
団
、
凍
り
つ
い
た
人
間
集
団
は
、
ほ
と
ん
ど
歴
史
を
も
た
な
い

し
、
歴
史
を
書
く
必
要
や
意
志
な
ど
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う（

11
（

」。
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
設
定
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
」

政
治
的
状
況
を
具
現
す
る
空
間
で
も
あ
る（

11
（

。
似
た
よ
う
に
ハ
ウ
オ
フ
ァ
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
よ
っ
て
歴
史
叙
述
が
危
機
に
陥
る
事

態
を
指
摘
す
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
土
着
文
化
の
復
興
を
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
疎
外
の
防
壁
と
見
な
し
て
い
た
点
は
前
述
し
た
（
第
二

節
三
項
）。
そ
れ
と
絡
め
て
彼
は
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
文
化
的
防
波
堤
の
無
い
状
態
で
疎
外
が
進
行
し
た
な
ら
ば
、
人
々
は
歴
史
や
過
去
を
語

る
力
を
完
全
に
失
い
「
個
人
と
し
て
た
だ
立
ち
尽
く
す
の
み
」
に
な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す（

11
（

。
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四　

太
平
洋
を
保
全
す
る
責
務
─
─
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
Ｄ
Ｅ
構
想

以
上
の
よ
う
な
共
通
点
を
前
提
と
し
て
、
二
人
の
違
い
に
注
目
す
る
と
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
い
か
に
し
て
歴
史
と
自
然
環
境
を
結
び
つ
け
た

か
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
過
去
を
再
構
築
す
る
際
の
史
料
の
種
類
を
め
ぐ
る
違
い
で
あ
る
。
新
ブ
リ
テ
ン
史
の
提
唱

に
お
い
て
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
力
点
を
置
く
の
は
、「
裁
判
記
録
」・「
法
典
」・「
歴
史
書
」
を
は
じ
め
と
す
る
文
書
化
さ
れ
た
文
字
史
料
で
あ
る
。

そ
れ
ら
史
料
は
、
政
治
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
し
て
の
言
語
的
・
精
神
的
な
構
造
（「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」）
を
具
現
す
る
と
同
時
に
、

歴
史
叙
述
の
対
象
と
な
る
現
在
ま
で
の
実
践
を
保
存
す
る
「
最
大
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
集
積
」
を
成
し
て
い
る（

11
（

。
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
こ
う
し
た
記

憶
装
置
か
ら
非
文
字
史
料
を
除
外
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
周
縁
的
位
置
に
留
め
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
「
文
明
的
な
」
歴
史
叙
述
観
と
は
対
照
的
に
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
お
い
て
は
口
承

や
チ
ャ
ン
ト
、
考
古
学
上
の
発
見
と
い
っ
た
非
文
字
史
料
が
、
文
字
史
料
と
同
様
に
重
視
さ
れ
る
。「
こ
れ
ま
で
大
い
に
貶
さ
れ
て
き
た
口

頭
で
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
関
し
て
、
文
字
化
さ
れ
た
文
書
と
同
じ
よ
う
に
、
歴
史
の
拠
り
所
と
し
て
信
頼
で
き
る
（
で
き
な
い
）、
偏
っ
て
い
る

（
い
な
い
）
と
我
々
は
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
肝
要
な
の
は
、「
文
字
と
口
頭
の
両
方
に
お
け
る
膨
大
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
貯
蔵
庫
か
ら
、

我
々
の
過
去
や
歴
史
を
再
構
築
す
る
こ
と
」
に
あ
る（

1（
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
主
流
の
「
歴
史
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
非
文
字
史
料
の
地
位
を

高
め
る
こ
と
で
、
既
成
の
歴
史
概
念
に
挑
戦
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
「
接
触
」
以
前
に
あ
る
の
は
「
先
史
」
の
み
と
す
る
歴
史
観
の
転
換
を

図
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
歴
史
叙
述
を
通
じ
て
「
我
々
の
ル
ー
ツ
の
深
さ
を
主
張
し
、
我
々
の
自
律
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
固
に
す
る
」

道
筋
に
他
な
ら
な
か
っ
た（

11
（

。
し
か
も
次
に
論
じ
る
よ
う
に
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
自
身
が
訴
え
る
太
平
洋
環
境
保
護
の
観
点
に
立
つ
と
、
彼
に
お
け

る
非
文
字
史
料
の
重
視
は
、
注
目
す
べ
き
別
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
非
文
字
史
料
（
特
に
口
承
・
チ
ャ

ン
ト
）
は
周
囲
の
自
然
環
境
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
破
壊
は
自
ら
の
歴
史
の
破
壊
を
齎
す
こ
と
に
な
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

我
々
は
こ
こ
で
、「
太
平
洋
の
保
全
を
唱
道
す
る
知
識
人
」
と
し
て
の
ハ
ウ
オ
フ
ァ
像
に
辿
り
着
く
。
彼
は
「
我
ら
が
島
嶼
海
」
と
そ
れ

に
続
く
一
連
の
省
察
群
の
各
所
で
、
こ
の
大
海
の
保
護
を
提
起
す
る
。「
我
々
の
海
〔=
太
平
洋
〕
の
重
大
さ
─
と
り
わ
け
、
地
球
環
境
の
安
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定
、
世
界
の
タ
ン
パ
ク
質
需
要
の
大
き
な
割
合
へ
の
対
応
、
汚
染
の
比
較
的
少
な
い
海
域
に
お
け
る
海
洋
資
源
の
産
出
、
鉱
物
資
源
の
世

界
全
体
で
の
備
蓄
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
重
大
さ
─
が
一
層
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
」。「
我
々
の
最
も
大
切
な
役
割
は
、
こ
の
海
の
管
理
人

（custodians
）
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
」。
我
々
は
か
か
る
役
割
を
通
し
て
、「
最
も
喫
緊
な
地
球
環
境
問
題
、
す
な
わ
ち
オ
ゾ
ン
層
の

保
護
や
森
林
、
海
洋
全
体
の
保
護
」
へ
貢
献
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
地
球
に
お
け
る
生
命
の
存
続
に
寄
与
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う（

11
（

。
ハ
ウ

オ
フ
ァ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
彼
の
脱
植
民
地
化
の
た
め
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構

想
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
こ
の
と
き
彼
が
論
拠
と
し
た
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
彼
の
地
域
主
義
構
想
の
中
核
を
占

め
る
（
第
三
節
二
項
）「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
あ
る
。

ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
論
じ
る
に
、
太
平
洋
の
島
々
を
移
動
・
巡
回
す
る
海
の
民
と
い
う
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
自
然
環
境

上
の
拠
り
所
は
ま
さ
に
こ
の
太
平
洋
で
あ
る
た
め
、
当
該
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
こ
の
海
洋
環
境
を
保
全
す
る
任
務
を
含
み
持
つ
。「
我
々

の
ル
ー
ツ
、
起
源
は
海
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
…
彼
ら
〔
祖
先
〕
は
海
を
通
っ
て
や
っ
て
来
て
、
以
来
我
々
は
こ
こ
に
い
る
」。
か
か
る

「
海
を
故
郷
（hom

e

）
と
す
る
人
々
ほ
ど
、
大
洋
の
管
理
人
に
相
応
し
い
者
は
い
な
い
の
で
あ
る（

11
（

」。「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

と
太
平
洋
を
保
全
す
る
任
務
と
の
内
在
的
結
合
は
、
別
の
観
点
か
ら
も
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
基
礎
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
歴
史
叙
述
に
基
づ
く
過
去
の
再
構
築
を
通
し
て
成
立
す
る
が
ゆ
え
に
、
当
該
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奥
底
に
は
太
平
洋
島
嶼
民
の
（
ハ
ウ

オ
フ
ァ
が
念
頭
に
置
く
）
過
去
─
循
環
的
時
間
概
念
の
下
、
自
然
と
調
和
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
た
時
代
─
が
、「
現
存
す
る
過
去
」
と
し
て
存

在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
地
球
環
境
問
題
が
齎
し
得
る
、
そ
う
し
た
古
を
想
起
さ
せ
る
眼
前
の
自
然
環
境
の
劇
的
な
変
化
・

破
壊
は
、
歴
史
的
連
続
性
の
感
覚
を
掘
り
崩
し
、
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
浸
食
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
の
核
心

を
、
し
た
が
っ
て
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
目
指
す
脱
植
民
地
化
そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
事
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
太
平
洋
環
境
は
守
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
彼
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
島
嶼
民
に
と
っ
て
こ
の
大
海
は
護
る
べ
き
「
永
続
的
な
故
郷
」
で
あ
り
、
自
ら
の
歴
史
を
繋
ぎ
止
め
る

「
錨
」
な
の
で
あ
る（

11
（

。	

太
平
洋
の
保
護
を
訴
え
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
依
拠
す
る
二
つ
目
の
論
拠
は
、
上
記
一
点
目
と
関
連
し
つ
つ
も
、
こ
れ
と
区
別
可
能
な
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
歴
史
叙
述
に
お
け
る
非
文
字
史
料
の
重
要
性
を
も
う
一
つ
の
論
拠
と
す
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
る
と
、
口
承
や
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チ
ャ
ン
ト
と
い
っ
た
島
嶼
領
域
の
非
文
字
史
料
の
多
く
は
、
周
囲
の
自
然
環
境
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
内
容
を
理
解
し

得
る
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
非
文
字
史
料
が
、
具
体
的
な
環
境
─
祖
先
の
上
陸
地
、
移
動
・
移
住
ル
ー
ト
、
戦
闘
の
舞
台
な
ど
を
め
ぐ
る
風
景

や
地
勢
、
地
名
、
道
標
─
に
つ
い
て
語
り
、
あ
る
い
は
歌
い
上
げ
な
が
ら
、
過
去
の
出
来
事
を
指
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ト
ン
ガ
で
最
古
と
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ト
は
、
キ
リ
バ
ス
と
ト
ン
ガ
を
結
ぶ
航
路
の
風
景
・
地
勢
を
順
序
立
て
て
歌
い
上
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
航

海
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
非
文
字
史
料
の
中
身
は
「
風
景
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」。

そ
れ
を
通
し
て
、「
我
々
の
自
然
の
風
景
は
移
動
、
休
止
、
再
移
動
の
地
図
」
を
提
供
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

し
た
が
っ
て
太
平
洋
の
自
然
環
境
の
破
壊
は
、
非
文
字
史
料
の
解
読
・
解
釈
を
、
そ
れ
ゆ
え
過
去
の
再
構
築
を
不
可
能
な
も
の
と
す
る
。

言
い
換
え
る
と
、
そ
の
破
壊
は
、
自
ら
の
歴
史
そ
の
も
の
を
、
自
ら
の
存
在
根
拠
自
体
を
打
ち
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
あ
る
人
々
を

祖
先
よ
り
受
け
継
い
だ
自
然
環
境
か
ら
引
き
離
す
こ
と
…
は
、
彼
ら
の
伝
統
的
な
生
計
手
段
か
ら
切
り
離
す
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
一
層
重

要
な
こ
と
に
、
彼
ら
の
祖
先
、
歴
史
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
そ
し
て
彼
ら
の
存
在
の
正
当
性
に
対
す
る
究
極
の
要
求
か
ら
も
切
り
離
す
こ

と
な
の
で
あ
る（

11
（

」。
か
く
し
て
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
お
い
て
、
太
平
洋
環
境
の
保
全
は
き
わ
め
て
実
存
的
な
意
味
を
纏
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
周

囲
の
海
洋
・
自
然
環
境
を
保
護
し
な
け
れ
ば
、
島
嶼
民
は
自
ら
の
内
に
宿
る
「
現
存
す
る
過
去
」（
歴
史
的
連
続
性
の
感
覚
）
を
毀
傷
す
る
ど
こ

ろ
か
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
過
去
が
存
在
し
た
こ
と
さ
え
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
太
平
洋
に
下
ろ
し
た
「
錨
」
は
完

全
に
切
断
さ
れ
、
彼
／
彼
女
ら
は
、
主
権
的
共
同
体
の
実
現
と
は
真
逆
の
方
向
へ
た
だ
流
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
を
掲
げ
た
こ
の
ト
ン
ガ
人
の
先
住
民
知
識
人
に
お
い
て
、
脱
植
民
地
主
義
と
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
構
想

は
内
在
的
に
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
の
Ｄ
Ｅ
構
想
は
、
既
成
の
「
歴
史
」
へ
の
、
ま
た
そ
の
「
歴
史
」
が
体
現
す
る
と
さ
れ

る
直
線
的
な
時
間
概
念
、
自
然
と
遊
離
し
た
技
術
進
歩
・
経
済
発
展
、「
領
域
性（

11
（

」、
へ
の
対
抗
を
企
図
す
る
。
対
し
て
、
彼
が
擁
護
し
た
の

は
、
非
文
字
史
料
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
、
一
定
の
進
歩
観
（
過
去
と
現
在
の
架
橋
）
を
組
み
込
ん
だ
形
で
の
循
環
性
＝
螺
旋
的
時
間
概
念
、
再

構
築
さ
れ
た
過
去
に
根
ざ
す
自
然
と
の
共
生
、
自
然
環
境
と
調
和
し
た
形
で
の
技
術
の
活
用
、
そ
し
て
太
平
洋
の
保
全
で
あ
っ
た
。「
幾
世

代
に
も
わ
た
っ
て
こ
の
海
を
故
郷
と
し
て
き
た
我
ら
ほ
ど
、
こ
の
世
界
最
大
の
海
洋
の
守
護
者
（guardians

）
に
相
応
し
い
者
は
決
し
て
お

る
ま
い（

11
（

」。
こ
の
よ
う
に
喝
破
す
る
と
き
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
さ
ら
に
同
時
に
、
自
然
と
の
共
生
、
太
平
洋
の
ケ
ア
は
き
わ
め
て
実
存
的
で
、
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そ
こ
に
は
島
嶼
民
の
存
在
そ
の
も
の
が
賭
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
危
機
感
を
表
明
し
て
い
た
。

五　

結
語
─
─
政
治
思
想
史
に
お
け
る
小
さ
き
島
々

も
っ
と
も
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
描
く
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
自
体
も
い
く
つ
か
の
限
界
を
抱
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
最
も
目
に
つ
く
の
は
、

具
体
的
な
制
度
設
計
の
ほ
ぼ
完
全
な
欠
如
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
国
家
や
国
境
と
い
っ
た
人
工
的
構
築
物
に
束
縛
さ
れ
な
い
常
民
の
流
動
的

世
界
に
力
点
を
置
い
た
帰
結
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
常
民
世
界
と
不
可
分
の
自
然
環
境
、
太
平
洋
環
境
の
保
全
に
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
国
家
的
制
度
や
地
域
主
義
的
機
構
の
あ
り
様
は
、
彼
の
著
作
に
お
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
同
様
に
、
完
全
な
主
権
の
実
現

に
向
け
て
、
国
家
か
ら
国
際
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
い
か
な
る
政
策
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
政
策
構
想
も
あ
ま
り
見
当
た
ら

な
い（

11
（

。
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
強
調
す
る
土
着
文
化
や
歴
史
叙
述
、
自
然
環
境
の
保
護
は
、
主
に
精
神
・
道
徳
の
変
革
へ
の
働
き
か
け
に
他
な
ら

ず
、
彼
が
想
像
す
る
内
発
的
な
主
権
的
共
同
体
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
っ
て
我
々
が
自
由
に
呼
吸
す
る
こ
と
の
で
き
る
広

大
な
空
間
」
を
、
別
言
す
る
と
、
自
己
を
統
御
す
る
と
同
時
に
、「
気
取
り
の
な
さ
、
自
信
、
礼
節
を
も
っ
て
他
者
と
接
し
、
他
者
を
歓
迎

す
る
空
間
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

1（
（

。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
精
神
的
空
間
の
創
出
こ
そ
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
狙
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一

方
で
、
そ
う
し
た
精
神
的
空
間
で
し
か
な
か
っ
た
と
の
評
価
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
両
義
的
査
定
を
伴
う
に
せ
よ
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
主
張
が
こ
れ
ま
で
の
「
主
流
」
の
政
治
思
想
史
に
欠
け
た
視
点
を
も
た
ら
す

構
想
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
。
政
治
思
想
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
と
、
大
洋
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
々
─
陸
地
で
は
あ
る
が
、
極
小
の
陸
地
─
は

「
大
地
」
と
「
海
」
の
二
元
論
の
狭
間
に
埋
没
し
て
き
た
と
言
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
海
を
無
限
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
、「
陸
や
谷
間
は
、

人
び
と
を
土
地
に
し
ば
り
つ
け
、
人
び
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
な
か
で
生
き
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
海
は
、
か
ぎ
ら
れ
た
領
域
か

ら
の
脱
出
を
可
能
に
し
ま
す
」
と
語
る（

11
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
無
定
限
の
観
念
を
与
え
る
と
さ
れ
る
海
原
に
は
、
本
来
的
に
少
な
か
ら
ず
の

小
さ
な
島
々
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
、
彼
／
彼
女
ら
の
生
活
が
根
ざ
す
環
境
が
存
在
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
よ
う
な
島
の
生
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
大
海
に
散
ら
ば
る
小
さ
な
島
々
は
、
せ
い
ぜ
い
海
洋
権
力
イ
ギ
リ
ス
の
軍
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事
基
地
か
貿
易
上
の
補
給
港
と
想
定
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う（

11
（

。
そ
こ
に
島
固
有
の
主
体
的
な
声
は
登
場
し
な
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
、
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
な
主
張
を
内
包
す
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
主
義
構
想
は
、
政
治
思
想
史
上
の
そ
う
し
た
間
隙
か
ら
発
せ
ら
れ
た
主

体
的
声
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。
人
新
世
に
あ
っ
て
、
従
来
の
思
考
・
言
説
を
相
対
化
す
る
準
拠
点
や
別
の
参
照
軸
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

し
た
ら
、
顧
み
ら
れ
る
べ
き
一
つ
は
か
か
る
間
隙
で
あ
ろ
う
。

＊	

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
政
治
思
想
学
会
研
究
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ
「
人
新
世
の
政
治
思
想
に
向
け
て
」（
二
〇
二
二
年
五
月
二
二
日
）
の
た
め
に

提
出
し
た
報
告
原
稿
の
修
正
版
で
あ
る
。
報
告
原
稿
自
体
は
馬
路
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
準
備
に
お
い
て
、
古
田
と
共
に
資
料
・
文
献
を

読
み
、
多
く
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
交
換
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
同
原
稿
の
修
正
に
際
し
て
は
、
ま
ず
古
田
が
全
体
の
手
直
し
を
行
い
、

そ
の
後
何
度
も
馬
路
と
古
田
の
間
で
往
復
し
な
が
ら
改
訂
を
行
っ
た
。
本
稿
が
共
著
論
文
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。
共
著
と

し
て
本
学
会
誌
に
提
出
す
る
旨
、
編
集
委
員
会
に
事
前
に
照
会
し
、
許
可
頂
い
た
。
ま
た
報
告
原
稿
作
成
の
過
程
で
、
柳
愛
林
お
よ
び
上
村
剛
の
両
氏

か
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
1
）
斎
藤
幸
平
『
人
新
世
の
「
資
本
論
」』（
集
英
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ラ
ン
ト
／
マ
ー
ク
ス
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
（
中
村
健
吾
／
斎
藤
幸
平

監
訳
）『
地
球
を
壊
す
暮
ら
し
方
─
帝
国
型
生
活
様
式
と
新
た
な
搾
取
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。

（
2
）
具
体
的
な
戦
略
は
、
ブ
ラ
ン
ト
／
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
『
地
球
を
壊
す
暮
ら
し
方
』、
第
八
章
を
参
照
。

（
3
）
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
る
と
ナ
イ
ポ
ー
ル
の
作
品
は
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
自
身
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
風
刺
作
家
を
目
指
す
上
で
、
重
要
な
原
動
力

と
な
っ
た
。Geoffrey	W

hite,	 “Forew
ord, ”	in	H

au ‘ofa,	W
e A

re the O
cean: Selected W

orks	

（H
onolulu:	U

niversity	of	H
aw

ai ‘i	Press,	
2008

）,	p.	xi.

（
4
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
最
初
の
著
書
『
メ
ケ
オ
』
は
こ
の
博
士
論
文
を
基
に
し
た
も
の
で
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
少
数
民
族
・
メ
ケ
オ
人
社
会
の
近

代
化
に
伴
う
変
化
を
活
写
し
て
い
る
。Epeli	H

au ‘ofa,	M
ekeo: Inequality and A

m
bivalence in a V

illage Society	

（Canberra:	A
N

U
	Press,	

1981

）.

（
5
）T

erence	W
esley-Sm

ith,	 “Rethinking	Pacific	Studies	T
w

enty	Y
ears	O

n, ”	T
he Contem

porary Pacific	28,	no.	1	

（2016

）.	



81　馬路智仁／古田拓也【エペリ・ハウオファと「島嶼海の主権」】

（
6
）Epeli	H

au ‘ofa,	T
ales of the T

ikongs	

（H
onolulu:	U

niversity	of	H
aw

ai ‘i	Press, 1994	

［1983

］）;	Epeli	H
au ‘ofa,	K

isses in the N
ederends	

（A
uckland:	Penguin,	1987

）.	

後
者
に
は
邦
訳
が
あ
る
。
エ
ペ
リ
・
ハ
ウ
オ
フ
ァ
（
村
上
清
敏
／
山
本
卓
訳
）『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
7
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	in	W

e A
re the O

cean.

（
8
）
こ
れ
ら
も
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
論
集
『
我
ら
は
大
海
で
あ
る
』（W

e A
re the O

cean

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）Jam

es	Clifford,	R
eturns: Becom

ing Indigenous in the T
w

enty-First Century	

（Cam
bridge,	M

A
:	H

arvard	U
niversity	Press,	2013

）,	
ch.	5

（
星
埜
守
之
訳
『
リ
タ
ー
ン
ズ
─
二
十
一
世
紀
に
先
住
民
に
な
る
こ
と
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
第
五
章
）.

（
10
）
安
川
昱
『
南
太
平
洋
の
英
語
文
学
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
三
頁
、
お
よ
び
第
三
章;	

山
本
卓
「
太
平
洋
文
学
の
第
一
世

代
小
説
家
─
エ
ペ
リ
・
ハ
ウ
オ
フ
ァ
と
ア
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ェ
ン
ト
」『
金
沢
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー	

言
語
文
化
論
叢
』
第
一
四
号
（
二
〇
一
〇

年
）;	M

atthew
	Boyd	Goldie,	T

he Idea of the A
ntipodes: Place, People, and V

oices	

（N
ew

	Y
ork:	Routledge,	2010

）,	ch.	5.

（
11
）W

hite,	 “Forw
ard, ”	p.	xi;	Greg	Fry,	Fram

ing the Islands: P
ow

er and D
iplom

atic A
gency in P

acific R
egionalism

	

（Canberra:	
A

N
U

	Press,	2019

）,	pp.	10-11,	32-3.	

（
12
）
ゲ
タ
チ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
新
国
際
経
済
秩
序
（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｏ
）
が
こ
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。A

dom
	Getachew

,	W
orldm

aking after E
m

pire: 
T

he R
ise and Fall of Self -D

eterm
ination	

（Princeton:	Princeton	U
niversity	Press,	2019

）.	

他
、
重
要
な
文
献
に	Robert	V

italis,	W
hite 

W
orld O

rder, B
lack P

ow
er P

olitics: T
he B

irth of A
m

erican International R
elations	

（Ithaca:	Cornell	U
niversity	Press,	2015

）,	
chs.	5-9;	Inés	V

aldez,	T
ransnational Cosm

opolitanism
: K

ant, D
u Bois, and Justice as a Political Craft	

（Cam
bridge:	Cam

bridge	
U

niversity	Press,	2019

）,	chs.	3-5;	Florian	W
agner,	C

olonial Internationalism
 and the G

overnm
entality of E

m
pire, 1893-1982	

（Cam
bridge:	Cam

bridge	U
niversity	Press,	2022

）.		

（
13
）
そ
う
し
た
当
該
太
平
洋
空
間
に
特
有
の
諸
条
件
に
つ
い
て
は
、T

racey	Banivanua	M
ar,	D

ecolonisation and the Pacific: Indigenous 
G

lobalisation and the E
nds of E

m
pire	

（Cam
bridge:	Cam

bridge	U
niversity	Press,	2016

）.

（
14
）
た
だ
し
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｂ
モ
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
経
済
の
「
持
続
不
可
能
性
」
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。Geoff	Bertram

	and	Ray	W
atters,	

“T
he	M

IRA
B	Econom

y	in	Pacific	M
icrostates, ”	Pacific V

iew
point	25,	no.	3	

（1985

）,	p.	497;	Geoff	Bertram
,	 “T

he	M
IRA

B	M
odel	

T
w

elve	Y
ears	O

n, ”	T
he Contem

porary Pacific	11,	no.	1	

（1999

）,	p.	106.

（
15
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	29.
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（
16
）Ibid.,	p.	31.	

こ
の
論
点
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
の
論
文
が
あ
る
。V

ijay	N
adiu,	 “W

hose	Sea	of	Island?, ”	in	A
 N

ew
 

O
ceania: R

ediscovering O
ur Sea of Islands,	eds.	Eric	W

addell	et al	

（Suva:	T
he	U

niversity	of	the	South	Pacific,	1993

）	p.	50.
（
17
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	30.

（
18
）Ibid.

（
19
）Ibid.

（
20
）Ibid.

（
21
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
を
中
心
と
し
て
太
平
洋
の
縁
へ
と
広
が
る
領
域
を
指
し
、

同
時
に
、
共
有
さ
れ
る
歴
史
・
文
化
を
基
準
と
し
て
ア
ジ
ア
大
陸
や
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
と
は
一
線
を
画
す
場
所
と
な
る
。
彼
に
よ
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
は
歴
史
的
に
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
の
文
化
的
影
響
が
濃
厚
な
「
ア
ジ
ア
の
隣
接
部
」
で
あ
り
、「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
に
は
含
ま
れ

な
い
。
無
論
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
概
念
そ
の
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
源
を
有
す
が
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
こ
れ
を
戦
略
的
に
用
い
て
、「
先
史
」
時
代
の
統
一

性
を
再
充
填
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。Ibid.,	pp.	33-4;	Epeli	H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s ”	

［1997

］,	in	W
e A

re the O
cean,	pp.	50-51,	

53.	

（
22
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	pp.	35,	36.

（
23
）Ibid.,	pp.	31-4.

（
24
）H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	p.	52.

（
25
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	pp.	34-5;	Epeli	H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber ”	

［2000

］,	in	W
e A

re the O
cean,	pp.	62-3.

（
26
）A

lbert	W
endt,	 “T

ow
ards	a	N

ew
	O

ceania, ”	M
ana R

eview
: A

 South Pacific Journal of Language and Literature	1,	no.	1	

（1976

）.

（
27
）
事
実
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
、
ウ
ェ
ン
ト
の“T

ow
ards	a	N

ew
	O

ceania ”
論
文
を
「
記
念
碑
的
」
と
し
て
引
用
し
、
彼
の
見
解
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。

H
au ‘ofa,	 “T

he	O
cean	in	U

s, ”	p.	56.	

な
お
太
平
洋
文
学
に
お
け
る
ウ
ェ
ン
ト
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばM

attew
	H

ayw
ard	and	Long	

M
aebh,	 ”T

ow
ards	an	O

ceanian	M
odernism

, ”	M
odernism

/m
odernity	28,	no.	2	

（2021

）.

（
28
）W

endt,	 “T
ow

ards	a	N
ew

	O
ceania, ”	p.	51.

（
29
）John	O

’Carroll,	 “D
urable	D

ream
s, ”	in	A

 N
ew

 O
ceania,	pp.	24-5.

（
30
）
春
日
直
樹
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
春
日
編
『
オ
セ
ア
ニ
ア
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
）
第
一
章
、
七

─
一
三
頁
。
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（
31
）
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
は
一
九
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
本
稿
は
、「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
一
定
程
度
遡

及
的
に
用
い
て
い
る
。Epeli	H

au ‘ofa,	 “A
nthropology	and	Pacific	Islanders ”	

［1975

］,	in	W
e A

re the O
cean.

（
32
）Cf.	M

arshall	Sahlins,	 “Poor	M
an,	Rich	M

an,	Big-M
an,	Chief:	Political	T

ypes	in	M
elanesia	and	Polynesia, ”	Com

parative Studies 
in Society and H

istory	5,	no.	3	

（1963

）.	

本
論
文
刊
行
の
一
九
六
三
年
時
点
で
は
、
サ
ー
リ
ン
ズ
は
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
所
属
し
て
い
た
。

（
33
）H

au ‘ofa,	 “A
nthropology	and	Pacific	Islanders, ”	pp.	5-6.

（
34
）Ibid.,	pp.	6-7.	

（
35
）
山
本
卓
／
村
上
清
敏
「
訳
者
あ
と
が
き
」、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
二
三
三
頁
。

（
36
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
六
九
─
七
七
頁
。

（
37
）
山
本
卓
「
内
側
か
ら
語
る
─
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』
に
お
け
る
西
洋
性
へ
の
挑
戦
」
鹿
島
正
裕
／
倉
田
徹
編
『
国
際
学
へ
の
扉
─
異
文
化
と
の
共

生
に
向
け
て
［
改
訂
版
］』（
風
行
社
、
二
〇
一
二
年
）、
一
四
八
頁
、
も
参
照
。

（
38
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
一
六
九
頁
。
山
本
「
内
側
か
ら
語
る
」、
一
四
九
─
五
〇
頁
、
も
参
照
。
こ
う
し
た
フ
ロ
イ
ト
へ
の
批
判

も
、
サ
イ
ー
ド
の
『
フ
ロ
イ
ト
と
非-

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
』
よ
り
時
期
的
に
は
先
行
し
て
い
る
。Edw

ard	W
.	Said,	Freud and the N

on-E
uropean	

（London:	V
erso,	2003

）.

（
39
）Juniper	Ellis,	 “H

um
our	as	Indigenous	Liberation:	A

	T
attooed	A

nus	for	W
orld	Peace	in	Epeli	H

au ‘ofa ’s	K
isses	in	the	N

ederends, ”	
Journal of Postcolonial W

riting	54,	no.	5	

（2018

）,	pp.	616-7,	623.

（
40
）
こ
の
自
称
の
出
所
は
、Epeli	H

au ‘ofa,	 “T
he	W

riter	as	an	O
utsider ”	

［1984

］,	in	W
e A

re the O
cean,	p.	99.

（
41
）
オ
イ
レ
イ
は
最
終
的
に
、
普
遍
を
体
現
す
る
「
唯
一
無
二
な
る
無
限
の
存
在
」（
＝
「
肛
門
宇
宙
の
鼓
動
す
る
中
核
」）
へ
導
か
れ
る
。
ハ
ウ
オ
フ
ァ

『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
二
二
六
─
二
二
七
頁
。

（
42
）
次
の
宣
言
で
、
本
書
は
終
わ
る
。「
オ
イ
レ
イ
と
そ
の
最
下
層
の
器
官
は
、
こ
の
世
の
終
末
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
人
類
を
救
済
し
、
永
遠
の
平
和
と

繁
栄
と
幸
福
に
満
ち
た
次
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
へ
導
く
と
い
う
大
き
な
使
命
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
オ
イ
レ
イ
は
、
ブ
ル
ブ
ル
の
予
言
的
な
こ
と
ば
を
思
い
出

し
た
。『
マ
ル
ク
ス
主
義
や
共
産
主
義
が
20
世
紀
を
揺
さ
ぶ
っ
た
よ
う
に
、
汎
太
平
洋
平
和
哲
学
と
第
三
ミ
レ
ニ
ア
ム
が
21
世
紀
以
降
の
時
代
を
揺
る
が

す
の
で
す
』。
俺
の
ケ
ツ
に
キ
ス
し
ろ
っ
て
ん
だ
！
」（
ハ
ウ
オ
フ
ァ
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
二
三
〇
─
三
一
頁
）。
こ
の
結
末
は
、
具
体
的
な
政
策
に

踏
み
込
ま
ず
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
集
中
し
て
い
る
と
も
読
み
う
る
し
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
提
案
を
欠
い
た
宣
言
に
過
ぎ
な
い
と
も
読
み
う
る
。
現
実

性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
た
と
え
ばV

anessa	Griffen,	 “Putting	O
ur	M

inds	to	A
lternatives, ”	in	A

 N
ew

 O
ceania,	pp.	61-5.
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（
43
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	31.

（
44
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	p.	60.	

こ
う
し
た
社
会
構
築
主
義
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
描
く
「
オ
セ
ア
ニ
ア
」
＝
「
島
嶼
海
」

は
、
批
判
的
地
理
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
定
義
す
る
（「
絶
対
的
」・「
相
対
的
」
空
間
と
対
照
さ
れ
る
）「
関
係
的
」
空
間
に
相
当
す
る
と

指
摘
し
得
る
。D

avid	H
arvey,	 “Space	as	a	K

eyw
ord, ”	in	N

oel	Castree	and	D
erek	Gregory	eds.,	D

avid H
arvey: A

 Critical R
eader	

（Blackw
ell,	2006

）,	pp.	273-6.	

（
45
）「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
歴
史
叙
述
と
関
連
づ
け
て
次
節
に
お
い
て
展
開
す
る
。

（
46
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
は
特
に
視
覚
・
舞
台
芸
術
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Epeli	H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin ”	

［2003

］,	in	W
e A

re the 
O

cean,	pp.	85-6

か
ら
読
み
取
れ
る
。

（
47
）T

arcisius	K
abutaulaka,	 “Re-presenting	M

elanesia:	Ignorable	Savages	and	M
elanesian	A

lter-N
atives, ” T

he Contem
porary Pacific	

27,	no.	1	

（2015

）.

（
48
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	p.	86.

（
49
）Ibid.,	pp.	85-6.

（
50
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
よ
る
と
こ
れ
は
、
ダ
ン
ス
や
音
楽
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
島
嶼
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
が
具
現
す
る
共
同
体
的
・
有
機
体
的
な
美
を

見
定
め
る
審
美
眼
の
陶
冶
を
意
味
す
る
。Ibid.,	p.	85.

（
51
）Ibid.,	p.	86.

（
52
）
ハ
ウ
オ
フ
ァ
『
お
し
り
に
口
づ
け
を
』、
四
五
、
七
四
頁
。

（
53
）
後
に
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
ロ
ー
ソ
ン
も
、「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
」
は
、
大
国
か
ら
の
独
立
を
謳
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
「
植
民
地
国
と
被

植
民
地
国
の
エ
リ
ー
ト
に
共
通
す
る
階
層
と
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
観
念
を
内
包
し
た
、
保
守
的
な
言
説
」
だ
と
指
摘
し
た
（Stephanie	Law

son,	 “‘T
he	

Pacific	W
ay ’	as	Postcolonial	D

iscourse:	T
ow

ard	a	Reassessm
ent, ”	T

he Journal of Pacific H
istory	45,	no.	3	

（2010

）,	p.	299

）。
も
っ
と

も
、
む
し
ろ
そ
こ
に
マ
ラ
の
卓
越
し
た
現
実
的
政
治
感
覚
を
見
い
だ
し
、
高
く
評
価
す
る
文
献
も
あ
る
。
東
裕
「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
と
い
う
生
き

方
─
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
政
治
生
活
を
中
心
に
」
佐
藤
幸
男
編
『
太
平
洋
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』（
国
際
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。
太
平
洋
島
嶼
独
立
期
に

お
け
る
地
域
経
済
統
合
に
つ
い
て
は
、Fry,	Fram

ing the Islands,	chs.	6,	7

を
参
照
。

（
54
）H

au ‘ofa,	T
ales of the T

ikongs,	p.	93.	

安
川
『
南
太
平
洋
の
英
語
文
学
の
研
究
』、
八
六
─
八
七
頁
も
参
照
。
こ
の
よ
う
な
『
テ
ィ
コ
ン
人
の
物

語
』
は
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
太
平
洋
文
学
が
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
伝
統
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
間
の
緊
張
関
係
を
顕
著
に
反
映
す
る
作
品
で
あ
る
。M

aebh	
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Long	and	M
atthew

	H
ayw

ard,	 “‘T
he	Space	Betw

een ’:	O
ceanian	Literature	and	M

odernist	Studies, ”	H
ayw

ard	and	Long	eds.,	N
ew

 
O

ceania: M
odernism

s and M
odernities in the Pacific	

（A
bingdon:	Routledge,	2020

）.

（
55
）
彼
に
よ
れ
ば
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
は
「
エ
リ
ー
ト
主
義
の
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
あ
り
、「
皮
相
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
」。

（Epeli	H
au ‘ofa,	 “T

he	N
ew

	South	Pacific	Society ”	

［1985

］,	in	W
e A

re the O
cean,	p.	17;	H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	p.	43.

）

（
56
）
か
か
る
現
代
的
再
構
築
を
提
唱
す
る
背
後
に
は
、
伝
統
文
化
を
単
に
「
自
由
民
主
主
義
の
進
展
や
人
権
の
尊
重
に
対
す
る
障
害
」
と
見
な
す
（
ハ
ウ

オ
フ
ァ
の
規
定
に
お
け
る
）「
国
際
主
義
者
」
に
反
論
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	p.	82.

（
57
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	p.	88.	

資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ジ
ャ
ガ
ナ
ー
ト
」
に
喩
え
る
、H

au ‘ofa,	 “T
he	O

ceans	in	U
s, ”	

p.	42

も
参
照
。

（
58
）H

au ‘ofa,	 “T
he	N

ew
	South	Pacific	Society, ”	pp.	22-3.	

な
お
『
テ
ィ
コ
ン
人
の
物
語
』
に
は
、
怠
惰
な
島
民
対
策
と
し
て
、「
賢
人
会
議
」
に
派

遣
さ
れ
た
調
査
員
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
倫
理
の
導
入
を
提
案
す
る
場
面
が
あ
る
。
安
川
『
南
太
平
洋
の
英
語
文
学
の
研
究
』、
八
一
頁
。

（
59
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	p.	87.

（
60
）Ibid.,	p.	81.

（
61
）
本
稿
は
こ
の
「
基
礎
的
な
」
と
い
う
形
容
詞
を
、
ハ
ウ
オ
フ
ァ
が
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
与
え
た
二
つ
の
特
徴
を
表
す
た
め
に

用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
フ
ィ
ジ
ー
人
、
キ
リ
バ
ス
人
…
な
ど
個
人
に
お
け
る
他
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
排
除
せ
ず
、
そ
れ
ら
と
共
存
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
②
「
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
そ
れ
ら
個
別
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
底
に

あ
っ
て
、
島
嶼
民
に
広
く
共
有
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。Cf.	H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	p.	42.

（
62
）Cf.	H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	36.

（
63
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	p.	80.

（
64
）
後
の
第
四
節
に
お
い
て
挙
げ
る
が
、
航
路
・
航
海
の
様
子
を
反
映
す
る
過
去
の
チ
ャ
ン
ト
は
そ
う
し
た
土
着
文
化
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
言
え
る
。

（
65
）
た
と
え
ばH

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	33

を
参
照
。

（
66
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	p.	61.

（
67
）Ibid.,	p.	63.

（
68
）Ibid.,	pp.	63-4.

（
69
）Ibid.,	pp.	71-2.



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　86

（
70
）Ibid.,	pp.	69,	72.

（
71
）
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
（
犬
塚
元
監
訳
）『
島
々
の
発
見
─
「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」
と
政
治
思
想
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）、

三
一
四
頁
（J.	G.	A

.	Pocock,	T
he D

iscovery of Islands: E
ssays in British H

istory,	Cam
bridge:	Cam

bridge	U
niversity	Press,	2005,	p.	

243
）。
な
お
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ク
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
ブ
リ
テ
ン
史
に
お
い
て
は
、
政
治
共
同
体
内
の
分
裂
や
対
抗
政
治
化
（counter-politicization

）

の
契
機
が
周
縁
化
さ
れ
る
と
示
唆
す
る
が
、
こ
の
指
摘
は
島
嶼
共
同
体
の
歴
史
を
描
き
直
そ
う
と
す
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。	Richard	Bourke,	 “Pocock	and	the	Presuppositions	of	the	N

ew
	British	H

istory, ”	T
he H

istorical Journal	53,	no.	3	

（2010

）,	pp.	
769-70.

（
72
）
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
島
々
の
発
見
』、
二
四
頁
（p.	19

）。

（
73
）
同
上
、
三
二
四
頁
（p.	250
）。

（
74
）
同
上
、
三
四
七
頁
（p.	268
）。
犬
塚
元
「
歴
史
の
理
論
家
と
し
て
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
─
そ
の
知
的
軌
跡
に
お
け
る
政
治
・
多
元
性
・
批
判
的
知
性
の
擁

護
」『
思
想
』
第
一
一
一
七
号
（
二
〇
一
七
年
五
月
）、
一
四
二
頁
。
ま
た
、
犬
塚
元
「
訳
者
解
題
─
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
ブ
リ
テ
ン
史
」、
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
島
々

の
発
見
』、
四
二
〇
─
四
二
一
頁
、
参
照
。

（
75
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	p.	61.

（
76
）Ibid.	

こ
こ
で
の
「
あ
る
特
定
の
流
派
の
文
化
構
築
主
義
者
」
が
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
ま
だ
特
定
で
き
て
い
な
い
。

（
77
）
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
島
々
の
発
見
』、
三
六
七
頁
（p.	283
）。

（
78
）
同
上
、
第
一
五
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
脱
構
築
す
る
」（“D

econstructing	Europe, ”	in	T
he D

iscovery of Islands,	ch.	15

）。

（
79
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	pp.	70-71.

（
80
）
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
島
々
の
発
見
』、
二
九
二
頁
（p.	227

）。
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
同
上
、
四
四
─
四
七
頁
（pp.	

34-6

）、
ま
たJ.	G.	A

.	Pocock,	 “O
n	the	N

on-Revolutionary	Character	of	Paradigm
s:	A

	Self-Criticism
	and	A

fterpiece, ”	in	Politics, 
Language, and T

im
e	

（Chicago,	IL:	T
he	U

niversity	of	Chicago	Press,	1971

）,	ch.	8

を
参
照
。

（
81
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	pp.	61,	63.

（
82
）Ibid.,	p.	69.

（
83
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	37;	H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	p.	55.	

太
平
洋
の
保
全
に
基
づ
く
地
球
へ
の
貢
献
論
はH

au ‘ofa,	 “O
ur	

Place	W
ithin, ”	p.	87

で
も
展
開
さ
れ
る
。
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（
84
）H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	p.	57.

（
85
）Ibid.;	H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	p.	74.

（
86
）H

au ‘ofa,	 “Pasts	to	Rem
em

ber, ”	pp.	72-3.

（
87
）Ibid.,	p.	75.

（
88
）Cf.

「
お
そ
ら
く
領
域
性
（territoriality

）
が
、
野
蛮
な
侵
害
行
為
へ
の
最
も
強
力
な
刺
激
で
あ
る
」。「
近
代
の
大
抵
の
経
済
活
動
は
、
陸
地
を
基

盤
と
し
て
い
る
」。H

au ‘ofa,	 “T
he	O

cean	in	U
s, ”	pp.	54,	57.

（
89
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Sea	of	Islands, ”	p.	37.

（
90
）
た
だ
し
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
少
な
く
と
も
一
部
の
言
説
は
、
二
〇
一
〇
年
代
後
半
、「
ブ
ル
ー
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
」
構
想
を
め
ぐ
る
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ

ム
（Pacific	Island	Forum
）
で
の
政
策
討
議
に
取
り
込
ま
れ
た
。Fry,	Fram

ing the Islands,	p.	300.

（
91
）H

au ‘ofa,	 “O
ur	Place	W

ithin, ”	pp.	88-9.

（
92
）
ヘ
ー
ゲ
ル
（
長
谷
川
宏
訳
）『
歴
史
哲
学
講
義
（
上
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
一
五
五
─
一
五
六
頁
。

（
93
）
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
島
」
と
語
る
の
は
、
海
洋
を
支
配
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
規
模
の
国
家
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
生
松

敬
三
／
前
野
光
弘
訳
）『
陸
と
海
と
─
世
界
史
的
一
考
察
』（
慈
学
社
、
二
〇
〇
六
年
）。



一　

問
題
の
所
在
─
─
人
新
世
の
正
義
論

人
新
世
（A

nthropocene

）
と
は
、
人
間
の
活
動
が
生
態
系
を
大
き
く
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
地
質
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
以
前
か
ら
言

葉
自
体
は
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
、
大
気
化
学
者
Ｐ
・
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
が
用
い
て
広
く
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
つ
か
ら
人
新

世
が
始
ま
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
近
年
で
は
最
初
の
核
実
験
で
あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
実
験
（
一
九
四
五
年
七
月
）
を
画
期
と
す
る
こ

と
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
著
し
い
経
済
成
長
と
人
口
増
加
の
時
代
─
─
グ
レ
ー
ト
・
ア
ク
セ
ラ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
る
─
─
が
、
地
球
環
境
の
激
変
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
。

人
新
世
で
の
環
境
危
機
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
気
候
変
動
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
が
提
起

さ
れ
て
い
る
が
、
千
葉
眞
に
よ
れ
ば
、
①
持
続
可
能
な
発
展
、
②
定
常
型
経
済
、
③
脱
成
長
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
政
策
路
線
な
い
し
目
標

を
区
別
で
き
る（

1
（

。

①
持
続
可
能
な
発
展
は
、
地
球
温
暖
化
の
克
服
と
経
済
成
長
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
や

人
新
世
の
正
義
論

─
─
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か

● 

─
─
田
中
将
人
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Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
も
経
済
成
長
を
目
指
す
た
め
、
こ
の
立
場
に
分
類
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
支
持
者
の
多
い
考
え

で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
取
り
組
み
は
、
温
暖
化
ガ
ス
削
減
の
目
標
値
な
ど
の
課
題
を
共
有
し
つ
つ
も
、
実
現
へ
の
手
段
を
め
ぐ
っ

て
は
意
見
の
隔
た
り
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
原
子
力
発
電
を
有
効
だ
と
考
え
る
人
も
い
れ
ば
、
そ
の
問
題
性
を
強
調
す
る
人
も
い
る
。

②
定
常
型
経
済
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
量
的
な
拡
大
を
第
一
義
的
な
も
の
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
社
会
の
質
的
な
発
展
を
目
指
す
立
場
で
あ
る
。
代

表
的
論
者
の
Ｈ
・
Ｅ
・
デ
イ
リ
ー
は
、
ミ
ル
『
経
済
学
原
理
』
の
定
常
状
態
論
を
参
照
し
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
に
持
続
可
能
な
社
会
、
そ
し
て

そ
れ
に
適
合
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
改
善
を
主
張
す
る（

2
（

。
定
常
型
経
済
は
社
会
の
新
陳
代
謝
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
が
、
継
続
的
な
経
済

成
長
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。

③
脱
成
長
は
、
②
定
常
型
経
済
と
重
な
り
合
う
側
面
も
多
い
が
、
①
持
続
可
能
な
発
展
に
対
し
て
よ
り
批
判
的
な
立
場
で
あ
る
。
代
表
的

論
者
で
あ
る
Ｓ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
い
う
「
デ
ク
ロ
ワ
サ
ン
ス
」
─
─
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
脱
成
長
」
の
意
─
─
は
、
ま
さ
に
持
続
可
能
な
発

展
を
含
む
経
済
成
長
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
批
判
を
意
図
し
た
も
の
だ（

3
（

。
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
②
定
常
型
経
済
す
ら
そ
う
し
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
三
つ
の
な
か
で
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
考
え
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う（

4
（

。

英
米
圏
の
規
範
的
政
治
理
論
に
限
定
す
る
と
、
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
や
環
境
正
義
論
で
知
ら
れ
る
Ｊ
・
ド
ラ
イ
ゼ
ク
が
、
Ｊ
・
ピ
カ
リ

ン
グ
と
の
共
著
で
二
〇
一
九
年
に
『
人
新
世
の
政
治
学
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
ま
た
、
気

ク
ラ
イ
メ
ー
ト候

正
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス

義
の
分
野
で
は
、
一
九
九
三
年
の
段
階

で	

Ｈ
・
シ
ュ
ー
が
「
生
計
用
排
出
と
奢
侈
的
排
出
」
と
い
う
記
念
碑
的
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
今
後
ま
す
ま
す
人
新
世
の
問
題
に
照
準

し
た
規
範
理
論
研
究
が
増
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る（

5
（

。

と
こ
ろ
で
ド
ラ
イ
ゼ
ク
に
し
ろ
シ
ュ
ー
に
し
ろ
、
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
し
た
彼
ら
は
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正

義
論
』
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
分
析
的
政
治
哲
学
や
応
用
政
治
哲
学
と
い
わ
れ
る
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
展
に
お

い
て
、『
正
義
論
』
が
分
水
嶺
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
ら
は
た
し
か
に
ロ
ー
ル
ズ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
し
て
い
る
。
今
日
の

規
範
的
政
治
理
論
の
多
く
も
ま
た
、
何
ら
か
の
仕
方
で
『
正
義
論
』
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
る
。

ロ
ー
ル
ズ
の
貢
献
が
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
本
当
に
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
の
理
論
は

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
を
興
し
た
一
方
で
、
む
し
ろ
現
実
政
治
の
重
要
な
側
面
に
目
を
閉
ざ
す
傾
向
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
。
Ｋ
・
フ
ォ
レ
ス
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タ
は
、
二
〇
一
九
年
の
『
正
義
の
影
で
』（In T

he Shadow
 of Justice

）
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
は
じ
め
と
す
る
莫
大
な
資

料
の
博
捜
を
つ
う
じ
て
、
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
な
問
題
提
起
を
し
た
。
本
作
は
た
だ
ち
に
大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
。

彼
女
は
、『
正
義
論
』
を
中
心
と
し
た
二
〇
世
紀
後
半
の
規
範
理
論
の
形
成
史
・
受
容
史
を
つ
う
じ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
否

定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
理
想
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
を
前
提
と
す
る
『
正
義
論
』

は
、
道
徳
へ
の
依
拠
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
志
向
が
著
し
く
、
支
配
や
権
力
と
い
っ
た
政
治
学
の
伝
統
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
切
り
下
げ
る
き
ら
い
が

あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
そ
れ
は
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
を
背
負
い
こ
む
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
特
徴
は
、
ロ
ー
ル
ズ
へ
の
批
判
者
も
含
め
、
今
日
ま
で
の
規
範
的
政
治
理
論
全
般
に
受
け
つ
が
れ
る
。「
ロ
ー
ル
ズ
主
義
的

な
枠
組
み
は
、
い
か
な
る
種
類
の
理
論
化
が
行
わ
れ
う
る
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
種
類
の
政
治
が
想
像
さ
れ
う
る
か
に
た
い
し
て
、
制
約
と

し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」（ISJ	275

）。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
気
候
変
動
を
は
じ
め
と
す
る
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
代
の
規
範
的
政
治
理
論
は
、
い
わ
ば
『
正
義
論
』
の
影
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な
い
。

『
正
義
の
影
で
』
は
、
規
範
理
論
の
系
譜
学
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
歴
史
化
・
相
対
化
を
試
み
る
論
争
の
書
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
し
て
比
較
的
近
い
過
去
を
扱
う
が
ゆ
え
に
、
論
述
が
ス
ウ
ィ
ー
ピ
ン
グ
に
な
っ
て
い
る
感

は
否
め
な
い
。
本
論
文
で
も
彼
女
の
提
示
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
の
ち
に
指
摘
す
る
。

以
上
の
話
を
ま
と
め
よ
う
。
一
方
で
は
人
新
世
（
と
り
わ
け
気
候
変
動
）
に
つ
い
て
の
新
た
な
正
義
論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で

は
『
正
義
論
』
の
有
効
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
問
題
設
定
は
、
近
年
の
重
要
な
研
究
潮
流
で
あ
る
両
者
を
結
ぶ
こ
と
か
ら

導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
新
世
の
正
義
論
の
考
察
に
お
い
て
『
正
義
論
』
は
ま
だ
有
効
な
も
の
た
り
え
る
か

0
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0

0

0

0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し

て
私
は
、
こ
の
問
い
に
肯
定
的
な
答
え
を
あ
た
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、『
正
義
論
』
が
道
徳
心
理
学
（
動
機
づ
け
）
の
問
題
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
を
先
だ
っ
て
強
調
し
て
お
き
た
い（

6
（

。

と
は
い
え
、
気
候
変
動
へ
の
対
処
も
『
正
義
論
』
の
再
検
討
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
論
考
で
す
べ
て
を
扱
い
き
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
次
の
よ
う
に
議
論
を
限
定
す
る
。
ま
ず
、
気
候
変
動
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ル
や
制
度
で
は
な
く
、
動
機
づ

け
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
つ
ま
り
「
気
候
正
義
に
か
な
っ
た
ル
ー
ル
や
制
度
は
い
か
な
る
も
の
か
」
で
は
な
く
、「
な
ぜ
私
た
ち
は
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将
来
世
代
を
気
遣
う
の
か
」
と
い
う
問
い
を
考
察
す
る（

7
（

。
次
に
、『
正
義
論
』
に
つ
い
て
は
、
世
代
間
正
義
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
と
く
に

フ
ォ
レ
ス
タ
た
ち
が
問
題
視
す
る
「
経
済
成
長
に
つ
い
て
の
楽
観
的
な
想
定
」
を
考
察
し
た
い
。
以
下
で
は
、
順
番
を
逆
転
さ
せ
て
、『
正

義
論
』
を
再
検
討
し
た
後
、
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
議
論
を
世
代
間
正
義
論
に
則
し
て
整
理
す
る
（
第
二
節
）。
次
に
、『
正
義
論
』

が
過
度
の
経
済
成
長
を
前
提
し
て
い
る
と
す
る
彼
女
の
批
判
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
説
得
的
で
な
い
と
応
答
す
る
（
第
三
節
）。
さ
ら
に
、

フ
ォ
レ
ス
タ
と
通
じ
る
問
題
関
心
か
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
思
想
の
特
徴
を
〈
成
長
の
神
義
論
〉
に
な
ぞ
ら
え
る	

Ｓ
・
ア
イ
ヒ
に
対
し
て
、〈
差
異

の
神
義
論
〉
と
い
う
代
替
的
な
構
想
を
提
示
す
る
（
第
四
節
）。
私
の
解
釈
で
は
、『
正
義
論
』
は
著
し
い
経
済
成
長
を
前
提
す
る
も
の
で
は

な
い
し
、
基
底
を
な
す
観
念
は
「
成
長
」
で
は
な
く
「
差
異
」
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
ロ
ー
ル
ズ
理
論
か
ら
導
く
こ
と
の
で
き

る
積
極
的
な
議
論
と
し
て
、
Ｓ
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
に
拠
り
つ
つ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
理
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
五
節
）。
最
後
に
、
結
論

と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二　

現
代
規
範
理
論
の
系
譜
学
─
─
『
正
義
の
影
で
』

『
正
義
の
影
で
』
は
、
規
範
的
政
治
理
論
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
初
の
包
括
的
な
通
史
と
い
っ
て
よ
い
。
若
き
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
形
成

に
始
ま
り
、
一
九
七
一
年
の
『
正
義
論
』
成
立
を
経
て
、
二
一
世
紀
に
ま
で
い
た
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
問
題
史
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

代
表
的
な
論
者
や
テ
ー
マ
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
知
見
や
見
通
し
は
高
い
評
価
に
値
す
る
。

最
初
に
、
少
し
長
め
の
引
用
に
な
る
が
結
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
正
義
論
』
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
フ
ォ
レ
ス
タ
の
評

価
は
否
定
的
な
も
の
だ
。

「
政
治
は
変
化
の
只
中
に
あ
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
免
れ
た
金
融
組
織
、
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
上
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
、
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
変
化
、
そ
し
て
気
候
変
動
。
こ
れ
ら
が
形
成
す
る
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
の
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
議
申
し
立
て
と
新
し
い
寡
頭
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勢
力
と
の
戦
い
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
。
リ
ベ
ラ
ル
な
哲
学
者
は
こ
の
新
た
な
変
化
を
扱
う
た
め
の
ツ
ー
ル
を
い
く
ら
か
は
携
え
て

い
る
。
だ
が
、
私
た
ち
の
問
い
は
新
た
な
枠フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク

組
み
を
も
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
自
身
と
は
極
め
て
異
な
っ
た
思
想
戦
の
時
期
に

創
ら
れ
た
枠
組
み
と
は
、
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
二
〇
世
紀
後
半
を
支
配
し
た
哲
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
、
政
治
哲

学
者
の
基
本
資
源
で
は
な
く
、
多
数
の
教
義
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
。
そ
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
理
論
を
政
治
思
想
史
の
独

立
し
た
ひ
と
つ
の
章
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
き
時
が
お
そ
ら
く
は
到
来
し
た
の
だ
。
そ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が
利
用

可
能
な
過
去
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
理
論
と
同
様
、
そ
の
時
代
の
産
物
な
の
だ
か
ら
」（ISJ 279

）

た
し
か
に
『
正
義
論
』
が
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
時
代
は
存
在
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ォ

レ
ス
タ
は
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
に
お
い
て
こ
の
主
張
の
論
証
を
試
み
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
気
候
変
動
」
に
ま
つ
わ
る
論
点
に
話
を
限

定
す
る
。
そ
れ
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
人
口
や
環
境
の
問
題
を
捉
え
た
の
か
。
こ
の
論
点
を
主
題
と
す
る
の
が
、『
正

義
の
影
で
』
第
六
章
「
未
来
の
問
題
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
フ
ォ
レ
ス
タ
の
議
論
を
整
理
し
、
次
節
で
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

要
点
は
こ
う
な
る
。
戦
後
二
〇
年
余
り
の
例
外
的
で
前
例
の
な
い
経
済
成
長
の
想
定
に
よ
っ
て
、『
正
義
論
』
は
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
は
ま
さ
に
『
正
義
論
』
が
出
版
さ
れ
た
時
点
で
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ロ
ー
ル
ズ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
者
は
、
一
部
を
除
い
て
こ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
り
、
ゆ
え
に
現
実
か
ら
遊
離
す
る

こ
と
に
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
見
立
て
は
た
し
か
に
一
定
の
妥
当
性
を
も
つ
。
だ
が
以
下
で
み
る
よ
う
に
、『
正
義
論
』
が
想
定
し
て
い
た
社
会
的
・
経
済
的
状
態

は
例
外
的
な
ほ
ど
に
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
批
判
は
、
さ
ほ
ど
説
得
力
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
と
は
い
え
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
指

摘
は
、
世
代
間
正
義
や
分
配
的
正
義
の
成
立
条
件
の
再
検
討
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
有
益
な
も
の
で
も
あ
る
。

も
っ
と
も
『
正
義
の
影
で
』
に
お
い
て
、
第
六
章
「
未
来
の
問
題
」
は
、
ロ
ー
ル
ズ
も
し
く
は
『
正
義
論
』
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
相
対
的
に

弱
い
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
む
し
ろ
主
役
は
Ｄ
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
な
い
し
『
理
由
と
人
格
』（
一
九
八
四
年
）
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
は
一
九
七
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
人
口
倫
理
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
て
お
り
、
こ
れ
が
今
日
の
世
代
間
正
義
論
に
繋
が
っ
て
い
く
。
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こ
の
と
き
ま
だ
二
〇
代
の
終
わ
り
だ
っ
た
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
た
と
い
う
。「
人
口
政
策
に
つ
い
て

考
え
て
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、
こ
の
テ
ー
マ
に
は
ま
す
ま
す
当
惑
さ
せ
ら
れ
ま
す
」（ISJ	186-187

）。

実
際
、
本
章
で
の
ロ
ー
ル
ズ
の
扱
い
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
前
座
に
と
ど
ま
る
。
た
し
か
に
『
正
義
論
』
第
四
四
節
「
世
代
間
正
義
の
問

題
」
で
は
、〈
正
義
に
か
な
っ
た
貯
蓄
原
理
〉
と
い
う
重
要
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
Ｒ
・
ソ
ロ
ー
に
代
表
さ
れ
る
当
時

の
経
済
成
長
理
論
の
テ
ー
マ
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
議
論
自
体
は
さ
ほ
ど
独
創
的
な
も
の
で
は
な
い
と
も
さ
れ
る
（ISJ	178

）。

簡
単
に
説
明
す
る
と
、
貯
蓄
原
理
と
は
、
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
を
、
時
代
を
こ
え
て
実
現
す
る
た
め
に
、
現
世
代
が
次
世
代
に
残
す
べ

き
財
を
規
制
す
る
原
理
で
あ
る
。
自
分
た
ち
の
世
代
だ
け
を
配
慮
す
る
こ
と
は
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
同
世
代
で
不
遇
な
人
び

と
が
い
る
と
し
て
も
、
未
来
世
代
の
人
び
と
の
こ
と
も
気
遣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

8
（

。
た
だ
し
、
完
全
に
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
が
ス
ト
ッ

ク
と
し
て
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
貯
蓄
原
理
は
必
須
で
は
な
く
な
る
。「
正
義
に
か
な
っ
た
貯
蓄
原
理
は
、
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
を
実
現

し
保
持
す
る
と
い
う
負
担
を
公
正
に
分
か
ち
合
う
こ
と
に
関
す
る
、
世
代
間
の
了
解
事
項
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
貯
蓄
過
程
の
終
局

〔
＝
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
の
実
現
〕
は
、
そ
の
大
ま
か
な
輪
郭
し
か
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
時
の
経

過
と
と
も
に
起
こ
り
来
る
個
々
の
情
況
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
だ
が
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
私
た
ち
は
〔
貯
蓄
を
通
じ
た
総
効
用
を
〕
無
限

に
最
大
化
し
つ
づ
け
る
よ
う
に
は
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
」（T

J	

§44,	257=

三
八
九
）。

ロ
ー
ル
ズ
が
際
限
の
な
い
成
長
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
が
フ
ォ
レ
ス
タ
は
、
こ
う
し
た
未
来
に
つ
い
て
の
見

方
を
、
や
は
り
楽
観
的
だ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。「
ロ
ー
ル
ズ
は
物
事
が
だ
ん
だ
ん
と
よ
く
な
っ
て
い
く
と
想
定
し
て
い
た
。
成
長
は
つ

づ
く
だ
ろ
う
。
い
く
ら
か
の
改
良
策
を
講
じ
る
な
ら
ば
、
正
義
は
達
成
可
能
と
な
る
。
／
『
正
義
論
』
を
下
支
え
す
る
こ
う
し
た
想
定
は
、

戦
後
期
を
特
徴
づ
け
る
二
〇
年
の
例
外
的
で
前
例
の
な
い
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」（ISJ	180

）。

戦
後
二
〇
年
あ
ま
り
の
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
時
代
が
、
福
祉
国
家
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
認

識
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｓ
・
モ
イ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、『
正
義
論
』
は
合
衆
国
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
ス
ワ
ン
ズ
・
ソ
ン
グ
だ
っ

た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い（

9
（

。
た
だ
し
ロ
ー
ル
ズ
が
成
長
を
想
定
し
て
い
た
の
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
「
例
外
的
で
前

例
の
な
い
経
済
成
長
」
と
等
値
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
検
討
し
た
い
。
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パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
話
に
も
ど
ろ
う
。
ロ
ー
ル
ズ
の
楽
観
的
な
想
定
は
た
だ
ち
に
現
実
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の

も
、
七
〇
年
代
初
頭
は
、
環
境
問
題
や
人
口
問
題
が
社
会
問
題
と
し
て
大
き
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

九
六
二
年
、
Ｒ
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
沈
黙
の
春
』
は
合
衆
国
で
環
境
保
護
へ
の
関
心
を
高
め
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
二
年
に
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
が

発
表
し
た
「
成
長
の
限
界
」
は
、
世
界
規
模
で
の
反
響
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
向
き
あ
い
、
哲
学
・
規
範
理
論
の
分
野
で
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
を
は
た
し
た
人
物
こ
そ
、
ま
さ
し
く
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
で

あ
っ
た
。
そ
の
貢
献
は
規
範
的
な
政
治
・
道
徳
理
論
に
お
い
て
多
大
な
も
の
が
あ
る
。
実
質
的
な
論
拠
の
み
な
ら
ず
、
大
胆
な
思
考
実
験
を

駆
使
す
る
ス
タ
イ
ル
の
面
で
も
、
後
世
へ
の
影
響
は
大
き
い
。『
理
由
と
人
格
』
で
提
起
さ
れ
た
「
い
と
わ
し
い
結
論
」
や
「
非
同
一
性
問

題
」
と
い
っ
た
パ
ズ
ル
は
、
以
後
の
論
争
の
土
台
を
な
す
こ
と
に
な
る（

（1
（

。

し
か
し
フ
ォ
レ
ス
タ
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
も
批
判
的
で
あ
る
。
彼
は
、
ロ
ー
ル
ズ
以
上
に
現
実
か
ら
遊
離
し
て
お
り
、
倫
理
学
を
抽

象
化
し
て
し
ま
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
政
治
的
論
争
か
ら
哲
学
が
逃
避
す
る
傾
向
を
促
し
た
。
両
者
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
も
同
断
で
あ

る
。
た
だ
し
フ
ォ
レ
ス
タ
は
、
現
実
へ
の
感
応
性
を
保
っ
て
い
た
例
外
的
な
理
論
家
と
し
て
、
Ｏ
・
オ
ニ
ー
ル
と
Ｂ
・
バ
リ
ー
を
評
価
し
て

い
る
（ISJ	191-200

）。

以
下
で
は
、
本
稿
の
問
題
設
定
と
関
連
す
る
バ
リ
ー
の
議
論
を
み
て
お
き
た
い（

（（
（

。
一
九
七
七
年
の
論
文
「
世
代
間
正
義
」
で
、
彼
は
政
治

理
論
が
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
観
点
を
踏
ま
え
る
べ
き
だ
と
説
い
た（

（1
（

。
私
た
ち
は
地
球
の
所
有
者
で
は
な
く
管
理
人
で
あ
る
べ
き
で
、
少
な
く
と

も
将
来
世
代
に
環
境
を
悪
化
さ
せ
な
い
で
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
。『
正
義
論
』
の
貯
蓄
原
理
は
、
世
代
間
関
係
を
あ
る
一
世
代
と
そ
の
後

継
の
一
世
代
と
の
関
係
に
還
元
す
る
き
ら
い
が
あ
り
、
隔
た
っ
た
将
来
世
代
へ
の
長
期
的
な
危
害
を
看
過
し
て
い
る
。

ロ
ー
ル
ズ
は
成
長
に
つ
い
て
の
楽
観
的
な
想
定
を
も
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
長
期
的
な
問
題
に
対
し
て
盲
目
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

批
判
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
の
が
、
一
九
七
八
年
の
論
文
「
正
義
の
情
況
と
将
来
世
代
」
で
あ
る（

（1
（

。「
正
義
の
情
況
」
と
は
、『
正
義
論
』
の

テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
で
、
分
配
的
正
義
が
必
要
に
な
る
と
と
も
に
可
能
と
も
な
る
一
連
の
条
件
を
指
す
。
主
観
的
条
件
と
し
て
は
、
人
び

と
の
利
害
関
心
や
ニ
ー
ズ
が
あ
る
程
度
一
致
す
る
と
と
も
に
競
合
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
、
客
観
的
条
件
と
し
て
は
、
人
び
と
の
知
力
や

体
力
が
隔
絶
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
財
の
希
少
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
哲
学
に
依
拠
し
た
も
の
だ
（T

J	
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§22
）。

バ
リ
ー
が
批
判
す
る
の
は
、
最
後
に
あ
げ
た
「
財
の
希
少
性
」
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
は

何
も
せ
ず
と
も
暮
ら
し
て
い
け
る
安
住
の
地
で
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
の
不
毛
の
土
地
で
も
な
く
、
協
働
に
よ
っ
て
財
を
増
や
す
こ
と
で
十

分
な
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
分
配
的
正
義
の
考
え
が
有
意
な
も
の
と
も
な
る
。
し
か
し
バ
リ
ー
の
考
え
で
は
、
こ
れ

は
け
っ
し
て
自
明
な
条
件
で
は
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
は
欠
乏
状
況
を
排
除
し
て
い
る
。「
バ
リ
ー
に
と
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の

偏
狭
さ
は
根
深
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
彼
の
い
う
正
義
に
適
っ
た
社
会
の
背
景
的
条
件
を
提
供
し
た
の
は
、
た
だ
戦
後
の
豊
か
な
ア
メ
リ
カ

だ
け
に
す
ぎ
な
い
。「
潜
行
性
の
あ
る
」
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
情
況
を
正
義
の
必
要
条
件
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
結
局
、
未
来
を
あ
ま
り

に
も
荒
涼
と
し
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
適
度
な
希
少
性
の
条
項
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
未
来
が
不
確
定
だ
か
ら
で
は
な
く
、

こ
の
条
項
が
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
正
義
を
（
ヒ
ュ
ー
ム
の
そ
れ
と
同
様
）
私
有
財
産
の
ル
ー
ル
に
固
定
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」（ISJ	p.199

）。

バ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
未
来
に
つ
い
て
の
規
範
的
考
察
は
、
欠
乏
の
条
件
下
で
な
お
誰
が
何
を
え
る
べ
き
か
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
も
含

む
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
招
く
リ
ス
ク
自
体
も
低
減
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
正
義
の
要
求
事
項
は
、
現
代
世

代
に
よ
る
将
来
世
代
の
暮
ら
し
む
き
の
改
善
と
い
う
よ
り
、
現
代
世
代
の
浪
費
に
よ
る
未
来
世
代
の
機
会
集
合
の
低
下
の
禁
止
と
い
う
観
点

か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
し
て
未
来
世
代
の
選
択
肢
の
否
定
が
実
際
に
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
補
償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

世
代
間
正
義
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
足
し
算
、
バ
リ
ー
は
引
き
算
で
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。

三 

『
正
義
論
』
と
経
済
成
長

以
上
が
、
フ
ォ
レ
ス
タ
に
よ
る
『
正
義
論
』
批
判
、
と
り
わ
け
世
代
間
正
義
論
へ
の
批
判
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
節
を
あ
ら
た
め

て
、
要
点
を
三
点
に
ま
と
め
た
う
え
で
応
答
を
試
み
た
い
。

Ａ
『
正
義
論
』
は
戦
後
二
十
年
の
例
外
的
な
経
済
成
長
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
間
正
義
論
（
ひ
い
て
は
分
配
的
正
義
論
）
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に
は
役
に
立
た
な
い
。

Ｂ
『
正
義
論
』
は
経
済
成
長
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
間
正
義
論
（
ひ
い
て
は
分
配
的
正
義
論
）
に
は
役
に
立
た
な
い
。

Ｃ
『
正
義
論
』
は
パ
ズ
ル
解
き
的
な
道
徳
理
論
に
満
ち
て
お
り
、
現
実
政
治
か
ら
目
を
背
け
さ
せ
た
。

以
下
で
は
主
に
Ａ
と
Ｂ
に
つ
い
て
応
答
し
た
い
。
本
節
で
は
ま
ず
、
よ
り
強
い
批
判
で
あ
る
Ａ
を
と
り
あ
げ
る
。
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
次
節

で
「
成
長
」
で
は
な
く
「
差
異
」
の
観
点
か
ら
『
正
義
論
』
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
通
し
を
示
す（

（1
（

。

フ
ォ
レ
ス
タ
の
文
章
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。「『
正
義
論
』
を
下
支
え
す
る
こ
う
し
た
想
定
は
、
戦
後
期
を
特
徴
づ
け
る
、
二

〇
年
の
例
外
的
で
前
例
の
な
い
経
済
成
長
（exceptional,	unprecedented	econom

ic	grow
th

）
に
よ
っ
て
、可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」

（ISJ	180

）。
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
が
経
済
成
長
を
想
定
し
て
い
た
の
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
実
際
に
も
戦
後
二
〇
年
ほ
ど
、
先
進
諸
国
は
平
均

し
て
五
％
程
度
の
経
済
成
長
率
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
大
な
成
長
が
な
け
れ
ば
『
正
義
論
』
で
の
構
想
は
維
持
不
可
能

な
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
主
張
に
は
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
が
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
念
頭
に
お
く
の
は
明
ら
か
だ

が
、「
例
外
的
で
前
例
の
な
い
経
済
成
長
」
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
つ
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
：
安
定
し
た
五

0

0

0

0

0

％、

程
度
の
経
済
成
長

0

0

0

0

0

0

0

が
、「
例
外
的
で
前
例
の
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た

②
：
福
祉
国
家
の
成
立
・
維
持
に
必
要
な
経
済
成
長

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、「
例
外
的
で
前
例
の
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た

フ
ォ
レ
ス
タ
は
詳
述
し
て
い
な
い
が
、
福
祉
国
家
の
正
統
性
危
機
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
①
が
な
け
れ
ば
②
は
成
立
し
な

い
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（ISJ	203

）。
た
し
か
に
少
な
か
ら
ぬ
社
会
で
は
一
見
そ
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
が
進
行
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
正
義
の
影
で
』
へ
の
あ
る
書
評
が
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
カ

ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
で
の
福
祉
国
家
の
成
功
は
、
戦
後
二
〇
年
あ
ま
り
の
経
済
成
長
の
み
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

（1
（

。
つ
ま
り
①
と
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②
は
、
理
論
上
は
分
離
可
能
で
あ
る
。

た
し
か
に
①
は
今
後
困
難
な
想
定
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
②
は
、
必
ず
し
も
「
例
外
的
で
前
例
の
な
い
」
も
の
と
は
い
え
な
い
。
成
長
率

が
鈍
化
し
て
も
、
福
祉
が
機
能
し
て
い
る
社
会
は
存
在
す
る
か
ら
だ
。
経
済
成
長
が
大
き
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論

が
示
す
よ
う
に
、
よ
り
重
要
な
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
関
係
性
や
政
治
文
化
の
性
質
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
支
持

し
た
の
は
、
高
い
成
長
率
と
引
き
換
え
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
所
与
と
す
る
「
福
祉
国
家
型
資
本
主
義
」
で
は
な
く
、
能
動
的
な
政
治

参
加
や
社
会
包
摂
を
促
す
「
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
っ
た（

（1
（

。

『
正
義
論
』
は
経
済
成
長
の
意
義
を
も
ち
ろ
ん
否
定
し
な
い
が
、
生
産
力
の
増
産
や
成
長
の
継
続
に
期
待
を
か
け
る
よ
う
な
論
述
は
み
い

だ
せ
な
い
。
世
代
間
正
義
を
論
じ
る
段
で
は
、
実
際
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
た
箇
所
す
ら
あ
る
。「
正
義
と
善
（
幸
福
）
を

二
つ
な
が
ら
実
現
し
た
社
会
が
必
ず
物
質
的
に
高
度
な
生
活
水
準
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
信
じ
込
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
人
び
と

が
欲
す
る
の
は
他
者
と
の
自
由
な
連

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

合
体
に
お
け
る
意
味
の
あ
る
仕
事
（m

eaningful	w
ork

）
で
あ
り
、
正
義
に
か
な
っ
た
基
礎
的
な
諸
制

度
の
枠
組
み
の
中
で
こ
う
し
た
連
合
体
が
人
間
の
相
互
関
係
を
統
制
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
達
成
す
る
た
め
に
莫
大
な
富
は
必
要
で

は
な
い
」（T

J

§44,	257-258=

三
九
〇
頁
）。

も
っ
と
も
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
批
判
の
背
景
に
は
、『
正
義
論
』
が
規
範
理
論
と
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
政

治
で
は
新
自
由
主
義
が
席
巻
し
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
苛
立
ち
が
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
『
正
義
の
影
で
』
第
七
章
「
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
と
左

派
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
テ
ー
ゼ
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
哲
学
は
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
に
対
し
て
脆
弱
だ
っ
た
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の

主
張
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
れ
は
『
正
義
論
』
の
有
効
性
に
影
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
で
俎
上
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
ロ
ー
ル
ズ
と
い
う
よ
り
、
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
の
「
運
の
平
等

主
義
」
で
あ
る
（ISJ	208-218

）。
彼
ら
は
偶チ

ャ
ン
ス然

と
選チ

ョ
イ
ス択

を
区
別
し
て
責
任
に
感
応
的
な
分
配
的
正
義
論
を
構
想
し
た
。
だ
が
「
選
択
の
復
帰

は
右
派
へ
の
譲
歩
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
」（ISJ	214

）。
も
っ
と
も
、
か
り
に
両
者
へ
の
フ
ォ
レ
ス
タ
の
批
判
が
妥
当
だ
と
し
て
も
─
─

さ
ら
な
る
論
証
が
必
要
だ
ろ
う
が
─
─
『
正
義
論
』
を
運
の
平
等
主
義
と
等
値
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
ロ
ー
ル
ズ
は
運
や
偶
然

性
に
着
目
し
た
が
、
自
己
責
任
の
強
調
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
内
在
的
な
解
釈
と
し
て
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は
、『
正
義
論
』
は
「
運
の
平
等
主
義
」
で
は
な
く
「
関
係
論
的
平
等
主
義
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
有
力
に
な
っ
て
い
る（

（1
（

。

以
上
の
解
釈
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、『
正
義
論
』
な
ら
び
に
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
少
な
か
ら
ず
は
、
こ
れ
か
ら
の

正
義
論
に
と
っ
て
も
な
お
有
効
な
も
の
た
り
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ォ
レ
ス
タ
の
批
判
は
鋭
い
が
、
そ
の
対
象
は
部
分
的
に
藁
人
形
と
化

し
た
も
の
だ
。『
正
義
論
』
は
け
っ
し
て
多
大
な
経
済
成
長
の
継
続
を
前
提
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
日
の
先
進
諸
国
の
成
長
率
は
高
く
な

い
が
、『
正
義
論
』
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
仕
方
で
引
き
継
ぐ
リ
ベ
ラ
ル
な
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
実
行
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
フ
ォ
レ
ス
タ
は

よ
り
闘
争
的
な
政
治
の
必
要
性
を
説
く
が
、
か
り
に
そ
う
し
た
路
線
を
選
ぶ
と
し
て
も
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
は
な
お
重
要
な
枠
組
み
で

あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

世
代
間
正
義
論
を
め
ぐ
る
バ
リ
ー
の
批
判
に
も
ど
ろ
う
。
そ
の
背
景
を
な
す
の
は
、
過
度
の
開
発
に
よ
っ
て
現
代
世
代
が
資
源
を
使
い
果

た
し
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
危
機
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
正
義
論
』
は
そ
う
し
た
仕
方
で
の
開
発
や
成

長
を
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
戦
後
の
豊
か
な
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
の
み
可
能
だ
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
な
い
。
か
り
に
持
続
可
能
な
開

発
目
標
を
達
成
で
き
る
と
す
れ
ば
、
将
来
世
代
へ
の
貯
蓄
原
理
を
賄
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

本
節
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。『
正
義
論
』
が
例
外
的
な
経
済
成
長
を
前
提
し
て
い
る
と
の
批
判
は
説
得
力
に
欠
け
る
し
、
現
実
で
の
福

祉
政
治
の
後
退
も
『
正
義
論
』
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
延
長
線
上
に
あ
る
社
会
構

想
は
な
お
有
効
な
も
の
た
り
う
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
以
上
の
議
論
は
穏
や
か
な
成
長
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
人
新
生
の
正
義
論

と
し
て
は
楽
観
的
な
シ
ナ
リ
オ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
節
で
は
ゼ
ロ
成
長
に
ま
つ
わ
る
議
論
を
考
察
す
る
。

四 

〈
成グ
ロ
ウ
ス長
の
神
義
論
〉
／
〈
差
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ス
異
の
神
義
論
〉

本
節
で
は
『
正
義
論
』
で
の
経
済
成
長
の
想
定
に
つ
い
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
批
判
へ
の
応
答
を
試
み
る
。

Ｂ
：
『
正
義
論
』
は
経
済
成
長
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
間
正
義
論
（
ひ
い
て
は
分
配
的
正
義
論
）
に
は
役
に
立
た
な
い
。
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ロ
ー
ル
ズ
の
基
底
的
な
思
考
様
式
の
形
成
を
辿
る
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
Ｓ
・
ア
イ
ヒ
は
こ
の
論
点
に
触
れ
て
い
る
が
、
フ
ォ
レ
ス
タ

と
同
じ
く
否
定
的
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
正
義
論
』
の
世
代
間
正
義
論
は
そ
れ
が
書
か
れ
た
例
外
的
な
成
長
の
時
代
を
背

景
と
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
公
刊
さ
れ
た
時
点
で
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
た（

1（
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
二
つ
の
主
張
を
彼
は
提
起

し
て
い
る
。
第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
思
想
の
そ
も
そ
も
の
前
提
に
「
成
長
」
が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、『
正
義
論
』
以
降
の
ロ
ー
ル
ズ
は
ミ
ル

の
定
常
状
態
（stationary	state

）
に
好
意
的
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
弥
縫
策
で
あ
っ
て
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
。

本
節
で
は
、
こ
れ
ら
両
方
に
対
し
て
代
替
的
な
解
釈
を
示
す
こ
と
で
、『
正
義
論
』
が
必
ず
し
も
成
長
に
立
脚
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
の

論
証
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
思
想
の
基
底
を
な
す
の
は
「
成
長
」
で
は
な
く
「
差
異
」
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
定
常
状
態
（
ミ
ル
の
思
想
）
の
参
照
に
は
一
貫
性
と
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
解
釈
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、

批
判
Ｂ
に
も
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
論
点
の
考
察
に
う
つ
ろ
う
。
ア
イ
ヒ
は
そ
れ
を
〈
成
長
の
神
義
論
〉（theodicy	of	grow

th

）
と
し
て
定
式
化
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の

基
底
的
な
思
考
様
式
を
一
種
の
世
俗
化
さ
れ
た
神
義
論
に
見
立
て
る
こ
と
は
、
以
前
に
私
も
試
み
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
点
で
私
た
ち
の
解

釈
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
。
若
き
ロ
ー
ル
ズ
は
深
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
抱
い
て
い
た
が
、
従
軍
経
験
を
経
て
、
戦
後
ま
も
な
く
棄
教
す

る
。
彼
の
思
考
様
式
に
は
、
し
か
し
、
か
た
ち
を
変
え
た
信
仰
の
残
存
な
い
し
継
続
が
さ
ま
ざ
ま
に
認
め
ら
れ
る
。

	

「
神
義
論
の
正
義
論
へ
の
転
換
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
思
想
史
上
で
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
リ
ス
ボ
ン
大
震
災
の
衝

撃
を
う
け
て
カ
ン
ト
や
ル
ソ
ー
が
取
り
組
ん
だ
問
題
で
も
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
の
時
代
精
神
と
の
類
似
性
を
見
出
す
点
で
も
私
た
ち
の
ロ
ー

ル
ズ
解
釈
は
共
通
す
る
が
、
私
が
「
悪
」
の
問
題
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ル
ソ
ー
研
究
に
注
目
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
ヒ
は
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
発
見
や
富
の
肯
定
と
い
う
新
た
な
政
治
経
済
秩
序
の
誕
生
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る（

11
（

。

彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
〈
成
長
の
神
義
論
〉
の
背
景
を
な
す
新
た
な
政
治
経
済
秩
序
こ
そ
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
た
し
か
に
こ
の
体
制
下
で
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
は
安
定
し
た
経
済
成
長
を
享
受
し
た
。
そ
う
し
た
時
代
の
気
分
を

体
現
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
五
八
年
の
Ｊ
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
『
ゆ
た
か
な
社
会
』
が
あ
る
。
本
書
の
第
七
章
「
不
平
等
」
で
は
、
経
済
成
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長
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
模
倣
や
競
争
を
促
し
た
よ
う
な
嫉
み
（envy

）
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
、『
正
義
論
』
の
世
代
間
正
義
論
で

の
楽
観
的
な
想
定
は
、
こ
う
し
た
社
会
状
況
と
親
和
的
だ
と
さ
れ
る（

11
（

。

だ
が
、
ま
さ
し
く
『
正
義
論
』
公
刊
と
同
時
に
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
り
、
こ
の
体
制
は
崩
壊
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
ル
ズ

理
論
は
そ
の
完
成
と
と
も
に
没
落
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
ア
イ
ヒ
の
見
立
て
と
な
る
。
こ
れ
は
フ
ォ
レ
ス
タ
の
批
判
と
同
趣
旨
で
あ

る
。
成
長
の
想
定
に
つ
い
て
の
再
批
判
は
第
三
節
で
す
で
に
お
こ
な
っ
た
の
で
、
以
下
で
は
〈
成
長
の
神
義
論
〉
と
い
う
解
釈
枠
組
み
へ
の

批
判
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
枠
組
み
が
ど
れ
ほ
ど
ロ
ー
ル
ズ
内
在
的
な
も
の
と
い
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
ロ
ー
ル
ズ
が
成
長
を
肯
定
し

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、一
九
六
四
年
の
未
公
刊
手
稿
「
政
治
哲
学
は
死
ん
だ
の
か
」（Is	Political	Philosophy	D

ead?

）
で
は
、

こ
れ
か
ら
の
政
治
哲
学
の
課
題
は
、
た
ん
に
自
由
や
平
等
の
構
想
を
分
節
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
ゆ
た
か
で
世
俗
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
お
け
る
社
会
生
活
に
意
味
を
あ
た
え
る
こ
と
」
だ
と
い
う
、
興
味
深
い
主
張
が
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ（

11
（

。

し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
関
心
は
も
ち
ろ
ん
成
長
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
〈
神
義
論
〉
と
い
う
宗
教
的
な
含
み
を
強

く
も
つ
タ
ー
ム
を
用
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
悪

イ
ー
ビ
ルの

問
題
へ
の
取
り
組
み
が
素
通
り
さ
れ
て
い
る
の
は
、〈
成
長

の
神
義
論
〉
の
大
き
な
欠
落
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
ア
イ
ヒ
の
定
式
化
に
対
応
す
る
も
の
─
─
繁
栄
を
も
た
ら
す
新
た
な
政
治
経
済
秩

序
を
弁
証
す
る
思
想
─
─
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
定
タ
イ
プ
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
相
当
す
る
だ
ろ
う（

11
（

。

さ
ら
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
基
底
を
な
す
思
考
様
式
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、『
正
義
論
』
の
み
な
ら
ず
、
他
の
論
考
を
も
整
合
的
に
解
釈
可

能
な
枠
組
み
こ
そ
が
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
彼
は
、
後
期
著
作
に
お
い
て
は
、
理
に
か
な
っ
た
多
元
性
の
事
実
と
の
和
解
を
重
要

な
理
論
的
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い
た
。
私
が
提
出
し
た
〈
差
異
の
神
義
論
〉（theodicy	of	difference

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
そ
う
し
た
問
題
を

も
意
識
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。
本
論
で
は
〈
差
異
の
神
義
論
〉
の
内
実
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
が
、
成グ

ロ
ウ
ス長

で
は
な
く
差

デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ス

異
に
注
目
す
る
こ

と
が
人
新
生
の
正
義
論
に
と
っ
て
意
義
を
も
つ
こ
と
は
の
ち
に
論
じ
た
い
。

第
二
の
論
点
の
検
討
に
う
つ
ろ
う
。
こ
れ
は
定
常
状
態
へ
の
支
持
に
つ
い
て
の
も
の
だ
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
八
〇
年
代
半
ば
─
─
後

期
思
想
へ
の
転
換
期
─
─
に
執
筆
し
た
『
公
正
と
し
て
の
正
義　

再
説
』
や
『
政
治
哲
学
史
講
義
』「
ミ
ル
講
義
」
に
お
い
て
、『
経
済
学
原
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理
』
で
の
定
常
状
態
論
を
肯
定
的
に
参
照
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
、（
実
質
）
資
本
蓄
積
が
な
さ
れ
な
く
な
る
、
正
義
に
か
な
っ
た
定
常

状
態
に
あ
る
社
会
と
い
う
ミ
ル
の
観
念
を
排
除
し
た
い
と
思
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
こ
の
可
能

性
を
考
慮
に
入
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る（

11
（

」。
い
ま
や
ロ
ー
ル
ズ
は
、
ゼ
ロ
成
長
の
シ
ナ
リ
オ
を
あ
り
う
る
選
択
肢
と
し
て
受
け
と
め
て
い

る
。ア

イ
ヒ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
多
大
な
経
済
成
長
を
想
定
し
て
い
た
は
ず
の
『
正
義
論
』
か
ら
の
路
線
変
更
だ
が
、
彼
は
そ
こ
に
端
的
な

断
絶
を
み
る
。
後
期
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
定
常
状
態
論
へ
の
支
持
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
弥
縫
策
に
す
ぎ
な
い（

11
（

。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
変
更
は
『
正

義
論
』
の
道
徳
心
理
学
と
緊
張
関
係
に
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
ゆ
た
か
な
社
会
の
到
来
を
背
景
と
す
る
、
嫉
妬
心
の
低
下
を
想
定
し
て

い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
成
長
が
お
わ
る
な
ら
、
楽
観
的
な
想
定
も
ま
た
説
得
力
を
失
う
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
ア
イ
ヒ
の
解
釈
は
ど
れ
ほ
ど
妥
当
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
応
答
と
し
て
二
点
を
示
し
た
い
。
第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る

ミ
ル
へ
の
評
価
は
『
正
義
論
』
の
時
点
で
す
で
に
看
取
で
き
る
こ
と
。
第
二
に
、
経
済
成
長
が
と
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
嫉
妬
心
に
決

定
的
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

『
正
義
論
』
は
功
利
主
義
批
判
で
有
名
だ
が
、
本
書
に
お
い
て
す
ら
ミ
ル
の
道
徳
心
理
学
は
好
意
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る
。
第
七
六
節
「
相

対
的
安
定
性
の
問
題
」
で
は
、『
功
利
主
義
』
で
の
「
各
人
が
他
の
人
び
と
と
の
一
体
感
（unity	w

ith	others

）
を
持
つ
よ
う
な
人
間
精
神
の

状
態
」
と
い
う
主
張
が
注
目
さ
れ
て
い
る
（T

J	

§76,	439=
六
五
六
）。
文
明
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
て
、
人
び
と
は
他
者
の
不
平
等
へ
の
配
慮
を

深
め
る
。
こ
れ
は
功
利
原
理
と
い
う
よ
り
も
格
差
原
理
に
親
和
的
な
欲
求
だ
と
ロ
ー
ル
ズ
は
解
釈
す
る
。「
人
び
と
の
達
成
目
標
が
す
べ
て

の
人
に
対
し
て
受
け
入
れ
可
能
な
仕
方
で
調
和
し
て
い
る
、
完
全
に
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
（a	perfectly	just	society

）
は
、
正
義
の
原
理

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
相レ

シ
プ
ロ
シ
テ
ィ

互
性
と
い
う
考
え
に
つ
き
し
た
が
う
社
会
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
ミ
ル
は
直
観
的
に
認
識
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（T

J	

§76,	439=

六
五
七
）。

も
っ
と
も
、
ロ
ー
ル
ズ
が
『
功
利
主
義
』
を
少
な
く
と
も
五
〇
年
代
初
頭
か
ら
読
み
こ
ん
で
い
た
の
は
た
し
か
だ
が
、『
経
済
学
原
理
』

の
定
常
状
態
論
を
い
つ
か
ら
摂
取
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
確
た
る
資
料
上
の
裏
づ
け
が
な
い
。
た
だ
し
、
単
純
な
経
済
成
長

を
肯
定
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
嫉
み
が
消
滅
す
る
よ
う
な
社
会
へ
の
─
─
ミ
ル
も
共
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
─
─
違
和
感
は
、『
正
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義
論
』
で
も
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

「
全
員
が
自
分
た
ち
の
完
璧
な
善
を
達
成
し
う
る
社
会
、
も
し
く
は
各
自
の
要
求
が
衝
突
し
あ
う
こ
と
な
く
全
員
の
欲
望
が
（
調
和
的
な

活
動
計
画
へ
と
強
制
せ
ず
と
も
）
整
合
す
る
と
い
う
社
会
は
、
あ
る
意
味
で
正
義
を
超
越
し
て
い
る
（beyond	justice

）。
そ
の
社
会
は
〈
正

と
正
義
の
原
理
〉
へ
の
訴
え
か
け
が
必
要
と
な
る
誘
因
を
除
去
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
望
ま
し
い
社
会
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
理
想
を
説
く
主
張
に
私
は
関
心
が
な
い
」（T

J	

§43,	249=

三
七
七
）

こ
の
箇
所
に
付
さ
れ
た
注
で
「
マ
ル
ク
ス
が
構
想
し
た
完
全
な
共
産
主
義
の
社
会
」
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
興
味
深

い
。
財
の
希
少
性
と
限
ら
れ
た
利
他
心
は
「
正
義
の
情
況
」
の
客
観
的
条
件
だ
っ
た
が
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
超
克
を
否
定
し
な
い
（
あ
る
い
は

目
的
と
す
る
）
の
に
対
し
て
、
ミ
ル
は
そ
の
改
善
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
よ
う
に
両
者
を
解
釈
す
る（

11
（

。
彼
の
シ
ン
パ
シ
ー

は
後
者
に
あ
る
。

二
つ
の
引
用
に
あ
る
「
完
全
に
正
義
に
か
な
っ
た
社
会
」
と
「
正
義
を
超
越
し
て
い
る
社
会
」
の
対
比
は
、〈
差
異
の
神
義
論
〉
と
〈
成

長
の
神
義
論
〉
の
そ
れ
に
敷
衍
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
イ
ヒ
の
解
釈
と
は
異
な
り
、『
正
義
論
』
は
際
限
な
き
成
長
や
道
徳
の

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
を
寿
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
代
の
正
義
の
情
況
の
も
と
で
の
穏
や
か
な
改
善
を
志
向
す
る
も
の
だ
。
こ
の

点
で
『
正
義
論
』
は
、
明
示
的
に
参
照
し
て
は
い
な
い
が
、
定
常
状
態
に
親
和
的
な
側
面
を
す
で
に
備
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（

1（
（

。

つ
づ
い
て
、
嫉
み
＝
嫉
妬
心
へ
の
対
処
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
問
題
は
第
八
一
節
「
嫉
み
と
平
等
」
で
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
厄
介
な
情
動

を
助
長
さ
せ
る
機
制
と
し
て
、
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
当
人
の
自
尊
心
の
低
下
。
②
自
尊
心
の
低
下
が
社
会
環
境
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
意
識
。
③
恵
ま
れ
た
人
へ
の
劣
等
感
な
ら
び
に
そ
れ
が
反
転
し
た
敵
意
。
放
置
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
嫉
み
は

た
し
か
に
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
な
の
か
。

基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
は
、〈
相
互
比
較
し
な
い
諸
集
団
〉
を
分
散
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
評
価
軸
を
も
つ
こ
う
し

た
グ
ル
ー
プ
に
人
び
と
が
多
元
的
に
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嫉
み
の
助
長
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
特
定
の
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評
価
軸
で
は
劣
る
と
し
て
も
、
自
分
が
価
値
あ
る
存
在
だ
と
実
感
で
き
る
何
ら
か
の
活
動
に
た
ず
さ
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
尊
心
は
保
持
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
必
要
で
あ
る
の
は
、
各
人
が
所
属
し
て
お
り
か
つ
当
人
の
目
的
を
追
求
す
る
努
力
が
仲
間
た
ち

に
よ
っ
て
確
証
・
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
、
利
害
関
心
が
共
有
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
は
各
人
に

と
っ
て
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、	

と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
」（T

J	

§67,	388=

五
八
〇
）。

こ
れ
は
相
応
の
説
得
力
を
も
つ
考
え
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
ア
イ
ヒ
は
、
嫉
み
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
〈
相
互
比
較
し
な
い
諸
集
団
〉
の
議
論
を
参
照
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
正
義
論
』
の
道
徳
心
理
学
の
解
釈
と
し
て
は
相
当
な
手

落
ち
だ
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
考
え
る
嫉
み
へ
の
治
癒
策
は
、
経
済
成
長
と
い
う
よ
り
も
、
善
の
構
想
の
多
元
化
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
か
り
に
多
大
な
経
済
成
長
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
際
限
な
き
資
本
主
義
の
拡
張
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
な
ら
、
む
し

ろ
そ
れ
は
嫉
み
を
助
長
さ
せ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

成
長
は
望
ま
し
い
も
の
だ
が
、
多
様
性
を
縮
減
す
る
な
ら
本
末
転
倒
で
あ
る
。
視
点
を
か
え
て
い
え
ば
、
価
値
の
多
元
化
を
つ
う
じ
た
嫉

み
の
対
処
は
、
際
限
の
な
い
成
長
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
生
活
水
準
が
一
定
程
度
に
ま
で
発
展
し
、
多
種
多

様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
成
長
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
一
定
の
水
準
が
達
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
む

し
ろ
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
過
度
の
経
済
発
展
や
価
値
の
一
元
化
が
収
奪
や
疎
外
を
伴
う
こ
と
へ
の
懸
念
だ
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
、
ミ
ル
と
ロ
ー
ル
ズ
が
共
有
す
る
問
題
関
心
で
あ
っ
た
。『
正
義
論
』
は
際
限
な
き
成グ

ロ
ウ
ス長

で
は
な
く
、
穏
や
か
に
な
っ
た
正
義
の
情

況
の
も
と
で
可
能
と
な
る
差

デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ス

異
を
肯
定
す
る
。

晩
年
の
一
九
九
八
年
、
ロ
ー
ル
ズ
は
Ｐ
・
パ
リ
ー
ス
と
『
万
民
の
法
』
に
ま
つ
わ
る
書
簡
を
交
わ
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
こ
の
ス
タ

ン
ス
は
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
ロ
ー
ル
ズ
は
、
た
ん
な
る
経
済
成
長
を
め
ざ
す
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

の
考
え
を
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
の
は
「
あ
る
種
の
意
味
の
な
い
消
費
主
義
に
ま
み
れ
た
市
民
社
会
」
だ
ろ
う
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
定
常
状
態
に
あ
ら
た
め
て
肯
定
的
に
言
及
す
る
こ
と
で
手
紙
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
こ
う
し
た
〔
定
常
状
態
の
〕
時
代
が
実
際
に
到

来
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
私
は
空
想
を
抱
い
て
は
い
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
は
到
来
し
な
い
こ
と
は
確
実
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
そ
れ
は
な
お
可0

能
な
も
の

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
が
〈
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
〉
と
よ
ぶ
も
の
の
う
ち
に
居
場
所
を
も
つ
の
で
す
」（
強
調
原
文

（
11
（

）。
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な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
？

以
上
の
議
論
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
が
経
済
成
長
を
暗
黙
裡
に
想
定
し
て
い
た
の
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
は
穏
当
な
も
の
で
あ

り
、
人
新
世
に
お
い
て
も
『
正
義
論
』
で
の
理
論
枠
組
み
は
な
お
有
効
な
指
針
を
提
供
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

の
議
論
は
批
判
へ
の
応
答
と
い
う
点
で
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
積
極
的
な
主
張
を
打
ち
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

冒
頭
で
触
れ
た
千
葉
の
分
類
に
立
ち
返
れ
ば
、
人
新
生
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
気
候
変
動
に
つ
い
て
は
、
①
持
続
可
能
な
発
展
、
②
定
常

型
経
済
、
③
脱
成
長
と
い
う
三
つ
の
立
場
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
第
二
節
で
の
考
察
は
①
と
、
第
三
節
で
の
考
察
は
②
と
、
そ
れ
ぞ
れ
適

合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
③
に
つ
い
て
は
評
価
が
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、〈
正
義
の
情
況
〉
の
抜
本
的
見
直
し
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
な
ハ
ー

ド
ケ
ー
ス
を
別
と
す
れ
ば
、
現
在
の
規
範
的
政
治
理
論
の
枠
組
み
は
な
お
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
つ
の
立
場
は
い
ず
れ
も
興
味
深
い
も
の
だ
。「
現
時
点
で
は
と
く
に
、
こ
れ
ら
多
様
な
路
線
や
ア
プ
ロ
ー
チ
間
の
対
論
、
そ
し
て
連
携

と
協
働
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

11
（

」。
こ
の
よ
う
な
千
葉
の
認
識
に
私
も
同
意
し
た
い
。
私
自
身
の
選
好
は
①>

②>

③

だ
が
、
ど
の
立
場
が
妥
当
性
を
も
つ
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
実
証
研
究
を
は
じ
め
き
わ
め
て
多
く
の
考
察
事
項
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
気
候
変
動
に
着
目
す
る
理
論
家
は
、
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
タ
ー
ム
で
い
う
包
括
的
教
説
（
世
界
観
）
に
依
拠
す
る
傾
向
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
②
定
常
型
経
済
の
デ
イ
リ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
信
仰
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
し
、
③
脱
成
長
の
ラ
ト
ゥ
ー

シ
ュ
は
Ｅ
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
見
解
を
参
照
し
て
い
る（

11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
包
括
的
教
説
に
接

近
す
る
こ
と
自
体
は
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
神
々
の
闘
争
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
対
抗
を
協
働
に
転
じ
る
考
案
も
講

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
特
定
の
立
場
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
共
有
可
能
な
論
拠
を
見
出
す
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

い
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
将
来
世
代
の
存
続
を
願
う
こ
と
へ
の
動
機
づ
け
」
に
か
か
わ
る
も
の
だ
。
三
つ
の
立
場
に
は
違
い
が
あ
る
と

し
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
く
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
気
候
変
動
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
交
わ
さ
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れ
る
だ
ろ
う
が
、
動
機
づ
け
の
側
面
で
重
な
り
合
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
こ
と
は
、
人
新
生
の
正
義
論
に
と
っ
て
有
益
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
お
そ
ら
く
あ
と
百
年
も
す
れ
ば
、
現
在
生
き
て
い
る
人
間
の
大
多
数
は
姿
を
消
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た

ち
の
大
半
は
自
分
た
ち
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
世
界
に
つ
い
て
無
関
心
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ど
の
よ
う
な
理
由
が
そ
こ

に
は
潜
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
の
が
、
Ｓ
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
『
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
』（W

hy W
orry A

bout 

Future G
enerations?

）
で
あ
る（

11
（

。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
気
候
変
動
へ
の
配
慮
に
先
立
つ
、
よ
り
根
底
的
な
問
い
に
照
準
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ

（W
W

	12-15

）。
最
初
に
、
彼
の
問
題
意
識
や
立
論
の
特
徴
に
つ
い
て
、
三
点
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
以
来
の
人
口
問
題
や
倫
理
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
、
狭
義
の
道
徳
理
論
に
依
拠
す
る
タ
イ
プ
の
世
代
間
正
義
論
か

ら
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
が
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
未
来
世
代
へ
の
善
行
（beneficence

）
の
観
点
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
重
要
な
貢
献
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
が
、
よ
く
も
わ
る
く
も
そ
れ
は
、
不
偏
的
観
察
者
の
視
点
か
ら
の
考
察

を
ベ
ー
ス
と
す
る
。
対
し
て
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
、
私
た
ち
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
は
ず
の
多
様
な
評
価
資
源
（evaluative	resources

）
に
注
目

し
、
そ
れ
ら
を
四
つ
の
理
由
に
分
節
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。

第
二
に
、
第
一
点
と
も
関
連
す
る
が
、
功
利
主
義
批
判
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
功
利
主
義
に
基
本
的
に
拠
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
探
究
す
る

「
理
論
Ｘ
」
は
、
も
し
み
つ
か
る
な
ら
「
将
来
世
代
に
対
し
て
な
す
べ
き
こ
と
」
を
示
す
も
の
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
な
ぜ
私
た
ち
は
将

来
世
代
を
配
慮
す
べ
き
な
の
か
」
を
十
分
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
動
機
づ
け
の
問
題
は
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
デ
ビ
ュ
ー
作
（『
功
利

主
義
の
拒
絶
』）
以
来
の
関
心
だ
が
、
本
書
に
お
い
て
も
そ
れ
は
継
続
し
て
い
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
彼
が
提
示
す
る
「
愛
」
や
「
相
互

性
」
と
い
う
理
由
づ
け
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
、
功
利
主
義
と
の
対
比
の
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

第
三
に
、『
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
』
で
は
ロ
ー
ル
ズ
の
世
代
間
正
義
論
そ
の
も
の
は
さ
ほ
ど
参
照
さ
れ
て
い
な
い
が
、
シ
ェ

フ
ラ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
は
す
ぐ
れ
て
ロ
ー
ル
ズ
的
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
現
代
の
規
範
理
論
研
究
者
の
少
な
か
ら
ず
は
広
義
の
ロ
ー

ル
ジ
ア
ン
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
は
、
道
徳
心
理
学
の
問
題
を
ふ
ま
え
た
概
念
分
析
や
論
拠
の
展
開
に
意
識
的
で
あ
る
点
で
、

こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
正
統
派
の
ロ
ー
ル
ジ
ア
ン
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
ル
ズ
理
論
に
親
和
的
な
仕
方
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

シ
ェ
フ
ラ
ー
の
考
察
は
、
本
論
文
に
と
っ
て
意
義
深
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
論
に
移
ろ
う
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
、
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
理
由
と
し
て
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。
①
利
害
関
心
（interest

）、
②
愛

（love
）、
③
価
値
づ
け
（valuation/valuing

）、
④
相
互
性
（reciprocity

）。
相
互
に
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
①
と
②
、
③
と
④
、
二
つ
の

組
み
合
わ
せ
が
ひ
と
ま
ず
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
タ
ー
ム
だ
が
、
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
独
自
の
含
み
も
込
め
ら
れ

て
い
る
。

ま
ず
は
前
者
の
ペ
ア
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
、
利
害
関
心
と
愛
と
い
う
理
由
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
「
人
類
の
不
妊
シ
ナ

リ
オ
」
と
い
う
思
考
実
験
か
ら
は
じ
め
て
い
る
（W

W
	41-42

）。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
か
妊
娠
す
る
人
が
ま
っ
た
く
い
な
く
な

り
、
子
ど
も
の
誕
生
が
二
五
年
ほ
ど
途
絶
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
改
善
の
見
込
み
は
な
く
、
あ
と
百
年
も
す
れ
ば
人
類
は
滅
亡
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
れ
ば
、
人
び
と
は
大
き
な
憂
鬱
と
悲
嘆
を
感
じ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
、
す

で
に
生
き
て
い
る
人
び
と
は
大
過
な
く
寿
命
を
迎
え
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
後
続
世
代
を
気
遣
う
必
要
が
消
え
た
の
で

一
種
の
蕩
尽
を
行
っ
て
も
よ
い
。
生
活
水
準
自
体
は
む
し
ろ
高
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
て
も
、
近
い
将
来
に
人
類
が
滅
亡
す
る
と
い
う

事
実
は
、
そ
れ
固
有
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
私
た
ち
に
及
ぼ
す
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
「
長
期
的
で
目
的
志
向
的
な
構
造
を
も
つ
共
同
活
動
」
が
意
味
を
失
う
と
い
う
こ
と
だ
（W

W
	44

）。
た
と
え
ば
、

ガ
ン
の
治
療
法
の
研
究
や
世
界
中
で
の
幼
児
教
育
の
普
及
と
い
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
人
類
が
ま
も
な
く
消
滅
す
る
と
し
た
ら
ほ
と
ん
ど

重
要
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
こ
ま
で
分
か
り
や
す
い
例
で
な
い
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
活
動
の
多
く
は
同
様
の
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。

一
般
化
し
て
い
え
ば
「
価
値
あ
る
生
」（value-laden	lives
）
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
通
時
的
次
元
の
想
定
を
必
要
と
す
る
。

「
だ
と
す
れ
ば
、
将
来
世
代
の
存
続
を
た
し
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
る
私
た
ち
の
理
由
は
、
究
極
的
に
は
私
た
ち
が
み
ず
か
ら
を
配
慮

す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
、
純
粋
に
自
己
利
益
な
理
由
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（W

W
	53

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た

ち
は
将
来
世
代
の
存
続
に
「
利
害
関
心
」
の
理
由
を
も
つ
。

た
だ
し
シ
ェ
フ
ラ
ー
が
付
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
価
値
あ
る
生
に
関
係
な
い
と
す
れ
ば
、
将
来
世
代
の
存
続
へ
の
配
慮
が
消

え
さ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
た
と
え
み
ず
か
ら
の
人
生
に
関
わ
り
あ
い
を
も
た
な
い
と
し
て
も
─
─
未
来
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
こ

の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
─
─
将
来
世
代
の
存
続
そ
れ
自
体
を
望
む
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
世
界
そ
れ
自
体
の
存
続
に
向
け
ら
れ
た
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こ
の
理
由
が
「
愛
」
で
あ
る
。

利
害
関
心
と
愛
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
愛
の
方
が
基
底
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
自
分
の
利
害
を
離
れ
て
世
界
そ
の
も

の
に
向
け
ら
れ
た
愛
は
、
人
類
愛
と
も
よ
ば
れ
る
（W

W
	62

）。
対
し
て
、
将
来
世
代
の
存
続
（
の
想
定
）
が
自
分
の
価
値
あ
る
生
に
関
わ
っ

て
く
る
場
合
、
そ
の
度
合
い
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
私
た
ち
は
利
害
関
心
の
理
由
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

価
値
づ
け
と
相
互
性
の
ペ
ア
に
う
つ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
理
由
づ
け
は
、
利
害
関
心
や
愛
と
ま
っ
た
く
別
物
で
は
な
い
が
、
別
の
角
度
か

ら
「
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
」
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
私
た
ち
は
「
人
類
の
不
妊
シ
ナ
リ
オ
」
に
狼
狽
す
る
だ
ろ
う

が
、
そ
の
理
由
は
、
自
分
の
活
動
が
意
味
を
失
う
こ
と
（
利
害
関
心
）
や
、
人
類
の
運
命
が
破
滅
を
迎
え
る
こ
と
（
愛
）
に
限
定
さ
れ
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
い
わ
ば
両
者
の
中
間
に
あ
る
よ
う
な
理
由
を
想
定
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
価
値
を
与
え
る
も
の
あ
る
い
は
価
値
あ
る
も
の
（valuable	things

）
の
破
壊
に
つ
い
て
無
関
心
で

は
い
ら
れ
な
い
（W

W
	68-70

）。
何
か
価
値
あ
る
も
の
を
価
値
づ
け
る
営
み
が
、
過
去
か
ら
継
受
さ
れ
・
未
来
へ
と
存
続
し
て
い
く
こ
と
。
私

た
ち
は
や
は
り
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
価
値
づ
け
」
の
理
由
で
あ
る
。
文
化
や
芸
術
、
そ
し
て
伝
統
に
対

す
る
態
度
や
気
質
は
、
価
値
づ
け
を
体
現
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
「
相
互
性
」
の
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
性
と
は
、
複
数

の
行
為
者
間
で
成
立
す
る
た
が
い
に
受
け
入
れ
可
能
な
条
件
や
利
益
を
意
味
す
る
が
、
現
在
世
代
と
未
来
世
代
の
間
に
そ
う
し
た
関
係
性
は

生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
両
者
は
同
時
に
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
現
在
世
代
か
ら
未
来
世
代
に
因
果
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
逆
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
両
者
は
き
わ
め
て
非
対
称
的
で
あ
る
。

シ
ェ
フ
ラ
ー
が
提
起
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
一
般
的
な
相
互
性
と
は
異
な
る
、
評
価
上
の
相
互
性
（evaluative	reciprocity

）
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
な
た
に
は
親
友
が
い
た
が
、
二
人
と
も
寿
命
を
迎
え
た
あ
と
に
産
ま
れ
た
親
友
の
玄
孫
の
ひ
と

り
が
、
世
界
Ａ
で
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
者
に
な
っ
た
が
、
世
界
Ｂ
で
は
大
量
殺
人
犯
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
誰
も
が
世
界
Ａ
の
方
が
望

ま
し
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
、
あ
な
た
と
親
友
の
人
生
の
意
味
づ
け
も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は

未
来
の
人
び
と
に
情
動
面
で
依
存
（em

otionally	dependent

）
し
て
も
い
る（

11
（

。
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こ
の
考
え
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
私
た
ち
の
生
が
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
将
来
世
代
の
生
も
ま
た
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
（
と
、

私
た
ち
が
誠
実
に
想
定
で
き
る
）
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。「
将
来
世
代
の
存
続
の
見
通
し
は
、
私
た
ち
が
価
値
あ
る
生
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
の
、
前
提
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
寄
与
す
る
も
の
で
も
あ
る
」（W

W
	73

）。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
将
来
世

代
の
存
続
」
と
は
、
た
ん
な
る
存
続
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
一
定
程
度
の
豊
か
な
生
を
と
も
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

そ
こ
で
は
、
た
ん
な
る
物
質
的
な
豊
か
さ
の
み
な
ら
ず
、
価
値
づ
け
の
実
践
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
。

ま
と
め
よ
う
。「
人
類
の
不
妊
シ
ナ
リ
オ
」
の
思
考
実
験
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
「
人
類
の
開
花
繁
栄
に
資
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で

（under	conditions	conducive	to	hum
an	flourishing

）
人
類
の
諸
世
代
の
連
な
り
が
無
限
の
未
来
に
向
か
っ
て
伸
び
る
べ
き
と
い
う
強
い
想

い
」
を
、
私
た
ち
は
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
と
い
え
る
（W

W
	63

）。
そ
し
て
こ
れ
は
、
未
来
世
代
へ
の
不
偏
的
な
関
心
事
と

い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
は
ず
の
さ
ま
ざ
ま
な
愛
着
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
評
価
資
源
を
、
利
害
関
心
、
愛
、
価
値
づ
け
、
相
互
性
と
い
う
四
つ
の
理
由
に
分
節
化
し
た
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
試
み
は
、
大
筋

に
お
い
て
説
得
的
で
あ
り
、
人
新
生
の
正
義
論
に
と
っ
て
示
唆
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
規
範
理
論
に
お
い
て
見
過
ご
さ
れ
が

ち
で
あ
る
動
機
づ
け
に
注
目
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
気
候
変
動
を
配
慮
す
る
三
つ
の
異
な
っ
た
立
場
の
協
働
の
た
め
の
理
論
枠
組
み

と
し
て
も
有
効
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
議
論
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、
四
つ
の
理
由
の
関
係
性
は
必
ず
し
も
明
確
で

な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
対
立
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（「
愛
」
と
「
価
値
づ
け
」
が
対
立
す
る
の
で
は
と
い
う
論
点
に
は
の
ち
に
触
れ
た
い
）。

そ
れ
か
ら
、
個
々
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
の
論
証
を
問
い
た
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
以
下
で
は
、
私
が
個
人
的
に
も
っ
と
も
関
心
を

惹
か
れ
た
点
へ
の
考
察
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
。
そ
れ
は
、
将
来
世
代
を
気
遣
う
理
由
が
、
保
守
的
な
気
質
（conservative	disposition

）
と

か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
は
政
治
的
で
は
な
く
文
化
的
な
意
味
で
の
保
守
と
関
連
す
る
も
の
だ
（
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
政
治
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
者
で
あ
る
）。

私
た
ち
は
、
不
偏
的
・
中
立
的
な
観
点
か
ら
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
も
の
よ
り
も
、
既
存
の
価
値
あ
る
も
の
に
愛
着
を
い
だ
く
。
か

り
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
を
破
壊
す
れ
ば
価
値
の
一
層
の
増
大
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
も
、
少
な
か
ら
ぬ
人
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
だ
ろ
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う
。
こ
れ
は
と
く
に
価
値
づ
け
の
理
由
に
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
、
こ
の
意
味
で
の
保
守
的
な
気
質
が
創
造
性
と
矛
盾
し
な
い
と
す
る
。
む
し
ろ
、
芸
術
家
が
従
来
の
伝
統
や
作
品

の
延
長
線
上
に
の
み
、
あ
る
い
は
技
能
の
習
熟
の
上
で
の
み
独
創
的
な
作
品
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に
、
価
値
づ
け
の
実
践
が
時
代
を
こ
え
て

受
け
継
が
れ
て
こ
そ
、
新
し
い
何
か
が
こ
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
る
。「
人
類
の
未
来
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、

保
守
的
気
質
と
は
人
間
の
創
造
性
と
革
新
の
繁
栄
が
継
続
す
る
の
を
た
し
か
な
も
の
と
す
る
気
質
な
の
で
あ
る
」（W

W
	119

）。

こ
う
し
た
あ
る
種
の
保
守
主
義
へ
の
評
価
は
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
森
政
稔
に
よ
れ
ば
、
七
〇
年
代
以
降
、
成
長
の
限
界

へ
の
認
識
と
と
も
に
左
派
の
運
動
に
そ
う
し
た
コ
ミ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
な
か
に
は
「
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
文
明
を

求
め
る
急
進
性
と
、
自
然
と
共
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
人
間
の
共
同
性
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
の
保
守
性
の
結
び
つ
き
」
す
ら
あ
っ

た（
11
（

。
①
持
続
可
能
な
発
展
、
②
定
常
型
経
済
、
③
脱
成
長
と
い
う
三
つ
の
立
場
は
、
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
思
想
を
引
き
継
ぐ
も
の
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
の
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
言
明
は
、
こ
の
半
世
紀
余
り
の
時
代
の
精
神
に
ひ
そ
む
気
質
な
ら
び
に
そ
の
意
義
を
う
ま
く
定
式

化
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
私
の
見
解
を
（
表
面
的
に
の
み
逆
説
的
に
響
く
仕
方
で
）
述
べ
れ
ば
こ
う
な
る
。
人ヒ

ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

間
性
の
未
来

0

0

な
ら
び
に
未0

来
の

0

0

諸
世
代
の
繁
栄
に
た
い
す
る
私
た
ち
の
配
慮
の
多
く
は
、
─
─
今
現
在
に

0

0

0

0

存
在
し
、
過
去
に

0

0

0

担
わ
れ
て
き
た
価
値
に
の
み
直
接
適
用
さ

れ
る
─
─
保
守
的
気
質
に
こ
そ
依
拠
し
て
い
る
」（W

W
	122　

強
調
原
文
）。

こ
れ
を
「
未
来
の
た
め
の
保
守
主
義
」
あ
る
い
は
「
将
来
世
代
の
た
め
の
保
守
的
気
質
」
と
よ
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
節
の
終
わ
り

で
み
た
バ
リ
ー
の
世
代
間
正
義
論
に
も
一
面
で
通
じ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
た
ん
に
物
質
的
な
資
源
の
枯
渇
だ
け
で
は
な
く
、
価バ

リ
ュ
イ
ン
グ

値
づ
け
の
資

源
の
枯
渇
を
も
配
慮
す
る
。
こ
の
保
守
的
気
質
は
、「
何
が
望
ま
し
い
未
来
か
を
思
考
す
る
時
間
を
与
え
ず
、
た
だ
資
本
主
義
的
競
争
の
推

進
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
」
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
世
界
へ
の
志
向
を
押
し
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る（

1（
（

。

現
在
の
私
た
ち
の
保
守
的
気
質
は
将
来
世
代
の
存
続
へ
の
配
慮
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
人
新
生
の
正
義
論
に
と
っ
て
示
唆

的
な
洞
察
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
二
点
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
何
が
残
す
に
値
す
る
価
値
あ
る
も
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
価
値
づ
け
や
保
守
的
な
気
質
の
重
要
性
に
つ
い
て

形
式
的
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
価
値
あ
る
も
の
か
を
決
め
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
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い
。
さ
ら
に
、
時
代
が
す
す
む
に
つ
れ
て
価
値
づ
け
自
体
の
基
準
も
変
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
理
に
か
な
っ
た
多
元
性
の

事
実
は
、
同
時
代
的
の
み
な
ら
ず
通
時
代
的
に
も
存
在
す
る
。
後
者
は
よ
り
困
難
な
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
何
を
残
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
共
通
悪
に
注
目
す
る
な
ら
ば
あ
る
程
度
の
見
通
し
は
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
将
来
世

代
の
可
能
性
や
選
択
肢
を
著
し
く
毀
損
す
る
リ
ス
ク
に
満
ち
た
ツ
ケ
を
残
す
こ
と
に
は
、
厳
し
い
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
。
成
長
が

頭
打
ち
に
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
こ
そ
、「
ロ
ッ
ク
的
但
書
」
─
─
共
有
物
と
し
て
他
者
に
も
充
分
か
つ
善
き
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

（enough	and	as	good	left	in	com
m

on	for	others

）
─
─
を
、
時
代
を
こ
え
た
信ト

ラ
ス
ト託

を
意
識
し
つ
つ
、
シ
リ
ア
ス
に
受
け
と
め
直
す
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
愛
と
価
値
づ
け
が
対
立
す
る
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
は
伏
せ
る
が
、
漫
画
版
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
ラ
ス
ト
で
、
主

人
公
ナ
ウ
シ
カ
は
（
作
品
世
界
で
の
真
相
を
知
る
）
墓
所
の
番
人
か
ら
人
類
の
未
来
に
関
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
取
引
を
も
ち
か
け
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
本
稿
の
タ
ー
ム
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
未
来
世
代
の
存
続
の
可
能
性
を
高
め
る
が
、
価
値
づ
け
を
壊
す
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。
だ
が
見
方
に
よ
れ
ば
、
ナ
ウ
シ
カ
の
選
択
は
既
存
の
価
値
づ
け
を
重
視
す
る
あ
ま
り
未
来
世
代
の
存
続
を
軽
視
し
た
と
も
い
え
る
。

彼
女
と
墓
所
の
番
人
の
ど
ち
ら
が
よ
り
人
類
愛
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
の
は
難
問
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
な
ら
番
人
か
ら
の
取
引

に
応
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
愛
と
価
値
づ
け
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
将
来
世
代
に
決
定
的
な
負
の
遺
産
を
残
さ
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
だ
が
、
未
来
に
つ

い
て
過
度
に
悲
観
主
義
的
に
な
る
必
要
は
な
い
。
新
た
な
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
に
よ
っ
て
、
現
時
点
で
は
行
き
詰
ま
り
に
み
え
た
難
問
が
未
来

で
は
対
処
可
能
に
な
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
理
に
か
な
っ
た
仕
方
で
想
定
可
能
で
あ
る
。
ナ
ウ
シ
カ
の
応
答
の
要
点
も
、
未
来
世
代
の
こ
と

を
現
在
の
私
た
ち
が
す
べ
て
語
り
う
る
・
決
定
し
う
る
と
い
う
遠
近
法
的
倒
錯
や
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
重
要
な
の
は
、
単
純
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
未
来
世
代
が
独
自
の
仕
方
で
価
値
づ
け
を
行
え
る
よ
う
資
源
を
残
し

て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
愛
と
は
お
そ
ら
く
、
一
方
的
に
押
し
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
隔
た
り
を
前
提
に
し
た
継
続
へ
の
願
い
な
の
だ
か
ら
。

最
後
に
、『
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
』
が
、
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た

い
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
基
本
的
な
着
想
は
彼
女
の
い
う
「
世
界
へ
の
愛
」
や
「
永
遠
と
対
比
さ
れ
る
不
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死
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
永
続
性
と
耐
久
性
を
そ
な
え
た
世
界
に
お
い
て
「
始
ま
り
」
が
可
能
に
な
る
と
し

た
が
、
こ
れ
は
保
守
的
な
気
質
を
め
ぐ
る
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
考
察
に
接
合
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

人
間
の
活
動
が
生
態
系
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
地
質
時
代
、
つ
ま
り
人
新
生
に
お
い
て
、
人
間
の
条
件
を
再
帰
的
に
保
守
す
る
こ

と
は
ま
す
ま
す
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
は
論
争
的
な
包
括
的
教
説
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ

こ
に
は
た
し
か
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
び
と
の
動
機
づ
け
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
概
念
分
析（

11
（

」
の
み
な
ら
ず

「
萌
芽
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
共
有
可
能
な
理リ

ー
ズ
ン由

に
変
換
す
る
こ
と
」
も
ま
た
、
規
範
理
論
の
重
要
な
任
務
の
ひ
と
つ
だ
と
私
は
考
え
る
。

ま
さ
し
く
そ
れ
は
『
正
義
論
』
が
課
題
と
し
た
試
み
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
結
尾
で
語
ら
れ
る
原
初
状
態
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
将
来
世
代
へ

の
配
慮
と
い
う
問
題
に
あ
ら
た
め
て
結
ぶ
と
き
、
さ
ら
な
る
考
察
を
要
求
す
る
よ
う
な
、
意
味
深
長
な
響
き
を
依
然
と
し
て
も
つ
よ
う
に
思

わ
れ
る（

11
（

。
「
す
べ
て
の
人
を
ひ
と
つ
に
合
体
・
融
合
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
人
び
と
を
別
個
独
立
し
た
存
在
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

こ
の
〔
原
初
状
態
の
〕
観
点
は
私
た
ち
が
─
─
時
代
を
と
も
に
せ
ず
数
多
の
世
代
に
属
し
て
い
る
人
び
と
の
間
で
さ
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

─
─
不
偏
・
公
平

な
立
場
に
立
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
視
座
か
ら
社
会
に
お
け
る
私
た
ち
の
境
遇
を
眺
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
永

遠
の
相
の
下
に
（sub	specie	aeternitatis

）
了
解
す
る
業
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
状
況
を
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
視
点
か
ら
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
観
点
か
ら
も
凝
視
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
永
遠
性
の
視
座
は
現
世
を
超
え
た
場
所
か
ら
の
眺
望
で
も
な

け
れ
ば
、
あ
る
超
越
的
存
在
者
の
観
点
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
世
界
の
内
部
に
あ
っ
て
理
性
的
な
人
び
と
が
採
用
し
う
る
特
定
の

思
考
と
感
情
の
一
形
態
な
の
で
あ
る
」（T

J	

§87,	514=

七
七
三
─
七
七
四
頁　

強
調
は
引
用
者
）

六　

結
論
と
課
題

本
論
文
で
は
「
人
新
世
の
正
義
論
の
考
察
に
お
い
て
『
正
義
論
』
は
ま
だ
有
効
な
も
の
た
り
え
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
問
い
を
設
定
し
た
。
第
二
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節
で
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
『
正
義
の
影
で
』
で
の
世
代
間
正
義
論
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
確
認
し
た
。
第
三
節
と
第
四
節
で
は
「『
正

義
論
』
が
（
例
外
的
な
）
経
済
成
長
を
前
提
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
か
ら
の
正
義
論
に
は
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
フ
ォ
レ
ス
タ
と
ア
イ
ヒ

の
批
判
に
対
し
て
、
代
替
的
な
解
釈
を
示
す
こ
と
で
応
答
を
試
み
た
。『
正
義
論
』
を
成
長
で
は
な
く
差
異
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
・
す
べ
き
だ
し
、
だ
と
す
れ
ば
そ
の
枠
組
み
の
多
く
は
な
お
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
要
点
で
あ
る
。
第
五
節
で
は
、
気
候
変
動

を
め
ぐ
る
複
数
の
立
場
が
共
有
で
き
る
積
極
的
な
議
論
と
し
て
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
論
考
を
参
考
に
、
な
ぜ
将
来
世
代
を
気
遣
う
の
か
と
い
う

問
題
を
考
察
し
た
。
彼
に
よ
る
四
つ
の
理
由
づ
け
の
分
節
化
や
保
守
的
な
気
質
へ
の
注
目
は
、
大
筋
に
お
い
て
説
得
的
で
あ
り
、
人
新
世
の

正
義
論
に
貢
献
を
な
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
人
び
と
の
動
機
づ
け
に
注
目
す
る
点
で
『
正
義
論
』
の
道
徳
心
理
学
の
問

い
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
論
じ
残
さ
れ
た
こ
と
も
多
い
。
三
点
の
補
足
な
い
し
課
題
を
記
し
て
結
び
と
し
た
い
。
第
一
に
、
私
は
『
正
義
の
影
で
』
に
よ

る
『
正
義
論
』
批
判
の
意
義
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
し
か
に
本
作
は
論
争
の
書
で
あ
り
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
前
面
に
出
さ
れ
る
あ

ま
り
、
説
得
力
に
欠
け
た
り
ス
ィ
ー
ピ
ン
グ
に
思
わ
れ
た
り
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
成
長
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ

が
、
フ
ォ
レ
ス
タ
の
問
題
提
起
─
─
『
正
義
論
』
は
現
状
変
革
を
閉
ざ
す
影
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
─
─
は
有
効
で
あ
り
、
さ
ら
な

る
応
答
や
考
察
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
私
の
考
え
で
は
、
必
要
な
の
は
『
正
義
論
』
を
完
全
に
過
去
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
新
た
な
問
題
に
照
ら
し
て
エ
ラ
ボ
レ
イ
ト
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
書
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
『
正
義
論
』
が
必
ず
し
も
経
済
成
長
を
前
提
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
ミ
ル
の
定
常
状
態
論
へ

の
評
価
に
は
整
合
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
う
る
社
会
像
や
制
度
編
成
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
が
擁
護
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
の
要
素
も
強
く
含
む
が
、
現
実
社
会
で
は
そ
う
し
た

理
念
が
後
退
し
て
久
し
い
。
ロ
ー
ル
ズ
も
言
及
し
て
い
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
主
義
」
と
い
う
可
能
性
を
（
部
分
的
に
）
認
め
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
再
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
現
状
の
根
本
的
な
変
革
と
い
う
よ
り
も
穏
当
な
改
善
を
目
指
す
も
の
、
マ
ル
ク

ス
で
は
な
く
ミ
ル
の
系
譜
を
継
ぐ
試
み
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
『
な
ぜ
将
来
世
代
を
配
慮
す
る
の
か
』
に
か
か
わ
る
課
題
が
あ
る
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
議
論
は
有
益
な
も
の
だ
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が
、
完
全
に
説
得
的
な
答
え
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
意
義
は
「
な
ぜ
将
来
世
代
を
気
遣
う
の
か
」
と
い
う
問
い
を
独

自
の
視
点
か
ら
提
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。
第
五
節
で
は
、
保
守
的
な
気
質
な
ら
び
に
価
値
づ
け
の
内
実
や
、
愛
と
価
値
づ
け
の
対
立
可
能
性

と
い
う
論
点
を
提
起
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
世
代
間
正
義
論
は
資
源
や
人
口

の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
議
論
を
参
照
す
る
と
、
世
代
間
に
ま
た
が
る
動
機
づ
け
や
世
代
間
寛
容
論

と
い
っ
た
争
点
も
ま
た
浮
か
び
あ
が
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

以
下
の
著
作
に
は
略
語
を
用
い
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
参
照
箇
所
を
組
み
込
む
。
な
お
以
下
の
も
の
に
限
ら
ず
、
既
存
の
訳
に
一
部
手
を
加
え
た
も
の
も
あ

る
。

【ISJ

】K.	Forrester,	In the Shadow
 of Justice: Postw

ar Liberalism
 and the R

em
aking of Political Philosophy,	Princeton	U

niversity	
Press,	2019.

【T
J

】J.	Raw
ls.	A

 T
heory of Justice.	Revised	Edition,	H

arvard	U
niversity	Press,	1999

（
川
本
隆
史
・
福
間
聡
・
神
島
裕
子
訳
『
正
義
論
：
改

訂
版
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）.

【W
W

】S.	Scheffl
er, W

hy W
orry A

bout Future G
enerations?,	O

xford	U
niversity	Press,	2018.

（
1
）
千
葉
眞
『
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
─
─
危
機
の
時
代
の
「
突
破
口
」
を
求
め
て
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
二
年
、
二
七
八
─
三
〇

六
。

（
2
）
ハ
ー
マ
ン
・
Ｅ
・
デ
イ
リ
ー
『
持
続
可
能
な
発
展
の
経
済
学
』
新
田
功
・
藏
本
忍
・
大
森
正
之
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。

（
3
）
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
『
脱
成
長
』
中
野
佳
裕
訳
、
白
水
社
、
二
〇
二
〇
年
。

（
4
）
エ
コ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
も
脱
成
長
論
の
重
要
な
立
場
だ
と
さ
れ
る
。
千
葉
『
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
三
〇
五
─
三
〇
六
。

（
5
）J.	S.	D

ryzek	and	J.	Pickering,	T
he Politics of the A

nthropocene,	O
xford	U

niversity	Press,	2019;	

ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ュ
ー
「
生
計
用
排

出
と
奢
侈
的
排
出
」
宇
佐
美
誠
編
著
『
気
候
正
義
─
─
地
球
温
暖
化
に
立
ち
向
か
う
規
範
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
三
─
三
二
。
邦
語
文
献
だ

と
、
気
候
正
義
で
は
宇
佐
美
誠
編
著
『
気
候
正
義
』、
人
口
問
題
で
は
松
元
雅
和
・
井
上
彰
編
著
『
人
口
問
題
の
正
義
論
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
九
年
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が
、
そ
れ
ぞ
れ
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
。

（
6
）
道
徳
心
理
学
は
『
正
義
論
』
第
三
部
の
主
題
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
本
人
は
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
テ
ー
マ
だ
が
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。『
正
義
の
影
で
』
に
お
い
て
も
、
若
き
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
形
成
を
辿
っ
た
第
一
章
「
正
義
の
作
成
」
で
は
少
し
扱
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の

後
は
基
本
的
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。『
正
義
論
』
の
受
容
過
程
を
考
え
れ
ば
不
当
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
幅
広
い
論
点
を
扱
っ
た
本
書
に
お
け
る
こ
の

欠
落
は
、
何
事
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

（
7
）『
正
義
論
』
の
第
一
部
と
第
二
部
は
そ
れ
ぞ
れ
正
義
に
か
な
っ
た
ル
ー
ル
と
制
度
を
考
察
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
問
い
は
、
第
三
部
の
そ
れ
─
─
な
ぜ

正
義
に
従
う
こ
と
は
善
い
こ
と
で
も
あ
る
の
か
─
─
に
対
応
す
る
。

（
8
）
そ
れ
ゆ
え
、
貯
蓄
原
理
は
格
差
原
理
を
制
約
す
る
。
貯
蓄
原
理
は
移
行
期
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
点
で
は
『
万
民
の
法
』
に
お
け
る
援

助
義
務
に
類
推
的
で
あ
る
。

（
9
）Sam

uel	M
oyn,	N

ot E
nough: H

um
an R

ights in an U
nequal W

orld,	H
arvard	U

niversity	Press,	2018:	147.	

モ
イ
ン
も
ま
た
、『
正
義

論
』
が
戦
後
の
国
際
秩
序
（
と
り
わ
け
経
済
面
の
そ
れ
）
に
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
の
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
提
起
し
て
い

る
。

（
10
）
デ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
『
理
由
と
人
格
』
森
村
進
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
第
十
六
─
十
七
章
。

（
11
）『
正
義
の
影
で
』
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
流
れ
を
汲
む
リ
ベ
ラ
ル
な
理
論
家
の
み
な
ら
ず
、
対
抗
し
よ
う
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
ま
で
、
ほ
ぼ
お
し

な
べ
て
批
判
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
賛
同
者
も
批
判
者
も
道
徳
の
問
い
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
は
同
根
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
政
治
的

支
配
、
集
団
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
制
度
上
の
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
を
看
過
し
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（ISJ	268

）。
そ
う
し

た
な
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義
論
を
テ
ー
マ
に
し
た
第
五
章
で
の
扱
い
も
含
め
、
逸
れ
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
の
よ
う
な
バ
リ
ー
は
例
外
的
に
好
意
的
な
評
価
を

受
け
て
い
る
（ISJ	159-166

）。
ち
な
み
に
オ
ニ
ー
ル
の
議
論
は
飢
饉
に
対
す
る
人
口
政
策
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。

（
12
）B.	Barry,	 “Justice	betw

een	Generations, ”	in	P.	M
.	S.	H

acker	and	J.	Raz	

（eds.

）,	Law
, M

orality, and Society: E
ssays in H

onour 
of H

. L. A
. H

art,	O
xford	U

niversity	Press,	1977:	268-84.

（
13
）B.	Barry,	 “Circum

stances	of	Justice	and	Future	Generations, ”	in	R.	I.	Sikora	and	B.	Barry	

（eds.

）,	O
bligations to Future G

enerations,	
W

hite	H
orse	Press,	1978:	204-48.

（
14
）
Ｃ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
思
考
実
験
を
用
い
る
こ
と
自
体
は
規
範
理
論
に
と
っ
て
有
益
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
第
五
節
で
は
思
考
実
験
を
用
い
た

シ
ェ
フ
ラ
ー
の
考
察
を
好
意
的
に
と
り
あ
げ
た
い
。
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（
15
）H

.	D
.	K

ugelberg,	 “In	the	Shadow
	of	Justice:	Postw

ar	Liberalism
	and	the	Rem

aking	of	Political	Philosophy, ”	Jurisprudence	11,	
2020:	325-334,	esp.	330-331.

（
16
）
齋
藤
純
一
・
田
中
将
人
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
─
─
社
会
正
義
の
探
求
者
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
一
年
、
八
三
─
八
六
、
一
一
五
─
一
一
八
。

ロ
ー
ル
ズ
本
人
は
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
用
い
て
い
な
い
が
、
本
論
文
で
の
そ
れ
は
、
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
親
和
的
な
も
の

を
意
図
し
て
い
る
。
社
会
民
主
主
義
レ
ジ
ー
ム
の
よ
う
な
制
度
編
成
を
念
頭
に
お
い
て
も
ら
え
れ
ば
結
構
で
あ
る
。

（
17
）
両
構
想
の
対
比
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
・
田
中
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
』
七
三
─
七
七
。
Ｓ
・
フ
リ
ー
マ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
関
係
論
的

平
等
主
義
は
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
結
び
つ
く
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
運
の
平
等
主
義
は
福
祉
国
家
型
資
本
主
義
に
親
和
的
だ
と
し
て
い
る
。

Sam
uel	Freem

an, Liberalism
 and D

istributive Justice,	O
xford	U

niversity	Press,	2018,	44-45,	144.	

付
言
す
れ
ば
、
運
の
平
等
主
義
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
構
想
が
あ
り
、
現
状
変
革
を
強
く
志
向
す
る
も
の
も
あ
る
。A

.	Inoue,	 “In	the	Shadow
	of	Justice:	Postw

ar	Liberalism
	and	the	

Rem
aking	of	Political	Philosophy, ”	Journal of T

he H
istory of Philosophy	59,	2021:	527-528.

（
18
）
田
中
拓
道
『
リ
ベ
ラ
ル
と
は
何
か
─
─
17
世
紀
の
自
由
主
義
か
ら
現
代
日
本
ま
で
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
〇
年
、
第
四
章
。

（
19
）K

ugelberg,	 “In	the	Shadow
	of	Justice, ”	331-333.

（
20
）
も
っ
と
も
、
気
候
変
動
の
影
響
が
そ
こ
ま
で
顕
在
化
し
て
い
な
い
現
状
で
さ
え
、
巨
額
の
財
政
赤
字
と
い
う
か
た
ち
で
将
来
世
代
へ
の
負
担
が
課
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

（
21
）Stefan	Eich,	 “T

he	T
heodicy	of	Grow

th:	John	Raw
ls,	Political	Econom

y,	and	Reasonable	Faith, ”	M
odern Intellectual H

istory	18,	
2021:	984-1009,	esp.	986,	1000-1001.

（
22
）
田
中
将
人
『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
─
─
差
異
の
神
義
論=
正
義
論
』
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
九
─
三
二;	Eich,	 “T

he	T
heodicy	of	

Grow
th, ”	985-986.

（
23
）
ジ
ョ
ン
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
『
ゆ
た
か
な
社
会		

決
定
版
』
鈴
木
晋
太
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年;	Eich,	 “T

he	T
heodicy	of	Grow

th, ”	988,	
999-1000.	

（
24
）Eich,	 “T

he	T
heodicy	of	Grow

th, ”	989.	

（
25
）
Ｇ
・
ガ
ウ
ス
、
Ｊ
・
ト
マ
ー
シ
ー
、
Ｊ
・
ブ
レ
ナ
ン
と
い
っ
た
「
ア
リ
ゾ
ナ
学
派
」
の
理
論
家
に
は
、
現
状
維
持
性
の
打
破
と
経
済
成
長
へ
の
強
い

コ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。John	T

om
asi,	Free M

arket Fairness,	Princeton	U
niversity	Press,	2012,	165.	

ア
リ

ゾ
ナ
学
派
に
は
相
当
に
ア
バ
ウ
ト
な
側
面
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
よ
り
洗
練
化
さ
れ
た
試
み
と
し
て
は
、「
幸
福
の
神
義
論
」
の
観
点
か
ら
独
自
の
成
長
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論
的
自
由
主
義
を
発
展
さ
せ
て
い
る
、
以
下
の
構
想
が
注
目
に
値
す
る
。
橋
本
努
『
帝
国
の
条
件
─
─
自
由
を
育
む
秩
序
の
原
理
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七

年
、
一
九
七
─
二
〇
八
。

（
26
）
田
中
『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
』
三
二
、
二
八
七
─
二
九
九
。

（
27
）
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
公
正
と
し
て
の
正
義		

再
説
』
エ
リ
ン
・
ケ
リ
ー
編
、
田
中
成
明
・
亀
本
洋
・
平
井
亮
輔
訳
、
二
〇
二
〇
年
、
§49.2,	

三
一
五
。

（
28
）Eich,	 “T

he	T
heodicy	of	Grow

th, ”	989.	

フ
ォ
レ
ス
タ
も
同
様
の
批
判
を
し
て
い
る
。ISJ	200-203.

（
29
）
福
澤
諭
吉
の
い
う
「
怨
望
」
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
と
は
異
な
り
、
嫉
み
の
な
か
に
は
正
当
化
可
能
な
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
嫉
み
以
外
の
感
情
を
あ
る
人
に
期
待
す
る
こ
と
が
非
合
理
で
あ
る
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
て
、
嫉
み
が
自
尊
の
喪
失
に
対
す
る
反
作
用
で
あ
る
場
合
、
そ

れ
は
申
し
訳
の
立
つ
（
許
さ
れ
る
）
感
情
で
あ
る
と
私
は
言
い
た
い
」（T

J	

§80,	468=

七
〇
〇
）。

（
30
）
ミ
ル
の
功
利
主
義
が
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
に
き
わ
め
て
近
い
と
い
う
肯
定
的
評
価
と
、
マ
ル
ク
ス
の
正
義
論
が
正
義
を
超
越
し
た
社
会
を
想
定

し
て
い
る
と
い
う
否
定
的
評
価
は
、
両
者
へ
の
講
義
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
ロ
ー
ル
ズ		

政
治
哲
学
史
講
義
』
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

フ
リ
ー
マ
ン
編
、
齋
藤
純
一
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
五
三
四
、
六
四
五
。
マ
ル
ク
ス
の
理
想
社
会
で
は
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
が
成
立

し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
坂
本
達
哉
『
社
会
思
想
の
歴
史	

─
─
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
三

二
九
。

（
31
）
フ
リ
ー
マ
ン
は
、
ミ
ル
と
ロ
ー
ル
ズ
の
制
度
構
想
や
道
徳
心
理
学
に
通
常
思
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
強
い
親
近
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

Freem
an, Liberalism

 and D
istributive Justice,	45-50.

（
32
）「
貧
困
は
、
金
銭
を
も
た
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
金
銭
を
必
要
と
す
る
生
活
の
中
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
金
銭
を
持
た
な
い
こ
と
に
あ
る
。
貨
幣
か
ら
の
疎
外

の
以
前
に
、
貨
幣
へ
の

0

0

疎
外
が
あ
る
。
こ
の
二
重
の

0

0

0

疎
外
が
貧
困
の
概
念
で
あ
る
」。
見
田
宗
介
『
現
代
社
会
の
理
論
─
─
情
報
化
・
消
費
化
社
会
の
現

在
と
未
来
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
四
─
一
〇
五
（
強
調
原
文
）。

（
33
）J,	Raw

ls	and	P.	Parijs,	 “T
hree	Letters	on	T

he Law
 of Peoples	and	the	European	U

nion, ”	Revue de Philosophie É
conom

ique	18,	
2003:	7-20.

（
34
）
千
葉
『
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
三
四
三
。

（
35
）
千
葉
『
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
二
九
八
、
三
〇
四
。

（
36
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
上
廣
講
義
（U

ehiro	Lectures

）
に
基
づ
く
本
作
は
、
二
〇
一
四
年
の
『
死
と
後
世
』
で
の
議
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。Sam

uel	Scheffl
er,	N

iko	K
olodny

（ed.

）	D
eath and the A

fterlife,	O
xford	U

niversity	Press,	2014.	

タ
ナ
ー
・
レ
ク
チ
ャ
ー
に
基
づ
く
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後
者
で
は
他
の
論
者
と
の
質
疑
応
答
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
の
こ
と
。
森
村
進
「
未
来
世
代
に
配
慮
す
べ
き
も
う
一
つ
の

理
由
」
宇
佐
美
誠
編
著
『
気
候
正
義
』
八
七
─
一
〇
九
。

（
37
）
付
言
す
れ
ば
、
私
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
や
功
利
主
義
が
世
代
間
正
義
論
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
。
正
義

に
か
な
っ
た
ル
ー
ル
や
制
度
を
検
討
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
考
察
の
土
台
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
道
徳
心
理
学
（
動
機
づ
け
）
の
問
題
に
つ
い

て
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
と
も
考
え
て
い
る
。

（
38
）
こ
の
特
徴
は
上
述
の
二
点
に
も
見
出
さ
れ
る
が
、
二
〇
一
〇
年
の
『
平
等
と
伝
統
』
で
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
本
書
の
第
一
章
は
、
Ｔ
・
Ｍ
・
ス

キ
ャ
ン
ロ
ン
へ
の
論
集
に
寄
せ
ら
れ
た
「
価
値
づ
け
」
と
い
う
論
文
だ
が
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
将
来
世
代
を
気
遣
う
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
援
用

さ
れ
る
。Sam

uel	Scheffl
er,	E

quality and T
radition: Q

uestions of V
alue in M

oral and Political T
heory,	O

xford	U
niversity	Press,	

2010,	15-40.

（
39
）
こ
う
し
た
想
定
は
、
道
徳
哲
学
上
で
細
か
な
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
幸
福
論
の
立
場
と

特
徴
を
比
較
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
森
村
進
『
幸
福
と
は
何
か
─
─
思
考
実
験
で
学
ぶ
倫
理
学
入
門
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
八
年
。 

（
40
）
森
政
稔
『
戦
後
「
社
会
科
学
」
の
思
想
─
─
丸
山
眞
男
か
ら
新
保
守
主
義
ま
で
』	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
二
三
六
。

（
41
）
森
政
稔
『
戦
後
「
社
会
科
学
」
の
思
想
』
二
三
八
。

（
42
）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
活
動
的
生
』
森
一
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
。
ま
た
、
以
下
の
Ｊ
・
ラ
ズ
の
論
考
に
も
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
主
張

に
通
じ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ズ
『
価
値
が
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』
森
村
進
・
奥
野
久
美
恵
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇

二
二
年
。

（
43
）
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
価
値
論
（axiology

）
ア
プ
ロ
ー
チ
と
よ
び
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
び
と
が
抱
く
愛
着
を
捉
え
き
れ
な
い
と
し
て

批
判
し
て
い
る
（W
W

	87-104

）。

（
44
）
こ
れ
は
『
正
義
論
』
が
包
括
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
述
べ
た
箇
所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
用
語
法
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
永
遠

（eternity

）
で
は
な
く
不
死
（im

m
ortality

）
の
方
が
適
切
だ
ろ
う
。



魚
の
ま
な
ざ
す
海

─
─
多
種
間
の
政
治
と
人
間
で
あ
る
こ
と

● 

─
─
福
永
真
弓

一　

魚
が
泳
ぐ
海
─
─
人
間
以
外
の
も
の
た
ち
へ
の
／
か
ら
の
ま
な
ざ
し

人
間
は
、
そ
の
体
内
に
住
み
着
い
た
腸
内
細
菌
叢
、
呼
吸
す
る
空
気
を
提
供
し
て
く
れ
る
植
物
群
や
藻
類
、
食
べ
物
に
な
っ
て
く
れ
る
動

植
物
、
直
接
的
な
利
害
も
関
心
も
互
い
に
な
い
け
れ
ど
も
同
じ
居
住
空
間
に
住
み
着
く
生
き
も
の
た
ち
、
生
き
る
土
台
を
物
理
的
に
提
供
し

て
く
れ
る
土
、
水
、
空
気
な
ど
、
自
己
と
そ
の
他
の
生
き
も
の
や
モ
ノ
と
の
、
偶
然
性
の
高
い
絡
ま
り
合
い
の
中
で
生
き
て
い
る
。
住
ま
う

こ
と
や
食
べ
る
こ
と
に
ま
つ
わ
る
素
朴
な
日
常
的
実
感
は
、
人
間
も
ま
た
生
態
系
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。

そ
し
て
人
間
で
あ
る
こ
と
の
境
界
を
、
他
の
生
き
も
の
や
モ
ノ
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
形
づ
く
る
。

し
か
し
同
時
に
、
人
間
は
、
地
球
史
の
内
側
に
住
み
な
が
ら
、
地
球
史
ご
と
人
間
存
在
の
歴
史
を
俯
瞰
的
に
観
察
し
、
自
分
た
ち
ご
と
統

治
の
対
象
に
す
る
。
認
識
、
存
在
、
制
度
を
介
し
て
人
間
と
自
然
を
切
断
し
、
自
然
の
経
済
と
人
間
の
経
済
を
切
り
離
し
、
自
然
科
学
を
人

文
社
会
科
学
か
ら
切
り
離
し
て
き
た
。
そ
し
て
世
界
に
独
立
自
存
す
る
人
間
と
、
科
学
技
術
の
対
象
と
な
る
魂
の
な
い
自
然
が
描
か
れ
て
き

た
。

政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　118



119　福永真弓【魚のまなざす海】

人
新
世
は
こ
う
し
た
近
代
的
人
間
の
抱
え
て
き
た
矛
盾
が
そ
の
歴
史
的
蓄
積
ご
と
露
わ
と
な
っ
た
時
代
だ
。
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
の
進
展

は
、
人
間
が
生
き
る
環
境
条
件
を
維
持
す
る
こ
と
が
も
は
や
難
し
い
、
部
分
的
に
「
地
球
の
限
界
」
を
超
え
た
状
況
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
（Rockström

	et	al.	2009;	Steffen	et	al.	2015

）。
わ
た
し
た
ち
が
暮
ら
す
の
は
、
人
工
物
と
自
然
が
相
手
を
生
み
出
し
合
い
、
絡
み
合

う
混
淆
体
と
し
て
の
物
質
的
か
つ
社
会
的
自
然
（Castree	and	Braun	2001

）
の
広
が
る
地
球
だ
。
す
な
わ
ち
、
地
球
シ
ス
テ
ム
内
部
に
ま
で

人
間
の
新
し
く
物
事
を
始
め
る
力
が
入
り
込
ん
だ
、
こ
れ
ま
で
の
安
定
し
た
完
新
世
の
地
球
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
、
不
確
実
性
と
リ
ス
ク

の
増
し
た
未
知
の
地
球
シ
ス
テ
ム
だ
。

人
間
活
動
の
拡
大
が
「
地
球
の
限
界
」
を
超
え
よ
う
と
も
地
球
は
一
つ
し
か
な
い
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
危
機
と
社
会
不
安
・
社
会
問
題
が
重

な
っ
た
「
新
気
候
体
制
」（
ラ
ト
ゥ
ー
ル	2017=2019

）
の
中
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
生
き
の
び
る
技
を
生
み
出
す
の
か
。
現
実
に
走
る
火
星
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
よ
う
に
、
外
延
を
広
げ
る
こ
と
／
地
球
を
改
変
し
続
け
る
こ
と
を
目
指
す
の
か
。
そ
れ
と
も
、
有
限
あ
る
地
に
再
び
着
地
す

る
術
を
、「
脱
領
土
化
」
し
「
エ
コ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（H

eise	2008

）
の
も
と
で
模
索
し
よ
う
と
す
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
人
新
世
の
危
機
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
ヒ
ト
と
い
う
種
と
し
て
の
対
応
を
呼
び
か
け
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ト
種
と
し
て
他
種
と

ど
う
生
き
る
か
を
問
う
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
共
通
す
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
的
思
考
の
問
題
性
を
批
判
し
、
惑
星
的
思
考
を
人
類

が
持
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
向
か
う
か
に
つ
い
て
は
全
く
異
な
る
ビ
ジ
ョ
ン
が
含
ま
れ

る
。
宇
宙
開
発
技
術
と
も
な
る
培
養
肉
な
ど
分
子
や
細
胞
レ
ベ
ル
で
素
材
を
再
編
す
る
科
学
技
術
を
延
長
し
、
惑
星
の
物
質
代
謝
の
負
担
軽

減
と
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
「
宇
宙
の
生
活
様
式
」
が
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
（cf.	ecological	m

odernization

）、
近
代
後
の
荒
れ

地
の
中
で
、
再
び
地
上
に
棲
み
直
す
た
め
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
「
土
壌
（soil

）・
堆
肥
（com

post

）
の
生
活
様
式
」
が
探
索
さ
れ
る
（cf.	

藤
原	2019

）。「
土
壌
・
堆
肥
」
と
言
っ
て
も
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
差
異
化
さ
れ
た
土
着
の

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
召
喚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
生
産
で
は
な
く
発
生
シ
ス
テ
ム
と
相
互
依
存
を
柱
と
す
る
「
土
壌
」
に
棲
み
直
す
こ
と
が

主
張
さ
れ
る
（H

araw
ay	2016;	

ラ
ト
ゥ
ー
ル	2017=2019

）。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
惑
星
資
源
の
蕩
尽
的
消
費
の
跡
地
で
、
人
間
の
居
住
地
を

確
保
す
る
た
め
に
、
他
種
に
関
す
る
表
象
と
、
他
種
と
ヒ
ト
種
の
相
互
依
存
的
な
関
係
性
の
把
握
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
多
種
間
の
政
治
の
方

法
論
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
概
念
、
モ
ノ
、
情
報
、
仮
想
空
間
、
人
間
を
含
む
生
き
も
の
た
ち
な
ど
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
集
合
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体
と
し
て
社
会
を
記
述
す
る
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論（

1
（

や
、
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
・
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
（K

irksey	and	H
elm

reich	2010;	
近
藤	2022;	

近
藤
・
吉
田	2021

）
な
ど
、
多
種
間
の
政
治
を
模
索
し
、
共
に
生
き
る
た
め
に
世
界
を
記
述
す
る
試
み
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

人
新
世
と
い
う
時
代
認
識
を
踏
ま
え
、
活
発
化
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
議
論
と
問
題
関
心
を
共
有
し
つ
つ
、
本
論
は
、
魚
の
棲
ま
う
海
を
め

ぐ
る
現
実
の
人
間
と
他
の
生
き
も
の
た
ち
の
関
わ
り
を
描
写
す
る
こ
と
か
ら
、
人
間
と
い
う
種
と
、
人
間
以
外
の
も
の
た
ち
と
の
間
の
政
治

の
可
能
性
を
問
う
て
み
よ
う
。
多
種
の
間
の
関
係
性
の
描
写
と
そ
の
間
の
政
治
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
の
型
の
惑
星
的
思
考
に
与

す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
ら
に
抗
い
な
が
ら
居
場
所
で
棲
ま
う
方
法
を
探
る
場
合
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
必
要
に
な
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
環
境
哲
学
は
、
な
が
ら
く
、
自
然
と
は
何
か
、
人
間
は
自
然
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
ど
う
振
る
舞
う
べ

き
か
を
問
い
の
中
心
に
し
て
き
た
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
有
限
性
の
あ
る
地
球
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
制
作
し

生
き
る
他
の
生
き
も
の
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
世
界
を
制
作
し
生
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
人
間
も
ま
た
、
自
己
家
畜
化
を
絶
え
間
な
く

繰
り
返
し
、
ゲ
ノ
ム
科
学
の
発
展
に
よ
り
自
ら
の
生
の
偶
然
性
を
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
デ
ザ
イ
ン
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
な
存

在
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
生
物
学
的
な
人
間
と
い
う
所
与
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
の
存
在
基
盤
も
揺
ら
ぐ
中
、
歴
史
的
に
関
わ
り
な
が
ら
、
人

間
存
在
の
あ
り
よ
う
に
寄
与
し
て
き
た
地
球
シ
ス
テ
ム
と
い
う
基
盤
も
変
容
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
基
盤
の
変
容
を
前
に
、
人
間
は

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
う
る
の
か
。
他
の
種
も
、
ヒ
ト
と
い
う
種
も
、
ど
の
よ
う
な
世
界
に
生
き
、
種
で
あ
り
続
け
う
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
は
、
抽
象
的
な
種
の
ま
ま
模
索
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
い
で
も
あ
る
。
抽
象
的
な
種
の
政
治
は
全
体
主
義
に
陥
り
や
す

い（
2
（

。
惑
星
的
思
考
が
全
体
主
義
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は（

3
（

、
多
元
的
な
世
界
を
生
き
る
も
の
達
の
具
体
的
な
姿
か
ら
連
帯
可
能
性
を
探
り
、
連

帯
の
中
に
見
い
だ
す
惑
星
の
輪
郭
を
手
探
り
す
る
過
程
が
必
要
で
あ
る
。

惑
星
的
思
考
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
前
か
ら
、
土
台
と
な
る
環
境
の
変
化
に
は
、
生
き
も
の
も
、
水
や
風
も
既
に
応
答
し
始
め
て
い
る
。

そ
の
隣
に
棲
ま
う
人
間
達
も
変
化
に
応
答
し
始
め
て
い
る
。
惑
星
的
思
考
の
一
部
が
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
と
い
う
強
い
科
学
を
背
景
に
、
モ

デ
リ
ン
グ
に
よ
る
規
範
と
支
配
的
な
言
説
を
形
成
し
始
め
て
い
る
一
方
で
、
変
容
す
る
生
き
も
の
か
ら
の
応
答
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
、
人

間
例
外
主
義
的
な
枠
か
ら
退
去
し
、
多
種
間
の
政
治
を
試
み
る
人
び
と
の
実
践
は
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
海
の
連
続
性
、
生
き
も
の
と

人
び
と
が
歴
史
的
に
蓄
積
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
き
た
存
在
と
そ
の
豊
か
さ
の
継
続
性
、
そ
し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
世
界
観
の
継
承
性
を
も
つ
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世
界
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

本
論
で
は
ま
ず
、
人
新
世
に
お
け
る
種
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
ま
ず
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
後
、
異
な
る
魚
と
の
付
き

合
い
を
通
し
て
、
人
び
と
が
人
間
と
い
う
種
の
複
雑
さ
と
厄
介
さ
を
確
認
し
な
が
ら
、
多
種
の
間
で
生
き
て
い
く
術
と
そ
の
た
め
の
場
所
と

し
て
の
海
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
現
場
か
ら
、
多
種
の
政
治
の
萌
芽
を
見
い
だ
し
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、
漁
師
た
ち
の
言
葉
か
ら
、
多
種
と

の
政
治
の
中
で
し
か
私
た
ち
は
そ
の
種
に
な
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
経
験
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
様
子
を
追
い
か
け
よ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、

他
種
と
の
種
的
境
界
の
認
識
か
ら
、「
そ
の
種
に
な
る
／
歴
史
的
に
そ
の
種
で
あ
り
続
け
て
い
る
」
多
種
間
の
倫
理
に
つ
い
て
の
気
づ
き
と

実
践
を
促
す
、
日
常
経
験
の
記
述
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二　

惑
星
的
思
考
と
多
種
の
政
治

１　

種
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

人
新
世
を
提
唱
し
、
広
げ
て
き
た
Ｐ
・
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
ら
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
派
人
新
世
論
者
は
、
人
間
を
「
種
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
の

も
と
で
一
元
的
に
表
現
し
、
地
球
危
機
に
対
抗
す
る
集
合
体
と
し
て
人
類
全
体
を
ま
と
め
あ
げ
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
人
間
存
在
よ

り
前
に
始
ま
り
、
人
間
が
い
な
く
な
っ
た
後
も
活
動
を
続
け
る
だ
ろ
う
地
球
史
と
人
間
の
歴
史
を
融
合
し
、
ヒ
ト
と
い
う
「
種
」
を
地
球
史

に
再
定
位
し
て
き
た（

4
（

。
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は（

5
（

、
人
間
例
外
主
義
に
対
す
る
科
学
的
反
証
を
片
手
に
、
人
類
を
、
地
質
的
力
を
構
成
し
地
球
史

に
干
渉
し
う
る
対
等
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て（

6
（

語
る
。
そ
し
て
、
西
洋
の
自
然
主
義
的
想
像
力
の
も
と
、
地
球
と
社
会
を
工
学
的
に
融
合
さ
せ

（cf.	

情
報
科
学
と
生
命
現
象
、
金
融
物
理
シ
ス
テ
ム
と
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
、
地
球
工
学
と
気
象
シ
ス
テ
ム
）、
地
球
内
部
の
シ
ス
テ
ム
を
操
作
可
能
な
も

の
と
み
な
し
て
干
渉
し
、
統
治
・
管
理
を
試
み
る（

7
（

。

人
新
世
と
い
う
時
代
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
人
文
社
会
科
学
者
た
ち
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
ヒ
ト
種
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
警
戒
し
て

き
た
。
近
現
代
を
通
じ
て
、
ヒ
ト
種
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
帝
国
、
資
本
主
義
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
思
考
様
式
と
そ
の
「
人
類
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学
的
機
械
」（
ア
ガ
ン
ベ
ン	2002=2004:		29-30

）
の
動
作
を
支
え
て
き
た
か
ら
だ
。
非
人
間
化
、
動
物
化
、
モ
ノ
化
、
劣
等
化
を
人
間
以
外
の

生
き
も
の
及
び
人
間
内
部
に
も
仕
掛
け
て
収
奪
可
能
な
自
然
領
域
や
モ
ノ
を
生
み
出
し
、「
人
間
」
と
そ
の
領
域
か
ら
対
象
を
は
じ
き
出
し

て
、「
人
間
」
と
そ
の
他
の
自
然
的
な
る
も
の
を
区
別
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
金
森	2012

）。

科
学
技
術
史
・
環
境
史
家
の
Ｃ
・
ボ
ヌ
イ
ユ
と
Ｊ
・
フ
レ
ソ
ズ
は
、
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
派
人
新
世
論
者（

8
（

の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
遂
行
的
で

あ
る
こ
と
、
人
類
の
た
め
に
と
い
う
大
き
な
目
標
が
、
ジ
オ
政
治
や
地
─
権
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
し
て
、「
種
」
と
い

う
語
り
口
が
、
ヒ
ト
一
般
を
等
し
く
罪
人
か
つ
同
じ
義
務
を
も
つ
地
球
市
民
と
み
な
し
、
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
社
会
階
級
に
基
づ
く
不
均

衡
性
や
不
衡
平
性
を
捨
象
す
る
と
指
摘
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
な
ど
が
多
様
性
と
尊

厳
の
平
等
性
を
強
調
し
な
が
ら
解
体
し
て
き
た
普
遍
主
義
的
人
間
像
も
ま
た
、
科
学
か
ら
捨
象
さ
れ
る
（
ボ
ヌ
イ
ユ
と
フ
レ
ソ
ズ	2016=2018:	

70-88

）。
種
と
い
う
語
り
口
は
「
人
類
学
的
機
械
」
の
再
作
動
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
疑
念
を
別
の
角
度
か
ら
問
い
続
け
て
き
た
の
が
エ
コ
マ
ル
ク

ス
主
義
だ
。
エ
コ
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
人
新
世
よ
り
「
資
本
新
世
（M

oore	2016;	2017

）」
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と
主
張
し
て
き
た
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
地
球
と
人
間
と
い
う
巨
大
な
焦
点
か
ら
は
、
人
間
内
部
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
格
差
を
増
大
さ
せ
、
社
会
・
自
然
に
自
己

破
壊
的
な
力
を
向
け
て
き
た
資
本
主
義
と
い
う
運
動
装
置
が
隠
蔽
さ
れ
る
か
ら
だ
。

ま
た
、
抽
象
的
な
ヒ
ト
を
語
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
と
自
然
主
義
的
想
像
力
に
基
づ
く
解
決
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
中
立
性
を

不
問
に
付
し
、
他
の
ビ
ジ
ョ
ン
・
方
法
の
選
択
可
能
性
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。
よ
り
深
刻
な
の
は
、
下
か
ら
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
政

治
・
社
会
実
験（

9
（

の
想
像
力
を
抑
圧
し
、
そ
れ
ら
の
運
動
や
主
張
を
政
治
的
に
無
力
化
す
る
こ
と
だ
。
人
間
以
外
の
生
き
も
の
や
環
境
の
知
識

を
蓄
え
、
工
業
化
や
消
費
主
義
化
に
抗
い
、
環
境
破
壊
を
止
め
て
き
た
無
数
の
歴
史
的
・
現
在
進
行
的
な
営
み
（
社
会
運
動
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
、

あ
る
い
は
伝
統
的
な
価
値
、
世
界
観
や
生
活
様
式
）
は
数
多
く
存
在
し
て
き
た
。
種
と
い
う
人
新
世
論
者
た
ち
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
こ
う
し
た
環

境
破
壊
を
「
抑
制
（inhibition

）」
し
て
き
た
営
み
を
政
治
的
に
無
力
化
し
、
人
間
活
動
の
拡
大
と
加
速
を
促
す
「
脱
抑
制
」
の
機
能
を
果
た

し
て
し
ま
う
の
だ
（
ボ
ヌ
イ
ユ
と
フ
レ
ソ
ズ	2016=2018:	345

）。
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人
間
例
外
主
義
を
問
い
直
す

ヒ
ト
種
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
支
配
的
言
説
と
な
る
こ
と
を
警
戒
し
つ
つ
、
気
候
変
動
が
日
常
の
リ
ス
ク
要
因
と
な
っ
た
現
代
社
会
を

い
か
に
生
き
る
の
か
。
惑
星
的
思
考
の
必
要
性
を
提
唱
す
る
論
者
達
は
、
人
間
中
心
主
義
的
な
地
球（

（1
（

の
把
握
と
理
解
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
説

く
。
そ
し
て
、
人
間
以
外
の
生
き
も
の
や
モ
ノ
た
ち
と
の
応
答
な
く
し
て
人
間
は
糧
を
得
ら
れ
ず
存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
相
互
依
存
性
か

ら
出
直
す
こ
と
、
地
球
に
棲
み
直
す
こ
と
を
主
張
す
る
。

例
え
ば
、
惑
星
的
思
考
の
論
客
の
一
角
を
な
す
、
歴
史
学
者
の
Ｄ
・
チ
ャ
ク
ラ
バ
ル
テ
ィ
は
、
ヒ
ト
種
と
い
う
概
念
が
関
係
論
的
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
、
政
治
を
人
間
が
相
互
依
存
す
る
他
種
の
生
き
も
の
や
モ
ノ
た
ち
、
人
間
以
外
の
存
在
の
た
め
に
開
く
時
が
来
た
と
主
張
す

る
。「
惑
星
的
環
境
危
機
の
も
と
で
は
、
政
治
と
正
義
の
思
想
を
、
生
き
て
い
る
も
の
と
生
き
て
い
な
い
も
の
の
両
方
を
含
む
非
人
間
的
な

も
の
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
」（Chakrabarty	2021:	13

）。

こ
う
し
た
議
論
は
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
環
境
哲
学
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
き
た
脱
人
間
中
心
主
義
の
議
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
確

か
に
、
学
問
、
政
策
形
成
な
ど
の
政
治
実
践
、
そ
し
て
環
境
正
義
運
動
な
ど
社
会
運
動
に
お
い
て
も
、
自
然
の
内
在
的
価
値
を
は
じ
め
、
生

命
中
心
主
義
、
生
態
系
中
心
主
義
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
土
地
倫
理
、
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
動
物
倫
理

学
・
自
然
の
権
利
論
等
が
再
訪
さ
れ
、
現
代
的
に
再
編
・
展
開
さ
れ
始
め
て
い
る
。
動
物
の
た
め
の
政
治
に
関
し
て
言
え
ば（

（（
（

、
動
物
の
権
利

論
の
立
場
を
採
用
し
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
動
物
へ
の
拡
張（

（1
（

、
種
内
部
の
模
範
原
理
に
基
づ
く
潜
在
能
力
の
保
障（

（1
（

と
い
っ
た
ア
イ
デ
ィ

ア
も
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
思
想
哲
学
が
想
定
と
し
て
き
た
以
上
の
社
会
自

然
の
中
に
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
種
と
い
う
区
分
は
他
者
と
の
関
係
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
生
物
の
存
在
論
的
様
相
は
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
現
実
を
生
き
る
人
間
と
の
関
わ
り
の
中
で
さ
ら
に
動
的
な
関
係
論
の
中
に
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

惑
星
的
思
考
の
別
の
一
角
を
な
す
Ｂ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
と
思
想
的
影
響
を
互
い
に
及
ぼ
し
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
科
学
思
想
家
の
Ｄ
・
ハ
ラ

ウ
ェ
イ
の
思
想
は
、
分
野
を
ま
た
ぎ
、
関
係
論
的
種
と
い
う
思
考
の
源
泉
と
な
っ
て
き
た
。
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
は
人
間
の
生
を
成
り
立
た
せ
、
同
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時
に
人
間
に
よ
っ
て
生
を
成
り
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
生
き
も
の
た
ち
を
「
重
要
か
つ
意
味
あ
る
他
者
」、「
伴
侶
種
」
と
総
称
す
る
。
科
学
技

術
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
実
験
室
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
米
、
蜂
、
体
内
の
腸
内
細
菌
叢
、
ペ
ッ
ト
、
野
生
の
キ
ノ
コ
、
オ
オ
カ
ミ
ま
で
、
私
た
ち

は
生
物
学
的
に
差
異
を
持
っ
て
生
ま
れ
、
歴
史
的
な
相
互
関
係
の
積
み
重
ね
の
も
と
、
関
係
性
の
中
で
特
異
的
な
種
的
・
個
体
と
し
て
の
存

在
に
共
に
「
な
る
（becom

ing

）」（H
araw

ay	2003

）。
人
間
も
科
学
技
術
の
進
展
に
伴
い
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
人
工
物
と
混
じ
り
合
っ
て

身
体
・
感
覚
を
拡
張
し
な
が
ら
、
他
者
お
よ
び
他
者
を
構
成
し
て
い
る
関
係
性
ご
と
と
自
己
が
縺
れ
合
う
「
世
界
制
作
の
ゲ
ー
ム
」（H

araw
ay	

2008:	19

）
に
参
加
し
、
共
に
互
い
を
創
る
（sym

poiesis

）（H
araw

ay	2016

）。

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
と
共
鳴
し
つ
つ
、
人
新
世
と
い
う
跡
地
の
中
で
他
種
と
「
生
き
る
術
（arts	of	living

）」
を
模
索
す
る
人
類
学
者
の
ア
ナ
・
チ

ン
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
種
は
、
と
も
す
れ
ば
確
固
と
し
た
カ
テ
ゴ
リ
の
内
側
で
自
己
完
結
的
に
自
己
組
織
的
に
進
化
を
な
し
え
る
静

的
不
変
性
を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
物
学
の
蓄
積
が
示
す
よ
う
に
、
進
化
も
ま
た
、
多
種
と
の
関
係
性
の
中
で

種
と
し
て
の
精
緻
化
が
お
こ
る
「
種
と
い
う
実
践
」
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
関
わ
り
で
保
持
さ
れ
て
き
た
、
種
と
し
て
の
「
人
間
の
本
性

と
は
種
間
の
関
係
で
あ
る
」
と
さ
え
言
え
る
（T
sing	2012

）。
問
題
は
、
人
間
だ
け
が
こ
う
し
た
関
係
性
か
ら
一
方
的
に
独
立
し
う
る
と
い

う
人
間
例
外
主
義
な
の
だ
。

人
間
例
外
主
義
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
、
種
間
の
関
係
性
の
民
族
誌
的
描
写
か
ら
人
と
そ
れ
以
外
の
他
者
の
関
係
性
に
光
を
あ
て
る
マ
ル

チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
論
は
、
こ
う
し
た
複
数
種
の
関
係
性
を
人
間
の
間
の
／
他
種
と
の
政
治
交
渉
や
意
志
決
定
過
程
に
ど
の
よ
う
に
持
ち
込
む

か
（
近
藤
、
吉
田
編	2021

）、
そ
の
手
法
を
模
索
し
始
め
て
い
る
。
い
か
な
る
種
の
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
実
践
を
踏
ま
え
た
上

で
、
人
間
以
外
の
も
の
た
ち
と
の
政
治
は
い
か
に
可
能
か
。
人
間
例
外
主
義
か
ら
脱
す
る
た
め
の
問
い
だ
。

本
論
は
こ
う
し
た
問
い
の
必
要
性
を
共
有
し
つ
つ
、
次
項
か
ら
少
し
ロ
ー
カ
ル
な
環
境
記
述
に
潜
っ
て
み
た
い
。
荒
廃
し
変
わ
り
ゆ
く
大

洋
と
沿
岸
の
様
相
を
、
接
す
る
魚
と
の
関
係
性
を
通
じ
て
歴
史
的
に
把
握
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
政
治
や
資
本
主
義
と
の
狭
間
で

「
魚
と
う
ま
く
付
き
合
え
る
居
場
所
」
を
つ
く
る
。
そ
の
よ
う
な
多
種
の
政
治
を
試
み
る
人
び
と
に
つ
い
て
描
写
し
て
み
よ
う
。

三　

魚
の
ま
な
ざ
す
海
─
─
多
種
間
の
政
治
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１　

空
間
認
識
の
多
重
性
と
行
き
交
う
魚
た
ち

本
項
で
は
サ
ケ
お
よ
び
そ
の
周
囲
の
生
き
も
の
た
ち
と
岩
手
県
宮
古
市
田
老
町
の
沿
岸
の
人
び
と
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
多
種

間
の
政
治
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
よ
う（

（1
（

。
は
じ
め
に
、
こ
の
沿
岸
の
人
び
と
の
魚
に
対
す
る
認
識
と
空
間
認
識
の
複
数
性
に
つ
い
て
簡

単
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。

三
陸
沿
岸
は
昔
か
ら
、
豊
穣
な
漁
場
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
近
世
中
期
か
ら
商
人
資
本
が
入
り
、
サ
ケ
や
ア
ワ
ビ
、
コ
ン
ブ
な
ど
が
支

え
る
商
品
経
済
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
陸
の
延
長
線
上
に
は
明
治
漁
業
法（

（1
（

以
降
も
、
近
世
ま
で
の
慣
習
を
も
と
に
地
先
入
会
漁
業
権

（
二
野
瓶	1962

）
が
設
定
さ
れ
、
戦
後
も
長
く
共
有
資
源
の
管
理
が
行
わ
れ
て
き
た（

（1
（

。
田
老
町
に
お
い
て
も
、
今
で
も
そ
の
区
域
は
ほ
ぼ
踏
襲

さ
れ
、
岸
浜
漁
や
養
殖
を
行
う
区
域
に
な
っ
て
い
る
。
天
然
の
ワ
カ
メ
、
コ
ン
ブ
、
ア
ワ
ビ
、
ホ
ヤ
、
ウ
ニ
、
タ
コ
、
ナ
メ
タ
カ
レ
イ
な
ど

の
地
付
き
資
源
の
岸
浜
漁
が
集
落
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。
と
り
わ
け
天
然
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
拾
い
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
稼
ぎ
手
が
女

性
や
高
齢
者
で
あ
る
世
帯
に
と
っ
て
貴
重
な
収
入
源
で
あ
り
、
そ
の
加
工
場
も
近
隣
地
域
社
会
に
働
き
口
を
提
供
し
て
き
た
。

人
び
と
の
空
間
認
識
は
、
こ
う
し
た
歴
史
と
連
続
し
な
が
ら
、
岸
辺
と
生
き
も
の
が
訪
れ
る
回
遊
路
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
磯
場
を
漁
場

に
す
る
漁
師
た
ち
の
中
に
は
、
海
底
を
ま
る
で
地
上
の
景
色
を
語
る
よ
う
に
詳
細
に
把
握
し
、
語
る
こ
と
が
出
来
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う

な
人
は
ア
ワ
ビ
が
好
む
水
の
味
（
そ
の
知
見
に
よ
れ
ば
海
の
中
に
も
陸
上
と
同
じ
く
台
地
が
あ
り
、
湧
水
が
あ
り
、
川
が
流
れ
る
）
ま
で
把
握
し
て
い

て
、
ど
こ
の
湧
水
に
魚
の
稚
魚
が
群
れ
て
い
る
か
も
、
詳
細
に
知
っ
て
い
る
。
岸
浜
漁
に
出
る
人
は
、
大
体
の
海
底
の
地
形
と
特
徴
、
そ
こ

に
い
る
生
き
も
の
た
ち
の
生
態
、
そ
れ
ら
が
何
を
好
み
、
ど
う
す
れ
ば
居
着
い
て
増
え
て
く
れ
る
の
か
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
て
、
上
手
い

人
は
経
験
の
蓄
積
を
周
囲
か
ら
の
伝
聞
や
別
様
の
知
識
と
照
合
し
、
広
域
の
状
況
も
含
め
て
把
握
し
、
常
に
磯
と
魚
の
把
握
の
仕
方
を
補
強

し
て
い
る
。

近
世
に
お
い
て
、
地
先
領
域
と
そ
こ
に
棲
ま
う
も
の
た
ち
、
訪
れ
る
も
の
た
ち
は
、
そ
の
地
先
集
団
の
共
有
資
源
だ
っ
た
。
訪
れ
る
も
の

の
大
き
さ
に
関
係
な
く
、
鯨
が
宮
古
湾
に
漂
着
し
た
と
き
は
、
近
世
の
湾
の
人
び
と
は
自
分
の
領
域
に
鯨
を
寄
せ
よ
う
と
苦
心
し
た
。
残
存
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す
る
歴
史
資
料
で
確
認
で
き
る
限
り
、
近
世
半
ば
に
は
既
に
サ
ケ（

（1
（

の
生
態
の
他
、
そ
の
回
遊
路
や
行
動
形
態
も
細
か
く
把
握
さ
れ
て
い
た
。

面
白
い
の
は
、
サ
ケ
や
マ
グ
ロ
の
よ
う
な
回
遊
魚
に
つ
い
て
、
人
び
と
は
魚
の
行
動
と
暦
を
熟
知
し
、
地
先
を
超
え
て
魚
道
を
地
先
と
同
様

に
入
会
化
し
、
あ
る
い
は
周
囲
の
地
先
集
団
と
交
渉
し
て
共
同
管
理
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
地
先
空
間
は
、
訪
れ
る
魚
の
生
態
に
あ
わ

せ
て
延
長
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
生
態
学
的
関
係
性
に
埋
め
込
ま
れ
た
地
先
の
空
間
認
識
に
、
別
様
の
空
間
認
識
が
加
わ
る
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
鉄
板
の
動

力
船
が
加
わ
っ
て
か
ら
だ
。
岩
手
県
で
は
大
正
期
に
動
力
船
の
導
入
が
一
気
に
進
ん
だ
。
宮
古
港
に
は
、
遠
目
の
沿
岸
か
ら
、
遠
く
は
水
平

線
の
あ
た
り
ま
で
出
港
し
て
戻
っ
て
く
る
船
が
寄
港
し
、
製
氷
所
が
で
き
た
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
、
宮
古
湾
は
サ
ン
マ
、
カ
ツ
オ
や

イ
カ
漁
の
た
め
に
沖
合
に
で
る
船
の
一
大
寄
港
地
と
な
っ
て
い
た
。
沖
合
の
サ
ケ
も
延
縄
や
流
し
網
漁
船
の
対
象
と
な
っ
た
。
港
の
整
備
は

水
産
加
工
の
産
業
化
を
進
め
る
と
共
に
、
ベ
ニ
ヤ
板
な
ど
の
輸
入
木
材
加
工
、
田
老
の
銅
精
錬
を
行
う
化
学
工
場
も
操
業
を
始
め
た
。

漁
師
た
ち
の
沖
合
ま
で
広
が
っ
た
空
間
認
識
は
、
行
き
来
す
る
船
や
出
入
り
す
る
船
員
達
、
加
工
さ
れ
た
魚
た
ち
が
漁
村
に
並
ぶ
景
観
を

共
有
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
人
び
と
の
認
識
に
も
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
た
。「
沖
ま
で
行
っ
て
、
ウ
チ
か
ら
見
え
る
水
平
線
の
向
こ
う
側
か

ら
父
ち
ゃ
ん
が
獲
っ
て
き
た
イ
カ
た
ち
」
が
家
の
近
く
の
道
路
に
拓
か
れ
て
並
ぶ
の
を
見
な
が
ら
学
校
に
通
い
、
別
の
家
の
父
ち
ゃ
ん
に
獲

ら
れ
て
き
た
カ
ツ
オ
が
、
加
工
場
で
、
よ
そ
の
母
ち
ゃ
ん
た
ち
の
手
で
鰹
節
に
な
る
匂
い
を
嗅
ぎ
、
イ
ワ
シ
加
工
が
ハ
マ
で
行
わ
れ
る
の
を

手
伝
い
、
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
落
ち
た
サ
ン
マ
が
道
路
を
散
乱
す
る
の
で
拾
っ
て
お
か
ず
に
し
た
。
船
員
さ
ん
達
が
入
る
銭
湯
が
街
の
あ
ち
こ
ち

に
増
え
、
港
湾
近
く
に
は
色
町
が
で
き
、
見
て
は
い
け
な
い
も
の
を
ぶ
ら
下
げ
て
歩
く
大
人
た
ち
が
い
る
場
所
か
ら
、
子
ど
も
は
追
い
出
さ

れ
た
。

こ
う
し
た
沿
岸
・
沖
合
漁
業
の
興
隆
は
あ
る
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
沖
合
で
漁
船
が
捕
っ
て
く
る
魚
は
「
無
主
物
（res	nullius

）」

で
あ
り
、
才
覚
と
技
術
を
ま
か
な
う
財
力
、
覚
悟
が
あ
れ
ば
、
漁
場
ご
と
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
だ
。
特
に
、
沖
合
で
獲
ら

れ
た
魚
は
、
資
源
管
理
や
周
囲
の
村
落
と
の
関
係
性
か
ら
漁
獲
を
制
限
さ
れ
て
き
た
ハ
マ
や
沿
岸
の
魚
と
は
異
な
る
所
有
感
覚
を
持
て
る
魚

た
ち
だ
っ
た
。
各
船
は
競
っ
て
沖
合
の
漁
場
を
取
り
合
い
、
魚
の
群
れ
を
占
有
し
よ
う
と
試
み
た
。

さ
ら
に
戦
後
に
な
る
と
、
こ
こ
に
公
海
と
い
う
「
無
主
地
（terra	nullius

）」
が
接
続
す
る
。
戦
後
す
ぐ
、
人
び
と
は
食
い
扶
持
を
求
め
て
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沿
岸
に
殺
到
し
た
。
沿
岸
・
沖
合
漁
業
は
瞬
く
間
に
魚
を
取
り
尽
く
し
、
漁
業
経
営
は
危
機
に
陥
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
天
然
資
源
局
は
苦
境
を

見
か
ね
て
一
九
五
一
年
に
漁
業
人
口
・
漁
船
の
制
限
と
資
源
保
護
等
の
提
案
を
提
言
し
た
が
、
日
本
政
府
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ラ
イ
ン
の
撤

廃
に
動
き
、
一
九
五
二
年
に
撤
廃
さ
れ
る
と
、「
沿
岸
か
ら
沖
合
へ
、
沖
合
か
ら
遠
洋
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
共
に
、
北
は
オ
ホ
ー
ツ

ク
海
ま
で
、
南
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
ま
で
漁
場
を
瞬
く
間
に
広
げ
て
い
っ
た
。

マ
グ
ロ
も
悪
い
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
ケ
イ
ソ
ン（

（1
（

に
比
べ
る
と
全
然
話
に
な
ら
な
か
っ
た
ね
。
行
っ
た
の
は
、
カ
ロ
リ
ン
と
か

マ
ー
シ
ャ
ル
と
か
、
あ
っ
ち
の
方
で
す
。
北
緯
一
〇
度
、
東
経
一
五
〇
度
あ
た
り
で
す
。
本
当
は
も
う
一
〇
度
ほ
ど
北
だ
と
メ
バ
チ
が

獲
れ
て
良
い
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
行
く
に
は
時
間
も
か
か
る
し
燃
料
も
か
か
る
し
。
そ
れ
と
風
が
強
く
て
貿
易
風
て
言
っ
た
ん
だ
け
れ

ど
も
、
八
ｍ
か
一
〇
ｍ
の
東
北
東
の
風
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
吹
い
て
い
る
の
。
そ
れ
で
船
が
進
ま
な
く
な
る
。
う
る
さ
い
の
。
そ
れ
が
、

北
緯
一
〇
度
か
ら
六
度
か
七
度
行
っ
た
ら
ベ
タ
っ
と
風
が
弱
く
な
る
の
。（
中
略
）
と
に
か
く
、
獲
ん
な
い
と
船
主
に
顔
向
け
で
き
な

い（
（1
（

。

こ
う
語
る
Ｂ
さ
ん
は
、
一
九
二
九
年
に
田
老
で
生
ま
れ
た
。
一
九
六
一
年
か
ら
田
老
町
漁
協
の
自
営
遠
洋
船
の
船
頭
を
務
め
た
。
中
学
を

出
て
定
置
網
漁
船
に
し
ば
ら
く
乗
っ
た
後
、
一
九
五
〇
年
に
船
員
手
帳
を
取
得
し
た
。
通
信
士
と
し
て
サ
ン
マ
の
棒
受
け
や
近
海
ト
ロ
ー
ル

船
に
乗
っ
て
択
捉
沖
ま
で
出
か
け
る
沖
合
漁
業
に
従
事
し
た
後
、
遠
洋
船
に
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
以
降
、
北
洋
の
母
船
団
式

サ
ケ
マ
ス
漁
が
一
気
に
花
開
き
、
一
大
産
業
と
な
っ
た
。
他
に
ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
、
カ
ニ
、
ニ
シ
ン
な
ど
が
漁
獲
対
象
と
な
っ
た
。
日
魯
、
日

本
水
産
な
ど
巨
大
な
資
本
力
を
も
つ
水
産
会
社
が
北
洋
で
し
の
ぎ
を
削
っ
た
。
ケ
イ
ソ
ン
に
乗
れ
ば
一
年
で
土
地
が
買
え
、
二
年
で
家
が
建

つ
、
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
遠
洋
は
儲
か
る
船
だ
っ
た
。
北
洋
を
専
業
に
し
て
い
た
船
も
あ
っ
た
が
、
漁
協
の
自
営
や
中
小
規
模
の
資
本
力
の

船
は
、
春
の
彼
岸
か
ら
の
サ
ケ
マ
ス
、
秋
か
ら
の
南
洋
マ
グ
ロ
漁
を
周
年
で
こ
な
し
て
い
た
。

遠
洋
は
沖
合
よ
り
さ
ら
に
き
つ
い
海
だ
っ
た
。
北
洋
で
も
南
洋
で
も
、
風
が
、
操
業
と
操
業
を
終
え
て
無
事
に
帰
る
ま
で
に
最
も
気
を
つ

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
存
在
だ
っ
た
。
波
も
怖
い
が
、
そ
れ
を
呼
ぶ
風
は
も
っ
と
怖
い
。
Ｂ
さ
ん
は
操
業
に
出
る
た
び
に
魚
、
風
、
波
を
注
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意
深
く
観
察
し
、
メ
モ
を
残
し
た
。「
他
所
様
の
海
に
は
、
他
所
様
の
作
法
が
あ
る
」
の
だ
。
そ
の
う
ち
、
緯
度
経
度
と
時
期
を
聞
け
ば
、

そ
こ
に
ど
ん
な
風
が
吹
く
か
、
波
が
ど
の
よ
う
か
、
そ
し
て
ど
ん
な
魚
が
行
き
交
う
の
か
が
瞬
時
に
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
メ
バ
チ

は
き
っ
と
、
こ
う
来
る
。「
そ
ん
な
魚
の
気
持
ち
す
ら
、
わ
か
っ
き
に
な
ん
も
ん
ね（

1（
（

」。

Ｂ
さ
ん
ら
遠
洋
漁
業
者
が
捕
っ
て
き
た
魚
は
、
大
企
業
で
あ
る
水
産
会
社
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
乗
り
、
日
本
の
食
卓
に
「
少
し
高

い
大
衆
魚
」
と
し
て
根
づ
い
て
い
っ
た
。
北
洋
漁
業
の
サ
ケ
マ
ス
の
中
で
は
と
り
わ
け
ベ
ニ
ザ
ケ
が
、
南
洋
漁
業
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
マ

グ
ロ
類
が
食
卓
に
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
折
し
も
冷
凍
技
術
と
コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
開
発
が
進
み
、
そ
れ
ま
で
海
の
魚
と
い
え
ば
、
干
し
魚

だ
っ
た
山
間
部
で
も
マ
グ
ロ
の
刺
身
が
日
常
の
商
品
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ニ
ザ
ケ
は
そ
の
肉
質
が
塩
蔵
に
向
く
。
在
来
の
シ
ロ
ザ
ケ
よ
り

脂
が
の
り
、
色
味
も
赤
い
。
市
場
で
も
、
そ
し
て
遠
洋
漁
業
基
地
の
街
で
も
非
常
に
好
ま
れ
、
塩
鮭
そ
の
も
の
を
想
起
さ
せ
る
魚
に
す
ら

な
っ
た（

11
（

。
北
洋
漁
業
の
斜
陽
と
共
に
ベ
ニ
ザ
ケ
は
北
米
か
ら
の
輸
入
に
ル
ー
ト
が
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
ず
輸
入

さ
れ
、
コ
ン
ビ
ニ
の
棚
に
も
並
び
続
け
て
い
る
。
遠
洋
漁
業
は
、
資
本
力
の
あ
る
企
業
が
牽
引
し
、
ス
ー
パ
ー
と
結
び
つ
い
て
手
頃
な
魚
を

食
卓
に
届
け
、
食
の
形
を
作
っ
て
き
た
。

田
老
は
Ｂ
さ
ん
の
よ
う
な
沖
合
・
遠
洋
漁
業
の
乗
り
手
を
数
多
く
輩
出
し
た
街
だ
っ
た
。
和
歌
山
に
も
、
北
海
道
に
も
、
つ
て
を
辿
っ

て
修
行
に
出
て
、
稼
ぎ
手
に
な
っ
た
。
三
陸
沿
岸
で
は
、「
田
老
の
乗
り
手
は
腕
が
良
く
、
稼
ぐ
」
と
好
ま
れ
た
。
家
族
や
親
戚
の
誰
か
し

ら
、
集
落
の
誰
か
し
ら
が
こ
う
し
た
沖
合
・
遠
洋
漁
業
、
定
置
や
延
縄
な
ど
の
沿
岸
漁
業
に
従
事
し
、
日
々
の
岸
浜
漁
に
出
て
い
た
か
ら
、

沿
岸
、
沖
合
、
遠
洋
の
空
間
認
識
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
と
の
思
い
出
や
行
事
、
景
観
な
ど
を
介
し
て
重
層
的
に
街
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い

た
。
船
に
乗
ら
な
い
人
も
、
街
の
風
景
の
一
部
か
ら
、
沿
岸
か
ら
遠
洋
ま
で
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
、
豊
漁
を
祝
う
祭
り
や
神
事
な
ど
の

民
俗
行
事
や
学
校
行
事（

11
（

を
介
し
て
、
食
卓
に
の
る
魚
や
風
景
の
中
の
魚
た
ち
を
介
し
て
、
空
間
認
識
と
意
味
の
体
系
を
共
有
し
て
き
た
。

２　

沿
岸
へ
の
回
帰
と
「
つ
く
る
」
漁
業

遠
洋
漁
業
が
接
続
し
た
「
無
主
地
」
の
海
は
、
実
際
の
所
、
一
九
五
二
年
の
時
点
で
北
太
平
洋
の
西
半
分
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
五

年
の
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
以
降
、
サ
ケ
マ
ス
資
源
は
そ
の
資
源
が
産
卵
に
戻
る
母
川
の
あ
る
国
に
資
源
の
管
轄
権
が
あ
る
と
い
う
母
川
国
主
義
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が
浸
透
し
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
サ
ケ
マ
ス
資
源
の
資
源
評
価
研
究
が
進
み
、
回
遊
路
や
分
布
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
母
川
国
以
外

の
船
が
そ
の
サ
ケ
マ
ス
を
獲
る
こ
と
が
一
層
強
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
の
日
米
加
条
約
、
一
九
五
六
年
の
日
ソ
漁
業

条
約
は
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
結
ば
れ
、
北
洋
漁
業
は
国
際
的
な
資
源
管
理
の
網
の
中
に
入
っ
た
。

公
海
に
お
け
る
漁
業
制
限
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
領
海
拡
大
・
資
源
獲
得
競
争
と
海
洋
秩
序
の
混
沌
化
を
に
ら
み
、

一
九
五
八
年
の
国
連
主
催
の
第
一
次
海
洋
法
会
議
を
皮
切
り
と
し
た
海
洋
政
治
再
構
築
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
の
国
連
総
会
で

は
マ
ル
タ
の
バ
ル
ド
代
表
が
「
人
類
の
共
同
財
産
で
あ
る
海
底
資
源
の
共
同
管
理
」
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
国
際
政
治
に
お
け
る
途
上
国
の

発
言
力
は
高
ま
り
、
バ
ル
ド
代
表
の
提
案
を
引
き
受
け
る
形
で
一
九
七
三
年
に
始
ま
っ
た
第
三
次
海
洋
法
会
議
で
は
、
二
〇
〇
海
里
経
済
水

域
が
議
論
と
な
り
決
定
さ
れ
た
。
公
海
は
各
国
の
経
済
水
域
分
狭
ま
っ
た
（
平
沢	1978

）。

も
っ
と
も
、
既
に
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
は
ソ
連
と
の
漁
業
交
渉
は
困
難
を
極
め
て
い
た
。
少
し
で
も
交
渉
を
有
利
に
し
た
い
漁
民
は
日

本
政
府
に
対
し
、
ソ
連
側
が
求
め
て
い
た
、
日
本
国
内
の
サ
ケ
資
源
保
護
政
策
（
公
害
や
港
湾
・
河
川
の
工
業
利
用
に
よ
る
生
息
地
減
少
や
環
境
悪

化
、
明
治
期
か
ら
続
く
人
工
ふ
化
放
流
事
業
の
量
的
拡
大
）
の
拡
充
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
漁
業
交
渉
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
を
反
映
し
、
一
九
六

〇
年
代
に
は
人
工
ふ
化
放
流
事
業
の
大
規
模
な
拡
大
が
実
現
し
た
。
沿
岸
の
「
サ
ケ
を
つ
く
る
」
漁
業
の
始
ま
り
で
あ
る
。
サ
ケ
マ
ス
資
源

は
、
無
主
物
を
ひ
た
す
ら
獲
る
時
代
か
ら
、
慣
れ
親
し
ん
だ
沿
岸
の
サ
ケ
を
育
て
る
時
代
に
入
っ
た
。
各
国
の
二
〇
〇
海
里
の
設
置
は
こ
う

し
た
動
き
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。

そ
し
て
、
公
海
の
サ
ケ
マ
ス
も
無
主
物
で
は
な
く
な
っ
た
。
第
三
次
海
洋
法
会
議
の
結
果
採
択
さ
れ
た
国
連
海
洋
法
（
一
九
八
二
年
採
択
、

一
九
九
四
年
発
効
）
は
母
川
国
主
義
を
明
確
に
定
め
、
一
九
九
三
年
に
発
効
し
た
北
太
平
洋
に
お
け
る
塑
河
性
魚
類
の
系
群
の
保
存
に
関
す
る

条
約
は
、
公
海
で
の
サ
ケ
マ
ス
漁
を
一
切
禁
止
し
た
。
日
本
は
一
九
九
二
年
か
ら
自
国
の
経
済
水
域
と
、
ロ
シ
ア
の
経
済
水
域
で
の
み
サ
ケ

マ
ス
漁
を
操
業
し
て
い
る
。

田
老
町
漁
協
は
Ｂ
さ
ん
が
船
頭
を
つ
と
め
た
遠
洋
漁
船
を
経
営
し
な
が
ら
、
養
殖
ワ
カ
メ
の
実
験
を
一
九
六
五
年
に
始
め
、
一
九
六
七
年

に
は
サ
ケ
の
人
工
ふ
化
放
流
事
業
の
実
験
を
始
め
た
。
田
老
町
の
沿
岸
は
宮
古
湾
に
入
る
サ
ケ
た
ち
の
通
り
道
で
、
定
置
網
は
そ
の
サ
ケ
を

長
く
狙
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
田
老
町
の
川
に
は
サ
ケ
は
戻
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
久
し
か
っ
た
。
サ
ケ
資
源
が
い
な
く
な
っ
た
の
は
、
戦
前
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か
ら
操
業
が
続
い
て
い
た
田
老
鉱
山
の
悪
水
が
長
内
川
に
流
れ
て
き
た
た
め
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

外
洋
に
出
か
け
る
の
で
は
な
く
、
地
元
を
食
わ
せ
る
に
い
い
資
源
を
地
元
で
つ
く
る
。
例
え
ば
サ
ケ
の
よ
う
な
、
田
老
町
漁
協
の
共
同

資
源
事
業
を
つ
く
る
こ
と
は
、
当
時
の
漁
協
の
悲
願
だ
っ
た
。
長
く
漁
協
職
員
を
務
め
て
き
た
Ｃ
さ
ん
は
、
不
安
定
で
海
難
事
故
の
多
い
漁

船
漁
業
だ
け
で
は
な
い
、
組
合
員
の
生
活
が
安
定
す
る
漁
協
の
事
業
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
一
度
鉱
山
で
荒
廃
し
た
場
所
に

再
び
サ
ケ
資
源
を
取
り
戻
せ
る
の
か
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
内
心
で
は
、
放
流
実
験
を
始
め
た
人
た
ち
に
対
し
て
、

「
何
を
無
駄
な
こ
と
を
や
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
こ
の
人
達
は
」、
と
思
っ
て
い
た
。
漁
協
は
、
鉱
山
が
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
一
九
七
一
年
、
田
老

川
で
サ
ケ
の
放
流
事
業
を
本
格
的
に
始
め
た
。
同
年
、
漁
協
は
遠
洋
船
を
売
却
し
、
遠
洋
漁
業
か
ら
完
全
に
撤
退
し
た
。
漁
船
を
売
却
し
た

お
金
で
、
藻
類
・
貝
類
の
養
殖
、
人
工
ふ
化
放
流
事
業
、
定
置
網
に
こ
れ
ま
で
以
上
の
投
資
を
始
め
た
。
一
九
七
四
年
に
は
自
営
の
ワ
カ
メ

加
工
を
始
め
、
一
九
七
七
年
に
は
放
流
し
た
田
老
川
に
一
万
四
〇
〇
〇
尾
の
サ
ケ
が
戻
っ
た
。
定
置
網
の
水
揚
げ
も
格
段
に
上
が
っ
た
。
一

九
八
〇
年
代
に
は
資
源
を
沿
岸
で
つ
く
り
、
利
用
す
る
こ
と
が
形
に
な
っ
た（

11
（

。
良
い
と
き
の
サ
ケ
定
置
網
の
水
揚
げ
は
年
間
一
〇
億
に
届
い

た
。
サ
ケ
は
再
生
の
物
語
に
な
り
、
新
し
い
漁
協
の
礎
で
あ
る
養
殖
の
拡
充
に
つ
な
が
っ
た
と
Ｃ
さ
ん
は
振
り
返
る（

11
（

。

し
か
し
、
今
や
こ
う
し
た
サ
ケ
の
物
語
は
過
去
の
物
語
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
田
老
町
漁
協
の
Ｄ
さ
ん
は
、
地
域
の
漁
業
者
が
専
業
漁
業
者

で
食
っ
て
い
く
な
ら
、
も
は
や
サ
ケ
は
い
い
資
源
で
は
な
い
と
言
う
。
新
し
い
時
代
の
礎
と
Ｃ
さ
ん
が
言
っ
た
、
養
殖
事
業
の
担
当
者
だ
。

そ
の
う
ち
ね
、
母
川
ご
と
に
サ
ケ
の
権
利
が
あ
る
ん
で
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
海
の
上
に
線
が
あ
り
ま
す
よ
と
。
二
〇
〇
海
里

が
で
き
て
、
あ
の
と
き
み
ん
な
や
ら
れ
た
み
た
い
に
、
待
っ
て
る
ソ
連
に
捕
ま
り
ま
す
よ
と
。（
…
…
中
略
）
そ
ん
で
今
度
は
、
稀
少
な

み
ん
な
の
お
魚
で
す
よ
、
と
。
前
は
み
ん
な
の
魚
だ
か
ら
早
い
者
勝
ち
。
で
、
今
度
は
み
ん
な
の
も
の
だ
か
ら
獲
っ
て
は
ダ
メ
だ
と
。

そ
う
な
る
と
、
う
ち
の
を
増
や
す
し
か
な
い
よ
ね
。
昔
か
ら
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
、
う
ち
の
川
の
サ
ケ
た
ち
に
ま
た
戻
っ
て
も
ら
う
し

か
な
い
。
線
を
こ
え
て
、
ち
ゃ
ん
と
育
っ
て
、
自
分
で
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
ん
だ
か
ら
。（
…
…
中
略
）
ヤ
マ
ト
ク
組
合
長
や
オ
ヤ
ジ
た

ち
に
は
そ
う
い
う
見
方
が
、
地
域
で
食
え
る
も
ん
を
つ
く
る
っ
て
い
う
頭
が
、
あ
っ
た
ん
だ
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
じ
ぇ
、
う
ち
で

も
や
ん
ね
ば
な
ん
ね
え
っ
て
。
ま
だ
鉱
山
動
い
て
い
た
と
き
だ
っ
た
か
ら
、
思
い
切
っ
た
案
だ
っ
た
。（
…
…
中
略
）
で
も
、
た
ぶ
ん
、
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ま
た
転
機
が
来
た
。
オ
レ
は
ワ
カ
メ
、
コ
ン
ブ
な
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
サ
ケ
の
重
要
度
は
下
が
っ
て
い
る
。
特
に
こ
の
地

域
で
は
ね（

11
（

。

Ｄ
さ
ん
は
サ
ケ
を
や
り
た
く
て
一
九
九
六
年
に
漁
協
に
入
っ
た
が
、
す
ぐ
に
専
業
漁
業
者
に
と
っ
て
は
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
の
方
が
重
要

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
田
老
は
コ
ン
ブ
養
殖
の
南
限
に
あ
た
る
。
外
洋
に
面
し
た
田
老
の
海
は
、
質
の
良
い
ワ
カ
メ
を
育
む
に
は
絶
好

の
場
所
だ
。
Ｄ
さ
ん
が
漁
協
に
入
っ
た
頃
、
折
し
も
、
サ
ケ
資
源
の
安
定
性
が
崩
れ
始
め
て
い
た
。
サ
ケ
を
は
じ
め
、
漁
船
漁
業
は
装
備
に

お
金
が
か
か
り
、
し
か
も
獲
れ
な
く
な
っ
た
。
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
の
養
殖
は
、
自
前
で
加
工
施
設
を
も
っ
て
い
て
、
出
荷
先
も
自
前
で
確
保

で
き
て
い
る
し
、
生
産
も
安
定
す
る
。
田
老
の
養
殖
施
設
は
、
上
段
に
ワ
カ
メ
、
下
段
に
コ
ン
ブ
を
養
殖
す
る
併
用
方
式
を
用
い
て
い
る
か

ら
、
同
じ
空
間
で
両
方
作
れ
る
。「
驚
く
よ
う
な
高
収
入
は
な
い
が
収
入
が
激
減
す
る
こ
と
も
な
く
」、
安
定
し
た
収
入
を
得
る
と
い
う
点
で

も
優
れ
て
い
た（

11
（

。
サ
ケ
の
よ
う
に
、
輸
入
さ
れ
る
別
の
サ
ケ
マ
ス
と
張
り
合
っ
た
り
、
輸
出
先
の
国
外
市
場
の
状
況
に
よ
っ
て
需
給
が
乱
高

下
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
い（

11
（

。

ま
た
、
ワ
カ
メ
と
コ
ン
ブ
は
危
機
に
強
い
と
い
う
経
験
か
ら
の
実
感
も
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
後
、
被
災
し
て
収
入
の

道
が
途
絶
え
た
貝
類
の
養
殖
漁
業
者
の
多
く
は
、
上
手
く
い
け
ば
翌
年
に
は
収
入
に
な
る
ワ
カ
メ
・
コ
ン
ブ
に
一
時
期
転
換
し
た
。
漁
協
は

残
っ
た
船
を
組
合
で
共
有
し
、
船
も
養
殖
施
設
も
す
べ
て
組
合
が
資
金
を
出
し
て
復
旧
し
、
組
合
員
に
貸
与
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
専
業
業

者
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
養
殖
を
再
開
し
た
。
藻
類
は
漁
業
者
の
生
活
を
し
っ
か
り
安
定
し
て
支
え
ら
れ
る
。
Ｄ
さ
ん
は
そ
れ
が
藻
類
養

殖
の
良
い
と
こ
ろ
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
高
齢
化
や
生
産
人
口
の
減
少
、
養
殖
の
た
め
の
真
崎
の
海
を
汚
す
人
間
活
動
が
な
い
な
ど
、「
人

間
側
の
事
情
と
ワ
カ
メ
・
コ
ン
ブ
の
事
情
の
折
り
合
い
が
、
う
ま
く
つ
い
て
い
る
」
の
が
、
今
の
田
老
の
状
況
な
の
で
は
な
い
か
と
述
べ

る（
11
（

。も
っ
と
も
、
Ｄ
さ
ん
は
「
ワ
カ
メ
・
コ
ン
ブ
の
事
情
」
を
把
握
す
る
の
に
時
間
も
手
間
も
惜
し
ま
ず
、
ド
ロ
ー
ン
で
も
水
中
カ
メ
ラ
で
も

思
い
つ
い
た
こ
と
は
何
で
も
や
り
な
が
ら
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
に
と
っ
て
の
環
境
を
調
べ
る
し
、
ワ
カ
メ
と
コ
ン
ブ
、
同
じ
場
に
い
る
ア
ワ
ビ

や
ウ
ニ
の
育
ち
具
合
、
性
質
も
含
め
て
「
事
情
」
の
中
身
を
知
ろ
う
と
す
る
。
サ
ッ
パ
船
を
出
し
て
周
囲
の
魚
を
釣
り
な
が
ら
潮
流
や
水
流
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の
強
さ
も
見
て
、
栄
養
塩
の
状
態
も
観
察
し
て
い
る
。
実
は
こ
う
し
た
こ
と
は
、
同
じ
田
老
漁
協
で
定
置
網
の
大
謀
を
し
て
い
た
Ｄ
さ
ん
の

父
親
Ｅ
さ
ん
が
、
定
置
網
の
場
所
決
め
や
網
の
形
を
設
計
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
た
こ
と
の
現
代
版
だ
。
そ
の
こ
と
を
私
が
Ｄ
さ
ん
に
伝
え

る
と
、
Ｄ
さ
ん
は
「
じ
ぇ
っ
」
と
黙
り
込
み
、
た
め
息
を
つ
い
て
言
っ
た
。「
ま
あ
、
あ
の
人
と
一
緒
の
こ
と
を
し
て
る
ん
な
ら
、
ま
あ
、

間
違
っ
て
は
な
い
ん
だ
ろ
う
な
…
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す（

11
（

」。
Ｄ
さ
ん
自
身
は
、
忙
し
く
て
ろ
く
に
か
ま
わ
れ
な
か
っ
た
Ｅ
さ
ん

よ
り
も
、
岸
浜
漁
に
出
か
け
る
周
囲
の
大
人
達
や
、
養
殖
に
携
わ
る
漁
業
者
、
漁
協
の
技
術
者
た
ち
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
教
わ
っ
た
こ
と

が
自
分
の
行
動
に
あ
る
と
解
釈
し
て
き
た
。

し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
二
人
は
そ
っ
く
り
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
Ｅ
さ
ん
は
よ
く
、「
魚
も
波
も
理
屈
が
あ
っ
て
、
人
間
の
理
屈
は
そ

こ
に
は
合
わ
な
い
。
相
手
方
の
理
屈
を
上
手
く
利
用
し
て
、
人
間
の
勝
手
を
い
っ
し
ょ
に
聞
い
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
に
定
置
網
を
置
く
」
と

言
う（

1（
（

。
Ｄ
さ
ん
は
コ
ン
ブ
の
事
情
を
把
握
し
、
養
殖
施
設
の
大
き
さ
や
手
間
暇
の
か
け
ら
れ
方
、
出
荷
し
た
い
時
期
な
ど
、
人
間
側
の
勝
手

を
コ
ン
ブ
に
聞
い
て
も
ら
う
方
法
を
探
し
、
少
し
で
も
良
い
種
苗
生
産
を
目
指
す
。
二
人
と
も
、
人
間
と
そ
れ
以
外
の
種
が
、
お
互
い
利
用

し
合
え
る
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
魚
や
藻
類
と
交
渉
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
確
か
に
Ｄ
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
岸
浜
漁

の
達
人
や
、
養
殖
の
礎
を
築
い
て
き
た
漁
協
の
技
術
者
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
遠
洋
の
Ｂ
さ
ん
だ
っ
て
、
メ
バ
チ
の
理
屈

が
わ
か
る
よ
う
、
必
死
で
見
知
ら
ぬ
海
の
風
と
波
と
魚
を
覚
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
人
び
と
は
、
複
数
の
生
き
も
の
た
ち
や
そ
の
生
き
も
の
た
ち
が
生
き
る
条
件
に
自
分
た
ち
人
間
が
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く

わ
か
っ
て
い
る
。
ウ
ニ
も
ア
ワ
ビ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
好
む
場
所
が
あ
り
、
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
動
か
せ
な
い
条
件
の
場
合
が
多
い
。

好
む
海
藻
、
岩
の
具
合
、
水
深
な
ど
、
複
数
の
要
因
が
重
な
っ
た
条
件
の
塊
だ
か
ら
だ
。
お
ま
け
に
条
件
自
体
、
人
間
が
や
り
と
り
で
き
る

近
場
に
な
い
場
合
も
多
い
。
昔
か
ら
、
大
洋
か
ら
岸
辺
に
寄
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
サ
ケ
は
、
ハ
マ
の
人
間
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
確
実

性
を
も
っ
た
資
源
だ
っ
た
。
人
工
ふ
化
放
流
事
業
で
一
時
期
そ
の
不
確
実
性
が
統
治
で
き
る
か
と
期
待
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
Ｅ
さ
ん
が

言
う
よ
う
に
、
波
に
は
波
の
理
屈
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
理
屈
、
魚
に
は
魚
の
理
屈
が
あ
り
、
湾
を
一
歩
出
た
先
に
あ

る
、
外
洋
で
生
き
る
サ
ケ
の
理
屈
は
、
人
間
の
理
屈
に
は
合
わ
な
い
。
サ
ケ
は
外
洋
の
波
や
温
度
や
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
、
他
の
サ
ケ
マ
ス

の
理
屈
や
、
外
敵
の
理
屈
を
す
り
抜
け
た
り
利
用
し
た
り
し
て
沿
岸
に
や
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
わ
か
ら
な
い
も
の
の
理
屈
だ
ら
け
の
中
で
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生
き
る
資
源
に
、
人
間
は
依
存
し
て
い
る
の
だ
。

養
殖
の
時
代
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
母
藻
か
ら
と
っ
た
遊
走
子
（
胞
子
）
か
ら
コ
ン
ブ
の
種
苗
を
つ
く
る
作
業
は
、
ま
ず
遊

走
子
を
種
苗
糸
に
着
生
さ
せ
、
そ
し
て
雌
雄
別
の
配
偶
体
へ
と
生
長
、
植
え
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
「
芽
」
の
状
態
ま
で
成
熟
さ
せ
る
と
い

う
過
程
で
進
む
。
海
で
は
半
年
近
く
か
か
る
時
空
間
を
、
一
ヶ
月
強
に
短
縮
す
る
。
そ
の
間
中
、
世
話
を
す
る
Ｄ
さ
ん
を
含
め
た
ス
タ
ッ
フ

は
つ
き
っ
き
り
だ
。
細
菌
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
防
疫
し
、
温
度
、
培
養
液
、
刺
激
の
与
え
方
、
遊
走
子
と
配
偶
体
の
異
な
る
多
様
な
理

屈
と
都
合
を
聞
き
取
り
続
け
る
。

で
き
あ
が
っ
た
種
苗
を
ロ
ー
プ
に
挟
み
、
養
殖
施
設
に
固
定
し
た
後
は
、
コ
ン
ブ
が
ど
う
波
の
理
屈
と
折
り
合
え
る
か
を
つ
ぶ
さ
に
観
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陸
か
ら
の
栄
養
塩
は
十
分
か
。
波
は
ど
う
か
。
波
が
強
す
ぎ
な
い
か
。
Ｄ
さ
ん
が
コ
ン
ブ
の
た
め
に
、
ど
う
や
っ

て
外
洋
か
ら
の
波
が
沿
岸
の
地
形
と
ぶ
つ
か
り
、
真
崎
の
海
を
満
た
す
の
か
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
父
親
の
Ｅ
さ
ん
は
サ
ケ
が
集
団
で

の
っ
て
く
る
波
が
外
洋
か
ら
沿
岸
近
く
に
ど
う
接
近
し
て
く
る
の
か
を
気
に
し
て
き
た
。

二
人
の
空
間
認
識
は
、
生
き
も
の
を
囲
む
多
重
の
、
そ
の
生
き
も
の
の
発
生
の
た
め
の
連
帯
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
乗
り
、
外
洋
に
到
達
す

る
。
そ
し
て
、
田
老
で
最
も
古
い
漁
港
の
小
湊
が
あ
り
、
養
殖
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
る
真
崎
の
海
に
、
生
き
も
の
の
理
屈
を
辿
っ
て
意
識

が
戻
っ
て
く
る
。
真
崎
の
海
は
、
Ｄ
さ
ん
と
Ｅ
さ
ん
が
口
を
そ
ろ
え
て
、「
世
界
で
一
番
き
れ
い
だ
」
と
愛
着
を
語
る
場
所
だ
。
Ｅ
さ
ん
の

定
置
網
漁
は
小
湊
か
ら
出
発
し
、
寝
泊
ま
り
し
た
番
屋
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
岸
浜
漁
の
場
と
し
て
、
多
く
の
漁
業
者
が
船
か
ら
十
数
メ
ー
ト

ル
下
が
き
れ
い
に
見
え
る
海
を
の
ぞ
き
込
み
、
海
底
の
様
子
を
記
憶
し
、
ア
ワ
ビ
や
ウ
ニ
を
と
っ
て
き
た
場
所
で
も
あ
る
。
遠
洋
漁
業
を
経

験
し
た
Ｂ
さ
ん
も
、「
こ
こ
で
ダ
メ
な
人
は
遠
洋
で
も
ダ
メ
だ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
小
湊
の
定
置
網
で
丁
稚
奉
公
を
し
て
い
た
Ｂ
さ
ん
は
、

漁
師
と
し
て
の
基
本
的
な
感
覚
を
た
た
き
込
ま
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
と
振
り
返
る
。
Ｃ
さ
ん
は
歴
史
的
に
陸
と
の
交
易
の
場
で
も
あ
っ
た
の

だ
と
、
郷
土
史
家
と
し
て
史
料
を
片
手
に
小
湊
の
重
要
さ
を
地
域
で
広
め
て
き
た
。

田
老
の
人
び
と
が
民
話
の
中
で
桃
源
郷
を
重
ね
て
き
た
象
徴
的
な
海
岸
は
、
そ
の
海
に
居
着
く
も
の
、
訪
れ
る
も
の
、
そ
れ
ら
が
必
要
と

す
る
生
き
も
の
と
モ
ノ
の
関
係
性
、
集
合
的
な
知
識
、
愛
着
な
ど
を
内
部
に
折
り
畳
ん
で
い
る
。
せ
め
ぎ
合
う
生
き
も
の
の
な
か
で
、
Ｅ
さ

ん
は
い
つ
も
考
え
て
き
た
。
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「
そ
れ
は
誰
の（

11
（

理
屈
か
、
オ
レ
の
理
屈
は
何
か
、
な
ん
で
理
屈
が
違
う
と
思
う
の
か
。」

人
間
と
は
何
か
も
ま
た
、
こ
の
場
所
で
せ
め
ぎ
合
わ
れ
て
き
た
の
だ
。

３　

多
種
間
の
政
治
に
身
を
置
く
と
い
う
こ
と

政
策
に
お
い
て
は
、「
沿
岸
か
ら
沖
合
へ
、
沖
合
か
ら
遠
洋
へ
」、
と
ひ
た
す
ら
拡
大
し
て
き
た
よ
う
に
言
わ
れ
る
空
間
認
識
は
、
実
際

の
所
、
基
底
に
地
元
の
海
を
保
ち
続
け
て
き
た
。
生
活
実
践
の
レ
ベ
ル
で
は
、
日
々
の
お
か
ず
取
り
か
ら
、
ハ
マ
遊
び
、
岸
浜
漁
に
至
る
ま

で
、
真
崎
の
海
が
象
徴
的
な
場
所
で
あ
る
よ
う
に
、
棲
ま
う
も
の
、
居
着
く
も
の
、
訪
れ
る
も
の
の
入
り
交
じ
る
地
元
の
海
が
、
常
に
人
び

と
の
意
識
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
生
き
も
の
や
も
の
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
い
か
よ
う
に
「
オ
レ
の
理
屈
」、
す
な
わ
ち
人
間
の
理
屈
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
く
の

か
。
環
境
政
治
学
者
の
Ｊ
・
ド
ラ
イ
ゼ
ク
と
Ｊ
・
ピ
ッ
カ
リ
ン
グ
な
ら
、
自
己
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
の
様
子
を
、
生
態
学
的
再
帰
性
と
呼

ん
だ
か
も
し
れ
な
い
（D

ryzek	and	Pickering	2017;	Pickering	2019

）。
だ
が
、
田
老
の
人
び
と
が
見
せ
る
主
体
性
は
、
彼
ら
が
主
張
す
る

よ
り
は
る
か
に
多
孔
的
で
、
主
客
は
想
像
力
を
介
し
て
頻
繁
に
混
じ
り
合
う
。

そ
れ
は
誰
の
理
屈
か
、
と
サ
ッ
パ
船
の
波
間
で
Ｅ
さ
ん
が
問
う
時
、
Ｄ
さ
ん
が
コ
ン
ブ
の
遊
走
子
の
理
屈
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
と
き
、

は
た
ま
た
遠
洋
の
先
で
、
Ｃ
さ
ん
が
他
所
様
の
海
の
風
や
波
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
メ
バ
チ
の
気
持
ち
に
な
っ
た
気
が
す
る
と
き
、
人
び
と

は
そ
の
何
も
の
か
の
存
在
が
現
れ
る
関
係
性
の
中
に
、
自
分
の
身
も
埋
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
相
手
の
い
る
内
部
か
ら
自
分
も
相
手
が
つ
な

が
る
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
生
物
学
者
Ｊ
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
見
い
だ
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
生
き
も
の
は
そ
の
固
有
の
身
体
で
固

有
の
環
境
に
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
世
界
は
わ
た
し
た
ち
の
つ
く
る
世
界
の
一
部
で
も
あ
り
、
一
緒
に
更
新
で
き
る
。
人
間

の
行
動
が
他
者
に
対
し
て
暴
力
的
に
な
る
の
は
、
そ
の
接
続
か
ら
他
者
の
世
界
を
破
壊
す
る
か
ら
だ
。
田
老
の
漁
師
た
ち
が
持
っ
て
い
る
の

は
、
そ
う
し
た
多
種
の
間
か
ら
世
界
を
繋
げ
て
み
る
作
法
で
あ
り
、
そ
の
作
法
の
も
と
で
、
お
互
い
の
理
屈
が
相
乗
り
で
き
る
場
を
作
り
出

す
こ
と
だ
。
ゆ
え
に
陸
か
ら
出
る
水
は
生
き
も
の
に
と
っ
て
良
い
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
砂
浜
と
磯
場
は
互
い
の
理
屈
と
利
益
が
循
環
で

き
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ワ
ビ
に
い
い
磯
場
は
人
間
に
良
い
磯
場
だ
が
、
そ
れ
が
他
の
生
き
も
の
に
い
い
か
ど
う
か
は
バ
ラ
ン
ス
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次
第
だ
。
だ
か
ら
、
田
老
町
は
か
つ
て
原
発
を
拒
絶
し
た
。
決
定
的
な
破
壊
要
因
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
原
発
は
い
ら
な
か
っ
た（

11
（

。

そ
し
て
、
こ
の
場
で
の
種
差
と
は
、
互
い
の
優
位
性
を
意
味
し
な
い
。
何
を
な
し
え
る
か
は
、
そ
の
生
き
も
の
の
特
徴
で
は
あ
る
し
、
そ

れ
を
最
大
限
に
生
か
し
て
生
き
も
の
は
自
分
の
理
屈
を
つ
く
り
、
他
者
の
理
屈
と
相
乗
り
で
き
る
か
ど
う
か
の
幅
も
決
ま
る
。
だ
が
、
例
え

ば
人
間
が
サ
ケ
に
対
し
て
、
コ
ン
ブ
に
対
し
て
優
位
な
わ
け
で
は
な
い
。
互
い
の
理
屈
が
相
容
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
か
ら
生
き
も
の
は
退

出
す
る
だ
け
だ
。
あ
る
い
は
暴
力
的
に
そ
の
存
在
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
。
養
殖
で
あ
っ
て
も
、
人
工
ふ
化
放
流
で
あ
っ
て
も
、
野
生

で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
サ
ケ
は
人
か
ら
去
り
、
コ
ン
ブ
も
い
な
く
な
る
。
ゆ
え
に
、
わ
か
ら
な
い
相
手
の
理
屈
と
自
分
の
理
屈
が
折
り

合
う
ポ
イ
ン
ト
を
、
わ
か
ら
な
い
な
り
に
手
探
り
で
探
す
の
が
、
お
互
い
が
世
界
を
接
続
し
続
け
る
作
法
に
な
る
。
そ
れ
が
田
老
の
漁
師
た

ち
に
と
っ
て
の
、
こ
の
場
で
ヒ
ト
種
で
あ
る
と
い
う
種
の
実
践
な
の
だ
。
互
い
の
継
承
性
も
こ
こ
に
生
ま
れ
る
。

田
老
の
漁
師
た
ち
が
実
践
す
る
多
種
間
の
政
治
は
、
サ
ケ
や
コ
ン
ブ
に
内
在
的
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
、
生
き
る
願
望
を
感
じ
た
り
苦
痛

を
感
じ
た
り
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
人
間
社
会
か
ら
市
民
権
を
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
は
た
ま
た
そ
の
種
と
し
て
の
規
範
に
ふ
さ
わ

し
い
潜
在
能
力
が
み
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
な
ど
に
依
拠
し
て
い
な
い
。
彼
ら
が
依
拠
す
る
の
は
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
な
「
存
在
と
現

れ
の
一
致
」
す
る
世
界
が
保
持
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
だ
。
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
近
代
が
喪
失
し
た
根
源
的
な
世
界
と
し
て
描
写
し
た
、
複

数
性
と
相
互
性
の
世
界
に
近
い
（A
rendt	1981:	19-20;	
千
葉	1996:	38-39

）。
そ
し
て
そ
れ
は
、
水
俣
の
世
界
を
描
い
た
石
牟
礼
道
子
に
よ
る

次
の
描
写
と
重
な
る
世
界
で
も
あ
る
。

…
…
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
「
昔
の
人
た
ち
」
と
魂
が
行
き
来
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
世
界
の
人
間
の
あ
り
よ
う
は
、

人
権
と
い
う
言
葉
で
は
、
く
く
れ
な
い
の
で
す
ね
。
人
間
一
人
を
取
り
出
し
て
く
る
の
に
便
利
な
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、“
人

権
”
で
は
ど
う
も
出
生
の
奥
の
世
界
が
見
え
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
近
代
主
義
の
こ
ち
ら
側
し
か
。
文
化
人
類
学
や
歴
史
学
や
社
会
学
な

ど
に
、
い
ろ
い
ろ
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
間
の
歴
史
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
無
文
字
の
意
識
世
界
、
と
云
っ
て

も
無
知
と
い
う
意
味
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
智
恵
や
人
格
の
お
さ
ま
り
方
が
、
知
識
人
と
は
ち
が
う
深
み
を
持
っ
た
世
界
で
す
が
、
そ

う
い
う
中
に
い
る
人
々
に
と
っ
て
世
界
と
い
う
の
は
、
ご
先
祖
さ
ま
や
「
人
さ
ま
方
」
の
魂
が
呼
び
か
け
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
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い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
魂
に
こ
た
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
現
世
が
、
世
界
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
昔
こ
の
あ
た
り
に
い

た
魂
が
、
生
き
て
い
る
者
た
ち
に
、
形
影
相
伴
う
よ
う
な
か
た
ち
で
ふ
っ
と
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
時
に
、
あ
た
り
の
景
色
も
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
コ
ス
モ
ス
が
生
活
の
場
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
生
ま
れ
な
い
世
界
も
死
ん
で
ゆ
く
先
も
、
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て

い
て
、
別
の
云
い
方
を
す
れ
ば
そ
う
い
う
世
界
か
ら
の
形
見
が
、
自
分
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
人
間
が
こ
こ
に
生
き
て

い
た
と
い
う
存
在
証
明
を
水
俣
の
被
害
民
ら
は
欲
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。（
石
牟
礼	1996:	196-197

）

石
牟
礼
の
描
写
は
示
唆
に
富
む
。
生
き
も
の
や
他
の
も
の
と
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
今
現
在
の
時
空
間
の
中
だ
け
で
の
せ
め
ぎ
合
い
で
は
な

い
。
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
は
い
つ
も
、
か
つ
て
そ
の
場
に
棲
ま
っ
て
い
た
、
そ
し
て
こ
の
先
に
棲
ま
う
か
も
し
れ
な
い
も
の
た
ち
が
ふ
っ
と
現

れ
る
よ
う
な
場
で
起
こ
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
喫
緊
の
課
題
は
、
複
数
性
と
相
互
性
を
支
え
る
こ
の
基
盤
と
な
る
世
界
を
、
ど
う
や
っ

て
今
の
言
葉
で
表
現
し
、
人
間
の
間
で
、
そ
し
て
人
間
以
外
の
生
き
も
の
や
他
の
も
の
た
ち
の
間
で
の
政
治
と
、
正
義
の
形
を
つ
く
っ
て
い

く
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
現
在
の
法
制
度
や
概
念
枠
組
み
の
延
長
か
ら
人
間
以
外
の
生
き
も
の
や
他
の
も
の
た
ち
に
対
す
る
、
具
体
的
な

承
認
の
方
法
と
正
義
の
実
現
は
必
要
だ
。
だ
が
同
時
に
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
描
写
を
介
し
て
露
わ
に
な
る
、
人
間
と
生
き

も
の
の
種
と
い
う
実
践
と
、
そ
の
存
在
論
的
探
求
の
立
体
的
な
履
歴
と
探
求
の
方
法
論
に
、
私
た
ち
が
い
つ
で
も
自
分
の
世
界
を
介
し
て
触

れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

四　

ま
と
め
に
か
え
て

田
老
の
人
び
と
が
複
数
種
と
駆
け
引
き
を
し
な
が
ら
、
藻
類
の
安
定
生
産
を
手
探
り
し
て
い
る
傍
ら
で
、
海
洋
は
現
在
、
新
し
い
資
源
開

発
と
空
間
利
用
を
め
ぐ
る
新
し
い
時
代
に
入
っ
て
い
る
。
二
〇
二
一
年
か
ら
は
「
国
連
海
洋
科
学
の
一
〇
年
」
が
始
ま
り
、
今
年
の
二
月
に

は
ワ
ン
・
オ
ー
シ
ャ
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
背
景
に
は
、
青
い
革
命
と
呼
ば
れ
る
養
殖
の
急
速
な
発
展
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
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開
発
、
各
国
の
領
海
を
ま
た
が
る
海
洋
保
護
区
の
設
置
等
、
空
間
利
用
の
増
加
と
競
合
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
資

源
と
し
て
、
環
境
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
生
物
や
そ
の
群
集
を
研
究
す
る
メ
タ
ゲ
ノ
ミ
ク
ス
も
発
展
し
、
海
は
有
用
遺
伝
資
源
開
発
の
場
と
し
て
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
惑
星
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
海
洋
の
役
割
と
海
洋
生
態
系
も
含
ん
だ
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
再
生
と
保
持
、
限
界
の
な

い
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
海
の
希
釈
・
浄
化
・
再
生
機
能
の
回
復
な
ど
、
海
洋
に
は
、
ま
す
ま
す
多
様
な
期
待
と
開
発
を
欲
望
す
る

ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

惑
星
的
思
考
は
、
海
洋
を
ど
う
変
え
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
振
り
返
れ
ば
、
海
洋
は
岸
辺
の
生
活
圏
か
ら
想
像
さ
れ
る
具
体
的
な
表
象
か

ら
、
さ
ら
に
抽
象
化
さ
れ
て
無
主
地
と
な
り
、
誰
も
が
獲
得
す
る
機
会
と
可
能
性
の
あ
る
地
球
上
の
白
紙
領
域
に
書
き
換
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
そ
の
場
に
生
き
て
い
た
人
々
の
世
界
を
消
し
去
る
暴
力
的
行
為
で
も
あ
り
、
そ
の
世
界
ご
と
暮
ら
す
人
々
を
誰
か
の
た
め
に
資
源

化
す
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
惑
星
的
思
考
は
海
洋
ご
と
、
惑
星
を
こ
う
し
た
白
紙
領
域
に
脱
色
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

脱
色
し
な
い
た
め
の
試
み
に
、
私
た
ち
は
記
録
と
い
う
作
業
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。
私
た
ち
は
複
数
の
記
録
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
。

芸
術
で
も
、
文
学
で
も
、
政
治
の
言
葉
で
も
、
民
族
誌
で
も
。
そ
う
し
た
記
録
の
中
で
は
、
白
紙
に
さ
れ
て
き
た
空
間
が
白
紙
な
ど
で
は
な

い
こ
と
を
示
せ
る
し
、
私
た
ち
は
そ
う
し
て
世
界
を
記
述
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
は
、
生
き
も
の
や
物
質
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
私
た
ち
が

抽
象
化
し
て
こ
し
ら
え
た
海
や
ら
風
や
ら
と
い
っ
た
概
念
さ
え
、
そ
の
物
理
的
な
所
在
と
意
味
を
一
緒
に
私
た
ち
の
前
に
提
示
し
な
が
ら
、

ま
る
で
魂
を
宿
し
た
か
の
よ
う
に
動
き
回
り
、
せ
め
ぎ
合
う
。

身
体
は
ロ
ー
カ
ル
性
し
か
も
ち
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
限
界
は
私
た
ち
に
、
そ
こ
に
い
る
生
き
も
の
や
も
の
た
ち
の
た
だ
中
に
身
を
埋

め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
自
由
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
そ
の
自
由
は
私
た
ち
を
、
別
の
世
界
に
自
分
の
世
界
を
接
続
し
な
が
ら
生
き
る
と
い

う
、
開
か
れ
た
存
在
に
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
記
述
は
出
来
る
。
科
学
と
は
切
り
離
さ
れ
て
き
た
諸
学
問
が
、
惑
星
的
思
考
に
対

し
て
果
た
す
べ
き
仕
事
は
き
っ
と
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

「
君
の
理
屈
は
何
だ
い
」。
ロ
ー
カ
ル
な
環
境
記
述
は
、
そ
う
問
い
か
け
る
面
白
さ
も
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
、
惑
星

的
思
考
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
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rajectory	of	the	A

nthropocene:	T
he	Great	A

cceleration. ”	
A

nthropocene R
eview

	2

（1

）,	2015,	p.	81–98.	doi:	10.1177/2053019614564785.

田
老
の
漁
り
火
聞
き
書
き
研
究
会
『
漁
り
火
を
継
ぐ
：
戦
後
田
老
の
漁
業
史
』
文
化
印
刷
、
二
〇
二
一
。
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T
sing,	A

.	 “U
nruly	Edges:	M

ushroom
s	as	Com

panion	Species	for	D
onna	H

araw
ay. ”	E

nvironm
ental H

um
anities	1

（2012

）,	p.	141–54.
T

w
ine,	R.	 “Revealing	the	 “A

nim
al-Industrial	Com

plex ”	–	A
	Concept	&

	M
ethod	for	Critical	A

nim
al	Studies? ”	Journal for Critical 

A
nim

al Studies	10

（1

）,	2012,	p.	5–39.
W

adiw
el,	D

.	J.	T
he w

ar against anim
als.	Leiden	and	Boston:	Brill	and	Rodopi,	2015.	

（
井
上
太
一
訳
『
現
代
思
想
か
ら
の
動
物
論
：
戦
争
・
主

権
・
生
政
治
』
人
文
書
院
。）

（
1
）
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
オ
リ
ー
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
Ｂ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
惑
星
的
思
考
の
発
信
者
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
力
を
持
つ
。

（
2
）
エ
コ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
履
歴
を
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

（
3
）
私
は
、「
宇
宙
の
生
活
様
式
」「
土
壌
・
堆
肥
の
生
活
様
式
」、
ど
ち
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
惑
星
的
思
考
も
、
全
体
主
義
に
滑
り
落
ち
や
す
い
と
考
え
る
。

前
者
は
、
加
速
主
義
、
科
学
技
術
的
楽
観
主
義
、
宇
宙
に
ま
で
テ
リ
ト
リ
を
拡
大
す
る
資
本
主
義
と
親
和
性
が
高
く
、
全
体
に
応
分
の
負
担
を
要
求
し
な

が
ら
、
弱
者
に
リ
ス
ク
を
集
中
さ
せ
、
特
定
の
集
団
が
利
益
を
占
有
す
る
状
況
を
深
化
・
拡
大
す
る
傾
向
が
あ
る
。
他
方
、
後
者
に
は
、
郷
愁
的
か
つ
懐

古
主
義
的
で
、
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
は
ず
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
、
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
資
源
を
再
生
産
す
る
懸
念
が
あ
る
。
こ

う
し
た
全
体
主
義
へ
の
滑
り
落
ち
を
防
ぐ
手
立
て
を
さ
ら
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
惑
星
的
思
考
は
、
気
候
正
義
や
環
境
正
義
運
動
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
強
制
の
な
い
同
意
や
共
感
か
ら
生
じ
る
連
帯
の
新
し
い
形
や
、
現
在
の
市
場
型
経
済
と
は
異
な
り
自
然
の
経
済
を
柱
と
す
る
新
し

い
経
済
の
探
索
を
生
じ
さ
せ
て
も
い
る
。
そ
こ
に
は
、
跡
地
に
棲
ま
う
た
め
の
実
践
を
支
え
る
こ
の
思
考
の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

（
4
）
人
文
社
会
科
学
で
は
、
Ｇ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
るplanetarity

（
ス
ピ
ヴ
ァ
ク2003=2004

）、
Ｕ
・
Ｋ
・
ハ
イ
ザ
に
よ
るsense	of	planet

（H
eise	

2008

）、
Ｄ
・
チ
ャ
ク
ラ
バ
ル
テ
ィ
に
よ
るplanetary

（Chakrabarty	2009,	2021

）、
Ｂ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
るGaia

お
よ
びterrestrial

と
い
う
言

葉
で
（
ラ
ト
ゥ
ー
ル2017=2019

）
表
現
さ
れ
て
い
る
。
脱
人
間
中
心
主
義
を
は
か
り
、
そ
れ
ま
で
の
自
然
／
文
化
、
人
間
／
自
然
な
ど
の
二
項
対
立
的

な
思
考
や
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
無
制
限
に
広
が
る
近
代
の
延
長
と
し
て
の
）
的
思
考
・
そ
の
関
係
性
か
ら
脱
す
る
た
め
の
惑
星
的
思
考
で
あ
る

こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

（
5
）
Ｃ
・
ボ
ヌ
イ
ユ
は
、
人
新
世
の
大
き
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
①
主
流
を
な
す
近
代
化
の
延
長
で
あ
り
、
人
間
中
心
主
義
的
な
自

然
主
義
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
。
②
自
然
と
社
会
の
二
分
法
が
も
は
や
使
え
な
い
一
体
型
の
社
会
自
然
に
つ
い
て
論
じ
る
ポ
ス
ト
自
然
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
。
③
成
長
か
ら

崩
壊
を
経
て
再
組
織
さ
れ
る
と
い
う
生
態
系
の
過
程
を
人
類
も
経
験
す
る
と
考
え
、
脱
成
長
や
小
規
模
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
生
活
様
式
を
実
践
す
る
エ

コ
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ス
ト
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
。
そ
し
て
、
④
エ
コ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
、
人
新
世
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
資
本
主
義
に
求
め
、
資
本
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主
義
お
よ
び
世
界
シ
ス
テ
ム
の
解
体
と
物
質
代
謝
の
再
生
を
目
指
す
エ
コ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
（Bonneuil	2015

）。

（
6
）
地
球
シ
ス
テ
ム
上
、
人
類
は
他
の
生
物
と
関
わ
り
合
っ
て
い
る
が
（
人
間
例
外
主
義
に
対
す
る
科
学
的
反
証
）、
進
化
の
過
程
で
獲
得
し
た
生
物
学
的

特
徴
や
能
力
、
歴
史
が
示
す
他
種
と
は
異
な
る
特
異
性
か
ら
、
人
類
は
他
種
と
異
な
る
（
古
典
的
な
人
間
例
外
主
義
）
と
い
う
相
反
す
る
主
張
が
同
じ
地

平
で
語
ら
れ
る
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
中
で
、
人
類
が
他
種
と
異
な
る
特
徴
と
し
て
よ
く
挙
が
る
の
は
、
脳
と
身
体
の
比
率
、
言
語
と
制
度
に
よ
る
時
空
間
を

超
え
た
知
識
蓄
積
と
社
会
的
学
習
、
環
境
へ
の
干
渉
能
力
な
ど
で
あ
る
。
近
代
を
脱
す
る
こ
と
を
試
み
る
た
め
に
近
代
を
加
速
さ
せ
、
人
間
が
例
外
で
な

い
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
人
間
を
例
外
化
す
る
矛
盾
が
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
は
あ
る
。

（
7
）
人
新
世
を
も
た
ら
し
た
主
要
原
因
と
し
て
近
代
を
批
判
し
つ
つ
、
近
代
を
加
速
し
貫
徹
す
る
こ
と
に
解
決
の
糸
口
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
態
度
も
共

通
し
て
い
る
。
資
本
主
義
に
対
し
て
も
同
様
に
加
速
さ
せ
よ
う
と
す
る
エ
コ
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
、
技
術
楽
観
主
義
の
も
と
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
社
会

変
革
に
よ
り
経
済
成
長
を
維
持
し
、
科
学
技
術
に
よ
り
人
間
活
動
を
地
球
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
自
然
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は

田
園
都
市
や
緑
の
後
背
地
、
そ
し
て
宇
宙
的
建
造
物
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w

.ecom
odernism

.org/

（
二
〇
二
二
年
五
月
一
日
最
終
確
認
）

（
8
）
日
本
語
訳
で
は
人
間
中
心
主
義
者
に
な
っ
て
い
る
が
、anthropocénologues

が
原
文
で
あ
る
。anthropocentrism

（
人
間
中
心
主
義
）
と
誤
解

さ
れ
る
の
で
、
原
文
に
即
し
て
人
新
世
論
者
と
す
る
。

（
9
）
時
代
を
超
え
て
変
容
し
つ
つ
日
常
的
に
継
続
さ
れ
て
き
た
民
俗
的
で
ロ
ー
カ
ル
な
世
界
把
握
と
知
識
・
実
践
、
近
代
化
へ
の
反
発
や
環
境
の
異
変
へ

の
気
づ
き
か
ら
別
な
る
世
界
の
想
像
力
を
発
揮
し
て
き
た
ロ
マ
ン
主
義
、
自
然
の
経
済
・
物
質
代
謝
・
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
自
然
科
学

や
社
会
科
学
、
反
公
害
運
動
、
労
働
運
動
、
先
住
民
族
運
動
、
脱
成
長
論
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
ロ
ー
カ
ル
（
郷
愁
、
同
質
的
民
族
性
、
非
真
正
的
な
真
正
性
な
ど
が
特
徴
で
排
他
・
閉
塞
的
）
と
テ
レ
ス
ト
リ
ア
ル
（
地
質
学
的
・

惑
星
的
時
空
間
の
中
で
人
類
を
養
っ
て
き
た
、
人
間
が
帰
属
願
望
を
抱
く
べ
き
土
地
）、
チ
ャ
ク
ラ
バ
ル
テ
ィ
は
地
球
（globe

）
と
惑
星
と
表
現
す
る
。

ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
応
答
す
る
他
者
と
し
て
の
惑
星
の
表
現
で
あ
る
（Chakrabarty	2021;	

ラ
ト
ゥ
ー
ル	2017=2019

）。

（
11
）
近
年
に
お
け
る
動
物
に
関
す
る
議
論
の
活
発
化
は
、「
動
物
的
転
回
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
動
物
倫
理
学
の
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け

「
動
物
複
合
産
業
体
」（T

w
ine	2012

）
は
消
費
主
義
の
も
と
拡
大
し
続
け
苦
痛
や
殺
生
を
増
大
さ
せ
て
き
た
。
食
肉
生
産
の
た
め
の
資
源
・
空
間
利
用

が
気
候
変
動
の
要
因
だ
と
い
う
指
摘
も
後
押
し
し
、
人
間
と
動
物
の
関
係
が
人
類
史
の
形
成
要
因
で
あ
り
、
ド
ラ
イ
ブ
と
な
っ
て
き
た
歴
史
（
支
配
・
被

支
配
、
植
民
地
主
義
、
収
奪
的
経
済
シ
ス
テ
ム
）
も
省
み
ら
れ
た
こ
と
が
こ
の
転
回
を
支
え
て
き
た
（
ワ
デ
ィ
ウ
ェ
ル	2017=2019

）。「
存
在
論
的
転

回
」（2010

〜
）、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
新
物
質
主
義
、
Ｖ
・
プ
ラ
ム
ウ
ッ
ド
ら
の
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
障
害
者
研
究
な
ど
と
の
交
差
も
大
き

な
特
徴
で
あ
る
。
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（
12
）
Ｗ
・
キ
ム
リ
ッ
カ
と
Ｓ
・
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
は
、「
〜
さ
れ
な
い
」
権
利
に
加
え
て
、「
〜
し
て
も
ら
う
」
権
利
を
家
畜
に
市
民
権
、
野
生
動
物
に
主

権
、
境
界
動
物
に
は
居
住
権
を
承
認
す
る
よ
う
提
案
す
る
。
境
界
動
物
と
は
同
じ
空
間
に
棲
ん
で
い
る
が
人
間
と
は
互
い
に
関
心
を
持
た
な
い
動
物
の
こ

と
（
キ
ム
リ
ッ
カ
＆
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン	2011=2016

）。

（
13
）
Ｍ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
を
動
物
に
応
用
し
て
い
る
。
個
体
は
そ
の
属
す
る
「
種
」
に
典
型
的
な
在
り
方
と
仕
方
で
繁
栄
す

る
。
よ
っ
て
正
義
は
、
属
す
る
種
の
標
準
的
な
構
成
員
の
た
め
に
定
義
さ
れ
た
潜
在
能
力
の
セ
ッ
ト
を
、
個
体
が
で
き
る
だ
け
達
成
で
き
る
よ
う
求
め
る

こ
と
で
実
現
さ
れ
る
。
種
に
属
す
る
個
体
が
繫
栄
す
る
た
め
に
典
型
的
に
必
要
な
も
の
と
は
何
か
（
種
の
模
範,	the	species	norm

）、
そ
れ
を
い
か
に

充
た
せ
る
か
が
焦
点
に
な
る
（
ヌ
ス
バ
ウ
ム	2006=2012

）。

（
14
）
本
稿
の
記
述
全
般
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
〜
二
〇
一
九
年
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
お
よ
び
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
拙
著
『
サ
ケ
を

つ
く
る
人
び
と
：
水
産
増
殖
と
資
源
再
生
』（2019

、
東
京
大
学
出
版
会
）、
お
よ
び
そ
の
後
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
宮
古
市
田
老
町
で
の
地
つ
き
資
源

お
よ
び
海
藻
養
殖
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
一
環
と
し
て
、
田
老
町
の
漁
業
史
に
つ
い
て
漁

師
た
ち
の
語
り
か
ら
ま
と
め
た
『
漁
り
火
を
継
ぐ
：
戦
後
田
老
の
漁
業
史
』（
田
老
の
漁
り
火
聞
き
書
き
研
究
会
編	2021

）
に
も
依
拠
し
て
い
る
。

（
15
）
明
治
政
府
が
一
八
七
五
年
に
海
面
公
有
制
を
打
ち
出
し
た
時
、
漁
師
人
口
が
増
え
、
乱
獲
に
よ
る
生
産
増
が
幕
末
か
ら
続
い
て
い
た
岩
手
県
で
は
、

県
が
独
自
に
従
来
の
地
先
集
団
の
権
利
を
保
障
し
て
漁
場
管
理
を
義
務
づ
け
、
漁
業
人
口
と
漁
獲
量
の
制
限
を
行
っ
た
。
宮
古
で
も
有
力
な
地
元
の
商
人

が
漁
業
組
合
の
再
編
と
権
益
の
集
中
化
を
行
い
、
元
々
の
地
先
集
団
と
の
間
の
争
い
が
一
時
期
激
化
し
た
。
詳
細
は
（
福
永	2019

）。

（
16
）
二
〇
一
八
年
の
漁
業
法
の
改
正
は
、
養
殖
な
ど
が
行
わ
れ
る
区
画
漁
業
権
の
免
許
の
優
先
順
位
を
見
直
す
も
の
で
あ
る
。

（
17
）
特
に
注
が
な
い
場
合
、
サ
ケ
は
シ
ロ
ザ
ケ
（o. keta

）
の
こ
と
。

（
18
）
ケ
イ
ソ
ン
と
は
鮭
鱒
の
音
読
み
で
あ
る
。

（
19
）
一
九
五
六
年
頃
、
一
〇
〇
ト
ン
未
満
の
マ
グ
ロ
専
用
漁
船
に
乗
っ
て
い
た
頃
の
こ
と
。
二
〇
一
七
年
一
月
二
二
日　

一
九
二
九
年
生
ま
れ
の
船
頭
Ｂ

さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。
当
時
は
春
の
彼
岸
か
ら
は
択
捉
ま
で
の
北
洋
で
サ
ケ
、
マ
ス
、
メ
ヌ
ケ
、
ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
、
タ
ラ
バ
な
ど
を
狙
い
、
秋

か
ら
は
南
洋
で
マ
グ
ロ
類
を
狙
う
と
い
う
周
年
操
業
を
し
て
い
た
。

（
20
）
Ｂ
さ
ん
が
聞
き
取
り
に
備
え
て
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
メ
モ
に
は
、
た
く
さ
ん
の
緯
度
経
度
が
記
し
て
あ
っ
た
。
た
め
し
に
筆
者
が
一
つ
差
す
と
、
Ｂ

さ
ん
は
「
あ
あ
、
そ
こ
の
海
域
の
風
は
し
つ
こ
い
風
で
ね
、
波
も
そ
の
分
き
つ
い
か
ら
、
網
を
入
れ
る
な
ら
も
う
二
度
、
い
や
三
度
上
が
っ
た
方
が
良

い
。
そ
の
ぐ
ら
い
な
ら
メ
バ
チ
に
追
い
つ
け
る
」
と
、
す
ら
す
ら
と
答
え
た
。
も
っ
と
も
、
本
当
の
メ
モ
は
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
自
宅
が
津
波

で
流
さ
れ
た
と
き
に
流
れ
て
し
ま
い
、
後
に
思
い
出
し
な
が
ら
再
び
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
な
の
で
、
ご
本
人
曰
く
、「
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
リ
ス
ト
は
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あ
っ
た
」。

（
21
）
二
〇
一
七
年
一
月
二
二
日
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

（
22
）
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
全
国
に
先
駆
け
て
ギ
ン
ザ
ケ
の
養
殖
を
始
め
た
宮
城
県
石
巻
市
も
、
か
つ
て
遠
洋
の
海
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ベ
ニ
ザ
ケ

が
塩
鮭
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
ギ
ン
ザ
ケ
の
養
殖
業
者
は
今
で
も
、そ
の
ベ
ニ
ザ
ケ
の
塩
鮭
イ
メ
ー
ジ
に
な
か
な
か
勝
て
な
い
こ
と
に
苦
心
し
て
い
る
。

（
23
）
海
難
事
故
で
亡
く
な
っ
た
人
へ
の
供
養
、
神
楽
や
民
俗
芸
能
、
魚
の
供
養
塔
（
魚
霊
塔
）
な
ど
多
様
に
あ
る
。

（
24
）
本
論
で
は
本
筋
で
は
な
い
の
で
言
及
し
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
そ
の
高
さ
と
規
模
で
田
老
の
防
浪
堤
は
、
戦
前
の
昭
和
三
陸
大
津
波
の
翌
年
（1934

）

か
ら
建
設
が
始
ま
り
、
一
九
七
九
年
に
工
事
が
完
了
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
漁
業
が
安
心
し
て
で
き
る
区
域
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
な
目
的
だ
っ
た
。

（
25
）
Ｃ
さ
ん
は
一
九
四
〇
年
生
ま
れ
（
故
人
）。
漁
協
の
金
庫
番
と
し
て
、
組
合
員
た
ち
に
頼
ら
れ
て
き
た
。2014/2/5

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
。

（
26
）
四
〇
代
、
田
老
町
漁
協
で
増
養
殖
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。
父
親
は
定
置
網
の
名
大
謀
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。2016/08/01

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ

り
。
年
齢
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
時
。

（
27
）
同
上
、
内
容
は
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
田
老
の
漁
り
火
聞
き
書
き
研
究
会	2021

）。

（
28
）
サ
ケ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
「
サ
ー
モ
ン
」
と
し
て
勝
負
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
は
、
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー

産
の
刺
身
で
食
べ
ら
れ
る
養
殖
サ
ー
モ
ン
が
日
本
市
場
に
流
入
し
て
か
ら
強
く
な
っ
た
。
も
と
も
と
塩
鮭
と
し
て
は
、
シ
ロ
ザ
ケ
は
戦
後
北
洋
漁
業
で
獲

ら
れ
た
ベ
ニ
ザ
ケ
と
比
較
さ
れ
て
き
た
が
、
刺
身
と
い
う
領
域
で
は
シ
ロ
ザ
ケ
は
勝
負
で
き
な
い
。
ま
た
、
資
源
増
産
の
結
果
、
国
内
で
の
市
場
で
は
な

く
海
外
の
市
場
に
シ
ロ
ザ
ケ
の
切
り
身
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
で
の
影
響
を
強
く
受
け
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
昨
今
、
シ
ロ
ザ
ケ
の
不
漁
と
消
費
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
を
受
け
、
各
地
で
試
み
ら
れ
て
い
る
ご
当
地
サ
ー
モ
ン
の
場
合
、
も
っ
と
直
接
的
に
グ
ロ
ー

バ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
用
に
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
満
た
す
よ
う
つ
く
ら
れ
た
チ
リ
産
ギ
ン
ザ
ケ
や
ト
ラ
ウ
ト
サ
ー
モ
ン
（
ニ
ジ
マ
ス
）、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
産
ア

ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
サ
ー
モ
ン
と
の
競
争
に
国
内
市
場
で
さ
ら
さ
れ
る
。

（
29
）2016/08/01

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
。

（
30
）2017/1/22

、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
よ
り
。

（
31
）
電
話
口
で
も
同
様
の
内
容
を
よ
く
繰
り
返
す
、
思
い
入
れ
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
自
体
は2017/02/05

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
よ
り
。

（
32
）
こ
の
「
誰
」
は
生
き
も
の
や
波
な
ど
の
人
間
以
外
の
も
の
も
含
む
。

（
33
）
一
九
七
六
年
に
摂
待
地
区
に
原
子
力
発
電
建
設
す
る
話
が
持
ち
上
が
っ
た
が
、
田
老
漁
協
は
協
力
申
込
を
拒
否
し
た
。
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	一　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
受
容
と
そ
の
特
徴

近
年
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
に
お
け
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
重
要
性
が
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。「
フ
レ
ン

チ
・
ア
ー
レ
ン
ト
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
、
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
複
数
性
、
始
ま
り
、
権
力
、
活
動

な
ど
、
従
来
の
政
治
哲
学
の
諸
概
念
を
捉
え
な
お
し
、
新
た
な
政
治
像
を
提
示
し
て
き
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲

学
、
と
り
わ
け
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
構
築
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る（

（
（

。

と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
文
脈
に
も
っ
ぱ
ら
限
定
し
て
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
が
置
か
れ
て
き
た
固
有
の
知
的
状
況
と
そ
の
都
度
の
問
題
関
心
の
在
り
様
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
へ

の
関
心
は
変
遷
し
、
様
々
な
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
、
い
ま
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
へ
の
影
響
も
含
ま
れ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
こ
と
は
踏
ま
え
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
具
体
的
に
、
そ
の
受
容
史
の
特
徴
は
い
か
な
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か（

（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
に
よ
っ

て
幾
度
か
そ
の
研
究
蓄
積
を
振
り
返
る
試
み
が
為
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
な
か
で
も
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
最
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の

和
田
昌
也

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
受
容

─
─
全
体
主
義
論
を
め
ぐ
る
ア
ロ
ン
、
ル
フ
ォ
ー
ル
、
タ
ッ
サ
ン
の
解
釈
を
中
心
に
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は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
「
遅
れ
」
で
あ
る
。
そ
の
外
形
的
特
徴
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

マ
ル
ク
・
ル
・
ニ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
三
つ
の
点
か
ら
指
摘
で
き
る（

（
（

。

第
一
に
、
著
作
全
体
の
見
通
し
の
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
ピ
ー
パ
ー
社
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
要
著
書
の
刊
行
を
一

手
に
担
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
複
数
の
出
版
社
に
ま
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
一
種

の
「
パ
ズ
ル
」
の
如
き
状
況
が
存
在
し
て
き
た
。
実
際
、
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
著
『
全
体
主
義
の
起
原
』、『
人
間
の

条
件
』、『
革
命
に
つ
い
て
』
を
中
心
に
、
他
の
重
要
な
論
稿
を
も
収
め
た
、
二
巻
か
ら
成
る
重
厚
な
作
品
集
が
出
さ
れ
た
か
と
思
え
ば
、
こ

ち
ら
は
現
在
進
行
形
で
も
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
か
ら
テ
ー
マ
を
取
り
出
し
て
小
著
を
中
心
に
次
々
に
刊
行
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る（
（
（

。
前
者
の
場
合
は
、
研
究
者
は
い
ざ
知
ら
ず
、
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
は
少
々
親
し
み
が
た
い
点
は
否
め
ず
、
後
者
の
場
合
は
、
逆
に
一

般
の
読
者
を
新
た
に
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
多
様
な
出
版
形
態
は
関
心
の
高
さ
の
表
れ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
裏
を
返
せ

ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
か
な
る
文
脈
で
書
い
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
や
は
り
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
で
知
る
こ
と
が
、
よ
り
理
解
を

深
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
さ
さ
か
迂
遠
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
翻
訳
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
人
間
の
条
件
』（
英
語
版
原
著
：
一
九
五
八
年
）

で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
の
出
版
か
ら
三
年
後
の
一
九
六
一
年
と
意
外
に
早
い
の
だ
が
、
次
い
で
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（
英
語
版

原
著
：
一
九
六
一
年
）
が
一
九
六
六
年
、
そ
の
後
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
よ
う
や
く
に
し
て
『
全
体
主
義
の
起
原
』（
英
語
版
原
著
：

一
九
五
一
年
）
の
翻
訳
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

（
（

。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
当
初
よ
り
、「
権
威authority

」
を
「
権
力pouvoir

」、「
本

性nature

」
を
「
文
化culture

」
と
訳
出
す
る
な
ど
、
な
が
ら
く
確
か
な
翻
訳
が
為
さ
れ
な
か
っ
た（

（
（

。
そ
の
状
況
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
へ
の

関
心
が
一
挙
に
高
ま
る
八
〇
年
代
に
入
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
素
直
な
ア
ー
レ
ン
ト
理
解
を
阻
む
も
の
だ
っ
た

か
証
明
し
う
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
翻
訳
は
解
釈
と
切
り
離
せ
ず
、
唯
一
確
か
な
翻
訳
な
ど
想
定
し
が
た
い
も

の
だ
が
、
そ
れ
で
も
著
者
の
意
図
を
汲
ん
だ
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
、「
伝
統
の
糸
が
断

ち
切
れ
た
」
と
診
断
し
、
旧
来
の
用
語
の
な
か
に
区
別
を
打
ち
立
て
る
と
と
も
に
、
別
の
意
味
を
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
独

特
の
言
い
回
し
の
翻
訳
に
は
特
有
の
困
難
が
伴
う
の
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
く
、
研
究
の
進
展
と
と
も
に
漸
進
す
る
も
の
に
違
い
な
い
。
結
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局
、
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
者
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
・
レ
イ
ボ
ヴ
ィ
ッ
チ
や
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ッ
ツ
ら
の
本
格
的
な
訳
業
に
よ
る
状
況
の
改
善
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
最
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
が
、
全
体
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
で
あ
る
。
な
か
で
も
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー

リ
ニ
ズ
ム
の
同
一
視
の
議
論
が
、
冷
戦
構
造
を
背
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
も
ま
た
二
分
さ
れ
て
き
た
な
か
で
、
強
く
作
用
す
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
リ
ベ
ラ
ル
の
側
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
想
の
名
の
も
と
、
共
産
主
義
を
批
判
す
る
た
め
に
」
ア
ー

レ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
を
擁
護
し
、
他
方
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
か
ら
は
黙
殺
さ
れ
る
か
、
存
在
を
知
ら
ず
に
済
ま
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
結
果

と
し
て
、「
新
自
由
主
義
的
発
想
を
有
す
る
反
共
主
義
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
」
と
ル
・
ニ
は
指
摘
す
る（

（
（

。「
分
析
的
と
い
う
よ
り

は
論
争
的（

（1
（

」
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
き
た
と
歴
史
家
エ
ン
ツ
ォ
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
が
指
摘
す
る
「
全
体
主
義
」
な
る
語
の
命
運
に
、
ア
ー
レ

ン
ト
の
著
作
も
ま
た
、
左
右
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
「
遅
れ
て
や
っ
て
き
た（

（（
（

」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
状
況
を
背
景
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
は
為
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
い
ま
の
ル
・
ニ
の
指
摘
に

あ
っ
た
よ
う
な
、
著
作
の
刊
行
形
態
や
翻
訳
の
難
、
そ
し
て
、
他
国
に
お
い
て
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
同
様
の
影
響
は
認
め
ら
れ
よ
う
が（

（1
（

、

左
右
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
強
い
時
代
背
景
に
よ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
、
と
り
わ
け
そ
の
全
体
主
義
論
の
受
容
が
滞
っ
て
き
た
と
い
う
事
実

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
受
容
史
の
主
た
る
特
徴
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
だ
そ
の
受
容
史
の
試
み

に
お
い
て
、
実
際
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
が
い
か
な
る
仕
方
で
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
解
釈
の
変
遷
を
み
せ
て
き
た
か
を
描

き
出
す
試
み
は
ま
だ
為
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を
め
ぐ
る
解
釈
や
視
座
が
ど
の
よ
う
に
変

遷
し
、
展
開
し
て
き
た
か
を
、
大
づ
か
み
に
で
あ
れ
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
、
ク
ロ
ー

ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ッ
サ
ン
の
三
者
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
解
釈
を
考
察
し
、
そ
の
特
質
と
変
遷
の
様
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
い（

（1
（

。
冒
頭
で
、「
フ
レ
ン
チ
・
ア
ー
レ
ン
ト
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、
戦
後
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
が
果
た
し
た
役

割
が
大
き
い
こ
と
に
言
及
し
た
。
た
し
か
に
、
今
日
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル（

（1
（

や
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル（

（1
（

ら
の
著
作
を
紐
解
け

ば
、
そ
れ
が
現
在
進
行
形
で
さ
え
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
役
割
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
か
を
精
確
に
辿
り
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な
お
そ
う
と
試
み
よ
う
と
も
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
み
が
そ
う
で
あ
る
」
と
断
じ
る
こ
と
の
無
理
は
当
然
の
如
く
存
在
し
、
そ
の
意
味
で
「
地

下
水
脈
」
で
あ
っ
た
と
評
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
適
切
で
あ
る
に
は
違
い
な
い（

（1
（

。
そ
れ
で
も
、
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
を
、
活
動
や
複

数
性
概
念
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
諸
モ
デ
ル
の
な
か
、
い
わ
ば
そ
の
答
え
の
部
分
に
で
は
な

く
、「
全
体
主
義
」
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
論
の
問
い
の
な
か
に
、
探
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
か
つ
て
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
著
名
な
ア
ー
レ

ン
ト
研
究
書
に
お
い
て
、
著
者
の
思
想
を
知
る
に
は
、
著
者
の
問
い
を
知
る
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
重
要
で
あ
る
と
説
い
た
が（

（1
（

、
そ
れ
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
と
り
も
な
お
さ
ず
全
体
主
義
で
あ
り（

（1
（

、
こ
こ
で
検
討
す
る
三
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
解
釈
者
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義

論
の
な
か
に
同
じ
問
い
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
を
同
じ
く
す
る
は
ず
の
者
た
ち
が
、
実
は
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
問
い
で

も
あ
る
「
全
体
主
義
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
よ
り
正
確
に
は
、
そ
の
問
い
を
ど
う
問
う
か
が
、
彼
ら
の
答
え
の
部
分
を
分
け
て
く
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、「
フ
レ
ン
チ
・
ア
ー
レ
ン
ト
」
な
る
も
の
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
な
に
よ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
時
代
と
切

り
結
ん
だ
全
体
主
義
を
め
ぐ
る
問
い
の
な
か
に
で
あ
ろ
う
。
時
代
状
況
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
進
展
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ

ン
ト
研
究
史
の
一
断
面
、
そ
の
「
解
釈
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス（

（1
（

」
を
描
き
出
す
試
み
を
通
じ
て
、
私
た
ち
が
時
代
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、

ア
ー
レ
ン
ト
を
ど
う
読
む
か
、
そ
の
よ
す
が
と
な
る
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。　

二　

自
由
主
義
者
ア
ー
レ
ン
ト
─
─
反
共
の
時
代
に
お
け
る
ア
ロ
ン
に
よ
る
導
入

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
を
語
る
に
際
し
、
二
重
の
意
味
で
、
彼
女
を
フ
ラ
ン
ス
に
初
め
て
「
導
入
」

し
た
人
物
と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

ま
ず
は
、
伝
記
的
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
パ
リ
へ
避
難
す
る
の
を
助
け
た
の
は
、
ア
ロ
ン
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

11
（

。
彼
女
が
コ
ジ
ェ
ー
ブ
や
、
コ
イ
レ
、
ヴ
ァ
ー
ル
ら
と
知
り
合
う
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ

ン
留
学
時
代
に
ア
ー
レ
ン
ト
と
知
り
合
っ
て
い
た
ア
ロ
ン
で
あ
っ
た（

1（
（

。
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
ア
ロ
ン
は
そ
の
後
も
継
続
的
に
交
流
を
重

ね
て
い
く
こ
と
に
な
る（

11
（

。
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つ
ぎ
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
を
最
初
に
紹
介
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
た
る
作
品
の
翻
訳
は
、
七
〇
年
代
と
八
〇
年
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

が
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
と
と
も
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
名
を
フ
ラ
ン
ス
思
想
界
に
い
ち
早
く
紹
介
し
た
の
が
ア
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
五
四

年
、『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
誌
に
ア
ロ
ン
は
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
を
考
察
し
た
論
稿
「
全
体
主
義
の
本
質L

’essense	du	totalitarism

（
11
（e

」

を
投
稿
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
開
始
を
告
げ
る
も
の
と
な
る
。

本
節
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
、
全
体
主
義
概
念
が
定
式
化
さ
れ
る
と
と
も
に
世
界
的
に
一
挙
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
「
黄
金
期l ’âge	

d
’o

（
11
（r

」
に
、
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
全
体
主
義
の
語
自
体
が
広
が
り
を
な
か
な
か
み
せ
な
い
知
的
状
況
に
あ
っ
て（

11
（

、
ア
ロ
ン
が
い

か
な
る
仕
方
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
解
釈
し
た
か
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。
実
際
、
ア
ロ
ン
は
そ
の
論
稿
を
、
一
定
の
留
保
を
つ

け
な
が
ら
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
原
』
を
「
重
要
な
書
物
」
で
あ
り
、「
読
者
は
次
第
に
分
析
の
手
腕
と
そ
の
鋭
敏
さ
に
魅

了
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
評
す
る
と
こ
ろ
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。
ア
ロ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
の
何
を
具
体
的
に
評
価
し
よ
う

と
し
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
界
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
眼
目
は
ど
こ
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

１　

ア
ロ
ン
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
の
二
つ
の
要
点

議
論
の
過
度
の
単
純
化
を
恐
れ
ず
に
挙
げ
れ
ば
、
ア
ロ
ン
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
要
点
は
二
つ
に
絞
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
ア
ロ
ン
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
肯
定
す
る
の
は
、「
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
よ
う
な
、
歴
史
に
先
例
の
な
い

レ
ジ
ー
ム
」
と
し
て
の
「
全
体
主
義
」
と
い
う
理
解
で
あ
る（

11
（

。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。

ま
ず
、
レ
ジ
ー
ム
に
関
し
て
で
あ
る
。
全
体
主
義
を
理
解
す
る
に
際
し
、
た
と
え
ば
、
官
僚
制
の
肥
大
化
、
国
家
元
首
に
よ
る
独
占
的
権

力
掌
握
、
秘
密
警
察
の
勢
力
拡
大
等
々
、
そ
れ
ら
の
現
象
は
全
体
主
義
体
制
の
な
か
に
看
取
し
う
る
も
の
だ
と
言
え
る
が
、
ア
ロ
ン
曰
く
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
全
体
主
義
の
特
性originalité

」
を
規
定
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る（

11
（

。
も
と
よ
り
、
ア
ロ
ン
の
み
る
と
こ
ろ
、

全
体
主
義
は
「
代
表
制
や
多
党
制
の
抑
圧
、
任
意
の
集
団
や
人
物
に
よ
る
権
力
の
掌
握
と
い
っ
た
ひ
と
つ
の
要
因
か
ら
は
定
義
し
得
な
い
も

の（
11
（

」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
通
常
の
理
解
を
阻
む
も
の
を
、
し
か
し
、
現
象
の
多
様
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
背
後
に
存
す
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る
も
の
の
洞
察
に
よ
っ
て
、
な
に
が
そ
れ
ら
を
可
能
に
し
た
か
を
捉
え
よ
う
と
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
ア
ロ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
論
稿
内
で
定
義
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ア
ロ
ン
に
と
っ
て
の
レ
ジ
ー
ム
の
理
解
を
補
う
べ
く
、
同
時
期
の
議
論
か
ら
借
り

る
と
す
れ
ば
、
ア
ロ
ン
が
レ
ジ
ー
ム
の
語
に
よ
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、「
権
力
闘
争（

11
（

」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
「
人
間
本
性nature	hum

aine

」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、「
制
度institutio

（
11
（n

」
で
あ
り
、「
社
会
全
体
に
対
す

る
特
異
な
部
門secteur

か
ら
構
成
さ
れ
」、「
そ
の
部
門
は
、
社
会
全
体
を
操
作
す
る
特
殊
な
性
質
を
含
み
持
つ（

1（
（

」
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
さ
れ
る（

11
（

。

続
い
て
、
今
の
点
を
規
定
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、「
本
質
」
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
全
体
主
義
を
合
理
、
非
合
理
い

ず
れ
の
観
点
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
、
と
ア
ロ
ン
は
言
う
。
戦
争
遂
行
の
過
程
で
、
特
定
の
人
種
を
大
量
に
輸
送
し
、
強
制

収
容
す
る
点
に
非
合
理
性
が
極
ま
る
一
方
で
、
絶
滅
自
体
が
ナ
チ
ス
の
戦
争
の
目
的
で
あ
っ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
合
理
的
な
も
の
で
も
あ
っ

た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（

11
（

。
ま
た
、
ソ
連
に
お
け
る
農
業
の
集
産
化
は
農
民
た
ち
の
抵
抗
に
遭
い
、
非
合
理
な
企
て
と
な
っ
た
が
、
彼
ら

を
収
容
し
、
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い（
11
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
皮
相
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
で
は
全
体
主
義
の
現
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
合
理
性
の

如
何
に
か
か
ず
ら
う
解
釈
を
退
け
、
ア
ロ
ン
は
、
全
体
主
義
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
現
象
の
背
後
に
共
通
す
る
も
の
を
「
レ
ジ
ー
ム
」
と
し

て
剔
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
を
「
本
質
」
に
お
い
て
見
出
そ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
論
に
沿
お
う
と
す
る
。

第
二
に
、
ア
ロ
ン
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
賛
意
を
示
す
の
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
依
拠
し
た
全
体
主
義
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
全
体
主
義
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
「
テ
ロ
ル
」
に
よ
っ
て
定
義
し
た
議
論
に
ア
ロ
ン
は
注
意
を
促
し
、
そ
れ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る（

11
（

。
実
際
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
一
九
五
三
年
の
そ
の
論
稿
に
お
い
て
、
統
治
の
本
性
を
「
そ
れ

（
統
治
─
補
足
筆
者
）
を
か
く
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ら
し
め
る
も
の
」、
一
方
の
統
治
の
原
理
を
「
そ
れ
（
統
治
─
補
足
筆
者
）
を
動
か
し

め
る
も
の（

11
（

」
と
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
よ
り
定
義
を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
け
ば
、
君
主
制
の
本
性
は
合
法
的
統
治
、

そ
の
原
理
は
名
誉
、
共
和
制
の
本
性
は
立
憲
的
統
治
、
そ
の
原
理
は
美
徳
、
専
制
の
本
性
は
法
な
き
支
配
、
そ
の
原
理
は
恐
怖
と
理
解
さ
れ

る
が
、
全
体
主
義
は
と
い
え
ば
、
そ
の
本
性
は
テ
ロ
ル
、
原
理
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
定
義
さ
れ
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
主
張
し
て
い
る（

11
（

。
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ア
ロ
ン
は
そ
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、「
世
界
観
的cosm

ic

で
あ
れ
歴
史
的
で
あ
れ
、
人
間
の
意
志
に
優
位
す
る
法
を
主
張
す
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
、
そ
し
て
、
個
人
を
孤
立
へ
と
貶
め
る
実
践
」
か
ら
な
る
「
レ
ジ
ー
ム（

11
（

」
と
し
て
全
体
主
義
を
捉
え
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ド
イ
ツ
と

ソ
連
に
現
れ
た
時
代
の
新
た
な
レ
ジ
ー
ム
の
特
質
を
把
握
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。

２　

ア
ロ
ン
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
へ
の
留
保

そ
の
論
稿
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
、
ア
ロ
ン
は
決
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
手
放
し
で
称
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
学
や
社

会
学
の
方
法
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
や
全
体
主
義
が
社
会
的
経
済
的
所
与
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
留
保
は
一
定
存
在
す
る（

11
（

。

さ
ら
に
言
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
点
に
関
す
る
が
、
論
稿
の
最
後
で
ア
ロ
ン
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
」（
一
九
五
三

年
）
の
な
か
で
、
奇
し
く
も
、
全
体
主
義
を
「
原
理
を
持
た
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
受
け
取
り
、「
原
理
を
持
た
な
い
レ
ジ
ー
ム
は
レ

ジ
ー
ム
で
は
な
い（

11
（

」
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
の
説
明
図
式
に
矛
盾
が
存
す
る
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
批
判
が
ま
っ
た

く
あ
た
ら
な
い
読
み
違
え
で
あ
る
の
は
、
同
じ
く
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
」
の
な
か
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
明
確
に
全
体
主
義
の
原
理
と
本

性
を
各
々
指
摘
し
て
い
る
点
に
明
ら
か
な
の
だ
が（

1（
（

、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
ア
ロ
ン
の
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
は
、
自
身
に
と
っ
て
、
有
益
な
も

の
と
な
っ
た
の
も
否
定
し
よ
う
の
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
事
実
、
ア
ロ
ン
の
最
初
期
の
全
体
主
義
論
「
民
主
主
義
国
家
と
全
体
主
義
国

家États	dém
ocratiques	et	états	totalitaires

」（
一
九
三
九
年
）
に
お
い
て
は
、
全
体
主
義
を
「
新
興
エ
リ
ー
ト
の
指
導
者
か
ら
な
る
国

家
体
制constitutio

（
11
（n

」
と
し
て
捉
え
て
い
た
も
の
の
、
件
の
ア
ー
レ
ン
ト
論
の
少
し
の
ち
、
一
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
の
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
で
の
講
義
を
も
と
に
し
た
『
民
主
主
義
と
全
体
主
義D

ém
ocratie	et	totalitarism

e

』（
一
九
六
五
年
）
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
の
レ
ジ
ー
ム
論
に
立
脚
し
て
議
論
を
展
開
す
る
な
ど
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
影
響
を
そ
こ
に
見
出
す
の
は
難
く
な
い（

11
（

。

し
か
し
、
ア
ロ
ン
に
よ
る
こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
導
入
は
、
や
は
り
幾
つ
か
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
当
然
、
出
版
事
情
や
時
代
的
制
約
の
存
在
は
あ
る
も
の
の
、
い
ま
や
ア
ー
レ
ン
ト
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
「
は
じ
ま
り
」
の
議
論

が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ア
ロ
ン
は
確
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
一
つ
の
力
点
で
も
あ
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
譲
り
の
説
明
図
式
に
焦
点
を
当
て
は
し
た
も
の
の
、
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ネ
ス
ト
ー
・
カ
プ
ド
ヴ
ィ
ラ
が
問
題
視
す
る
よ
う
に
、
全
体
主
義
を
レ
ジ
ー
ム
の
観
点
に
も
っ
ぱ
ら
還
元
し
て
し
ま
い
、
そ
の
他
の
観
点
、

例
え
ば
社
会
の
観
点
か
ら
問
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば（

11
（

、
幾
分
か
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
の
単
純
化
の
誹
り
を
免
れ
得
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
を
同
列
に
置
く
反
共
主
義
的
自
由
主
義
者
と
し
て
映
じ

て
し
ま
う
こ
と
の
弊
は
長
く
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
。『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
第
三
部
「
全
体
主
義
」
の
翻
訳
が
フ
ラ
ン
ス
で
為
さ
れ
る

一
九
七
二
年
ま
で
の
間
、
唯
一
の
案
内
役
と
し
て
こ
の
論
稿
は
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
そ
れ
を
払
拭
す
る
解
釈
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
ル

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
も
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三　

民
主
主
義
者
ア
ー
レ
ン
ト
─
─
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
、
全
体
的
支
配
に
抗
す
る
政
治
像

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
著
書
の
翻
訳
に
関
し

て
は
、『
精
神
の
生
活
』
が
一
九
八
一
年
と
一
九
八
二
年
に
、『
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』
が
一
九
八
六
年
と
徐
々
に
進
展
す
る
と

と
も
に
、
研
究
も
次
第
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
が
加
速
す
る
時
代
と
言
え
よ
う（

11
（

。

こ
の
時
期
の
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、『
エ
ス
プ
リ
』
誌
が
一
九
八
〇
年
に
、『
現
象
学
研
究
』
誌
が
一
九
八
五
年
に
、『
カ

イ
エ
・
デ
ュ
・
グ
リ
フ
』
誌
が
一
九
八
六
年
に
、
と
雑
誌
が
立
て
続
け
に
特
集
号
を
組
み
始
め
、
人
々
の
ア
ー
レ
ン
ト
へ
の
関
心
が
一
挙
に

高
ま
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う（

11
（

。
ア
ン
ド
レ
・
エ
ネ
グ
レ
ン
に
よ
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
研
究

が
一
九
八
四
年
に
世
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う（

11
（

。

し
か
し
、
翻
訳
の
進
展
や
資
料
面
の
整
備
な
ど
と
は
む
し
ろ
無
関
係
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
が
活
発
に
為
さ
れ
、
進

展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
所
以
は
、「
全
体
主
義
」
が
時
代
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ソ
ル
ジ
ェ
ー
ニ
ー
ツ
ィ
ン
『
収
容
所
群
島
』
の
世
界
に
先
駆
け
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
出
版
を
契
機
と
し

た
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
の
「
反
全
体
主
義
的
転
回（

11
（

」
の
最
中
で
、
全
体
主
義
の
語
が
「
使
い
古
さ
れ（

11
（

」、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
判
然
と

し
な
く
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
、「
時
代
を
再
び
切
り
開
く
こ
とréouvrir	le	tem

p
（
1（
（s

」
を
企
て
る
ル
フ
ォ
ー
ル
の
意
識
的
な
試
み
に
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お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ひ
と
つ
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

１　

ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
へ
の
視
座
の
転
換

実
際
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
ル
フ
ォ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
七
〇
年
代
後
半
に
こ
の
偉
大
な
作
品

（『
全
体
主
義
の
起
原
』
─
補
足
筆
者
）
を
読
み
、
賞
賛
の
念
で
満
た
さ
れ
た
と
と
も
に
、
考
え
方
が
非
常
に
近
し
い
こ
と
を
感
じ
た（

11
（

」
と
彼
は
述

懐
し
て
い
る
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
示
唆
を
受
け
つ
つ
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
ル
フ
ォ
ー
ル
の
全
体
主
義
の
考
察
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な

民
主
主
義
論
へ
と
彼
自
身
を
導
く
こ
と
に
な
る（

11
（

」
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を
い
か
な
る
仕
方
で
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
全
体
主
義
の
問
題

は
、
ア
ロ
ン
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
レ
ジ
ー
ム
論
に
限
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
む
し

ろ
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
全
体
的
支
配dom

ination	totale

」
と
し
て
正
確
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
全
体
主
義
を
ど
う
理

解
す
る
か
と
い
う
問
題
、
そ
れ
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
全
体
的
支
配
が
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か（

11
（

」
を

理
解
す
る
こ
と
に
存
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

ル
フ
ォ
ー
ル
は
実
際
、
一
九
八
五
年
の
論
稿
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
政
治
的
な
も
の
の
問
い（

11
（

」
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に

即
し
て
、
全
体
主
義
を
次
の
四
つ
の
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
全
体
主
義
は
「
法
、
経
済
、
科
学
、

教
育
が
等
し
く
政
治
に
関
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
唯
一
存
在
す
る
党
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
侵
入
し
、

指
示
命
令
を
下
す
も
の
で
あ
る
こ
と（

11
（

。
第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
公
的
な
も
のpubliques

」
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
。
第
三
に
、

専
制
の
通
常
の
理
解
と
の
混
同
を
分
か
つ
も
の
と
し
て
、
実
定
法
の
代
わ
り
に
「
歴
史H

istoire

」
や
「
生V

ie

」
と
い
う
絶
対
的
な
運
動

の
「
法
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
四
に
、「
過
去
」
を
白
紙
に
し
、「
新
た
な
人
間
」
の
創
造
に
傾
倒
す
る
政
体
で
あ
る
こ
と（

11
（

。
ル
フ
ォ
ー

ル
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
破
壊
、
す
な
わ
ち
、
政
治
・
公
的
生
活
・
法
・
活
動
の
土
台
の
破
壊
を
通
じ
て
、
社
会
の
外
部
で
は
な
く
内
部
か

ら
完
遂
す
る
の
が
全
体
的
支
配
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
要
す
る
に
、
全
体
主
義
は
、
そ
れ
ら
の
人
間
の
政
治
社
会
の
構
成
要
素
の
「
否
定

négatio

（
11
（n

」
に
よ
っ
て
出
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
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そ
こ
か
ら
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
全
体
的
支
配
の
突
き
つ
け
る
問
い
を
捉
え
返
し
て
い
く
。「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
ナ

チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
両
方
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
全
体
主
義
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
政
治
の
理
論
を
そ
こ
か
ら
練
り
上
げ
る

こ
と
を
要
請
し
て
い
る（

11
（

」
の
で
は
な
い
か
、
と
。
ル
フ
ォ
ー
ル
は
さ
ら
に
続
け
て
、
と
ど
の
つ
ま
り
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
全
体
主
義
の
イ

メ
ー
ジ
の
裏
返
し
と
し
て
政
治
を
構
想
し
た（

11
（

」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
説
く
の
で
あ
る
。

２　

全
体
主
義
論
か
ら
民
主
主
義
論
へ

ル
フ
ォ
ー
ル
の
み
る
と
こ
ろ
、
た
し
か
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
、
近
代
の
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
革

命
、
そ
し
て
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
、
一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
双
方
に
お
け
る
労
働
者
評
議
会
の
参
照
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
の
特

徴
が
最
も
よ
く
表
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
空
間espace

」、
人
が
互
い
に
対
等
な
も
の
と
し
て
承
認
し
議
論
す
る
「
共
同
世

界m
onde	com

m
un

」
の
創
出
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
再
度
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
的
支
配
の
議
論
に
鑑
み
、
そ
の

よ
う
な
政
治
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
か
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
説
明
し
え
な
い
も
のinexplicable

」
だ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
レ

ン
ト
に
と
っ
て
「
政
治
は
い
わ
ば
実
在
し
且
つ
し
な
い
も
の
で
あ
る（

1（
（

」。
し
か
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
双
方

に
共
通
し
て
存
在
し
た
の
は
「
民
主
主
義
へ
の
憎
悪la	haine	de	la	dém

ocratie

」
で
あ
っ
た
と
い
い
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
人
間
の
複
数
性

の
再
興
を
企
て
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
政
治
の
現
象
の
可
能
性
を
分
か
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
「
政
治
的
な
も
の
」
の
洞
察
、
す
な

わ
ち
、「
権
力
と
法
と
知
の
軸
を
区
別
し
つ
つ
、
ま
た
、
社
会
的
分
割
、
抗
争
、
習
慣
や
意
見
の
多
様
性
を
受
け
入
れ
る（

11
（

」
制
度
の
考
察
が

必
要
で
あ
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
か
ら
一
つ
の
方
向
性
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
彼
に
と
っ
て
の
民
主
主
義
と

は
、
同
時
期
の
別
の
論
稿
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
誰
も
占
有
し
得
な
い
「
空
虚
な
場lieu	vide

」
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
成
否
は
、「
抗
争

の
制
度
化institutionalisation	du	confl

（
11
（it

」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
全
体
主
義
の
出
来
を
未
然
に
防
ぎ
つ

つ
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
い
う
人
間
の
複
数
性
や
ル
フ
ォ
ー
ル
の
民
主
主
義
が
現
象
し
う
る
の
で
あ
る
。

ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を
、
と
り
わ
け
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
異
同
と
い
う
時
代

を
二
分
し
て
き
た
議
論
か
ら
解
放
し
、
問
い
を
転
回
さ
れ
る
こ
と
を
大
胆
に
も
企
て
た
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
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バ
ー
ル
が
巧
み
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
永
続
的
な
「
運
動
」
を
も
た
ら
す
点
を
問

題
視
す
る
の
に
対
し
、
む
し
ろ
ル
フ
ォ
ー
ル
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
不
動
化im

m
obilisation

」
と
し
て
作
用
す
る
点
を
問
う
な
ど
、
全
体

主
義
解
釈
の
方
向
性
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
存
在
す
る（

11
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
独
特
の
受
容
は
、

彼
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
の
援
用
の
度
合
い
と
は
裏
腹
に
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
後
、
あ
ま
り
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
も
事
実

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
全
体
主
義
と
民
主
主
義
を
節
合
す
る
と
と
も
に
、
政
治
的
な
も
の
の
問
い
を
確
立
し
た
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ア
ー

レ
ン
ト
解
釈
の
斬
新
な
試
み
は
、
本
節
の
冒
頭
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
エ
ネ
グ
レ
ン
ら
当
時
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
書
の
関
心
が
ま
だ
そ
の

ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
異
同
の
問
題
の
範
疇
に
留
ま
っ
て
い
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
特
筆
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
イ
ノ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
よ
り
フ
ラ
ン
ス
で
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作

が
、
一
種
の
成
功
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
文
脈
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
、
皮
肉
な
こ
と
に
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
論
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
そ
の
受
容
史
に
お
い
て
、
そ
の
功

績
は
や
は
り
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う（

11
（

。

四　

世コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

界
主
義
者
ア
ー
レ
ン
ト
─
─
タ
ッ
サ
ン
に
よ
る
無
世
界
化
に
抗
す
る
思
想
の
剔
抉

冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
タ
ミ
ニ
オ
ー
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
の
異
同
を
解
明
す
る
も
の
や
マ
ル
テ
ィ
ー

ヌ
・
レ
イ
ボ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
な
ど
、
本
格
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
研
究（

11
（

が
陸
続
と
登
場
す
る
と
と
も
に
、
問
わ

れ
る
べ
き
テ
ー
マ
も
多
様
化
す
る
一
九
九
〇
年
代
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
者
と
し
て
出
発
し
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ッ
サ
ン
が
そ
の
研
究
に

着
手
す
る
初
期
に
取
り
組
む
の
が
や
は
り
全
体
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
タ
ッ
サ
ン
は
、
今
一
度
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
全
体
主
義
の
問
題
に
直
面

し
た
際
に
問
い
た
か
っ
た
も
の
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
問
い
直
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

１　

全
体
主
義
論
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
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そ
の
試
み
の
特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
全
体
主
義
の
特
異
性（

11
（

」
論
文
で
丹
念
に
追
っ
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
全
体
主
義
の
問
題
は
、「
無
世
界
性acosm

ism
e

」
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
ア
ロ
ン
に
み
ら
れ
た
本
質
把
握
と
し
て
の
記
述
的
モ
デ
ル
の
探
求
で
は
な
い
。
ま
た
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
よ
う
に
社
会
的
分
割
の
否
定

に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
タ
ッ
サ
ン
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。「
全
体
主
義
シ
ス
テ
ム
の
分
析
は
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
世
界
疎
外
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
近
代
の
文
脈
に
お
け
る
人
間
の
条
件
の
理
解
と
決
し
て
切
り
離
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い（

11
（

」。

	

で
は
、
具
体
的
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
に
お
け
る
「
無
世
界
性
」
の
問
題
は
何
を
問
う
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
際
し
、
タ
ッ
サ
ン
は
幾
つ
か
の
誤
解
を
解
消
す
る
作
業
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
タ
ッ
サ
ン
は
、「
全
体
主
義
の
起
原
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
に
向
け
ら
れ
て
き

た
多
く
の
批
判（

11
（

に
答
え
る
よ
う
に
、
彼
女
の
「
理
解com

préhension

」
と
「
説
明explication

」
の
区
別
を
強
調
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に

と
っ
て
「
説
明
」
が
「
現
象
の
客
観
的
原
因
」
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
理
解
」
と
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
絶
え
間
な

い
変
化
や
変
動
の
な
か
で
私
た
ち
が
リ
ア
リ
テ
ィ
と
折
り
合
い
、
そ
れ
と
和
解
し
よ
う
と
す
る
、
す
な
わ
ち
世
界
の
な
か
で
安
ら
お
う
と
す

る
終
わ
り
の
な
い
活
動（

11
（

」
を
意
味
す
る
。
こ
の
観
点
に
立
脚
す
れ
ば
、「
全
体
主
義
」
が
「
私
た
ち
の
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
判
断
の
規
準

を
破
壊
し
た
も
の（

1（
（

」
で
あ
る
以
上
、
過
去
の
出
来
事
か
ら
の
演
繹
、
説
明
の
形
態
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
向
き
合
い
、
折
り
合
い

を
つ
け
る
た
め
の
「
理
解
」
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
「
テ
ロ
ル
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
原
理
」
と
「
本
性
」
と
単
純
に
規
定
す
る
こ
と
の
誤
り
に
つ
い
て
指
摘
し

て
い
る
。
タ
ッ
サ
ン
曰
く
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
全
体
主
義
の
本
質
が
存
在
す
る
と
い
う
原
理
か
ら
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

11
（

」。
た
し
か

に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
レ
ジ
ー
ム
の
類
型
論
は
全
体
主
義
の
特
異
性
を
理
解
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が（

11
（

、
よ
り
正
確
を
期
せ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
テ
ロ
ル
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
全
体
主
義
の
本
性
と
原
理
を
表
す
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
タ
ッ
サ
ン
は
説
く
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
タ
ッ
サ
ン
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
常
の
解
釈
を
転
覆
さ
せ
る
よ
う
な
指
摘
に
も
映
じ
、
込
み
入
っ
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た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
約
め
て
言
え
ば
、
タ
ッ
サ
ン
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
の
、
全
体

主
義
の
本
性
と
し
て
の
テ
ロ
ル
に
つ
い
て
だ
が
、「
運
動
の
法
の
実
現
化
と
し
て
の
テ
ロ
ル
は
人
間
を
自
然
と
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
に
押
し
込

む（
11
（

」
が
ゆ
え
に
「
全
体
的
支
配
の
本
性
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
点
に
関
し
て
は
正
し
い
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
と
言
え
ば
、
事
情
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
共
和
制
に
美
徳
、
君
主
制

に
名
誉
を
そ
れ
ぞ
れ
活
動
の
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
「
公
的
・
政
治
的
な
行
為
」
が
そ
れ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
べ
き
尺
度
で

あ
っ
て（

11
（

、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
活
動
の
「
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い（

11
（

」
と
タ
ッ
サ
ン
は
強
調
す
る
。
と
い

う
の
も
、
全
体
主
義
の
支
配
の
も
と
に
あ
っ
て
は
「
活
動
す
る
こ
とl ’agir

自
体
が
取
り
除
か
れ
て
い
る（

11
（

」
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
タ
ッ
サ
ン
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
統
治
の
本
質
と
原
理
─
活
動
の
で
は
な
く
運
動
のnot	of	action,	but	of	m

otion

─（
11
（

」
と

い
う
言
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
全
体
主
義
理
解
の
な
か
に
、「
運
動
」
と
「
活
動
」
の
二
つ
の
区
別
を
導
入
し
て
い
る

事
実
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
徳
や
名
誉
や
恐
怖
の
よ
う
な
、
人
間
の
行
為
の
領
域
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
行
為
を
導
く

原
理
は
、
テ
ロ
ル
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
運
動
を
本
質
と
す
る
政
治
体
を
動
か
す
た
め
に
は
必
要
と
さ
れ
な
い（

11
（

」。
し
た
が
っ
て
、「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
は
、
全
体
的
支
配
、
全
体
主
義
的
運
動
の
「
原
理
」
─
繰
り
返
せ
ば
、
そ
の
本
性
は
テ
ロ
ル
─
で
こ
そ
あ
れ
、
全
体
主
義
に
お
け

る
「
活
動
」
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

２　

全
体
主
義
に
お
け
る
「
活
動
」
の
原
理
に
つ
い
て

で
は
、
全
体
主
義
に
お
け
る
活
動
の
「
原
理
」
と
は
何
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
絶
望
的
な
ま
で
の
問
い
を
投
げ
か

け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
主
義
は
テ
ロ
ル
に
よ
っ
て
「
世
界
の
破
壊
と
人
間
の
破
壊
」
を
遂
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
人
間
の
世
界
に
「
無
世
界
性
」
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

だ
が
、
と
タ
ッ
サ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
全
体
主
義
的
支
配
は
「
世
界
の
モ
ノ
へ
の
無
関
心
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が（

1（
（

、
そ
の

よ
う
な
「
全
体
主
義
の
無
世
界
性
」
は
、
歴
史
や
自
然
な
ど
に
具
現
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
な
「
世
界
を
超
越
し
た
と
こ
ろhors-

m
onde

」
で
の
み
可
能
な
世
界
へ
の
無
関
心
に
他
な
ら
な
い
。
反
対
に
、「
世
界
の
拒
否récusasion

は
、
世
界
の
な
か
に
お
い
てdans	le	
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m
onde

は
不
可
能
で
あ
る
」（
イ
タ
リ
ッ
ク
─
タ
ッ
サ
ン
）、
と
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
最
終
的
に
タ
ッ
サ
ン
は
、「
人
々
の
世
界
の
出
現
は
、

政
治
の
原
理
に
よ
っ
て
で
あ
」
る
と
説
き
つ
つ
、「
全
体
主
義
の
特
異
性
」
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
、
ス
タ
ー
リ
ン
両
者
の
体
制
の
消
滅
に
よ
っ
て

は
ま
だ
終
止
符
を
打
た
れ
て
い
な
い
現
代
の
無
世
界
性acosm

ism
e	m

oderne

に
存
す
る
こ
と（

11
（

」
を
強
調
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
全
体

主
義
に
お
け
る
活
動
の
原
理
と
は
、
畢
竟
、「
無
世
界
化
」
の
趨
勢
に
あ
っ
て
、
世
界
へ
の
無
関
心
を
克
服
し
、
共
同
世
界
を
出
現
さ
せ
る

こ
と
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
指
す
。
要
す
れ
ば
、
タ
ッ
サ
ン
の
み
る
と
こ
ろ
、
全
体
主
義
の
趨
勢
下
に
お
け
る
活
動
の
原
理
と

は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
「
世
界
へ
の
愛am

or	m
und

（
11
（i

」
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

タ
ッ
サ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
の
問
い
を
以
上
の
よ
う
に
問
い
直
し
、
思
想
的
立
場
の
如
何
に
よ
ら
ず
、
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
色
眼
鏡
に
曇
ら
さ
れ
ず
、「
理
解
す
る
こ
と
」
を
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
に
促
す
と
と
も
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
真

に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
無
世
界
化
の
趨
勢
を
し
か
と
認
識
し
、
い
か
に
「
世
界
」
を
再
創
造
し
う
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
タ
ッ
サ
ン
は
、
無
世
界
化
を
も
た
ら
す
政
治
に
抗
す
る
「
世
界-

政
治cosm

o-

politiqu

（
11
（e

」
の
構
想
へ
と
ア
ー
レ
ン
ト
と
と
も
に
歩
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
民
国
家
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
の
対
比
で
し
ば
し
ば
捉
え
ら
れ
る
世
界
政
府
や
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
構
想
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る（

11
（

。
む
し
ろ
、
タ
ッ
サ

ン
は
、
人
間
の
共
同
世
界
、
複
数
の
人
間
の
間
の
領
域
の
破
壊
を
問
題
視
し
、
そ
の
間
主
観
的
な
領
域
と
し
て
の
「
世
界
」
の
創
造
の
実
践

と
し
て
「
政
治
」
を
捉
え
な
お
す
と
と
も
に
、
全
体
主
義
に
よ
る
世
界
の
破
壊
の
問
題
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
世
界
の
破
壊
の
問
題

へ
と
、
そ
の
趨
勢
の
う
ち
に
、
根
本
問
題
の
連
続
性
を
見
出
し
な
が
ら
、
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と
の
意
義
の
探
求
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
。
実
際
、
晩
年
の
論
稿
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
人
間
の
条
件
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
ら
れ
て
い
る
。「
政
治
に
お
い
て
、
ま
ず

問
わ
れ
る
べ
き
は
、
人
間
や
生
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
世
界
、
経
験
的
世
界m

onde	vécu	

、
共
同
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
と
と
も

に
抗
争
を
介
し
共
有
さ
れ
る
世
界
、
複
数
の
世
界
に
分
割
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
こ
の
生
は
実
存
す
る
こ
と
の
尊
厳
へ

と
高
め
ら
れ
ず
、
他
者
と
共
に
活
動
す
る
こ
と
も
他
者
に
抗
し
て
活
動
す
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
居
場
所
や
意
味
の
地
平
を
見
つ
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る（

11
（

」。
そ
れ
は
相
変
わ
ら
ず
、
無
世
界
化
の
趨
勢
の
な
か
で
世
界
を
創
造
す
る
と
い
う
極
端
に
困
難
な
課
題
で
あ
る
が
、
全
体
主

義
の
時
代
経
験
を
踏
ま
え
れ
ば
、
喫
緊
の
も
の
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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五　

お
わ
り
に
─
─
全
体
的
支
配
の
継
続
の
な
か
で
問
い
を
反
復
す
る
た
め
に

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
歴
史
を
、
と
り
わ
け
全
体
主
義
論
に
限
定
し
、
そ
の
解
釈
の
変
遷
に
着
目
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
特
徴
的
な
解
釈
を
打
ち
出
し
た
ア
ロ
ン
、
ル
フ
ォ
ー
ル
、
タ
ッ
サ
ン
の
議
論
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み

た
。そ

の
狙
い
は
、
主
と
し
て
次
の
点
に
存
し
た
。
そ
れ
は
、
近
年
「
フ
レ
ン
チ
・
ア
ー
レ
ン
ト
」
な
る
語
が
表
す
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の

ア
ー
レ
ン
ト
受
容
は
活
発
で
あ
り
、
特
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
文
脈
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
が
耳
目
を
引
く
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
像
が
提
起
さ
れ
る
手
前
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
い
か
な
る
受
容
を
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の

大
ま
か
な
も
の
で
あ
れ
、
辿
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
扱
っ
た
ル
フ
ォ
ー
ル
が
そ
の
場
合
の
重
要
な
人
物
の
一
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
ア
ロ
ン
と
タ
ッ
サ
ン
と
違
わ
ず
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
重
要
な
議
論
を
各
々
引
き
出
し
、
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
遅
れ
も
活
発
な
受
容
も
ま
た
同
じ
く
全
体
主
義
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
為
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

仮
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
議
論
が
既
存
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
と
り
わ
け
代
表
制
に
お
け
る
包
括
性
、
十
分
な
参
加
の
可
能
性

な
ど
の
諸
問
題
と
の
対
峙
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば（

11
（

、
と
り
わ
け
ル
フ
ォ
ー
ル
や
タ
ッ
サ
ン
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
体
主
義
と
の
対

峙
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
、
人
間
社
会
の
構
成
要
素
、
さ
ら
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
「
世
界
の
破
壊（

11
（

」
の
次
元
を
深

く
、
そ
し
て
広
く
問
う
た
も
の
と
し
て
、
明
確
に
区
別
さ
れ
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
い
の
次
元
の
存
在
が
忘
却
さ

れ
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
真
に
「
理
解
」
す
る
こ
と
に
繋
が
ら
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ガ
ウ
ス
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「「
労
働
」
と

「
消
費
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
が
非
常
に
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
再
び
世
界
喪
失
と
い
う
現
象
が
浮
き
彫
り
に
な
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る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
世
界
が
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
も
は
や
関
心
を
も
た
れ
な
く
な
る
の
で
す（

11
（

」。
ア
ー
レ
ン
ト
の
観
察

す
る
同
時
代
の
労
働
社
会
の
問
題
と
、
そ
の
全
体
主
義
の
分
析
が
い
か
に
節
合
し
う
る
か
、
こ
こ
で
は
詳
論
の
余
地
は
な
い
が
、
全
体
主
義

が
政
治
制
度
と
し
て
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
投
げ
か
け
る
根
深
い
問
題
、
い
わ
ば
「
世
界
の
破
壊
」
を
も
た
ら
す
全
体

的
支
配
の
継
続
の
問
題
は
依
然
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
を
読
解
す
る
う
え
で
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
「
全
体

主
義
」
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
受
容
の
歴
史
も
ま
た
、
な
お
も
再
解
釈
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
政
治
の
困
難
、

そ
の
不
可
能
性
か
ら
政
治
を
問
い
直
す
と
い
う
重
要
な
手
掛
か
り
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
引
用
箇
所
の
訳
文
は
、
基
本
的
に
は
翻
訳
を
参
照
し
た
が
、
文
脈
に
応
じ
、
適
宜
変
更
し
た
。

（
（
）Christopher	H

olm
an,	M

artin	Breaugh,	Rachel	M
agnusson,	Paul	M

azzocchi,	and	D
evin	Penner,	 “Introduction:	Radical	D

em
ocracy	

and	T
w

entieth-Century	French	T
hought ”,	in	T

hinking R
adical D

em
ocracy: T

he R
eturn to Politics in Post-w

ar France,	

（eds.

）	
M

artin	Breaugh	et	al.,	U
niversity	of	T

oronto	Press,	（0（（,	p.	（（

（
（
）
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
活
動
も
、
母
国
ド
イ
ツ
や
亡
命
後
の
ア
メ
リ
カ
で
の
そ
れ
に
比
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で

あ
る
が
、
興
味
深
い
も
の
が
多
い
。
そ
の
流
れ
と
特
徴
に
つ
い
て
、
人
的
交
流
と
知
的
影
響
関
係
に
限
定
し
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
九
四
三
年
、

国
会
議
事
堂
放
火
事
件
を
機
に
母
国
を
離
れ
た
ア
ー
レ
ン
ト
が
ま
ず
向
か
う
の
が
パ
リ
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
、
ユ
ダ
ヤ
の
子
供
た
ち
を
支
援
す
る
団
体

「
ア
リ
ー
ヤ
・
デ
・
ジ
ュ
ー
ヌA

lyah	des	jeunes

」
の
一
員
と
し
て
従
事
し
た
。
パ
リ
に
到
着
後
し
ば
ら
く
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
得
し
た
彼
女
は
、

そ
の
団
体
が
発
行
す
る
新
聞
「
ユ
ダ
ヤ
新
聞Le journal juif

」
に
記
事
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
す
る
ま
で
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
、『
ユ
ダ
ヤ
論

集
』（H

annah	A
rendt,	T

he Jew
ish W

ritings,	

（eds.

）	Jerom
e	K

ohn	and	Ron	H
.	Feldm

an,	Schocken	Books,	（00（

［
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
『
ユ
ダ
ヤ
論
集
』
山
田
正
行
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
］）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
得
し
た
こ
と
で
、
当
地
で
の
思
想
的
影
響
関
係
も
生
じ
て
く
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
最
初
の

夫
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
シ
ュ
テ
ル
ン
と
と
も
に
、
高
等
研
究
院
で
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ブ
の
ゼ
ミ
に
出
席
し
、
そ
こ
で
ジ
ャ
ン=

ポ
ー
ル
・
サ
ル

ト
ル
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
イ
レ
ら
と
出
会
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
な
ど
と
も
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
書
簡
（
た
と
え
ば
、H

annah A
rendt/ H

einrich Blücher : Briefe 1936-1968,	Piper,	（（（（

［
大
島
か
お
り
・
初
見
基
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訳
『
ア
ー
レ
ン
ト=

ブ
リ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
往
復
書
簡
：（（（（-（（（（

』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
年
］）
で
も
明
か
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
へ
の
具
体
的
影
響
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
の
友
人
で
あ
っ
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
一
九
三
四
年
に

『
エ
ス
プ
リ
』
誌
に
投
稿
し
た
論
稿
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
哲
学
に
関
す
る
考
察
」（Em

m
anuel	Levinas,	Q

uelques réflexions sur la philosophie de 
l ’hitlérism

e,	suivi	d ’un	essai	de	M
iguel	A

bensour,	Payot	&
	Rivages,	（（（（

）
に
お
い
て
、「
人
間
の
本
質
は
も
は
や
自
由
の
う
ち
に
で
は
な

く
、
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
絶
望
的
な
ま
で
の
問
い
を
投
げ
か
け
た
よ
う
に
、
そ
の
用
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ラ
・
ボ
エ
シ
の
い
わ
ゆ
る
「
自
発
的
隷
従
」
論
に
基
づ
く
分
析
か
ら
示
唆
を
受
け
る

と
と
も
に
、
人
々
が
全
体
主
義
を
受
容
す
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景
を
探
る
必
要
性
を
知
る
に
至
っ
た
と
の
指
摘
も
為
さ
れ
て
い
る
（Laure	A

dler,	
D

ans les pas de H
annah A

rendt,	Gallim
ard,	（00（,	pp.	（（（-（（（

）。
加
え
て
、
一
九
五
四
年
の
論
稿
「
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
思
想
に
お
け
る

政
治
へ
の
関
心
」（H

annah	A
rendt,	 “Concern	W

ith	Politics	in	Recent	European	Philosophical	T
hought ”,	in	H

annah	A
rendt,	E

ssays 
in U

nderstanding: 1930 – 1954,	

（ed.

）	Jerom
e	K

ohn,	H
arcourt,	（（（（

［
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成	

（
─
理
解

と
政
治
』
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
矢
野
久
美
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
］）
で
展
開
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
実
存
哲
学
と
の
対
峙
、
と
り
わ
け
、

彼
ら
実
存
哲
学
者
が
政
治
へ
の
伝
統
的
な
観
照
的
態
度
を
払
拭
す
る
点
を
評
価
し
つ
つ
も
、
哲
学
的
問
い
を
ひ
と
し
く
「
活
動
へ
の
跳
躍jum

p	into	
action

」
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
共
通
し
た
試
み
を
論
難
す
る
作
業
は
、
自
ら
の
「
新
し
い
政
治
哲
学new

	political	philosophy

」
の

彫
琢
の
過
程
に
お
い
て
、
逆
説
的
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、『
全
体
主
義

の
起
原
』
初
版
の
一
九
五
一
年
か
ら
ド
イ
ツ
語
版
の
五
五
年
、
英
語
版
第
二
版
の
五
八
年
の
間
に
位
置
す
る
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
と
西
欧
政
治
哲
学
の

伝
統K

arl M
arx and the T

radition of W
estern Political T

hought

』（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
の
研
究
が
ひ
と
つ
結
実
す
る
要
因
と
な
っ
た

の
が
、
一
九
四
九
─
五
〇
年
、
な
か
ん
ず
く
五
二
年
の
パ
リ
の
滞
在
期
間
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ス
国
会
図
書
館
で
の
、
マ
ル
ク
ス
関
連
、
労
働
関
連
の
著

作
へ
集
中
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
書
簡
等
の
資
料
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
実
際
、『
人
間
の
条
件
』、
と
り

わ
け
労
働
章
な
ど
で
は
、
当
時
の
最
新
の
労
働
論
や
マ
ル
ク
ス
論
に
接
し
、
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
つ
つ
、
批
判
的
に
摂
取
し
た
様
子
が
、
注
釈
に
色
濃
く

刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
と
そ
れ
が
彼
女
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
し
て
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
（O

livier	M
ongin,	

«	H
annah	A

rendt	à	Paris	

（（（（（-（（（（

）	»,	E
sprit,	nº	（（（	

（（00（

）,	pp.	（（（-（（（
）。
彼
女
の
思
想
形
成
過
程
に
お
け
る
役
割
の
分
析
対
象
と
し
て

は
資
料
的
乏
し
さ
と
い
う
圧
倒
的
困
難
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
ら
の

含
意
を
引
き
出
す
試
み
は
別
に
期
し
た
い
。
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（
（
）
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
紹
介
は
、
渡
名
喜
庸
哲
・
柿
並
良
佑
「
フ
ラ
ン
ス
」（
日
本
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
会
編
『
ア
ー
レ
ン
ト
読
本
』
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
二
〇
年
、
三
三
一
─
三
三
四
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）O

livier	M
ongin,	«	La	réception	d ’A

rendt	en	France	»,	dans	O
ntologie et politique : A

cte du Colloque H
annah A

rendt,	

（eds.

）	
M

iguel	A
bensour	et	al.,	Éditions	T

ierce,	（（（（;	M
ichelle-Irene	Brudny-de	Launay,	«	Préface	»,	dans	H

annah	A
rendt,	L

a nature 
du totalitarism

e,	
（trad.

）	M
ichelle-Irene	Brudny-de	Launay,	Payot,	（00（,	p.	（-（（;	M

arc	Le	N
y,	«	Introduction	à	l ’œ

uvre	de	H
annah	

A
rendt	»,	dans	M

arc	Le	N
y,	H

annah A
rendt: le tem

ps politique des hom
m

es. Le tem
ps com

m
e dim

ension de la phénom
énologie 

existentielle et politique,	L
’H

arm
attan,	（0（（,	p.	（（-（（.	

フ
ラ
ン
ス
哲
学
、
と
り
わ
け
現
象
学
研
究
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
の
紹
介
に
つ
い
て

は
次
を
参
照
。
高
橋
哲
哉
「
海
外
事
情
：
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
現
象
学
─
フ
ラ
ン
ス
の
一
動
向
」、『
現
象
学
年
報
』、
第
十
巻
、
一
九
九
四
年
、
一

〇
五
─
一
一
五
頁
。

（
（
）M

.	Le	N
y,	op. cit.,	p.	（（-（（.	

以
下
の
記
述
は
そ
れ
に
従
う
。

（
（
）
前
者
の
例
と
し
て
は
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
と
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
や
、『
人
間
の
条
件
』
と
『
革
命
に
つ
い
て
』
を
そ
れ
ぞ

れ
中
心
に
集
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。H

annah	A
rendt,	Les O

rigines du totalitarism
e, suivi de E

ichm
ann à Jérusalem

,	

（trad.

）Pierre	
Bouretz	et	al.,	Gallim

ard,	（00（;	H
annah	A

rendt,	L
’hum

aine condition,	

（trad.

）	Philippe	Raynaud	et	al.,	Gallim
ard,	（0（（.	

後
者
の
例

と
し
て
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
書
簡
の
集
成
や
「
全
体
主
義
の
本
性
に
つ
い
て
」（
一
九
五
四
年
）
と
「
宗
教
と

政
治
」（
一
九
五
三
年
）
を
ま
と
め
た
も
の
な
ど
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。H

annah	A
rendt	et	K

arl	Jaspers,	À
 propos de 

l ’affaire E
ichm

ann,	

（trad.

）	O
livier	M

annoni	et	al.,	L
’H

erne,	（0（（;	H
annah	A

rendt,	La nature du totalitarism
e: Suivi de : R

eligion 
et politique,	

（trad.

）	M
ichelle-irene	Brudny,	Éditions	Payot	&

	Rivages,	（0（（.

（
（
）
ヤ
ン
グ=

ブ
ル
ー
エ
ル
は
、「
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
っ
た
く
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
も
つ
た
く
さ
ん
の
友
人
の
努
力
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
不
首
尾
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
出
版
社
探
し
が
長
ら
く
難
航
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Elisabeth	

Y
oung-Bruehl,	H

annah A
rendt : For Love of the W

orld,	Y
ale	U

niversity	Press,	（00（,	p.	（（（

［
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン
グ=

ブ
ル
ー
エ
ル
『
ハ

ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
：
〈
世
界
へ
の
愛
〉
の
物
語
』
大
島
か
お
り
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
四
一
八
頁
］）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
前
述
の

第
一
の
点
に
も
重
な
る
が
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
は
、
ま
ず
『
全
体
主
義
体
制Le Systèm

e totalitaire

』
が
一
九
七
二
年
に
ス
イ
ユ
社
よ
り
、
次
い

で
、『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
が
一
九
七
三
年
に
今
度
は
カ
ル
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ
社
よ
り
翻
訳
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
、『
帝
国
主
義
』
は
一
九

八
二
年
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ル
社
か
ら
、
と
時
期
も
出
版
社
も
異
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
特
殊
な
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
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ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
専
門
と
す
る
マ
イ
ケ
ル=

ス
コ
ッ
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
七
二
年
の
『
全
体
主
義
体
制
』
の
翻
訳
の
刊
行
が
ス
イ
ユ
社

内
部
で
、
内
容
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
と
全
体
主
義
の
語
自
体
が
問
題
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
点
か
ら
根
強
い
反
発
が
存
し
た
こ
と
を
、
そ
の
訳
者
ジ
ャ
ッ

ク
・
ジ
ュ
リ
ヤ
ー
ル
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
（M

ichael	Scott	Christofferson,	French Intellectuals A
gainst the 

Left: T
he A

ntitotalitarian M
om

ent of the 1970s,	Berghahn	Bocks,	（00（,	p.	（（,	note	（（

）。

（
（
）
ル
・
ニ
自
身
、
そ
れ
ら
の
箇
所
を
指
摘
し
て
お
ら
ず
、
該
当
部
分
に
つ
い
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
七
年
に
翻
訳
さ
れ
た
『
革
命
に
つ

い
て
』
の
仏
語
訳
（H

annah	A
rendt,	E

ssai sur la révolution,	

（trad.

）	M
.	Chrestien,	Gallim

ard,	（（（（

）
に
つ
い
て
の
ア
ン
ド
レ
・
エ
ネ
グ

レ
ン
の
次
の
指
摘
に
も
こ
こ
で
併
せ
て
触
れ
て
お
く
。「
誤
り
や
省
略
に
よ
っ
て
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
ほ
と
ん
ど
信
頼
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
配
慮le	souci

（care

）
を
「
憤
怒rage

」（p.	（（（

）、
評
議
会
の
新
し
さ
を
形
容
す
る
「
ユ
ニ
ー
ク
な

l ’étrange

（w
eird

）」
を
「
不
安
に
さ
せ
るinquietante

」（p.	（（（

）、
ま
た
、
同
一
の
文
章
内
に
お
け
る
支
配
と
権
威
の
明
ら
か
な
対
比
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
英
語
の
「
支
配rule

」
を
「
権
威autorité

」（p.	（（

）
に
そ
れ
ぞ
れ
変
容
さ
せ
て
い
る
」（A

ndré	Enegrén,	«	Révolution	et	fondation	»,	
E

sprit,	 nº	（（,	（（（0,	p.	（（-（（,	p.	（（,	note	（

）。

（
（
）M

.	Le	N
y,	op. cit.,	p.	（（.

（
（0
）Enzo	T

raverso,	Le totalitarism
e, Le X

X
e siècle en débat,	Éditions	du	Seuil,	（00（,	p.	（0（.

（
（（
）Jam

es	D
.	Ingram

,	 “T
he	Politics	of	Claude	Lefort ’s	Political:	Betw

een	Liberalism
	and	Radical	D

em
ocracy ”,	in	T

hesis E
leven,	

no.	（（,	（00（,	pp.	（（–（0,	p.	（（.	

（
（（
）
母
国
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
受
容
に
関
し
て
は
、W

olfgang	H
euer,	«	«	Exercer	une	influence,	m

oi	?	»	H
annah	A

rendt	en	
A

llem
agne	:	histoire	d ’un	rapprochem

ent	diffi
cile	»,	

（trad.
）	M

artine	Leibovici,	T
um

ultes,	nº	（0

（（00（

）,	p.	（（-（（

が
詳
し
い
。
本
稿
で

も
後
に
触
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
同
様
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
知
識
人
の
間
で
社
会
主
義
の
影
響
が
長
ら
く
続
く
な
ど
、
幾
つ
か
の
要
因
が
重
な
っ
て
、
活

発
な
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
は
九
〇
年
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
）
こ
の
三
者
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
以
下
の
三
つ
の
節
で
詳
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
こ
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
も
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま

ず
、
ア
ロ
ン
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
博
士
論
文
（Claude	Lefort,	Le T

ravail de l ’œ
uvre M

achiavel,	Gallim
ard,	（（（（

）
の
指
導
教
官
で
あ
り
、

そ
の
後
ル
フ
ォ
ー
ル
は
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
政
治
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
と
も
な
る
な
ど
、
師
弟
関
係
に
留
ま
ら
な
い
一
定
の
影
響
関
係
は
有
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
や
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ナ
ン
な
ど
、
よ
り
ア
ロ
ン
に

近
し
い
立
場
で
思
索
を
展
開
し
て
き
た
者
た
ち
と
は
距
離
を
と
る
な
ど
、
一
定
の
緊
張
関
係
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（Claude	Lefort,	Le 
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tem
ps présent,	Belin,	（00（,	p.	（（（

）。
他
方
、
ル
フ
ォ
ー
ル
と
タ
ッ
サ
ン
に
関
し
て
は
、
直
接
的
な
交
流
と
い
う
よ
り
は
思
想
的
影
響
関
係
が
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
、
タ
ッ
サ
ン
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
政
治
哲
学
の
根
幹
に
存
す
る
「
原
初
的
分
割division	originaire

」
や
「
抗
争
性

conflictualité

」
の
考
え
方
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
思
考
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
（Étienne	T

assin,	«	D
e	la	

division	»,	R
aison publique,	nº	（（,	（0（（,	p.	（（-（（

）、
ま
た
、
自
身
の
ア
ー
レ
ン
ト
論
（Étienne	T

assin,	Le trésor perdu : H
annah A

rendt 
: l ’intelligence de l ’action politique,	Payot,	（（（（

）
に
も
援
用
す
る
な
ど
、
そ
の
影
響
は
明
白
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿

は
、
そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
史
を
各
々
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
解
釈
に
着
目
し
、
そ
の
意
義
を
引
き

出
す
こ
と
力
点
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

（
（（
）Jacques	Rancière,	La m

ésentente : politique et philosophie,	Galilée,	（（（（

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
『
不
和
あ
る
い
は
了
解
な
き
了

解	:	

政
治
の
哲
学
は
可
能
か
』
松
葉
祥
一
・
大
森
秀
臣
・
藤
江
成
夫
訳
、
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
二
〇
〇
五
年
）.

（
（（
）Étienne	Balibar,	La proposition de l ’égalibérté : E

ssais politiques 1989-2009,	Presses	universitaires	de	France,	（0（0.

（
（（
）Ch.	H

olm
an,	op. cit.,	p.	（（,	note	（（.

（
（（
）Seyla	Benhabib,	T

he R
eluctant M

odernism
 of H

annah A
rendt,	Row

m
an	&

	Littlefield	Publishers,	（00（,	p.	xlviii.

（
（（
）
と
は
い
え
、
そ
れ
が
唯
一
の
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
は
勿
論
な
い
し
、
例
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
の
経
験
以
前
の
博
士
論
文
「
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
」
の
テ
ー
マ
が
、「
自
己
・
他
者
・
世
界
」
を
め
ぐ
る
問
い
を
準
備
し
、
彼
女
の
思
想
形
成
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
森
川
輝
一
『〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年;	Stephan	

K
am

pow
ski,	A

rendt, A
ugustine, and the N

ew
 Beginning: T

he A
ction T

heory and M
oral T

hought of H
annah A

rendt in the Light 
of H

er D
issertation on St. A

ugustine,	W
m

.	B.	Eerdm
ans	Publishing,	（00（.

（
（（
）
川
崎
修
「
ア
レ
ン
ト
を
導
入
す
る
」、『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
：
ア
レ
ン
ト
論
集
Ⅰ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
二
五
二
頁
。

（
（0
）Raym

ond	A
ron,	M

ém
oires,	Bouquins,	（0（0,	p.	（（（.

（
（（
）E.	Y

oung-Bruehl,	op. cit.,	p.	（0（

（
前
掲
書
、
一
四
八
頁
）.

（
（（
）L.	A

dler,	op. cit.,	p.	（（0.

（
（（
）Raym

ond	A
ron,	«	L

’essence	du	totalitarism
e	»,	Critique,	vol.	（0,	nº	（0,	（（（（.	

た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
後
に
再
録
さ
れ
たRaym

ond	
A

ron,	«	L
’essence	du	totalitarism

e	»,	dans	M
achiavel et les tyrannies m

odernes,	Éditions	de	Fallois,	（（（（,	p.	（（（-（（（

を
参
照
す
る
こ

と
と
す
る
。
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（
（（
）Enzo	T

raverso,	«	Le	totalitarism
e.	H

istoire	et	apories	d ’un	concept	»,	L
’H

om
m

e et la société,	nº	（（（

（（（（（

）,	p.	（（-（（（,	p.	（0（.
（
（（
）M

.	S.	Christofferson,	op. cit.,	p.	（（.
（
（（
）R.	A

ron	«	L
’essence	du	totalitarism

e	»,	op. cit.,	p.	（0（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（0（.

（
（（
）Ibid.

（
（（
）Raym

ond	A
ron,	Penser la liberté, penser la dém

ocratie,	Gallim
ard,	（00（,	p.	（（（（.

（
（0
）Ibid.,	p.	（（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（（.

（
（（
）
ア
ロ
ン
の
レ
ジ
ー
ム
理
解
に
関
す
る
更
な
る
考
察
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。A

lan	Scott,	 “Raym
ond	A

ron ’s	political	sociology	of	regim
e	

and	party ”,	Journal of Classical Sociology,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	pp.	（（（–（（（.

（
（（
）R.	A

ron,	«	L
’essence	du	totalitarism

e	»,	op. cit.,	p.	（0（.

（
（（
）Ibid.

（
（（
）
ち
な
み
に
、
ア
ロ
ン
が
参
照
す
る
の
は
一
九
五
一
年
に
英
語
で
出
版
さ
れ
た
『
全
体
主
義
の
起
原
』
初
版
で
あ
る
が
、
次
い
で
五
三
年
に
公
刊
さ

れ
、
第
二
版
以
降
、
最
も
重
要
な
最
終
章
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
」
も
、
彼
自
身
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、
併
せ

て
解
釈
し
て
い
る
（Ibid.,	p.	（0（

）。

（
（（
）H

annah	A
rendt,	E

lem
ente und U

rsprünge totaler H
errschaft,	Piper,	（（（（,	S.	（（（

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
３
』
大

久
保
和
郎
・
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
七
七
頁
）.

（
（（
）E

bd.,	S.	（（（,	S.	（（（

（
同
上
、
二
八
四
頁
）.

（
（（
）R.	A

ron,	«	L
’essence	du	totalitarism

e	»,	op. cit.,	p.	（（0.

（
（（
）Ibid.,	p.	（0（.

（
（0
）Ibid.,	p.	（（0.

（
（（
）H
.	A

rendt,	E
lem

ente und U
rsprünge totaler H

errschaft,	op. cit.,	S.	（（（-（（（
（
前
掲
書
、
二
八
三
─
二
八
四
頁
）.

（
（（
）R.	A

ron,	Penser la liberté, penser la dém
ocratie,	op. cit.,	p.	（（.

（
（（
）M

-I.	Launay,	op. cit.,	p.	（（.
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（
（（
）N

estor	Capdevila,	«	T
otalitarism

e,	idéologie	et	dém
ocratie	»,	A

ctuel M
arx,	nº	（（,	（00（,	p.	（（（-（（（,	p.	（（（.

（
（（
）Iain	Stew

art,	R
aym

ond A
ron and Liberal T

hought in the T
w

entieth Century,	Cam
bridge	U

niversity	Press,	（0（0,	p.	（（（,	note	
（（（.

（
（（
）
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
の
同
時
代
の
動
向
ま
で
十
分
に
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
日
本
で
も
政
治
哲
学
や
市
民
社
会
論
の
興

隆
に
影
響
の
あ
っ
た
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
受
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
、
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
が
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
関
し
て
は
、『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
』（
英
語
版
原
著
：
一
九
四
八
年
）

と
『
自
然
権
と
歴
史
』（
英
語
版
原
著
：
一
九
五
三
年
）
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
と
も
に
一
九
五
四
年
に
翻
訳
さ
れ
る
な
ど
、
比
較
的
早
く
か
ら
「
哲
学
史

家
」
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
が
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
な
特
集
が
雑
誌
『
形
而
上
学
と
道
徳R

evue de la M
étaphysique et la 

m
orale

』
に
お
い
て
一
九
八
九
年
に
組
ま
れ
、
そ
の
後
、『
政
治
哲
学
と
は
何
か
』（
英
語
版
原
著
：
一
九
五
九
年
）
が
一
九
九
二
年
に
訳
出
さ
れ
る
な

ど
、
よ
り
広
く
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（D

avid	R.	Lachterm
an,	 “Strauss	Read	from

	France ”,	T
he R

eview
 

of Politics,	vol.	（（,	issue	（,	（（（（,	pp.	（（（-（（（
）。

次
に
、
英
米
圏
に
限
ら
ず
日
本
で
も
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
受
容
に
関
し
て
は
、
当
初
よ
り
ノ
ー
ジ
ッ
ク

や
ハ
イ
エ
ク
ら
と
と
も
に
、
新
自
由
主
義
者
の
陣
営
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ど
、
受
容
の
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
、
主
著
『
正
義

論
』（
原
著
：
一
九
七
一
年
）
は
一
九
八
七
年
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（Bernard	M

anin,	«	T
ristesse	de	la	social-dém

ocratie	?	La	réception	de	
John	Raw

ls	en	France	»,	E
sprit,	nº	（（（-（（（,	（（（（,	p.	（（-（0（

）。

ま
た
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
関
し
て
は
、
七
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
へ
の
注
目
の
高
ま
り
と
と
も
に
、

受
容
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』（
原
著
：
一
九
八
一
年
）
が
一
九
八
七
年
、『
公
共
性
の
構
造
転
換
』（
原

著
：
一
九
六
二
年
）
が
一
九
九
二
年
と
、
主
著
が
次
第
に
翻
訳
さ
れ
る
と
と
も
に
、
フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
と
の
論
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
で
、
よ
り
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（Isabelle	A

ubert,	«	La	réception	de	H
aberm

as	en	langue	française.	Entre	épines	et	
lauriers	»,	Le philosophoire,	nº	（0,	（0（（,	p.	（（-（（

。
こ
の
よ
う
な
知
的
布
置
を
踏
ま
え
た
よ
り
包
括
的
な
考
察
は
本
稿
の
域
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
が
、
政
治
哲
学
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
在
り
方
を
考
え
れ
ば
、
強
い
関
心
を
引
く
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）M

.	Le	N
y,	op. cit.,	p.	（0.

（
（（
）A

ndré	Enegrén,	La pensée politique de H
annah A

rendt,	Press	U
niversitaire	de	France,	（（（（.



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　166

（
（（
）M

.	S.	Christofferson,	op. cit.	;	François	Cusset,	La décennie. Le grand cauchem
ar des années 1980,	La	découverte,	（00（.	
（
（0
）Claude	Lefort,	L

’invention dém
ocratique : Les lim

ites de la dom
ination totalitaire,	Fayard,	（（（（,	p.	（（（

（
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー

ル
『
民
主
主
義
の
発
明
：
全
体
主
義
の
限
界
』
渡
名
喜
庸
哲
・
太
田
悠
介
・
平
田
周
・
赤
羽
悠
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
三
五
頁
）.

（
（（
）Claude	M

ouchard,	«	Siècle	ouvert	»	dans	C.	Lefort,	Le tem
ps présent,	op. cit.,	p.	（-（（,	p.	（;	Claude	Lefort,	«	H

annah	A
rendt :	

A
ntisém

itism
e	et	génocide	des	juifs	»,	dans	C.	Lefort,	Le tem

ps présent,	op. cit.,	p.	（0（-（（（,	p.	（（0-（（（.

（
（（
）Claude	Lefort,	 “T

hinking	w
ith	and	against	H

annah	A
rendt ”,	in	Social R

esearch,	vol.	（（,	no.	（,	（00（,	pp.	（（（-（（（,	p.	（（（.

（
（（
）Bernard	Flynn,	 “Forew

ard ”,	in	Claude Lefort: T
hinker of the Political,	

（ed.

）	M
artin	Plot,	Palgrave	M

acm
illan,	（0（（,	p.	vii.

（
（（
）Claude	Lefort,	«	Pensée	politique	et	histoire :	Entretien	avec	Perre	Pachet,	Claude	M

ouchard,	Claude	H
abib,	Pierre	M

anent	»,	
dans	C.	Lefort,	Le tem

ps présent,	op. cit.,	p.	（（（-（（（,	p.	（（（-（（（.

（
（（
）Claude	Lefort,	«	H

annah	A
rendt	et	la	question	du	politique	»,	dans	E

ssays sur le politique : X
IX

e-X
X

e siècles,	Éditions	du	
Seuil,	（（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（0
）Ibid.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.	

ま
た
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
こ
の
定
義
を
踏
襲
す
る
も
の
と
し
て
は
、
宇
野
重
規
『
政
治
哲
学
へ
：
現
代
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
話
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
。

（
（（
）C.	Lefort,	«	H

annah	A
rendt	et	la	question	du	politique	»,	op. cit.,	p.	（（.

（
（（
）M

ichael	Foessel	et	Justine	Lacroix,	«	Le	concept	de	totalitarism
e	est-il	encore	pertinent	?:	Entretien	avec	Étienne	Balibar,	

Jean-Claude	M
onod	et	M

yriam
	Revault	d ’A

llonnes»,	E
sprit,	nº	（（（,	（0（（,	p.	（（-（（.

（
（（
）M

ichaël	Foessel,	Édouard	Jourdain,	«	État,	représentation,	dém
ocratie.	Q

ue	faire	de	la	philosophie	politique	?	»,	E
sprit,	nº	（（（,	

（0（（,	p.	（（（-（（（,	p.	（（（.
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（
（（
）Jacques	T

am
iniaux,	La fille de T

hrace et le penseur professionnel: A
rendt et H

eidegger,	Payot,	（（（（;	M
artine	Leibovici,	H

annah 
A

rendt, une Juive : expérience, politique et histoire,	D
esclée	de	Brouw

er,	（（（（.

（
（（
）Étienne	T

assin,	«	H
annah	A

rendt	et	la	spécificité	du	totalitarism
e	»,	R

evue Française d ’H
istoire des Idées Politiques,	nº	（,	（（（（,	p.	

（（（-（（（.

（
（（
）Ibid.

（
（（
）Bernard	Crick,	 “O

n	Rereading	T
he O

rigins of T
otalitarianism

”,	in	Social R
esearch,	vol.	（（,	no.	（,	（（（（,	pp.	（0（-（（（.

（
（0
）H

.	A
rendt,	E

ssays in U
nderstanding,	op. cit.,	pp.	（0（-（0（

（
前
掲
書
、
一
二
二
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（

（
同
上
、
一
四
〇
頁
）.

（
（（
）É.	T

assin,	«	H
annah	A

rendt	et	la	spécificité	du	totalitarism
e	»,	op. cit.,	p.	（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.

（
（（
）H

.	A
rendt,	E

lem
ente und U

rsprünge totaler H
errschaft,	op. cit.,	S.	（（（

（
前
掲
書
、
二
八
二
頁
）.

（
（（
）É.	T

assin,	«	H
annah	A

rendt	et	la	spécificité	du	totalitarism
e	»,	op. cit.,	p.	（（（

（
（（
）Ibid.

（
（（
）H

.	A
rendt,	E

ssays in U
nderstanding,	op. cit.,	p.	（（（

（
前
掲
書
、
一
六
七
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（

（
同
上
、
一
七
三
頁
）.

（
（0
）É.	T

assin,	«	H
annah	A

rendt	et	la	spécificité	du	totalitarism
e	»,	op. cit.,	p.	（（（

（
（（
）Ibid.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.

（
（（
）
つ
い
で
に
述
べ
れ
ば
、
当
該
論
稿
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
の
基
本
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る

タ
ッ
サ
ン
の
主
著
と
言
う
べ
き
『
失
わ
れ
た
宝
：
政
治
的
活
動
の
叡
智
』（É.	T

assin,	Le trésor perdu,	op. cit.

）
は
、
こ
の
時
点
で
は
『
世
界
へ
の

愛
：
活
動
の
現
象
学A

m
or M

undi. Phénom
énologie de l ’action

』
と
題
す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
（p.	（（（,	note	（（

）。

（
（（
）É.	T

assin,	Le trésor perdu,	op. cit.	;	Étienne	T
assin,	U

n m
onde com

m
un : pour une cosm

o-politique des conflits,	Seuil,	（00（.

ま

た
、
タ
ッ
サ
ン
が
「
世
界-

政
治cosm

o-politique

」
を
理
論
化
し
よ
う
と
し
始
め
る
同
時
期
に
、
同
じ
く
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
者
で
も
あ
る
セ
イ
ラ
・
ベ
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ン
ハ
ビ
ブ
が
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
を
、
や
は
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
も
援
用
し
つ
つ
、
説
き
始
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
が
強
調

す
る
の
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
依
拠
す
べ
き
「
規
範norm

e

」
で
あ
る
点
は
、
付
言
し
て
お
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。Seyla	Benhabib,	

A
nother Cosm

opolitanism
,	O

xford	U
niversity	Press,	（00（.

（
（（
）
タ
ッ
サ
ン
の
当
概
念
と
、
伝
統
的
な
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
の
違
い
は
、Étienne	Balibar,	«	D

ifférences	dans	la	cosm
opolique	»,	

T
um

ultes,	nº	（（,	（0（0,	p.	（（（-（（（

を
参
照
。

（
（（
）Étienne	T

assin,	«	La	Condition	hum
aine	au	T

em
ps	de	la	Globalisation	»,	Journal of International Philosophy,	nº	（,	（0（（,	p.	（0（-

（（0,	p.	（0（.

（
（（
）Ch.	H

olm
an	et.	al.,	op. cit.,	p.	（.

（
（（
）É.	T

assin,	«	H
annah	A

rendt	et	la	spécificité	du	totalitarism
e	»,	op. cit.,	p.	（（（.

（
（（
）H

.	A
rendt,	E

ssays in U
nderstanding,	op. cit.,	p.	（0

（
前
掲
書
、
三
〇
頁
）.

［
謝
辞
］
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
第
二
十
九
回
政
治
思
想
学
会
研
究
大
会
自
由
論
題
報
告
の
内
容
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
当
日
、
来
場
さ
れ
、

ご
質
問
い
た
だ
い
た
皆
様
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
の
査
読
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
二
人
の
先
生
方
に
も
感
謝
い
た
し

ま
す
。
賜
っ
た
数
々
の
ご
指
摘
の
全
て
を
反
映
で
き
た
と
言
え
る
か
覚
束
な
い
で
す
が
、
少
し
で
も
改
良
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
恩
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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序
論近

年
の
規
範
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
で
は
、
政
治
的
意
思
決
定
手
続
き
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
（
知
者
に
よ
る

支
配
）
や
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
（
籤
に
よ
る
支
配
）
と
い
っ
た
代
替
案
と
比
べ
て
規
範
的
に
よ
り
望
ま
し
い
と
言
え
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

理
由
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
、
が
大
き
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
代
替
案
の
提
示
は
、
主
に
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
機
能
不
全
へ
の
懸
念
を
動
機
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
支
持
者
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
「
無
知
で
、
非
合
理
的

で
、
か
つ
道
徳
的
に
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
」
人
々
に
よ
る
認
識
的
に
信
頼
で
き
な
い
政
治
的
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
可
能
性
に
懸
念

を
抱
く（

（
（

。
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
支
持
者
は
、
投
票
に
基
づ
く
選
挙
が
、
市
民
の
利
害
関
心
に
対
す
る
政
府
の
応
答
性
を
保
障
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

し
て
は
不
適
切
で
あ
る
と
懸
念
す
る（

（
（

。
こ
う
し
た
懸
念
に
対
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
た
ち
は
、
道
具
的
ま
た
は
非
道
具
的
な
根
拠

か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
化
す
る
方
途
を
探
求
し
て
い
る（

（
（

。

本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
状
況
に
照
ら
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
、
と
り
わ
け
自
律
（autonom

y

）
─
─
自
己
決
定

な
い
し
自
己
統
治
─
─
の
理
想
に
訴
え
か
け
る
複
数
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
本
稿
は
、
既
存
の
主
要
な
議
論
が
い
ず
れ

も
失
敗
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
序
論
で
は
、
こ
の
主
題
を
扱
う
べ
き
理
由
を
示
す
こ
と
で
、
本
稿
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

小
林
卓
人

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
律
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ま
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
に
着
目
す
る
理
由
を
説
明
し
よ
う
。
道
具
的

0

0

0

正
当
化
論
は
、
基
本
的
権
利
の
充
足
や
分
配

的
正
義
の
実
現
な
ど
の
良
い
政
治
的
帰
結
に
因
果
的
に
寄
与
す
る
傾
向
性
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
評
価
す
る（

（
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
正
当
化

論
が
与
え
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
支
持
理
由
は
、
偶
然
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
良
い
帰
結
の
実
現
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
優
れ
た

政
治
的
手
続
き
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
治
的
手
続
き
を
追
求
す
べ
し
と
す
る
結
論
を
、
道
具
的
正
当
化
論
は
妨
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
被
治
者
の
正
統
な
利
害
関
心
を
尊
重
し
、
そ
の
最
適
な
充
足
を
実
現
す
る
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
が
あ
る
と
し
よ
う
─
─
典
型

的
な
仮
想
事
例
と
し
て
は
、「
慈
恵
的
独
裁
制
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
直
観
的
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
良
い
帰
結
の
実
現
度
合
い
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
独
裁
制
が
有
さ
な
い
何
ら
か
の
価
値
を
も
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
直
観
を
有
す

る
者
は
、
慈
恵
的
独
裁
制
と
の
比
較
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
独
特
に
有
し
う
る
非
道
具
的

0

0

0

0

価
値
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
認
め
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
の
中
で
も
、
な
ぜ
自
律

0

0

に
基
づ
く
議
論
に
着
目
す
る
の
か
を
説
明
し
よ
う
。
先
行
研
究
で

は
、
非
道
具
的
正
当
化
論
と
し
て
「
政
治
的
判
断
の
平
等
な
尊
重
」、「
非
支
配
と
し
て
の
自
由
」、「
社
会
的
平
等
」
と
い
っ
た
価
値
に
基
づ

く
も
の
が
検
討
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
な
ぜ
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
自
律
に
基
づ
く
議
論
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

二
つ
の
理
由
を
提
示
し
よ
う
。
第
一
に
、
自
律
を
自
己
決
定
や
自
己
統
治
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

は
各
人
の
自
律
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
た
め
価
値
を
有
す
る
の
だ
、
と
い
う
直
観
は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（
（

。
歴
史
上
で

も
、
例
え
ば
「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
身
を
拘
束
す
る
法
が
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
自
身
が
選
出
し
た
代
表
者
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
異
論
を
招
く
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
直
観
が

し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
直
観
が
強
固
な
規
範
理
論
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
う
る
か
否
か
の
検
討
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
価
値
へ
の
理
解
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
自
律
概
念
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
は
、
自
律
の
構
想
が
複
数
存

在
し
、
そ
れ
ら
の
規
範
的
含
意
が
異
な
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
自
ら
の
選
択
に
よ
る
自
己
決
定
と
し
て
の
「
人
格
的

自
律
」
と
、
正
し
い
理
由
に
基
づ
く
自
己
統
治
と
し
て
の
「
道
徳
的
自
律
」
と
で
は
、
行
為
や
制
度
へ
の
規
範
的
含
意
は
異
な
り
う
る（

（
（

。
自

律
構
想
が
多
元
的
で
あ
る
以
上
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
に
対
す
る
各
構
想
の
規
範
的
含
意
を
改
め
て
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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以
上
の
理
由
か
ら
、
本
稿
は
自
律
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
の
成
否
を
検
討
す
る
。
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
お
よ
び
非
道
具
的
正
当
化
論
の
成
功
要
件
を
提
示
す
る
。

第
二
・
三
節
で
は
、
自
律
の
理
想
を
「
著
者
性
と
し
て
の
自
律
」
と
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
」
に
大
別
し
た
上
で
、
各
理

想
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
が
失
敗
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。（
こ
の
区
別
は
前
段
落
で
言
及
し
た
「
人
格
的
自
律
」

と
「
道
徳
的
自
律
」
の
区
別
に
概
ね
対
応
す
る
が
、
著
者
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
語
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
お
け
る
先
行
研
究
の
要
点
の
明
確

化
に
資
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
。）

一　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
に
関
す
る
予
備
考
察

１　

民
主
的
／
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
の
定
義

本
稿
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
政
治
的
決
定
を
作
成
す
る
た
め
の
手
続
き
（
以
下
、
政
治
的
手
続
き
）
の
一
類
型
と
し
て
理
解
す
る
。
政
治
的

手
続
き
は
意
思
決
定
手
続
き
（decision-m

aking	procedure
）
の
一
種
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
単
に
「
手
続
き
」
と
述
べ
た
場
合
に
は
後
者
の

意
思
決
定
手
続
き
一
般
を
指
し
、
前
者
を
指
す
場
合
に
は
厳
密
に
「
政
治
的
」
と
形
容
す
る
。

政
治
的
決
定

0

0

0

0

0

と
い
う
語
で
、
本
稿
は
諸
個
人
の
法
的
立
場
（
法
的
請
求
権
や
そ
れ
に
相
関
す
る
義
務
、
法
的
権
能
や
そ
れ
に
対
す
る
従
属
性
な
ど
）

を
変
化
さ
せ
る
決
定
や
、
公
共
財
供
給
に
関
わ
る
決
定
を
主
に
意
味
す
る（

（
（

。
そ
の
よ
う
な
決
定
は
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
大
別
さ
れ
う

る
。
一
つ
は
公
共
政
策
で
あ
り
、
法
や
政
省
令
な
ど
、
し
ば
し
ば
国
家
の
強
制
力
を
背
景
と
し
て
実
施
さ
れ
る
実
質
的
決
定
を
指
す
。
も
う

一
つ
は
公
職
者
任
用
で
あ
り
、
誰
が
公
共
政
策
を
作
成
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
指
す
。
ま
た
、
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
倣
い
、
こ
れ
ら

の
決
定
を
作
成
す
る
た
め
の
政
治
的
手
続
き
を
、
二
つ
の
過
程
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
一
つ
は
、
法
を
は

じ
め
と
す
る
諸
決
定
の
正
当
化
理
由
を
検
討
す
る
た
め
の
熟
議
な
い
し
討
議
が
行
わ
れ
る
意
見
形
成

0

0

0

0

過
程
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
政
策
案

や
公
職
者
任
用
へ
の
賛
否
の
態
度
決
定
を
行
う
た
め
の
投
票
等
が
行
わ
れ
る
意
志
形
成

0

0

0

0

過
程
で
あ
る（

（
（

。
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本
稿
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
を
相
対
的
正
当
化
─
─
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
よ
り
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
政
治
的
手
続
き
と
し
て

示
す
こ
と
─
─
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
試
み
は
、
単
に
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
の
一
定
の
（pro	tanto

）
利
点
を
示
す
だ
け
の
絶
対
的

正
当
化
と
は
異
な
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
あ
る
側
面
Ａ
に
つ
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
何
ら
か
の
望
ま
し
さ
を
有
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
絶
対
的
に
正
当
化
さ
れ
る
が
、
Ａ
に
つ
い
て
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
の
方
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
優
れ

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
相
対
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
Ａ
に
着
目
す
る
限
り
、
私

た
ち
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
当
為
的
結
論
に
は
到
達
し
な
い
。
絶
対
的
正
当
化
は
相
対
的
正
当
化
の
結
論
を

引
き
出
す
た
め
の
議
論
の
一
段
階
と
し
て
は
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
対
的
正
当
化
よ
り
は
重
要
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
相
対
的
正
当
化
に
お
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
か
ら
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
か
と

い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
以
下
の
区
別
の
方
法
を
提
案
す
る（

（1
（

。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
と
の
差
異

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
採
用
す
る
政
治
的
分
配
原
理

0

0

0

0

0

0

0

─
─
政
治
的
手
続
き
を
構
成
す
る
諸
権
利
の
分
配
を
統
御
す
る
原
理
─
─
の
差
異
に
存
す

る
。
そ
の
よ
う
な
諸
権
利
と
し
て
、
本
稿
は
以
下
の
二
種
類
を
念
頭
に
置
く
。
第
一
は
、
政
治
的
決
定
に
対
し
て
、
意
志
形
成
過
程
に
お
い

て
意
志
的

0

0

0

（voluntary

）
影
響
─
─
当
人
の
選
好
や
そ
れ
に
基
づ
く
選
択
に
厳
密
に
依
存
す
る
影
響
─
─
を
行
使
す
る
機
会
を
個
人
に
保
障

す
る
諸
権
利
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
こ
れ
は
公
職
選
挙
や
国
民
投
票
で
の
投
票
権
を
含
む
。
第
二
は
、
第
一
の
種
類
の
影
響
を
ど
の
よ
う

に
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
の
他
の
諸
個
人
の
選
択
に
対
し
て
、
意
見
形
成
過
程
に
お
い
て
理
性
的

0

0

0

（rational

）
影
響
─
─
合
理
的
説
得
に
よ

る
影
響
─
─
を
行
使
す
る
機
会
を
個
人
に
保
障
す
る
諸
権
利
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
こ
れ
は
政
治
的
言
論
や
結
社
の
自
由
を
含
む
。
単
純

化
の
た
め
、
本
稿
は
政
治
的
手
続
き
を
構
成
す
る
諸
権
利
の
範
例
と
し
て
、
意
志
的
影
響
機
会
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
は
投
票
権

0

0

0

に
、
理

性
的
影
響
機
会
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
は
言
論
の
自
由

0

0

0

0

0

に
、
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
を
当
て
て
議
論
を
進
め
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
は
、
そ
れ
ら
が
投
票
権
と
言
論
の
自
由
に
代
表
さ
れ
る
政
治

的
諸
権
利
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
に
基
づ
き
、
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
以

下
の
よ
う
に
定
義
し
た
い
。
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
：
政
治
的
意
思
決
定
の
重
要
な
段
階
（
国
民
投
票
や
選
挙
等
の
特
に
基
本
的
な
意
志
形
成
過
程
や
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
関
す
る
理
解

お
よ
び
政
治
的
決
定
に
関
す
る
選
好
と
そ
の
正
当
化
理
由
が
形
成
さ
れ
る
意
見
形
成
過
程

（
（（
（

）
に
お
い
て
、
当
該
社
会
の
（
少
な
く
と
も
成
人
し
た
）

全
成
員
に
対
し
、
少
な
く
と
も
投
票
権
と
言
論
の
自
由
の
い
ず
れ
も
十
分
か
つ
平
等
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保
障
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
政
治
的
分
配
原
理

を
採
用
す
る
政
治
的
手
続
き（

（1
（

。

こ
の
定
義
に
お
い
て
、「
十
分
」
と
は
、
政
治
的
諸
権
利
が
一
定
の
閾
値
以
上
の
水
準
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。「
平

等
」
と
は
、
異
な
る
成
員
が
与
え
ら
れ
る
政
治
的
諸
権
利
が
重
要
な
意
味
に
お
い
て
等
し
い
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
民
主
的
手

続
き
は
、
こ
の
「
十
分
か
つ
平
等
」
の
政
治
的
分
配
原
理
を
満
た
さ
な
い
政
治
的
手
続
き
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
例
え
ば
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー

は
、
公
職
者
任
用
に
お
い
て
誰
に
も
投
票
権
を
与
え
な
い
た
め
、
十
分
性
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
ま
た
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
、
投
票
権

の
不
平
等
分
配
を
許
容
す
る
た
め
、
平
等
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
も
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
に
含
ま
れ
る
。

以
上
の
定
義
に
つ
い
て
、
二
つ
の
懸
念
に
応
答
し
よ
う
。
第
一
に
、
こ
の
定
義
は
限
定
的
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え

ば
、
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
を
非
民
主
的
と
す
る
こ
と
は
、
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
が
選
挙
民
主
政
に
対
す
る
代
替
的
民
主
政

0

0

0

構
想
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う（

（1
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
定
義
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
概
念
の
分
析
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
政

治
的
手
続
き
の
相
対
的
正
当
化
に
資
す
る
約
定
的
（stipulative
）
定
義
の
導
入
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
選
挙
で
の
一

人
一
票
を
保
障
す
る
政
治
的
手
続
き
と
、
そ
の
保
障
を
否
定
す
る
政
治
的
手
続
き
と
の
差
異
を
定
義
の
上
で
明
確
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
約
定
的
定
義
を
提
示
す
る
仕
方
と
し
て
は
理
に
適
っ
て
い
る
。
前
者
の
よ
う
な
政
治
的
手
続
き
こ
そ
が

0

0

0

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
、
と
い

う
概
念
的
主
張
の
提
示
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。

第
二
に
、
本
稿
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
的
要
件
に
自
律
の
要
素
を
含
め
な
い
こ
と
で
「
自
律
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的

正
当
化
は
失
敗
す
る
」
と
い
う
結
論
を
先
取
り
し
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
Ｄ
・
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
「
法
や
政
策
に
従
属
す
る
人
々
自
身
に
よ
る
、
そ
れ
ら
法
や
政
策
の
実
際
の
集
合
的
な
権
威
づ
け
」
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
定

義
は
集
合
的
自
律
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
的
要
件
に
含
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

（1
（

。
な
ぜ
、
こ
う
し
た
定
義
を
採
用
し
な
い
の
か
。
二
点
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応
答
し
よ
う
。
第
一
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
が
自
律
の
要
素
を
含
ま
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
自
律
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
非
道
具
的
正
当
化
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
に
は
含
意
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
含
意
を
有
し
、
論
点
先
取
に
陥
る
の
は
、
例
え
ば

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
自
律
に
基
づ
く
非
道
具
的
な
正
当
化
を
な
し
得
な
い
政
治
的
手
続
き
で
あ
る
」
な
ど
、
自
律
に
基
づ
く
正
当
化
を
明

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

白
に
拒
絶
す
る

0

0

0

0

0

0

定
義
の
み
で
あ
る
。
第
二
に
、
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
定
義
は
、
特
定
の
政
治
的
手
続
き
の
記
述
的
定
義
と
い
う
よ
り
は
、
政
治

的
手
続
き
に
関
す
る
希
求
（aspiration

）
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、
政
治
的
手
続
き
の
ど

の
よ
う
な
制
度
的
特
徴
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
な
く
、
相
対
的
正
当
化
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
有
用
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る（
（1
（

。
本
稿
の
定
義
は
、
政
治
的
諸
権
利
の
分
配
に
着
目
す
る
こ
と
で
制
度
の
記
述
的
定
義
を
提
供
す
る
点
で
、
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
定
義
よ
り

も
有
用
で
あ
る
。

２　

非
道
具
的
正
当
化
論
の
成
功
要
件

前
項
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
を
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
に
対
す
る
相
対
的
正
当
化
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
定
義
を
提
示
し
た
。
本
項
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
非
道
具
的
に
正
当
化
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
意
味
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
正
当
化

論
の
成
功
要
件
を
提
示
す
る
。

ま
ず
、
非
道
具
的
正
当
化
を
定
義
し
よ
う
。
道
具
的
正
当
化
が
良
い
帰
結
の
実
現
に
対
す
る
因
果
的
寄
与
の
傾
向
性
を
も
っ
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
価
値
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
非
道
具
的
正
当
化
は
そ
う
し
た
因
果
的
寄
与
と
は
異
な
る
価
値
づ
け
を
行
う
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
価

値
づ
け
の
一
類
型
と
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
構
成
的
（constitutive

）」
価
値
を
示
す
試
み
に
着
目
す
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
、
そ
れ
自
体
か
ら
は
論
理
的
に
独
立
し
た
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
─
─
本
稿
の
関
心
で
は
、
自
律
と
い
う
価
値
─
─
が
十
全
に

尊
重
・
実
現
さ
れ
た
社
会
の
構
成
要
素

0

0

0

0

と
し
て
価
値
づ
け
る
。

こ
の
意
味
で
の
非
道
具
的
正
当
化
論
に
は
、
三
つ
の
成
功
要
件
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の
要
件
は
十
全
性

0

0

0

で
あ
る
。
前
項
で
の

定
義
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
相
対
的
正
当
化
論
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
投
票
権
お
よ
び
言
論
の

自
由
が
社
会
の
全
成
員
に
対
し
十
分
か
つ
平
等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
か
の
権
利
し
か
保
障
し
な
い
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よ
う
な
政
治
的
手
続
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
政
治
的
手
続
き
を
も
正
当
化
で
き
て
し
ま
う

議
論
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
相
対
的
正
当
化
論
と
し
て
は
失
敗
す
る
。

第
二
の
要
件
は
正
当
化
論
自
体
の
規
範
的
な
も
っ
と
も
ら
し
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
も
し
正
当
化
論
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
価
値
を
説
明
す
る
も
の
と

し
て
何
ら
か
の
理
想
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
想
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
価
値
の
説
明
自
体
が
規
範
的
に
見
て
も
っ

と
も
ら
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
推
と
し
て
、
銃
の
所
持
を
合
法
化
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
支
え
る
た
め
に
以
下
の

議
論
が
提
示
さ
れ
た
と
想
像
し
よ
う
。「
銃
を
所
持
す
る
普
遍
的
か
つ
平
等
な
権
利
は
良
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
権
利
は
全
員
が
他
者
を
銃
撃

で
脅
し
た
り
害
し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
だ
。」
こ
の
議
論
の
明
ら
か
な
問
題
は
、
全
員
が
他
者
を
銃
撃
で
脅
し
た
り
害
し
た

り
で
き
る
世
界
を
理
想
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
理
想
か
ら
銃
の
所
持
権
の
価
値
を
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
世

界
は
、
そ
れ
自
体
で
は
規
範
的
に
見
て
も
っ
と
も
ら
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
理
想
に
基
づ
く
制
度
的
権
利
の
価
値
の
説
明
自

体
が
規
範
的
に
見
て
も
っ
と
も
ら
し
く
な
い
な
ら
ば
、
正
当
化
論
は
失
敗
す
る
。

第
三
の
要
件
は
、
自
律
の
実
現
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
用
の
単
な
る
帰
結
と
し
て
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
用
自
体
に
よ
っ
て
構

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
さ
れ
る
事
柄

0

0

0

0

0

0

と
し
て
示
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
政
治
参
加
以
外
に
も
、
個
人
の
自
律
は
様
々
な
社
会
経
済
的
文
脈
（
労
働
市
場
や
教
育

や
婚
姻
等
）
に
お
け
る
自
由
や
機
会
の
保
障
の
程
度
に
依
存
し
う
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
れ
ら
の
文
脈
に
お
け
る
自
由

や
機
会
の
保
障
に
寄
与
す
る
こ
と
で
自
律
を
実
現
す
る
た
め
価
値
を
有
す
る
の
だ
、
と
論
じ
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
議
論
は
、
自
律
の
価

値
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
道
具
的
正
当
化
論
に
と
ど
ま
る
。
自
律
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
が
も
た
ら
す
帰
結
に
お
け
る
自
律
の
実
現
を
示
す
の
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
律
と
の
構
成
的
関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る（

（1
（

。

以
上
を
ま
と
め
よ
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
は
、（
一
）
少
な
く
と
も
投
票
権
お
よ
び
言
論
の
自
由
が
社
会
の
全
成
員

に
対
し
十
分
か
つ
平
等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、（
二
）
規
範
的
に
見
て
も
っ
と
も
ら
し
い
理
想
か
ら
そ

の
よ
う
な
保
障
の
価
値
を
説
明
し
、
か
つ
、（
三
）
道
具
的
正
当
化
論
に
転
化
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
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二　

著
者
性
と
し
て
の
自
律

本
節
で
は
、
次
の
議
論
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
─
─
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
非
道
具
的
価
値
を
有
す
る
の
は
、
社
会
の
全
成
員
が
著
者
性

（authorship
）
と
し
て
の
自
律
を
享
受
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
構
成
的
に
寄
与
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
以
下
の
二
つ
の

異
な
る
仕
方
で
解
釈
さ
れ
う
る
。

一　
〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
：
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
社
会
の
各
成
員
が
、
個
人
と
し
て
、
自
己
著
者
性
（self-authorship

）
と

し
て
の
自
律
を
享
受
す
る
こ
と
に
対
し
て
構
成
的
に
寄
与
す
る
た
め
、
非
道
具
的
価
値
を
有
す
る
。

二　
〈
共
同
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
：
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
社
会
の
各
成
員
が
、
共
同
著
者
性
（joint-authorship

）
と
し
て
の
自
律

を
享
受
す
る
こ
と
に
対
し
て
構
成
的
に
寄
与
す
る
た
め
、
非
道
具
的
価
値
を
有
す
る
。

本
節
で
は
、
い
ず
れ
の
議
論
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
に
失
敗
す
る
と
論
じ
る
。

１　

個
人
の
自
己
著
者
性

自
己
著
者
性
の
理
想
は
、
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
自
分
に
関
わ
る
こ
と
は
自
分
で
決
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
自
己
決
定
の
理
想
と
し
て
述
べ
ら
れ

う
る（

（1
（

。
こ
の
理
想
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
は
、
近
年
Ｊ
・
Ｌ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
注
意
深
く
展
開
さ
れ
た
。

ま
ず
は
そ
の
議
論
の
概
形
を
本
稿
な
り
に
再
構
成
し
た
い
（
各
前
提
の
意
味
は
以
下
で
詳
述
す
る
）。

〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉

一　

各
人
は
自
己
著
者
性
と
し
て
の
自
律
へ
の
道
徳
的
請
求
権
を
有
す
る
。
つ
ま
り
各
人
は
、
彼
女
／
彼
に
重
要
な
仕
方
で
影
響
す
る
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い
か
な
る
決
定
に
つ
い
て
も
、
当
該
決
定
の
著
者
と
し
て
見
な
さ
れ
、
か
つ
処
遇
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
道
徳
的
請
求
権
を
有
す

る（
（1
（

。

二　

あ
る
決
定
に
関
す
る
あ
る
人
の
自
己
著
者
性
が
成
立
す
る
に
は
、
適
切
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
決
定
を
作
成

す
る
手
続
き
に
お
い
て
、
そ
の
人
は
決
定
に
対
し
意
志
的
お
よ
び
理
性
的
な
影
響
を
行
使
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

三　
（
一
と
二
よ
り
、）
各
人
は
、
自
己
著
者
性
へ
の
道
徳
的
請
求
権
か
ら
派
生
す
る
仕
方
で
、
彼
女
／
彼
に
重
要
な
仕
方
で
影
響
す
る
決

定
を
作
成
す
る
手
続
き
に
お
い
て
、
決
定
に
対
し
意
志
的
お
よ
び
理
性
的
な
影
響
を
行
使
す
る
機
会
へ
の
道
徳
的
請
求
権
を
有
す

る
。

四　

あ
る
国
家
の
政
治
的
手
続
き
が
生
み
出
す
決
定
は
、
当
該
国
家
の
管
轄
下
に
生
き
る
全
て
の
人
に
重
要
な
仕
方
で
影
響
す
る
。

五　
（
三
と
四
よ
り
、）
あ
る
国
家
の
管
轄
下
に
生
き
る
各
人
は
、
当
該
国
家
の
政
治
的
手
続
き
に
お
い
て
、
決
定
に
対
し
意
志
的
お
よ
び

理
性
的
な
影
響
を
行
使
す
る
機
会
へ
の
道
徳
的
請
求
権
を
有
す
る
。（
結
論
）

以
上
に
概
形
を
示
し
た
議
論
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
明
確
化
の
た
め
の
問
い
に
答
え
て
お
こ
う
。
第
一
の
問
い
は
、
あ
る
決
定
が
あ
る
人

に
「
重
要
な
仕
方
で
影
響
す
る
」
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
お
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
決
定
は
自
律
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
議
論
に
従
い
、
決
定
が
あ
る
人
に
影
響
す
る
二
つ
の
重
要
な
仕
方
を
確
認
す
る
。

第
一
に
、
あ
る
決
定
は
、
あ
る
人
の
意
志
を
方
向
づ
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
、
当
人
の
行
為
の
費
用
や
便
益
を
設
定
／
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

「
当
人
の
選
択
の
射
程
を
形
成
す
る（

11
（

」。
な
ぜ
こ
の
事
実
は
当
人
の
自
律
に
と
っ
て
問
題
な
の
か
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
定
に

よ
る
意
志
の
方
向
づ
け
が
当
人
の
「
自
己
の
方
向
づ
け
、
つ
ま
り
、
他
者
の
類
似
の
請
求
権
と
両
立
で
き
る
限
り
で
、
自
身
の
選
択
を
決
定

し
、
自
身
の
生
き
方
を
形
成
す
る
こ
と
」
へ
の
推
定
的
な
脅
威
だ
か
ら
で
あ
る（

1（
（

。
当
人
が
自
己
の
方
向
づ
け
を
十
全
に
享
受
す
る
に
は
、「
一

階
の
自
律
」、
つ
ま
り
所
与
の
行
為
の
選
択
肢
集
合
か
ら
自
身
の
行
為
を
自
由
に
選
択
で
き
る
こ
と
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、「
二
階
の
自

律
」、
つ
ま
り
自
身
の
選
択
肢
集
合
自
体
、
ま
た
は
よ
り
広
く
自
身
の
行
為
の
文
脈
を
自
ら
定
義
で
き
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る（

11
（

。
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第
二
に
、
あ
る
決
定
は
、
あ
る
人
の
行
為
に
つ
い
て
の
当
人
の
道
徳
的
責
任
を
形
成
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、
当
人
が
選
択
を
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
行
為
の
選
択
肢
集
合
や
文
脈
を
あ
る
決
定
が
ひ
と
た
び
形
作
っ
た
な
ら
ば
、
当
人
は
そ
の
文
脈
に
お
い
て
そ
の
集
合
か
ら
自
ら
選
択

し
た
行
為
に
つ
い
て
、
道
徳
的
責
任
を
問
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
異
性
愛
主
義
的
な
婚
姻
制
度
が
一
連
の
政
治
的
（
非
）
決
定
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
い
る
と
き
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
選
択
は
、
差
別
的
な
（
そ
し
て
潜
在
的
に
不
正
な
）
婚
姻
制
度
か
ら
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
当
人
の
道
徳
的
責
任
お
よ
び
非
難
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
う
る
。
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
は
、
自
律
的
行
為
者
と
し
て
、
私
た
ち
は

「
自
身
の
責
任
の
あ
り
方
を
形
作
る
」
機
会
に
対
し
て
請
求
権
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
婚
姻
制
度
の
例
に
即
し
て
そ
の
よ
う

な
請
求
権
を
描
く
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
々
は
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
選
択
に
よ
り
非
難
可
能
性
が
生
じ
る

こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
現
行
の
（
不
正
と
思
し
き
）
婚
姻
制
度
に
修
正
を
迫
る
よ
う
な
決
定
に
影
響
を
与
え
る
機
会
に
対
し
て
自
律
基
底
的

な
請
求
権
を
有
す
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
決
定
が
あ
る
人
に
影
響
す
る
二
つ
の
仕
方
─
─
意
志
の
方
向
づ
け
と
道
徳
的
責
任
の
形
成
─
─
は
、
自
己
著
者
性
と
し
て

の
自
律
に
対
す
る
推
定
的
な
脅
威
で
あ
る
た
め
、
こ
の
意
味
で
の
自
律
を
十
全
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
へ
の
道
徳
的
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
。

こ
こ
で
、
第
二
の
問
い
が
生
じ
る
。
あ
る
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
人
が
「
自
己
著
者
」
で
あ
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。

〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
は
以
下
の
よ
う
に
回
答
す
る
。
あ
る
人
が
、
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
、
行
為
の
費
用
便
益
を
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
る
か
、
選
択
し
た
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
責
任
を
問
わ
れ
る
か
、
な
ど
の
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
自
己
著
者
性
を

尊
重
さ
れ
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
イ
シ
ュ
ー
は
（
少
な
く
と
も
部
分
的
に
）
当
人
の
熟
慮
と
決
心

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

人
物
Ａ
が
い
か
な
る
キ
ャ
リ
ア
を
追
求
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
余
暇
を
過
ご
す
か
、
誰
か
か
ら
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
と

い
っ
た
イ
シ
ュ
ー
は
、
Ａ
の
熟
慮
と
決
心
次
第
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
前
提
二
は
、
以
上
の
考
え
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
あ
る
個
人
の
自
己
著
者
性
は
適0

切
な
考
慮

0

0

0

0

─
─
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
理
解
で
は
、「
決
定
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
当
該
個
人
の
判
断
に
対
し
て
、［
そ
の

判
断
の
内
容
如
何
を
問
わ
ず
］
他
者
が
熟
慮
に
お
い
て
積
極
的
に
応
答
す
る
こ
と
」
─
─
を
要
請
す
る（

11
（

。
本
稿
の
用
語
で
こ
の
こ
と
が
意
味
す

る
の
は
、
あ
る
決
定
に
よ
っ
て
重
要
な
仕
方
で
影
響
さ
れ
る
人
が
自
己
著
者
性
と
し
て
の
自
律
を
享
受
す
る
に
は
、
当
該
決
定
に
対
し
意
志

0

0
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的
お
よ
び
理
性
的
影
響
を
行
使
す
る
機
会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
当
人
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
会
を
享
受
す
る
こ
と

は
、
各
人
に
と
っ
て
、
自
己
著
者
性
と
し
て
の
自
律
を
享
受
す
る
こ
と
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
非
政
治
的
文
脈
を
考
え
て
み
る
と
非
常
に
も
っ
と
も
ら
し
く
映
る
。
例
え
ば
、
Ａ
の
キ
ャ
リ
ア
選
択
が
Ａ

次
第
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
Ａ
の
福
利
を
長
期
的
に
最
大
化
す
る
手
段
と
し
て
、
道
具
的
に
は
説
明
し
尽
く
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
決
定
が
Ａ
次
第
で
あ
る
こ
と
の
価
値
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
Ａ
の
自
律
の
構
成
要
素
と
し
て
非
道
具
的
に
説
明
さ
れ
う
る
。

ま
た
、
こ
の
価
値
は
制
約
的
な

0

0

0

0

も
の
で
さ
え
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
重
要
な
仕
方
で
Ａ
に
影
響
す
る
決
定
の
作
成
に
お
い
て
Ａ
の
自
己
著

者
性
を
尊
重
す
べ
し
と
す
る
要
請
は
、
仮
に
Ａ
の
自
己
著
者
性
を
無
視
す
る
こ
と
に
道
具
的
価
値
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
を
覆
滅
し

う
る
。
例
え
ば
、
法
的
か
つ
道
徳
的
に
許
容
可
能
だ
が
競
争
性
の
高
い
キ
ャ
リ
ア
（
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
）
に
Ａ
が
魅
力
を
感
じ
て
い
る

と
し
よ
う
。
し
か
し
Ａ
は
才
能
や
訓
練
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
追
求
に
成
功
す
る
客
観
的
な
見
込
み
が
な
い
と
し
よ
う
。
Ａ
が

追
求
す
る
キ
ャ
リ
ア
を
他
者
が
代
わ
り
に
決
定
す
れ
ば
、
Ａ
が
自
己
決
定
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
Ａ
の
福
利
は
長
期
的
に
改
善
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
他
者
に
よ
る
決
定
は
（
Ａ
の
同
意
が
な
い
限
り
）
正
当
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
が
ど
の

キ
ャ
リ
ア
を
追
求
す
る
か
と
い
う
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
Ａ
自
身
が
最
終
的
発
言
権

0

0

0

0

0

0

を
有
す
る
意
思
決
定
手
続
き
は
、
単
に
非
道
具
的
価
値
を

有
す
る
の
み
で
は
な
い
。
そ
の
価
値
は
、
こ
の
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
Ａ
が
最
終
的
発
言
権
を
有
さ
な
い
手
続
き
の
実
施
を
禁
じ
る
よ
う
な
性

質
を
も
有
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ａ
は
他
者
が
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
り
、
他
者
か
ら
の
理
性
的
影
響
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
最
終
的
に
は
決
定
は
Ａ
の
意
志
的
影
響
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。

以
上
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
を
再
構
成
し
、
そ
の
内
容
を
明
確
化
し
た
。
も
し
前
提
一
と
二
が
真
な
ら
ば
、
前
提
三
が
導
か

れ
る
。
ま
た
、「
重
要
な
仕
方
で
の
影
響
」
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
い
ま
、
前
提
四
を
疑
う
余
地
は
お
よ
そ
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
節
１
項
で
定
義
し
た
と
こ
ろ
の
政
治
的
決
定
は
、
明
ら
か
に
多
様
な
仕
方
で
個
人
の
意
志
を
方
向
づ
け
た

り
、
道
徳
的
責
任
を
形
成
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
議
論
を
通
じ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
─
─
社
会
の
全
成
員
に
対
す
る
政
治

的
諸
権
利
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
─
─
は
、
政
治
的
決
定
に
服
す
る
各
人
の
自
己
著
者
性
の
構
成
要
素
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
本
稿
の
回
答
は
否
定
的
だ
が
、
本
稿
が
採
用
し
な
い
異
論

0

0

0

0

0

0

0

を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
投
票
に
お
い
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て
一
票
が
結
果
を
左
右
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
た
め
、
一
票
を
有
す
る
こ
と
は
各
人
の
自
律
の
享
受
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
は
な

い
、
と
い
う
異
論
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
異
論
は
、
あ
る
人
の
自
律
を
、
当
人
が
選
択
を
通
じ
て
帰
結
を
変
化
さ
せ
る
程
度
に
お
い
て
多

か
れ
少
な
か
れ
「
促
進
（prom

ote

）」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
異
論
は
〈
自
己

著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
要
点
を
見
過
ご
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
自
律
は
促
進
さ
れ
る
も

の
と
い
う
よ
り
は
「
尊
重
（respect

）」
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
律
を
促
進
し
う
る
複
数
の
側
面
の
う

ち
、
促
進
へ
の
寄
与
の
度
合
い
が
小
さ
い
側
面
（
こ
こ
で
は
政
治
的
影
響
機
会
の
行
使
）
は
考
慮
せ
ず
と
も
よ
い
、
と
い
う
見
方
は
、
こ
の
議
論

に
対
し
て
十
分
に
好
意
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
異
論
と
は
異
な
り
、
次
項
で
展
開
す
る
本
稿
の
異
論
は
、
あ
る
人
に
政
治
的
影
響
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
自
律
を

0

0

0

0

0

0

0

尊
重
す
る
仕
方
と
し
て
規
範
的
に
も
っ
と
も
ら
し
い
か
ど
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
問
題
と
す
る
。
本
稿
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
す
こ
と

で
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
諸
前
提
の
う
ち
、
特
に
前
提
一
を
退
け
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

２　

他
者
支
配
的
権
力
の
異
論

本
項
で
は
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
前
提
一
へ
の
異
論
を
示
す
。
こ
の
異
論
が
成
功
す
れ
ば
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議

論
〉
が
健
全
で
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
正
当
化
論
に
お
け
る
規
範
的
な
も
っ
と
も
ら
し
さ
の
要
件
（
第
一
節
（
項
）
を
充
足

し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

ま
ず
、
異
論
の
概
要
を
示
そ
う
。〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
前
提
一
は
、
あ
る
決
定
か
ら
重
要
な
仕
方
で
影
響
を
受
け
る
人
は

当
該
決
定
の
著
者
と
し
て
み
な
さ
れ
、
処
遇
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
道
徳
的
請
求
権
を
有
す
る
、
と
い
う
主
張
に
例
外
を
設
け
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
主
張
は
一
般
的
に
真
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
当
人
が
著
者
と
し
て
み
な
さ
れ
、
処
遇
さ
れ
る
こ
と
が
他
者
に
対
す
る
当
人
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支
配
的
権
力

0

0

0

0

0

（ruling pow
er

）
の
行
使

0

0

0

─
─
つ
ま
り
、
単
に
他
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
身
体
や
行
為
者
性
を
侵
害
し
た

り
、
選
択
状
況
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
り
す
る
行
為
の
遂
行
─
─
を
含
意
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
真
だ
ろ
う
か
。
目
下
の
異
論
に
よ
れ

ば
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
各
人
の
自
律
の
た
め
と
い
う
理
由
で
は
、
他
者
支
配
的
権
力
を
行
使
す
る
機
会
へ
の
各
人
の
道
徳
的
請
求
権
は
確
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立
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
政
治
的
権
利
は
国
家
が
ふ
る
う
政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
他
者
を
も
含
む
社
会

の
全
成
員
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
支
配
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
各
人
の
自
律
の
た
め
と
い
う
理
由
で
は
、
政
治
的
権
利
へ

の
各
人
の
道
徳
的
請
求
権
は
確
立
さ
れ
な
い
。

こ
の
異
論
は
、
政
治
的
道
具
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に

よ
れ
ば
、「
…
人
は
誰
も
、
他
者
に
対
し
て
権
力
を
行
使
す
る
権
利
を
（
純
粋
に
法
律
的
な
意
味
を
別
と
す
れ
ば
）
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。［
中

略
］
と
こ
ろ
が
、
選
挙
人
と
し
て
で
あ
れ
代
表
と
し
て
で
あ
れ
、
政
治
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
に
対
す
る
権
力
行
使
な

の
で
あ
る（

11
（

」。
Ｒ
・
ア
ー
ネ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
ど
の
よ
う
な
権
利
を
基
本
的
権
利
、
つ
ま
り
そ
れ
自
体
の
た
め
に
充
足
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
よ
う
な
権
利
と
見
な
す
に
せ
よ
、
他
者
の
人
生
に
権
力
を
行
使
す
る
『
権
利
』
な
い
し
そ
の
よ
う
な
権
利
と
さ
れ
る
も
の
は
、
基
本
的

権
利
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い（

11
（

」。
彼
ら
の
見
解
の
細
部
は
異
な
る
が
、
要
点
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ

ア
は
、
他
者
支
配
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
で
あ
る
た
め
、
何
ら
か
の
適
切
な
仕
方
で
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
推
定
的
に
不
正

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
（「
推
定

的
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
末
注
（（
を
参
照
）。

で
は
、
他
者
支
配
的
権
力
の
推
定
的
不
正
性
を
克
服
し
う
る
適
切
な
正
当
化
論
と
は
い
か
な
る
類
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
政
治
的
権
力
に
着

目
す
る
前
に
、
こ
の
問
題
に
一
般
的
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
。
正
当
化
論
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
の
、
二
つ
の
制
約
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
、
弱
い
制
約
に
よ
れ
ば
、
他
者
支
配
的
権
力
は
そ
れ
自
体
の
た
め
に
は
─
─
つ
ま
り
、
内
在
的
に
は
─
─
正
当
化
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
子
に
対
す
る
親
の
権
力
、
あ
る
い
は
被
告
に
対
す
る
裁
判
官
の
権
力
は
、
そ
の
権
力
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
理
由

で
は
正
当
化
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
支
配
的
権
力
の
正
当
化
論
は
、
派
生
的
正
当
化
、
す
な
わ
ち
そ
の
権
力
か
ら
論
理
的

に
独
立
し
た
規
範
的
理
想
に
訴
求
す
る
正
当
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
の
第
一
の
制
約
は
脇
に
置
い
て
よ

い
。
な
ぜ
な
ら
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
は
、
自
律
の
価
値
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
、
政
治
的
権
力
の
派
生
的
正
当
化
を
試
み
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
、
よ
り
強
い
制
約
は
、
他
者
支
配
的
権
力
の
派
生
的
正
当
化
を
要
請
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
Ｄ
・
ヴ
ィ
ー
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
権
力
の
正
当
化
理
由
が
派
生
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
規
範
的
理
想
の
種
類

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
、
一
層
の
制
約
が
か
か
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
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の
よ
う
な
規
範
的
理
想
は
、「
あ
る
人
が
他
者
を
支
配
す
る
こ
と
」
を
核
心
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い（

11
（

。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
よ
う
な
仕
方
で
他
者
へ
の
権
力
を
価
値
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
権
力
を
ふ
る
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
他
者
を
道
徳
的
に
独
立
し
た
人
格
と
し
て

─
─
つ
ま
り
、
彼
女
／
彼
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
別
な
責
任
を
負
う
人
生
を
有
す
る
人
格
と
し
て
─
─
尊
重
す
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
か
ら

で
あ
る（

11
（

。

類
推
と
し
て
、
Ａ
が
意
図
的
に
Ｂ
の
身
体
に
同
意
な
く
触
れ
る
─
─
身
体
的
侵
襲
と
し
て
の
他
者
支
配
的
権
力
を
行
使
す
る
─
─
こ
と
が

ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
弱
い
制
約
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
Ｂ
へ
の
身
体
的
接
触
自

体
に
Ａ
が
関
心
を
抱
い
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
関
心
は
正
当
化
に
何
ら
寄
与
し
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
強
い
制
約
も
ま
た
適
切
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｂ
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
は
Ａ
の
人
生
計
画
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、
そ
の
追
求
は
Ａ
の
自
律
的
な
生
の
構

成
要
素
で
あ
る
、
と
Ａ
が
主
張
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
主
張
に
よ
る
Ｂ
へ
の
身
体
的
接
触
の
正
当
化
は
、
た
し
か
に
派
生
的
正
当
化
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
こ
こ
で
の
Ａ
の
主
張
が
（
Ａ
の
人
生
計
画
の
自
己
理
解
と
し
て
は
）
真
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
当
化
に
寄
与
し
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
、
Ａ
が
自
律
的
に
追
求
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
人
生
計
画
自
体
が
、
Ｂ
へ
の
身
体
的
接
触
を
構
成

要
素
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
他
者
支
配
的
権
力
に
つ
い
て
は
、
内
在
的
正
当
化
と
一
部
の
派
生
的
正
当
化
は
、
適

切
な
正
当
化
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｂ
の
身
体
へ
の
接
触
が
接
触
そ
れ
自
体
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
Ｂ
へ
の
身
体
的
接
触
を
核
心
的
要
素
と

し
て
含
む
Ａ
の
自
律
的
な
生
の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
Ｂ
が
Ｂ
自
身
の
身
体
と
行
為
者
性
に
対
し
て
特
別
な
関
係
と

責
任
を
有
す
る
道
徳
的
に
独
立
し
た
人
格
で
あ
る
こ
と
の
端
的
な
否
定
で
あ
ろ
う（

1（
（

。（
こ
の
事
例
に
お
け
る
適
切
な
正
当
化
根
拠
の
例
と
し
て
は
、

Ａ
や
Ｂ
や
第
三
者
を
交
通
事
故
の
危
機
か
ら
救
出
す
る
た
め
に
身
体
的
接
触
が
不
可
欠
で
あ
る
、
な
ど
の
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
う
る
。）

以
上
の
類
推
か
ら
引
き
出
せ
る
重
要
な
論
点
は
、
あ
る
人
の
自
律
─
─
自
身
の
行
為
の
選
択
状
況
や
選
択
肢
集
合
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
何

を
選
択
す
る
か
を
自
ら
決
定
で
き
る
こ
と
─
─
と
他
者
の
道
徳
的
独
立
─
─
自
身
へ
の
支
配
的
権
力
の
行
使
を
不
適
切
な
理
由
で
正
当
化
さ

れ
な
い
こ
と
─
─
と
が
衝
突
す
る
場
合
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
規
範
的
重
み
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
か
な
る
個
人
も
、
他
の
個
人
の
道
徳
的
独
立
を
尊
重
し
な
い
仕
方
で
自
律
を
享
受
し
て
は
な
ら
な
い

0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

。
も
し
こ
の
主
張
が
偽
だ
と
し
た

ら
、
先
述
の
事
例
に
お
け
る
Ｂ
に
対
す
る
Ａ
の
身
体
的
接
触
は
、
単
に
Ａ
の
自
律
的
な
生
の
追
求
の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
う
る
、
と
い
う
反
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直
観
的
含
意
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
政
治
的
権
力
に
立
ち
戻
り
、
以
上
の
論
点
を
〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
へ
の
異
論
と
し
て
再
構
成
す
る
な
ら
ば
、
異
論

の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
政
治
的
権
力
の
行
使
は
、
人
々
の
身
体
や
行
為
者
性
へ
の
侵
害
や
、
人
々
の
選
択
状
況
の
大
幅
な
変
化
を

含
む
。
例
え
ば
、
公
的
な
警
察
行
為
や
処
罰
の
法
的
根
拠
を
定
義
す
る
政
治
的
決
定
は
、
捜
査
や
逮
捕
、
罰
金
や
懲
役
な
ど
、
人
々
の
身
体

や
行
為
者
性
を
侵
害
し
う
る
行
為
や
制
度
が
許
容
さ
れ
る
条
件
を
定
め
る
。
ま
た
、
社
会
経
済
的
な
分
配
政
策
（
課
税
や
社
会
保
障
等
）
を
実

施
、
改
定
、
ま
た
は
廃
止
す
る
政
治
的
決
定
は
、
人
々
の
行
為
の
費
用
便
益
を
含
む
選
択
状
況
を
大
幅
に
変
化
さ
せ
、
時
に
は
人
生
の
見
通

し
を
も
変
化
さ
せ
う
る
。
以
上
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
政
治
的
決
定
に
影
響
を
与
え
る
機
会
は
、
全
て
で
は
な
く
と
も
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
ま
さ
に
政
治
的
決
定
を
介
し
て
行
使
さ
れ
る
他
者
支
配
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
を
享
受
す
る
機
会
で
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
あ
る
人

が
政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
を
有
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
に
独
立
し
た
人
格
と
し
て
の
被
治
者
へ
の
尊
重
と
緊
張
し
、
推
定
的
に
不
正
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ェ
ア
が
当
人
の
自
己
著
者
性
と
し
て
の
自
律
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
論
じ
て
も
、
そ
の
不
正
性
は
解
消
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
と
り
わ
け
政
治
的
意
思
決
定
と
い
う
文
脈
で
は
、
決
定
へ
の
影
響
機
会
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
る
当
人
の
自
己
著
者
性
の
享
受

は
、
他
者
へ
の
支
配
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
の
行
使
を
核
心
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
異
論
は
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
の
前
提
一
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
異
論
が
正
し
い
な
ら
ば
、
同

前
提
に
反
し
て
、
他
者
支
配
的
権
力
の
行
使
に
関
わ
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
各
人
の
自
己
著
者
性
へ
の
道
徳
的
請
求
権
が
直
ち
に
確
立
さ
れ

る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
の
強
み
を
示
す
た
め
、
三
つ
の
想
定
さ
れ
る
応
答
を
検
討
し
た
い
。
第
一
に
、
共
和
主
義
理
論
家
が
論
じ
る
よ

う
に
、
民
主
的
に
制
御
さ
れ
た
政
治
的
決
定
は
必
ず
し
も
「
支
配
」
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
応
答
が
あ
り
う
る（

11
（

。
し
か
し
こ
の
応
答
は
、

以
下
の
「
不
可
能
性
問
題
」
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
に
よ
る
政
治
的
決
定
の
実
施
を
制
御
で
き
る
ほ
ど
に
実
効
的
な

力
を
有
す
る
民
主
的
集
団
や
機
関
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
集
団
や
機
関
自
体
が
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
政
治
的
選
好
を
有
し
う
る
市
民
へ
の

選
択
干
渉
能
力
を
有
す
る
た
め
、
個
々
の
市
民
は
結
局
の
と
こ
ろ
支
配
を
回
避
で
き
な
い（

11
（

。
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
見
通
し
が
示
さ
れ
な

い
限
り
、
民
主
的
制
御
に
よ
っ
て
「
支
配
」
を
緩
和
な
い
し
除
去
し
う
る
と
い
う
応
答
は
有
効
で
は
な
い
。
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第
二
に
、
Ｊ
・
チ
ョ
ウ
に
よ
る
以
下
の
応
答
が
あ
る
。
政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
の
正
当
化
に
お
け
る
自
律
へ
の
訴
求
は
、「
諸
個
人
が

自
身
を
支
配
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
で
良
い
」
と
い
う
考
え
に
の
み
依
拠
し
て
お
り
、
個
人
が
他
者
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
に
は
依
拠
し

な
い
た
め
、
強
い
制
約
を
侵
害
し
な
い（

11
（

。
実
の
と
こ
ろ
、
他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
を
精
緻
に
分
析
し
た
ヴ
ィ
ー
ホ
フ
自
身
も
、
チ
ョ
ウ
と

同
様
の
考
え
か
ら
、
こ
の
異
論
は
自
律
へ
の
訴
求
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
示
唆
し
て
い
る（

11
（

。

し
か
し
、
他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
は
こ
の
応
答
に
対
し
て
頑
強
で
あ
る
。
チ
ョ
ウ
や
ヴ
ィ
ー
ホ
フ
の
見
立
て
に
反
し
、
自
律
に
基
づ
く

政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
の
価
値
づ
け
は
他
者
の
道
徳
的
独
立
と
緊
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
の
全
成
員
に
影
響
す
る
公
共
的
諸
制
度
に

関
わ
る
政
治
的
意
思
決
定
に
お
い
て
は
、
決
定
に
服
す
る
全
員
の
利
害
関
心
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
た
め
、
政
治

的
意
思
決
定
の
文
脈
に
お
い
て
自
分
自
身
へ
の
支
配
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
利
害
関
心
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
利
害
関
心
を
有
す
る

全
て
の
人
々
へ
の
支
配
に
寄
与
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
、
他
者
支
配
性
が
自
己
支
配
の
単
な
る
副

次
的
効
果
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
は
強
調
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
Ａ
が
逆
進
的
な
税
の
税
率
引
き
上
げ
を
支
持
す
る
た
め

に
政
治
的
権
利
を
行
使
す
る
と
き
、
Ａ
は
単
に
自
身
が
服
す
る
税
制
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
自
己
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言

い
張
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
の
自
己
支
配
は
、
逆
進
税
か
ら
不
利
を
被
り
う
る
人
々
へ
の
支
配
を
も
含
意
す
る
。
よ
り
一
般
的
に

言
え
ば
、
政
治
的
決
定
へ
の
影
響
を
行
使
す
る
者
は
、
い
か
に
微
少
な
影
響
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
他
者
の
人
生
を
左
右
し
う
る
決
定
へ
の

影
響
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
否
定
で
き
な
い
。
自
ら
の
政
治
参
加
が
そ
れ
自
体
で
は
他
者
の
人
生
に
全
く
関
わ
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
、
政

治
と
い
う
営
み
に
つ
い
て
の
端
的
な
無
理
解
を
表
す
だ
ろ
う（

11
（

。

第
三
に
、
以
下
の
応
答
が
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
は
、
全
員
が
政
治
的
権
力
へ
の
平
等
な

0

0

0

シ
ェ
ア
を
有

す
る
な
ら
ば
克
服
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
、
全
員
が
自
身
の
道
徳
的
独
立
と
引
き
換
え
に
、
個
人
の
自
己
著
者
性
と
し
て
の

自
律
に
対
す
る
自
身
の
道
徳
的
請
求
権
へ
の
尊
重
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
平
等
な
自
律
こ
そ
、
少
な
く
と
も
投
票
権

と
言
論
の
自
由
を
平
等
に
保
障
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
構
成
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か（

11
（

。

こ
の
応
答
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
応
答
は
政
治
的
影
響
機
会
の
み
な
ら
ず
、
明
白
に
不
正
な
も
の
を
含
め
、
他
の

い
か
な
る
機
会
に
つ
い
て
も
成
立
し
う
る
。
小
林
卓
人
は
、
こ
の
問
題
を
「
不
正
な
平
等
分
配
の
問
題
」
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。
例
え
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ば
、
他
者
の
身
体
に
同
意
な
く
触
れ
る
法
的
権
利
の
確
立
は
推
定
的
な
道
徳
的
不
正
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
不
正
性
は
全
員
が

こ
の
権
利
を
平
等
に
保
障
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
こ
の
よ
う
な
権
利
を
保
障
す
る
制
度
は
、
そ
れ
自
体
が
不
正

な
社
会
の
構
成
要
素
」
で
あ
り
う
る（

11
（

。
同
様
に
、
他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
が
述
べ
る
よ
う
に
、
自
律
に
基
づ
く
政
治
的
権
利
の
価
値
づ
け

自
体
が
不
正
な
ら
ば
、
平
等
な

0

0

0

自
律
に
基
づ
い
て
平
等
な

0

0

0

政
治
的
権
利
を
価
値
づ
け
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
不
正
性
は
軽
減
さ
れ
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
応
答
は
道
徳
的
独
立
と
平
等
な
自
律
、
い
ず
れ
の
理
想
が
よ
り
規
範
的
に
優
越
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
論
点
先

取
に
陥
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
あ
る
人
の
自
律
と
他
の
人
の
道
徳
的
独
立
と
が
衝
突
す
る
と
き
、
通
常
は
後
者
が
よ
り
重
み
づ
け
ら
れ
る

べ
き
だ
と
考
え
る
の
が
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
各
人
は
、
自
己
著
者
性
と
し
て
の
自
律
を
他
者
と
等
し

く
享
受
で
き
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
の
た
め
に
適
切
に
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
他
者
の
権
力
行
使
に
身
を
委
ね
、
道
徳
的
独
立
を
侵
害
さ
れ

る
よ
う
要
請
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
重
要
で
な
い
理
想
を
他
者
と
等
し
く
享
受
す
る
た
め
に
、
よ
り
重
要
な
理
想
の
享
受
を
放
棄
さ
せ

ら
れ
る
べ
き
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

以
上
の
議
論
が
正
し
い
な
ら
ば
、〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
は
失
敗
す
る
。

３　

諸
個
人
の
共
同
著
者
性

前
項
ま
で
で
は
、
個
人
の
自
己
著
者
性
の
理
想
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
非
道
具
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
の
困
難
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
一

個
人
で
は
な
く
諸
個
人
の
共
同
著
者
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
理
想
に
基
づ
く
議
論
は
成
功
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
Ｄ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
や
Ａ
・
ラ

ヴ
ェ
ッ
ト
、
Ｊ
・
ズ
ー
ル
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
本
項
で
は
、
こ
の
議
論
も
成
功
し
な
い
と
論
じ
る
。

ま
ず
、
共
同
著
者
性
（joint	authorship

）
の
理
想
を
説
明
し
よ
う
。
あ
る
集
団
を
構
成
す
る
諸
個
人
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。
共
同
著
者
性

の
理
想
に
よ
れ
ば
、
当
該
個
人
ら
が
共
同
で
何
を
行
う
か
と
い
う
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
の
決
定
が
、
当
該
個
人
ら
の
熟
議
と
決
心
次
第
で
あ

る
程
度
に
応
じ
て
、
当
該
個
人
ら
は
当
該
の
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
共
同
著
者
性
を
享
受
す
る
。

こ
の
理
想
に
つ
い
て
、
二
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
第
一
は
、
こ
の
理
想
は
個
々
の
人
格
か
ら
遊
離
し
た
単
一
の
集
合
的
行
為
者
─
─
例
え

ば
「
人
民
（the	People

）」
─
─
に
よ
る
自
己
決
定
の
可
能
性
と
価
値
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
集
団
に
属
す
る
個
々
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
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関
連
す
る
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
共
同
著
者
性
を
享
受
し
う
る
可
能
性
と
そ
の
価
値
を
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る（

11
（

。（
た
だ
し
、
こ
の
点

は
必
ず
し
も
、
個
々
の
人
格
か
ら
遊
離
し
た
集
合
的
行
為
者
に
よ
る
自
己
決
定
な
る
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
個
々
の
自

然
人
の
妥
当
な
道
徳
的
請
求
権
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
目
下
検
討
し
て
い
る
議
論
の
要
点
で
あ
る
。）

第
二
に
、
個
々
人
が
享
受
す
る
共
同
著
者
性
は
、
前
項
で
批
判
し
た
よ
う
な
単
な
る
自
己
著
者
性
と
も
異
な
り
、
他
の
個
人
と
共
に
何
ら

か
の
行
為
を
共
に
遂
行
し
、
何
ら
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
共
に
追
求
す
る
共
同
意
図
（joint	intention

）
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
の
み
享
受
さ

れ
う
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
と
ズ
ー
ル
の
例
を
用
い
る
な
ら
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
家
屋
を
特
定
の
色
に
塗
る
と
い
う
共
同
意
図
を
相
互
表
明
し
、
そ
う

す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
当
の
共
同
意
図
を
一
定
の
協
調
行
動
を
通
じ
て
実
行
し
た
場
合
に
の
み
、
Ａ
と
Ｂ
は
家
屋
を
何
色
に
塗
る
か
と
い

う
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
共
同
著
者
性
を
享
受
し
た
こ
と
に
な
る（

1（
（

。

以
上
の
共
同
著
者
性
の
理
想
に
基
づ
き
、〈
共
同
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る（

11
（

。
少
な
く
と
も
理
想
的
に
は
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
み
が
、
社
会
の
全
成
員
が
諸
々
の
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
共
同
著
者
と
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
各
イ
シ
ュ
ー
に
お
い
て
採
ら
れ
る
べ
き
政
治
的
決
定
指
針
に
つ
い
て
の
各
成
員
の
意
図
表
明
を
平
等
に
可
能
に
す
る
が
、
非

民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
で
は
、
意
図
表
明
の
平
等
な
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
市
民
が
一
定
数
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
部
の
人
々
の
意
図
表

明
を
不
可
能
と
す
る
手
続
き
は
、
そ
の
人
々
が
加
わ
る
よ
う
な
共
同
意
図
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
い
か
な
る
非
民
主
的

な
政
治
的
手
続
き
も
、
社
会
の
成
員
た
ち
の
共
同
意
図
の
形
成
に
失
敗
す
る
。

し
か
し
、
以
上
の
議
論
に
は
三
つ
の
欠
陥
が
あ
る
。
第
一
に
、
政
治
的
意
思
決
定
に
お
い
て
、
な
ぜ
各
人
は
共
同
著
者
性
の
享
受
に
対
し

て
道
徳
的
請
求
権
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
へ
の
回
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。〈
自
己
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
と
同
様

に
、
目
下
の
議
論
に
対
し
て
も
、
他
者
支
配
的
権
力
の
異
論
は
提
示
さ
れ
う
る
。
あ
る
人
が
政
治
的
決
定
の
共
同
著
者
に
な
る
こ
と
は
、
社

会
の
全
成
員
に
対
す
る
権
力
行
使
の
共
同
著
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
当
の
成
員
た
ち
の
道
徳
的
独
立
と
両

立
し
う
る
の
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
説
明
さ
れ
な
い
限
り
、〈
共
同
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

正
当
化
論
の
第
二
の
要
件
─
─
規
範
的
な
も
っ
と
も
ら
し
さ
─
─
を
満
た
す
こ
と
に
失
敗
す
る
。

以
上
の
第
一
の
問
題
は
、
全
て
の
政
治
的
決
定
が
全
員
の
共
同
意
図
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
解
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
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し
こ
こ
で
、
第
二
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
す
な
わ
ち
、〈
共
同
著
者
性
に
基
づ
く
議
論
〉
が
不
合
意
と
強
制
の
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

応
答
し
う
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
例
え
ば
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
人
が
共
に
家
屋
に
色
を
塗
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
色
を
塗
る
か
に
つ

い
て
解
消
し
が
た
い
不
合
意
に
至
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
ど
の
方
針
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
全
体
の
方
針
は
、
十
全
な
意
味
に

お
い
て
三
人
の
共
同
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
家
屋
の
彩
色
の
仮
想
事
例
で
は
、
こ
の
こ
と
は
道
徳
的
に
さ
し
て
重
大
な
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
各
々
に
は
、
採
用
さ
れ
た
色
を
塗
り
た
く
な
い
の
で
家
屋
の
共
同
彩
色
を
や
め
、
他
の
二
人
と
の
関
係
を
断
つ
、
と
い
う
選

択
肢
も
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
対
照
的
に
、
政
治
的
意
思
決
定
の
文
脈
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
文
脈
で
は
、
様
々
な
政
治

的
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
、（
一
）
ど
の
よ
う
な
価
値
を
実
現
す
る
た
め
に
、（
二
）
ど
の
よ
う
な
政
策
を
策
定
す
べ
き
か
、
ま
た
（
三
）
誰
が

政
策
を
策
定
・
実
施
す
る
任
を
引
き
受
け
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
広
範
な
不
合
意
が
存
在
す
る
中
で
、
社
会
の
全
成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

員
を
拘
束
す
る
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
が
常
態
で
あ
る
。
Ｊ
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
、
こ
れ
を
「
政
治
の
情
況
」
と
し
て
描
く（

11
（

。

こ
の
場
合
、
ど
の
個
人
や
集
団
の
見
解
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
全
体
の
政
治
的
決
定
は
、
十
全
な
意
味
に
お
い
て
社
会
の
全
成
員
の
共
同

意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
政
治
的
手
続
き
が
何
ら
か
の
多
数
決
規
則
を
用
い
る
場
合
、
絶
対
／
相
対
多
数
者
の
選

好
す
る
政
治
的
決
定
は
、
少
数
者
を
も
含
む
全
員
の
共
同
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る

各
市
民
に
は
、
意
見
形
成
過
程
や
次
期
選
挙
へ
の
参
加
に
よ
り
、
自
身
の
選
好
や
判
断
を
修
正
し
た
り
、
自
身
の
現
在
の
選
好
や
判
断
を
保

持
し
つ
つ
将
来
的
に
多
数
派
に
属
し
た
り
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
は
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
共
同
著
者
性
と
し
て
の
自
律
を
享
受

し
う
る
可
能
性
を
残
す

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
律
の
保
障

0

0

に
は
な
ら
な
い
─
─
例
え
ば
、
一
部
の
市
民
が
長
期
的
に
少
数
派
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
置
か
れ
続
け
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
家
屋
の
彩
色
の
文
脈
と
は
異
な
り
、
政
治
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ

と
は
道
徳
的
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
的
決
定
の
影
響
下
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
、
国
家
の
管
轄
下
を
容
易
に

離
脱
し
う
る
だ
け
の
財
や
機
会
を
有
す
る
ご
く
一
部
の
人
々
を
除
き
、
通
常
は
社
会
の
成
員
た
ち
に
と
っ
て
実
効
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
異
論
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
応
答
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
複
数
個
人
の
共
同
意
図
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
の

は
、
共
同
で
行
う
事
柄
（
家
屋
の
色
や
政
治
的
決
定
）
の
内
容
に
つ
い
て
全
員
が
合
意
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
必
要
な
の
は
、
共
同
の
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
何
ら
か
の
仕
方
で
推
進
す
る
こ
と
自
体
の
価
値
を
全
員
が
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
屋
の
彩
色
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
あ
る
い
は
単
一
の
制
度
体
系
に
よ
る
政
治
社
会
の
運
営
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
価
値
を
各
成
員
が
受
容

し
て
お
り
、
か
つ
受
容
／
拒
絶
の
態
度
の
表
明
機
会
が
各
成
員
に
保
障
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
共
同
意
図

は
成
立
し
う
る
の
だ
、
と（

11
（

。

し
か
し
、
こ
の
応
答
に
対
し
て
は
、
以
下
の
第
三
の
異
論
が
成
立
す
る
（
こ
の
異
論
は
福
家
佑
亮
に
よ
っ
て
説
得
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る（

11
（

）。
こ

の
応
答
に
則
る
な
ら
ば
、
政
治
的
意
思
決
定
を
通
じ
て
市
民
た
ち
の
共
同
意
図
が
実
現
で
き
る
か
否
か
─
─
市
民
た
ち
が
共
同
著
者
性
と
し

て
の
自
律
を
享
受
で
き
る
か
否
か
─
─
は
、
政
治
的
手
続
き
が
民
主
的
か
否
か
に
は
依
存
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的

0

0

0

0

0

0

0

0

手
続
き
で
あ
れ

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
に
よ
る
政
治
社
会
の
運
営
を
市
民
が
受
容
す
る
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
の
み
依
存
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第
三
節
で
詳
述
す
る
よ
う

に
、
実
施
さ
れ
る
政
治
的
決
定
へ
の
異
論
の
表
明
機
会
は
た
し
か
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
民
主
的
な
政

治
的
諸
権
利
の
分
配
（
例
え
ば
、
投
票
権
の
十
分
か
つ
平
等
な
分
配
）
を
要
請
し
な
い
。
市
民
た
ち
が
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
政
治
社
会
の
運
営

を
受
容
す
る
な
ら
ば
、
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
は
共
同
著
者
性
の
実
現
に
資
す
る
し
、
市
民
た
ち
が
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
政
治
社
会
の
運
営

を
受
容
す
る
な
ら
ば
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
共
同
著
者
性
の
実
現
に
資
す
る
。
も
し
、
こ
の
異
論
が
正
し
く
、〈
共
同
著
者
性
に
基
づ
く

議
論
〉
が
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
を
も
正
当
化
で
き
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
の
議
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
正
当
化
論
の
要
件
の
う
ち
、
第

一
の
十
全
性
要
件
の
充
足
に
失
敗
す
る
。

三　

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律

本
節
で
は
、
も
う
一
つ
の
自
律
構
想
と
し
て
、
本
稿
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
と
呼
ぶ
理
想
に
着
目
し
、
そ
れ
に
基
づ
く

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
の
成
否
を
検
討
す
る
。
単
純
化
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
の
理

想
は
、
良
き
理
由
に
基
づ
く
自
己
統
治

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
理
想
と
言
い
換
え
ら
れ
う
る（

11
（

。
以
下
で
は
、
こ
の
理
想
を
公
共
的
な
理
由
の
往
還
に
よ
る
ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
詳
述
す
る
Ｒ
・
フ
ォ
ア
ス
ト
の
議
論
を
再
構
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
民
主
的
諸
制
度
の
正
当
化
論
を
批
判
的
に
吟
味
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す
る
。
本
稿
の
批
判
的
主
張
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
議
論
も
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
う
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

１　

フ
ォ
ア
ス
ト
の
道
徳
的
／
政
治
的
自
律
構
想

フ
ォ
ア
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
自
律
的
な
人
格
は
「
自
身
の
行
為
理
由
を
理
解
し
て
お
り
、
理
由
を
尋
ね
ら
れ
れ
ば
『
応
答
』
で
き
、
そ
の
た

め
［
中
略
］
自
身
と
他
者
の
双
方
に
対
し
て
、
自
身
に
つ
い
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
な
行
為
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
ら
／
彼
ら
は
自
ら
の

行
為
を
理
に
適
っ
た
仕
方
で
説
明
し
、
か
つ
正
当
化
で
き
る（

11
（

」。
こ
の
意
味
で
の
自
律
は
、
著
者
性
と
し
て
の
自
律
の
よ
う
に
自
己
志
向
的

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
自
身
の
行
為
に
関
す
る
説
明
・
正
当
化
理
由
を
明
示
化
す
る
義
務
な
い
し
責
務
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
理
由
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
へ
の
請
求
権
は
、
本
人
の
み
な
ら
ず
他
者
も
ま
た
有
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
自
律
構
想
を
ア
カ
ウ
ン
タ

0

0

0

0

0

ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
。

フ
ォ
ア
ス
ト
は
、
こ
の
自
律
構
想
を
核
心
と
し
て
、
道
徳
と
正
義
に
関
す
る
見
解
を
多
岐
に
渡
り
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ

け
政
治
的
自
律

0

0

0

0

0

─
─
す
な
わ
ち
、「
あ
る
人
が
、
集
団
の
一
員
と
し
て
、
法
に
つ
い
て
応
答
可
能
で
あ
る
（responsible

）
（
11
（

」
こ
と
─
─
に
関
す

る
彼
の
見
解
に
焦
点
を
当
て
る
。

〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
の
出
発
点
は
、
各
人
は
「
正
当
化
に
対
す
る
実
質
的
な
個
人
の
道
徳
的
権
利
」
を
有
す
る
、

と
い
う
主
張
で
あ
る（

11
（

。
フ
ォ
ア
ス
ト
の
道
徳
的
構
築
主
義
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
に
重
要
な
い
か
な
る
行
為
な
い
し
制
度
も
、
そ
れ
に
よ
り
影

響
さ
れ
る
全
て
の
個
人
に
対
し
て
、
理
由
の
往
還
を
通
じ
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
正
当
化
は
一
定
の
制
約
を
満
た
す
こ
と
で

の
み
成
功
す
る
。
一
つ
は
相
互
性
（reciprocity

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
（
一
）
自
身
が
他
者
に
対
し
て
提
示
す
る
要
求
が
他
者
か
ら
自
身
に
対

し
て
提
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
（
二
）
自
身
の
価
値
や
利
害
関
心
を
他
者
に
投
射
し
た
り
、
他
者

が
共
有
し
て
い
な
い
真
理
に
つ
い
て
の
主
張
を
他
者
に
押
し
付
け
た
り
し
な
い
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
も
う
一
つ
は
一
般
性
（generality

）

で
あ
り
、
こ
れ
は
（
法
な
ど
）
基
本
的
諸
規
範
の
支
持
理
由
が
、
当
該
規
範
に
よ
り
影
響
さ
れ
る
全
て
の
個
人
に
と
っ
て
共
有
可
能
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る（

1（
（

。
こ
れ
ら
の
制
約
を
満
た
す
正
当
化
理
由
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
が
、
人
格
の
道
徳
的
自
律

0

0

0

0

0

を
構
成
す
る（

11
（

。
各
人
は



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　190

互
い
が
こ
の
意
味
で
道
徳
的
に
自
律
す
る
こ
と
に
対
し
て
請
求
権
を
有
し
、
ま
た
自
身
が
道
徳
的
に
自
律
す
る
義
務
を
有
す
る
。

こ
の
道
徳
的
自
律
の
構
想
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
フ
ォ
ア
ス
ト
は
政
治
的
自
律
の
構
想
を
提
示
す
る
。
道
徳
の
内
容
を
人
々
が
共
同
で
構
築

す
る
理
由
往
還
手
続
き
が
正
当
化
の
相
互
性
お
よ
び
一
般
性
を
根
本
的
要
請
と
す
る
の
と
同
様
に
、
社
会
秩
序
を
構
築
す
る
手
続
き
も
、
こ

れ
ら
を
根
本
的
要
請
と
す
る
。
フ
ォ
ア
ス
ト
に
よ
れ
ば
、「
相
互
的
か
つ
一
般
的
正
当
化
の
原
理
は
、
法
の
著
者
と
し
て
の
市
民
た
ち
の
『
公

共
的
正
当
化
』
の
手
続
き
に
移
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
中
略
］
こ
う
し
た
正
当
化
手
続
き
の
参
加
者
と
し
て
、
お
よ
び
自
ら
生
み
出

し
た
結
果
に
つ
い
て
応
答
可
能
な
政
治
的
共
同
体
の
成
員
と
し
て
、
市
民
た
ち
は
政
治
的
に
自
律
す
る（

11
（

」。
そ
の
た
め
、
フ
ォ
ア
ス
ト
の
見

解
に
お
い
て
は
、
各
人
は
市
民
と
し
て
単
に
政
治
的
自
律
を
享
受
す
る

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
よ
り
重
要
な
こ
と
に
、
既
存
の
社
会
秩
序
の
相
互
的
・

一
般
的
正
当
化
可
能
性
を
吟
味
し
、
そ
れ
が
正
当
化
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
相
互
的
・
一
般
的
に
正
当
化
可

能
な
秩
序
再
編
を
目
指
す
義
務
を
互
い
に
負
い
合
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

以
上
の
政
治
的
自
律
の
構
想
に
基
づ
き
、
フ
ォ
ア
ス
ト
は
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

個
人
の
自
由
が
正
統
な
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
正
統
な
法
は
一
般
性
と
相
互
性
と
い
う
基
準
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
法
に
従
う
全
員
の
要
求
お
よ
び
議
論
が
十
全
に
提
示
さ
れ
、
考
慮
さ
れ
る
民
主
的
法
生
成
の
手
続
き
が
必

要
で
あ
る
。［
中
略
］
そ
れ
は
、［
政
治
過
程
に
参
加
す
る
］
平
等
な
権
利
と
機
会
の
形
式
的
か
つ
実
質
的
存
在
を
含
意
す
る
。［
中
略
］
政

治
的
権
力
の
民
主
的
な
制
度
化
と
行
使
が
な
け
れ
ば
、
政
治
的
自
由
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う（

11
（

。

以
上
の
議
論
の
魅
力
は
、
正
当
化
へ
の
権
利
と
い
う
（
特
に
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
諸
理
論
が
想
定
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
）
明
ら
か
な
道
徳
的
重
要

性
を
有
す
る
基
礎
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
フ
ォ
ア
ス
ト
の
議
論
に
よ
っ
て
、
単
に
十
全
に
熟
議
的
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
の
み
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

、（
本
稿
が
定
義
す
る
意
味
に
お
い
て
）
民
主
的
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
立
法
手
続
き
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
が
導
出
さ
れ
る

か
否
か
で
あ
る
。
次
項
で
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
否
定
的
な
回
答
を
提
示
し
た
い
。
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２　

非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
と
正
当
化
理
由
の
往
還

本
項
で
は
以
下
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
二
種
類
の
政
治
的
影
響
、
す
な
わ
ち
意
志
的
影
響
と
理
性
的
影
響
と
の
間
の
区
別
を
ひ
と
た
び
明

確
に
し
た
な
ら
ば
、
明
白
に
非
民
主
的
で
あ
る
よ
う
な
政
治
的
手
続
き
の
下
で
も
相
互
的
か
つ
一
般
的
な
正
当
化
の
要
請
が
満
た
さ
れ
う
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
の
説
明
を
通
じ
て
、
フ
ォ
ア
ス
ト
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
正
当
化
論
が
、
十
全
性
お
よ
び
道
具

的
正
当
化
へ
の
転
化
の
回
避
と
い
う
二
つ
の
基
準
に
お
い
て
失
敗
す
る
こ
と
を
論
じ
る
。

ま
ず
、
意
志
的
／
理
性
的
な
政
治
的
影
響
の
区
別
（
第
一
節
１
項
）
を
、
よ
り
詳
細
に
確
認
し
よ
う
。
一
方
で
、
あ
る
人
が
あ
る
政
治
的

決
定
に
つ
い
て
意
志
的
な

0

0

0

0

（voluntary

）
政
治
的
影
響
を
享
受
す
る
の
は
、
当
人
が
明
示
し
た
選
択
な
い
し
判
断
が
、
そ
れ
自
体
で
、
当

人
の
選
好
す
る
選
択
肢
に
向
け
て
決
定
を
動
か
す
程
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
他
方
で
、
あ
る
人
が
あ
る
政
治
的
決
定
に
つ
い
て
理
性
的
な

0

0

0

0

（rational

）
政
治
的
影
響
を
享
受
す
る
の
は
、
当
人
の
合
理
的
説
得
に
よ
っ
て
、
決
定
に
対
し
て
当
人
の
選
好
通
り
に
意
志
的
な
政
治
的
影

響
を
行
使
す
る
よ
う
、
他
の
個
人
を
動
機
づ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
程
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
手
続
き
は
、
単
な
る

「
政
治
的
影
響
へ
の
機
会
」
と
い
う
単
一
の
機
会
を
直
接
分
配
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
異
な
る
種
類
の
政
治
的
影
響
機
会
を
、
諸
々

の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
政
治
的
諸
権
利
（
投
票
権
、
言
論
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
政
治
的
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
な
ど
）
や
、
そ
れ
ら
諸
権
利
の
実
効

的
行
使
に
資
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
段
や
実
質
的
機
会
（
所
得
や
富
、
余
暇
な
ど
）
と
い
っ
た
形
で
分
配
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
理
由
か
ら
、
第
一
節
２
項
で
述
べ
た
十
全
性
要
件
が
重
要
に
な
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
は
、
意
志
的
・
理
性
的
な
政
治
的
影
響
機
会
の
双
方
を
十
分
か
つ
平
等
に
保
障
す
べ
き
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ

る
。
こ
の
議
論
が
、
い
ず
れ
か
の

0

0

0

0

0

影
響
機
会
を
十
分
か
つ
平
等
に
は
保
障
し
な
い
政
治
的
手
続
き
を
も
正
当
化
で
き
て
し
ま
う
場
合
、
こ
の

議
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
論
と
し
て
は
失
敗
す
る
。
本
稿
は
、
ま
さ
に
フ
ォ
ア
ス
ト
の
議
論
は
そ
の
失
敗
に
陥
る
、
と
主
張
す
る
。

具
体
的
に
は
、
フ
ォ
ア
ス
ト
の
議
論
は
理
性
的
な
政
治
的
影
響
機
会
（
典
型
的
に
は
言
論
の
自
由
）
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
の
要
請
を
導
出

で
き
る
が
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
（
典
型
的
に
は
投
票
権
）
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
の
要
請
は
導
出
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
意

志
的
な
政
治
的
影
響
の
行
使
は
、
そ
れ
自
体
で
は
政
治
的
決
定
の
正
当
化
理
由
の
付
与
に
は
無
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　192

こ
の
論
点
を
理
解
す
る
た
め
、
次
の
問
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
正
当
化
へ
の
権
利
が
全
員
に
と
っ
て
充
足
さ
れ
う
る
に
は
、
ど
の
よ
う

な
政
治
的
行
為
を
遂
行
す
る
機
会
が
全
員
の
た
め
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
正
当
化
理
由
の
往
還
と
い
う
理
性
的
過
程

に
関
連
す
る
行
為
こ
そ
が
、
こ
の
問
い
へ
の
回
答
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
と
は
、
例
え
ば
政
治
的
情
報
の
公
開
請
求
、
請

願
、
公
聴
会
開
催
、
行
政
訴
訟
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
「
日
常
会
話
」
を
市
民
仲
間
た

ち
と
行
う
こ
と
、
な
ど
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
行
為
へ
の
機
会
を
政
治
的
言
論
や
結
社
の
自
由
と
い
っ
た
政
治
的
権
利
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ

と
は
、
個
別
の
公
共
政
策
や
公
職
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
、
是
非
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
理
性
的
な
政
治
的
影
響
を
行
使
す
る
手
段
が
あ
る
こ
と
は
、
政
治
的
決
定
の
正
当
化
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。
も
し
、
ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
が
理
性
的
な
政
治
的
影
響
機
会
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
の
み

0

0

を
支
持
す
る
議
論
な
ら
ば
、
本
稿
は
そ
の
議

論
の
成
功
を
さ
し
あ
た
り
疑
わ
な
い
。

し
か
し
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
に
つ
い
て
は
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
を
疑
う
余
地
が
あ
る
。
以
下
、
や
は
り
範

例
と
し
て
投
票
権
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
た
い
。
あ
る
政
策
案
や
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
政
治
的
正
当
化
へ
の

各
人
の
権
利
を
充
足
す
る
た
め
に
は
必
要
で
も
な
い
し
、
効
果
的
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
熟
議
に
基
づ
く
政
治
に
お

け
る
投
票
と
は
、
合
意
が
存
在
し
な
い
中
で
も
政
治
的
決
定
を
何
か
し
ら
下
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
実
践
上
の
圧
力
の
も
と
で
、
政
治
的
熟

議
を
中
断
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
決
定
を
合
意
で
は
な
く
暫
定
的
な
意
志
に
委
ね
る
こ
と
は
、プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
は
政
治
的
決
定
の
正
当
化
理
由
の
往
還
と
い
う
過
程
の
構
成
要
素
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
見
方
に
は
異
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「
多
数
派
の
下
し
た
決
定
は
継
続
さ
れ
る
べ
き
議
論
の

ひ
と
つ
の
区
切
り
に
す
ぎ
ず
、
い
わ
ば
討
議
に
よ
る
意
見
形
成
の
暫
定
的
な
結
論
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
、
多
数
決
規
則
は
真
理
の
探
求

と
の
内
的
な
関
連
を
有
す
る
」
と
述
べ
る（

11
（

。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
意
志
的
影
響
機
会
の
保
障
は
正
当
化
理
由
の
往
還
と
い

う
実
践
に
お
い
て
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。
例
え
ば
、「
真
理
の

探
求
と
の
内
的
な
関
連
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
多
数
者
が
あ
る
政
治
的
決
定
を
選
択
し
た
と
い
う
事
実
が
そ
れ
自
体
で
当
該
決
定
の
正
当

0

0

化
理
由
を
構
成
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
主
張
は
偽
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
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ら
、
多
数
者
が
見
解
Ｘ
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
見
解
Ｘ
の
正
当
化
理
由
に
な
る
、
と
い
う
見
解
は
、
端
的
な
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
の
誤

謬
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
投
票
は
本
来
的
に
は
正
当
化
実
践
を
構
成
す
る
行
為
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
理
由
の
た
め
、
投
票

権
の
十
分
性
ま
た
は
平
等
性
を
欠
く
明
白
に
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
の
一
部
は
、
諸
個
人
の
正
当
化
へ
の
道
徳
的
請
求
権
を
充
足
す
る

た
め
に
十
分
か
つ
効
果
的
で
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
が
正
当
化
し
う
る
政
治
的
手
続
き
の
な
か

に
は
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
を
十
分
か
つ
平
等
に
は
保
障
し
な
い
も
の
が
含
ま
れ
う
る
。
以
下
で
は
、
一
つ
の
思
考
実
験
を
通
じ
て

こ
の
可
能
性
を
示
し
た
い
。

本
稿
が
正
当
化
の
諮
問
階
層
制

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
仮
想
的
な
政
治
体
制
を
考
え
て
み
よ
う（

11
（

。
こ
れ
は
一
種
の
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
的
な
政
治
体
制
で

あ
る
。
一
方
で
こ
の
体
制
は
、
意
志
形
成
過
程
に
お
い
て
、
デ
モ
ス
の
中
で
も
特
に
有
能
と
さ
れ
る
一
部
の
人
々
（
諮
問
す
る
寡
頭

0

0

0

0

0

0

）
に
、
他

者
よ
り
も
大
き
な
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
─
─
公
職
選
挙
や
国
民
投
票
に
お
け
る
投
票
権
─
─
を
付
与
す
る
。
他
方
で
こ
の
体
制
は
、

政
治
的
言
論
や
結
社
等
の
自
由
を
、
諮
問
す
る
寡
頭
だ
け
で
な
く
社
会
の
全
成
員
に
対
し
て
十
全
に
保
障
す
る
こ
と
で
、
最
高
度
に
包
摂
的

か
つ
平
等
主
義
的
な
意
見
形
成
過
程
を
制
度
化
す
る
。
以
上
を
制
度
的
背
景
と
し
て
、
諮
問
す
る
寡
頭
た
ち
は
、
常
に
公
共
的
熟
議
を
参
照

し
、
そ
の
内
容
を
注
意
深
く
吟
味
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
決
定
が
最
も
強
固
な
相
互
的
・
一
般
的
正
当
化
根
拠
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を

検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
選
挙
や
議
会
に
お
い
て
、
最
も
強
固
な
正
当
化
根
拠
を
有
す
る
と
自
身
が
考
え
る
決
定
に
真
摯
に
投
票
し
、
採
用

さ
れ
た
決
定
の
正
当
化
根
拠
を
公
衆
に
向
け
て
改
め
て
説
明
す
る
。
寡
頭
以
外
の
人
々
は
、（
投
票
権
を
除
け
ば
）
決
定
に
対
し
て
理
由
に
基

づ
く
不
服
を
表
明
す
る
公
式
の
手
段
を
も
保
障
さ
れ
て
お
り
、
寡
頭
は
不
服
に
対
し
自
ら
の
決
定
を
理
由
に
基
づ
い
て
擁
護
す
る
法
的
義
務

を
負
う
。
そ
の
義
務
が
果
た
さ
れ
た
か
否
か
は
、
当
該
決
定
を
支
持
し
て
い
な
い
党
派
の
寡
頭
た
ち
を
十
分
に
包
摂
し
た
審
議
機
関
に
お
い

て
逐
一
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
体
制
に
お
い
て
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
の
不
平
等
な
保
障
の
た
め
に
、
全
員
の
正
当
化
へ
の
権
利
の
充
足
が
必
然

0

0

的
に

0

0

失
敗
す
る
か
否
か
と
問
う
な
ら
ば
、
答
え
は
否
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
政
治
体
制
は
、
政
治
的
正
当
化
の
た
め
に
市
民
が
必

要
と
す
る
理
由
往
還
の
た
め
の
制
度
的
条
件
を
確
立
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
諮
問
階
層
制
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
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と
し
て
の
自
律
を
保
障
し
う
る
た
め
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
は
諮
問
階
層
制
の
正
当
化
に
も
成
功
し
う
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
議
論
は
十
全
性

0

0

0

の
基
準
に
お
い
て
失
敗
す
る
。

以
上
の
主
張
に
対
し
て
は
、
諮
問
階
層
制
は
結
局
の
と
こ
ろ
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
の
保
障
に
失
敗
す
る
は
ず
だ
、
と
い

う
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
異
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
市
民
た
ち
の
政
治
的
正
当
化
へ
の
権
利
が
実
効
的
に
充
足
さ

れ
る
た
め
に
は
、
市
民
た
ち
は
自
身
の
異
議
に
対
し
て
代
表
者
や
投
票
者
が
耳
を
傾
け
る
よ
う
十
分
な
動
機

0

0

を
与
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
諮

問
す
る
寡
頭
が
そ
の
よ
う
な
動
機
を
与
え
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
諮
問
す
る
寡
頭
は
、
非-

寡
頭
の
声
を
無
視

し
た
と
し
て
も
、
自
身
が
よ
り
多
く
有
す
る
政
治
的
権
力
へ
の
シ
ェ
ア
を
失
う
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
照
的
に
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
お
い
て
は
、
法
に
従
属
す
る
人
々
の
異
議
に
耳
を
傾
け
な
い
こ
と
は
、
票
や
権
力
の
喪
失
と
い
う
帰
結
を
招
き
う
る
。

し
か
し
、
こ
の
異
論
に
対
し
て
は
二
つ
の
応
答
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
正
当
化
の
諮
問
階
層
制
は
慈
恵
的
な
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ

て
お
り
、
諮
問
す
る
寡
頭
は
、
非-
寡
頭
の
声
に
耳
を
傾
け
る
十
分
な
動
機
を
有
し
う
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
動
機
は
、

例
え
ば
、
正
当
化
の
道
徳
的
重
要
性
を
強
調
す
る
安
定
し
た
社
会
的
慣
行
の
存
在
や
、
そ
の
重
要
性
を
認
め
る
個
々
の
寡
頭
の
内
的
な
道
徳

的
動
機
と
い
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
う
る
。
こ
う
し
た
動
機
づ
け
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
可
能
で
な
い
限
り
─
─

つ
ま
り
、
正
当
化
の
諮
問
階
層
制
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
実
現
さ
れ
る
見
込
み
が
低
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
な
ら
ば
─
─
、
慈
恵
性
の
想
定
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
仮
に
異
論
を
受
け
入
れ
、
政
治
的
決
定
の
正
当
化
へ
の
合
理
的
動
機
づ
け
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
正
当
化
の
諮
問
階
層
制

よ
り
も
実
効
的
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
は
、
も
は
や

自
律
の
理
想
に
基
づ
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
非
道
具
的
に

0

0

0

0

0

正
当
化
す
る
議
論
で
は
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
議
論

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
根
拠
を
、
市
民
や
公
職
者
が
個
々
の
政
治
的
決
定
を
相
互
的
か
つ
一
般
的
に
正
当
化
す
る
動
機
を
得
る
こ
と

を
容
易
に
す
る
こ
と
に
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
具
的
な
正
当
化
論
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
律
と
の
構
成
的
関
係
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
場
合
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
は
、
正
当
化
の
第
三
の
要
件

─
─
道
具
的
正
当
化
へ
の
転
化
を
回
避
す
る
こ
と
─
─
に
失
敗
す
る
。
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ま
と
め
よ
う
。〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
議
論
〉
は
、
民
主
的
権
利
と
さ
れ
て
き
た
諸
権
利
の
中
で
も
、
言
論
や
結
社
の
自
由

と
い
っ
た
、
理
性
的
な
政
治
的
影
響
機
会
に
関
わ
る
諸
権
利
の
十
分
か
つ
平
等
な
保
障
を
正
当
化
す
る
た
め
の
議
論
と
し
て
は
成
功
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
一
節
で
導
入
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
と
の
区
別
の
方
法
を
所
与
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
も
し
、
本
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、〈
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

に
基
づ
く
議
論
〉
が
、
投
票
権
を
は
じ
め
と
す
る
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
に
関
わ
る
諸
権
利
を
十
分
か
つ
平
等
に
は
保
障
し
な
い
よ

う
な
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
を
も
正
当
化
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
と
し
て
は
失
敗
す
る
。

と
は
い
え
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
を
重
視
す
る
理
論
家
の
一
部
は
、
以
上
の
「
失
敗
」
を
自
身
の
理
論
の
欠
陥
と
は
考

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ォ
ア
ス
ト
を
は
じ
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
集
計
的
構
想
よ
り
も
熟
議
的
構
想
を
支
持
す
る
観
点
か
ら
は
、
投
票

権
を
は
じ
め
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
や
そ
の
分
配
の
規
範
的
重
要
性
を
全
く
認
め
な
い
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
熟
議
的

構
想
の
支
持
者
が
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
と
そ
の
分
配
の
重
要
性
を
そ
の
よ
う
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
否
定
す
る
か
否
か
は
、
現
在
の
研
究

動
向
か
ら
は
明
確
で
な
い
。
本
項
の
異
論
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
熟
議
的
構
想
を
採
る
理
論
に
対
し
て
一
般
的
に
は
有
効
で
は
な
い
可
能
性

が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
民
主
的
熟
議
と
民
主
的
投
票
の
併
用
を
支
持
す
る
標
準
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
想
に
対
し
て
は
有
効
で
あ
る
。

結
論本

稿
で
は
、
自
律
概
念
の
二
つ
の
構
想
─
─
自
己
／
共
同
著
者
性
と
し
て
の
自
律
、
お
よ
び
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
─
─

に
着
目
し
、
各
構
想
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
が
引
き
出
さ
れ
う
る
か
を
検
討
し
た
。
本
稿
の
結
論
は
、
い
ず
れ
の
構
想

か
ら
も
そ
の
よ
う
な
議
論
は
引
き
出
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
自
己
／
共
同
著
者
性
と
し
て
の
自
律
は
、
非
政
治
的
文
脈

で
の
各
人
の
自
己
決
定
や
共
同
意
図
の
形
成
の
非
道
具
的
価
値
を
説
明
し
う
る
が
、
ひ
と
た
び
政
治
的
意
思
決
定
の
文
脈
に
目
を
向
け
る
な

ら
ば
、
政
治
的
権
力
が
他
者
支
配
的
権
力
で
あ
る
と
い
う
事
実
や
、
政
治
の
情
況
を
構
成
す
る
不
合
意
と
強
制
の
事
実
な
ど
の
た
め
に
、
同

様
の
説
明
を
提
供
で
き
な
い
。
他
方
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
律
は
、
政
治
的
決
定
の
正
当
化
根
拠
を
問
い
返
す
た
め
の
機
会
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を
、
言
論
や
結
社
の
自
由
等
で
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
し
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
律
構
想
は
、
意
志
的
な
政
治
的
影
響
機
会
─
─
例
え
ば

選
挙
や
国
民
投
票
に
お
い
て
投
票
す
る
権
利
─
─
を
保
障
す
べ
き
理
由
を
提
供
で
き
な
い
た
め
、
非
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
の
正
当
化
可

能
性
を
排
除
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
結
論
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
な
価
値
づ
け
や
正
当
化
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
意
味
し
な

い
。
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
道
具
的
正
当
化
論
に
は
他
の
類
型
も
あ
る
。
一
例
は
、
小
林
や
福
家
に
よ
っ
て
近
年
紹

介
さ
れ
た
、
社
会
的
平
等
（social	equality

）
の
理
想
に
基
づ
く
非
道
具
的
正
当
化
論
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
理
想
は
、
奴
隷
制
や
カ
ー
ス
ト
制
の
よ

う
な
、
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
関
係
を
確
立
す
る
制
度
に
異
議
を
唱
え
、
社
会
の
全
成
員
が
互
い
に
社
会
的
平
等
者
と
し
て
の
関
係
に
立

つ
こ
と
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
想
に
基
づ
き
、
政
治
的
諸
権
利
の
平
等
な
分
配
を
、
対
等
な
社
会
関
係
の
構
成
要
素
と
し
て
支

持
す
る
議
論
が
あ
る（

11
（

。
筆
者
は
こ
の
見
解
が
よ
り
有
望
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
吟
味
は
別
稿
に
て
行
い
た
い
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
根
拠
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
は
じ
め
、
他
の
様
々
な
正
当
化
論
の
候
補
を
各
個
吟
味

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
を
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に
お
け
る
一
つ
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
い
。

（
（
）Brennan,	J.,	A

gainst D
em

ocracy,	Princeton	U
niversity	Press,	（0（（

（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ブ
レ
ナ
ン
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
井

上
彰
・
小
林
卓
人
・
辻
悠
佑
・
福
島
弦
・
福
原
正
人
・
福
家
佑
亮
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
二
二
年
）.

（
（
）Guerrero,	A

.	A
.,	 “A

gainst	Elections:	T
he	Lottocratic	A

lternative ”,	in	Philosophy &
 Public A

ffairs,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（;	

山
口
晃
人

「
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
─
─
籤
に
基
づ
く
代
表
制
民
主
主
義
の
検
討
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
。

（
（
）
小
林
卓
人
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
─
─
非
道
具
主
義
・
道
具
主
義
・
両
立
主
義
の
再
構
成
と
吟
味
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇

一
九
年;	

田
畑
真
一
「
正
統
な
権
威
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
─
─
認
識
的
価
値
と
平
等
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
論
の
検
討
」、『
政
治
思
想
研
究
』

第
二
一
号
、
二
〇
二
一
年
。

（
（
）
内
田
智
「
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る
熟
議
の
認
知
的
価
値
─
─
政
治
に
お
け
る
『
理
由
づ
け
』
の
機
能
と
そ
の
意
義
を
め
ぐ
る
再
検
討
」、
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『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年;	

坂
井
亮
太
『
民
主
主
義
を
数
理
で
擁
護
す
る
─
─
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
モ
デ
ル
分
析
の
方
法
』

勁
草
書
房
、
二
〇
二
二
年
。

（
（
）
小
林
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
」;	

福
家
佑
亮
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
も
の
」、『
実
践
哲
学
研
究
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
九
年;	

福
家
佑
亮

「
民
主
政
と
恣
意
性
」、『
実
践
哲
学
研
究
』
第
四
四
号
、
二
〇
二
一
年
。

（
（
）
政
治
理
論
に
お
け
る
こ
の
直
観
の
表
明
と
し
て
、
例
え
ば
、
松
尾
隆
佑
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
論
の
史
的
展
開
と
批
判
的
再
構
成
」、『
政
治

思
想
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
八
〇
頁
を
参
照
。

（
（
）
石
山
将
仁
「
理
に
適
っ
た
ケ
ア
関
係
と
二
つ
の
自
律
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年
。

（
（
）
Ｗ
・
Ｎ
・
ホ
ー
フ
ェ
ル
ド
の
法
的
概
念
図
式
を
参
照
。H

ohfeld,	W
.	N

.,	Fundam
ental Legal Conceptions as A

pplied in Judicial R
easoning,	

（eds.

）	D
.	Cam

pbell	and	P.	T
hom

as,	Routledge,	（00（.	

こ
れ
ら
の
法
的
概
念
を
「
法
的
立
場
（legal	positions

）」
と
総
称
す
る
用
語
法
は
、

K
ram

er,	M
.	H

.,	 “Rights	w
ithout	T

rim
m

ings ”,	in	A
 D

ebate over R
ights: P

hilosophical E
nquiries,	

（eds.

）	M
.	H

.	K
ram

er,	N
.	E.	

Sim
m

onds,	and	H
.	Steiner,	O

xford	U
niversity	Press,	（（（（,	p.	（

に
よ
る
。

（
（
）
こ
れ
ら
の
語
の
簡
潔
な
整
理
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
齋
藤
純
一
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
─
─
正
統
化
の
危
機
／
正
統
化
の
根
拠
」、『
岩
波
講
座　

政

治
哲
学
（　

理
性
の
両
義
性
』
齋
藤
純
一
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
〇
頁
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
に
よ
る
端
的
な
定
義
の
発
見
は
困
難
だ

が
、
意
見
形
成
・
意
志
形
成
の
諸
過
程
か
ら
な
る
政
治
的
意
思
決
定
の
「
二
回
路
モ
デ
ル
」
を
説
明
す
る
箇
所
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。H

aberm
as,	J.,	

Betw
een Facts and N

orm
s: Contributions to a D

iscourse T
heory of Law

 and D
em

ocracy,	

（trans.

）	W
.	Rehg,	T

he	M
IT

	Press,	（（（（,	
Ch.	（

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
事
実
性
と
妥
当
性
：
法
と
民
主
的
法
治
国
家
の
討
議
理
論
に
か
ん
す
る
研
究
（
下
）』
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二

訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
三
年
、
第
七
章
）.

（
（0
）
小
林
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
」、
二
四
一
頁
を
参
考
に
し
た
。
し
か
し
、
小
林
は
「
投
票
や
公
職
立
候
補
の
権
利
」
と
い
っ
た
意
志
形
成
過
程

に
関
わ
る
権
利
に
主
に
着
目
す
る
の
に
対
し
、
本
稿
は
言
論
の
自
由
に
代
表
さ
れ
る
意
見
形
成
過
程
に
関
わ
る
権
利
を
も
被
分
配
項
に
含
め
る
。

（
（（
）
意
見
形
成
が
行
わ
れ
う
る
局
面
は
幅
広
い
。
例
え
ばM

ansbridge,	J.,	 “Everyday	T
alk	in	the	D

eliberative	System
”,	in	D

eliberative 
Politics: E

ssays on D
em

ocracy and D
isagreem

ent,	

（ed.

）	S.	M
acedo,	O

xford	U
niversity	Press,	（（（（

は
、「
日
常
会
話
」
を
も
政
治
的
熟

議
の
一
形
態
と
捉
え
る
。

（
（（
）
田
畑
「
正
統
な
権
威
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」、
一
〇
頁
に
お
け
る
定
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
（（
）Cf.	

山
口
「
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
」。
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（
（（
）Estlund,	D

.,	D
em

ocratic A
uthority: A

 Philosophical Fram
ew

ork,	Princeton	U
niversity	Press,	（00（,	p.	（（.

（
（（
）
た
だ
し
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
は
、
著
書
の
随
所
に
お
い
て
、
自
身
が
提
示
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
定
義
に
は
厳
密
に
は
依
拠
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
、
相
対
的
正
当

化
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ミ
ル
の
複
数
投
票
制
を
批
判
す
る
彼
の
議
論
（Estlund,	D

em
ocratic A

uthority,	
Ch.	（（

）
は
、
事
実
上
は
平
等
な
投
票
権
を
備
え
た
制
度
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
定
義
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
構
成
的
価
値
の
定
義
と
し
て
は
、
例
え
ばRaz,	J.,	T

he M
orality of Freedom

,	O
xford	U

niversity	Press,	（（（（,	p.	（00

に
お
け
る
「
構
成
的

善
（constituent	goods

）」
の
定
義
を
参
照
。

（
（（
）
も
ち
ろ
ん
、
自
律
の
価
値
に
基
づ
く
政
治
的
帰
結
の
評
価
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
分
配
的
正
義
論
の
文
脈
に
お
け
る
研
究
と
し
て
、
阿
部
崇
史

「
活
動
内
在
的
運
と
活
動
外
在
的
運
：
自
律
基
底
的
運
の
平
等
主
義
と
選
択
的
運
／
厳
然
た
る
運
の
区
分
」、『
法
哲
学
年
報
二
〇
一
九
』、
二
〇
一
九
年
を

参
照
。

（
（（
）
こ
の
理
想
は
様
々
な
語
で
言
い
表
さ
れ
る
。
Ｊ
・
ラ
ズ
は
こ
れ
を
「
人
格
的
自
律
」
と
呼
び
（Raz,	T

he M
orality of Freedom

,	p.	（（（;	cf.	

石

山
「
理
に
適
っ
た
ケ
ア
関
係
」、
三
五
〇
頁
）、
Ｄ
・
イ
ー
ノ
ッ
ク
は
こ
れ
を
「
主
権
と
し
て
の
自
律
」
と
呼
ぶ
（Enoch,	D

.,	 “A
utonom

y	as	N
on-

A
lienation,	A

utonom
y	as	Sovereignty,	and	Politics ”,	in	Journal of Political Philosophy,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（,	p.	（（（

）。

（
（（
）
請
求
権
概
念
に
つ
い
て
は
、
福
島
弦
「
こ
れ
か
ら
の
「
正
統
性
」
の
話
を
し
よ
う
─
─
国
家
の
規
範
的
正
統
性
の
概
念
分
析
」、『
政
治
思
想
研
究
』

第
二
二
号
、
二
〇
二
二
年
、
二
七
六
─
七
頁
を
参
照
。

（
（0
）W

ilson,	J.	L.,	 “A
n	A

utonom
y-Based	A

rgum
ent	for	D

em
ocracy

”,	in	O
xford Studies in Political Philosophy,	vol.	（,	

（eds.

）	D.	Sobel,	P.	
V

allentyne,	and	S.	W
all,	O

xford	U
niversity	Press,	（0（（,	p.	（（（.

（
（（
）W

ilson,	 “A
n	A

utonom
y-Based	A

rgum
ent ”,	pp.	（0（–（.	

本
稿
は
「
推
定
的
（presum

ptive

）」
の
語
を
、「
そ
の
見
解
を
覆
滅
す
る
十
分
な
理

由
が
な
い
限
り
で
は
」
と
い
う
標
準
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
推
定
性
は
、
例
え
ば
、
被
告
を
有
罪
と
み
な
す
べ
き
十
分
な
理
由
が

な
い
限
り
被
告
を
無
罪
と
み
な
す
こ
と
を
要
請
す
る
推
定
無
罪
原
則
に
表
れ
て
い
る
。

（
（（
）W

ilson,	 “A
n	A

utonom
y-Based	A

rgum
ent ”,	p.	（0（.

（
（（
）W

ilson,	 “A
n	A

utonom
y-Based	A

rgum
ent ”,	p.	（（（.

（
（（
）W
ilson,	J.	L.,	 “M

aking	the	A
ll-A

ffected	Principle	Safe	for	D
em

ocracy ”,	in	Philosophy &
 Public A

ffairs,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（,	p.	
（（（;	W

ilson,	 “A
n	A

utonom
y-Based	A

rgum
ent ”,	p.	（0（.

（
（（
）Enoch,	 “A

utonom
y	as	N

on-A
lienation,	A

utonom
y	as	Sovereignty,	and	Politics ”,	pp.	（（（,	（（（.
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（
（（
）Bengston,	A

.,	and	Lippert-Rasm
ussen,	K

.,	 “W
hy	the	A

ll-A
ffected	Principle	Is	Groundless ”,	in	Journal of M

oral Philosophy,	vol.	
（（,	issue	（,	（0（（,	pp.	（（（–（（.

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	O
n Liberty and O

ther E
ssays,	

（eds.

）	J.	Gray,	O
xford	U

niversity	Press,	（（（（,	pp.	（（（–（

（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
代
議
制
統
治

論
』
関
口
正
司
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
一
八
五
頁
）.

（
（（
）A

rneson,	R.,	 “D
ebate:	D

efending	the	Purely	Instrum
ental	A

ccount	of	D
em

ocratic	Legitim
acy ”,	in	Journal of Political Philosophy,	

vol.	（（,	no.	（,	（00（,	pp.	（（（–（.

（
（（
）V

iehoff,	D
.,	 “T

he	T
ruth	in	Political	Instrum

entalism
”,	in	Proceedings of the A

ristotelian Society,	vol.	CX
V

II,	part	（,	（0（（,	p.	（（（.

（
（0
）V

iehoff,	 “T
he	T

ruth	in	Political	Instrum
entalism

”,	p.	（（（.

（
（（
）V

iehoff,	 “T
he	T

ruth	in	Political	Instrum
entalism

”,	p.	（（（.

（
（（
）Cf.	Pettit,	P.,	O

n the People ’s T
erm

s: A
 R

epublican T
heory and M

odel of D
em

ocracy,	Cam
bridge	U

niversity	Press,	（0（（.	

本
項

の
「
支
配
（ruling

）」
概
念
（
身
体
や
行
為
者
性
の
侵
害
や
制
約
）
は
、
制
御
さ
れ
ざ
る
選
択
干
渉
能
力
を
指
す
「
支
配
（dom

ination

）」
概
念
と
は

異
な
る
が
、
本
文
で
は
議
論
の
た
め
、
後
者
の
解
消
は
前
者
の
不
正
性
を
緩
和
す
る
に
十
分
で
あ
る
、
と
譲
歩
的
に
想
定
す
る
。

（
（（
）Cf.	Sim

pson,	T
.	W

.,	 “T
he	Im

possibility	of	Republican	Freedom
”,	in	Philosophy &

 Public A
ffairs,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	p.	（（;	

福
家

佑
亮
「
共
和
主
義
的
自
由
の
消
極
的
自
由
へ
の
還
元
可
能
性
に
つ
い
て
」、『
法
と
哲
学
』
第
八
号
、
二
〇
二
二
年
、
一
九
九
─
二
〇
五
頁
。

（
（（
）Chow

,	J.	K
.,	 “O

n	Political	Instrum
entalism

	and	the	Justification	of	D
em

ocracy:	Reply	to	V
iehoff ”,	in	Proceedings of the A

ristotelian 
Society,	V

ol.	CX
V

III,	Part	（,	（0（（,	p.	（（（.

（
（（
）V

iehoff,	 “T
he	T

ruth	in	Political	Instrum
entalism

”,	pp.	（（0–（.

（
（（
）
チ
ョ
ウ
自
身
、
各
人
は
集
団
の
一
員
と
し
て
自
律
を
享
受
で
き
る
と
い
う
論
点
を
提
示
す
る
た
め
に
、
こ
の
事
実
を
強
調
し
て
い
る
（Chow

,	 “O
n	

Political	Instrum
entalism

”,	p.	（（（

）。

（
（（
）
さ
ら
な
る
問
題
と
し
て
、
Ｎ
・
コ
ロ
ド
ニ
ー
は
以
下
を
指
摘
す
る
。
Ａ
の
自
己
支
配
が
他
者
へ
の
権
力
行
使
を
含
意

0

0

し
て
は
い
な
い
と
（
議
論
の

た
め
に
）
仮
定
し
て
も
、
少
な
く
と
も
他
者
は
Ａ
が
自
己
支
配
を
享
受
す
る
た
め
の
政
治
的
活
動
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
（K

olodny,	N
.,	 “Rule	

O
ver	N

one	I:	W
hat	Justifies	D

em
ocracy? ”,	in	Philosophy &

 Public A
ffairs,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	p.	（（（

）。
例
え
ば
、
Ａ
が
逆
進
税
率
の
引

き
上
げ
を
支
持
し
て
自
己
支
配
を
享
受
す
る
こ
と
が
、
そ
の
税
率
か
ら
不
利
を
被
る
人
々
へ
の
支
配
を
含
意
し
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
Ａ
は
な
お
自
身

の
自
己
支
配
の
活
動
が
生
じ
さ
せ
る
社
会
経
済
的
コ
ス
ト
の
担
い
手
と
し
て
そ
の
人
々
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
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（
（（
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
こ
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
。「
…
異
論
は
、
一
方
的
な

0

0

0

0

［
意
志
の
］
方
向
づ
け
と
［
規
範
的
責
任
の
］
形
成
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い

る
」（W

ilson,	 “A
ll-A

ffected	Principle ”,	p.	（（（

）。

（
（（
）
小
林
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
」、
二
五
〇
─
一
頁
。

（
（0
）Jacob,	D

.,	 “Every	V
ote	Counts:	Equality,	A

utonom
y,	and	the	M

oral	V
alue	of	D

em
ocratic	D

ecision-M
aking ”,	in	R

es Publica,	vol.	
（（,	issue	（,	（0（（,	p.	（0.

（
（（
）Lovett,	A

.,	and	Zuehl,	J.,	 “T
he	Possibility	of	D

em
ocratic	A

utonom
y ”,	in	Philosophy &

 Public A
ffairs,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（,	p.	（（（.

（
（（
）Lovett	and	Zuehl,	 “T

he	Possibility ”,	pp.	（（（–（;	cf.	Lovett,	A
.,	 “D

em
ocratic	A

utonom
y	and	the	Shortcom

ings	of	Citizens ”,	in	
Journal of M

oral Philosophy,	vol.	（（,	issue	（,	（0（0,	pp.	（（–（.

（
（（
）W

aldron,	J.,	Law
 and D

isagreem
ent,	O

xford	U
niversity	Press,	（（（（,	pp.	（0（–（.

（
（（
）Lovett	and	Zuehl,	 “T

he	Possibility ”,	pp.	（（（–（.

（
（（
）Lafont,	C.,	D

em
ocracy w

ithout Shortcuts: A
 Participatory Conception of D

eliberative D
em

ocracy,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（0,	p.	
（（;	Stilz,	A

.	 “T
he	V

alue	of	Self-D
eterm

ination ”,	in	O
xford Studies in Political Philosophy,	vol.	（,	

（eds.

）	D
.	Sobel,	P.	V

allentyne,	and	
S.	W

all,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（,	p.	（0（.	

（
（（
）
福
家
佑
亮
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
」、
博
士
学
位
申
請
論
文
（
京
都
大
学
）、
二
〇
二
〇
年
、
一
三
八
─
九
頁
。

（
（（
）
こ
の
意
味
で
の
自
律
は
、「
人
格
的
自
律
」
と
対
比
さ
れ
る
、
カ
ン
ト
由
来
の
「
道
徳
的
自
律
」
に
類
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
。Cf.	

石
山

「
理
に
適
っ
た
ケ
ア
関
係
」、
三
四
七
─
八
頁
。

（
（（
）Forst,	R.,	T

he R
ight to Justification: E

lem
ents of a Constructivist T

heory of Justice,	

（trans.

）	J.	Flynn,	Colum
bia	U

niversity	Press,	
（0（（,	p.	（（（.

（
（（
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	p.	（（（.

（
（0
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	p.	（.

（
（（
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	pp.	（–（.

（
（（
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	p.	（（（.

（
（（
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	p.	（（（.

（
（（
）Forst,	T

he R
ight to Justification,	pp.	（（（–（.
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（
（（
）H

aberm
as,	Betw

een Facts and N
orm

s,	p.	（（（

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
事
実
性
と
妥
当
性
：
法
と
民
主
的
法
治
国
家
の
討
議
理
論
に

か
ん
す
る
研
究
（
上
）』
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二
訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
一
三
頁
）.

（
（（
）
諮
問
階
層
制
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Raw

ls,	J.,	T
he Law

 of Peoples,	H
arvard	U

niversity	Press,	（（（（,	

§§（–（,	especially	at	pp.	
（（–（

（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
万
民
の
法
』
中
山
竜
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
第
Ⅱ
部
八
─
九
節
、
特
に
一
〇
三
─
五
頁
）.	

た
だ
し
、
本
文
で

描
写
す
る
政
治
体
制
は
、
あ
く
ま
で
公
共
的
に
正
当
化
さ
れ
た
政
治
的
決
定
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
描
く
「
良
識
あ
る
諮
問

階
層
制
」
と
異
な
り
、
必
ず
し
も
正
義
の
共
通
善
的
観
念
を
志
向
し
な
い
。

（
（（
）
小
林
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
」;	

福
家
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
も
の
」。

（
（（
）K

olodny,	N
.,	 “Rule	O

ver	N
one	II:	Social	Equality	and	the	Justification	of	D

em
ocracy ”,	in	Philosophy &

 Public A
ffairs,	vol.	（（,	

no.	（,	（0（（.	

Ｅ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
Ｃ
・
ロ
ス
ト
ボ
ー
ル
は
、
社
会
的
平
等
の
要
素
な
い
し
根
拠
と
し
て
、
自
己
決
定
が
可
能
な
対
等
な
自
律
的
人
格

と
し
て
の
諸
個
人
の
道
徳
的
地
位
に
言
及
し
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
（A

nderson,	
E.,	 “W

hat	Is	the	Point	of	Equality? ”,	in	E
thics,	vol.	（0（,	no.	（,	（（（（,	p.	（（（;	Rostbøll,	C.	F.,	 “T

he	N
on-Instrum

ental	V
alue	of	

D
em

ocracy:	T
he	Freedom

	A
rgum

ent ”,	in	Constellations,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（

）。
も
し
、
自
身
に
関
わ
る
全
て
の
決
定
に
対
す
る
意
志
的
影
響

機
会
を
要
請
す
る
類
の
自
律
が
社
会
的
平
等
の
必
要
条
件
な
い
し
根
拠
な
ら
ば
、
社
会
的
平
等
に
基
づ
く
議
論
も
本
論
文
が
展
開
し
た
異
論
を
招
く
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
自
律
が
社
会
的
平
等
に
必
要
か
否
か
は
論
争
的
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
コ
ロ
ド
ニ
ー
の
社
会
的
平
等
構
想
は
、

自
律
の
役
割
を
選
好
形
成
に
お
け
る
非
強
制
性
の
保
障
に
限
定
し
て
お
り
、
上
述
の
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
自
律
を
必
要
と
し
な
い
（K

olodny,	 “Rule	
O

ver	N
one	II ”,	pp.	（（（,	（（0

）。

〔
謝
辞
〕
二
名
の
匿
名
査
読
者
を
は
じ
め
、
本
稿
の
草
稿
に
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
全
て
の
方
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
文
章
に

よ
る
コ
メ
ン
ト
、
ま
た
は
関
連
草
稿
へ
の
研
究
指
導
上
の
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
石
田
柊
、
石
山
将
仁
、
井
上
彰
、
小
川
亮
、
齋
藤
純
一
、
田
畑
真
一
、

福
原
正
人
、
福
家
佑
亮
、
發
田
颯
虎
、
谷
澤
正
嗣
、
山
口
晃
人
の
各
氏
（
敬
称
略
）
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
特
定
課
題

（
課
題
番
号
：（0（0C-（（（

、（0（（C-（（（

、（0（（C-（（（

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
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序政
治
思
想
史
上
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（
一
五
二
九
／
三
〇
─
九
六
年
）
は
、
宗
教
内
乱
の
動
乱
の
只
中
、
主
著
『
国
家
論
』（
一
五
七
六
年
）
に

お
い
て
近
代
的
な
主
権
概
念
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
古
典
的
研
究
の
影
響
下
で
膾
炙
し
た
通
説
的
見
解
に

よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
は
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
の
虐
殺
（
一
五
七
二
年
）
を
契
機
に
、
は
じ
め
て
主
権
の
基
軸
を
立
法
権
に
据
え
、
こ
れ
に
絶
対
性

を
附
与
す
る
立
場
に
転
向
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
か
か
る
転
向
が
想
定
さ
れ
る
所
以
は
、
ボ
ダ
ン
が
前
著
『
歴
史
を
容
易
に
理
解
す
る
た
め

の
方
法
』（
一
五
六
六
年
、
以
下
『
方
法
』）
で
は
、
未
だ
君
主
の
立
法
権
に
対
す
る
伝
統
的
な
諸
制
約
を
認
め
て
お
り
、
し
か
も
主
権
の
根
幹

を
立
法
権
で
は
な
く
官
職
創
設
権
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ボ
ダ
ン
は
虐
殺
以
降
、
い
わ
ゆ
る
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
（
暴
君
へ
の

抵
抗
を
説
い
た
一
連
の
ユ
グ
ノ
ー
の
論
者
）
の
主
張
の
先
鋭
化
を
目
の
当
た
り
に
し
、
遂
に
『
国
家
論
』
で
絶
対
主
義
の
理
論
家
と
な
る
に
至
っ

た
と
い
う
訳
で
あ
る（

（
（

。
し
か
し
、
こ
の
種
の
見
解
が
彼
の
主
権
論
を
精
確
に
捉
え
る
も
の
か
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、『
方

法
』
は
『
国
家
論
』
か
ら
逆
照
射
さ
れ
た
関
心
に
従
っ
て
し
か
読
ま
れ
ず
、
ボ
ダ
ン
が
何
を
目
的
に
こ
の
著
作
で
は
じ
め
て
主
権
論
を
公
に

し
た
の
か
は
問
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
提
の
精
確
な
理
解
抜
き
に
「
転
向
」
云
々
は
語
り
得
な
い
に
も
拘
ら
ず
。

な
る
ほ
ど
『
方
法
』
は
容
易
な
書
物
で
は
な
い
。
学
術
言
語
ラ
テ
ン
語
で
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
主
題
も
心
身
論
や
普
遍
史
、
記
憶
の
ロ

秋
元
真
吾

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
と
そ
の

理
論
的
基
礎
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キ
ーloci

、
風
土
論
、
主
権
論
、
正
義
論
と
い
っ
た
具
合
に
、
当
時
の
学
問
潮
流
と
逐
一
密
接
に
係
わ
る
。
そ
の
内
容
の
複
雑
さ
ゆ
え
、『
方

法
』
は
多
く
の
場
合
、
ご
く
表
面
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
学
術
的
性
格
の
強
い
こ
の
著
作
に
こ
そ
取

り
組
み
、
ボ
ダ
ン
の
政
治
思
想
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
ボ
ダ
ン
自
身
が
高
等
法
院
調
査
部
長

ジ
ャ
ン
・
テ
シ
エ
に
宛
て
た
献
辞
に
て
、『
方
法
』
を
統
治
階
層
─
─
高
等
法
院
の
行
政
官m

agistratu

（
（
（s

を
筆
頭
と
す
る
実
務
家
─
─
に
読

ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
執
筆
し
た
と
明
言
す
る
こ
と
で
あ
る
［M

E
T

:	*ij-*ij v

（（（

）,	**aij

（（（-（

）］。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
顧
慮
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
高
等
法
院
付
き
弁
護
士
た
る
ボ
ダ
ン
は
こ
の
著
作
を
通
じ
て
、
宗
教
内
乱
の
小
康
状
態
の
只
中
（
一

五
六
三
─
六
七
年
）、
王
国
の
統
治
階
層
に
「
何
か
」
を
も
た
ら
す
こ
と
を
企
図
し
た
。
こ
の
「
何
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ボ
ダ

ン
が
『
方
法
』
で
な
ぜ
上
記
の
主
題
を
取
り
上
げ
、
い
か
に
そ
れ
ら
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
、
そ
し
て
何
の
た
め
に
統
治
階
層
に
提
供
す

る
こ
と
を
試
み
た
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
は
か
か
る
作
業
の
主
権
論
に
係
わ
る
部
分
を
扱
う
。
ま
ず
予

め
、
本
稿
が
近
年
の
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

研
究
史
上
、『
方
法
』
は
伝
統
的
に
哲
学
史
研
究
者
が
取
り
上
げ
る
対
象
で
あ
り（

（
（

、
政
治
思
想
史
研
究
者
の
主
た
る
関
心
の
埒
外
に
置
か

れ
て
き
た
。
彼
ら
が
そ
の
主
権
論
を
独
立
し
た
研
究
対
象
と
し
て
扱
い
始
め
た
の
は
よ
う
や
く
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
代
表
例
は
リ
ー
の
研

究
で
あ
る（

（
（

。
リ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
が
主
権
を
理
論
化
す
る
に
際
し
、
ロ
ー
マ
法
学
上
の
命
令
権im

perium

論
に
多
く
を
負
っ
た
と
い
う
よ
く

知
ら
れ
た
事
実
を
掘
り
下
げ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
は
十
六
世
紀
の
法
学
者
が
命
令
権
論
に
導
入
し
た
「
権
利
」
と
そ
の
「
行
使
」
と

い
う
私
法
に
由
来
す
る
区
別
を
発
展
さ
せ
、
主
権
を
「
至
高
の
命
令
権sum

m
um

	im
perium

」
と
理
論
化
し
た
。
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、

主
権
は
分
割
不
能
か
つ
譲
渡
不
能
な
権
能
（
命
令
権
）
と
し
て
主
権
者
に
帰
属
し
、
主
権
者
が
任
命
す
る
行
政
官
は
そ
の
定
め
る
法
律
の
範

囲
内
で
の
み
権
能
の
行
使
を
担
う
存
在
と
な
る
。
行
政
官
に
は
権
能
そ
れ
自
体
は
帰
属
し
な
い
た
め
、
法
律
の
定
め
る
任
務
に
関
し
て
は
こ

れ
を
新
た
に
第
三
者
に
委
譲
し
得
な
い
。
か
く
し
て
リ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
が
主
権
者
と
行
政
官
と
の
間
に
現
代
風
に
言
う
「
プ
リ
ン
シ
パ
ル
・

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
関
係
」
を
設
定
し
、
行
政
官
に
対
し
て
法
律
の
一
義
的
な
執
行
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
見
る（

（
（

。
し
か
し
、
リ
ー
の
研
究
も

限
界
を
内
包
す
る
。
彼
は
、
ボ
ダ
ン
が
以
上
の
理
論
を
以
て
ロ
ー
マ
の
主
権
の
所
在
を
民
会
（
あ
る
い
は
「
人
民
」）
に
同
定
し
、
人
民
主
権

論
の
先
駆
者
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
後
述
の
タ
ッ
ク
の
研
究
に
触
れ
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
に
と
っ
て
の
民
会
論
の
重
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要
性
ま
で
も
示
唆
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
リ
ー
は
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
扱
う
に
、
あ
く
ま
で
ロ
ー
マ
法
学
に
固
執
し
、
民
会
論
、
あ
る

い
は
ロ
ー
マ
国
制
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
事
実
、
ボ
ダ
ン
に
お
け
る
ロ
ー
マ
民
主
政
体
論
を
扱
う
段
に
な
る
と
、
ロ
ー
マ
の
人
民
主
権
は

「
非
民
主
的
な
」
統
治
制
度
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
し
て
、
議
論
を
主
権
論
か
ら
統
治
論
に
横
滑
り
さ
せ
て
し
ま
う（

（
（

。
と
は
い
え
、
研
究
史

上
、
ボ
ダ
ン
が
主
権
論
を
彫
琢
す
る
に
際
し
て
同
時
代
の
ロ
ー
マ
国
制
論
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
近
年
の

研
究
に
お
い
て
タ
ッ
ク
は
、
ボ
ダ
ン
の
『
方
法
』
に
お
け
る
主
権
論
の
有
力
な
ソ
ー
ス
と
し
て
古
事
学
者
ニ
コ
ラ
・
ド
・
グ
ル
ッ
シ
ー
（
一

五
一
〇
─
七
二
年
）
の
『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』（
一
五
五
五
年
）
を
挙
げ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
グ
ル
ッ
シ
ー
が
ボ
ダ
ン
に
先
立
っ
て
当
時
圧
倒
的

に
流
布
し
て
い
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
流
の
混
合
政
体
論
を
排
し
、
ロ
ー
マ
の
民
会
に
単
一
の
権
力
の
源
泉
を
措
定
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る（

（
（

。

し
か
し
、
か
か
る
理
解
の
同
一
性
だ
け
が
根
拠
と
な
る
訳
で
は
な
い
。
マ
ッ
カ
イ
グ
は
一
歩
進
ん
で
、
ボ
ダ
ン
が
明
示
的
に
グ
ル
ッ
シ
ー
や

そ
の
論
争
相
手
カ
ル
ロ
・
シ
ゴ
ー
ニ
オ
（
一
五
二
二
／
二
三
─
八
四
年
）
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
古
事
学
者
の
ロ
ー
マ
国
制
に
関
す
る

著
作
こ
そ
が
『
方
法
』
に
お
け
る
主
権
論
の
重
要
な
前
提
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る（

（
（

。
た
し
か
に
民
会
は
共
和
政
ロ
ー
マ
に
お
い
て
政
務
官
へ

の
命
令
権
附
与
や
立
法
（
法
律
案
の
承
認
）
を
担
う
機
関
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ボ
ダ
ン
が
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
命
令
権
論
の
み
な
ら
ず
、

民
会
に
関
す
る
同
時
代
の
古
事
学
者
の
議
論
を
も
消
化
し
て
主
権
論
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
研
究
史
上
、
民
会
（
ま
た
は
ロ
ー
マ
国
制
）
へ
の
着
目
が
彼
の
主
権
論
に
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
十
分

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
ボ
ダ
ン
の
同
時
代
の
ロ
ー
マ
国
制
論
が
ま
さ
に
古
事
学
者
に
担
わ
れ
て

き
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
ら
の
議
論
は
新
し
く
校
訂
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
、
さ
ら
に
は
碑
文
や
古
銭
と
い
っ
た
史
料
に
依
拠
し
て
古
代

ロ
ー
マ
の
政
治
制
度
を
再
構
築
す
る
も
の
で
、
ロ
ー
マ
法
学
の
議
論
と
は
別
の
意
味
で
非
常
に
テ
ク
ニ
カ
ル
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
議
論
の
複
雑
さ

や
専
門
の
相
違
か
ら
、
研
究
史
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
法
学
の
議
論
と
古
事
学
者
の
動
向
と
は
別
々
に
扱
わ
れ
る
の
を
常
と
し
て
き
た
。
よ
り

根
本
的
な
理
由
は
、
リ
ー
の
よ
う
な
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
え
、
ボ
ダ
ン
が
法
学
者
の
議
論
の
延
長
で
主
権
を
公
権
力
（
刑
事
裁
判
権
）
の
源
泉

と
構
想
し
た
こ
と
が
十
分
に
理
解
さ
れ
ず
、
行
政
官
に
よ
る
公
権
力
行
使
と
こ
れ
に
対
抗
的
な
民
会
─
─
あ
る
い
は
主
権
者
た
る
「
人
民
」

─
─
へ
の
上
訴
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
が
深
化
さ
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
解
釈
の
問
題
と
民
会
、
延
い
て

は
ロ
ー
マ
国
制
の
問
題
が
理
論
的
に
架
橋
さ
れ
ず
、
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
国
制
論
こ
そ
が
そ
の
主
権
論
の
理
論
的
範
型
と
な
っ
て
い
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る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
稿
の
目
的
は
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
の
基
礎
と
な
る
諸
層
を
当
時
の
法
学
者
と
古
事
学
者
双
方
の
議
論
に
辿
る
こ
と
で
、
そ
の
理
論
的
基

礎
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
ボ
ダ
ン
が
何
に
負
い
な
が
ら
何
を
ど
の
よ
う
に
積
み
上
げ
て
主
権
論
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
『
方
法
』
を
通
じ

て
統
治
階
層
に
提
供
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
彼
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
法
学
部
で

知
的
形
成
過
程
に
あ
っ
た
一
五
五
〇
年
代
に
着
目
し
、
こ
の
時
期
に
法
学
者
が
い
か
に
命
令
権
を
刑
事
裁
判
権
に
純
化
し
て
い
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
こ
れ
が
グ
ル
ッ
シ
ー
や
シ
ゴ
ー
ニ
オ
と
い
っ
た
古
事
学
者
の
ロ
ー
マ
国
制
論
に
ど
の
よ
う
に
連
続
し
得
た
か
を
論

じ
る
（
第
一
節
：
知
的
脈
絡
）。
以
上
の
作
業
を
経
て
の
ち
、
ボ
ダ
ン
の
『
方
法
』
の
分
析
に
取
り
掛
か
る
。
ボ
ダ
ン
が
法
学
者
の
議
論
の
延

長
で
主
権
を
刑
事
裁
判
権
の
源
泉
と
定
義
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
続
い
て
、
彼
が
古
事
学
者
の
成
果
を
摂
取
し
つ
つ
、
独
自
の
ロ
ー
マ
国
制

理
解
か
ら
主
権
論
の
基
礎
を
抽
出
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
か
く
し
て
、
ボ
ダ
ン
が
統
治
階
層
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
理
論
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
二
節
：
ボ
ダ
ン
と
共
和
政
ロ
ー
マ
）。

一　

知
的
脈
絡

ボ
ダ
ン
は
一
五
五
〇
年
頃
か
ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ（

（1
（

。
当
時
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
学
教

育
の
重
要
拠
点
の
一
つ
で
あ
り
、
人
文
主
義
に
影
響
を
受
け
た
法
学
者
を
数
多
く
輩
出
し
て
い
た
。
こ
こ
で
ボ
ダ
ン
は
法
学
研
究
に
従
事
す

る
傍
ら
、「
儀
仗
兵H
allebardier

」
と
い
う
資
格
で
正
教
授
の
講
座
を
補
完
す
る
講
義
を
行
う
。
ボ
ダ
ン
自
身
が
『
国
家
論
』
の
序
文
で

「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
を
教
え
た
」
と
述
懐
す
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る（

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
研
究
史
上
は
、
恐
ら
く

こ
の
時
期
に
ボ
ダ
ン
が
『
命
令
権
論D

e im
perio

』
や
『
司
法
権
論D

e iurisdictione

』
と
い
っ
た
、
現
在
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
著
作
を

執
筆
し
た
─
─
少
な
く
と
も
そ
の
構
想
に
着
手
し
た
─
─
と
さ
れ
る（

（1
（

。
本
節
で
は
ま
ず
、
彼
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
到
着
し
た
頃
に
行
わ
れ
て

い
た
学
問
的
な
論
争
に
着
目
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
論
争
の
主
題
は
命
令
権
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
を
主
権
論
の
構
想
へ
と
誘
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
ボ
ダ
ン
が
こ
の
論
争
の
延
長
で
古
事
学
者
に
よ
る
ロ
ー
マ
国
制
論
に
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
重
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要
な
国
制
理
解
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

１　

一
五
四
〇
年
代
及
び
五
〇
年
代
に
お
け
る
論
争
─
─
命
令
権
の
純
化

一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
文
主
義
法
学
が
花
開
い
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
バ
ル
ト
リ
ス
ト
（
後
期
注
釈
学
派

の
法
学
者
）
が
ロ
ー
マ
法
文
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
、
大
胆
な
解
釈
を
展
開
し
て
現
実
の
諸
問
題
に
対
処
し
、
法
文
テ
ク
ス
ト
以
上
に
註
釈

を
重
視
し
た
こ
と
へ
の
批
判
か
ら
生
じ
た
学
問
潮
流
で
あ
る
。
彼
ら
の
ラ
テ
ン
語
も
ま
た
古
典
の
用
法
か
ら
か
け
離
れ
、
混
乱
の
極
み
に
あ

る
よ
う
に
見
え
た
。
ゆ
え
に
、
人
文
主
義
法
学
者
は
ロ
ー
マ
法
文
の
文
言
の
背
後
に
あ
る
概
念
の
典
拠
を
古
典
古
代
の
様
々
な
テ
ク
ス
ト
に

探
っ
て
各
文
言
の
意
味
の
純
化
に
励
み
、
返
す
刀
で
自
ら
の
言
語
体
系
を
再
構
築
す
る
作
業
に
着
手
し
た（

（1
（

。
命
令
権
の
語
も
か
か
る
批
判
作

業
の
対
象
た
る
を
免
れ
な
か
っ
た
。
バ
ル
ト
リ
ス
ト
が
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
の
自
律
性
を
裏
打
ち
す
る
た
め
に
ロ
ー
マ
法
文
上
の
命
令

権
に
独
自
の
飛
躍
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
の
解
釈
史
は
か
く
し
て
政
治
思
想
の
実
験
場
の
様
相
を
呈
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
こ
れ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
ボ
ダ
ン
と
の
関
係
で
一
五
四
五
年
以
降
に
起
こ
っ
た
論
争
に
の
み
着
目
す
る（

（1
（

。
主
役
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・

グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
（
一
五
一
〇
─
六
六
年
）
で
あ
る
。

彼
の
名
は
一
五
四
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
中
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
。
当
時
一
世
を
風
靡
し
た
論
争
に
て
、
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ム
ス
（
一

五
一
五
─
七
二
年
）
を
論
駁
し
、
そ
の
批
判
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
擁
護
し
た
た
め
で
あ
る
。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
そ
の
後
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
赴
き
、
法
学
研
究
に
従
事
す
る
。
ま
ず
関
心
を
有
し
た
の
は
『
学
説
彙
纂
』
中
の
命
令
権
に
関
す
る
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
断
片

（D
. （, （, （

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
の
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
ド
・
コ
ラ
ス
（
一
五
一
五
─
七
二
年
）
か
ら
、「（
こ
の
断
片
に
つ
い

て
）
多
く
の
者
が
船
出
し
て
は
座
礁
し
て
き
た
と
聞
い
た
」
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
挑
戦
す
る
。
論
争
は
一
五
四
五
年
に
当
該
断
片
に
関
す

る
解
釈
を
公
に
し
た
の
ち
に
起
こ
っ
た（

（1
（

。
よ
り
厳
密
に
は
、
一
五
四
七
年
に
ブ
ー
ル
ジ
ュ
大
教
授
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
・
ド
ュ
ア
ラ
ン
（
一

五
〇
九
─
五
九
年
）
が
類
似
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
対
し（

（1
（

、
同
大
教
授
の
エ
ギ
ネ
ー
ル
・
バ
ロ
ン
（
一
四
九
五
─
一
五
五
〇
年
）
が
司
法
権
に

つ
い
て
扱
っ
た
著
作
（
一
五
四
八
年
）
で
暗
黙
裡
に
彼
ら
の
見
解
を
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た（

（1
（

。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
、
ボ
ダ
ン
が
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
到
着
し
た
頃
、
同
地
で
『
司
法
権
論
二
巻
：
法
学
者
エ
ギ
ネ
ー
ル
・
バ
ロ
ン
反
駁
』（
一
五
五
一
年
）
を
刊
行
す
る
。
こ
こ
で
は
、
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ボ
ダ
ン
が
少
な
く
と
も
当
該
著
作
を
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め（

（1
（

、
こ
の
著
作
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。

グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
こ
の
著
作
の
第
一
巻
で
バ
ロ
ン
に
よ
る
司
法
権
の
扱
い
が
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
第
二
巻
で
自
ら
の

見
解
を
詳
ら
か
に
す
る
。
彼
は
『
学
説
彙
纂
』
第
二
巻
第
一
章
の
断
片
す
べ
て
を
扱
う
が
、
こ
こ
で
はD

. （, （, （

に
関
す
る
議
論
の
み
を

検
討
す
る
。
こ
の
議
論
を
見
れ
ば
、
彼
が
い
か
に
命
令
権
を
刑
事
裁
判
権
に
彫
琢
し
直
し
、
い
か
に
「
人
民
」
に
そ
の
源
泉
を
措
定
し
た
か

が
十
分
に
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
断
片
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
当
時
、「
こ

の
法
文
以
上
に
学
識
あ
る
人
々
の
才
知
を
苛
ん
で
き
た
も
の
は
な
い
」［D

I: （（

］。

命
令
権Im

perium

は
純
粋m

erum

で
あ
る
か
混
成m

ixtum

で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
純
粋
命
令
権
は
、
罪
人
を
裁
く
た
め

の
剣
の
権
能
を
有
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
権
力potestas

と
も
呼
ば
れ
る
。
混
成
命
令
権
に
は
司
法
権iurisdictio

が
内
在
し
て

お
り
、
資
産
占
有
を
与
え
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
。
司
法
権
と
は
判
事
を
附
与
す
る
権
限
の
こ
と
で
あ
る
。［D

. （, （, （

］

グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
ま
ず
「
純
粋
命
令
権
」
を
定
義
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
重
大
か
つ
残
忍
な
刑
罰
権
」、
即
ち
「
強
制
権

coercitio

」
を
意
味
す
る
［D

I: （（

］。「
重
大
か
つ
残
忍
な
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
く
所
以
は
、
純
粋
命
令
権
が
「
剣
の
権
能
」、
即
ち
生
殺

与
奪
権
だ
け
に
関
わ
る
訳
で
は
な
く
、
死
刑
を
頂
点
と
す
る
「
重
大
か
つ
残
忍
な
」
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
権
能
と
い
う
こ
と
に

あ
る
（cf. D

. （, （（, （, （ ;	D
. （, （（, （（ ;	D

. （, （（, （ pr

）。
こ
の
意
味
で
純
粋
命
令
権
は
司
法
権
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
「
下
級

の
強
制
権m

odica	coercitio

」（D
. （, （（, （, （

）
と
区
別
さ
れ
る
［D

I: （（

］。
な
ぜ
な
ら
こ
の
断
片
（D

. （, （, （

）
が
示
す
よ
う
に
、
純
粋

命
令
権
は
混
成
命
令
権
と
は
異
な
り
、
司
法
権
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
［D

I: （（

］。
ま
た
、
司
法
権
と
い
か
な
る
関
係
も
有

さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
権
能
が
譲
渡
し
得
な
い
こ
と
を
帰
結
す
る
（D

. （, （（, （

）［D
I: （（

］。

次
に
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
ロ
ー
マ
法
文
以
外
の
史
料
も
駆
使
し
つ
つ
、
ど
の
政
務
官
が
純
粋
命
令
権
を
行
使
し
得
た
か
を
論
じ
る
。
こ
こ

で
は
典
拠
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
彼
が
想
定
す
る
政
務
官
を
見
る
に
留
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
独
裁
官
が
か
か
る
権
能
を
行
使
し

得
た
。
執
政
官
も
同
様
で
は
あ
っ
た
が
死
刑
は
宣
告
し
得
な
か
っ
た
。
法
務
官
に
つ
い
て
は
反
対
意
見
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
純
粋
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命
令
権
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
と
す
る
。
対
し
て
、
ロ
ー
マ
市
総
督
は
執
政
官
同
様
、
生
殺
与
奪
権
以
外
の
刑
罰
権
は
行
使
し
得
た
。
政
務

官
は
ロ
ー
マ
市
内
で
は
生
殺
与
奪
権
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
属
州
統
治
に
関
わ
っ
た
上
級
政
務
官
は
生
殺
与
奪
権

を
も
含
め
、
完
全
な
権
能
を
行
使
し
得
た
［D

I: （（-（（

］。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
、
純
粋
命
令
権
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
政
務
官
に
「
固
有
の
も
の
」
と
し
て
帰
属
し
て
い
た

訳
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
問
う
。「
し
か
し
主
た
る
疑
問
は
、
こ
れ
ら
政
務
官
が
刑
事
事
件
をpublicas	quaestiones

審

理
す
る
に
際
し
、
果
た
し
て
純
粋
命
令
権
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
う
は
言
え
な
い
」

［D
I: （（

］。
彼
が
持
ち
出
す
論
拠
は
、
ま
ず
、
ロ
ー
マ
で
の
刑
事
訴
訟
が
純
粋
命
令
権
の
行
使
を
必
ず
し
も
前
提
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
曰
く
、
第
一
に
、
ロ
ー
マ
で
は
刑
事
事
件
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
律
が
身
体
へ
の
強
制
権
行
使corporis	coercitio

を

規
定
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
科
料
付
き
の
名
誉
剥
奪
を
規
定
し
て
い
た
場
合
も
あ
る
［D

I: （（

］。
つ
ま
り
、
刑
事
事
件
は
純
粋
命
令
権
で

は
な
く
、
混
成
命
令
権
（「
下
級
の
強
制
権
」）
で
十
分
で
あ
っ
た
場
合
も
あ
る
。
第
二
に
、
法
務
官
も
ま
た
犯
罪
者
に
対
し
て
「
重
大
か
つ
残

忍
な
刑
罰
権
」
を
発
動
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
し
か
し
キ
ケ
ロ
ー
の
著
作
の
随
所
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
刑
事
訴
訟
を
担
当
し
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
［D

I: （（

］。
以
上
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
上
級
政
務
官
が
刑
事
訴
訟
を
指
揮
す
る
に
際
し
、
純
粋
命
令
権
の
保
持
は
前
提
と
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。

続
く
論
拠
は
、
政
務
官
が
純
粋
命
令
権
を
そ
も
そ
も
「
有
し
て
い
た
」
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
、
当

時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
（
一
四
九
二
─
一
五
五
〇
年
）
以
来
の
区
別
に
従
い
、
権
利
の
「
所
有
」
と
そ
の
「
行

使
」
と
を
峻
別
す
る（

（1
（

。
論
拠
付
け
の
基
本
線
は
、
純
粋
命
令
権
が
法
律
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
裁
判
官
は
、
刑
事
事
件
を
審
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
被
告
人
が
法
律
違
反
を
犯
し
たin	legem

	com
m

isisse

と
思
わ
れ
る

か
否
か
を
宣
告
し
た
だ
け
で
あ
り
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
科
さ
れ
る
刑
罰
は
裁
判
官
の
命
令
に
よ
っ
て
で
は
な
くnon	iudicis	

iussu

、
法
律
─
─
こ
れ
に
基
づ
い
て
裁
判
官
が
立
て
ら
れ
た
の
だ
が
─
─
の
命
令
に
従
っ
てlegis	im

perio

決
定
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、

「
警
士
よ
、
法
律
に
従
っ
て
行
為
せ
よlictor	lege	agere

」
と
言
わ
れ
た
。［D

I: （（
］
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か
く
し
て
政
務
官
は
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
限
り
、
法
律
の
命
令
の
執
行
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
級
政
務
官
が
純
粋
命

令
権
を
行
使
し
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
が
指
示
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
彼
ら
が
法
律
に
則
っ
て
事
案
を
判
断
し
、「
重
大
か
つ
残
忍
な
」
刑

罰
を
科
す
決
定
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
に
よ
れ
ば
法
律
と
は
即
ち
人
民
の
命
令
で
あ
る
。
よ
っ
て
政
務

官
が
法
律
に
基
づ
い
て
下
す
判
決
は
人
民
の
そ
れ
で
あ
る
。
曰
く
、「
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
判
決iudicia

は
こ
れ
を
下
す
政
務
官
に
属
す
る

も
の
で
な
く
、
人
民
に
属
す
るpopuli

も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
公
的
判
決iudicia	publica

と
も
呼
ば
れ
た
」［D

I: （（

］。
こ
こ
で
、
公

publicum

の
語
が
人
民populus

に
由
来
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
［D

I: （（

］。
無
論
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
以

上
の
見
解
の
典
拠
を
示
す
こ
と
を
怠
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
が
帰
結
さ
れ
た
。
即
ち
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
官
に
は
法
律
の
命
令
と
規
定
に
よ
りlegis	im

perio,	et	

praescripto

定
め
ら
れ
た
こ
と
以
外
は
何
ら
固
有
の
事
柄
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
が
『
ク
ル
エ
ン
テ
ィ
ウ
ス
弁
護
』

で
書
く
よ
う
に
。［D

I: （（

］

キ
ケ
ロ
ー
は
こ
の
弁
論
に
お
い
て
、
刑
事
事
件
は
「
法
律
の
命
令
と
規
定
に
よ
っ
てlegum

	im
perio	et	praescripto

」
指
揮
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
主
張
す
る
［Pro Clu. （（（

］。
国
家
に
お
い
て
は
法
律
こ
そ
が
身
体
に
対
す
る
精
神
の
如
き
位
置
を
占
め
る
た
め
、
政
務
官
は
「
法

律
の
下
僕legum

	m
inistri

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
［Pro Clu.	（（（
］。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
こ
こ
か
ら
、
純
粋
命
令
権
は
法
律
制
定
者
た
る

人
民
に
留
保
さ
れ
て
お
り
、
政
務
官
は
そ
の
行
使
の
み
を
担
う
と
い
う
原
則
を
引
き
出
す
。
人
民
に
留
保
さ
れ
て
い
る
以
上
、
政
務
官
は
こ

の
権
能
を
譲
渡
し
得
な
い
（cf. D

. （, （（, （

）［D
I: （（

］。
法
律
に
よ
っ
て
の
み
、
即
ち
人
民
の
決
定
に
よ
っ
て
の
み
、
市
民
の
身
体
へ
の
「
重

大
か
つ
残
忍
な
刑
罰
」
は
許
容
さ
れ
る
。

グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
中
の
「
純
粋
命
令
権
」
の
語
を
論
じ
る
に
際
し
、
共
和
末
の
キ
ケ
ロ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
従
っ
て
命

令
権
の
意
味
を
か
く
純
化
し
て
い
く
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
こ
そ
『
学
説
彙
纂
』
第
二
巻
第
一
章
の
他
の
法
文
は
整
合
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的
に
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
彼
の
法
文
解
釈
に
は
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
彼
が
命
令
権
を
刑
事
裁
判
権

と
捉
え
、
そ
の
源
泉
に
法
律
（
人
民
の
決
定
）
を
措
定
し
た
こ
と
、
他
方
で
「
人
民
」
の
語
が
何
を
指
示
す
る
の
か
─
─
キ
ケ
ロ
ー
を
読
む
以

上
熟
知
し
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
が
─
─
は
明
示
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
こ
こ
に
至
れ
ば
、
彼
の
読
者
が
そ
の
内
実
た
る
民
会

に
関
心
を
有
し
た
と
し
て
も
何
ら
驚
き
は
な
い（

11
（

。

彼
の
読
者
で
あ
っ
た
ボ
ダ
ン
は
、
か
く
し
て
命
令
権
論
の
延
長
に
お
い
て
民
会
の
役
割
に
関
心
を
抱
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
果
た

し
て
主
権
を
論
じ
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
民
会
に
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
、「
序
」
で
見
た
よ
う
に
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ボ

ダ
ン
に
と
っ
て
主
権
者
か
ら
行
政
官
に
委
託
さ
れ
る
命
令
権
は
法
律
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ゆ
え
に
譲
渡
不
能
な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
限
り
で
は
、
彼
の
主
権
論
は
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
理
論
と
凡
そ
大
差
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論

は
法
学
者
に
よ
る
命
令
権
論
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
の
国
制
へ
の
見
通
し
が
彼

の
理
論
を
独
自
の
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
予
め
、
世
紀
半
ば
以
降
の
ロ
ー
マ
国
制
論
の
展
開
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

２　

一
五
五
〇
年
代
及
び
六
〇
年
代
に
お
け
る
ロ
ー
マ
国
制
論

グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
『
司
法
権
論
』
の
出
版
後
も
命
令
権
に
関
す
る
論
争
は
続
い
た
。
バ
ロ
ン
自
身
は
一
五
五
〇
年
に
世
を
去
る
が
、
そ
の

弟
子
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ソ
ン
が
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
批
判
に
対
す
る
『
バ
ロ
ン
擁
護
』
を
一
五
五
五
年
に
出
版
し
た
た
め
で
あ
る（

1（
（

。
こ

の
論
争
は
当
時
の
法
学
者
の
耳
目
を
引
い
た
と
思
わ
れ
、
事
実
、
当
該
主
題
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
反
駁
文
書
の
出
版
と
同
年
に
グ
ル
ッ
シ
ー
の
『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
が

命
令
権
に
関
す
る
論
争
に
関
心
を
有
し
て
い
た
以
上
、
当
該
書
籍
も
ま
た
彼
の
興
味
を
惹
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
事
実
、『
ロ
ー

マ
の
民
会
論
』
は
人
民
に
よ
る
政
務
官
へ
の
命
令
権
附
与
の
シ
ス
テ
ム
を
主
題
の
一
つ
と
す
る
。
法
学
者
が
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
問
題
が
俎

上
に
載
る
の
で
あ
る
。

グ
ル
ッ
シ
ー
は
修
辞
学
者
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
古
事
学
者
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ウ
ァ
ッ
ロ
ー
の
如
き
事
物
の
全
体
性
は
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追
究
対
象
で
は
な
く
、
碑
文
や
古
銭
の
よ
う
な
物
的
徴
表
も
顧
慮
さ
れ
な
い
。
彼
の
民
会
論
の
典
拠
は
も
っ
ぱ
ら
当
時
校
訂
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』
は
同
時
代
の
古
事
学
者
の
関
心
を
惹
く
に
十
分
な
革
新
性
を
有
し
て
い
た
。
は
じ

め
て
民
会
と
い
う
政
治
制
度
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ル
ッ
シ
ー
は
な
ぜ
民
会
に
関
心
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
彼
に
は
学
識
者
に
膾
炙
し
て
い
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
流
の
混
合
政
体
論
が
正
し
い
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は

『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

ロ
ー
マ
は
、
自
由
な
政
体
を
維
持
し
て
い
た
間
は
（
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
教
え
る
よ
う
に
）
三
つ
の
政
体
、
即
ち
王
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
か

ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
に
は
民
主
政
が
遥
か
に
重
き
を
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
あ
る
種

の
王
権
が
執
政
官
の
命
令
権
に
、
最
良
の
人
々
の
卓
越
性
が
い
わ
ば
元
老
院
の
権
力
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
国

家
の
命
令
権
や
威
厳
は
す
べ
て
人
民
の
下
にpenes	populum

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
ほ
ど
、
人
民
の
権
威
は
す
べ
て
の

政
務
官
や
元
老
院
を
遥
か
に
凌
駕
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。［D

cR: （r

］

つ
ま
り
、
グ
ル
ッ
シ
ー
は
共
和
政
ロ
ー
マ
を
混
合
政
体
で
は
な
く
民
主
政
体
と
見
做
す
か
ら
こ
そ
民
会
に
着
目
す
る
。
こ
の
引
用
に
続
け
て

曰
く
、「
そ
の
論
拠
に
な
り
得
る
の
は
人
民
抗
告
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
制
度
は
人
民
の
権
能
が
政
務
官
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
く
な

け
れ
ば
存
在
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」［D

cR: （r

］。
人
民
抗
告
と
は
、
市
民
に
政
務
官
の
強
制
権coercitio

行
使
に
対
抗
し
て
人
民
へ

の
上
訴
を
可
能
な
ら
し
め
た
制
度
で
あ
る
。
然
ら
ば
た
し
か
に
、
人
民
は
政
務
官
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
グ
ル
ッ
シ
ー
は

さ
ら
に
言
葉
を
継
ぐ
。「
政
務
官
が
市
民
集
会contio

に
登
壇
す
る
際
、［
命
令
権
の
象
徴
た
る
］
儀
鉞fasces

を
降
ろ
す
習
慣
も
ま
た
人
民
の

威
厳
が
政
務
官
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
こ
と
を
示
す
」［D

cR: （r

］。
し
か
し
、
民
会
の
優
越
は
政
務
官
と
の
関
係
に
限
定
さ
れ
な
い
。

市
民
の
生
命
、
都
市
で
の
自
由
や
権
利
は
、
人
民
に
よ
る
審
判
だ
け
に
か
か
っ
て
い
た
。
法
律
を
発
布
す
る
こ
と
、
宣
戦
し
講
和
を
為

す
こ
と
、
同
盟
を
締
結
し
解
消
す
る
こ
と
、
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
人
民
の
権
能
た
だ
そ
れ
だ
け
に
依
っ
た
。
最
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も
重
要
な
の
は
、
国
家
に
お
け
る
有
徳
な
行
為
へ
の
褒
章
の
授
与
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
者
で
あ
れ
、
た
と
え
誰
の
目
に
も
官
職
や
栄

誉
に
浴
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
人
民
の
同
意
な
く
し
て
は
［
そ
れ
ら
を
得
る
こ
と
は
］
で
き
な
か
っ
た
。［D

cR: （r

］

こ
れ
ら
の
事
項
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
グ
ル
ッ
シ
ー
が
古
典
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
ロ
ー
マ
の
民
会
制
度
に
関
わ
る
部
分
を
分
析
し
た
結
果
と

し
て
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
民
会
叙
述
は
「
人
民
」
全
体
が
顕
現
す
る
機
関
と
し
て
の
民
会
─
─
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
、
ト
リ
ブ

ス
民
会
、
ク
ー
リ
ア
民
会
─
─
に
割
か
れ
、
事
実
、
民
会
召
集
の
事
由
と
し
て
右
の
事
項
、
と
り
わ
け
官
職
の
附
与
や
法
律
の
制
定
が
検
討

さ
れ
る（

11
（

。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
し
か
し
、
制
度
叙
述
の
詳
細
で
は
な
く
、
か
か
る
ロ
ー
マ
国
制
理
解
が
即
座
に
反
響
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。

『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』
の
刊
行
か
ら
僅
か
三
年
後
、
古
事
学
者
オ
ノ
フ
リ
オ
・
パ
ン
ヴ
ィ
ニ
オ
（
一
五
二
九
─
六
八
年
）
は
、『
ロ
ー
マ
国
制

註
解
』（
一
五
五
八
年
）
で
グ
ル
ッ
シ
ー
の
以
上
の
文
言
を
凡
そ
丸
々
引
き
写
し
、
王
政
廃
止
後
の
ロ
ー
マ
が
民
主
政
体
と
な
っ
た
旨
を
伝
え

る（
11
（

。
グ
ル
ッ
シ
ー
の
著
作
は
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
世
紀
半
ば
以
降
、
新
し
い
世
代
の
古
事
学
者
が
ロ
ー
マ

の
政
治
制
度
の
体
系
的
叙
述
に
着
手
し
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
基
盤
に
は
あ
る
種
の
政
治
思
想
ま
た
は
国
制
理
解
が
据
え
ら
れ
た（

11
（

。
ボ

ダ
ン
は
彼
ら
の
熱
心
な
読
者
で
あ
り
、
同
時
代
の
古
事
学
的
傾
向
を
批
判
し
つ
つ
も
、
主
権
を
理
論
化
す
る
に
際
し
て
グ
ル
ッ
シ
ー
の
理
解

を
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
用
い
る
。
し
か
し
、
古
事
学
者
の
ロ
ー
マ
国
制
理
解
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。

シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』（
初
版
一
五
六
〇
年
）
は
、
古
代
ロ
ー
マ
市
民
に
は
い
か
な
る
権
利
が
あ
り
、
凡
そ
何
が
為
し

得
た
の
か
を
詳
ら
か
に
す
る
著
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
政
治
制
度
─
─
市
民
権
─
─
の
体
系
的
な
叙
述
が
追
究
さ
れ
る
が
、
叙
述
の
根
幹
に

据
え
ら
れ
る
ロ
ー
マ
国
制
観
に
は
強
固
な
哲
学
的
基
盤
が
与
え
ら
れ
る
。
マ
ッ
カ
イ
グ
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
で
の
講
義
（
一
五
五
三
─
五
四
年
）
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
理
論
に
取
り
組
み
、
こ
れ
が
次
い
で
出
版
さ
れ
た
『
執
政
官
・
凱
旋

式
表
註
解
』（
一
五
五
六
年
）
や
『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』
の
基
底
を
為
し
た（

11
（

。
彼
の
制
度
理
解
は
、
あ
ら
ゆ
る
叙
述
の
基
点
が
主
権
で
は

な
く
市
民
権
に
設
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
と
は
逆
を
往
く
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
が
と
り
わ
け
批
判
的

な
視
線
を
向
け
た
の
も
彼
の
著
作
で
あ
る
と
言
え
る
。
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シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
に
則
り
「
市
民ciuis

」
と
は
「
国
家ciuitas

と
呼
ば
れ
る
政
治
社
会
の
一
部
」
で
あ
り

［P
ol. （（（（b （（

］、
こ
の
「
国
家
の
組
成ciuitatis	descriptio

」
が
「
国
制respublica

」
で
あ
る
と
す
る
［D

aicR: （

］。
後
者
に
つ
い
て

は
、
と
り
わ
け
ボ
ダ
ン
と
の
関
連
で
重
要
に
な
る
た
め
、
敢
え
て
確
認
す
る
と
、
た
し
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
第
三
巻
で

「
国
制politeiva
と
は
、
国
家
に
住
ま
う
者
のtῶ

n th;n povlin oijk
ouvvntw

n

あ
る
組
成ta

vxi~ ti~

で
あ
る
」
と
述
べ
る
［Pol. （（（（b （（

］。
ま

た
、
後
述
の
よ
う
に
、「
国
制
」
を
「
様
々
な
行
政
官
の
組
成
」
と
も
定
義
し
［P

ol. （（（（b （-（0

］、
市
民
を
行
政
官
職
に
就
任
し
得
る
者
に

一
致
さ
せ
る（

11
（

。
さ
て
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
か
か
る
定
義
に
依
拠
し
て
、
市
民
に
関
す
る
言
明
は
す
べ
て
国
制politeiva /	respublica

と
関
係

す
る
と
考
え
、
ま
ず
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
善
き
三
政
体
と
悪
し
き
三
政
体
を
概
観
し
、
そ
の
後
、
キ
ケ
ロ
ー
の
『
国
家
に
つ
い
て
』
で

ス
キ
ピ
オ
が
称
揚
し
た
穏
健
混
合
政
体reipublicae	tem
peratio

［D
e leg. （, （（

］
が
最
良
の
国
制
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
シ
ゴ
ー

ニ
オ
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
政
体
論
と
の
関
係
で
ロ
ー
マ
市
民
を
定
義
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
最
良
の
国
制
で
あ
っ
た
と
き
の
ロ
ー
マ

「
市
民
」、
あ
る
い
は
そ
の
集
合
体
た
る
「
国
家povli~ /	civitas

」
を
定
義
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
伝
え
る
キ
ケ
ロ
ー
の
国
制
理
解
［D

e civ. D
ei. （, （（

］
に
従
っ
て
ロ
ー
マ
の
政
体
変
動
を
確
認

し
、
ど
の
よ
う
に
穏
健
混
合
政
体
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
ロ
ー
マ
で
は
、
王
、
次
に
僭
主
、
そ
れ
か
ら
少
数
の

パ
ト
リ
キ
の
一
派
が
権
力
を
掌
握
し
た
。
だ
が
、「
こ
の
一
派
は
平
民
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
官
職
へ
の
道
を
断
ち
、
統
治
を
す
る
に
あ
ま
り
に

無
力
で
あ
っ
た
た
め
、
結
局
、
都
市
に
お
け
る
騒
擾
を
鎮
圧
し
得
た
の
は
、
平
民
に
対
し
て
官
職
や
、
国
制
に
関
与
す
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
が

開
か
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
」［D

aicR: （

］。
以
上
の
描
写
は
し
か
し
、
キ
ケ
ロ
ー
の
叙
述
と
は
─
─
当
時
そ
の
『
国
家
に
つ
い
て
』
が
逸
失
し

て
い
た
以
上
当
然
だ
が
─
─
様
相
を
異
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
視
線
は
常
に
平
民
に
向
け
ら
れ
、
キ
ケ
ロ
ー
が
最
良
と
評
し

た
国
制
が
築
か
れ
る
の
は
、
平
民
が
パ
ト
リ
キ
に
対
し
て
完
全
な
権
利
の
平
等
を
達
成
し
た
と
き
に
同
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
国
制respublicas

が
互
い
に
異
な
り
、
堕
落
し
た
形
態
か
ら
善
き
形
態
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
を
見
た
。
し
か

し
私
が
見
る
に
、
ロ
ー
マ
の
国
制
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
国
家civitas
［
＝
市
民
団
］
は
二
つ
以
上
の
形
態
を
持
た
な

か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
一
者
あ
る
い
は
少
数
者
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
と
き
の
も
の
で
、
他
方
は
多
数
者
が
権
力
を
握
っ
て
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い
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
王
や
パ
ト
リ
キ
が
支
配
し
て
い
た
と
き
は
、
平
民
は
顕
職
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
人
民
が
権
力
を
握
る
やrerum

	potiente	populo

、
平
民
は
容
易
に
顕
職
を
た
っ
ぷ
り
と
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
者
で
は
職
人
や
労
働
者
が
市
民
に
数
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
彼
ら
も
完
全
な
市
民
権
を

optim
um

	ius	ciuitatis

獲
得
し
た
の
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
本
書
で
完
全
な
市
民
権
を
持
つ
ロ
ー
マ
市
民
を
検
討
す
る
の
だ
か
ら
、

ロ
ー
マ
市
民
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
の
、
王
や
パ
ト
リ
キ
が
支
配
し
て
い
た
と
き
の
国
家
は
顧
慮
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ム
人
と
の
戦
争
の
後
、
顕
職
に
お
け
る
平
等
が
平
民
と
の
間
で
最
大
限
にm

axim
e

達
成
さ
れ
た
国
家
か

ら
、
皇
帝
が
欲
望
の
ま
ま
に
統
治
す
る
た
め
に
国
家
を
変
え
た
と
き
以
前
に
議
論
の
す
べ
て
を
割
く
。［D

aicR: （-（

］

よ
っ
て
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
見
る
と
こ
ろ
、
キ
ケ
ロ
ー
の
い
う
最
良
の
国
制
（
穏
健
混
合
政
体
）
と
は
、
市
民
団
と
し
て
の
国
家civitas

が
一
者

や
少
数
者
で
は
な
く
人
民
全
体
に
拓
か
れ
た
状
態
を
指
す
。
彼
が
考
慮
す
る
の
は
、
政
体
の
混
合
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
平
民
（
プ
レ
ー
ブ

スplebs

）
が
パ
ト
リ
キ
と
同
等
の
政
治
的
権
利
（「
完
全
な
市
民
権
」）
を
獲
得
し
、
両
身
分
間
に
「
均
衡
」
が
訪
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
な
ぜ
こ
の
状
態
の
始
点
を
「
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ム
人
と
の
戦
争
の
後
」（
前
二
七
二
年
以
降
）
に
据
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う

の
も
、
平
民
に
と
っ
て
「
顕
職
に
お
け
る
」
平
等
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
既
に
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ゴ
ー
ニ
オ
自
身
、『
執
政

官
・
凱
旋
式
表
註
解
』
で
最
初
の
平
民
の
執
政
官
就
任
（
前
三
六
七
年
）
を
明
確
に
記
録
す
る（

11
（

。
な
ぜ
こ
れ
よ
り
遥
か
後
の
時
点
を
始
点
に
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
シ
ゴ
ー
ニ
オ
が
念
頭
に
置
く
の
は
、
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
の
制
定
（
前
二
八
七
年
）
と
ロ
ー
マ
の
イ
タ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
支
配
権

確
立
（
前
二
七
二
年
）
だ
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
彼
は
『
執
政
官
・
凱
旋
式
表
註
解
』
で
明
示
的
に
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
と
「
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ

ム
人
と
の
戦
争
」
を
結
び
付
け
る
。

こ
の
こ
と
［
＝
平
民
会
決
議
が
ロ
ー
マ
市
民
す
べ
て
を
拘
束
す
る
こ
と
］
も
ま
た
、
ヤ
ニ
ク
ル
ム
の
丘
へ
の
離
脱
行
為secessione

の
後
、
ホ

ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
か
く
も
衡
平
な
法
律
に
よ
っ
て
国
制
は
穏
健
に
な
りtem

perata	rep.

、
平
民
が
あ
ら
ゆ
る
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事
柄
に
関
し
て
政
治
社
会
に
統
合
さ
れplebe	om

nium
	rerum

	in	societatem
	vocata

、
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
大
部
分
が
支
配
下
に

置
か
れ
た
の
で
、
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ム
人
や
ピ
ュ
ロ
ス
王
と
の
戦
争
が
遂
行
さ
れ
た（

11
（

。

つ
ま
り
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
に
よ
れ
ば
、
平
民
の
騒
擾
の
結
果
と
し
て
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、
平
民
に
も
立
法
権
が
認
め
ら
れ

る
。
か
く
し
て
穏
健
混
合
政
体
が
完
成
し
、
ロ
ー
マ
は
イ
タ
リ
ア
半
島
南
部
に
残
る
独
立
都
市
国
家
と
の
戦
争
に
乗
り
出
す
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
に
見
た
『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』
の
表
現
は
、
平
民
の
顕
職
就
任
を
指
示
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。「
顕
職
に
お
け
る
平
等
が
平
民
と
の
間
で
最
大
限
に
達
成
さ
れ
た
」
と
は
即
ち
、
平
民
の
政
務
官
主
導
で
平
民
が
立
法
権
を
行
使

し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
平
民
が
「
完
全
な
市
民
権
」
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
こ

の
観
点
か
ら
『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』
で
も
「
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ム
人
と
の
戦
争
」
と
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
と
の
結
び
付
き
に
触
れ
る
。

法
律Leges

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
執
政
官
あ
る
い
は
独
裁
官
や
中
間
王
の
よ
う
な
他
の
パ
ト
リ
キ
の
政
務
官
の
提
案
に
よ
り
、
人
民
全

体populus	vniuersus

が
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
で
─
─
こ
こ
か
ら
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
法
と
も
呼
ば
れ
る
の
だ
が
─
─
命
ず
る
法
案
の
こ

と
で
あ
る
。
平
民
会
決
議Plebiscita

と
は
、
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ス
が
言
う
よ
う
に
［Fest. （（（L

］、
平
民
が
ト
リ
ブ
ス
民
会
で
、
パ
ト
リ
キ

を
除
きsine	patriciis

、
平
民
の
政
務
官
主
催
で
、
護
民
官
の
提
案
に
基
づ
い
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
独
裁
官
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・

ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
に
よ
っ
て
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ム
人
と
の
戦
争
の
少
し
前
に
提
出
さ
れ
た
法
律
が
成
立
し
た
後
は
、
平
民
が
決
定
し
た
こ

と
が
ロ
ー
マ
市
民
す
べ
て
を
拘
束
す
る
ほ
ど
の
効
力
を
持
つ
に
至
っ
た
。［D

aicR: （（

］

彼
は
、
か
く
し
て
、
パ
ト
リ
キ
を
主
軸
と
す
る
立
法
機
関
と
し
て
の
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
と
平
民
を
主
軸
と
す
る
立
法
機
関
と
し
て
の
平
民

会
（
＝
ト
リ
ブ
ス
民
会
）
と
を
対
置
し
、
平
民
は
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
制
定
以
降
、
パ
ト
リ
キ
同
様
に
自
ら
の
政
務
官
に
よ
っ
て
そ
の
立
法
に

拘
束
力
を
持
た
せ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
。
こ
こ
に
、
身
分
の
相
違
に
よ
る
権
利
の
不
平
等
は
解
消
す
る
。
し
か
も
、
タ
レ
ン
テ
ィ
ウ

ム
を
征
服
し
て
僅
か
後
、
ロ
ー
マ
は
イ
タ
リ
ア
半
島
支
配
を
完
成
さ
せ
る
。
シ
ゴ
ー
ニ
オ
が
こ
の
時
点
以
降
の
ロ
ー
マ
市
民
権
に
叙
述
の
基
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礎
を
据
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』
を
そ
の
姉
妹
本
『
古
代
イ
タ
リ
ア
権
論
』
と
同
時
に
構
想
し
た
彼
の
意
に
適

う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
を
始
点
と
す
る
こ
と
で
ロ
ー
マ
市
民
と
イ
タ
リ
ア
半
島
の
被
征
服
民
の
市
民
権
を
、
そ
の
相
違
を
含
め
、
体
系

的
に
叙
述
し
得
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
平
民
会
決
議
に
関
す
る
見
解
は
困
難
な
問
題
を
内
包
す
る
。
ト
リ
ブ
ス
民
会
と
平
民
会
の
同
一
性
に

関
す
る
問
題
で
あ
る
。
も
し
彼
の
よ
う
に
ト
リ
ブ
ス
民
会
を
平
民
会
と
同
定
し
、
パ
ト
リ
キ
を
排
除
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
人
民
全
体
は
現

前
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
グ
ル
ッ
シ
ー
の
理
解
に
立
て
ば
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
グ
ル
ッ
シ
ー
は
人
民
の
形
式
的
一
体
性
に
着
目

し
、
パ
ト
リ
キ
と
平
民
の
両
身
分
の
参
加
を
「
民
会
」
の
要
件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
［cf. G

ell. （（, （（, （

］。
こ
れ
を
ト
リ
ブ
ス
民
会
に
も

言
う
た
め
、
彼
は
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
伝
え
る
ウ
ォ
レ
ロ
伝
承
［Liv. （, （（-（（

］
で
は
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
伝
え
る
特
異
な
同
伝
承

［D
. H

. （, （（, （-（

］
を
採
用
し
、
前
四
四
三
年
の
平
民
の
騒
擾
を
経
て
、
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
の
遥
か
以
前
か
ら
護
民
官
が
鳥
占
も
元
老
院

の
先
議
も
な
く
自
律
的
に
こ
の
民
会
を
主
催
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
。
以
降
、
平
民
の
政
務
官
は
パ
ト
リ
キ
の
政
務
官
同
様
に
民
会

を
召
集
し
得
、
パ
ト
リ
キ
の
参
加
も
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
グ
ル
ッ
シ
ー
に
と
っ
て
は
こ
の
時
点
か
ら
ト
リ
ブ
ス
民
会
はde	iure

に
は
極
め
て
「
民
主
的
な
」
民
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
はde	facto

に
は
数
で
圧
倒
す
る
平
民
が
影
響
力
を
持
っ
た
た
め
に
パ
ト
リ
キ

は
参
加
を
忌
避
し
た
と
す
る
［D

cR
: （（r

］。
事
実
上
は
平
民
会
の
如
き
機
関
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
グ
ル
ッ
シ
ー
は
ト
リ
ブ
ス
民
会

と
平
民
会
の
同
一
性
の
問
題
を
か
く
処
理
す
る
。
結
果
、
彼
に
と
っ
て
は
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
─
─
階
級
に
よ
る
投
票
の
重
み
付
け
が
あ

る
民
会
─
─
だ
け
が
真
正
な
民
会
と
な
る
。
人
民
全
体
を
対
象
に
す
る
「
法
律
」
は
こ
こ
で
し
か
定
立
さ
れ
な
い
。
他
方
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は

ト
リ
ブ
ス
民
会
と
平
民
会
を
同
一
と
見
做
す
［D

aicR
: （（（

］。
そ
う
で
あ
れ
ば
し
か
し
、
こ
の
合
議
体
の
決
定
は
全
体
性
を
欠
い
た
偏
頗
な

も
の
と
は
な
ら
な
い
の
か
。
否
、
パ
ト
リ
キ
は
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
で
騎
士
身
分
と
結
託
す
る
こ
と
で
過
半
数
を
達
成
し
得
る
ほ
ど
多
く
の

票
を
持
つ
以
上
、
平
民
は
こ
れ
に
対
抗
的
に
平
民
会
（
ト
リ
ブ
ス
民
会
）
で
立
法
権
力
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
、
常
に
平
民

が
パ
ト
リ
キ
と
同
等
の
権
利
を
持
つ
こ
と
を
重
視
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
は
権
利
の
平
等
と
均
衡
を
達
成
し
た
も
の
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
彼
は
い
わ
ば
、
平
民
を
動
力
源
と
す
る
「
ロ
ー
マ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
叙
述
の
基
礎
に
据
え
る
の
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
の
主
権
論
に
と
っ
て
以
上
の
民
会
理
解
は
重
要
な
布
石
と
な
る
。
彼
は
、
グ
ル
ッ
シ
ー
同
様
に
人
民
の
形
式
的
一
体
性
に
着
目
し
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つ
つ
も
、
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
市
民
権
理
解
の
背
後
に
あ
る
政
治
理
論
を
批
判
し
、
自
由
の
基
点
を
市
民
権
よ
り
む
し
ろ
主
権
に
見
い
出
す
こ
と

で
自
ら
の
理
論
を
構
築
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

二　

ボ
ダ
ン
と
共
和
政
ロ
ー
マ

古
事
学
者
の
著
作
へ
の
着
目
は
、
当
時
の
法
学
者
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
法
学
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
ー
ド
ゥ

ア
ン
（
一
五
二
〇
─
七
三
年
）
は
、
一
五
六
一
年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
に
て
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
姉
妹
本
を
称
賛
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
不
満
を
漏

ら
す
。「
自
ら
を
ロ
ー
マ
法
の
解
釈
者
で
、
そ
の
博
士
だ
と
鼻
に
か
け
る
多
く
の
者
た
ち
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
平
然
と
軽
蔑
し
て
い
る（

11
（

」。
こ

の
証
言
に
照
ら
せ
ば
、
ボ
ダ
ン
が
当
時
、
古
事
学
者
の
成
果
を
真
剣
に
検
討
し
た
こ
と
は
異
例
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
、
彼
は
命
令
権
に
関
す
る
法
学
者
の
議
論
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
古
事
学
者
が
着
手
し
始
め
た
ロ
ー
マ
国
制
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
取
り

組
み
、
そ
こ
か
ら
主
権
を
定
義
し
得
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
一
五
六
二
年
か
ら
パ
リ
高
等
法
院
付
き
弁
護
士
と
し
て
実
務
家
の
道
を
歩
み
始

め
、
統
治
階
層
に
接
近
し
て
い
っ
た
ボ
ダ
ン
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
適
用
し
得
る
一
般
理
論
に
ま
で
昇
華
さ
せ
ら
れ
る
。
本
節
で
は
ま

ず
、
彼
が
『
方
法
』
で
法
学
者
の
議
論
の
延
長
に
お
い
て
主
権
の
理
論
化
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
、
ロ
ー
マ
国
制
を
検
討
す

る
中
で
そ
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
た
か
を
見
る
。

１　

ボ
ダ
ン
の
主
権
論
（
一
）
─
─
命
令
権
論
の
延
長

ボ
ダ
ン
が
主
権
の
観
念
を
明
確
に
す
る
の
は
『
方
法
』
の
第
六
章
「
諸
国
家
のstatus

に
つ
い
てD

e	statu	Rerum
publicarum

」
で
あ

る
。
こ
こ
でstatus

と
は
国
家
の
基
幹
部
分
─
─
と
り
わ
け
主
権
─
─
を
指
す
。
事
実
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、「
主
権
に
こ
そ
国
家
のstatus

の
本
質
が
存
す
る
」［M

ET
: （（（

（（（（

）］。

で
は
、
主
権
と
は
何
か
。
ボ
ダ
ン
は
そ
の
内
実
と
し
て
五
つ
の
権
限
を
列
挙
す
る
。
こ
れ
は
一
見
、
グ
ル
ッ
シ
ー
が
論
拠
と
し
て
提
示
し

た
事
項
と
相
当
程
度
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
彼
の
列
挙
は
法
学
・
政
治
学
の
一
般
理
論
を
定
立
す
る
目
的
か
ら
ロ
ー
マ
に
限
定
さ
れ
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な
い
射
程
と
洗
練
を
与
え
ら
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
、
さ
ら
に
ま
た
法
学
者
の
議
論
を
互
い
に
、
そ
し
て
諸
国
家
の
歴
史
す

べ
て
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
私
に
は
国
家
の
根
幹sum

m
am

	Reipublicae

は
以
下
の
五
つ
の
部
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
第
一
の
、

そ
し
て
主
た
る
も
の
は
、
行
政
官
職
を
創
設
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
を
定
義
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
法
律
を
制
定
し
廃
止
す
る
こ
と
。

第
三
に
、
宣
戦
し
講
和
を
為
す
こ
と
。
第
四
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
官
［
に
よ
る
審
理
］
か
ら
の
最
終
抗
告
審
と
な
る
こ
とin	extrem

a	

prouocatione	ab	om
nibus	m

agistratibus

。
最
後
に
、
法
律
が
い
か
な
る
寛
容
も
仁
慈
の
余
地
も
残
し
て
い
な
い
場
合
の
、
生
殺

与
奪
の
権
利
。［M

ET
: （00

（（（（

）］

こ
こ
で
い
う
「
国
家
の
根
幹
」
と
は
主
権
を
指
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ダ
ン
は
別
の
箇
所
で
こ
れ
と
同
様
の
仕
方
で
主
権sum

m
um

	

im
perium

が
以
上
の
五
つ
に
集
約
さ
れ
る
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
［M

ET
: （（（

（（（（-（

）］。
と
こ
ろ
で
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
命
令
権
論
を
概

観
し
た
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
れ
ら
の
権
限
が
法
学
者
の
議
論
だ
け
か
ら
は
導
出
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
事
実
、
法
学
者
の
議

論
で
は
命
令
権
は
必
ず
し
も
戦
争
や
抗
告prouocatio
と
は
結
び
付
け
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
ボ
ダ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
主
権
の
内
実
は
、

法
学
者
の
議
論
に
加
え
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
歴
史
家
の
書
物
を
通
じ
て
─
─
わ
け
て
も
ロ
ー
マ
史
家
の
制

度
叙
述
を
軸
に
─
─
各
国
の
制
度
を
比
較
検
討
し
た
成
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
な
考
察
と
歴
史
的
な
そ
れ
が
こ
の
五
つ
の
権
限
の
列

挙
の
背
景
に
控
え
る
。

ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
は
、
第
一
の
権
限
、
即
ち
官
職
を
創
設
し
、
そ
の
職
務
を
定
義
す
る
権
限
は
国
家
機
構
全
体
を
支
え
る
屋
台
骨
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
「
国
家Respublica

と
は
、
市
民
と
行
政
官
と
の
組
成civium

	ac	m
agistratuum

	descriptio

」
だ
か
ら

で
あ
る
［M
ET

: （00

（（（（

）］。
か
か
る
定
義
に
見
ら
れ
る
の
は
、
彼
自
身
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
国
家povli~

［
＝

civitas

］
の
定
義
へ
の
、
そ
し
て
こ
れ
を
用
い
る
シ
ゴ
ー
ニ
オ
を
含
む
同
時
代
人
へ
の
批
判
で
あ
る
［M

ET
: （（（

（（（（

）］。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
で
「
国
家povli~

を
市
民
の
集
合
体politῶ

n plῆ qov~
」［P

ol. （（（（b （（

］
と
呼
び
、「
市
民
」
を
「
審
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議
権
ま
た
は
司
法
権
に
参
与
し
得
る
者
」［（（（（b （（-（

］
と
定
義
し
た
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
か
か
る
定
義
は
不
十
分
で
あ
る
。

定
義
と
は
普
遍
的
・
一
般
的
な
射
程
を
有
す
べ
き
も
の
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
定
義
は
民
主
政
体
、
否
、
ペ
リ
ク
レ
ス
期
の
ア
テ
ー
ナ
イ

に
し
か
適
用
し
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
例
え
ば
、
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
勅
令
以
降
の
ロ
ー
マ
の
市
民
権
拡
大
は
説
明
し
得
な
い

［M
E

T
: （（（

（（（（
）］。
し
か
し
、
こ
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
ボ
ダ
ン
は
「
国
家
」
を
定
義
す
る
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
続
け
、

そ
の
国
制p

o
l

iteiva
の
定
義
に
着
目
す
る
。
但
し
、
彼
は
シ
ゴ
ー
ニ
オ
と
は
異
な
る
仕
方
で
そ
の
定
義
を
参
照
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
よ
れ
ば
、「
国
制p

o
l

iteiva

と
は
様
々
な
行
政
官
のtῶ

n a
[l

l
w

n a
jr

cῶ
n

─
─
特
に
至
高
の
権
力
を
す
べ
て
に
対
し
て
持
つ
行
政
官
の

ma
vlis

ta
 tῆ ~ k

uriva
~ pa

;ntw
n

─
─
組
成ta

vxi~

の
こ
と
で
あ
る
」［Pol.	（（（（b	（-（0

］。
こ
の
定
義
は
、
キ
ケ
ロ
ー
が
『
法
律
に
つ
い
て
』
で

「
統
治polivteuma

」［Pol.	（（（（b	（-（（
］
に
目
を
向
け
る
と
き
に
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
［D

e leg.	（, （（

］。
ボ
ダ
ン
は
─
─
当
時
の
あ
る
潮

流
に
従
っ
て
キ
ケ
ロ
ー
の
思
想
を
換
骨
奪
胎
し（

11
（

─
─
キ
ケ
ロ
ー
同
様
、
国
家Respublica

を
行
政
官
の
組
成m

agistratuum
	descriptio

、

即
ち
命
令
権
保
有
者
の
組
成
と
見
做
し
た
。
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
は
、
後
者
に
よ
る
「
統
治
」
がpovli~

の
存
立
条
件
と
な
る
。

事
実
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
行
政
官
（
命
令
権
保
有
者
）
を
欠
く
人
の
集
合
体
は
無
秩
序a

jna
r

c
iva

で
あ
る
。
曰
く
、
こ
の
と
き
群
衆
は
ポ

リ
ス
も
法
律
も
欠
くa

jpovlide~ k
a

i; a
jqevmis

toi

［H
om

. Il. （, （（

］。
法
律
及
び
そ
れ
に
従
っ
て
命
令
権
を
行
使
す
る
権
力
主
体
た
る
行
政
官

な
く
し
て
は
、
人
の
集
合
体
は
そ
も
そ
もpovli~

［
＝civitas
］
た
り
得
な
い
［M

ET
: （（0-（

（（（（

）］。
彼
に
と
っ
て
は
、politeiva

がpovli~

に
先
立
つ
。
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
よ
う
に
前
者
の
変
転
に
も
拘
ら
ず
後
者
が
一
定
の
形
態
を
保
つ
と
は
考
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ボ
ダ
ン
は

主
権
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
に
際
し
、「
行
政
官
」
と
、
そ
の
権
力
（
即
ち
命
令
権
）
と
の
関
係
で
「
市
民
」
と
を
定
義
す
る
。
彼
に

と
っ
て
は
両
者
は
一
体
で
は
な
い
。
紙
幅
の
都
合
、
本
稿
で
は
ボ
ダ
ン
の
市
民
権
論
は
扱
い
得
な
い
た
め
、
市
民
の
定
義
が
命
令
権
の
保
護

im
perii	tutela

に
浴
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
［M

ET
: （（（

（（（0

）］、
つ
ま
り
、
あ
る
国
家
の
領
域
内
に
生
を
受
け
、
命
令
権
に
従
う
こ

と
を
認
め
た
者
（
厳
密
に
は
明
示
的
に
そ
れ
に
反
対
し
な
い
者
）
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
［M

E
T

: （（0

（（（（

）］、
彼
は
こ
の
観
点
か

ら
恰
も
シ
ゴ
ー
ニ
オ
を
批
判
す
る
か
の
如
く
、
イ
タ
リ
ア
半
島
か
ら
属
州
ま
で
の
ロ
ー
マ
市
民
権
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し

て
お
く
［M

ET
: （（（-（

（（（（-（

）］。
彼
に
と
っ
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
主
権
が
存
す
る
か
ら
こ
そ
市
民
及
び
そ
の
自
由
が
存
立
す
る
。
以
上

を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
に
、
上
述
の
議
論
と
の
関
連
か
ら
ボ
ダ
ン
が
行
政
官
を
い
か
に
理
解
す
る
か
を
検
討
す
る
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　220

ボ
ダ
ン
は
行
政
官
に
つ
い
て
論
じ
る
に
際
し
、
法
学
者
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
し
、
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
命
令
権
論
に
依
拠
す
る
。
ま

ず
、「
行
政
官
職m

agistratus

の
語
は
、
命
令
権im

perium

か
権
力potestas

を
指
示
す
る
」
と
言
う
（cf. D

. （0, （（, （（（

）。
よ
り
厳
密

に
は
、「
行
政
官m

agistratus

と
は
公
的
な
命
令
権
をim

perii	publicam
	partem

有
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
」［M

ET
: （（（

（（（0-（

）］。

こ
こ
で
彼
が
「
公
的
」
と
言
う
の
は
、
家
長
の
命
令
権patrium

	im
perium

や
主
人
の
命
令
権herile	im

perium

と
い
っ
た
「
私
的
」

な
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
公
務m

unera	publica

を
担
う
す
べ
て
の
者
に
行
政
官
の
名
が
冠
さ
れ
る
訳
で
は
な
い

［M
E

T
: （（（

（（（（
）］。
公
的
な
命
令
権
と
は
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
よ
う
な
法
学
者
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
刑
事
裁
判
権
を
指
示
し
、
そ
の
行

使
主
体
に
の
み
係
わ
る
。

ウ
ァ
ッ
ロ
ー
［A

nt. R
er. hum

. （（

（=	Gell. （（, （（, （

）］
や
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
伝
え
る
原
則
に
よ
れ
ば
、
命
令
権
行
使
の
最
小
部
分

は
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
にin	com

prehensione

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
命
令
権
を
欠
く
者
は
人
身
捕
縛
権
を
欠
く

と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
凡
そ
ど
の
国
家
に
お
い
て
も
逮
捕
す
る
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
低
位
の
行
政
官
に
で
も
─
─

た
と
え
召
喚
す
る
権
利ius	vocandi

を
欠
い
た
と
し
て
も
─
─
認
め
ら
れ
て
い
る
。［M

ET
: （（（-（

（（（（

）］

つ
ま
り
、
ボ
ダ
ン
も
ま
た
命
令
権
を
刑
事
裁
判
権
と
理
解
す
る
。
そ
の
程
度
は
逮
捕
を
最
小
と
し
て
徐
々
に
増
し
て
い
く
。
曰
く
、
ま
ず
逮

捕
の
上
位
に
来
る
の
が
被
告
を
召
喚
しvocare

、
罰
金
を
科
すm

ulctare

権
限
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
司
法
権iurisdictio

を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
存
す
る
。
次
に
、
召
喚
や
科
料
よ
り
上
位
に
来
る
も
の
と
し
て
笞
刑
を
科
す
権
限uerberum

	potestas

、
さ

ら
に
拷
問
を
科
す
権
限quaestio

が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
大
の
も
の
は
「
剣
の
権
利
」、
即
ち
死
刑
を
科
す
権
限
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
、
法
学

者
が
こ
れ
を
伝
統
的
に
「
純
粋
命
令
権
」（D

. （, （, （

）
に
一
致
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
留
保
を
附
す
。
そ
の
保
持
者
は
法
律
（
主

権
者
の
決
定
）
に
従
っ
て
死
刑
を
宣
告
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
主
権
を
行
使
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
、
と
。
生
殺
与
奪
権
を
法
律
に

反
し
てcontra	leges

行
使
し
得
る
の
は
あ
く
ま
で
主
権
者
に
限
ら
れ
る
［M

ET
: （（（

（（（（

）］。
事
実
、
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
行
政
官

は
刑
事
罰
を
科
す
に
際
し
て
常
に
法
律
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
。
行
政
官
と
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
範
囲
で
、
命
じim

perare

、
執
行
す
る
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exequi

者
の
こ
と
で
あ
る
［M

ET
: （（（

（（（（

）］。

で
は
、
主
権
者
と
行
政
官
と
は
厳
密
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ボ
ダ
ン
は
、
中
世
来
の
法
学
者
の
議
論
の
延
長
に
身

を
置
き
つ
つ
、
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
リ
ー
の
よ
う
な
研
究
者
は
こ
こ
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き

た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ゆ
え
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
議
論
は
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
に
と
っ
て
基
幹
的
で
あ
る
た
め
、
主
権
者

の
決
定
（
法
律
）
と
行
政
官
の
命
令
権
行
使
と
の
関
係
に
係
わ
る
部
分
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
普
遍
法ius	universale

に
関
心
を
持

つ
ボ
ダ
ン
の
理
論
は
ロ
ー
マ
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
一
般
的
な
射
程
を
持
つ（

1（
（

。

普
遍
法
に
は
二
つ
の
条
項
が
あ
る
。
法
律lex

と
衡
平aequitas

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限legis	actio

と
行
政
官
の
義
務m

agistratus	officium

と
が
付
随
す
る
。
法
律
は
法
律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限
に
、
衡
平
は
行
政
官
の
義
務
に

関
連
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
や
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
、
か
の
古
の
法
学
者
た
ち
が
欲
し
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
行
政
官
は

法
律
に
基
づ
い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
事
柄
は
第
三
者
に
委
譲
し
得
ず
、
た
だ
裸
の
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限
をnudam

	legis	

actionem

有
す
る
だ
け
で
、
よ
っ
て
、
こ
れ
は
行
政
官
に
固
有
と
い
う
よ
り
法
律
そ
れ
自
体
に
固
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
他
方
、

衡
平
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
自
ら
の
権
利
に
よ
っ
てpro	suo	iure

委
譲
し
得
る
と
い
う
こ
と
。
例
え
ば
、
刑
事
訴
訟
を
指
揮
す

る
法
務
官
や
裁
判
官
は
（
こ
れ
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
が
提
示
す
る
例
だ
が
［D

. （, （（, （	pr

］）、
第
三
者
に
命
令
権
を
委
譲
し
得
な
か
っ
た
。
ま

た
、
法
を
宣
言
す
る
に
際
しin	iudicando

、
法
律
の
苛
烈
さ
を
減
じ
た
り
温
和
さ
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
っ
た
一
言
、

否
、
た
っ
た
一
文
字
だ
け
で
判
決
を
言
い
渡
し
た
。「
Ａ
」
や
「
Ｃ
」、「
Ｎ
．
Ｌ
」、
つ
ま
り
「
無
罪
と
す
るabsoluo

」、「
有
罪
と
す

るcondem
no

」
ま
た
は
「
裁
判
不
能non	liquet

」
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
は
市
民
の
名
誉
や
生
死
、
要
す
る
に
そ
の
命
運
が
人
の
判

断
で
は
な
く
法
律
の
決
定
に
の
み
依
拠
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。［M

ET
: （0（

（（（（-（

）］

こ
こ
で
の
ボ
ダ
ン
の
独
創
は
、「
行
政
官
の
義
務
」
─
─
即
ち
衡
平
を
民
事
訴
訟
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
行
政
官
固
有
の
義
務
［M

E
T

:	

（0（

（（（（

）］
─
─
で
は
な
く
、「
法
律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限
」
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
既
に
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
よ
う
な
法



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　222

学
者
に
よ
っ
て
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
行
政
官
の
命
令
権
行
使
が
法
律
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
し
か
し
、
ボ

ダ
ン
自
身
が
誇
る
よ
う
に
、
未
だ
誰
も
行
政
官
が
か
く
命
令
権
を
行
使
し
て
刑
事
罰
を
科
す
根
拠
を
「
法
律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限
」

に
同
定
し
、
こ
れ
を
「
行
政
官
の
義
務
」（
所
有
権
と
類
比
さ
れ
る
）
と
対
に
な
る
も
の
と
は
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
［M

E
T

: （0（-（

（（（（

）］。
こ
こ
で
ボ
ダ
ン
が
「
法
律
訴
訟legis	actio

」
と
い
う
太
古
の
訴
訟
形
態
を
─
─
未
だ
ガ
イ
ウ
ス
の
『
法
学
提
要
』
発
見
以
前
で
謎

め
い
た
制
度
で
あ
っ
た
が
た
め
─
─
理
解
せ
ず
、
特
殊
な
権
限
と
解
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ボ
ダ
ン

に
よ
る
定
式
化
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
限
は
主
権
者
か
ら
行
政
官
へ
の
寄
託
物res	com

m
odata

類
似
の
も
の
で
あ

る
［M

E
T

: （0（

（（（（

）］。
つ
ま
り
、
受
寄
者
が
寄
託
物
を
第
三
者
に
再
寄
託
し
得
ず
、
何
ら
の
変
化
を
加
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
と
同

様（
11
（

、
行
政
官
は
法
律
を
通
じ
て
主
権
者
か
ら
仮
託
さ
れ
た
こ
の
権
限
を
第
三
者
に
委
譲
し
得
ず
、
ま
た
、
法
律
の
命
令
に
対
し
て
い
か
な
る

恣
意
も
働
か
せ
得
な
い
。
ボ
ダ
ン
は
か
か
る
定
式
を
以
て
自
ら
の
見
解
を
詳
ら
か
に
し
て
い
く
。

以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
法
務
官
が
刑
事
裁
判
を
指
揮
す
る
と
き
、
純
粋
命
令
権
も
剣
の
権
能
も
有
さ
ず
、
裸
の
執
行
及
び
法

律
に
規
定
さ
れ
た
行
為
権
限
だ
け
をnudam

	executionem
	et	legis	actionem

有
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恰
も
警
士
─
─
こ

れ
に
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
は
「
警
士
よ
、
法
律
に
従
っ
て
為
せlictor,	lege	age

」
と
命
じ
た
─
─
と
同
様
で
あ
る
か
の
如
く
。［M

ET
: （0（

（（（（

）］

よ
っ
て
、
法
務
官
は
た
し
か
に
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
が
述
べ
た
よ
う
に
純
粋
命
令
権
を
有
さ
な
い
。
し
か
し
、
で
は
、
何
に
基
づ
い
て
法
律
の
命

令
を
執
行
し
て
い
た
の
か
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
務
官
は
刑
事
司
法
分
野
で
は
「
法
律
が
規
定
す
る
行
為
権
限
」
を
有
し
、
こ
れ
を
─
─

寄
託
物
を
扱
う
よ
う
な
制
限
付
き
で
─
─
行
使
し
た
。
法
務
官
が
民
事
司
法
分
野
で
は
「
行
政
官
の
義
務
」
に
基
づ
き
、
衡
平
に
訴
え
、
自

ら
の
権
限
を
自
由
に
委
譲
し
得
た
こ
と
と
対
を
為
す
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
ボ
ダ
ン
の
議
論
は
ロ
ー
マ
の
法
務
官
の
み
を
対
象
と
す
る
訳
で

は
な
い
。
普
遍
法
の
枠
内
で
扱
わ
れ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
行
政
官
を
対
象
と
す
る
。

な
お
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
は
軍
事
行
動
に
係
わ
る
命
令
権
行
使
に
も
当
て
は
ま
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、
ロ
ー
マ
で
執
政
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官
は
軍
隊
を
受
け
取
る
と
行
政
官
の
権
利
に
基
づ
きiure	m

agistratus

、
自
己
の
判
断
で
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

人
民
の
命
令
な
く
し
て
は
宣
戦
も
講
和
も
成
し
得
な
か
っ
た
。
宣
戦
や
講
和
は
、
主
権
者
た
る
人
民
に
固
有
の
権
利
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

［M
ET

: （0（
（（（（

）］。

２　

ボ
ダ
ン
の
主
権
論
（
二
）
─
─
ロ
ー
マ
の
人
民
主
権
論

ボ
ダ
ン
の
行
政
官
に
関
す
る
議
論
は
、
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
よ
う
な
法
学
者
の
立
論
の
延
長
上
、
主
権
者
と
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
た
る
行
政

官
と
の
関
係
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
主
権
の
五
つ
の
項
目
の
う
ち
抗
告provocatio

は
扱
わ
れ
な
い
。
こ
の
制
度
は
ロ
ー
マ
国
制

を
論
ず
る
文
脈
で
よ
う
や
く
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ボ
ダ
ン
が
抗
告
（
主
権
の
第
四
項
目
）
を
梃
子
に
主
権
論
を
い
か
に
発
展
さ
せ
た
か
を
検

討
す
る
。

ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
に
従
い
、
ボ
ダ
ン
が
「
ロ
ー
マ
のstatus

［
国
家
の
基
幹
部
分
］
に
つ
い
てD

e	statu	R
om

anorum

」
と
題
さ
れ
た
節

で
、
主
権
の
五
つ
の
権
能
を
ロ
ー
マ
国
制
に
い
か
に
当
て
は
め
て
い
く
か
を
確
認
し
た
い
。
彼
は
グ
ル
ッ
シ
ー
同
様
、
ロ
ー
マ
は
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
や
キ
ケ
ロ
ー
流
の
混
合
政
体
で
は
な
い
と
理
解
す
る
。
共
和
元
年
か
ら
民
主
政
体
で
あ
っ
た
。

王
を
都
市
か
ら
追
放
す
る
や
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
は
人
民
にad	populum

命
令
権
に
関
す
る
最
初
の
法
律prim

a	lex	de	im
perio

を

提
出
し
た
。
毎
年
、
執
政
官
が
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
。
リ
ウ
ィ
ウ
ス
［Liv. （, （0, （ ;	（, （, （

］
と
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ
ス
［D
. H

.	（, （（, （

］
が
こ
の
よ
う
に
伝
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
執
政
官
の
命
令
権
が
人
民
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。［M

ET
: （0（

（（0（

）］

ボ
ダ
ン
の
引
証
す
る
典
拠
を
確
認
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
人
民
の
名
に
お
い
て
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
人
民
は
官
職
保
有
者
を
選
出
し
（
主
権
の
第
一
項
目
）、
立
法
を
行
っ
た
（
第
二
項
目
）。
ゆ
え
に
人
民
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白

だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
恰
も
自
ら
の
理
論
を
実
証
す
る
か
の
如
く
、
ボ
ダ
ン
は
主
権
者
の
他
の
権
限
も
ま
た
ロ
ー
マ
の
人
民
に
存
し
た
こ
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と
を
確
認
し
て
い
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
民
が
宣
戦
と
講
和
の
権
利
（
第
三
項
目
）
を
有
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
［D

. H
.	

（, （0, （-（ ;	Liv. （, （0

］［M
ET

: （（0

（（0（

）］。
さ
ら
に
、
共
和
元
年
に
人
民
は
他
の
重
要
な
法
律
─
─
人
民
抗
告
に
係
わ
る
法
律
（
第
四
項

目
）
─
─
を
も
制
定
し
て
い
た
。
か
く
し
て
ボ
ダ
ン
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
流
の
混
合
政
体
論
を
否
定
す
る
た
め
に
、
グ
ル
ッ
シ
ー
と
同
じ
論

拠
─
─
人
民
抗
告
─
─
に
辿
り
着
く
。
そ
れ
が
、
た
と
え
ボ
ダ
ン
の
場
合
に
は
主
権
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
適
用
可
能
な
一
般
概
念
に
鋳

造
さ
れ
直
し
て
い
る
と
し
て
も
。
次
の
よ
う
に
言
う
。

以
上
は
、
ロ
ー
マ
が
民
主
政
体
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
十
分
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
の
同
僚

プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
他
の
法
律
も
提
出
さ
れ
て
い
た
。
リ
ウ
ィ
ウ
ス
は
こ
れ
を
「
ロ
ー
マ
に
お
け
る
自
由
の
最
大

の
防
壁
」
と
呼
ぶ
［Liv. （, （（, （

］。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
律
の
第
一
項
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
官
に
対
抗
し
て
自
由
に
人
民
に
抗
告

す
る
こ
と
が
で
き
るad	populum

	libere	prouocaretur

と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
項
で
は
、
い
か
な
る
政
務
官
も

抗
告
に
従
わ
ず
に
ロ
ー
マ
市
民
を
鞭
打
ち
、
殺
害
し
、
あ
る
い
は
科
料
を
徴
収
す
る
こ
と
勿
れ
と
さ
れ
る
。
次
に
、
何
者
も
─
─
死

刑
と
な
る
危
険
を
冒
し
て
─
─
人
民
に
拠
ら
ず
に
命
令
権
を
保
持
す
る
こ
と
勿
れ
と
さ
れ
る
。
以
上
は
リ
ウ
ィ
ウ
ス
［Liv. （, （, （

］、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
［D

. H
. （, （（, （

］、
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
［V

al. M
ax. （, （, （

］、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
［Pl. Popl. （（, （

］、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス

［D
. （, （（

］
が
一
致
し
て
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
抗
告
に
関
す
る
法
律
は
度
々
破
ら
れ
た
た
め
、
三
度
も
同
じ
氏
族
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
、
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
［Liv. （, （（, （

］、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
・
ウ
ァ
レ

リ
ウ
ス
［Liv. （0, （, （

］
に
よ
っ
て
。［M

ET
: （0（-（0

（（0（
）］

ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
三
度
提
出
さ
れ
た
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
法
は
真
正
で
あ
り（

11
（

、
ゆ
え
に
人
民
抗
告
の
制
度
は
共
和
政
樹
立
以
来
、
絶
え
ず
存
在
し

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
ロ
ー
マ
人
は
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
法
が
破
ら
れ
る
度
に
そ
れ
を
補
完
す
る
法
律
を
制
定
し
て
き
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

ポ
ル
キ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
市
民
へ
の
身
体
刑
が
禁
じ
ら
れ
［Liv. （0, （, （ ;	Cic. R

ab. P
erd. （, （（-（（

］、
さ
ら
に
そ
の
百
年
後
に
提
案
さ

れ
た
セ
ン
プ
ロ
ニ
ウ
ス
法
で
は
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
法
違
反
者
が
反
逆
罪perduellio

に
問
わ
れ
る
と
規
定
さ
れ
た
［Cic.	Cat.	（, （ ;	R

ab Perd.	
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（, （（-（（

］［M
ET

: （（0

（（0（-（

）］。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
で
は
主
権
者
た
る
人
民
が
、
た
と
え
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
法
が
度
々
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
人
民
抗
告
の
制
度
を
補
強
す
る
制
度
を
繰
り
返
し
立
法
に
よ
っ
て
創
出
し
、
政
務
官
に
よ
る
命
令
権
の
濫
用
を
阻
止
し
よ
う
と
試

み
て
き
た
。
か
く
し
て
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
で
人
民
に
主
権
が
存
し
た
と
い
う
こ
と
は
─
─
あ
る
い
は
主
権
者
に
抗
告
の
最
終
的
な

名
宛
人
と
な
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
─
─
主
権
者
が
政
務
官
の
恣
意
的
な
命
令
権
行
使
か
ら
市
民
（
即
ち
「
命
令
権
の
保
護
に
浴
す
る

者
」）
の
「
自
由
の
最
大
の
防
壁
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
抗
告
の
制
度
は
、
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
主
権
者
の
制
定
す
る
法
律
が

字
義
通
り
に
貫
徹
す
る
こ
と
を
下
支
え
す
る
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
。

主
権
の
第
五
項
目
た
る
生
殺
与
奪
権
も
、
無
論
、
ロ
ー
マ
で
は
人
民
に
留
保
さ
れ
て
い
た
［M

E
T

: （（0

（（0（

）］。
従
っ
て
、
人
民
が
主
権

の
要
素
を
す
べ
て
有
し
た
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
ボ
ダ
ン
が
市
民
の
身
体
の
自
由
を
徹
底
し
て
主
権
者
の
判
断
に
係
ら
し
め
る
こ

と
で
あ
る
。
市
民
の
生
命
が
終
局
的
に
主
権
者
の
判
断
に
依
拠
す
る
以
上
、
政
務
官
に
よ
る
死
刑
宣
告
も
覆
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
第
五

項
目
は
抗
告
と
対
に
な
る
規
定
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
、
か
く
も
人
民
が
重
要
な
諸
権
能
を
有
し
た
の
だ
か
ら
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政

体
論
は
支
持
し
得
な
い
と
さ
れ
る
［M

ET
: （（0

（（0（

）］。

し
か
し
、
興
味
深
い
の
は
、
す
べ
て
の
要
素
が
出
揃
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
ボ
ダ
ン
が
共
和
元
年
に
ロ
ー
マ
の
「
人
民
」

主
権
が
完
成
し
た
と
は
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
王
の
追
放
と
共
和
政
の
樹
立
は
ロ
ー
マ
に
お
け
る
主
権
の
確
立
の
第
一
歩

に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
パ
ト
リ
キ
が
命
令
権
を
独
占
し
て
お
り
、
人
民
と
は
名
ば
か
り
で
あ
っ
たpopulare	nom

en	inane	erat

」

た
め
で
あ
る
［M

E
T

: （（（

（（（（

）］。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
で
も
他
の
国
家
と
同
様
、
有
力
者
と
そ
う
で
な
い
者
─
─
即
ち
パ
ト
リ
キ

と
平
民
─
─
の
身
分
闘
争
が
あ
り
、
有
力
者
は
法
律
に
従
う
こ
と
を
拒
ん
だ
。

王
を
都
市
か
ら
追
放
し
た
の
ち
、
執
政
官
は
自
ら
の
命
令
権im

perium
や
権
力potestas

が
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
一

切
許
容
し
な
か
っ
た
。
か
つ
て
も
い
ま
も
変
わ
り
な
く
、
有
力
者
と
そ
う
で
な
い
者
た
ち
と
の
間
に
は
多
く
の
帝
国
を
破
滅
へ
と
導
い

て
き
た
か
の
大
き
な
諍
い
が
あ
る
。
有
力
者
は
自
分
た
ち
の
恣
意
で
命
令
し
、
法
律
に
束
縛
さ
れ
な
い
こ
と
をlegibus	solui

望
み
、

そ
う
で
な
い
者
た
ち
は
す
べ
て
の
人
が
平
等
にaequabili	iure

法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。［M

ET
: （（（

（（（（

）］
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パ
ト
リ
キ
の
執
政
官
が
法
律
に
従
わ
ず
に
命
令
権
を
行
使
し
た
な
ら
ば
、
人
民
主
権
、
即
ち
人
民
の
制
定
す
る
法
律
の
支
配
は
確
立
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
民
主
権
は
「
名
ば
か
り
」
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
─
─
恰
も
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
「
発

見
」
し
た
よ
う
に
─
─
ロ
ー
マ
の
民
主
政
の
完
成
の
た
め
に
は
護
民
官
の
登
場
が
不
可
欠
で
あ
っ
た（

11
（

。

護
民
官
と
は
何
か
。
ボ
ダ
ン
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
［Q

uae. R
om

. （（, （（（B

］
に
依
拠
し
つ
つ
、
護
民
官
と
は
、
独
裁
官
が
立
て
ら
れ
た
際

で
も
職
位
を
失
わ
ず
、
政
務
官
の
命
令
権
行
使
に
異
議
申
し
立
てintercessio

を
行
い
、
市
民
に
援
助
を
提
供
し
たcives	iuuabant

政
務

官
で
あ
る
と
考
え
る
［M

E
T

: （（（

（（0（

）］。
紀
元
前
五
世
紀
に
平
民
の
身
分
闘
争
を
経
て
こ
の
平
民
の
政
務
官
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
す
べ

て
の
政
務
官
の
命
令
権
行
使
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
で
も
異
議
申
し
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
。
ボ
ダ
ン
は
、
護
民
官
の
権
力
が
執
政
官
の
権

力
─
─
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
れ
を
王
権
に
比
す
る
─
─
を
凌
駕
し
た
と
ま
で
主
張
す
る
［M

E
T

: （（（

（（（（

）］。
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
護
民
官

の
拒
否
権
こ
そ
、
パ
ト
リ
キ
の
政
務
官
に
よ
る
命
令
権
の
濫
用
を
掣
肘
し
、
人
民
抗
告provocatio	ad	populum

を
実
効
的
な
ら
し
め
た

制
度
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
平
民
の
政
務
官
の
訴
え
を
以
て
、
人
民
は
よ
う
や
く
民
会
で
パ
ト
リ
キ
の
政
務
官
の
命
令
権
行
使
が
法
律

に
則
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
護
民
官
は
人
民
が
主
権
者
と
し
て
自
ら
の
命
令
（
法
律
）
を
全

市
民
に
平
等
に
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ボ
ダ
ン
は
護
民
官
に
主
権
の
神
髄im

perij	arcanum

が

あ
っ
た
と
言
う
［M

ET
: （（（

（（0（

）］。
護
民
官
が
ロ
ー
マ
に
お
け
る
人
民
主
権
（
法
律
の
支
配
）
を
実
体
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

護
民
官
は
さ
ら
な
る
進
展
を
も
も
た
ら
し
た
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
平
民
の
代
弁
者
た
る
こ
の
政
務
官
は
パ
ト
リ
キ
の
牙
城
た
る
元

老
院
に
お
け
る
先
議
（
民
会
へ
の
法
案
提
出
に
先
立
つ
審
議
）
に
介
入
し
て
い
っ
た
。
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
の
記
述
に
従
っ
て

［V
al. M

ax. （, （, （

］、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

元
老
院
が
権
力
を
乱
用
し
な
い
よ
う
に
護
民
官
に
は
あ
ら
ゆ
る
元
老
院
決
議
に
反
対
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
元
老
院
が

開
催
さ
れ
た
と
き
、
護
民
官
た
ち
は
元
老
院
議
事
堂
の
入
り
口
に
待
っ
た
。
そ
し
て
、
護
民
官
の
承
認
の
証
で
あ
る
「
Ｔ
」
の
文
字
が

書
か
れ
な
い
限
り
、
元
老
院
決
議
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
の
時
代
に
は
、
元
老
院
に
入
廷
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。［M

E
T

: （0（

（（00

）］
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か
く
し
て
、
護
民
官
が
平
民
の
代
弁
者
と
し
て
法
案
審
議
過
程
に
介
入
し
た
結
果
、
民
会
で
制
定
さ
れ
る
法
律
は
実
質
的
に
も
全
市
民
を
平

等
に
拘
束
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ボ
ダ
ン
が
既
に
立
法
主
権
の
成
立
条
件
を
探
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
と
い
う

の
も
、
彼
が
グ
ル
ッ
シ
ー
同
様
、
人
民
の
形
式
的
一
体
性
（
パ
ト
リ
キ
と
平
民
の
民
会
へ
の
参
加
）
を
重
視
し
て
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
を
真
正

の
民
会
と
見
做
し
つ
つ
も
、
こ
の
民
会
が
い
か
に
両
身
分
を
超
越
し
て
法
律
を
制
定
し
た
の
か
を
探
る
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は

こ
の
主
題
を
身
分
闘
争
を
材
料
に
深
化
さ
せ
て
い
く
。
曰
く
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
で
「
人
民
は
恰
も
裁
判
官
や
仲
裁
者
で
あ
る
か
の
如
く

veluti	iudex	et	arbiter
、
パ
ト
リ
キ
と
平
民
の
諍
い
を
鎮
め
た
」［M

ET
: （（（-（

（（0（

）］。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
は
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
よ
う
に
身

分
闘
争
を
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
と
平
民
会
（
ト
リ
ブ
ス
民
会
）
の
対
立
に
還
元
し
な
い
。
彼
は
こ
れ
を
元
老
院
（
パ
ト
リ
キ
）
と
平
民
会
（
平

民
）
に
よ
る
立
法
権
の
奪
い
合
い
の
過
程
と
考
え
、
主
権
が
遂
に
は
「
人
民
」（
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
）
か
ら
「
平
民
」（
平
民
会
）
に
移
る
こ
と

で
決
着
し
た
と
理
解
す
る
。
予
め
次
の
結
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
い
は
人
民
にpopulo
、
即
ち
五
つ
の
階
級
に
（
な
ぜ
な
ら
第
六
階
級
は
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
に
お
い
て
何
ら
役
割
を
果

た
さ
な
か
っ
た
か
ら
）、
あ
る
い
は
平
民
にplebi

、
即
ち
三
五
の
ト
リ
ブ
ス
に
区
別
な
く
割
り
当
て
ら
れ
た
、
パ
ト
リ
キ
を
除
く
全
市
民

に
、
主
権
を
割
り
当
て
る
の
だ
か
ら
、
ロ
ー
マ
が
民
主
政
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。［M

ET
: （（（

（（（0

）］

さ
て
、
ボ
ダ
ン
の
理
解
で
は
、
人
民
は
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
制
定
に
至
る
三
度
の
平
民
の
騒
擾
で
も
裁
判
官
の
如
く
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会

に
て
立
ち
現
れ
、
パ
ト
リ
キ
（
元
老
院
）
と
平
民
（
平
民
会
）
の
諍
い
を
裁
定
し
た
。

元
老
院
が
平
民
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
平
民
が
元
老
院
に
対
し
て
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、
騒
擾
を
解
決
す
る
唯
一
の

方
法
は
、
執
政
官
が
、
ま
た
は
独
裁
官
が
任
命
さ
れ
、
人
民
に
何
を
欲
す
る
の
か
諮
問
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
三
度
の
平

民
の
離
脱
行
為secessionibus	plebis

の
際
、
即
ち
パ
ト
リ
キ
が
平
民
会
決
議
を
、
平
民
が
元
老
院
決
議
を
拒
否
す
る
と
い
う
か
く
も
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激
し
く
長
き
に
渡
る
闘
争
の
際
に
見
ら
れ
た
。
事
実
、
執
政
官
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
と
マ
ル
ク
ス
・
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
［D

. H
. （（, （（

］、
人
民
を
召
集
す
る
とpopulo	conuocato

、
法
案
を
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
に
提
出

し
、
平
民
会
決
議
が
元
老
院
を
拘
束
す
る
よ
う
定
め
た
。
直
ち
に
騒
擾
は
止
ん
だ
。
し
か
し
、
徐
々
に
、
元
老
院
が
平
民
会
決
議
に
従

わ
な
く
な
る
。
護
民
官
は
怒
り
、
元
老
院
に
対
し
て
拒
否
権
を
発
動
す
る
。
再
び
一
一
〇
年
後
、
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
フ
ィ
ロ
が
独
裁
官

に
任
命
さ
れ
、
同
様
の
法
案
、
即
ち
平
民
会
決
議
が
人
民
の
命
じ
る
か
の
如
くac	si	populus	iussisset

法
律
と
同
等
の
効
力
を
持

つ
よ
う
に
と
い
う
法
案
を
人
民
にad	populum

提
出
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
以
下
の
条
項
を
附
与
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
元
老
院
へ
の
諮
問
な
く
し
て
法
律leges

が
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
で
人
民
にad	populum

提
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と

［Liv. （, （（, （

］。［M
ET

: （（（
（（0（-（0

）］

か
く
し
て
、
こ
の
段
階
で
は
、「
法
律
」
を
制
定
す
る
た
め
の
条
件
が
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
配
慮
は
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ

ス
法
の
制
定
に
至
っ
て
消
滅
す
る
。
ボ
ダ
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
諸
法
案
は
元
老
院
に
諮
る
こ
と
な
く
平
民
にad	plebem

提
出
さ
れ
、
し
か
も
パ
ト
リ
キ
に
は
耐
え
難
い
形
で

成
立
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
平
民
会
決
議
は
し
ば
し
ば
破
ら
れ
た
。
事
こ
こ
に
至
っ
て
、
独
裁
官
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス

は
、
五
〇
年
後
に
ま
た
同
様
の
法
案
を
人
民
にad	populum
提
出
す
る
［Gai. （, （ ;	Plin. H

ist. N
at.	（（, （0, （（ ;	Gell.	（（, （（, （ ;	

Liv. P
er., （（

］。
し
か
し
、
こ
こ
で
ロ
ー
マ
の
主
権
は
穢
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
平
民
つ
ま
り
最
下
層
の
群
衆
にplebi,	hoc	est	

infim
ae	m

ultitudini

法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
恰
も
人
民
そ
れ
自
体
が
命
ず
る
か
の
如
くac	si	

populus	ipse	iussisset

、
市
民
の
全
体
を
拘
束
す
る
と
い
う
形
で
。
さ
ら
に
、
平
民
は
あ
ら
ゆ
る
政
務
官
─
─
執
政
官
や
法
務
官
、

監
察
官
を
除
く
─
─
や
神
祇
官
を
任
命
す
る
権
限
ま
で
得
た
。
そ
の
上
、
刑
事
訴
訟
─
─
死
罪
に
係
わ
る
も
の
を
除
く
─
─
に
関
す
る

権
限
を
獲
得
し
、
は
た
ま
た
人
民
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
戦
争
を
終
結
さ
せ
、
人
民
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
命
令
権
を
延
長
さ
せ
る
こ

と
ま
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
遂
に
は
、
平
民
は
、
護
民
官
に
煽
動
さ
れ
て
他
の
権
限
を
も
奪
取
し
、
し
ば
し
ば
自
ら
開
戦
の
決
定
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を
行
っ
た
。
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
提
案
や
マ
ニ
リ
ウ
ス
提
案
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
提
案
─
─
こ
れ
ら
を
護
民
官
は
父
祖
の
慣
習
に
反
し
て
平
民
に

ad	plebem

提
出
し
た
─
─
が
示
す
よ
う
に
。
さ
ら
に
は
、
神
聖
不
可
侵
の
法
律
に
も
拘
ら
ず
、
閥
族
派
す
べ
て
に
亡
命
を
命
じ
た
。

［M
ET

: （（（-（

（（（0

）］

要
す
る
に
、
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
主
権
者
た
る
「
人
民
」（
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
）
は
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
を
制
定
す
る
こ
と
で
制
度
的
に
自
死

し
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
「
平
民
」（
平
民
会
）
が
主
権
者
た
る
権
限
を
簒
奪
し
て
い
き
、
ロ
ー
マ
を
破
滅
へ
と
導
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ロ
ー
マ
は
民
主
政
体
で
あ
り
続
け
る
。
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
の
人
民
の
姿
は
そ
こ
に
は
な
い
と

し
て
も
。

以
上
の
結
果
、
恰
も
人
民
か
ら
平
民
にa	populo	ad	plebem

、
つ
ま
り
民
主
政
か
ら
衆
愚
政
にa	D

em
ocratia	ad	O

chrocratiam

に
陥
る
よ
う
に
、
主
権
は
人
民
の
取
る
に
足
り
な
い
残
り
粕
の
手
にfecem

	populi

落
ち
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
グ
ラ
ッ
ク
ス

兄
弟
、
次
に
リ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ド
ル
ス
ス
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ウ
ス
と
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
が
護
民
官
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
血
で
都
市
を
穢
し
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。［M

ET
: （（（

（（（0

）］

護
民
官
の
登
場
に
至
る
平
民
に
よ
る
平
準
化
要
求
は
人
民
抗
告
を
帰
結
し
、
従
っ
て
、
ロ
ー
マ
の
人
民
主
権
（
法
律
の
支
配
）
を
完
成
さ

せ
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
は
平
民
の
闘
争
の
行
く
末
を
称
賛
す
る
訳
で
は
な
い
。
シ
ゴ
ー
ニ
オ
に
と
っ
て
の
「
ロ
ー

マ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
完
成
時
点
は
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
は
政
体
の
堕
落
の
開
始
地
点
で
あ
る
。
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
は
、
主
権
を
「
全

体
」
か
ら
「
多
数
」
へ
と
移
行
さ
せ
る
致
命
的
な
一
撃
を
加
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
主
権
は
未
だ
民
主
政
体
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か

し
、
ボ
ダ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
主
権
は
も
は
や
党
派
の
首
領
が
専
横
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
制
定
す
る
法
律
は
両
身
分
の
同
意
の
上

に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
は
内
乱
に
陥
り
、
国
家
は
破
滅
へ
と
突
き
進
む
。
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結
語ボ

ダ
ン
は
、
法
学
者
に
よ
る
命
令
権
の
刑
事
裁
判
権
へ
の
純
化
を
手
掛
か
り
に
し
つ
つ
、
そ
の
実
態
を
共
和
政
ロ
ー
マ
の
制
度
運
用
に
探

る
こ
と
で
、
主
権
（「
至
高
の
命
令
権
」）
を
国
家
内
部
に
お
け
る
自
由
の
窮
極
的
基
盤
と
構
想
し
た
。
彼
に
と
っ
て
主
権
者
と
は
行
政
官
に
公

権
力
を
寄
託
し
て
人
的
集
団
内
部
に
お
け
る
不
正
を
匡
す
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
終
審
級
と
し
て
行
政
官
の
命
令
権
の
濫
用
か
ら
市
民

の
身
体
の
自
由
を
保
障
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
の
基
底
に
、
主
権
が
立
法
権
と
し
て
絶
対
的
な

性
格
を
持
つ
か
と
い
っ
た
類
の
議
論
か
ら
は
導
出
さ
れ
得
な
い
、
公
法
学
者
と
し
て
の
省
察
が
あ
る
こ
と
を
見
る
。
し
か
も
、
こ
の
主
権
論

は
一
般
理
論
に
ま
で
昇
華
さ
れ
た
。
事
実
、
ボ
ダ
ン
は
『
方
法
』
の
第
六
章
に
て
ロ
ー
マ
国
制
を
論
じ
た
後
、
こ
こ
か
ら
抽
出
し
た
主
権
を

あ
ら
ゆ
る
国
家
に
見
出
し
て
い
く
。
主
権
は
古
代
の
諸
国
家
に
も
、「
新
大
陸
」
の
民
族
の
諸
国
家
に
も
、
無
論
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
も
存

す
る
。
ど
こ
で
あ
れ
自
生
的
権
力
関
係
は
生
じ
、
何
ら
か
の
制
度
群
（
国
家politeiva /	Respublica

）
が
形
を
成
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ボ
ダ
ン
は
法
学
者
の
枠
組
み
に
は
収
ま
ら
な
い
。「
統
治
」
の
重
要
性
に
至
り
、
こ
れ
が
主
権
の
存
立
条
件
─
─
法
律
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ

る
た
め
の
社
会
の
対
抗
関
係
か
ら
の
超
越
─
─
に
と
っ
て
枢
要
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
理
論
が
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
統
治

に
い
か
な
る
含
意
を
持
っ
た
の
か
、
そ
の
見
通
し
を
示
す
こ
と
を
以
て
結
語
と
す
る
。

実
は
、
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
統
治
の
重
要
性
を
介
し
て
『
方
法
』
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
「
序
」

で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
著
作
は
高
等
法
院
の
構
成
員
を
主
た
る
名
宛
人
と
す
る
と
こ
ろ
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
は
彼
ら
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

に
介
入
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
世
末
以
降
、
高
等
法
院
の
諮
問
官
は
、
法
律
（
王
の
命
令
）
の
登
記
や
そ
の
適
用
の
場
面
で
「
良
心
」

に
訴
え
る
こ
と
で
、
法
律
（
王
の
命
令
）
に
対
抗
し
、
そ
の
内
容
を
精
査
す
る
制
度
的
権
限
を
持
つ
こ
と
を
誇
っ
て
き
た（

11
（

。
ボ
ダ
ン
の
理
論

は
こ
の
「
良
心
」
に
部
分
的
に
沈
黙
を
強
い
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
法
律
（
王
の
命
令
）
の
貫
徹
を
要
請
す
る
。
無
論
、
彼
の
理
論
が
新
奇
で

あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
厳
密
に
は
、
既
に
一
部
の
諮
問
官
に
共
有
さ
れ
て
い
た
理
解
に
理
論
的
支
柱
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い（

11
（

。
と
は
い
え
、

そ
の
理
論
は
政
治
的
に
重
要
な
意
味
を
有
し
た
。
何
し
ろ
高
等
法
院
は
宗
教
内
乱
の
小
康
状
態
の
只
中
、
大
法
官
ロ
ピ
タ
ル
主
導
の
寛
容
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王
令
の
登
記
及
び
適
用
を
阻
害
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
理
論
は
彼
ら
に
対
し
、
宗
派
対
立
に
加
担
せ
ず
、
た
だ
法
律
（
寛
容
王

令
）
の
執
行
者
た
る
こ
と
を
求
め
る
。
主
権
の
超
越
性
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
─
─
。
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
、『
国
家
論
』
は
こ
の
延
長

で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
立
脚
点
は
常
に
統
治
階
層
の
一
部
と
共
有
さ
れ
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
は
ロ
ピ
タ
ル
失
脚
後
、
い
わ
ゆ
る

「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
の
理
論
的
支
柱
と
な
り
、
内
乱
の
帰
趨
そ
れ
自
体
に
係
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

【
凡
例
】

・
ボ
ダ
ン
の
『
歴
史
を
容
易
に
理
解
す
る
た
め
の
方
法
』
は
、Jean	Bodin,	M

ethodus ad facilem
 historiarum

 cognitionem
,	Paris,	M

artinus	
Juvenis,	（（（（

に
拠
る
（Gallica
［gallica.bnf.fr

］
で
参
照
可
能
［notice:	Z-（（（（

］）。
現
在
で
はS. M

iglietti

に
よ
る
校
訂
版
も
用
い
ら
れ
る

（M
ethodus ad facilem

 historiarum
 cognitionem

,	S.	M
iglietti	

（a	cura	di

）,	Edizioni	della	N
orm

ale,	（0（（

）。
本
文
中
で
は
後
者
の
頁
数
を

括
弧
に
入
れ
、［M

ET

：
頁
数
（M

iglietti
版
頁
数
）］
と
略
記
す
る
。

・
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
『
司
法
権
論
』
はA

ntoine	de	Gouveia,	D
e iurisdictione Libri II: adversus E

guinarium
 Baronem

 Iureconsultum
 ad 

Petrum
 Castellanum

 E
piscopum

 M
atisconensem

 et m
agnum

 G
alliae E

leem
osynarium

,	T
oulouse,	Johannes	M

olinerius,	（（（（

を
用

い
、［D

I

：
頁
数
］
と
略
記
す
る
。

・
グ
ル
ッ
シ
ー
の
『
ロ
ー
マ
の
民
会
論
』
はN

icolas	de	Grouchy,	D
e com

itiis R
om

anorum
 libri III,	Paris,	M

ichaël	V
ascosanus,	（（（（

を
用
い

る
。［D

cR

：
頁
数
］
と
略
記
。

・
シ
ゴ
ー
ニ
オ
の
『
古
代
ロ
ー
マ
市
民
権
論
』
はCarlo	Sigonio,	D

e antiquo iure ciuium
 R

om
anorum

 libri II,	V
enise,	Jordanus	Zilettus,	

（（（0

を
用
い
る
。［D

aicR

：
頁
数
］
と
略
記
。

（
（
）
か
か
る
見
解
はJ. H

. Franklin,	Jean Bodin and the R
ise of A

bsolutist T
heory,	C.U

.P.,	（（（（

を
嚆
矢
と
し
、D

. Lee

の
言
葉
を
借
り
れ

ば
ボ
ダ
ン
の
政
治
思
想
の
「
正
統
派
教
義
」
と
な
っ
て
い
る
（Popular Sovereignty in E

arly M
odern Constitutional T

hought,	O
.U

.P.,	（0（（,	
p. （（（

）。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
の
関
係
は
、
さ
し
あ
た
りJ. H

.	M
.	Salm

on,	« Bodin	and	M
onarchom

achs »	in	Bodin: V
erhandlungen der 

internationalen Bodin T
agung in M

ünchen,	H
. D

enzer	

（ed.

）,	Beck,	（（（（,	pp. （（（-（（
を
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
で
もJ.-F. Spitz

の
よ
う
な
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論
者
がFranklin

の
解
釈
の
延
長
上
─
─
遥
か
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
で
は
あ
る
が
─
─
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
扱
う
（Bodin et la 

souveraineté,	P.U
.F.,	（（（（

）。

本
邦
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
研
究
に
もFranklin

以
降
の
通
説
的
見
解
と
同
種
の
傾
向
を
看
取
し
得
る
。
佐
々
木
毅
『
主
権
・
抵
抗
権
・
寛
容
─
─
ジ
ャ

ン
・
ボ
ダ
ン
の
国
家
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
は
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
扱
う
に
際
し
、
彼
の
主
権
論
と
統
治
論
と
を
峻
別
し
、『
方
法
』
に

は
未
だ
両
者
を
混
在
さ
せ
る
理
想
統
治
論
が
あ
る
の
に
対
し
、『
国
家
論
』
で
は
立
法
主
権
論
が
統
治
論
と
区
別
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
制
限
主
権
論
は
後
者

の
枠
組
み
で
処
理
さ
れ
た
と
す
る
（
九
〇
─
一
頁
）。
佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
巨
大
な
転
換
」
で
あ
り
、『
国
家
論
』
で
は
『
方
法
』
で
か
つ
て
目

指
さ
れ
た
人
事
権
（
＝
官
職
創
設
権
）
を
中
心
と
す
る
「
統
治
機
構
の
絶
対
的
支
配
」
で
は
な
く
、
立
法
権
を
基
軸
と
し
た
「
全
社
会
の
権
力
的
統
制
」

が
関
心
の
的
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
一
〇
三
頁
）。
同
種
の
見
解
は
、
ボ
ダ
ン
の
知
的
遍
歴
の
評
伝
の
形
式
を
採
る
清
末
尊
大
『
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
危

機
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。
清
末
は
、
佐
々
木
と
は
異
な
り
『
方
法
』
で
展
開
さ
れ
る
諸
議
論
を
扱
う
が
、

政
治
思
想
に
関
す
る
限
り
は
、
佐
々
木
同
様
、『
方
法
』
を
「
立
法
主
権
論
の
入
口
」
に
立
つ
著
作
と
見
做
す
。
つ
ま
り
、
ボ
ダ
ン
は
同
著
で
立
法
主
権

論
を
展
開
し
つ
つ
も
、
幾
多
の
制
度
的
拘
束
─
─
神
法
・
自
然
法
や
王
国
基
本
法
（
サ
リ
カ
法
）、
即
位
の
宣
誓
、
わ
け
て
も
高
等
法
院
の
権
威
の
尊
重

─
─
を
重
視
す
る
た
め
、
立
法
主
権
論
は
完
全
な
形
で
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
二
六
─
九
頁
）。『
国
家
論
』
の
独
創
は
「
不

可
分
の
立
法
主
権
論
を
確
立
」
し
、「
主
権
論
と
正
し
い
統
治
論
と
の
区
別
を
明
瞭
に
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
（
一
八
三
頁
）。
川
出
良
枝
も
ま
た
比
較
的

近
年
の
研
究
で
こ
の
通
説
的
見
解
を
踏
襲
す
る
（「
ボ
ダ
ン
─
─
主
権
論
と
政
体
論
」
小
野
紀
明
ほ
か
編
集
代
表
『
岩
波
講
座
政
治
哲
学
Ⅰ　

主
権
と
自

由
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
九
七
─
一
二
二
頁
）。
事
実
、
川
出
は
、『
方
法
』
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
訳
で
は
な
い
も
の
の
、
研
究
史
を
整
理

す
る
文
脈
で
、
こ
の
著
作
が
伝
統
的
な
「
制
限
君
主
政
論
の
圏
内
」
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、『
国
家
論
』
に
お
け
る
主
権
の
絶
対
性
を
い
か
に
捉
え

得
る
か
を
論
じ
る
。

（
（
）
本
文
中
で
、m

agistratus

の
語
は
ロ
ー
マ
史
に
関
わ
る
限
り
慣
例
に
則
り
「
政
務
官
」
と
訳
す
。
よ
り
広
い
意
味
で
用
い
る
際
に
は
「
行
政
官
」
と

す
る
。

（
（
）
と
り
わ
けM

.-D
.	Couzinet,	M

éthode et histoire à la R
enaissance. U

ne lecture de la	M
ethodus	ad	facilem

	historiarum
	cognitionem

	
de Jean Bodin,	V

rin,	（（（（

を
参
照
。
ボ
ダ
ン
の
「
方
法
」
の
独
自
性
がars	historicae

で
は
な
くars	m

em
oriae

と
ラ
ミ
ス
ム
と
の
関
連
か
ら
分

析
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
に
よ
る
か
か
る
「
方
法
」
の
転
用
と
政
治
理
論
と
の
関
連
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
）Lee,	op. cit.,	esp.	pp. （（（-（（（

（『
方
法
』
に
関
し
て
はpp. （（（-（（

）。

（
（
）Ibid.	pp. （（（-（（.	

但
し
初
期
近
代
の
命
令
権
に
関
す
るLee

の
議
論
は
目
新
し
い
訳
で
は
な
い
。M

. P.	Gilm
ore,	A

rgum
ent from

 R
om

an 
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Law
 in Political T

hought 1200-1600,	Russel	and	Russel,	（（（（	

［（（（（

］
が
先
鞭
を
付
け
て
お
り
（Bodin

に
つ
い
て
はpp. （（-（（（

）、
例

え
ばL. M

annori,	« Per	una	 ‘preistoria ’	della	funzione	am
m

inistrativa.	Cultura	giuridica	e	attività	dei	pubblici	apparati	nell ’età	
del	tardo	diritto	com

une »,	Q
uaderni Fiorentini,	vol. （（,	（（（0,	pp. （（（-（0（

（Bodin,	pp. （（（-（（

）
等
に
よ
っ
て
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。Lee

の
貢
献
は
ボ
ダ
ン
の
研
究
史
上
で
命
令
権
論
を
扱
う
こ
と
で
、『
方
法
』
と
『
国
家
論
』
を
架
橋
し
、Franklin

以
来
の
通
説
的
見
解
を
批
判
し
た
こ

と
に
あ
る
。
な
お
命
令
権
を
扱
い
つ
つ
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
護
民
官
論
と
の
関
連
か
ら
考
察
し
た
も
の
にS. A

kim
oto,	« La	

juridicisation	de	la	politique	chez	Bodin,	héritier	de	M
achiavel »,	R

evue des sciences philosophiques et théologiques,	vol. （0（,	no. （,	
（0（（,	pp. （（（-（（

が
あ
る
。

（
（
）Lee,	op. cit.,	p. （（（	
（see	also	p. （（0,	n. （0（

）.

（
（
）R.	T

uck,	T
he Sleeping Sovereign: T

he Invention of M
odern D

em
ocracy,	C.U

.P.,	（0（（,	pp. （（-（.

（
（
）W

. M
cCuaig,	Carlo Sigonio. T

he Changing W
orld of the Late R

enaissance,	P.U
.P.,	（（（（,	p. （（（.	

但
し
、
古
事
学
者
の
著
作
と
『
方

法
』
の
関
係
は
十
分
に
は
精
査
さ
れ
な
い
（『
方
法
』
に
つ
い
て
はpp. （（（-（（

）。

（
（
）
古
事
学
ま
た
は
そ
の
知
的
伝
統
と
し
て
のantiquarianism

に
つ
い
て
はA

.	M
om

igliano

の
研
究
を
参
照
。
十
六
世
紀
の
古
事
学
の
動
向
に
つ
い

て
はJ.-L.	Ferrary

やW
.	Stenhouse

の
諸
研
究
を
見
よ
。

（
（0
）M

.-D
. Couzinet,	« N

ote	biographique	sur	Jean	Bodin »,	in	Jean Bodin. N
ature, histoire, droit et politique,	Y

.-Ch.	Zarka	

（éd.

）,	
P.U

.F.,	（（（（,	pp. （（（-（（	

（esp.	pp. （（（-（

）.

（
（（
）J. Bodin,	Les Six Livres de la R

épublique	

（（（（（

）,	A
alen,	（（（（,	Ep.,	

［sig.	a	vij

］.

（
（（
）Cf.	J.	M

oreau-Reibel,	Jean Bodin et le droit public com
paré dans ses rapports avec la philosophie de l ’histoire,	V

rin,	（（（（,	pp.	（（-
（.

（
（（
）
人
文
主
義
法
学
は
ヴ
ァ
ッ
ラ
に
よ
る
中
世
法
学
者
の
ラ
テ
ン
語
批
判
に
始
ま
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
に
関
す
る
近
年
の
研
究
は

枚
挙
に
暇
が
な
い
。
最
新
の
も
の
はH

um
anism

e juridique. A
spect d

’un phénom
ène intellectuel européen,	X

. Prévost	et	L.-A
. Sanchi	

（dir.

）,	Classiques	Garnier,	（0（（.	

但
し
、
人
文
主
義
法
学
と
古
事
学
と
の
関
係
は
未
だ
十
分
に
は
深
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
（（
）
中
世
来
の
命
令
権
論
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
りGilm

ore

やM
annori

の
研
究
を
参
照
。
グ
ー
ヴ
ェ
イ
ア
の
参
戦
し
た
論
争
に
関
し
て
は

Gilm
ore,	op. cit.,	pp. （（-（（;	M

annori,	art. cit.,	pp. （（（-（

を
参
照
。Lee

は
こ
の
論
争
に
は
触
れ
ずD

ouaren

の
命
令
権
論
の
み
を
敷
衍
す
る

（op. cit.,	pp. （0（-（0

）。
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（
（（
）A

.	de	Gouveia,	A
d L

eg. III. D
. de Iurisdictione om

nium
 Iudicum

, ad Ioannem
 C

orasum
,	in O

pera iuridica, philologica, 
philosophia,	Rotterdam

,	H
.	Bem

an,	（（（（,	pp. （A
-（B.	

コ
ラ
ス
の
証
言
はp. 

［（

］.
（
（（
）F.	Le	D

ouaren,	D
isputationum

 anniuersariarum
 liber prim

us,	Lyon,	S.	Gryphius,	（（（（,	ff. （（（-（（	

（Cap. LIII,	« Q
uid	sit	Iurisdictio,	

quidque	Im
perium

	tam
	m

erum
,	quam

	m
ixtum

 »

）.

（
（（
）É.	Baron,	V

ariarum
 quaestionum

 publice tractatarum
, ad D

igesta iuris civilis : D
e iurisdictione,	Lyon,	S.	Gryphius,	（（（（.	

こ

れ
に
対
す
る
応
答
と
し
てA

.	Laetus	

［=	F.	Le	D
ouaren

］,	D
e iurisdictione et im

perio. A
pologia Franc. D

uareni iureconsulti, aduersus 
E

guinarium
 Baronem

 iureconsultum
,	Paris,	G.	M

orelius,	（（（（.

（
（（
）Cf.	J. Bodin,	R

épublique, op. cit.,	liv. III,	ch. （,	p. （（（.

（
（（
）Cf.	Gilm

ore,	op. cit.,	pp. （（-（（;	L.	M
annori,	art. cit.,	pp. （（（-（（;	D

.	Lee,	op. cit.,	pp. （（-（0（.

（
（0
）「
人
民
」
へ
の
着
目
は
す
で
にF.	Le	D

ouaren,	D
isputationum

…,	op. cit.,	f. （（0

に
見
ら
れ
る
。

（
（（
）E.	H

enryson,	Pro E
. Barone adversus A

. G
oveanum

 de iurisdictione libri II,	Paris,	V
.	Sertenas,	（（（（.

（
（（
）
彼
の
民
会
論
に
つ
い
て
はM

cCuaig,	op. cit.,	pp. （（（-（（（

を
参
照
。

（
（（
）O

.	Panvinio,	R
eipublicae R

om
anae com

m
entariorum

 libri III,	V
enise,	V

.	V
algrisius,	（（（（,	f. （0（.

（
（（
）
古
事
学
者Paolo	M

anuzio

の
ロ
ー
マ
国
制
理
解
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
そ
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
はJ.-L,	Ferrary,	« Rom

e	et	V
enise	dans	

la	pensée	politique	et	chez	les	antiquaires	du	X
V

I e siècle :	à	propos	des	A
ntiquitates R

om
anae	de	Paul	M

anuce »,	in	Com
ptes 

rendus des séances de l ’A
cadém

ie des Inscriptions et Belles-Lettres,	（（（ ᵉ	année,	N
o. （,	（（（（,	pp. （（（-（（（

を
参
照
。

（
（（
）M

cCuaig,	op. cit.,	p. （（（.

（
（（
）
シ
ゴ
ー
ニ
オ
は
、
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
と
は
異
な
り
、
市
民
を
住
所dom

icilium

、
ト
リ
ブ
ス
、
官
職
就
任
権
を
有
す
る
者
と
定
義

す
る
［D

aicR:	（

］。

（
（（
）C.	Sigonio,	In Fasti consulares ac trium

phos R
om

anos com
m

entarius,	V
enise,	P.	M

anutius,	（（（（,	f. （（r.

（
（（
）Ibid.	f. 

［（

］.	Cf.	M
cCuaig,	op. cit.,	pp. （（0-（.

（
（（
）F.	Baudouin,	D

e institutione historiae universae, et eius cum
 iurisprudentia coniunctione, prolegomevnon libri II,	Paris,	A

.	W
echlus,	

（（（（,	p. （（（.

（
（0
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
述
し
得
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
のrecta	ratio

（
＝frovnhs

i~

）
の
理
解
が
鍵
に
な
る
。
な
お
、Cic.	D

e leg.	（, （（

の
ソ
ー
ス
の
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同
定
に
つ
い
て
はE.	Lepore,	Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica,	N

ella	sede	dell ’istituto,	（（（（,	pp. （（（-（.
（
（（
）
ボ
ダ
ン
の
『
方
法
』
は
普
遍
法
研
究
の
副
産
物
で
あ
る
［M

ET
: *ij r

（（（

）］。

（
（（
）Bodin,	E

xposé du droit universel	

（Juris universi distributio

）,	L. Jerphagnon	

（tr.

）,	P.U
.F.,	（（（（,	p. （0 :	« Com

m
odatum

,	est	
creditum

	ad	tem
pus,	ut	idem

	reddatur ».

（
（（
）
最
初
の
二
つ
のleges	V

aleriae

は
ダ
ブ
レ
ッ
ト
と
さ
れ
る
。Cf.	A

. M
agdelain,	« D

e	la	coercition	capitale	du	m
agistrat	supérieur	au	

tribunal	du	peuple »,	Jus im
perium

 auctoritas. É
tudes de droit rom

ain,	École	française	de	Rom
e,	（0（（	

［（（（0

］,	pp. （（（-（.

（
（（
）A

kim
oto,	art., cit.	

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
発
見
」
に
つ
い
て
は
、
福
田
有
広
「
共
和
主
義
」、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』
福
田
有
広
・
谷
口
将

紀
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
七
─
五
三
頁
。

（
（（
）
さ
し
あ
た
り
以
下
の
研
究
を
参
照
。M

.-F.	Renoux-Zagam
é,	«  “Royaum

e	de	la	loi ” :	équité	et	rigueur	du	droit	selon	la	doctrine	des	
parlem

ents	de	la	m
onarchie »,	H

istoire de la justice,	（（,	（（（（,	pp. （（-（0 ;	Ead.,	D
u droit de D

ieu au droit de l ’hom
m

e,	P.U
.F.,	（00（,	

pp. （（（-（（.

（
（（
）
さ
し
あ
た
りJ. Bodin,	R

épublique, op. cit.,	liv. III,	ch. （,	pp. （（（-（0

を
参
照
。

（
（（
）『
国
家
論
』
は
主
権
論
に
限
ら
ず
『
方
法
』
と
内
容
的
共
通
性
を
多
く
有
す
る
が
、
引
用
史
料
は
大
き
く
異
な
り
、
よ
り
多
岐
に
渡
る
。
中
世
法
学
の

註
釈
す
ら
引
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
高
等
法
院
で
蓄
積
さ
れ
た
「
法
学
」
の
所
産
で
あ
る
（cf. J. K

rynen,	« N
ote	sur	Bodin,	la	souveraineté,	les	

juristes	m
édiévaux »,	Pouvoir et liberté. É

tudes offertes à Jacques M
ourgeon,	Bruylant,	（（（（,	pp. （（-（（

）。
冒
頭
で
見
た
よ
う
な
『
国
家

論
』
の
理
解
に
満
足
し
な
い
な
ら
ば
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
れ
ら
引
用
論
拠
が
『
方
法
』
で
示
さ
れ
た
理
論
的
骨
格
に
い
か
な
る
肉
付
け
を
与
え
た
の

か
（
あ
る
い
は
い
か
な
る
変
更
を
要
請
し
た
の
か
）、
ま
た
、
王
権
に
敵
対
的
な
勢
力
の
持
ち
出
す
論
拠
を
い
か
に
掣
肘
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
等
々
で

あ
ろ
う
。
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一　

問
い
の
所
在

一
九
世
紀
英
国
の
哲
学
的
急
進
派
（
以
下
、
急
進
派
）
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を
基
礎
と
し
た
知
的
・
実
践
的
な
活
動

を
通
じ
て
、
個
人
の
幸
福
と
自
由
を
可
能
に
す
る
民
主
的
な
国
制
を
模
索
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
初
期
に
は
「
民
衆
統
治

は
自
滅
す
る
こ
と
を
ア
テ
ナ
イ
は
示
し
た
」
と
い
う
歴
史
的
事
例
に
基
づ
く
格
言
が
流
布
し
て
い
た（

（
（

。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
騎
士
』
が

風
刺
し
た
市
民
の
「
気
ま
ぐ
れ
さ
」
は
、
民
主
政
反
対
論
者
の
格
好
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
度
々
援
用
さ
れ
た
。
急
進
派
で
歴
史
家
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
グ
ロ
ー
ト
（
一
七
九
四
─
一
八
七
一
）
は
、『
ギ
リ
シ
ア
史
』（
一
八
四
六
─
五
六
年
、
全
一
二
巻
）
に
お
い
て
「
哲
学
的
歴
史
」
に
基
づ
い
た

歴
史
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
こ
の
歪
み
の
修
正
に
挑
ん
だ
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
─
七
三
）
は
同
書
を
高

く
評
価
し
た
書
評
を
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
五
三
年
に
か
け
て
計
七
回
公
表
し
た
。
米
仏
の
革
命
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
二

度
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
で
の
革
命
を
目
撃
し
た
英
国
で
は
、
民
主
政
の
是
非
が
問
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
内
の
政
治
改
革
の
気
運
の
高
ま
り

を
一
背
景
と
し
な
が
ら
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
両
立
可
能
性
が
模
索
さ
れ
た
世
紀
の
中
頃
に
、
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
は
急
進
派
に
よ
っ
て

再
検
討
さ
れ
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
は
、
グ
ロ
ー
ト
と
同
様
に
ミ
ル
が
「
ギ
リ
シ
ア
に
陶
酔
し
て
い
た
人
物
（Greece-intoxicated	m

an

）
（
（
（

」
で
あ
っ

村
田　

陽

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

ギ
リ
シ
ア
へ
の
陶
酔

─
─
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ロ
ー
ト
と
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
論
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た
と
評
し
た
。
ミ
ル
は
、
父
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
よ
り
受
け
た
英
才
教
育
の
過
程
で
、
幼
少
期
か
ら
古
典
語
を
学
ん
だ
こ
と
を
次
の
よ
う
に

回
想
す
る
─
─
「
父
と
共
に
読
解
を
続
け
た
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の
書
物
は
、
語
学
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
の
た
め
に
も

学
ぶ
価
値
の
あ
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た（

（
（

」。
ミ
ル
に
内
在
化
し
た
古
典
古
代
の
思
想
的
価
値
は
、
一
八
三
〇
年
代
中
頃
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン

の
対
話
篇
の
英
訳
の
公
刊
、
本
稿
の
主
た
る
分
析
対
象
で
あ
る
グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
書
評
、
グ
ロ
ー
ト
の
古
代
哲
学
に
関
す
る
評

論
か
ら
主
に
看
取
さ
れ
る（

（
（

。
一
八
五
三
年
に
ミ
ル
は
、
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
に
関
す
る
七
回
目
の
書
評
を
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ

ビ
ュ
ー
』
に
寄
稿
し
、
ギ
リ
シ
ア
の
な
か
で
も
後
世
に
多
大
な
影
響
と
功
績
を
残
し
た
の
は
ア
テ
ナ
イ
で
あ
る
と
明
言
す
る
。「
法
的
権
威

の
確
立
」、「
党
派
的
な
暴
力
の
不
在
」、「
自
由
も
し
く
は
天
才
」
を
育
む
特
徴
、「
生
命
と
財
産
」
の
保
護
、「
高
度
な
知
性
あ
る
い
は
独
創

的
な
功
績
」
の
条
件
を
成
す
「
精
神
の
平
穏
」
と
い
っ
た
進
歩
的
な
諸
要
素
が
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
に
は
点
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ア

テ
ナ
イ
は
優
れ
て
い
た
と
ミ
ル
は
理
解
す
る
（M

ill,	G
H

［II

］,	（（（-（

）。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
急
進
派
に
よ
る
古
代
民
主
政
評
価
に
つ
い

て
、
彼
ら
の
論
敵
で
あ
る
ト
ー
リ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
（
一
七
四
四
─
一
八
二
七
）
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル

が
ア
テ
ナ
イ
に
読
み
取
っ
た
「
国
制
の
道
徳
」
を
解
明
す
る
。

古
典
古
代
と
ミ
ル
の
密
接
な
関
連
は
、
ウ
ル
ビ
ナ
テ
ィ
の
研
究
が
包
括
的
か
つ
理
論
的
に
検
証
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
ミ
ル
の
古
典
古

代
論
が
彼
の
近
代
民
主
主
義
論
へ
の
貢
献
を
示
す
鍵
と
な
る
と
捉
え
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
概
念
や
ス
キ
ナ
ー
と
ペ
テ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
共
和
主

義
的
自
由
と
は
異
な
る
ミ
ル
の
政
治
的
自
由
の
観
念
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
論
的
特
色
を
熟
議
民
主
主
義
論
に
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、

ア
テ
ナ
イ
の
ポ
リ
ス
に
近
代
性
を
付
与
し
た
役
割
を
総
じ
て
ミ
ル
に
帰
す
彼
女
の
解
釈（

（
（

は
、
タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
古
典
古

代
論
の
思
想
史
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
グ
ロ
ー
ト
の
意
義
を
弱
め
る（

（
（

。
ウ
ル
ビ
ナ
テ
ィ
の
研
究
以
後
、
ミ
ル
研
究
に
お
い
て
は
、『
ギ
リ

シ
ア
史
』
の
書
評
論
文
と
主
要
著
作
と
の
繋
が
り
に
注
視
す
る
こ
と
で
、
ミ
ル
が
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
「
古
典
的
共
和
主
義
」
を
「
理
想
モ
デ

ル
」
と
し
、
そ
れ
を
近
代
社
会
に
適
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
捉
え
る
理
論
研
究（

（
（

や
、
グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
読
解
が
教
育
、
社

会
、
政
治
に
関
す
る
ミ
ル
の
改
革
論
を
支
え
た
と
す
る
テ
ク
ス
ト
分
析（

（
（

が
登
場
し
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
研
究
も
二
人
の
急
進
派
の
立
場
か

ら
ギ
リ
シ
ア
史
を
再
構
成
す
る
部
分
が
不
十
分
で
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
の
研
究
も
ミ
ル
の
グ
ロ
ー
ト
解
釈
に
は
さ
ほ
ど
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

グ
ロ
ー
ト
研
究
は
近
年
進
展
が
み
ら
れ
る
部
分（

（
（

で
あ
り
、
ケ
ア
ス
テ
ッ
ド
は
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
記
述
を
古
代
史
の
知
見
を
生
か
し
な
が
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ら
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
。
同
研
究
は
、
グ
ロ
ー
ト
の
歴
史
叙
述
が
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
に
対
す
る
歴
史
的
偏
見
を
覆
し
、
自
由
民
主
主
義

の
理
論
家
ミ
ル
に
活
力
を
与
え
た
点
に
お
い
て
「
革
命
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
で
、
ウ
ル
ナ
ビ
テ
ィ
の
研
究
よ
り
も
グ
ロ
ー

ト
の
役
割
を
強
調
す
る（

（1
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
功
利
主
義
者
が
、
歴
史
に
着
目
し
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
前
述
の
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
保
守
の
ギ
リ
シ
ア
史
へ
の
反
駁
と
い
う
政
治
的
目
的
が
強
調
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ン
サ

ム
、
グ
ロ
ー
ト
、
ミ
ル
親
子
の
歴
史
論
を
明
ら
か
に
し
た
バ
レ
ル
の
政
治
思
想
史
研
究
で
は
、
彼
ら
が
過
去
か
ら
現
在
に
対
す
る
意
義
を
抽

出
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
バ
レ
ル
は
思
想
家
ご
と
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
調
す
る
が
、
全
体
と
し
て
急

進
派
は
、「
功
利
主
義
的
、
急
進
主
義
的
、
あ
る
い
は
自
由
主
義
的
な
歴
史
哲
学
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
に
対
応
す
る
展
望
に
単
純
に
当
て

は
め
る
こ
と
で
、〔
自
ら
の
立
場
に
〕
歴
史
的
正
当
性
の
輝
き
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る（

（（
（

。

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
本
稿
の
主
題
─
─
急
進
派
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
政
論
─
─
に
は
、
三
つ
の
目
的
が
あ
る
。

第
一
に
、
な
ぜ
ミ
ル
と
グ
ロ
ー
ト
が
歴
史
学
を
自
ら
の
思
想
的
課
題
と
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
（
二
・
四
）。
両
者
の
歴
史
学
に

対
す
る
関
心
か
ら
は
、
保
守
へ
の
反
論
と
い
う
単
純
な
政
治
的
意
図
に
は
還
元
さ
れ
な
い
「
哲
学
的
歴
史
」「
歴
史
の
科
学
」
を
志
向
す
る

側
面
が
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
バ
レ
ル
の
よ
う
に
、
自
ら
の
政
治
的
意
図
を
歴
史
に
投
影
す
る
こ
と
に
急
進
派
が
徹
底
し
て
抑
制
的

で
あ
っ
た
と
は
結
論
づ
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
保
守
と
急
進
派
の
ギ
リ
シ
ア
史
叙
述
を
比
較
し
て
み
る
と
、
保
守
に
反
し
て
グ
ロ
ー
ト
と
ミ

ル
が
民
主
政
と
自
由
の
両
立
可
能
性
を
強
調
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
第
二
の
目
的
が
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
と
ケ
ア
ス

テ
ッ
ド
は
グ
ロ
ー
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
叙
述
に
基
づ
い
て
分
析
し
た
が
、「
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド-

グ
ロ
ー
ト-

ミ
ル
」
の
三
者

の
歴
史
認
識
を
ギ
リ
シ
ア
史
の
盛
衰
と
い
う
時
系
列
的
展
開
か
ら
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
一
次
資
料
の
分
析
に
よ
り
三
者
の

政
治
的
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
（
三
・
四
）。
そ
し
て
第
三
の
目
的
で
は
、
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
が
強
調
し
た
「
国
制
の
道
徳
（constitutional	

m
orality

）」
の
比
較
に
よ
り
、
両
者
の
い
ず
れ
が
ア
テ
ナ
イ
に
近
代
性
を
付
与
し
た
の
か
と
い
う
ウ
ル
ビ
ナ
テ
ィ
の
研
究
以
後
問
わ
れ
る
争

点
を
扱
う
。
本
稿
で
は
、
両
者
は
「
古
代
人
の
復
活
」
を
企
図
し
な
か
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
ト
と
異
な
り
ミ
ル
は
、
国
制
の
道
徳
に
市
民
と
統

治
者
の
双
方
か
ら
検
討
を
重
ね
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
四
）。
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二　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
史
を
め
ぐ
る
保
守
と
急
進
派
の
対
立

１　

英
国
の
混
合
政
体
と
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政

ギ
リ
シ
ア
史
、
と
り
わ
け
ア
テ
ナ
イ
を
扱
っ
た
歴
史
書
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
英
国
で
刊
行
が
続
い
た
。
そ

の
多
く
が
、
米
仏
の
革
命
と
国
内
の
議
会
改
革
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
い
か
に
評
価
す
る
べ
き
か
と
い
う
実
践
的

問
題
を
含
ん
で
い
た
。
一
八
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
議
会
改
革
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
共
に
近
代
的
民
主
政
の
是
非
が
検
討

さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
英
国
の
政
治
・
社
会
改
革
に
反
発
し
た
保
守
的
な
ト
ー
リ
ー
、
ア
メ
リ
カ
を
理
想
的
な
改

革
モ
デ
ル
と
し
て
好
意
的
に
受
け
止
め
た
急
進
派
、
そ
し
て
両
者
の
中
道
路
線
を
採
用
し
た
ホ
イ
ッ
グ
の
間
で
展
開
さ
れ
た（

（1
（

。
こ
の
ア
メ
リ

カ
論
と
同
時
期
に
ギ
リ
シ
ア
史
を
め
ぐ
る
論
争
が
上
記
の
三
つ
の
陣
営
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
他
方
、
一
九
世
紀

中
期
に
差
し
掛
か
る
頃
に
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
一
定
の
距
離
を
置
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
科
学
的
な
歴
史
学
の
探
究
が
ド
イ
ツ
や

英
国
で
登
場
し
た
。
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
民
主
政
評
価
と
歴
史
的
方
法
論
に
対
す
る
問
題
意
識
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
形
で
共
有

し
な
が
ら
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
を
論
じ
た
。
ま
ず
は
両
者
が
ア
テ
ナ
イ
に
着
目
す
る
に
至
る
ま
で
の
古
代
史
の
特
色
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
論

争
上
の
図
式
を
提
示
す
る（

（1
（

。

一
八
世
紀
の
英
国
で
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
の
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』（
一
七
七
六
─
八
八
年
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ

史
へ
の
着
目
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
史
を
題
材
と
す
る
一
八
世
紀
の
古
代
史
受
容
は
、
ロ
ー
マ
の
発
展
と
衰
退
と
い
う
「
腐
敗
の
循

環
」
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
コ
リ
ー
ニ
ら
が
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
循
環
論
的
な
観
念
は
一
九
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
次
第

に
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
急
進
派
が
企
図
し
た
政
治
改
革
の
一
定
の
帰
結
─
─
選
挙
権
の
拡
大
や
世
論
の
役
割
が
重
視
さ

れ
る
こ
と
─
─
が
、
支
配
者
層
と
非
支
配
者
層
の
間
の
腐
敗
を
抑
制
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
楽
観
的
な
見
通
し
が
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
結
果

と
し
て
「「
奢
侈
」
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
公
共
的
徳
の
腐
敗
に
対
す
る
一
八
世
紀
的
批
判
は
そ
の
意
味
を
失
っ
た
」
が
、
続
い
て
、
選
挙
権

拡
大
に
伴
う
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
よ
る
煽
動
的
な
民
主
政
治
が
も
た
ら
す
新
た
な
腐
敗
が
問
題
化
し
た（

（1
（

。
他
方
、
一
八
世
紀
中
頃
か
ら
末
期
に
か
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け
て
、
民
主
政
批
判
を
表
明
し
た
保
守
的
な
ア
テ
ナ
イ
史
が
刊
行
さ
れ
た
。
Ｅ
・
Ｗ
・
モ
ン
タ
ー
ギ
ュ
は
『
古
代
共
和
国
の
盛
衰
に
関
す
る

考
察
』（
一
七
五
九
年
）
を
刊
行
し
、
ア
テ
ナ
イ
に
生
じ
た
「
奢
侈
」「
軟
弱
性
」「
腐
敗
」
と
い
っ
た
危
険
を
描
き
出
し
、
現
在
の
英
国
に
民

主
政
を
適
用
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
示
し
た
。
モ
ン
タ
ー
ギ
ュ
は
、
ア
テ
ナ
イ
が
崩
壊
し
た
要
因
に
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
民
衆
扇
動
を
挙
げ
、
ギ

リ
シ
ア
の
諸
国
家
の
盛
衰
論
を
通
じ
て
名
誉
革
命
後
の
国
制
の
正
当
化
を
試
み
た（

（1
（

。
さ
ら
に
、
古
典
研
究
を
介
し
て
近
代
の
政
治
的
諸
課
題

に
取
り
組
ん
だ
歴
史
家
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
ジ
ョ
ン
・
ギ
リ
ー
ズ
は
、『
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
』（
一
七
八
七
年
）
の
冒
頭
で
国
王
へ
向
け

た
献
辞
を
捧
げ
、
ギ
リ
シ
ア
史
が
民
主
政
の
「
危
険
な
乱
れ
を
暴
露
し
、
僭
主
た
ち
の
専
制
を
糾
弾
す
る
」
と
述
べ
た
。
加
え
て
、
共
和
政

（
民
主
政
）
の
「
不
治
の
悪
」
を
描
き
出
す
こ
と
で
、「
世
襲
王
の
合
法
的
支
配
と
十
分
に
制
限
さ
れ
た
君
主
政
の
安
定
し
た
働
き
」
に
よ
っ

て
自
由
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
ギ
リ
ー
ズ
は
宣
言
し
た（

（1
（

。
彼
は
民
主
政
に
専
制
や
放
縦
に
陥
る
危
険
を
察
知
し
、
制
限
君
主
政
を
支
持
し
た
。

以
上
の
知
的
文
脈
の
な
か
で
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
前
の
一
七
八
四
年
に
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
第
一
巻
を
刊
行
し
た
。

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
英
国
法
と
国
制
に
関
す
る
講
義
に
出
席
、
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
を

旅
行
し
た
際
に
、
英
国
の
国
制
や
古
代
共
和
政
に
お
け
る
権
力
均
衡
論
を
称
賛
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
に
触
れ
た
。
英
国
へ
帰
国
後
は

サ
ウ
ス
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
で
軍
職
を
務
め
、
そ
の
折
に
ギ
ボ
ン
と
出
会
い
、
彼
に
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
執
筆
を
勧
め
ら
れ
た（

（1
（

。
同
書
の
執
筆

と
刊
行
が
続
く
一
七
八
五
年
か
ら
一
八
一
八
年
に
か
け
て
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
ト
ー
リ
ー
党
所
属
の
庶
民
院
議
員
に
三
度
選
出
さ
れ
、
計
二

一
年
間
の
公
務
に
就
い
た
。『
ギ
リ
シ
ア
史
』
を
通
じ
て
民
主
政
の
危
険
性
を
暴
露
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
の
擁
護
を
試
み
た
ミ
ト
フ
ォ
ー

ド
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
の
成
立
と
そ
の
内
実
を
混
合
政
体
の
解
体
過
程
と
し
て
論
じ
た
。
ソ
ロ
ン
以
降
の
改
革
を
否
定
し
、
僭
主
や
征

服
王
の
利
点
を
明
ら
か
に
し
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
へ
の
攻
撃
を
通
じ
て
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
ク
レ
オ
ン
を
痛
烈
に
批
判
し
た（

（1
（

。
こ
れ
は
、
急
進
派
に
対

す
る
寓
意
的
な
批
判
で
す
ら
あ
っ
た（

（1
（

。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
同
書
は
ホ
イ
ッ
グ
と
急
進
派
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ミ
ト

フ
ォ
ー
ド
自
身
は
民
主
政
を
合
法
的
支
配
と
し
て
認
め
て
い
た
部
分
に
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
君
主
政
か
ら
共
和
政
へ
の
移
行
を
論
じ
た
部
分

で
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
政
体
を
合
法
的
支
配
と
暴
力
に
よ
る
非
合
法
的
の
区
別
に
基
づ
い
た
六
分
類
が
提
示
さ
れ
た
。
彼
は
、
前
者
を
君
主

政
、
寡
頭
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
に
位
置
づ
け
、
専
制
・
簒
奪
の
政
府
も
し
く
は
専
制
の
寡
頭
政
を
後
者
に
区
分
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
国
制

は
合
法
的
支
配
で
あ
っ
た
た
め
、
専
制
的
な
絶
対
王
政
は
樹
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
代
の
英
国
人
が
考
え
る
よ
う
に
、
王
権
は
被
治
者
の
利
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益
の
た
め
に
一
人
の
人
間
が
有
す
る
尊
厳
と
権
威
の
法
的
優
位
性
に
基
づ
い
て
い
た
（M

itford,	H
O

G,	（,	（（（

）。

２　

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
へ
の
反
駁

反
民
主
政
論
を
試
み
た
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
い
て
最
も
影
響
力
を
有
す
る
議
論
と
な
っ
た（

11
（

。

多
様
な
党
派
の
読
者
を
獲
得
し
た
同
書
は
、
一
九
世
紀
中
頃
に
史
料
批
判
に
基
づ
く
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
の
研
究
が
登
場
す
る
ま
で
の
間
、
影

響
力
を
維
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、
英
国
に
お
い
て
「
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
設
定
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た（

1（
（

」。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
刊
行
後
、
ト
ー
リ
ー
、
ホ
イ
ッ
グ
、
急
進
派
の
各
機
関
紙
に
お
い

て
同
書
を
め
ぐ
る
論
争
が
展
開
さ
れ
た（

11
（

。『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ビ
ュ
ー
』
で
は
、
一
八
〇
八
年
に
「
ギ
リ
シ
ア
の
共
和
国
の
物
語
が
反
共

和
国
的
な
偏
見
を
多
く
有
す
る
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
」
に
対
す
る
落
胆
が
表
明
さ
れ
た
一
方
、
こ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
史
の
著
作

よ
り
も
明
瞭
な
歴
史
が
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
政
治
的
に
対
立
す
る
人
々
に
対
し
て
も
同
書
を
読
む
意
義
が
記
さ
れ
た（

11
（

。
ホ

イ
ッ
グ
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
コ
ー
レ
ー
は
、
一
八
二
四
年
に
『
ク
オ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
で
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
「
歴

史
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
政
党
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
の
か
」
と
問
い
か
け
た
。
マ
コ
ー
レ
ー
は
、
著
者
自
ら
の
政
治
的
偏
見
を
歴
史
学
に

反
映
さ
せ
た
こ
と
で
は
な
く
、
民
主
政
が
ア
テ
ナ
イ
で
何
を
達
成
し
た
の
か
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
問

題
点
が
あ
る
と
論
じ
た（

11
（

。
対
し
て
ミ
ル
は
、
保
守
系
の
機
関
紙
『
ク
オ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
が
「
ア
メ
リ
カ
の
共
和
国
と
共
に
ア
テ
ナ

イ
の
共
和
国
を
批
判
す
る
」
こ
と
に
長
年
徹
し
て
き
た
と
述
べ
、「
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
も
っ
と
も
詳
細
な
ギ
リ
シ
ア
史
〔
ミ
ト
フ
ォ
ー

ド
『
ギ
リ
シ
ア
史
』〕
に
は
全
文
に
わ
た
っ
て
反
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
精
神
が
浸
透
し
て
い
る
」
と
理
解
し
た（

11
（

。

一
八
二
六
年
に
グ
ロ
ー
ト
は
、『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
に
Ｈ
・
Ｆ
・
ク
リ
ン
ト
ン
『
ギ
リ
シ
ア
年
表
』（
一
八
二
四
年
）
の

評
論
を
投
稿
し
、
そ
の
誌
面
の
大
半
を
使
っ
て
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
を
批
評
し
た
。
お
よ
そ
二
〇
年
後
に
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ

シ
ア
史
』
の
刊
行
が
始
ま
る
が
、
本
評
論
か
ら
は
、
彼
の
急
進
派
と
し
て
の
民
主
政
解
釈
と
歴
史
学
に
対
す
る
問
題
意
識
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
評
論
の
刊
行
に
先
立
っ
て
、
一
八
二
一
年
に
グ
ロ
ー
ト
は
ベ
ン
サ
ム
の
『
議
会
改
革
計
画
』（
一
八
一
七
年
）

の
擁
護
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
ベ
ン
サ
ム
の
改
革
論
に
賛
同
す
る
形
で
、
秘
密
投
票
、
選
挙
の
頻
度
を
増
や
す
こ
と
（
毎
年
選
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挙
）、
普
通
選
挙
権
を
彼
は
支
持
し
た
。
さ
ら
に
、
民
主
的
な
諸
制
度
を
設
立
す
る
た
め
に
は
、
義
務
の
感
覚
と
公
共
生
活
に
対
す
る
愛
着
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
グ
ロ
ー
ト
が
の
ち
の
ク
リ
ン
ト
ン
評
論
と
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
で
着
目
し
た
制
度
と
市
民
の
性
格
の
関
連
性

を
す
で
に
認
識
し
て
い
た
部
分
は
注
目
に
値
す
る（

11
（

。
ク
リ
ン
ト
ン
評
論
は
、
少
数
者
が
権
力
を
掌
握
す
る
制
限
君
主
政
擁
護
が
ミ
ト
フ
ォ
ー

ド
の
歴
史
で
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る（

11
（

。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ギ
リ
シ
ア
史
を
通
じ
て
「
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
解
明
し
、

「
人
間
本
性
の
原
理
を
見
出
す
」
と
い
う
関
心
が
希
薄
で
あ
り
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
支
配
的
な
利
害
に
極
め
て
好
意
的
」
な
見
解
を

描
き
出
し
た（

11
（

。
対
し
て
グ
ロ
ー
ト
は
、
古
代
の
民
主
政
が
特
定
の
統
治
機
構
に
よ
る
権
力
の
独
占
を
解
体
し
、「
少
数
の
富
者
の
邪
悪
な
利

益
」
に
対
抗
す
る
試
み
が
「
個
人
の
才
能
」
の
発
展
を
可
能
に
し
た
と
論
じ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
政
に
対
し
て
「
我
々
は
躊
躇
す
る
こ
と

な
く
、
決
定
的
に
揺
る
ぎ
な
い
優
位
性
を
有
し
て
い
た
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
も
ち
ろ
ん
、「
善
き
統
治
」
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
の

諸
制
度
に
は
欠
点
や
不
十
分
さ
は
あ
っ
た
が
、「
寡
頭
政
と
君
主
政
は
、
い
か
な
る
保
障
も
与
え
ず
、
悪
政
に
静
か
に
服
従
す
る
人
民
を
保

持
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た（

11
（

」。

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
政
治
的
立
場
が
ギ
リ
シ
ア
史
の
叙
述
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
歴
史
学
の
方
法
論
的
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
当

時
の
ギ
リ
シ
ア
史
に
関
す
る
一
次
資
料
の
乏
し
さ
は
、
歴
史
家
に
特
定
の
事
実
か
ら
幅
広
い
推
論
を
行
う
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
多

様
な
事
実
の
関
連
性
は
著
者
自
ら
が
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
が
多
く
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
史
に
は
書
き
手
の
偏
見
が
傑
出
し
て
い
る
と

グ
ロ
ー
ト
は
理
解
す
る
。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
な
ど
の
歴
史
書
を
根
拠
と
し
て
『
ギ
リ
シ

ア
史
』
を
執
筆
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
文
学
的
特
徴
を
有
し
た
著
作
に
基
づ
く
叙
述
に
は
、
歴
史
的
事
実
の
解
釈
に
曖
昧
さ
や
書
き
手
の
偏

見
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る（

11
（

。
証
拠
と
な
り
得
る
資
料
の
不
足
は
、
著
述
家
に
対
し
て
「
疑
わ
し
い
こ
と
や
せ
い
ぜ
い
可
能
性
が
あ
る

こ
と
」
を
記
述
さ
せ
た
り
、
叙
述
の
興
味
深
さ
を
増
大
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
す
る
強
い
誘
惑
を
生
み
出
す
。
グ
ロ
ー
ト
は
、
資
料
的
限
界
の

な
か
で
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
自
ら
の
推
論
と
史
実
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
読
者
に
十
分
に
警
告
す
る
こ
と
な

く
歴
史
を
描
き
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る（

1（
（

。
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
公
刊
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
、
ミ
ト

フ
ォ
ー
ド
の
政
治
的
偏
向
が
顕
著
で
あ
る
と
グ
ロ
ー
ト
は
論
じ
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
偏
り
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
人
間
本
性
と
経
験
の
法
則

に
則
し
た
哲
学
と
史
実
と
い
う
二
つ
の
研
究
視
点
を
歴
史
家
が
徹
底
し
て
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
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ギ
リ
シ
ア
史
が
「
慎
重
か
つ
忠
実
に
書
き
直
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
グ
ロ
ー
ト
は
予
見
し
、
こ
の
予
見
を
自
ら
実
行
し
た（

11
（

。

３	
「
哲
学
的
歴
史
」
に
基
づ
く
ギ
リ
シ
ア
史
の
刷
新

グ
ロ
ー
ト
は
一
八
二
六
年
の
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
批
判
か
ら
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
刊
行
ま
で
の
間
、
第
一
次
選
挙
法
制
定
直
後
の
一
八
三
二
年
か

ら
四
一
年
に
か
け
て
国
会
議
員
を
務
め
る
傍
ら
で
、
歴
史
書
の
執
筆
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
過
程
で
グ
ロ
ー
ト
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
の

『
英
国
領
イ
ン
ド
史
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
歴
史
と
哲
学
を
同
時
に
探
究
す
る
歴
史
叙
述
に
影
響
を
受
け
た
。
一
方
、
初
期
の
ミ
ト
フ
ォ
ー

ド
批
判
の
時
点
で
既
に
認
識
し
て
い
た
ド
イ
ツ
歴
史
学
の
摂
取
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
で
、
方
法
論
の
再
検
討
を
進
め
た（

11
（

。
バ
ル
ト
ホ
ル

ト
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ニ
ー
ブ
ー
ル
（Barthold	Georg	N

iebuhr

）
の
『
ロ
ー
マ
史
』（
一
八
一
一
─
三
二
年
）
を
読
解
し
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
叙
述
に

は
歴
史
的
事
実
の
探
求
の
み
な
ら
ず
、
大
衆
の
心
情
に
対
す
る
共
感
が
同
書
に
含
ま
れ
て
い
た
と
グ
ロ
ー
ト
は
理
解
し
た（

11
（

。
彼
は
、
ド
イ

ツ
歴
史
学
の
助
け
を
得
る
こ
と
で
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
ギ
リ
シ
ア
史
観
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
過
度
な
党
派
性
を
書
き
換
え
な
が
ら
、
ギ
リ
シ

ア
社
会
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
他
方
、
グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
が
完
成
す
る
以
前
に
、
ト
ー
リ
ー
的
解
釈
に
基

づ
く
ギ
リ
シ
ア
史
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
党
派
的
で
は
な
い
歴
史
叙
述
を
試
み
た
著
作
と
し
て
コ
ノ
プ
・
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
（C

onnop	

T
hirlw

all

）
の
研
究
が
特
筆
さ
れ
る
。
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
は
、
グ
ロ
ー
ト
と
同
時
期
に
チ
ャ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
で
学
ん
だ
司
祭
・
歴
史
家
で

あ
り
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
『
ロ
ー
マ
史
』
の
英
訳
に
も
携
わ
っ
た
。
グ
ロ
ー
ト
は
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
解
釈
を
覆
し
た
先
駆
的
な
著

作
と
し
て
、
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』（
一
八
三
五
年
─
四
七
年
）
を
自
由
な
精
神
に
基
づ
く
批
判
的
歴
史
と
し
て
肯
定
的
に
評
価

し
た
（Grote,	H

O
G,	（,	iv

）。
同
書
の
刊
行
後
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
影
響
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

グ
ロ
ー
ト
と
同
じ
く
ミ
ル
は
、
保
守
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
政
治
的
な
偏
り
と
方
法
論
上
の
問
題
を
認
識
し
た
。
父
ミ
ル
は
ミ
ト
フ
ォ
ー

ド
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
を
読
解
す
る
息
子
に
対
し
て
、「
本
書
の
著
者
の
ト
ー
リ
ー
党
的
な
偏
見
と
、
彼
〔
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
〕
が
専
制
者
を
弁
護

し
民
主
的
な
諸
制
度
を
非
難
し
た
事
実
の
歪
曲
に
警
戒
す
る
よ
う
に
」
と
助
言
し
、
子
ミ
ル
は
同
書
と
は
反
対
の
意
見
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た（
11
（

。
さ
ら
に
一
八
四
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
歴
史
の
科
学
に
対
す
る
ミ
ル
の
洞
察
が
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
論
理
学
体
系
』
第
六
篇

で
は
、「
思
慮
深
い
精
査
」
を
通
じ
て
、
歴
史
か
ら
社
会
の
経
験
法
則
を
解
明
し
、
こ
れ
ら
の
法
則
と
人
間
本
性
の
法
則
と
を
演
繹
的
に
結
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び
つ
け
る
必
要
を
説
い
た（

11
（

。
そ
こ
で
彼
が
着
目
し
た
の
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
歴
史
学
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
、
進
歩
の
条
件
を
解

明
す
る
社
会
動
学
と
社
会
に
お
け
る
安
定
性
の
条
件
を
解
明
す
る
社
会
静
学
を
区
別
し
、
統
治
形
態
と
文
明
の
状
態
と
の
間
に
あ
る
「
必
然

的
な
相
互
関
係
」
を
示
す
一
般
的
原
理
を
導
き
出
し
た（

11
（

。
ミ
ル
は
、
こ
の
コ
ン
ト
の
議
論
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
、「
思
索
能
力
の
状
態
」

と
い
う
人
間
の
知
性
が
社
会
の
進
歩
と
安
定
を
左
右
す
る
こ
と
を
論
じ
た（

11
（

。
た
だ
し
、「
知
識
の
進
歩
」
や
「
人
類
の
意
見
の
変
化
」
は
極

め
て
漸
進
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
た
め
、
知
的
要
因
が
社
会
状
態
を
決
定
す
る
要
因
た
り
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、「
過

去
の
全
体
」
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
英
国
で
は
、
歴
史
が
一
科
学
と
し
て
は
未
発
達
で
あ
り
、「
普
遍
史
の
事
実
を

理
論
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
が
真
に
科
学
的
な
思
想
家
の
目
的
と
な
っ
た
」
段
階
に
あ
る（

11
（

。

ミ
ル
の
歴
史
学
に
対
す
る
洞
察
が
彼
の
政
治
思
想
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
す
る
川
名
や
バ
レ
ル
の
重
要
な
先
行
研
究
が
あ
る
一
方（

1（
（

、
本
稿

の
目
的
に
即
し
て
こ
の
部
分
を
再
検
討
し
て
お
き
た
い
。『
論
理
学
体
系
』
第
一
版
を
出
版
し
た
翌
年
の
一
八
四
四
年
（
こ
の
年
は
グ
ロ
ー
ト

『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
最
初
の
書
評
論
文
が
刊
行
さ
れ
る
二
年
前
に
あ
た
る
）、
ミ
ル
は
「
ミ
シ
ュ
レ
の
フ
ラ
ン
ス
史
」
で
歴
史
研
究
の
発
展
を
三
段
階

に
分
け
て
考
察
し
た
。
第
一
段
階
は
、
著
者
自
身
が
生
き
て
い
る
現
在
の
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
過
去
を
描
き
出
す
歴
史
で
あ
り
、
ミ
ト

フ
ォ
ー
ド
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ト
ー
リ
ー
の
著
者
が
ギ
リ
シ
ア
を
題
材
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
ア
テ
ナ
イ
的
な
も
の
は
す
べ
て
批

判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
第
二
段
階
で
は
、
第
一
段
階
で
み
ら
れ
た
過
度
な
現
代
的
視
点
は
抑
制
さ
れ
、
可
能
な
か
ぎ
り
過
去
を
基

準
点
と
し
て
過
去
の
「
生
き
生
き
と
し
た
姿
」
を
描
き
出
す
試
み
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
過
去
の
全
体
的
な
理
解
を
も
た
ら
す
想

像
力
が
求
め
ら
れ
、
こ
の
能
力
は
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ニ
ー
ブ
ー
ル
が
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
に
お
い
て
歴
史
は
、
一
定
の
因
果
関

係
の
「
網
目
」
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
、「
原
因
と
結
果
の
漸
進
的
な
連
鎖
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
ミ
ル
は
「
歴
史
の

科
学
」「
歴
史
的
哲
学
」
と
呼
び
、
第
二
段
階
か
ら
第
三
段
階
へ
の
進
展
例
と
し
て
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
を
取
り
上
げ
た
。
と
り
わ
け

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
歴
史
の
模
範
と
し
つ
つ
も
、
社
会
条
件
と
そ
の
変
化
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
普
遍
史
を
描
き

出
し
た
人
物
と
し
て
ミ
ル
が
好
評
価
し
た（

11
（

。

で
は
、
次
節
で
扱
う
グ
ロ
ー
ト
は
ど
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
ミ
ル
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
が
確
立
し
た
一
次
史
料

へ
の
着
目
は
グ
ロ
ー
ト
に
継
承
さ
れ
、
グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
「
歴
史
批
判
（historical	criticism

）」
を
探
究
す
る
特
徴
が
あ
る
。
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こ
の
特
徴
は
、
歴
史
叙
述
に
お
い
て
グ
ロ
ー
ト
自
身
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
政
治
的
見
解
に
基
づ
か
な
い
分
析
を
も
可
能
に
し
た
と
ミ
ル
は

理
解
す
る
。
加
え
て
ミ
ル
は
、
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
に
「
哲
学
的
歴
史
」
の
要
素
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
す
な
わ
ち
、
客
観

的
な
歴
史
叙
述
に
お
い
て
サ
ー
ル
ウ
ォ
ー
ル
は
優
れ
て
い
た
が
、
人
間
の
内
面
性
を
歴
史
的
展
開
に
位
置
づ
け
る
部
分
は
欠
け
て
い
た
と
ミ

ル
は
捉
え
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
忠
実
に
歴
史
を
記
述
し
、
読
み
手
が
知
的
・
道
徳
的
な
判
断
の
助
け
と
な
る
過
去
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
歴
史
学
が
グ
ロ
ー
ト
の
利
点
で
あ
っ
た
（M

ill,	G
H

［II

］,	（（（-（0

）。
よ
っ
て
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
手
法
を
用
い
て
、
民
主
政
の
盛
衰

史
に
内
在
化
さ
れ
た
国
制
の
道
徳
作
用
を
明
ら
か
に
し
た
グ
ロ
ー
ト
の
歴
史
学
は
、
第
二
段
階
と
第
三
段
階
の
中
間
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ

の
点
は
四
─
（
に
て
再
検
討
す
る
。

三　

ア
テ
ナ
イ
の
国
制
改
革
史

１　

ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
史
の
は
じ
ま
り
─
─
そ
の
枠
組
み
と
萌
芽

グ
ロ
ー
ト
は
、「
哲
学
的
歴
史
」
に
基
づ
い
て
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
歴
史
叙
述
の
書
き
換
え
と
そ
の
方
法
論
の
転
換
を
目
的
に
『
ギ
リ
シ
ア

史
』
を
刊
行
し
た
。
両
者
は
共
に
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
か
ら
古
典
期
に
民
主
政
の
盛
衰
を
読
み
取
り
、
グ
ロ
ー
ト
は
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
設
定
し
た

歴
史
的
争
点
へ
の
反
論
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
、
こ
こ
に
ミ
ル
の
ギ
リ
シ
ア
史
評
価
を
加
え
る
こ
と
で
保
守
と
急
進
派
の
比
較
を
行
う
。
グ

ロ
ー
ト
と
ミ
ル
の
ア
テ
ナ
イ
評
価
は
お
お
よ
そ
一
致
を
み
せ
る
が
、
国
制
の
道
徳
と
代
議
制
論
に
両
者
の
違
い
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
本
節
で

は
、
両
者
が
批
判
し
た
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
ギ
リ
シ
ア
民
主
政
史
の
枠
組
み
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
急
進
派
の
着
眼
点
を
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
的

展
開
に
沿
っ
て
検
討
す
る（

11
（

。

グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
偉
大
さ
が
傑
出
し
た
時
代
の
「
萌
芽
、
成
熟
、
衰
退
、
そ
し
て
死
」
を
描
き
出
し
た
と
ミ

ル
は
評
す
る
。
具
体
的
に
は
、
前
古
典
期
の
ソ
ロ
ン
の
改
革
（
前
五
九
四
年
）
か
ら
古
典
期
の
始
ま
り
の
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
（
前
四
九
〇
年
）

ま
で
を
民
主
政
の
「
準
備
期
間
」
と
し
、
こ
れ
以
降
か
ら
カ
イ
ロ
ネ
イ
ア
の
戦
い
ま
で
の
約
一
五
〇
年
間
が
そ
の
「
成
熟
期
間
」
に
あ
た
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る
。
特
に
ミ
ル
は
、
古
典
期
の
歴
史
を
通
じ
て
グ
ロ
ー
ト
が
ギ
リ
シ
ア
の
「
政
治
的
・
集
団
的
な
生
活
と
社
会
的
実
存
の
形
態
に
関
す
る
際

立
っ
た
い
く
つ
か
の
特
徴
」
を
明
確
に
し
た
部
分
に
着
目
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
「
人
類
は
静
止
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
進
歩

し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
」
が
提
起
さ
れ
る
。
一
般
的
に
人
間
本
性
は
静
止
的
な
傾
向
に
あ
る
が
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
降
の
進
歩
は
ギ

リ
シ
ア
が
「
自
由
と
知
的
陶
冶
」
の
源
流
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
歴
史
に
お
け
る
進
歩
の
過
程
を
ミ
ル
は
読
み
解
い
た
（M

ill,	GH

［II

］,	

（（（

）。
た
だ
し
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
グ
ロ
ー
ト
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
た
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
か
ら
前
古
典
期
ま
で
の

ギ
リ
シ
ア
史
も
古
典
期
以
前
の
研
究
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
ミ
ル
も
こ
の
点
に
言
及
し
て
お
り
、
三
者
は
こ
の
時
期
に
民
主
政
的
な
諸
要
素

の
萌
芽
を
み
た
（Ibid.,	（（（-（
）。

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
ト
ロ
イ
ア
戦
争
期
に
、
単
一
政
体
と
し
て
の
「
純
粋
な
共
和
政
〔
多

数
支
配
の
民
主
政
〕」
や
「
一
人
の
人
間
に
よ
る
絶
対
的
支
配
〔
単
数
支
配
の
君
主
政
〕」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
、
世
襲
に
基
づ
く
制
限
君
主

政
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
の
時
代
で
す
ら
完
全
な
君
主
政
は
創
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ソ
ロ
ン
以
降
の
国
制

改
革
に
よ
っ
て
政
府
が
混
合
政
体
に
転
換
し
た
様
相
を
描
き
出
す
こ
と
が
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
か
ら

す
で
に
無
制
限
の
王
権
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
時
期
に
「
民
主
政
の
活
力
あ
る
諸
原
則
」
が
存
在
し
て
い
た
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
捉

え
る
（M

itford,	H
O

G,	（,	（（（-（

）。

他
方
で
グ
ロ
ー
ト
は
、
近
代
的
な
用
語
に
基
づ
い
て
「
人
民
主
権
と
は
対
照
的
な
神
権
」
が
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
的
特
色
で
あ
る
と
理
解
す

る
。
こ
の
英
雄
時
代
の
統
治
で
は
、「
支
配
的
な
権
力
は
王
に
あ
り
」、
貴
族
や
民
衆
の
立
法
的
・
政
治
的
機
能
は
比
較
的
狭
い
範
囲
に
制
限

さ
れ
て
い
た
。
執
政
権
は
「
あ
る
種
の
宗
教
的
感
情
」
に
支
配
さ
れ
、
こ
の
感
情
に
不
正
や
欠
陥
が
伴
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
支
配
者
は
自

ら
に
対
す
る
「
対
抗
意
識
を
排
除
し
」、「
人
民
の
服
従
を
確
か
な
も
の
に
す
る
」
傾
向
が
あ
っ
た
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（-（

）。
グ
ロ
ー
ト
は
、

君
主
政
が
中
世
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
歴
史
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
英
雄
的
な
王
に
対
す
る
民

衆
の
感
情
は
次
第
に
「
無
関
心
」
を
伴
い
は
じ
め
、
さ
ら
に
僭
主
政
下
で
は
王
へ
の
「
決
定
的
な
反
感
」
が
生
じ
、
民
主
政
の
台
頭
に
よ
っ

て
王
権
は
死
滅
し
た
と
論
じ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
共
同
体
を
「
管
理
者
の
い
な
い
狂
人
」
と
し
て
描
写
し
た
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
叙
述
を
批
判
的

に
捉
え
た
グ
ロ
ー
ト
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
本
性
の
「
最
も
高
貴
で
賢
明
な
部
分
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
卓
越
し
た
徳
」
が
王
権
へ
の
憎
悪
を
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生
み
出
し
、
権
力
者
を
含
む
全
て
の
人
々
に
と
っ
て
普
遍
的
な
法
的
拘
束
力
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
と
分
析
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
政
を
「
風
俗
、
習
慣
、
歴
史
的
教
訓
の
一
定
の
影
響
力
の
も
と
で
作
用
す
る
代
表
制
の
国
制
」
に
位
置
づ
け
た
（Ibid.,	

（（-（

）。
ミ
ル
に
よ
る
と
、
ホ
メ
ロ
ス
の
物
語
に
お
い
て
個
人
の
義
務
に
関
す
る
感
情
は
、
神
々
や
王
、
身
近
な
人
々
と
の
間
で
形
成
さ
れ
た
。
他

方
、
歴
史
上
の
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
に
は
、
す
で
に
王
権
と
共
に
評
議
会
や
ア
ゴ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
ミ
ル
は
、
グ
ロ
ー
ト
が
共
和
政
（
民

主
政
）
の
特
色
を
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
発
掘
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
。
グ
ロ
ー
ト
は
君
主
政
を
消
極
的
に
評
価
し
た
が
、
こ
の
時
代
に
す

で
に
「
公
的
な
発
話
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
言
論
の
力
の
漸
進
的
発
展
を
可
能
し
た
。
そ
の

後
に
登
場
す
る
弁
論
家
の
み
な
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
的
思
索
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
的
諸
学
問
も
こ
の
よ
う
な
対
話
術
の
芽
生
え

に
由
来
す
る
と
グ
ロ
ー
ト
は
主
張
し
、
こ
の
指
摘
を
ミ
ル
は
重
視
し
た
（M

ill,	GH

［I

］,	（（（;	Grote,	H
O

G,	（,	（（-（

）。
急
進
派
た
ち
は
、
宗
教

権
力
に
基
づ
く
王
権
政
治
を
拒
絶
し
た
が
、
神
話
の
世
界
に
点
在
し
た
民
主
政
の
萌
芽
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

民
主
政
の
「
準
備
期
間
」
─
─
ソ
ロ
ン
の
改
革
を
め
ぐ
る
統
治
機
構
論

し
か
し
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
が
民
主
政
の
確
立
に
決
定
打
を
与
え
た
と
考
え
た
の
は
、
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
後
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
ト
は
、
ミ
ト

フ
ォ
ー
ド
と
同
様
に
ソ
ロ
ン
の
改
革
か
ら
民
主
政
の
成
立
期
を
検
討
し
た
。
両
者
の
統
治
機
構
に
関
す
る
理
解
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ

る
。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
ソ
ロ
ン
に
民
主
政
の
誕
生
と
混
合
政
体
の
衰
退
の
始
ま
り
を
み
た
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
ト
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
民

主
政
の
根
本
的
な
起
源
を
看
取
し
、
ペ
リ
ク
レ
ス
に
よ
っ
て
混
合
政
体
が
ほ
ぼ
消
滅
し
た
こ
と
で
民
主
政
が
完
成
し
た
と
捉
え
る
（G

rote,	

H
O

G,	（,	（（（;	M
ill,	GH

［II

］,	（（（

）。
前
六
二
一
年
、
ド
ラ
コ
ン
に
よ
っ
て
平
民
の
市
民
は
貴
族
と
共
に
政
治
・
司
法
の
領
域
へ
の
関
与
が
認

め
ら
れ
た
。
だ
が
、
下
層
市
民
は
貴
族
や
富
裕
層
に
不
満
を
抱
き
、
両
者
の
対
立
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
前
五
九
四
年
、
貴
族
と
平
民
双

方
か
ら
の
期
待
を
受
け
た
ソ
ロ
ン
は
、
政
治
的
実
権
を
掌
握
す
る
ア
ル
コ
ン
と
な
り
国
制
改
革
に
着
手
し
た（

11
（

。
以
下
、
こ
の
改
革
で
導
入
さ

れ
た
民
主
政
的
諸
要
素
に
つ
い
て
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
グ
ロ
ー
ト
の
見
解
を
比
較
す
る
。

当
時
ア
テ
ナ
イ
の
周
辺
地
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
中
小
農
民
は
困
窮
に
瀕
し
、
な
か
に
は
富
裕
者
に
土
地
を
借
り
て
隷
属
的
に
耕
作
を
行
う
「
六
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分
の
一
」（
ヘ
ク
テ
ー
モ
ロ
イ
）
が
い
た
。
彼
ら
は
利
息
で
あ
る
収
穫
の
六
分
の
一
を
富
裕
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
、
家
族
と
も
ど
も
奴
隷
身

分
に
没
落
さ
せ
ら
れ
る
。
戦
時
に
重
装
歩
兵
と
し
て
の
従
軍
が
定
め
ら
れ
て
い
た
自
由
農
民
が
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
国
防

力
の
低
下
に
も
繋
が
る
。
そ
こ
で
ソ
ロ
ン
は
、「
重
荷
お
ろ
し
」（
セ
イ
サ
ク
テ
イ
ア
）
に
よ
っ
て
平
民
を
隷
従
か
ら
解
放
し
た
。
グ
ロ
ー
ト

は
、
ソ
ロ
ン
が
奴
隷
と
な
っ
た
債
務
者
の
苦
痛
へ
の
補
償
を
行
う
た
め
に
「
重
荷
お
ろ
し
」
を
制
定
し
た
と
理
解
す
る
。
無
論
、
優
れ
た
法

の
も
と
で
の
契
約
の
尊
重
は
、
社
会
的
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
普
遍
的
立
法
と
そ
の
法
を
支
え
る
感
情
に
基

づ
い
て
、
人
間
の
身
体
や
子
供
を
奴
隷
化
す
る
契
約
を
全
て
禁
じ
て
い
る
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（0（-（.

）。
こ
の
身
分
制
改
革
は
平
民
の
不
安
を

あ
る
程
度
除
去
し
た
が
、
ソ
ロ
ン
は
経
済
的
・
軍
事
的
に
台
頭
し
つ
つ
あ
る
彼
ら
の
意
向
を
政
治
に
反
映
さ
せ
、
諸
階
級
間
の
対
立
を
緩
和

す
る
た
め
に
財
産
級
政
治
（
テ
イ
モ
ク
ラ
テ
イ
ア
）
を
も
導
入
し
、
出
自
を
重
視
す
る
旧
来
の
身
分
制
で
は
な
い
財
力
に
基
づ
く
政
治
参
加
の

規
則
を
提
示
し
た
。

さ
ら
に
ソ
ロ
ン
は
、
貴
族
政
期
か
ら
運
用
さ
れ
て
い
た
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
に
加
え
、
テ
イ
モ
ク
ラ
テ
イ
ア
の
四
等
級
か
ら
各
百
人

ず
つ
代
表
者
が
選
出
さ
れ
る
四
百
人
評
議
会
を
設
置
し
た
。
ア
ル
コ
ン
経
験
者
た
ち
が
終
身
任
期
で
評
議
員
に
就
く
当
該
評
議
会
は
、
貴
族

政
的
な
集
団
統
治
の
特
徴
を
有
し
た（

11
（

。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
に
よ
る
と
、
旧
来
の
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
と
新
設
の
四
百
人
評
議
会
は
、
民
会
へ

の
出
席
権
と
平
等
な
投
票
権
を
付
与
さ
れ
た
無
産
者
級
を
含
む
全
市
民
の
参
加
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
民
会
と
の
均
衡
を
生
み
出
す
機
関
で
あ

る
。
民
主
政
に
は
「
荒
れ
狂
う
」
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
弊
害
や
不
便
さ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
ソ
ロ
ン
は
「
権
力
均
衡
」
の
制
度
を
確
立

し
た
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
捉
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
委
任
統
治
に
基
づ
く
代
表
制
的
要
素
を
も
っ
た
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
と
四
百
人
評
議
会

が
、
民
主
的
勢
力
の
弊
害
を
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
ロ
ン
は
「
自
由
な
ア
テ
ナ
イ
人
が
等
し
く
投
票
権
と
発
言

権
」
を
認
め
ら
れ
た
民
会
に
「
最
高
権
力
」
を
付
与
し
た
か
ら
で
あ
る
（M

itford,	H
O

G
,	（,	（（（,	（（（

）。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
無
産
階
級
を

「
権
力
を
適
切
に
行
使
す
る
能
力
が
最
も
低
い
者
た
ち
」
と
批
判
し
、
彼
ら
に
民
会
で
の
「
無
制
限
の
権
力
」
を
ソ
ロ
ン
が
与
え
た
部
分
に
、

権
力
均
衡
の
崩
壊
に
繋
が
る
危
険
を
察
知
す
る
。
無
産
階
級
は
「
他
の
全
階
級
よ
り
も
数
が
多
い
」
た
め
、
団
結
す
る
こ
と
で
彼
ら
は
全

能
に
な
る
。
そ
の
後
の
民
主
的
改
革
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
無
産
者
級
は
「
自
ら
の
快
楽
と
堕
落
」
の
た
め
に
国
制
を
破
壊
す
る
（Ibid.,	

（（（

）。
絶
対
的
な
主
権
を
無
責
任
な
「
大
衆
」
に
付
与
し
た
こ
と
が
、
ソ
ロ
ン
の
権
力
均
衡
原
則
の
欠
点
で
あ
り
、
結
果
的
に
ア
テ
ナ
イ
の
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政
府
は
「
人
民
の
手
中
に
あ
る
暴
君
」
へ
と
変
容
し
た
（Ibid.,	（,	（-（

）。
す
な
わ
ち
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ソ
ロ
ン
に
よ
る
財
産
級
政
治
を

民
主
政
の
誕
生
と
み
な
し
、
民
衆
に
対
す
る
最
高
の
政
治
的
権
力
の
付
与
を
極
め
て
批
判
的
に
捉
え
た
。

グ
ロ
ー
ト
は
、
四
百
人
評
議
会
が
民
会
に
一
定
の
制
約
を
課
し
て
い
た
も
の
の
、
民
会
に
統
治
者
の
執
政
責
任
を
追
及
す
る
権
限
が
付

与
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ソ
ロ
ン
は
「
の
ち
に
続
く
民
主
政
」
の
種
を
蒔
い
た
と
評
価
す
る
。
だ
が
、
グ
ロ
ー
ト
が
ペ
リ
ク
レ
ス
の
時
代
に
特

に
傑
出
し
た
と
捉
え
た
国
制
を
支
え
る
「
民
主
政
の
感
情
」、
す
な
わ
ち
「
国
制
の
道
徳
」
は
、
こ
の
時
点
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
前
時

代
と
比
較
し
て
国
制
上
の
貴
族
政
的
性
格
は
弱
体
化
の
兆
し
を
み
せ
た
が
、
ソ
ロ
ン
は
「
国
家
の
本
質
的
な
権
力
を
寡
頭
政
の
手
に
委
ね

て
い
た
」
た
め
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
代
表
さ
れ
る
専
制
政
治
の
誕
生
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（（（-（;	Ibid.,	（,	

（（-（0

）。
よ
っ
て
、
グ
ロ
ー
ト
は
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
混
合
政
体
の
均
衡
を
保
つ
要
素
と
み
な
し
た
新
旧
の
評
議
会
に
残
存
し
た
寡
頭
政
的

特
徴
を
問
題
視
し
た
。

た
だ
し
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
一
般
的
で
科
学
的
な
法
理
論
を
ソ
ロ
ン
が
確
立
し
、
近
代
法
学
の
源
流
が
ロ
ー
マ
法
で
は
な
く
ソ
ロ
ン
の

立
法
改
革
に
あ
る
と
評
価
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
の
優
れ
た
原
理
は
、「
私
的
な
善
が
公
的
な
善
を
構
成
す
る
」
た
め
の
自
由
な
統
治

を
基
礎
づ
け
た
部
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
の
共
和
国
は
、
近
代
的
な
大
き
な
政
府
を
運
営
で
き
る
ほ
ど
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
獲
得
し
な

か
っ
た
。
政
府
は
、
国
家
を
構
成
す
る
多
様
な
諸
階
級
を
調
和
さ
せ
、
富
者
と
貧
者
の
双
方
に
適
用
さ
れ
る
平
等
な
正
義
を
確
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
権
利
保
護
と
公
権
力
の
維
持
を
通
じ
て
、
既
存
の
秩
序
を
支
え
る
一
般
的
な
私
的
利
益
に
根
ざ
し
た
統
治
が
「
公
共

精
神
」
の
源
と
な
る
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
論
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ロ
ン
以
降
の
ア
テ
ナ
イ
や
ス
パ
ル
タ
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
諸
国
家
で
は
、

「
私
的
な
善
と
は
異
な
り
、
し
ば
し
ば
対
立
し
合
う
理
想
的
な
公
共
善
」
が
国
制
の
原
理
と
し
て
働
き
、
そ
の
結
果
、
派
閥
抗
争
が
生
じ
た

（M
itford,	H

O
G,	（,	（-（,	（（-（

）。
事
実
、
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
と
民
衆
の
対
立
は
ソ
ロ
ン
の
改
革
後
に
激
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
抗
争
を
治
め
る

た
め
に
登
場
し
た
の
が
僭
主
た
ち
で
あ
っ
た
。

身
分
制
を
背
景
と
し
た
党
派
的
な
争
い
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
僭
主
政
支
配
を
も
た
ら
し
た
。
グ
ロ
ー
ト
は
僭
主
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
を
「
同

胞
を
強
制
下
に
お
く
自
国
の
専
制
君
主
」
と
表
現
し
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
ギ
リ
シ
ア
の
僭
主
た
ち
を
民
主
政
に

よ
っ
て
生
じ
た
不
均
衡
を
克
服
し
た
政
治
家
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
（G

rote	H
O

G
,	（,	（（-（

）。
現
在
の
研
究
上
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
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治
世
は
「
穏
和
で
合
法
的
」
だ
っ
た
と
評
さ
れ
る
一
方
、
僭
主
政
に
特
有
の
「
独
裁
的
性
格
」
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る（

11
（

。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド

に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
「
僭
主
（T

yrant

）」
は
、
近
代
で
使
用
さ
れ
る
専
制
君
主
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
。
近
代
的

な
僭
主
・
専
制
君
主
は
「
多
か
れ
少
な
か
れ
、
国
の
法
律
が
禁
じ
て
い
る
権
力
の
簒
奪
者
」
で
あ
り
、
権
力
を
獲
得
し
維
持
す
る
た
め
に
頻

繁
に
過
激
な
行
為
を
行
い
、
時
と
し
て
残
虐
な
罪
を
犯
す
統
治
者
で
あ
る
。
他
方
、
古
典
古
代
の
僭
主
は
、「
何
ら
か
の
手
段
で
同
胞
に
対

す
る
主
権
を
獲
得
し
た
共
和
国
の
市
民
、
あ
る
い
は
行
政
府
の
唯
一
の
指
揮
官
」
を
意
味
し
、
ギ
リ
シ
ア
の
僭
主
の
多
く
が
「
並
外
れ
た

徳
」
を
有
し
、
法
の
下
で
自
ら
の
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
被
治
者
に
有
利
な
統
治
を
行
な
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
僭
主
た
ち
は
「
簒
奪
者
」

で
あ
っ
た
が
、
民
衆
の
な
か
に
僭
主
・
簒
奪
者
へ
の
支
持
が
な
け
れ
ば
彼
ら
は
統
治
者
と
な
り
得
な
い
。
不
安
定
な
秩
序
に
対
抗
す
る
た
め

に
、
合
法
的
に
支
配
者
を
簒
奪
す
る
こ
と
で
僭
主
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
（M

itford,	H
O

G,	（,	（（（-（

）。

３　

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
と
国
制
の
道
徳

前
五
一
〇
年
に
ア
テ
ナ
イ
の
僭
主
政
は
終
焉
し
、
民
主
政
確
立
へ
の
「
決
定
的
な
一
歩
」
を
も
た
ら
し
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
登
場
し

た（
11
（

。
前
五
〇
八
年
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
十
部
族
制
と
陶
片
追
放
制
度
を
導
入
し
た
。
従
来
の
四
部
族
制
に
代
わ
る
、
地
域
的
区
分
と
構
成

員
の
職
種
・
階
層
の
多
様
性
を
考
慮
し
た
十
部
族
制
は
、
激
化
し
た
政
治
抗
争
を
緩
和
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
十
部
族
制
を

支
え
る
行
政
単
位
デ
ー
モ
ス
（
区
）
が
従
来
の
村
落
を
基
礎
と
し
て
一
三
九
に
区
画
さ
れ
た
こ
と
で
、
市
民
資
格
が
定
め
ら
れ
た
。
旧
来
の

四
部
族
や
血
縁
的
原
理
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ト
リ
ア
（
兄
弟
団
）
が
政
治
的
な
役
割
を
失
い
、
デ
ー
モ
ス
は
地
縁
的
原
理
に
基
づ
い

て
国
制
へ
の
参
加
を
規
定
し
た
。
四
部
族
か
ら
十
部
族
へ
の
転
換
は
、
グ
ロ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ア
テ
ナ
イ
人
を
数
的
、
地
域
的
、
政
治
的
に

平
等
に
区
分
さ
れ
た
「
一
つ
の
均
質
な
全
体
」
に
再
構
成
し
た
。
擬
似
血
縁
集
団
的
な
フ
ラ
ト
リ
ア
の
残
存
は
、
家
族
的
・
宗
教
的
な
集
団

を
完
全
に
解
体
し
な
か
っ
た
が
、
十
部
族
制
の
導
入
は
特
殊
で
地
域
的
な
利
害
関
心
を
抑
制
し
、
共
同
体
全
体
の
統
治
を
可
能
に
し
た
と
グ

ロ
ー
ト
は
評
価
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
で
は
「
不
穏
な
地
域
の
諸
派
閥
」
が
制
限
さ
れ
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
国
制
の
「
極
め
て
重
大
な
修
正
」

を
行
な
っ
た
（Grote,	H

O
G,	（,	（（-（（

）。

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
党
派
対
立
に
伴
う
混
乱
や
権
力
腐
敗
の
問
題
解
決
策
を
僭
主
政
に
見
出
し
た
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
ト
は
「
国
制
の
道
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徳
」
を
市
民
の
内
面
に
創
出
す
る
こ
と
が
政
治
的
課
題
へ
の
処
方
箋
に
な
る
と
主
張
し
た
。
統
治
者
の
道
徳
で
は
な
く
、
市
民
の
道
徳
に
力

点
を
置
い
た
議
論
が
グ
ロ
ー
ト
の
特
色
で
あ
り
、
こ
こ
に
後
述
す
る
ミ
ル
と
の
相
違
が
あ
る
（
四
─
（
）。
グ
ロ
ー
ト
に
よ
る
と
、
国
制
の
道

徳
と
は
、
国
制
に
最
大
限
の
畏
敬
の
念
を
も
ち
、
そ
の
も
と
で
行
為
す
る
権
威
的
な
人
々
へ
の
服
従
を
強
化
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
人
々

を
開
か
れ
た
言
論
と
明
確
な
法
的
統
制
に
従
う
こ
と
を
習
慣
づ
け
、
権
威
者
の
公
的
な
行
動
に
対
し
て
制
限
の
な
い
監
視
を
行
う
こ
と
で
生

み
出
さ
れ
る
道
徳
的
性
格
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
党
派
的
な
抗
争
下
で
も
、
全
市
民
が
国
制
に
対
す
る
信
頼
を
示
し
、
権
力
を
際
限
な

く
監
視
す
る
「
自
由
と
自
制
」
を
維
持
す
る
こ
と
で
国
制
の
道
徳
を
共
同
体
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
が
、「
自
由
と
平
和
を
同
時
に
実
現
す
る

政
府
の
必
須
条
件
」
で
あ
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
「
平
等
で
、
民
衆
的
で
、
包
括
的
な
」
改
革
の
精
神
に
よ
っ
て
市
民
全
体
が
国
制
に
愛

着
を
抱
く
こ
と
を
初
め
て
目
指
し
た
。
グ
ロ
ー
ト
は
、
政
治
的
抗
争
下
で
市
民
の
積
極
的
な
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
を
可
能
に
す
る
諸
制
度
を
導

入
し
、
国
制
の
道
徳
に
基
づ
く
公
共
生
活
を
整
え
よ
う
と
し
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
を
支
持
し
た
（Grote,	H

O
G,	（,	（（-（

）。

ミ
ル
も
グ
ロ
ー
ト
の
見
解
に
同
意
す
る
。「
制
限
な
き
民
主
政
」、
自
由
、
民
衆
の
精
神
を
形
成
し
た
ソ
ロ
ン
と
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
諸
制

度
は
グ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た（

11
（

。
加
え
て
ミ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
内
在
化
さ
れ
た
「
政
治
教
育
の
方
向
性
」
が
国
制
の
道

徳
を
形
成
し
た
と
捉
え
る
。
こ
の
道
徳
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
諸
制
度
を
通
じ
て
、
市
民
が
公
的
・
私
的
問
題
を
扱
う
た
め
の
知
的
・
道
徳
的
能

力
を
育
て
る
習
慣
に
支
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
ポ
リ
ス
で
の
「
制
限
の
な
い
公
開
性
と
譴
責
と
言
論
の
自
由
」
の
保
障
、
官
職
に
就
く

者
に
対
す
る
責
任
、
裁
判
官
は
籤
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
近
代
の
陪
審
員
に
類
似
し
た
制
度
、
富
や
出
自
に
よ
っ
て
政
治
参
加
の
権
利
が
定
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る（

11
（

。
ミ
ル
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
政
が
「
市
民
は
そ
の
内
面
に
お
い
て
、
熱
心
で
各
人
が
支
持
可
能
な

愛
着
を
政
体
に
抱
く
こ
と
が
で
き
、
公
的
か
つ
私
的
な
行
動
へ
の
活
力
を
生
み
出
す
」
優
位
性
を
保
持
し
て
い
た
と
論
じ
る
グ
ロ
ー
ト
の
説

明
を
引
用
し
、
寡
頭
政
で
は
市
民
に
「
受
動
的
な
黙
従
と
服
従
を
せ
い
ぜ
い
望
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
と
論
じ
る
（M

ill,	G
H

［II

］,	（（（-（;	

Grote,	H
O

G,	（（,	（0（-（

）。

ア
テ
ナ
イ
の
制
度
的
特
徴
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
ト
は
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
執
政
期
に
形
骸
化
し
た
民
会
の
開
催
と
そ
の
手
続
き
を
ク

レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
補
強
し
た
こ
と
で
、
ソ
ロ
ン
の
改
革
で
は
生
じ
な
か
っ
た
「
愛
国
的
で
高
潔
な
衝
動
」
が
新
た
に
出
現
し
た
と
論
じ
る

（G
rote,	H

O
G

,	（,	（（

）。
自
由
な
民
会
は
、
市
民
に
「
話
し
手
と
聞
き
手
の
両
方
の
義
務
を
果
た
す
」
訓
練
の
機
会
を
提
供
し
、
政
治
的
影
響
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力
の
実
感
を
彼
ら
に
与
え
、「
自
ら
の
安
全
と
幸
福
を
大
多
数
の
投
票
と
同
一
視
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ソ
ロ
ン
の
改
革
を
民
主
政

の
起
源
と
み
な
す
保
守
に
対
し
て
、
グ
ロ
ー
ト
は
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
る
民
会
の
再
調
整
に
「
言
論
の
自
由
」
と
「
法
の
平
等
」
の
尊

重
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
全
体
の
不
可
分
性
の
誕
生
を
み
る
。

陶
片
追
放
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
導
入
し
た
優
れ
た
制
度
で
あ
る
と
グ
ロ
ー
ト
は
捉
え
る
。
本
制
度
の
導
入
時
期
に
は
諸
説
あ
る
が
、

有
力
者
間
の
対
立
激
化
を
背
景
と
し
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
僭
主
の
台
頭
を
抑
制
す
る
た
め
に
設
置
し
た
と
い
わ
れ
る（

11
（

。
グ
ロ
ー
ト
に
よ

る
と
、
陶
片
追
放
の
主
要
な
目
的
は
「
単
な
る
党
派
的
な
反
感
と
は
区
別
さ
れ
る
熟
慮
さ
れ
た
公
的
感
情
の
表
現
」
で
あ
り
、
秘
密
投
票
に

よ
っ
て
投
じ
ら
れ
た
陶
片
は
、「
偽
り
の
な
い
独
立
し
た
感
情
の
表
明
」
と
し
て
明
確
に
数
え
上
げ
ら
れ
、
強
制
や
買
収
の
危
険
を
回
避
可

能
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
本
制
度
の
実
施
が
評
議
会
と
民
会
で
の
事
前
審
議
を
通
じ
た
正
当
性
を
担
保
す
る
手
続
き
に
基
づ
い
て
お
り
、
例
外

的
な
措
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
手
続
き
上
の
法
的
正
当
性
が
有
力
者
の
行
動
を
事
前
に
抑
制
す

る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
グ
ロ
ー
ト
は
指
摘
す
る
。
陶
片
追
放
は
、「
力
に
よ
る
打
倒
」
な
し
に
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
成
長
さ
せ
、
有
力

者
た
ち
の
間
に
も
十
全
な
「
国
制
の
道
徳
」
を
抱
か
せ
た
（Grote,	H

O
G,	（,	（（-（

）。

対
し
て
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
陶
片
追
放
が
「
民
主
政
的
な
嫉
妬
」
の
道
具
と
し
て
「
民
衆
の
情
念
を
私
的
な
目
的
に
利
用
」
す
る
方
法
を

生
み
出
し
、
優
れ
た
能
力
や
人
格
の
優
位
性
を
抑
圧
し
た
と
論
じ
る
。
本
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
「
高
名
な
市
民
」
は
、
過
度
な
影
響
力
を

防
ぐ
た
め
に
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
有
力
者
は
自
ら
が
排
斥
の
対
象
と
な
ら
ぬ
よ
う
民
衆
を
取
り
込
む
施
策
に
追
わ
れ
る
。
そ
の
代
表

例
と
し
て
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
キ
モ
ン
を
非
難
す
る
（M

itford,	H
O

G
,	（,	（（（-（

）。
キ
モ
ン
は
他
者
の
妬
み
か
ら
身
を
守
り
、
自
ら
の
党
派
を

守
る
た
め
に
、
自
身
の
庭
園
と
果
樹
園
を
近
隣
の
ア
テ
ナ
イ
人
に
解
放
し
彼
ら
に
農
作
物
を
提
供
し
た
。
追
放
を
危
惧
し
「
選
挙
の
た
め
の

絶
え
間
な
い
準
備
」
に
徹
し
た
キ
モ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
は
異
な
る
選
挙
活
動
に
従
事
し
た
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
評
す
る
（Ibid.,	（（0-

（

）。
こ
の
制
度
は
、
自
ら
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
に
民
衆
と
向
き
合
う
こ
と
を
求
め
る
。
よ
っ
て
、
陶
片
追
放
は
民
衆
の
支
持
獲
得
の
必
要

を
生
み
出
し
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
僭
主
政
で
み
ら
れ
た
君
主
の
知
恵
、
穏
当
さ
、
既
存
の
政
治
制
度
と
法
へ
の
尊
重
を
欠
い
た
「
民
主

的
専
制
」
を
出
現
さ
せ
た
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
批
判
し
た
（Ibid.,	（（（-

（
1（
（（

）。

た
だ
し
、
グ
ロ
ー
ト
は
陶
片
追
放
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
な
い
。
彼
は
喜
劇
作
家
プ
ラ
ト
ー
ン
を
参
照
し
な
が
ら
、
ア
テ
ナ
イ
で
最
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後
の
陶
片
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
ヒ
ュ
ペ
ル
ボ
ロ
ス
の
よ
う
な
「
危
険
性
の
低
い
人
物
に
対
し
て
共
和
国
の
安
全
銃
〔
陶
片
追
放
〕」
が
使
用

さ
れ
た
追
放
例
は
、「
偉
大
な
政
治
的
儀
式
の
堕
落
（prostitution

）」
と
し
て
非
難
さ
れ
た
と
論
じ
る
（Grote,	H

O
G,	（,	（（

）。
ヒ
ュ
ペ
ル
ボ

ロ
ス
の
追
放
の
策
略
を
目
論
ん
だ
ニ
キ
ア
ス
と
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
は
、「
時
代
遅
れ
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
同
制
度
を
利
用
し
た
。
民
主
政
の

保
護
と
い
う
排
斥
の
当
初
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
、
政
治
的
責
任
の
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
こ
の
制
度
を
乱
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る

（Ibid.,	（

（
11
（（

）。
グ
ロ
ー
ト
は
、
陶
片
追
放
を
統
治
者
と
な
り
得
る
可
能
性
の
あ
る
者
た
ち
に
国
制
の
道
徳
を
根
付
か
せ
る
手
段
と
し
て
解
釈
し

た
が
、
こ
の
道
徳
が
政
治
家
と
市
民
の
双
方
に
対
し
て
十
分
な
機
能
を
果
た
す
の
は
次
の
時
代
で
あ
る
。

四　

国
制
の
道
徳
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
盛
衰
と
そ
の
近
代
的
再
建

１　

自
由
な
民
主
政
の
確
立
─
─
ペ
リ
ク
レ
ス
と
国
制
の
道
徳

ミ
ル
は
「
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
の
実
の
創
始
者
」
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
名
を
挙
げ
、
そ
の
国
制
上
の
完
成
を
ペ
リ
ク
レ
ス
の
治
世
に
位

置
づ
け
る（

11
（

。
グ
ロ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
市
民
に
よ
る
権
力
の
部
分
的
監
視
・
抑
制
を
確
立
し
た
が
、
立
法
と
司
法
の
最
終

的
な
決
定
・
判
断
の
権
限
が
貴
族
に
残
さ
れ
て
い
た
部
分
に
「
堕
落
的
、
恣
意
的
、
抑
圧
的
な
取
引
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
加
え
て
、
終
身

の
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
員
は
問
責
の
機
会
が
皆
無
で
あ
り
、
腐
敗
の
危
険
は
さ
ら
に
高
い
と
す
る
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（0（-（0

）。
同
評
議
会
の

解
体
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
課
題
を
改
善
し
た
エ
フ
ィ
ア
ル
テ
ス
と
ペ
リ
ク
レ
ス
は
、
僅
か
な
裁
判
権
を
除
く
す
べ
て
の
政
治
的
実
権
を
評

議
会
か
ら
剥
奪
し
、
そ
の
権
限
を
民
主
的
諸
機
関
─
─
民
会
、
民
衆
裁
判
所
、
五
百
人
評
議
会
─
─
に
分
け
与
え
た
。
エ
フ
ィ
ア
ル
テ
ス
の

改
革
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
出
来
事
が
ア
テ
ナ
イ
に
「
完ラ

デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

全
民
主
政
」
を
生
み
出
し
た（

11
（

。
グ
ロ
ー
ト
は
こ
の
権
力
の
移
譲
が
「
革
命
」
を
も

た
ら
し
た
と
表
現
し
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
（Grote,	H

O
G,	（,	（（（-（

）。

例
え
ば
グ
ロ
ー
ト
は
、
民
衆
裁
判
所
に
実
権
が
移
っ
た
こ
と
で
、「
混
じ
り
気
の
な
い
公
正
な
正
義
」
を
確
実
に
す
る
直
接
的
恩
恵
と
、

市
民
一
般
を
改
善
し
教
育
す
る
間
接
的
恩
恵
が
生
じ
た
と
論
じ
る
。「
高
貴
な
職
務
の
遂
行
」
を
求
め
る
民
衆
裁
判
は
、
そ
の
裁
判
に
関
与
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す
る
下
層
市
民
や
貧
者
に
対
し
て
も
尊
厳
の
感
情
を
与
え
、「
愛
国
的
な
共
感
」
を
呼
び
起
こ
し
、「
諸
個
人
の
精
神
的
能
力
」
を
行
使
す
る

機
会
の
提
供
は
自
発
的
な
精
神
活
動
を
促
進
し
た
（Ibid.,	（（（-（.

）。
ペ
リ
ク
レ
ス
は
買
収
防
止
の
た
め
に
陪
審
へ
日
当
の
支
払
い
を
定
め
た

が
、「
民
衆
的
で
多
数
の
有
給
」
の
陪
審
員
が
ア
テ
ナ
イ
の
司
法
・
立
法
過
程
に
直
接
関
与
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主

政
は
「
到
達
点
」
に
達
し
た
（Ibid.,	（（（

）。

グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
は
、
こ
の
時
期
に
国
制
の
道
徳
が
十
分
に
根
付
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
が
開
花
し
た
と
捉
え
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
民

主
政
を
称
賛
し
た
。
ミ
ル
に
よ
る
と
ペ
リ
ク
レ
ス
は
、
富
に
恵
ま
れ
た
貴
族
で
あ
り
な
が
ら
も
「
原
理
と
行
動
は
徹
底
し
た
民
主
主
義
者
」

で
、
大
衆
迎
合
的
な
政
治
術
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
優
れ
た
資
質
に
よ
っ
て
地
位
を
獲
得
し
た
人
物
で
あ
る
。
ペ
リ
ク
レ
ス
の
「
気

高
い
精
神
と
実
践
的
な
叡
智
」
は
市
民
を
大
い
に
教
育
し
た（

11
（

。
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
は
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
葬
送
演
説
を
通
じ
て
国
制
の
道
徳
と

自
由
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
。
ミ
ル
は
こ
の
演
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
ア
テ
ナ
イ
に
は
「
安
寧
な
生
活
、
社
会
的
不
寛
容
か
ら
の
自

由
、
教
養
あ
る
趣
味
の
快
楽
、
公
的
問
題
へ
の
活
発
な
関
心
と
活
動
的
な
参
加
」
が
根
付
い
た
と
論
じ
る
（M

ill,	GH

［II

］,	（（（,	（（（

）。
両
者

が
着
目
し
た
同
演
説
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
人
が
「
自
由
に
公
事
に
」
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
、「
悪
意
を
も
っ
て
私
事
に
干
渉
す
る
こ
と
」
は
な

く
、
法
に
基
づ
く
行
動
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

他
方
、
ペ
リ
ク
レ
ス
は
「
諸
君
は
日
ご
と
に
ア
テ
ナ
イ
の
力
を
実
際
に
体
験
し
、
そ
れ
を
心
か
ら
愛
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
ア
テ
ナ
イ
の
戦
士
た
ち
を
鼓
舞
す
る
愛
国
心
に
満
ち
た
演
説
を
残
し
た
。
グ
ロ
ー
ト
は
こ
の
一
節
を
引
用
し
、「
古
典
古
代
の
社
会
と
近

代
社
会
と
の
比
較
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
あ
ま
り
に
も
無
差
別
に
な
さ
れ
る
主
張
」、
す
な
わ
ち
古
代
に
お
い
て
個
人
は
国
家
の
も
と
で
犠

牲
と
な
り
、
近
代
に
お
い
て
の
み
個
人
の
自
由
は
擁
護
さ
れ
る
と
い
う
見
解
へ
の
反
論
を
試
み
る
。
ペ
リ
ク
レ
ス
が
力
説
し
た
愛
国
心
は
本

質
的
に
重
要
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
は
決
し
て
「
独
占
的
な
支
配
」
や
「
あ
ら
ゆ
る
民
主
政
の
活
動
を
奪
い
去
る
こ
と
」
を
意
味
し
な
い（

11
（

。
ア

テ
ナ
イ
で
は
公
と
私
を
不
正
か
ら
保
護
す
る
法
と
制
裁
が
機
能
し
、
人
間
的
な
強
い
欲
求
は
個
々
に
豊
か
で
多
彩
で
あ
り
、
娯
楽
や
私
的
な

趣
味
の
多
様
性
は
個
人
間
の
互
恵
的
関
係
を
生
み
出
し
た
（Grote,	H

O
G,	（,	（（0-（

）。
同
様
に
ミ
ル
は
、「
古
代
の
共
和
国
で
は
、
国
家
の
空

想
上
の
善
の
た
め
に
個
人
の
自
由
が
徹
底
的
に
犠
牲
に
な
る
」
と
い
う
通
説
に
対
し
て
、
他
者
危
害
原
理
を
根
拠
に
反
論
し
た
。
ア
テ
ナ
イ

の
市
民
生
活
で
は
公
共
の
利
益
に
関
す
る
義
務
が
最
も
重
視
さ
れ
た
一
方
、「
個
人
の
行
動
の
う
ち
自
分
自
身
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
世
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論
は
干
渉
し
な
か
っ
た
」（M

ill,	GH

［II

］,	（（（

）。
ア
テ
ナ
イ
の
近
代
的
自
由
は
、
次
の
グ
ロ
ー
ト
の
言
葉
か
ら
も
示
さ
れ
る
。

彼
〔
ペ
リ
ク
レ
ス
〕
が
ア
テ
ナ
イ
の
思
想
と
行
動
の
自
由
に
つ
い
て
強
調
す
る
の
は
、
た
ん
に
法
に
よ
る
過
度
の
拘
束
か
ら
の
自
由
の

み
な
ら
ず
、
人
と
人
と
の
間
の
実
質
的
な
不
寛
容
か
ら
の
自
由
や
、
趣
味
や
探
求
に
お
け
る
個
々
の
反
対
者
に
対
す
る
多
数
者
の
専
制

か
ら
の
自
由
で
あ
り
、
当
時
の
知
的
発
展
が
主
に
依
存
し
て
い
た
国
民
性
の
一
つ
の
特
徴
を
露
わ
に
す
る
点
で
、
大
い
に
注
目
に
値
す

る
。（
…
…
）
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
他
の
ギ
リ
シ
ア
の
ど
こ
よ
り
も
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
法
の
範
囲
内
で
、

個
人
の
衝
動
や
趣
味
、
奇
抜
さ
さ
え
も
、
他
の
国
家
の
よ
う
に
隣
人
や
公
衆
の
不
寛
容
さ
の
目
印
に
な
ら
ず
、
寛
容
に
受
け
容
れ
ら
れ

て
い
た
（Grote,	H

O
G,	（,	（（（-

（
11
（（

）。

近
代
の
い
か
な
る
統
治
機
構
も
「
社
会
的
異
論
」
へ
の
寛
容
や
個
人
の
自
発
性
を
尊
重
す
る
傾
向
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
近
代
国
家
は
、

世
論
の
不
寛
容
さ
に
よ
っ
て
個
人
の
性
格
を
特
定
の
型
に
は
め
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
グ
ロ
ー
ト
は
危
惧
す
る
。
世
論
か
ら
逸
脱
す
れ
ば

「
憎
悪
も
し
く
は
嘲
笑
の
対
象
」
に
な
る
が
、
ア
テ
ナ
イ
で
は
法
の
範
囲
内
で
個
人
の
自
由
な
生
き
方
は
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

推
奨
さ
れ
て
い
た
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（（（-（

）。
こ
こ
に
ミ
ル
は
「
社
会
道
徳
の
重
要
な
問
題
」
を
発
見
す
る
。
世
論
に
従
う
傾
向
の
強
い
近

代
の
平
凡
な
社
会
で
は
、
独
創
的
な
人
々
は
嫉
妬
や
不
信
の
対
象
と
な
り
、
共
通
の
意
見
、
感
情
、
行
動
を
押
し
付
け
ら
れ
る
た
め
、
結
局

の
と
こ
ろ
社
会
を
支
え
る
「
天
才
」
が
育
つ
土
壌
は
奪
わ
れ
、
天
才
は
自
ら
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
な
く
死
滅
す
る
（M

ill,	GH

［II

］,	（（0-（

）。

ミ
ル
は
、
個
性
が
社
会
の
礎
と
な
る
と
い
う
『
自
由
論
』
を
想
起
さ
せ
る
記
述
を
残
し
な
が
ら
、
公
共
へ
の
参
加
と
い
う
民
主
政
の
原
理
と

「
消
極
的
自
由
」
が
共
存
し
て
い
た
部
分
に
基
づ
い
て
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
ア
テ
ナ
イ
に
最
大
の
賛
辞
を
送
っ
た
。

２　

ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
の
衰
退

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ソ
ロ
ン
の
改
革
か
ら
ペ
リ
ク
レ
ス
ま
で
の
民
主
政
を
反
混
合
政
体
の
成
立
過
程
と
し
て
非
難
し
た
が
、
ペ
リ
ク
レ
ス

の
死
後
の
前
四
二
九
年
頃
か
ら
台
頭
し
た
デ
マ
ゴ
ー
グ
た
ち
の
実
権
争
い
を
最
も
攻
撃
し
た
（M

itford,	H
O

G
,	（,	（（-

（
11
（（

）。
こ
の
よ
う
な
抗
争
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下
の
ア
テ
ナ
イ
は
、
最
終
的
に
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
の
も
と
で
国
力
を
増
強
し
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
征
服
さ
れ
、
ポ
リ
ス
の
歴
史
は
一
応
の
終

焉
を
迎
え
た（

11
（

。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
こ
の
征
服
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
の
諸
国
家
が
不
安
定
な
状
態
を
離
脱
し
た
と
し
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世

を
「
自
由
民
の
民
衆
王
」
と
好
意
的
に
表
現
し
た
。
古
代
史
上
は
じ
め
て
ギ
リ
シ
ア
は
「
統
一
さ
れ
た
幸
福
な
国
家
」
と
な
り
、「
互
い
の

抑
圧
や
妨
害
か
ら
個
人
と
自
身
の
財
産
を
守
り
抜
き
、
他
国
か
ら
の
攻
撃
に
対
抗
す
る
力
」
を
有
し
た
（M

itford,	H
O

G,	（,	（（（

）。
た
だ
し
、

ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
民
主
政
の
代
替
と
し
て
権
威
主
義
的
な
統
治
を
擁
護
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
諸
権
力
の
均
衡
と
調
和
に
基
づ
く
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
混
合
政
体
擁
護
に
徹
し
た
結
果
、
国
内
の
僭
主
に
よ
る
合
法
的
支
配
と
外
国
の
王
に
よ
る
征
服
を
認
め
る
こ
と
で
、
純
粋
民

主
政
を
否
定
し
た
。

急
進
派
は
ア
テ
ナ
イ
の
衰
退
・
敗
北
を
い
か
に
読
み
解
い
た
の
か
。
グ
ロ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
前
夜
、
ア
テ
ナ
イ
の

市
民
は
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
』
で
表
現
さ
れ
た
愛
国
心
と
活
動
的
精
神
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
─
─
「
ア
テ
ナ
イ
人
は
進
取
の
気
性
を

持
っ
て
工
夫
に
富
み
、
計
画
の
遂
行
に
強
い
行
動
力
」
を
も
っ
て
あ
た
り
、「
国
の
た
め
に
は
わ
が
身
を
我
と
も
思
わ
ず
挺
し
、
国
の
た
め

と
あ
ら
ば
事
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
目
的
を
決
し
て
他
人
事
と
し
て
扱
わ
な
い
」。
さ
ら
に
、
ア
テ
ナ
イ
人
は
「
彼
ら
は
労
苦
も
危
険

さ
え
も
厭
わ
ず
、
こ
の
す
べ
て
に
生
涯
を
賭
け
て
は
げ
み
、
終
始
発
展
に
追
わ
れ
て
現
在
を
楽
し
む
暇
さ
え
も
た
な
い（

1（
（

」。
こ
れ
ら
の
引
用

句
は
、
グ
ロ
ー
ト
が
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
の
侵
略
を
阻
止
す
る
た
め
に
「
最
も
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
最
も
欠
如
し
て
い
た
」
特
徴
に
挙
げ

た
部
分
で
あ
る
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
王
が
即
位
す
る
直
前
の
市
民
は
、「
静
穏
で
家
庭
的
で
洗
練
さ
れ
て
」
お
り
、
民
主
政
に
愛
着
を
も
ち
、

日
々
の
義
務
を
遂
行
し
て
い
た
。
し
か
し
、
知
的
・
政
治
的
・
文
化
的
・
経
済
的
な
活
力
は
衰
え
て
い
た
。
自
ら
の
生
活
を
全
て
放
棄
し
て

外
国
で
の
軍
務
に
就
く
こ
と
は
、
危
険
が
目
前
に
迫
ら
な
い
と
耐
え
ら
れ
な
い
と
市
民
は
考
え
た
。
外
国
の
王
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
生

命
、
財
産
、
快
適
な
生
活
を
投
げ
捨
て
て
国
制
を
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
活
力
は
失
わ
れ
て
い
た
と
グ
ロ
ー
ト
は
指

摘
す
る
。
市
民
は
「
ギ
リ
シ
ア
と
ア
テ
ナ
イ
の
自
由
」
を
守
る
た
め
に
自
己
犠
牲
を
発
揮
で
き
ず
、「
自
由
、
尊
厳
、
安
全
」
を
喪
失
し
た

（Grote,	H
O

G,	（（,	（（-（,	n.	（

）。
グ
ロ
ー
ト
は
、
国
制
の
道
徳
に
お
け
る
自
国
を
防
衛
す
る
市
民
的
徳
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
ミ

ル
は
明
確
に
言
及
せ
ず
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
よ
る
征
服
の
要
因
は
公
共
精
神
と
道
徳
的
活
力
の
著
し
い
低
下
に
あ
る
と
分
析
す
る
。
ギ
リ
シ
ア

は
「
広
い
地
域
で
自
由
な
制
度
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
自
ら
の
「
自
由
、
徳
、
そ
し
て
民
族
と
し
て
の
存
在
意
義
」
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を
失
っ
た
（M

ill,	GH

［II

］,	（（（,	（（（

）。

３　

近
代
に
お
け
る
国
制
の
道
徳
の
再
建

以
上
の
ギ
リ
シ
ア
史
の
結
末
に
対
す
る
三
者
の
理
解
に
は
異
同
が
あ
る
。
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
国
家
的
統
一
の
礎
を
民
衆
の
み
に
求
め
る
こ

と
に
は
不
安
定
さ
が
伴
う
と
捉
え
た
が
、
グ
ロ
ー
ト
は
国
制
の
道
徳
の
衰
退
、
特
に
自
己
犠
牲
を
伴
う
市
民
的
徳
の
欠
如
に
ア
テ
ナ
イ
の
民

主
政
衰
退
の
要
因
を
み
る
。
他
方
、
ミ
ル
は
国
制
の
道
徳
上
の
市
民
の
公
共
精
神
と
道
徳
的
活
力
の
減
退
を
民
主
政
終
焉
の
原
因
と
す
る
。

た
だ
し
ミ
ル
は
、
一
連
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
書
評
論
文
の
刊
行
後
に
出
版
さ
れ
た
『
代
議
制
統
治
論
』（
一
八
六
一
年
）
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ

ア
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
統
治
機
構
と
国
制
の
道
徳
の
関
連
に
言
及
し
た
。
先
行
研
究
で
は
、
公
共
精
神
を
育
む
近
代
的
市
民
の
性

格
と
国
制
の
道
徳
を
類
推
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
本
稿
で
は
、
統
治
者
の
側
の
道
徳
と
し
て
も
ミ
ル
が
こ
の
点
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
を
示

す（
11
（

。ミ
ル
に
よ
る
と
、
理
想
上
の
最
善
の
統
治
形
態
と
は
、
社
会
全
体
や
各
市
民
に
主
権
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、「
地
方
や
国
の
公
的
な
役
割

を
自
ら
直
接
に
果
た
す
こ
と
で
統
治
体
制
に
実
際
に
参
加
す
る
よ
う
少
な
く
と
も
時
折
は
求
め
ら
れ
る
」
統
治
で
あ
る
。
構
成
員
の
知
的
、

道
徳
的
、
活
動
的
能
力
を
統
治
体
制
が
い
か
に
促
進
し
、
こ
れ
ら
の
諸
能
力
の
改
善
も
し
く
は
劣
化
が
統
治
体
制
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え

る
の
か
が
『
代
議
制
統
治
論
』
を
貫
く
包
括
的
な
問
い
と
し
て
設
定
さ
れ
る（

11
（

。
統
治
形
態
と
性
格
の
関
係
は
、
民
主
政
的
統
治
の
優
位
性
を

検
討
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
活
動
的
性
格
」
と
「
受
動
的
性
格
」
に
分
類
さ
れ
た
「
一
般
的
性
格
類
型
」
を
ミ
ル
は
比
較

す
る
。
前
者
は
、
悪
弊
と
戦
い
、「
環
境
を
自
分
に
屈
服
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
性
格
」
で
、
知
的
・
実
践
的
な
卓
越
を
生
み
出
し
、
活
動

的
性
格
に
基
づ
く
個
々
の
構
成
員
の
利
益
の
増
大
化
を
促
す
習
慣
や
行
為
は
少
な
か
ら
ず
「
社
会
全
体
の
進
歩
」
に
寄
与
す
る（

11
（

。
後
者
は
悪

弊
に
耐
え
、「
環
境
に
屈
服
す
る
性
格
」
で
あ
り
、
概
ね
ミ
ル
は
市
民
の
活
動
的
性
格
に
代
議
制
を
補
完
す
る
要
素
を
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
国
制
を
支
え
る
活
動
的
能
力
や
性
格
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
実
践
的
訓
練
」
と
代
議
制
統
治
の
範
囲

内
で
の
「
公
共
精
神
の
学
校
（school	of	public	spirit

）」
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
る
と
ミ
ル
は
主
張
す
る
。
前
者
は
、
市
民
が
私
的
な
生
活
を

送
り
な
が
ら
も
、
公
共
の
仕
事
に
一
時
的
に
参
加
す
る
訓
練
を
通
じ
て
市
民
の
公
的
な
能
力
と
性
格
の
形
成
を
行
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
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ル
は
、「
古
代
の
社
会
体
制
や
道
徳
観
念
」
に
は
欠
陥
が
あ
っ
た
と
留
保
し
な
が
ら
も
、「
民
衆
裁
判
所
と
民
会
の
慣
行
は
、
平
均
的
な
ア
テ

ナ
イ
市
民
の
知
的
水
準
を
、
古
代
近
代
を
問
わ
ず
多
数
者
集
団
の
模
範
例
と
し
て
存
在
し
て
い
る
水
準
を
は
る
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
ま
で
引

き
上
げ
た
」
こ
と
が
グ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
全
市
民
は
民
主
政
的
制
度
を
介
し
た
「
公
的
教
育
」
を
受

け
て
お
り
、
そ
の
頻
度
、
継
続
性
、
扱
う
問
題
の
種
類
に
お
い
て
、
近
代
の
陪
審
員
や
教
区
の
役
職
を
通
じ
た
訓
練
よ
り
も
優
れ
て
い
た
。

実
践
的
訓
練
は
、
各
人
に
自
ら
が
公
共
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
公
共
の
利
益
と
個
人
の
利
益
の
一
致
を
実
感
さ
せ
る
。
こ
の
「
公

共
精
神
の
学
校
」
を
介
し
て
、
各
人
は
社
会
的
義
務
を
理
解
し
、
公
的
道
徳
と
私
的
道
徳
の
双
方
を
育
む
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

以
上
の
議
論
は
、
ミ
ル
が
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
か
ら
学
ん
だ
古
代
の
市
民
的
精
神
の
陶
冶
を
代
議
制
に
適
用
さ
せ
た
一
例
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
の
よ
り
明
確
な
相
違
は
、
両
者
の
想
定
し
た
国
制
の
道
徳
の
担
い
手
に
示
さ
れ
る
。『
代
議
制
統
治
論
』

で
は
、
国
制
の
道
徳
（
し
ば
し
ば
政
治
道
徳
（political	m

orality

）
と
も
表
現
）
と
は
、
国
制
上
の
明
文
化
さ
れ
た
法
・
規
則
で
は
な
く
、
不
文

律
と
し
て
代
議
制
統
治
の
働
き
を
支
え
る
道
徳
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
制
の
法
に
お
い
て
、
た
と
え
国
王
が
議
会
の
決
定

に
抗
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
英
国
の
国
制
の
道
徳
が
こ
の
よ
う
な
権
限
を
無
効
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
的
な
権
力
は
国
家

の
民
衆
的
部
分
に
あ
る
た
め
、
英
国
は
代
議
制
を
採
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
支
配
権
力
は
自
ら
の
誤
り
を
防
止
す
る
た
め
に
、

国
民
に
直
接
的
責
任
を
負
わ
な
い
被
統
治
者
に
対
し
て
権
力
を
委
ね
て
い
る
。
こ
の
予
防
策
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

み
ら
れ
、
前
述
し
た
支
配
者
を
抑
制
す
る
陶
片
追
放
が
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
こ
の
例
に
該
当
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う（

11
（

。
さ
ら
に
、
ミ
ル
は
国

制
の
道
徳
を
「
代
議
制
統
治
の
倫
理
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
で
、
代
表
者
の
責
務
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
純
粋
民
主
政
な
ど
抑
制
均
衡
の

機
能
を
も
た
な
い
政
体
や
こ
の
機
能
が
不
完
全
な
統
治
形
態
の
場
合
、
国
制
の
道
徳
が
唯
一
権
力
の
濫
用
を
抑
止
す
る
砦
と
な
る（

11
（

。
よ
っ

て
、
ミ
ル
は
国
制
の
道
徳
を
市
民
的
徳
に
限
定
せ
ず
、
政
治
運
営
に
お
け
る
統
治
の
道
徳
と
し
て
強
調
し
た
。
対
し
て
、
三
─
（
で
述
べ
た

通
り
、
グ
ロ
ー
ト
は
、
陶
片
追
放
に
よ
っ
て
有
力
政
治
家
の
権
力
濫
用
が
間
接
的
に
抑
止
さ
れ
る
部
分
に
統
治
者
の
国
制
の
道
徳
を
限
定
し

て
い
る
。

４　

帰
結
と
し
て
の
近
代
擁
護
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本
稿
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
歴
史
学
の
位
置
づ
け
は
、
国
制
の
道
徳
に
関
す
る
前
述
の
比
較
に
加
え
て
、
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
の
政
治
思
想

上
の
相
違
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
両
者
が
古
代
人
と
近
代
人
の
い
ず
れ
を
擁
護
し
た
の
か
（
第

三
の
問
い
）、
さ
ら
に
古
代
史
の
基
礎
を
成
す
急
進
派
の
哲
学
的
歴
史
・
科
学
的
歴
史
と
い
う
方
法
論
上
の
問
い
（
二
─
（
で
分
析
し
た
第
二
の

問
い
）
に
立
ち
返
る
こ
と
で
考
察
す
る
。
第
三
の
問
い
に
つ
い
て
、
両
者
は
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
現
代
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
過
度
な

政
治
的
意
図
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
ト
は
、
古
代
と
近
代
の
社
会
状
態
の
相
違
を
認
識
し
て
お
り
、
国
制
の

道
徳
は
「
稀
で
難
解
な
感
情
」
で
あ
り
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
支
え
て
い
た
感
情
の
「
確
立
と
流
布
」
に
は
困
難
が
生
じ
る
こ
と
も
理
解

し
て
い
た
（G

rote,	H
O

G
,	（,	（（（,	（（（

）。
た
だ
し
、
本
稿
の
二
─
（
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
ト
の
議
会
改
革
論
が
ベ
ン
サ
ム
主
義
を

継
承
し
つ
つ
も
、
性
格
と
制
度
の
関
係
に
言
及
し
た
部
分
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
完
成
以
前
に
近
代
政
治
論

を
展
開
し
て
い
た
側
面
と
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

対
し
て
ミ
ル
は
、
市
民
の
国
制
道
徳
を
育
成
す
る
実
践
的
訓
練
は
魅
力
的
で
あ
る
一
方
、
ア
テ
ナ
イ
型
の
訓
練
は
近
代
社
会
に
と
っ
て
現

実
的
で
は
な
い
と
判
断
し
、「
一
つ
の
小
さ
な
町
よ
り
も
大
き
な
社
会
で
は
、
公
共
の
業
務
の
何
か
ご
く
小
さ
な
部
分
に
全
員
が
直
接
に
参

加
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
完
全
な
統
治
体
制
の
理
想
型
は
、
代
議
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
捉
え
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
ミ
ル
は
時
代

比
較
を
行
う
場
合
、「
英
雄
た
ち
や
哲
学
者
た
ち
の
道
徳
的
観
念
で
は
な
く
、
有
徳
な
行
動
と
し
て
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
尺
度
」

に
着
目
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
尺
度
に
基
づ
い
て
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
と
近
代
英
国
を
比
べ
る
こ
と
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
国
家
に
お
い

て
強
力
で
あ
っ
た
公
的
義
務
の
観
念
が
近
代
で
は
色
褪
せ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
他
方
、
政
治
的
・
社
会
的
組
織
に
つ
い
て
は
、
近
代

（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
一
部
の
近
代
）
の
方
が
ギ
リ
シ
ア
よ
り
も
全
面
的
に
優
れ
て
い
る
と
み
な
す
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
人
は
広
範
な
領
域
下

で
自
由
な
制
度
を
創
設
し
、
奴
隷
制
に
依
ら
ず
繁
栄
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
（M

ill,	GH

［II

］,	（（（

）。

し
ば
し
ば
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
奴
隷
制
の
問
題
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が（

11
（

、
ミ
ル
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
ア

テ
ナ
イ
の
公
共
生
活
を
支
え
た
奴
隷
制
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
は
、
両
者
が
近
代
人
の
側
を
選
択
し
た
一
要
因
を
説
明
す
る
。
ポ
リ
ス
が

栄
え
た
時
期
の
共
和
国
ギ
リ
シ
ア
を
論
じ
る
場
合
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
特
徴
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
強
調
し
た
。
第
一
に
領
土
の
狭
さ
で
あ
り
、
第
二
に
普
遍
的
に
奴
隷
制
が
採
用
さ
れ
、
自
由
民
の
人
口
が
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少
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
以
降
、
奴
隷
は
時
代
を
追
う
ご
と
に
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
た
め
、
政
治
的
弊
害
が
生
じ
た
。

そ
れ
は
、
人
口
の
大
部
分
が
「
国
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
か
ら
排
除
」
さ
れ
て
お
り
、
自
由
民
の
間
で
す
ら
、
奴
隷
を
多
く
所
有
す
る
富
者
と
そ

う
で
は
な
い
貧
者
の
間
で
互
恵
的
な
関
係
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
（M

itford,	H
O

G
,	（,	（（（

）。
対
し

て
ミ
ル
は
、
奴
隷
の
み
な
ら
ず
女
性
が
公
的
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
視
し
、
古
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
女
性
の
境
遇
に
改
善
が

み
ら
れ
な
い
点
も
批
判
し
た
（M

ill,	GH

［II

］,	（（（-（

）。

ケ
ア
ス
テ
ッ
ド
は
、
近
代
の
代
議
制
擁
護
に
帰
結
し
た
ミ
ル
に
あ
る
種
の
「
後
退
」
を
読
み
取
る（

11
（

が
、
本
稿
で
は
、
む
し
ろ
近
代
人
の
立

場
を
選
ん
だ
ミ
ル
の
洞
察
は
、
単
な
る
民
主
政
評
価
に
限
定
さ
れ
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
を
歴
史
学
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
お
き
た
い
。
つ

ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
史
を
通
じ
て
グ
ロ
ー
ト
は
古
代
の
歴
史
的
特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
点
か
ら
、
ミ
ル
が
グ
ロ
ー
ト
を
歴
史
学
の

第
三
段
階
に
位
置
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
古
代
と
比
較
し
て
近
代
は
、
そ
の
後
の
無
数
の
歴
史
的
展
開
と
そ
の
修
正
過
程
に

よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
グ
ロ
ー
ト
が
認
識
し
て
い
た
点
を
バ
レ
ル
は
指
摘
し
て
お
り
、
ま
さ
に
歴
史
の
第
三
段
階
と
い
う
普
遍
史

を
グ
ロ
ー
ト
が
ギ
リ
シ
ア
史
で
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
制
約
を
示
し
て
い
る（

1（
（

。
ミ
ル
自
身
、『
論
理
学
体
系
』
第
六
篇
の
第
五
版
（
一
八

六
二
年
）
で
新
た
に
付
け
加
え
た
「
歴
史
の
科
学
に
つ
い
て
の
追
加
的
解
説
」（
第
一
一
章
）
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
ト
の
明
ら
か
に
し
た
「
ギ

リ
シ
ア
史
の
流
れ
は
全
体
と
し
て
、
そ
の
後
の
文
明
の
運
命
全
体
を
展
開
さ
せ
た
事
象
」
で
あ
る
が
、「
あ
る
一
個
人
の
性
格
の
良
し
悪
し

に
依
存
す
る
」
事
例
で
あ
る
と
も
捉
え
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
は
人
類
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
一
度
の
み
の
特
殊
な
現
象

に
す
ぎ
な
い（

11
（

。
ミ
ル
は
、
第
三
段
階
の
歴
史
学
に
お
い
て
過
去
の
現
象
か
ら
社
会
状
態
の
一
般
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
を
一
目
的
と
し
た
。

グ
ロ
ー
ト
は
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
歴
史
学
の
第
二
段
階
（
過
去
の
基
準
か
ら
過
去
の
全
体
像
を
描
き
出
す
歴
史
学
）
を
踏
襲
し
た
。
た
だ
し
、
ギ
リ

シ
ア
史
と
い
う
限
定
的
事
例
の
な
か
で
、
進
歩
と
安
定
の
原
則
を
国
制
の
道
徳
と
い
う
制
度
を
支
え
る
人
間
の
性
格
か
ら
着
目
し
た
点
に
お

い
て
、
第
三
段
階
に
接
近
し
た
哲
学
的
歴
史
で
あ
っ
た
た
め
、
ミ
ル
は
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
を
重
視
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ

ア
人
は
「
政
治
的
自
由
の
創
始
者
で
あ
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
の
偉
大
な
模
範
で
あ
り
、
そ
の
源
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
」
と
ミ
ル
は
結
論
づ
け
た
（M

ill,	GH

［I

］,	（（（

）。
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五　

結
び

グ
ロ
ー
ト
は
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
刊
行
後
か
ら
一
八
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
プ
ラ
ト
ン
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
研
究
を
進
め
た
。
他

方
、
ミ
ル
は
『
代
議
制
統
治
論
』
を
中
心
に
市
民
の
公
共
精
神
と
統
治
者
に
よ
る
政
治
運
営
を
支
え
る
国
制
の
道
徳
を
近
代
的
に
再
解
釈
し

た
。
本
稿
の
三
と
四
に
お
い
て
分
析
し
た
ギ
リ
シ
ア
史
の
盛
衰
論
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
は
、
本
稿
の
第
二
の
問
い
で
あ
る
ア
テ
ナ
イ
の
民
主

政
評
価
に
関
す
る
ト
ー
リ
ー
と
急
進
派
の
歴
史
叙
述
上
の
対
立
・
相
違
が
、
自
由
と
民
主
政
の
接
続
点
を
ペ
リ
ク
レ
ス
の
治
世
に
見
出
す
部

分
に
明
示
的
で
表
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
両
者
は
近
代
人
の
立
場
か
ら
「
ギ
リ
シ
ア
に
陶
酔
」
し
た
の
で
あ
り
、
古
代
を

近
代
社
会
に
完
全
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
双
方
と
も
認
め
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
ミ
ル
の
国
制
の
道
徳
に
関
す
る
指
摘
は
、
グ
ロ
ー
ト
よ
り

も
ア
テ
ナ
イ
の
近
代
的
転
換
を
試
み
る
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
一
の
目
的
で
あ
る
歴
史
学
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
両
者
は
過
去
の
援
用
と
い

う
保
守
の
態
度
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
ト
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
主
義
を
摂
取
し
、
ミ
ル
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
論
を
精
査
す
る
こ

と
で
、
客
観
的
な
歴
史
や
歴
史
科
学
へ
の
洞
察
を
深
め
た
。
そ
の
結
果
、
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
は
ミ
ル
の
提
起
し
た
歴
史
学
の
第

三
段
階
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
第
二
と
第
三
の
目
的
を
通
じ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
バ
レ
ル
の
解
釈
ほ
ど
両
者
の
ギ
リ
シ
ア
史
評
価

は
非
政
治
的
特
色
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
後
に
付
け
加
え
る
べ
き
争
点
と
し
て
、
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
の
相
違
に
は
、
本
稿
で
大
々
的
に
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
自

由
主
義
思
想
の
知
的
文
脈
と
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
受
動
的
性
格
に
陥
っ
た
私
的
な
個
人
が
公
共
へ
の
関
心
を
抱

き
、
公
的
な
思
考
能
力
を
育
て
る
「
公
共
精
神
の
学
校
」
の
役
割
を
ミ
ル
が
発
見
し
た
背
景
に
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
小
田
川
は
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
の
結
論
は
、
一
八
三
〇
年
代
中
頃
か
ら
四
〇
年
頃
に
か
け
て
の
ミ
ル
の

ト
ク
ヴ
ィ
ル
受
容
を
決
し
て
看
過
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ミ
ル
が
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
論
の
近
代
的
適
用
に
お
い
て
「
公
共
精
神

の
学
校
」
を
考
案
し
た
点
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
ミ
ル
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
的
関
係
に
新
た
な
補
助
線
を
引
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
小

田
川
は
ミ
ル
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
違
い
が
ミ
ル
の
商
業
文
明
論
に
あ
っ
た
こ
と
を
分
析
し
て
お
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ミ
ル
の
ギ
リ
シ
ア
史

解
釈
は
、
彼
の
文
明
論
あ
る
い
は
ギ
ゾ
ー
の
文
明
史
解
釈
と
の
関
連
で
再
考
の
余
地
が
あ
る（

11
（

。
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ミ
ル
は
古
代
の
民
主
政
を
近
代
に
そ
の
ま
ま
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
が
、
自
由
な
討
論
と
社
会
的
寛
容
と
い
う
ア
テ
ナ
イ
の
気
風

に
、
代
議
制
で
生
じ
る
課
題
、
す
な
わ
ち
多
数
者
の
専
制
を
回
避
さ
せ
る
鍵
を
読
み
取
っ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。
本
稿
で
描
き
出
し
た
急

進
派
た
ち
の
歴
史
的
対
話
は
、「
ギ
リ
シ
ア
へ
の
陶
酔
」
に
限
定
さ
れ
ず
、
功
利
主
義
者
た
ち
の
直
面
し
た
時
代
の
課
題
─
─
民
主
政
論
、

歴
史
学
、
文
明
論
─
─
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
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,	vol.	（（.　

※	

略
号
の
後
に
頁
数
を
示
す
。

M
ill,	GH

	

［II

］:	John	Stuart	M
ill,	 “Grote ’s	H

istory	of	Greece	

［II

］”	

（E
dinburgh R

eview
,	（（（（

）,	in	CW
,	vol.	（（.　

※	

略
号
の
後
に
頁
数
を
示

す
。

（
（
）Collini,	S.,	D

.	W
inch	and	J.	Burrow

,	T
hat N

oble Science of Politics: A
 Study in N

ineteenth-Century Intellectual H
istory,	Cam

bridge	
U

niversity	Press,	（（（（,	pp.	（（（-（

（
Ｓ
・
コ
リ
ー
ニ
、
Ｄ
・
ウ
ィ
ン
チ
、
Ｊ
・
バ
ロ
ウ
『
か
の
高
貴
な
る
政
治
の
科
学
─
─
一
九
世
紀
知
性
史
研
究
』

永
井
義
雄
・
坂
本
達
哉
・
井
上
義
朗
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
九
─
六
〇
頁
）.

（
（
）Bain,	A

.,	John Stuart M
ill: A

 Criticism
 w

ith Personal R
ecollections,	Longm

ans,	Green	&
	Com

pany,	（（（（,	p.	（（

（
Ａ
・
ベ
イ
ン

『
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
評
伝
』
山
下
重
一
・
矢
島
杜
夫
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
八
頁
）.

（
（
）M

ill,	J.	S.	A
utobiography,	in	CW

,	vol.	（,	pp.	（（-（

（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
評
註
ミ
ル
自
伝
』
山
下
重
一
訳
註
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
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四
八
頁
）.

（
（
）
ミ
ル
の
グ
ロ
ー
ト
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
書
評
は
、
一
八
四
六
年
と
一
八
五
三
年
に
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ビ
ュ
ー
』
で
二
編
（GH

［I

］・GH
	

［II
］）、『
ス
ペ
ク
テ
ー
タ
ー
』
で
五
編
の
計
七
編
刊
行
さ
れ
た
。
基
本
的
に
ミ
ル
は
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
刊
行
に
併
せ
て
第
一
巻
か
ら
第
一
一
巻
ま
で
順
当

に
扱
っ
て
い
る
が
、GH

［II

］
は
書
評
対
象
の
第
九
巻
か
ら
第
一
一
巻
以
外
の
テ
ー
マ
（
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
論
）
へ
の
言
及
が
散
見
さ
れ
る
部
分
に

特
色
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
範
囲
外
で
は
あ
る
が
、
一
連
の
書
評
に
は
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
の
比
較
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
や
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
解
釈
、
海
洋

帝
国
論
な
ど
の
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
（
）U

rbinati,	N
.,	M

ill on D
em

ocracy: From
 the A

thenian Polis to R
epresentative G

overnm
ent,	T

he	U
niversity	of	Chicago	Press,	

（00（,	pp.	（-（,	（.

（
（
）T

urner,	F.	M
.,	T

he G
reek H

eritage in V
ictorian Britain,	Y

ale	U
niversity	Press,	（（（（,	pp.	（（（,	（（（.

（
（
）D

em
etriou,	K

.	N
.,	 “T

he	Spirit	of	A
thens:	George	Grote	and	John	Stuart	M

ill	on	Classical	Republicanism
”,	in	John Stuart M

ill: 
A

 British Socrates,

（eds.

）K.	N
.	D

em
etriou	and	A

.	Loizides,	Palgrave,	（0（（,	p.	（（（.

（
（
）Loizides,	A

.,	John Stuart M
ill ’s Platonic H

eritage: H
appiness through Character,	Lexington	Books,	（0（（,	p.	（（.

（
（
）D

em
etriou,	K

.	N
.,

（ed.

）Brill ’s Com
panion to G

eorge G
rote and the Classical T

radition,	Brill,	（0（（

は
そ
の
代
表
例
だ
が
、
本
稿

で
は
同
書
に
所
収
さ
れ
た
ケ
ア
ス
テ
ッ
ド
論
文
を
取
り
上
げ
る
（K

ierstead,	J.,	 “Grote ’s	A
thens:	T

he	Character	of	D
em

ocracy ”,	in	Brill ’s 
Com

panion to G
eorge G

rote and the Classical T
radition,

（ed.

）K.	N
.	D

em
etriou,	Brill,	（0（（

）。
国
内
の
先
駆
的
な
グ
ロ
ー
ト
研
究
と
し

て
、
大
久
保
正
健
「
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ロ
ー
ト
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
論
」、『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
二
〇
巻
、
一
九
九
七
年
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（0
）K

ierstead,	 “Grote ’s	A
thens ”,	p.	（0（.

（
（（
）Barrell,	C.,	H

istory and H
istoriography in Classical U

tilitarianism
, 1800–1865,	Cam

bridge	U
niversity	Press,	（0（（,	pp.	（-（,	（（（.

（
（（
）
川
名
雄
一
郎
『
社
会
体
の
生
理
学
─
─
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
商
業
社
会
の
科
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
四
二
頁
。

（
（（
）
以
下
の
概
観
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
古
代
史
受
容
と
そ
の
評
価
を
包
括
的
に
検
討
し
た
タ
ー
ナ
ー
と
ロ
バ
ー
ツ
の
研
究
に
基
づ
く
（T

urner,	
T

he G
reek H

eritage in V
ictorian Britain,	pp.	（（（-（（;	Roberts,	J.	T

.,	A
thens on T

rial: T
he A

ntidem
ocratic T

radition in W
estern 

T
hought,	Princeton	U

niversity	Press,	（（（（,	pp.	（00-（

）。
深
貝
保
則
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
時
代
思
潮
に
お
け
る
中
世
主
義
と
古
典
主
義
」、

『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
思
潮
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
─
─
文
芸
・
宗
教
・
倫
理
・
経
済
』
有
江
大
介
編
、
三
和
書
籍
、
二
〇
一
三
年
は
、
本
稿
の
知
的
文
脈

が
よ
り
包
括
的
に
論
証
さ
れ
て
お
り
有
益
で
あ
る
。
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（
（（
）Collini	et	al.,	T

hat N
oble Science of Politics,	pp.	（（（-（（

（
一
六
一
─
四
頁
）.

（
（（
）M

ontagu,	E.	W
.,	R

eflections on the R
ise and Fall of A

ncient R
epublicks,	M

illar,	（（（0,	p.	（（（.	
（
（（
）T

urner,	T
he G

reek H
eritage in V

ictorian Britain,	p.	（（（;	Gillies,	J.,	T
he H

istory of A
ncient G

reece, Its Colonies, and Conquests,	
（	vols.,	T

.	Cadell	and	W
.	D

avies,	（（（0,	vol.	（,	p.	iii.

（
（（
）T

urner,	T
he G

reek H
eritage in V

ictorian Britain,	p.	（（（;	Roberts,	A
thens on T

rial,	pp.	（0（-（.

（
（（
）
ミ
ル
は
、
グ
ロ
ー
ト
が
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
愚
者
や
浪
費
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
」
を
示
し
、
彼
ら
の
正
体
を
初
め

て
明
確
に
し
た
と
評
価
し
た
（M

ill,	GH

［II

］,	pp.	（（（-（

）。

（
（（
）Sparshott,	F.	E.,	 “Introduction ”,	in	CW

,	vol.	（（,	p.	xxviii.

（
（0
）T

urner,	T
he G

reek H
eritage in V

ictorian Britain,	p.	（（（.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（0（,	（（（.

（
（（
）
機
関
紙
上
に
お
け
る
論
争
の
詳
細
は
ロ
バ
ー
ツ
を
参
照
（Roberts,	A

thens on T
rial,	pp.	（（（-（

）。

（
（（
）A

non.,	 “M
itford ’s	H

istory	of	Greece ”,	E
dinburgh R

eview
,	vol.	（（,	no.	（（	

（July	（（0（

）,	pp.	（（（,	（（（.

（
（（
）M

acaulay,	T
.	B.,	 “O

n	M
itford ’s	H

istory	of	Greece ”,	K
night ’s Q

uarterly M
agazine,	vol.	（,	no.	（	

（N
ovem

ber	（（（（

）,	p.	（（（.

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	 “Sedgw
ick ’s	D

iscourse ”,	

（London R
eview

,	A
pril	（（（（

）,	in	CW
,	vol.	（0,	p.	（（

（
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
「
セ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
の
論
説
」、『
功
利
主
義
論
集
』
川
名
雄
一
郎
・
山
本
圭
一
郎
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
四
頁
）.	

（
（（
）Grote,	G.,	Statem

ent of the Q
uestion of Parliam

entary R
eform

,	Baldw
in,	Cradock,	and	Joy,	（（（（,	pp.	（（,	（（-（（,	（（（-（,	（（（-（,	（（（.	Cf.	

Loizides,	A
.,	 “Jam

es	M
ill	and	George	Grote:	A

	Bentham
ite	D

efence	of	 “T
heoretic	Reform

””,	in	Brill ’s Com
panion to G

eorge G
rote 

and the Classical T
radition,

（ed.

）K.	N
.	D

em
etriou,	Brill,	（0（（;	M

urata,	M
.,	 “John	Stuart	M

ill	and	Political	Reform
:	Responses	to	

Bentham
	and	Grote ”,	R

evue d
’études bentham

iennes,	vol.	（（,	（0（（.

（
（（
）Grote,	G.,	 “Clinton ’s	Fasti	H

ellenici:	T
he	Civil	and	Liberty	Chronology	of	Greece ”,	W

estm
inster R

eview
,	vol.	（	

（A
pril	（（（（

）,	p.	
（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.	

（
（0
）Irw

in,	T
.	H

.,	 “M
ill	and	the	Classical	w

orld ”,	in	T
he Cam

bridge Com
panion to M

ill,
（ed.

）John	Skorupski,	Cam
bridge	U

niversity	
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Press,	（（（（,	p.	（（（.
（
（（
）Grote,	 “Clinton ’s	Fasti	H

ellenici ”,	p.	（0（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.	

ロ
バ
ー
ツ
は
、
革
命
後
に
出
版
さ
れ
た
巻
で
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
自
ら
の
歴
史
叙
述
は
革
命
の
影
響
下
に
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と

分
析
す
る
（Roberts,	A

thens on T
rial,	p.	（0（

）。

（
（（
）Grote,	 “Clinton ’s	Fasti	H

ellenici ”,	pp.	（（0-（,	（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（,	Cf.	Barrell,	H

istory and H
istoriography in Classical U

tilitarianism
,	p.	（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（.

（
（（
）M

ill,	A
utobiography,	pp.	（（-（

（
四
二
─
三
頁
）.

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	A
 System

 of Logic: R
atiocinative and Inductive,	in	CW

,	vol.	（,	p.	（（（

（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
論
理
学
体
系
（
』
江
口
聡
・
佐
々

木
憲
介
編
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二
九
〇
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（（-（

（
同
書
、
二
九
二
─
五
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（（-（

（
同
書
、
三
〇
五
─
六
頁
）.

（
（0
）Ibid.,	pp.	（（（,	（（0

（
同
書
、
二
九
一
、
三
一
〇
頁
）.

（
（（
）
バ
レ
ル
は
ミ
ル
の
歴
史
科
学
が
彼
の
政
治
思
想
を
解
き
明
か
す
「
鍵
」
と
な
り
得
る
可
能
性
を
指
摘
し
（Barrell,	H

istory and H
istoriography 

in Classical U
tilitarianism

,	p.	（（（

）、
川
名
は
一
八
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
四
〇
年
代
以
降
の
ミ
ル
の
歴
史
論
・
歴
史
知
識
論
の
変
化
が
、「
か
な

り
の
程
度
、
彼
の
政
治
思
想
の
発
展
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
る
（
川
名
『
社
会
体
の
生
理
学
』
一
八
七
頁
）。

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	 “M
ichelet ’s	H

istory	of	France ”,	

（E
dinburgh R

eview
,	January	（（（（

）	in	CW
,	vol.	（（,	pp.	（（（-（.	

（
（（
）
以
下
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
と
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
に
関
す
る
歴
史
研
究
と
し
て
、
伊
藤
貞
夫
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
─
─
ポ
リ
ス
の
興
隆
と
衰

退
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
な
ら
び
に
橋
場
弦
『
民
主
主
義
の
源
流
─
─
古
代
ア
テ
ネ
の
実
験
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
を
参
照
し

た
。
本
稿
は
保
守
と
急
進
派
の
史
実
上
の
正
確
さ
や
現
代
の
研
究
上
か
ら
指
摘
さ
れ
得
る
「
誤
り
」
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
（（
）
伊
藤
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
』
一
六
五
─
八
頁
。

（
（（
）
同
書
、
一
六
二
─
四
頁
。

（
（（
）
同
書
、
一
八
〇
─
五
頁
。

（
（（
）
以
下
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
る
改
革
に
つ
い
て
は
同
書
、
一
八
五
─
九
一
頁
に
依
る
。
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（
（（
）M

ill,	J.	S.,	 “Grote ’s	H
istory	of	Greece

［（

］”	

（Spectator,	June	（（（（

）	in	CW
,	vol.	（（,	p.	（0（（.

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	 “Grote ’s	H
istory	of	Greece

［（

］”	

（Spectator,	M
arch	（（（0

）	in	CW
,	vol.	（（,	p.	（（（（.
（
（0
）
伊
藤
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
』
一
九
一
─
二
頁
。

（
（（
）T

urner,	T
he G

reek H
eritage in V

ictorian Britain,	pp.	（00-（.

（
（（
）
グ
ロ
ー
ト
の
陶
片
追
放
論
は
、
合
理
的
か
つ
慎
重
に
論
じ
ら
れ
た
一
方
、
追
放
の
正
当
性
や
有
用
性
を
立
証
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（Ibid.,	

p.	（（（

）。

（
（（
）M

ill,	 “Grote ’s	H
istory	of	Greece

［（

］”,	p.	（0（（.

（
（（
）
橋
場
『
民
主
主
義
の
源
流
』
六
九
─
七
二
頁
。

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	 “Grote ’s	H
istory	of	Greece

［（

］”,	

（Spectator,	M
arch	（（（（

）,	in	CW
,	vol.	（（,	p.	（（（（.

（
（（
）
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
（
上
）』
小
西
晴
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
四
─
五
頁
（
二
：
三
七
）。Cf.	M

ill,	GH

［II

］,	p.	
（（（;	M

ill,	J.	S.,	 “Grote ’s	H
istory	of	Greece

［（

］”	

（Spectator,	M
arch	（（（（

）,	in	CW
,	vol.	（（,	p.	（（（（;	Grote,	H

O
G,	（,	p.	（0（.	

（
（（
）
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
（
上
）』
一
五
九
頁
（
二
：
四
三
）。

（
（（
）Cf.	M

ill,	GH

［II

］,	p.	（（（,	M
ill,	 “Grote ’s	H

istory	of	Greece

［（

］”,	pp.	（（（（-（0.

（
（（
）
グ
ロ
ー
ト
と
ミ
ル
は
、
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
非
難
し
た
ク
レ
オ
ン
を
肯
定
的
に
捉
え
、
保
守
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
て
い
た
世
襲
貴
族
ニ
キ
ア
ス
を
否
定

し
た
（M

ill,	GH

［II

］,	pp.	（（（-（

）。

（
（0
）
橋
場
『
民
主
主
義
の
源
流
』
二
四
六
─
七
頁
。

（
（（
）
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
（
上
）』
六
四
─
五
頁
（
一
：
七
〇
）。

（
（（
）Barrell,	H

istory and H
istoriography in Classical U

tilitarianism
,	pp.	（（（-（;	D

em
etriou,	 “T

he	Spirit	of	A
thens ”,	pp.	（（（-（0;	K

ierstead,	
“Grote ’s	A

thens ”,	pp.	（0（-（.

（
（（
）M

ill,	J.	S.,	Considerations on R
epresentative G

overnm
ent,	in	CW

,	vol.	（（,	pp.	（0（-（

（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
代
議
制
統
治
論
』
関
口
正
司

訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
五
〇
頁
）。

（
（（
）Ibid.,	pp.	（0（-（

（
五
五
─
六
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（（-（

（
六
二
─
四
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（（-（

（
八
一
─
二
頁
）.
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（
（（
）Ibid.,	pp.	（0（-（

（
二
一
一
─
三
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（

（
六
四
頁
）。
い
わ
ゆ
る
「
共
通
善
」
の
形
成
・
維
持
・
発
展
に
各
人
が
参
加
す
る
こ
と
を
ミ
ル
は
重
視
し
た
が
、
こ
こ
で
『
自
由
論
』

に
お
け
る
自
由
主
義
者
ミ
ル
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。
関
口
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
ミ
ル
の
考
え
で
は
、
個
人
的
な
行
為
領
域
で
そ
の
人
間
の
善
そ

れ
自
体
の
た
め
に
陶
冶
を
強
制
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
人
間
に
社
会
の
一
員
と
し
て
な
す
べ
き
仕
事
を
課
し
、
そ
れ
を
介
し
て
社
会

の
存
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
精
神
的
資
質
の
陶
冶
を
促
進
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
、
自
由
原
理
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
議
論
し
て
い
る

（
関
口
正
司
『
自
由
と
陶
冶
─
─
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
四
四
三
─
五
頁
）。
ミ
ル
の
自
由
原
理
を
ネ

オ
・
ロ
ー
マ
的
な
自
由
に
類
似
し
た
「
服
従
か
ら
の
自
由
」
を
提
唱
し
た
研
究
と
し
てU

rbinati,	M
ill on D

em
ocracy

が
あ
り
、
ミ
ル
の
自
由
原
理
の

再
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）Carr,	E.	H

.,	W
hat is H

istory?	Penguin	Classics,	（0（（,	p.	（（.

（
（0
）K

ierstead,	 “Grote ’s	A
thens ”,	p.	（0（.

（
（（
）Barrell,	H

istory and H
istoriography in Classical U

tilitarianism
,	pp.	（0（,	（（（.

（
（（
）M

ill,	A
 System

 of Logic,	p.	（（（

（
三
三
〇
頁
）.

（
（（
）
小
田
川
大
典
「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
共
和
主
義
」、『
共
和
主
義
の
思
想
空
間
─
─
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
』
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
四
─
五
〇
頁
。

【
謝
辞
】
本
稿
は
第
二
九
回
政
治
思
想
学
会
研
究
大
会
「
自
由
論
題
報
告
」
で
の
報
告
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
報
告
に
対

す
る
示
唆
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
査
読
者
の
方
々
よ
り
頂
い
た
大
変
貴
重
な
ご
意
見
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
る
。

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（（0K

（（（（（/（（J0（（（（

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一　

は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
六
月
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
女
性
の
権
利
と
し
て
認
め
た
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
判
決
（R

oe v. W
ade

）
が
覆
さ
れ
た（

（
（

。
こ
れ
は
進

歩
派
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
す
で
に
半
世
紀
も
前
に
確
立
さ
れ
た
「
世
俗
的
」
権
利
が
、
突
然
奪
わ
れ
た
か
の
よ

う
で
あ
っ
た
。
日
本
に
も
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
す
ぐ
に
伝
わ
り
、
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
た（

（
（

。
ロ
ー
判
決
が
覆
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
、

そ
し
て
今
後
の
さ
ら
な
る
「
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
」
の
象
徴
的
出
来
事
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
「
保
守
派
」
の
政
治
的
悲
願
の
達
成
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
に
い
る
の
が
、「
福
音
派
（evangelicals

）」
と
呼

ば
れ
る
保
守
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。
福
音
派
は
、
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
界
で
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
獲
得
し
、
近
年
で
は
党
派
政
治

で
も
存
在
感
を
見
せ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、「
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（M

oral	M
ajority

）」
を
組
織
し
た
南
部

バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
牧
師
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
が
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
候
補
を
支
援
し
た
。
そ
の
時
以
来
、
政
治
勢
力
・
圧
力
団
体

と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
教
右
派
（Christian	Right

）」
は
党
派
政
治
に
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
パ
ッ
ト
・
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
が
創
設
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
幅
広
く
活
動
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
連
合
（Christian	Coalition

）」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
音
派
は
こ
れ
ま
で
思
想
分
析
の
対
象
と
い
う
よ

相
川
裕
亮

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

福
音
派
に
よ
る「
建
国
の
父
祖
」の

政
治
的
利
用

─
─
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
世
俗
主
義
批
判
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り
は
、
説
明
を
要
す
る
「
現
象
」
と
し
て
、
社
会
学
的
分
析
の
対
象
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
社
会
学
の
分
野
で
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
が

一
九
六
七
年
に
「
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
」
と
い
う
論
文
を
書
き
、
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
た
ち
に
宗
教
を
語
る
こ
と
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ

た（
（
（

。
ま
た
社
会
学
者
た
ち
は
「
世
俗
化
」
論
の
再
考
を
始
め
た
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
は
一
九
七
九
年
の
著
作
で
世
俗
化
と
多
元
主
義
を

結
び
付
け
て
論
じ
、
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
一
九
九
四
年
の
著
作
で
脱
私
事
化
を
論
じ
る
際
に
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
分
析
対
象
に
し

た（
（
（

。
こ
れ
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
議
論
と
異
な
り
、
福
音
派
の
多
く
は
「
世
俗
化
」
や
「
世
俗
主
義
」
を
キ
リ
ス
ト
教
価
値
の
喪
失
で
あ
る
と

素
朴
に
理
解
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
福
音
派
の
議
論
や
運
動
は
知
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
福
音
派
が
他
の
政
治
グ
ル
ー
プ
や
論
争
と
切
り
離
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
福
音
派
は
保

守
主
義
陣
営
の
一
員
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
佐
々
木
毅
は
福
音
派
を
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
や
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・

ク
リ
ス
ト
ル
ら
の
反
リ
ベ
ラ
ル
派
と
並
べ
て
論
じ
、
井
上
弘
貴
は
福
音
派
を
社
会
の
世
俗
化
と
伝
統
的
価
値
の
衰
退
に
強
い
危
機
感
を
抱

く
「
社
会
的
保
守
」
に
分
類
し
た（

（
（

。
ま
た
、
福
音
派
と
党
派
政
治
の
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
飯
山
雅
史
は
福
音
派
が
政
党
制
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
分
析
し
た
し（

（
（

、
中
山
俊
宏
は
宗
教
保
守
派
が
政
治
参
加
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
組
織
や
制
度
を
用
い
た
か
を
明

ら
か
に
し
た（

（
（

。
加
え
て
、
福
音
派
が
個
別
の
政
策
を
論
じ
る
際
、
ど
の
よ
う
に
聖
書
や
神
学
を
用
い
て
い
る
の
か
も
分
析
の
対
象
と
な
っ
て

き
た
。
マ
ー
ク
・
ア
ム
ス
タ
ッ
ツ
や
松
本
佐
保
は
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
対
応
を
含
め
た
外
交
政
策
を
論
じ
、
上
坂
昇
は
人
工
妊
娠
中
絶
や
同
性

婚
、
公
教
育
に
お
け
る
進
化
論
を
め
ぐ
る
論
争
を
分
析
し
た（

（
（

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
優
れ
た
研
究
も
、
福
音
派
を
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
選
挙
戦
略
の
次
元
で
と
り
あ
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
指
導
的

地
位
に
あ
る
人
物
を
真
剣
な
思
想
分
析
の
対
象
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
福
音
派
が
世
俗
化
を
否
定
す
る
際
、
単
に
聖

書
を
持
ち
出
す
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
や
政
治
構
造
を
知
的
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
用
い
て
い
る
側
面
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
は
、
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
問
題
と
知
的
に
格
闘
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（F

rancis	Schaeffer,	

一
九
一
二
─
一
九

八
四
）
を
取
り
上
げ
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
側
面
を
描
き
出
し
た
い
。
以
下
の
議
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
彼

は
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
政
教
分
離
、
権
力
分
立
と
い
っ
た
、
福
音
派
で
は
な
い
ア
メ
リ
カ
国
民
も
共
有
で
き
る
材
料
を
用
い
て
、
そ

れ
を
同
時
代
の
世
俗
主
義
批
判
に
向
け
る
形
で
再
編
し
た
の
で
あ
る（

（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
福
音
派
は
一
枚
岩
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
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お
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
分
析
を
通
じ
て
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
は
、
宗
教
的
保
守
主
義
が
単
に
時
代
錯
誤
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
歴
史
を
解
釈
し
直
す
こ
と
で
政
治
論
議
に
参
加
す
る
と
い
う
政
治
思
想
家
の
伝
統
的
な
手
法
を
採
用
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
ひ
と
り
の
政
治
思
想
家
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
に
生
ま
れ
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
（fundam

entalist

）
と
呼
ば
れ
る
保
守
的
な
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
伝
道
組
織
に
よ
っ
て
渡
欧
し
た（

（1
（

。「
シ
ェ
ル
タ
ー
」
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
冠
し
た
「
ラ
ブ
リ
（L

’A
bri

）」
と
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
ス
イ
ス
で
設
立
し
、
若
者
向
け
に
哲
学
や
神
学
の
セ
ミ
ナ
ー
を
彼
は
開
催
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の

衰
退
、
世
俗
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
す
る
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
危
機
感
を
抱
か
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
内
で
講
演
・
文
筆
・
映
像
制
作
な
ど
の

活
動
を
通
し
て
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
一
派
で
あ
る
福
音
派
に
政
治
に
関
わ
る
意
義
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
説
い
て
い
っ
た
。
そ
の
影

響
力
は
大
き
く
、
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
受
賞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
右
派
の
思
想

家
」
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
評
さ
れ
た（

（（
（

。
ま
た
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
著
作
は
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ

の
よ
う
な
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
思
想
を
実
際
に
分
析
し
、
先
行
研
究
や
法
学
の
知
見
を
用
い
て
評
価
す
る
こ
と
も
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
第
二
節
で
は
議
論
の
背
景
を
描
写
す
る
。
ま
ず
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
以
前
の
福
音
派
が
冷
戦
の
文
脈

で
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
を
概
観
す
る
。
次
に
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
の
背
景
を
探
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
「
建
国
の
父
祖
」

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
た
の
か
を
見
る
。
続
け
て
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
父
祖
理
解
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、

第
三
節
で
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』（
一
九
八
一
年
）
を
分
析
す
る
。『
共
産
党
宣
言
』
と
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
を
意
識
し
た
同
書
は
、
連
邦
政
府
を
支
配
し
て
い
る
世
俗
主
義
者
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
よ
う
、
福
音
派
に
訴

え
か
け
た
［C

M
:	（（（

］。
世
俗
化
と
そ
れ
を
推
進
す
る
エ
リ
ー
ト
を
批
判
し
、
ま
た
福
音
派
を
政
治
動
員
す
る
際
、
ど
の
よ
う
に
「
建
国
の

父
祖
」
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
利
用
し
た
の
か
。
合
衆
国
の
政
治
制
度
と
抵
抗
権
と
に
関
す
る
記
述
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た

い
。二　

時
代
背
景
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１　

福
音
派
の
政
治
化

冷
戦
は
「
米
ソ
の
権
力
政
治
と
生
活
様
式
を
め
ぐ
る
二
重
の
闘
争（

（1
（

」
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
「
生
活
様
式
」
は
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く

結
び
つ
い
て
い
た
と
言
え
る
。
ド
ワ
イ
ト
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
神
の
下
の
国
家
（one	N

ation	under	

G
od

）」
ア
メ
リ
カ
と
い
う
政
治
文
化
が
そ
れ
で
あ
る（

（1
（

。
そ
の
道
程
に
協
力
し
た
の
が
福
音
派
の
指
導
者
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
で
あ
る
。
グ

ラ
ハ
ム
は
国
内
で
大
伝
道
集
会
を
開
催
し
、
リ
ベ
ラ
ル
派
や
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
を
含
め
て
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
た
。
ま

た
、
政
権
は
一
九
五
四
年
に
「
神
の
下
の
国
家
」
と
い
う
言
葉
を
忠
誠
の
誓
い
に
挿
入
し
た
。
同
年
に
は
「
我
々
は
神
を
信
じ
る
（In	G

od	

W
e	T

rust

）」
と
い
う
言
葉
が
貨
幣
や
切
手
に
刻
ま
れ
、
一
九
五
六
年
に
ア
メ
リ
カ
の
多
様
性
を
示
す
「
多
か
ら
な
る
一
つ
（E	pluribus	

unum

）
（
（1
（

」
と
並
ぶ
国
璽
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
こ
の
政
治
文
化
は
連
邦
司
法
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
た
。
一
九
六
二
年
の
エ
ン
ゲ
ル
対
ヴ
ィ
タ
ー
レ
判
決

（E
ngel v. V

itale

）
で
は
、
公
立
学
校
で
の
祈
り
を
義
務
付
け
た
州
法
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
一
九
七
一
年
の
グ
リ
ー
ン
対
コ
ナ
リ
ー
判
決

（G
reen v. C

onnally

）
で
は
、
人
種
差
別
を
行
う
教
育
機
関
へ
の
免
税
特
権
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
主
な
対
象
と
な
っ
た
の
が
ボ
ブ
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
大
学
な
ど
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
福
音
派
が
政
治
化
し
た
最
大
の
契
機
は
人
工
妊
娠

中
絶
に
関
す
る
二
つ
の
判
断
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
判
決
と
ド
ウ
対
ボ
ル
ト
ン
判
決
（D

oe v. Bolton

）
に
お
い
て
、
人

工
妊
娠
中
絶
が
女
性
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
リ
ベ
ラ
ル
で
多
様
な
価
値
観
を
促
進
す
る
時
代
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
世
俗
化
」
の
進
行
と
見
な
し

た
。
実
際
、
公
立
校
で
の
祈
り
を
禁
じ
た
エ
ン
ゲ
ル
判
決
を
グ
ラ
ハ
ム
ら
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
敵
視
し
た（

（1
（

。
ま
た
、
人
工
妊
娠
中
絶

を
聖
書
や
生
命
の
倫
理
に
反
す
る
と
彼
ら
は
批
判
し
た
。
こ
の
問
題
に
当
初
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
の
は
保
守
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
で
あ

る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
福
音
派
を
代
表
す
る
南
部
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
連
盟
も
当
初
は
条
件
付
き
で
中
絶
を
擁
護
し
て
い

た（
（1
（

。
し
か
し
、
保
守
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
論
争
に
徐
々
に
加
わ
り
、
中
絶
の
合
法
化
は
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
全
体
の
問
題
と
な
っ
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た
。
そ
こ
で
重
要
だ
っ
た
の
が
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
「
共
戦
国
（co-belligerency

）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
保
守

的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
中
絶
問
題
に
関
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
共
闘
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
福
音
派
が
保
守
主
義
の
論
陣

に
加
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
文
化
の
是
非
を
め
ぐ
る
「
文
化
戦
争
」
の
戦
火
は
ア
メ
リ
カ
中
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
文
化
戦

争
」
と
い
う
用
語
は
、
宗
教
社
会
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ス
ノ
ウ
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
が
、
パ
ッ
ト
・
ブ
キ
ャ

ナ
ン
が
一
九
九
二
年
の
共
和
党
党
大
会
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
政
治
的
語
彙
と
な
っ
て
行
っ
た（

（1
（

。

実
際
の
党
派
政
治
に
お
い
て
、
一
九
七
六
年
大
統
領
選
挙
で
福
音
派
が
支
援
し
た
の
は
、
民
主
党
の
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た（

11
（

。

首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
「
汚
い
」
権
力
政
治
と
無
縁
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
州
知
事
で
あ
り
、
選
挙
戦
で
自
身
が
「
ボ
ー
ン
・
ア
ゲ
イ
ン
」、
す
な

わ
ち
生
ま
れ
変
わ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
カ
ー
タ
ー
が
謳
っ
た
た
め
で
あ
る
。
カ
ー
タ
ー
を
風
刺
し
た
有
名
な
ポ
ス
タ
ー
は
、
イ
エ

ス
の
よ
う
な
髭
を
生
や
し
た
カ
ー
タ
ー
と
と
も
に
「
Ｊ
・
Ｃ
は
ア
メ
リ
カ
を
救
え
る
（J.C

.	C
an	Save	A

m
erica!

）」
と
訴
え
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
「
Ｊ
・
Ｃ
」
は
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
ジ
ー
ザ
ス
・
ク
ラ
イ
ス
ト
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
音
派
は
カ
ー

タ
ー
に
失
望
し
た（

1（
（

。
南
部
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
に
属
し
て
日
曜
学
校
で
教
え
、
知
事
時
代
に
グ
ラ
ハ
ム
の
伝
道
集
会
を
支
援
し
た
カ
ー
タ
ー
で

あ
っ
た
が
、
民
主
党
員
で
あ
り
、
政
治
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
人
物
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
判
決
を
覆
す
努
力
も
せ
ず
、
グ
リ
ー
ン
判
決
を
支
持
し
た

カ
ー
タ
ー
は
、
福
音
派
の
怒
り
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ー
タ
ー
に
失
望
し
た
指
導
者
の
一
人
が
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
世
俗
化
と
そ
れ
を
防
げ
な
い
民
主
党
に

フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
た
。
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
が
問
題
視
し
た
の
は
、「
状
況
如
何
に
よ
っ
て
は
、
神
が
常
に
正
し
い
と
は
限

ら
な
い
、
私
た
ち
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る（

11
（

」
と
い
う
同
時
代
人
の
態
度
で
あ
る
。
厳
密
に
見
れ
ば
、
こ
れ
は
世
俗
化
と
相
対
主

義
を
混
同
し
た
雑
な
議
論
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
概
し
て
、
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
言
う
「
世
俗
化
」

は
、
バ
ー
ガ
ー
ら
の
理
論
と
は
程
遠
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
が
多
文
化
主
義
や
文
化
多
元
主
義
と
い
っ
た
新
し
い
思
想（

11
（

、
相
対
主
義
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
批
判
の
対
象
と
な
る

こ
と
も
あ
っ
た（

11
（

。
し
か
し
、
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
と
同
じ
感
情
を
抱
い
た
多
く
の
福
音
派
は
、
一
九
八
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
レ
ー
ガ
ン
共
和
党

候
補
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
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フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
と
レ
ー
ガ
ン
の
同
盟
以
来
、
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
共
和
党
の
重
要
な
票
田
と
な
り
、
共
和
党
の
保
守
化
は
加
速
し

て
い
っ
た
。
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
を
思
想
的
に
支
え
た
の
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
そ
の
人
で
あ
る（

11
（

。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
統
と
ア
メ
リ
カ
の
「
政
治
制
度
」
を
同
時
代
の
世
俗
主
義
者
が
歪
曲
し
て
い
る
と
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の

「
政
治
制
度
」
を
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
人
々
に
関
す
る
議
論
を
概
観
す
る
。

２　
「
建
国
の
父
祖
」
と
は
誰
か

い
わ
ゆ
る
「
建
国
の
父
祖
（founding	fathers

）」
と
は
誰
を
指
す
の
か
。
Ｒ
・
Ｂ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
六
年
共
和
党

の
全
国
大
会
で
ウ
ォ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
上
院
議
員
が
「
建
国
の
父
祖
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る（

11
（

。「
建
国

の
父
祖
」
が
、
一
七
七
六
年
に
独
立
宣
言
に
署
名
し
た
者
た
ち
と
、
一
七
八
七
年
に
憲
法
を
制
定
し
た
者
た
ち
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
か

ら
な
る
と
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
述
べ
る
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
、
ト
マ
ス
・

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
イ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
名
が
そ
こ
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。し

か
し
、
彼
ら
は
思
想
的
に
多
様
で
あ
り
、「
建
国
の
父
祖
」
と
一
括
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
連
邦
政
府
の
権
限
や
権
利

章
典
を
め
ぐ
る
論
争
が
当
初
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
財
務
長
官
と
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
国
務
長
官
の
対
立
が
ワ
シ

ン
ト
ン
政
権
内
に
あ
っ
た（

11
（

。
連
邦
政
府
が
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
を
牽
引
す
る
こ
と
を
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
望

ん
だ
が
、
連
邦
政
府
が
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
に
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
反
対
し
、
よ
り
分
権
的
な
政
府
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
建
国
の
父

祖
の
思
想
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
第
三
に
、
彼
ら
の
継
承
し
た
思
想
が
共
和
主
義
か
ロ
ッ
ク
的
な
自
由
主
義
か
と
い
う
論
争
が
絶
え
な

い（
11
（

。
第
四
に
、
独
立
宣
言
と
憲
法
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
保
守
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
は
憲
法
が
「
民
主
的
」
か

ど
う
か
を
論
じ
た
し
、
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
リ
ン
は
憲
法
と
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
に
「
管
理
化
」
と
「
統
一
」
の
契
機
を
見
出
し

た（
11
（

。以
上
の
よ
う
に
、「
建
国
の
父
祖
」
た
ち
は
思
想
的
に
多
様
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
論
者
た
ち
は
自
ら
の
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議
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
父
祖
の
威
光
を
利
用
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
例
外
で
は
な
い
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
総
督

ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
に
倣
い
、
レ
ー
ガ
ン
が
「
丘
の
上
の
町
（city	upon	a	hill

）」
を
語
っ
た
よ
う
に（

11
（

、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
い
わ
ゆ
る
ピ
ル
グ
リ
ム
父
祖
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
タ
ウ
ン
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
、
あ
る
い
は
大
覚
醒
と
呼
ば
れ
た
信
仰
復
興
に
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
的
起
源
を
求
め
つ
つ
、
さ
ら
に
、
そ
こ
で
蒔

か
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
種
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
で
花
開
い
た
と
解
釈
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ア
は
こ
の
歴
史
の
語
り

方
を
「
キ
リ
ス
ト
教
ホ
イ
ッ
グ
史
観
」
と
呼
び
、
少
な
く
な
い
論
者
が
こ
の
歴
史
観
の
下
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

1（
（

。

合
衆
国
に
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
を
読
み
込
む
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
九
世
紀
初
期
か
ら
生
じ
て
い
た（

11
（

。
一
八
〇
〇
年
前
後
に
出
版

さ
れ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
ム
ゼ
イ
や
マ
ー
シ
ー
・
ウ
ォ
レ
ン
ら
の
著
作
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
を
「
摂
理
」
と
解
し
た
。
ま
た
、
南
北
戦
争

か
ら
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
、
憲
法
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
付
け
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
合
衆
国
憲
法
に
神
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
批
判

し
、
そ
の
背
後
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
見
た
南
部
の
牧
師
も
い
た
と
い
う（

11
（

。
南
部
連
合
で
は
「
我
ら
の
守
護
者
で
あ
る
神

と
と
も
に
（D

eo	V
indice

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
事
実
上
の
国
璽
と
な
り
、
憲
法
前
文
に
「
全
能
の
神
（A

lm
ighty	God

）」
の
文
字
が
入
ら

れ
た
。
ま
た
、
一
八
六
四
年
に
組
織
さ
れ
た
「
全
国
改
革
協
会
（N

ational	Reform
	A

ssociation

）」
は
南
北
戦
争
後
に
憲
法
修
正
を
幾
度
も

試
み
た
。

二
〇
世
紀
初
頭
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
進
化
論
や
聖
書
批
評
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
す
る
も
、
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
存
続
し
た
。
保
守
派

は
聖
書
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
」
を
名
乗
り
、
神
学
的
リ
ベ
ラ
ル
派
と
対
立
し
た（

11
（

。
し
か
し
、

第
一
次
大
戦
に
際
し
て
、
両
者
の
言
説
に
は
愛
国
主
義
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
保
守
派
の
ビ
リ
ー
・
サ
ン
デ
ー
は
皇
帝
と
聖
書
批

評
を
結
び
付
け
て
ド
イ
ツ
を
攻
撃
し
た
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ハ
リ
ー
・
フ
ォ
ス
デ
ィ
ッ
ク
ら
も
、
ド
イ
ツ
を
罰
す
る
と
い
う
神
の
計
画
を
ウ
ィ

ル
ソ
ン
大
統
領
の
中
立
政
策
が
損
ね
る
と
し
て
政
権
を
批
判
し
た（

11
（

。
第
二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
で
「
神
の
下
の
国
家
」
と
い
う
政
治
文
化

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
前
項
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
の
敵
は
共
産
主
義
や
世
俗
主
義
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
か
ら
分
派
し
た
福
音
派
は
「
ア
メ
リ
カ
福
音
派
協
会
（N

ational	A
ssociation	of	Evangelicals

）」
を
一
九
四

三
年
に
設
立
し
、
一
九
四
七
年
と
一
九
五
四
年
に
キ
リ
ス
ト
教
修
正
条
項
を
熱
烈
に
支
持
し
た
。
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以
上
の
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
、
建
国
の
父
祖
を
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
見
立
て
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
最
初
期
の
例

は
、
ア
ン
グ
リ
カ
ン
の
牧
師
メ
イ
ソ
ン
・
ウ
ィ
ー
ム
ズ
の
『
ワ
シ
ン
ト
ン
の
生
涯
』（
初
版
一
八
〇
〇
年
）
で
あ
る（

11
（

。
ワ
シ
ン
ト
ン
が
父
の
桜

の
木
を
切
っ
た
寓
話
や
キ
ャ
ベ
ツ
文
字
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
独
立
戦
争
中
に
英
軍
に
追
わ
れ
窮
地
に
陥
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
が
バ
レ
ー
フ
ォ
ー
ジ

渓
谷
で
祈
り
を
捧
げ
た
と
い
う
逸
話
を
こ
の
伝
記
は
世
に
広
め
た（

11
（

。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
伝
記
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
共
和

国
を
打
ち
立
て
た
「
福
音
主
義
的
政
治
家
」
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
ベ
ツ
文
字
を
用
い
て
摂
理
と
偶
然

に
つ
い
て
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
回
心
を
経
験
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
試
み
は
南
北
戦
争
前
の
時
代
に
も
見
ら
れ

る
。
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
牧
師
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ビ
グ
ロ
ウ
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
は
「
第
二
の
モ
ー
セ
」
と
呼
ば
れ
た（

11
（

。

二
〇
世
紀
に
も
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
り
出
し
た
カ
ー
ル
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る（

11
（

。
反
共
主

義
者
で
あ
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
父
祖
を
資
本
主
義
者
か
つ
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
見
な
し
た
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
見
る
と
こ
ろ
、

憲
法
や
権
利
章
典
、
独
立
宣
言
に
お
け
る
「
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利（

11
（

」
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え
方
が
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
よ
り
や
や
早
く
活
躍
し
た
グ
ラ
ハ
ム
も
建
国
の
父
祖
を
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
見
な
し
た
。
ピ
ル
グ
リ
ム
父
祖
以
来
の
「
キ
リ
ス

ト
教
国
」
ア
メ
リ
カ
を
信
じ
て
い
た
グ
ラ
ハ
ム
は
、
上
述
の
ワ
シ
ン
ト
ン
の
祈
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
憲
法
制
定
会
議
で

祈
り
を
求
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た（

1（
（

。
ま
た
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
罪
や
救
済
を
信
じ
て
い
る
と
も
グ
ラ
ハ
ム
は
考
え
て
い
た
。
建
国
の
父

祖
に
対
す
る
理
神
論
や
合
理
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
グ
ラ
ハ
ム
が
見
落
と
し
て
い
る
と
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ン
グ
は
指
摘
す
る
。
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
は
イ
エ
ス
の
神
性
を
疑
っ
て
い
た
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
「G

od
」
で
は
な
く
「H

igher	C
ause

」、「Suprem
e	D

ispenser	of	all	

Good

」、「Governor	of	the	U
niverse

」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
だ
し
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
出
版
し
た
聖
書
註
解
は
奇
跡
・
黙
示
・
復
活
な

ど
に
言
及
し
な
か
っ
た（

11
（

。
ロ
ン
グ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
同
時
代
人
で
あ
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
や
グ
ラ
ハ
ム
の
父
祖
理

解
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
一
九
七
五
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
二
〇
〇
周
年
記
念
行
事
は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
目
を
父
祖
に
向
け
た
。「
特
定
の
選

別
さ
れ
た
公
的
価
値
や
制
度
や
過
程
が
、
行
政
府
の
管
理
指
導
の
も
と
に
製
作
さ
れ
再
生
産
さ
れ
た（

11
（

」
と
ウ
ォ
リ
ン
に
評
さ
れ
た
こ
の
行
事

は
、
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
も
刺
激
し
た（

11
（

。
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
、
す
べ
て
の
父
祖
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と
留
保
し
つ
つ
も
、
聖
書



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　276

の
原
理
に
導
か
れ
た
父
祖
が
ア
メ
リ
カ
を
キ
リ
ス
ト
教
国
と
し
て
打
ち
立
て
た
と
主
張
し
た
。

概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
キ
リ
ス
ト
教
国
家
と
見
な
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
建
国
の
父
祖
を
「
敬
虔
な
」
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
見
立
て
る
営
み
は
、
一
八
世
紀
か
ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
。
建
国
の
父
祖
の
信
仰
を
め
ぐ
る
論
争
は
今
日
も
続
い
て
い
る
。
影
響
力

の
あ
る
福
音
派
と
し
て
二
〇
〇
五
年
の
『
タ
イ
ム
』
が
名
を
挙
げ
た
著
述
家
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ー
ト
ン
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
を
敬
虔
な
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
描
い
た（

11
（

。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
に
空
前
の
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
た
小
説
『
レ
フ
ト
・
ビ
ハ
イ
ン
ド
』
シ
リ
ー
ズ
の
著
者

テ
ィ
ム
・
ラ
ヘ
イ
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
イ
エ
ス
を
救
世
主
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
主
張
し
た（

11
（

。
他
方
、
同
じ
く
『
タ
イ
ム
』
誌
に
よ
っ
て
影

響
力
の
あ
る
福
音
派
と
見
な
さ
れ
た
歴
史
家
マ
ー
ク
・
ノ
ー
ル
は
、
建
国
の
父
祖
の
宗
教
性
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と
を
主
張
し
、『
キ
リ

ス
ト
教
の
ア
メ
リ
カ
を
探
し
て
』（
一
九
八
三
年（

11
（

）
を
執
筆
し
た
。
こ
の
著
作
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
と
の
論
争
の
末
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
そ
の
人
は
父
祖
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
。
彼
の
経
歴
と
先
行
研
究
を
見
た
い
。

３　

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
と
福
音
派
歴
史
家
と
の
論
争

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ラ
ブ
リ
で
の
講
義
や
書
籍
、
映
像
作
品
を
通
し
て
自
身
の
議
論
を
世
に
問
う
た
。
初
期
の
『
理
性
か
ら
の
逃
走
』（
一

九
六
八
年
）
で
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
、
啓
蒙
主
義
者
、
実
存
主
義
者
、
同
時
代
の
世
俗
主
義
者
を

取
り
上
げ
、
恩
寵
と
自
然
、
自
由
と
自
然
、
宗
教
と
理
性
を
対
置
す
る
思
考
法
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
し
た（

11
（

。
ま
た
、『
そ
れ
で
は
如
何

に
生
き
る
べ
き
か
』（
一
九
七
六
年
）、『
人
類
に
何
が
お
こ
っ
た
の
か
』（
一
九
七
九
年
）
と
い
う
映
像
作
品
が
息
子
フ
ラ
ン
キ
ー
の
協
力
を
得

て
製
作
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
映
像
作
品
を
書
籍
化
し
た
二
点
に
加
え
、『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』（
一
九
八
一
年
）
が
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
の
後
期
三
部
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

映
画
や
文
筆
活
動
の
た
め
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
注
目
さ
れ
、
同
時
代
か
ら
既
に
分
析
の
対
象
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
八
二
年
一
一
月

の
『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ケ
ネ
ス
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
の
記
事
は
、
後
述
す
る
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
と
歴
史
家
と
の
論
争
を
引

き
起
こ
し
た（

11
（

。
ま
た
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
を
語
る
上
で
、
妻
イ
ー
デ
ス
や
息
子
フ
ラ
ン
キ
ー
の
著
作
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（

11
（

。
日
本
語
圏
に

お
い
て
も
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
対
す
る
関
心
は
高
く
、
上
記
の
『
理
性
か
ら
の
逃
走
』
や
『
そ
れ
で
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か（

1（
（

』
は
、
比
較
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的
早
い
時
期
に
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た（

11
（

。
本
稿
が
重
視
す
る
の
は
、
ア
ー
ド
マ
ン
出
版
社
の
「
宗
教
者
の
伝
記
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
バ
リ
ー
・
ハ
ン
キ
ン
ズ
の
研
究
（
二
〇
〇
八
年
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解
を
ハ
ン
キ
ン
ズ
が
論
じ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。

ハ
ン
キ
ン
ズ
は
、
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
用
い
て
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解
を
描
い
て
い
る
。
一
つ
は
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
』
の
記
述
と
そ
れ
が
書
か
れ
た
背
景
で
あ
る（

11
（

。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
再
建
主
義
（Christian	

R
econstructionism

）
の
Ｒ
・
Ｊ
・
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ゥ
ー
ニ
ー
の
影
響
が
見
出
せ
る
。
再
建
主
義
者
は
ア
メ
リ
カ
に
神
権
政
治
を
敷
こ
う
と
試

み
、
旧
約
聖
書
の
法
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
例
え
ば
、
偶
像
崇
拝
を
犯
し
た
者
や
同
性
愛
者
は
、
旧
約
聖
書
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
自
身
は
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ゥ
ー
ニ
ー
と
距
離
を
置
い
て
い
た
。

ラ
ッ
シ
ュ
ド
ゥ
ー
ニ
ー
が
神
権
政
治
を
志
向
し
た
こ
と
を
含
む
思
想
的
な
違
い
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
息
子
フ
ラ
ン
キ
ー
を
通
し

て
出
会
っ
た
法
曹
ジ
ョ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
両
者
を
架
橋
し
た
。
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ゥ
ー
ニ
ー
の
教
会
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
を
書
く
際
に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
た
。
同
書
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
著
作
に
依
拠
し
つ
つ
同
時
代
の
司
法
権
の
肥
大
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
［CM

:	（（（

］。

ハ
ン
キ
ン
ズ
が
描
く
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
と
歴
史
学
者
の
論
争
で
あ
る（

11
（

。
米
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
泰
斗
で
あ

る
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
ス
デ
ン
や
マ
ー
ク
・
ノ
ー
ル
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
伝
道
者
と
し
て
の
活
動
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
た
。
ま
た
、
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
が
芸
術
や
概
念
史
を
論
じ
、
世
俗
主
義
を
批
判
し
た
こ
と
も
あ
る
程
度
評
価
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ル
ら
は
『
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
の
記
述
を
懸
念
し
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
右
派
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
忠
告
し
た
。
キ

リ
ス
ト
教
右
派
は
信
仰
と
愛
国
心
を
混
淆
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
急
進
派
に
与
し
て
は
い
け
な
い
と
。
と
く
に
ノ
ー
ル
は
、
父
祖

に
関
す
る
歴
史
的
証
拠
を
挙
げ
つ
つ
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
歴
史
観
を
修
正
し
よ
う
と
試
み
た
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
理
神
論
的
傾
向
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
父
祖
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
過
度
に
読
み
込
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
「
学
者
」
は
歴
史
的
事
実

を
捻
じ
曲
げ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
信
頼
を
勝
ち
取
る
べ
き
で
あ
る
と
ノ
ー
ル
ら
は
主
張
し
、
歴
史
研
究
の
十
分
な

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い
な
い
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
調
査
に
基
づ
い
た
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
を
批
判
し
た
。
た
し
か
に
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シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
博
士
の
学
位
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
哲
学
や
芸
術
に
関
す
る
知
識
の
多
く
が
ラ
ブ
リ
を
訪
れ
た
学
生
と
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
得
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
多
く
の
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
知
的
な
指
導
者
と
見
な
さ
れ
て

お
り
、
息
子
フ
ラ
ン
キ
ー
は
父
が
「
学
者
」
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
憤
り
、
ノ
ー
ル
ら
に
激
し
く
反
論
し
た
。
両
陣
営
の
論
争
は

書
簡
を
通
し
て
続
き
、
ノ
ー
ル
は
マ
ー
ス
デ
ン
ら
と
と
も
に
、
建
国
の
父
祖
の
宗
教
性
を
論
じ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
メ
リ
カ
を
探
し
て
』

を
上
梓
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
ハ
ン
キ
ン
ズ
は
重
要
な
貢
献
を
し
た
。
実
際
、

フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
や
フ
ィ
ア
、
ミ
ラ
ー
と
い
っ
た
既
に
言
及
し
た
論
者
も
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
ハ
ン
キ
ン
ズ
に
依
拠
し
て
い
る
。
本

稿
で
は
ハ
ン
キ
ン
ズ
の
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
・
意
図
で
行
わ
れ
た
も

の
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

以
下
で
は
、
世
俗
主
義
者
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
を
、
建
国
の
父
祖
の
権
威
を
借
り
て
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
批

判
し
た
こ
と
を
見
る
。
分
析
す
る
の
は
、『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
［C

M
:	

（（（-（0

］。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
打
算
に
よ
っ
て
国
家
に
従
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
堕
罪
後
の
世
界
に
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う
理
由
で

国
家
に
従
う
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
見
る
と
こ
ろ
、
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
汚
染
さ
れ
、
服
従
し
て
は
な

ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
専
制
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
抵
抗
権
の
思
想
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
の
指
導
者
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ

ク
ス
、
一
七
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
派
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
、
そ
し
て
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
を
経
て
建
国
の
父
祖
に
継
承
さ
れ

た
。
独
立
宣
言
が
人
間
の
「
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
」
を
掲
げ
、
か
つ
抵
抗
の
「
権
利
」
と
「
義
務
」
を
謳
っ
た
よ
う
に
、
世
俗
的
エ

リ
ー
ト
の
支
配
す
る
連
邦
政
府
に
対
し
て
今
ま
さ
に
抵
抗
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
こ
う
訴
え
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
注
目
す
る
の
は
、
独
立
宣
言
の
起
草
者
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
教
分
離
の
思
想
的
源
流
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ

ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
大
学
（
現
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
）
学
長
を
務
め
、
独
立
宣
言
に
署
名
し
た
唯
一
の
牧
師
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ザ
ー

ス
プ
ー
ン
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
父
祖
に
言
及
し
て
い
る
の
か
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
「
政
治
制
度
」
の
基
盤
に
関

す
る
議
論
、
次
い
で
抵
抗
権
論
に
つ
い
て
見
る
。
そ
の
上
で
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
を
評
価
し
た
い
。
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三　

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
建
国
の
父
祖
理
解

１　

合
衆
国
の
政
治
制
度
の
基
盤

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
制
度
が
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
主
張
し
た
。
と
は
い
え
、
ラ
ッ
シ
ュ

ド
ゥ
ー
ニ
ー
や
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
と
異
な
り
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
神
権
政
治
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』

の
中
で
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
擁
護
し
つ
つ
も
、
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
の
神
権
政
治
へ
の
志
向
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
問
題
視
し
て
い
た
［CM

:	

（（（-（

（
11
（

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
神
権
政
治
は
旧
約
聖
書
の
出
来
事
で
あ
り
、「
王
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
す
る
ま
で
教
会
と
国
家
を
結

び
つ
け
る
根
拠
は
新
約
聖
書
に
な
い
」。
だ
が
、
歴
史
上
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
神
権
政
治
を
打
ち
立
て
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
ロ
ー
マ

皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
の
下
で
キ
リ
ス
ト
教
が
「
国
教
」
と
な
り
、「
国
家
へ
の
忠
誠
と
キ
リ
ス
ト
へ
の
忠
誠
と
の

混
淆
、
愛
国
心
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
の
混
淆
」
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。「
我
々
は
国
家
と
神
の
国
を
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
」

し
、「
我
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
国
旗
で
包
む
べ
き
で
は
な
い
」
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
主
張
す
る
。
そ
の
際
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
強
調
し
た
の

は
、
ア
メ
リ
カ
流
の
政
教
分
離
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
教
分
離
は
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
で
は
な
く
、
国
家
と
教
会
の
分
離
で
あ
る
。
憲
法
修
正
第
一
条
は
「
合
衆
国

議
会
は
、
国
教
を
樹
立
す
る
法
律
も
し
く
は
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
（
…
）
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い（

11
（

」
と
規
定
し
て
お
り
、

信
教
の
自
由
を
保
障
し
、
同
時
に
国
教
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
修
正
条
項
に
解
釈
を
与
え
た
の
が
第
三
代
大
統
領
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
「
宗
教
は
人
と
そ
の
神
と
の
間
だ
け
の
こ
と
が
ら
」
で
あ
る
と
述
べ
、
憲
法
修
正
第
一
条
を
「
教

会
と
国
家
の
間
の
分
離
の
壁
を
つ
く
る（

11
（

」
も
の
と
解
釈
し
た
。
こ
の
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
「
壁
」
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
流
の
政
教
分
離
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
国
家
と
教
会
の
「
壁
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
は
今
日
も
続
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
十
字
架
を
飾
り
付
け
た
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
を
公
共
の
場
所
に
置
い
て
も
い
い
の
か
と
い
う
論
争
が
二
〇
一
六
年
に
生
じ
た（

11
（

。
後
述
す
る
が
、
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
「
ア
メ
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リ
カ
自
由
人
権
協
会
（A

m
erican	Civil	Liberties	U

nion

：A
CLU

）」
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
論
敵
の
一
つ
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
修
正
第
一
条
の
目
的
は
、
第
一
に
、
強
力
な
宗
教
集
団
が
他
集
団
の
宗
教
的
実
践
に
干
渉
す
る
こ
と
を
防
止

し
、
第
二
に
、
政
治
権
力
が
信
教
の
自
由
を
脅
か
す
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
［C

M
:	（（（

］。
前
者
に
関
し
て
、
建
国
の
父
祖
の
一

人
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
「
人
々
は
一
つ
の
セ
ク
ト
が
優
位
に
な
り
、
あ
る
い
は
二
つ
の
セ
ク
ト
が
結
び
つ
い
て
、
他
者
に
服
従
を

強
制
す
る
宗
教
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る（

11
（

」
と
い
う
議
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
宗
教
集
団
が
実
践
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ

と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
断
言
す
る
。
し
か
し
、
世
俗
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
世
俗
的
な
エ
リ
ー
ト
が
教
会
を
黙
ら
せ
る
た
め
に
政
教
分
離
を
濫
用
し

て
お
り
、
修
正
第
一
条
の
第
二
の
目
的
が
阻
ま
れ
て
い
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
嘆
く
。

こ
の
世
俗
的
な
エ
リ
ー
ト
が
信
奉
し
て
い
た
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。「
人
間
を
す
べ
て
の
物
事
の
中
心
に
置
く
こ
と
で
あ
り
、

人
間
を
す
べ
て
の
物
事
の
尺
度
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
推
進
者
と
し
て
、
政
府
高
官
や
知
識
人
が
批
判
さ
れ
る
［C

M
:	

（（（,	（（

（
11
（（

］。
保
守
派
の
論
客
ジ
ョ
ン
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
や
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
に
言
及
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

中
で
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
エ
リ
ー
ト
」
が
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
「
社
会
的
操
作
」
を
行
っ
て
い
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
指
摘
す
る
。
そ

の
代
表
例
が
、
政
教
分
離
を
悪
用
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
黙
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
日
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
教
分
離
が
教
会
を
黙
ら
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
問
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
と
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
国
家
と
メ
デ
ィ
ア
は
、
政
教
分
離
が
あ
る
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
す
べ
て
の
宗
教
が
発
言
す
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
て
い
る
と
騒
ぎ
立
て
る
。
今
日
の
こ
の
概
念
の
使
わ
れ
方
は
、
本
来
の
意
図
（original	intent

）
と
は
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
。

歴
史
に
根
ざ
し
て
い
な
い
。
現
代
の
政
教
分
離
の
概
念
は
、
宗
教
を
国
家
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
た
め
の
議
論
（argum

ent	for	a	total	

separation	of	religion	from
	the	state

）
で
あ
る
。
こ
の
教
義
を
受
け
入
れ
た
結
果
、
市
民
政
府
に
お
け
る
影
響
力
と
し
て
の
宗
教
が
取

り
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。［CM

:	（（（

］

修
正
第
一
条
の
「
本
来
の
意
図
」
を
世
俗
主
義
者
が
曲
解
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
の
修
正
第
一
条
の
「
本
来
の
意
図
」
は
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
流
の
政
教
分
離
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
時
代
に
神
権

政
治
を
打
ち
立
て
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
神
権
政
治
が
否
定
さ
れ
て
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
い
て
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
建
国
さ
れ
た
」
こ
と
や
「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
原
則
を
今
日
の
我
々
が
政
府
に
関
し
て
活
用
す
べ
き
」
で
あ
る
こ
と

は
否
定
さ
れ
な
い
［C

M
:	（（（

］。
後
述
す
る
よ
う
に
、
神
権
政
治
を
否
定
し
た
宗
教
改
革
者
の
思
想
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
継
承
し
て
い
る
と

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
考
え
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
流
の
政
教
分
離
も
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
「
政
治

制
度
」
の
基
盤
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
見
出
す
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
原
則
は
政
治
制
度
や
法
に
対
す
る
考
え
方
に
も
現
れ
て
い
る
と
い
う
。［C

M
:	（（（

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
法
の

基
礎
が
宗
教
で
あ
る
と
述
べ
、
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
父
祖
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
法
の
基
礎
が
「
自
然
と
啓
示
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
独
立
宣
言
が
発
せ
ら
れ
る
頃
ま
で
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
は
一
三
植
民
地
で
回
覧
さ
れ
て
お
り
、
父
祖
た
ち
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
理
解
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

た（
1（
（

。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
よ
う
な
父
祖
が
道
徳
と
法
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
理
解
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
反
対

し
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
最
高
裁
判
事
ら
が
こ
の
伝
統
を
踏
襲
し
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
指
摘
す
る（

11
（

。

さ
ら
に
、
一
七
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
派
牧
師
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
『
法
と
王
（L

ex R
ex

）』
が
、
同
じ
く
長
老
派

の
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
言
う
［CM

:	（（（,	（（（

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
重

要
な
人
物
で
あ
り
、『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
の
冒
頭
に
は
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
『
法
と
王
』
は
私
た
ち
の
時

代
の
重
要
な
指
標
で
あ
る
」［CM

:	（（（

］
と
あ
る
。

ま
ず
、「L

ex rex

は
法
が
王
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」、「
法
は
神
の
法
に
基
づ
く
」
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
に
つ

い
て
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
［CM

:	（（（,	（（（-

（
11
（（

］。
全
て
の
人
間
は
法
の
下
に
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
王
権
神

授
説
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
国
家
観
は
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
い
た
。「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
一
三
章
か
ら
国
家
の
権
威
が
神
に

由
来
す
る
と
説
く
一
方
、
神
の
法
に
矛
盾
す
る
国
家
の
行
為
は
「
不
正
」
で
あ
り
、「
専
制
」
の
行
い
で
あ
る
と
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
考
え
て

い
た
。
神
に
反
す
る
不
正
で
専
制
的
な
国
家
に
抵
抗
す
る
「
道
徳
的
義
務
」
を
市
民
は
持
つ
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
国
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家
の
統
治
構
造
（governing	structure	of	the	country

）
を
支
配
者
が
破
壊
す
る
こ
と
を
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
が
問
題
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
を
打
ち
立
て
た
建
国
の
父
祖
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
制
を
基
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
政
策
に
抵
抗
し
た
宗
教
改
革

者
と
を
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
こ
で
、
宗
教
改
革
者
の
政
治
権
力
理
解
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
に
触
れ
た
い
。『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
』
は
反
抗
の
書
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
宗
教
改
革
者
の
抵
抗
権
が
論
じ
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
国
家
観
が
詳
述
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
『
そ
れ
で
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
』
の
説
明
を
取
り
上
げ
る（

11
（

。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
宗
教
改
革

者
は
聖
書
の
価
値
基
準
に
従
っ
た
た
め
に
、
多
数
決
原
理
に
安
易
に
陥
ら
ず
、
多
数
の
暴
政
や
少
数
者
に
よ
る
専
制
を
防
ぎ
得
た
。
第
二

に
、「
抑
制
と
均
衡
」
と
い
う
考
え
方
に
宗
教
改
革
者
は
貢
献
し
た
。
宗
教
改
革
以
前
に
も
抑
制
と
均
衡
の
思
考
法
は
あ
っ
た
。
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
の
混
合
政
体
論
に
そ
れ
が
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
も
述
べ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
そ
の
混
合
政
体
を
エ

リ
ー
ト
的
な
も
の
と
解
し
、
そ
の
政
体
循
環
論
を
採
用
し
た
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君
主
論
』
を
批
判
す
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
宗
教
改
革

者
を
評
価
す
る
の
は
、
人
間
の
堕
落
を
前
提
と
し
、
と
く
に
権
力
を
持
つ
人
間
に
対
す
る
抑
制
と
均
衡
が
必
要
だ
と
彼
ら
が
説
い
た
た
め
で

あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
聖
餐
式
の
回
数
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
牧
師
た
ち
の
意
思
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
従
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
宗
教
改
革
的
な
抑
制
と
均
衡
の
思
考
法
が
ス
イ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
流
入
し
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
見
る
。
ス
イ
ス
で
は
立
法
と
行

政
が
ベ
ル
ン
、
司
法
が
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
置
か
れ
る
こ
と
で
権
力
が
地
理
的
に
分
離
さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
・
議
会
・

最
高
裁
が
互
い
を
監
視
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
第
二
の
点
が
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
に
特
徴
的
な
抑
制
と
均
衡
の
考
え
方
は
宗

教
改
革
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
議
論
が
同
じ
く
長
老
派
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
し
て
、
別

の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
に
も
そ
れ
は
継
承
さ
れ
た
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、『
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
に
戻
ろ
う
。

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
も
「
法
と
王
」
の
考
え
を
継
承
し
て
い
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
断
定
す
る
［C

M
:	（（（

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ジ
ェ
フ
ァ

ソ
ン
が
理
神
論
者
で
あ
り
、
福
音
派
の
想
像
す
る
よ
う
な
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
・
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ロ
ッ
ク
を
通
し
て
「
法
と
王
」
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
受
容
し
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
議
論
が
進
め
ら
れ

る
。
ロ
ッ
ク
は
「
法
と
王
を
世
俗
化
し
た
」
が
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
宗
教
改
革
的
な
思
考
法
が
ア
メ
リ
カ
に
流

れ
込
み
、
独
立
宣
言
で
「
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た（

11
（

。
こ
の
不
可
譲
の
権
利
を
与
え
た
主
体
が
神

で
あ
り
、
政
治
権
力
で
は
な
い
と
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
国
の
父
祖
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
や
政
府
が

人
々
の
「
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
」
に
変
更
を
加
え
た
り
、
取
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
「
我
々

は
神
を
信
じ
る
」
と
い
う
文
言
や
議
会
の
チ
ャ
プ
レ
ン
、
感
謝
祭
の
例
を
引
き
、
父
祖
が
「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
」
を
保
持
し
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
い
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
伝
統
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
［C

M
:	（（（-（

］。
ア
メ
リ
カ
が
「
物
質
主
義
的
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
、
偶
然
的
世
界
観

（m
aterialistic,	hum

anistic,	chance	w
orld	view

）」
に
乗
っ
取
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
警
告
す
る
。
今
日
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で

は
学
生
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
学
ぶ
こ
と
な
く
、「
社
会
学
的
法
（sociological	law

）」
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
広
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
類
の
法
は
「
確
固
た
る
基
盤
を
持
た
ず
、
あ
る
集
団
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
社
会
学
的
に
何
が
良
い
か
を
決
め
、
恣
意
的
に
決
め
た
も
の

が
法
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
な
法
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
を
体
現
す
る
の
が
二
〇
世
紀
初
頭
の
最
高
裁
判
事
で
あ
り
、
哲
学
と
し
て
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
実
践
者
で
あ
っ
た
オ
リ
バ
ー
・
ホ
ー
ム
ズ
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
ホ
ー
ム
ズ
の
真
理
観
は
「
何
が
正
し
く
何
が
間

違
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
た
ま
た
ま
取
り
囲
ん
で
い
る
状
況
の
関
数
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

11
（

」

と
表
現
さ
れ
る
。
法
が
ロ
ジ
ッ
ク
で
は
な
く
経
験
に
基
づ
く
と
い
う
ホ
ー
ム
ズ
の
言
説
が
進
化
論
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
法
が
人
間
中
心
と

な
り
、
多
数
決
原
理
に
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
学
的
法
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
「
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
」
と
憲
法
の
原
則
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
［C

M
:	（（（-（0

］。

世
俗
主
義
者
は
高
次
の
法
を
知
ら
ず
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
物
事
を
決
め
て
し
ま
う
。
ま
た
彼
ら
は
民
意
に
反
し
て
立
法
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
物
質
主
義
的
で
偶
然
性
を
強
調
す
る
考
え
方
が
宗
教
改
革
的
な
政
府
の
形
態
や
自
由
を
脅
か
し
て
い
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批

判
す
る
。

こ
の
文
脈
で
、「
多
元
主
義
」
の
意
味
の
変
遷
が
語
ら
れ
る
［C

M
:	（（0-（

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
「
多
元
主
義
」
は
、
建
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国
期
と
比
べ
た
と
き
、
宗
教
改
革
由
来
の
キ
リ
ス
ト
教
が
ア
メ
リ
カ
で
支
配
的
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
お
そ
ら
く
東
欧
や
南
欧
、
ア

ジ
ア
か
ら
の
移
民
を
念
頭
に
置
き
、
一
八
四
八
年
以
降
の
移
民
が
宗
教
改
革
の
考
え
方
を
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー

は
そ
の
理
由
を
求
め
る
。
こ
の
用
法
の
下
で
は
「
す
べ
て
の
宗
教
の
た
め
の
信
教
の
自
由
（general	religious	freedom

）」
が
前
提
と
さ

れ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
も
自
由
市
場
で
信
者
を
獲
得
す
べ
く
努
力
す
べ
き
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
、「
多
元
主
義
」
の
新
し
い
定
義
の
出

現
と
同
時
に
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
衰
退
し
始
め
た
。
今
や
「
多
元
主
義
」
は
、「
各
人
の
好
み
次
第
（personal	

preference

）」
を
、
そ
し
て
「
す
べ
て
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
（everything	is	acceptable

）」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
善

悪
は
な
く
、
た
だ
個
人
の
好
み
・
選
択
の
問
題
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
批
判
す
る
の
は
客
観
的
な
基
準
が
拒
否
さ
れ
、
す

べ
て
が
個
人
の
選
好
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
安
楽
死
や
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
人
々
が
受
け
入
れ
る
点
に
彼
は
こ
の
傾
向
を
見
出
す
。
前
節

で
見
た
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
と
同
様
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
多
元
主
義
を
相
対
主
義
な
ど
と
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
多
元
主
義

を
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
解
釈
し
、
説
得
の
道
具
と
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
思
想
家
と
し
て
の
側
面

が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
多
元
主
義
を
法
の
適
用
に
も
見
出
す
［C

M
:	（（（-（

］。
最
高
裁
が
中
絶
を
合
憲
と
判
断
し
た
こ
と
を
「
恣
意
的
な
社
会

学
的
法
」
の
適
用
と
見
な
し
、
判
断
が
「
状
況
倫
理
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と

く
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
法
曹
に
向
け
て
ま
だ
諦
め
て
は
い
け
な
い
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
訴
え
か
け
る
。
な
ぜ
な
ら
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
は

「
人
間
中
心
主
義
の
文
化
（hum

anistic	culture

）」
に
染
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、「
我
々
は
幸
運
に
も
完
全
な
人
間
中
心
主
義
の
文
化
の
中
に
い

る
わ
け
で
は
な
い
」。
そ
れ
で
も
、
社
会
学
的
法
の
推
進
者
で
あ
る
世
俗
主
義
者
と
そ
の
協
賛
者
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
派
の
神
学
者
の
暴
走
を

止
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
言
う
。
最
大
の
問
題
は
最
高
裁
判
所
で
あ
っ
た
。

法
律
、
と
く
に
裁
判
所
は
、
こ
の
完
全
に
人
間
中
心
主
義
的
な
考
え
方
を
国
民
全
体
に
強
制
す
る
手
段

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
（
…
）
一
九
七
三
年
当

時
、
ア
メ
リ
カ
人
の
大
半
が
中
絶
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
だ
が
、
最
高
裁
の
中
絶
判
決
は
五
〇
州
す
べ
て
の
中
絶
法

を
無
効
と
し
た
。
そ
れ
は
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
高
裁
は
恣
意
的
に
中
絶
を
合
法
と
し
、
一
夜
に
し
て
州
法
を
覆
し
、
ア
メ
リ
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カ
人
の
思
考
に
中
絶
が
合
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
彼
ら
は
、
そ
の
判

決
が
法
的
に
も
医
学
的
に
も
恣
意
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
て
自
分
た
ち
の
意
志
を
多
数
派
に
押
し
付
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
律
と
裁
判
所
は
、
完
全
に
世
俗
的
な
概
念
を
国
民
に
押
し
付
け
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。［CM

:	（（（

］

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
を
そ
の
考
え
方
だ
け
で
な
く
、
連
邦
政
府
の
権
力
を
濫
用
す
る
と
い
う
点
で
も
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
人
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
女
性
の
権
利
や
家
族
の
価
値
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
連
邦
政
府
の
権
限
を
め
ぐ

る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
専
制
に
抵
抗
す
る
方
法
と
し
て
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
提
示
す
る
も
の
を
見
た
い
。

２　

抵
抗
の
論
理

罪
深
き
人
間
が
国
家
に
従
う
の
は
神
の
命
で
あ
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
る
［C

M
:	（（（-（（

］。
国
家
の
義
務
は
悪
を
罰
す
る
こ
と
で
正

義
を
体
現
し
、
社
会
の
善
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
が
逆
の
こ
と
を
行
い
、
あ
る
閾
値

0

0

（bottom
 line

）
を
超
え
た
場
合
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
は
国
家
に
抵
抗
す
る
権
利
を
得
る
と
同
時
に
義
務
が
課
さ
れ
る
。
そ
の
初
期
の
例
と
し
て
宗
教
改
革
者
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
重
要
な
の
は
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
で
あ
る
。
不
正
国
家
に
対
す
る
人
々
の
抵
抗
を
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
正
当
化
し
、

抵
抗
の
担
い
手
と
し
て
下
位
の
為
政
者
に
期
待
す
る
。
こ
の
抵
抗
権
論
が
父
祖
に
継
承
さ
れ
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ

ば
、
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
は
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
考
え
を
直
接
継
承
し
た
が
、
ほ
か
の
父
祖
は
そ
れ
を
ロ
ッ
ク
経
由
で
受
容
し
た
。
い
わ
ゆ
る

「
不
可
譲
の
権
利
」、「
同
意
に
よ
る
政
府
」、「
権
力
分
立
」、「
革
命
権
」
の
四
つ
を
で
あ
る
。
政
治
権
力
が
人
々
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
き

に
は
、
人
民
が
専
制
に
抵
抗
す
る
権
利
と
義
務
を
持
つ
。
ロ
ッ
ク
が
そ
う
主
張
し
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
解
し
た
。

専
制
に
直
面
し
て
も
現
代
人
は
逃
げ
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
抵
抗
す
る
し
か
選
択
肢
は
な
い
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
る
［C

M
:	（（（

］。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
専
制
か
ら
逃
げ
お
う
せ
る
土
地
を
ピ
ル
グ
リ
ム
父
祖
は
発
見
し
た
が
、
現
代
に
そ
の
よ
う
な
空
間
は
な
い
。
抵
抗
す
べ
き

場
と
手
段
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
例
示
す
る
。
ま
ず
、
中
絶
に
使
わ
れ
る
税
金
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
政
府
の
助
成
金
が
中
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絶
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
た
ハ
イ
ド
修
正
条
項（

11
（

を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
評
価
し
た
。

次
な
る
抵
抗
す
べ
き
場
は
公
教
育
で
あ
る
［C

M
:	（（（-（0

］。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
敵
は
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
が
裁
判
所
に
働
き
か

け
た
こ
と
で
、
公
立
学
校
で
創
造
論
を
教
え
る
こ
と
を
認
め
た
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
法
が
無
効
化
さ
れ
た（

11
（

。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
見
る
と
こ
ろ
、
Ａ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
の
政
教
分
離
理
解
は
「
憲
法
修
正
第
一
条
の
本
来
の
意
図
と
建
国
の
父
祖
た
ち
の
総
意
」
と
は
異
な
り
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
支

配
」
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
版
の
政
教
分
離
も
問
題
で
あ
っ
た
が
、
三
権
分
立
と
い
う
抑
制
と
均
衡
の
原
則
を
こ
の
組
織
が
破
っ

た
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
の
行
動
が
「
適
切
に
選
出
さ
れ
た
州
の
立
法
者
の
「
主
権
者
」
の
権
限
を
破
壊
す
る
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
が
裁
判
所
を
利
用
し
て
「
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
政
府
の
多
数
派

0

0

0

」
に
自
身
の
見
解
を
強
制
し
て
い
る
。「
市
民
的
自
由
」

の
名
を
冠
し
て
い
る
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
は
、
選
挙
に
拠
ら
な
い
司
法
部
を
用
い
て
選
挙
に
拠
る
立
法
部
を
無
効
化
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
専
制
で
あ

る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
断
定
す
る
。
建
国
の
父
祖
は
こ
の
事
例
を
専
制
と
呼
び
、
ボ
ス
ト
ン
茶
会
事
件
の
よ
う
な
抵
抗
行
動
を
す
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
と
い
う
州
レ
ベ
ル
の
例
で
あ
る
が
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
じ
例
が
散
見
す
る
と
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
は
言
う
。

さ
ら
に
、
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
は
ソ
連
と
同
等
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
［CM

:	（（0-（

］。
ソ
連
政
府
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
言
う
と
こ
ろ
の
国
家
宗
教

で
あ
る
「
物
質
主
義
的
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
、
偶
然
的
世
界
観
」
を
国
民
に
強
制
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
は
「
競
合
す
る
す
べ
て
の
世

界
観
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
よ
う
な
排
他
主
義
」
で
あ
り
、「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
は
ソ
連
の

よ
う
に
、
公
立
校
で
生
徒
た
ち
が
「
物
質
主
義
的
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
、
偶
然
的
世
界
観
」
を
学
ぶ
よ
う
ル
ー
ル
化
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ

を
私
立
学
校
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
が
連
邦
権
力
を
用
い
て
自
ら
の
世
界
観
を
人
々
に
強
制
す
る
こ
と

も
父
祖
の
「
本
来
の
意
図
」
に
反
す
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
威
光
に
再
び
訴
え
か
け
る
。『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
四
五

篇
に
は
、「
憲
法
案
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
に
委
託
さ
れ
た
権
限
は
、
数
が
少
な
く
限
定
さ
れ
て
も
い
る
。
州
政
府
に
残
さ
れ
て
い
る
権
限
は
、

数
も
多
く
し
か
も
無
限
定
で
あ
る（

1（
（

」
と
あ
る
。
憲
法
制
定
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
、
権
力
の
肥
大
に
対
す
る
忌
避
感
か
ら
連
邦
の
権
限
は
制

約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦
制
と
い
う
抑
制
と
均
衡
の
原
則
が
父
祖
に
由
来
す
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
、
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
が
そ

れ
を
歪
め
て
い
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
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加
え
て
、
合
衆
国
の
連
邦
制
を
自
身
が
三
三
年
住
ん
だ
ス
イ
ス
の
連
邦
制
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
比
較
す
る
［C

M
:	（（（,	（（（

］。
ス
イ
ス
の

州
（
カ
ン
ト
ン
）
は
連
邦
権
力
の
拡
大
に
抵
抗
し
、「
州
政
府
と
連
邦
政
府
の
間
に
あ
る
抑
制
と
均
衡
と
が
政
府
の
自
由
の
た
め
に
機
能
し
て

き
た（

11
（

」。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
は
上
手
く
い
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
父
祖
の
本
来
の
意
図
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
が
捻
じ
曲
げ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
人
間
中
心
主
義
の
国
家
観
を
宗
教
改
革
の
分
権
的
な
国
家
観
と
比
較
し
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
世
界
観
は
必
然
的
に
国

家
主
義
の
方
向
に
進
む
」
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
る
。
こ
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
ソ
連
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
体
制
は
「
神
を
政
府
の
上
に
位
置
付
け
た
ア
メ
リ
カ
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
正
反
対
で
あ
る
」。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は

キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
を
欠
い
た
が
た
め
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
「
権
威
的
支
配
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
対
照
的
に
、
建
国
の
父
祖
た
ち

は
宗
教
と
公
共
善
の
深
い
関
係
を
理
解
し
て
い
た（

11
（

。
そ
の
上
で
、「
も
し
合
衆
国
が
宗
教
改
革
の
原
点
に
戻
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

連
邦
政
府
の
権
限
の
範
囲
を
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
」
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
が
司
法
を
用
い
て
立
法
部
を
無
力
化
し
、
自
ら
の
世
界
観
を
人
々
に
押
し
付
け
、
連
邦
権
力

を
用
い
て
そ
れ
を
州
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
し
た
。
そ
の
際
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
依
拠
し
た
も
の
こ
そ
父

祖
の
威
光
で
あ
っ
た
。
次
に
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
こ
の
議
論
の
是
非
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

３　

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
父
祖
理
解
に
対
す
る
考
察

世
俗
的
エ
リ
ー
ト
を
批
判
す
る
際
、
宗
教
改
革
の
伝
統
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
と
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
が
継
承
し
た
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
主
張

し
、
そ
の
父
祖
た
ち
の
「
本
来
の
意
図
」
を
強
調
し
た
。
順
に
見
て
い
こ
う
。

第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
イ
エ
ス
の
道
徳
性
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
神
性
を
否
定
し
た
。
彼
が
編
纂
し
た
二

冊
の
聖
書
註
解
に
は
、
復
活
を
含
め
た
超
自
然
的
な
現
象
が
取
り
除
か
れ
た
形
で
、
イ
エ
ス
の
行
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
福
音
書
の
書
き
手

が
イ
エ
ス
の
倫
理
性
に
超
自
然
的
な
も
の
を
混
入
し
た
こ
と
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
嘆
い
た
と
い
う（

11
（

。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職

者
た
ち
は
彼
の
信
仰
を
危
険
視
し
、
大
統
領
選
挙
の
際
に
は
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
ア
メ
リ
カ
は
無
神
論
国
家
に
な
っ
て
し
ま
う
と
攻
撃
し
た（

11
（

。

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
制
定
に
尽
力
し
た
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
信
教
自
由
法
が
、
す
べ
て
の
宗
教
者
に
自
由
を
保
障
し
た
た
め
で
あ
る
。
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シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
主
張
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
理
神
論
的
傾
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ロ
ッ
ク
を
経
由
し
て
宗
教
改
革
や
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド

の
思
想
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
継
承
し
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た（

11
（

。
他
方
、
ノ
ー
ル
ら
福
音
派
歴
史
家
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
ら
父
祖
が
む
し
ろ
啓

蒙
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
指
摘
す
る（

11
（

。
そ
の
主
張
に
対
し
て
、
父
祖
が
明
示
的
に
聖
書
に
言
及
し
て
い
な
く
て
も
、
彼
ら
の
発
言
や
文

章
に
は
聖
書
的
な
エ
ッ
セ
ン
ス
が
見
て
取
れ
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
ノ
ー
ル
ら
に
反
駁
し
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
む
し
ろ
聖
書
の

権
威
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
、
ノ
ー
ル
た
ち
は
再
反
論
し
た
。
歴
史
家
た
ち
の
議
論
を
考
慮
す
る
と
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
理
解
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

で
は
、ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
は
ど
う
か
。
同
じ
長
老
派
牧
師
で
あ
る
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
か
ら
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
へ
の
思
想
的
継
承
を
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
は
強
調
す
る
。
し
か
し
、
ノ
ー
ル
見
る
と
こ
ろ
、
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
に
対
す
る
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る（

11
（

。
た
し
か
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
は
『
ウ
ェ
ス
ト

ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
重
要
性
を
説
き
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
に
批
判
的
な
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
合
衆
国
で
は
、

ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
ッ
チ
ソ
ン
の
道
徳
哲
学
を
教
え
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。

ノ
ー
ル
の
指
摘
の
中
で
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
致
命
的
だ
っ
た
の
は
、
恩
寵
と
自
然
を
対
置
す
る
思
考
法
を
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
が
採

用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恩
寵
と
自
然
、
宗
教
と
理
性
を
対
置
す
る
思
考
法
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
初
期
か
ら
批
判
し
て
き
た
。
政

治
が
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
か
ら
離
れ
、
独
自
の
論
理
で
回
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
こ
れ
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ル
の

批
判
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
頼
み
の
綱
で
あ
る
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
も
ま
た
、
啓
示
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
自
然
と
理
性
の
観
点
か

ら
の
み
政
治
を
論
じ
て
い
た（

11
（

。
父
祖
た
ち
が
政
治
と
宗
教
を
分
け
、
か
つ
信
仰
を
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
と
考
え
た
点
で
、
宗
教
改
革
よ
り

も
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
彼
ら
の
思
考
が
近
か
っ
た
と
ノ
ー
ル
は
結
論
付
け
た
。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
米
仏
革
命
の
理
解
と
は
対
極
な
も
の

と
言
え
よ
う
。

加
え
て
、
こ
の
二
元
論
的
な
考
え
方
に
今
日
の
福
音
派
も
陥
っ
て
い
る
と
ノ
ー
ル
は
指
摘
す
る（

1（
（

。
今
日
の
福
音
派
が
信
仰
を
私
事
化
し
、

政
治
的
伝
統
を
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
教
義
を
軽
視
し
て
過
度
に
回
心
な
ど
の
経
験
を
強
調
す
る
福
音

派
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
自
身
も
批
判
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ル
見
る
と
こ
ろ
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
も
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
建
国
の
父
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祖
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
読
み
込
ん
で
理
想
化
し
た
結
果
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
を
批
判
的
に
検
証
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
歴
史
家
か
ら
の
批
判
に
加
え
て
、
世
俗
主
義
者
を
批
判
す
る
際
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
用
い
た
「
本
来
の
意
図
」
と
い
う
論

法
も
問
題
を
含
ん
で
い
る
。「
本
来
の
意
図
」
を
強
調
す
る
批
判
法
は
、
同
時
代
の
保
守
的
な
法
思
想
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。「
原
意
主
義

（originalism

）」
と
呼
ば
れ
る
法
思
想
・
法
哲
学
は
、
憲
法
制
定
者
た
ち
の
本
来
の
意
図
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
が
憲
法
の
意

味
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
保
守
的
な
法
曹
団
体
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
協
会
（F

ederalist	Society

）
や
レ
ー
ガ
ン
が
最
高
裁
判

事
に
指
名
し
た
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ス
カ
リ
ア
な
ど
に
こ
の
法
思
想
は
見
て
取
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
歴
史
家
た
ち
は
原
意
主
義
を
次
の
よ
う
に
批
判

し
て
き
た（

11
（

。
原
意
主
義
は
、
第
一
に
、
歴
史
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
十
分
に
持
っ
て
お
ら
ず
、
第
二
に
、
当
時
と
今
日
の
文
脈
の
相
違
を
見
誤

り
、
第
三
に
、
制
定
者
た
ち
の
想
定
を
超
え
て
憲
法
が
作
用
し
た
こ
と
を
軽
視
す
る
。
こ
の
原
意
主
義
へ
の
批
判
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
も
当

て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
建
国
の
父
祖
に
先
立
つ
宗
教
改
革
者
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
理
想
化
し
、
同
時
代
の
世
俗
主
義
者
に
対
置
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
点

も
今
日
的
な
議
論
に
堪
え
な
い
。
第
一
に
、
宗
教
改
革
の
指
導
者
を
人
文
主
義
と
の
対
比
で
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
描
い
て
い
る
が
、
宗
教
改
革

も
人
文
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
は
ヤ
ー
コ
ブ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
依
拠
し
て
い
る
が（

11
（

、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ

ン
ス
を
近
代
意
識
の
誕
生
と
見
な
す
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
は
批
判
を
受
け
て
い
る（

11
（

。
第
二
に
、
宗
教
改
革
者
が
政
教
分
離
を
強
調
し
て
い

る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
指
導
者
た
ち
が
神
権
政
治
、
少
な
く
と
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
確
立
を
目
指
し
た
と
し
て

マ
ー
ス
デ
ン
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
見
解
を
退
け
た（

11
（

。

こ
れ
ら
の
批
判
を
考
慮
す
る
と
、
父
祖
へ
の
言
及
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
の
説
得
力
を
弱
め
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
、
フ
ィ
ア
の
言
う

キ
リ
ス
ト
教
ホ
イ
ッ
グ
史
観
に
お
い
て
も
父
祖
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
と
は
い
え
、
宗
教
改
革
の
思
想
を
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
ウ
ィ
ザ
ー

ス
プ
ー
ン
が
継
承
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
「
政
治
制
度
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
「
社
会
」
や
「
慣
習
」
な
ど
を
論
じ
る
選
択
肢
も
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

11
（

。
な
ぜ
、
あ
え
て
父

祖
の
威
光
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
訴
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
ハ
ン
キ
ン
ズ
の
議
論
に
見
た
い
。
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ハ
ン
キ
ン
ズ
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
戦
略
を
重
視
す
る（

11
（

。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
神
権
政
治
を
め
ぐ
る
意
見
の
差
異
を
棚
上
げ
し
て
フ
ァ
ル

ウ
ェ
ル
に
協
力
し
、
建
国
の
父
祖
理
解
を
据
え
置
い
て
マ
ー
ス
デ
ン
ら
に
助
力
を
要
請
し
た
。
福
音
派
を
動
員
し
、
世
俗
主
義
者
を
批
判
し

て
文
化
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
が
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
目
的
の
前
に
は
思
想
上
の
差
異
は
小

さ
な
こ
と
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
目
的
達
成
の
た
め
に
戦
略
的
に
行
動
し
た
と
ハ
ン
キ
ン
ズ
は
解
釈
し
た
。
過
去
を
冷
静
に
解
釈
し
て

欲
し
い
と
福
音
派
に
訴
え
か
け
た
ノ
ー
ル
ら
と
対
照
的
で
あ
る
。

ハ
ン
キ
ン
ズ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
父
祖
に
言
及
し
た
理
由
も
戦
略
的
な
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま

り
、
論
敵
を
効
果
的
に
批
判
す
る
た
め
の
戦
略
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
父
祖
理
解
や
多
元
主
義
な
ど
の
議
論
は
精
緻
な
も
の
と
は
言
い

難
い
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
批
判
が
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
の
嫌
う
類
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
の
エ

リ
ー
ト
は
多
様
な
価
値
観
の
共
存
を
求
め
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
保
守
主
義
者
の
主
張
は
、
価
値
観
の
一

つ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
過
度
に
重
視
し
、
多
様
な
価
値
観
の
共
存
を
阻
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
ら
の
主
張
と
政
策
が
聖
書
や

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
反
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
批
判
は
、
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
余
り
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
世
俗
的

エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
効
果
的
で
あ
っ
た
批
判
は
、
多
様
な
価
値
観
の
共
存
を
促
進
す
る
た
め
に
彼
ら
が
依
拠
し
た
独
立
宣
言
や
憲
法
、
建
国

の
父
祖
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
に
訴
え
か
け
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
父
祖
を
利
用
し
た
大
き
な
理
由
は
、
世
俗

的
エ
リ
ー
ト
を
効
果
的
に
批
判
し
得
る
議
論
を
構
築
す
る
た
め
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
賢
明

に
も
、
中
央
集
権
主
義
者
で
あ
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
言
及
し
な
い
。
お
そ
ら
く
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
父
祖
の
思
想
の
多
様
性
を
認
識
し
た
上

で
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
マ
デ
ィ
ソ
ン
と
い
っ
た
権
力
分
立
論
を
重
視
す
る
民
主
共
和
派
に
言
及
し
た
の
だ
ろ
う（

11
（

。
歴
史
や
概
念
を
解
釈
・
構

築
し
、
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
ひ
と
り
の
政
治
思
想
家
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
を
題
材
に
し
て
、
現
代
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
に
お
け
る
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
側
面
を
描
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い
て
き
た
。
そ
れ
は
「
建
国
の
父
祖
」
の
威
光
に
訴
え
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
世
俗
的
な
エ
リ
ー
ト
が
合
衆
国
の
「
政
治
制
度
」
を
曲
解
し

て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節
で
は
議
論
の
背
景
を
見
た
。
一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
に
最
高
裁
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
へ
向
け
た
が
、
そ
れ

に
反
発
す
る
形
で
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
な
ど
の
圧
力
団
体
が
党
派
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
た
。
福
音
派
の
指
導
者
は
、
ア
メ
リ
カ
が
キ

リ
ス
ト
教
的
価
値
に
基
づ
い
て
建
国
さ
れ
た
と
主
張
し
、
同
時
代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
そ
れ
を
捻
じ
曲
げ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
父
祖
が
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
や
グ
ラ
ハ
ム
、
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
素
朴
に
考
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

は
建
国
初
期
か
ら
続
く
キ
リ
ス
ト
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
ハ
ン
キ
ン
ズ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
父
祖
に
対
す
る
キ

リ
ス
ト
教
の
影
響
を
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
も
強
調
し
、
マ
ー
ス
デ
ン
や
ノ
ー
ル
ら
歴
史
家
と
論
争
を
繰
り
広
げ
た
。

第
三
節
で
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
に
見
え
る
建
国
の
父
祖
利
用
を
見
た
。
政
教
分
離
や
司
法
部
、

連
邦
権
力
を
同
時
代
の
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
が
濫
用
し
、
建
国
の
父
祖
の
「
本
来
の
意
図
」
を
歪
曲
し
て
い
る
と
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
批
判
し

た
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
議
論
は
、
宗
教
改
革
や
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
思
想
を
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
や
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
直
接
・
間
接
的
に
継
承

し
て
い
る
と
主
張
し
た
り
、
同
時
代
の
多
元
主
義
を
相
対
主
義
と
混
同
す
る
な
ど
、
精
緻
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
言
及
す
る
べ

き
父
祖
を
選
定
し
た
上
で
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
自
身
の
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
世
俗
的
エ
リ
ー
ト
を
批
判
し
、
福
音
派
の
政
治

動
員
を
進
め
る
上
で
有
効
な
手
立
て
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
は
、T

he Com
plete W

orks of Francis A
. Schaeffer: A

 Christian W
orldview

,	V
olum

e	
（:	A

	Christian	V
iew

	of	the	W
est,	Crossw

ay,	（（（（

を
用
い
た
。
な
お
本
文
中
で
［CM

:	

頁
数
］
と
明
記
し
た
。

（
（
）A

dam
	Liptak,	 “In	（-to-（	Ruling,	Suprem

e	Court	Ends	N
early	（0	Y

ears	of	A
bortion	Rights, ”	T

he N
ew

 Y
ork T

im
es,	June	（（,	

（0（（.

（
（
）「「
中
絶
禁
止
」
米
最
高
裁
が
容
認　

七
三
年
の
憲
法
判
断
覆
す
」『
朝
日
新
聞
』、
二
〇
二
二
年
六
月
二
五
日
。
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（
（
）
Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』
河
合
秀
和
訳
、
未
來
社
、
一
九
七
三
年
、
三
四
三
─
三
七
五
頁
。

（
（
）
ピ
ー
タ
ー
・
Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
『
退
屈
さ
せ
ず
に
世
界
を
説
明
す
る
方
法
─
─
バ
ー
ガ
ー
社
会
学
自
伝
』
森
下
伸
也
訳
、
新
曜
社
、
二
〇
一
五
年
、
一

二
八
─
一
二
九
頁
、
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
『
近
代
世
界
の
公
共
宗
教
』
津
城
寛
文
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
二
八
五
─
三
四
九
頁
。

（
（
）
佐
々
木
毅
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
』
講
談
社
、
一
九
九
三
年
、
五
三
─
六
三
頁
、
井
上
弘
貴
『
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
思
想
史
』
青
土

社
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
一
─
一
五
五
頁
。

（
（
）
飯
山
雅
史
『
ア
メ
リ
カ
福
音
派
の
変
容
と
政
治
─
─
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
政
党
再
編
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。

（
（
）
中
山
俊
宏
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
─
─
保
守
主
義
運
動
と
政
治
的
分
断
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
九
─
一
六
〇
頁
。

（
（
）
上
坂
昇
『
神
の
国
ア
メ
リ
カ
の
論
理
─
─
宗
教
右
派
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
援
、
中
絶
・
同
性
結
婚
の
否
認
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
マ
ー
ク
・

Ｒ
・
ア
ム
ス
タ
ッ
ツ
『
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
カ
ル
ズ
─
─
ア
メ
リ
カ
外
交
を
動
か
す
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
』
加
藤
万
里
子
訳
、
太
田
出
版
、
二
〇
一
四

年
、
松
本
佐
保
『
熱
狂
す
る
「
神
の
国
」
ア
メ
リ
カ
─
─
大
統
領
と
キ
リ
ス
ト
教
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
六
年
。

（
（
）
建
国
期
に
多
く
の
女
性
が
活
躍
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
福
音
派
の
男
性
が
建
国
の
「
父
祖
」
に
言
及
す
る
傾
向
が
あ
る
の
は
、「
男
性

的
」
な
彼
ら
の
信
仰
に
要
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
森
本
あ
ん
り
『
ア
メ
リ
カ
的
理
念
の
身
体
─
─
寛
容
と
良
心
・
政
教
分
離
・
信
教
の

自
由
を
め
ぐ
る
歴
史
的
実
験
の
軌
跡
』
創
文
社
、
二
〇
一
二
年
、
と
く
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
女
性
化
と
二
〇
世
紀
的
反
動
と
し
て
の
男
性
化
」
を
参
照
の

こ
と
。

（
（0
）Barry	H

ankins,	Francis Schaeffer and T
he Shaping of E

vangelical A
m

erica,	Eerdm
ans	Publishing	Com

pany,	（00（,	pp.	（（-（（.

（
（（
）Frances	Fitzgerald,	T

he E
vangelicals: T

he Struggle to Shape A
m

erica,	Sim
on	&

	Schuster,	（0（（,	pp.	（（（-（（.

（
（（
）D

aniel	K
.	W

illiam
s,	G

od
’s O

w
n Party: T

he M
aking of the Christian R

ight,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（0,	pp.	（（（-（.

（
（（
）
佐
々
木
卓
也
『
冷
戦
─
─
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
的
生
活
様
式
を
守
る
戦
い
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
、
五
頁
。

（
（（
）「
神
の
下
の
国
家
」
ア
メ
リ
カ
と
い
う
政
治
文
化
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
相
川
裕
亮
『
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
と
「
神
の
下
の
国
家
」
ア
メ
リ
カ
─
─

福
音
伝
道
者
の
政
治
性
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
。

（
（（
）	

た
だ
し
「
多
か
ら
な
る
一
つ
」
の
捉
え
方
は
一
つ
で
は
な
い
。
南
川
文
里
『
ア
メ
リ
カ
多
文
化
社
会
論
─
─
「
多
か
ら
な
る
一
」
の
系
譜
と
現
在

［
新
版
］』
法
律
文
化
社
、
二
〇
二
二
年
、
一
─
四
頁
。

（
（（
）
荻
野
美
穂
『
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
─
─
身
体
を
め
ぐ
る
戦
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
三
五
─
八
八
頁
。

（
（（
）
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｓ
・
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
『
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
─
─
植
民
地
時
代
か
ら
今
日
ま
で
』
大
西
直
樹
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
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八
四
─
八
五
頁
。

（
（（
）Steven	P.	M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

: A
m

erica ’s Born-A
gain Y

ears,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（,	pp.	（（-（.

（
（（
）M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

,	pp.	（（-（.

（
（0
）M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

,	pp.	（0-（.

（
（（
）John	Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?: A

 H
istorical Introduction,	Revised	Edition,	W

estm
inster	John	K

nox	
Press,	（0（（,	p.	（（;	W

illiam
s,	G

od
’s O

w
n Party,	pp.	（（（-（（.	

（
（（
）
中
山
俊
宏
「
政
治
を
保
守
化
さ
せ
た
テ
レ
ビ
宣
教
師
─
─
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
と
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
古
矢
旬
編
『
史
料
で
読
む
ア

メ
リ
カ
文
化
史
［
五
］
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
の
変
容　

一
九
六
〇
年
代
─
二
〇
世
紀
末
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
三
二
八
頁
。

（
（（
）（
文
化
）
多
元
主
義
と
多
文
化
主
義
は
と
も
に
同
化
へ
の
圧
力
を
批
判
す
る
が
、
後
者
は
前
者
が
自
明
視
す
る
公
私
分
類
、
自
由
・
民
主
主
義
の
「
普

遍
」
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
背
後
に
西
洋
中
心
主
義
を
看
取
し
て
批
判
す
る
。
藤
本
龍
児
『
ア
メ
リ
カ
の
公
共
宗
教
─
─
多
元
社
会
に
お
け
る
精

神
性
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
九
─
一
九
三
頁
。

（
（（
）M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

,	p.	（（.

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	p.	（（;	M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

,	p.	（（.

（
（（
）R.	B.	Bernstein,	T

he Founding Fathers: A
 V

ery Short Introduction,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（,	pp.	（-（.	

（
（（
）
中
野
勝
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
体
制
の
確
立
─
─
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
共
和
政
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
一
二
八
─
一
五
四
頁
。

（
（（
）
鰐
淵
秀
一
「
ポ
ス
ト
共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
期
の
ア
メ
リ
カ
革
命
史
研
究
」『
立
教
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
四
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇

一
─
一
二
〇
頁
。

（
（（
）
ロ
バ
ー
ト
・
Ａ
・
ダ
ー
ル
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
民
主
的
か
』
杉
田
敦
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
シ
ェ
ル
ド
ン
・
Ｓ
・
ウ
ォ
リ
ン
『
ア
メ
リ
カ

憲
法
の
呪
縛
』
千
葉
眞
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
二
─
一
七
六
頁
。

（
（0
）Fea,	W
as A

m
erica Founded as a Christian N

ation?,	p.	（（.

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（-（.

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（-（,	（（-（（,	（（-（.

（
（（
）
北
部
に
お
い
て
も
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
死
を
イ
エ
ス
の
贖
罪
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
る
論
者
も
い
た
。
栗
林
輝
夫
『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
信
仰
と
政

治
─
─
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
オ
バ
マ
ま
で
』
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
二
〇
〇
九
年
、
八
四
─
八
九
頁
。
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（
（（
）
こ
の
論
争
は
、
青
木
保
憲
『
ア
メ
リ
カ
福
音
派
の
歴
史
─
─
聖
書
信
仰
に
み
る
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
、

と
く
に
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
争
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（-（0,	（（.	

森
本
あ
ん
り
『
反
知
性
主
義
─
─
ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
「
熱
病
」
の
正

体
』
新
潮
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
五
〇
─
二
五
二
頁
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（-（,	（（（.

（
（（
）
桜
の
木
や
キ
ャ
ベ
ツ
文
字
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
八
〇
六
年
の
第
五
版
、
祈
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
第
六
版
が
初
出
で
あ
る
。
山
田
史
郎
「
本
の
行
商
と

ワ
シ
ン
ト
ン
伝
─
─
メ
イ
ソ
ン
・
Ｌ
・
ウ
ィ
ー
ム
ズ
と
建
国
期
の
書
」『
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
』
三
〇
号
、
一
九
九
四
年
、
一
一
─
一
二
頁
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（-（.

（
（（
）M

arkku	Ruotsila,	Fighting Fundam
entalist: Carl M

cIntire and the Politicization of A
m

erican Fundam
entalism

,	O
xford	U

niversity	
Press,	（0（（,	pp.	（（-（,	（0-（.

（
（0
）
斎
藤
眞
訳
「
独
立
宣
言
」
高
木
八
尺
ほ
か
編
『
人
権
宣
言
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
一
四
頁
。

（
（（
）M

ichael	G.	Long,	Billy G
raham

 and the Beloved Com
m

unity: A
m

erica ’s E
vangelist and the D

ream
 of M

artin Luther K
ing, 

Jr.,	Palgrave	M
acm

illan,	（00（,	pp.	（（-（;	W
illiam

	M
artin,	A

 P
rophet w

ith H
onor: T

he B
illy G

raham
 Story,	U

pdated	Edition,	
Zondervan,	（0（（,	p.	（（（.

（
（（
）
以
下
の
著
作
で
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
や
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
啓
蒙
主
義
者
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｖ
・
ピ
ラ
ー
ド
、
ロ
バ
ー
ト
・

Ｄ
・
リ
ン
ダ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』
堀
内
一
史
ほ
か
訳
、
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
八
八
─
九
五
頁
、
栗
林
『
ア
メ
リ
カ

大
統
領
の
信
仰
と
政
治
』
三
一
─
三
九
、
五
一
─
六
六
頁
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ー
チ
ャ
ム
『
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
─
─
権
力
の
技
法
［
下
］』
森
本
奈
理

訳
、
白
水
社
、
二
〇
二
〇
年
、
二
八
七
─
二
九
〇
頁
。

（
（（
）
ウ
ォ
リ
ン
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
呪
縛
』
一
〇
九
頁
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	p.	（（.

（
（（
）
佐
藤
清
子
「
現
代
合
衆
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
信
教
の
自
由
理
解
─
─
キ
リ
ス
ト
教
国
論
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』
三
四
巻
、
二

〇
一
七
年
、
四
五
─
六
〇
頁
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（-（.

（
（（
）M

ark	A
.	N

oll,	N
athan	O

.	H
atch,	and	George	M

.	M
arsden,	T

he Search for Christian A
m

erica,	Crossw
ay	Books,	（（（（.
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（
（（
）Francis	A

.	Schaeffer,	E
scape from

 R
eason,	Inter-V

arsity	Fellow
ship,	（（（（

（
有
賀
寿
訳
『
理
性
か
ら
の
逃
走
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、

一
九
七
一
年
）.

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（0-（.

（
（0
）Edith	Schaeffer,	T

he T
apestry: T

he Life and T
im

es of Francis and E
dith Schaeffer,	W

ord	Books,	（（（（;	Frank	Schaeffer,	Crazy 
for G

od: H
ow

 I G
rew

 U
p as O

ne of the E
lect, H

elped Found the R
eligious R

ight, and Lived to T
ake A

ll 

（or A
lm

ost A
ll

） of It 
Back,	D

a	Capo	Press,	（00（.

（
（（
）Francis	Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?	in	T

he Com
plete W

orks of Francis A
. Schaeffer: A

 Christian W
orldview

,	V
olum

e	
（:	A

	Christian	V
iew

	of	the	W
est,	Crossw

ay,	（（（（

（
稲
垣
久
和
訳
『
そ
れ
で
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
─
─
西
洋
文
化
と
思
想
の
興
亡
』
い
の
ち

の
こ
と
ば
社
、
一
九
七
九
年
）.

（
（（
）
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
だ
け
で
な
く
、
妻
イ
ー
デ
ス
の
著
作
の
邦
訳
も
あ
る
。
イ
ー
デ
ス
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
『
ラ
ブ
リ
─
─
神
が
ス
イ
ス
の
ア
ル
プ
ス
で
し

て
く
だ
さ
っ
た
記
録
』
島
田
法
子
訳
、
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
七
七
年
。

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（（-（;	M
ichael	J.	M

cV
icar,	Christian R

econstruction: R
. J. R

ushdoony and A
m

erican R
eligious 

Conservatism
,	T

he	U
niversity	of	N

orth	Carolina	Press,	（0（（,	pp.	（（0-（.

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（-（,	（（（,	（（（-（,	（（（.

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（0（-（.

（
（（
）
土
井
真
一
訳
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
」
高
橋
和
之
編
『
世
界
憲
法
集
［
新
版
］』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
七
三
頁
。

（
（（
）	T

hom
as	Jefferson	 “T

o	the	D
anbury	Baptist	A

ssociation, ”	in	Barbara	B.	O
berg	ed.,	T

he Papers of T
hom

as Jefferson,	V
olum

e	
（（:	（	D

ecem
ber	（（0（	to	（	M

arch	（（0（,	Princeton	U
niversity	Press,	（00（,	p.	（（（.	

（
（（
）Liam

	Stack,	 “H
ow

	the	 ‘W
ar	on	Christm

as ’	Controversy	W
as	Created, ”	T

he N
ew

 Y
ork T

im
es,	D

ecem
ber	（（,	（0（（	

（https://
w

w
w

.nytim
es.com

/（0（（/（（/（（/us/w
ar-on-christm

as-controversy.htm
l

）（
二
〇
二
二
年
八
月
五
日
参
照
）.

（
（（
）A

nnals of Congress,	（st	Cong.,	（st	sess.,	（（（.	

（
（0
）Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?,	pp.	（（（-（,	（（（-（（

（
二
二
二
─
二
二
三
、
二
二
六
─
二
四
三
頁
）.

（
（（
）
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
対
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
影
響
に
つ
い
て
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
触
れ
て
い
な
い
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ

と
。
上
村
剛
「
ブ
リ
テ
ン
国
制
解
釈
の
権
力
分
立
論
的
変
奏
の
一
断
面
─
─
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
ド
ゥ
ロ
ル
ム
受
容
」『
政
治
思
想
研
究
』
一
八
号
、
二
〇
一
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八
年
、
一
八
九
─
一
九
一
頁
。

（
（（
）
独
立
宣
言
や
州
憲
法
、
判
例
、
法
学
教
育
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
影
響
は
見
て
取
れ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
教
鞭
を
と
っ
た
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
法
科
大

学
院
は
『
法
釈
義
』
を
教
科
書
と
し
た
。
大
内
孝
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
「
ア
メ
リ
カ
法
形
成
期
」
考　

序
」『
法
学
』
七
二
巻
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、

三
九
七
─
四
〇
六
頁
。

（
（（
）Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?,	pp.	（（（-（

（
一
〇
七
─
一
〇
八
頁
）.

（
（（
）
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、
自
然
権
思
想
・
旧
約
聖
書
の
事
例
に
加
え
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
制
か
ら
抵
抗
権
を
正
当
化
し
た
。
小
島
望
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
─
─
『
法
と
王
』
を
中
心
に
」『
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
』
五
二
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
五
一
頁
。

（
（（
）Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?,	pp.	（（（-（（

（
一
〇
八
─
一
一
二
頁
）;	Schaeffer,	A

 Christian M
anifesto,	pp.	（（（-（,	（（（.

（
（（
）
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
を
含
め
た
建
国
の
父
祖
の
多
く
は
、
イ
エ
ス
を
通
し
て
神
に
至
っ
た
人
間
と
い
う
意
味
で
は
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
は
言
え
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
中
で
生
き
て
い
た
人
間
で
あ
っ
た
。Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?,	p.	（（（

（
一

〇
八
頁
）.

（
（（
）
ロ
ッ
ク
の
「
キ
リ
ス
ト
教
性
」
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
古
田
拓
也
『
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
の
政
治
思
想
─
─
ロ
ッ
ク
が
否
定
し
た
王
権
神
授

説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
一
四
七
─
一
五
二
頁
。

（
（（
）
ル
イ
・
メ
ナ
ン
ド
『
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ク
ラ
ブ
─
─
米
国
一
〇
〇
年
の
精
神
史
』
野
口
良
平
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
六
六
─
六

七
頁
。

（
（（
）
ハ
イ
ド
修
正
条
項
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
荻
野
『
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
』
一
〇
二
─
一
〇
三
頁
。

（
（0
）
こ
の
論
争
で
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
側
に
与
し
た
の
が
マ
ー
ス
デ
ン
で
あ
り
、
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
法
に
対
す
る
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
理
解
を
彼
は
批
判
し
た
。

H
ankins,	Francis Schaeffer,	p.	（0（.

（
（（
）
Ａ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
Ｊ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
Ｊ
・
ジ
ェ
イ
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
斎
藤
眞
・
中
野
勝
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
九
八

─
一
九
九
頁
。

（
（（
）
た
だ
し
ス
イ
ス
は
州
や
地
域
に
よ
っ
て
制
度
は
異
な
る
し
、
ス
イ
ス
の
自
治
体
が
連
邦
と
州
に
対
し
て
強
い
自
立
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
黒
澤
隆
文
「
近
現
代
ス
イ
ス
の
自
治
史
─
─
連
邦
制
と
直
接
民
主
制
の
観
点
か
ら
」『
社
会
経
済
史
学
』
七
五
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
五
六
─

六
〇
頁
。

（
（（
）
こ
の
時
代
の
保
守
主
義
者
は
ア
メ
リ
カ
革
命
の
擁
護
者
で
あ
り
、
ア
レ
ン
ト
的
な
ア
メ
リ
カ
革
命
観
を
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ク
リ
ス
ト
ル
は
継
承
し
て
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い
た
。
佐
々
木
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
』
六
八
─
六
九
頁
。

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（0（-（.

（
（（
）
栗
林
『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
信
仰
と
政
治
』
五
一
─
五
五
頁
。

（
（（
）
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
ロ
ッ
ク
受
容
と
い
う
論
点
も
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
よ
う
な
単
純
な
理
解
は
で
き
な
い
。
大
森
雄
太
郎
『
ア
メ
リ
カ
革
命
と
ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
二
─
二
一
八
頁
。

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（（-（.

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（（-（;	N
oll,	H

atch,	and	M
arsden,	T

he Search for Christian A
m

erica,	pp.	（（,	（（（-（.

（
（（
）Fea,	W

as A
m

erica Founded as a Christian N
ation?,	pp.	（（（-（（.	

ま
た
、
田
中
秀
夫
は
、
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
が
影
響
を
受
け
た
も
の
の
一

つ
と
し
て
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
を
挙
げ
つ
つ
、
抵
抗
権
論
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
や
ハ
ッ
チ
ソ
ン
か
ら
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る
。
田
中
秀
夫
『
ア
メ
リ
カ
啓
蒙
の

群
像
─
─
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
影
の
下
で	

一
七
二
三
─
一
八
〇
一
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
七
─
三
〇
八
、
三
五
〇
頁
。

（
（0
）
宗
教
と
哲
学
を
区
別
し
つ
つ
も
啓
示
と
理
性
の
相
互
補
完
性
を
ウ
ィ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
は
強
調
し
、
ハ
ッ
チ
ソ
ン
的
な
道
徳
感
覚
を
良
心
と
結
び
付
け

て
理
解
し
て
い
た
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
こ
の
点
を
重
視
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
梅
津
順
一
「
ア
メ
リ
カ
啓
蒙
と
宗
教
─
─
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ザ
ー
ス

プ
ー
ン
の
場
合
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
一
六
巻
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
─
一
九
頁
。

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	p.	（（（.

（
（（
）
カ
ー
ミ
ッ
ト
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
Ⅲ
世
『
司
法
積
極
主
義
の
神
話
─
─
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
決
の
新
た
な
理
解
』
大
沢
秀
介
訳
、
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
一
年
、
四
七
頁
。

（
（（
）Bernstein,	T

he Founding Fathers,	pp.	（（（-（.

（
（（
）Schaeffer,	E

scape from
 R

eason,	p.	（（

（
三
三
頁
）;	Schaeffer,	H

ow
 Should W

e T
hen Live?,	pp.	（（（-（

（
九
八
頁
）.

（
（（
）
Ａ
・
Ｅ
・
マ
ク
グ
ラ
ス
『
宗
教
改
革
の
知
的
な
諸
起
源
』
矢
内
義
顕
ほ
か
訳
、
教
文
館
、
二
〇
二
〇
年
、
五
一
頁
。

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	p.	（0（.

（
（（
）
キ
リ
ス
ト
教
右
派
と
距
離
を
取
り
つ
つ
、
宗
教
を
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
論
じ
た
研
究
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・

ベ
ラ
ー
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ン
タ
ー
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。M

iller,	T
he A

ge of E
vangelicalism

,	pp.	（（-（（.	

（
（（
）H

ankins,	Francis Schaeffer,	pp.	（（0,	（（（.

（
（（
）
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
と
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
間
に
も
思
想
的
な
相
違
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
執
行
権
や
そ
の
基
盤
と
し
て
の
人
民
の
問
題
、
憲
法
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の
安
定
性
な
ど
を
め
ぐ
り
両
者
は
意
見
を
異
に
し
て
い
た
。
詳
し
く
は
、Jerem

y	D
.	Bailey,	Jam

es M
adison and Constitutional Im

perfection,	
Cam

bridge	U
niversity	Press,	（0（（

、
と
く
にChapter	（

を
参
照
の
こ
と
。

＊
本
稿
執
筆
の
際
、
遠
藤
寛
文
氏
に
は
資
料
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
き
、
上
村
剛
・
古
田
拓
也
の
両
氏
に
は
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申
し
上

げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
若
手
研
究
（
課
題
番
号（（K

（（（（（

）
の
助
成
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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本
稿
は
、
一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
の
政
治
状
況
を
文
脈
と
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（
一
九
三
一
─
）
の
政
治
思
想
を
検
討
す
る
。

同
時
期
の
テ
イ
ラ
ー
は
、
一
方
で
、
一
九
六
一
年
に
創
設
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
新
民
主
党
（N

ew
	D

em
ocratic	Party

、
以
下
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
の
執
行
部
に

お
い
て
活
躍
し
、
他
方
で
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
支
部
（N

ouveau	Parti	dém
ocratique	du	Q

uébec

、
以
下
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
）
を
確
立
す
る
た
め

に
奔
走
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
の
歴
史
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
考
の
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（left	nationalism

）」
の
一
構
想
と
し
て
特
徴

づ
け
る
。

テ
イ
ラ
ー
自
身
が
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
同
概
念
を
使
用
す
る
の
は
、

彼
の
思
想
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
と
い
う
文
脈
の
う
ち
で
精
緻
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
労

働
者
と
農
民
を
支
持
基
盤
と
し
、
公
正
な
経
済
発
展
や
充
実
し
た
社
会
保
障
の
実
施
を
訴
え
る
社
会
民
主
主
義
政
党
で
あ
る
。
新
興
の
「
Ｎ

Ｄ
Ｐ
に
政
治
的
機
会
と
課
題
を
与
え
た
」
の
は
、「
戦
後
社
会
の
危
機
、
す
な
わ
ち
脱
植
民
地
化
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
民
権
運
動
と
ベ

ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
ケ
ベ
ッ
ク
と
英
語
系
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
燃
と
強
化
」
で
あ
っ
た
［B

locker,	（0（（:	（（

］。
そ
の

点
、
初
期
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
に
お
い
て
は
、「
左
派
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
関
係
に
お
い
て
問
わ
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た（

１
（。

テ
イ
ラ
ー
の
思
考
も
ま
た
、
こ
う
し
た
文
脈
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
「
第
一
の
政

策
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」［G

onick,	（（（（:	（（

］
で
あ
っ
た
テ
イ
ラ
ー
は
、
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
執
筆
す
る
中
で
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
左
派
勢
力
の

高
橋
侑
生

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
に
お
け
る

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー

─
─
「
承
認
の
政
治
」
の
源
流
と
し
て
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
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構
築
と
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
現
と
を
密
接
不
可
分
な
課
題
と
す
る
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。

こ
う
し
た
文
脈
の
精
査
を
通
じ
て
強
調
し
た
い
の
は
、「
承
認
の
政
治
」
論
文
（
一
九
九
二
年
）
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

非
対
称
的
連
邦
制
と
い
う
憲
法
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン（

２
（が

、
彼
独
自
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
の
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
文
化
的
な
承
認
を
め
ぐ
る
思
考
は
、
社
会
民
主
主
義
の
可
能
性
を

め
ぐ
る
思
考
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
、

承
認
や
和
解
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
や
分
極
化
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
示
す
。

一　

問
題
の
所
存

テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
」
論
文
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』（
一
九
七
一
年
）
以
降
の
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
に
対
す
る
理

論
的
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
焦
点
が
、
個
人
的
な
諸
権
利

と
経
済
的
な
「
再
配
分
」
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
集
合
的
な
生
、
と
り
わ
け
、
文
化
的
な
共
同
体
の
「
承
認
」
を
主
題
化
し

た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
再
配
分
／
承
認
と
い
う
図
式
は
、
と
も
す
る
と
、
経
済
／
文
化
と
い
う
図
式
へ
と
一
般
化
さ
れ
る
。
問
題
は
、
こ

う
し
た
通
念
的
な
図
式
が
テ
イ
ラ
ー
解
釈
に
持
ち
込
ま
れ
る
時
、
彼
の
承
認
論
の
背
後
に
あ
る
社
会
経
済
的
な
問
題
関
心
が
看
過
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
イ
ラ
ー
が
、
一
貫
し
て
、
資
本
主
義
の
病
理
を
問
う
「
社
会
主
義
的
な
知
識
人
」［T

aylor,	（（（0:	（0

］
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
忘
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
の
論
争
の
う
ち
に
、
そ
う

し
た
テ
イ
ラ
ー
解
釈
の
誘
惑
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
れ
ど
も
、
文
化
的
イ
シ
ュ
ー
に
限
定
さ
れ
た
承

認
論
を
理
論
的
に
拡
張
す
べ
き
だ
と
考
え
る
点
で
一
致
す
る
が
、
そ
の
際
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
」
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
狭
隘

な
承
認
論
と
し
て
言
及
さ
れ
る
［
フ
レ
イ
ザ
ー
・
ホ
ネ
ッ
ト
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
三
─
四
頁
］。
あ
る
い
は
、
カ
ト
リ
ー
ナ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
は
、

『
正
義
論
』
以
降
の
政
治
哲
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
対
比
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
集
合
的
な
生
を
主
題
化
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
一
方
で
、
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文
化
的
な
共
同
体
が
特
権
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
変
革
の
た
め
の
集
合
的
な
行
為
主
体
を
め
ぐ
る
議
論
が
制
約
さ
れ
て
し
ま
っ

た
と
批
判
し
て
い
る
［Forrester,	（0（（:	（（（-（（（

］。

し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
」
が
、
社
会
経
済
的
な
問
題
関
心
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
解
は
適
切
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、
非
対
称
的
連
邦
制
を
通
じ
た
二
文
化
社
会
の
実
現
と
い
う
彼
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン（

３
（は

、
一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
の
政
治
状
況
を
文
脈
と
し
て

精
緻
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
同
時
期
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
方
針
策
定
に
関
与
し
、
文
化
を
横
断
し
た
左
派
勢
力
の
連
合

を
主
導
的
に
構
想
し
て
い
た
。
同
党
の
「
主
要
な
関
心
事
は
、
政
治
的
議
論
を
、
言
語
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ

た
イ
シ
ュ
ー
か
ら
、
富
裕
層
と
貧
困
層
、
経
済
的
権
力
を
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
分
断
へ
と
移
す
こ
と
で
あ
っ
た
」［M

orton,	（（（（:	（

］
の

で
あ
り
、
テ
イ
ラ
ー
の
課
題
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
承
認
問
題
と
連
邦
レ
ベ
ル
の
経
済
問
題
と
を
架
橋
す
る
こ
と
に
あ
っ
た（

４
（。

確
か
に
、
彼
の

社
会
経
済
的
な
問
題
関
心
を
「
承
認
の
政
治
」
論
文
だ
け
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
に
お
け
る
経
済
／

文
化
と
い
う
問
題
領
域
間
の
絡
み
合
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
な
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
彼
の
論
攷
を
広
く
参
照
す
る
必
要

が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
が
直
面
し
た
政
治
状
況
を
再
構
築
し
、
そ
れ
を
文
脈
と
し
て
、

同
時
期
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
論
攷
を
検
討
す
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
研
究
の
み
な
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
政
治
史
研
究

に
も
一
定
の
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
活
動
の
仔
細
に
注
目
し
、
そ
れ
と

彼
の
論
攷
を
広
く
関
連
づ
け
る
試
み
は
存
在
し
な
い（

５
（。

そ
も
そ
も
、
一
九
六
〇
年
代
の
論
攷
の
殆
ど
が
参
照
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
脈
を
念
頭
に
、
ロ
ー
ル
ズ
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い（

６
（。

そ
の
た
め
、
一
九
六
〇
年
代
に
注
目
す
る
本
稿
は
、
従
来
と
は
異
な
る

仕
方
で
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
読
み
解
い
て
い
く
た
め
の
視
座
を
提
供
し
う
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
が
示
唆
す

る
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
論
理
に
対
抗
す
る
政
治
的
主
体
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
も
の
と
し
て
解
釈

し
て
い
く
可
能
性
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
節
は
、
主
に
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
四
年
を
対
象
と
す
る
。
ま
ず
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
創
設
の
歴
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史
的
文
脈
を
確
認
し
、
テ
イ
ラ
ー
が
同
党
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
が
直
面
し
た
課
題
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
テ
イ
ラ
ー
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
引
き
受
け
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
は
、
主
に
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年

を
対
象
と
す
る
。
ま
ず
、
テ
イ
ラ
ー
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
方
針
と
し
て
精
緻
化
し
た
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
を
検
討
し
、
カ
ナ
ダ
が

抱
え
る
経
済
問
題
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
承
認
問
題
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
内
部
に
生
じ
た
「
左
派
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
対
立
を
参
照
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
的
立
場
を
明
確
化
す
る
。
第
四
節
に
お
い
て
、
本
稿
全
体
の
ま
と
め
を
行

う
。二　

テ
イ
ラ
ー
と
カ
ナ
ダ
新
民
主
党
─
─
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
左
派
政
党
の
確
立
に
向
け
て

１　

Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
創
設
と
そ
の
文
脈

Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
（
協
同
連
邦
党
：C

o-operative	C
om

m
onw

ealth	F
ederation

）
が
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
六
一
年
に
創

設
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
カ
ナ
ダ
連
邦
政
治
の
状
況
に
注
目
し
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
再
編
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
確
認
す
る
。

一
九
六
一
年
の
カ
ナ
ダ
連
邦
政
治
に
お
い
て
は
、
進
歩
保
守
党
が
下
院
の
過
半
数
を
占
め
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
が
首
相

を
務
め
て
い
た
。
彼
は
、
一
九
五
七
年
連
邦
総
選
挙
で
当
時
の
ル
イ
・
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
首
相
が
率
い
る
自
由
党
を
下
し
、
一
九
五
八
年
連
邦

総
選
挙
で
二
六
三
議
席
の
う
ち
二
〇
八
議
席
を
獲
得
す
る
と
い
う
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
た
［Sayers,	（0（（

］。
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
は
、

「
一
つ
の
カ
ナ
ダ
（one	Canada

）」
と
い
っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
の
自
殺
な
ど
に
起
因
す
る
対
米
感
情
の
悪
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
始
ま
り
、
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
時
代
は
、
キ
ュ
ー

バ
危
機
に
お
け
る
Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｄ
問
題
や
ボ
マ
ー
ク
ミ
サ
イ
ル
の
核
弾
頭
受
け
入
れ
問
題
な
ど
、
外
交
・
軍
事
政
策
に
お
け
る
加
米
間
の
軋
轢

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
［
櫻
田
、
二
〇
〇
六
年
、
三
章
］。
自
由
党
の
レ
ス
タ
ー
・
ピ
ア
ソ
ン
は
、
一
九
六
二
年
連
邦
総
選
挙
に
敗
北
し
た

も
の
の
、
核
弾
頭
の
受
け
入
れ
を
宣
言
す
る
な
ど
明
確
な
対
米
協
調
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
六
三
年
連
邦
総
選
挙
に
お
い
て
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政
権
奪
還
に
成
功
し
た
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
英
語
系
カ
ナ
ダ
人
の
あ
い
だ
で
、
ア
メ
リ

カ
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
の
外
交
・
軍
事
的
従
属
、
あ
る
い
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
経
済
的
従
属
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
創
設
さ
れ
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
方
針
は
、
こ
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
Ｃ
Ｃ
Ｆ
か
ら
再
編
さ
れ
る
に
至
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
が
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
一
九
五
八
年
連

邦
総
選
挙
に
お
い
て
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
と
は
、
連
邦
下
院
内
に
お
い
て
自
由
党
と
距
離
を
お
く
左
派
議
員

（
所
謂
「
ジ
ン
ジ
ャ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」）
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
政
党
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｆ
設
立
の
目
的
は
、
各
地
域
に
お
け
る
労
働
運
動
と
農
民
運

動
の
連
携
、
お
よ
び
、
地
域
を
超
え
た
諸
運
動
の
連
携
の
実
現
に
よ
っ
て
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に
対
抗
し
う
る
左
派
勢
力
を
構
築
・

強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
［M

orton,	（（（（:	Ch.	（

］。
同
党
の
指
導
者
た
ち
は
社
会
的
福
音
の
影
響
下
に
あ
り
、
党
綱
領
『
レ
ジ
ャ
イ
ナ
宣
言
』

（
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
政
府
は
、
資
本
主
義
を
廃
絶
し
、
社
会
化
さ
れ
た
完
全
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
に
移
す
ま
で
満
足
す

る
こ
と
は
な
い
」［Cross,	（（（（:	.（（

］
と
主
張
し
つ
つ
、
共
産
主
義
者
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
で
一
貫
し
て
い
た
。
Ｃ
Ｃ
Ｆ
が
最
も
支
持

を
集
め
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
経
済
計
画
と
い
う
展
望
に
現
実
感
が
あ
っ
た
こ

と
や
戦
後
社
会
保
障
へ
の
要
求
の
高
ま
り
が
挙
げ
ら
れ
る
［B

locker,	（0（（:	（（

］。
と
り
わ
け
、
一
九
四
四
年
か
ら
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
政

権
（
Ｔ
・
Ｃ
・
ダ
グ
ラ
ス
首
相
）
を
担
当
し
、
進
歩
的
な
社
会
保
障
政
策
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
カ
ナ
ダ
の
福
祉
政
策
に
大
き
な
財

産
を
残
し
た
。
だ
が
、
戦
後
の
豊
か
さ
と
冷
戦
下
に
お
け
る
社
会
主
義
へ
の
疑
念
を
前
に
、
党
勢
は
伸
び
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
五
六
年

に
は
、
党
代
表
Ｍ
・
Ｊ
・
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
と
党
首
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
の
主
導
に
よ
り
『
ウ
ィ
ニ
ペ
グ
宣
言
』
を
採
択
し
、
混
合
経

済
の
明
示
的
な
肯
定
と
戦
後
社
会
へ
の
適
応
を
宣
言
す
る
こ
と
で
、
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
が
図
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
直
後
に
行
わ
れ
た
の
が

上
述
の
一
九
五
八
年
総
選
挙
で
あ
る
。
そ
こ
で
Ｃ
Ｃ
Ｆ
は
八
議
席
し
か
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
も
落
選
し
た
。
綱
領

の
変
更
だ
け
で
党
勢
が
上
向
く
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
結
果
は
根
本
的
な
組
織
改
編
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
員
と
資
金
を
必
要

と
す
る
戦
後
の
連
邦
総
選
挙
を
戦
う
に
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
支
持
基
盤
を
確
保
し
、
党
組
織
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
Ｃ
Ｃ
Ｆ
は
、
一
九
五
六
年
に
創
設
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
労
働
組
合
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
Ｃ
Ｌ
Ｃ
（C

anadian	Labour	C
ongress

）
と
連
携
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し
、
強
固
な
組
織
的
基
盤
を
も
っ
た
大
衆
政
党
へ
と
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

７
（。

そ
し
て
、
一
九
六
一
年
に
行
わ
れ
た
創
設
大
会
（
七
月

三
一
日
か
ら
八
月
四
日
）
に
お
い
て
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
正
式
に
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
党
代
表（

８
（に

は
、
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
首
相
を
辞
任
し
た
ダ
グ

ラ
ス
が
選
出
さ
れ
た
。

２　

テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
意
義

テ
イ
ラ
ー
は
、
一
九
六
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
か
ら
帰
国
し
、
同
年
に
開
催
さ
れ
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
創
設
大
会
に
新
党
ク
ラ
ブ
の
代
表

と
し
て
参
加
し
た
。
こ
の
帰
国
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
「
僥
倖
」
で
あ
っ
た
と
い
う
［Redhead,	（00（:	（（

］。
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
参
加

を
契
機
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
同
党
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

テ
イ
ラ
ー
は
、「
国
家
と
政
党
政
治
」
論
文
（
一
九
六
二
年
）
に
お
い
て
、
Ｃ
・
Ｂ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
『
カ
ナ
ダ
政
治
の
階
級
分
析

─
─
ア
ル
バ
ー
タ
の
民
主
主
義
』（
一
九
五
三
年
）
を
参
照
し
つ
つ
、カ
ナ
ダ
に
お
け
る
既
存
の
二
大
政
党
制
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

そ
の
政
党
制
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統
一
に
向
か
う
傾
向
が
あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
人
々
に
真
の
分
断
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
見
せ
か
け
に
過
ぎ
な
い
統
一
を
形
成
す
る
傾
向
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
す
政

党
は
、
支
持
を
求
め
る
諸
集
団
の
間
に
あ
る
差
異
を
忘
れ
さ
せ
る
程
度
に
お
い
て
、
効
果
的
だ
か
ら
で
あ
る
。〔
…
〕
諸
政
党
は
分
断
を

避
け
る
だ
け
で
な
く
、
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
隠
す
傾
向
さ
え
あ
る
。［T

aylor,	（（（（:	（（（

］

二
大
政
党
は
、
市
場
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
よ
う
に
、
支
持
者
を
可
能
な
限
り
広
く
集
め
る
こ
と
に
徹
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
的

な
分
断
は
調
停
さ
れ
、
将
来
的
な
支
持
層
と
な
り
う
る
少
数
派
に
も
一
定
の
保
護
が
提
供
さ
れ
る
。
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
い
う
「
政
治
の
市

場
理
論
」
の
観
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
二
大
政
党
制
は
規
範
的
に
擁
護
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
に
つ
い
て

の
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経
済
学
的
理
論
に
よ
っ
て
、
統
治
は
単
な
る
調
停
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
の
運
命
を
決
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、
重
大
な
欠
点
を
美
徳
と
取
り
違
え
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。〔
む
し
ろ
〕
民
主
主
義
に
お
け
る

政
党
の
主
た
る
役
割
は
、
社
会
の
運
命
の
解
釈
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
有
権
者
が
政
府
の
活
動
に
介
入
し
、
そ
の
時
々
の
重
要
な
問

題
を
決
定
す
る
た
め
の
媒
介
者
で
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
政
党
の
主
要
な
タ
ス
ク
は
、
有
権
者
に

選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。［T

aylor,	（（（（:	（（0

］

一
方
で
、
議
会
制
民
主
主
義
は
、「
断
絶
、
過
激
主
義
、
暴
力
よ
り
も
、
調
停
、
節
度
、
説
得
に
よ
っ
て
、
主
張
が
推
し
進
め
ら
れ
る
よ
う

な
枠
組
を
創
り
出
す
」
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
［T

aylor,	（（（（:	（（0

］。
他
方
で
、
社
会
が
進
歩
す
る
た
め
に
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
装
い

を
打
破
し
、
現
状
維
持
か
改
革
か
と
い
う
根
本
的
な
選
択
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
そ
う
し
た
選
択
の
た
め
に
は
、「
階

級
間
の
緊
張
」
に
依
拠
し
た
左
派
政
党
が
不
可
欠
だ
と
説
く
［T

aylor,	（（（（:	（（（

］。
彼
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
カ
ナ
ダ
政
治
の
未
来
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
小
選
挙
区
制
の
下
、
第
三
政
党
が
選
択
肢
と
な
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
直
面
し
た
最
初
の
試
練
は
、
一
九
六
二

年
と
一
九
六
三
年
に
連
続
し
て
行
わ
れ
た
連
邦
総
選
挙
で
あ
る
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
獲
得
議
席
数
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
と
一
八
で
あ
り
、
二
五
議
席
を

獲
得
し
た
Ｃ
Ｃ
Ｆ
時
代
の
一
九
五
七
年
連
邦
総
選
挙
を
下
回
っ
た
ば
か
り
か
、
社
会
信
用
党
の
台
頭
に
よ
り
第
四
党
に
転
落
し
た
［Sayers,	

（0（（

］。
テ
イ
ラ
ー
自
身
も
、M

ount	R
oyal

選
挙
区
か
ら
二
度
出
馬
し
、
い
ず
れ
も
落
選
し
た
。
こ
う
し
た
失
敗
の
結
果
、
一
九
六
三
年

八
月
に
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
レ
ジ
ャ
イ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
第
二
回
連
邦
党
大
会
に
は
不
満
が
渦
巻
い
て
い
た
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
創
設
に
意

味
は
あ
っ
た
の
か
。
党
組
織
の
官
僚
化
と
政
策
方
針
の
穏
健
化
を
受
け
入
れ
て
ま
で
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
と
の
提
携
を
進
め
る
必
要
は
あ
っ
た
の
か
。

奇
し
く
も
三
十
年
前
に
「
資
本
主
義
の
廃
絶
」
を
掲
げ
る
『
レ
ジ
ャ
イ
ナ
宣
言
』
が
採
択
さ
れ
た
地
に
お
い
て
、
往
年
の
活
動
家
た
ち
の
あ

い
だ
に
は
Ｃ
Ｃ
Ｆ
復
活
の
動
き
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
党
内
に
お
け
る
こ
う
し
た
動
向
は
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
価
値
を
切
り
下
げ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
下
院
議
員
コ
リ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
と
も
に
「
原
則
と
目
的
」
声
明
を
起
草
し
、
巧
み
な
言
葉
選
び

で
、
活
動
家
た
ち
の
不
満
に
応
答
し
つ
つ
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
へ
の
回
帰
を
牽
制
し
た
の
で
あ
る
［M

orton,	（（（（:	（（-（

］。
こ
の
声
明
の
表
現
に
つ
い
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て
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
Ｃ
Ｃ
Ｆ
か
ら
進
歩
し
て
い
な
い
証
左
だ
と
い
う
党
内
右
派
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
テ
イ
ラ
ー
は
激
し
く
反
発

し
て
い
る
［T

aylor,	（（（（

］。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
価
値
は
、
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
選
挙
結
果
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ

る
。
声
明
の
言
葉
尻
を
捕
ら
え
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
同
一
性
を
云
々
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
論
じ
る
べ
き
は
、
二
回
の
連
邦
総

選
挙
に
お
い
て
、「
党
と
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
共
感
し
て
い
る
有
権
者
の
多
く
に
、
カ
ナ
ダ
政
治
に
お
け
る
従
来
の
選
択
肢
の
外
に
投
票
し
、

「
票
を
無
駄
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［T

aylor,	（（（（:	（（0

］。
テ
イ
ラ
ー

は
、「
時
代
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
何
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
そ
、
知
恵
を
絞
る
べ
き
だ
と

主
張
す
る
［T

aylor,	（（（（:	（（（

］。
そ
し
て
、
彼
自
身
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
執
行
部
に
お
い
て
、「
時
代
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
定
式
化
す
る
た

め
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

３　

Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
役
割

Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
役
割
は
、
執
行
部
に
お
け
る
政
策
提
言
に
留
ま
ら
な
い
。
地
域
意
識
が
強
い
カ
ナ
ダ

に
お
い
て
、「
時
代
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ど
う
伝
え
る
か
」
と
い
う
課
題
は
各
州
の
支
部
が
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
も

ま
た
、
出
身
地
で
あ
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
支
部
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
）
に
お
い
て
積
極
的
に
活
動
し
た
。
そ
れ
故
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
彼
の
役
割
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
活
動
に
着
目
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
と
っ
て
ケ
ベ
ッ
ク
州
は
鬼
門
で
あ
る
。
当
時
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
割
り
当
て
ら
れ
た
議
席
数
は
、
下
院
総
議
席
の
四
分
の
一
を
超

え
て
い
た
［Sayers,	（0（（

］。
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
政
権
を
狙
う
た
め
に
は
、
同
州
に
お
け
る
議
席
獲
得
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
か
し
問
題
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
が
同
州
に
支
持
基
盤
を
構
築
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、
次
の
二
点
に
整
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
に
対
す
る
理
解
が
進
ま
な
か
っ
た
。
Ｃ
Ｃ
Ｆ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
な
色
彩
を
も
つ
英
語
圏
の
諸
運
動
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
同
州
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
に
と
っ
て
は
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
ま
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
有
力
者
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
警
告
と
非
難
を
公
然
と
行
っ
て
い

た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
た
［O

liver	and	T
aylor,	（（（（:	（（（

］。
第
二
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
側
に
お
い
て
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
へ
の
理
解
が
不
十
分
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で
あ
っ
た
。
党
内
部
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
に
対
す
る
偏
見
が
根
深
く
残
っ
て
い
た
［Sarra-B

ournet,	（（（（:	（（

］。
ま
た
、
連
邦

レ
ベ
ル
で
の
経
済
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
重
視
す
る
中
央
集
権
的
な
志
向
が
強
く
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
要
求
は
偏
狭
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
［Erickson	and	Laycock,	（0（（:	（（

］。
か
く
し
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
Ｃ
Ｃ
Ｆ
時
代
の
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
覆
し
、

ケ
ベ
ッ
ク
州
内
に
新
た
な
支
持
基
盤
を
構
築
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、「
新
党
が
創
設
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
カ

ナ
ダ
の
民
主
的
な
左
派
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
が
育
た
な
か
っ
た
ケ
ベ
ッ
ク
に
根
を
下
ろ
す
機
会
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
」［O

liver	and	T
aylor,	

（（（（:	（（（

］。

そ
の
点
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
創
設
大
会
に
Ｆ
Ｔ
Ｑ
（Fédération	des	travailleurs	et	travailleuses	du	Q

uébec

）
の
代
表
団
が
大
挙
し
て
参
加
し
た

時
に
は
、
新
党
の
前
途
に
光
明
が
見
出
さ
れ
た
［O

liver	and	T
aylor,	（（（（:	（（（-（

］。
大
会
は
、
党
規
約
に
お
け
る
「national

」
と
い
う
語

を
、「federal

」
や
「C

anadian
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
る
な
ど
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
の
参
加
者
を
熱
烈
に
歓
迎
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

要
求
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
形
で
、「
二
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
平
等
性
の
実
現
を
新
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
［Cross,	

（（（（:	（（-（0

］。
本
稿
に
と
っ
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
、
創
設
の
時
点
に
お
い
て
、「
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
保
障
す
る
」［Cross,	（（（（:	（（

］
と
宣
言
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
非
対
称
的
連
邦
制
の
擁
護
は
、
こ

う
し
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
創
設
時
の
方
針
を
支
持
し
、
具
体
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
約
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
は
、
新
し
い
党
に
と
っ
て
ま
だ
砂
漠
の
よ
う
な

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」［M

orton,	（（（（:	（（

］。
選
挙
を
有
利
に
戦
う
だ
け
の
安
定
し
た
組
織
と
財
政
基
盤
を
備
え
た
ケ
ベ
ッ
ク
支
部
な
る
も
の

が
、
突
如
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
実
際
、
一
九
六
二
・
一
九
六
三
年
の
連
邦
総
選
挙
は
「
臨
時
評
議
会
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

た
［Lam

oureux,	（（（（:	C
h.	（（

］。
そ
れ
故
、
選
挙
後
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
強
固
な
ケ
ベ
ッ
ク
支
部
を
設
立
す
る
こ
と
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
州
政
治
に
お
い
て
一
定
の
存
在
感
を
発
揮
し
、
連
邦
／
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
相
乗
的
に
支
持
者
を
拡
大
で
き
る
よ
う
な
支
部

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
こ
う
し
た
支
部
の
設
立
に
失
敗
し
た
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
［O

liver	and	T
aylor,	（（（（:	（（（-（

］。
第

一
に
、
二
回
の
連
邦
総
選
挙
が
短
期
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
的
・
財
政
的
な
資
源
が
枯
渇
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
ケ
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ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
分
離
主
義
的
な
方
向
に
伸
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
要
因
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
九
六
〇
年
の
州
議
会
選
挙
で
ジ
ャ
ン
・
ル
サ
ー
ジ
率
い
る
ケ
ベ
ッ
ク
自
由
党
が
勝
利
し
、「
静
か
な
革
命
」
と
呼
ば
れ
る

産
業
・
教
育
政
策
の
近
代
化
が
急
速
に
進
行
す
る
中
に
お
い
て
拡
大
し
た（

９
（。

そ
れ
は
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
に
対
す
る
英
語

系
カ
ナ
ダ
人
の
経
済
的
優
位
性
の
打
破
を
課
題
と
し
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
政
府
の
権
限
拡
張
を
要
求
す
る
。
そ
の
要
求
に
は
様
々
な
程
度
が
あ

る
が
、「
共
通
し
て
い
る
の
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
政
府
と
そ
の
仕
組
み
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
敵
意
に
も
発
展
し
う
る
と

い
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
［T

aylor,	（（（（a:	（

］。

こ
う
し
た
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
（
Ｎ
Ｄ
Ｐ
ケ
ベ
ッ
ク
支
部
）
設
立
に
も
大
き
く
影
響
し
た
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
連
邦
／
州

レ
ベ
ル
で
政
権
を
目
指
す
政
党
で
あ
る
以
上
、
党
組
織
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
の
地
位
は
、
未
来
の
あ
る
べ
き
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
地
位
を
反
映
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
臨
時
評
議
会
に
は
、
既
に
、
連
邦
党
と
の
連
携
を
重
視
す
る
連
邦
主
義
者
と
よ
り
広
範
な
自

律
性
を
主
張
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
対
立
が
潜
在
し
て
い
た
［Lam

oureux,	（（（（:	（（（-（（（

］。
そ
し
て
、
選
挙
後
の
一
九
六
三
年
七
月

に
開
催
さ
れ
た
「
方
向
性
会
議
（Congrès	d
’Orientation

）」
に
お
い
て
、
両
者
の
分
裂
が
決
定
的
と
な
る
［T

aylor,	（（（（a:	（

］。
同
会
議
で

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
過
半
数
を
占
め
、
州
政
治
の
た
め
の
組
織
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
分
離
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
一
月
に

は
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
ケ
ベ
ッ
ク
支
部
元
代
表
の
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ャ
ル
ト
ラ
ン
を
代
表
と
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ｑ
（Parti	socialiste	du	Q

uébec

）
が
設
立
さ

れ
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
は
限
定
的
な
協
力
関
係
を
築
く
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た（

（1
（

。
結
果
と
し
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
活
動
領
域
は
連
邦

選
挙
に
制
約
さ
れ
、
支
持
層
を
拡
大
す
る
機
会
は
大
き
く
失
わ
れ
た
。
同
時
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
を
構
成
す
る
人
的
リ
ソ
ー
ス
も
大
い
に
奪
わ

れ
、
常
設
組
織
の
確
立
は
一
九
六
五
年
ま
で
ず
れ
込
む
こ
と
と
な
る
。

こ
の
間
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
一
貫
し
た
連
邦
主
義
者
と
し
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
左
派
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
引
き
留
め
る
べ
く
努
力
し
て
い
た
。
例
え

ば
、
第
二
回
連
邦
党
大
会
（
一
九
六
三
年
八
月
）
に
お
い
て
は
、
連
邦
党
首
マ
イ
ケ
ル
・
オ
リ
バ
ー
と
共
に
、
英
語
系
カ
ナ
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
語

系
カ
ナ
ダ
と
い
う
「
二
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
平
等
性
を
再
確
認
す
る
よ
う
訴
え
、
非
対
称
的
連
邦
制
に
関
す
る
よ
り
柔
軟
な
構
想
へ
の
支

持
を
確
保
し
て
い
る
［M

orton,	（（（（:	（（

］。

そ
も
そ
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
な
ぜ
連
邦
主
義
を
支
持
す
る
の
か
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
が
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
支
持
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
上
述



309　高橋侑生【一九六〇年代カナダにおけるチャールズ・テイラー】

の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
左
派
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
を
必
要
と
し
て
い
る
理
由
が
問
題
と
な
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
「
包
括
的
思
考
（la	pensée	globale

）」
を
批
判
す
る
［T

aylor,	（（（（b

］。
確

か
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
の
社
会
経
済
的
な
苦
境
を
解
決
す
る
上
で
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
権
限
要
求
に
は
必
要
不

可
欠
な
も
の
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
う
し
た
要
求
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
願
望
と
い
う
よ
り
も
、
状
況
の
必
要
性
か
ら
生
じ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
［T

aylor,	（（（（a:	（

］。
社
会
経
済
的
な
苦
境
は
、
必
ず
し
も
、
州
政
府
の
政
治
的
自
律
性
を
高
め
さ
え
す

れ
ば
解
決
す
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
意
味
で
の
）
経
済
的
疎
外
は
、
そ
の
原
因
─
─
そ
れ
は
、
一
般
的
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
疎
外
が
な
い
場
所
に
も

存
在
す
る
─
─
に
つ
い
て
も
、
そ
の
解
決
法
に
つ
い
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
疎
外
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。〔
…
〕
こ
こ
で
二
つ
の

異
な
る
現
象
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
、
全
て
を
同
じ
見
出
し
の
下
に
置
き
、
単

一
の
解
決
策
に
よ
っ
て
全
て
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
言
葉
の
混
同
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。［T

aylor,	（（（（b:	（（

］

全
て
の
問
題
を
解
決
す
る
唯
一
の
策
が
あ
る
と
い
う
「
包
括
的
思
考
」
は
、
具
体
的
な
問
題
認
識
と
適
切
な
解
決
策
の
定
式
化
を
妨
げ
る
。

包
括
的
な
解
決
策
と
し
て
独
立
に
訴
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、「
独
立
の
編
成
に
長
い
時
間
が
か
か
り
、
そ
の
間
、
我
々
の
眼
前
に
あ
る

真
に
重
要
な
問
題
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
解
決
で
き
な
い
」
と
い
う
リ
ス
ク
を
全
く
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
安
易
に
「
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
効
果
的
な
選
挙
行
為
か
ら
自
ら
を
切
り
離
す
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
［T

aylor,	（（（（b:	（（-（

］。
ま
た
、そ
の
行
き
着
く
先
は
「
全

体
主
義
」
で
あ
り
、「
民
主
主
義
を
破
壊
し
、
盲
目
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
行
う
こ
と
」
を
正
当
化
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
［T

aylor,	（（（（b:	（

（
（（
（（

］。

ケ
ベ
ッ
ク
州
の
左
派
が
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
の
社
会
経
済
的
な
苦
境
を
真
剣
に
解
決
し
た
い
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
連
邦
政
府
と
ケ

ベ
ッ
ク
州
政
府
の
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
を
柔
軟
か
つ
協
調
的
に
調
整
す
る
た
め
の
制
度
を
作
り
出
す
こ
と
の
方
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
左
派
に
対
し
て
、
連
邦
政
治
に
お
け
る
代
弁
者
、
つ
ま
り
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
連
携
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と

説
く
の
で
あ
る
。
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本
節
の
議
論
を
ま
と
め
た
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
の
連
邦
主
義
者
と
し
て
、
連
邦
政
党
た
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
左
派

を
架
橋
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
創
設
大
会
で
示
さ
れ
た
方
針
を
具
体
化
し
、「
憲

法
問
題
の
解
決
策
を
見
出
す
と
い
う
仕
事
」
を
引
き
受
け
、「
そ
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
哲
学
的
才
覚
が
厳
し
く
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」

［M
orton,	（（（（:	（（

］。
他
方
で
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
に
お
い
て
は
、
分
離
主
義
者
を
牽
制
し
つ
つ
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
の
常
設
組
織
を
確
立
す
る
た
め
に

奔
走
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
」
の
端
緒
は
、
一
九
六
一
年
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
創
設
大
会
に
あ
る
と

言
っ
て
良
い
。「
階
級
間
の
緊
張
」
に
根
ざ
し
、
公
正
な
経
済
発
展
や
充
実
し
た
社
会
保
障
の
実
現
を
目
指
す
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
と
っ
て
、
党
勢
を

拡
大
す
る
た
め
に
も
、「
二
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
平
等
性
を
実
現
す
る
と
い
う
公
約
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化

さ
れ
る
べ
き
か
。
経
済
／
文
化
と
い
う
問
題
領
域
が
不
可
避
的
に
交
差
す
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
一
方
が
他
方

に
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
の
交
点
に
お
い
て
思
考
し
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
一
九
六

〇
年
代
後
半
の
政
治
状
況
を
背
景
に
、
こ
う
し
た
思
考
を
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
と
し
て
理
論
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

三　

テ
イ
ラ
ー
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
─
─
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な
独
立
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
承
認

１　

テ
イ
ラ
ー
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
何
か

一
九
六
〇
年
代
後
半
の
カ
ナ
ダ
は
、
英
語
系
カ
ナ
ダ
人
の
間
に
お
い
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ピ
ア
ソ
ン

政
権
下
に
お
い
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
イ
ベ
ン
ト
が
連
続
し
た
（
例
え
ば
、
一
九
六
五
年
の
国
旗
制
定
、
一
九
六
七
年
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
万
国
博
覧

会
）。
し
ば
し
ば
、
こ
う
し
た
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
に
対
す
る
強
い
懸
念
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
の
一
つ

は
、
外
交
・
軍
事
政
策
に
お
け
る
加
米
間
の
軋
轢
で
あ
る
。
首
相
が
ピ
ア
ソ
ン
に
代
わ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
軋
轢
が
払
拭
さ
れ
た
訳
で
は
な

い
［
櫻
田
、
二
〇
〇
六
年
、
四
章
］。
更
に
、
公
民
権
運
動
や
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
道
徳
的
な
対
米
批
判
に
よ
っ
て
、
と

り
わ
け
学
生
の
う
ち
に
、
カ
ナ
ダ
の
対
米
独
立
、
あ
る
い
は
「
存
続
（survival

）」
へ
の
問
題
関
心
が
拡
大
し
た
。
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こ
う
し
た
問
題
関
心
の
拡
大
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ラ
ン
ト
の
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
哀
歌
』（
一
九
六
五
年
）
で
あ
る
。

同
書
は
、
ト
ー
リ
ー
的
な
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
独
自
性
の
維
持
が
も
は
や
不
可
能
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
不
可
能
性
は
、
連

邦
総
選
挙
に
お
け
る
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
の
敗
北
の
う
ち
に
明
確
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
グ
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
の
敗
北
は
歴
史
的

必
然
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
産
業
技
術
文
明
は
、
個
人
の
無
制
限
な
自
由
を
要
求
す
る
。
そ
の
拡
大
を
前
に
、
カ
ナ
ダ
で
あ
れ

ど
こ
で
あ
れ
、
も
は
や
保
守
主
義
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
。「
我
々
の
時
代
に
お
け
る
保
守
主
義
の
不
可
能
性
は
、
カ
ナ
ダ
の
不
可
能
性

で
あ
る
」［Grant,	（00（:	（（
］。

こ
う
し
た
グ
ラ
ン
ト
の
議
論
は
若
き
知
識
人
を
大
い
に
触
発
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
も
例
外
で
は
な
い
。
実
際
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
一

連
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
グ
ラ
ン
ト
に
応
答
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
［T

aylor,	（（（（a:	（0-（

］。
テ
イ
ラ
ー
は
、
グ
ラ
ン
ト
に
抗

い
、
依
然
と
し
て
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
主
張
を
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
成
功
と
関
連
づ
け

る
。
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な
対
米
独
立
の
可
能
性
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
左
派
政
党
の
確
立
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
論
説
を
横
断
的
に
参
照
し
、「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き

構
想
の
内
実
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想
の
う
ち
に
お
い
て
非
対
称
的
連
邦
制
が
擁
護
さ
れ
た
仕
方
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
一
見
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
す
る
。
曰
く
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
カ
ナ
ダ
の
支
配
と
い
う

「
問
題
の
核
心
は
、
結
局
、
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
」［T

aylor,	（（（（:	（

］。
カ
ナ
ダ
の
政
治
的
自
律
性
は
、
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
、

そ
し
て
、
そ
れ
に
起
因
す
る
貿
易
の
対
米
依
存
と
赤
字
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
と
は
、
関
税
を
回
避
し

よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
企
業
が
カ
ナ
ダ
国
内
に
支
社
と
工
場
を
次
々
と
設
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
経
済
構
造
を
い
う
。
こ
の

構
造
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
の
子
会
社
が
ア
メ
リ
カ
の
親
会
社
の
意
向
に
拘
束
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
不
必
要
か
つ
不
利
な
取
引
を
強
い
ら

れ
、
対
米
依
存
と
赤
字
が
慢
性
化
す
る
。
更
に
、
創
造
的
な
研
究
活
動
が
親
会
社
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
際
的
に
競
争
力
の
あ
る
産
業

が
カ
ナ
ダ
国
内
に
育
た
な
い
。
そ
れ
故
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
カ
ナ
ダ
の
対
米
独
立
は
、
経
済
構
造
を
改
革
し
、
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
を

打
破
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
。
改
革
の
た
め
に
次
の
三
つ
の
政
策
が
提
案
さ
れ
る
［T

aylor,	（（（（a:	（（-（;	（（（（:	（

］。
第
一

に
、
海
外
借
入
金
に
占
め
る
直
接
投
資
の
割
合
を
減
ら
す
こ
と
。
第
二
に
、
親
会
社
と
の
取
引
の
情
報
公
開
を
子
会
社
に
対
し
て
求
め
る
こ
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と
。
そ
し
て
第
三
に
、
カ
ナ
ダ
開
発
基
金
を
設
立
し
、
公
的
な
経
済
計
画
に
お
い
て
投
資
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
に

充
実
し
た
研
究
環
境
と
起
業
家
精
神
を
養
う
こ
と
。
こ
う
し
た
政
策
を
通
じ
た
経
済
的
な
対
米
独
立
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
、
公
正
な
経
済
発
展
や
充
実
し
た
社
会
保
障
と
い
っ
た
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
よ
っ
て
設
定
・

制
約
さ
れ
た
政
治
的
優
先
順
位
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
問
い
が
提
起
さ
れ
る
。
第
一
に
、
分
離
主
義
的
な
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
彼
の

批
判
は
、
彼
の
擁
護
す
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な

対
米
独
立
は
、
ど
う
い
っ
た
政
治
的
主
体
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
か
。

第
一
の
問
い
に
つ
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
区
別
す
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
生
活
に
参
加
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
も
の
全
て
に
絶
対
的
な
価
値
を
置
き
、
こ
れ
を
正
誤
の
判

定
基
準
と
す
る
よ
う
な
情
緒
的
な
感
情
（the	visceral	em

otion

）
の
こ
と
を
意
味
し
う
る
。
近
代
世
界
は
、
こ
の
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
生
み
出
し
た
残
骸
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。〔
…
〕
し
か
し
、
我
々
が
こ
う
し
た
情
緒
的
な
タ
イ
プ
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
魅
了
さ
れ
る
と
い
う
想
像
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
我
々
は
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
を
構
成
す
る
諸
文
化
、
あ

る
い
は
「
諸
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
だ
け
が
、
こ
の
種
の
感
情
を
生
み
出
す
だ
け
の
一
体
性
を
有
し
て
い
る
。〔
…
〕
し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
は
も
う
一
つ
の
種
類
が
あ
る
（
実
際
に
は
、
い
く
つ
も
の
種
類
が
あ
る
が
）。
そ
れ
は
、
あ
る
人
々
が
共
に
行
動
す
る
（do	together

）

こ
と
の
重
要
性
や
、
そ
の
集
合
的
成
果
と
共
通
目
標
（com

m
on	goals

）
の
重
要
性
の
感
覚
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
。［T

aylor,	（（（（:	（

］

実
現
可
能
な
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
独
断
的
な
真
正
性
の
主
張
に
転
化
す
る
よ
う
な
「
情
緒
的
な
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な

く
、
何
ら
か
の
「
共
通
目
標
」
の
追
求
を
核
心
と
し
た
「
未
来
志
向
の
（prospective

）」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
擁
護
可
能
で
あ
る

［T
aylor,	（（（（a:	（（;	（（（（:	（-（

］。
そ
し
て
、
そ
の
「
共
通
目
標
」
に
よ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
の
対
米
独
立
の
追
求
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
正
当
化
さ
れ
う

る
。
そ
う
し
た
「
共
通
目
標
」
の
候
補
は
三
つ
あ
る
［T

aylor,	（（（（a:	（（-（;	（（（（a:	（（;	（（（（:	（
］。
第
一
に
、
カ
ナ
ダ
国
内
の
各
地
域
を
複
合
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的
か
つ
公
正
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
第
二
に
、
二
文
化
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
途
上
国
と
の
連
携
を
通
じ
て
平
和
的
な
外
交
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
第
二
の
目
標
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
二
文
化
社
会
の
実
現
が
、
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

正
当
化
す
る
理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
問
い
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
既
存
の
二
大
政
党
は
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
独
立
を
追
求
す
る
政
治
的
主
体
た
り
え
な
い

［T
aylor,	（（（（a:	（（;	（（（（:	（0-（

］。
そ
れ
ら
は
、
強
力
な
経
済
政
策
を
展
開
す
る
だ
け
の
政
治
的
基
盤
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し

か
し
、
両
者
が
連
邦
レ
ベ
ル
で
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
的
な
調
整
能
力
の
故
で
あ
り
、
問
題
解
決
能
力
が
あ
る
か
ら
と
い
う

訳
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
自
由
党
に
し
ろ
、
進
歩
保
守
党
に
し
ろ
、
そ
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
的
能
力
を
民
間
企
業
か
ら
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
確

保
し
て
い
る
以
上
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
と
の
経
済
的
統
合
を
進
め
る
「
大
陸
主
義
者
（continentalist

）」
以
外
の
何
者
に
も
な
り

え
な
い
。

そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な
対
米
独
立
を
実
現
す
る
政
治
的
主
体
は
、
非
エ
リ
ー
ト
に
支
持
基
盤
を
有
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
リ
ー
ト
の

設
定
し
た
政
治
的
優
先
順
位
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
左
派
政
党
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
だ
が
「
改
革
の
た
め
の
強
固
な
政
治
的
基

盤
を
も
つ
改
革
政
党
が
、
カ
ナ
ダ
全
域
で
統
一
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
私
〔
＝
テ
イ
ラ
ー
〕
の
分
析
が
正
し
け
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
に
経
済
的

独
立
を
も
た
ら
す
よ
う
な
政
策
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
汎
カ
ナ
ダ
的
な
左
派
同
盟
の
不
在
が
原
因
で
あ
る
」［T

aylor,	（（（（a:	

（（

］。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
左
派
連
合
を
構
築
す
る
こ
と
こ
そ
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
存
在
意
義
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
構
想
す
る

経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
媒
介
を
不
可
欠
と
す
る
「
左
派
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
精
緻
化
さ
れ
る
。

新
し
い
カ
ナ
ダ
を
構
築
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
？　

あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国
中
の
左
派
を
団
結
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
？
〔
…
〕
カ
ナ
ダ
の
左
派
に
は
、
農
民
と
労
働
者
の
間
、
英
語
圏
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
間
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
亀
裂
が
あ
る
。

Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
一
つ
目
の
亀
裂
を
埋
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。〔
…
〕
そ
し
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
の
こ
の
政
党
の
台
頭
は
、
二
つ
目
の
希
望
を

私
た
ち
に
与
え
て
い
る
。［T

aylor,	（（（（a:	（（

（
傍
点
執
筆
者
）］
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こ
こ
に
お
い
て
は
、
非
対
称
的
連
邦
制
を
通
じ
た
二
文
化
社
会
の
実
現
が
、
左
派
連
合
を
構
築
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
ま
た
同
時
に
、
地
域
横
断
的
な
左
派
連
合
が
、
両
文
化
の
間
に
「
共
通
目
標
」
を
与
え
、
二
文
化
社
会
を
安
定
化
す
る
と
さ
れ
る
。
テ

イ
ラ
ー
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
に
お
い
て
は
、「〔
二
文
化
間
の
〕
統
一
と
〔
対
米
独
立
と
い
う
〕
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
分
離

不
可
能
な
仕
方
で
絡
み
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
、
社
会
経
済
的
な
線
に
沿
っ
た
カ
ナ
ダ
政
治
の
分
極
化
（polarization

）
と
結
び
つ

い
て
い
る
の
で
あ
る
」［T

aylor,	（（（（:	（（

］。
一
九
六
〇
年
代
は
、
そ
う
し
た
「
分
極
化
」
の
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
、
カ
ナ
ダ
が
経
済
的
な

対
米
独
立
を
追
求
し
、
社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
政
治
学
者
ガ
ッ
ド
・
ホ
ロ
ウ
ィ
ッ

ツ
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、「
カ
ナ
ダ
政
治
あ
る
い
は
カ
ナ
ダ
社
会
の
う
ち
に
、
左
右
の
分
極
化
に
向
か
う
サ
イ
ン
は
あ
る
の

か
？
」
と
問
わ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
が
、
そ
の
思
想
や
伝
統
的
な
見
解
を
大
幅
に
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
、〔
英
語
系
と
フ
ラ
ン
ス
語
系
と
の
〕
結

び
つ
き
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
瞬
間
し
か
な
い
の
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
思
想
の
革
命
が
、
徹
底

的
に
内
向
き
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
方
向
に
向
か
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
カ
ナ
ダ
の
終
焉
と
な
る
で
し
ょ
う
し
、
カ
ナ
ダ
の
存
続
の

希
望
の
終
焉
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、〔
…
〕
五
年
後
に
は
手
遅
れ
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
サ
イ
ン
は
あ
る

の
で
す
。［T

aylor,	（（（（b:	（（

（
傍
点
執
筆
者
）］

ま
と
め
よ
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
圏
に
お
い
て
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
方
針
を
定
式
化
す
る
。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に

お
け
る
左
派
連
合
の
構
築
な
く
し
て
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な
対
米
独
立
は
あ
り
得
な
い
し
、
経
済
的
な
対
米
独
立
が
な
け
れ
ば
、
公
正
な
経

済
発
展
や
充
実
し
た
社
会
保
障
の
実
施
可
能
性
は
大
き
く
制
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
非
対
称
的
連
邦
制
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
こ
う

し
た
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
経
済
的
な
対
米
独
立
を
正
当
化
す
る
理

念
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
左
派
連
合
の
構
築
の
た
め
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
左
派
連
合
の
構
築
が
、
二
文

化
間
の
和
解
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
経
済
／
文
化
と
い
う
問
題
領
域
を
横
断
し
た
構
想
を
精
緻
化
し
た
。
彼
は
、
こ
の
構
想
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
反
映
さ
せ
る
べ
く
積
極
的
に
活
動
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
九
年
、「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
激
し
い
党
内
対
立
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２　

テ
イ
ラ
ー
と
『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
─
─
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
対
立

一
九
六
三
年
の
連
邦
総
選
挙
後
に
お
け
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
一
九
六
四
年
四
月
の
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
議
会
選
挙
に
よ
っ
て
追
い
打
ち
を
か

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
公
的
医
療
保
険
導
入
に
対
す
る
医
師
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
余
波
を
受
け
て
、
一
九
四
四
年
以
来
の
政
権
を
失
っ
た
の

で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
六
四
年
後
半
、
幾
つ
か
の
予
備
選
挙
に
勝
利
し
た
こ
と
で
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
立
ち
直
り
始
め
る
［M

orton,	（（（（:	Ch.	（

］。

ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
い
て
も
進
展
が
あ
っ
た
。
一
九
六
五
年
三
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
の
常
設
組
織
が
正
式
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

［Lam
oureux,	（（（（:	Ch.	（（

］。
代
表
に
就
任
し
た
ロ
ベ
ー
ル
・
ク
リ
シ
ュ
は
、
一
九
六
三
年
以
来
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
を
率
い
て
き
た
弁
護
士
で
あ
り
、

「
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
に
党
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
〔
…
〕
後
に
も
先
に
も
な
い
ほ
ど
の
力
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
人
物
で
あ
っ
た
［O

liver	and	

T
aylor,	（（（（:	（（（-（;	cf.	T

aylor,	（（（0

］。
ク
リ
シ
ュ
の
影
響
力
を
背
景
に
、
一
九
六
五
年
七
月
の
第
三
回
連
邦
党
大
会
に
お
い
て
は
、
ケ
ベ
ッ

ク
州
が
連
邦
に
お
い
て
「
特
別
の
地
位
（special	status
）」
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
［N

D
P,	（（（（:	（0

］、
連
邦
政
府
と
州
政
府
と

が
共
同
で
経
済
計
画
に
関
与
す
る
ス
キ
ー
ム
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
［M

orton,	（（（（:	（0;	cf.	T
aylor,	（（（（c

］。
そ
し
て
、
一
九
六
五
年
の
連
邦

総
選
挙
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
は
、
議
席
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
全
国
平
均
に
匹
敵
す
る
得
票
率
を
獲
得
し
た
［Sarra-B

ournet,	

（（（（:	（（

］。
Ｎ
Ｄ
Ｐ
全
体
と
し
て
も
、
前
評
判
を
覆
し
、
三
議
席
と
は
い
え
議
席
数
を
伸
ば
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
六
年
の
マ
ニ
ト
バ
州

議
会
選
挙
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
議
会
選
挙
、
一
九
六
七
年
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
議
会
選
挙
に
お
い
て
も
議
席
数
を
伸
ば
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
連
邦
総
選
挙
へ
の
期
待
は
否
応
な
し
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
一
九
六
五
年
の
連
邦
総
選
挙
にM

ount	R
oyal

選
挙
区
か
ら
出
馬
し
た
が
、
後
の
首
相
ピ
エ
ー
ル
・
ト
ル
ド
ー
に
敗
れ

た
。
と
は
い
え
、
一
九
六
六
年
に
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
副
党
首
に
就
任
し
、
名
実
と
も
に
Ｎ
Ｄ
Ｐ
執
行
部
の
中
心
人
物
と
な
る
［R

edhead,	（00（:	

（（

］。
副
党
首
テ
イ
ラ
ー
は
、
自
ら
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
へ
の
理
解
を
党
内
に
広
げ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
活
動
し
た
。
例
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え
ば
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
娘
で
あ
る
カ
リ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
、
国
外
か
ら
の
直
接
投
資
問
題
を

研
究
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
［Levitt,	（（（0:	xix

］。
ま
た
、
一
九
六
六
年
か
ら
六
七
年
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
ト
ロ
ン
ト

大
学
の
経
済
学
者
メ
ル
・
ワ
ト
キ
ン
ス
を
論
者
と
し
て
、
対
米
経
済
問
題
を
め
ぐ
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
［B

locker,	

（0（（:	（（0-（
］。
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
の
第
四
回
連
邦
党
大
会
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
に
か
ん
す
る
声
明
が
採
択
さ
れ

［M
orton,	（（（（:	（（

］、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
「
特
別
な
地
位
」
を
支
持
す
る
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
も
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
［O

liver	

and	T
aylor,	（（（（:	（（（

］。

か
く
し
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
一
九
六
八
年
の
連
邦
総
選
挙
を
迎
え
る
。
選
挙
戦
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
『
外
国
所
有
と
カ
ナ
ダ
の
産
業
構
造
』

報
告
書
（
通
称
『
ワ
ト
キ
ン
ス
報
告
書
』）
を
支
持
し
、
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
二
大
政
党
に
論
戦
を
仕
掛
け
る
こ
と
と
な
る
。

同
報
告
書
は
、
自
由
党
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
枢
密
院
議
長
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
座
長
：
ワ
ト
キ
ン
ス
）
の
成
果
で

あ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
多
国
籍
企
業
の
問
題
と
解
決
策
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。
だ
が
、『
ワ
ト
キ
ン
ス
報
告
書
』
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
有

効
な
武
器
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
有
権
者
に
広
く
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
、
一
九
六
八
年
の
カ
ナ
ダ
が
所
謂
「
ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
」
の
只
中
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
ピ
ア
ソ
ン
首
相
の

退
任
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
首
相
ト
ル
ド
ー
が
、
古
い
政
治
に
風
穴
を
開
け
る
若
い
知
的
な
政
治
家
と
し
て
登
場
し
、
旋
風
を
巻
き
起
こ
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
過
激
化
す
る
中
に
お
い
て
、
彼
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
分
離
主
義
に
厳
し
く
対
処

す
る
フ
ラ
ン
ス
語
系
カ
ナ
ダ
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
際
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
論
点
に
お
い
て
Ｎ

Ｄ
Ｐ
は
守
勢
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
が
分
離
主
義
者
を
牽
制
し
つ
つ
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
左
派
連
合
を
構
築
す
る
た
め
に
擁

護
し
て
き
た
非
対
称
的
連
邦
制
の
構
想
が
、
分
離
主
義
者
へ
の
軟
弱
な
譲
歩
と
し
て
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
［M

orton,	（（（（:	

（（

］。
結
果
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
一
議
席
増
に
留
ま
り
、
事
前
の
期
待
は
決
定
的
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
に
と
っ
て
は
、

テ
イ
ラ
ー
が
出
馬
し
たD

ollard

選
挙
区
を
含
め
て
、
重
点
的
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
選
挙
区
で
議
席
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

と
り
わ
け
、
代
表
の
ク
リ
シ
ュ
が
落
選
し
、
引
退
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
取
返
し
の
つ
か
な
い
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
［O

liver	and	

T
aylor,	（（（（:	（（（

］。
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Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
再
び
失
意
に
沈
ん
だ
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、『
独
立
し
た
社
会
主
義
的
カ
ナ
ダ
の
た
め
の
宣
言
』

（
通
称
『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』）
で
あ
る
。『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
は
、『
報
告
書
』
の
作
成
過
程
に
お
い
て
左
傾
化
し
た
ワ
ト
キ
ン
ス
を
中
心
に
、
Ｎ

Ｄ
Ｐ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
化
を
望
む
若
き
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
た
ち
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た（

（1
（

。
そ
の
内
容
は
、
左
派
勢
力
の
伸
展
に
よ
っ
て
の
み
、

カ
ナ
ダ
の
経
済
的
独
立
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
る
点
で
、
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
と
重
な
り
合
う
。
だ
が
、『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の

ア
ク
セ
ン
ト
は
、
む
し
ろ
、
議
会
外
に
お
け
る
運
動
の
中
心
性
、
Ｃ
Ｃ
Ｆ
へ
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
社
会
主
義
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ア
メ
リ
カ

帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
、
分
離
主
義
的
な
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
共
感
と
い
っ
た
主
張
に
置
か
れ
て
い
る
。

新
民
主
党
は
、
根
本
的
な
社
会
変
化
に
寄
与
す
る
運
動
の
、
議
会
的
な
翼
（parliam

entary	w
ing

）
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
…
〕
資
本
主
義
は
、
カ
ナ
ダ
国
民
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
社
会
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
投
資
計
画
、
生
産
手
段
の
公
的
所
有
に
置
き

換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕
統
一
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
現
実
に
対
抗
す
る
成
功
し
た
戦
略
を
追
求

す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
の
歴
史
と
願
望
は
、「
二
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
一
つ
の
闘
争
」
と
い
う
共
通
の
認
識
か

ら
新
し
い
紐
帯
が
生
ま
れ
る
と
い
う
確
信
の
も
と
に
、
十
分
に
表
現
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［C

ross,	

（（（（:	（（-（

］

こ
う
し
た
主
張
は
、
公
民
権
運
動
や
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
に
触
発
さ
れ
た
道
徳
的
な
対
米
批
判
、
そ
し
て
、
連
邦
総
選
挙
に
失
敗
し
続
け
る

Ｎ
Ｄ
Ｐ
へ
の
不
満
を
背
景
に
支
持
を
集
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
支
持
者
（
以
下
ワ
フ
ラ
ー
）
は
、
一
九
六
九
年
十
月
に
開
催
さ
れ
る
第
五

回
連
邦
党
大
会
に
お
け
る
採
択
を
目
指
し
て
、
運
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

第
五
回
連
邦
党
大
会
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
紛
糾
し
た
大
会
と
な
っ
た
。
ま
ず
各
委
員
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
主
流
派
と
ワ
フ
ラ
ー
と
が
対

立
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
委
員
会
に
お
い
て
、
ワ
フ
ラ
ー
の
主
張
を
退
け
、
非
対
称
的
連
邦
制
を
擁
護
す
る
た
め
に
論
陣
を
張
っ

た
［Jones,	（（（（:	（0;	N

ew
m

an,	（（（（:	（（

］。
勿
論
、
党
大
会
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の
採
決
で
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
、

『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
に
対
抗
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
と
共
に
『
統
合
さ
れ
独
立
し
た
カ
ナ
ダ
の
た
め
に
』（
通
称
『
マ
シ
ュ
マ
ロ
決
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議
』）
を
起
草
し
、
こ
れ
を
提
出
す
る
［M

orton,	（（（（:	（（

］。
そ
し
て
、
Ｔ
Ｖ
で
全
国
放
送
さ
れ
た
討
論
会
を
経
て
、
最
終
的
に
『
マ
シ
ュ
マ

ロ
決
議
』
が
四
九
九
票
対
二
六
八
票
で
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の
何
を
問
題
に
し
た
の
か
。
彼
は
、
後
に
撤
回
し
た
と
は
い
え
、
一
度
は
同
宣
言
に
署
名
を
し
て
お
り

［M
orton,	（（（（:	（（;	Blocker,	（0（（:	（（（

］、「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
主
唱
者
と
し
て
、
若
き
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
た
ち
の
主
張
に
一
定
の

共
感
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
だ
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
彼
ら
の
主
張
が
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
批
判
を
軸
と
し
て
い
る
こ
と
に
同
意
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

私
が
考
え
る
大
会
の
大
い
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
成
果
は
、『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の
お
か
げ
で
、
私
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
政
策

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま

り
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
独
立
に
関
す
る
政
策
を
劇
的
に
表
現
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
国
民
に
緊
急
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
政
策
な
の
で
あ
る
。〔
…
〕
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
に
影
響
さ
れ
た
多
く
の
人
々
が
Ｎ
Ｄ
Ｙ
〔
＝
Ｎ
Ｄ
Ｐ

青
年
部
〕
や
党
に
参
加
す
る
こ
と
〔
…
〕
は
、
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
た
純
粋
な
疎
外
の
政
治
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
。〔
…
〕
し

か
し
、
他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
執
着
が
か
な
り
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
反
米
主
義
」
と
い
う
問
題
に
か
ん
し
て
、

こ
れ
ま
で
で
最
も
不
毛
な
党
内
論
争
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。［T

aylor,	（（（（:	（-（

（
傍
点
執
筆
者
）］

上
述
の
通
り
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
未
来
志
向
の
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
カ
ナ
ダ
独
自
の
「
共
通
目
標
」
を
中
心
に
、
文

化
的
な
分
断
を
超
え
て
左
派
が
連
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
道
徳
的
批
判
は
、
経
済
的
な
対
米
独
立
を
正
当
化

す
る
「
共
通
目
標
」
に
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
批
判
の
観
点
か
ら
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
連
帯
を
訴
え
る
こ
と

は
、
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
あ
る
既
存
の
連
邦
制
に
対
す
る
敵
意
と
分
離
主
義
を
煽
る
だ
け
で
あ
る
─
─
そ
れ
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る

社
会
経
済
的
な
諸
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
ワ
フ
ラ
ー
に
求
め
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
「
共
通
目

標
」
を
具
体
化
し
、
そ
れ
へ
の
支
持
を
広
く
集
め
る
た
め
に
党
内
で
、
そ
し
て
、
選
挙
区
に
お
い
て
努
力
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一
九
六
九
年
の
テ
イ
ラ
ー
は
ワ
フ
ラ
ー
と
の
融
和
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
フ
ラ
ー
は
、
そ
の
主
張
を
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
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化
さ
せ
つ
つ
、
独
自
の
党
内
勢
力
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
七
二
年
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
党
執
行
部
に
よ
る
解
散

要
求
を
受
け
て
ワ
フ
ラ
ー
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
か
ら
離
脱
す
る
ま
で
、
党
内
の
対
立
は
深
刻
化
す
る
こ
と
と
な
る
［M

orton,	（（（（:	Ch.	（

］。

３　

テ
イ
ラ
ー
と
一
九
七
〇
年
─
─
社
会
民
主
主
義
の
問
い
直
し
へ

一
九
七
〇
年
、
テ
イ
ラ
ー
は
単
著
『
政
治
の
パ
タ
ー
ン
』
を
公
刊
す
る（

（1
（

。
そ
の
内
容
は
、
彼
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
の
総
括

と
言
っ
て
良
い
［T

aylor,	（（（0a

］。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
装
い
を
打
破
す
る
「
分
極
化
の
政
治
（politics	of	polarization

）」
な
し
に
は
、
ア
メ

リ
カ
資
本
の
力
に
支
え
ら
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
リ
ー
ト
に
挑
戦
す
る
こ
と
も
、
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
そ
れ
は
、
公
正
な
経
済
発
展
や
充
実
し
た
社
会
保
障
を
諦
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、「
分
極
化
の
政
治
」
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
「
共
通
目
標
」
を
掲
げ
、
二
文
化
を
横
断
し
た
左
派
勢
力
の
連
合
を
必
要
と
す
る
。
非
対
称
的
連
邦
制
の
実
現
は
、
そ
う
し
た

「
共
通
目
標
」
の
一
つ
で
も
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
、
す
な
わ
ち
、
左
派
連
合
の
構
築
に

よ
る
政
治
的
分
極
化
と
二
文
化
社
会
の
実
現
と
い
う
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、「
対
話
社
会
（dialogue	society

）」
の
構
想
と
し
て
特
徴
づ

け
直
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
構
想
は
一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
の
政
治
状
況
を
文
脈
と
し
て
精
緻
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最

後
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
一
貫
性
と
い
う
よ
り
も
、『
政
治
の
パ
タ
ー
ン
』
に
見
ら
れ
る
新
た
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
同
書
は
、
一

九
六
〇
年
代
末
の
経
験
、
つ
ま
り
、
一
九
六
八
年
の
連
邦
総
選
挙
に
お
け
る
ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
と
、『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
を
背
後
か
ら
支
え

て
い
る
学
生
反
乱
と
に
よ
っ
て
状
況
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
思
索
は
、
両
者
の
狭
間
に
お
い
て
、
政
治
参
加
の
源
泉
と
社
会
民
主

主
義
の
問
い
直
し
へ
と
向
か
い
始
め
る
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
と
学
生
反
乱
の
う
ち
に
、
政
治
参
加
の
不
適
切
な
形
態
を
見
て
取
る
［T

aylor,	（（（0a:	C
h.	（

］。
一
方

で
、
ト
ル
ド
ー
は
、
社
会
改
革
に
参
加
し
た
い
と
い
う
市
民
の
願
望
を
引
き
受
け
た
が
、
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
具
体
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
提
示
せ
ず
に
、
古
い
政
治
と
の
決
別
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
彼
自
身
が
改
革
を
志
向
し
て
い
る

と
し
て
も
、
自
由
党
内
に
お
い
て
は
、
経
済
構
造
の
変
革
に
着
手
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
せ
い
ぜ
い
ス
タ
イ
ル
や
感
性
の
変
化
を
表
現
で
き
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る
に
留
ま
る
。
結
局
、
ト
ル
ド
ー
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
政
治
が
勝
利
し
た
」
の
で
あ
る
［T

aylor,	（（（0a:	

（
］。
他
方
で
、
学
生
の
反
乱
が
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
も
な
い
。
確
か
に
、
政
治
・
経
済
的
な
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
批
判
的
な
感
受

性
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
を
全
面
的
に
拒
絶
・
転
覆
す
る
こ
と
で
新
し
い
社
会
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
信
念
は
、「
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
上
昇
が
全
人
類
の
問
題
を
解
決
す
る
と
考
え
る
人
々
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
瓜
二
つ
で
あ
る
」［T

aylor,	

（（（0a:	（（

］。

上
述
の
通
り
、
議
会
を
通
じ
た
改
革
の
擁
護
は
一
九
六
〇
年
代
を
一
貫
し
て
い
る
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
と
学
生

反
乱
を
巡
る
考
察
に
お
い
て
、
市
民
の
政
治
参
加
の
あ
り
方
が
、
そ
の
源
泉
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
ら
か
の
よ
り
広
い
意
味
あ
る
生
に
接
触
し
た
い
と
い
う
願
望

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、〔
ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
〕
参
加
の
何
ら
か
の
マ
ジ
カ

ル
な
幻
想
と
し
て
、
あ
る
い
は
、〔
学
生
た
ち
の
反
抗
に
典
型
的
で
あ
る
よ
う
な
〕
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
の
全
体
的
な
意
味
の
統
合
さ
れ
た
ウ
ェ

ブ
を
再
構
築
す
る
試
み
と
し
て
、
政
治
的
領
域
に
参
入
し
て
く
る
限
り
、
民
主
化
の
ニ
ー
ズ
と
一
致
し
な
い
。〔
…
〕
よ
り
有
意
義
な
民

主
主
義
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
挑
戦
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
権
力
の
次
元
を
論
争
に
持
ち
込
む
で
あ
ろ
う
、
分
極
化
の
政
治
を
要
請
す

る
。［T

aylor,	（（（0a:	（（（

（
傍
点
執
筆
者
）］

テ
イ
ラ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、「
何
ら
か
の
よ
り
広
く
、
よ
り
十
全
で
、
よ
り
有
意
味
な
生
に
接
触
す
る
こ
と
へ
の
普
遍
的
な
人
間
的
願
望

の
観
点
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
政
治
の
重
要
な
次
元
が
あ
る
」［T

aylor,	（（（0a:	（0（

］
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
願
望
」
は
、

ト
ル
ド
ー
マ
ニ
ア
と
し
て
も
、
学
生
反
乱
と
し
て
も
表
出
し
う
る
。「
分
極
化
の
政
治
」
が
こ
う
し
た
「
願
望
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
以
上
、
そ
の
分
析
・
理
解
が
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
政
治
」
と
過
激
な
政
治
運
動
と
の
間
で
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
い
つ
ま

で
も
立
ち
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ケ
ベ
ッ
ク
州
を
め
ぐ
る
一
九
七
〇
年
の
政
治
状
況
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
課
題
の
緊
急
性
は
増
大
し
た
。
一
九
六
八
年
に
Ｐ
Ｓ
Ｑ
が
解
散

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
は
、
一
九
七
〇
年
四
月
の
州
議
会
選
挙
に
候
補
者
を
立
て
た
。
こ
の
選
挙
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
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が
議
席
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
一
九
六
八
年
に
創
設
さ
れ
た
独
立
主
義
政
党
Ｐ
Ｑ
（Parti	Q

uébécois

）
が
七
議
席
を

獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
明
ら
か
に
新
た
な
フ
ェ
イ
ズ
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
半
年
後
、
Ｆ
Ｌ
Ｑ
（Front	de	Libération	du	Q

uébec

）
が
ケ
ベ
ッ
ク
州
副
首
相
の
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ポ
ル
ト
を
誘
拐
・
殺
害
し
、
い
わ
ゆ

る
十
月
危
機
が
起
き
る
。
ト
ル
ド
ー
首
相
は
戦
時
措
置
法
を
発
動
し
、
強
力
な
警
察
権
を
解
放
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
主
流
派
を
困
難

な
立
場
に
追
い
込
む
こ
と
と
な
る
─
─
分
離
主
義
と
Ｆ
Ｌ
Ｑ
の
テ
ロ
を
支
持
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
戦
時
措
置
法
と
い
う
過
剰
な
統
制
・

介
入
に
も
反
対
し
な
く
て
は
い
け
な
い
［Cf.	T

aylor,	（（（0b

］。
そ
の
よ
う
な
中
、
ワ
フ
ラ
ー
は
、
Ｐ
Ｑ
と
の
連
携
を
ち
ら
つ
か
せ
つ
つ
、
分

離
主
義
へ
の
支
持
を
表
明
す
る
［Sm

art,	（（（0:	（（（-（

］。
一
九
七
一
年
二
月
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
が
、
レ
イ
モ
ン
・
ラ
リ
ベ
ル
テ
新
代
表
の
下
、

分
離
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
ワ
フ
ラ
ー
と
の
同
盟
を
宣
言
す
る
こ
と
と
な
る
［M

orton,	（（（（:	（（（

］。
か
く
し

て
、
一
九
六
〇
年
代
の
テ
イ
ラ
ー
が
構
想
し
て
き
た
非
対
称
的
連
邦
制
、
そ
し
て
地
域
横
断
的
な
左
派
連
合
の
可
能
性
は
、
ト
ル
ド
ー
の
中

央
集
権
的
な
統
治
と
過
激
化
す
る
政
治
運
動
と
の
間
で
、
急
速
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
テ
イ
ラ
ー
自
身
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
副
党

首
を
退
き
、
一
九
七
二
年
の
連
邦
総
選
挙
に
出
馬
し
な
い
と
い
う
重
要
な
決
断
を
下
す
［Redhead,	（00（:	（（

］。

だ
が
、
テ
イ
ラ
ー
が
Ｎ
Ｄ
Ｐ
を
支
え
る
重
要
な
知
識
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
変
わ
っ
た
の
は
状
況
で
あ
る
。
状
況
の
変
化

に
合
わ
せ
て
、
彼
の
仕
事
は
、「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
方
針
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
か
ら
、
過
激
な
政
治
運
動

が
支
持
さ
れ
る
論
理
を
批
判
し
つ
つ
、
社
会
民
主
主
義
の
源
泉
と
可
能
性
を
問
い
直
す
こ
と
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
［T

aylor,	（（（（;	

（（（（

］。
四　

お
わ
り
に

一
九
七
一
年
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
第
六
回
連
邦
党
大
会
に
お
い
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
が
、
ワ
フ
ラ
ー
の
中
心
人
物
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ラ
ク
サ
ー
と
の
競
争
に
勝
利
し
、
二
代
目
の
党
代
表
に
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
代
表
選
に
至
る
ま
で
、
当
の
ル
イ
ス
を
含
め
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
主
流

派
は
、
テ
イ
ラ
ー
を
、
ダ
グ
ラ
ス
の
後
継
者
に
と
考
え
て
い
た
［B

locker,	（0（（:	（（（

］。
だ
が
、
党
代
表
と
な
る
た
め
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
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外
の
安
全
な
選
挙
区
か
ら
連
邦
選
挙
に
出
馬
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
Ｎ

Ｄ
Ｐ
執
行
部
の
み
な
ら
ず
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
以
降
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
分

離
主
義
的
な
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
牽
制
し
つ
つ
、
創
設
大
会
以
来
の
基
本
方
針
で
あ
る
非
対
称
的
連
邦
制
の
実
現
を
擁
護
し
続

け
る
─
─
第
六
回
連
邦
党
大
会
に
お
い
て
は
、
ワ
フ
ラ
ー
に
対
抗
し
て
連
邦
主
義
を
擁
護
し
つ
つ
、
ト
ル
ド
ー
の
戦
時
措
置
法
を
非
難
す
る

決
議
を
起
草
し
た
［Sm

art,	（（（0:	（00

］。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
、
非
対
称
的
連
邦
制
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
を
中
心

と
し
た
文
化
横
断
的
な
左
派
連
合
を
構
築
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
よ
る
カ
ナ
ダ
支
配
に
挑
戦
し
、
公
正
な
経
済
発
展
や

充
実
し
た
社
会
保
障
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
左
派
連
合
の
構
築
を
通
じ
て
こ
そ
、
二
文
化
間
の
対

話
と
和
解
が
促
進
さ
れ
る
と
テ
イ
ラ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を
、
独
自
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
と
し
て
特
徴
づ
け
、
一
九
六
〇
年
代
の
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｑ
と
い
う
文
脈
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
き
た
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
承
認
論
は
、「
社
会
経
済
的
な
線
に
沿
っ
た
カ
ナ
ダ
政
治
の
分
極
化
」
を
め
ぐ
る
主
張
と
深

く
絡
み
合
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
は
、
経
済
／
文
化
と
い
う
問
題
領
域
が
一

方
に
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
双
方
に
対
し
て
統
合
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
批
判
（
第
一

節
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
政
党
た
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
行
く
末
を
常
に
案
じ
て
い
た
テ
イ
ラ
ー
の
思
考
が
、
文
化
的
な
共
同
体
の
位
相
を
超
え

て
、
変
革
の
た
め
の
集
合
的
な
行
為
主
体
の
構
築
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

集
合
的
行
為
（collective	action

）
と
い
う
考
え
が
あ
れ
ば
、
平
等
と
は
、
人
々
の
生
の
機
会
を
均
等
に
す
る
〔
…
〕
た
め
の
行
為
に

よ
っ
て
、
常
に
作
り
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が
出
発
す
る
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
確
立
す
る
こ
と
に
留
ま
ら

な
い
。
む
し
ろ
、
均
等
化
を
目
指
し
た
集
合
的
行
為
の
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
す
。［T

aylor,	（（（（b:	（（

］

文
化
的
共
同
体
が
社
会
経
済
的
な
勢
力
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
承
認
論
を
読
み
解
く
上
で
重
要

で
あ
る
。
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上
述
し
た
通
り
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
テ
イ
ラ
ー
の
理
論
化
の
力
点
は
、「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
の
定
式
化
か
ら
、
社
会
民

主
主
義
の
源
泉
と
可
能
性
の
問
い
直
し
へ
と
移
行
し
て
い
く（

（1
（

。
そ
の
点
、
重
要
な
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
形
成
史
に
お
い
て
画
期
と

な
る
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』（
一
九
七
五
年
）
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
七
六
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
赴
任
す
る
ま
で
、
マ
ギ
ル
大
学
に
お
い
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
運
動
に
惹
か
れ
る
学
生
た
ち
と
対
面
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま

た
、
ワ
フ
ラ
ー
と
の
対
立
が
傷
を
残
し
て
い
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
執
行
部
に
お
い
て
依
然
と
し
て
活
動
し
て
い
た
［Redhead,	（00（:	（（

］。
テ
イ
ラ
ー

の
ヘ
ー
ゲ
ル
論
は
、
こ
う
し
た
環
境
の
う
ち
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
一
九
六
〇
年
代
の
思
考
の
延
長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
現
代
の
抗
議
の
源
泉
を
、
ロ
マ
ン
主
義
な
い
し
「
表
現
主

義
（expressivism

）」
に
結
び
付
け
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル=

マ
ル
ク
ス
的
な
和
解
の
実
現
不
可
能
性
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
必
要
な
の
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
い
う
「
絶
対
的
自
由
」
を
要
求
す
る
こ
と
な
し
に
、
状
況
の
う
ち
に
お
い
て
「
表
現
主
義
的
な
抗
議
」
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
だ
と

す
る
［T

aylor,	（（（（:	Ch.	（0

］。
テ
イ
ラ
ー
は
、
理
論
化
の
力
点
が
変
化
し
て
も
、
政
治
的
対
立
を
創
出
す
る
た
め
の
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
」

政
治
を
擁
護
す
る
点
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
カ
ナ
ダ
政
治
を
文
脈
と
し
て
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
深
化

し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
、
承
認
や
和
解
と
い
う
観
点
を
超
え
て
、
対
立
や
分
極
化
と
い
う
観
点
か
ら
読
み

解
い
て
い
く
可
能
性
を
示
し
、
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
思
考
し
た
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
対
照
に
拘
束
さ
れ
な
い
読
解
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
読
解
に
よ
っ
て
こ

そ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
論
理
に
対
抗
す
る
政
治
的
主
体
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
の
思
索
を
焦
点
化
し
、
彼
の
政
治
思
想
の

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

【
謝
辞
】
啓
発
的
か
つ
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
匿
名
査
読
者
の
お
二
方
に
感
謝
致
し
ま
す
。
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（
（
）
本
稿
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
言
説
を
整
理
す
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。
差
し
当
た
り
、Chiarello,	（0（0

を
参
照
。
も
っ
と
も
、
同
研
究
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
経
済
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
広
く
「
ニ
ュ
ー
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（new

	nationalism

）」
と
整
理
し
た
上
で
、『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の
支
持
者
を
中
心
に
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
定
義
す
る

［Chiarello,	（0（0:	Ch.	（

］。
そ
の
場
合
、
テ
イ
ラ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
サ
イ
・
ゴ
ニ
ッ
ク
の
言
う
「
ト
ロ
ン
ト
・
ス
タ
ー-

ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ゴ
ー
ド
ン-
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
ロ
ッ
ト
ス
テ
イ
ン
枢
軸
」［Gonick,	（（（0:	（

］
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
［Chiarello,	（0（0:	Ch.	（-（

］。

だ
が
、
本
稿
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
両
者
の
間
で
微
妙
な
位
置
取
り
を
試
み
て
い
る
こ
と
［T

aylor,	（（（（

］、
お
よ
び
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
お
け
る

Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
重
要
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
を
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
特
徴
づ
け
た
方
が
、
彼
の
思
考
の
文
脈
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
場

合
、「
左
派
」
と
い
う
語
を
、
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
連
邦
政
治
に
お
い
て
自
由
党
よ
り
も
左
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
自

己
意
識
を
捉
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
政
治
に
お
け
る
「
左
派
」
の
意
味
は
、

常
に
論
争
的
で
あ
る
［Redhead,	（00（:	（（

］。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、A

zzi,	（00（

を
参
照
。

（
（
）「
非
対
称
的
連
邦
制
（asym

m
etrical	federalism

）」
と
は
、
州
に
よ
っ
て
政
治
的
権
限
が
異
な
る
連
邦
制
を
い
う
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
非
対
称
的

連
邦
制
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
の
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
構
成
原
理
と
す
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
と
、
地
方
自
治
の
た
め
の
単
位
と
し
て
の
性
格
が
強
い
他
州
と

が
並
存
す
る
か
ら
で
あ
る
［
荒
木
、
二
〇
一
六
年
、
九
─
一
二
頁
］。
テ
イ
ラ
ー
自
身
、
憲
法
問
題
を
め
ぐ
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
基
本
方
針
を
非
対
称
的
連
邦
制

と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
［O

liver	and	T
aylor,	（（（（:	（（（

］。

（
（
）「
承
認
の
政
治
」
論
文
に
は
三
つ
の
主
題
が
あ
る
［T

aylor,	（（（（

］。
第
一
に
、
現
代
政
治
に
お
け
る
承
認
要
求
に
関
す
る
思
想
史
的
説
明
、
第
二

に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
と
非
対
称
的
連
邦
制
の
擁
護
、
第
三
に
、
異
文
化
の
評
価
可
能
性
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿

が
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
」
と
言
う
時
、
基
本
的
に
第
二
の
主
題
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
非
対
称
的
連
邦
制
の
擁
護
を
現
代
政
治
理

論
と
し
て
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
松
元
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
（
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
社
会
経
済
的
な
問
題
関
心
は
、
一
九
五
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
と
し
て
の
活
動
の
延
長
線

上
に
あ
る
。
差
し
当
た
り
、Foks,	（0（（

を
参
照
。

（
（
）
一
九
六
〇
年
代
の
テ
イ
ラ
ー
を
主
題
化
し
た
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
梅
川
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。
同
論
文
は
『
政
治
の
パ
タ
ー
ン
』
の
分
析
を

中
心
に
、
同
時
期
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を
体
系
的
に
整
理
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
形
成
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
／
Ｎ
Ｐ
Ｄ

Ｑ
の
歴
史
に
着
目
し
て
解
明
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
。
注
（
（（
）
も
参
照
。

（
（
）「
承
認
の
政
治
」
論
文
の
直
接
的
な
文
脈
は
、
一
九
八
〇
年
代
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
憲
法
論
争
で
あ
る
。
憲
法
と
い
う
主
題
か
ら
し
て
、
同
論
文
を
ロ
ー
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ル
ズ
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
文
脈
を
前
提
に
一
九

六
〇
年
代
の
諸
論
攷
が
読
ま
れ
る
時
、
テ
イ
ラ
ー
の
社
会
経
済
的
な
問
題
関
心
は
後
景
に
退
き
、
文
化
的
な
問
題
関
心
の
一
貫
性
が
強
調
さ
れ
る
。
例
え

ば
、Redhead,	（00（

、
高
田
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
。

（
（
）
Ｃ
Ｌ
Ｃ
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｌ
（Canadian	Congress	of	Labour

）
と
Ｔ
Ｌ
Ｃ
（T

rade	and	Labour	Congress	of	Canada

）
の
合
同
に
よ
り
創
設
さ

れ
た
。
既
に
Ｃ
Ｃ
Ｌ
は
Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
支
持
を
表
明
し
て
い
た
が
、
内
部
紛
争
か
ら
支
持
基
盤
と
し
て
脆
弱
で
あ
っ
た
［M

orton,	（（（（:	（（

］。
ま
た
、
Ｃ
Ｌ

Ｃ
は
、
創
設
に
ル
イ
ス
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
当
初
か
ら
Ｃ
Ｃ
Ｆ
と
の
連
携
を
視
野
に
い
れ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
労
働
運
動
の
歴
史
と
政
治
的

影
響
力
に
つ
い
て
は
、
新
川
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

（
（
）
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
執
行
部
に
は
代
表
（leader

）
と
党
首
（president

）
が
存
在
す
る
。
代
表
は
基
本
的
に
連
邦
下
院
議
員
が
務
め
、
党
の
顔
と
し
て
活
動

す
る
の
に
対
し
て
、
党
首
は
主
と
し
て
執
行
部
の
中
心
と
な
り
、
党
内
の
運
営
を
主
宰
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
一

年
ま
で
務
め
た
副
党
首
（vice	president

）
と
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
ナ
ン
バ
ー
二
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
（
）
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
憲
法
論
争
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
荒
木
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。
テ
イ
ラ
ー
自
身
が
、
ケ
ベ
ッ

ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
中
産
階
級
中
心
の
現
象
と
し
て
詳
細
に
分
析
し
た
論
攷
と
し
て
、T

aylor,	（（（（b

を
参
照
。

（
（0
）
Ｐ
Ｓ
Ｑ
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
分
離
主
義
に
全
面
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、
支
持
を
失
い
、
消
滅
し
て
い
く
［T

aylor,	（（（（a:	（

］。
Ｐ

Ｓ
Ｑ
の
消
滅
以
降
も
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
支
部
に
よ
る
自
律
性
要
求
に
一
貫
し
て
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の

歴
史
に
つ
い
て
は
、Erickson	and	Laycock,	（0（（

を
参
照
。

（
（（
）
テ
イ
ラ
ー
は
、
分
離
主
義
的
な
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
く
批
判
す
る
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
先
行
研
究
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い
批
判
に
注
目
し
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
一
九
七
五
年
ま
で
と
一
九
七

九
年
か
ら
と
に
区
別
す
る
［Gagnon,	（0（（

］。
だ
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
未
来
志
向
の
」
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
一
貫
し
た
主
張
に
注
目
す
れ
ば
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
じ
方
の
変
化
は
、
彼
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）
ゴ
ー
ド
ン
は
、
ピ
ア
ソ
ン
首
相
の
重
要
な
支
援
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
カ
ナ
ダ
経
済
の
支
配
に
対
す

る
問
題
提
起
を
行
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
財
務
大
臣
時
代
（
一
九
六
三
年
）
に
、
肝
煎
り
の
政
策
で
あ
る
カ
ナ
ダ
企
業
買
収
税
の
導
入
に
失
敗
し
た
こ

と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
カ
ナ
ダ
の
政
財
界
で
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
の
苦
境
は
、
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タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
座
長
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
支
持
者
で
あ
る
ワ
ト
キ
ン
ス
に
依
頼
し
た
こ
と
に
も
看
取
で
き
る
。
ゴ
ー
ド
ン
と
ワ
ト
キ
ン
ス
の
経
歴
、
お
よ

び
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、A

zzi,	（0（（

を
参
照
。

（
（（
）「
ワ
ッ
フ
ル
」
と
い
う
呼
称
は
、「
ぐ
ら
つ
く
（w

affl
e

）
な
ら
ば
、
右
よ
り
、
左
に
ぐ
ら
つ
い
た
方
が
良
い
」
と
い
う
起
草
者
の
軽
口
か
ら
生
ま
れ
た

［A
zzi,	（0（（:	（（

］。
ワ
ト
キ
ン
ス
の
左
傾
化
に
つ
い
て
は
、W

atkins,	（（（（

、『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
の
起
草
過
程
と
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
運
動
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
は
、Blocker,	（0（（

、
第
五
回
連
邦
党
大
会
以
降
に
お
け
る
ワ
フ
ラ
ー
の
思
想
展
開
に
つ
い
て
は
、Chiarello,	（0（0

を
参
照
。

（
（（
）
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
に
は
ワ
フ
ラ
ー
か
ら
も
一
定
の
共
感
が
示
さ
れ
て
い
る
［Gonick,	（（（（:	（（

］。
実
際
、
彼
が
起
草
し
た
「『
統
合
さ
れ
た
カ
ナ

ダ
』
声
明
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
主
流
に
近
い
と
は
い
え
、
以
前
の
党
の
政
策
よ
り
か
な
り
左
側
に
振
れ
て
い
た
」［M

orton,	（（（（:	（（

］。
あ
る
意
味
、
テ
イ

ラ
ー
は
『
ワ
ッ
フ
ル
宣
言
』
を
梃
子
に
し
て
、
自
身
の
「
左
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
構
想
を
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
で
き

た
と
言
え
る
。

（
（（
）
同
書
の
分
析
と
し
て
、
梅
川
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。
梅
川
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
行
政
基
金
論
が
も
つ
中
央
集
権
的
な
性
格
と
、
政
治
参
加
論
に
お
け

る
開
か
れ
た
対
話
の
擁
護
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
は
、
州
の
自
律
性
が
強
い
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
社
会
民
主
主
義
を
標
榜
す
る

連
邦
政
党
で
あ
る
Ｎ
Ｄ
Ｐ
固
有
の
ジ
レ
ン
マ
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
民
主
主
義
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
「
対
話
社
会
」
の
構
想
と
の
矛
盾
で
は
な
く
、
連
関
が
重
要
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
一
方
で
、
カ
ナ
ダ
開
発
基
金
を
始
め
と
す
る
社
会

民
主
主
義
的
な
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
も
文
化
を
横
断
し
た
左
右
の
分
極
化
が
必
要
で
あ
り
、
他
方
で
、
そ
う
し
た
分
極
化
に
よ
っ
て
こ
そ
、
経
済

的
・
社
会
的
弱
者
の
代
弁
者
が
確
立
さ
れ
、
文
化
間
の
対
話
も
促
進
さ
れ
る
［T

aylor,	（（（（b:	（（-（;	（（（0:	Ch.	（

］。
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
左
派
政

党
を
確
立
す
る
こ
と
な
し
に
「
対
話
社
会
」
の
実
現
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

（
（（
）
第
一
節
に
お
い
て
言
及
し
た
フ
レ
イ
ザ
ー
／
ホ
ネ
ッ
ト
論
争
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
立
場
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
近
い
と

い
え
る
。
も
っ
と
も
、
テ
イ
ラ
ー
の
見
解
を
同
論
争
に
単
純
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
と
フ
レ
イ
ザ
ー
の
承
認
論
の
相
違
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
、Zurn,	（00（

を
参
照
。

（
（（
）
も
っ
と
も
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
的
な
対
米
独
立
に
つ
い
て
の
問
題
関
心
は
、
少
な
く
と
も
一
九
九
〇
年
代
後
半
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
テ
イ

ラ
ー
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
締
結
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
チ
・
プ
ラ
ン
ト
経
済
の
問
題
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
依
然
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
経
済
計

画
の
可
能
性
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
［Redhead,	（00（:	（0-（

］。
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
は
一
貫
し
た
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
支
持
者
で
あ
り
、
カ
ナ

ダ
政
治
の
分
極
化
を
支
持
し
続
け
て
い
る
［T

aylor,	（0（（

］。
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は
じ
め
に

資
本
主
義
社
会
の
問
題
点
を
批
判
的
に
検
討
し
、
そ
の
変
革
可
能
性
を
問
う
こ
と
は
、
政
治
理
論
が
取
り
組
む
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
以
降
も
広
が
り
続
け
る
格
差
や
雇
用
の
不
安
定
化
は
、
そ
う
し
た
理
論
上
の
要
請
を
と
り
わ
け
強
め
て
い
る
。
例

え
ば
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
資
本
主
義
の
構
造
的
な
不
平
等
へ
の
傾
向
は
、
生
産
手
段
の
分
配
や
国
際
的
な
課
税
な

ど
、
資
本
主
義
に
対
抗
的
な
制
度
論
の
考
察
を
促
し
て
い
る（

（
（

。
更
に
、
金
融
資
本
や
経
済
エ
リ
ー
ト
の
持
つ
政
治
的
影
響
力
が
増
大
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
「
危
機
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
ま
た
「
新
自
由
主
義
」
の
規
範
的
理
念

が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
代
わ
っ
て
密
か
に
社
会
的
、
政
治
的
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
背
景
も
、
批
判
的
に
分
析
さ
れ
て
い

る（
（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
政
治
理
論
研
究
が
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
社
会
の
問
題
点
を
示
し
、
そ
れ
を
ど
う
克
服
す

る
か
を
考
察
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
資
本
主
義
社
会
の
変
革
可
能
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
政
治
理
論
、
と
り
わ
け
『
後
期
資
本

主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
』（
以
下
、『
正
統
化
の
問
題
』
と
略
）
で
提
示
さ
れ
た
「
正
統
化
の
危
機
」
と
い
う
議
論
に
着
目
す
る
。
そ
し
て

本
稿
の
目
標
は
、
一
九
七
三
年
に
書
か
れ
た
正
統
化
の
危
機
の
議
論
を
、
現
代
資
本
主
義
の
状
況
に
合
わ
せ
て
現
代
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

成
田
大
起

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題

─
─
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
資
本
主
義
の
危
機
分
析
を
再
考
す
る



331　成田大起【現代資本主義における正統化の問題】

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
政
治
理
論
が
資
本
主
義
社
会
を
分
析
す
る
上
で
有
用
な
の
か
。
他
の
政
治
理
論
と
比
べ
た
時
、
彼
の
理

論
の
特
徴
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
行
政
・
政
治
シ
ス
テ
ム
、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
（
生
活
世
界
）
の
連
関
の
中
で
資
本
主
義
社
会
の
変
動
を
捉

え
よ
う
と
す
る
所
に
あ
る
。『
正
統
化
の
問
題
』
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
行
政
的
に
制
御
す
る
戦
後
福
祉
国
家
の
形
成
を
背
景
に
、
こ
れ
ま

で
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
経
済
に
限
定
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
危
機
（
恐
慌
）
の
概
念
を
、
政
治
的
な
正
統
化
の
問
題
へ
と
置
き
換
え
て

分
析
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
革
を
、
官
僚
制
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
と
実
践
、
文
化
的

価
値
秩
序
の
動
態
と
関
係
づ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
シ
ス
テ
ム
の
連
関
か
ら
危
機
を
考
察
す
る
と
い
う
問
題
構
成
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
の
再
編
可
能
性
を
論
じ
る
と
同
時
に
、
そ
の
行
き
詰
り
の
原
因
を
分
析
し
批
判
す
る
上
で
、
未
だ
有
益
で
あ
る
。

た
だ
し
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
に
お
い
て
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
制
御
で
き
る
福
祉
国
家
を
前
提
と
し
た
『
正
統
化

の
危
機
』
の
議
論
は
、
時
代
状
況
に
即
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
は
、
各
シ
ス
テ
ム
の
連
関
か
ら
危
機
を
考
察
す
る

『
正
統
化
の
危
機
』
の
問
題
構
成
を
維
持
し
つ
つ
、
危
機
発
生
の
シ
ナ
リ
オ
を
現
代
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
社
会
の
変
革
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
可
能
に
な
る
の
か
を
議
論

す
る
。

本
稿
で
は
、
正
統
化
の
危
機
を
現
代
化
す
る
た
め
に
、
主
に
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
、
ナ
ン
シ
ー
・

フ
レ
イ
ザ
ー
に
着
目
す
る
。
こ
の
三
者
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
彼
／
女
ら
が
明
示
的
に
現
代
資
本
主
義
の
文
脈
を
ふ
ま
え
、『
正
統
化
の

問
題
』
に
対
案
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
枠
組
み
か
ら
言
え
ば
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
も
っ
ぱ
ら
経

済
シ
ス
テ
ム
の
動
向
に
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
価
値
評
価
の
変
化
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正

統
化
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
者
は
現
代
の
資
本
主
義
社
会
を
各
シ
ス
テ
ム
の
連
関
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い（

（
（

。
ま
た
、
近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
現
代
資
本
主
義
社
会
に
対
応
し
た
政
治
理
論
を
提
示
し
て
い
る
が
、
危
機
分
析
を
行
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
三
者
の
議
論
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
論
考
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化

の
危
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

更
に
本
稿
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
の
再
編
が
行
き
詰
っ
て
い
る
状
況
を
打
破
す
る
た
め
の
、
社
会
批
判
の
あ
り
方
を
考
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察
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、『
正
統
化
の
問
題
』
に
お
い
て
資
本
主
義
の
再
編
可
能
性
を
示
し
た
の
に
対
し
、
一
九
八
一
年
の
『
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』（
以
下
、『
行
為
の
理
論
』
と
略
）
に
お
い
て
、
そ
の
再
編
を
封
じ
込
め
て
し
ま
う
「
植
民
地
化
」
の
現
象
を

批
判
し
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
格
差
や
不
平
等
が
広
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
社
会
が
正
統
化
し
え
な
い
と
い
う

危
機
意
識
や
変
革
を
求
め
る
声
は
広
が
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
の
再
編
が
行
き
詰
ま
り
、
そ
も
そ
も

危
機
を
語
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
も
疑
問
視
さ
れ
つ
つ
あ
る（

（
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
植
民
地
化
を
現
代
の
状
況
に
即
し
て
解
釈
す
る
こ
と

で
、
資
本
主
義
社
会
の
変
革
に
資
す
る
批
判
の
可
能
性
を
も
検
討
す
る
。

本
稿
の
研
究
史
的
意
義
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
『
正
統
化
の
問
題
』
以
後
、
正
統
化
の
危
機
を
明
確
に
は
主

題
化
し
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
は
、『
正
統
化
の
問
題
』
の
問
題
構
成
か
ら
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
論
』
等
で
展
開
さ
れ
る
近
年
の
国

境
横
断
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
見
る（

（
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
の
危
機
を
ど
う

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
論
者
た
ち
を
中
心
に
、
近
年
危
機
概
念
へ
の
関
心
が
再
び
高
ま
っ

て
い
る
（C

：Introductio

（
（
（n

）。
本
稿
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
危
機
分
析
を
他
の
論
者
と
の
対
比
を
通
じ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、「
批
判
的
」

な
政
治
理
論
に
よ
る
資
本
主
義
分
析
を
再
検
討
す
る
。
第
三
に
、
資
本
主
義
経
済
を
め
ぐ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
研
究
で
は
、
植
民
地
化
テ
ー
ゼ

の
再
検
討
が
進
ん
で
い
る（

（
（

。
本
稿
で
は
、『
正
統
化
の
問
題
』
と
の
関
係
で
植
民
地
化
を
捉
え
る
こ
と
で
、
人
び
と
が
資
本
主
義
社
会
の
正

統
化
を
取
り
下
げ
て
変
革
に
向
か
う
た
め
の
社
会
批
判
の
可
能
性
を
考
察
す
る
。

本
稿
の
射
程
と
し
て
、
正
統
化
の
危
機
の
現
代
化
や
、
植
民
地
化
現
象
の
現
代
的
解
釈
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
同
時
代
診
断
的
な
資
本
主

義
分
析
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
各
シ
ス
テ
ム
の
連
関
か
ら
危
機
を
捉
え
る
『
正
統
化
の
問
題
』

の
問
題
構
成
、
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
の
関
係
か
ら
社
会
の
進
化
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
を
捉
え
る
『
行
為
の
理
論
』
の
枠
組

み
、
形
式
語
用
論
と
討
議
理
論
に
基
づ
く
社
会
批
判
の
規
範
的
基
礎
と
い
っ
た
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
理
論
の
根
幹
部
分
の
修
正
に
は

踏
み
込
ま
な
い
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
ホ
ネ
ッ
ト
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
の
根
幹
部
分
を
批
判
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
本
稿
は
、
現
代
資
本
主
義
に
関
す
る
三
者
の
議
論
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
枠
組
み
に
包
摂
す
る
形
で
理
解
し
、
彼
の
同
時
代

診
断
を
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
た
本
稿
の
危
機
分
析
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
の
個
々
の
文
脈
ご
と
に
論
じ
る
の
で
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は
な
く
、
先
進
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
諸
国
を
対
象
と
し
た
同
時
代
診
断
を
目
標
と
す
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
『
正
統
化
の
問
題
』
で
取
っ

た
立
場
で
あ
る
。
個
別
の
社
会
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
経
験
的
研
究
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い（

（
（

。

以
下
で
は
ま
ず
、『
正
統
化
の
問
題
』
に
お
い
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ど
の
よ
う
に
正
統
化
の
危
機
を
論
じ
た
か
、
そ
し
て
『
行
為
の
理
論
』

に
お
い
て
資
本
主
義
再
編
の
行
き
詰
ま
り
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
た
か
を
確
認
す
る
（
一
）。
次
に
、
現
代
の
資
本
主
義
を
分
析
し
つ
つ
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
に
対
案
を
提
示
す
る
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
ホ
ネ
ッ
ト
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
（
二
）。
そ
の
上
で
、
世
界
社
会

を
め
ぐ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
近
年
の
議
論
か
ら
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
を
論
じ
う
る
か
、
そ
し
て
そ

の
同
時
代
診
断
と
し
て
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
（
三
）。
最
後
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
を
他
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
補
う

形
で
、
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
危
機
を
再
定
式
化
し
た
上
で
、
資
本
主
義
再
編
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る
た
め
の
、
社
会
批

判
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
（
四
）。

一　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
正
統
化
の
危
機
と
社
会
批
判

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
『
正
統
化
の
問
題
』
に
お
い
て
、
自
由
放
任
政
策
に
支
え
ら
れ
た
自
由
主
義
的
資
本
主
義
か
ら
、
第
二
次
大
戦
後
の

「
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
資
本
主
義
」
へ
の
転
換
を
説
明
し
、
資
本
主
義
の
変
革
を
迫
る
危
機
の
傾
向
性
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か

を
論
じ
て
い
る（

（1
（

。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
「
危
機
（K

rise

）」
と
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
で
技
術
的
に
解
決
困
難
な
問
題
（
例
え
ば
、
不

況
や
財
政
赤
字
）
が
生
じ
た
結
果
、
人
び
と
の
間
で
資
本
主
義
社
会
が
耐
え
難
い
と
い
う
意
識
が
高
ま
り
、
社
会
制
度
の
解
体
と
再
編
が
求
め

ら
れ
る
状
況
を
意
味
す
る
（LiS

：（（-（（

／
一
七
─
一
八
）。
危
機
は
、
最
終
的
に
社
会
統
合
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
規
範
的
合
意
の
基
礎
が
損

な
わ
れ
て
い
る
状
態
」
と
な
っ
て
現
れ
、
新
た
に
正
統
化
さ
れ
た
規
範
や
制
度
を
確
立
す
る
運
動
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
。

自
由
主
義
的
資
本
主
義
は
、
本
来
的
に
不
安
定
で
、
体
制
変
動
に
向
け
た
傾
向
性
を
有
し
て
い
た
。
資
本
主
義
市
場
は
、
自
ら
の
労
働
力

を
売
る
以
外
の
生
活
手
段
を
持
た
な
い
賃
労
働
者
と
、
賃
労
働
者
か
ら
剰
余
価
値
を
吸
い
上
げ
る
生
産
手
段
の
所
有
者
と
の
あ
い
だ
の
権
力

関
係
を
制
度
化
す
る
。
そ
う
し
た
階
級
間
の
権
力
関
係
は
、
市
場
に
お
け
る
等
価
交
換
の
公
平
性
や
、
法
的
に
自
由
な
労
働
契
約
と
い
っ
た
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「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
て
い
た
（LiS

：（（

／
四
七
）。
こ
の
状
況
を
支
え
て
い
た
の
が
、
生
産
手
段
の
私

的
所
有
を
保
障
し
、
市
場
を
保
護
す
る
こ
と
に
自
己
の
活
動
を
制
限
す
る
自
由
主
義
国
家
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
主
義
的
資
本
主
義
は
、
経

済
法
則
に
し
た
が
っ
て
好
況
、
恐
慌
、
不
況
と
い
う
景
気
循
環
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
は
人
々
に
は
破
産
や
失
業
と
い
う
目
に
見
え
る
経
済

危
機
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
正
統
化
さ
れ
て
い
た
権
力
関
係
が
主
題
化
さ
れ
、
階
級
闘
争
や

革
命
と
い
う
形
で
社
会
統
合
が
脅
か
さ
れ
る
。
自
由
主
義
的
資
本
主
義
は
、
経
済
危
機
を
抑
え
て
社
会
を
再
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
制
度
的
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
（LiS

：（（

／
六
〇
）。

こ
れ
に
対
し
、
第
二
次
大
戦
後
に
形
成
さ
れ
た
社
会
（
福
祉
）
国
家
は
、
行
政
シ
ス
テ
ム
の
「
制
御
能
力
」
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
社

会
を
再
統
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
の
戦
略
と
は
、
国
家
が
経
済
危
機
を
引
き
受
け
、
景
気
循
環
の
中
で
生
じ
る
破
産
や
失
業
を
封

じ
込
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
の
社
会
統
合
は
、
経
済
か
ら
政
治
の
問
題
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
国
家
に
規

制
さ
れ
た
資
本
主
義
に
お
い
て
、
危
機
と
は
単
な
る
恐
慌
で
は
な
く
、
資
本
主
義
社
会
の
制
度
的
な
再
編
を
求
め
る
市
民
た
ち
の
政
治
的
要

求
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
正
統
化
の
危
機
」
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
経
済
危
機
は
ど
の
よ
う
に
正
統
化
の
危
機
へ
と
置

き
換
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
国
家
は
、
単
に
自
由
権
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
通
貨
を
安
定
さ
せ
、
技
術
の
進
歩
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
経
済
成
長
を
積
極

的
に
促
進
す
る
機
能
と
、
社
会
福
祉
や
労
働
組
合
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
で
労
働
者
の
地
位
を
改
善
す
る
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
そ

う
な
る
と
、
経
済
危
機
は
行
政
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
う
る
も
の
に
な
る
。
行
政
シ
ス
テ
ム
は
、
労
働
生
産
性
を
向
上
さ
せ
て
景
気

循
環
を
制
御
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
教
育
制
度
を
拡
張
し
、
技
術
を
発
展
さ
せ
、
経
済
成
長
を
促
進
す
る
と
い
う
「
総
合
的
な
計
画
」
を
立

て
る
（LiS

：（（

／
六
六
）。
経
済
成
長
は
、
公
共
事
業
を
推
進
し
て
雇
用
を
確
保
し
、
社
会
福
祉
を
充
実
さ
せ
、
労
働
者
の
利
益
に
配
慮
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
一
方
で
行
政
シ
ス
テ
ム
は
、
利
益
を
私
的
に
蓄
積
す
る
個
別
資
本
の
競
合
す
る
要
請
を
調
整
す
る
必
要
も
あ

る
。
例
え
ば
特
定
の
産
業
を
保
護
し
て
破
産
を
防
ぐ
こ
と
、
金
融
政
策
を
実
施
し
投
資
機
会
を
創
出
す
る
こ
と
、
国
際
交
渉
に
よ
っ
て
貿
易

収
支
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
も
総
合
的
な
計
画
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
、
時
に
矛
盾
し
た
要
求
の
全
て
に
答
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
、
行
政
シ
ス
テ
ム
の
「
合
理
性
の
不
足
」
が
、
主
に
財
政
危
機
と
し
て
浮
上
す
る
（LiS
：（（

／
一
一
三
）。
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行
政
の
合
理
的
な
制
御
能
力
が
不
十
分
だ
と
し
て
も
、
市
民
た
ち
は
直
ち
に
制
度
の
再
編
を
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
政
シ
ス
テ
ム

が
福
祉
の
給
付
を
通
じ
て
「
金
銭
、
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
間
、
安
全
」
を
市
民
た
ち
に
補
償
し
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
「
大
衆
の
忠
誠
」

と
エ
リ
ー
ト
へ
の
喝
采
と
い
う
形
で
正
統
化
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
間
は
、
正
統
化
の
危
機
は
生
じ
な
い
（LiS

：（（

／
六
九
─
七

〇
）。
こ
の
「
形
式
的
」
な
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
政
治
に
対
し
て
受
動
的
な
市
民
た
ち
の
私
生
活
主
義
に
支
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
社
会
統

合
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
エ
リ
ー
ト
間
で
行
わ
れ
る
労
使
交
渉
や
社
会
政
策
に
よ
っ
て
賃
労
働
者
が
被
る

不
利
益
を
補
償
し
、
資
本
の
利
益
と
労
働
者
の
利
益
と
の
妥
協
形
成
に
よ
っ
て
大
衆
の
関
心
を
政
治
か
ら
私
生
活
に
向
け
さ
せ
る
。

し
か
し
、
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
資
本
主
義
が
依
然
と
し
て
生
産
手
段
の
私
的
所
有
と
い
う
資
本
主
義
経
済
の
特
徴
を
維
持
し
、「
普

遍
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
利
益
の
た
め
に
生
産
を
社
会
化
す
る
」
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
市
民
た
ち
が

疑
問
視
す
る
時
に
正
統
化
の
危
機
は
生
じ
る
（LiS

：（（

／
八
七
）。
す
な
わ
ち
、
経
済
成
長
の
た
め
に
私
的
資
本
の
蓄
積
を
促
進
し
つ
つ
、

資
本
蓄
積
が
労
働
者
に
及
ぼ
す
弊
害
を
緩
和
す
る
と
い
う
社
会
国
家
の
矛
盾
を
市
民
た
ち
が
暴
い
た
時
に
、
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
資

本
主
義
の
社
会
統
合
は
脅
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、
正
統
化
の
危
機
が
発
生
す
る
条
件
は
、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
（
生
活
世
界
）
に
お
け
る
「
動
機
づ
け
の
危
機
」

と
呼
ば
れ
る
現
象
が
生
じ
た
時
で
あ
る
。
動
機
づ
け
の
危
機
と
は
、
私
生
活
主
義
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
崩
壊
し
、
大
衆
の
忠
誠
や
喝
采

に
よ
っ
て
正
統
化
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
状
況
で
あ
る
。
私
生
活
主
義
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
由
来
す
る
旧
来
の
生
活
形
式
で
あ
り
、
キ
ャ
リ
ア
へ
の
志
向
や
家
族
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
形
式
的
な
大
衆
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
支
え
て
い
る
（LiS

：（0（

／
一
三
六
）。
こ
う
し
た
宗
教
的
、
文
化
的
伝
統
と
結
び
つ
い
た
生
活
形
式
は
、
行
政
シ
ス
テ
ム
が
社
会

の
総
合
的
な
計
画
を
実
行
す
る
に
つ
れ
て
揺
ら
い
で
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
や
家
族
な
ど
の
私
的
領
域
が
行
政
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
管
理

さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
伝
統
が
持
つ
自
明
性
が
疑
わ
れ
、
政
治
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
旦
揺
ら
い
だ
伝
統
の
妥
当
性
は
、
権

威
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
討
議
に
よ
る
理
性
的
な
意
思
形
成
に
よ
っ
て
精
査
さ
れ
る
（LiS

：（（（-（（（

／
一
六
一

─
一
六
二
）。
社
会
国
家
が
拡
大
す
る
と
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
伝
統
が
解
体
し
、
討
議
に
よ
る
意
見
、
意
思
形
成
が
活
発
化
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
生
活
主
義
が
解
体
し
て
動
機
づ
け
の
危
機
が
生
じ
る
と
、
市
民
た
ち
が
よ
り
「
実
質
的
」
な
、
討
議
に
よ
る
意
思
形
成
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に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
（LiS

：（0

／
八
九
）。
つ
ま
り
、
何
が
正
統
な
決
定
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
そ
の
都
度
「
普

遍
化
可
能
性
」
と
い
う
基
準
に
照
ら
し
て
議
論
す
る
社
会
参
加
の
形
式
が
、
生
活
世
界
に
浸
透
し
て
く
る
。
正
統
化
の
危
機
は
、
大
衆
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
か
ら
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
市
民
た
ち
が
行
政
シ
ス
テ
ム
の
計
画
を
問
題
化
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
済
成
長
の
た
め
に
行
政
シ
ス
テ
ム
が
行
う
個
別
資
本
の
優
遇
や
、
更
に
は
自
由
主
義
的
資
本
主
義
か
ら
引
き
継
が
れ
た

階
級
間
の
権
力
関
係
（
剰
余
価
値
の
私
的
取
得
に
伴
う
賃
労
働
者
の
地
位
）
な
ど
が
、
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
問
い
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
（LiS

：（（0
／
一
六
九
）。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
社
会
の
再
編
こ
そ
が
、
経
済
危
機
を

国
家
が
引
き
受
け
た
こ
と
の
最
終
的
な
帰
結
で
あ
り
、
将
来
起
こ
り
う
る
変
革
の
方
向
性
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
正
統
化
の
危
機
に
つ
い
て
仮
説
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
経
験
的
に
確
か
め
ら
れ
る
し
か
な
い
。『
正
統
化
の
問
題
』

で
は
、
変
革
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
希
望
的
な
予
測
に
留
ま
っ
て
い
る（

（（
（

。
そ
の
後
の
『
行
為
の
理
論
』
で
も
、
労
働
者
の

利
益
に
配
慮
す
る
社
会
国
家
の
正
統
化
が
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
取
り
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
『
正
統
化
の
問
題
』
の
時
代
診
断
が
引

き
継
が
れ
て
い
る（

（1
（

。
だ
が
『
行
為
の
理
論
』
で
は
、
社
会
国
家
の
拡
大
が
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
活
性
化
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
不
活
性
化
さ
せ
る
現
象
が
扱
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
の
変
革
可
能
性
を

分
析
す
る
こ
と
か
ら
、
変
革
が
行
き
詰
ま
る
現
象
を
批
判
す
る
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
危
機
分
析
と
は
直
接
関
係

は
し
な
い
が
、
第
四
節
に
お
い
て
社
会
批
判
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
重
要
に
な
る
た
め
、
参
照
し
て
お
き
た
い
。
社
会
批
判
の
対
象
と

な
る
の
は
、
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
封
じ
込
め
る
資
本
主
義
の
側
か
ら
の
逆
襲
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
の
現

象
で
あ
る
。

生
活
世
界
が
行
政
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
と
し
て
も
、
必
ず
伝
統
が
主
題
化
さ
れ
て
討
議
に
よ
る
意
見
形
成
が
活
性
化
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
生
活
世
界
の
徹
底
し
た
管
理
と
支
配
、
す
な
わ
ち
植
民
地
化
で
あ
る
。
植
民
地

化
は
、
生
活
形
式
の
「
官
僚
制
化
」
と
「
貨
幣
化
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
伝
統
が
担
っ
て
い
た
私
生
活
主
義
を
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
的
に
維

持
し
よ
う
と
す
る
現
象
で
あ
る（

（1
（

。
社
会
国
家
は
、
労
働
者
に
金
銭
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
が
公
共
圏
に
お
い
て
脱
正

統
化
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
生
活
世
界
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
討
議
で
は
な
く
、
金
銭
や
権
力
を
媒
介
と
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し
た
目
的
合
理
的
で
戦
略
的
な
態
度
が
主
流
な
行
為
様
式
に
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
市
民
、
家
族
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と

い
う
役
割
よ
り
も
、
金
銭
取
引
の
相
手
で
あ
る
福
祉
受
給
者
、
納
税
者
、
被
雇
用
者
、
消
費
者
と
い
う
役
割
が
ま
す
ま
す
社
会
的
に
重
要
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
生
活
世
界
の
行
為
様
式
が
金
銭
を
通
じ
た
戦
略
的
行
為
に
置
き
換
わ
り
、
そ
れ
が
官
僚
制
に
よ
っ
て
組
織

化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
活
性
化
さ
せ
る
余
地
は
衰
退
し
て
い
く（

（1
（

。

国
家
に
規
制
さ
れ
た
資
本
主
義
は
、
自
由
主
義
的
資
本
主
義
と
同
じ
く
階
級
間
の
権
力
関
係
を
維
持
し
て
い
る
た
め
、
普
遍
化
可
能
性
と

い
う
基
準
に
照
ら
し
て
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
危
機
と
階
級
闘
争
と
い
う
形
で
は
な
く
、
正
統
化
の

危
機
と
い
う
形
で
問
題
化
さ
れ
、
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
対
象
と
な
る
。
資
本
主
義
は
こ
れ
に
対
し
、
行
政
シ
ス

テ
ム
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
を
通
じ
て
生
活
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
歪
め
る
こ
と
で
、
こ
の
動
き
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
。
資
本

主
義
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
間
に
は
「
解
消
し
が
た
い
緊
張
関
係
」
が
存
在
す
る（

（1
（

。
資
本
主
義
は
正
統
化
の
要
求
を
可
能
な
限
り
回
避
し
て
資

本
の
蓄
積
を
目
指
す
の
に
対
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
討
議
に
よ
る
意
見
、
意
思
形
成
を
通
じ
て
生
産
を
社
会
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。

資
本
主
義
社
会
を
よ
り
普
遍
化
可
能
な
も
の
に
再
編
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
、
つ
ま
り
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
る
可
能
性
は
、
植
民
地
化

を
批
判
す
る
公
共
圏
の
力
に
か
か
っ
て
い
る（

（1
（

。
社
会
批
判
は
、
討
議
に
よ
る
意
思
形
成
を
、
金
銭
を
通
じ
た
戦
略
的
行
為
に
置
き
換
え
よ
う

と
す
る
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
作
用
を
問
題
化
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
批
判
の
担
い
手
と
し
て
、
官
僚
制
の
強
化
に
反
対
す

る
学
生
運
動
、
平
和
運
動
、
環
境
保
護
運
動
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
給
付
に
反
対
す
る
女
性
解
放
運
動
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
や
消
費

者
運
動
に
よ
る
貨
幣
化
へ
の
抵
抗
な
ど
を
挙
げ
て
い
る（

（1
（

。
正
統
化
の
危
機
は
、
公
共
圏
に
お
け
る
社
会
批
判
に
よ
っ
て
植
民
地
化
を
防
い
だ

時
に
、
資
本
主
義
社
会
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
再
編
と
い
う
形
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
以
上
で
見
た
一
九
七
〇
─
八
〇
年
代
の

社
会
状
況
は
、
実
際
に
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
旦
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
離
れ
、
彼
の
仮
説
に
投
げ
か
け
ら
れ
た

対
案
を
検
討
し
た
い
。
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二　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ
の
対
案
と
し
て
の
現
代
資
本
主
義
の
分
析

こ
の
節
で
は
、
現
代
資
本
主
義
の
文
脈
か
ら
、『
正
統
化
の
問
題
』
の
危
機
分
析
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
三
つ
の
対
案
を
検
討
す
る
。
こ
れ

ら
の
対
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
を
背
景
に
し
て
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
権
力
を
分
析
す
る
シ
ュ
ト
レ
ー

ク
、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
価
値
評
価
の
変
化
を
分
析
す
る
ホ
ネ
ッ
ト
、
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正
統
化
の
あ
り
方
を
分
析
す
る

フ
レ
イ
ザ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。

１　

シ
ュ
ト
レ
ー
ク
に
よ
る
金
融
資
本
主
義
の
経
済
分
析

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
『
時
間
か
せ
ぎ
の
資
本
主
義
』（
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
後
を
引
き
継
ぐ
形

で
、
国
家
に
規
制
さ
れ
た
資
本
主
義
が
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
辿
っ
た
道
を
再
構
成
し
た
上
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
予
想
で
き
な
か
っ
た
金

融
資
本
の
権
力
獲
得
と
い
う
問
題
を
分
析
し
て
い
る
。

シ
ュ
ト
レ
ー
ク
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
欧
米
の
福
祉
国
家
は
既
に
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
一
方
で
経
済
成
長
の
た
め
の
総
合
的
な
計
画
を
立

て
て
市
民
た
ち
の
給
付
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
、
他
方
で
個
別
資
本
が
求
め
る
投
資
機
会
の
創
出
や
産
業
発
展
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
を
両

立
さ
せ
る
た
め
の
財
源
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
欧
米
諸
国
は
、
イ
ン
フ
レ
、
公
的
債
務
、
民
間
債
務
の
規
制
緩
和
と

い
う
三
つ
の
財
政
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
で
時
間
を
か
せ
ぎ
、
財
政
危
機
（
合
理
性
の
不
足
）
が
生
じ
る
の
を
遅
ら
せ
て
き
た
。

第
一
に
、
七
〇
年
代
の
イ
ン
フ
レ
政
策
は
、
既
に
成
長
率
が
低
迷
す
る
状
況
下
で
、
労
働
組
合
の
賃
上
げ
要
求
に
従
う
と
失
業
率
が
増
加

す
る
と
い
う
懸
念
か
ら
実
行
さ
れ
た
。
経
済
成
長
の
代
替
案
と
し
て
の
貨
幣
供
給
の
増
加
は
、
労
働
者
の
要
求
に
一
時
的
に
応
え
る
手
段
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
成
長
」
は
、
実
体
経
済
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
投
資
の
抑
制
を

招
き
、
結
局
は
成
長
が
鈍
化
す
る
結
果
と
な
っ
た
（GZ

：（（-（（

／
五
九
─
六
一
）。

第
二
の
手
段
は
、
八
〇
年
代
の
公
的
債
務
の
増
大
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
通
貨
政
策
を
規
律
し
て
イ
ン
フ
レ
を
克
服
す
る
と
、
今
度
は
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失
業
率
が
悪
化
す
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
。
そ
の
た
め
に
国
家
は
、
社
会
保
障
に
支
出
す
る
た
め
の
資
金
を
公
的
債
務
に
よ
っ
て
調
達
し

よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
国
家
は
、
購
買
力
を
失
っ
た
自
国
民
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
金
融
機
関
に
国
債
を
売
る
こ
と
で
、
資
金
を
調
達
し
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
次
第
に
公
的
債
務
が
増
大
し
、
政
府
の
債
務
返
済
能
力
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
投
資
家
た
ち
は
、
緊
縮
財
政
と

支
出
削
減
を
国
家
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
国
家
は
、
市
民
の
要
求
よ
り
も
投
資
家
の
要
求
を
優
先
す
る
新
自
由
主
義
政
策
を
採
用

し
、
支
出
削
減
の
対
象
を
社
会
保
障
に
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（GZ

：（（-（（

／
六
三
─
六
五
）。

緊
縮
財
政
と
支
出
削
減
を
行
う
と
、
需
要
が
減
少
し
、
経
済
成
長
は
停
滞
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
九
〇
年
代
に
と
ら
れ
た
第
三
の
戦
略

は
、
民
間
金
融
セ
ク
タ
ー
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
市
民
や
企
業
が
自
己
借
入
を
行
う
機
会
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
か
つ
て
市
民
た

ち
に
住
宅
を
供
給
す
る
た
め
に
国
家
が
行
っ
て
い
た
公
共
事
業
は
、
自
己
責
任
で
借
入
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
借
金
に

よ
る
一
時
的
な
購
買
力
獲
得
は
、
金
融
部
門
を
中
心
と
し
た
成
長
と
い
う
形
で
利
益
を
も
た
ら
し
た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
多
く
の
金
融
機
関

が
破
綻
す
る
こ
と
で
、
そ
の
幻
想
も
打
ち
砕
か
れ
た
（GZ

：（（-（（

／
六
六
─
六
八
）。

そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
、
各
国
は
こ
の
「
金
融
危
機
」
に
対
処
す
べ
く
、
金
融
機
関
に
公
的
援
助
を
行
い
、
代
わ
り
に
再
び
公
的
債
務

を
増
大
さ
せ
、
ま
す
ま
す
多
く
の
社
会
福
祉
を
削
減
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
界
銀
行
と

い
っ
た
国
際
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
国
家
財
政
の
破
綻
を
避
け
、
金
融
市
場
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
緊
縮
財
政
に
よ
る

財
政
赤
字
の
改
善
目
標
を
各
国
に
課
し
て
き
た
（GZ

：（（（
／
一
三
三
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、国
家
は
も
っ
ぱ
ら
中
央
銀
行
の
権
限
を
強
化
し
、

自
国
債
の
購
入
や
通
貨
の
規
律
を
行
う
こ
と
で
、
金
融
危
機
を
回
避
す
る
た
め
の
時
間
か
せ
ぎ
を
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
七
〇
年
代
以
降
の
欧
米
社
会
が
辿
っ
た
道
筋
は
、『
正
統
化
の
問
題
』
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
想
定
に
反
し
、
経
済
シ
ス
テ
ム

の
中
で
行
為
す
る
金
融
資
本
が
、
自
ら
国
家
に
働
き
か
け
る
主
体
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
（G

Z

：（（

／
二
七
）。
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
行

政
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
客
体
で
は
な
く
、
政
治
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
主
体
的
に
対
抗
権
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た（

（1
（

。
金
融
資
本
は

第
一
に
、
自
分
た
ち
の
利
益
に
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
投
資
を
差
し
控
え
る
か
資
本
を
外
国
に
移
転
す
る
こ
と
で
、
失
業
や
低
成
長
を
引
き
起

こ
す
と
国
家
を
脅
す
こ
と
が
で
き
る
（G

Z

：（（

／
五
〇
）。
そ
し
て
第
二
に
、
金
融
資
本
は
公
的
債
務
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

返
済
を
命
じ
る
契
約
上
の
権
限
を
通
じ
て
、
支
払
い
能
力
に
か
か
わ
る
国
家
の
財
政
政
策
に
間
接
的
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
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（GZ

：（（（

／
一
二
〇
）。

こ
う
し
た
金
融
資
本
に
よ
る
権
力
の
獲
得
は
、
八
〇
年
代
の
新
自
由
主
義
的
改
革
の
も
と
で
可
能
に
な
っ
た
。
国
債
売
却
の
た
め
の
金

融
市
場
の
自
由
化
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
が
行
政
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
御
か
ら
逃
れ
る
道
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
金
融
資
本
は
、
い
っ
た

ん
領
域
国
家
に
係
留
さ
れ
た
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
逃
れ
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
を
負
わ
な
い
国
際
的
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
組
織
と
連
携
し
て
国
家
に
影
響
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
金
融
資
本
は
そ
う
し
た
組
織
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
た
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
負
わ
な
い
各
国
の
中
央
銀
行
を
通
じ
て
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
よ
る
密
室
で
の
取
り
決
め
に

よ
っ
て
各
国
の
金
融
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
（G

Z

：（（

／
一
〇
二
）。
こ
う
し
て
金
融
資
本
は
、
金
融
市
場
の
規
制
緩
和
と
共

に
格
差
を
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
富
を
占
有
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る（

（1
（

。

そ
れ
で
は
、
正
統
化
の
危
機
と
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
の
再
編
と
い
う
可
能
性
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
デ
モ
ク
ラ

テ
ィ
ッ
ク
な
意
思
形
成
を
通
じ
て
国
家
に
働
き
か
け
る
市
民
と
、
私
的
利
益
を
求
め
て
国
家
に
働
き
か
け
る
金
融
資
本
は
、
国
家
に
対
す
る

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
競
争
関
係
に
あ
る
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
の
見
立
て
で
は
、
金
融
資
本
は
こ
の
競
争
に
勝
利
し
、
市
場
の
決
定
は
一

種
の
運
命
と
し
て
甘
受
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
他
に
選
択
肢
は
な
い
」
と
い
う
政
治
的
諦
念
を
市
民
た
ち
に
抱
か
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た

（G
Z

：（（

／
九
六
）。
そ
し
て
金
融
資
本
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
負
債
の
返
済
や
赤
字
財
政
の
改
善
を
「
公
共
の
利
益
」
と
し
て
認
識

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
（G

Z

：（（（

／
一
二
八
）。
こ
う
し
た
権
力
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
市
民
た
ち
の
側
か
ら
正
統
化
を
求
め
、
討
議
的
な

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
資
本
主
義
を
問
題
化
す
る
と
い
う
可
能
性
は
封
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
、
行
政
シ
ス
テ
ム
が
資
本
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
『
正
統
化
の
問
題
』
で
の
前
提
が
崩
れ
て

い
っ
た
経
緯
を
指
摘
し
た
。
も
っ
と
も
彼
は
、
国
家
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
資
本
の
側
が
勝
利
を
収
め
た
理
由
や
、
一
連
の

「
時
間
か
せ
ぎ
」
に
対
し
て
市
民
た
ち
が
正
統
化
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
せ
ず
、
か
え
っ
て
新
自
由
主
義
政
策
を
支
持
し
て
し
ま
っ
た
理
由

を
十
分
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

11
（

。
こ
の
問
題
に
対
し
、
文
化
的
な
価
値
評
価
の
変
容
を
分
析
す
る
こ
と
で
応
答
し
よ
う
と
試
み
た
の

が
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
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２　

ホ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
新
自
由
主
義
の
承
認
関
係

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
近
代
の
資
本
主
義
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
様
々
な
承
認
の
規
範
を
分
析
す
る
。
そ
の
中
で
も
人
び
と
の
経
済
活
動
に
関
わ

る
の
は
、
自
ら
の
労
働
が
社
会
的
に
価
値
あ
る
貢
献
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
規
範
で
あ
る
。「
相
互
的
な
価
値
評
価
と
い

う
形
で
公
正
か
つ
適
切
に
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
成
員
の
個
人
的
業
績
を
顧
慮
せ
よ
」
と
い
う
要
請
と
し
て
、
こ
の
原
理
は
「
業
績
原
理
」
と
も

言
わ
れ
る（

1（
（

。
個
人
の
能
力
や
業
績
の
価
値
評
価
は
、
身
分
制
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
初
期
で
は
、「
経
済
的
に
自
立
し
た
市
民
階
級
の

男
性
」
の
活
動
を
基
準
に
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
に
対
し
、
労
働
者
や
女
性
が
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
を
起
こ
し
、
よ
り
公
正
な
価

値
評
価
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、
能
力
や
業
績
が
公
正
に
評
価
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
「
平
等
な
初
期
条
件
」
の
要
求
や
、
様
々
な
評
価

の
バ
イ
ア
ス
を
取
り
除
き
、
現
実
の
社
会
貢
献
に
従
っ
て
報
酬
を
得
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
が
、
人
々
の
規
範
的
期
待
と
し
て
定
着
し

た
の
で
あ
る
（IiW

：（（

／
一
〇
四
）。

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
承
認
関
係
の
点
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
私
生
活
主
義
の
変
化
を
分
析
す
る
。
戦
後
か
ら
七
〇
年
代
に
至
る
福
祉
国
家

の
も
と
で
は
、
所
得
と
余
暇
時
間
が
向
上
し
、
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
昇
機
会
が
増
大
し
た
。
こ
う
し
た
一

連
の
豊
か
さ
の
向
上
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
元
化
を
も
た
ら
し
た
。
と
り
わ
け
生
活
必
需
品
以
外
の
「
余
剰
な
文
化
的
生
産
物
」
を
購

入
す
る
消
費
行
動
は
、
余
暇
の
過
ご
し
方
と
奢
侈
品
の
所
有
を
通
じ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
安
定
化
を
可
能
に
す
る
。
仕
事
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
報
酬
を
も
と
に
様
々
な
消
費
財
を
購
入
し
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
と
い
う
「
実
験
的
」
で
選
択
的
な
自
己
実
現
の

あ
り
方
が
、
こ
の
時
期
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
欧
米
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
、
文
化
的
な
伝
統
が
解
体
し
た
主
な
要
因
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
言
う
よ
う
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
に
よ
っ
て
伝
統
が
主
題
化
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
公
平
な
業
績
評
価
と
消
費
財
を
も

と
に
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
い
う
「
新
し
い
個
人
主
義
」
の
理
念
の
定
着
に
あ
る
（IiW

：（（（

／
二
三
六
）。

ホ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
し
い
個
人
主
義
は
行
政
シ
ス
テ
ム
に
抵
抗
し
て
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
組
織
化
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
労
働
の
あ
り
方
を
変
革
し
、
資
本
主
義
経
済
と
親
和
的
な
業
績
評
価
の
承
認
形
式
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
労
働
は
、
単

調
な
作
業
で
は
な
く
、「
新
し
い
個
人
主
義
」
に
適
し
た
自
己
実
現
の
欲
求
を
満
た
す
よ
う
に
改
革
さ
れ
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
で
柔
軟
性
を
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も
っ
た
労
働
者
が
自
主
的
に
運
営
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新
自
由
主
義
的
改
革
と
並
行
し
て
発
展
し
た
の

は
、「
価
値
の
あ
る
人
材
と
は
、
個
人
的
な
高
い
適
応
性
と
幅
の
あ
る
柔
軟
性
を
も
っ
て
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
、

す
ぐ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
能
力
を
自
由
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
基
準
で
あ
る
（IiW

：（（0

／
二
五
七
）。
積
極
的

に
評
価
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
労
働
者
と
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
「
創
造
的
な
起
業
家
」
あ
る
い
は
「
労
働
力
経
営
者
（A

rbeitskraftunternehm
er

）」

と
呼
ぶ
人
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
中
心
と
し
た
様
々
な
ス
キ
ル
を
磨
き
、
自
己
責
任
の
も
と
で
柔
軟
に
起

業
や
転
職
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
労
働
を
通
じ
て
自
己
実
現
を
達
成
す
る
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
業
績
評
価
は
、
起
業
家
的
人
物
が

行
う
価
値
創
造
を
参
照
軸
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
資
本
主
義
は
、
金
融
資
本
の
自
由
化
と
福
祉
国
家
の
解
体
に
向
か
う
新
自
由
主
義
的
改
革
の
正
統
化
を
取
り
つ
け
る
べ
く
、
文
化
的

動
機
づ
け
の
資
源
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
格
差
が
広
が
り
生
活
条
件
が
悪
化
し
た
と
し
て
も
、
人
々
は
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
組

織
し
て
資
本
主
義
社
会
の
権
力
関
係
に
対
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
甘
受
し
、
さ
ら
に
市
場
に
対
す
る
規
制
緩
和
を
積
極
的
に

支
持
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
新
自
由
主
義
的
改
革
は
自
由
な
生
き
方
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
自
己
資
金
を
投
入
し
て
ス
キ
ル
を
磨
き
、
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
に
柔
軟
に
携
わ
る
と
い
う
起
業
家
の
活
動
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
生

設
計
を
自
己
責
任
の
も
と
で
引
き
受
け
る
自
由
な
生
き
方
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
市
場
に
よ
る
不
利
益
を
補
償

し
て
き
た
「
責
任
共
同
体
」
と
し
て
の
福
祉
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
自
己
責
任
言
説
に
よ
っ
て
堀
り
崩
さ
れ
た
の
で
あ
る
（IiW

：（（（

／
二

六
九
）。

ホ
ネ
ッ
ト
の
議
論
は
、
近
年
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
「
人
的
資
本
」
へ
の
主
体
化
と
呼
ぶ
、
新
自
由
主
義
的
理
性
の
作
用
に
つ
い
て

の
分
析
を
先
取
り
し
て
い
る
。
人
的
資
本
と
し
て
の
主
体
は
、
常
に
市
場
で
の
競
争
力
を
維
持
す
る
よ
う
日
々
自
己
投
資
を
行
い
、
企
業
や

国
家
の
「
運
用
資
産
」
と
し
て
の
信
用
格
付
け
を
高
め
よ
う
と
す
る
主
体
で
あ
る（

11
（

。
経
済
的
合
理
性
を
全
面
的
に
内
面
化
し
た
人
的
資
本
に

と
っ
て
、
家
庭
や
教
育
と
い
っ
た
日
常
生
活
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
電
子
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
た
公
共
圏
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
が
、

自
身
の
市
場
価
値
を
高
め
る
ア
ピ
ー
ル
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
競
争
優
位
性
を
高
め
る
た
め
に
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
が
協
力
し
あ
う
技
術
的
な
経
営
の
場
と
み
な
さ
れ
、
政
治
的
平
等
や
公
的
自
律
の
権
利
に
は
価
値
が
見
出
さ
れ
な
く
な
る
。
新
自
由
主
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義
的
理
性
の
支
配
に
よ
っ
て
、
主
体
は
自
由
な
権
利
の
主
体
で
は
な
く
、
国
家
の
経
済
政
策
や
金
融
政
策
に
適
合
し
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
際

に
は
安
全
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
経
済
的
な
責
任
主
体
（
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
う
し
た
自
己
責
任
言
説
は
、
格
差
や
生
活
条
件
の
悪
化
を
私
的
な
事
柄
と
し
て
脱
政
治
化
し
、
資
本
主
義
社
会
を
変
え
よ
う
と
す
る
危

機
意
識
が
公
共
的
に
広
が
る
の
を
妨
げ
る
。
起
業
家
的
人
物
を
模
範
と
す
る
業
績
評
価
や
人
的
資
本
の
主
体
化
は
、
私
生
活
主
義
を
再
生
す

る
こ
と
で
動
機
づ
け
の
危
機
が
生
じ
る
の
を
防
ぎ
、
そ
し
て
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
る
の
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
自
由
主
義

的
政
策
の
正
統
化
が
取
り
つ
け
ら
れ
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
は
影
響
力
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
行
き
詰
ま
り
と
も
言
う
べ

き
新
自
由
主
義
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
変
え
う
る
の
か
。
現
代
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
を
分
析
し
て
い
る
の
が
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー

で
あ
る
。

３　

フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
る
「
正
統
化
の
危
機
」
の
再
定
式
化

ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
近
年
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
対
抗
し
な
が
ら
、
現
代
の
金
融
資
本
主
義
に
お
け
る
危
機
を
様
々
な
角
度
か
ら

論
じ
よ
う
と
し
て
き
た（

11
（

。
彼
女
の
議
論
は
第
一
に
、
福
祉
の
給
付
と
行
政
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
論
点
で
あ
っ
た
七
〇
年
代
に
お
け
る
正
統

化
の
問
題
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
等
の
論
点
と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
社
会
の
正
統
化
の
取

り
付
け
／
取
り
下
げ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
環
境
保
護
運
動
な
ど
の
議
論
を
踏
ま
え
て
再
構
築
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
第
二
に
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
を
新
た
な
正
統
化
の
危
機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

を
検
討
し
て
い
る
。
金
融
資
本
に
よ
っ
て
長
い
間
封
じ
込
め
ら
れ
て
き
た
大
衆
の
不
満
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
と
い
う
形
で
爆
発
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
二
点
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
フ
レ
イ
ザ
ー
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
危
機
分
析
に
対
し
、
正
統
化
の
主
体
が
福
祉
の
給
付
対
象
と
な
る
労
働
者
と
し
て
一
面
的
に
描
か

れ
て
い
る
点
を
批
判
す
る（

11
（

。『
正
統
化
の
問
題
』
は
、
時
代
の
制
約
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
た
め
、
正
統
化
の
主

体
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
素
朴
に
前
提
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
現
代
で
は
資
本
主
義
社
会
に
異
議
申
し
立
て
す
る
複
数
の
主
体
を
想
定

で
き
る
。
そ
う
し
た
主
体
を
特
定
す
る
た
め
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
経
済
シ
ス
テ
ム
と
い
う
前
景
と
、
経
済
シ
ス
テ
ム
が
資
本
を
蓄
積
す
る
の
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を
可
能
に
す
る
た
め
の
背
景
で
あ
る
「
社
会
的
再
生
産
」、「
自
然
」、「
政
体
（polity

）」
と
い
う
三
つ
の
制
度
領
域
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

前
景
と
背
景
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
的
な
境
界
に
お
い
て
、
現
代
で
は
様
々
な
社
会
運
動
が
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
資
本
主
義
社
会
の
正
統

化
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
的
再
生
産
は
、
家
族
や
市
民
社
会
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
、
子
供
の
社
会
化
や
社
会
的
意
味
の
形
成
を
行
う
領
域
で

あ
る
（C

：（（-（（
）。
社
会
的
再
生
産
の
領
域
で
行
わ
れ
る
行
為
は
、
多
く
の
場
合
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
形
で
制
度
化
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
領
域
で
は
、
資
本
蓄
積
の
背
後
で
性
別
役
割
分
業
を
女
性
に
強
制
し
て
き
た
こ
と
を
暴
露
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が
、
正
統
化
の
主
体

と
な
る
（C

：（（-（（

）。

次
に
自
然
は
、
資
本
が
再
生
産
コ
ス
ト
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
無
償
で
獲
得
で
き
る
資
源
で
あ
る
（C

：

（（

）。
第
二
次
大
戦
後
の
欧
米
社
会
で
は
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
増
加
と
産
業
廃
棄
物
汚
染
の
深
刻
化
か
ら
、
環
境
保
護
団
体
を
中
心
に
反

対
運
動
が
起
こ
っ
た
。
現
代
で
も
、
温
暖
化
を
受
け
た
気
候
変
動
と
生
態
系
の
危
機
の
原
因
が
資
本
蓄
積
に
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
に
つ

れ
、
資
本
主
義
は
自
然
と
の
関
係
で
自
ら
を
正
統
化
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
政
体
は
、
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
国
際
組
織
に
至
る
国
内
、
国
際
上
の
公
的
権
力
の
総
体
を
意
味
す
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
が
特
に
着

目
す
る
の
は
、
中
心
部
の
国
家
が
周
辺
部
の
主
体
の
労
働
を
「
収
奪
」
す
る
こ
と
で
資
本
主
義
が
発
展
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
で
あ

る
。
中
心
部
の
労
働
者
の
搾
取
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
す
ら
保
障
さ
れ
な
い
植
民
地
住
民
の
強
制
労
働
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
き
た
背
景
が

あ
る
。「
搾
取
さ
れ
る
労
働
者
」
と
「
収
奪
さ
れ
る
主
体
」
と
い
う
社
会
的
地
位
の
相
違
は
、
肌
の
色
の
相
違
に
よ
っ
て
記
号
化
さ
れ
、
今

日
に
至
る
ま
で
人
種
化
さ
れ
た
収
奪
の
構
造
的
支
配
は
継
続
し
て
い
る
（C

：（0（-（0（

）。
こ
の
領
域
で
は
、
人
種
的
な
支
配
か
ら
の
解
放
を

目
指
す
反
人
種
主
義
運
動
が
、
正
統
化
の
主
体
と
な
る
。

経
済
シ
ス
テ
ム
が
資
本
蓄
積
を
可
能
と
す
る
背
景
領
域
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
正
統
化
の
危
機
は
新
た
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
つ
ま

り
正
統
化
の
危
機
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
考
慮
し
て
い
た
よ
う
な
行
政
シ
ス
テ
ム
の
計
画
と
管
理
を
め
ぐ
る
闘
争
だ
け
で
な
く
、
格
差
の
是

正
を
求
め
る
闘
争
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
の
不
平
等
の
是
正
を
求
め
る
闘
争
、
環
境
保
護
を
求
め
る
闘
争
、
人
種
的
に
構
造
化
さ
れ
た
収
奪
の
是

正
を
求
め
る
闘
争
の
複
合
的
な
現
象
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
る（

11
（

。
労
働
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
資
本
の
蓄
積
過
程
の
背
後
で
支
配
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さ
れ
て
き
た
者
た
ち
の
複
数
の
声
が
資
本
主
義
社
会
の
変
革
を
要
求
し
た
時
、
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
た
と
言
え
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
危
機
分
析
に
、
資
本
主
義
社
会
で
不
正
義
を
被
っ
て
い
る
複
数
の
主
体
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

フ
レ
イ
ザ
ー
は
正
統
化
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
大
衆
の
不
満
が
近
年
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
と
い
う
形
で
現
れ
た
理
由

を
分
析
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、
金
融
資
本
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
多
文
化
主
義
、
環
境
保
護
運
動
、LG

B
T

Q

＋
、
反
人
種
差
別
主

義
に
よ
る
解
放
運
動
と
巧
み
に
連
携
す
る
こ
と
で
、
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
る
の
を
回
避
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
包
摂
を
目
指
す
承
認
の

政
治
と
、
多
様
性
の
理
念
を
売
り
に
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
と
が
結
び
つ
い
た
「
進
歩
的
新
自
由
主
義
」
が
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に

か
け
て
政
治
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
の
で
あ
る
（C

：（0

（
11
（0

）。
例
え
ば
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
巨
大
資
本
は
、
女
性
、
非
白

人
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
エ
リ
ー
ト
を
積
極
的
に
登
用
し
、
進
歩
的
な
立
場
を
と
る
左
派
政
党
と
手
を
結
ん
で
新
自
由
主
義
政
策
の
支
持

を
と
り
つ
け
て
き
た
。

先
に
ホ
ネ
ッ
ト
が
論
じ
た
承
認
の
価
値
地
平
の
変
化
を
考
慮
す
れ
ば
、
包
摂
を
目
指
す
承
認
の
政
治
と
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
と
が
連
携
す
る

こ
と
の
で
き
た
事
態
は
よ
り
分
か
り
や
す
く
な
る
。
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
は
能
力
主
義
言
説
を
巧
み
に
利
用
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

中
で
も
起
業
家
的
な
特
性
を
身
に
つ
け
た
者
を
「
包
摂
」
す
る
こ
と
で
、
新
自
由
主
義
政
策
の
正
統
化
を
取
り
つ
け
て
き
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー

の
分
析
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
社
会
は
、
実
際
は
多
数
の
非
エ
リ
ー
ト
層
の
参
画
を
拒
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
面

的
な
「
多
様
性
と
包
摂
」
に
よ
っ
て
正
統
化
の
危
機
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

近
年
欧
米
各
国
で
勢
力
を
増
し
て
い
る
反
動
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
生
活
条
件
が
悪
化
し
た
多
数
派
非
エ
リ
ー
ト
層
に
訴
え
る
こ
と

で
、
多
様
性
の
理
念
と
新
自
由
主
義
と
を
同
時
に
拒
否
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
り
、
金
融
市
場
の
命
令
に
支
配
さ
れ
て
い
る
国
家
に
対
す

る
正
統
化
の
危
機
の
現
れ
と
言
え
る
（C

：（（

（
11
（（

）。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
機
関
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
空
洞
化
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
広
が
る

格
差
と
生
活
条
件
の
悪
化
に
つ
い
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
大
衆
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
そ
の
怒
り
の
捌
け
口
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

反
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
金
融
資
本
と
と
も
に
富
を
占
有
す
る
エ
リ
ー
ト
と
、「
包
摂
す
べ
き
他
者
」
と
さ
れ
て
い
る
移
民
や
女
性
へ
の

敵
対
性
を
、
排
他
的
な
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
結
集
さ
せ
る
。

し
か
し
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
る
と
、
反
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
国
民
国
家
の
強
化
を
目
指
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
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本
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
政
権
を
握
っ
た
後
の
ト
ラ
ン
プ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
内
の
エ

リ
ー
ト
に
は
反
発
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
や
金
融
機
関
に
対
抗
す
る
と
い
う
理
念
を
掲
げ
な
い
た
め
、
そ
う
し

た
機
関
に
よ
る
新
自
由
主
義
政
策
へ
の
要
求
に
屈
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（C

：（（（-（（（

）。
結
局
、
新
自
由
主
義
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
反
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
と
い
う
不
満
の
原
因
か
ら
目
を
背
け
、
大
衆
の
怒
り
を
よ
り
一
層
移
民

や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
と
歪
め
、
方
向
づ
け
る
こ
と
で
支
持
を
と
り
つ
け
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
は
、
進
歩
的
新
自
由
主
義
の
正
統

化
を
取
り
下
げ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
正
統
化
の
危
機
で
あ
る
。
し
か
し
反
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
社
会
の
再
編
に
向
か

う
の
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
社
会
統
合
に
回
帰
す
る
点
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
の
再
編
を
求
め
る
正

統
化
の
危
機
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
フ
レ
イ
ザ
ー
の
分
析
か
ら
す
る
と
、
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
危
機
、
つ
ま
り
格
差
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
の
不
平

等
、
環
境
破
壊
、
人
種
的
支
配
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
再
編
の
運
動
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
起
こ
っ
て
い
な
い
。
反
動

的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
「
進
歩
的
新
自
由
主
義
」
の
正
統
化
を
取
り
下
げ
た
運
動
で
あ
っ
た
も
の
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
の
再
編

に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
新
自
由
主
義
政
策
を
支
え
た
起
業
家
的
な
生
き
方
や
人
的
資
本
の
理
念
ま
で
も
揺
る

が
す
よ
う
な
、
資
本
主
義
社
会
の
動
機
づ
け
の
危
機
が
起
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
相
変
わ
ら
ず
の
正
統
化
の
危
機
の
行
き
詰
ま
り

と
も
言
う
べ
き
現
状
を
ど
の
よ
う
に
打
破
す
る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
点
は
最
終
節
で
検
討
す
る
。

三　

近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
資
本
主
義
論

前
節
で
は
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
ホ
ネ
ッ
ト
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
議
論
に
沿
っ
て
、
七
〇
年
代
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
資
本
主

義
社
会
の
危
機
の
可
能
性
が
、
そ
の
後
の
数
十
年
の
間
に
ど
の
よ
う
に
裏
切
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
で
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に

よ
る
世
界
社
会
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
彼
が
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
危
機
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
う
る
か
を
検
討
し
、
そ
の
同

時
代
診
断
と
し
て
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
に
言
う
と
、
彼
は
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
が
提
起
し
た
金
融
資
本
の
権
力
獲
得
と
い
う
問
題
に
対
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し
て
の
み
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
よ
っ
て
応
答
を
試
み
て
い
る
。

『
事
実
性
と
妥
当
性
』（
一
九
九
二
年
）
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
か
ら
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
論
』（
二
〇
一
一
年
）
に
お
け
る
多
次
元
的
な

世
界
社
会
論
に
至
る
ま
で
、
資
本
主
義
的
市
場
経
済
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
再
編
し
て
い
く
と
い
う
『
正
統
化
の
問
題
』
で
の
主
張
は

一
貫
し
て
い
る
。
市
場
経
済
は
、
近
代
に
お
け
る
学
習
過
程
の
成
果
で
あ
り
、
高
度
に
複
雑
な
経
済
取
引
を
処
理
す
る
能
力
を
持
っ
た
独
自

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
市
場
を
廃
止
し
て
伝
統
的
な
共
同
社
会
に
回
帰
す
る
か
、
市
場
を
国
有
化
し
て
行
政
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込

む
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
し
て
社
会
国
家
は
、
官
僚
制
に
よ
っ
て
生
活
世
界
を
植
民
地
化
す
る
形
で
介
入
し
な
い
よ
う
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
よ
っ
て
馴
致
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
掲
げ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
と
は
、
市
民
た
ち
の
熟
議
と
包
摂
に
基

づ
く
公
共
圏
で
の
意
見
形
成
と
自
己
立
法
手
続
き
に
よ
っ
て
、
行
政
シ
ス
テ
ム
と
経
済
シ
ス
テ
ム
を
社
会
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で

あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
金
融
資
本
の
権
力
獲
得
と
い
う
問
題
を
受
け
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
超
国
家
的
な
世
界
社
会
を
論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
理
論
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
が
提
起
し
た
こ
の
問
題
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
利
潤
追
求
の
命
法
に
従
う
金
融

資
本
が
、
自
身
の
利
益
の
た
め
に
貨
幣
を
政
治
権
力
に
変
換
し
、
行
政
シ
ス
テ
ム
に
影
響
力
を
行
使
す
る
現
象
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
結
果
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
市
場
を
調
整
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
の
国
際
機
関
は
、
制
度
化
さ
れ
た
正
統
化
手
続
き
を
欠
い
た
ま
ま
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市

場
に
お
い
て
競
争
力
を
維
持
せ
よ
と
い
う
命
令
を
各
国
に
押
し
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る（

1（
（

。
こ
の
現
象
に
対
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ

ム
の
力
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
が
引
き
起
こ
す
景
気
循
環
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
国
内
成
長
を
十
分
に
促
す
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
レ
ー
ク
と
の
間
で
行
わ
れ
た
論
争
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
の
議
論
を
大
筋
で
受
け
い
れ
な
が
ら
も
、
国

家
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
市
場
を
制
御
す
る
能
力
を
持
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
で
対
立
し
た
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
国
家
を
強
化
す
る
こ
と
で
か
つ
て
の
社
会
国
家
に
回
帰
す
べ
き
と
論
じ
る
の
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
国
家
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融

市
場
を
制
御
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
と
主
張
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
シ
ス
テ

ム
を
制
御
す
る
能
力
を
持
っ
た
行
政
組
織
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
組
織
と
交
渉
シ
ス
テ
ム
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以
外
に
は
な
い（

11
（

。
ま
た
他
方
で
、
国
民
国
家
を
廃
止
し
て
「
世
界
国
家
」
に
向
か
う
こ
と
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
国
家
の
強
化
と
同
じ
く
、
現

実
的
な
選
択
肢
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
対
案
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
組
織
を
立
憲
化
し
、
各
国
市
民
の
視

点
、
世
界
市
民
の
視
点
、
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
市
民
の
視
点
な
ど
を
代
表
す
る
、
多
次
元
的
な
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
正
統
化
の
回
路
を
制
度
化

し
て
い
く
こ
と
で
あ
る（

11
（

。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、『
正
統
化
の
問
題
』
で
論
じ
ら
れ
た
「
正
統
化
の
危
機
」
の
条
件
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
経
済
シ
ス
テ
ム
の
制
御
問
題
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
の
次
元
に
移
さ
れ
る
。
例
え
ば
Ｅ
Ｕ
は
、
欧
州
委
員
会
、
欧

州
中
央
銀
行
、
欧
州
金
融
安
定
化
機
構
等
の
組
織
を
持
つ
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
市
場
を
あ
る
程
度
制
御
す
る
能
力
を
持
っ
た
組
織

と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
各
国
首
脳
、
政
治
家
、
国
際
組
織
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
金
融
市
場
の
命
令
に
屈
服
し
、
自
分
た
ち
に
都
合
の

良
い
よ
う
に
新
自
由
主
義
政
策
を
実
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
」
の
支
配
と
、
金
融
資
本
と
エ
リ
ー
ト
の
支
配
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
欠
損
」
が
あ
る
（zV

E

：（（

／
七
一
）。

そ
れ
ゆ
え
正
統
化
の
危
機
は
、
現
在
の
資
本
主
義
社
会
が
耐
え
難
い
と
い
う
意
識
が
人
び
と
の
間
で
広
ま
り
、
市
民
の
利
益
よ
り
金
融
資

本
の
利
益
を
優
先
さ
せ
て
い
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
組
織
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
、
正
統
化
の
回
路
を
作
る
運
動
と
し
て

現
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
再
編
と
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
導
入
で
あ
る
。

新
自
由
主
義
政
策
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
を
解
体
し
、
雇
用
を
不
安
定
化
し
、
貧
困
や
格
差
を
拡
大
さ
せ
た
金
融
資
本
と
エ
リ
ー
ト
た
ち
へ
の

不
満
が
、
国
境
横
断
的
な
自
己
立
法
の
た
め
の
制
度
形
成
に
向
か
う
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
見
立
て
で
は
、
資
本
主
義
社
会
の
再
編
を
要
求
す
る
正
統
化
の
危
機
は
、
今
の
と
こ
ろ
生
じ
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
は
、「
連
帯
」
の
不
在
に
あ
る
。『
正
統
化
の
問
題
』
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
る
条
件
は
、
生
活
世
界
や
公

共
圏
に
お
い
て
討
議
を
活
気
づ
け
る
「
動
機
づ
け
の
危
機
」
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
に
お
い
て
そ
う
し
た
条
件
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
統
合
を
超
え
て
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
連
帯
を
「
政
治
的
に
作
り
上
げ
る
こ
と
」
で
あ
る（

11
（

。
連
帯
は
、
困
っ
た
時
に
は
自
分
の
利
益

を
犠
牲
に
し
て
で
も
互
い
に
援
助
を
期
待
で
き
る
信
頼
関
係
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
信
頼
関
係
を
築
く
に
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に

開
か
れ
た
公
共
圏
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、政
治
文
化
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（zV

E

：
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（（
／
一
二
四
）。
だ
が
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（

11
（

。

近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
世
界
社
会
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
の
問
題
提
起
に
応
え
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
、
彼
自
身
は

主
題
化
し
て
い
な
い
も
の
の
、
新
た
な
形
で
正
統
化
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
ホ
ネ
ッ
ト
や
フ
レ
イ
ザ
ー
の
議
論

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
に
は
、
現
代
資
本
主
義
社
会
の
時
代
診
断
を
行
う
上
で
、
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
な
い
原
因
を
、
連
帯
の
不
在
以
外
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
資
本
主
義
社
会
が
耐
え
難
い

と
い
う
意
識
が
人
び
と
の
間
で
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
（zV

E

：（0（

／
一
六
一
）。
そ
う
だ
と
し
た

ら
、
人
び
と
の
不
満
や
怒
り
の
矛
先
が
、
な
ぜ
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
や
金
融
資
本
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に

ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
上
で
、「
進
歩
的
新
自
由
主
義
」
と

そ
れ
に
対
抗
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
い
う
フ
レ
イ
ザ
ー
の
説
明
は
一
定
程
度
有
効
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
変
革
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
通
り
、
資
本
主
義
社
会
が
耐
え
難
い
と
し
て

も
、
そ
れ
を
自
己
責
任
と
し
て
引
き
受
け
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
文
化
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
連
帯
の
欠
損
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
文
化
的
な
要
因
を
批
判
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
。『
正
統
化
の
問
題
』
の
問
題
構
成
に
従
う
な
ら
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
の
再
編
に
向
か
う
に
は
、
起
業
家
的
な
業
績
評

価
や
人
的
資
本
の
理
念
を
問
題
化
す
る
形
で
「
動
機
づ
け
の
危
機
」
が
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
行
為
の
理
論
』
の
枠
組
み
に

従
う
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
問
題
化
を
防
ご
う
と
す
る
社
会
文
化
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
社
会
批
判
に
よ
っ
て
打
破
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

四　

現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
と
社
会
批
判
の
可
能
性

以
上
を
ふ
ま
え
、
本
節
で
は
ま
ず
『
正
統
化
の
問
題
』
の
問
題
構
成
に
立
ち
戻
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
、
と
り
わ
け
フ
レ
イ
ザ
ー
の
同
時

代
診
断
を
ふ
ま
え
、
正
統
化
の
危
機
発
生
の
シ
ナ
リ
オ
を
再
定
式
化
す
る
。
そ
の
上
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
再
編
の
行
き
詰

り
を
批
判
す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
ホ
ネ
ッ
ト
の
洞
察
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
『
行
為
の
理
論
』
で
示
し
た
植
民
地
化
テ
ー
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ゼ
を
現
代
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

１　

現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、『
正
統
化
の
問
題
』
で
提
示
さ
れ
た
正
統
化
の
危
機
分
析
は
、
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
う
る
か
。
第
一
に
『
正

統
化
の
問
題
』
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
が
経
済
シ
ス
テ
ム
を
制
御
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上

で
、
行
政
シ
ス
テ
ム
が
福
祉
国
家
的
な
計
画
を
十
分
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
、「
合
理
性
の
不
足
」
が
現
れ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し

現
代
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
は
、
新
自
由
主
義
政
策
を
要
求
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
資
本
の
影
響
力
に
対
処
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
制
御
問
題
を
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
の
次
元
で
考

察
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
も
、
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
金
融
資
本
の
権
力
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と

で
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
合
理
性
の
不
足
は
、
政
治
主
導
で
経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
合
理
性
の
不
足
は
、
社
会
国
家
の
総
合
的
な
計
画
を
断
念
し
て
も
な
お
、
恒
常
的
な
現
象
と

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

第
二
に
『
正
統
化
の
問
題
』
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
か
ら
、
正
統
化
の
主
体
と
な
る
の
は
労
働
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
労
働
者
た

ち
は
、
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
や
社
会
的
剰
余
の
分
配
を
討
議
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
問

い
直
す
と
さ
れ
た
。
だ
が
フ
レ
イ
ザ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
現
代
資
本
主
義
の
正
統
化
を
行
う
主
体
は
、
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
、
反
人
種
差
別
主
義
運
動
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
主
体
た
ち
が
含
ま
れ
る
。
資
本
主
義
社
会
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
業
の
強
制
、
中

心
部
と
周
辺
部
の
構
造
的
格
差
、
自
然
へ
の
環
境
破
壊
を
通
じ
て
、
普
遍
化
可
能
で
は
な
い
支
配
を
強
要
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。
し
た
が
っ
て
正
統
化
の
危
機
は
、
こ
れ
ら
の
主
体
た
ち
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
を
変
革
す
べ
く
、
国
境
横
断
的
な
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
制
度
化
し
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
対
抗
し
て
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
形
で
起
こ
り
う
る
。

第
三
に
、『
正
統
化
の
問
題
』
で
は
、
正
統
化
の
危
機
が
生
じ
る
条
件
は
、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
伝
統
的
な
私
生
活
主
義
が
解

体
し
、
討
議
に
よ
る
意
思
形
成
が
活
性
化
す
る
「
動
機
づ
け
の
危
機
」
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
ホ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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こ
の
可
能
性
は
新
し
い
個
人
主
義
の
文
化
が
広
が
る
こ
と
で
、
封
じ
込
め
ら
れ
た
。
市
民
た
ち
は
討
議
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
活
性
化
さ
せ
る

ど
こ
ろ
か
、
新
自
由
主
義
政
策
を
積
極
的
に
支
持
し
、
資
本
主
義
社
会
を
正
統
化
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
資
本
は
こ
の
文
化
を
利
用
し

て
、
女
性
、
非
白
人
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
エ
リ
ー
ト
を
「
承
認
」
す
る
進
歩
的
新
自
由
主
義
に
よ
っ
て
、
正
統
化
の
危
機
の
発
生
を
防
い
で

き
た
。
そ
れ
ゆ
え
現
代
に
お
い
て
動
機
づ
け
の
危
機
は
、
起
業
家
的
な
業
績
評
価
や
人
的
資
本
の
理
念
を
問
い
直
す
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
機
づ
け
の
危
機
が
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
現
状
が
耐
え
難
い
と
い
う
労
働
者
た
ち
の
意
識
は
歪
ん
だ
形
で
、
つ
ま
り
排
他
的
な
エ
ス
ノ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
の
再
編
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
女
性
、
非
白

人
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
攻
撃
に
向
か
う
こ
と
で
、
資
本
主
義
の
支
配
を
被
っ
て
き
た
主
体
た
ち
を
分
断
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
を
再
編
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
不
可
欠
の
条
件
は
、
国
境
横
断
的
な
連
帯
で
あ
っ
た
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

に
よ
る
分
断
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
連
帯
は
そ
う
し
た
分
断
を
解
消
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
経
済

の
構
造
的
な
支
配
を
被
っ
て
き
た
労
働
者
、
女
性
、
非
白
人
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
環
境
運
動
の
担
い
手
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な

結
合
と
し
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

２　

植
民
地
化
批
判
の
現
代
的
解
釈
に
向
け
て

も
っ
と
も
こ
う
し
た
危
機
発
生
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
の
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
実
現
可
能
性
に
乏
し
い
と

言
え
る
。
資
本
主
義
社
会
の
正
統
化
を
取
り
下
げ
る
き
っ
か
け
と
な
る
動
機
づ
け
の
危
機
は
、
現
実
に
は
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
事
態
に
対
抗
す
る
た
め
に
、『
行
為
の
理
論
』
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
変
革
の
行
き
詰
ま
り
を
も
た
ら
す
社
会
文
化
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し

て
、
植
民
地
化
の
現
象
を
分
析
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
現
代
資
本
主
義
の
文
脈
に
即
し
て
植
民
地
化
を
解
釈
し
、
現
状
に
抗
す
る

社
会
批
判
の
可
能
性
を
探
り
た
い
。

既
に
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
植
民
地
化
と
は
、
金
銭
や
権
力
を
媒
介
と
し
た
目
的
合
理
的
で
戦
略
的
な
行
為
が
生
活
世
界
の
主
流
な
行

為
様
式
に
な
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
歪
め
ら
れ
、
討
議
に
よ
る
意
思
形
成
が
不
活
性
化
す
る
現
象
を
意
味
す
る
。
七
〇
─
八
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〇
年
代
の
文
脈
に
お
い
て
、
植
民
地
化
が
発
生
す
る
一
つ
の
要
因
は
、
金
銭
を
給
付
す
る
福
祉
国
家
と
官
僚
制
の
拡
大
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

し
か
し
現
代
で
は
、
新
自
由
主
義
政
策
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
が
解
体
に
向
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
欠
損
」
が

生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
植
民
地
化
テ
ー
ゼ
の
具
体
的
内
容
は
、
現
代
の
時
代
状
況
に
即
し
て
解
釈
し
直
す
余
地
が
あ
る
。

こ
こ
で
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
八
〇
年
代
以
後
の
価
値
評
価
の
変
化
に
よ
っ
て
、
人
び
と
が
自
発
的
に
資
本
主
義
的
な
生
き
方
に
適
合

し
て
い
る
と
い
う
ホ
ネ
ッ
ト
の
議
論
で
あ
る
。
市
場
に
お
け
る
価
値
増
殖
を
目
指
す
と
い
う
資
本
主
義
の
命
令
は
、
現
代
で
は
自
ら
の
市
場

価
値
を
高
め
る
べ
く
日
々
自
己
責
任
の
も
と
で
ス
キ
ル
を
磨
く
、
起
業
家
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
ホ

ネ
ッ
ト
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
に
親
和
的
な
生
き
方
が
、
家
族
生
活
や
政
治
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
仕
事
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
志
向
や
競
争
が
高
ま
る
と
、
友
人
や
家
族
を
親
密
な
他
者
と
し
て
承
認
す
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
競
争

力
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
く（

11
（

。
あ
る
い
は
政
治
的
公
共
圏
に
お
い
て
、
市
民
た
ち
は
不
平
等
や
格
差
を
自
己
責
任
言
説

に
よ
っ
て
私
的
な
現
象
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
社
会
を
改
善
す
る
た
め
に
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
は
無
意
味
だ
と
い

う
政
治
的
無
関
心
の
風
潮
が
広
が
っ
て
い
く（

11
（

。

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
現
象
を
「
植
民
地
化
」
と
い
う
言
葉
で
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
承
認
論
の
観
点
か
ら
、
資
本
主

義
社
会
の
誤
っ
た
発
展
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
自
ら
の
市
場
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
生
き
方
の
拡
大
は
、「
金
融
市
場
あ

る
い
は
資
本
市
場
に
特
有
の
命
法
が
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
自
立
化
す
る
こ
と
」
と
も
論
じ
ら
れ
る（

11
（

。
こ
の
点
で
、
起
業
家
的
な
主
体
の
活
動
が

拡
大
す
る
現
象
は
、「
経
済
成
長
の
力
学
」
が
生
活
世
界
の
記
号
的
再
生
産
の
内
部
に
侵
入
し
て
く
る
と
い
う
植
民
地
化
の
テ
ー
ゼ
と
重
な

り
合
う（

11
（

。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
植
民
地
化
現
象
は
、
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
う
る
の
か
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
か
つ
て
自
己
実
現
を
促

進
す
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
、
今
や
「
外
か
ら
の
命
令
」
と
し
て
強
制
に
転
じ
た
こ
と
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
に
暴

露
し
て
い
る
（IiW

：（（（-（（（

／
二
四
三
）。
新
自
由
主
義
的
な
価
値
評
価
の
基
準
は
、〈
起
業
家
や
人
的
資
本
に
な
ろ
う
と
す
る
か
、
そ
れ
と

も
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
か
〉
と
い
う
二
者
択
一
と
な
る
こ
と
で
、
内
面
化
さ
れ
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
恐

れ
た
人
び
と
は
、
承
認
を
求
め
て
、
起
業
家
的
な
特
性
を
身
に
つ
け
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
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う
し
た
順
応
的
な
形
で
形
成
さ
れ
る
承
認
を
、
相
互
主
観
性
の
歪
み
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

フ
レ
イ
ザ
ー
と
の
共
著
者
で
も
あ
る
ラ
ー
エ
ル
・
イ
ェ
ッ
ギ
は
、
こ
の
よ
う
に
内
面
化
さ
れ
た
生
き
方
を
、「
疎
外
」
と
い
う
観
点

か
ら
批
判
し
て
い
る
（C

：（（（

）。
彼
女
に
と
っ
て
疎
外
と
は
、
社
会
の
中
で
自
分
に
帰
属
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
我
有
化

（A
neignung

）」
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る（

1（
（

。
す
な
わ
ち
、
社
会
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
自
己
と
の
内
的
対
話

に
お
い
て
「
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
」
時
、
自
己
関
係
は
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
見
通
し
の
つ
か
な
い
資
本
主
義
社
会
の
制
度
構
造
の
中
で
、

起
業
家
や
人
的
資
本
と
し
て
の
特
性
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
人
が
、
そ
う
し
た
特
性
を
自
分
自
身
の
意
味
あ
る
人
生
の
一
部
と
し
て
「
同

一
化
」
で
き
な
い
時
、
そ
の
人
は
我
有
化
で
き
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
生
き
て
い
る（

11
（

。
新
自
由
主
義
的
な
価
値
評
価
が
生
活
世
界
を
支

配
す
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
る
点
で
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ホ
ネ
ッ
ト
や
イ
ェ
ッ
ギ
の
議
論
を
通
じ
て
解
釈
さ
れ
た
植
民
地
化
現
象
は
、
自
身
の
市
場
価
値
を
高
め
る
生
き
方
が
生
活
領
域
に
広
が

り
、
順
応
的
な
承
認
や
疎
外
さ
れ
た
自
己
関
係
が
拡
大
す
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。『
行
為
の
理
論
』
の
枠
組
み
に
即
し
て
言
う
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
力
を
維
持
せ
よ
と
い
う
命
令
が
生
活
世
界
を
植
民
地
化
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
と
し
て
批
判
さ
れ
う
る
。
現
代
資
本
主
義
を
支
え
て
い
る
生
活
形
式
を
揺
る
が
す
よ
う
な
動
機
づ
け
の
危
機
が
封
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
必
要
な
の
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
連
帯
の
欠
損
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
を
批
判
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
七
〇
年
代
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
資
本
主
義
の
危
機
分
析
を
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
ホ
ネ
ッ
ト
、
フ
レ
イ
ザ
ー

に
よ
る
現
代
資
本
主
義
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。『
正
統
化
の
問
題
』
の
危
機
分
析
は
、
金
融
資
本
が
各
国
に

新
自
由
主
義
政
策
を
実
施
さ
せ
る
権
力
を
獲
得
し
た
こ
と
（
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
）、
資
本
主
義
社
会
が
文
化
的
次
元
で
正
統
化
の
危
機
を
防
ぐ

た
め
の
動
機
づ
け
の
調
達
に
成
功
し
た
こ
と
（
ホ
ネ
ッ
ト
）、
資
本
主
義
の
正
統
化
を
行
う
主
体
が
労
働
者
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
（
フ
レ
イ
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ザ
ー
）、
と
い
う
限
界
に
直
面
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
本
稿
は
、
近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ

て
正
統
化
の
問
題
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
政
シ
ス
テ
ム
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
労
働
者
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
、
反
人
種
主
義
運
動
、
環
境
保
護
運
動
が
国
境
横
断
的
に
連
帯
す
る
こ
と
、
新
自
由
主
義
に
親
和
的
な
生
き
方
を
揺
る

が
す
動
機
づ
け
の
危
機
が
起
こ
る
こ
と
を
、
正
統
化
の
危
機
発
生
の
条
件
と
し
て
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
本
稿
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る

資
本
主
義
変
革
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る
た
め
に
社
会
批
判
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
『
行
為
の
理
論
』
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
植
民
地
化
批

判
の
現
代
的
解
釈
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
市
場
に
お
け
る
競
争
力
を
維
持
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
生
き
方
の
拡
大
を
、
順
応
的
な
承
認
や

疎
外
さ
れ
た
自
己
関
係
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
と
し
て
批
判
し
う
る
こ
と
を
示
し
た
。

最
後
に
、
今
後
の
検
討
が
必
要
な
課
題
を
述
べ
て
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
『
正
統
化
の

問
題
』
か
ら
『
行
為
の
理
論
』
に
か
け
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
展
開
し
た
理
論
の
根
幹
部
分
を
前
提
と
し
て
、
正
統
化
の
危
機
発
生
の
シ
ナ
リ

オ
に
つ
い
て
の
同
時
代
診
断
を
再
検
討
し
た
。
し
か
し
、
現
代
資
本
主
義
社
会
の
動
態
を
捉
え
る
上
で
、
根
幹
部
分
に
踏
み
込
ん
だ
修
正
が

必
要
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
社
会
シ
ス
テ
ム
論
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
を
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し

て
描
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
資
本
を
捉
え
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
経
済
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
背
景
領
域

と
の
関
係
か
ら
資
本
主
義
社
会
を
分
節
化
し
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
承
認
の
規
範
的
秩
序
と
し
て
資
本
主
義
の
制
度
領
域
を
捉
え
て
い
る
。
彼
／
女

ら
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
経
済
シ
ス
テ
ム
を
規
範
か
ら
自
由
な
領
域
と
し
て
脱
政
治
化
し
て
い
る
点
を
非
難
し
て
い
る（

11
（

。
金
融
資
本
と
政
治

エ
リ
ー
ト
の
結
託
、
反
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
人
々
の
危
機
意
識
の
歪
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
資
本
主
義
を
支
え
る

生
き
方
の
内
面
化
と
い
っ
た
問
題
を
捉
え
る
上
で
、
そ
も
そ
も
経
済
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
描
く
こ
と
が
ど
こ
ま
で
妥
当
か
ど
う
か
は
今
後
検

討
が
必
要
な
課
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
稿
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
資
本
主
義
再
編
の
行
き
詰
ま
り
を
批
判
す
る
た
め
に
、
植
民
地
化
の
現
代
的
解
釈
を
試
み

た
。
こ
こ
で
は
、
社
会
批
判
の
規
範
的
基
礎
に
関
す
る
問
い
に
は
踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
語
用
論
的
規
則
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
経
済
成
長
の
力
学
が
生
活
世
界
に
侵
入
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
ホ

ネ
ッ
ト
や
イ
ェ
ッ
ギ
は
、
十
全
な
承
認
関
係
の
形
成
や
疎
外
な
き
自
己
関
係
と
い
っ
た
基
準
か
ら
、
市
場
の
命
令
に
従
属
的
な
生
き
方
の
拡
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大
を
批
判
し
て
い
る（

11
（

。
社
会
批
判
の
有
効
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
批
判
の
規
範
的
基
礎
と
い
う
点
か
ら
も
、
他
の
論
者
た
ち
と
の
比
較

検
討
が
必
要
と
な
る
。
更
に
は
、
理
論
に
よ
る
批
判
を
一
般
市
民
が
ど
の
よ
う
に
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
方
法
論
的
な
問
い
も
、

他
の
論
者
た
ち
と
比
較
す
る
中
で
、
掘
り
下
げ
た
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
課
題
が
残
る
に
せ
よ
、
本
稿
は
『
正
統
化
の
問
題
』
に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
時
代
診
断
を
現
代
化
す
る
こ
と
で
、
資
本
主

義
経
済
を
市
民
た
ち
の
手
で
自
律
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
た
め
の
事
実
的
な
必
要
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み

は
、
政
治
理
論
が
資
本
主
義
社
会
の
変
革
可
能
性
を
考
察
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
下
の
著
作
か
ら
引
用
す
る
際
は
次
の
よ
う
に
略
記
し
、
本
文
中
に
頁
数
／
邦
訳
の
頁
数
を
示
す
。
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義
の
両
立
と
い
う
観
点
か
ら
危
機
論
を
参
照
し
た
上
で
、
資
本
主
義
と
両
立
（
不
）
可
能
な
民
主
主
義
と
社
会

保
障
の
制
度
構
想
を
検
討
し
て
い
る
。
田
村
哲
樹
「
資
本
主
義
と
民
主
主
義
は
な
お
も
両
立
可
能
か
」、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
─
グ
ロ
ー
バ

ル
化
時
代
の
政
治
を
問
い
直
す
』
杉
田
敦
編
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
八
年
。
本
稿
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
民
主
主
義
の
構
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、
デ
モ
ク

ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
変
革
が
生
じ
る
条
件
、
つ
ま
り
正
統
化
の
危
機
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
る
。

（
（
）Jütten,	T

.,	 “H
aberm

as	and	M
arkets ”,	in	Constellations,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（.	Condon,	R.,	 “Refram

ing	H
aberm

as ’s	Colonization	
T

hesis:	N
eoliberalism

	as	Relinguistification ”,	in	E
uropean Journal of Social T

heory,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（.	V
erovšek,	PJ.,	 “T

aking	
Back	Control	over	M

arkets:	Jürgen	H
aberm

as	on	the	Colonization	of	Politics	by	Econom
ics ”,	in	Political Studies,	O

nline	First,	
（0（（.	

田
中
拓
道
「
労
働
と
福
祉
国
家
」、『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
読
む
』
田
村
哲
樹
・
加
藤
哲
理
編
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
。『
正
統
化
の
問

題
』
の
現
代
化
と
い
う
テ
ー
マ
に
着
目
す
る
例
外
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。M

illstein,	B.,	 “W
hat	does	a	Legitim

ation	Crisis	M
ean	T

oday?	
Financialized	Capitalism

	and	the	Crisis	of	Crisis	Consciousness ”,	in	T
he E

m
ergence of Illiberalism

: U
nderstanding a G

lobal 
Phenom

enon,	

（eds.

）	B.	V
orm

ann	and	M
D

.	W
einm

an,	Routledge,	（0（（.

（
（
）
例
と
し
て
、
比
較
政
治
研
究
に
よ
る
以
下
の
論
考
を
参
照
。
小
川
有
美
「
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
経
済
危
機
と
民
主
主
義
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
縮

減
・
再
生
・
拡
散
」、『
民
主
主
義
に
未
来
は
あ
る
の
か
？
』
山
崎
望
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
。
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（
（0
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
に
従
っ
て
、
主
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
後
期
資
本
主
義
」
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
本
稿
で

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
資
本
の
権
力
獲
得
と
い
う
現
代
資
本
主
義
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、「
後
期
資
本
主
義
」
と
い
う
用
語
を
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
現

代
資
本
主
義
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
資
本
主
義
と
呼
ぶ
点
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
る
区
分
（C

：cap.（

）
に
従
っ
て
い
る
。

（
（（
）
別
の
可
能
性
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
規
範
に
基
づ
く
社
会
統
合
を
必
要
と
し
な
い
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
個
人
の
誕
生
を
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ

ン
の
シ
ス
テ
ム
論
に
沿
っ
て
検
討
し
て
い
る
（LiS

：K
ap.（

）。

（
（（
）H

aberm
as,	J.,	T

heorie des kom
m

unikativen H
andelns. Band 2: Zur K

ritik der funktionalistischen V
ernunft,	Suhrkam

p,	（（（（,	S.	
（0（ff

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
河
上
倫
逸
ほ
か
訳
、
未
來
社
、
一
九
八
五
─
一
九
八
七
年
、
下
巻　

三

四
三
頁
以
下
）.

（
（（
）Ebd.,	S.	（（（

（
下
巻　

三
六
九
頁
）.

（
（（
）Ebd.,	S.	（（0

（
下
巻　

三
一
六
─
三
一
七
頁
）.

（
（（
）Ebd.,	S.	（0（

（
下
巻　

三
四
四
頁
）.

（
（（
）
こ
こ
で
は
、
植
民
地
化
批
判
を
超
え
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
政
治
理
論
に
お
い
て
「
批
判
」
が
一
般
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、

そ
し
て
批
判
が
社
会
実
践
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
う
方
法
論
的
な
問
い
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
成
田
大
起
「
方

法
論
と
し
て
の
再
構
成
的
批
判
─
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
に
お
け
る
議
論
枠
組
み
」、『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
七
年
。

（
（（
）H

aberm
as,	J.,	T

heorie des kom
m

unikativen H
andelns. Bd. 2,	S.	（（（-（（0

（
下
巻　

四
一
五
─
四
一
六
頁
）.

（
（（
）
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
か
ら
す
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
経
済
法
則
に
従
っ
て
動
く
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
資
本
を
捉
え
る
た
め
、
こ
う
し
た
事
態
を
理
論

的
に
捉
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
金
融
資
本
の
権
力
獲
得
を
自
身
の
理
論
枠
組
み
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

（
（（
）
併
せ
て
、
以
下
も
参
照
。Streeck,	W

.,	H
ow

 W
ill Capitalism

 E
nd? E

ssays on a Falling System
,	V

erso,	（0（（,	p.	（0

（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
『
資
本
主
義
は
ど
う
終
わ
る
の
か
』
村
澤
真
保
呂
・
信
友
建
志
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
三
頁
）.

（
（0
）
こ
の
点
は
、
田
村
哲
樹
も
指
摘
し
て
い
る
。
田
村
「
資
本
主
義
と
民
主
主
義
は
な
お
も
両
立
可
能
か
」、
四
四
頁
。

（
（（
）Fraser,	N

.	und	H
onneth,	A

.,	U
m

verteilung oder A
nerkennung? E

ine politisch-philosophische K
ontroverse,	Suhrkam

p,	（00（,	S.	
（（（

（
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
『
再
配
分
か
承
認
か
？
─
政
治
・
哲
学
論
争
』
加
藤
泰
史
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
二
年
、
一
六
八
頁
）.

（
（（
）Brow

n,	W
.,	U

ndoing the D
em

os,	pp.	（（-（（

（
三
〇
頁
）.
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（
（（
）Ibid.,	p.	（（

（
九
二
頁
）.

（
（（
）
本
稿
で
は
主
に
イ
ェ
ッ
ギ
と
の
共
著
（C

）
に
依
拠
し
て
議
論
を
進
め
る
が
、
そ
れ
は
フ
レ
イ
ザ
ー
の
資
本
主
義
論
が
主
に
イ
ェ
ッ
ギ
と
の
会
話
を

通
じ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
彼
女
自
身
が
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。Fraser,	N

.,	 “Behind	M
arx ’s	H

idden	A
bode:	For	an	Expanded	

Conception	of	Capitalism
”,	in	Critical T

heory in Critical T
im

es,	

（eds.

）	P.	D
eutscher	and	C.	Lafont.,	Colum

bia	U
niversity	Press,	

（0（（

［（0（（
］,	p.	（（（

（
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
「
マ
ル
ク
ス
の
隠
れ
家
の
背
後
へ
─
資
本
主
義
の
概
念
の
拡
張
の
た
め
に
」
竹
田
杏
子
訳
、『
大
原
社

会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
第
六
八
三
、
六
八
四
号
、
二
〇
一
五
年
、
七
頁
）.

（
（（
）Fraser,	N

.,	 “Legitim
ation	Crisis?	O

n	the	Political	Contradictions	of	Financialized	Capitalism
”,	in	Critical H

istorical Studies,	vol.	
（,	no.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
文
も
参
照
。Fraser,	N

.,	 “From
	Progressive	N

eoliberalism
	to	T

rum
p—

and	Beyond ”,	in	A
m

erican 
A

ffairs,	vol.	（,	no.	（,	（0（（

（
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
「
進
歩
的
新
自
由
主
義
か
ら
ト
ラ
ン
プ
へ
─
そ
し
て
そ
れ
を
越
え
て
」
小
森
（
井
上
）
達
郎

訳
、『
ア
メ
リ
カ
批
判
理
論
─
新
自
由
主
義
へ
の
応
答
』
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
、
日
暮
雅
夫
共
編
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
一
年
）.	

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
新

自
由
主
義
と
連
携
し
た
と
い
う
フ
レ
イ
ザ
ー
の
認
識
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
主
張
や
多
様
性
を
十
分
考
慮
で
き
て
い
な
い
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
江
原
由
美
子
『
持
続
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
た
め
に
─
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
「
第
二
の
近

代
」
を
生
き
抜
く
理
論
へ
』
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
、
第
四
章
。

（
（（
）
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
正
統
化
の
危
機
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Ibsen,	M

F.,	 “T
he	Populist	Conjuncture:	

Legitim
ation	Crisis	in	the	A

ge	of	Globalized	Capitalism
”,	in	Political Studies,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（.	

た
だ
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
自
身
は
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
よ
る
正
統
化
の
危
機
を
資
本
主
義
社
会
の
危
機
と
同
一
視
す
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
（（
）H

aberm
as,	J.,	Faktizität und G

eltung. Betiräge zur D
iskurstheorie des R

echts und des dem
okratishen R

echtsstaats,	Suhrkam
p,	

（（（（,	S.	（（（

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
事
実
性
と
妥
当
性
─
法
と
民
主
的
法
治
国
家
の
討
議
理
論
に
か
ん
す
る
研
究
』
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二

訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
二
─
二
〇
〇
三
年
、
下
巻　

一
四
六
頁
）.

（
（0
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
う
し
た
影
響
力
を
「
社
会
的
権
力
」
と
呼
び
、
自
身
の
理
論
枠
組
み
の
内
で
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
行
為
者
が
行
政
シ
ス
テ
ム

に
働
き
か
け
る
力
を
捉
え
て
い
る
。Ebd.,	S.	（（（

（
上
巻　

二
〇
九
頁
）.	

（
（（
）H

aberm
as,	J.,	D

ie postnationale K
onstellation. Politische E

ssays,	（（（（,	S.	（0（,	（（0-（（（.
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（
（（
）H

aberm
as,	J.,	Im

 Sog der T
echnokratie. K

leine Politische Schriften X
II,	Suhrkam

p,	（0（（,	S.	（（（	

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
か
資
本
主
義
か
─
危
機
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
三
島
憲
一
編
訳
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
十
三
頁
）.

（
（（
）
世
界
社
会
に
お
け
る
複
数
主
義
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
細
か
く
検
討
で
き
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
研
究
と
し

て
、
以
下
を
参
照
。
金
慧
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
─
自
律
・
言
論
・
移
行
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
。
牧
野
正
義
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
討
議
理
論
─
越

境
す
る
政
治
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
二
一
号
、
二
〇
二
一
年
。

（
（（
）H

aberm
as,	J.,	Im

 Sog der T
echnokratie,	S.	（（

（
六
一
頁
）.

（
（（
）Ebd.,	S.	（0（

（
八
六
頁
）.

（
（（
）
も
っ
と
も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
連
帯
の
可
能
性
を
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
領
土
的
に
区
切
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
機
構
に
限
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
の
制
御
は
、
国
連
の
よ
う
な
ス
ー
プ
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
組
織
よ
り
は
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
地
域
機
構
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
（zV

E

：（（-（0

／
一
四
四
）。
こ
う
し
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
立
場
を
批
判
的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、以
下
を
参
照
。Lafont,	C.,	 “A

lternative	
V

isions	of	a	N
ew

	Global	O
rder:	W

hat	should	Cosm
opolitans	H

ope	for? ”,	in	E
thics &

 G
lobal Politics,	vol.	（,	no.	（-（,	（00（.

（
（（
）H

onneth,	A
.,	D

as R
echt der Freiheit. G

rundriß einer dem
okratischen Sittlichkeit,	Suhrkam

p,	（0（（,	S.	（（（.	

（
（（
）Ebd.,	S.	（0（.

（
（（
）Ebd.,	S.	（（（.

こ
の
点
は
、
以
下
の
論
考
で
も
考
察
さ
れ
て
い
る
。
日
暮
雅
夫
「
ホ
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
「
社
会
的
自
由
」
と
新
自
由
主
義
批
判
─
『
自

由
の
権
利
』
と
『
社
会
主
義
の
理
念
』
を
中
心
に
」、『
批
判
的
社
会
理
論
の
今
日
的
可
能
性
』
永
井
彰
・
日
暮
雅
夫
・
舟
場
保
之
編
、
晃
洋
書
房
、
二
〇

二
二
年
、
二
〇
七
頁
。

（
（0
）H

aberm
as,	J.,	T

heorie des kom
m

unikativen H
andelns. Bd. 2,	S.	（（（-（（0

（
下
巻　

三
七
四
頁
）.

（
（（
）Jaeggi,	R.,	E

ntfrem
dung. Zur A

ktualität eines sozialphilosophischen Problem
s,	Suhrkam

p,	（00（,	S.	（（-（（.

（
（（
）『
行
為
の
理
論
』
に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
、
植
民
地
化
に
よ
っ
て
「
個
人
の
生
活
史
と
集
合
体
の
生
活
形
式
と
を
調
和
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

社
会
化
の
障
害
を
、
疎
外
と
呼
ん
で
い
る
。H

aberm
as,	J.,	T

heorie des kom
m

unikativen H
andelns. Bd. 2,	S.	（（（

（
下
巻　

四
九
頁
）.

（
（（
）Fraser,	N

.,	 “W
hat ’s	Critical	about	Critical	T

heory?:	T
he	Case	of	H

aberm
as	and	Gender ”,	in	N

ew
 G

erm
an Critique,	vol.	（（,	

（（（（.	H
onneth,	A

.,	K
ritik der M

acht. R
eflexionsstufen einer kritischen G

esellschaftstheorie,	Suhrkam
p,	（（（（	

（
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト

『
権
力
の
批
判
─
批
判
的
社
会
理
論
の
新
た
な
地
平
』
河
上
倫
逸
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
）.

（
（（
）H

onneth,	A
.,	K

am
pf um

 A
nerkennung: Zur m

oralischen G
ram

m
atik sozialer K

onflikte,	Suhrkam
p,	（（（（	

（
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
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ト
『
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
─
社
会
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
道
徳
的
文
法
』
山
本
啓
・
直
江
清
隆
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
）.	Jaeggi,	R.,	

E
ntfrem

dung,	K
ap.	（.	

こ
こ
で
は
、「
道
徳
的
」
規
範
を
批
判
の
基
準
と
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
、
自
己
実
現
の
形
式
的
条
件
や
合
理
的
な
生
活
形
式

と
い
っ
た
「
倫
理
的
」
内
容
を
批
判
の
基
準
と
す
る
ホ
ネ
ッ
ト
、
イ
ェ
ッ
ギ
と
の
違
い
が
問
題
に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
批
判
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
正

当
化
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
三
者
は
い
ず
れ
も
特
定
の
倫
理
的
生
な
い
し
善
の
構
想
に
依
拠
せ
ず
、
す
べ
て
の
近
代
社
会
の
成
員
に
対
し
て
批
判

の
妥
当
性
を
主
張
す
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

【
謝
辞
】
本
稿
は
、
成
蹊
大
学
政
治
学
研
究
会
（
二
〇
二
一
年
十
月
十
四
日
）
の
研
究
報
告
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ご
指
摘
を
頂
い
た
方
々
、
ま

た
個
人
的
に
ご
助
言
を
頂
い
た
田
畑
真
一
さ
ん
、
そ
し
て
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
二
名
の
匿
名
審
査
員
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費（（J00（（（

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一　

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
過
去
の
不
正
を
現
在
世
代
で
匡
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
主
張
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
権
原
理

論
（entitlem

ent	theory

）
に
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。

不
正
が
何
ら
か
の
匡
正
を
必
要
と
す
る
限
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
世
界
中
で
無
数
の
不
正
が
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
は
、
現
在
世
代
の
我
々

に
何
ら
か
の
規
範
的
含
意
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
過
去
の
侵
略
戦
争
、
植
民
地
支
配
、
奴
隷
制
・
奴
隷
貿
易
、
先
住
民
迫
害
な
ど

を
対
象
に
、
匡
正
の
問
い
は
日
本
を
含
め
世
界
中
で
政
治
的
議
題
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
我
々
の
世
界
の
歴
史
的
経
緯
と
関
連
し

た
規
範
的
主
張
に
つ
い
て
正
当
性
の
検
討
を
行
う
領
域
を
お
お
ま
か
に
歴
史
的
不
正
義
論
と
呼
ぶ（

（
（

。

以
上
に
列
挙
し
た
よ
う
な
問
題
群
に
つ
い
て
、
匡
正
を
支
持
す
る
人
々
に
と
っ
て
権
原
理
論
は
魅
力
的
に
映
る
だ
ろ
う
。
詳
細
は
次
節
で

説
明
す
る
が
、
権
原
理
論
と
は
、
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
財
が
元
の
所
有
権
者
か
ら
自
発
的
に
移
転
さ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
で
分
配
状
況

を
評
価
す
る
理
論
で
あ
り
、
元
の
所
有
権
者
の
意
思
を
無
視
し
た
詐
取
や
強
奪
と
い
っ
た
不
正
な
財
の
移
転
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
現
状
の

分
配
状
況
は
不
正
で
匡
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
理
論
だ
か
ら
で
あ
る（

（
（

。
こ
れ
を
有
史
以
来
無
数
の
不
正
を
経
験
し
て
き
た
我
々
の
世
界
に

適
用
し
た
な
ら
ば
、
今
の
世
界
の
大
規
模
な
賠
償
・
返
還
請
求
の
正
当
化
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
奴
隷
制
や
奴
隷
貿
易
は
人
身
の

辻　

悠
佑

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

歴
史
的
不
正
義
論
に
お
け
る

権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
問
題
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自
由
の
侵
害
で
あ
り
強
制
労
働
で
あ
り
労
働
の
成
果
の
搾
取
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
財
の
布
置
は
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

発
想
と
適
合
す
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
権
原
理
論
は
過
去
の
不
正
の
匡
正
を
扱
え
る
理
論
と
し
て
再
度
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
近
時
、
現
代
英
米
政
治
哲

学
の
歩
み
を
辿
っ
た
話
題
作
に
お
い
て
、
Ｋ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
は
歴
史
的
不
正
義
を
問
う
議
論
と
し
て
の
権
原
理
論
に
言
及
し
て
い
る
。
Ｊ
・

ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
的
正
義
論
の
萌
芽
期
に
お
い
て
は
、
過
去
の
不
正
の
匡
正
を
問
う
議
論
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ

ら
が
採
用
し
て
い
た
の
は
、
権
原
理
論
的
な
理
論
構
成
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
等
主
義
的
正
義
論
の
隆
盛
に
伴
い
、
そ
の
影
に
過
去
の

不
正
の
匡
正
と
い
う
論
点
は
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

。

歴
史
的
不
正
義
論
の
内
部
に
目
を
転
じ
る
と
、
権
原
理
論
は
過
去
志
向
（backw

ard	looking

）
の
議
論
に
分
類
さ
れ
る
。
歴
史
的
不
正
義

論
に
お
け
る
先
行
研
究
は
、
通
常
、
二
つ
の
方
向
性
に
大
別
さ
れ
る
。
一
方
で
、
過
去
の
不
正
の
内
容
（
誰
が
誰
を
ど
う
損
な
っ
た
か
）
に
相

関
し
て
、
匡
正
政
策
の
実
現
す
べ
き
状
態
や
現
在
世
代
の
人
々
の
間
の
匡
正
請
求
権
と
履
行
義
務
が
特
定
さ
れ
る
と
い
う
過
去
志
向
の
議
論

が
模
索
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
他
方
で
、
歴
史
と
は
独
立
し
て
保
護
・
充
足
さ
れ
る
べ
き
諸
権
利
や
機
会
、
社
会
関
係
の
平
等
の
価
値
を
前
提
に
、

そ
の
実
現
が
、
過
去
の
不
正
の
残
滓
と
し
て
現
前
し
て
い
る
社
会
構
造
な
ど
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
問
題
を
見
出
す
、
将
来
志
向

（forw
ard	looking

）
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
権
原
理
論
は
、
現
状
の
正
し
さ
を
こ
れ
ま
で
の
相
互
行
為
プ
ロ
セ
ス
の
正
し
さ
に
よ
り

決
め
る
た
め
、
過
去
志
向
の
議
論
の
典
型
で
あ
る
。

歴
史
的
不
正
義
論
に
お
け
る
過
去
志
向
の
議
論
の
強
み
は
、
過
去
に
不
正
が
な
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
匡
正
請
求
が
行
わ
れ
（
て
い
）
る
と
い

う
点
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
翻
っ
て
将
来
志
向
の
議
論
に
は
、
過
去
の
不
正
へ
の
言
及
が
規
範
的
に
冗
長
な
い
し
余
剰
に
な
る
と
い

う
問
題
が
つ
き
ま
と
う（

（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
の
不
正
の
残
滓
・
遺
産
と
し
て
現
代
社
会
の
構
造
が
歪
ん
で
お
り
不
平
等
が
再
生
産
さ
れ
て
い

る
な
ど
と
い
う
と
き
に
、
平
等
へ
の
価
値
づ
け
と
現
時
点
で
不
平
等
と
そ
れ
を
維
持
す
る
社
会
構
造
が
あ
る
と
い
う
事
実
の
二
つ
を
前
提
に

す
れ
ば
、
現
状
変
革
の
要
請
は
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
平
等
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
前
提
に
立
論
す
る
将
来
志
向
の
議
論
の
枠
組
み

に
お
い
て
、
現
状
が
過
去
の
不
正
に
由
来
す
る
と
い
う
情
報
が
い
か
に
特
有
の
役
割
を
果
た
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
過
去
志

向
の
権
原
理
論
は
、
過
去
の
不
正
ゆ
え
に
匡
正
す
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
議
論
を
素
直
に
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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し
か
し
、
過
去
志
向
の
権
原
理
論
が
過
去
の
不
正
の
匡
正
を
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
原
理
論
が
も
っ
と
も
な
匡
正
を
処
方
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
本
稿
の
見
立
て
で
は
、
権
原
理
論
は
過
去
の
不
正
に
由
来
す
る
匡
正
を
訴
え
る
と
き
に
頼
れ
る
理
論
で
は
な

い
。本

稿
は
、
権
原
理
論
に
依
拠
し
た
歴
史
的
不
正
義
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
非
同
一
性
問
題
（N

on-Identity	Problem

）
に
妨
げ
ら
れ
る
た

め
過
去
世
代
の
不
正
の
匡
正
を
現
在
世
代
で
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
、
仮
に
非
同
一
性
問
題
を
無
視
し
た
と
し
て
も
（
む
し
ろ
無
視
す
る
が
ゆ

え
に
）
現
実
世
界
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
実
践
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
非
同
一
性
問
題
は
、
現

在
世
代
が
匡
正
を
求
め
る
権
利
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
掘
り
崩
す
。
非
同
一
性
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
匡
正
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
過

去
の
不
正
不
在
を
仮
想
し
た
世
界
に
、
現
実
の
現
在
世
代
の
特
定
人
物
が
権
利
保
持
者
と
し
て
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
践
的
問
題
と

は
、
現
在
世
代
の
誰
が
誰
に
何
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
匡
正
内
容
の
特
定
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
践
的
問
題
が
生
じ
る
の
は
、

権
原
理
論
そ
れ
自
体
は
過
去
の
個
々
の
不
正
に
つ
い
て
無
差
別
で
あ
る
た
め
、
植
民
地
支
配
や
奴
隷
制
と
同
時
代
に
起
き
て
い
た
他
の
不
正

や
、
さ
ら
に
遡
っ
て
千
年
以
上
前
の
不
正
を
も
関
数
に
、
分
配
状
況
の
評
価
お
よ
び
匡
正
が
実
現
す
べ
き
分
配
の
特
定
が
行
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
本
稿
の
議
論
戦
略
が
、
非
同
一
性
問
題
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
「
問
題
」
で
は
な
い
と
仮
定
し
て
も
、
な

お
も
実
践
的
問
題
が
あ
る
と
い
う
形
で
、
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
検
討
対
象
と
し
て
、
特
に
Ａ
・
Ｊ
・
シ
モ
ン
ズ
と
Ｄ
・
バ
ッ
ト
の
議
論
を
取
り
上
げ
る（

（
（

。
シ
モ
ン
ズ
は
、
か
ね
て
よ
り
一
貫
し

て
ロ
ッ
ク-

ノ
ー
ジ
ッ
ク
的
権
原
理
論
の
立
場
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ッ
ト
は
、
近
年
精
力
的
に
植
民
地
支
配
な
ど

を
念
頭
に
国
際
的
な
賠
償
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
論
者
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
は
、
本
稿
が
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
に
指
摘
し

よ
う
と
す
る
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
バ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
す
で
に
宇
佐
美
誠
が
批
判
を
加
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
バ
ッ
ト
の

議
論
を
よ
り
詳
細
に
取
り
上
げ
、
そ
の
批
判
的
検
討
を
行
う（

（
（

。
特
に
第
四
節
で
は
シ
モ
ン
ズ
と
バ
ッ
ト
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
、
両
者
と

も
権
原
理
論
の
実
践
的
問
題
を
回
避
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
実
践
的
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
諸
対
応
が
、
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取

る
こ
と
の
言
説
戦
略
と
し
て
の
利
点
も
損
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

従
来
の
平
等
主
義
的
分
配
的
正
義
論
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
不
正
が
現
在
世
代
に
と
っ
て
い
か
な
る
規
範
的
含
意
を
持
っ
て
い
る
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の
か
の
検
討
を
放
置
し
て
き
た
こ
と
は
、
確
か
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
に
限
定
し
つ
つ
も
批
判
を
加
え
る
こ
と

で
、
本
稿
は
歴
史
的
不
正
義
論
の
課
題
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
を
提
示
す
る
。

改
め
て
本
稿
の
内
容
と
射
程
に
つ
い
て
留
保
を
述
べ
て
お
く
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
権
原
理
論
の
歴
史
的
不
正
義
へ
の
適
用
に
議
論
の
射

程
を
限
定
す
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
当
然
な
が
ら
本
稿
は
全
て
の
過
去
志
向
の
議
論
を
検
討
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
他
の
匡
正
行
為
と
正
当
化
は
本
稿
の
射
程
外
で
あ
る（

（
（

。
不
正
の
認
定
プ
ロ
セ
ス
や
謝
罪
の
意
義
を
説
く
議
論

や
、
記
憶
の
倫
理
と
い
っ
た
賠
償
以
外
に
匡
正
的
正
義
の
実
現
手
段
と
な
り
う
る
事
柄
の
論
点
に
は
触
れ
ら
れ
な
い（

（1
（

。
第
三
に
、
権
原
理
論

に
実
践
上
の
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
権
原
理
論
そ
の
も
の
が
背
理
法
的
に
論
駁
さ
れ
た
と
ま
で
述
べ
る
も
の
で
も
な
い
。
あ
く
ま

で
、
歴
史
的
不
正
義
の
匡
正
は
権
原
理
論
に
依
拠
す
れ
ば
問
題
な
く
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
る
点
が
重
要

で
あ
る
。

最
後
に
、
過
去
世
代
と
現
在
世
代
と
い
う
用
語
法
を
説
明
す
る
。
本
稿
で
用
い
る
世
代
区
分
は
、
各
々
の
人
生
時
間
が
重
複
し
て
い
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
た
め
に
用
い
る
。
過
去
世
代
と
将
来
世
代
は
、
今
生
き
て
い
る
現
在
世
代
の
誰
も
が
人
生
の
時
間
を
共
有
し
な
か
っ
た
／

す
る
こ
と
の
な
い
人
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
過
去
世
代
は
現
在
世
代
の
誰
か
が
生
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
確
定
す
る
前
に
、
す
で
に
こ

の
世
を
去
っ
た
人
々
を
指
す
。

以
下
、
第
二
節
で
は
、
改
め
て
権
原
理
論
の
基
本
的
説
明
を
行
い
、
歴
史
的
不
正
義
論
の
文
脈
で
期
待
さ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
。
言
説

戦
略
と
い
う
点
も
こ
こ
で
説
明
す
る
。
第
三
節
で
は
、
非
同
一
性
問
題
と
そ
れ
へ
の
権
原
理
論
の
応
答
を
検
討
す
る
。
第
四
節
で
は
、
議
論

の
た
め
に
非
同
一
性
問
題
を
権
原
理
論
が
乗
り
越
え
た
と
仮
定
し
て
、
権
原
理
論
を
現
実
世
界
に
適
用
し
た
場
合
に
生
じ
る
実
践
的
問
題
を

指
摘
す
る
と
と
も
に
、
権
原
理
論
側
か
ら
の
応
答
を
検
討
し
、
実
践
問
題
へ
の
応
答
が
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
体
を
崩
し
て
し
ま

い
、
言
説
戦
略
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。

二　

権
原
理
論
と
歴
史
的
不
正
義
論
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１　

権
原
理
論

本
節
で
は
権
原
理
論
の
概
略
を
、
そ
の
代
表
的
な
定
式
化
を
行
っ
た
Ｒ
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
従
っ
て
整
理
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
歴
史
的
不
正
義

の
匡
正
を
論
じ
る
際
に
有
望
視
さ
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
現
在
の
分
配
状
況
の
正
し
さ
は
歴
史
的
に
財
の
獲

得
と
移
転
が
正
し
く
行
わ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
に
依
存
し
、
か
つ
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
現
状
を
匡
正
す
る
た
め
に
再

分
配
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
権
原
理
論
の
基
本
的
な
理
論
的
構
図
が
、
現
実
の
世
界
の
歴
史
に
お
け
る
諸
々
の
不
正
の
匡
正
と
し
て
賠
償
や

返
還
を
求
め
る
主
張
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
参
照
し
つ
つ
、
権
原
理
論
の
特
徴
を
確
認
す
る
。

権
原
理
論
の
基
本
原
理
は
、
獲
得
（acquisition

）、
移
転
（transfer

）、
匡
正
（rectification

）
の
三
つ
か
ら
な
る
。
獲
得
と
移
転
の
原
理

に
よ
る
と
、
現
在
の
分
配
状
況
は
、
そ
こ
に
至
る
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
で
、
人
々
が
無
主
物
へ
の
労
働
や
占
有
な
ど
に
よ
っ
て
財
を
獲
得
し
、

か
つ
そ
の
財
を
自
発
的
に
移
転
し
て
い
た
限
り
で
正
し
い
。
仮
に
そ
の
二
原
理
に
非
遵
守
が
あ
れ
ば
結
果
と
し
て
生
じ
た
分
配
状
況
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
不
正
で
匡
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

（（
（

。

財
を
正
当
な
手
段
で
入
手
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
そ
の
財
を
各
人
が
持
っ
て
い
る
こ
と
の
正
し
さ
が
決
ま
る
と
い
う
極
め
て
日
常
的
な
直

観
に
沿
う
形
で
、
権
原
理
論
は
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
日
常
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
我
々
は
、
次
の
よ
う
な
獲
得
と
移
転
を
経
た
財
の
所
有

を
正
当
な
も
の
と
み
な
す
。
例
え
ば
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
天
然
資
源
、
例
え
ば
木
を
加
工
す
る
こ
と
で
作
っ
た
加
工
品
に
対
し
、
作
成
者

は
所
有
す
る
権
利
を
得
る
。
ま
た
、
自
ら
の
所
有
権
の
対
象
物
を
、
他
者
の
財
と
同
意
の
上
で
交
換
や
譲
渡
を
す
れ
ば
、
他
者
に
そ
の
権
利

は
移
り
、
自
ら
も
交
換
物
へ
の
権
利
を
得
る
。
無
主
物
に
な
ん
ら
か
の
行
為
を
働
き
か
け
る
こ
と
で
獲
得
す
る
か
、
他
者
か
ら
の
自
発
的
な

移
転
を
受
け
た
財
に
つ
い
て
、
誰
か
か
ら
文
句
を
つ
け
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
所
有
権
者
の
意
思
を
無
視
し
て
奪
取
さ
れ
た
財

に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
利
も
ま
た
元
の
所
有
者
か
ら
誰
か
に
移
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

（1
（

。

他
と
比
較
し
た
場
合
、
権
原
理
論
の
要
点
と
は
、
正
義
に
適
っ
た
全
体
的
な
分
配
状
況
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
の
正
当
な

取
り
分
が
特
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
各
人
が
正
当
に
相
互
行
為
し
て
所
有
物
へ
の
資
格
を
得
る
こ
と
か
ら
、
現
出
し
た
分
配
状
況
が
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正
義
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
引
き
出
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
各
時
点
あ
る
い
は
結
果
に
お
け
る
厳
密
に
平
等
な
分
配
を
求
め
る
原
理
、

ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
の
よ
う
に
許
容
さ
れ
る
不
平
等
を
制
約
す
る
原
理
、
あ
る
い
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
よ
う
に
平
等
か
ら
の
逸
脱
を

積
極
的
に
求
め
う
る
原
理
を
考
え
よ
う
（
さ
し
あ
た
り
被
分
配
項
は
即
物
的
に
お
金
で
考
え
て
問
題
な
い
）。
こ
れ
ら
は
、
原
理
に
適
合
的
な
分
配

を
実
現
す
る
た
め
に
、
断
続
的
な
再
分
配
や
人
々
の
相
互
行
為
を
規
制
す
る
背
景
的
制
度
を
求
め
る（

（1
（

。
だ
が
、
権
原
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
各

人
の
自
発
的
な
移
転
の
結
果
生
じ
た
分
配
状
況
な
ら
ば
各
人
の
意
思
の
反
映
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
独
立
し
た
分
配
状
況
を
実

現
す
る
た
め
に
再
分
配
を
強
制
す
る
こ
と
は
権
利
侵
害
に
ほ
か
な
ら
な
い（

（1
（

。
権
原
理
論
は
、
各
人
の
獲
得
と
移
転
の
実
際
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら

独
立
し
て
特
定
さ
れ
る
分
配
状
況
を
、
正
し
い
も
の
と
し
て
実
現
を
求
め
る
立
場
と
は
、
基
本
的
に
は
相
容
れ
な
い
。

し
か
し
、
獲
得
と
移
転
に
不
正
が
あ
っ
た
場
合
、
我
々
は
匡
正
原
理
に
従
い
分
配
状
況
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詐
欺
や
強
奪
の

よ
う
に
誰
か
が
資
格
を
有
す
る
財
を
そ
の
人
の
同
意
な
く
し
て
移
転
す
る
こ
と
は
、
権
利
侵
害
で
あ
り
許
容
さ
れ
な
い
。
財
が
強
奪
さ
れ
て

も
そ
の
財
へ
の
資
格
は
移
転
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
分
配
状
況
も
正
義
に
適
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
分
配
状
況
を
匡
正
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
何
を
実
現
す
れ
ば
匡
正
が
実
現
さ
れ
た
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
［
匡
正
］
原
理
は
、
過
去
の
状
況
と
そ
こ
で
行
わ
れ
た
（［
獲
得
と
移
転
の
］
二
つ
の
正
義
の
原
理
と
干
渉
を
受
け
な
い
権
利
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
る
）
不
正
義
に
つ
い
て
の
歴
史
的
情
報
と
、
そ
れ
ら
の
不
正
義
か
ら
現
在
ま
で
の
実
際
の
出
来
事
の
流
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を

使
い
、
そ
の
社
会
の
保
有
に
つ
い
て
の
（
一
つ
ま
た
は
複
数
の
）
記
述
を
導
き
出
す
。
匡
正
原
理
は
、
お
そ
ら
く
は
、
も
し
不
正
が
起

こ
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
起
き
て
い
た
は
ず
の
こ
と
に
つ
い
て
の
仮
定
情
報
の
最
善
の
評
価
（
あ
る
い
は
期
待
値
を
用
い
た
何
が
起
こ
り
え
た

か
に
つ
い
て
の
確
率
分
布
）
を
使
用
す
る（

（1
（

。	

つ
ま
り
こ
こ
で
の
匡
正
原
理
の
要
請
と
は
、
不
正
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
仮
想
的
事
態
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
可
能
世
界
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
現
実
に
お
い
て
余
計
に
所
有
し
て
い
る
人
物
お
よ
び
剥
奪
状
態
に
あ
る
人
物
が
特
定
さ
れ
る
。
財

が
、
権
利
を
も
た
な
い
人
物
に
所
有
さ
れ
て
お
り
、
本
来
権
利
を
有
す
る
は
ず
の
財
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
人
物
も
い
る
。
後
者
の
本
来
の
権
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利
保
持
者
を
特
定
し
、
財
を
そ
の
人
へ
と
移
転
す
る
こ
と
で
、
そ
の
不
正
な
分
配
状
況
は
匡
正
さ
れ
る
。

こ
こ
で
二
つ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
匡
正
行
為
が
実
現
す
べ
き
分
配
状
況
と
は
、
あ
く
ま
で
史
的
反
実
仮
想
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
史
的
反
実
仮
想
と
は
、
時
間
的
に
先
行
す
る
過
去
の
時
点
に
お
け
る
特
定
の
出
来
事
の
有
無
を
独

立
変
数
と
し
て
、
現
在
時
点
で
は
ど
の
よ
う
な
世
界
が
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
可
能
性
を
仮
想
す
る
こ
と
を
指
す
。
現
実
が
不
平
等

な
と
き
に
、
歴
史
的
情
報
を
無
視
し
て
平
等
な
状
態
を
思
い
描
く
こ
と
も
反
実
仮
想
だ
が
、
そ
れ
は
史
的
反
実
仮
想
で
は
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
史
的
反
実
仮
想
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
先
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
不
正
が
な
か
っ
た
ら
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
確
率

が
最
も
高
い
事
態
を
求
め
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
仮
に
過
去
の
一
時
点
で
不
正
が
な
か
っ
た
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
一
意
に
史
的
反
実
仮

想
の
内
容
は
定
ま
ら
な
い
。
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
特
定
の
不
正
行
為
が
存
在
し
な
い
世
界
は
い
く
つ
も
可
能
で
あ
り
、
結
果
と

し
て
実
現
し
え
た
事
態
も
複
数
想
定
で
き
る
。
そ
う
し
た
複
数
の
可
能
性
の
う
ち
、
匡
正
原
理
が
実
現
を
要
請
す
る
の
は
、
不
正
行
為
が
な

か
っ
た
場
合
に
も
っ
と
も
有
り
得
た
だ
ろ
う
事
態
で
あ
る
。

２　

歴
史
的
不
正
義
論
に
お
け
る
権
原
理
論
の
含
意

今
に
至
る
ま
で
世
界
中
で
不
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
現
在
世
代
に
対
す
る
規
範
的
含
意
を
考
え
る
上
で
、
権
原
理
論
は
と
て
も
魅
力
的
に

見
え
る
。
権
原
理
論
は
、
過
去
の
諸
不
正
の
匡
正
に
つ
い
て
の
権
利
義
務
を
処
方
す
る
理
論
的
根
拠
と
な
り
そ
う
だ
か
ら
だ
。
改
め
て
確
認

す
る
と
、
権
原
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
歴
史
上
の
相
互
行
為
プ
ロ
セ
ス
に
不
正
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
分
配
状
況
は
不
正
で
あ
り
匡

正
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、
現
在
世
代
が
生
ま
れ
る
前
の
過
去
世
代
の
時
点
に
お
け
る
相
互
行
為
に
お
け
る
不
正
か
ら
も
、
や
は
り
現
在

世
代
の
財
の
分
配
状
況
が
不
正
で
あ
る
と
い
う
評
価
お
よ
び
匡
正
の
行
為
指
令
が
導
か
れ
、
現
在
世
代
の
特
定
の
人
物
の
権
利
主
張
も
生
ま

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
我
々
の
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
無
数
の
不
正
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
奪
わ
れ
た
土
地
・
財
や

そ
の
他
の
損
失
に
つ
い
て
の
「
賠
償
」
や
「
返
還
」
を
求
め
る
主
張
に
と
っ
て
、
権
原
理
論
は
裏
付
け
を
与
え
る
理
論
と
な
り
う
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
例
え
ば
、
奴
隷
が
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
、
先
住
民
か
ら
土
地
が
収
奪
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
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不
正
な
過
程
を
経
て
い
る
点
で
現
在
世
代
に
お
け
る
財
の
分
配
状
況
が
は
や
り
不
正
で
あ
り
匡
正
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
権
原
理

論
か
ら
は
素
直
に
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
不
正
な
分
配
状
況
の
匡
正
は
、
過
去
の
不
正
な
歴
史
が
な
け
れ
ば
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
踏
ま

え
、
先
住
民
や
奴
隷
と
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
人
び
と
の
子
孫
へ
の
「
賠
償
」
や
「
返
還
」
と
い
う
形
で
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
権
原
理
論
に
訴
え
る
こ
と
に
は
、
言
説
戦
略
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
見
込
め
る
。
権
原
理
論
に
依
拠
し
た
主
張
は
、
あ
く
ま
で
不

正
な
移
転
の
匡
正
と
し
て
財
の
再
分
配
を
支
持
す
る
の
で
あ
り
、
平
等
な
分
配
を
そ
れ
自
体
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
平
等
主
義
の
求
め
る
再
分
配
に
対
し
て
否
定
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
対
し
て
も
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
受
け
入

れ
て
い
る
前
提
か
ら
な
ら
ば
、
財
の
移
転
の
受
容
を
迫
れ
る（

（1
（

。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
貧
し
い
人
々
の
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
よ
り
は
改
善
さ

れ
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
だ
と
は
認
め
る
が
、
そ
う
し
た
目
的
は
各
人
の
権
利
と
両
立
す
る
よ
う
な
形
で
し
か
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
再
分
配
の
強
制
は
許
容
さ
れ
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
ら
の
所
有
権
を
盾
に
再
分
配
政
策
を
拒
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
権
原
理
論
の
論
理
構
造
と
、
歴
史
上
無
数
に
不
正
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
現
状
の
財
の
所
有
状
況
（
特
に
土
地
所
有
）

は
幅
広
く
正
義
に
適
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
当
然
、
匡
正
の
た
め
の
介
入
に
対
し
て
権
利
を
盾
に
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
し

て
、
分
配
的
正
義
論
で
は
一
般
に
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
論
敵
と
み
な
さ
れ
て
い
る
権
原
理
論
は
、
不
正
が
累
積
し
た
歴
史
を
前
提
に
匡

正
の
た
め
の
権
利
義
務
関
係
を
割
り
当
て
る
、
有
力
な
理
論
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
権
原
理
論
が
持
つ
規
範
的
個
人
主
義
的
要
素
に
つ
き
、
歴
史
的
不
正
義
の
加
害
者
被
害
者
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
人
種
の
よ
う
に
集

合
的
な
性
質
を
持
つ
が
、
権
原
理
論
は
集
合
的
主
体
を
想
定
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
義
が
査
読
者
か
ら
向
け
ら
れ
た
。
第
一
に
確
認
す
べ
き

は
、
な
る
ほ
ど
集
合
体
の
名
の
下
に
な
さ
れ
る
言
明
も
、
理
論
的
に
は
個
々
人
の
主
張
の
束
と
し
て
位
置
づ
け
可
能
だ
と
い
う
点
だ
。
序
論

で
言
及
し
た
奴
隷
制
を
例
に
と
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
系
が
被
っ
た
不
正
と
は
ア
フ
リ
カ
系
個
々
人
の
権
利
侵
害
の
集
計
と
し
て
理
解
で
き
、
さ

ら
に
個
々
人
の
匡
正
請
求
権
の
省
略
形
と
し
て
ア
フ
リ
カ
系
の
名
の
下
に
な
さ
れ
る
匡
正
請
求
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
に
、
個
人
の
集

計
と
し
て
集
合
体
の
主
張
を
位
置
づ
け
る
場
合
、
集
合
体
の
道
徳
的
地
位
と
い
う
そ
れ
自
体
説
明
を
要
す
る
論
争
的
問
題
に
立
ち
入
る
必
要

が
な
い（

（1
（

。
最
後
に
、
奴
隷
制
や
植
民
地
支
配
の
不
正
に
つ
き
、
仮
に
個
々
人
の
被
る
不
正
に
随
伴
し
つ
つ
創
発
的
特
性
の
如
く
集
合
的
次
元
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に
も
独
自
の
不
正
が
あ
る
と
い
う
理
解
や
、
よ
り
強
く
、
個
人
的
次
元
で
は
不
正
は
な
く
集
合
的
次
元
の
み
に
不
正
が
あ
る
と
い
う
理
解
を

採
っ
て
も
、
本
稿
の
意
義
は
失
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
ネ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
か
ら
収
奪
し
た
も
の
を
返
還
せ
よ
と
い
う
と
き
、
集

合
的
主
体
間
の
行
為
と
そ
の
帰
結
に
対
す
る
評
価
や
匡
正
は
、
ま
さ
に
本
稿
が
検
討
す
る
と
こ
ろ
の
権
原
理
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
準
用
と
な
り

う
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
我
々
は
権
原
理
論
に
依
拠
し
、
匡
正
と
し
て
賠
償
や
返
還
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
権
原
理
論
に
依
拠
す
る

こ
と
の
難
点
を
、
二
段
構
え
で
検
討
す
る
。
次
節
で
は
非
同
一
性
問
題
を
処
理
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
々
節
で
は
、
非
同
一
性
問

題
を
乗
り
越
え
た
と
（
議
論
の
た
め
）
仮
定
し
た
上
で
な
お
、
権
原
理
論
を
現
実
世
界
の
不
正
に
満
ち
た
歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

実
践
上
の
問
題
が
生
じ
る
と
論
じ
る
。

三　

非
同
一
性
問
題
と
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
応

１　

歴
史
的
不
正
義
論
に
お
け
る
非
同
一
性
問
題

本
節
で
は
、
専
ら
将
来
世
代
を
念
頭
に
置
い
た
世
代
間
正
義
論
に
お
い
て
知
ら
れ
た
非
同
一
性
問
題
が
、
歴
史
的
不
正
義
論
で
も
問
題
に

な
る
こ
と
を
説
明
し
、
権
原
理
論
側
の
対
応
が
説
得
的
で
は
な
い
と
論
じ
る
。
非
同
一
性
問
題
は
、
過
去
世
代
の
不
正
が
現
在
世
代
の
匡
正

主
張
を
惹
起
す
る
と
い
う
議
論
に
と
っ
て
、
躓
き
の
石
で
あ
る（

（1
（

。
以
下
で
は
最
初
に
、
歴
史
的
不
正
義
論
に
お
い
て
、
現
在
時
点
に
お
け
る

匡
正
に
非
同
性
一
問
題
が
理
論
的
な
限
界
を
課
す
と
い
う
理
解
が
共
通
見
解
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
の
次
に
、
権
原
理
論
に
依
拠
す

る
論
者
が
用
意
し
て
い
る
対
応
を
逐
次
検
討
す
る
。

ま
ず
は
、
非
同
一
性
問
題
を
説
明
す
る（

（1
（

。
一
般
的
に
は
、
非
同
一
性
問
題
が
問
題
た
る
所
以
は
、
先
行
世
代
に
よ
っ
て
後
続
世
代
の
人
物

同
一
性
（personal	identity

）
が
変
わ
る
と
い
う
点
に
あ
る（

11
（

。
厳
密
に
は
、
後
続
世
代
の
人
物
の
同
一
性
が
、
極
め
て
高
確
率
で
先
行
世
代

の
行
為
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
後
続
世
代
の
人
物
同
一
性
が
確
定
す
る
前
の
先
行
世
代
の
行
為
の
有
無
に
よ
っ
て
、
後
続
世
代
を
生
む



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　370

両
親
の
組
み
合
わ
せ
、
受
精
の
組
み
合
わ
せ
と
い
っ
た
受
胎
条
件
が
変
わ
る
こ
と
で
、
現
実
と
同
一
人
物
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ど
う
か
も
左

右
さ
れ
る
。
な
お
、
歴
史
的
不
正
義
論
で
は
先
行
世
代
と
後
続
世
代
は
そ
れ
ぞ
れ
過
去
世
代
と
現
在
世
代
に
対
応
す
る
。

歴
史
的
不
正
義
の
問
題
で
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
思
え
る
現
在
世
代
の
匡
正
請
求
の
権
利
主
張
は
、
非
同
一
性
問
題
に
よ
っ
て
掘
り
崩

さ
れ
る
。
現
在
世
代
の
人
物
同
一
性
が
過
去
世
代
の
行
為
に
依
存
す
る
た
め
、
過
去
世
代
に
お
け
る
事
柄
か
ら
現
在
世
代
の
誰
か
が
賠
償
さ

れ
る
べ
き
損
失
を
被
っ
た
と
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
行
為
Ｘ
が
Ａ
さ
ん
へ
の
危
害
と
な
る
の
は
、
行
為
Ｘ
に
よ
っ
て
Ａ
さ
ん
に
状
態

悪
化
が
生
じ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
Ａ
さ
ん
が
状
態
悪
化
を
被
っ
た
と
言
う
に
は
、
悪
化
が
な
ん
ら
か
の
状
態
比
較
を
前
提
に
し
て
い
る
限

り
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
現
状
の
Ａ
さ
ん
に
状
態
悪
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
判
定
す
る
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ

る
危
害
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
有
力
候
補
と
し
て
は
、
反
実
仮
想
比
較
モ
デ
ル
と
前
後
比
較
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

1（
（

。
反
実
仮
想
比

較
モ
デ
ル
で
は
、
そ
の
状
態
悪
化
は
、
行
為
Ｘ
が
行
わ
れ
た
世
界
の
Ａ
さ
ん
と
、
行
為
Ｘ
不
在
の
世
界
の
Ａ
さ
ん
の
状
態
の
比
較
に
よ
り
導

か
れ
る
。
前
後
比
較
モ
デ
ル
で
は
、
行
為
Ｘ
の
前
後
に
お
け
る
Ａ
さ
ん
の
状
態
を
比
較
し
て
導
か
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ど
ち
ら
に
依
拠
し
て
も
、
先
行
世
代
の
行
為
に
よ
っ
て
現
在
世
代
の
特
定
の
人
物
（
Ａ
さ
ん
）
が
状
態
悪
化
を
被
っ
た
と
は

言
え
ず
、
賠
償
も
正
当
化
で
き
な
い
。
ま
ず
、
前
後
比
較
モ
デ
ル
で
は
、
先
行
世
代
の
行
為
の
前
に
後
続
世
代
の
Ａ
さ
ん
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
反
実
仮
想
比
較
モ
デ
ル
で
も
、
先
行
世
代
の
行
為
の
有
無
に
そ
の
誕
生
を
依
存
し
て
い
る
後
続
世
代
の
Ａ
さ
ん
は
、
先
行
世
代

の
行
為
が
な
か
っ
た
世
界
で
は
、
極
め
て
高
い
確
率
で
存
在
し
な
い
。
そ
の
賠
償
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
過
去
世
代
の
諸
実
践
（
例
え
ば
奴
隷

制
や
奴
隷
貿
易
）
が
な
け
れ
ば
現
在
世
代
の
諸
人
物
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
前
後
比
較
モ
デ
ル
で
も
反
実
仮
想
比
較
モ
デ

ル
で
も
、
Ａ
さ
ん
が
状
態
悪
化
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
に
は
、
生
ま
れ
て
い
る
現
実
の
Ａ
の
状
態
と
、
生
ま
れ
る
前
や
生

ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
可
能
世
界
と
い
う
不
存
在
の
状
態
と
比
較
し
て
、
前
者
の
ほ
う
が
悪
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
背
理
に
陥
る
。

ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
も
、
現
在
世
代
が
生
ま
れ
る
前
の
過
去
の
不
正
か
ら
現
在
世
代
は
危
害
を
被
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在

世
代
が
生
ま
れ
る
前
の
不
正
一
般
に
つ
い
て
賠
償
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る（

11
（

。

こ
こ
で
、
権
原
理
論
は
非
同
一
性
問
題
を
免
れ
て
お
り
有
望
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い（

11
（

。
比
較
を
踏
ま
え
た
現
在
世
代
の
状
態
悪
化

の
診
断
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
過
去
の
財
の
獲
得
・
移
転
プ
ロ
セ
ス
の
不
正
に
よ
っ
て
現
在
世
代
の
状
況
の
不
正
を
判
定
で
き
る
か
ら
で
あ
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る
。
だ
が
、
非
同
一
性
問
題
は
権
原
理
論
に
基
づ
く
匡
正
請
求
も
妨
げ
る
。
掘
り
崩
さ
れ
る
の
は
、
獲
得
と
移
転
の
原
理
に
よ
る
分
配
状
況

の
評
価
で
は
な
く
、
現
実
の
人
物
が
権
原
理
論
の
匡
正
原
理
に
し
た
が
い
財
へ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
獲
得
と
移
転
に
不
正
が

あ
れ
ば
、
現
在
の
分
配
状
況
も
不
正
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
い
。
問
題
は
、
現
実
の
現
在
世
代
に
財
の
所
有
権
が
あ
る
と
言
え
な
い
点
に

あ
る
。
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
匡
正
と
し
て
目
指
す
べ
き
財
の
分
配
状
況
は
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。

匡
正
原
理
が
参
照
す
る
不
正
不
在
の
可
能
世
界
に
お
け
る
私
や
あ
な
た
の
所
有
状
況
が
、
現
実
世
界
の
私
や
あ
な
た
が
権
利
を
主
張
で
き
る

所
有
で
あ
る
。
だ
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
不
正
不
在
の
世
界
線
で
財
を
持
つ
人
々
と
、
現
実
の
人
々
は
同
一
人
物
で
は
な
い（

11
（

。
過
去
の
不
正

が
な
か
っ
た
ら
生
じ
て
い
た
世
界
に
は
私
も
あ
な
た
も
ま
ず
存
在
し
な
い
た
め
、
現
実
の
私
や
あ
な
た
が
権
利
を
主
張
で
き
る
財
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、「
過
去
世
代
の
不
正
が
な
か
っ
た
な
ら
現
実
の
今
こ
こ
に
生
き
る
諸
人
物
が
正
当
に
も
な
ん
ら
か
の
財
の
所

有
者
で
あ
っ
た
」
と
い
う
命
題
を
基
礎
に
し
て
は
賠
償
請
求
や
返
還
請
求
を
支
ら
れ
な
い
。

以
下
で
は
、
非
同
一
性
問
題
に
よ
っ
て
現
実
の
現
在
世
代
の
匡
正
請
求
が
掘
り
崩
さ
れ
る
問
題
へ
の
対
応
を
試
み
る
議
論
を
検
討
し
て
い

く
。

２　

対
応
者
説
の
採
用

シ
モ
ン
ズ
の
対
応
は
人
物
の
同
一
性
基
準
を
見
直
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
非
同
一
性
問
題
の
考
察
で
は
、
同
一
の
精
子
と
卵
子
の

組
み
合
わ
せ
と
い
う
生
物
と
し
て
の
起
源
を
、
異
な
る
可
能
世
界
に
お
け
る
人
物
の
同
一
性
の
基
準
と
し
て
（
少
な
く
と
も
必
要
条
件
と
し
て
）

想
定
し
て
き
た
。
こ
こ
で
シ
モ
ン
ズ
は
、
そ
も
そ
も
人
物
同
一
性
の
基
準
と
し
て
受
胎
条
件
を
特
権
化
せ
ず
Ｄ
・
ル
イ
ス
の
い
う
対
応
者
説

を
採
用
す
る
途
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

11
（

。
そ
の
場
合
の
要
点
は
、
私
と
生
物
学
的
起
源
を
同
じ
く
す
る
存
在
者
が
不
正
不
在
の
可
能
世
界

に
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
私
の
対
応
者
の
有
無
と
そ
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
対
応
者
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
受
胎
条

件
の
変
化
と
い
う
点
で
生
物
的
に
同
一
の
人
物
が
不
正
不
在
の
可
能
世
界
に
存
在
せ
ず
と
も
、
現
実
世
界
の
私
と
同
一
の
親
の
子
供
は
不
正

不
在
の
可
能
世
界
に
お
け
る
対
応
者
と
し
て
同
一
人
物
な
の
で
、
私
の
両
親
が
私
の
受
胎
前
に
財
産
を
盗
ま
れ
な
け
れ
ば
私
の
子
供
時
代
は

も
っ
と
豊
か
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
真
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
生
物
学
的
起
源
の
同
一
性
と
い
う
基
準
を
放
棄
し
た
こ
と
で
、
同
一
性
の
対
応
者
説
に
は
課
題
が
生
じ
る
。
た
っ
た
今
考
察
し

た
子
供
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、
生
物
学
的
起
源
以
外
の
条
件
が
最
も
類
似
し
た
条
件
を
満
た
す
対
応
者
を
現
実
の
同
一
人
物
と
考
え
る
も
の

と
し
て
、
シ
モ
ン
ズ
の
応
答
は
解
釈
で
き
る
。
だ
が
、
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
可
能
世
界
な
ら
ど
こ
で
も
、
現
実
の
誰
か
と
最
も
類

似
し
て
い
る
対
応
者
を
常
に
同
一
人
物
と
み
な
せ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
生
物
学
的
な
同
一
性
は
極
め
て
厳
格
で
は
あ
っ
た
が
同
一
人
物
か
否
か

最
終
的
に
判
断
す
る
基
準
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
類
似
性
基
準
は
同
一
人
物
か
否
か
を
判
定
す
る
非
・
恣
意
的
な
基
準
を
設
定
で
き
て
い

な
い
。
こ
の
私
が
存
在
し
な
い
不
正
不
在
の
世
界
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
人
物
同
一
性
の
有
無
を
判
定
す
る
説
得
的
な
基
準
が
な
け

れ
ば
誰
で
も
ど
こ
に
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
類
似
性
基
準
は
現
実
と
可
能
世
界
の
対
応
者
関
係
を
常
に
一
対
一
に
す
る
と
は
限

ら
な
い
。
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
可
能
世
界
の
一
人
と
現
実
の
複
数
人
そ
れ
ぞ
れ
が
同
程
度
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う

る
。
過
去
の
あ
る
事
象
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
た
だ
ろ
う
一
人
と
、
現
実
の
複
数
人
が
対
応
者
に
あ
る
と
き
、
現
実
の
複
数
人
が
そ
れ
ぞ
れ

主
張
で
き
る
権
利
の
中
身
は
ど
う
特
定
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
発
生
す
る
。

類
似
性
の
対
応
者
説
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
シ
モ
ン
ズ
は
歴
史
的
不
正
義
論
に
権
原
理
論
を
活
用
す
る
こ
と
で
生
じ
る
非
同
一
性
問
題

に
、
新
た
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３　

史
的
反
実
仮
想
に
お
け
る
確
率
の
放
棄

次
に
、
バ
ッ
ト
が
提
出
し
た
史
的
反
実
仮
想
の
修
正
案
を
検
討
す
る
。
修
正
案
の
要
点
は
、
史
的
反
実
仮
想
に
お
い
て
確
率
を
考
え
る

こ
と
の
放
棄
で
あ
る（

11
（

。
植
民
地
支
配
の
よ
う
な
対
象
に
つ
い
て
匡
正
が
実
現
を
目
指
す
べ
き
な
の
は
、
不
正
行
為
が
な
か
っ
た
ら
生
じ
た
で

あ
ろ
う
確
率
が
最
も
高
い
可
能
世
界
で
は
な
い
。
代
わ
り
に
参
照
す
べ
き
は
、
不
正
行
為
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
不
正
行
為
と
類
似
し
た

行
為
が
正
当
な
性
格
を
備
え
た
形
で
な
さ
れ
、
か
つ
同
じ
親
が
同
じ
子
ど
も
た
ち
を
生
ん
だ
可
能
世
界
で
あ
る（

11
（

。
例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
を
誘
拐

し
て
強
制
的
に
奴
隷
労
働
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
不
正
を
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
の
反
実
仮
想
は
、
Ａ
が
Ｂ
に
適
正
待
遇
の
出
稼
ぎ
契

約
を
自
発
的
に
結
ん
で
も
ら
い
、
か
つ
両
者
が
契
約
内
容
を
遵
守
し
た
場
合
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
仮
想
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
先
行
世
代
に
お
け
る
不
正
の
有
無
が
後
続
世
代
の
人
物
の
同
一
性
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
で
は
な
い
。
不
正
不
在
の
場
合
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に
同
じ
人
物
が
生
ま
れ
る
確
率
は
、
ゼ
ロ
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
を
す
る
際
に
か
か
る
「
最
も
高

い
確
率
」
と
い
う
制
約
を
外
せ
ば
、
非
同
一
性
問
題
が
生
じ
な
い
可
能
世
界
を
参
照
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る（

11
（

。
確
率
的
に
あ
り
え
な
い
こ

と
を
理
由
に
現
在
世
代
の
同
一
人
物
の
誕
生
を
否
定
す
る
批
判
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
史
的
反
実
仮
想
を
す
る
際
に
確
率
を
考
慮
す
る
と
い

う
前
提
を
共
有
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ッ
ト
は
批
判
を
無
効
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
確
率
の
排
除
は
、
不
正
行
為
不
在
の
場
合
に
最
も
高
い
確
率
で
生
じ
た
可
能
世
界
を
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
道
徳
的
に
有
意

な
反
実
仮
想
で
は
な
い
、
と
い
う
バ
ッ
ト
の
考
え
に
よ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
適
切
な
反
実
仮
想
を
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
不
正
の
匡
正
毎

に
、
そ
の
都
度
考
え
る
こ
と
を
彼
は
示
唆
し
て
す
ら
い
る（

11
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
史
的
反
実
仮
想
の
修
正
を
支
持
す
る
論
拠
が
も
っ
と
も

か
ど
う
か
を
以
下
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

バ
ッ
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
確
率
の
排
除
を
支
え
る
論
拠
と
解
釈
で
き
る
も
の
は
、
次
の
二
つ
の
議
論
で
あ
る
。
第
一
の
議
論
は
、

私
た
ち
が
も
っ
と
も
だ
と
思
う
賠
償
判
断
を
導
く
上
で
、
最
も
確
率
の
高
い
結
果
の
反
実
仮
想
は
自
明
の
基
準
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
不
在
を
反
実
仮
想
し
た
場
合
と
比
較
し
た
と
き
に
被
害
者
に
現
実
に
お
い
て
既
存
の
正
味
利
益
（net	benefit

）
が

生
じ
て
い
る
よ
う
な
不
正
で
も
、
明
ら
か
に
被
害
者
は
賠
償
請
求
可
能
で
あ
る
べ
き
だ
と
我
々
が
考
え
る
事
態
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
空
港

へ
向
か
う
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
怠
慢
で
事
故
に
よ
っ
て
怪
我
を
し
た
乗
客
が
、
事
故
が
な
け
れ
ば
搭
乗
し
た
は
ず
の
飛
行
機
に
乗
れ
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
飛
行
機
は
墜
落
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
乗
客
は
事
故
に
よ
っ
て
墜
落
す
る
飛
行
機
に
乗
れ
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
的

に
死
な
ず
に
済
ん
だ
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
現
実
に
は
怪
我
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
反
実
仮
想
を
用
い
る
と
間
違
い
な
く
飛
行
機
に
乗
り
墜

落
で
死
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
乗
客
は
事
故
に
よ
っ
て
正
味
で
は
状
態
悪
化
し
て
い
な
い
と
い
う
判
断
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
を
も
っ
て
乗
客
は
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
（
あ
る
い
は
タ
ク
シ
ー
会
社
）
が
賠
償
を
免
れ
る
と
は
我
々
は

考
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
も
高
い
確
率
で
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
仮
想
は
我
々
が
賠
償
を
考
え
る
と
き
の
必
然
的
な
参
照
先
で
は

な
い
と
さ
れ
る（

1（
（

。

二
つ
目
の
議
論
は
、
不
正
行
為
の
被
害
者
が
匡
正
に
よ
っ
て
享
受
で
き
る
も
の
に
は
、
規
範
的
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
か
ら
不
当
に
入
学
を
拒
絶
さ
れ
た
学
生
が
、
次
の
年
や
別
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
学
を
申
し
込
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む
で
も
な
く
、
す
っ
か
り
落
ち
込
ん
で
失
意
の
な
か
貧
し
い
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
る
と
し
よ
う（

11
（

。
も
し
も
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
れ
て
さ
え
い

れ
ば
、
法
律
家
と
し
て
成
功
し
裕
福
な
生
活
も
送
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
し
よ
う
。
だ
が
、
不
当
な
入
学
拒
絶
の
賠
償
は
、
法
律
家
と
し
て
成

功
し
た
可
能
世
界
を
基
準
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
方
で
法
律
家
と
し
て
の
成
功
は
そ
こ
に
至
る
努
力
を
し
て
い
な
い
人
に
は
享
受

す
る
資
格
が
発
生
せ
ず
、
他
方
で
失
意
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
状
態
の
責
任
は
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
不
当
な
入
学
拒
絶
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
後
の
当
人
の
振
る
舞
い
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
バ
ッ
ト
は
、
単
に
反
実
仮
想
す
る
の
で
は
な
く
、
匡
正
内
容
を
特
定
す

る
際
に
不
正
の
被
害
者
に
何
が
値
す
る
か
し
な
い
か
を
直
接
評
価
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
と
め
る
と
、
一
つ
目
の
タ
ク
シ
ー
事
故
の
事
例
を
使
っ
た
議
論
と
、
二
つ
目
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
事
例
を
使
っ
た
議
論
か
ら
、
確
率
の

制
約
を
外
し
、
同
一
人
物
の
誕
生
を
想
定
し
た
史
的
反
実
仮
想
を
採
用
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
バ
ッ
ト
は
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
議
論
か
ら
は
、
当
の
バ
ッ
ト
が
提
案
す
る
史
的
反
実
仮
想
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ま
で
は
言
え
て
い

な
い
。
こ
こ
ま
で
の
バ
ッ
ト
の
議
論
は
、
不
正
が
な
か
っ
た
ら
最
も
高
い
確
率
で
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
匡
正
内
容
の
ベ
ー
ス
ラ
イ

ン
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
再
考
を
迫
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
不
正
不
在
な
が
ら
も
類
似
し
た
行
為
が
行
わ
れ
現
実
と
同
一
人
物

が
生
ま
れ
る
と
い
う
、
バ
ッ
ト
が
代
替
的
に
提
案
す
る
特
定
の
史
的
反
実
仮
想
を
基
準
に
し
て
匡
正
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
正

当
化
を
供
給
し
て
い
な
い
。

こ
の
欠
落
は
バ
ッ
ト
の
議
論
の
名
宛
人
を
考
え
て
も
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
非
同
一
性
問
題
は
あ
く
ま
で
哲
学
的
パ
ズ
ル
で
あ
り
、
例

え
ば
植
民
地
支
配
の
賠
償
の
よ
う
な
実
践
的
目
的
を
も
っ
た
具
体
的
な
問
い
を
考
え
る
と
き
に
は
、
拘
泥
す
る
必
要
が
な
い
と
述
べ
る
。
現

実
政
治
に
お
け
る
そ
う
し
た
匡
正
政
策
へ
の
反
対
論
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
経
済
成
長
と
い
っ
た
メ
ト
リ
ク
ス
を
も
と
に
、
旧
植
民
地
は
植
民
地
支

配
か
ら
受
益
し
て
い
る
と
か
、
仮
に
奴
隷
貿
易
が
な
け
れ
ば
ア
フ
リ
カ
に
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
人
々
は
、
現
実
に
は
奴
隷
貿
易
の
歴
史
の
お
か

げ
で
不
正
不
在
の
仮
想
世
界
よ
り
も
良
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
非
同
一
性
問
題
に
依
拠
し
な
い
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
匡
正
政
策
を
正
当
化
す
る
と
き
に
も
、
非
同
一
性
問
題
を
考
慮
し
な
い
議
論
を
す
れ
ば
よ
い
と
バ
ッ
ト
は
言
う
の
で
あ
る（

11
（

。
し
か

し
、
匡
正
政
策
に
対
し
以
上
の
如
き
反
対
論
を
唱
え
る
人
々
は
、
な
ぜ
匡
正
原
理
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
特
定
す
る
手
段
と
し
て
ほ
か
で
も
な

い
バ
ッ
ト
の
史
的
反
実
仮
想
を
採
用
す
べ
き
な
の
か
、
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。
不
正
不
在
な
が
ら
も
類
似
し
た
行
為
が
行
わ
れ
現
実
と
同
一
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人
物
が
生
ま
れ
た
可
能
世
界
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
、
バ
ッ
ト
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
匡
正
内
容
あ
り
き
で
反
実
仮
想
モ
デ
ル
や
ベ
ー
ス
ラ

イ
ン
を
恣
意
的
に
設
定
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
疑
問
が
拭
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
シ
モ
ン
ズ
と
バ
ッ
ト
に
よ
る
非
同
一
性
問
題
へ
の
対
処
が
満
足
の
行
く
も
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

も
っ
と
も
、
非
同
一
性
問
題
を
免
れ
よ
う
と
す
る
試
み
は
特
に
現
在
世
代
と
将
来
世
代
と
の
関
係
に
お
い
て
無
数
に
探
求
さ
れ
て
お
り
、
本

節
で
取
り
上
げ
た
議
論
以
外
に
有
効
な
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
節
で
は
、
非
同
一
性
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
と
議
論
の
た
め
好
意
的
に
仮
定
し
て
も
な
お
、
対
処
に
成
功
し
た
場
合
に
こ
そ
、
権
原
理
論
は
実
践
的
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
と
論
じ

る
。四　

実
践
的
問
題
と
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
応

１　

権
原
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
で
生
じ
る
実
践
的
問
題

本
節
で
は
、
最
初
に
、
非
同
一
性
問
題
に
よ
っ
て
権
原
理
論
に
よ
る
匡
正
が
無
効
化
さ
れ
な
い
と
仮
定
し
た
上
で
議
論
を
進
め
る
と
、
権

原
理
論
の
匡
正
に
は
実
践
上
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
権
原
理
論
側
か
ら
の
応
答
を
検
討
し
、
そ

れ
ら
が
、
実
践
的
問
題
を
解
決
す
る
満
足
な
応
答
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
修
正
を
加
え
た
結
果
と
し
て
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー

チ
を
採
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
失
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

権
原
理
論
の
適
用
に
よ
っ
て
、
過
去
の
不
正
を
踏
ま
え
、
現
在
世
代
に
お
け
る
賠
償
や
再
分
配
を
擁
護
す
る
試
み
に
は
、
現
実
世
界
で
は

次
の
実
践
的
問
題
が
生
じ
る（

11
（

。
一
つ
は
、
人
類
史
を
起
源
ま
で
遡
行
し
た
史
的
反
実
仮
想
に
従
い
匡
正
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
過
剰
な
含
意

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
の
仮
想
を
行
う
こ
と
の
認
識
的
負
荷
の
高
さ
ゆ
え
に
、
匡
正
原
理
に
従
っ
て
現
在
世
代
の
我
々
が
具
体
的
に
何
を

す
れ
ば
よ
い
の
か
、
内
容
を
特
定
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
匡
正
と
し
て
誰
が
誰
に
何
を
負
っ
て
い
る
の
か
を
処
方
で
き
な
い
こ
と

は
、
規
範
理
論
が
我
々
は
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
を
与
え
る
た
め
の
も
の
な
ら
ば
、
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　376

こ
の
問
題
は
、
権
原
理
論
内
部
に
、
現
在
の
分
配
状
況
を
不
正
に
す
る
過
去
の
相
互
行
為
の
不
正
に
時
間
的
制
約
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
権
原
理
論
に
よ
る
と
、
現
在
の
分
配
状
況
の
評
価
は
、
あ
く
ま
で
現
在
に
至
る
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
不
正
行
為
が

あ
る
か
否
か
に
よ
る
。
こ
の
評
価
方
法
を
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
奴
隷
制
、
植
民
地
支
配
、
侵
略
戦
争
、
土
地
収
奪
と
い
っ
た
目
立
っ
た
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
同
時
代
の
目
立
た
な
い
不
正
や
、
現
在
世
代
に
と
っ
て
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
も
は
や
無
関
係
に
思
え
る
よ
う
な

千
年
や
二
千
年
前
の
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
現
在
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
不
正
と
い
う
点
で
は
違
い
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ

つ
権
原
理
論
を
我
々
の
世
界
に
適
用
す
る
と
、
数
千
年
に
及
ぶ
ほ
ど
昔
の
人
類
史
上
の
不
正
を
も
す
べ
て
考
慮
に
入
れ
た
反
実
仮
想
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
青
写
真
に
従
い
、
現
在
世
代
の
財
の
布
置
は
匡
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
植
民
地
支
配
以
前
の
分
配
状
況
も
そ

れ
ま
で
の
不
正
を
経
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
植
民
地
支
配
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
分
配
状
況
も
、
中
世
の
戦

乱
や
古
代
の
征
服
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
正
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
理
論
上
、
過
去
の
不
正
の
存
在
が
現
在
に
お
け
る
分
配
状
況
を
不

正
に
す
る
の
な
ら
ば
、
歴
史
を
最
も
古
い
不
正
ま
で
遡
行
し
、
そ
の
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
を
し
て
得
ら
れ
た
分
配
状
況
を
実
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
権
原
理
論
を
我
々
の
世
界
に
適
用
す
る
と
、
現
在
世
代
に
求
め
ら
れ
る
匡
正
は
、
現
在
世
代
で
議

論
の
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
歴
史
上
の
目
立
っ
た
不
正
の
賠
償
に
限
ら
れ
な
く
な
る
。
権
原
理
論
が
現
在
世
代
に
お
け
る
匡
正
を
惹
起
す

る
過
去
の
不
正
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
基
準
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、
匡
正
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
不
正
義
と
聞

い
た
と
き
に
想
像
さ
れ
る
も
の
を
遥
か
に
超
え
る
内
容
と
な
る
。

以
上
か
ら
、
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
の
結
果
を
特
定
す
る
こ
と
に
は
非
常
な
困
難
が
伴
う
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
だ
が
さ
ら

に
、
大
昔
か
ら
全
世
界
的
に
遍
在
す
る
無
数
の
不
正
行
為
は
他
の
（
一
見
）
不
正
で
は
な
い
行
為
の
前
提
に
も
な
っ
て
い
る
点
で
、
匡
正
原

理
の
史
的
反
実
仮
想
を
さ
ら
に
困
難
に
す
る
。
過
去
の
一
時
点
で
の
あ
る
人
の
不
正
行
為
は
、
そ
の
後
の
別
の
人
々
の
所
有
の
正
し
さ
に
も

波
及
し
て
し
ま
う
。
Ｘ
は
正
当
に
土
地
を
購
入
し
て
住
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
仮
に
戦
乱
や
入
植
で
奪

わ
れ
た
土
地
だ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
不
正
が
な
け
れ
ば
、
後
の
時
代
に
Ｘ
は
そ
の
土
地
に
住
む
こ
と
も
な
く
、
Ｘ
が
そ
の
土
地
に
住
ん
で

か
ら
成
立
し
た
無
数
の
財
の
取
引
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
過
去
の
一
時
点
の
不
正
は
、
そ
れ
以
降
の
時
代
の
取
引
に
関
わ
っ
た
人
々
の
相
互

行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
分
配
状
況
に
も
伝
染
す
る（

11
（

。
匡
正
原
理
の
言
う
「
不
正
が
な
け
れ
ば
ど
う
な
っ
て
い
た
か
」
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
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は
、
そ
う
し
た
波
及
先
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
数
に
行
わ
れ
て
き
た
諸
々
の
不
正
が
な
け
れ

ば
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
不
正
に
後
続
す
る
、
そ
れ
自
体
は
不
正
で
は
な
い
相
互
行
為
の
有
無
も
計
算
に
入
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
権
原
理
論
が
現
実
世
界
で
求
め
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
上
の
不
正
が
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う

分
配
状
況
を
特
定
し
実
現
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
人
間
の
認
識
的
能
力
を
越
え
た
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
の

不
正
が
な
か
っ
た
場
合
の
分
配
状
況
と
は
必
ず
し
も
両
立
し
な
い
。

２　

実
践
的
問
題
へ
の
対
応
（
1
）─
─
理
論
上
の
欠
陥
で
あ
る
こ
と
の
否
定

本
項
以
降
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
権
原
理
論
が
採
用
可
能
な
対
応
を
検
討
し
て
い
き
、
我
々
が
匡
正
と
し
て
何
を
す
べ
き
な

の
か
と
い
う
問
い
に
満
足
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
修
正
に
よ
っ
て
は
、
権
原
理
論
の
一
貫
性
が
失
わ
れ
、
権
原

理
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
利
用
す
る
意
義
す
ら
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
。

ま
ず
断
っ
て
お
く
べ
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
含
意
は
、
権
原
理
論
を
採
用
す
る
理
論
家
た
ち
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
点

で
、
独
り
よ
が
り
な
本
稿
の
言
い
が
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
ノ
ー
ジ
ッ
ク
自
身
、	

過
去
の
不
正
行
為
の
「
受
益
者
や
状
態
悪

化
を
被
っ
た
者
が
直
接
の
当
事
者
で
は
な
く
子
孫
の
場
合
、
事
情
は
変
わ
る
の
か
…
…
様
々
な
不
正
の
歴
史
記
録
版
を
き
れ
い
に
消
す
に

は
、
ど
れ
程
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
有
史
以
来
不
正
が
連
綿
と
存
在
す
る
現
実
世
界
に
権
原
理
論
を
適
用
し
た
場

合
の
含
意
に
気
が
つ
い
て
い
た（

11
（

。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
理
論
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
と
応
答
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
Ｈ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
は
、

反
実
仮
想
に
よ
っ
て
実
現
す
べ
き
事
態
の
記
述
が
困
難
で
、
賠
償
請
求
権
や
義
務
を
有
す
る
人
や
そ
の
内
容
を
我
々
の
能
力
の
限
界
ゆ
え
に

具
体
的
に
把
握
で
き
な
い
と
し
て
も
、
理
論
上
は
そ
れ
ら
権
利
義
務
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
、
と
述
べ
る（

11
（

。
権
原
理
論
か

ら
す
れ
ば
、
誰
か
が
不
正
な
財
の
取
得
を
歴
史
上
し
た
な
ら
ば
、
現
在
の
財
の
分
配
が
不
正
で
あ
る
と
同
時
に
な
ん
ら
か
の
匡
正
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
は
、
理
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
含
意
と
し
て
揺
る
が
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
権
原
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
、
理
論
上
は
匡
正
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
正
し
い
分
配
状
況
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
正
し
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い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
在
世
代
の
お
か
れ
た
事
態
が
た
だ
単
に
不
正
だ
と
し
か
い
え
な
い
点
に
実
践
的
問
題
が
あ
る
。
我
々
の
行
う

匡
正
が
目
指
す
べ
き
事
態
の
記
述
を
我
々
に
提
供
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
応
答
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
不
正
が
な
か
っ
た

ら
生
じ
た
だ
ろ
う
「
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
」
事
態
を
特
定
し
が
た
い
こ
と
、
我
々
の
置
か
れ
た
状
況
が
そ
こ
か
ら
ど
う
逸
脱
し
て
い
て
、
何

を
す
れ
ば
そ
こ
に
近
似
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
認
め
て
い
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
匡
正
行
為
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
現

在
世
代
の
誰
が
誰
に
何
を
負
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
権
原
理
論
が
具
体
的
な
処
方
を
示
せ
な
い
と
い
う
問
題
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い（

11
（

。

３　

実
践
的
問
題
へ
の
対
応
（
2
）─
─
権
利
の
放
棄
・
解
消
・
無
効
化

シ
モ
ン
ズ
や
バ
ッ
ト
の
議
論
に
は
以
上
の
問
題
に
対
す
る
対
応
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
別
す
る
と
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
た
め
、
以

下
で
は
項
を
改
め
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
。
第
一
の
応
答
は
、
匡
正
を
求
め
る
請
求
権
が
放
棄
さ
れ
た
り
（abandoned

）、
解
消
さ

れ
た
り
（dissolved

）、
無
効
化
さ
れ
た
（w

aived

）
と
み
な
せ
る
た
め
、
中
世
の
よ
う
な
遠
い
過
去
の
不
正
の
事
実
か
ら
、
現
状
の
財
の
分

配
状
況
が
不
正
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
た
り
、
匡
正
が
要
請
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
他
界
に

よ
っ
て
解
除
さ
れ
て
い
た
り
、
現
状
の
財
の
分
配
状
況
を
自
ら
受
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
暗
黙
に
無
効
化
さ
れ
て
い
た
り
、
匡
正
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
も
の
を
追
い
求
め
る
利
害
関
心
を
明
ら
か
に
失
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
暗
黙
に
放
棄
さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
事
態
を
、
シ
モ
ン

ズ
は
想
定
し
て
い
る（

1（
（

。

シ
モ
ン
ズ
の
応
答
に
は
二
点
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
史
的
反
実
仮
想
に
先
立
っ
て
権
利
の
放
棄
な
ど
が
起
き
て
い
る
と
ど
う
し
て
判
断

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
不
正
な
財
の
移
転
に
つ
い
て
、
現
在
世
代
の
誰
が
ど
ん
な
財
の
返
還
や
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
特
定
す
る
の
が
、
史
的
反
実
仮
想
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
を
し
な
け
れ
ば
、
現
在
世
代
の
誰
が
潜
在
的
な
匡
正

請
求
権
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
特
定
で
き
ず
、
そ
の
人
の
権
利
の
放
棄
や
無
効
化
に
つ
い
て
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
現
在
世
代
の
誰
が
潜
在
的
権
利
保
持
者
か
を
特
定
す
る
た
め
に
史
的
反
実
仮
想
を
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
実
践
上
の
問
題

が
生
じ
て
く
る
。
歴
史
を
遡
っ
て
史
的
反
実
仮
想
を
す
る
こ
と
に
先
立
っ
て
、
権
利
の
放
棄
な
ど
が
起
き
て
い
る
か
ら
遠
い
過
去
の
不
正
の

匡
正
は
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
は
論
点
先
取
で
あ
り
、
権
原
理
論
が
遠
い
昔
の
不
正
の
事
実
か
ら
現
状
の
不
正
判
定
を
下
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し
匡
正
を
求
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
へ
の
応
答
に
は
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
権
利
の
放
棄
、
解
消
、
無
効
化
の
条
件
が
、
個
人
の
意
思
表
示
を
重
視
す
る
既
存
の
シ
モ
ン
ズ
の
議
論
と
一
貫
す
る
の
か
が
疑

わ
し
い
。
権
利
の
放
棄
な
ど
が
暗
黙
に
生
じ
る
条
件
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
現
状
の
受
容
の
自
発
性
や
利
害
関
心
の
喪
失
の
明
白
性
が
、

遠
い
過
去
の
不
正
の
匡
正
に
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
シ
モ
ン
ズ
は
な
ぜ
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
シ
モ
ン
ズ
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
権

利
放
棄
に
は
「
権
利
保
持
者
の
意
図
の
明
ら
か
な
印
」
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
国
家
の
法
に
服
従
す
る
義
務
が
人
々
に
あ
る
の

か
を
考
え
る
政
治
的
責
務
論
の
文
脈
で
は
、
沈
黙
を
暗
黙
の
同
意
と
い
う
意
思
表
示
と
み
な
せ
る
の
は
、
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
同
意
に
な
る

選
択
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
利
用
可
能
な
異
議
申
し
立
て
期
間
と
手
段
な
ど
が
、
当
事
者
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
き
だ
と
論
じ
て
い

た（
11
（

。
こ
れ
ま
で
の
シ
モ
ン
ズ
の
議
論
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
権
利
保
持
者
の
自
発
性
を
認
定
す
る
条
件
の
厳
格
性
を
敷
衍
す
れ
ば
、
匡
正
を

求
め
る
権
利
の
放
棄
な
ど
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
権
利
の
放
棄
を
意
味
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
当
事
者
に
自
覚
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
上
の
不
正
の
匡
正
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
選
択
状
況
に
置
か
れ
た
と
自
覚
し
た
う

え
で
権
利
放
棄
や
無
効
化
を
迎
え
た
当
事
者
が
、
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
い
て
、
現
状
ど
の
程
度
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
匡
正
を
求
め
る
権
利

の
放
棄
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
シ
モ
ン
ズ
の
応
答
は
、
既
存
の
自
ら
の
議
論
に
対
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
修
正
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

４　

実
践
的
問
題
へ
の
対
応
（
3
）─
─
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想

シ
モ
ン
ズ
か
ら
の
第
二
の
応
答
は
、
史
的
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
匡
正
内
容
を
特
定
す
る
困
難
を
高
く
見
積
も
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
権
原
理
論
の
匡
正
原
理
を
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
史
的
反
実
仮
想
は
当
該
個
人
の
行
動
や
そ
の
背
景
的
条
件
に
つ
い
て
突
拍

子
も
な
い
こ
と
を
想
定
し
な
い
保
守
的
（conservative

）
な
も
の
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
例
え
ば
、
我
々
の
日
常
的
な
発
想
で
は
、
ロ
ー

ド
バ
イ
ク
が
盗
ま
れ
た
と
き
の
賠
償
は
、
盗
ま
れ
な
か
っ
た
ら
プ
ロ
チ
ー
ム
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
て
い
た
と
い
う
仮
想
と
の
比
較
に
お
い
て
で

は
な
く
、
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
が
手
元
に
あ
り
か
つ
同
じ
よ
う
な
日
々
を
過
ご
す
と
い
う
仮
想
と
の
比
較
で
考
え
て
い
る
。
歴
史
的
不
正
義
を
踏

ま
え
た
匡
正
原
理
の
運
用
も
同
様
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
第
二
の
応
答
も
そ
の
場
し
の
ぎ
に
し
か
な
ら
な
い
。
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想
と
い
う
応
答
は
、
イ
ー
ジ
ー
ケ
ー
ス
を
持

ち
出
す
こ
と
で
史
的
反
実
仮
想
の
問
題
を
見
か
け
上
逃
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想
が
、
不
正
な
歴
史
を
た
ど
っ
た

社
会
の
分
配
状
況
を
ど
の
よ
う
に
匡
正
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
が
盗
ま
れ
な
け
れ
ば
手
元

に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想
が
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
の
は
、
当
該
窃
盗
行
為
の
背
景
に
、
各
人
を
財
産
の
正
当

な
権
利
者
と
し
財
産
を
保
障
す
る
政
治
・
法
制
度
が
機
能
し
て
お
り
人
々
の
遵
守
が
あ
る
、
と
い
う
想
定
へ
の
依
存
ゆ
え
で
あ
る
。
む
ろ
ん

日
常
的
文
脈
で
の
個
人
行
為
に
つ
い
て
は
、
マ
ク
ロ
な
制
度
や
社
会
背
景
が
不
変
と
想
定
す
る
こ
と
は
理
に
適
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
歴
史
的
不
正
義
論
で
一
般
的
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
史
的
反
実
仮
想
の
困
難
は
、
む
し
ろ
、
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
の
事
例
に
お
い
て
不
変

だ
と
想
定
し
た
マ
ク
ロ
な
変
数
の
有
無
で
あ
る
。
個
人
や
集
団
の
行
為
選
択
の
背
景
的
条
件
を
な
す
社
会
規
模
の
事
象
や
、
植
民
地
支
配
や

奴
隷
貿
易
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
象
の
有
無
で
あ
る（

11
（

。
歴
史
上
の
マ
ク
ロ
な
諸
事
象
の
有
無
に
つ
い
て
、
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想

は
、
何
が
起
こ
っ
て
い
た
か
を
ど
う
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
の
事
例
か
ら
類
推
す
る
と
、
マ
ク
ロ
な
背

景
に
つ
い
て
は
不
正
以
前
と
同
じ
状
態
が
継
続
し
た
と
仮
想
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
入
植
者
は
訪
れ
る
こ
と
が
な
く
、
先
住
民
社
会

は
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ぬ
形
で
現
在
ま
で
続
い
た
と
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
保
守
的
な
反
実
仮
想
に
と
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

相
互
交
渉
の
不
在
こ
そ
む
し
ろ
突
拍
子
も
な
い
あ
り
え
な
い
想
定
で
あ
っ
て
、
マ
ク
ロ
な
背
景
で
も
起
こ
り
そ
う
な
変
化
に
つ
い
て
は
あ
る

程
度
は
計
算
に
入
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
不
正
は
な
か
っ
た
が
人
口
移
動
や
入
植
活
動
は
生
じ
、
相
互
交
流
を
通
じ
て
先
住
民
の
土

地
所
有
や
社
会
の
あ
り
方
に
も
少
な
か
ら
ぬ
変
容
を
与
え
た
だ
ろ
う
と
想
定
す
る
の
が
保
守
的
だ
ろ
う
か
（
前
節
で
の
バ
ッ
ト
の
史
的
反
実
仮
想

は
こ
ち
ら
の
想
定
に
近
い
と
思
わ
れ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
各
種
変
数
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
想
定
を
お
く
こ
と
が
保
守
的
な
史
的
反
実
仮
想
な
の
か
、
ま
っ
た
く
不
分
明
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
匡
正
原
理
が
実
現
を
指
令
す
る
内
容
特
定
を
史
的
反
実
仮
想
に
基
づ
き
算
出
す
る
困
難
を
回
避
し
て
い
な
い
。
保
守
的
な

反
実
仮
想
で
よ
い
と
い
う
シ
モ
ン
ズ
の
提
案
は
、
お
お
ま
か
な
指
針
す
ら
示
す
も
の
で
は
な
い（

11
（

。

５　

実
践
的
問
題
へ
の
対
応
（
4
）─
─
現
在
世
代
に
お
け
る
匡
正
基
準
の
導
入
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最
後
に
バ
ッ
ト
の
対
応
を
検
討
す
る
。
彼
は
遡
行
の
問
題
に
対
処
す
る
ア
イ
デ
ア
も
提
出
し
て
い
る
。
彼
は
、
時
間
的
に
遠
い
過
去
の
不

正
の
結
果
と
し
て
匡
正
が
求
め
ら
れ
る
場
合
と
求
め
ら
れ
な
い
場
合
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
状
の
所
有
状
況
が

不
正
で
あ
り
匡
正
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
現
状
に
至
る
歴
史
に
不
正
な
相
互
行
為
が
あ
り
な
お
か
つ
道
徳
的
均
衡
（m

oral	equilibrium

）
な

る
状
態
が
な
い
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
道
徳
的
均
衡
と
は
、
現
在
世
代
に
お
い
て
、
不
正
の
結
果
と
し
て
他
者
と
の
比
較
に
お
い
て
と
り
わ

け
得
失
し
て
い
る
者
が
い
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う（

11
（

。
過
去
に
不
正
な
相
互
行
為
が
あ
っ
て
も
、
道
徳
的
均
衡
に
あ
れ
ば
我
々
は
今
こ

こ
で
匡
正
に
悩
む
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
然
、
追
加
さ
れ
た
基
準
た
る
道
徳
的
均
衡
と
は
い
か
な
る
状
態
か
が
問
題
と
な
る
。
バ
ッ
ト
に
よ
る
と
道
徳
的
均
衡
に
至
る
に
は
二
つ

の
ル
ー
ト
が
あ
る
と
い
う（

11
（

。
第
一
に
、
不
正
の
影
響
が
現
在
も
は
や
深
甚
で
は
な
い
と
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
教
育
機
会
が
拡
充
さ
れ
、
機

会
の
平
等
な
ど
が
達
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
も
は
や
人
々
は
百
年
前
の
か
つ
て
の
不
正
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
人
々
の
状
態

は
直
近
の
平
等
主
義
的
政
策
の
影
響
下
に
あ
る
た
め
、
過
去
の
不
正
に
よ
っ
て
現
在
世
代
に
お
け
る
境
遇
の
差
異
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
過
去
の
不
正
に
つ
い
て
現
在
世
代
は
道
徳
的
均
衡
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
先
行
世
代
が
歴
史
的
に
不
正

行
為
を
お
互
い
に
働
き
あ
っ
て
き
た
結
果
と
し
て
、
現
在
当
事
者
た
ち
が
同
程
度
の
損
失
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
利
得
を
得
て
い
る
と
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
互
い
の
得
失
の
収
支
は
お
互
い
様
の
状
態
に
あ
る
。
こ
の
と
き
も
、
当
事
者
は
互
い
に
特
に
得
失
差
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
道
徳
的
均
衡
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
バ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
（
少
な
く
と
も
）
二
つ
の
条
件
の
ど
ち
ら
か
が
満
た
さ
れ

て
い
れ
ば
、
過
去
の
不
正
の
匡
正
は
も
は
や
要
請
さ
れ
な
い
。

し
か
し
以
上
の
応
答
は
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
理
論
整
合
性
が
失
わ
れ
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
修
正
で
あ
る
。
道
徳
的
均
衡

状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
匡
正
の
必
要
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
匡
正
を
す
る
か
ど
う
か
が
歴
史
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
現
在

の
人
々
の
状
態
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
権
原
理
論
か
ら
の
大
き
な
逸
脱
で
あ
る
。
だ
が
、
道
徳
的
均
衡
を
匡
正
す
る
か
ど
う
か
の
基

準
と
し
て
導
入
す
べ
き
内
在
的
理
由
は
権
原
理
論
に
は
な
い
。
第
二
に
、
そ
も
そ
も
権
原
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
一
つ
目
の
道
徳
的
均
衡
を
も

た
ら
す
政
策
が
実
施
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
自
体
が
、
財
の
強
制
的
な
移
転
を
伴
う
不
正
と
み
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
教
育
機
会
の
拡
充
や
機

会
の
平
等
が
平
等
主
義
的
政
策
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
過
去
の
不
正
の
影
響
を
断
ち
切
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
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な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
権
原
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
所
有
状
況
の
実
現
そ
れ
自
体
が
分
配
的
正
義
を
満

た
す
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
道
徳
的
均
衡
は
、
過
去
の
不
正
に
加
え
て
強
制
的
再
分
配
と
い
う
新
た
な
る
不
正
を
上
書
き
し
た
状
態
に

す
ぎ
ず
、
権
原
理
論
を
前
提
に
す
れ
ば
匡
正
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
理
論
的
不
整
合
が
、
理
論
的
望
ま
し
さ
と
は
別
の
望
ま
し
さ
も
損
な
う
点
で
あ
る
。
バ
ッ
ト
の
応
答
は
、
道
徳
的

均
衡
を
接
ぎ
木
し
理
論
的
な
不
整
合
を
き
た
し
た
結
果
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
も
受
容
可
能
な
議
論
を
採
用
す
る
と
い
う
言
説
戦
略
で
も
失
敗

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
ッ
ト
の
目
論
見
は
、
通
常
は
再
分
配
に
よ
る
富
の
平
等
の
実
現
そ
の
も
の
に
否

定
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
立
場
に
対
し
て
も
、
匡
正
と
し
て
な
ら
ば
再
分
配
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
前
提
か
ら
再
分
配
を
導
く
と
い
う
（
Ｔ
・
ポ
ッ
ゲ
の
そ
れ
に
類
似
し
た
）
言
説
戦
略
と
い
え
る
。

実
際
、
バ
ッ
ト
は
植
民
地
支
配
に
対
す
る
賠
償
と
し
て
国
際
的
な
財
の
移
転
を
考
え
て
い
た（

11
（

。
し
か
し
、
今
指
摘
し
た
よ
う
に
、
道
徳
的
均

衡
の
よ
う
な
観
念
の
導
入
と
権
原
理
論
に
は
緊
張
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
匡
正
す
べ
き
か
否
か
を
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
追
加
し
た
道
徳
的
均

衡
な
る
基
準
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
は
、
整
合
性
の
理
論
的
望
ま
し
さ
と
い
う
点
の
是
非
を
無
視
し
て
も
、
権
原
理
論
を
適
用
し
た
言
説
戦

略
と
し
て
の
受
容
可
能
性
と
い
う
、
バ
ッ
ト
自
身
の
設
定
し
た
望
ま
し
さ
に
お
い
て
も
欠
陥
を
抱
え
る
の
で
あ
る
。

五　

結
論

本
稿
は
、
権
原
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
で
歴
史
的
不
正
義
の
匡
正
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
非
同
一
性
問
題
に
直
面
す

る
か
、
仮
に
理
論
的
に
非
同
一
性
問
題
を
乗
り
越
え
た
と
し
て
も
、
実
践
上
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
権
原
理
論

ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
有
望
だ
が
、
必
ず
し
も
我
々
の
実
践
的
な
関
心
に
合
致
す
る
内
容
を
処
方
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
シ
モ
ン
ズ
に
よ
る
応
答
は
匡
正
原
理
の
要
請
と
し
て
我
々
が
実
現
す
べ
き
内
容
を
特
定
す
る
上
で
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

バ
ッ
ト
は
、
道
徳
的
均
衡
な
る
観
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
全
面
的
に
歴
史
を
遡
行
す
る
こ
と
に
制
約
を
か
け
、
匡
正
原
理
の
要
求
を
穏
当
な

も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
理
論
的
不
整
合
を
も
た
ら
す
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
修
正
ゆ
え
に
、
不
整
合
が
理
論
的
に
望
ま
し
く
な
い
か
ど
う
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か
を
措
い
て
も
、
言
説
戦
略
と
し
て
挫
折
し
た
。
こ
う
し
て
本
稿
は
、
権
原
理
論
の
適
用
で
は
、
匡
正
と
し
て
誰
が
誰
に
何
を
す
る
べ
き
か

と
い
う
実
践
的
問
題
に
回
答
を
与
え
ら
れ
な
い
と
論
じ
て
き
た
。

最
後
に
、
本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
た
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
権
原
理
論
の
よ
う
に
過
去
志
向
的
な
議
論
に
は
、
少
な
く
と

も
よ
り
一
層
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
は
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
に
集
中
し
、
他
の
有
望
な
過

去
志
向
の
議
論
を
射
程
外
に
置
い
て
き
た
。
と
は
い
え
、
歴
史
の
遡
行
か
ら
生
じ
る
問
題
は
、
現
在
世
代
が
な
す
べ
き
こ
と
を
過
去
の
関
数

と
す
る
過
去
志
向
の
議
論
全
般
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
い
。
一
般
的
な
形
式
に
お
い
て
、
過
去
の
不
正
が
現
在
の
匡
正
請
求
を
生
じ
さ
せ

る
と
論
じ
る
議
論
な
ら
ば
、
や
は
り
遠
い
過
去
へ
の
歴
史
の
遡
行
が
生
じ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
う
る
。
過
去
志
向
の
議
論
は
、
ど

の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
過
去
の
不
正
が
現
在
世
代
内
部
に
賠
償
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
と
い
う
点
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
つ
の
方
途
は
、
過
去
世
代
の
被
っ
た
不
正
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
非
同
一
性
問
題
を
無
理
に
克
服
し
よ

う
と
す
る
よ
り
も
、
現
在
世
代
の
匡
正
請
求
は
現
在
世
代
内
部
の
不
正
に
求
め
る
ほ
う
が
素
直
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
不
正
は
過

去
世
代
だ
け
が
被
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
少
な
く
と
も
植
民
地
支
配
や
人
種
差
別
的
な
制
度
は
二
〇
世
紀
ま
で
存
続
し
て
い
た
点

で
多
く
の
現
在
世
代
に
と
っ
て
は
自
ら
の
人
生
で
被
っ
た
事
柄
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
匡
正
が
未
履
行
で
あ
る
こ
と
は
派
生
的
な
後
続
不

正
と
し
て
現
在
進
行
形
で
問
題
化
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
過
去
世
代
の
不
正
が
現
在
世
代
に
と
っ
て
全
く
無
関
係
か
ど
う
か
、
そ
の
現
在
世

代
に
対
す
る
規
範
的
有
意
性
を
無
視
し
て
よ
い
か
ど
う
か
も
、
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
論
点
は
別
稿
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も
権
原
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
を
通
し
て
歴
史
的
不
正
義
論
に
課
題

が
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
な
ら
ば
、
本
稿
の
意
義
は
十
分
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
謝
辞
】
二
名
の
査
読
者
の
方
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
一
部
は
哲
学
若
手
研
究
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
政
治
経
済
学
会
、
政
治
思
想
学
会
、
オ
ン

ラ
イ
ン
政
治
理
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
早
稲
田
大
学
齋
藤
純
一
ゼ
ミ
で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
寄
せ
て
く
れ
た
方
々
に
感
謝
す
る
。
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（
（
）
分
野
の
概
観
に
は
次
を
参
照
せ
よ
。Ivison,	D

.,	 “H
istorical	Injustice ”,	in	T

he O
xford H

andbook of Political T
heory,	

（eds.

）	J.	S.	D
ryzek,	

et.	al.,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（;	Fabre,	C.,	Justice in a C
hanging W

orld,	Polity,	（00（,	ch.	（;	Spinner-H
alev,	J.,	 “H

istorical	
Injustice ”,	in	T

he O
xford H

andbook of Political Philosophy,	

（ed.

）	D
.	Estlund,	O

xford	U
niversity	Press,	（0（（;	T

hom
pson,	J.,	Should 

C
urrent G

enerations M
ake R

eparation for Slavery?,	Polity,	（0（（;	V
ernon,	R.,	H

istorical R
edress: M

ust W
e P

ay for the P
ast?,	

Continuum
,	（0（（.	

日
本
語
で
の
研
究
と
し
て
は
次
が
あ
る
。
川
瀬
貴
之
「
国
民
国
家
の
集
団
的
責
任
と
過
去
の
不
正
義
の
補
償
」『
千
葉
大
学
法
学
論

集
』
第
二
六
巻
、
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
〜
六
〇
頁;	

川
瀬
貴
之
『
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
二
一
年;	

吉
良

貴
之
「
戦
争
と
責
任
：
歴
史
的
不
正
義
と
主
体
性
」『「
戦
争
と
社
会
」
と
い
う
問
い
』
野
上
元
・
佐
藤
文
香
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

（
（
）N

ozick,	R.,	A
narchy, State, U

topia,	Basic	Books,	（（（（,	chap.	（

（
嶋
津
格
訳
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
：
国
家
の
正
当
性
と
そ

の
限
界
』
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）.	

（
（
）Forrester,	K

.,	In the Shadow
 of Justice: Postw

ar Liberalism
 and T

he R
em

aking of Political Philosophy,	Princeton	U
niversity	

Press,	（0（（,	pp.	（（（-（（（;	Forrester,	K
.,	 “Reparations,	H

istory	and	the	O
rigins	of	Global	Justice ”,	in	E

m
pire, R

ace and G
lobal 

Justice,	

（ed.

）	D
.	Bell,	Cam

bridge	U
niversity	Press,	（0（（,	p.	（（（;	cf.	Boxill,	B.,	 “T

he	M
orality	of	Reparation ”,	Social T

heory and 
Practice,	V

ol.	（,	N
o.	（,	（（（（,	pp.	（（（-（（（.

（
（
）
過
去
志
向
の
代
表
例
は
以
下
で
あ
る
。Boxill,	B.,	 “A

n	Lockean	A
rgum

ent	for	Black	Reparations ”,	Journal of E
thics,	V

ol.	（,	N
o.	（,	

（00（,	pp.	（（-（（;	Boxill,	B.,	"Black	Reparations ”, in	T
he Stanford E

ncyclopedia of Philosophy 

（Sum
m

er 2021 E
dition

）,	（ed.

）	E.	N
.	

Zalta,	

（U
RL	=	https://plato.stanford.edu/archives/sum

（0（（/entries/black-reparations/

）;	Cohen,	A
.	I.,	 “Com

pensation	for	H
istoric	

Injustices: Com
pleting the	Boxill	and Sher A

rgum
ent ”,	P

hilosophy and P
ublic A

ffairs,	V
ol.	（（	N

o.	（,	（00（	pp.	（（-（0（;	Sher,	
G.,	 “T

ransgenerational	Com
pensation

”,	P
hilosophy and Public A

ffairs,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（00（,	pp.	（（（-（00;	T
an,	K

-C.,	 “Colonialism
,	

Reparations	and	Global	Justice ”,	in	R
eparations: Interdisciplinary Inquiries,	

（eds.

）	J.	M
iller	and	R.	K

um
ar,	O

xford	U
niversity	

Press,	（00（;	V
alls,	A

.,	 “T
he	Libertarian	case	for	A

ffi
rm

ative	A
ction ”,	Social T

heory and Practice,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（（（（,	pp.	（（（-（（（.	

大
ま
か
に
い
う
と
、
こ
れ
ら
に
は
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
二
部
に
お
け
る
権
原
理
論
と
い
う
よ
り
も
、
第
一
部
で

定
式
化
さ
れ
た
賠
償
の
原
理
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
し
た
原
理
を
措
定
し
て
賠
償
を
論
じ
る
議
論
も
あ
る
。Cf.	N

ozick,	A
narchy, State, U

topia,	p.	
（（

（
邦
訳
九
〇
頁
）.

（
（
）Lu,	C.,	Justice and R

econciliation in W
orld Politics,	Cam

bridge	U
niversity	Press,	（0（（;	Spinner-H

alev,	J.,	E
nduring Injustice,	
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Cam
bridge	U

niversity	Press,	（0（（;	T
áíw

ò,	O
.,	R

econsidering R
eparations,	O

xford	U
niversity	Press,	（0（（;	V

ernon,	R.,	 “A
gainst	

Restitution ”,	Political Studies,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（00（,	pp.	（（（-（（（;	V
ernon,	H

istorical R
edress;	von	Platz,	J.	and	Reidy,	D

.	A
.,	 “T

he	
Structural	D

iversity	of	H
istorical	Injustices ”,	Journal of Social Philosophy,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（00（,	pp.	（（0-（（;	W

aldron,	J.,	 “Superseding	
H

istoric	Injustice ”,	E
thics,	V

ol.	（0（,	N
o.	（,	（（（（,	pp.	（-（（;	W

enar,	L.,	 “Reparations	for	the	Future ”,	Journal of Social Philosophy,	
V

ol.	（（,	N
o.	（,	（00（,	pp.	（（（-（0（;	Y

oung,	I.	M
.,	R

esponsibility for Justice,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（

（
岡
野
八
代
・
池
田
直
子
訳
『
正

義
へ
の
責
任
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
二
二
年
）.

（
（
）
こ
の
論
点
に
つ
き
以
下
を
参
照
せ
よ
（
主
な
批
判
対
象
は
構
造
的
不
正
義
論
に
よ
る
歴
史
的
不
正
義
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
）。Blom

field,	
M

.,	 “Reparations	and	Egalitarianism
”,	E

thical T
heory and M

oral P
ractice,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	（（（（-（（（（;	Butt,	D

.	 “W
hat	

Structural	Injustice	T
heory	Leaves	O

ut ”,	E
thical T

heory and M
oral P

ractice,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（0（（,	pp.	（（（（;	cf.	Cohen,	A
.	I.,	

“Corrective	vs.	D
istributive	Justice:	the	Case	of	A

pologies ”,	E
thical T

heory and M
oral Practice,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（.	

（
（
）Sim

m
ons,	A

.	J.,	 “H
istorical	Rights	and	Fair	Shares ”,	Law

 and Philosophy,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（（（（,	pp.	（（（-（（;	Sim
m

ons,	A
.	J.,	Boundaries 

of A
uthority,	O

xford	U
niversity	Press,	（0（（;	Sim

m
ons,	A

.	J.,	 “R
ights	and	T

erritories:	A
	R

eply	to	N
ine,	M

iller,	and	Stilz ”,	
P

olitics, P
hilosophy and E

conom
ics,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	viii-xxiii;	Butt,	D

.,	R
ectifying International Injustice: P

rinciples 
of C

om
pensation and R

estitution B
etw

een N
ations,	O

xford	U
niversity	Press,	（00（;	Butt,	D

.,	 “H
istorical	Justice	in	Postcolonial	

Contexts:	Repairing	H
istorical	W

rongs	and	the	End	of	Em
pire ”,	in	H

istorical Justice and M
em

ory,	

（eds.

）	K
.	N

eum
ann	and	J.	

T
hom

pson,	U
niversity	of	W

isconsin	Press,	（0（（.	

（
（
）
宇
佐
美
誠
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
歴
史
上
の
不
正
義
」『
政
治
経
済
学
の
規
範
理
論
』
須
賀
晃
一
・
齋
藤
純
一
編
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

（
（
）
損
失
の
埋
め
合
わ
せ
を
超
え
た
何
事
か
の
実
現
を
匡
正
的
正
義
は
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｊ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
は
和
解

（reconciliation

）
を
目
標
に
し
て
い
る
（T

hom
pson,	J.,	T

aking R
esponsibility for the Past: R

eparation and H
istorical Justice,	Polity,	

（00（,	pp.	（（-（（

）。
た
だ
し
和
解
の
内
実
や
何
が
そ
れ
を
実
現
す
る
の
か
と
い
っ
た
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
ト
ン
プ
ソ
ン
は
提
示
し
て
い
な
い
。
他
方
、

Ｍ
・
Ｕ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
匡
正
的
正
義
─
─
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
償
い
の
正
義
（reparative	justice

）
と
呼
ぶ
─
─
の
根
本
的
要
請
を
道
徳
的
答
責
（m

oral	
accountablity

）
の
関
係
修
復
に
お
く
（W

alker,	M
.	U

.,	M
oral R

epair: R
econstructing M

oral R
elations after W

rongdoing,	Cam
bridge	

U
niversity	Press,	（00（;	W

alker,	M
.	U

.,	W
hat is R

eparative Justice?,	M
arquette	U

niversity	Press,	（0（0

）。
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
は
、
い

わ
ゆ
る
分
配
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
な
被
害
者
の
損
失
埋
め
合
わ
せ
と
は
全
く
異
な
る
形
で
匡
正
的
正
義
の
構
想
を
展
開
す
る
点
で
、
極
め
て
有
望
だ
と
思
わ
れ
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る
が
、
別
稿
を
期
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
（0
）
戦
後
の
正
義
（jus	post	bellum

）
と
し
て
、
不
正
後
の
諸
論
点
（
賠
償
、
返
還
、
謝
罪
、
記
憶
、
処
罰
な
ど
）
を
広
く
概
観
す
る
文
献
と
し
て
次

が
あ
る
。Fabre,	C.,	Cosm

opolitan Peace,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（.

（
（（
）N

ozick,	A
narchy, State, U

topia,	pp.	（（0-（（（

（
邦
訳
二
五
五
〜
六
〇
頁
）.

（
（（
）
こ
の
段
落
の
説
明
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。M

ack,	E.,	 “Robert	N
ozick ’s	Political	Philosophy ”, in	T

he Stanford E
ncyclopedia of 

P
hilosophy 

（Sum
m

er 2022 E
dition

）,	（ed.

）	E.	N
.	Zalta,	

（U
RL	=	https://plato.stanford.edu/archives/sum

（0（（/entries/nozick-
political/

）.	

な
お
、
周
知
の
よ
う
に
ノ
ー
ジ
ッ
ク
自
身
は
、
例
え
ば
何
が
権
利
を
生
じ
さ
せ
る
獲
得
な
の
か
と
い
っ
た
各
原
理
の
詳
細
を
完
全
に
論
じ

き
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
所
有
権
に
想
定
さ
れ
る
干
渉
排
除
能
力
（N

ozick,	A
narchy, State, U

topia,	pp.	（0-（（

（
邦
訳（（-（（

頁
））
や
、
ロ
ッ

ク
的
但
し
書
き
の
解
釈
（Ibid.,	pp.	（（（-（（（

（
邦
訳	

二
九
四
〜
三
〇
四
頁
））
な
ど
各
論
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
相
当
な
論
争
が
あ
る
が
本
稿
で
は

脇
に
お
い
て
お
く
（cf.	Sim

m
ons,	A

.	J.,	T
he Lockean T

heory of R
ights,	Princeton	U

niversity	Press,	（（（（

）。
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、

も
と
の
正
当
な
所
有
者
か
ら
の
自
発
的
移
転
を
経
由
せ
ず
に
生
じ
た
所
有
状
況
が
不
正
で
あ
る
、
と
い
う
権
原
理
論
の
性
質
さ
え
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。

（
（（
）
こ
こ
で
の
比
較
は
、
次
を
参
考
に
再
構
成
し
た
。Schm

idtz,	D
.	and	Freim

an,	C.,	 “N
ozick ”,	in	T

he O
xford H

andbook of Political 
Philosophy,	

（ed.

）	D
.	Estlund,	O

xford	U
niversity	Press,	（0（（,	pp.	（（（-（（（.	

権
原
理
論
と
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
の
対
比
に
つ
い
て
次
も
参
照
。

Raw
ls,	J.,	Justice as Fairness: A

 R
estatem

ent,	
（ed.

）	E.	K
elly,	H

arvard	U
niversity	Press,	（00（,	pp.	（（（-（（（

（
田
中
成
明
ほ
か
訳
『
公
正

と
し
て
の
正
義	

再
説
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇
四
〜
一
〇
六
頁
）.

（
（（
）N

ozick,	A
narchy, State, U

topia,	pp.	（（（-（（（

（
邦
訳
二
八
一
〜
二
九
二
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（（-（（（

（
邦
訳
二
五
九
頁
、
大
括
弧
内
引
用
者
補
足
）.

（
（（
）Butt,	R

ectifying International Injustice,	pp.	（（-（（;	V
alls,	 “T

he	Libertarian	case	for	A
ffi

rm
ative	A

ction ”.

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
き
次
を
参
照
せ
よ
。Jones,	P.,	 “Group	Rights ”, in	T

he Stanford E
ncyclopedia of Philosophy 

（Fall 2022 E
dition

）,	（eds.

）

	
E.	N

.	Zalta	and	U
.	N

odelm
an,	

（U
RL	=	https://plato.stanford.edu/archives/fall（0（（/entries/rights-group/

）.

（
（（
）
歴
史
的
不
正
義
論
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
の
存
在
は
過
去
志
向
の
議
論
の
難
点
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
を
参
照
。Fabre,	

Justice in a Changing W
orld,	pp.	（（（-（（（;	K

ershnar,	S.,	Justice for the Past,	State	U
niversity	of	N

ew
	Y

ork	Press,	（00（;	N
uti,	A

.,	
Injustice and the R

eproduction of H
istory: Structural Inequalities, G

ender and R
edress,	Cam

bridge	U
niversity	Press,	（0（（,	pp.	（-（;	

Spinner-H
alev,	E

nduring Injustice,	pp.	（（-（（;	V
ernon,	 “A

gainst	Restitution ”;	W
enar,	 “Reparations	for	the	Future ”;	W

heeler	III,	S.	
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C.,	 “Reparation	Reconstructed ”,	A
m

erican Philosophical Q
uarterly,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（（（（,	pp.	（0（-（（（;	

宇
佐
美
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と

歴
史
上
の
不
正
義
」。
な
お
、
非
同
一
性
問
題
と
い
っ
た
と
き
に
最
初
に
想
起
さ
れ
る
名
前
は
Ｄ
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
歴
史
的
不
正
義
論
や
権
原
理
論
を
検
討
す
る
文
脈
で
も
非
同
一
性
問
題
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
を
参
照
。Davis,	L.,	 “Com

m
ents	

on	N
ozick ’s	Entitlem

ent	T
heory ”,	Journal of Philosophy,	V

ol.	（（,	N
o.	（（,	（（（（,	pp.	（（（-（（;	M

orris,	C.	W
.,	 “Existential	Lim

its	to	the	
Rectification	of	Past	W

rongs ”,	A
m

erican Philosophical Q
uarterly,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（（（（,	pp.	（（（-（（;	Sher,	G.,	 “A

ncient	W
rongs	and	

M
odern	Rights ”,	Philosophy and Public A

ffairs,	V
ol.	（0,	N

o.	（,	（（（（,	pp.	（-（（;	W
aldron,	 “Superseding	H

istoric	Injustice ”,	p.	（（;	cf.	
Parfit,	D

.,	R
easons and Persons,	O

xford	U
niversity	Press

（
森
村
進
訳
『
理
由
と
人
格:	

非
人
格
性
の
倫
理
へ
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
八
年
）.

（
（（
）
非
同
一
性
問
題
の
概
略
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
し
再
構
成
し
た
。Roberts,	M

.	A
.,	 “T

he	N
onidentity	Problem

”, in	T
he Stanford 

E
ncyclopedia of P

hilosophy 
（Sum

m
er 2022 E

dition

）,	（ed.

）	E.	N
.	Zalta,	

（U
RL	=	https://plato.stanford.edu/archives/sum

（0（（/
entries/nonidentity-problem

/
）;	M

eyer,	L.,	 “Intergenerational	Justice ”, in	T
he Stanford E

ncyclopedia of P
hilosophy 

（Sum
m

er 
2022 E

dition

）,	（ed.

）	E
.	N

.	Zalta,	
（U

R
L	=

	https://plato.stanford.edu/archives/sum
（0（（/entries/justice-intergenerational/

）;	
Boonin,	D

.,	T
he N

on-Identity Problem
 and the E

thics of Future People,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（,	ch.	（.

（
（0
）
こ
こ
で
先
行
世
代
と
後
続
世
代
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
過
去
世
代
と
現
在
世
代
、
現
在
世
代
と
将
来
世
代
の
双
方
で
非
同
一
性
問
題
が

生
じ
る
こ
と
を
同
時
に
述
べ
る
た
め
で
あ
る
。

（
（（
）
危
害
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
次
を
参
照
。Petersen,	T

.	S.,	 “Being	W
orse	O

ff:	But	in	Com
parison	w

ith	W
hat?	O

n	the	Baseline	
Problem

	of	H
arm

	and	the	H
arm

	Principle ”,	R
es Publica,	V

ol.	（0,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（;	cf.	Feinberg,	J.,	H

arm
 to O

thers,	O
xford	

U
niversity	Press,	（（（（,	p.	（（.	

他
に
も
危
害
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
は
考
案
さ
れ
て
い
る
が
有
望
と
は
い
え
な
い
（
参
照
、
宇
佐
美
誠
「
非
同
一
性
問
題:	

生
命
倫
理
・
世
代
間
正
義
の
ア
ポ
リ
ア
」『
法
理
論
を
め
ぐ
る
現
代
的
諸
問
題:	

法
・
道
徳
・
文
化
の
重
層
性
』
角
田
猛
之
ほ
か
編
、
晃
洋
書
房
、
二
〇

一
六
年
）。

（
（（
）
な
お
、
非
同
一
性
問
題
を
受
け
入
れ
て
も
、
不
正
に
由
来
す
る
匡
正
請
求
が
全
て
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
世
代
が
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る

匡
正
を
、
あ
く
ま
で
現
在
世
代
の
同
一
性
が
確
定
し
た
時
点
以
降
の
危
害
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
当
然
な
が
ら
現
在
世

代
の
と
あ
る
人
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
以
降
の
不
正
の
有
無
は
そ
の
人
の
生
物
と
し
て
の
同
一
性
を
左
右
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
世
紀

生
ま
れ
の
多
く
の
人
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
人
種
差
別
的
実
践
に
つ
い
て
賠
償
請
求
権
を
持
ち
う
る
。
二
〇
世
紀
の
不
正
を
基
礎
に
す

る
議
論
と
し
て
、
例
え
ば
人
種
隔
離
を
支
え
た
住
宅
制
度
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
。（Coates,	T

.,	 “T
he	Case	for	Reparations ”,	T

he 
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A
tlantic,	June	（0（（

（U
RL	=	https://w

w
w

.theatlantic.com
/m

agazine/archive/（0（（/0（/the-case-for-reparations/（（（（（（/

、
最
終
ア

ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
八
月
二
九
日
）;	K

aplan,	J.	and	V
alls,	A

.,	 “H
ousing	D

iscrim
ination	as	a	Basis	for	Black	Reparations ”,	Public A

ffairs 
Q

uarterly,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（00（,	pp.	（（（-（（（

）。
ま
た
、
現
在
世
代
の
人
物
同
一
性
が
確
定
し
た
時
点
以
降
に
、
そ
れ
以
前
の
時
点
に
お
い
て
親
が

被
っ
た
不
正
な
損
失
の
賠
償
が
親
世
代
に
対
し
て
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
派
生
的
に
生
じ
る
現
在
世
代
へ
の
損
失
を
後
続
不
正
（subsequent	

w
rong

）
だ
と
捉
え
、
そ
れ
を
現
在
世
代
の
匡
正
の
根
拠
と
す
る
議
論
（Boxill,	 “Black	Reparations, ”	sec.	（;	Sher,	 “T

ransgenerational	
Com

pensation ”;	Cohen,	 “Com
pensation	for	H

istoric	Injustices ”

）、
さ
ら
に
集
団
へ
の
愛
着
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
な
す
よ
う

な
人
に
と
っ
て
、か
つ
て
当
該
集
団
に
危
害
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
翻
っ
て
心
理
的
危
害
と
な
る
と
い
う
議
論
な
ど
が
あ
る
（H

erstein,	O
.	J.,	 “H

istoric	
Injustice,	Group	M

em
bership	and	H

arm
	to	Individuals:	D

efending	Claim
s	for	H

istoric	Justice	from
	the	N

on-Identity	Problem
”,	

H
arvard Blackletter Law

 Journal,	V
ol.	（（,	（00（,	pp.	（（（-（（（

）。
こ
れ
ら
は
現
在
世
代
の
匡
正
請
求
を
現
在
世
代
が
被
っ
た
不
正
に
基
礎
づ
け
て

い
る
た
め
、
本
稿
で
は
脇
に
お
い
て
お
く
。

（
（（
）
こ
の
点
の
明
確
化
の
必
要
性
は
査
読
者
の
コ
メ
ン
ト
に
負
う
。

（
（（
）D

avis,	 “Com
m

ents	on	N
ozick ’s	Entitlem

ent	T
heory ”,	p.	（（（.

（
（（
）Sim

m
ons,	 “H

istorical	Rights	and	Fair	Shares ”,	pp.	（（（-（（（	n（（;	Sim
m

ons,	Boundaries of A
uthority,	pp.	（（（-（（（	n（（;	cf.	

ル
イ
ス,	

D
.

、
吉
満
昭
宏
訳
『
反
事
実
的
条
件
法
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
六
五
〜
七
二
頁
。

（
（（
）
非
同
一
性
問
題
と
対
応
者
に
つ
き
、
野
上
志
学
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
の
哲
学:	

な
ぜ
世
界
は
複
数
存
在
す
る
の
か
』
青
土
社
、
二
〇
二

〇
年
、
四
七
〜
五
三
頁
、
二
二
四
〜
二
二
六
頁
参
照
。
次
も
参
照
。	W

rigley,	A
.,	 “H

arm
	to	Future	Persons:	N

on-Identity	Problem
s	and	

Counterpart	Solutions ”,	E
thical T

heory and M
oral Practices,	V

ol.	（（,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）Butt,	R

ectifying International Injustice,	pp.	（0（,	（（（,	（（（-（（（;	Butt,	 “H
istorical	Justice	in	Postcolonial	Contexts ”,	p.	（（（.

（
（（
）
宇
佐
美
は
、
仮
に
奴
隷
貿
易
が
正
当
な
賃
金
の
合
意
に
よ
る
移
民
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
好
意
的
に
考
え
て
も
現
在
世
代
に
同
一
人
物

は
確
率
的
に
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
形
で
バ
ッ
ト
を
批
判
し
て
い
る
（
宇
佐
美
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
歴
史
上
の
不
正
義
」
六
〇
頁
）。
だ
が
、

本
稿
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
バ
ッ
ト
が
史
的
反
実
仮
想
を
す
る
際
に
確
率
計
算
を
無
視
し
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
場
合
、
そ
の
論
拠
ま
で
遡
っ
て
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）
な
お
、
非
同
一
性
問
題
に
よ
っ
て
掘
り
崩
さ
れ
な
い
危
害
の
説
明
を
、
バ
ッ
ト
は
別
の
箇
所
で
、
別
の
形
で
も
展
開
し
て
い
る
（Butt,	R

ectifying 
International Injustice,	pp.	（（（-（（（

）。
だ
が
、
管
見
で
は
そ
れ
ら
は
注
（（
で
も
述
べ
た
後
続
不
正
論
と
同
じ
も
の
で
あ
る
た
め
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
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（
（0
）Butt,	R

ectifying International Injustice,	p.	（0（.
（
（（
）Ibid.,	pp.	（0（-（0（.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（.	

な
お
こ
の
仮
想
事
例
を
バ
ッ
ト
は
Ｇ
・
シ
ャ
ー
か
ら
借
り
て
い
る
（cf.	Sher,	 “A

ncient	W
rongs	and	M

odern	Rights ”

）。

（
（（
）Ibid.,	（0（-（0（.

（
（（
）N

uti,	Injustice and the R
eproduction of H

istory,	pp.	（（-（（;	Spinner-H
alev,	E

nduring Injustice,	ch.	（;	Stilz,	A
.,	 “T

erritorial	Boundaries	
and	H

istory ”,	Politics, Philosophy and E
conom

ics,	V
ol.	（（,	N

o.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（;	W
aldron,	 “Superseding	H

istoric	Injustice ”,	pp.（-
（（.

（
（（
）W

aldron,	 “Superseding	H
istoric	Injustice ”,	pp.	（（-（（.

（
（（
）Cf.	Sim

m
ons,	 “H

istorical	Rights	and	Fair	Shares ”,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）N

ozick,	A
narchy, State, U

topia,	p.	（（（

（
邦
訳
二
五
八
〜
二
五
九
頁
）;	cf.	W

olff,	J.,	R
obert N

ozick: Property, Justice and the M
inim

al 
State,	Stanford	U

niversity	Press,	（（（（,	pp.	（（（-（（（

（
森
村
進
・
森
村
た
ま
き
訳
『
ノ
ー
ジ
ッ
ク
：
所
有
・
正
義
・
最
小
国
家
』
勁
草
書
房
、
一

九
九
四
年
、
一
八
九
〜
一
九
二
頁
）.

（
（（
）Steiner,	H

.,	A
n E

ssay on R
ights,	Blackw

ell,	（（（（,	p.	（（（	n（

（
浅
野
幸
治
訳
『
権
利
論
：
レ
フ
ト
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
宣
言
』
新
教
出
版

社
、
二
〇
一
六
年
、
四
一
六
〜
四
一
七
頁
）;	cf.	Sim

m
ons,	Boundaries of A

uthority,	pp.	（（0,	（（（;	Sim
m

ons,	 “Rights	and	T
erritories ”,	p.	

xx.

（
（（
）
過
去
の
遡
行
の
問
題
ゆ
え
に
匡
正
行
為
が
実
現
す
べ
き
事
態
を
完
全
に
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
も
、
部
分
的
な
匡
正
は
行
い
う
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
応
答
に
は
二
つ
の
解
釈
が
可
能
だ
が
、
ど
ち
ら
も
説
得
的
で
は
な
い
。
一
つ
目
は
、
記
録
と
し
て
わ
か
っ
て
い
る

不
正
が
な
け
れ
ば
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
特
定
し
、
そ
れ
に
近
似
す
る
こ
と
で
満
足
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
当
の
不
正
の

詳
細
な
記
録
が
な
い
の
で
不
正
の
実
態
把
握
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
不
正
不
在
の
史
的
反
実
仮
想
を
行
う
困
難
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
比
較

的
最
近
の
過
去
の
不
正
が
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
実
現
す
る
こ
と
を
、
部
分
的
な
匡
正
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
的
に
問
題

な
の
は
財
が
ど
れ
だ
け
正
当
な
所
有
者
の
手
元
に
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
権
原
理
論
を
前
提
に
す
る
と
、
直
近
の
不
正
行
為
が
な
か
っ
た
状
況
を
実
現

し
て
も
、
財
が
所
有
権
保
持
者
の
手
元
に
帰
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
所
有
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
い
く
ら
盗
ん
だ
品
物
を
前
の
所
有
者
に
返
し
て

も
、
そ
の
前
の
所
有
者
も
ま
た
窃
盗
で
そ
の
品
物
を
入
手
し
た
正
当
な
所
有
者
で
は
な
い
な
ら
、
直
近
の
窃
盗
が
な
か
っ
た
事
態
を
実
現
し
た
と
こ
ろ

で
、
匡
正
に
は
な
ら
な
い
（
直
近
の
不
正
が
な
か
っ
た
状
況
を
実
現
し
た
ら
、
偶
発
的
に
す
べ
て
の
財
が
正
当
な
持
ち
主
の
も
と
に
帰
る
可
能
性
は
あ
り
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う
る
が
、
あ
く
ま
で
可
能
性
で
あ
る
）。
部
分
的
な
匡
正
が
あ
り
う
る
の
で
は
と
い
う
疑
念
は
、
福
島
弦
氏
と
大
庭
大
氏
の
指
摘
に
よ
る
。

（
（0
）
も
ち
ろ
ん
、
財
の
正
当
な
持
ち
主
と
そ
の
正
当
な
取
り
分
が
特
定
で
き
る
場
合
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
が
検
討
し
て
き
た
問
題

は
、
匡
正
原
理
が
史
的
反
実
仮
想
を
用
い
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
権
原
理
論
の
含
意
と
し
て
獲
得
と
移
転
プ
ロ
セ
ス
に
瑕

疵
が
あ
る
現
在
の
財
の
分
配
状
況
は
根
源
的
に
不
正
だ
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
維
持
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
匡
正

原
理
の
代
わ
り
に
、
現
在
世
代
の
財
を
不
正
利
得
返
納
に
よ
っ
て
共
通
財
産
へ
と
仮
想
的
に
プ
ー
ル
し
、
別
の
分
配
原
理
に
よ
っ
て
分
配
し
直
す
と
い

う
方
向
性
も
考
え
ら
れ
る
（Goodin,	R.	E.,	 “D

isgorging	the	Fruits	of	H
istorical	W

rongdoing ”,	A
m

erican Political Science R
eview

,	V
ol.	

（0（,	N
o.	（,	（0（（,	pp.	（（（-（（（

）。
た
だ
し
、
こ
の
議
論
は
、
不
正
な
損
失
の
埋
め
合
わ
せ
（
侵
害
さ
れ
た
所
有
権
の
救
済
）
と
い
う
意
味
を
持
た
な
く

な
る
の
で
、
匡
正
的
正
義
の
履
行
と
は
言
え
な
く
な
る
。

（
（（
）Sim

m
ons,	 “Rights	and	T

erritories ”,	p.	xx.

（
（（
）Sim

m
ons,	Boundaries of A

uthority,	pp.	（（（,	（（（.

（
（（
）Sim

m
ons,	A

.	J.,	M
oral Principles and Political O

bligations,	Princeton	U
niversity	Press,	（（（（,	pp.	（0-（（.

（
（（
）Sim

m
ons,	 “H

istorical	Rights	and	Fair	Shares ”,	pp.	（（（-（（（.	

こ
の
点
に
つ
き
川
瀬
は
シ
モ
ン
ズ
の
見
解
を
支
持
す
る
。
川
瀬
「
国
民
国
家
の

集
団
的
責
任
と
過
去
の
不
正
義
の
補
償
」
三
〜
九
頁;	

川
瀬
『
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
』
一
六
七
〜
一
六
九
頁
。

（
（（
）
植
民
地
支
配
や
奴
隷
制
な
ど
実
際
に
告
発
さ
れ
て
い
る
不
正
は
、
そ
も
そ
も
相
互
行
為
の
次
元
の
不
正
で
は
な
く
構
造
や
制
度
の
問
題
と
み
る
べ

き
だ
が
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
議
論
を
権
原
理
論
に
絞
り
、
構
造
的
不
正
義
論
の
検
討
は
別
稿
を
期
す
る
。
こ
の
点
は
以
下
を
参
照
。Lu,	Justice 

and R
econciliation in W

orld Politics,	ch.	（;	N
uti,	Injustice and the R

eproduction of H
istory;	von	Platz	and	Reidy,	 “T

he	Structural	
D

iversity	of	H
istorical	Injustices ”.	

（
（（
）
そ
も
そ
も
何
か
の
擁
護
な
い
し
は
正
当
化
を
、
そ
れ
が
（
架
空
）
事
例
へ
と
回
答
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
形
で
行
お
う
と
い
う
の
な
ら
ば
、
採

用
す
べ
き
事
例
は
イ
ー
ジ
ー
ケ
ー
ス
で
は
な
く
ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
す
ら
も
っ
と
も
な
回
答
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
形
を
採
る
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。

（
（（
）Butt,	R

ectifying International Injustice,	p.	（00.	

な
お
、
こ
こ
で
バ
ッ
ト
の
い
う
道
徳
的
均
衡
は
反
照
的
均
衡
（reflective	equilibrium

）
と

表
記
が
似
て
い
る
が
、
全
く
関
係
な
い
。

（
（（
）Ibid.,	pp.	（00-（0（.

（
（（
）Ibid.,	pp.	（（-（（.
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一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ（

（
（

の
事
例
を
考
察
し
、
規
範
的
な
政
治
的
代
表
の
困
難
さ
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
構
築
主
義
的
代
表

の
枠
組
み
を
用
い
て
、
実
践
を
批
判
的
に
評
価
す
べ
き
だ
と
論
じ
る
。

本
稿
の
研
究
背
景
は
、
第
一
に
、
政
治
的
代
表
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
し
、
既
存
の
代
表
の
在
り
方
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
代
表
が
指
す
意
味
内
容
は
論
争
的
で
あ
り
、
近
年
で
は
既
存
の
代
表
制
度
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
「
代
表
制
の
危
機
」
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
よ
う
な
現
実
政
治
の
動
向
に
も
影
響
さ
れ
つ
つ
、
理
論
的
に
も
政
治
的
代
表
は
注
目
を
集
め
て
い
る
。
二
〇
〇
〇

年
代
に
は
固
定
的
か
つ
選
挙
中
心
的
な
「
標
準
的
説
明
」（standard	account

）
が
批
判
さ
れ
、「
代
表
」
を
捉
え
な
お
す
「
代
表
論
的
転
回
」

（representative	tur

（
（
（n

）、
特
に
構
築
主
義
の
観
点
か
ら
流
動
的
に
捉
え
な
お
す
「
構
築
主
義
的
転
回
」（constructivist	turn

）
の
な
か
で
新
た

な
代
表
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
研
究
背
景
は
、
抑
圧
が
存
在
し
、
そ
の
是
正
措
置
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
、

社
会
の
様
々
な
人
々
が
「
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
訴
え
、
そ
の
是
正
を
求
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
社
会
領
域
の
問
題
を
示
す
だ
け

で
は
な
く
、
既
存
の
政
治
の
在
り
方
、
特
に
代
表
制
度
の
在
り
方
に
も
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
多
く
の
国
々
で
民
主
化
が
進
み
、
多
く
の

大
場
優
志

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は

政
治
的
に
代
表
さ
れ
う
る
の
か

─
─
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
か
ら
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人
々
が
形
式
的
に
は
平
等
な
権
利
を
獲
得
し
て
き
た
が
、
人
々
の
間
の
不
平
等
や
不
正
義
は
存
在
し
続
け
て
い
る
。
既
存
の
代
表
制
度
が
こ

の
抑
圧
の
問
題
に
十
分
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
政
治
理
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
そ
し
て
そ
の
観
点
か
ら
、
新
た
な
政

治
像
や
新
た
な
代
表
制
度
の
構
想
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
以
下
の
三
つ
の
問
題
意
識
を
持
つ
。

第
一
に
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
の
在
り
方
を
規
範
的
に
論
じ
る
必
要
性
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
代
表
者
の
行
為
を
重
視
す
る
「
行
為

す
る
代
表（

（
（

」
や
、
代
表
者
の
属
性
や
議
会
の
内
部
構
成
を
重
視
す
る
「
描
写
的
代
表（

（
（

」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
望
ま
し
い
代
表
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
特
に
「
描
写
的
代
表
」
は
、「
行
為
す
る
代
表
」
を
批
判
し
つ
つ
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

し
か
し
、「
描
写
的
代
表
」
に
も
、
本
質
主
義
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、

政
治
的
代
表
に
関
す
る
既
存
の
規
範
的
な
議
論
の
課
題
を
指
摘
す
る
。

第
二
に
、
政
治
的
代
表
に
お
け
る
複
雑
な
要
素
を
分
析
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
近
年
の
「
代
表
論
的
転
回
」、
特
に
そ
の
な
か
で
も
「
構

築
主
義
的
転
回
」
で
提
示
さ
れ
た
枠
組
み
は
、
単
純
な
二
項
関
係
や
三
項
関
係
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
要
素
に
よ
っ
て
代
表
を
分
析
で
き

る
。
本
稿
が
論
じ
る
よ
う
に
、
現
実
に
お
け
る
政
治
的
代
表
の
実
践
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
複
雑
な
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
を
論
じ
る
必
要
性
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
は
、
後
述
の
よ
う
に
依
然
と
し

て
政
治
学
で
は
理
論
的
に
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
他
の
集
団
と
は
異
な
る
社
会
的
位
置
に
あ
り
、

異
な
る
課
題
を
抱
え
う
る
。
ま
た
こ
の
事
例
の
分
析
を
通
し
て
、
代
表
と
い
う
実
践
に
つ
き
ま
と
う
根
源
的
な
困
難
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

も
で
き
る
。

以
上
の
問
題
関
心
ゆ
え
に
、
本
稿
は
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
を
用
い
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
を
規
範
的
な
観
点
か
ら
考

察
す
る
。
ま
ず
、
抑
圧
さ
れ
た
集
団
の
代
表
、
構
築
主
義
的
代
表
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
、
そ
の
知

見
と
課
題
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
団
と
し
て
の
特
徴
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、「
行
為
す

る
代
表
」
や
「
描
写
的
代
表
」
の
枠
組
み
の
理
論
的
な
課
題
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
性
的
マ
イ
ノ
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リ
テ
ィ
の
事
例
を
分
析
し
、
よ
り
厳
格
で
規
範
的
な
意
味
合
い
で
の
「
代
表
」
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
詳
細
な
分
析
を
通

じ
て
既
存
の
実
践
を
批
判
的
に
評
価
し
、
そ
の
望
ま
し
さ
を
問
い
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

二　

先
行
研
究
整
理
─
─
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
、
構
築
主
義
的
代
表
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

本
稿
は
、
抑
圧
に
対
す
る
規
範
的
な
観
点
か
ら
、
構
築
主
義
的
代
表
の
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
検
討
す

る
。
そ
の
た
め
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
、
構
築
主
義
的
代
表
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
、
取
り
組
む
べ

き
課
題
を
示
す
。

１　

抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
を
め
ぐ
る
議
論
と
そ
の
課
題
─
─
「
行
為
す
る
代
表
」
と
「
描
写
的
代
表
」

ハ
ン
ナ
・
ピ
ト
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
代
表
概
念
に
は
、「
誰
か
の
た
め
に
行
為
す
る
」（acting	for

）
も
の
と
し
て
の
代
表
と
「
写
し
出
す
」

（stand	for

）
代
表
が
あ
る（

（
（

。「
誰
か
の
た
め
に
行
為
す
る
」
代
表
で
は
、
代
表
者
が
い
か
に
行
為
す
る
の
か
、
被
代
表
者
の
実
質
的
な
利
益

が
実
現
さ
れ
る
の
か
に
焦
点
が
あ
り
、
本
稿
で
は
「
行
為
す
る
代
表
」
と
表
記
し
て
い
る
。
他
方
で
、「
写
し
出
す
」
代
表
と
し
て
典
型
的

な
も
の
は
「
描
写
的
代
表
」
で
あ
り
、
立
法
府
の
構
成
が
そ
の
社
会
全
体
の
構
成
に
対
応
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
ピ
ト
キ
ン
の
議
論
で
は

「
行
為
す
る
代
表
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、「
描
写
的
代
表
」
の
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
に
関
し
て
は
、「
描

写
的
代
表
」
の
側
面
な
し
に
適
切
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
描
写
的
代
表
」
を
重
視
す
る
論
者
と
し
て
、
例
え
ば
ア
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
が
挙
げ
ら
れ
る（

（
（

。
自
由
民
主
主
義
の
従
来
の
理
解
で
は
、

代
表
の
適
切
さ
は
有
権
者
の
意
見
や
選
好
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
る
か
に
依
拠
し
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
「
理
念

の
政
治
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
に
基
づ
く
経
験
の
差
異
や
政
治
的
排
除
の
問
題
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は

不
十
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
性
が
政
策
に
つ
い
て
異
な
る
意
見
や
関
心
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
意
見
や
関
心
が
男
性
ば
か
り
の
議

会
で
適
切
に
代
表
さ
れ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
に
基
づ
く
経
験
や
利
益
を
共
有
す
る
代
表
者
が
議
会
内
に
存
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在
す
る
こ
と
を
「
存
在
の
政
治
」
と
呼
び
、
重
視
す
る
。

よ
り
積
極
的
に
代
表
制
度
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
し
て
、
集
団
代
表
の
議
論
が
あ
る（

（
（

。
例
え
ば
、
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・
ヤ
ン

グ
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
位
置
づ
け
ゆ
え
に
、
集
団
構
成
員
は
「
視
座
」
を
共
有
す
る
。
抑
圧
の
是
正
や
民
主
主
義
の
深
化
の
た
め
に
は
、
そ

れ
ら
の
「
視
座
」
を
代
表
す
る
制
度
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
既
存
の
代
表
制
度
の
在
り
方
を
規
範
的
に
問
い
な
お
し
、
現
状
の

制
度
で
は
何
が
代
表
さ
れ
て
き
た
の
か
、
規
範
的
に
は
何
が
代
表
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
論
点
を
浮
上
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
既
存
の
選

挙
制
度
は
「
地
域
的
ク
オ
ー
タ
」
で
あ
り
、
地
域
的
で
は
な
い
利
益
を
排
除
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
る（

（1
（

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
新
た
な

代
表
制
度
の
実
現
に
も
寄
与
し
て
き
た
。
特
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク
オ
ー
タ
の
議
論
は
盛
ん
で
あ
り
、
実
際
に
多
く
の
国
々
で
採
用
さ
れ
て
い

る（
（（
（

。し
か
し
、「
描
写
的
代
表
」
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
。
ま
ず
、
抑
圧
に
対
す
る
是
正
措
置
が
、
集
団
が
共
有
す
る
本
質
を
想
定
し
、
抑

圧
の
固
定
化
や
集
団
内
の
差
異
の
不
可
視
化
を
招
く
と
い
う
本
質
主
義
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
描
写
的
代
表
」
の
論
者
が
自
ら
投
げ
か

け
、
応
答
を
試
み
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
が（

（1
（

、
そ
の
応
答
は
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
の
適
用
対
象
の
論
争
性
も
指
摘
さ
れ

る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
、
民
族
、
障
が
い
な
ど
様
々
な
争
点
の
な
か
で
、
ど
の
過
少
代
表
が
特
に
問
題
な
の
だ
ろ
う
か（

（1
（

。
従
来
は
焦
点
を

当
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
集
団
も
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
集
団
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る（

（1
（

。
さ
ら
に
、「
描
写

的
代
表
」
が
実
際
に
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
利
益
実
現
を
促
進
す
る
の
か
、「
行
為
す
る
代
表
」
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
論
点
も
あ
る（

（1
（

。

抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
政
治
的
代
表
に
関
し
て
、「
行
為
す
る
代
表
」
か
ら
の
議
論
も
「
描
写
的
代
表
」
か
ら
の
議
論
も
課
題
を
抱
え
て
い

る
。
近
年
で
は
新
た
に
構
築
主
義
的
代
表
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
枠
組
み
か
ら
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
代
表
を
論
じ
る
研
究
は
依
然
と

し
て
少
な
い（

（1
（

。
本
稿
は
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
。

２　

構
築
主
義
的
代
表
を
め
ぐ
る
議
論
と
そ
の
課
題

近
年
の
代
表
論
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
代
表
論
は
以
下
の
よ
う
な
「
標
準
的
説
明
」
を
前
提
に
し
て
き
た（

（1
（

。

第
一
に
、
代
表
さ
れ
る
も
の
や
被
代
表
者
が
、
所
与
の
固
定
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
表
関
係
と
し
て
、
事
前
に



395　大場優志【性的マイノリティは政治的に代表されうるのか】

定
ま
っ
た
人
々
の
利
益
や
視
座
を
代
表
者
が
代
表
す
る
と
い
う
、
一
方
向
的
な
関
係
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
第
二
に
、「
代
表
者
」
が
「
被

代
表
者
」
を
代
表
す
る
二
項
関
係
、
ま
た
は
「
代
表
者
」
が
「
被
代
表
者
」
の
「
利
益
」
を
代
表
す
る
三
項
関
係
と
し
て
、
代
表
が
捉
え
ら

れ
て
き
た
。
後
述
す
る
「
聴
衆
」
や
「
作
り
手
」
と
い
っ
た
、
代
表
に
関
与
す
る
他
の
要
素
に
は
焦
点
が
当
た
っ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
既

存
の
代
表
制
度
（
選
挙
な
ど
）
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
よ
り
広
範
な
代
表
の
実
践
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。

「
代
表
論
的
転
回
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
標
準
的
説
明
」
を
批
判
し
、
代
表
を
問
い
直
し
、
そ
の
概
念
を
拡
大
す
る（

（1
（

。
こ
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
代
表
は
必
ず
し
も
選
挙
に
限
定
さ
れ
ず
、
よ
り
様
々
な
形
態
で
行
わ
れ
う
る
。
加
え
て
、
代
表
と
他
の
概
念
（
例
え
ば
民
主
主
義
）

と
の
関
係
も
問
い
直
さ
れ
る（

（1
（

。
そ
の
な
か
で
も
、「
構
築
主
義
的
転
回
」
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、「
標
準
的
説
明
」
と
は
異
な

り
、
代
表
さ
れ
る
も
の
は
何
か
、
被
代
表
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
を
、
所
与
の
固
定
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
代
表
関
係

の
な
か
で
内
在
的
に
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
意
義
と
し
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
代
表
さ
れ
る
も
の
や
被

代
表
者
が
代
表
関
係
の
内
部
で
変
化
す
る
こ
と
を
捉
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
代
表
関
係
の
構
成
要
素
や
関
与
す
る
行
為
者
を
追
加
し
、
分
析

枠
組
み
を
発
展
さ
せ
た
。
第
三
に
、
従
来
は
代
表
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
広
範
な
実
践
の
分
析
も
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
構
築
主
義
的
代
表
に
対
し
て
は
、「
ど
の
よ
う
な
代
表
関
係
が
正
統
な
代
表
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
投
げ
か
け
ら

れ
て
き
た（

11
（

。
代
表
さ
れ
る
も
の
や
被
代
表
者
が
代
表
関
係
の
な
か
で
構
築
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
代
表
さ
れ
た
も
の
が
適
切
だ
っ
た
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
代
表
関
係
の
外
部
か
ら
正
統
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
ど

の
程
度
ま
で
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
立
場
の
違
い
が
あ
る（

1（
（

。

望
ま
し
い
代
表
に
つ
い
て
問
う
重
要
性
は
、
依
然
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
構
築
主
義
的
転
回
を
踏
ま
え
つ
つ
民
主
的
正
統
性
の
評
価

基
準
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
維
持
や
民
主
主
義
全
体
に
と
っ
て
の
望
ま
し

さ
と
い
う
観
点
か
ら
民
主
的
正
統
性
を
論
じ
る
こ
と
が
多
い
。
特
定
の
集
団
の
視
座
が
排
除
さ
れ
ず
包
摂
さ
れ
、
そ
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る

と
い
う
よ
う
な
、
特
定
の
集
団
に
と
っ
て
望
ま
し
い
代
表
と
い
う
観
点
で
の
議
論
は
、
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
例
外
的
な
先
行
研
究

と
し
て
、
エ
レ
ナ
・
ロ
ン
カ
ー
の
研
究
が
あ
る（

11
（

。
ロ
ン
カ
ー
は
、
構
築
主
義
的
代
表
を
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
適
用
し
、
そ
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
が
成
り
立
つ
た
め
の
シ
ス
テ
ム
的
な
条
件
を
提
示
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
研
究
に
も
限
界
が
あ
る
。
第
一
に
、
議
論
の
範
囲
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が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
シ
ス
テ
ム
的
条
件
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
代
表
に
お
け
る
代
表
者
と
被
代
表
者
と
の
応
答
関
係
の
重

要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
被
代
表
者
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
が
困
難
な
状
況
や
、
そ
れ
が
観
察
し
が
た
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、

既
存
の
代
表
実
践
が
規
範
的
に
望
ま
し
い
か
否
か
を
他
の
観
点
か
ら
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
実
践
の
構

成
要
素
を
、
構
築
主
義
的
代
表
が
提
示
し
た
分
析
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
、
規
範
的
な
評
価
が
可
能
と
な
る
。
第
二
に
、
議
論
の
対

象
が
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
議
論
は
、
集
団
ご
と
の
違
い
を
考
慮
し
つ
つ
、
他
の
集
団
に
も
適
用

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
は
、
別
の
集
団
と
し
て
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
検
討
す
る
。

３　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
る
意
義
と
先
行
研
究
の
課
題

そ
も
そ
も
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
代
表
す
る
根
拠
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
集
団
代
表
の
議
論
は
女
性
や
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
ヤ
ン
グ
は
、
集
団
代
表
制
の
対
象
と
な
る
集
団
の
リ
ス
ト
に
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
を
含
め
て

い
る（

11
（

。
ま
た
、
三
浦
ま
り
と
衛
藤
幹
子
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク
オ
ー
タ
の
議
論
を
行
う
な
か
で
、
ク
オ
ー
タ
に
関
す
る
議
論
は
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
代
表
に
十
分
に
配
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
指
摘
す
る（

11
（

。

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
集
団
に
関
す
る
研
究
の
知

見
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
異
な
る
集
団
は
異
な
る
特
徴
を
持
ち
、
政
治
的
代
表
で
も
異
な
る
状
況
下
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
性
の
場
合
は
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
統
合
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
は
政
治

シ
ス
テ
ム
か
ら
の
分
離
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
に
は
異
な
る
是
正
措
置
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う（

11
（

。
し
か
し

こ
の
区
分
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
考
慮
す
る
と
不
明
瞭
と
な
る（

11
（

。
女
性
か
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か
と
い
う
二
分
法
で
は
な
く
、

集
団
ご
と
の
特
徴
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
他
の
集
団
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
と
の
共
通
点
と
相
違
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
指

摘
さ
れ
る（

11
（

。
共
通
点
と
し
て
、
社
会
的
に
影
響
力
を
奪
わ
れ
過
少
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
運
動
で
市
民
権
の
向
上
を
求
め
ら
れ
て
き

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
相
違
点
は
、
ま
ず
、
そ
の
人
口
規
模
で
あ
る
。
次
に
、
犯
罪
化
や
汚
名
の
有
無
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
性
的
指
向
の
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場
合
に
は
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
う
る
こ
と
も
相
違
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
有
権
者
の
投
票
行
動
は
、
女
性
有

権
者
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
有
権
者
は
、
保
守
的
な
政
党
へ
の
投
票
を
避
け
る
傾
向
が
よ

り
強
く
観
察
さ
れ
る（

11
（

。
ま
た
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
も
異
な
る
。
人
口
の
少
な
さ

は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
共
通
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
地
域
的
集
中
は
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い（

1（
（

。
こ
れ
ら
の
相
違
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
つ
い
て
、
独
自
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

他
の
集
団
よ
り
も
限
定
的
だ
が
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
、
当
事
者
で
あ
る
有
権
者
の
投
票

行
動
や
、
関
連
す
る
政
策
決
定
に
関
す
る
実
証
研
究
が
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
当
事
者
で
あ
る
候
補
者
に
対
す
る
有
権
者
の
投
票
行
動
に
関
す
る
実

証
研
究（

11
（

、
当
事
者
で
あ
る
議
員
が
持
つ
影
響
力
に
関
す
る
実
証
的
研
究
も
あ
る（

11
（

。
日
本
の
事
例
を
扱
う
研
究
と
し
て
、
竹
田
香
織
の
論
文
が

挙
げ
ら
れ
る（

11
（

。
こ
れ
ら
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
選
挙
的
代
表
や
関
連
す
る
政
策
変
化
に
焦
点
を
当
て
、
政
策
実
現
の
困
難
さ
や
選
挙
的

代
表
が
持
つ
影
響
力
を
明
ら
か
に
す
る
。
実
証
分
析
は
同
性
婚
や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
成
否
の
分
析
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
り
、
さ

ら
な
る
研
究
が
待
た
れ
る
。
し
か
し
、
政
策
変
化
に
至
る
前
の
段
階
や
非
選
挙
的
代
表
で
の
量
的
デ
ー
タ
の
制
約
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ

て
こ
ぼ
れ
落
ち
る
要
素
を
考
慮
す
る
た
め
に
質
的
研
究
や
理
論
的
研
究
を
行
う
必
要
性
も
あ
る
。
加
え
て
、
現
実
政
治
で
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
ク
オ
ー
タ
な
ど
の
是
正
措
置
が
適
用
さ
れ
る
事
例
は
希
少
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
対
象
と
し
た
是
正
措
置
に

つ
い
て
は
、
量
的
な
実
証
研
究
も
質
的
な
事
例
研
究
も
困
難
で
あ
り
、
理
論
的
研
究
に
よ
っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る（

11
（

。

次
に
、
選
挙
的
代
表
に
限
ら
ず
、
よ
り
広
い
意
味
合
い
の
表
象
／
代
表
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
政
府
や
有
力
な
集
団
に
よ
っ
て
「
善
き
市
民
」
像
が
言
説
的
に
構
築
さ
れ
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
事
例
が
指

摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
擁
護
団
体
や
活
動
家
に
よ
っ
て
特
定
の
当
事
者
像
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
当
事
者
像
に
当
て
は
ま
ら
な
い
当
事
者
が

排
除
さ
れ
る
事
例
も
挙
げ
ら
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
現
実
政
治
を
具
体
的
に
記
述
す
る
側
面
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
政
治
的

代
表
の
理
論
を
深
く
検
討
す
る
と
い
う
意
味
で
、
よ
り
「
理
論
的
」
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

他
方
で
、
政
治
的
代
表
の
理
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
言
及
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
集
団
と
し
て
の
特

徴
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女
性
や
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
同
様
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
集
団
が
直
面
す
る
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異
な
っ
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
集
団
ご
と
に
抱
え
て
い
る
特
徴
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
や

「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
っ
た
呼
称
自
体
の
論
争
性
に
は
、
さ
ら
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
の
検
討
は
、
代
表
論
に
も
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
あ
た
り
前
」
か
ら
こ
ぼ

れ
落
ち
た
も
の
と
し
て
「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
代
表
論
に
と
っ
て
、
必
然
的
な
包
摂
／
排
除
の
線
引
き
と
い
う
論
点

の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
か
を
代
表
す
る
こ
と
は
、
そ
の
た
び
に
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
存
在
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
代
表
も
暫
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
性
質
は
、
い
か
な
る
代
表
制

度
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
論
点
を
検
討
す
る
う
え
で
も
重
要
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
議
論
の
必
要
性
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
の
指
摘
へ
と
移
り
た
い
。

三　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
団
と
し
て
の
特
徴

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
団
と
し
て
の
特
徴
と
し
て
、
本
稿
は
以
下
の
五
つ
を
指
摘
す
る（

11
（

。
①
「
人
口
の
少
な
さ
」、
②
「
内
的
多
元

性
」、
③
「
抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性
」、
④
「
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」、
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
集
団

の
性
質
や
特
徴
を
語
る
こ
と
は
、
本
質
主
義
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
ヤ
ン
グ
の
理
論
的
立

場
に
依
拠
す
る
。
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
集
団
は
本
質
を
持
た
ず
、
あ
く
ま
で
も
他
の
集
団
と
の
関
係
に
よ
っ
て
関
係
的
／
相
対
的
（relative

）

に
成
り
立
つ（

1（
（

。
本
稿
が
言
及
す
る
「
特
徴
」
も
、
集
団
の
内
在
的
な
本
質
で
は
な
く
、
他
の
集
団
と
の
関
係
的
／
相
対
的
な
相
違
点
や
、
現

状
の
社
会
構
造
で
の
位
置
づ
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
み
に
該
当
す
る
要
素
で
は
な
い
が
、
代
表
を
検
討
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
と
し
て
、「
交
差
性
」

（intersectionality

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
複
数
の
集
団
へ
の
所
属
や
抑
圧
の
交
差
が
生
む
、
特
有
の
状
況
を
分
析
す
る
た
め
の
概
念

で
あ
る（

11
（

。
本
稿
で
述
べ
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
は
、
他
の
集
団
へ
の
所
属
と
も
交
差
し
、
そ
の
抑
圧
や
政
治
的
代
表
に
お
け
る
立
ち

位
置
に
関
し
て
、
特
有
の
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。
人
種
、
障
が
い
の
有
無
、
宗
教
な
ど
、
重
な
り
う
る
要
素
は
数
多
く
あ
り
、
交
差
性
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は
何
重
に
も
な
り
う
る
と
い
う
点
に
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

１　

人
口
の
少
な
さ

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
口
学
的
な
特
徴
と
し
て
、
①
「
人
口
の
少
な
さ
」
が
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
い
く

つ
か
調
査
が
あ
る
。
二
〇
一
九
年
の
大
阪
市
民
調
査
に
よ
れ
ば
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
の
は
合
計
二
・
七
％
で
あ
り
、
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
を
含
め
る
と
合
計
三
・
三
％
で
あ
る（

11
（

。

た
だ
し
、
統
計
に
よ
り
そ
の
人
口
規
模
は
大
き
く
異
な
る
。
例
え
ば
、
電
通
に
よ
る
二
〇
一
五
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
層
に

該
当
す
る
の
は
七
・
六
％
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
現
状
で
は
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
人
口
統
計
学
上
の
デ
ー
タ
や
そ
の
検
討
は
不
十
分
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
も
そ
も
、
誰
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
公
的
に
は
特
定
さ
れ
て
い
な

い
。
一
部
の
地
方
自
治
体
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
日
本
の
戸
籍
や
国
勢
調
査
に
お
い
て
、
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に
含
ま
れ
る
人
々
を
集
計
す
る
項
目
は
な
い
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
「
④
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」
と
も
相
ま
っ
て
、
当

事
者
の
範
囲
の
特
定
を
困
難
に
し
て
い
る
。

２　

内
的
多
元
性

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
と
し
て
、
一
つ
の
集
団
と
し
て
扱
う
べ
き
か
疑
問
視
さ
れ
る
ほ
ど
、
②
「
内
的
多
元
性
」
が
あ
る
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
集
団
内
部
に
も
差
異
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
や
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
そ
の
集
団
の
基
準
や
定
義
自
体
に
複
数
の
次
元
が
あ
る
。

例
え
ば
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
呼
称
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
数
の
属
性
を
並
べ
た
集
合
体
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
呼
称
に
よ
れ
ば
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
、

四
つ
の
異
な
る
内
部
集
団
が
別
々
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
ま
ず
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
」
と
「
Ｔ
」
の
間
に
は
大
き
な
違

い
が
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
定
義
す
る
要
素
と
し
て
、
性
的
指
向
と
性
同
一
性
と
い
う
二
つ
の
軸
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
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「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
」
は
性
的
指
向
の
軸
に
、「
Ｔ
」
は
性
同
一
性
の
軸
に
関
わ
る
。
こ
の
二
つ
の
軸
は
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
性
的
指
向
に
お

け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（sexual	m

inority

）
と
性
同
一
性
の
在
り
方
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（gender	m

inority

）
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（

11
（

。

加
え
て
、
性
的
指
向
に
関
わ
る
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
」
の
間
に
も
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
と
の
差
異
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
交
差
性
と
も
関
連
す
る
が
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
は
女
性
で
あ
り
同
性
愛
者
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、

そ
れ
ゆ
え
に
男
性
同
性
愛
者
の
ゲ
イ
と
は
異
な
る
状
況
に
あ
る
。
ゲ
イ
が
殺
人
や
傷
害
の
被
害
を
受
け
や
す
い
の
に
対
し
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
は

レ
イ
プ
の
被
害
に
遭
っ
た
り
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
い
て
消
費
さ
れ
た
り
し
や
す
い（

11
（

。
ま
た
、
男
性
と
女
性
と
の
間
で
経
済
的
な
格
差
が

あ
る
状
況
で
は
、
女
性
同
士
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
持
つ
レ
ズ
ビ
ア
ン
は
、
経
済
的
に
不
利
な
立
場
に
あ
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
同
性
愛
者
の
擁

護
団
体
の
活
動
の
な
か
で
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
問
題
が
十
分
に
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も
あ
る（

11
（

。
同
性
愛
者
、
あ
る
い
は

「
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
」
と
し
て
一
括
り
に
扱
う
こ
と
は
、
そ
の
な
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
不
可
視
化
す
る
危
険
が
あ
る（

11
（

。

さ
ら
に
、
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
箇
所
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
四
類
型
だ
け
で

は
な
く
、
他
の
多
く
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
含
ま
れ
う
る
こ
と
も
、
②
「
内
的
多
元
性
」
の
要
因
で
あ
る
。

３　

抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性

抑
圧
さ
れ
て
い
る
集
団
は
、
そ
の
抑
圧
ゆ
え
に
不
可
視
化
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
女
性
や
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
他
の
集
団
に

も
当
て
は
ま
る
。
例
え
ば
ヤ
ン
グ
は
、
社
会
の
支
配
的
な
意
味
づ
け
作
用
が
被
抑
圧
的
集
団
を
不
可
視
化
し
、
か
つ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す

る
こ
と
を
「
文
化
帝
国
主
義
」
と
呼
ん
だ（

1（
（

。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
③
「
抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性
」
は
指
摘

さ
れ
う
る
。

し
か
し
、
そ
の
不
可
視
性
の
様
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
身
体
的
性
別
や
人
種
を

隠
す
こ
と
が
比
較
的
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
性
的
指
向
は
隠
し
う
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ（

11
（

。
こ
れ
は
、
人
は
異
性
愛
者
で
あ
る
と
い
う
社

会
的
な
想
定
に
基
づ
い
て
お
り
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
が
被
っ
て
い
る
抑
圧
と
関
連
す
る
。
性
的
指
向
に
お
け
る
マ
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イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
自
身
の
性
的
指
向
を
隠
す
こ
と
で
公
然
の
暴
力
や
差
別
を
回
避
し
う
る
が
、
そ
の
反
面
、
公
的
領
域
で
も
私
的
領
域
で
も

不
可
視
化
さ
れ
る
と
い
う
抑
圧
を
被
る（

11
（

。
ま
た
、
歴
史
的
に
も
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
自
体
が
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
例
え

ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
「
伝
統
」
的
に
存
在
せ
ず
、「
外
」
か
ら
来
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
と
い
う（

11
（

。
ま
た
、
同

性
愛
者
が
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
一
九
世
紀
の
医
学
的
言
説
に
お
い
て
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

る（
11
（

。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
は
、
特
定
の
言
説
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
る
可
能
性
も
、
不
可
視
化
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。
可
視
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
言
説
の
な
か
で
し
ば
し
ば
歪
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
不
可
視
性
や
存
在
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
っ
た
特
徴
は
、
他
の
特
徴
と
も
関
連
す
る
。
例
え
ば
、
①
「
人
口
の
少
な
さ
」

は
不
可
視
性
を
促
進
し
て
い
る
要
素
の
一
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
可
視
性
は
、
④
「
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」
と
い
う
次
の
特
徴
と

も
関
連
す
る
。
当
事
者
と
非
当
事
者
を
明
確
に
区
分
で
き
な
い
こ
と
は
、
当
事
者
を
独
自
の
存
在
と
見
な
し
う
る
の
か
、
本
当
に
存
在
し
て

い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
論
争
を
生
じ
さ
せ
る
一
因
と
も
な
る
。

４　

当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
と
し
て
、
④
「
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
含
ま
れ
る

者
と
そ
う
で
な
い
者
（「
性
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」）
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
す
。
こ
の
特
徴
は
、
イ
ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
議
論
か

ら
読
み
取
れ
る（

11
（

。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
／
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
定
義
に
関
す
る
見
解
に
は
、
矛
盾
し
た
二

つ
の
立
場
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
化
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
は
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

と
は
別
個
の
固
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
普
遍
化
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
よ
り

様
々
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
連
続
体
の
中
で
人
々
の
生
活
が
決
定
さ
れ
る
た
め
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て

普
遍
的
に
存
在
す
る
。
そ
も
そ
も
、
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
／
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
二
項
対
立
は
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、
ヘ
テ
ロ

セ
ク
シ
ャ
ル
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
を
包
摂
す
る
と
同
時
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
関
係
は
不

安
定
か
つ
動
的
で
あ
り
、
両
者
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　402

こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
性
的
指
向
だ
け
で
は
な
く
、
性
同
一
性
に
も
当
て
は
ま
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
（
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

セ
ッ
ク
ス
も
）
社
会
的
に
構
築
さ
れ
、
常
に
再
生
産
さ
れ
る
と
と
も
に
攪
乱
さ
れ
う
る（

11
（

。
竹
村
和
子
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
に
依
拠
し
つ
つ
、

「
す
べ
て
の
人
は
ト
ラ
ン
ス
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
捉
え
方
を
提
起
す
る（

11
（

。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
男
」
や
「
女
」
や

「
な
に
か
別
の
性
」
の
身
体
に
移
っ
て
い
る
途
上
で
あ
る
と
想
定
す
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
当
事
者
の
範
囲

を
明
確
に
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

５　

残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
と
し
て
、
最
後
に
、
そ
れ
が
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

当
該
の
人
々
の
呼
称
と
し
て
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
呼
称
が
近
年
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ

の
呼
称
は
性
的
指
向
と
性
同
一
性
と
い
う
異
な
る
軸
を
一
括
り
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
四
類
型
に
含
ま
れ
な
い
、
他
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
パ
ン
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、

恋
愛
的
指
向
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
Ｘ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
あ
る
い
は
ノ
ン
バ
イ
ナ
リ
ー
）、
ク
エ
ス
チ
ョ
ニ
ン
グ
な
ど
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な

人
々
も
包
摂
す
る
呼
称
と
し
て
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」
や
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ａ
」
な
ど
の
呼
称
が
あ
る
が
、
該
当
す
る
属
性
を
無
限
に
追
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
問
題
を
回
避
す
る
も
の
と
し
て
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ｓ
」
や
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
＋
」
な
ど
の
呼

称
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
の
四
類
型
が
主
で
あ
り
、
他
の
属
性
が
追
加
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
、「
ク
イ
ア
」（queer

）
と
い
う
概
念
の
用
い
ら
れ
方
を
参
照
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
語
圏
で
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
へ
の
蔑
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
呼
称
だ
が
、
当
事
者
の
一
部
が
こ
れ
を
自
ら
肯
定
的
に
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
概
念
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
内
部
で
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
人
々
に
も
焦
点
を
当
て
る
。
例
え
ば
、
デ
・
ラ
ウ
レ
テ
ィ
ス
は
、
そ
れ

ま
で
の
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
」
と
い
う
言
説
に
お
い
て
レ
ズ
ビ
ア
ン
が
十
分
に
表
象
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に

ク
イ
ア
理
論
は
取
り
組
む
と
い
う（

11
（

。「
ク
イ
ア
」
は
「
本
質
な
き
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
あ
り
、「
正
常
に
対
立
す
る
位
置
」
を
指
し
示
す

も
の
で
あ
る（

1（
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
指
し
示
す
範
囲
は
確
定
さ
れ
な
い
。
ク
イ
ア
理
論
家
は
、
こ
の
曖
昧
さ
や
不
確
定
性
を
肯
定
的
に
捉
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え
、
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
脱
構
築
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
概
念
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
の
側
面
は
、
堀
江
有
里
に
よ
っ
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
堀
江
に
よ
れ
ば
、「
性
的
少
数
者
」
と
は
、「
あ
た
り
前
」
と
み
な
さ
れ
て
い

る
「
性
的
多
数
者
」
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
完
全
に
表
象
／
代
表
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」、
あ
る
い
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」
と
い
っ
た
呼
称
を

用
い
た
と
し
て
も
、
表
象
さ
れ
な
い
「
残
余
」
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
そ
の
概
念
自
体
が
論
争
的
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
表
象
／
代
表
す
る
と
同
時
に
そ
の
他
の
部
分

が
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
根
本
的
な
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
特
徴
は
、
政
治
的
代
表
に
お
い
て
も
大
き
な
問
題
と
な
る
。

四　

標
準
的
な
代
表
論
の
適
用
─
─
「
行
為
す
る
代
表
」
と
「
描
写
的
代
表
」

以
上
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
政
治
的
代
表
の
議
論
を
再
検
討
し
た
い
。
構
築
主
義
的
代
表
の
議
論
を
適
用
す
る
前
に
、
こ
こ
で

は
「
標
準
的
説
明
」
と
さ
れ
る
代
表
論
を
適
用
す
る
。
ま
ず
、
先
述
し
た
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
踏
ま
え
て
、
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
に
関
す
る
先
行
研
究
を
再
検
討
し
、
当
該
の
人
々
が
直
面
し
て
い
る
困
難
を
整
理
す
る
。
次
に
、「
行
為
す
る
代

表
」
の
議
論
を
検
討
す
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
先
行
研
究
の
な
か
で
、
特
に
選
挙
的
代
表
に
着
目
し
て
い
た
研
究
は
、
こ
の
議
論
に
含

ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
行
為
す
る
代
表
」
の
枠
組
み
に
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
を
捉
え
る
う
え
で
課
題
が
あ
る
。
最
後
に
、

「
描
写
的
代
表
」
の
議
論
を
検
討
す
る
。
こ
の
枠
組
み
も
ま
た
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
課
題
を
抱
え
る
。
特

に
、
過
少
代
表
の
是
正
措
置
は
、
本
稿
が
指
摘
す
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
を
踏
ま
え
る
と
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

１　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
に
お
け
る
困
難

先
行
研
究
で
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
知
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
選
挙
を
中
心
と
し
た
代

表
制
度
で
の
困
難
で
あ
る
。
第
二
に
、
特
定
の
表
象
／
代
表
の
構
築
に
よ
る
包
摂
と
排
除
で
あ
る
。
第
一
の
知
見
は
、
先
述
し
た
性
的
マ
イ
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ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
の
、
特
に
①
「
人
口
の
少
な
さ
」
と
③
「
抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性
」
に
、
第
二
の
知
見
は
②
「
内
的
多
元
性
」
と
⑤

「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
っ
て
い
る
。
以
下
で
詳
し
く
述
べ
よ
う
。

第
一
に
、
多
数
派
主
義
的
な
代
表
制
度
で
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
影
響
力
を
及
ぼ
す
う
え
で
様
々
な
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
困
難
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
か
ら
説
明
で
き
る
。
ま
ず
、「
①
人
口
の
少
な
さ
」
は
、
票
の
数
が
重
視
さ
れ
る
選
挙

に
お
い
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
影
響
力
を
縮
小
さ
せ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
法
案
の
成
否
に
つ
い

て
、
以
下
の
要
素
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（

11
（

。
一
つ
は
、「
多
数
派
主
義
」（m

ajoritarianism

）
で
あ
り
、
政
治
家
が
選
挙
区
民
の
多
数
派

に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
立
場
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
支
持
基
盤
政
治
」（subconstituency	politics

）
で
あ
り
、
熱
心
な
集
団

に
政
治
家
が
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
そ
の
集
団
構
成
員
の
人
口
が
少
な
い
場
合
、
そ
の
意
見
が
多

数
派
の
意
見
に
な
る
こ
と
は
困
難
で
、
ま
た
、
そ
の
影
響
力
も
他
の
社
会
集
団
と
比
べ
て
弱
く
な
る
。
次
に
、
抑
圧
の
存
在
が
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
影
響
力
を
制
限
す
る
。
抑
圧
さ
れ
て
い
る
集
団
は
「
選
挙
的
虜
囚
」（electoral	capture

）
を
被
る（

11
（

。
こ
れ
は
、
そ
の
集
団
が
有
力

な
政
党
の
一
方
（
Ａ
党
と
す
る
）
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
政
党
（
Ｂ
党
と
す
る
）
の
み
に
実
質
的
な
選
択
肢
が
限
ら
れ
る
状
況
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
Ｂ
党
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
票
が
自
分
た
ち
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
（
確
実
な
支
持
を
見
込
め
る
た
め
に
）
恐
れ
な
い
た
め
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
利
益
を
促
進
す
る
動
機
を
欠
く
。
例
え
ば
、
米
国
の
福
音
派
は
排
除
や
差
別
の
歴
史
が
な
い
た
め
「
選
挙
的
虜
囚
」
を
被
ら

ず
、
政
党
が
そ
の
票
を
求
め
て
競
争
し
て
き
た（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
「
選
挙
的
虜
囚
」
を

被
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
に
は
、「
③
抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性
」
も
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
公
的
に

可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
状
況
に
よ
っ
て
は
そ
の
利
益
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
公
的
に
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
政
治
家
を
行
動
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
限
定
的
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
も
伝
達
が
困
難
で
あ
る
。

第
二
に
、
政
府
に
よ
っ
て
も
活
動
家
に
よ
っ
て
も
特
定
の
表
象
／
代
表
の
み
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
部
の
人
び
と
は
包
摂

さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
人
び
と
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ま
ず
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
②
「
内

的
多
元
性
」
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
政
策
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
特
定
の
内
部
集
団
に
偏
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り
う
る
。
ま
た
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
擁
護
す
る
団
体
も
、
特
定
の
内
部
集
団
の
み
に
焦
点
を
当
て
、
他
の
内
部
集
団
の
利
益
・
意
見
・

視
座
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
特
徴
も
関
連
す
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
全
体
を
表
象
／

代
表
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
常
に
そ
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
表
象
／
代
表
し
つ
つ
、
そ
の
他
の
人
々
を
見
落
と
し
続
け
る
こ
と
に
な

る
。

２　
「
行
為
す
る
代
表
」
の
理
論
的
課
題

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
を
捉
え
る
う
え
で
、「
行
為
す
る
代
表
」
と
「
描
写
的
代
表
」
と
い
う
、

代
表
論
の
「
標
準
的
説
明
」
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、「
行
為
す
る
代
表
」
の
議
論
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
代
表
者
の
行
動
が
代
表
の
正
統
性
の
評
価
基
準
と
な
っ

て
い
る
。
代
表
者
が
被
代
表
者
の
た
め
に
行
動
し
、
被
代
表
者
の
利
益
が
実
現
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
代
表
は
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
議
論
を
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
理
論
的
な
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
代

表
者
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
る
が
ゆ
え
の
問
題
と
し
て
、
代
表
者
の
行
動
に
至
る
前
の
段
階
を
十
分
に
分
析
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
同
性
婚
な
ど
特
定
の
政
策
の
発
議
や
成
立
と
い
う
観
点
の
み
で
評
価
す
る
場
合
に
は
、
政
策
に
結
び
つ
か
な
い
代
表
の
実
践
や
、
抑
圧

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
政
策
実
現
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
関
す
る
分
析
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
性
的
指
向
に
お
け
る
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
場
合
に
は
当
事
者
で
あ
り
な
が
ら
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
な
い
議
員
の
存
在
も
想
定
し
う
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
、
代
表
者
の

行
動
以
外
の
側
面
か
ら
代
表
を
評
価
す
る
必
要
性
を
指
摘
で
き
る
。

第
二
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
先
行
研
究
で
は
、
同
性
愛
者
に
焦
点
が
偏
っ
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
実
証
研
究
は
、
異
性
愛
者
か
同
性
愛
者
か
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
が
ち
で
、
バ
イ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
②
「
内
的
多
元

性
」
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
④
「
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」
か
ら
す
れ
ば
、
同
性
愛
者
と
異
性
愛
者
を
完
全

に
二
値
的
に
分
け
る
こ
と
は
問
題
含
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
政
治
で
の
政
策
の
変
化
を
分
析
す
る
と
し
て
も
、
ど
の
政
策
が
性
的
マ
イ
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ノ
リ
テ
ィ
の
利
益
実
現
と
み
な
せ
る
の
か
と
い
う
点
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、「
描
写
的
代
表
」
の
観
点
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
、
当
事
者
の
み
が
意
見
・
利
益
・
視
座
を
共
有
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
政
策
が
当
事
者
に
関
連
す
る
の
か
、
ど
の
政
策
決
定
が
当
事
者

に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
非
当
事
者
が
事
前
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
三
に
、
代
表
関
係
を
比
較
的
単
純
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。「
標
準
的
説
明
」
で
は
代
表
関
係
は
代
表
者
と
被
代
表
者
と

い
う
二
項
関
係
で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
で
は
、
代
表
の
構
築
的
な
側
面
や
多
様
な
行
為
者
の
存
在
を
十
分
に
捉
え
き
れ
な

い
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
を
、
代
表
者
で
あ
る
擁
護
団
体
と
被
代
表
者
で
あ
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
け
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
な

ら
ば
、
な
ぜ
そ
の
代
表
が
被
代
表
者
か
ら
し
ば
し
ば
乖
離
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
行
為
す
る
代
表
」
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
を
捉
え
る
う
え
で
、
理
論
的
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
利
益
実
現
に
お
け
る
代
表
者
の
行
動
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
既
存
の
代
表
制
度
で
の
代
表
者
の

行
動
や
政
策
変
化
に
焦
点
を
当
て
る
だ
け
で
は
、
代
表
関
係
に
お
け
る
当
事
者
像
の
恣
意
的
な
構
築
や
不
可
視
化
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

３　
「
描
写
的
代
表
」
の
理
論
的
課
題

次
に
、「
描
写
的
代
表
」
の
理
論
的
課
題
を
指
摘
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
議
論
は
、
代
表
者
と
被
代
表
者
と
の
類
似
性
や
、
代
表

機
関
の
構
成
と
社
会
全
体
の
構
成
と
の
一
致
を
正
統
性
の
評
価
基
準
と
す
る
。
課
題
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
代
表
さ
れ
る
も
の
の
論
争
性
で
あ
る
。
本
稿
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
②
「
内
的
多
元
性
」
を
指
摘

し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
た
と
え
当
事
者
だ
と
し
て
も
、
別
の
内
部
集
団
の
当
事
者
の
視
座
を
代
弁
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ

は
女
性
や
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
に
は
そ
の
定
義
自
体
が
複
数
の
軸
を
抱
え

て
お
り
、
そ
の
困
難
さ
は
甚
だ
し
い
。
交
差
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
と
な
る
。

第
二
に
、
過
少
代
表
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
③
「
抑
圧
と
関
連
し
た
不
可
視
性
」、
④
「
当
事
者
／
非

当
事
者
の
連
続
性
」
に
よ
る
が
、
性
的
指
向
の
場
合
に
は
隠
し
う
る
と
い
う
特
徴
も
こ
の
問
題
を
困
難
に
し
て
い
る
。
描
写
的
代
表
の
議
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論
で
は
、
特
定
の
属
性
や
集
団
所
属
に
関
し
て
、
議
会
で
の
人
口
比
と
社
会
全
体
で
の
人
口
比
が
比
較
さ
れ
る
。
し
か
し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
場
合
、
そ
の
人
口
や
範
囲
の
特
定
が
難
し
く
、
ど
の
程
度
過
少
代
表
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

②
「
内
的
多
元
性
」
も
考
慮
す
る
と
、
内
部
集
団
の
当
事
者
の
比
率
も
問
題
と
な
る
。
た
と
え
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
が
議
会
内
に
十

分
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
部
構
成
が
特
定
の
内
部
集
団
に
偏
っ
て
い
る
場
合
に
は
問
題
視
さ
れ
う
る
。

第
三
に
、
是
正
の
た
め
の
制
度
構
想
も
課
題
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
①
「
人
口
の
少
な
さ
」
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
描
写
的

代
表
」
の
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
る
是
正
措
置
に
は
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
比
例
代
表
制
は
、
議
会
の
人
口
構
成
を
社
会
全
体
の
人

口
構
成
と
近
似
さ
せ
や
す
い
代
表
制
度
で
あ
る
。
社
会
全
体
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
人
口
が
あ
る
集
団
の
場
合
に
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ

て
政
策
形
成
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
規
模
な
集
団
の
場
合
に
は
、
同
じ
程
度
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と

は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ク
オ
ー
タ
の
場
合
に
も
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
何
％
の
ク
オ
ー
タ
を
採
用
す
る
の
か
に
よ
り
、
そ
の
効
果
は
大
き
く
異

な
る
。
ま
た
、
抑
圧
が
深
刻
で
、
そ
の
集
団
が
ク
オ
ー
タ
の
対
象
と
な
る
こ
と
自
体
が
論
争
的
で
あ
れ
ば
、
ク
オ
ー
タ
の
採
用
自
体
が
困
難

で
あ
る
。
加
え
て
、
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
特
徴
も
問
題
と
な
る
。「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
が
ク
オ
ー
タ
の
対
象
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
四
類
型
以
外
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
包
摂
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
ク
オ
ー
タ
の
対
象
に
な
る

場
合
で
も
、
誰
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
論
争
的
で
あ
る
。

五　

構
築
主
義
的
代
表
を
適
用
す
る
─
─
新
た
な
代
表
論
に
向
け
て

こ
こ
ま
で
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
検
討
し
、「
標
準
的
説
明
」
の
理
論
的
課
題
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、

「
行
為
す
る
代
表
」
で
も
、「
描
写
的
代
表
」
で
も
、
そ
の
政
治
的
代
表
を
十
分
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
望
ま
し
い
代
表
の
評

価
基
準
を
示
す
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
、
新
た
な
議
論
で
あ
る
構
築
主
義
的
代
表
を
検
討
す
る
。
構
築
主
義
的
代
表
の

枠
組
み
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
が
抱
え
る
困
難
を
理
論
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
構
築
主
義
的

代
表
に
も
理
論
的
な
課
題
が
あ
る
。
順
を
追
っ
て
説
明
し
よ
う
。
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１　

構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み

ま
ず
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
を
確
認
し
た
い
。
本
稿
で
は
特
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ワ
ー
ド
の
議
論
と
ハ
ワ
ー
ド
・
シ
ュ
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
議
論
を
参
照
す
る
。

サ
ワ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
代
表
は
主
張
を
行
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
標
準
的
説
明
は
、
二
項
関
係
あ
る
い
は
三
項
関
係
と

し
て
代
表
を
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
枠
組
み
は
、
代
表
関
係
の
「
作
り
手
」
と
、
代
表
関
係
を
成
立
さ
せ
る
「
聴
衆
」
を
追
加

し
、
五
項
関
係
と
し
て
代
表
を
定
式
化
す
る
。

「
主
体
」（subject

）
は
、「
指
示
対
象
」（referent

）
と
関
連
し
て
「
客
体
」（object

）
を
表
す
。
代
表
関
係
の
「
作
り
手
」（m

aker

）
は

そ
の
よ
う
な
主
体
を
「
聴
衆
」（audience

）
に
提
示
す
る（

11
（

。

本
稿
で
特
に
着
目
す
る
の
は
、「
指
示
対
象
」「
客
体
」「
聴
衆
」
の
関
係
で
あ
る（

11
（

。
第
一
に
、「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
と
の
区
別
で
あ

る
。「
指
示
対
象
」
と
は
代
表
の
主
張
が
指
し
示
す
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、「
指
示
対
象
」
を
そ
の
ま
ま
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

た
め
、
代
表
に
お
い
て
実
際
に
提
示
さ
れ
る
の
は
「
客
体
」
で
あ
る
。
第
二
に
、「
指
示
対
象
」（
大
ま
か
に
「
名
宛
人
」（constituency

）
を
指

す
）
と
「
聴
衆
」
と
の
区
別
で
あ
る
。「
名
宛
人（

1（
（

」
は
代
表
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
代
表
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
他
方
で
「
聴

衆
」
と
は
、
代
表
の
主
張
を
受
け
容
れ
、
主
張
を
権
威
づ
け
、
成
立
さ
せ
る
存
在
で
あ
る
。
代
表
を
評
価
す
る
う
え
で
、
両
者
の
区
別
は
重

要
で
あ
る
。
サ
ワ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
代
表
関
係
を
成
立
さ
せ
る
「
聴
衆
」
が
「
適
切
な
名
宛
人
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
代
表
関
係
は
民
主
的

正
統
性
を
持
つ
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
に
当
て
は
め
る
と
、
こ
の
議
論
の
重
要
性
が
明
ら
か
と
な
る
。

し
か
し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
の
検
討
に
移
る
前
に
、
シ
ュ
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
る（

11
（

。
シ
ュ
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
よ
れ
ば
、
サ
ワ
ー
ド
の
議
論
は
、
代
表
の
実
践
を
記
述
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
り
、
代
表
の
範
囲
を
過
剰
に
拡
大
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
、
あ
る
実
践
を
代
表
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
は
、
必
ず
規
範
的
な
実
質
を
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
表
の
範
囲
を
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限
定
的
に
捉
え
な
お
し
、「
適
切
な
名
宛
人
」
こ
そ
が
代
表
を
成
立
さ
せ
る
と
考
え
る
。
シ
ュ
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で
、「
擁
護
」（advocacy

）

と
「
代
表
」（representation

）
を
区
別
す
る
。「
擁
護
」
と
は
、「
名
宛
人
」
か
ら
の
承
認
な
し
に
「
名
宛
人
」
に
関
し
て
主
張
す
る
こ
と
を

指
す
。
主
張
を
受
け
容
れ
る
「
聴
衆
」
の
範
囲
が
「
適
切
な
名
宛
人
」
と
合
致
し
な
い
場
合
で
も
、「
名
宛
人
」
が
「
擁
護
」
さ
れ
、
そ
の

利
益
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る（

11
（

。
し
か
し
、
言
及
さ
れ
る
「
名
宛
人
」
が
そ
の
主
張
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
も
、
権
威
づ
け
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
名
宛
人
」
が
「
代
表
」
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
サ
ワ
ー
ド
の
指
す
記
述
的
な
「
代
表
」
と
シ
ュ
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
す
規
範
的
な
「
代
表
」
で
は
範
囲
が
異
な
る
。
両
者
の

議
論
の
違
い
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
呼
称
を
統
一
す
る
。「
聴
衆
」
の
範
囲
が
「
適
切
な
名
宛
人
」
の
範
囲
と
合
致
し
て
い
な

い
場
合
に
は
、
本
稿
は
そ
れ
を
「
擁
護
的
代
表
」（advocative	representation

）
と
表
記
す
る
。
他
方
で
、「
聴
衆
」
の
範
囲
が
「
適
切
な
名

宛
人
」
の
範
囲
と
合
致
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
民
主
的
代
表
」（dem

ocratic	representation

）
と
表
記
す
る
。

２　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
代
表
さ
れ
う
る
の
か

以
上
の
枠
組
み
を
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
に
適
用
し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
代
表
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
代
表
関
係
の

正
統
性
を
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
か
、
考
察
す
る
。
こ
こ
で
、
ス
ト
ロ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
ク
ラ
ウ
ダ
ー
が
言
及
し
て
い
る
二
つ
の
事
例
を

考
察
の
対
象
と
す
る
。
一
つ
の
事
例
（
事
例
①
）
は
、
米
国
の
兵
役
に
お
け
るD

on ’t	ask,	don ’t	tell

政
策
（
以
降
、
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
と
表
記
す
る（

11
（

）

に
対
し
て
、
米
国
の
公
務
員
労
働
組
合
で
あ
る
Ａ
Ｆ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
が
提
示
し
た
表
象
／
代
表
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
Ａ
Ｆ
Ｓ
Ｃ
Ｍ

Ｅ
は
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
の
廃
止
を
求
め
て
、
以
下
の
よ
う
な
広
告
を
出
し
た
と
い
う
。

（
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
の
下
で
）「
我
が
国
に
奉
仕
し
、
守
る
た
め
に
志
願
し
た
、
一
万
三
〇
〇
〇
人
以
上
の
ア
メ
リ
カ
人
が
退
役
し
た
…
…
こ
の
政

策
は
我
々
の
国
家
安
全
保
障
を
損
な
う（

11
（

」

こ
の
広
告
に
は
、
白
人
で
典
型
的
な
男
性
的
な
兵
士
の
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ト
ロ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
ク
ラ
ウ
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ダ
ー
は
、
こ
の
広
告
は
立
派
で
伝
統
的
・
男
性
的
・
愛
国
的
な
「
良
い
ゲ
イ
」（good	gays

）
の
包
摂
を
促
進
す
る
が
、
非
規
範
的
な
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
Ｑ
の
人
々
に
つ
い
て
は
市
民
権
の
主
張
が
よ
り
薄
弱
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
事
例
（
事
例
②
）
は
、
同
性
婚
に
関
す
る
事
例
で
あ
る（

11
（

。
ス
ト
ロ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
ク
ラ
ウ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の

擁
護
者
た
ち
は
、
同
性
婚
を
実
現
す
る
た
め
、
多
く
の
異
性
愛
カ
ッ
プ
ル
と
同
様
に
単
婚
的
で
「
尊
敬
に
値
す
る
」
ゲ
イ
カ
ッ
プ
ル
像
を
強

調
し
て
き
た
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
は
、「
異
な
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
正
に
扱
わ
れ
る
権
利
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
正
常
で
あ
り
尊
敬
を
伴
う

か
ら
こ
そ
平
等
な
扱
い
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
の
対
抗
と
い
う
動
機
も

あ
っ
た
が
、
伝
統
的
な
家
族
観
に
は
抵
抗
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
合
致
し
な
い
当
事
者
を
排
除
す
る
結
果
に
も
な
っ
た
。

構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
適
用
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

事
例
①
：
「
広
告
」（
主
体
）
は
、「
同
性
愛
者
」（
指
示
対
象

（
11
（

）
と
関
連
し
て
、「
愛
国
的
な
白
人
の
男
性
兵
士
の
画
像
」（
客
体
）
を
表

す
。「
Ａ
Ｆ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
」（
作
り
手
）
は
、
そ
の
よ
う
な
広
告
（
主
体
）
を
「（
非
当
事
者
も
含
む
）
広
告
視
聴
者
」（
聴
衆
）
に
提
示
し
た
。

事
例
②
：
「
擁
護
者
の
主
張
」（
主
体
）
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」（
指
示
対
象
）
と
関
連
し
て
、「
伝
統
的
な
家
族
観
と
合
致
す
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
当
事
者
像
」（
客
体
）
を
表
す
。「
擁
護
者
」（
作
り
手
）
は
、そ
の
よ
う
な
主
張
（
主
体
）
を
「（
非
当
事
者
も
含
む
）
社
会
全
体
の
人
々
」

（
聴
衆
）
に
提
示
し
た
。

以
上
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
と
の
乖
離
で
あ
る
。「
指

示
対
象
」
は
、
事
例
①
で
は
「
同
性
愛
者
」
を
、
事
例
②
で
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」
の
人
々
を
指
す
。
し
か
し
、「
客
体
」
は
、
事
例
①
で
は

「
愛
国
的
な
白
人
の
男
性
兵
士
」
で
あ
り
、
同
性
愛
者
の
一
部
で
し
か
な
い
。
事
例
②
で
も
、「
客
体
」
は
「
伝
統
的
な
価
値
観
と
合
致
す
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
当
事
者
像
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の
人
々
の
一
部
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
の
範
囲
が

乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
部
の
当
事
者
の
み
を
反
映
し
た
表
象
／
代
表
が
、
当
事
者
全
体
の
表
象
／
代
表
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
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先
述
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
「
②
内
的
多
元
性
」
と
も
関
わ
る
。

第
二
に
、「
聴
衆
」
と
「
名
宛
人
」
と
の
乖
離
で
あ
る
。
事
例
①
で
は
、「
聴
衆
」
は
「
広
告
視
聴
者
」
で
あ
る
。
こ
の
広
告
視
聴
者
は
、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
当
事
者
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
の
廃
止
を
求
め
る
と
い
う
Ａ
Ｆ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
の
意
図
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
聴
衆
は

主
に
非
当
事
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
こ
の
政
策
は
我
々
の
国
家
安
全
保
障
を
損
な
う
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
、

説
得
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
代
表
の
主
張
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
非
当
事
者
も
含
む
社
会

全
体
に
か
か
っ
て
い
る
。
サ
ワ
ー
ド
が
論
じ
る
よ
う
に
、
代
表
の
主
張
を
受
け
容
れ
代
表
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
行
為
者
が
「
聴
衆
」
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
代
表
関
係
に
お
け
る
「
聴
衆
」
は
、
非
当
事
者
を
含
む
社
会
全
体
で
あ
る
。
事
例
②
で
も
同
様
で
あ
り
、「
聴
衆
」
は
「
非

当
事
者
も
含
む
社
会
全
体
の
人
々
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
先
に
述
べ
た
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
「
①
人
口
の
少
な
さ
」、「
③
抑
圧
と
関
連

し
た
不
可
視
性
」
が
重
要
と
な
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
人
口
が
少
な
く
、
言
説
上
で
も
抑
圧
ゆ
え
に
意
見
や
視
座
が
不
可
視
化
さ
れ
て

い
る
の
だ
と
想
定
す
れ
ば
、
社
会
全
体
で
は
影
響
力
を
あ
ま
り
持
た
な
い
と
推
測
で
き
る
。
む
し
ろ
、
性
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
言
説
が
影
響

力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
は
な
く
、
性
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
表
象
／
代
表
が

構
築
さ
れ
や
す
い
と
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
事
例
で
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
代
表
さ
れ
た
と
言
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ワ
ー
ド
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
代
表
関
係
は
成
立
し

た
と
み
な
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
代
表
関
係
を
成
立
さ
せ
た
「
聴
衆
」
は
、「
適
切
な
名
宛
人
」
の
範
囲
と
合
致
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
代
表
関
係
は
成
立
し
た
が
、
民
主
的
正
統
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
議
論
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
代
表
関
係
を
よ
り
狭
く
捉
え
て
お
り
、「
適
切
な
名
宛
人
」
に
よ
っ
て
こ
そ
代

表
関
係
が
成
立
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
以
上
の
事
例
で
は
代
表
は
成
立
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
擁
護
」
は

成
立
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
の
区
分
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、「
擁
護
的
代
表
」

は
成
立
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
民
主
的
代
表
」
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
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３　

構
築
主
義
的
代
表
の
意
義
と
課
題

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
構
築
主
義
的
代
表
の
議
論
の
意
義
と
し
て
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
う
る
。

第
一
に
、「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
ス
ト
ロ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
ク
ラ
ウ
ダ
ー
が
挙
げ
た
事
例
で

は
、
そ
の
表
象
／
代
表
は
同
性
愛
者
あ
る
い
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
全
体
に
関
連
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
代
表
の
主
張
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
る
も
の
は
「
客
体
」
で
あ
り
、
当
該
集
団
の
一
部
や
そ
の
解
釈
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
存
在
は
、
構
築
主
義
的
転
回
が
起
こ

る
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ヤ
ン
グ
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、「
差
延
」
と
し
て
の
代
表
を
論

じ
て
い
た（

11
（

。
と
は
い
え
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
で
示
さ
れ
た
「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
と
の
区
別
は
、
こ
の
観
点
を
よ
り
明
確
に

示
し
て
お
り
、
民
主
的
正
統
性
の
評
価
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、「
聴
衆
」
と
「
名
宛
人
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
表
象
／
代
表
の
「
名
宛
人
」
が
同
性
愛
者
あ
る
い
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の
当
事
者
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
主
張
が
「
聴
衆
」（
異
性
愛
者
や
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
人
々
も
含
む
、
社
会
全
体
の
人
々
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
場

合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
聴
衆
」
と
「
名
宛
人
」
と
の
区
別
は
、
代
表
関
係
の
民
主
的
正
統
性
の
評
価
基
準
を
示
し
て
い
る
。
代
表
関
係

を
成
立
さ
せ
る
「
聴
衆
」
の
範
囲
と
「
適
切
な
名
宛
人
」
の
範
囲
が
合
致
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
は
民
主
的
正
統
性
を
持
つ
と

は
み
な
さ
れ
な
い
。
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
、
抑
圧
さ
れ
た
集
団
の
表
象
／
代
表
に
お
け
る
、
抑
圧
さ
れ
た
集
団
と
特
権
的
な
集
団
と
の
権
力

関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
、「
指
示
対
象
」
と
い
う
概
念
自
体
に
も
意
義
が
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
ト
マ
ス
・
フ
ォ
ッ
セ
ン
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
く
検
討
さ

れ
て
い
る
。
フ
ォ
ッ
セ
ン
は
、
サ
ワ
ー
ド
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、「
指
示
対
象
」
を
形
而
上
学
的
な
基
体
（substratum

）
で
は

な
く
、
他
の
在
り
方
で
も
表
象
／
代
表
さ
れ
う
る
も
の
を
指
し
示
す
言
語
的
機
能
と
捉
え
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
代
表
の
主
張
で
用
い
ら
れ
る
呼
称

に
よ
り
「
指
示
対
象
」
の
範
囲
は
変
動
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
代
表
さ
れ
る
「
名
宛
人
」
の
範
囲
も
変
動
す
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例

で
言
え
ば
、
擁
護
団
体
や
政
治
家
は
、
自
身
が
提
示
す
る
代
表
の
主
張
の
な
か
で
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る

し
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。「
ク
イ
ア
」
や
「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
っ
た
他
の
選
択
肢
も
あ
る
。
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そ
の
な
か
の
ど
れ
を
呼
称
と
し
て
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
代
表
の
主
張
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
る
対
象
は
変
動
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
名

宛
人
」
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
し
て
も
「
ク
イ
ア
」
と
し
て
も
現
わ
れ
う
る
。
言
語
的
機
能
と
し
て
の
「
指
示
対
象
」
と
、
代
表
と
い
う
実
践

の
外
部
に
あ
る
実
在
と
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代
表
に
お
い
て
、
当
事
者
が
形
而
上
学
的
な
固
定

的
存
在
で
は
な
く
、
呼
称
を
通
じ
て
い
か
に
異
な
っ
た
表
象
／
代
表
を
与
え
ら
れ
、
構
築
さ
れ
る
の
か
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
で
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
に
は
、
課
題
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、

望
ま
し
い
代
表
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
是
正
措
置
を
構
想
す
る
う
え
で
、
困
難
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
よ
れ
ば
、「
聴
衆
」
の
範
囲

と
「
名
宛
人
」
の
範
囲
と
の
乖
離
が
民
主
的
正
統
性
の
観
点
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
両
者
の
範
囲
を
合
致
さ

せ
、「
民
主
的
代
表
」
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
代
表
制
度
を
構
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
稿
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
団
と
し
て
の
特
徴
と
し
て
、
③
「
抑
圧
と
関

連
し
た
不
可
視
性
」、
④
「
当
事
者
／
非
当
事
者
の
連
続
性
」
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
適
切
な
名
宛
人
」
の

範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
聴
衆
」
を
そ
の
範
囲
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、「
指
示
対
象
」
に
関
し
て
、
根
源
的
な
排
除
の
必
然
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
基
づ
け
ば
、
代
表
の
主
張
の
民

主
的
正
統
性
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、「
指
示
対
象
」
と
「
客
体
」
と
「
聴
衆
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
の
一
致
／
不
一
致
を
批
判
的
に
評
価

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
十
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
指
示
対
象
」
と
し
て
名
指
さ
れ
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
そ
の
誤
代

表
（m

is-representation

）
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
指
示
対
象
」
と
し
て
名
指
さ
れ
な
い
が
影
響
を
受
け
う
る
人
々

に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
で
言
え
ば
、
従
来
の
研
究
の
同
性
愛
者
へ
の
偏
り
は
、
こ

の
よ
う
な
問
題
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
他
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
つ

い
て
は
、
同
性
愛
者
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
そ
も
そ
も
代
表
の
主
張
の
対
象
と
な
り
に
く
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
う
る
。「
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を
「
指
示
対
象
」
の
呼
称
と
し
た
場
合
に
は
、
よ
り
多
様
な
人
々
を
包
摂
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
性
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
自
体
が
⑤
「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
誤
代
表
さ
れ
る
し
か
な
い
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
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六　

お
わ
り
に

本
稿
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
を
事
例
と
し
て
扱
い
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
。

構
築
主
義
的
代
表
の
議
論
は
、
代
表
関
係
に
お
け
る
構
築
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、「
聴
衆
」「
客
体
」「
指
示
対
象
」
と
い
っ

た
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
代
表
関
係
を
よ
り
精
緻
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
も
、
構
築
主

義
的
代
表
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み

が
、
規
範
的
に
望
ま
し
い
代
表
の
評
価
基
準
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、「
聴
衆
」「
客
体
」「
指
示
対
象
」
と
の
一
致

／
不
一
致
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
代
表
関
係
が
民
主
的
正
統
性
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
構
築
主
義
的

代
表
の
枠
組
み
に
は
依
然
と
し
て
課
題
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
望
ま
し
い
代
表
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

本
稿
の
含
意
と
し
て
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
あ
る
代
表
（
の
主
張
）
が
実
際
に
代
表
す
る
も
の
／
代
表
し
な
い
も

の
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
現
実
政
治
に
お
け
る
代
表
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
の
で
は
な
く
、
構
築
主
義
的
代
表
の
議

論
が
示
し
た
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
、
批
判
的
に
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
特
定
の
代
表
が
主
張
さ
れ
る
と
同
時
に
、
代
表
さ
れ
な
い
も
の

が
常
に
残
存
し
て
い
る
。
代
表
さ
れ
て
い
る
も
の
／
代
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
線
引
き
が
常
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
、

既
存
の
代
表
の
正
統
性
を
問
い
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
集
団
の
特
徴
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
本
稿
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特

徴
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
的
代
表
に
お
い
て
も
異
な
る
状
況
に
あ
る
。
特
に
、
抑
圧
に
よ
る
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
被
代
表
者
が
代
表
の
主
張
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
で
き
る
か
と
い
う
点
は
、
そ
の
被
代
表
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
依
存
し
て

い
る
。
代
表
の
主
張
へ
の
批
判
が
可
能
か
ど
う
か
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
権
威
的
な
言
説
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
他

の
対
抗
的
な
言
説
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
限
ら
ず
、
他
の
集
団
の
政
治
的
代
表
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
の
意
義
と
課
題
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
本
稿
に
は
以
下
の
よ
う
な
限
界
が
あ
る
。
第
一
に
、
本
稿
は
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
特
定
の
集
団
の
観
点
か
ら
議
論
を

行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
全
体
の
意
思
決
定
の
効
率
性
や
、
他
の
集
団
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
異
な
る
議
論
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
他
の
集
団
の
場
合
、
代
表
制
度
や
代
表
論
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
第
二

に
、
本
稿
の
議
論
は
政
治
的
代
表
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
代
表
に
よ
っ
て
政
策
形

成
や
政
治
的
決
定
へ
の
影
響
力
が
ど
の
程
度
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
措
い
て
い
る
。
加
え
て
、
本
稿
は
政

治
的
代
表
の
理
論
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
既
存
の
具
体
的
な
代
表
制
度
の
検
討
は
不
十
分
で
あ
る
。
第
三
に
、
本
稿
は
、
サ
ワ
ー
ド
が
提

示
し
た
枠
組
み
の
な
か
で
、「
作
り
手
」
と
い
う
要
素
を
十
分
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
政
治
的
代
表

の
課
題
や
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
限
界
で
あ
る
。

今
後
の
研
究
課
題
は
、
第
一
に
、
構
築
主
義
的
代
表
の
分
析
枠
組
み
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
サ
ワ
ー
ド
が
提

示
し
た
枠
組
み
の
な
か
で
、「
指
示
対
象
」（
名
宛
人
）「
客
体
」「
聴
衆
」
の
間
の
区
別
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
作
り
手
」
も
サ

ワ
ー
ド
が
追
加
し
た
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
規
範
的
に
望
ま
し
い
代
表
を
実
現
す
る
う
え
で
の
「
作
り
手
」
の
役
割
は
、
今
後
の
研
究
課
題

で
あ
る
。
加
え
て
、
本
稿
が
示
し
た
「
擁
護
的
代
表
」
は
、「
名
宛
人
」
と
適
切
な
関
係
に
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
利
益
実

現
に
寄
与
す
る
場
合
が
あ
る
。
今
後
は
「
擁
護
的
代
表
」
の
役
割
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
第
二
に
、
望
ま
し
い
代
表
を
い
か
に
実
現
で
き
る
の
か
と
い
う
論
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き

た
困
難
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
論
点
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
民
主
的
正
統

性
の
基
準
を
さ
ら
に
深
く
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
検
討
す
る
な
か
で
示
し
た
よ
う
に
、「
適
切
な
名
宛
人
」

の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
そ
の
範
囲
を
特
定
す
る
の
か
、
特
定
が
困
難
だ
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
次
善
の
評

価
基
準
を
用
い
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
民
主
的
正
統
性
の
基
準
を
満
た
す
よ
う
な
代
表
を
ど

の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
描
写
的
代
表
」
の
論
者
た
ち
は
、
比
例
代
表
制
や
ク
オ
ー
タ
な
ど
、
望
ま
し
い
代
表
を
実

現
す
る
た
め
の
制
度
を
構
想
し
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
代
表
の
構
築
的
側
面
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
事
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
代
表
制
度
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
で
示
さ
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れ
た
よ
う
な
、「
聴
衆
」
と
適
切
な
「
名
宛
人
」
の
範
囲
の
一
致
を
、
い
か
な
る
制
度
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
の
か
、
依
然
と
し
て
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
答
え
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

【
謝
辞
】
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
二
名
の
匿
名
査
読
者
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ	

次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム	JPM

JSP（（（（	

の
財
政
支
援
を
受
け
た
も
の
で
す
。
こ
の
場
を
借
り
て
「
東
海
国
立
大

学
機
構
融
合
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
次
世
代
研
究
事
業
」
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
（
）
本
稿
で
は
、
性
的
指
向
や
性
同
一
性
や
そ
の
他
の
性
の
在
り
方
を
含
む
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
立
場
に
あ
る
人
々
を
、

「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」（sexual	and	gender	m

inority

）
と
表
記
す
る
。
本
稿
が
こ
の
表
記
を
用
い
る
の
は
、「
あ
た
り
前
」
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
残

余
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。
堀
江
有
里
『
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』
洛
北
出
版
、
二
〇

一
五
年
、
五
〇
頁
。
ま
た
、“m

inority ”
に
は
数
の
少
な
さ
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
た
め
、「
少
数

者
」
と
の
表
記
は
避
け
た
。

（
（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
山
崎
望
・
山
本
圭
編
『
ポ
ス
ト
代
表
制
の
政
治
学
─
─
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
に
抗
し
て
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一

五
年
。

（
（
）“representative	turn ”

の
な
か
で
の
非
制
度
的
な
代
表
へ
の
視
野
の
拡
大
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
全
体
的
な
潮
流
の
変
化
は
「
代
表
論
的
転
回
」

と
表
記
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
特
に
制
度
的
側
面
を
論
じ
る
場
合
に
は
「
代
表
制
論
的
転
回
」
と
の
表
記
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。
早
川
誠
「
代
表
に
抗
す
る
代
表
制
─
─
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
中
の
代
表
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」『
新
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（
政
治
思
想
研
究	

第
二
二
号
）』
風
行
社
、
二
〇
二
二
年
。
ま
た
、「
代
表
論
的
転
回
」
は
「
構
築
主
義
的
転
回
」
を
含
む
よ
り
広
い
潮
流
と
見
な
し
う
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
─
─
ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年;	

衛
藤

幹
子
『
政
治
学
の
批
判
的
構
想
─
─
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
接
近
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
。

（
（
）
ハ
ン
ナ
・
ピ
ト
キ
ン
は
、
描
写
的
代
表
な
ど
の
「
写
し
出
す
」
代
表
と
は
対
照
的
な
概
念
と
し
て
、「
実
体
的
代
表
」（substantive	

representation

）
を
論
じ
て
い
る
。H

.	F.	Pitkin,	T
he Concept of R

epresentation,	Cam
bridge	U

niversity	Press,	（（（（	

（
ハ
ン
ナ
・
ピ
ト
キ
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ン
『
代
表
の
概
念
』
早
川
誠
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）.	

ピ
ト
キ
ン
は
、
実
体
的
代
表
の
探
究
の
な
か
で
、
代
表
者
の
行
為
を
重
視
す
る

「
誰
か
の
た
め
に
行
為
す
る
」
代
表
を
論
じ
て
い
る
。
本
稿
は
、「
実
体
的
代
表
」
と
「
誰
か
の
た
め
に
行
為
す
る
」
代
表
を
大
ま
か
に
類
似
し
た
概
念
と

し
て
、「
行
為
す
る
代
表
」
と
表
記
す
る
。

（
（
）“descriptive	representation ”

の
翻
訳
に
は
「
記
述
的
代
表
」
も
あ
る
が
、
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
す
と
い
う
意
味
合
い
を
重
視
し
、
本
稿
で
は
「
描

写
的
代
表
」
と
表
記
し
た
。Pitkin,	T

he Concept of R
epresentation	

（
早
川
誠
訳
）.	

邦
訳
に
所
収
の
早
川
誠
「
い
く
つ
か
の
訳
語
に
つ
い
て
」
を
参

照
。

（
（
）Pitkin,	T

he Concept of R
epresentation.	pp.	（0-（（	

（
邦
訳
、
八
一
─
八
三
頁
）.	

近
年
で
も
、
ト
マ
ス
・
フ
ォ
ッ
セ
ン
が
、「
誰
か
の
た
め
に
行
為

す
る
」
代
表
（
代
表
者
と
被
代
表
者
の
二
項
関
係
）
と
「
何
か
を
何
か
と
し
て
描
き
出
す
」
代
表
（
代
表
者
が
被
代
表
者
に
関
し
て
特
徴
づ
け
る
三
項
関

係
）
を
区
別
し
て
い
る
。T

.	Fossen,	 “Constructivism
	and	the	logic	of	political	representation, ”	in	A

m
erican Political Science R

eview
,	

vol.	（（（,	no.	（,	（0（（,	pp.	（（（–（（（.	

（
（
）A

.	Phillips,	T
he Politics of Presence,	Revised	Edition,	O

xford	U
niversity	Press,	（（（（;	A

.	Phillips,	 “D
escriptive	representation	

revisited ”,	in	O
xford H

andbook of Political R
epresentation in Liberal D

em
ocracies,	

（eds.

）	R.	Rohrschneider	and	J.	T
hom

assen,	
O

xford	U
niversity	Press,	（0（（.	

ま
た
、
描
写
的
代
表
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
議
論
も
参
照
。J.	M

ansbridge,	 “Should	blacks	represent	blacks	
and	w

om
en	represent	w

om
en?	a	contingent	 ‘yes ’”,	in	Journal of Politics,	vol.	（（,	no,	（,	（（（（.

（
（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。I.	M
.	Y

oung,	Justice and the Politics of D
ifference,	Princeton	U

niversity	Press,	（（（0	

（
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ

ン
・
ヤ
ン
グ
『
正
義
と
差
異
の
政
治
』
飯
田
文
雄
・
茢
田
真
司
・
田
村
哲
樹
監
訳
、
河
村
真
実
・
山
田
祥
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇
年
）;	W

.	
K

ym
licka,	M

ulticultural Citizenship: A
 Liberal T

heory of M
inority R

ights,	O
xford	U

niversity	Press,	（（（（,	Chap.	（.

（
（0
）
ス
テ
ィ
ー
ル
若
希
「
多
様
な
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ク
オ
ー
タ
制
の
広
が
り
─
─
日
本
の
事
例
か
ら
」
早
川
美
也
子
訳
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク

オ
ー
タ
─
─
世
界
の
女
性
議
員
は
な
ぜ
増
え
た
の
か
』
三
浦
ま
り
・
衛
藤
幹
子
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
（（
）
衛
藤
幹
子
・
三
浦
ま
り
「
な
ぜ
ク
オ
ー
タ
が
必
要
な
の
か
─
─
比
較
研
究
の
知
見
か
ら
」、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク
オ
ー
タ
』
三
浦
ま
り
・
衛
藤
幹
子

編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。J.	M

ansbridge,	 “Q
uota	problem

s:	com
bating	the	dangers	of	essentialism

”,	in	Politics &
 G

ender,	vol.	（,	
no.	（,	（00（.

（
（（
）Phillips,	 “D

escriptive	representation	revisited ”,	pp.	（（（-（（（.
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（
（（
）
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
政
治
は
、
女
性
や
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
が
ち
で
あ
り
、
階
級
に
よ
る
周
縁
化
に
対
処
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
る
。Phillips,	Politics of Presence,	p.	（（（.

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。K

.	Celis,	and	S.	Childs,	 “T
he	substantive	representation	of	w

om
en:	w

hat	to	do	w
ith	conservative	claim

s? ”,	
in	Political Studies,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（.	

（
（（
）
女
性
の
代
表
／
表
象
で
の
「
構
築
」
的
側
面
を
論
じ
る
研
究
と
し
て
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。
辻
由
希
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
代
表
／
表
象

（representation
）
─
─
『
月
刊
自
由
民
主
』
と
衆
議
院
選
挙
公
報
に
み
る
女
性
の
政
治
的
代
表
」、『
年
報
政
治
学
』、
第
六
一
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇

年
。
し
か
し
、
構
築
主
義
的
代
表
論
で
は
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
視
角
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）A

.	Rehfeld,	 “T
ow

ards	a	general	theory	of	political	representation ”,	in	Journal of Politics,	vol.	（（,	no.	（,	（00（.	M
.	Saw

ard,	T
he 

R
epresentative Claim

,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（0;	

田
畑
真
一
「
代
表
関
係
の
複
数
性
─
─
代
表
論
に
お
け
る
構
築
主
義
的
転
回
の
意
義
」、

『
年
報
政
治
学
』、
第
六
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
八
一
─
二
〇
二
頁
。

（
（（
）S.	N

äsström
,	 “W

here	is	the	representative	turn	going? ”,	in	E
uropean Journal of Political T

heory,	vol.	（0,	no.	（,	（0（（;	M
.	M

ottlová,	
“Representative	turn:	new

	w
ay	of	thinking	about	the	relationship	betw

een	representation	and	dem
ocracy ”,	in	Filosofický časopis,	

vol.	（（,	（0（（.

（
（（
）D

.	Plotke,	 “Representation	is	dem
ocracy ”,	in	Constellations,	vol.	（,	（（（（.

（
（0
）
田
畑
「
代
表
関
係
の
複
数
性
」、
一
九
四
頁
。H

.	Schw
eber,	 “T

he	lim
its	of	political	representation ”,	in	A

m
erican Political Science 

R
eview

,	vol.	（（0,	no.	（,	（0（（.

（
（（
）Saw

ard,	T
he R

epresentative Claim
,	pp.	（（（-（（（;	L.	D

isch,	 “T
he	 “constructivist	turn ”	in	dem

ocratic	representation:	a	norm
ative	

dead-end? ”,	in	Constellations,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	p.	（（（.	
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ワ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
代
表
関
係
は
内
在
的
な
「
聴
衆
」
に
よ
っ
て
成
立

す
る
が
、
政
治
理
論
家
は
そ
の
判
断
や
解
釈
の
条
件
を
検
証
す
る
二
階
レ
ベ
ル
の
役
割
を
持
つ
。
そ
れ
に
対
し
、
リ
サ
・
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
よ
り
「
市
民
の

観
点
」
を
重
視
し
、
外
在
的
な
判
断
に
否
定
的
な
立
場
を
と
る
。

（
（（
）E.	Severs,	and	S.	D

ovi,	 “W
hy	w

e	need	to	return	to	the	ethics	of	political	representation ”,	in	PS: Political Science &
 Politics,	

vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	pp.	（0（-（（（.

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。M

.	B.	V
ieira	

（eds.

）	R
eclaim

ing R
epresentation: Contem

porary A
dvances in the T

heory of Political 
R

epresentation,	Routledge,	（0（（;	D
.	Castiglione,	and	J.	Pollak	

（eds.

）	Creating Political Presence: T
he N

ew
 Politics of D

em
ocratic 
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R
epresentation,	U

niversity	of	Chicago	Press,	（0（（.
（
（（
）J.	Loncar,	 “A

ccountability	of	m
inority	representation:	m

ethodological	advancem
ents ”,	in	N

ationalities P
apers,	vol.	（（,	no.	（,	

（0（（.	

（
（（
）Y

oung,	Justice and the Politics of D
ifference,	p.	（0	

（
邦
訳
五
六
頁
）.

（
（（
）
三
浦
ま
り
・
衛
藤
幹
子
「
は
じ
め
に
」、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク
オ
ー
タ
』
三
浦
ま
り
・
衛
藤
幹
子
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
頁
。
ま
た
、

女
性
の
政
治
的
代
表
が
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
的
代
表
の
道
を
開
く
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
衛
藤
幹
子
・
三
浦
ま
り
「
な
ぜ
ク
オ
ー
タ
が
必
要
な
の
か

─
─
比
較
研
究
の
知
見
か
ら
」、
三
四
頁
。
し
か
し
、
特
定
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
例
え
ば
女
性
）
と
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
協
力
関
係
に
あ
る
と
は
限
ら

ず
、
そ
の
競
合
関
係
や
対
立
関
係
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）E.	Bjarnegård,	and	P.	Zetterberg,	 “W

hy	are	representational	guarantees	adopted	for	w
om

en	and	m
inorities?	com

paring	
constituency	form

ation	and	electoral	quota	design	w
ithin	countries ”,	in	G

ender Q
uotas and W

om
en

’s R
epresentation: N

ew
 

D
irections in R

esearch,	

（eds.

）	M
.	L.	K

rook	and	P.	Zetterberg,	Routledge,	（0（（,	pp.	（（-（（.	

こ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ

ザ
ー
の
承
認
／
再
配
分
と
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
の
自
治
／
体
系
的
差
別
は
概
ね
一
致
し
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
承
認
と
自
治
、
女
性
は
再
配
分

と
体
系
的
差
別
の
議
論
に
該
当
す
る
と
い
う
。
以
下
も
参
照
。M

.	H
tun,	 “Is	gender	like	ethnicity?	the	political	representation	of	identity	

groups ”,	in	Perspectives on Politics,	vol.	（,	no.	（,	（00（.

（
（（
）
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
承
認
の
議
論
に
該
当
す
る
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
が
、
体
系
的
差
別
の
議
論
に
も
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
承
認
を
め
ぐ
る
議
論
に

該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
再
配
分
の
側
面
に
関
係
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
を
参
照
。N

.	Fraser,	and	A
.	H

onneth,	R
edistribution 

or R
ecognition? A

 Political-Philosophical E
xchange,	V

erso,	（00（	

（
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
／
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
『
再
分
配
か
承
認
か
？

　

政
治
・
哲
学
論
争
』
加
藤
泰
史
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）.

（
（（
）M

.	T
rem

blay	

（eds.

）,	Q
ueering R

epresentation: LG
BT

Q
 People and E

lectoral Politics in Canada,	U
BC	Press,	（0（（,	pp.	（（-（（.

（
（0
）A

.	M
.	L.	Perrella,	S.	D

.	Brow
n	and	B.	J.	K

ay,	 “V
oting	behaviour	am

ong	the	gay,	lesbian,	bisexual	and	transgendered	electorate ”,	
in	Canadian Journal of Political Science/R

evue canadienne de science politique,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（.

（
（（
）
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
も
地
域
的
集
中
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。T

.	W
ilson,	and	J.	T

em
ple,	 “Local	area	estim

ates	of	A
ustralia ’s	

sexual	m
inority	population ”,	in	A

pplied Spatial A
nalysis and Policy,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（.	

し
か
し
、
他
の
集
団
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い

て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
は
隠
し
う
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
実
際
に
人
口
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
の
か
疑
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問
の
余
地
が
あ
る
。
地
域
ご
と
に
抑
圧
の
度
合
い
が
異
な
る
た
め
、
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
す
る
当
事
者
の
割
合
が
変
動
し
う
る
し
、
関
連
す
る
情
報
や
知
識

の
有
無
に
よ
っ
て
自
認
す
る
か
ど
う
か
も
左
右
さ
れ
う
る
。

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。C.	A

.	Sm
ith,	 “Gay,	straight,	or	questioning?	sexuality	and	political	science ”,	in	PS: Political Science &

 
P

olitics,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（;	B.	G.	Bishin,	and	C.	A
.	Sm

ith,	 “W
hen	do	legislators	defy	popular	sovereignty?	testing	theories	of	

m
inority	representation	using	D

O
M

A
”,	in	Political R

esearch Q
uarterly,	vol.	（（,	no,	（,	（0（（.

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。G.	M

agni,	and	A
.	Reynolds,	 “Candidate	sexual	orientation	didn ’t	m

atter	

（in	the	w
ay	you	m

ight	think

）	in	
the	（0（（	U

K
	general	election ”,	in	A

m
erican Political Science R

eview
,	vol.	（（（,	no.	（,	（0（（.

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。A

.	Reynolds,	 “Representation	and	rights:	the	im
pact	of	LGBT

	legislators	in	com
parative	perspective ”,	in	

A
m

erican Political Science R
eview

,	vol.	（0（,	no.	（,	（0（（.

（
（（
）
竹
田
香
織
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
─
─
分
析
の
た
め
の
理
論
的
考
察
」、『GEM

C	journal

』
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年.

（
（（
）
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
ク
オ
ー
タ
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
のQ

ueensland	Labor

党
が
議
席
の
五
％
を
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
対
象
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。Phillips,	 “D

escriptive	representation	revisited ”,	pp.	（（（.	

し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
見
当
た
ら
ず
、
希
少
と
指
摘

し
う
る
。

（
（（
）
政
治
理
論
的
な
研
究
と
し
て
、
米
国
で
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
、「
熟
議
シ
ス
テ
ム
」
が
機
能
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る

議
論
が
あ
る
。E.	Barvosa,	D

eliberative D
em

ocracy N
ow

: LG
BT

 E
quality and E

m
ergence of Large-Scale D

eliberative System
s,	

Cam
bridge	U

niversity	Press,	（0（（.	

し
か
し
、
こ
の
研
究
は
熟
議
シ
ス
テ
ム
全
体
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
政
治
的
代
表
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
（（
）
小
島
敬
裕
「
現
代
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
権
利
擁
護
運
動
の
展
開
と
性
的
少
数
者
の
地
位
の
変
容
」、『
東
南
ア
ジ
ア
と
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
の

政
治
─
─
性
的
少
数
者
を
め
ぐ
っ
て
何
が
争
わ
れ
て
い
る
の
か
』
日
下
渉
・
伊
賀
司
・
青
山
薫
・
田
村
慶
子
編
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年;	

新
ヶ
江

章
友
「
排
除
さ
れ
る
「
人
権
」
／
包
摂
さ
れ
る
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
─
─
大
阪
市
に
お
け
る
「
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
」
の
制
定
過
程
か

ら
」、『
東
南
ア
ジ
ア
と
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
の
政
治
』
日
下
渉
・
伊
賀
司
・
青
山
薫
・
田
村
慶
子
編
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

（
（（
）
日
下
渉
「
公
共
の
権
利
、
日
常
の
尊
厳
、
親
密
な
悲
し
み
─
─
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
「
バ
ク
ラ
」」、『
東
南
ア
ジ
ア
と
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
」
の
政
治
』
日
下
渉
・
伊
賀
司
・
青
山
薫
・
田
村
慶
子
編
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

（
（0
）
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
特
徴
の
一
部
（
例
え
ば
「
内
的
多
元
性
」）
は
、
他
の
集
団
に
も
該
当
し
う
る
。
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（
（（
）Y

oung,	Justice and Politics of D
ifference,	p.	（（	

（
邦
訳
六
一
頁
）.

（
（（
）K

.	Crenshaw
,	 “D

em
arginalizing	the	intersection	of	race	and	sex:	a	black	fem

inist	critique	of	antidiscrim
ination	doctrine,	fem

inist	
theory	and	antiracist	politics ”,	in	U

niversity of Chicago Legal Forum
,	vol.	（（（（,	no.	（,	（（（（,	p.	（（0.

（
（（
）D

.	H
iram

ori,	and	S.	K
am

ano,	 “A
sking	about	sexual	orientation	and	gender	identity	in	social	surveys	in	Japan:	findings	from

	
the	O

saka	city	residents ’	survey	and	related	preparatory	studies ”,	『
人
口
問
題
研
究
』
第
七
六
巻
第
四
号
、
二
〇
二
〇
年
、
四
五
八
頁
。

（
（（
）
株
式
会
社
電
通
「
電
通
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ラ
ボ
が
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
調
査
２
０
１
５
」
を
実
施
─
─
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
市
場
規
模
を
約
（
・
（
兆
円
と
算
出
」、

二
〇
一
五
年
。

（
（（
）
釜
野
さ
お
り
「
特
集
に
寄
せ
て
」、『
人
口
問
題
研
究
』
第
七
六
巻
第
四
号
、
二
〇
二
〇
年
、
四
三
九
─
四
四
二
頁
。

（
（（
）
釜
野
「
特
集
に
寄
せ
て
」。

（
（（
）
竹
村
和
子
『
愛
に
つ
い
て
─
─
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
欲
望
の
政
治
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
五
〇
頁
。

（
（（
）
有
田
啓
子
・
藤
井
ひ
ろ
み
・
堀
江
有
里
「
交
渉
・
妥
協
・
共
存
す
る
「
ニ
ー
ズ
」
─
─
同
性
間
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
法
的
保
障
に
関
す
る
当
事
者

ニ
ー
ズ
か
ら
」、『
女
性
学
年
報
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九
頁
。

（
（（
）
河
口
和
也
『
ク
イ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
─
一
三
頁
。
例
え
ば
同
性
愛
者
の
擁
護
団
体
で
あ
っ
た
マ
ク
シ
ン
協
会

は
男
性
主
義
的
で
、
そ
の
会
員
の
多
く
は
男
性
で
あ
っ
た
。

（
（0
）T

.	D
e	Lauretis,	 “Q

ueer	theory:	lesbian	and	gay	sexualities:	an	introduction ”,	in	differences,	vol.	（,	no.	（,	（（（（,	pp.	iii-xviii.	

堀
江

『
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』。

（
（（
）Y

oung,	Justice and Politics of D
ifference,	p.	（0	

（
邦
訳
八
三
頁
）;	I.	M

.	Y
oung,	Inclusion and D

em
ocracy,	O

xford	U
niversity	Press,	

（000,	p.	（（.

（
（（
）T

rem
blay,	

（eds.

）	Q
ueering R

epresentation,	pp.	（（-（（.

（
（（
）C.	Calhoun,	Fem

inism
, the Fam

ily, and the Politics of the Closet: Lesbian and G
ay D

isplacem
ent,	O

xford	U
niversity	Press,	

（000.

（
（（
）
初
鹿
野
直
美
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
性
的
少
数
者
た
ち
─
─
外
か
ら
の
影
響
と
内
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
運
動
」、『
東
南
ア
ジ
ア
と
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
の
政

治
』
日
下
渉
・
伊
賀
司
・
青
山
薫
・
田
村
慶
子
編
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

（
（（
）J.	W

eeks,	Com
ing O

ut: H
om

osexual Politics in Britain, from
 the N

ineteenth Century to the Present,	Q
uartet	Books,	（（（（.
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（
（（
）E.	K

.	Sedgw
ick,	E

pistem
ology of the Closet,	U

niversity	of	California	Press,	（（（0	

（
イ
ヴ
・
コ
ゾ
フ
ス
キ
ー
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
『
ク
ロ
ー

ゼ
ッ
ト
の
認
識
論
─
─
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
（0
世
紀
』
外
岡
尚
美
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）.

（
（（
）J.	Butler,	G

ender T
rouble: Fem

inism
 and the Subversion of Identity,	Routledge,	（（（0	

（
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ト
ラ
ブ
ル
─
─
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』
竹
村
和
子
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）.

（
（（
）
竹
村
和
子
『
境
界
を
撹
乱
す
る
─
─
性
・
生
・
暴
力
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
五
四
頁
。

（
（（
）
こ
こ
で
は
、「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
に
含
ま
れ
う
る
人
々
を
言
い
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
も
含
ま
れ
う
る
人
々
が
い
る
こ
と
に
留
意
が
必

要
で
あ
る
。

（
（0
）D

e	Lauretis,	 “Q
ueer	theory ”.

（
（（
）
河
口
『
ク
イ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』、
六
三
頁
。

（
（（
）
た
だ
し
、「
ク
イ
ア
」
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
全
体
と
ほ
ぼ
同
義
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ
と
い
っ
た
個
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
結
果
的
に
抹
消
さ
れ
る
と
い
う
危
険
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
堀
江
『
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』、
七
八
─
七
九
頁
。

（
（（
）
堀
江
『
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』、
五
〇
頁
。

（
（（
）Bishin	and	Sm

ith,	 “W
hen	do	legislators	defy	popular	sovereignty? ”.

（
（（
）Sm

ith,	 “Gay,	straight,	or	questioning? ”.

（
（（
）Bishin	and	Sm

ith,	 “W
hen	do	legislators	defy	popular	sovereignty? ”,	p.	（.

（
（（
）
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
可
視
化
が
困
難
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
議
員
の
合
理
的
行
動
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
が
実
現
す
る
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
に

お
け
る
「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
の
成
立
が
挙
げ
ら
れ
る
。
竹
田
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
」。
し

か
し
、
こ
の
法
律
が
「
性
同
一
性
障
害
者
」
以
外
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
法
律
の
「
枠
外
」
に
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
三
橋
順
子
「
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
」、『
ク
ィ
ア
と
法
─
─
性
規
範
の
解
放
／
開
放
の
た
め
に
』
綾
部
六
郎
・
池
田
弘
乃
編
著
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
五

一
頁
。
ま
た
、
こ
の
法
律
が
成
立
し
た
要
因
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
性
別
二
元
論
や
異
性
愛
規
範
な
ど
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
利
益
と
抵
触
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
利
益
と
抵
触
す
る
場
合
（
竹
田
の
議
論
で
は
同
性
婚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
む
し
ろ
可
視
化
に
よ
っ
て
反
発
が
強
ま
る
可

能
性
が
あ
る
。

（
（（
）Sm

ith,	 “Gay,	straight,	or	questioning? ”,	p.	（（.

（
（（
）Saw

ard,	T
he R

epresentative Claim
,	p.	（（.	

以
下
の
研
究
も
参
照
し
て
、
一
部
修
正
し
て
い
る
。	Fossen,	 “Constructivism

	and	the	logic	
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of	political	representation ”,	pp.	（（（–（（（.	

田
畑
「
代
表
関
係
の
複
数
性
」、
一
九
一
頁
。

（
（0
）「
作
り
手
」
と
い
う
要
素
の
追
加
も
、
構
築
主
義
的
代
表
の
枠
組
み
の
意
義
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
こ
の
要
素
に
つ
い
て
十
分
に
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）
サ
ワ
ー
ド
は
「
意
図
さ
れ
た
名
宛
人
」
と
「
実
際
の
名
宛
人
」
と
を
区
別
す
る
。
前
者
は
代
表
の
作
り
手
が
意
図
し
た
人
々
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の

主
張
を
自
分
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
認
識
す
る
人
々
で
あ
る
。Saw

ard,	T
he R

epresentative Claim
,	pp.	（（-（（.	

前
者
も
後
者
も
、
そ
の
代
表
に
お

い
て
提
示
さ
れ
た
「
指
示
対
象
」
と
範
囲
が
一
致
す
る
場
合
も
、
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
代
表
の
主
張
が
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」（「
指
示
対
象
」）

に
つ
い
て
言
及
す
る
の
に
対
し
、
代
表
の
作
り
手
は
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
全
体
（「
意
図
さ
れ
た
名
宛
人
」）
を
意
図
し
て
い
る
が
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
一
部
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
は
自
認
し
て
お
ら
ず
「
実
際
の
名
宛
人
」
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
場
合
も
想
定
し
う
る
。

（
（（
）Schw

eber,	 “T
he	lim

its	of	political	representation ”,	pp.	（（（-（（0,	（（（-（（（.

（
（（
）
こ
れ
は
代
理
的
代
表
（surrogate	representation

）
と
類
似
す
る
。
代
理
的
代
表
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。J.	M

ansbridge,	 “Rethinking	
representation ”,	in	A

m
erican Political Science R

eview
,	vol.	（（,	no.	（,	（00（,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
は
、
米
国
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
施
行
さ
れ
た
、
軍
隊
で
の
非
異
性
愛
者
の
扱

い
に
関
す
る
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
性
的
指
向
に
つ
い
て
周
り
が
尋
ね
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
非
異
性
愛
者
が
自
ら
の
性
的
指
向
を
話
す
こ
と
も
禁

じ
て
い
た
。

（
（（
）D

.	Z.	Strolovitch,	and	C.	Y
.	Crow

der,	 “Respectability,	anti-respectability,	and	intersectionality	responsible	representation “,	in	
PS: Political Science &

 Politics,	vol.	（（,	no.	（,	（0（（,	pp.	（（0-（（（,	p.	（（（.

（
（（
）Strolovitch	and	Crow

der,	 “Respectability,	anti-respectability,	and	intersectionality	responsible	representation ”,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）
厳
密
に
は
、
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｔ
は
同
性
愛
者
だ
け
で
は
な
く
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ど
他
の
非
異
性
愛
者
に
も
関
連
す
る
。
そ
の
た
め
、「
指
示
対
象
」
と

し
て
「
同
性
愛
者
」
の
み
が
挙
げ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
で
も
後
述
す
る
。

（
（（
）Y

oung,	Inclusion and D
em

ocracy,	pp.	（（（-（（（.

（
（（
）Fossen,	 “Constructivism

	and	the	logic	of	political	representation ”,	pp.	（（（-（（0.
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一　

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
南
原
繁
（
一
八
八
九
〜
一
九
七
四
）
の
後
任
と
し
て
東
京
大
学
の
「
政
治
学
史
」
講
座
を
引
き
継
い
だ
福
田
歓
一
（
一
九
二

三
〜
二
〇
〇
七
）
の
主
著
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』（
一
九
七
一
年
）（
以
下
、『
原
理
』
と
略
記
）
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
「
政
治
哲
学
と

し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
誕
生
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
原
理
』
は
日
本
に
お
け
る
西
洋
政
治
思
想
史
研
究
の
一
つ
の
到
達

点
と
も
い
う
べ
き
記
念
碑
的
著
作
で
あ
っ
た
。
福
田
門
弟
の
加
藤
節
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
原
理
』
は
「
こ
の
国
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治

思
想
史
研
究
に
と
っ
て
、
常
に
そ
こ
か
ら

0

0

0

0

出
発
す
べ
き
解
釈
範
型
と
し
て
の
地
位
を
占
め
続
け
て
き
た（

（
（

」。
無
論
、
加
藤
自
身
が
述
べ
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
後
に
乗
り
越
え
の
対
象
と
し
て
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
─
─
そ

れ
は
時
折
、「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
批
判
さ
れ
る（

（
（

─
─
が
、「
近
代
」
と
社
会
契
約
論
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
我
々
の
一

般
常
識
の
形
成
に
、『
原
理
』
の
果
た
し
た
役
割
が
絶
大
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
我
々
の
「
近
代
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
『
原
理
』
の
誕
生
過
程
に
眼
を
向
け
た
研
究
は
管
見
の
限
り
存

在
し
な
い
。
福
田
に
関
す
る
研
究
な
い
し
批
判
的
な
検
討
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
加
藤
の
解
説
の
他
に
、
関
谷
昇
、
菊
池
理
夫
、
大
井
赤

亥
の
諸
研
究
お
よ
び
田
中
浩
、
樋
口
謹
一
、
水
田
洋
の
書
評
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
南
原
や
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
か
ら
の

田
渕
舜
也

［
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
論
文
］

「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」

の
誕
生

─
─
南
原
繁
・
バ
ー
リ
ン
・
論
理
実
証
主
義
の
狭
間
で
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影
響
関
係
を
含
め
た
『
原
理
』
の
誕
生
過
程
に
一
切
論
が
及
ん
で
い
な
い（

（
（

。
た
し
か
に
『
原
理
』
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ

ク
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
を
福
田
な
り
の
視
点
で
単
に
ま
と
め
た
だ
け
の
歴
史
的
研
究
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、『
原
理
』
の
第
二

部
の
表
題
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
が
暗
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
書
は
単
な
る
歴
史
的
研
究
を
超
え
た
、
独
自
の
「
政
治

哲
学
」
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
後
に
詳
し
く
見
て
い
く
よ
う
に
、
そ
の
「
政
治
哲
学
」
は
、
福
田
の
恩
師
た
る
南
原
と
イ
ギ
リ
ス
で

流
行
し
て
い
た
論
理
実
証
主
義
と
に
対
抗
す
る
意
図
の
下
彫
琢
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
原
理
』
は
社
会
契
約
説
の
「
解
釈
範

型
」
を
提
出
し
た
だ
け
に
留
ま
る
著
作
で
は
な
く
、
実
は
一
つ
の
体
系
を
有
し
た
「
政
治
哲
学
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
『
原
理
』
の
特
に
第
二
部
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
成
立
を
、
福
田
の

半
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
成
立
過
程
を
論
じ
る
前
に
予
備
作
業
と
し
て
、
ま
ず
は
『
原
理
』
に
見
ら
れ
る
福
田
の

「
政
治
哲
学
」
の
素
描
を
通
じ
て
、
そ
の
特
質
が
何
で
あ
る
か
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
予
備
作
業
の
後
、「
政
治
哲
学
」
が
ど
の
よ

う
に
成
立
し
た
か
を
主
に
四
つ
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

一
つ
め
は
、
福
田
が
哲
学
青
年
か
ら
政
治
思
想
史
研
究
者
と
な
る
出
来
事
、
つ
ま
り
灘
中
学
の
初
代
校
長
・
眞
田
範
衛
と
南
原
と
い
う
二

人
の
カ
ン
ト
主
義
者
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
福
田
が
新
カ
ン
ト
派
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た
眞
田
に
よ
っ
て
哲
学
青
年
と
な

り
、
そ
の
あ
と
南
原
の
『
国
家
と
宗
教
』（
一
九
四
二
年
）
に
触
れ
た
こ
と
で
、
京
都
学
派
に
惹
か
れ
る
哲
学
青
年
か
ら
西
洋
政
治
思
想
史
研

究
者
へ
と
転
身
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
つ
め
は
、
大
日
本
帝
国
の
瓦
解
と
日
本
国
憲
法
の
発
布
に
つ
い
て
で
あ
る
。
福
田
は
日
本
国
憲
法
の
思
想
的
淵
源
を
探
る
た
め
に
社
会

契
約
説
の
研
究
を
開
始
し
、
助
手
論
文
の
対
象
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
を
選
ん
だ
が
、
そ
の
研
究
の
裡
に
は
南
原
の
唱
え
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

三
つ
め
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
と
バ
ー
リ
ン
と
の
邂
逅
に
つ
い
て
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
と
当
地
で
の

バ
ー
リ
ン
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
、
南
原
へ
の
対
抗
の
た
め
に
開
始
し
て
い
た
社
会
契
約
説
に
つ
い
て
の
歴
史
的
研
究
を
福
田
は
政
治
哲
学
へ

と
彫
琢
す
る
こ
と
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
イ
ヤ
ー
の
論
理
実
証
主
義
と
そ
れ
に
沿
っ
た
政

治
学
を
展
開
し
て
い
た
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
に
反
発
し
、
バ
ー
リ
ン
の
示
唆
を
得
な
が
ら
南
原
と
は
異
な
る
形
の
「
政
治
哲
学
」
を
構
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想
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

四
つ
め
は
、
六
〇
年
安
保
闘
争
の
経
験
に
つ
い
て
で
あ
る
。
福
田
は
バ
ー
リ
ン
と
の
出
会
い
の
あ
と
、
福
田
な
り
の
「
政
治
哲
学
」
を
彫

琢
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
日
本
は
安
保
闘
争
に
揺
れ
て
い
た
。
福
田
は
学
究
の
傍
ら
で
安
保
闘
争
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、

そ
の
際
の
時
論
的
発
言
に
は
福
田
の
「
政
治
哲
学
」
の
成
果
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
福
田
の
見
る
と
こ
ろ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
天
下
り
的
に
与
え

ら
れ
た
日
本
国
憲
法
は
よ
う
や
く
安
保
闘
争
に
よ
っ
て
血
肉
化
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
福
田
に
と
っ
て
、
自
然
発
生
的
な
デ
モ
が
徐
々
に
合
流

し
て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
安
保
闘
争
と
は
、「
強
行
」
採
決
─
─
「
強
行
」
と
は
い
え
合
法
で
あ
る
こ
と
に
注
意
─
─
を
敢
行
し
た
岸
信

介
政
権
に
対
す
る
、
合
法
性
を
超
え
た
正
統
性
に
基
づ
い
た
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
「
思
想
革
命
」
と
も
呼
ぶ
べ
き

決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

本
稿
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
否
定
的
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が
実
は
批
判
者
た
ち
で
す
ら
気
づ
か
な
い
思
想
史

的
射
程
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
福
田
の
個
々
の
記
述
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
や
誤
り
が
含
ま
れ
る
と
し
て

も
、「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
そ
の
も
の
の
思
想
史
的
意
義
は
閑
却
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

二　

福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
素
描
─
─
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」

こ
れ
か
ら
、『
原
理
』
の
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
予
備
作

業
と
し
て
そ
の
特
質
に
つ
い
て
素
描
し
よ
う
。
福
田
の
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
は
『
原
理
』
の
第
二
部
の
表
題
を
な
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
第
一
部
「
道
徳
哲
学
と
し
て
の
近
代
自
然
法
」
で
の
論
述
を
前
提
と
し
て
い
る
。
第
一
部
で
は
、
歴
史
的
解
釈
が
比
較
的
ス

ト
レ
ー
ト
に
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
施
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
第
二
部
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
特
定
の
歴
史
状
況
と
社
会
契
約
説
と

の
関
係
性
は
捨
象
さ
れ
、
社
会
契
約
説
に
内
在
し
て
い
る
論
理
の
「
原
理
的
強
化
」
に
よ
っ
て
、
社
会
契
約
説
か
ら
現
代
的
意
義
が
汲
み
取

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
二-

ⅸ
）。

福
田
は
第
一
部
で
、
自
然
法
と
い
う
同
一
の
用
語
を
用
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
自
然
法
に
包
括
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
大
陸
自
然
法
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学
の
自
然
法
概
念
と
近
代
政
治
原
理
の
そ
れ
と
を
範
疇
的
に
区
別
す
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
を
始
点
と
す
る
大
陸
自
然
法
学
に
お
い
て
は
、
自
然

法
が
宗
教
や
道
徳
か
ら
次
第
に
切
り
離
さ
れ
て
個
人
の
内
面
を
規
制
す
る
力
を
失
っ
て
外
的
な
規
範
と
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
外

的
な
規
範
の
内
容
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
「
優
越
に
よ
る
社
会
」（
二-

二
六
）
が
「
自
然
」
に
適
う
と
し
て
独
断
的
に
あ
て
が
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
外
面
化
さ
れ
た
自
然
法
は
個
人
か
ら
所
与
の
秩
序
を
問
い
返
す
視
点
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
大
陸
自

然
法
学
派
は
自
然
法
の
名
に
お
い
て
所
与
の
秩
序
─
─
例
え
ば
「
支
配
者
の
正
義
」（
同
上
）
─
─
を
肯
定
す
る
「
啓
蒙
専
制
政
治
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
」（
二-

五
）
へ
堕
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
嚆
矢
と
す
る
近
代
政
治
原
理
は
、
自
然
法
が
宗
教
や
道
徳
と
切
り
離
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
個
人
の
内
面
を
規
制
す
る
力
を
失
う
こ
と
な
く
、
大
陸
自
然
法
学
と
は
違
っ
て
所
与
の
秩
序
を
問
い
返
す
視
点
は

個
人
に
残
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
社
会
契
約
説
論
者
は
近
代
民
主
政
治
の
原
理
を
順
次
構
成
し
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
大
陸
自
然
法
学
は
「
絶
対
性
国
家
の
た
ん
な
る
内
的
規
制
原
理
（
法
治
国
家
に
向
う
）
と
な
り
」、
そ
れ
が
唱
え
る
「
契
約
説
は

世
俗
的
権
力
へ
の
服
従
を
根
拠
づ
け
る
解
釈

0

0

原
理
に
堕
す
る
を
免
れ
な
い
」（
二-

一
八
）。
一
方
で
、「
近
代
的
政
治
秩
序
の
構
成

0

0

原
理
と
し

て
の
社
会
契
約
説
に
あ
っ
て
は
、
存
在
と
規
範
と
の
統
一
の
主
体
は
も
は
や
個
人
の
ほ
か
に
は
ど
こ
に
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
主
体
と
し
て
の
個
人
間
の
相
互
契
約
が
社
会
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
」（
同
上
）。
換
言
す
れ
ば
、「
構
成
原
理
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」

は
、
構
成
さ
れ
た
政
治
秩
序
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
不
断
に
所
与
の
政
治
体
制
を
問
い
返
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
一
方
で
、「
解
釈
原
理
と
し

て
の
大
陸
自
然
法
学
」
に
お
い
て
は
、
政
治
秩
序
を
新
た
に
構
成
す
る
能
力
が
そ
も
そ
も
人
間
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
仮
に
所
与

の
政
治
体
制
を
問
い
返
す
視
点
が
残
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
所
与
の
秩
序
の
徹
底
的
な
転
覆
が
前
提
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
所
与

の
政
治
体
制
を
た
だ
追
認
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
第
一
部
で
の
対
比
を
前
提
に
、
第
二
部
に
お
い
て
社
会
契
約
説
は
「
政
治
哲
学
」
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
が
、
福
田

は
現
代
に
お
い
て
「
政
治
哲
学
」
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
大
変
厳
し
い
と
指
摘
す
る
。
福
田
の
見
る
と
こ
ろ
、
二
〇
世
紀
は
「
未
だ
に
哲

学
の
名
に
値
す
る
政
治
哲
学
を
も
ち
え
ず
、
職
業
的
政
治
哲
学
者
自
ら
そ
の
不
振
を
認
め
て
、
か
え
っ
て
弁
証
法
神
学
者
の
う
ち
に
よ
り
魅

力
あ
る
思
想
を
見
出
す
」（
二-

三
五
八
）
よ
う
な
情
勢
に
あ
り
、「
政
治
哲
学
の
終
焉
」（
二-
三
五
九
）
す
ら
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

福
田
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
で
あ
っ
て
も
、
あ
え
て
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
を
打
ち
出
す
と
い
う
「
言
語
を
絶
す
る
冒
険
」（
二
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-
三
六
〇
）
を
敢
行
す
る
。

福
田
は
現
代
の
政
治
哲
学
は
次
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
一
つ
め
は
、「
人
間
の
実
践
能
力
を
認
識

能
力
と
関
連
づ
け
、
双
方
を
生
み
出
す
原
理
と
し
て
の
人
間
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
二
つ
め
は
、「
そ
れ
は
実
践
哲
学
と
し
て
、
人

間
の
身
体
、
社
会
、
歴
史
を
含
む
実
践
的
世
界
を
哲
学
的
に
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
三
つ
め
は
、「
そ
れ
は
こ
の
実
践
的
世
界
を
対

象
と
す
る
人
間
の
科
学
に
対
し
て
明
確
な
独
立
性
と
と
も
に
、
ま
た
関
連
を
も
ち
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、
最
も
重

要
な
も
の
と
福
田
自
身
が
強
調
す
る
四
つ
め
は
、「
そ
れ
は
政
治
に
お
け
る
価
値
を
客
観
的
に
根
拠
付
け
、
人
間
実
存
に
規
範
を
課
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
上
）。
こ
れ
ら
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
政
治
哲
学
を
生
み
出
す
の
は
福
田
に
と
っ
て
も
「
至
難
の
課
題
で
あ
っ

て
、
絶
望
を
さ
え
思
わ
せ
る
」（
同
上
）。
し
か
し
、
福
田
は
「
文
化
創
造
の
自
覚
的
論
理
の
課
題
」
を
果
た
そ
う
と
し
た
「
人
間
の
哲
学
」

た
る
社
会
契
約
説
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
と
主
張
す
る
（
同
上
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
構
成
原
理
と
し
て
の
社
会
契
約
説

は
、
ま
た
そ
れ
の
み
が
政
治
哲
学
の
名
に
値
」（
二-

二
二
〇
）
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
契
約
説
の
み
が
、「
人
間
の
文
化
形
成
の
論
理
、
す

な
わ
ち
文
化
形
成
者
と
し
て
の
人
間
の
自
覚
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
「
人
間
の
哲
学
」
で
あ
る
」（
同
上
）
か
ら
だ
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
人
間
の
哲
学
」
と
は
、
南
原
が
『
国
家
と
宗
教
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
哲
学
に
冠
し
た
言
葉
を
援
用
し
た
も
の
で

あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
認
識
お
よ
び
実
践
の
能
力
を
吟
味
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、
南
原
に
よ
れ
ば
、
カ
ン

ト
の
「
全
哲
学
組
織
を
通
観
す
る
と
き
、
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
は
「
人
間
」
の
概
念（

（
（

」
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
認
識
能
力
と
実
践
能
力
を

吟
味
し
、「
必
然
の
法
則
に
従
属
す
る
自
然
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
」
と
、「
道
徳
的
法
則
に
根
拠
す
る
意
志
の
自
由
の
主
体
と
し
て
の
人

間（
（
（

」
と
を
区
別
し
、
後
者
の
人
間
に
基
づ
く
社
会
契
約
（
根
本
契
約
）
を
導
き
出
す
に
至
っ
た
。

そ
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
も
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
能
力
の
吟
味
か
ら
社
会
契
約
説
を
論
じ
て
お
り
、
福
田
が

認
め
る
よ
う
に
、「
近
代
政
治
理
論
の
確
立
」
は
「
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
の
優
位
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
可
能
に
」（
二-

二
二
〇
）
な
っ

た
の
で
あ
る
。
人
間
の
認
識
な
い
し
実
践
の
能
力
の
自
己
吟
味
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
政
治
秩
序
を
構
成
し
う
る
こ
と
を

自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
自
覚
を
も
た
ら
す
概
念
装
置
こ
そ
、「
文
化
創
造
の
自
覚
的
論
理
」
た
る
社
会
契
約
説
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
社
会
契
約
説
を
先
の
政
治
哲
学
の
四
つ
の
条
件
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
認
識
論
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
契
約
説
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は
、
実
践
能
力
が
認
識
能
力
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
一
つ
め
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
人
間
の
身
体

に
基
づ
い
た
自
己
保
存
を
社
会
契
約
の
根
本
動
機
と
す
る
と
い
う
意
味
で
「
豊
か
な
実
践
の
世
界
を
も
ち
え
て
」（
二-

三
六
二
）
お
り
、
二

つ
め
の
条
件
も
満
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
会
契
約
説
は
、
社
会
契
約
だ
け
で
は
な
く
政
府
組
織
の
形
態
も
そ
の
議
論
の
射
程
に
含
ま

れ
て
い
た
。「
ル
ソ
ー
に
お
い
て
一
般
意
志
が
た
ん
に
意
志
の
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
認
識
の
対
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
」（
二

-

三
六
八
）、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
一
般
意
志
が
正
統
性
の
根
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
正
統
性
が
い
か
に
し
て
「
歴
史
の
具
体
的
状
況
」

に
お
い
て
組
織
的
に
代
表
さ
れ
て
我
々
に
認
識
さ
れ
る
か
─
─
言
う
ま
で
も
な
く
、
間
接
民
主
制
は
一
般
意
志
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い

と
ル
ソ
ー
は
主
張
し
た
─
─
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
経
験
的
認
識
を
は
な
れ
て
い
い
得
る
も
の
で
は
な
い
」（
同
上
）。「
こ
こ
に
政

治
哲
学
が
必
然
に
政
治
科
学
を
求
め
る
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」（
同
上
）
の
で
あ
り
、
政
府
組
織
の
形
態
と
い
う
政
治
科
学
の
問
題

と
規
範
を
示
す
社
会
契
約
と
を
接
合
す
る
社
会
契
約
説
は
、
三
つ
め
の
条
件
も
満
た
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
福
田
が
最
も
強
調
す
る

「
政
治
に
お
け
る
価
値
を
客
観
的
に
根
拠
付
け
、
人
間
実
存
に
規
範
を
課
す
る
も
の
」
と
い
う
四
つ
め
の
条
件
は
、
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
社
会

契
約
と
い
う
概
念
装
置
を
通
じ
て
人
間
実
存
に
規
範
を
課
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
社
会
契
約
説
本
来
の
功
績
は
、
社
会
法
則
の
認
識
で
あ
る
よ
り
は
、
社
会
の
規
範
的
根
拠
の
解
明
」（
二
─
三

六
七
）
に
あ
る
。
そ
れ
は
、「
所
産
と
し
て
の
文
化
へ
の
埋
没
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
文
化
を
方
法
的
に
営
ま
れ
る
無
限
の
過
程
と
す
る
」（
二

-

三
六
四
）。
大
陸
自
然
法
学
は
「
所
産
と
し
て
の
文
化
」
で
あ
る
は
ず
の
身
分
制
社
会
秩
序
を
、作
為
の
産
物
で
は
な
く
自
然
の
産
物
と
し
、

そ
の
結
果
、
人
間
を
所
与
の
文
化
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
、
社
会
契
約
説
は
そ
う
し
た
身
分
制
社
会
秩
序
が
実
は
作
為
的
な
文
化

の
産
物
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
、
所
与
の
文
化
の
埋
没
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
。
そ
し
て
こ
の
解
放
は
一
回
限
り
の
も
の
で
は
な
い
。

文
化
は
作
為
の
産
物
で
あ
り
、
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
契
約
説
は
「
仮
説
の
仮
説
性
を
繰
り
返
し
確
認
す
る
」（
二-

三
六

六
）
た
め
の
概
念
装
置
な
の
で
あ
る
。
福
田
に
と
っ
て
社
会
契
約
説
と
は
、
先
の
政
治
哲
学
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
と
い
う
意
味
で
現
代

に
お
い
て
唯
一
残
さ
れ
た
「
政
治
哲
学
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
仮
説
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
改
変
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
間
に
自
覚
さ
せ
る
「
文
化
創
造
の
自
覚
的
論
理
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
が
『
原
理
』
の
筋
書
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
素
描
だ
け
か
ら
『
原
理
』
が
同
時
代
に
お
い
て
も
っ
た
意
味
合
い
を
理
解
す
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る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
戦
後
日
本
の
政
治
学
が
生
み
出
し
た
業
績
の
中
で
も
、
最
も
難
解
な
も
の
の
一
つ（

（
（

」
と
評
さ
れ
、「
荘
重
華
麗

な
旧
制
高
校
弁
論
部
的
美
文（

（
（

」
と
揶
揄
さ
れ
る
ま
で
に
難
渋
で
錯
綜
し
た
文
体
と
論
理
や
「
政
治
哲
学
の
終
焉
」
と
い
う
時
代
認
識
な
ど
は

『
原
理
』
の
生
成
過
程
を
追
わ
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
以
下
で
は
、『
原
理
』
が
生
成
し
て
き
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
、『
原
理
』
が
同

時
代
に
も
っ
た
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

三　

哲
学
青
年
か
ら
政
治
思
想
史
研
究
者
へ
─
─
二
人
の
カ
ン
ト
主
義
者
と
の
出
会
い

福
田
を
哲
学
に
目
覚
め
さ
せ
た
の
は
南
原
で
は
な
く
、
灘
中
学
の
校
長
・
眞
田
範
衛
で
あ
っ
た
。
福
田
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
眞
田
は
「
修

身
」
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
が
、
教
科
書
を
少
し
読
む
と
同
じ
主
題
を
全
く
異
な
っ
た
自
分
な
り
の
哲
学
的
観
点
か
ら
説
明
し
た
と
い

う
。
そ
の
際
、
眞
田
が
採
っ
て
い
た
哲
学
的
立
場
は
新
カ
ン
ト
派
で
あ
り
、
眞
田
自
身
そ
れ
を
公
言
し
て
い
た
。
当
時
の
福
田
が
感
銘
を
受

け
た
の
は
次
の
よ
う
な
人
間
の
自
由
の
説
明
で
あ
っ
た
。

「
僕
が
指
を
開
い
た
ら
こ
の
チ
ョ
ー
ク
は
落
ち
る
ね
。
そ
れ
は
物
理
的
必
然
だ
。」
と
言
わ
れ
た
上
、「
け
れ
ど
も
、
誰
か
が
人
を
撲
っ

た
と
き
、
そ
れ
に
ど
う
反
応
す
る
か
は
人
に
よ
っ
て
違
う
ね
。
そ
れ
を
決
め
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
人
格
だ
。
そ
こ
に
人
間
の
自
由

が
あ
る
。」（
十-

二
〇
三
）

自
然
法
則
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
こ
そ
人
間
の
自
由
が
あ
る
、
と
い
う
議
論
は
福
田
に
と
っ
て
「
は
じ
め
て
の
哲
学
と
い
う
知
的
世
界
へ

の
導
入
」（
同
上
）
で
あ
っ
た
。
福
田
は
眞
田
が
名
前
を
挙
げ
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
興
味
を
持
ち
、『
哲
学
と
は
何
か
』

や
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
』
な
ど
を
読
ん
だ
と
い
う
。

新
カ
ン
ト
派
か
ら
哲
学
に
目
覚
め
た
福
田
は
、
旧
制
一
高
で
も
哲
学
へ
の
傾
斜
を
ま
す
ま
す
強
め
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
哲
学

青
年
に
と
っ
て
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
京
都
学
派
に
も
興
味
を
惹
か
れ
て
い
く
。
福
田
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
当
時
「
現
実
」
と
し
て
押
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し
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
へ
の
批
判
の
原
点
を
哲
学
に
求
め
よ
う
と
し
て
、
流
行
の
哲
学
で
あ
っ
た
京
都
学
派
に
も
人
並
み
の
関
心
は
も
っ

て
い
た（

（
（

」。
し
か
し
、
高
坂
正
顕
、
西
谷
啓
治
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高
の
座
談
会
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」（
一
九
四
二
年
）
に
触
れ
る
こ

と
で
、
京
都
学
派
へ
の
興
味
は
む
し
ろ
反
発
へ
と
逆
転
し
て
い
く
。
そ
し
て
座
談
会
の
同
年
に
出
版
さ
れ
、
京
都
学
派
の
田
邊
元
の
批
判
も

含
ま
れ
る
南
原
の
『
国
家
と
宗
教
』
を
読
む
こ
と
で
哲
学
か
ら
西
洋
政
治
思
想
に
福
田
の
興
味
の
対
象
は
変
化
し
た
。
福
田
に
よ
れ
ば
、「
哲

学
を
志
し
な
が
ら
『
国
家
と
宗
教
』
の
一
冊
に
よ
っ
て
、
東
大
法
学
部
に
進
む
こ
と
の
で
き
た
わ
た
く
し
は
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た（

（
（

」。

こ
う
し
て
福
田
は
京
都
学
派
に
惹
か
れ
て
い
た
哲
学
青
年
か
ら
南
原
に
範
を
と
る
西
洋
政
治
思
想
史
研
究
者
へ
転
身
し
た
が
、
福
田
の
論

理
と
文
体
の
「
難
解
さ
」
は
哲
学
青
年
時
代
に
培
っ
て
い
た
京
都
学
派
流
の
哲
学
の
基
礎
教
養
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
福
田

の
文
体
は
、
南
原
よ
り
も
む
し
ろ
京
都
学
派
の
そ
れ
に
近
い
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

恐
怖
や
慣
習
や
伝
統
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
の
恒
常
的
要
素
と
し
て
、
媒
介
的
知
識
に
先
立
っ
て
、
実
存
を
規
定
し
て
い
る
。

社
会
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
こ
の
非
合
理
的
な
も
の
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
歴
史
的
時
間
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

（
…
…
）
歴
史
的
世
界
は
理
性
的
意
識
の
実
存
的
な
根
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
認
識
と
実
践
と
に
お
け
る
そ
の
超
越
性
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
人
間
は
歴
史
的
存
在
な
の
で
あ
る
。（
二-
三
六
四
）

人
間
は
歴
史
的
存
在
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
歴
史
が
実
存
な
い
し
個
人
の
意
識
の
前
提
と
な
る
と
い
う
発
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
京
都
学

派
に
近
し
い
そ
れ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
想
を
表
現
す
る
福
田
の
文
体
も
ま
た
京
都
学
派
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
し
か
し
、
哲
学
的
な

基
礎
教
養
と
文
体
と
が
京
都
学
派
に
類
似
し
て
い
る
に
し
て
も
、
福
田
は
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
い
う
発
想
に
対
し

て
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
歴
史
を
超
越
し
て
い
く
人
間
の
能
力
と
そ
の
能
力
を
遺
憾
な
く
示
す
社
会
契
約
説
を
対
置
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
、
京
都
学
派
と
は
真
逆
の
哲
学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
半
ば
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
も
、『
原
理
』
は
「
序
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
元
来
す
ぐ
る
大
戦
の
間
に
非
命
に
斃
れ
た
学
友
た
ち
に
手
向
け
る
志
を
以

て
」（
二-

xii
）
書
か
れ
た
が
、
彼
等
学
友
が
自
分
た
ち
の
死
の
意
味
を
求
め
た
の
が
ま
さ
に
他
な
ら
ぬ
京
都
学
派
の
言
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
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あ
る
。
福
田
の
京
都
学
派
へ
の
怒
り
を
聞
こ
う
。

「
学
徒
出
陣
」
が
号
令
さ
れ
た
と
き
、
す
が
り
つ
く
よ
う
に
京
都
学
派
の
言
説
に
自
分
の
死
の
意
味
を
求
め
よ
う
と
し
た
同
年
代
の
学

生
た
ち
、
つ
い
に
帰
ら
な
か
っ
た
友
の
俤

お
も
か
げ

を
偲
ん
で
、
わ
た
く
し
に
は
、
こ
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
哲
学
者
た
ち
の
無
責
任
を
憤

る
気
持
ち
を
今
も
抑
え
が
た
い
の
で
あ
る（

（（
（

。

学
友
の
死
が
、
一
方
で
は
社
会
契
約
説
の
研
究
に
、
他
方
で
は
京
都
学
派
へ
の
怒
り
へ
と
転
嫁
し
て
い
る
。
福
田
が
戦
後
、
社
会
契
約
説

の
研
究
に
向
か
っ
た
動
機
の
一
つ
が
、
ま
さ
し
く
国
家
の
正
統
性
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な

い
。
京
都
学
派
の
哲
学
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
大
日
本
帝
国
は
正
統
性
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
太
平
洋
戦
争
で
命
を
投
げ
出
す
こ
と
に
は

意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
福
田
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
戦
時
に
あ
っ
て
京
都
学
派
を
批
判
し
た
南
原
の
哲
学
こ
そ
、
自

分
が
範
を
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
南
原
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』（
一
九
五
九
年
）
へ
寄
せ

た
書
評
か
ら
も
窺
え
る
。

新
カ
ン
ト
派
流
行
の
跡
も
な
く
、「
無
の
弁
証
法
」
ま
た
あ
え
な
く
消
え
て
、
廃
墟
の
上
に
い
た
ず
ら
に
「
哲
学
へ
の
不
信
」
の
叫
ば

れ
る
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
純
乎
と
し
て
純
な
る
哲
学
精
神
が
、
齢
古
稀
に
達
す
る
著
者
に
よ
っ
て
静
か
に
力
強
く
示
さ
れ
て
い
る
の
を

目
撃
し
、
こ
こ
に
世
界
に
誇
る
べ
き
思
想
の
金
字
塔
を
仰
ぐ
。
こ
の
国
に
お
け
る
思
想
史
学
が
い
か
な
る
道
を
進
み
、
哲
学
が
い
か
な

る
歩
み
を
え
ら
ぶ
に
し
て
も
、
お
よ
そ
学
の
本
道
を
歩
む
志
あ
る
限
り
、
帰
り
き
た
っ
て
仰
ぐ
べ
き
道
標
と
し
て
、
本
書
が
不
朽
の
価

値
を
も
つ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。（
四-
七
一
）

眞
田
に
引
き
続
い
て
二
人
目
の
カ
ン
ト
主
義
者
た
る
南
原
の
背
中
を
追
っ
て
、
福
田
は
自
身
の
政
治
哲
学
を
組
み
上
げ
よ
う
と
し
た
。
し

か
し
、
福
田
は
南
原
の
政
治
哲
学
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
、
人
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間
の
認
識
な
い
し
実
践
能
力
の
自
己
吟
味
、
そ
し
て
自
然
法
則
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
人
間
の
自
由
を
見
る
「
人
間
の
哲
学
」
を
引
き
継
い

だ
一
方
で
、
南
原
の
唱
え
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
や
南
原
政
治
哲
学
の
根
幹
で
あ
る
価
値
哲
学
に
は
仮
借
な
い
批
判

を
加
え
て
い
る（

（1
（

。
次
節
で
は
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
へ
の
反
発
に
つ
い
て
、
第
五
節
で
は
価
値
哲
学
の
批
判
に
つ
い
て

触
れ
る
。

四　

日
本
国
憲
法
と
社
会
契
約
説
─
─
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー

言
う
ま
で
も
な
く
、
敗
戦
と
そ
れ
に
伴
う
日
本
国
憲
法
の
発
布
は
福
田
が
社
会
契
約
説
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ

た
が
、
特
に
次
の
三
つ
の
事
情
が
福
田
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
。

一
つ
め
は
、
戦
後
日
本
の
社
会
状
況
で
あ
る
。
旧
来
の
秩
序
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、「
人
間
が
自
己
保
存
の
た
め
に
手
段
を
選
ば
な
い
」

（
十-

二
五
二
）
状
況
が
到
来
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
自
己
保
存
と
い
う
動
機
に

導
か
れ
、
言
語
象
徴
を
駆
使
し
つ
つ
新
た
な
制
度
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
社
会
契
約
説
の
モ
デ
ル
は
福
田
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
。

二
つ
め
は
、
東
京
大
学
の
法
学
協
会
が
新
憲
法
施
行
後
の
一
九
四
八
年
に
出
版
し
た
『
註
解
日
本
国
憲
法
』
で
あ
る
。
同
書
は
施
行
さ
れ

た
ば
か
り
の
日
本
国
憲
法
の
「
詳
密
な
逐
条
的
註
解
書（

（1
（

」
を
目
指
し
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
福
田
は
同
書
か
ら
一
つ
の
問
題
意
識
を
抱
い
た
。

つ
ま
り
、
コ
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
法
治
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
福
田
に
と
っ
て
、「
制
度
を
作
り
動
か
し
た
精
神
、
思
想
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
ま
で
と
ら
え
切
れ
る
か
に
は
や
は
り
疑
問（

（1
（

」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、「
民
主
主
義
の
ほ
ん
と
う
の
哲
学
的
な

原
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
」（
十-

二
五
八-

二
五
九
）
な
の
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
的
な
原
点
を
示
す
も
の
こ
そ
社
会
契

約
説
で
あ
っ
た
。

三
つ
め
は
、
南
原
に
よ
る
契
約
説
に
よ
ら
な
い
民
主
主
義
の
可
能
性
、
つ
ま
り
、「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
あ
る
い
は

「
国
民
共
同
体
論
」
の
主
張
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
と
福
田
は
考
え
て
い
た
が
、
南
原
は
そ
れ
と
逆
行
す
る
よ
う

な
議
論
を
戦
後
に
展
開
し
た
。
福
田
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
南
原
の
主
張
に
対
抗
し
て
社
会
契
約
説
の
意
義
を
強
調
す
る
。
福
田
が
述
べ
る
に
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は
、「
ぼ
く
は
人
間
の
能
力
の
吟
味
の
う
え
で
、
言
語
象
徴
を
使
っ
て
擬
制
を
つ
く
っ
て
い
く
高
次
の
人
間
の
能
力
、
実
践
能
力
と
認
識
能

力
を
媒
介
し
な
が
ら
擬
制
を
つ
く
っ
て
い
き
、
公
共
を
作
り
出
す
と
い
う
も
の
を
見
て
い
き
た
い
」（
十-

二
五
九
）。
そ
し
て
、
こ
こ
で
興
味

深
い
の
は
福
田
が
こ
の
よ
う
な
人
間
像
の
典
型
例
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス

に
と
っ
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
社
会
秩
序
を
攪
乱
す
る
阻
害
要
因
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
上
で
の
実
践
を
見

て
み
る
と
、
む
し
ろ
社
会
秩
序
を
自
ら
作
り
上
げ
て
い
る
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
田
の
言
に
よ
れ
ば
、「
人
間
個
人
が
協
力
し
て

秩
序
を
作
っ
て
い
く
内
在
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
秩
序
で
は
な
く
て
、
新
し
い
秩
序
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
新
し
い
視
野
と
い
う
も
の
が
開
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ホ
ッ
ブ
ス
で
は
片
づ
か
な

か
っ
た
も
の
が
、
実
践
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
目
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
も
見
た
」（
十-

二
六
〇
）。

福
田
は
助
手
論
文
の
研
究
対
象
と
し
て
社
会
契
約
説
の
始
ま
り
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
へ
と
順
次
展
開

し
て
い
く
も
の
と
し
て
社
会
契
約
説
を
描
く
こ
と
に
な
る
が
、
後
に
著
作
集
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
助
手
論
文
「
ホ
ッ
ブ
ス
に

お
け
る
近
世
的
政
治
理
説
の
形
成
」（
一
九
五
一
年
）
に
は
主
に
三
つ
の
先
行
研
究
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

一
つ
め
は
、
丸
山
眞
男
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
福
田
が
そ
も
そ
も
ホ
ッ
ブ
ス
を
研
究
対
象
に
選
ぶ
動
機
と
な
っ
た
の
は
丸
山
か
ら
の
影
響

が
圧
倒
的
に
大
き
か
っ
た
。
影
響
の
一
つ
め
は
、
丸
山
が
「
科
学
と
し
て
の
政
治
学
」（
一
九
四
七
年
）
で
示
し
た
よ
う
な
、
日
本
に
お
け
る

ド
イ
ツ
系
学
問
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
対
す
る
反
発
へ
の
共
感
で
あ
り
（
十-

二
五
一
）、
二
つ
め
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
始
点
と
す
る
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
近
代
像
を
丸
山
か
ら
受
容
し
た
こ
と
で
あ
る
。
権
左
武
志
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
丸
山
の
処
女
論
文
「
近
世
儒
教
の

発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
び
に
そ
の
国
学
と
の
関
連
」（
一
九
四
〇
年
）
お
よ
び
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
作

為
」」（
一
九
四
一
〜
四
二
年
）
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
影
響
が
著
し
い
が（

（1
（

、
福
田
も
丸
山
を
通
じ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
福

田
に
と
っ
て
特
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
の
国
家
論
に
お
け
る
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（
一
九
三
八
年
）
で

示
さ
れ
た
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
起
点
と
す
る
近
代
理
解
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
同
書
の
中
で
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
中
世
的
な
既
存
の
自
然
的
秩
序
で

は
な
く
、
契
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
為
的
な
国
家
と
い
う
見
方
を
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
技
術
時
代
の
原
型
と
し
て
の
国
家
も
示
し
た
と
い

う
意
味
で
時
代
を
先
取
り
し
た
と
高
く
評
価
し
て
い
る（

（1
（

。
近
代
の
始
ま
り
に
ホ
ッ
ブ
ス
を
位
置
づ
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
近
代
理
解
を
福
田
は
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丸
山
か
ら
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
丸
山
の
提
示
し
た
「
自
然
と
作
為
」
と
い
う
枠
組
み
に
沿
っ
て
、
福
田
は
助
手
論
文
を
仕
上
げ
た
。

二
つ
め
は
、ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
自
然
学
の
影
響
を
過
小
に
評
価
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
批
判
的
検
討
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
も
『
ホ
ッ

ブ
ス
の
政
治
学
』
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
に
近
代
の
起
点
を
ホ
ッ
ブ
ス
に
置
い
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
政
治
学
の
究
極
的

な
基
礎
は
自
然
学
で
は
な
く
、
自
然
学
を
利
用
し
始
め
る
前
に
ホ
ッ
ブ
ス
が
既
に
得
て
い
た
古
典
古
代
の
人
間
論
に
あ
る
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

は
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
自
然
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ア
ト
ム
的
な
人
間
観
か
ら
国
家
を
「
作
為
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
近
代
の
根
源
を
見

る
福
田
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
解
釈
は
批
判
的
な
検
討
の
対
象
で
あ
っ
た（

（1
（

。

三
つ
め
は
、
太
田
可
夫
が
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
哲
学
の
成
立（

（1
（

』
で
提
示
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
対
立
と
い
う
枠
組
み
が

持
つ
限
界
性
の
認
識
で
あ
る
。
先
の
一
つ
め
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
学
の
圧
倒
的
影
響
力
へ
の
反
発
か
ら
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
に
進
ん

だ
福
田
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
観
念
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
を
対
比
す
る
太
田
の
研
究
は
導
き
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
福
田
は
こ
の
対
比

で
は
捉
え
ら
れ
な
い
問
題
に
気
づ
い
た
。『
イ
ギ
リ
ス
社
会
哲
学
の
成
立
』
へ
の
書
評
で
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
を
ド
イ
ツ
観
念
論
と
対
比
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
合
理
論
と
の
関
連
の
解
明
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
福
田
は
指

摘
し
つ
つ
、「
哲
學
史
の
研
究
は
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
歴
史
的
に

0

0

0

0

果
さ
る
べ
き
か（

（1
（

」
と
問
う
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
合
理

論
と
の
対
比
と
い
う
視
点
が
、
後
に
『
原
理
』
の
第
一
部
「
道
徳
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
で
主
題
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
大
陸

自
然
法
学
と
社
会
契
約
説
と
の
対
比
を
予
告
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
哲
学
史
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
か
、
と

い
う
視
点
は
ま
さ
し
く
『
原
理
』
を
貫
く
問
題
意
識
に
通
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
研
究
に
端
を
発
す
る
福
田
の
社
会
契
約
説
研
究
は
、
南
原
へ
の
対
抗
と
い
う
意
図
の
も
と
構
想
さ
れ
、「
近
代
」

と
い
う
時
代
の
認
識
枠
組
み
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
丸
山
か
ら
受
継
ぎ
、
ま
た
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
反
近
代
的
解
釈
を
論
敵
と
し
つ
つ
、
後
に

『
原
理
』
の
第
一
部
「
道
徳
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
と
な
る
諸
論
文
と
し
て
一
九
五
五
年
に
一
旦
は
完
成
す
る
。
し
か
し
、
福
田
は

歴
史
的
な
社
会
契
約
説
研
究
を
進
め
る
中
で
、
太
田
へ
の
書
評
で
問
う
た
よ
う
な
、「
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
味
」
に
つ
い
て
は
答
え

を
出
せ
ず
に
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
転
機
と
な
っ
た
の
が
次
節
で
述
べ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
で
あ
る
。
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五　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
─
─
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
と
の
邂
逅

福
田
は
『
原
理
』
の
「
序
」
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
が
『
原
理
』
に
与
え
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
二
年
間
は
、
著
者
に
ボ
ー
ド
レ
イ
ア
ン
図
書
館
を
は
じ
め
資
料
上
の
豊
か
な
機
会
ば
か
り
で
な
く
、
当
然

さ
ま
ざ
ま
の
衝
撃
を
も
与
え
て
、
方
法
や
物
の
見
方
へ
の
反
省
を
迫
ら
ず
に
は
す
ま
ず
、
著
者
は
第
一
部
の
意
味
を
生
か
す
た
め
に

も
、
全
面
的
に
相
を
新
た
に
し
て
、
改
め
て
第
二
部
の
原
型
を
構
成
し
、
こ
れ
を
素
描
の
ま
ま
南
原
繁
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
論

文
集
『
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
』
に
発
表
し
た
。（
二-

ｘ
）

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
は
、『
原
理
』
の
第
一
部
「
道
徳
哲
学
と
し
て
の
近
代
自
然
法
」
に
あ
た
る
論
文
を
書
き
上
げ
た
あ
と
の

こ
と
で
あ
り
、
第
二
部
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
は
留
学
体
験
を
下
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
留
学
体
験
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
学
」（
一
九
五
八
年
）
に
詳
し
い
。

福
田
は
こ
の
留
学
に
お
い
て
、
政
治
哲
学
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
戦
後
、「
事
実
を
対
象
と

す
るpolitical	science

」
と
「
不
回
避
的
に
価
値
に
か
か
わ
るpolitical	theory

」
と
が
区
別
さ
れ
た
が
、
後
者
のpolitical	theory

は

「
言
語
分
析
の
新
哲
学
」、
つ
ま
り
、「
ラ
ッ
セ
ル
、
ム
ア
ー
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

［
原
文
マ
マ
］

タ
イ
ン
の
先
蹤
を
追
っ
て
、
ラ
イ
ル
、
エ
イ
ヤ
ー
、
オ
ー
ス

テ
ィ
ン
ら
の
呼
号
す
る
「
哲
学
の
革
命
」」
た
る
「
論
理
実
証
主
義
」
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
四-

七
）。「
言
語

の
曖
昧
な
使
用
に
対
す
る
仮
借
な
き
批
判
が
、
倫
理
的
諸
命
題
を
本
来
知
識
と
し
て
は
全
く
無
意
味
な
単
な
る
感
情
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に

還
元
す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
衝
撃
は
、
ま
さ
に
こ
の
国
［
イ
ギ
リ
ス
］
の
政
治
学
に
と
っ
て
か
つ
て
自
明
の
前
提
で
あ
っ
た
諸
概
念
に
襲
い
か

か
」（
四-

七-

八
）
っ
た
。
そ
し
て
、
福
田
の
見
る
と
こ
ろ
、
論
理
実
証
主
義
を
政
治
学
に
応
用
す
る
ウ
ェ
ル
ド
ン
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
ヘ

ア
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
遂
にpolitical	theory

そ
の
も
の
は
殆
ど
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
、
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旧
来
の
政
治
学
者
た
ち
は
「
相
対
主
義
、
敗
北
主
義
と
憤
る
声
」
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も
、
方
法
論
的
に
は
対
抗
で
き
ず
、「
学

説
史
研
究
の
精
密
化
」（
四-

八
）
に
逃
避
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

福
田
は
こ
う
し
た
論
理
実
証
主
義
に
よ
る
政
治
哲
学
の
破
壊
に
反
対
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
気
負
い
立
っ
た
分
析
哲
学
者
の
仕
事
が
、

伝
統
に
対
す
る
破
壊
に
と
ど
ま
り
、
現
に
人
間
が
一
定
の
価
値
体
系
の
も
と
に
倫
理
的
、
政
治
的
生
活
を
営
む
事
実
に
及
び
得
ぬ
以
上
、
一

切
の
偏
見
の
排
除
が
問
題
の
現
実
的
解
決
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
来
求
め
ら
れ
る
「
課
題
は
自
己
の
思
想
体
系
の
歴
史
的
吟

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

味
、
体
制
の
政
治
状
況
に
適
合
し
た
原
理
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
同
上
、
傍
点
筆
者
）
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
福
田
の
見
る
と
こ
ろ
、「
政
治
哲
学
の
終
焉
」
の
中
で
も
「
比
較
的
ひ
ろ
い
期
待
」（
同
上
）
を
集
め
て
い
る
者
こ
そ
バ
ー
リ
ン

で
あ
っ
た
。
福
田
の
評
す
る
と
こ
ろ
、「
本
来
哲
学
者
で
あ
る
バ
ー
リ
ン
は
、
言
語
分
析
の
哲
学
の
主
張
す
る
概
念
の
よ
り
明
確
な
使
用
に

は
反
対
し
な
い
で
、
そ
の
基
準
を
論
理
主
義
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
、
む
し
ろ
政
治
的
判
断
に
ひ
そ
む
、
常
識
性
の
重
要
を
指
摘
す
る
」（
四

-

九
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
バ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
の
情
報
を
福
田
は
こ
こ
で
は
残
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
福
田
に
と
っ
て
は
未
だ

バ
ー
リ
ン
が
「
如
何
な
るtheory

を
積
極
化
す
る
か
は
将
来
の
問
題
」（
四-

八
）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九

五
八
年
一
〇
月
三
一
日
に
バ
ー
リ
ン
は
有
名
な
「
二
つ
の
自
由
概
念
」
を
チ
チ
ェ
レ
社
会
・
政
治
理
論
講
座
の
就
任
講
演
と
し
て
行
う
が
、

福
田
が
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
は
そ
れ
に
約
九
ヶ
月
先
立
つ
一
九
五
八
年
一
月
七
日
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
バ
ー
リ
ン
は
少
な
く
と
も

我
々
が
今
知
っ
て
い
る
よ
う
な
政
治
理
論
家
バ
ー
リ
ン
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
バ
ー
リ
ン
の
政
治
理
論
な
い
し
政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
詳
し
い
叙
述
は
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
でSir	Isaiah	B

erlin

に
親
し
く
し
て
も
ら
っ
た（

11
（

」
と
後
に
福
田
は
語
り
、
し
か
も
バ
ー
リ
ン
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
明
言
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
福
田
はrepublica

とstato

と
い
っ
た
政
治
の
議
論
に
お
い
て
は
当
然
用
い
ら
れ
る
用
語
の
時
代
制
約
性
に
つ
い
て
、

バ
ー
リ
ン
に
教
え
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
る（

1（
（

。
し
か
し
、
バ
ー
リ
ン
が
福
田
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
政
治
学
史
上
の
用
語
の

問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
比
較
的
ひ
ろ
い
期
待
」（
四-

八
）
と
い
う
福
田
自
身
の
言
葉
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
実
証
主
義
が

吹
き
荒
れ
る
中
で
バ
ー
リ
ン
が
政
治
哲
学
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

バ
ー
リ
ン
の
指
し
示
し
た
政
治
哲
学
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
初
め
て
、
な
ぜ
福
田
がrepublica

やstato

と
い
っ
た
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
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た
の
か
、
そ
し
て
社
会
契
約
説
を
政
治
哲
学
と
し
て
描
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
我
々
は
当
時
バ
ー
リ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
の
状
況
を
ま
ず
は
再
構
成
し
、
次
に
バ
ー
リ
ン
が
そ
れ
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
政
治
哲
学
の
可
能
性
を
擁
護
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
福
田
に
与
え
た
影
響
を
推
察
し
よ
う
。

１　

イ
ギ
リ
ス
政
治
学
の
状
況
─
─
論
理
実
証
主
義
の
流
行

福
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
哲
学
界
は
、
論
理
実
証
主
義
が
有
力
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
例
え
ば
論
理
実
証
主
義
の

代
表
者
で
あ
っ
た
エ
イ
ヤ
ー
は
、
価
値
に
つ
い
て
の
命
題
は
事
実
に
よ
る
経
験
的
な
検
証
が
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
価
値
に
つ
い
て
の

判
断
は
「
道
徳
的
な
心
情
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（

11
（

」
と
主
張
し
た
（
い
わ
ゆ
る
価
値
情
緒
説
）。
我
々
が
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

あ
る
行
為
ａ
が
あ
る
道
徳
的
体
系
Ｔ
に
属
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
問
題
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
体
系
Ｔ
そ
の
も
の
が
他
の
道
徳
体
系

Ｕ
よ
り
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
問
い
そ
れ
自
体
が
事
実
の
問
題
で
は
な

く
価
値
判
断
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、「
事
実
の
問
題
か
ら
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
純
粋
な
価
値
の
問
題
を
取
り
扱
う

よ
う
に
な
る
と
我
々
に
は
論
証
の
手
段
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
故
に
こ
そ
我
々
は
最
後
に
は
単
に
口
ぎ
た
な
い
の
の
し
り
の
手
段
に

頼
る
の
み
と
な
る
の
で
あ
る（

11
（

」。

そ
し
て
、
論
理
実
証
主
義
的
な
発
想
を
政
治
学
に
応
用
し
た
の
が
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
『
政
治
の
論
理
』（
一
九
五
三
年
）
で
あ
っ
た（

11
（

。
エ
イ

ヤ
ー
が
編
集
す
る
ペ
リ
カ
ン
哲
学
叢
書
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
同
書
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
は
三
つ
の
幻
想

に
よ
っ
て
悪
し
き
「
形
而
上
学
」
に
犯
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、（
ⅰ
）
本
質
の
幻
想
、（
ⅱ
）
絶
対
基
準
の
幻
想
、（
ⅲ
）
幾

何
学
的
方
法
の
幻
想
で
あ
る
。（
ⅰ
）
こ
れ
ま
で
政
治
哲
学
者
は
イ
デ
ア
に
通
じ
る
こ
と
を
自
身
の
任
務
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
本
質
が

存
在
す
る
と
い
う
幻
想
に
基
づ
い
た
徒
労
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
、「
正
義
」
と
い
う
言
葉
は
「
日
常
使
わ
れ
て
い
る
他
の
大
半

の
語
と
同
様
（
…
…
）
唯
一
の
中
核
的
意
味
を
も
た
な
い（

11
（

」。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
中
核
的
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
広
く
役
立
つ
の
で
あ

る
。（
ⅱ
）
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
言
語
の
唯
一
の
中
核
的
意
味
を
探
そ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
あ
る
政
治
体
制
が
ほ
か
の
政
治
体

制
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
言
う
た
め
に
は
、
絶
対
的
な
基
準
が
必
要
だ
と
い
う
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
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よ
う
な
絶
対
的
な
基
準
は
必
要
な
い
。
ガ
リ
レ
イ
も
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
の
設
計
者
も
理
想
的
な
絶
対
基
準
を
も
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、「
か

れ
ら
の
時
計
を
直
す
の
に
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
示
唆
し
た
こ
と
は
な
い（

11
（

」。（
ⅲ
）
我
々
は
幾
何
学
的
原
理
を
一
つ
の
理
想
と
す
る
性
向

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
治
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
有
害
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
学
の
主
題
は
幾
何
学
よ
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
に
加
え

て
、
政
治
問
題
に
我
々
が
取
り
組
む
と
き
、
幾
何
学
の
よ
う
に
冷
静
に
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
そ
も
そ
も

幾
何
学
は
事
実
問
題
に
つ
い
て
の
必
然
か
つ
普
遍
的
真
理
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
一
つ
の
公
準
体
系
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
す
べ
て
の
領
域
に
適
用
可
能
で
、
す
べ
て
を
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
な
唯
一
絶
対
の
原
理
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。「
現
実
の
政
治
制
度
の
背
後
に
、
又
は
そ
れ
を
超
え
て
存
在
す
る
も
の
は
な
い

し
、
現
実
の
政
治
制
度
は
そ
の
超
越
的
存
在
の
表
現
で
も
、
模
写
で
も
、
実
現
で
も
な
い（

11
（

」。
で
は
、
本
質
や
絶
対
基
準
を
主
張
す
る
こ
と

が
現
代
の
政
治
哲
学
者
の
仕
事
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
仕
事
が
政
治
哲
学
者
に
は
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ウ
ェ
ル
ド
ン

に
よ
れ
ば
、
政
治
哲
学
者
の
仕
事
と
は
、
言
葉
の
混
乱
を
整
理
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
し
て
、
言
葉
の
混
乱
が
整
理
さ
れ
れ
ば
、
伝
統
的

な
政
治
哲
学
の
問
題
の
大
半
が
答
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
れ
ら
の
問
題
は
す
べ
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
経
験
上
の
困
難
を
、
混

乱
し
た
言
葉
で
定
式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い（

11
（

」
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
政
治
哲
学
者
は
言
葉
の
混
乱
が
整
理
さ
れ
た
後
は
お
役
御
免
な
の
で

あ
っ
て
、
解
く
の
は
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
答
え
は
存
在
す
る
経
験
的
問
題
に
政
治
的
問
題
は
す
べ
て
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
経
験
的
問
題
を

解
く
の
に
必
要
な
の
は
、
哲
学
者
な
ど
で
は
な
く
、「
政
治
制
度
に
関
す
る
著
述
家
と
政
治
家（

11
（

」
に
過
ぎ
な
い
。

松
元
雅
和
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
「
規
範
研
究
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
の
「
分
析
研
究
」
な
い
し
事
実
の
「
実
証
研
究
」

に
議
論
の
焦
点
が
あ
る
が（

1（
（

、
そ
れ
は
論
理
実
証
主
義
的
な
発
想
を
採
用
す
る
以
上
、
不
回
避
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
松
元
が
言
う

よ
う
に
、「
英
米
圏
の
分
析
的
政
治
哲
学
が
辿
っ
た
歴
史
的
展
開
の
一
時
期
に
、
政
治
哲
学
者
は
〈
規
範
研
究
〉
か
ら
撤
退
し
、〈
分
析
研

究
〉
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（

11
（

」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
撤
退
は
長
く
は
続
か
ず
、
一
九
七
一
年
に
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義

論
』
が
出
版
さ
れ
る
と
価
値
情
緒
説
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
て
い
た
「
規
範
研
究
」
は
息
を
吹
き
返
し
て
、
む
し
ろ
「
規
範
研
究
」
が
分
析
的

政
治
哲
学
の
主
戦
場
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、ま
さ
し
く
バ
ー
リ
ン
こ
そ
論
理
実
証
主
義
が
未
だ
健
在
で
あ
っ
た
当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
と
は
全
く
異
な
っ
た
形
で
「
規
範
研
究
」
を
展
開
し
て
い
た
政
治
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
バ
ー
リ
ン
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の
「
規
範
研
究
」
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
の
が
福
田
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
以
上
、
バ
ー
リ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
再
構

成
で
き
た
の
で
、
以
下
で
は
バ
ー
リ
ン
が
論
理
実
証
主
義
に
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
、「
規
範
研
究
」
を
展
開
し
た
か
を
見
よ
う
。

２　

バ
ー
リ
ン
と
論
理
実
証
主
義
─
─
政
治
理
論
（
哲
学
）
の
可
能
性

バ
ー
リ
ン
は
福
田
が
述
べ
る
よ
う
に
「
元
来
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
論
理
実
証
主
義
批
判
か
ら
始
め
て
い
る
。「
検

証
」（
一
九
三
九
年
）、「
経
験
的
命
題
と
仮
定
的
言
明
」（
一
九
五
〇
年
）
と
「
論
理
的
翻
訳
」（
同
年
）
に
お
い
て
、
バ
ー
リ
ン
は
論
理
実
証
主

義
の
前
提
に
対
し
て
仮
借
な
い
攻
撃
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
最
後
の
「
論
理
的
翻
訳
」
か
ら
そ
の
攻
撃
の
要
点
を
確
認
し
よ
う（

11
（

。

バ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
で
、
頑
強
で
、
単
純
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
偽
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
経
験
的
命
題
の
理
想
は

「
幻
想
」
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
想
の
追
求
に
潜
む
「
巨
大
な
誤
謬
（gigantic	fallacy

）」
は
哲
学
者
た
ち
を
「
よ
く
似
た
二
つ
の
道
」
に

誘
う
。
し
か
し
、
そ
の
二
つ
の
道
は
ど
ち
ら
と
も
「
袋
小
路
」
に
行
き
着
く
（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
道
を
バ
ー
リ
ン

は
「
収
縮
的
方
法
（deflationary	m

ethod
）」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）
と
「
膨
張
的
方
法
（inflationary	m

ethod

）」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）
と
呼
ん
で
い
る
。「
収

縮
的
方
法
」
と
は
、
唯
一
の
真
正
な
命
題
と
は
肯
定
的
（affirm

ative

）
で
、
単
一
（singular

）
で
、
断
言
的
（categorical

）
で
、
経
験
的

（em
pirical

）
で
あ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
形
態
の
命
題
を
こ
う
し
た
単
純
な
命
題
へ
と
還
元
で
き
る
と
想
定
す

る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
あ
る
選
ば
れ
た
モ
デ
ル
、
例
え
ば
「
ア
ト
ム
的
な
」、
つ
ま
り
、
こ
れ
以
上
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

頑
強
な
命
題
と
い
う
「
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
」
に
様
々
な
形
態
の
命
題
を
無
理
矢
理
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。
そ
し
て
こ
の

無
理
な
当
て
嵌
め
に
よ
っ
て
、
現
に
あ
る
は
ず
の
豊
穣
な
意
味
の
世
界
は
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
き
、
そ
の
結
果
、「
意
味
の
欠
如
（devoid	of	

m
eaning

）」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
方
法
で
は
、
現
に
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
ナ
ニ
カ
─
─
テ
ー

ブ
ル
そ
の
も
の
あ
る
い
は
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
─
─
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
う
る
命
題
し
か
真
の
命
題
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
過
去
と

未
来
の
経
験
も
、
他
人
の
経
験
も
す
べ
て
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（ibid.
）。

一
方
、「
膨
張
的
方
法
」
で
は
「
収
縮
的
方
法
」
と
は
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
基
準
は
取
ら
れ
ず
に
す
べ
て
の
命
題
は
真
正
な
命
題

だ
と
認
め
ら
れ
る
（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。
し
か
し
、
こ
の
「
膨
張
的
方
法
」
は
存
在
者
の
過
剰
な
増
殖
を
招
い
て
し
ま
う
。「
科
学
的
、
数
学
的
、
詩
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的
、
そ
の
他
様
々
な
形
で
可
能
な
連
想
ゲ
ー
ム
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
神
話
的
で
紋
章
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
化
け
物
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
形

で
論
理
的
に
一
貫
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（ibid.

）
が
際
限
な
く
増
殖
し
、
そ
の
膨
張
の
過
程
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、

「
い
ん
ち
き
な
対
象

0

0

の
増
殖
は
創
造
者
に
と
っ
て
も
手
に
負
え
な
い
も
の
と
な
る
。
想
像
力
の
自
由
な
使
用
は
無
制
約
に
発
見
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。

こ
う
し
て
、「
収
縮
的
方
法
」
も
「
膨
張
的
方
法
」
も
そ
れ
ぞ
れ
袋
小
路
に
行
き
着
く
が
、
バ
ー
リ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
行
き
詰
ま

り
に
は
両
者
に
共
通
す
る
原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
対
応
モ
デ
ル
」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）
の
想
定
で
あ
る
。「
収
縮
的
方
法
」
に
お
い
て
、
良
い
命

題
と
は
謂
わ
ば
「
現
実
世
界
に
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
で
向
き
合
っ
て
い
る
」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）
も
の
で
あ
っ
た
一
方
で
、「
膨
張
的
方

法
」
は
す
べ
て
の
命
題
が
何
ら
か
の
対
象
を
表
現
し
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
（ibid.

）。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
命
題
と
現
実
世
界
と
が
対
応

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

バ
ー
リ
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
ア
ル
コ
ト
が
真
あ
る
い
は
偽
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
過
去
あ
る
い
は
未
来
、
つ
ま
り
、
此

処
で
も
な
け
れ
ば
今
で
も
な
い
存
在
（entity
）
と
、
そ
の
ア
ル
コ
ト
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
参
照
し

て
い
る
対
象
よ
り
も
広
い
領
域
に
ア
ル
コ
ト
を
関
連
付
け
る
こ
と
で
あ
る
」（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。「
此
処
・
今
」
と
い
う
世
界
と
の
対
応
で
は
な
く

「
他
の
領
域
」、
つ
ま
り
他
の
有
意
味
な
経
験
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
ア
ル
コ
ト
の
真
偽
を
我
々
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
森
達
也
が
ま
と
め
る
よ
う
に
、「
個
々
の
命
題
を
有
意
味
性
の
単
位
と
し
た
フ
レ
ー
ゲ
、
ラ
ッ
セ
ル
、
エ
イ
ヤ
ー
ら
と
は
こ
と

な
り
、
バ
ー
リ
ン
は
所
与
の
言
語
全
体
を
有
意
味
性
の
単
位
と
す
る
全
体
論
（holism

）
の
立
場
に
立
つ（

11
（

」
と
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
バ
ー
リ
ン
は
論
理
実
証
主
義
へ
の
批
判
に
よ
っ
て
辿
り
着
い
た
こ
の
全
体
論
的
発
想
を
時
間
軸
上
に
展
開
し
、
哲
学
・
思
想

史
研
究
に
応
用
す
る
。
バ
ー
リ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
我
々
は
過
去
か
ら
の
時
間
的
・
歴
史
的
遺
産
を
引
き
継
い
で
今
を
生
き
て
い
る
。

従
っ
て
、
我
々
は
「
外
部
の
観
察
者
」（
Ｃ
Ｃ-

（（（
）
で
は
な
く
、
全
体
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々

は
過
去
の
「
経
験
の
形
式
」（ibid.

）
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
経
験
の
形
式
」
を
論
理
実
証
主
義
者
が

想
定
す
る
よ
う
に
「
検
証
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
経
験
の
「
網
の
目
は
あ
ま
り
に
複
雑
で
、
そ
の
諸
要
素
は
あ
ま
り
に
多
く
、
少

な
く
と
も
簡
単
に
は
分
離
で
き
な
い
」（
Ｃ
Ｃ-

（（（
）。
そ
の
た
め
、「
我
々
は
数
え
上
げ
る
の
が
文
字
通
り
不
可
能
な
糸
た
ち
─
─
そ
れ
は
一
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般
的
な
い
し
特
殊
な
信
念
を
含
ん
で
い
る
─
─
に
よ
っ
て
編
み
上
げ
ら
れ
た
織
物
全
体
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
原
理
上
、
そ
の
織
物

全
体
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
織
物
全
体
こ
そ
我
々
が
始
ま
る
場
所
で
あ
り
、
終
わ
る
場
所
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
」（
Ｃ
Ｃ-

（（0
）。
つ
ま
り
、「
織
物
全
体
」
の
外
部
に
あ
る
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」（ibid.

）
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ア

ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
が
不
在
で
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
は
歴
史
を
「
理
解
（V

erstehen

）」（
Ｃ
Ｃ-

（（（
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ー
リ
ン
が

言
う
に
は
、「
こ
の
種
の
過
去
へ
の
想
像
力
豊
か
な
自
己
投
影
、
つ
ま
り
、
観
察
者
自
身
の
概
念
と
範
疇
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
手
段
に
よ
っ

て
、
観
察
者
と
は
異
な
る
概
念
と
範
疇
と
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
成
功
し
始
め
て
い
る
か
ど
う
か
さ
え
分
か
ら
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
断
念
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
作
業
な
の
で
あ
る
」（
Ｃ
Ｃ-

（（（-

（11
）。

そ
し
て
、
バ
ー
リ
ン
は
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
の
不
在
を
前
提
と
し
た
歴
史
「
理
解
」、
つ
ま
り
、
過
去
か
ら
自
身
と
は
異
な
っ
た
「
概

念
と
範
疇
」
を
捉
え
る
こ
と
を
「
哲
学
の
目
的
」
と
見
な
し
て
い
る
。
福
田
の
留
学
前
に
行
わ
れ
た
「
哲
学
と
信
念
」（
一
九
五
五
年
）
と
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
バ
ー
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
哲
学
者
た
ち
の
仕
事
の
一
つ
は
、
あ
る
所
与
の
論
理
的
、
形
而
上
的
、

科
学
的
教
義
と
倫
理
的
、
政
治
的
教
義
と
の
適
合
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る（

11
（

」。
そ
し
て
、
福
田
の
留
学
後
の
「
哲
学
の
目
的
」（
一
九
六

二
年
）
で
は
、
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
次
の
よ
う
に
再
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

哲
学
の
仕
事
─
─
し
ば
し
ば
困
難
で
苦
し
い
仕
事
─
─
は
、
人
間
が
思
考
す
る
に
さ
い
し
て
用
い
て
い
る
隠
れ
た
範
疇
と
モ
デ
ル
、
つ

ま
り
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
や
そ
の
他
の
シ
ン
ボ
ル
の
使
用
を
取
り
出
し
て
こ
れ
を
明
る
み
に
さ
ら
し
、
そ
の
不
明
瞭
な
点
や
矛
盾
す
る
点

を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
哲
学
の
仕
事
は
、
経
験
を
秩
序
づ
け
記
述
し
説
明
す
る
よ
り

0

0

適
切
な
方
法
を
組
み
立
て
る
上

で
障
碍
と
な
る
よ
う
な
モ
デ
ル
相
互
間
の
不
整
合
を
識
別
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。

し
か
も
、
こ
う
し
た
「
哲
学
の
仕
事
」
は
「
隠
れ
た
範
疇
と
モ
デ
ル
」
を
た
だ
暴
露
す
る
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
効
果
し
か
持
た
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
暴
露
を
通
じ
て
よ
り
多
く
の
惨
禍
を
避
け
る
と
い
う
積
極
的
な
効
果
も
持
つ
。
少
し
長
い
が
、
バ
ー
リ
ン

の
言
を
聞
こ
う
。

（
（（
）
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或
る
モ
デ
ル
を
機
械
的
に
で
あ
れ
無
意
識
に
で
あ
れ
熟
慮
の
う
え
で
あ
れ
、
そ
れ
が
有
効
に
機
能
し
な
い
場
所
に
適
用
す
る
と
こ
ろ

に
、
人
間
の
悲
惨
と
挫
折
の
多
く
は
起
因
す
る
。
現
代
に
お
い
て
全
体
主
義
的
理
論
家
た
ち
が
、
有
機
体
モ
デ
ル
を
政
治
の
世
界
で
さ

か
ん
に
用
い
た
り
、
国ス

テ

イ

ト

家
機
構
を
芸
術
作
品
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
独
裁
者
を
霊
感
に
よ
っ
て
人
間
生
活
を
自
由
に
型
ど
る
者
と
描
写
し

た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
苦
難
が
惹
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
か
。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
も
、
子
に
対
す
る
父

の
権
威
と
い
う
原
型
に
倣
っ
て
型
ど
ら
れ
た
暗
喩
や
モ
デ
ル
を
、
社
会
関
係
、
と
く
に
国
家
に
お
け
る
支
配
者
の
臣
民
に
対
す
る
関
係

や
、
俗
人
に
対
す
る
聖
職
者
の
関
係
に
誇
張
し
て
適
用
し
た
結
果
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
害
悪
と
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ

た
か
を
、
一
体
誰
が
告
げ
得
よ
う
（
Ｃ
Ｃ-

（（
）。

「
隠
れ
た
範
疇
と
モ
デ
ル
」
の
暴
露
と
、
そ
れ
に
よ
る
惨
禍
の
回
避
と
い
う
「
哲
学
の
目
的
」
こ
そ
、
論
理
実
証
主
義
が
吹
き
荒
れ
る
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
「
比
較
的
ひ
ろ
い
期
待
」（
四-

八
）
を
集
め
て
い
た
バ
ー
リ
ン
が
福
田
に
与
え
た
根
本
的
な
影
響
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
し
く
福
田
が
『
原
理
』
の
第
二
部
で
試
み
た
こ
と
は
、
社
会
契
約
説
と
い
う
モ
デ
ル
の
「
原
理
的
強
化
」（
二-

ⅸ
）
に
よ
る
歴
史
的
抽
出
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
神
話
と
有
機
体
と
い
う
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
正
統
性
を
得
て
い
た
大
日
本
帝
国
に
対
す
る

批
判
の
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
田
は
『
原
理
』
の
「
序
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
の
営
為
と
し

て
の
文
化
が
巨
大
な
既
成
事
実
と
し
て
人
間
に
対
立
す
る
と
き
、
こ
の
自
覚
は
い
か
に
失
わ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
神
秘
化
は
い

か
に
容
易
に
人
間
を
さ
ら
い
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
す
で
に
過
ぐ
る
大
戦
に
お
い
て
遺
憾
な
く
こ
の
悲
劇
に
立
会
っ
て
来
た
」（
二

-

xii
）。
福
田
に
と
っ
て
、
神
話
・
有
機
体
モ
デ
ル
の
暴
走
こ
そ
大
戦
の
悲
劇
の
引
き
金
で
あ
っ
た
。
大
日
本
帝
国
の
破
産
の
あ
と
、
神
話
・

有
機
体
モ
デ
ル
に
基
づ
く
帝
国
憲
法
に
代
え
て
社
会
契
約
説
モ
デ
ル
に
基
づ
く
日
本
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
が
、
後
者
の
社
会
契
約
説
モ
デ

ル
の
ほ
う
が
神
話
・
有
機
体
モ
デ
ル
よ
り
現
実
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
福
田
に
は
思
え
た
に
違
い
な
い
。「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
学
」

で
「
課
題
は
自
己
の
思
想
体
系
の
歴
史
的
吟
味
、
体
制
の
政
治
状
況
に
適
合
し
た
原
理
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（
四-

八
）
と
論
理
実
証
主

義
を
批
判
し
て
い
た
言
葉
は
、
以
上
の
事
情
を
踏
ま
え
た
発
言
で
あ
ろ
う
。
戦
後
日
本
と
い
う
「
体
制
の
政
治
状
況
」、
そ
し
て
そ
れ
に
「
適

合
し
た
原
理
の
創
造
」、
つ
ま
り
、
社
会
契
約
説
と
い
う
モ
デ
ル
の
「
原
理
的
強
化
」
に
よ
る
創
造
が
「
思
想
体
系
の
歴
史
的
吟
味
」
に
よ
っ

（
（（
）
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て
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
福
田
の
真
意
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

11
（

。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
原
理
的
強
化
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
社
会
契
約
説
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
福
田
は
南
原
の
政
治
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
『
原
理
』
の
第
二
部
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
原
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
政
治
思
想
に
お
け
る

西
欧
と
日
本
（
上
）』
の
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
「
お
こ
と
わ
り
」
か
ら
窺
え
る
。

筆
者
の
性
癖
と
個
人
的
事
情
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ド
ラ
フ
ト
を
さ
ら
に
圧
縮
し
て
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
う
ち
に
さ
ら
に
註
を
付
し
得
る

よ
う
改
稿
す
る
だ
け
の
時
間
を
見
出
し
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
に
一
切
の
註
を
省
き
な
が
ら
、
し
か
も
許
さ
れ
た
紙
幅
を
は
る

か
に
超
え
て
し
ま
っ
た
不
始
末
に
つ
い
て
は
、
南
原
先
生
と
読
者
と
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
な

い
ま
ま
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
」
に
示
さ
れ
た
先
生
の
体
系
に
覚
束
な
い
批
判
を
試
み
た
筆
者
の
負
債
感
が
こ
の
よ
う
な
非
常
識
を

敢
え
て
さ
せ
た
次
第
で
す
。
な
る
べ
く
早
い
機
会
に
こ
の
ド
ラ
フ
ト
を
完
全
な
形
で
公
表
す
る
こ
と
を
お
約
束
し
て
、
御
許
し
を
仰
ぎ

た
く
願
っ
て
お
り
ま
す（

11
（

。

こ
こ
で
一
度
時
系
列
を
整
理
す
る
と
、
福
田
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
バ
ー
リ
ン
と
出
会
っ
た
の
が
註
（（
で
指
摘
し
た
手
紙
を
見
る
限
り

一
九
五
七
年
で
、
以
上
の
引
用
で
の
「
覚
束
な
い
批
判
」
が
意
味
す
る
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
」
に
つ
い
て
の
書
評
（「
ド
イ
ツ
理
想
主
義
と

現
代
政
治
哲
学
の
問
題
─
─
南
原
繁
著
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』
を
読
む
」）
が
一
九
五
九
年
に
、
そ
し
て
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」

が
一
九
六
一
年
に
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
系
列
の
整
理
と
以
上
の
引
用
か
ら
窺
え
る
の
は
、
先
の
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
南
原
へ
の
対

抗
意
識
の
も
と
歴
史
的
な
社
会
契
約
説
研
究
を
既
に
進
め
て
い
た
福
田
は
、
バ
ー
リ
ン
と
出
会
う
こ
と
で
南
原
と
は
異
な
っ
た
形
で
自
身
の

歴
史
的
な
社
会
契
約
説
研
究
を
政
治
哲
学
に
彫
琢
で
き
る
可
能
性
に
気
づ
き
、
そ
し
て
そ
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
書
評
で
南
原
を
批
判
し
、

最
終
的
に
そ
の
批
判
を
よ
り
具
体
化
す
べ
く
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
福
田
の
思
索
の
展
開

に
バ
ー
リ
ン
が
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
南
原
に
対
す
る
面
と
向
か
っ
て
の
批
判
に
際
し
て
福
田
を
大
い
に
勇
気
づ
け
た
の
は
間
違
い
な

い
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
南
原
批
判
と
繋
が
っ
て
い
る
の
が
、
福
田
が
バ
ー
リ
ン
か
ら
教
え
ら
れ
た
と
語
るrepublica

とstato

と
い
っ
た
用

語
の
時
代
制
約
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
福
田
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、stato

と
い
う
元
来
は
権
力
機
構
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ

た
言
葉
が
、
い
つ
の
間
に
か
国
民
国
家
（N

ation	State

）
と
い
う
言
葉
に
変
化
す
る
こ
と
で
、
同
一
の
民
族
で
あ
る
国
民
全
員
を
国
家
の
構

成
員
と
す
る
人
的
な
団
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
同
じ
訳
語
の
「
国
家
」
が
当
て
ら
れ
る
に
し
て

も
、「
人
的
な
団
体
」
と
「
権
力
機
構
」
と
で
は
持
つ
意
味
合
い
が
相
当
程
度
異
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
問
題
を
考
え
た
と
き
、

南
原
が
自
身
の
政
治
哲
学
の
中
心
概
念
と
し
て
用
い
た
「
価
値
」
と
い
う
超
時
間
的
な
言
葉
を
思
想
史
に
援
用
す
る
の
は
不
可
能
と
な
る
。

福
田
が
言
う
に
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
二
元
論
で
あ
っ
て
、
存
在
と
価
値
と
を
分
け
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
新
カ

ン
ト
派
の
学
者
が
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
原
典
に
あ
た
っ
て
み
れ
ば
、
ア
ク
シ
オ
ス
と
い
う
言
葉
を
新
カ
ン
ト
派

が
使
う
よ
う
な
意
味
で
使
っ
た
例
は
皆
無（

1（
（

」
で
あ
り
、
価
値
と
い
う
言
葉
が
意
味
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
資
本
主
義

的
な
も
の
の
見
方
が
浸
透
し
、「
人
生
で
最
も
尊
い
も
の
さ
え
生
活
経
験
に
訴
え
て
説
明
を
す
る
に
は
価
値
な
ど
と
い
う
言
葉
が
大
変
便
利

に
な
っ
た（

11
（

」
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
福
田
が
結
論
づ
け
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
「
自
覚
し
な
い
ま
ま
で
こ
う
い
う
言
葉
を

通
時
的
に
使
う
と
歴
史
と
し
て
は
誠
に
安
易
な
も
の
に
な
る（

11
（

」
こ
と
は
免
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
眞
田
と
南
原
と
い
う
二
人
の
新
カ
ン
ト
主
義
者
に
よ
っ
て
哲
学
に
目
覚
め
た
福
田
は
、
つ
い
に
価
値
哲
学
の
根
幹
た
る

価
値
と
い
う
超
時
間
的
な
概
念
を
退
け
る
に
至
っ
た
。
南
原
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』（
一
九
五
九
年
）
と
『
政
治
哲
学
序
説
』（
一
九
七

三
年
）
は
価
値
哲
学
に
基
づ
い
て
政
治
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
南
原
が
そ
こ
で
主
張
し
て
い
る
国
民
共
同
体

論
を
福
田
は
批
判
し
て
い
る
。

南
原
に
よ
れ
ば
、「
政
治
は
そ
れ
自
ら
文
化
価
値
た
る
正
義
に
根
拠
し
、
超
個
人
的
な
社
会
的
価
値
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
根
本
に
お
い
て
人
類
の
全
生
活
の
完
成
を
内
容
と
す
る
文
化
理
念
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
っ
て
、
文
化
の
包
括
的
基
盤
を
前
提
と
す

る（
11
（

」。
こ
こ
で
呼
び
出
さ
れ
る
概
念
こ
そ
、
正
義
と
い
う
文
化
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
「
文
化
の
包
括
的
基
盤
」
た
る
国
民
共
同
体
論
で

あ
っ
た
。
南
原
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
民
族
は
個
人
と
人
類
と
の
間
の
紐
帯
で
あ
っ
て
、
人
類
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
や
が
て
克
服
さ
る

べ
き
過
程
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
事
物
の
永
遠
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
称
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。［
改
行
］
か
よ
う
な
民
族
は
必
ず
や
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そ
れ
を
一
つ
の
政
治
的
「
国
民
」
と
し
て
共
同
の
意
識
と
自
覚
に
結
び
つ
け
る（

11
（

」。
こ
う
し
て
、
国
民
国
家
な
い
し
国
民
共
同
体
論
は
、
価

値
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
る
こ
と
で
永
遠
の
秩
序
と
化
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
福
田
は
む
し
ろ
国
民
国
家
が
限
界
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
主
権
国
家
を
相
対
化
し
、
擬
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
し

い
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
」（
四-

二
一
六
）
と
主
張
す
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、
国
民
国
家
は
決
し
て
永
遠
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。

現
代
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
な
ど
の
問
題
に
「
対
応
す
る
に
は
国
家
Ｓ
［
権
力
機
構
と
し
て
のstato

］
の
既
成
概
念
、
わ
け
て
も
主
権
の
そ
れ
に

固
執
し
な
い
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
国
民
国
家
に
つ
い
て
の
擬
制
の
自
覚
は
、
こ
の
困
難
な
課
題
に
立
ち
向
か

う
た
め
の
知
的
前
提
で
あ
る
」（
四-

三
〇
〇
）。
し
か
し
、
南
原
の
政
治
哲
学
は
価
値
に
基
づ
い
て
「
全
体
の
統
制
と
管
理
は
国
民
共
同
体
の

名
に
お
い
て
、
国
家
が
確
然
と
把
持
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

」
と
主
張
し
、
国
民
国
家
に
主
権
が
属
す
る
こ
と
を
自
明
視
し
て

い
る
。

戦
時
中
に
お
い
て
は
、
超
時
間
的
な
価
値
に
基
づ
い
た
南
原
の
政
治
哲
学
は
時
流
に
抗
す
る
だ
け
の
規
範
力
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

戦
後
に
な
る
と
、
そ
の
超
時
間
性
が
ゆ
え
に
国
民
国
家
を
永
遠
の
秩
序
と
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
福
田
は
南
原
の
政
治
哲
学
が

持
ち
得
た
規
範
性
に
は
深
く
感
銘
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
規
範
性
を
絶
対
的
な
価
値
に
基
づ
か
せ
て
超
時
間
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
歴

史
に
基
づ
か
せ
て
あ
る
程
度
相
対
的
な
も
の
と
し
た
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、「
課
題
は
自
己
の
思
想
体
系
の
歴
史
的
吟
味
、
体
制
の
政
治
状

況
に
適
合
し
た
原
理
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
原
理
が
政
治
状
況
に
適
合
す
る
か
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
国
民
国
家
そ
の
も
の
が
む
し
ろ
問
題
化
し
て
い
く
戦
後
に
お
い
て
は
国
民
国
家
を
聖
別
す
る
南
原
の
政
治
哲
学
は
も
は
や
適

合
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
福
田
に
よ
れ
ば
戦
後
に
適
合
す
る
原
理
こ
そ
、
既
存
の
秩
序
を
解
体
し
て
も
再
度
秩
序
を
組
み
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
契
約
説
と
い
う
政
治
哲
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

以
上
、
福
田
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
留
学
で
受
け
た
衝
撃
と
バ
ー
リ
ン
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下

で
は
、
そ
う
し
た
福
田
の
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
が
戦
後
日
本
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
福
田
の
時
論
的
発
言
に
ど
の
よ
う
に

現
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
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六　

六
〇
年
安
保
闘
争
─
─
正
統
性
へ
の
問
い

一
九
六
〇
年
、
日
本
は
安
保
闘
争
に
揺
れ
て
い
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
と
き
、
福
田
は
『
原
理
』
の
第
二
部
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契

約
説
」
に
当
た
る
論
文
を
執
筆
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
該
論
文
は
翌
年
の
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
る
『
政
治
思

想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
福
田
の
時
論
的
発
言
は
「
政
治
哲
学
と
し
て
の

社
会
契
約
説
」
の
成
果
が
応
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節
で
既
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
福
田
は
社
会
契
約
説
の
実
践
主
体
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
高
く
評
価
し
て
い
た
（
十-

二
六

〇
）。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
日
本
で
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
よ
う
な
革
命
は
起
き
ず
、
人
間
個
人
が
新
た
に
秩
序
を
一
か
ら
作
り
上
げ
る
と

い
う
歴
史
的
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
敗
戦
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
は
革
命
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
い
く
つ
か
の
修
正
が
自
発
的
に
行
わ
れ
た
と
は
い
え
、
大
部
分
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
い
う
「
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
秩
序
」
で
あ
り
、
同
時
代
に

松
下
圭
一
が
評
し
た
よ
う
に
「
外
か
ら
の
革
命（

11
（

」
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
福
田
は
一
九
六
〇
年
の
安
保
闘
争
を
、
こ
の
よ
う
な
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
的
な
経
験
、
つ
ま
り
秩
序
を
一
か
ら
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
経
験
を
日
本
国
民
が
持
つ
に
至
っ
た
、
あ
る
い
は
持
と
う
と
し
て
い

る
記
念
的
な
出
来
事
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
安
保
闘
争
の
直
後
で
あ
る
一
九
六
〇
年
八
月
の
『
中
央
公
論
』
で
の
座
談
会
に
お
い
て
、
福

田
は
同
年
五
月
一
九
日
の
新
安
保
条
約
の
強
行
採
決
以
降
、
政
治
的
争
点
が
安
保
条
約
の
是
非
か
ら
「
民
主
主
義
あ
る
い
は
議
会
政
治
そ
の

も
の
が
主
要
な
課
題
と
な
っ
た（

11
（

」
こ
と
を
指
摘
し
、「
日
本
の
議
会
主
義
が
初
め
て
民
衆
の
も
の
に
な
り
、
与
え
ら
れ
た
憲
法
が
初
め
て
か

ち
取
ら
れ
た
憲
法
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で
民
主
主
義
の
最
大
の
好
機
が
作
り
出
さ
れ
た（

11
（

」
と
主
張
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
安
保
闘
争
は
合

法
性
と
い
う
形
式
を
超
え
た
正
統
性
に
対
す
る
疑
義
申
し
立
て
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
さ
ら
に
重
要
で
あ
っ
た
。
福
田
が
言
う
に
は
、「「
合

法
性
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
今
で
は
「
合
法
性
」
で
は
な
く
、
権
力
の
正
当
性
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て

い
る（

1（
（

」。
さ
ら
に
、
福
田
が
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
安
保
闘
争
が
決
し
て
既
存
の
組
織
や
政
党
に
よ
っ
て
計
画
的
に
動
員
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
年
六
月
の
別
の
座
談
会
で
は
、
福
田
は
五
月
一
九
日
の
強
行
採
決
と
そ
れ
に
引
き
続
く
大
規
模
な
デ
モ
に
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よ
っ
て
「
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
肉
体
を
獲
得
し
た（

11
（

」
と
述
べ
、「
こ
れ
は
巨
大
な
思
想
革
命（

11
（

」
と
ま
で
高
く
評
価
し
て
い
る
。
同
じ
座

談
会
に
出
席
し
て
い
た
石
田
雄
の
「
全
然
組
織
ぎ
ら
い
だ
っ
た
層
が
、
自
分
た
ち
で
組
織
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

素
人
な
が
ら
、
新
し
い
組
織
づ
く
り
の
方
法
を
自
分
で
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ（

11
（

」
と
い
う
発
言
に
福
田
は
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
［
＝
い
つ
岸
政
権
の
横
暴
を
食
い
止
め
る
か
］
の
感
覚
が
、
組
織
を
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し

て
受
け
と
る
立
場
か
ら
、
ど
ん
な
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
で
も
い
い
か
ら
、
み
ず
か
ら
オ
ル
グ
と
し
て
動
く
よ
り
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
一
人
一
党
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
市
民
精
神
だ（

11
（

」。

以
上
の
よ
う
な
安
保
運
動
に
対
す
る
高
い
評
価
に
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
成
果
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
特
に
、
安
保
闘
争
は
合
法
性
で
は
な
く
正
統
性
に
つ
い
て
の
抗
議
で
あ
る
と
見
な
し
た
こ
と
、
そ
し
て
既
存
の
組
織
に
頼
ら
ず
に
小
組

織
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
、「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ

ま
り
、
安
保
闘
争
に
よ
っ
て
日
本
人
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
よ
う
に
行
動
し
、「
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
秩
序
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
日
本
国
憲
法

を
内
在
化
し
、
新
た
な
秩
序
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
福
田
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
に
比
す
べ
き
「
思
想
革

命
」
で
あ
り
、
社
会
契
約
の
可
能
性
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
一
年
に
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
を
世
に
出
し
た
と
き
、
福
田
の
前
途
は
明
る
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
困
難
は

あ
る
。
し
か
し
、
安
保
闘
争
の
国
民
的
運
動
の
盛
り
上
が
り
は
日
本
国
民
に
「
思
想
革
命
」
を
引
き
起
こ
さ
せ
、
日
本
国
憲
法
は
外
部
か
ら

与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
自
発
的
に
勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
、
実
際
の
前
途
は
決
し
て
明
る
く
は
な
か
っ
た
。「
思
想
革
命
」

は
退
潮
し
、
自
発
的
結
社
の
伝
統
は
日
本
に
根
付
か
な
か
っ
た
。『
福
田
歓
一
著
作
集
』
最
終
巻
の
最
終
論
文
「
最
近
のcivil	society

論
と

政
治
学
史
の
視
点
」（
一
九
九
八
年
）
で
は
日
本
の
自
発
的
結
社
の
伝
統
の
弱
さ
を
嘆
き
つ
つ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
に
お
い
て
体
制
の
モ
デ

ル
で
あ
っ
た
自
発
的
結
社
の
原
型
が
、
個
人
の
自
覚
的
結
合
と
し
て
の
セ
ク
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
稿
を
閉
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
自
発
的
結
社
へ
の
望
み
が
絶
た
れ
る
の
と
平
行
し
て
、
政
治
制
度
を
通
じ
た
政
治
の
再
生
が
言
論
空
間
の
中
で
力
を
持
ち
始
め
る

が
、
以
上
の
事
情
に
つ
い
て
別
稿
を
期
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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七　

ま
と
め

本
稿
は
四
つ
の
視
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
①
眞
田
と
南
原
と
い
う
二
人
の
カ
ン
ト
主
義
者
と
の
出
会
い
、
②
大
日
本
帝
国
の
瓦
解
と
日
本
国

憲
法
の
発
布
、
③
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
の
留
学
と
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
と
の
邂
逅
、
④
六
〇
年
安
保
闘
争
の
経
験
と
い
う
視
点
か
ら

「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」
の
誕
生
過
程
お
よ
び
そ
の
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
。

「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
は
太
平
洋
戦
争
、
日
本
国
憲
法
、
論
理
実
証
主
義
、
六
〇
年
安
保
闘
争
と
い
っ
た
歴
史
的
経
験
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、

そ
の
後
の
西
洋
政
治
思
想
史
研
究
の
解
釈
範
型
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き

対
象
で
も
で
あ
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
共
同
体
主
義
か
ら
は
菊
池
理
夫
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
立
場
か
ら
は
半
澤
孝
麿
の
、
権
力

論
か
ら
は
杉
田
敦
の
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
れ
ら
の
批
判
と
そ
れ
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
福
田
の
応
答
に
つ
い
て
述

べ
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
別
稿
を
期
し
た
い（

11
（

。

［
引
用
に
つ
い
て
］

『
福
田
歓
一
著
作
集
』（
岩
波
書
店
）
か
ら
引
用
す
る
際
は
（
巻
数-
頁
数
）
の
略
号
を
、Berlin,	Isaiah,	C

oncepts and C
ategories: P

hilosophical 

E
ssays,	

（eds.

）	H
enry	H

ardy,	Princeton	U
niversity	Press,	（0（（

か
ら
引
用
す
る
際
は
、（
Ｃ
Ｃ-

頁
数
）
の
略
号
を
用
い
た
。
な
お
、
四
角
括
弧
内
お

よ
び
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
（
）
加
藤
節
『
政
治
と
知
識
人
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
五
三
頁
。

（
（
）
関
谷
昇
『
近
代
社
会
契
約
説
の
原
理
─
─
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
像
の
統
一
的
再
構
成
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
四
頁
。

（
（
）
関
谷
昇
『
近
代
社
会
契
約
説
の
原
理
─
─
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
像
の
統
一
的
再
構
成
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。
菊
池
理
夫

『
社
会
契
約
論
を
問
い
な
お
す
─
─
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
視
座
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
。
大
井
赤
亥
「
福
田
歓
一
に
お
け

る
戦
後
東
ア
ジ
ア
と
内
発
的
「
国
民
形
成
」
の
問
題
」、『
相
関
社
会
科
学
』
第
二
〇
巻
、
二
〇
一
〇
年
。
田
中
浩
「
変
革
期
と
思
想
」、『
思
想
』
第
五
七
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七
号
、
一
九
七
二
年
。
樋
口
謹
一
「
福
田
歓
一
「
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
」」、『
季
刊
社
会
思
想
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
七
二
年
。
水
田
洋
「
福

田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』」、『
歴
史
学
研
究
』
第
三
九
六
号
、
一
九
七
三
年
。

（
（
）
南
原
繁
『
国
家
と
宗
教
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
七
頁
。

（
（
）
同
上
。

（
（
）
加
藤
節
『
政
治
と
知
識
人
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
七
一
頁
。

（
（
）
水
田
洋
「
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』」、『
歴
史
学
研
究
』
第
三
九
六
号
、
一
九
七
三
年
、
六
三
頁
。

（
（
）
福
田
歓
一
「
京
都
学
派
復
権
の
動
き
に
つ
い
て
─
─
一
「
学
徒
出
陣
」
経
験
者
の
所
感
」、『
図
書
』
第
六
五
二
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二

六
頁
。

（
（
）
同
上
、
二
七
頁
。

（
（0
）
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
い
う
発
想
は
京
都
学
派
一
般
に
共
通
す
る
発
想
で
あ
る
が
、
最
も
鮮
烈
な
一
例
と
し
て
学
徒
に
戦
争
へ
の
献
身
を
求

め
た
田
邊
の
「
歴
史
的
現
實
」
を
引
い
て
お
こ
う
。「
最
も
強
く
我
々
の
規
定
さ
れ
る
過
去
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
云
う
と
、
そ
れ
は
單
に
人
類
の
世
界

に
起
こ
つ
た
出
来
事
で
は
な
く
、
我
々
が
屬
し
て
ゐ
る
種
族
の
傳
統
と
な
つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。（･･････

）
我
々
は
我
々
が
そ
の
中
か
ら
生
れ
、
現

在
そ
こ
に
あ
り
、
ま
た
將
來
の
目
標
を
與
え
ら
れ
て
居
る
、
そ
う
い
ふ
種
族
の
規
定
力
を
脱
却
す
る
事
は
出
来
な
い
事
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」。
田
邊

元
「
歴
史
的
現
實
」（
一
九
四
〇
年
）、『
田
邉
元
全
集
第
八
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
一
四
〇
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「
京
都
学
派
復
権
の
動
き
に
つ
い
て
─
─
一
「
学
徒
出
陣
」
経
験
者
の
所
感
」、『
図
書
』
第
六
五
二
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二

八
頁
。

（
（（
）
価
値
哲
学
に
基
づ
い
た
南
原
の
政
治
哲
学
に
つ
い
て
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
南
原
と
同
時
代
に
価
値
哲

学
に
基
づ
い
た
思
索
を
展
開
し
て
い
た
左
右
田
喜
一
郎
や
蝋
山
政
道
と
南
原
と
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
川
口
雄
一
の
以
下
の
論
文
を
差
し
当
た
っ
て

は
参
照
の
こ
と
。
川
口
雄
一
「
南
原
繁
の
政
治
哲
学
─
─
「
価
値
並
行
論
」
お
よ
び
「
理
想
主
義
的
社
会
主
義
」
の
思
想
史
的
位
置
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

（
二
）」『
東
洋
学
術
研
究
』
第
六
〇
巻
第
一
号
、
同
巻
第
二
号
（
通
巻
第
一
八
六
号
、
一
八
七
号
）、
二
〇
二
一
年
。

（
（（
）
法
学
協
会
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』、
一
九
四
八
年
、
有
斐
閣
、
二
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「『
政
治
学
史
』
の
周
辺
（
下
）」、『
Ｕ
Ｐ
』
第
一
五
四
号
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
一
五
頁
。

（
（（
）
権
左
武
志
「
丸
山
眞
男
の
政
治
思
想
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
上
）」、『
思
想
』
第
九
〇
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
五
頁
。

（
（（
）Schm

itt,	Carl.,	D
er Leviathan in der Staatslehre des T

hom
as H

obbes,	H
ohenheim

,	（（（（,	p.	（（,	（（（

（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
レ
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ヴ
ィ
ア
タ
ン
─
─
そ
の
意
義
と
挫
折
」
長
尾
龍
一
訳
、『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅱ
』、
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
、
五
七
、
九
一
頁
）.	

な
お
、
福
田

は
同
書
を
助
手
論
文
の
執
筆
に
当
た
っ
て
丸
山
か
ら
借
り
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
（
十-

二
五
三
）。

（
（（
）Strauss,	Leo.,	T

he Political Philosophy of H
obbes,	T

he	U
niversity	of	Chicago	Press,	（（（（,	p.	（-（.

（
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
『
ホ
ッ

ブ
ズ
の
政
治
学
』
添
谷
育
志
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
四
頁
）。
な
お
、
福
田
は
次
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
批
判
し
て
い
る
。「
い
か
に

人
文
的
な
教
養
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
ぼ
く
も
最
初
に
関
心
を
持
っ
た
認
識
能
力
、
実
践
能
力
と
い
う
問
題
は
ど
こ
か

に
落
ち
て
し
ま
う
」（
十-

二
五
七
）。

（
（（
）
太
田
可
夫
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
哲
学
の
成
立
』、
弘
文
堂
、
一
九
四
八
年
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「
太
田
可
夫
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
哲
学
の
成
立
」」、『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
六
四
巻
二
・
三
号
、
一
九
五
〇
年
、
一
八
三
頁
。

（
（0
）
福
田
歓
一
「『
政
治
学
史
』
の
周
辺
（
上
）」『
Ｕ
Ｐ
』
第
一
五
三
号
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
四
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
ⅳ
頁
。
な
お
、
福
田
が
バ
ー
リ
ン
か
ら
歓
待
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
一
九
五
七

年
一
二
月
五
日
に
福
田
宛
に
出
さ
れ
た
バ
ー
リ
ン
の
手
紙
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
バ
ー
リ
ン
の
書
簡
集
に
も
収
め

ら
れ
て
い
な
い
手
紙
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
画
像
デ
ー
タ
を
転
載
す
る
（
図
（
）。
な
お
、
こ
の
手
紙
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
博
士
の
好
意
か
ら
電

子
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
画
像
デ
ー
タ
で
頂
く
こ
と
が
で
き
た
（
手
紙
そ
の
も
の
は
福
田
の

妻
・
良
子
氏
か
ら
ハ
ー
デ
ィ
ー
博
士
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）。
記
し
て
感
謝
し
た

い
（
二
〇
二
二
年
七
月
二
九
日
）。
ま
た
、
こ
こ
で
話
題
に
上
っ
て
い
る
翻
訳
と
は
、
福

田
が
一
九
五
〇
年
一
二
月
号
の
中
央
公
論
で
発
表
し
た
「
二
〇
世
紀
の
政
治
思
想
」
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）A

yer,	A
.	J.,	L

anguage, T
ruth and L

ogic,	V
ictor	Gollancz,	（（（（,	p.	（0（

（
Ａ
・
Ｊ
・
エ
イ
ヤ
ー
『
言
語
・
真
理
・
論
理
』、
吉
田
夏
彦
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
二
二
年
、
一
四
八
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（

（
同
上
、
一
五
五
頁
）.

（
（（
）
も
っ
と
も
、
福
田
の
よ
う
に
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
政
治
学
を
論
理
実
証
主
義
と
価
値
情

緒
説
の
単
な
る
応
用
と
見
な
す
の
は
過
度
な
単
純
化
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ウ
ォ
ル
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
と
論
理
実
証
主

図1
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義
と
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
（Jonathan	W

olff,	 “A
nalytic	Political	Philosophy ”,	in	T

he O
xford H

andbook of T
he H

istory of A
nalytic 

Philosophy,	

（eds.

）Michael	Beaney,	O
xford	U

niversity	Press,	（0（（,	p.	（0（

）。
複
雑
さ
の
原
因
は
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
後
に
本
論
で
指
摘

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
政
治
学
に
は
あ
ら
ゆ
る
基
礎
な
い
し
絶
対
的
な
基
準
点
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
性

的
な
政
治
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
何
が
理
性
的
な
政
治
か
は
基
礎
が
な
く
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
主
観
主

義
な
い
し
価
値
情
緒
説
に
陥
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
で
は
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
に
と
っ
て
理
性
的
な
政
治
を
判
断
す
る
基
準
は
何
か
。

そ
れ
は
、「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
者
」
の
偏
見
で
あ
る
。W

eldon,	T
.	D

.,	T
he V

ocabulary of Politics,	Penguin	
Books,	（（（（,	p.	（（

（
Ｔ
・
Ｄ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
『
政
治
の
論
理
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
六
八
年
、
一
〇
頁
）.	

ウ
ェ
ル
ド
ン
の
言
に
よ
れ
ば
、「
私
は
、

あ
る
政
治
的
な
行
動
様
式
が
あ
き
ら
か
に
正
し
く
、
悪
く
、
愚
か
で
あ
る
、
と
い
っ
て
少
し
も
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で
「
あ
き
ら
か
に
」

（O
bviously

）
と
い
う
の
は
、
明
る
い
光
線
の
も
と
で
正
常
な
視
力
を
も
つ
人
び
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
観
察
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（
…
…
）「
人
間
や

動
物
を
拷
問
す
る
こ
と
が
悪
い
と
ど
う
し
て
わ
か
る
か
」
と
訊
く
の
も
馬
鹿
げ
て
い
る
」ibid.

（
同
上
、
一
一
頁
）。
道
徳
体
系
同
士
の
優
劣
を
つ
け
る

こ
と
は
出
来
ず
、
罵
り
合
う
し
か
な
い
と
考
え
る
価
値
情
緒
説
＝
主
観
主
義
者
の
エ
イ
ヤ
ー
と
反
主
観
主
義
の
ウ
ェ
ル
ド
ン
と
の
見
解
の
相
違
は
明
ら
か

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
両
者
の
著
し
い
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
田
が
ウ
ェ
ル
ド
ン
と
論
理
実
証
主
義
と
を
ほ
ぼ
同
視
し
た
の
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
留
学
の
二
年
前
に
公
刊
さ
れ
た
『
哲
学
、
政
治
お
よ
び
社
会
』
第
一
巻
（
一
九
五
六
年
）
の
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
序
文
か
ら
の
影

響
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
少
し
長
い
が
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
言
を
引
用
し
よ
う
。「
今
日
の
哲
学
世
界
と
ボ
サ
ン
ケ
の
時
代
と
の
、
あ
る
い
は
ラ
ス
キ
の
時
代
の

哲
学
世
界
と
の
違
い
は
完
全
に
明
白
で
あ
り
、
そ
の
犯
人
を
指
摘
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
理
実
証
主
義
が
犯
人
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
エ
イ
ヤ
ー
、
ラ
イ
ル
こ
そ
が
、
哲
学
者
た
ち
は
自
分
自
身
に
転
進
し
、
そ
し
て
自
身
の
論
理
的
な
い
し
言
語
的
機
構
を
再

検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
再
検
査
の
結
果
は
実
際
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
倫
理
的
言

明
の
論
理
的
地
位
を
疑
義
に
付
し
、
明
晰
さ
の
厳
格
な
基
準
を
作
っ
た
。
こ
う
し
て
、
伝
統
的
な
倫
理
体
系
は
一
挙
に
無
意
味
な
メ
ニ
ュ
ー
へ
と
還
元

さ
れ
る
危
機
に
陥
っ
た
。
政
治
哲
学
は
倫
理
の
拡
張
で
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
拡
張
で
あ
っ
た
の
で
、
政
治
哲
学
は
一
体
全
体
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
」。Peter	Laslett,	Introduction,	in	Philosophy, Politics and Society,	

（eds.

）Peter	Laslett,	O
xford	Basil	

Blackw
ell,	（（（（,	p.	ix.

さ
ら
に
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
論
理
実
証
主
義
に
沿
っ
た
政
治
学
の
唯
一
の
試
み
と
し
て
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
名
を
挙
げ
て
い

る
。ibid.,	p.	x.

本
来
な
ら
ば
論
理
実
証
主
義
と
日
常
言
語
学
派
と
に
分
か
れ
る
は
ず
の
ラ
ッ
セ
ル
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
エ
イ
ヤ
ー
、
ラ
イ
ル
を
一
緒
く
た
に
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論
理
実
証
主
義
と
い
う
粗
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
以
上
で
指
摘
し
た
よ
う
な
論
理
実
証
主
義
と
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
政
治
学

と
の
差
異
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
政
治
哲
学
の
終
焉
と
い
う
時
代
認
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
と
福
田
に
お
い
て
共
通
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
過
度
な
単
純
化
を
そ
の
ま
ま
福
田
が
引
き
継
い
だ
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）W

eldon,	T
.	D

.,	T
he V

ocabulary of Politics,	Penguin	Books,	（（（（,	p.	（（-（（.

（
Ｔ
・
Ｄ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
『
政
治
の
論
理
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、

一
九
六
八
年
、
二
〇
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（
（
同
上
、
三
一
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（

（
同
上
、
三
四
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（

（
同
上
、
三
八
頁
）.

（
（（
）Ibid.,	p.	（（（

（
同
上
、
二
五
七
頁
）.

（
（0
）Ibid.

（
同
上
）.

（
（（
）
松
元
雅
和
『
応
用
政
治
哲
学
─
─
方
法
論
の
探
求
』、
風
行
社
、
二
〇
一
五
年
、
五
七
頁
。

（
（（
）
同
上
、
五
一
頁
。

（
（（
）
誤
解
を
恐
れ
ず
付
言
す
れ
ば
、「
規
範
研
究
」
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
点
、
そ
し
て
そ
の
展
開
に
際
し
て
バ
ー
リ
ン
と
は
違
っ
て
社
会
契
約
説
を
取

り
上
げ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
福
田
は
ロ
ー
ル
ズ
と
比
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
よ
う
に
思
想
史
的
な
系
譜
関
係
を
洗
い
出
す
こ
と

で
、
南
原
と
福
田
と
い
っ
た
日
本
産
の
政
治
哲
学
を
よ
り
広
い
文
脈
の
中
に
置
く
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

（
（（
）
バ
ー
リ
ン
の
論
理
実
証
主
義
に
対
す
る
攻
撃
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
森
達
也
『
思
想
の
政
治
学
─
─
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
研
究
』、

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
の
第
一
章
と
、
上
森
亮
『
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
─
─
多
元
主
義
の
政
治
哲
学
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
の
第

Ⅰ
部
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）
森
達
也
『
思
想
の
政
治
学
─
─
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
研
究
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
、
五
六
─
五
七
頁
。

（
（（
）Berlin,	Isaiah,	A

nthony	Q
uinton,	Stuart	H

am
pshire,	Iris	M

urdoch.	 “Philosophy	and	Beliefs:	A
	discussion	betw

een	four	O
xford	

philosophers ”,	in	T
he T

w
entieth Century,	vol.	（（（,	no.	（（0,	（（（（,	p.	（0（.

（
（（
）
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
「
哲
学
の
目
的
」
森
永
毅
彦
訳
、『
バ
ー
リ
ン
選
集
二　

時
代
と
回
想
』
福
田
歓
一
・
河
合
秀
和
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
、
二
五
〇
頁
。

（
（（
）
同
上
、
二
五
一
頁
。
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（
（（
）
も
っ
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
バ
ー
リ
ン
と
福
田
が
歴
史
か
ら
抽
出
し
た
「
体
制
の
政
治
状
況
に
適
合
し
た
原
理
」
は
異
な
っ
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン

に
お
け
る
原
理
は
、
福
田
の
よ
う
な
社
会
契
約
説
と
い
う
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
確
な
言
表
が
不
可
能
な
「
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
」
で
あ
っ
た
。

バ
ー
リ
ン
の
言
う
「
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
」
と
は
、
言
表
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
を
通
じ
て
妥
当
性
が
理
解
で
き
る
と
い
う
意
味
で
確

か
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
が
招
く
政
治
的
恐
怖
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
福
田
は
そ
う
し
た
言

表
不
可
能
な
「
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
表
可
能
な
社
会
契
約
説
に
政
治
的
恐
怖
を
回
避
す
る
役
割
を
見
い
だ
し
た
。
無
論
、
福
田
の

時
論
的
論
考
に
は
バ
ー
リ
ン
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
」
に
類
す
る
議
論
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
バ
ー
リ
ン
と
福
田
の
歴
史
叙
述
が
著
し
い
相
違
を
示
し
て

い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
」
に
つ
い
て
は
山
岡
龍
一
「
規
範
理
論
家
と
し
て
の
バ
ー
リ
ン
」、『
思
想
』
第

一
一
六
六
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
（0
）
福
田
歓
一
「
政
治
哲
学
と
し
て
の
社
会
契
約
説
」『
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
（
上
）』
福
田
歓
一
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
、

一
二
八
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「『
政
治
学
史
』
の
周
辺
（
上
）」、『
Ｕ
Ｐ
』
一
五
三
号
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
七
頁
。

（
（（
）
同
上
。

（
（（
）
同
上
。

（
（（
）
南
原
繁
『
政
治
哲
学
序
説
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
三
二
五
頁
。

（
（（
）
同
上
、
三
二
八
頁
。

（
（（
）
同
上
、
三
三
二
頁
。

（
（（
）
実
は
、
福
田
の
社
会
契
約
説
の
主
役
で
あ
る
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
の
位
置
づ
け
は
時
期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。『
原
理
』
で
は
ホ
ッ

ブ
ス
を
始
点
と
し
、
ル
ソ
ー
の
国
民
国
家
論
を
終
点
と
す
る
単
線
的
な
社
会
契
約
説
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
特
に
「
国
民
国
家
の
諸
問
題
」

（
一
九
七
六
年
）
以
降
、
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
を
終
点
と
す
る
社
会
契
約
説
の
描
か
れ
方
は
後
景
に
退
き
、
社
会
契
約
説
の
典
型
例
と
し
て
ロ
ッ
ク
お
よ
び

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
重
要
性
が
増
し
て
く
る
。
南
原
と
福
田
の
対
立
点
は
、
当
初
は
国
民
国
家
像0

そ
の
も
の
を
巡
る
対
立
で
あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に
南

原
の
国
民
国
家
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
福
田
の
国
民
国
家
の
枠
外

0

0

0

0

0

0

0

と
の
対
立
に
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
こ
う
し
た
対
立
点
の
変
化
こ
そ
、「
課
題
は
自
己
の
思
想
体

系
の
歴
史
的
吟
味
、
体
制
の
政
治
状
況
に
適
合
し
た
原
理
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
し
て
編
み
出
し
た
福
田
の
方
法
論
が
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

（
（（
）
松
下
圭
一
「
忘
れ
ら
れ
た
抵
抗
権
─
─
現
代
日
本
に
お
け
る
組
織
論
の
思
想
的
前
提
」、『
中
央
公
論
』
十
一
月
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
、
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三
九
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「
こ
れ
か
ら
の
政
治
的
争
点
」、『
中
央
公
論
』
八
月
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
〇
年
、
八
〇
頁
。

（
（0
）
同
上
。

（
（（
）
同
上
、
九
〇
頁
。

（
（（
）
福
田
歓
一
「
躍
動
す
る
市
民
精
神
─
─
そ
の
意
識
と
行
動
」、『
中
央
公
論
』
七
月
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
〇
年
、
七
一
頁
。

（
（（
）
同
上
。

（
（（
）
同
上
、
七
〇
─
七
一
頁
。

（
（（
）
同
上
、
七
一
頁
。
な
お
、
四
角
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

（
（（
）
菊
池
理
夫
『
社
会
契
約
論
を
問
い
な
お
す
─
─
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
視
座
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
。
半
澤
孝
麿
『
回

想
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
─
─
政
治
思
想
史
の
方
法
と
バ
ー
ク
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
カ
ン
ト
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九

年
。
杉
田
敦
『
境
界
線
の
政
治
学
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
な
お
、
論
じ
残
し
て
し
ま
っ
た
論
点
は
多
い
。
安
保
闘
争
後
の
福
田
の
思
想
の
展

開
、『
原
理
』
と
『
政
治
学
史
』
と
の
関
係
性
、
福
田
と
丸
山
と
の
詳
細
な
関
係
性
な
ど
は
、
福
田
と
バ
ー
リ
ン
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
関
係
で
紙

幅
の
都
合
上
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
全
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
の
で
別
稿
を
期
し
た
い
。

【
謝
辞
等
】
匿
名
査
読
者
二
名
お
よ
び
指
導
教
授
・
田
上
雅
徳
を
含
む
諸
先
生
方
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
感
謝
す
る
。
な
お
、
本
稿
は
「
近
代
日
本
に
お
け

る
新
カ
ン
ト
派
受
容
の
歴
史
と
意
義
第
五
回
研
究
会
」（
二
〇
二
二
年
三
月
一
四
日
）
で
の
発
表
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
潮
田
記
念
基
金
に
よ

る
慶
應
義
塾
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（（（J（（（（（

）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
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本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
、「
助
言
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
ホ
ッ
ブ

ズ
の
政
治
思
想
理
解
に
そ
れ
程
資
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
つ
方
は
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
い
う
評
者
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
読
了
し
て

み
る
と
「
助
言
」
は
意
外
に
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
思
想
の
形
成
過
程
を
内
的
に
理

解
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
有
効
な
補
助
線
と
な
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
本
書

は
「
助
言
」
と
い
う
補
助
線
を
適
切
に
活
用
し
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
思
想
形

成
に
人
文
主
義
的
知
の
あ
り
方
が
い
か
な
る
貢
献
を
し
た
か
、
そ
の
全
体
像

に
せ
ま
ろ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
一
、
二
章
は
助
言
の
思
想
史
や
ホ
ッ
ブ

ズ
助
言
論
の
意
義
に
関
わ
る
話
な
の
で
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
る
三

章
以
降
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
考
察
を
加
え
た
い
。

三
、
四
章
は
、
聖
職
者
や
法
律
家
な
ど
、
そ
れ
ま
で
重
要
な
助
言
者
や
関

与
者
と
思
わ
れ
て
い
た
集
団
へ
の
批
判
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
助
言
論
が
形
成

さ
れ
た
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
形
成
を
促
し
た
い
く
つ
か

◆
書
評

ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
形
成
に
お
け
る

人
文
主
義

●

─
─
川
添
美
央
子

上
田
悠
久
『〈
助
言
者
〉
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』（
風
行

社
、
二
〇
二
一
年
）

の
歴
史
的
文
脈
を
丁
寧
に
掘
り
起
こ
し
て
い
る
点
が
重
要
な
貢
献
で
も
あ

る
。
三
章
で
は
、
主
教
制
が
崩
壊
し
た
後
、
新
た
な
教
会
統
治
を
め
ぐ
る
論

争
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
文
脈
が
提
示
さ
れ
る
。
四
章
に
お

い
て
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
と
大
法
官
裁
判
所
の
間
の
緊
張
の
問
題
が
、

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
主
権
や
代
表
の
議
論
の
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
特
に
、
法
律
家
達
が
裁
判
官
を
務
め
て
い
た
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
慣
行
や
、
衡
平
と
コ
モ
ン
ロ
ー
の
対
立
に
つ
い
て
の
指
摘
に
よ
っ
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
公
的
代
行
者
」
や
「
衡
平
」
の
概
念
に
こ
め
た
重
み
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
文
脈

と
し
て
、「
誰
が
助
言
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
」
を
め
ぐ
る
内
戦
期
の
論
争

が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
助
言
論
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

し
て
議
会
、
評
議
会
、
枢
密
院
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
叙

述
を
読
む
こ
と
で
、
我
々
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
二
五
章
に
見
ら
れ
る
合

議
体
的
な
も
の
へ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
警
戒
心
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
、
よ
り
明

ら
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
丹
念
な
調
査
に
よ
り
様
々
な
文
脈
に
光
を
当
て
た
三
、
四
章

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
壮
大
な
助
言
者
批

判
」
と
い
う
論
調
と
、
第
五
章
で
主
張
さ
れ
る
、
助
言
を
重
視
し
た
分
極
的

政
治
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
、
や
や
分
か

り
に
く
か
っ
た
。

第
五
章
に
お
い
て
著
者
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
聖
職
者
や
法
律
家
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
的
知
識
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
分
極
的
か
つ

多
元
的
な
政
治
を
志
向
す
る
と
論
ず
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
描
い
た
も

の
を
「
立
憲
王
党
主
義
者
の
政
体
論
と
の
近
さ
す
ら
指
摘
し
う
る
」
多
元
的
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な
政
治
と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
も
う
少
し
詳
細
な
説
明
が
必
要
に
も
思
わ
れ

た
。
立
法
に
お
け
る
主
権
者
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
度
合
を
極
大
化
す
る
よ
う

に
見
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
で
既
存
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
法
的
知
識
を
必
要
と
し
、
残
存
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
知
識
と
主
権

者
の
新
た
な
立
法
意
思
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
は
ど
こ
に
表
れ
た
の
か
。
従
来

と
は
異
な
る
像
を
打
ち
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
点
を
テ
ク
ス
ト
に

よ
っ
て
詳
細
に
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
評
者
は
以
前
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
に
お
け
る
「
善
（good
）」
の
用
法
を
調
べ
、「
善
い
国
家
」「
善
い
統

治
」
と
い
っ
た
表
現
が
登
場
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る

（
見
落
と
し
が
あ
っ
た
ら
ご
指
摘
願
い
た
い
）。
本
書
は
第
一
部
の
終
わ
り
に

「
良
い
統
治
」
へ
の
言
及
が
あ
り
（
七
八
頁
）、
結
論
部
も
「
統
治
へ
の
関

心
」
と
い
う
問
題
で
締
め
く
く
ら
れ
る
（
一
九
六
頁
以
降
）
が
、「
善
い
統

治
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
統
治
へ
の
関
心
」
と

い
う
方
向
性
で
解
釈
す
る
な
ら
、
さ
ら
な
る
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
言
葉
や
傍
証

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

個
人
的
に
最
も
面
白
く
感
じ
ら
れ
た
の
は
六
章
で
あ
っ
た
。
人
文
主
義
的

知
（
歴
史
）
が
、『
法
の
原
理
』
や
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
勿
論
、
そ
の

前
後
の
作
品
を
も
貫
き
つ
つ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
隅
々
に
ま
で
姿
形
を
変

え
な
が
ら
入
り
込
ん
で
い
る
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。『
タ
キ
ト
ゥ

ス
論
』
に
ま
で
遡
っ
た
上
で
、
作
品
ご
と
の
ロ
ー
マ
史
の
描
か
れ
方
の
違

い
を
追
う
と
い
う
試
み
自
体
も
興
味
深
い
。
そ
し
て
そ
の
追
跡
に
よ
っ
て
、

「
獲
得
」
と
「
設
立
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
成
立

を
描
く
際
に
、
ロ
ー
マ
史
の
「
政
体
の
移
行
」
が
、
議
論
の
素
材
と
し
て
大

き
な
貢
献
を
し
て
い
た
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
評
者
自
身
、
国
家

の
解
体
や
自
然
状
態
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
つ
い
「
分
子
」
と
い
う
言
葉
を
使

い
始
め
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
の
影
響
な
ど
を
重
ね
見
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た

が
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
や
政
体
移
行
、
循
環
論
に
変
わ
る
別
の
法
則
の
探
求
な

ど
の
要
素
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
導
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
歴
史
と

い
う
素
材
お
よ
び
歴
史
学
と
い
う
学
問
が
、
想
像
以
上
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
考

に
食
い
込
ん
で
い
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
実
感
で
き
た
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
重
要
な
問
題
提
起
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
が
、「
実

験
と
歴
史
」
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
う
ち
に
ど
の
程
度
、「
歴

史
的
事
実
か
ら
普
遍
的
な
も
の
を
引
き
だ
そ
う
と
す
る
」
傾
向
が
み
ら
れ
る

か
と
い
う
問
題
に
、
実
験
の
意
義
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
を
参
照
し

な
が
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
の
は
、
刺
激
的
な
試
み
と
考
え
る
。
た
だ

し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
書
は
ま
だ
テ
ク
ス
ト
へ
の
参
照
も
少
な
く
、
十

分
な
裏
付
け
が
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
は
な
い
が
、
今
後
掘
り
下
げ

て
ゆ
く
こ
と
で
、
豊
か
な
収
穫
が
見
込
ま
れ
そ
う
な
問
題
領
域
の
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
実
験
と
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
考
の
プ
ロ
セ

ス
を
詳
細
に
比
較
す
る
こ
と
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
切
り
開
い
た
「
哲
学
的
な
助

言
」
の
特
質
も
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
歴
史
と
い
う
素
材
、
現
実
の
歴
史
的
推
移
、
歴
史
叙

述
が
結
局
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題

は
、
ま
だ
十
分
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
書
は
こ
の
問

に
果
敢
に
、
そ
し
て
手
堅
い
手
法
で
取
り
組
ん
で
お
り
、
研
究
史
上
に
お
い

て
一
定
の
貢
献
を
な
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
さ
せ

る
作
品
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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◆
書
評

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
自
由
主
義
的

均
衡
モ
デ
ル
の
信
奉
者
だ
っ
た
か
？

●

─
─
権
左
武
志

長
野
晃
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
国
家
学
の
黄
昏
』

（
風
行
社
、
二
〇
二
一
年
）

本
書
は
、
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
の
国
家
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
な
が

ら
、
新
た
な
国
家
学
の
構
想
に
挫
折
し
た
試
み
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
期
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
活
動
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
研
究
書
で
あ
る
。

最
初
に
全
体
の
粗
筋
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
著
者
は
、
第
一
章
で
、『
独

裁
』
の
憲
法
制
定
権
力
論
や
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
論
の
上
か
ら
の
代
表
論
を
、
ゲ

オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説
や
代
表
概
念
を
乗
り
越
え
る
努
力
と

し
て
解
釈
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
議
会
主
義
論
（
一
九
二
三
年
）
か

ら
『
国
民
表
決
と
国
民
発
案
』
に
至
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
会
主
義
論
を
検
討

し
、
議
会
と
政
府
の
対
立
に
対
し
て
第
三
者
の
国
民
が
決
定
す
る
均
衡
モ
デ

ル
を
採
用
し
て
い
る
点
で
、「
反
自
由
主
義
的
民
主
主
義
者
」
と
い
う
シ
ュ

ミ
ッ
ト
像
が
「
相
当
の
誇
張
」
を
含
ん
で
い
る
と
断
定
す
る
（
五
〇
頁
）。

第
三
章
で
は
、「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」（
一
九
二
七
年
）
で
ド
イ
ツ
に
お

け
る
国
家
概
念
の
問
題
性
を
自
覚
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
般
国
家
学
に
代

わ
る
『
憲
法
論
』
の
執
筆
に
向
か
い
、
国
民
に
訴
え
て
議
会
絶
対
主
義
を
抑

制
す
る
均
衡
観
念
を
憲
法
学
の
体
系
に
取
り
込
ん
だ
と
論
じ
る
。
第
四
章
で

は
、「
憲
法
の
番
人
」（
一
九
二
九
年
）
か
ら
「
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
」
に

至
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ス
メ
ン
ト
統
合
理
論
の
動
態
的
国
家
観
に
対
抗
し

て
、
中
立
的
権
力
の
担
い
手
た
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
「
憲
法
の
番
人
」
を
期

待
し
、
静
態
的
国
家
観
に
基
づ
く
中
立
的
国
家
論
を
構
想
し
た
と
論
じ
る
。

第
五
章
で
は
、『
憲
法
の
番
人
』（
一
九
三
一
年
）
や
『
政
治
的
な
も
の
の
概

念
』（
一
九
三
二
年
）
で
全
体
国
家
へ
の
転
換
を
認
め
、
中
立
的
国
家
論
に

挫
折
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、『
合
法
性
と
正
統
性
』
で
憲
法
第
二
編
の
選
択

を
説
き
、
一
九
三
二
年
十
一
月
講
演
で
フ
ー
バ
ー
の
経
済
自
治
論
に
従
い
、

自
治
精
神
の
復
権
を
説
く
以
外
に
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
権
力
均
衡
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
自
由
主
義
者
で

あ
り
、
中
立
的
国
家
論
者
だ
っ
た
と
い
う
本
書
の
テ
ー
ゼ
は
、
次
の
二
点
で

大
い
に
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
議
会
と
政
府
の
対
立
を
国
民
が
解
決
す
る

均
衡
モ
デ
ル
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
創
で
な
く
、
憲
法
起
草
者
プ
ロ
イ
ス
が

取
り
入
れ
た
Ｒ
・
レ
ズ
ロ
ー
プ
の
議
会
制
論
（
一
九
一
八
年
）
に
由
来
す

る
。
プ
ロ
イ
ス
は
、
レ
ズ
ロ
ー
プ
の
「
真
の
議
会
制
」
論
や
帝
政
期
の
経
験

に
従
い
、
議
会
と
政
府
が
衝
突
す
る
場
合
、
議
会
解
散
権
に
よ
り
国
民
に
訴

え
て
解
決
で
き
る
と
考
え
、
そ
の
仕
組
み
を
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
取
り
入
れ

た
が
、
議
会
選
挙
に
よ
り
安
定
し
た
議
会
多
数
派
を
創
り
出
し
、
議
会
と
政

府
の
衝
突
を
解
決
で
き
る
と
想
定
し
て
い
た
。
し
か
も
、
仏
第
三
共
和
政
の

議
会
絶
対
主
義
を
批
判
す
る
余
り
、
首
相
任
命
権
や
議
会
解
散
権
を
大
統
領

に
認
め
て
執
行
権
を
強
化
し
た
点
で
、
議
会
主
義
君
主
制
で
な
く
、
Ｂ
・
コ

ン
ス
タ
ン
の
中
立
的
権
力
論
に
近
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
人
民
投
票
的
選
挙
に
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よ
り
国
家
機
関
の
衝
突
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
議
会
か
ら
独
立
し
た
強
力

な
執
行
権
が
成
立
す
る
の
は
、
プ
ロ
イ
ス
が
採
用
し
た
均
衡
モ
デ
ル
の
内
在

的
欠
陥
だ
っ
た
。
本
書
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
取
り
入
れ
た
自
由
主
義
的

均
衡
モ
デ
ル
の
解
釈
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
立
場
だ
と
誤
解
し
て
い
る
。

第
二
に
、
本
書
は
、
レ
ズ
ロ
ー
プ
の
均
衡
論
に
対
す
る
『
憲
法
論
』
の
鋭

い
批
判
を
無
視
し
て
し
ま
う
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
中
立

的
権
力
に
期
待
す
る
真
の
理
由
も
、「
憲
法
の
番
人
」
に
憲
法
第
二
編
の
選

択
を
説
く
意
味
も
理
解
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
安
定
的
多
数
派
を
失
っ

た
議
会
が
否
定
的
多
数
派
に
よ
り
政
府
不
信
任
を
決
議
す
る
議
会
制
の
機
能

不
全
も
、
一
九
三
二
年
十
一
月
講
演
の
処
方
箋
も
適
切
に
評
価
で
き
ず
、
先

行
研
究
の
指
摘
は
「
無
視
し
得
な
い
」
の
一
言
で
片
づ
け
て
し
ま
う
（
二

三
二
頁
）。
本
書
は
、
大
統
領
緊
急
命
令
権
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
探
求
せ

ず
、『
独
裁
』
か
ら
『
政
治
的
神
学
』
に
見
ら
れ
る
大
統
領
独
裁
権
限
の
解

釈
に
も
国
法
学
者
大
会
報
告
に
も
言
及
し
な
い
点
で
、
極
め
て
偏
っ
た
シ
ュ

ミ
ッ
ト
解
釈
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
序
章
で
先
行
研
究

の
蓄
積
を
充
分
に
踏
ま
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
新
資
料
に
注
目
し
て
主
題
を
設
定

し
た
結
果
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
制
定
過
程
に
関
す
る
古
典
的
研
究
（
Ｗ
・
モ

ム
ゼ
ン
）
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
崩
壊
に
関
す
る
標
準
的
研
究
（
ヴ
ィ
ン
ク

ラ
ー
、
カ
ー
シ
ョ
ー
）
も
参
照
で
き
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
初
版
に
お
け
る
国
家
概
念
の

不
在
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
般
国
家
学
の
構
想
を
断
念
し
、
憲
法
学
を
体

系
化
し
た
と
い
う
本
書
の
別
の
テ
ー
ゼ
は
、
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
本
書
は
、
政
治
的
単
位
（「
政
治
的
統
一
」
の
誤
訳
だ
ろ
う
）
と
交

戦
権
が
不
可
分
だ
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
発
想
か
ら
、
彼
が
「
ド
イ
ツ

は
も
は
や
国
家
と
は
呼
べ
な
い
」
と
考
え
、
国
家
学
の
構
想
を
葬
り
去
っ
た

と
論
じ
る
（
一
一
四
頁
）。
だ
が
、『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
一
九
三
二
年

版
で
、
国
家
を
「
自
分
自
身
で
味
方
と
敵
を
決
定
す
る
組
織
さ
れ
た
政
治
的

統
一
」
と
定
義
し
、「
国
内
の
内
敵
宣
言
」
が
立
憲
的
法
治
国
に
も
当
て
は

ま
る
と
説
い
て
い
る
の
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
著
者
は
、
国
家
学
構
想
に

代
わ
る
新
た
な
議
論
は
『
憲
法
論
』
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
い
難
い
と
言

う
が
（
一
三
三
頁
）、
憲
法
制
定
国
民
議
会
を
「
主
権
独
裁
」
と
呼
び
、
憲

法
制
定
権
力
論
で
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
正
統
性
を
承
認
し
て
い
る
の
は
新
た

な
議
論
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家

の
自
己
拘
束
説
や
事
実
的
な
も
の
の
規
範
力
説
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
る

の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
帝
政
期
国
家
学
の
克
服
を
主
題
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
問
い
に
も
答
え
て
ほ
し
い
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
、
コ
ン
ス

タ
ン
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
い
か
に
学
ん
だ
か
を
説
明
し
て
ほ
し
い
と
願
う
の

は
評
者
だ
け
で
な
い
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
終
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
以
後
の
国
家
学
の
衰
退
を
嘆
き
、
国
家
学

の
再
建
を
将
来
の
課
題
に
据
え
て
い
る
。
だ
が
、
今
日
の
我
々
は
、
一
九
一

八
─
一
九
年
の
ド
イ
ツ
革
命
が
、
帝
政
期
国
法
学
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を

分
か
つ
巨
大
な
歴
史
的
断
絶
だ
っ
た
と
知
っ
て
い
る
し
、
一
九
四
九
年
の
ド

イ
ツ
基
本
法
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
合
法
的
に
自
己
廃
棄
し
た
経
験
か
ら

学
び
、
人
民
投
票
的
民
主
政
を
拒
否
し
、
価
値
相
対
主
義
を
改
め
て
、
自
由

の
敵
に
自
由
を
認
め
な
い
勇
気
を
明
文
化
し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
ド
イ

ツ
憲
法
史
を
特
徴
づ
け
る
こ
れ
ら
二
重
の
歴
史
的
断
絶
か
ら
真
剣
に
学
ぶ
時

に
初
め
て
、
帝
政
期
・
ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
家
学
の
遺
産
を
継
承
し
、
現
代
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
を
大
統
領
に
押
し
上
げ
た
岩
盤
支
持
層
と
し
て
、

し
ば
し
ば
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
福
音
派
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
福
音
派
の
人
び
と
の
多
く
が
ト
ラ
ン
プ
支
持

に
ま
わ
っ
た
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
福
音
派
は
つ
ね
に
一
枚
岩
の
集
団
で

あ
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
南
部
バ
プ
テ
ス
ト
の
神
学
者
で
あ

り
、
福
音
派
を
代
表
す
る
雑
誌
で
あ
る
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
イ
・
ト
ゥ
デ

イ
』
の
編
集
長
を
現
在
に
お
い
て
務
め
る
ラ
ッ
セ
ル
・
Ｄ
・
ム
ー
ア
は
、
ト

ラ
ン
プ
が
大
統
領
候
補
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
始
め
た
際
、
ト
ラ
ン
プ
を

批
判
す
る
立
場
を
堅
持
し
た
（
ト
ラ
ン
プ
批
判
に
よ
っ
て
非
難
を
浴
び
た

ム
ー
ア
は
現
在
、
か
つ
て
所
属
し
て
い
た
南
部
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
を
離
れ
て

い
る
）。
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
史
を
遡
れ
ば
、
福
音
派
が
右
派
の
政
治
家
や

集
団
と
だ
け
結
び
つ
い
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
福
音
派
を
丁

寧
に
腑
分
け
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
史
の
み
な

◆
書
評

説
得
と
抑
制
の
政
治
思
想

●

─
─
井
上
弘
貴

相
川
裕
亮
『
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
と
「
神
の
下も

と

の
国

家
」
ア
メ
リ
カ
─
─
福
音
伝
道
者
の
政
治
性
』（
新
教

出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）

ら
ず
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
。

本
書
は
そ
う
し
た
、
今
日
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
に
お
い

て
必
ず
し
も
ま
だ
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
取
り
組
み
に
着
手
し
た
貴

重
な
成
果
で
あ
る
。
本
書
が
論
じ
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ

を
代
表
す
る
南
部
バ
プ
テ
ス
ト
の
牧
師
、
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
で
あ
る
。
グ

ラ
ハ
ム
は
ま
さ
に
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
イ
・
ト
ゥ
デ
イ
』
誌
を
一
九
五
六
年

に
創
刊
し
た
当
の
人
物
で
あ
り
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
福
音
派
の
父
の
ひ
と
り

と
言
っ
て
良
い
。

グ
ラ
ハ
ム
は
カ
リ
ス
マ
的
な
宗
教
指
導
者
と
し
て
晩
年
ま
で
、
ト
ル
ー
マ

ン
や
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
か
ら
オ
バ
マ
に
至
る
ま
で
の
歴
代
の
大
統
領
と
親
交

を
も
ち
、
そ
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
つ
う
じ
て
ア
メ
リ
カ
政
治
に
影
響
を

与
え
う
る
立
場
を
有
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
グ

ラ
ハ
ム
に
か
ん
す
る
研
究
は
す
で
に
数
多
く
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い

え
そ
の
グ
ラ
ハ
ム
は
、
政
治
思
想
史
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
俎
上
に
載
せ

て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
ひ
と
り
の
思
想
家
と
し
て
の
体
系
性
や
広

が
り
を
も
つ
人
物
で
あ
る
か
は
疑
問
を
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
本
書

は
そ
の
よ
う
な
あ
り
う
る
批
判
に
抗
し
、
グ
ラ
ハ
ム
の
思
想
を
主
題
的
に
論

じ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
グ
ラ
ハ
ム
を
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
史
の
対
象
と
し

て
論
じ
る
こ
と
の
可
能
性
と
意
義
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
本
書
が
導
き
の
糸
に
し
て
い
る
の
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・

ニ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
本
書
は
あ
る
意
味
で
、
ニ
ー
バ
ー
に
代
表
さ
れ
る
グ
ラ

ハ
ム
批
判
か
ら
グ
ラ
ハ
ム
を
救
い
出
す
試
み
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
し
た
が

え
ば
、
グ
ラ
ハ
ム
は
罪
に
つ
い
て
の
認
識
の
不
十
分
さ
の
ゆ
え
に
、
個
人
の

道
徳
的
回
心
に
よ
っ
て
社
会
の
諸
問
題
は
解
決
で
き
る
と
考
え
、
そ
う
し
た



461　井上弘貴【書評／相川裕亮『ビリー・グラハムと「神の下
もと

の国家」アメリカ』】

諸
問
題
が
は
ら
む
集
合
的
な
側
面
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
ニ
ー

バ
ー
に
よ
る
こ
う
し
た
手
厳
し
い
批
判
を
受
け
と
め
な
が
ら
も
、
本
書
は
グ

ラ
ハ
ム
が
み
ず
か
ら
の
思
想
と
行
動
と
の
往
復
の
な
か
で
思
索
を
練
り
上

げ
、
ニ
ー
バ
ー
ほ
ど
体
系
的
に
で
は
な
い
と
し
て
も
罪
に
か
ん
す
る
認
識
を

深
め
て
い
っ
た
過
程
を
内
在
的
に
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
本
書
が
鍵
と
な
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
、
副

題
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
福
音
伝
道
者
と
し
て
の
グ
ラ
ハ
ム
の
政
治
家
と
の

距
離
の
と
り
方
で
あ
る
。
宗
教
指
導
者
は
、
政
治
権
力
に
追
随
す
る
祭
司

と
、
政
治
権
力
を
超
越
す
る
啓
示
を
人
び
と
に
も
た
ら
し
、
結
果
と
し
て
政

治
権
力
に
た
い
す
る
苛
烈
な
批
判
者
に
な
り
う
る
預
言
者
に
大
別
さ
れ
る
。

ニ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
グ
ラ
ハ
ム
は
け
っ
し
て
権
力
者
を
脅
か
す
こ
と
の

な
い
祭
司
の
典
型
に
み
え
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
本
書
は
、
祭
司
と
預
言
者

の
ど
ち
ら
に
も
回
収
さ
れ
な
い
、
宗
教
指
導
者
と
し
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
態

度
で
あ
り
、
グ
ラ
ハ
ム
自
身
が
そ
れ
を
自
覚
的
に
追
求
し
て
い
た
福
音
伝
道

者
と
い
う
あ
り
方
を
積
極
的
に
捉
え
な
お
し
、
こ
の
福
音
伝
道
者
と
い
う
概

念
を
つ
う
じ
て
グ
ラ
ハ
ム
を
一
貫
し
た
解
釈
の
も
と
に
置
い
て
い
る
。

本
書
に
よ
れ
ば
、
福
音
伝
道
者
の
特
徴
は
ふ
た
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
ひ
と

つ
に
福
音
伝
道
者
は
、「
説
得
」
に
よ
っ
て
民
衆
や
政
治
家
に
イ
エ
ス
に
従

う
道
に
進
む
よ
う
に
促
す
。
本
書
は
田
上
雅
徳
の
グ
ラ
ハ
ム
理
解
を
発
展
的

に
継
承
し
つ
つ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
人
び
と
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す

る
福
音
伝
道
者
グ
ラ
ハ
ム
の
戦
略
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に

立
つ
こ
と
で
、
本
書
は
グ
ラ
ハ
ム
が
あ
る
時
期
に
は
「
恐
怖
」
を
語
り
つ

つ
、
ま
た
別
の
時
期
に
は
「
希
望
」
に
力
点
を
置
い
た
そ
の
紆
余
曲
折
を
整

合
的
に
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
治
情
勢
と
そ
の
も
と
で
語
り
か
け
る

べ
き
人
び
と
に
応
じ
て
、
グ
ラ
ハ
ム
は
用
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
変
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

福
音
伝
道
者
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
説
得
を
重
視
す
る
と
い
う
第
一

の
特
徴
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
が
、
本
書
が
「
制
約
」
と
呼
ぶ
、
自
己
の

役
割
を
抑
制
的
に
位
置
づ
け
る
態
度
で
あ
る
。
福
音
伝
道
者
は
自
分
の
な
し

う
る
役
割
を
説
得
に
限
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
に
批
判
の
矛
先
を
向

け
る
預
言
者
に
も
場
合
に
よ
っ
て
は
協
力
を
求
め
る
。
本
書
は
福
音
伝
道
者

を
祭
司
や
預
言
者
か
ら
弁
別
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
と
福
音
伝
道
者
と
の
関
係
を

再
定
位
す
る
こ
と
で
、
グ
ラ
ハ
ム
と
同
時
代
の
他
の
宗
教
指
導
者
や
、
マ
ー

ク
・
О
・
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
よ
う
な
預
言
者
的
色
彩
を
帯
び
た
政
治
家

と
の
関
係
を
整
理
し
て
い
る
。
か
く
し
て
本
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義

者
と
し
て
知
ら
れ
た
カ
ー
ル
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
と
同
じ
く
反
共
主
義
を
と

り
つ
つ
も
、
グ
ラ
ハ
ム
が
ア
メ
リ
カ
自
身
に
も
自
省
を
求
め
る
立
場
を
維
持

し
え
た
の
は
何
故
か
、
あ
る
い
は
ま
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
シ
ン
キ
ン
グ
を
提
唱

し
、
ニ
ク
ソ
ン
に
重
用
さ
れ
た
ノ
ー
マ
ン
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ピ
ー
ル
と
同

じ
く
、
グ
ラ
ハ
ム
が
ニ
ク
ソ
ン
と
個
人
的
な
親
交
を
結
び
つ
つ
も
微
妙
な
距

離
感
を
抱
え
続
け
た
の
は
何
故
か
に
、
説
得
的
な
答
え
を
与
え
て
い
る
。

今
日
、
分
極
化
著
し
い
と
言
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
、
福
音
派
は
頑

迷
さ
の
象
徴
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
福
音
派
の
父
の
ひ
と

り
と
言
え
る
グ
ラ
ハ
ム
は
、
民
主
党
で
あ
れ
共
和
党
で
あ
れ
分
け
隔
て
な
く

政
治
家
と
対
話
し
、協
力
と
一
致
の
可
能
性
を
あ
く
ま
で
も
探
ろ
う
と
し
た
。

現
在
の
ア
メ
リ
カ
政
治
が
抱
え
る
も
っ
と
も
切
実
な
問
題
に
、
政
治
思
想
の

対
象
と
し
て
は
い
さ
さ
か
マ
イ
ナ
ー
な
グ
ラ
ハ
ム
を
つ
う
じ
て
、
逆
説
的
に

も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
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人
権
の
理
論
的
研
究
は
こ
の
十
数
年
間
に
大
き
く
転
回
し
、
活
況
を
呈
し

て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
来
、
理
論
家
た
ち
は
、
主
体
が
人
間
だ
と
い
う

理
由
の
み
で
保
有
さ
れ
る
道
徳
的
権
利
と
し
て
人
権
を
捉
え
た
上
で
、
そ
の

哲
学
的
基
礎
を
探
究
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
は
『
諸
人
民

の
法
』（
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
、
国
家
主
権
を
制
約
す
る
国
際
法
上
の

根
拠
と
い
う
新
た
な
人
権
観
を
先
駆
的
に
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た

Ｃ
・
ベ
イ
ツ
は
、『
人
権
の
観
念
』（
二
〇
〇
九
年
）
で
、
哲
学
的
（
自
然
本

性
的
）
人
権
観
を
批
判
し
、
国
際
人
権
法
や
各
国
の
人
権
保
障
制
度
、
そ
し

て
人
権
言
説
に
依
拠
す
る
実
践
的
（
政
治
的
）
人
権
観
を
唱
道
す
る
。
同
書

の
公
刊
を
契
機
に
、人
権
論
の
政
治
的
転
回
が
起
こ
っ
た
と
さ
え
言
わ
れ
る
。

ま
た
、
Ｊ
・
ラ
ズ
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
実
践
的
人
権
観
を
提
唱
し
た
。
他
方
、

哲
学
的
人
権
観
の
陣
営
で
は
、
Ｊ
・
グ
リ
フ
ィ
ン
が
『
人
権
論
』（
二
〇
〇

八
年
）
で
、人
格
性
（
規
範
的
主
体
性
）
を
掲
げ
る
理
論
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
哲
学
的
人
権
観
に
対
抗
し
て
実
践
的
人
権
観
が
抬

頭
し
、
そ
の
後
は
両
者
の
対
立
を
軸
と
し
て
研
究
が
進
展
し
て
き
た
。

近
年
の
人
権
論
の
国
際
的
研
究
状
況
を
詳
細
に
紹
介
し
検
討
す
る
邦
語
の

文
献
は
、
こ
れ
ま
で
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
実
践
的
人
権

観
を
精
査
し
た
上
で
新
た
な
哲
学
的
人
権
観
を
提
案
す
る
の
が
、
本
書
で

あ
る
。
主
題
を
設
定
し
た
後
（
第
一
章
）、
ロ
ー
ル
ズ
（
第
二
章
）・
ラ
ズ

（
第
三
章
）・
他
の
論
者
（
第
四
章
）
の
実
践
的
人
権
観
を
批
判
し
た
上
で
、

哲
学
的
人
権
観
へ
の
ベ
イ
ツ
の
異
議
に
反
論
し
（
第
五
章
）、
さ
ら
に
グ
リ

フ
ィ
ン
の
一
元
的
理
論
を
手
が
か
り
に
二
元
的
理
論
を
提
案
し
て
い
る
（
第

六
章
）。
こ
の
自
説
は
、
社
会
経
済
的
権
利
（
第
七
章
）・
民
主
制
へ
の
権
利

（
第
八
章
）・
国
際
関
係
（
第
九
章
）・
開
発
援
助
（
第
一
〇
章
）
へ
と
応
用

さ
れ
る
。
本
書
の
一
つ
の
特
徴
は
、
膨
大
な
欧
語
文
献
を
渉
猟
し
て
、
代
表

的
学
説
を
精
密
に
検
討
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
自
説
の
構
築
と

展
開
を
果
敢
に
試
み
た
こ
と
は
、
本
書
の
価
値
を
大
い
に
高
め
て
い
る
。
ま

た
、
多
岐
に
わ
た
る
個
別
論
点
の
考
察
も
特
筆
に
値
す
る
。

他
方
、
評
者
は
三
つ
の
疑
問
を
抱
い
た
。
第
一
に
、
著
者
は
、
ロ
ー
ル
ズ

が
断
片
的
に
示
唆
し
た
人
権
論
を
再
構
成
し
、
微
に
入
り
細
を
穿
つ
検
討
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
底
に
あ
る
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
ほ
と
ん
ど

言
及
し
て
い
な
い
。
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
立
憲
民
主
制
の
公
共
的
政

治
文
化
の
根
本
的
諸
価
値
を
哲
学
的
に
説
明
し
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ

こ
で
、
道
徳
的
／
政
治
的
と
い
う
区
別
が
枢
要
と
な
る
。
諸
個
人
は
、
相
互

に
衝
突
す
る
道
徳
的
正
義
観
を
奉
じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
諸
個
人
の
間
で

成
立
し
う
る
重
合
的
合
意
を
も
と
に
政
治
的
正
義
観
が
構
想
さ
れ
る
。
こ
の

政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
国
際
関
係
に
適
用
し
て
、
正
義
に
適
っ
た
リ
ベ
ラ

◆
書
評

人
権
を
哲
学
す
る

●

─
─
宇
佐
美　

誠

木
山
幸
輔
『
人
権
の
哲
学
─
─
基
底
的
価
値
の
探
究
と

現
代
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）
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ル
民
主
諸
国
は
い
か
な
る
国
際
法
を
形
成
す
る
か
、
ま
た
正
義
に
悖
る
国
々

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
と
る
べ
き
か
を
考
察
し
た
の
が
、『
諸

人
民
の
法
』
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
政
治
的
人
権
観
が
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
人
権
観
を
峻
拒
す
る
著
者
は
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
全
体
も
退
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
他
の
主
要
論
者
に
比
べ
て
簡
潔
に
扱
わ
れ
て
い
る
ラ
ズ
の
実
践

的
人
権
観
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
が
絡
み
合
う
複
雑
な
議
論
で
あ
る
。
一
つ

の
要
素
は
、
彼
の
利
益
説
、
す
な
わ
ち
あ
る
個
人
の
利
益
が
他
の
諸
個
人
を

義
務
づ
け
る
十
分
な
理
由
で
あ
る
と
き
、
前
者
は
後
者
に
対
し
て
権
利
を
も

つ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
利
益
説
と
政
治
的
人
権
観
の
関
係
は
、
本
書
で
や

や
詳
細
に
論
及
さ
れ
て
い
る
（
注
七
三
）。
別
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
法

哲
学
で
の
法
実
証
主
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ズ
は
、
道
徳
を
法
に
組
み

込
む
法
体
系
が
あ
り
う
る
と
認
め
る
包
含
的
法
実
証
主
義
に
反
対
し
て
、
道

徳
は
概
念
的
に
法
に
含
ま
れ
え
な
い
と
主
張
す
る
排
除
的
法
実
証
主
義
の
指

導
的
理
論
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
実
証
主
義
の
先
駆
者
の

一
人
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
が
、
人
権
の
歴
史
的
母
体
で
あ
る
自
然
権
を
「
大
言
壮

語
の
戯
言
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
実
証
主
義
は
哲
学

的
人
権
観
に
敵
対
的
で
あ
る
。
個
々
の
権
利
が
各
種
の
人
権
条
約
に
規
定
さ

れ
、
あ
る
い
は
主
権
の
制
約
根
拠
と
し
て
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ

れ
を
人
権
と
呼
ん
だ
上
で
、
人
権
の
時
代
的
可
変
性
を
強
調
す
る
ラ
ズ
の
議

論
は
、
法
実
証
主
義
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
私
の
理
解
が
誤

り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ラ
ズ
の
政
治
的
人
権
観
を
批
判
す
る
著
者
は
、
法
実

証
主
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
自
律
・
自
由
・
最
小
限
提
供
と
い
う
最
高
次
の
権
利
か
ら
な
る

人
格
性
を
掲
げ
た
グ
リ
フ
ィ
ン
の
一
元
的
理
論
が
詳
細
に
批
判
さ
れ
、
自
律

に
加
え
て
平
等
も
基
底
的
価
値
と
す
る
二
元
的
理
論
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
自
律
中
心
の
一
元
的
理
論
が
多
様
な
人
権
を
正
当
化
す
る
に
は
狭

隘
だ
と
い
う
指
摘
は
、
欧
米
の
理
論
家
た
ち
か
ら
も
示
さ
れ
て
お
り
、
著
者

の
批
判
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
だ
が
、
平
等
を
自
律
に
並
立
す
る
基
底
的
価

値
と
す
る
議
論
に
は
疑
義
が
残
る
。
あ
る
個
人
に
権
利
を
認
め
た
な
ら
ば
、

重
要
な
点
で
類
似
す
る
別
の
個
人
に
も
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
、
権

利
は
本
質
的
に
平
等
の
要
請
を
包
含
す
る
。
権
利
は
特
権
で
は
な
い
。
こ
う

し
た
権
利
内
在
的
な
平
等
は
、
自
律
と
い
う
人
権
に
も
含
ま
れ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
著
者
が
あ
え
て
平
等
を
自
律
に
並
置
す
る
意
図
は
、
統
合
さ
れ

た
自
己
の
感
覚
（
Ａ
・
サ
ン
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
身
の
規

定
者
か
つ
被
規
定
者
だ
と
い
う
感
覚
が
、
不
平
等
処
遇
に
よ
っ
て
棄
損
さ
れ

る
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
が

抱
く
だ
ろ
う
感
覚
を
根
拠
と
す
る
経
験
的
議
論
は
、
偶
然
的
事
実
に
依
拠
し

て
い
る
と
の
批
判
を
招
き
う
る
。
歴
史
上
の
身
分
制
社
会
に
お
い
て
、
王
侯

貴
族
や
聖
職
者
に
劣
る
処
遇
を
受
け
て
い
た
平
民
も
、
自
ら
の
身
分
の
範
囲

で
は
自
身
の
規
定
者
か
つ
被
規
定
者
だ
と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
し
た
批
判
を
遮
断
し
う
る
の
は
、
権
利
の
内
在
的
要
請
と
し
て
平
等
を
捉

え
る
先
験
的
議
論
だ
ろ
う
。

人
権
の
哲
学
的
根
拠
を
緻
密
に
探
究
し
た
本
書
に
対
し
て
右
の
困
難
な
質

問
へ
の
回
答
を
求
め
る
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
望
蜀
の
観
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
明
ら
か
な
の
は
、
本
書
が
人
権
の
理
論
的
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ

た
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
主
題
の
い
か
な
る
研
究
者
も
、
本
書
と
向
き

あ
う
の
を
避
け
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　464

自
由
民
主
主
義
に
未
来
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本

主
義
が
広
が
り
、
自
由
民
主
主
義
は
寡
頭
制
的
な
統
治
へ
変
質
し
（
ポ
ス
ト

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）、
他
方
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
広
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
中

国
な
ど
の
権
威
主
義
体
制
の
諸
国
が
台
頭
す
る
な
ど
「
権
威
主
義
化
の
波
」

が
生
じ
、
国
際
社
会
で
は
軍
事
的
対
立
が
起
き
て
い
る
。「
人
類
種
は
み
ず

か
ら
の
生
存
を
願
っ
て
は
い
な
い
の
か
」（
Ｒ
・
フ
ォ
ー
ク
）
と
い
う
問
い

を
否
定
で
き
な
い
程
、
環
境
危
機
も
深
刻
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
危

機
か
ら
の
脱
出
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
中
心
に
模
索
し
て
い
る
。

千
葉
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
「
三
頭
立
て

の
馬
車
」
が
近
代
世
界
を
形
成
し
て
き
た
、
と
論
ず
る
。
一
九
五
〇
年
代
に

は
西
側
諸
国
で
代
表
制
民
主
主
義
・
参
加
民
主
主
義
・
社
会
民
主
主
義
と
い

う
、
三
つ
の
民
主
主
義
が
結
合
し
「
自
由
民
主
主
義
体
制
の
プ
ロ
ト
タ
イ

プ
」
が
定
着
し
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
新
自
由
主
義
と
「
新
右

派
連
合
」
の
形
成
に
よ
り
、
自
由
民
主
主
義
が
動
揺
し
た
。

第
一
章
で
は
、
新
自
由
主
義
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
資
本
主
義
に
よ
り
、

資
本
主
義
と
、
立
憲
主
義
お
よ
び
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
対
立
が
先
鋭
化
す
る
過

程
が
、
Ⅾ
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
Ｒ
・
ラ
イ
シ
ュ
、
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
、
Ｗ
・
ブ
ラ

ウ
ン
た
ち
の
議
論
を
再
構
成
し
な
が
ら
描
き
出
さ
れ
る
。
ま
た
資
本
主
義
は

自
ら
の
発
展
を
支
え
て
き
た
倫
理
と
社
会
的
文
化
的
基
盤
を
解
体
し
、
全
般

的
な
「
制
度
的
破
壊
」（
Ｊ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
）
が
起
き
て
い
る
、
と
指

摘
さ
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
概
念
を
用
い
て
、
現
代
国
家
の
正

統
性
の
危
機
が
論
じ
ら
れ
る
。
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
Ｓ
・
ウ
ォ
リ
ン
の
議

論
を
手
掛
か
り
に
、千
葉
は
自
由
民
主
主
義
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
解
体
を「
人

民
の
政
治
体
」
か
ら
「
経
済
政
体
」
へ
の
移
行
と
し
て
分
析
す
る
。
そ
し
て

新
自
由
主
義
の
論
理
に
基
づ
く
「
経
済
政
体
」
に
対
し
て
「
国
家
に
抗
す
る

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
提
唱
す
る
Ｍ
・
ア
バ
ン
ス
ー
ル
や
Ｊ
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル

を
批
判
し
、
国
家
レ
ベ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

第
三
章
で
は
、
社
会
福
祉
と
社
会
保
障
の
劣
化
の
観
点
か
ら
、
自
由
民
主

主
義
の
危
機
が
分
析
さ
れ
る
。「
ポ
ス
ト
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
か
ら
の
脱
出
の

た
め
、
下
か
ら
の
民
主
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
構
築
と
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が

検
討
さ
れ
、
社
会
民
主
主
義
の
強
化
と
い
う
課
題
が
示
さ
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
危
機
を
め
ぐ
る
議
論
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

千
葉
は
気
候
変
動
に
対
す
る
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
グ
リ
ー
ン
・
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
、
定
常
型
経
済
、
脱
成
長
）
の
連
携
と
協
働
を
通
じ
、「
ガ
イ
ア

へ
の
責
任
あ
る
世
話
と
ケ
ア
（planetary stew

ardship of Gaia

）」
を

支
え
る
自
然
観
の
構
造
転
換
を
擁
護
す
る
。

◆
書
評

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
終
わ
ら
な
い

─
─
自
壊
か
ら
の
脱
出

●

─
─
山
崎　

望
千
葉
眞
『
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー

─
─
危
機
の
時
代
の
「
突
破
口
」
を
求
め
て
』（
筑
摩

選
書
、
二
〇
二
二
年
）
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補
論
で
は
、
Ｊ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主

義
』
で
提
出
さ
れ
た
「
資
本
主
義
は
そ
の
成
功
ゆ
え
に
自
壊
し
、
社
会
主
義

の
勝
利
を
準
備
す
る
」「
社
会
主
義
と
民
主
主
義
の
両
立
可
能
性
」「
い
か
な

る
民
主
主
義
な
の
か
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
ゼ
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
意
義
と
し
て
三
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
第
一
は
、
自
由
民
主
主
義

の
「
外
部
」
へ
の
視
座
を
持
つ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
い
う
包
摂
性
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
全
般
的
な
「
制
度
的
破
壊
」
に
よ
る
自
壊
を
検
討
す
る
千
葉

は
、
民
主
主
義
と
資
本
主
義
の
両
立
（
不
）
可
能
性
の
問
い
直
し
ま
で
論
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
「
外
部
」
で
あ
る
環
境
を
め
ぐ
っ
て
も
、

千
葉
は
人
間
と
自
然
の
関
係
性
の
問
い
直
し
ま
で
論
を
展
開
し
て
い
る
。

第
二
に
宗
教
と
民
主
主
義
の
関
係
へ
の
取
り
組
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
千
葉

は
神
に
代
わ
っ
て
富
が
代
替
／
疑
似
宗
教
と
し
て
機
能
す
る
現
状
に
対
し
、

政
治
と
い
う
営
み
が
限
界
を
持
つ
な
ら
ば
、
宗
教
が
い
か
な
る
機
能
を
果
た

せ
る
の
か
、
考
察
し
て
い
る
。
内
在
性
や
平
等
を
求
め
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
、
超
越
性
を
持
つ
宗
教
の
両
立
が
可
能
か
、
と
い
う
問
い
は
、
世
界
各
地

で
「
宗
教
の
復
活
」
に
直
面
す
る
わ
れ
わ
れ
が
避
け
て
は
通
れ
な
い
。

第
三
に
千
葉
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
想
は
、
自
由
民
主
主
義
と
参
加
民
主
主

義
、
社
会
民
主
主
義
と
い
っ
た
異
な
る
種
（species

）
の
民
主
主
義
間
の

関
係
、
さ
ら
に
社
会
主
義
、
立
憲
主
義
や
平
和
主
義
な
ど
と
の
接
続
可
能
性

の
模
索
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
（
千
葉
眞
『「
未
完
の
革
命
」
と
し
て
の

平
和
憲
法
─
─
立
憲
主
義
思
想
史
か
ら
考
え
る
』
岩
波
書
店
も
参
照
）。
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
が
権
威
主
義
体
制
と
の
軍
事
的
対
立
の
正
当
化
と
結
び
つ
い
て

い
る
今
日
、
こ
う
し
た
課
題
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。

最
後
に
課
題
を
四
点
、
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
、

資
本
主
義
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
「
外
部
」
の
関
係
の
、
さ
ら
な
る
探
求

で
あ
る
。
安
全
保
障
、
社
会
保
障
か
ら
環
境
危
機
ま
で
「
生
命
を
守
る
」
こ

と
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
両
立
し
得
る
の
か
／
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問

い
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
書
の
範
囲
で
は
直
接
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
「
外
部
」
へ
の

問
い
が
あ
る
。
一
つ
は
国
際
社
会
に
お
け
る
戦
争
や
内
戦
と
い
っ
た
暴
力
の

問
題
で
あ
る
（
千
葉
眞
『
連
邦
制
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
─
─
思
想
・
運

動
・
平
和
構
想
』
風
行
社
も
参
照
）。
ま
た
家
族
と
い
う
私
的
領
域
の
権
力

を
め
ぐ
る
問
い
も
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
国
境
の
内
側
で
、
あ
る
い
は
公

的
領
域
で
、
そ
の
歩
み
を
止
め
る
の
か
。
そ
れ
が
外
部
に
開
か
れ
た
時
に
い

か
な
る
問
題
に
直
面
す
る
の
か
、
問
い
は
残
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
資
本
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
三

頭
立
て
の
馬
車
」
と
い
う
歴
史
を
持
た
な
い
多
く
の
非
西
洋
諸
国
の
思
想
や

実
践
を
含
め
た
、
総
体
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
を
め
ぐ
る
問
い
が
あ
る
。「
三
頭
立
て

の
馬
車
」
が
解
体
す
る
今
日
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
仮
に
資
本
主
義
が
自
壊
す
る
と
し
て

も
、
自
ず
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
つ
く
社
会
主
義
へ
至
る
保
証
は
な
い
。

古
い
社
会
か
ら
抜
け
出
し
新
た
な
社
会
を
担
う
民
衆
（dem

os

）
は
ど
の
よ

う
に
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
人
々
に
開
か
れ
て
い
る
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
危
機
が
指
摘
さ
れ
る
今
日
、
千
葉
の
長
年
に
わ

た
る
多
方
面
の
研
究
を
凝
縮
さ
せ
、
現
代
の
危
機
か
ら
の
脱
出
に
関
心
を
持

つ
読
者
を
触
発
す
る
巨
視
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
本
書
は
、
長
く
読
み
継
が

れ
て
い
く
べ
き
書
物
で
あ
る
。
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◆
書
評

ケ
ア
の
倫
理
と
政
治
学
の
結
節
点
と
し
て

の
ト
ロ
ン
ト
の
新
し
い
民
主
主
義
論

●

─
─
鈴
木
知
花

ジ
ョ
ア
ン
・
Ｃ
・
ト
ロ
ン
ト
著
、
岡
野
八
代
訳
・
著

『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？
─
─
新
し
い
民
主
主
義
の
か

た
ち
へ
』（
白
澤
社
、
二
〇
二
〇
年
）

本
書
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
民
主
主
義
賞
を
受
賞
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
政
治
思
想
家
で
あ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
の
講
演
録
の
訳
出
を

主
軸
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
政
治
的
課
題
と
は
程
遠
い
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
ケ
ア
が
実
際
に
は
政
治
と
結
節
し
、
社
会
変
革
を
う
な
が
す
理
論
と

な
る
こ
と
を
、
ト
ロ
ン
ト
の
新
し
い
民
主
主
義
論
の
視
座
か
ら
提
起
し
た
も

の
で
あ
る
。
本
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ト
ロ
ン
ト
の
著
作
に
は
邦

訳
が
い
ま
だ
な
く
、
そ
の
点
で
ケ
ア
と
民
主
主
義
の
結
び
つ
き
に
光
を
あ
て

た
ト
ロ
ン
ト
の
新
し
い
民
主
主
義
論
を
日
本
の
読
者
に
提
示
し
た
本
書
は
高

い
学
術
的
・
社
会
的
意
義
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
本
書
の
有
意
性

は
ト
ロ
ン
ト
の
訳
出
の
み
に
あ
る
訳
で
は
な
い
。
ト
ロ
ン
ト
の
講
演
録
に
続

く
岡
野
の
議
論
も
、
既
存
の
民
主
主
義
を
新
し
い
「
ケ
ア
に
満
ち
た
」
民
主

主
義
へ
と
変
革
す
る
た
め
に
ケ
ア
と
い
う
概
念
が
い
か
に
「
政
治
理
論
と
し

て
の
批
判
力
」
を
発
揮
す
る
の
か
と
い
う
点
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、「
ケ
ア
」
を
政
治
学
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
本
書
の
出
発
点
で
あ
る
ト
ロ
ン
ト
の
新
し
い
民
主
主
義
論

が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
は
、
も
し
も
私
た
ち
が
民
主
主
義

の
継
続
を
希
望
す
る
の
な
ら
ば
、
既
存
の
民
主
主
義
を
ケ
ア
を
根
幹
に
据
え

た
も
の
へ
と
再
編
す
る
こ
と
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
長
ら
く
「
家
内
労
働
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
ケ
ア
が
な
ぜ
民
主
主
義
の

再
編
と
い
う
政
治
的
問
題
に
関
わ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ケ
ア
、
と
り
わ
け
そ

れ
を
担
う
責
任
を
誰
が
も
つ
の
か
（
ま
さ
し
く
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が“W

ho 
Cares? ”

と
あ
る
よ
う
に
）、
と
い
う
ケ
ア
の
責
任
の
配
分
に
関
わ
る
問
題

が
き
わ
め
て
政
治
的
で
あ
り
、
政
治
を
通
じ
て
応
え
る
べ
き
問
題
だ
か
ら
で

あ
る
。

既
存
の
民
主
主
義
は
、
ケ
ア
を
担
う
責
任
を
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
一
部

の
人
び
と
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
た
ち
を
政
治
的
世
界
か
ら

排
除
し
て
き
た
。
つ
ま
り
ケ
ア
を
担
う
責
任
は
伝
統
的
に
不
平
等
に
配
分
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
の
が
「
ケ
ア

を
共
に
す
る
」
民
主
主
義
の
構
想
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
民
主
主
義
は
、
あ

ら
ゆ
る
人
び
と
が
ケ
ア
の
責
任
の
配
分
に
で
き
る
限
り
完
全
に
参
加
で
き
る

こ
と
を
保
障
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
は
、
今
日
の
合
衆
国
に
お
け
る
新

自
由
主
義
的
経
済
秩
序
に
裏
打
ち
さ
れ
た
市
場
第
一
民
主
主
義
の
も
と
で
は

実
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
「
共
に
ケ
ア
す
る
」
と

い
う
意
識
は
薄
れ
、
ケ
ア
を
個
人
の
問
題
と
し
て
枠
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
ふ
ま
え
、
ト
ロ
ン
ト
は
、
他
者
と
「
共
に
ケ
ア
す
る
」

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
政
治
的
・
社
会

的
諸
制
度
を
変
革
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
ケ
ア
の
責
任
の
配
分
に
関
し
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て
、
平
等
な
発
言
権
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
る
。

続
く
第
二
章
で
は
、
ト
ロ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
歩
み
を
経
て
ケ
ア

と
い
う
概
念
に
着
眼
し
た
新
し
い
民
主
主
義
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
か
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
発
展
の
様
相
と
と
も
に
岡
野
に
よ
っ
て
丹

念
に
た
ど
ら
れ
る
。〈
差
異
か
、
平
等
か
〉
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け

る
古
典
的
デ
ィ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
端
緒
と
し
て
の
ケ
ア
の
倫
理
の
可
能

性
に
着
眼
し
た
ト
ロ
ン
ト
は
、
そ
れ
を
、「
歴
史
・
社
会
の
な
か
で
総
体
的

に
」
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
を
中
心
に
す
え
た
政
治
理
論
へ
と
「
鍛

え
上
げ
る
」
べ
き
だ
と
提
案
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
現
在
わ

た
し
た
ち
が
生
き
る
社
会
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
価
値
基
準
に
も
と
づ

き
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
中
心
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
既
存
の
社
会
で
は
、
強
固
な
公
私
二
元
論
に
よ
っ

て
ケ
ア
と
い
う
営
み
は
周
辺
化
さ
れ
、
そ
れ
が
内
包
す
る
不
平
等
や
格
差
は

覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
特
権
的
に
、
ケ
ア
す
る
責
任
を
免
れ
そ

れ
を
劣
位
に
あ
る
他
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
政
治
を
担
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
本
章
の
最
後
で
は
、
民
主
的
な
政
治
を
ケ
ア
に
た
い
す
る

責
任
の
（
平
等
な
）
配
分
に
求
め
る
ト
ロ
ン
ト
の
新
し
い
民
主
主
義
の
構
想

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
特
権
的
無
責
任
」
を
終
わ
ら
せ
る

と
い
う
大
き
な
社
会
変
革
が
必
要
だ
と
い
う
岡
野
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。

終
章
で
は
、
ト
ロ
ン
ト
が
た
ど
り
着
い
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
ケ
ア
の

民
主
的
倫
理
」
に
よ
っ
て
、
既
存
の
民
主
主
義
を
ど
う
再
生
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
の
理
路
が
岡
野
に
よ
っ
て
さ
ぐ
ら
れ
る
。
国
家
の
構
成
員
の

誰
も
が
ケ
ア
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
そ
の
生
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
に
ケ
ア
は
わ
た
し
た
ち
の
生
の
根
幹
に
関
わ
る
活
動
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
価
値
は
歴
史
を
つ
う
じ
て
貶
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
の
担
い
手
で

あ
る
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
ケ
ア
労
働
者
は
、
民
主
主
義
に
内
在
す
る
平
等

の
原
理
の
範
疇
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
。
既
存
の
民
主
主
義
は
、「
ど
こ
か

で
平
等
に
値
す
る
者
を
選
別
」
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
を

本
来
の
姿
へ
と
再
起
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
政
治
の
最
大
関
心
事
の
ひ
と

つ
」
と
し
て
ケ
ア
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
関
わ
る
者
す
べ
て
の
声
に
応
え
ら

れ
る
し
く
み
を
備
え
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ケ
ア
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
価
値
観
や
態
度
に
下
支
え
さ
れ
た
「
ケ
ア
に
満
ち

た
」
民
主
主
義
が
可
能
と
な
る
。

本
書
で
示
さ
れ
た
新
し
い
民
主
主
義
論
は
、
既
存
の
市
場
第
一
民
主
主
義

か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ト
ロ
ン
ト

は
、
既
存
の
政
治
的
・
社
会
的
諸
制
度
を
ケ
ア
に
中
心
的
価
値
を
お
い
た
も

の
へ
と
変
革
す
る
際
、「
思
い
も
か
け
な
い
協
力
者
」
と
な
る
の
は
市
場
だ

と
も
主
張
す
る
。
市
場
は
、
ケ
ア
実
践
の
多
様
性
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
場
に
両
義
性
を

見
出
す
ト
ロ
ン
ト
だ
が
、
新
自
由
主
義
的
秩
序
に
則
っ
た
現
在
の
市
場
は
果

た
し
て
ト
ロ
ン
ト
の
共
に
ケ
ア
す
る
民
主
主
義
の
構
想
を
実
現
す
る
協
力
者

に
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
一
抹
の
疑
念
が
残
る
が
、
民
主
主
義

の
再
生
を
ケ
ア
の
倫
理
の
視
座
か
ら
謳
っ
た
本
書
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
と

民
主
主
義
論
の
双
方
の
発
展
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
歴
史
を
つ
う
じ
て
政
治
的
課
題
と
は
見
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
ケ
ア
と
い
う
事
象
が
実
際
に
は
民
主
主
義
の
根
幹
を
左
右

す
る
ほ
ど
の
政
治
的
意
義
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
明
る
み
に
出
し
た
点
は
特

筆
に
値
す
る
。
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ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
。
二
〇
世
紀
を
代
表

す
る
二
つ
の
知
性
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
交
差
し
、
い
か
な
る
影

響
を
互
い
に
与
え
た
の
か
。

通
常
、
思
想
家
研
究
に
は
そ
の
対
象
へ
の
深
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
研
究
対
象
の
「
敵
方
」
に
位
置
す
る
人
物
に
対
し
て

は
、
し
ば
し
ば
公
平
さ
を
欠
い
た
批
判
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
犬
猿
の
仲
と
も
評
さ
れ
る
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
十
分
な
厚
み
を
も
っ
て
、

し
か
も
一
方
に
肩
入
れ
せ
ず
に
扱
う
点
に
本
書
の
特
異
さ
が
あ
る
。
本
書
が

類
を
見
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
の
二
人
の
独
特
な
関
係
性
に
由
来
し

て
い
る
。
両
者
は
た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
よ
う
に
長

く
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
〔
戸
谷
洋
志
・
百
木
漠
『
漂
泊
の

ア
ー
レ
ン
ト　

戦
場
の
ヨ
ナ
ス
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
〕。

ま
た
「
ラ
イ
バ
ル
」
と
形
容
す
る
に
し
て
も
両
者
の
関
係
は
薄
く
、
具
体

的
な
接
点
に
乏
し
い
。
あ
え
て
類
書
を
挙
げ
る
な
ら
ば
「
ド
イ
ッ
チ
ャ
ー

事
件
」
を
主
題
と
し
た
Ｄ
・
コ
ー
ト
の
著
作
〔D

avid Caute, Isaac &
 

Isaiah, Y
ale U

P, 2013

〕
が
浮
か
ぶ
が
、
こ
ち
ら
は
明
白
に
「
政
治
的
」

意
図
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
意
図
を
伴
わ
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
思
い
つ
く
か
ぎ
り
あ
ら
ゆ
る
接
点
を
探
り
出
し
て
二
人
の
関
係

を
事
細
か
に
検
証
し
て
い
る
。
評
者
は
過
去
に
何
度
か
「
結
局
の
と
こ
ろ

バ
ー
リ
ン
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
不
仲
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
？
」
と
問
わ
れ

て
答
え
に
窮
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
こ
れ
ま
で

に
な
い
徹
底
し
た
回
答
を
提
供
し
て
い
る
。

で
は
本
書
の
目
的
は
両
者
の
個
人
的
関
係
の
解
明
に
尽
き
る
の
か
。
仮
に

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ゴ
シ
ッ

プ
─
─
興
味
深
く
、
ま
た
面
白
い
読
み
物
で
あ
ろ
う
が
、
政
治
思
想
研
究

と
は
少
し
異
な
る
─
─
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
革
命
と
戦
争
に
彩
ら
れ
た
二
〇
世
紀
の
政
治
的

諸
経
験
を
、
二
人
の
思
想
家
の
眼
を
通
し
て
眺
め
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
で

あ
る
。
第
二
章
で
両
者
の
個
人
的
関
係
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
提
示
さ
れ
た
の

ち
、
続
く
各
章
で
は
両
者
の
思
想
と
行
動
の
詳
細
な
比
較
を
通
じ
て
こ
の
三

つ
の
テ
ー
マ
へ
と
分
け
入
っ
て
ゆ
く
。
い
わ
ば
、
バ
ー
リ
ン
と
ア
ー
レ
ン
ト

の
個
人
的
関
係
と
い
う
非
常
に
ニ
ッ
チ
な
話
題
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
小
さ
な

穴
を
覗
く
と
、
ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
二
人
の
思
想
体
系

と
二
〇
世
紀
の
政
治
的
現
実
と
い
う
パ
ノ
ラ
マ
が
展
望
さ
れ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
エ
レ
ガ
ン
ト
な
外
見
と
は
裏
腹
に
、

両
者
の
比
較
に
際
し
て
は
本
書
は
愚
直
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
徹
底
し
た
検
証

を
重
ね
て
い
る
。
特
に
バ
ー
リ
ン
の
し
ば
し
ば
断
片
的
な
発
言
に
対
す
る
解

◆
書
評

思
想
家
の
思
想
と
行
動

●

─
─
森　

達
也

K
ei H
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U
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釈
は
、
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
所
蔵
品
を
は
じ
め
と
し
た
未
公
刊
資
料
群
の
調

査
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
対
照
が
本
書
全
体
の
印
象
で
あ
る
。

両
者
の
個
人
的
関
係
を
追
跡
し
た
第
二
章
は
そ
れ
ゆ
え
著
者
の
面
目
躍
如

の
観
が
あ
る
。
一
九
四
一
年
の
最
初
の
出
会
い
か
ら
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
ま

で
至
る
、「
彼
」
の
「
彼
女
」
に
対
す
る
積
年
の
「
敵
視
」
の
叙
述
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
一
九
六
七
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
両
者
の
関
係
な

ど
、
こ
れ
ま
で
双
方
の
研
究
者
が
ま
っ
た
く
注
目
し
な
か
っ
た
点
に
も
踏
み

込
ん
で
い
る
。
他
方
で
第
三
章
は
両
者
の
自
由
お
よ
び
多
元
性
／
複
数
性
の

意
味
内
容
に
関
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
比
較
論
で
あ
る
。
全
体
主
義
を
め

ぐ
る
両
者
の
相
違
は
そ
の
裏
面
に
あ
た
る
〈
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
理
想
化
」

し
た
現
実
の
国
制
（
す
な
わ
ち
英
国
と
米
国
）
の
あ
り
方
〉
に
由
来
す
る
と

い
う
第
四
章
の
洞
察
は
、
第
三
章
の
論
点
と
あ
わ
せ
て
第
六
章
に
引
き
継
が

れ
る
。
亡
命
者
が
自
分
を
受
け
入
れ
た
社
会
を
理
想
化
す
る
傾
向
と
い
う
の

は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
大
英
「
帝
国
」
や
ハ

ン
ガ
リ
ー
「
革
命
」
に
対
す
る
両
者
の
対
照
的
な
評
価
へ
と
接
続
さ
せ
る
著

者
の
手
腕
は
見
事
で
あ
る
。

第
五
章
の
主
題
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
で
あ
る
が
、
よ
り
一
般
的
な
政
治
理

論
的
主
題
と
し
て
「
判
断
」
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
事
件
を
め
ぐ
る
両
者

の
言
動
を
仔
細
に
追
跡
し
な
が
ら
、
著
者
は
そ
の
背
後
に
あ
る
哲
学
的
諸
前

提
、
道
徳
観
、
個
人
的
気
質
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
自
己
認
識
と
い

う
複
数
の
側
面
の
集
合
体
を
そ
れ
ぞ
れ
鮮
明
に
描
い
て
み
せ
る
。
バ
ー
リ
ン

は
し
ば
し
ば
ト
ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
臆
病
さ
」
と
比
較
さ
れ
、
他
方
で
ア
ー

レ
ン
ト
は
「
勇
気
」
を
強
調
す
る
思
想
家
だ
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味

が
あ
ら
た
め
て
感
得
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
二
人
の
思
想
家
が
遺
し
た
テ
ク
ス
ト
と
行
為
の

足
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
の
政
治
的
諸
経
験
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に

意
味
す
る
も
の
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
本
書
の
副
題
「
自
由
、

政
治
、
人
間
性
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
本
質
的
な
洞
察
で
あ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
膨
大
な
対
比
を
経
て
た
ど
り
着
く
結
論
部

は
思
い
の
ほ
か
短
い
。
た
し
か
に
本
書
は
二
〇
世
紀
を
映
す
二
つ
の
レ
ン
ズ

の
精
確
な
複
製
を
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
読
者
は
、

バ
ー
リ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
人
び
と
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
姿
勢
を
「
尊
大
」
で

あ
る
と
批
判
し
た
こ
と
を
、
彼
女
に
よ
る
「
尊
大
さ
」
と
い
う
語
の
肯
定
的

な
使
用
（
権
力
者
に
迎
合
せ
ず
独
立
し
た
判
断
を
公
に
示
す
こ
と
）
に
照
ら

し
て
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
二
頁
以
下
）。
こ
う
し
た
分
析
は
貴

重
で
あ
る
。
他
方
で
レ
ン
ズ
を
通
し
て
見
え
る
景
色
に
つ
い
て
は
各
々
の
読

者
の
眼
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
自
由
や
人
間
性
の
本
質
に
つ
い

て
高
説
を
垂
れ
る
こ
と
自
体
が
今
日
で
は
も
は
や
「
傲
慢
」
な
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
読
者
と
し
て
は
、
著
者
自
身
が
二
つ
の
レ
ン
ズ
を

通
し
て
何
を
見
た
の
か
、
も
う
少
し
話
を
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
本
書
は
、
思
想
家
が
公
の
場
で
説
く
「
人
間
性
」
に
関
す
る
高

説
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
身
の
思
想
家
が
見
せ
た
「
人
間
味
」
の
ほ
う
を
よ

り
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
（
こ
れ
は
著
者
の
気
質
が
「
ハ

リ
ネ
ズ
ミ
」
で
は
な
く
「
狐
」
寄
り
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
か
）。

人
間
は
曲
が
っ
た
木
材
の
よ
う
に
不
完
全
な
存
在
で
あ
り
、
高
名
な
思
想
家

で
あ
っ
て
も
そ
の
点
は
変
わ
り
が
な
い
。
か
れ
ら
の
人
生
に
は
曖
昧
さ
、
矛

盾
、
あ
る
い
は
欺
瞞
す
ら
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
あ
ら

た
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
好
著
で
あ
る
。
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ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
の
受
容
研
究
は
、
福
沢
諭
吉
に

集
中
し
て
き
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
独
自
の
議
論
を
展
開
し

た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
著
者
は
誤
読
し
た
人
物
も
積
極
的
に
取
り
上
げ

る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
受
容
を
主
題
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
は
し
が
き
）。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
言
及
し
た
著
作
や
新
聞
雑
誌
論
説
を
筆
者
の
有
名
無

名
を
問
わ
ず
探
し
出
し
、
彼
ら
が
織
り
な
し
た
論
争
の
文
脈
を
明
ら
か
に
し

て
、
よ
り
あ
わ
せ
る
。
そ
う
し
て
で
き
た
本
書
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
受
容
の
研

究
を
明
治
の
思
想
家
研
究
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
至
る
ま
で
の
通
史
へ

と
昇
華
さ
せ
た
。

第
一
章
は
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
以
下
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』）

第
一
巻
の
完
訳
『
自
由
原
論
』
に
光
を
当
て
る
。
誤
訳
に
満
ち
て
い
た
こ

と
、
訳
者
肥
塚
龍
が
立
憲
改
進
党
幹
部
と
し
て
英
国
の
立
憲
君
主
制
を
支
持

し
、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
読
解
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
を
反
面
教
師

◆
書
評

誤
読
の
も
た
ら
す
豊
饒
の
思
想
史

●

─
─
住
田
孝
太
郎

柳
愛
林
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
明
治
思
想
史
─
─
〈
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
〉
の
発
見
と
忘
却
』（
白
水
社
、二
〇
二
一
年
）

に
し
て
英
国
に
注
視
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
同
書
を
政
体
書
と
し
て
の
み
理

解
し
た
こ
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
諸
条
件
の
平
等
を
理
解
せ
ず
単
純
な
平

等
主
義
者
と
捉
え
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
る
。

第
二
章
は
テ
ー
マ
別
に
宗
教
、
女
性
の
役
割
、
自
治
の
受
容
を
中
心
に
論

じ
、
出
版
の
自
由
、
革
命
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
米
国
の
安
定
化
要
因
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
果
た
す
役
割
を
挙
げ
、
そ

の
社
会
的
機
能
を
論
じ
た
。
そ
う
し
た
機
能
主
義
的
な
思
考
に
共
鳴
し
、
明

治
の
知
識
人
た
ち
も
社
会
秩
序
の
安
定
に
と
っ
て
宗
教
が
役
立
つ
と
考
え

た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
機
能
等
価
物
と
し
て
、
中
村
敬
宇
は
儒
教
を
考
え
、
伊

藤
博
文
は
皇
室
を
提
案
し
た
（
同
第
一
節
）。
ま
た
、
女
性
の
役
割
を
家
庭

に
限
定
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
女
性
観
は
、
日
本
の
良
妻
賢
母
観
と
共
鳴
し

た
。
米
国
の
ビ
ー
チ
ャ
ー
姉
妹
は
彼
を
引
用
し
、
文
部
省
は
姉
妹
の
著
作
を

『
家
事
要
法
』
と
し
て
出
版
し
た
。
福
沢
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
夫
婦
同

権
論
を
説
く
と
、『
明
六
雑
誌
』
上
で
は
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に
関
連
し
つ

つ
男
女
同
権
論
争
が
生
じ
た
。
論
者
の
多
く
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
性
役
割
分
業

論
に
相
通
じ
る
立
場
を
採
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
近
代
日
本
の
良
妻
賢
母

観
は
日
本
や
儒
学
の
み
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
同
第
二
節
）。

自
治
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
中
で
最
も
言
及
さ
れ
た
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
。
福
沢
の
盟
友
小
幡
篤
次
郎
が
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
抄
訳
し
、
そ

れ
ら
を
引
用
し
て
福
沢
が
『
分
権
論
』
を
執
筆
し
た
か
ら
で
あ
る
。
立
憲
君

主
制
を
中
心
に
政
体
が
議
論
さ
れ
た
時
代
に
、
米
国
の
制
度
論
の
入
り
込
む

余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
同
書
は
『
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
』
の
自
由
と
自
治
の
精
神
を
地
方
制
度
論
と
し
て
日
本
に
反
映
し
よ
う

と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
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こ
の
書
に
お
け
る
福
沢
の
米
仏
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
著
者
は
興
味

深
い
議
論
を
展
開
す
る
（
二
〇
七
頁
）。
文
中
で
福
沢
が
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

の
書
名
を
明
記
し
て
い
な
い
事
実
を
述
べ
て
、
理
由
を
①
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ

る
「
政
権
と
治
権
」「
本
能
的
愛
国
心
と
合
理
的
愛
国
心
」
の
議
論
が
米
国

の
民
主
的
共
和
政
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
政
体
に
適
用
可
能
と
考
え
た

点
、
②
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
名
を
記
せ
ば
士
族
と
農
工
商
を
区
別
し
た

『
分
権
論
』
が
原
書
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
点
、
に
求
め
る
。
他
の

論
者
た
ち
と
違
い
、
福
沢
は
諸
条
件
の
平
等
と
い
う
概
念
を
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
分
権
論
』
に
お
い
て
既
に
米
国
の
存
在
が
希
薄
化
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
二
三
九
頁
）。
通
史
の
視
点
に
立
っ
て
こ
そ

可
能
に
な
っ
た
認
識
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
三
編
（
明

治
六
年
十
二
月
）
か
ら
『
分
権
論
』（
明
治
九
年
末
）
ま
で
の
時
期
、
大
革

命
後
の
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
既
に
「
合
理
的
愛
国
心
」
を
備

え
た
見
習
う
べ
き
対
象
と
し
て
福
沢
は
言
及
し
て
い
た
と
い
う
。
同
時
代
の

論
者
た
ち
が
反
面
教
師
と
し
た
の
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。
通
史
か
ら
得
た
視

座
に
よ
っ
て
、
著
者
は
『
分
権
論
』
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
加
え
た
の
み

な
ら
ず
、
福
沢
の
特
異
さ
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
地
方
自
治
論
は
、
永
田
一
二
を
経
て
植
木
枝
盛
の
連
邦
構

想
に
ま
で
結
実
す
る
。
そ
の
後
、
国
会
開
設
の
勅
諭
が
出
さ
れ
、
憲
法
構
想

が
進
む
中
で
ア
メ
リ
カ
の
痕
跡
は
消
え
て
ゆ
く
。『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
英

国
の
地
方
自
治
制
度
を
反
映
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
中
で
間
接
的
に
引
用
さ

れ
る
の
み
と
な
り
、
明
治
二
十
二
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
を
画
期
と

し
て
忘
却
さ
れ
始
め
る
（
同
第
三
節
）。
第
三
章
で
は
、
世
界
と
日
本
に
お

け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
忘
却
が
、
様
相
を
異
に
し
つ
つ
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
本
格

化
し
、
や
は
り
同
時
期
に
再
浮
上
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
日
本
の
敗

戦
後
、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
が
正
し
く
理
解
さ
れ
始
め
た
頃
、
高
木
八
尺
は

肥
塚
や
小
幡
の
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
翻
訳
に
言
及
し
つ
つ
、
革
命
期
フ
ラ

ン
ス
と
敗
戦
後
の
日
本
の
類
似
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
明
治
期
の
ト
ク

ヴ
ィ
ル
受
容
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
断
絶
を
経
つ
つ
も
、
高
木
は
明

治
の
精
神
を
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
著
者
は
本
文
を
結
ぶ
。

疑
問
を
二
点
挙
げ
た
い
。
①
第
二
章
が
全
体
の
約
半
分
の
分
量
を
占
め

る
。
テ
ー
マ
別
に
丁
寧
に
論
じ
た
代
償
と
し
て
、
全
体
を
通
し
て
理
解
す
る

際
に
時
系
列
の
把
握
が
難
し
く
な
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
受
容
が
ど
の
よ
う
な

因
果
関
係
で
積
み
重
な
っ
て
き
た
の
か
、
よ
り
編
年
的
な
記
述
も
あ
り
え
た

の
で
は
な
い
か
。
せ
め
て
巻
末
に
受
容
年
表
が
あ
れ
ば
有
難
か
っ
た
。
②
肥

塚
は
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
政
体
書
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
多
面
的
な
特
質

を
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
立
憲
君
主
制
を
支
持
し
、
大
革
命
後
の
フ
ラ

ン
ス
を
反
面
教
師
と
す
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
政
体
書
と
し
て
『
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
』
第
一
巻
を
完
訳
す
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
積
極
的
な
理
由
が
存
在
し
た
よ
う
に
も
思
え
る

の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
本
書
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
の
多
面
性
と
、
明
治
人
の
読
解

の
多
様
さ
を
描
出
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
著
者
は
『
自
由
原
論
』
の
英

訳
原
書
と
仏
語
原
書
を
丹
念
に
参
照
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
関
す
る
論
説
を
求

め
て
明
治
の
新
聞
雑
誌
記
事
と
い
う
広
大
な
海
の
中
を
博
捜
し
た
。
そ
し
て

発
見
し
た
多
く
の
論
説
を
い
く
つ
も
の
道
筋
に
整
序
し
、
丁
寧
に
論
じ
た
。

そ
の
努
力
と
成
果
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
書
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
受
容

史
の
新
た
な
扉
を
開
き
、思
想
史
研
究
を
豊
饒
に
し
た
画
期
的
著
作
で
あ
る
。
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「
時
代
の
流
れ
に
合
わ
な
い
か
ら
」「
そ
れ
が
世
界
の
大
勢
だ
か
ら
」。
今

で
も
私
た
ち
は
そ
う
言
っ
て
、
特
定
の
制
度
や
規
範
や
習
俗
を
正
当
化
し
た

り
斥
け
た
り
す
る
。
た
と
え
曖
昧
模
糊
に
響
こ
う
と
も
、
こ
う
し
た
語
彙
が

人
々
の
政
治
的
思
考
の
な
か
で
一
定
の
位
置
を
占
め
続
け
て
い
る
限
り
、
そ

れ
ら
は
「
自
由
」
や
「
権
力
」
や
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
劣
ら
ず
政
治
学
の

真
剣
な
分
析
対
象
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
丸
山
眞
男
や
成
沢
光
が
試

み
、
し
か
し
未
完
に
終
わ
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
ん
な
難
題
に
挑
戦
し
、「
開
国
か
ら
終
戦
ま
で
」
の
興
味
深
い
用
例
を

ひ
ろ
い
、
骨
太
な
思
想
史
を
描
く
良
書
が
出
た
。
濱
野
靖
一
郎
氏
、
二
冊
目

の
単
著
『「
天
下
の
大
勢
」
の
政
治
思
想
史　

頼
山
陽
か
ら
丸
山
眞
男
へ
の

航
跡
』
で
あ
る
。

分
析
は
や
は
り
丸
山
眞
男
に
始
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
丸
山
は
日
本
神
話

の
検
討
か
ら
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
観
念
連
合
を

取
り
出
し
、
日
本
人
の
基
底
的
な
思
惟
様
式
だ
と
断
定
し
、
そ
の
現
状
追

認
や
歴
史
的
相
対
主
義
へ
の
傾
斜
を
批
判
し
た
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、

「
勢
」
は
日
本
神
話
に
お
い
て
必
ず
し
も
キ
ー
タ
ー
ム
で
は
な
く
、「
政
治
・

世
界
を
見
る
視
座
」
と
し
て
の
確
立
は
頼
山
陽
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
（
第
一
章
）。
し
か
も
、
山
陽
に
お
い
て
「
勢
」
と
は
、
現
状
の
追

認
で
は
な
く
む
し
ろ
可
変
性
の
認
識
に
基
づ
く
制
御
に
関
す
る
概
念
だ
っ
た

（
第
二
章
）。
い
っ
た
い
山
陽
の
叡
智
は
後
続
世
代
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が

れ
、
ど
こ
で
現
状
追
認
の
ロ
ジ
ッ
ク
へ
と
堕
し
た
の
か
。
本
書
は
、
阿
部
正

弘
（
第
三
章
）
か
ら
原
敬
（
第
八
章
）
に
至
る
近
代
日
本
の
政
治
指
導
者
た

ち
が
そ
の
時
々
の
「
天
下
の
大
勢
」
に
い
か
に
対
処
し
た
の
か
を
検
分
し
な

が
ら
、
問
題
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。
時
系
列
上
の
劃
期
は
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
ど
う
や
ら
徳
富
蘇
峰
（
第
七
章
）
前
後
に
一
つ
の
転
機
が

あ
る
ら
し
い
。

注
目
す
べ
き
多
く
の
知
見
が
含
ま
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
か
ら

三
点
だ
け
特
記
し
た
い
。

第
一
に
、
と
り
あ
げ
る
対
象
が
お
も
し
ろ
い
。
本
書
は
山
陽
や
蘇
峰
に
重

要
な
役
割
を
与
え
つ
つ
、
し
か
し
主
要
な
検
討
対
象
を
統
治
実
務
に
携
わ
る

為
政
者
た
ち
に
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
政
治
史
学
で

進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
状
況
認
識
や
判
断
の
質
を
基
礎
範
疇
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
考
え
る
な
ら
、
思
想
史
家
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
領
野
だ
ろ
う
。

「「
頂
点
思
想
家
」
で
あ
れ
「
民
衆
」
で
あ
れ
、
畢
竟
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
考

え
だ
け
を
見
つ
め
ら
れ
る
。
し
か
し
統
治
者
は
、
そ
う
し
た
者
た
ち
の
思

惑
を
見
定
め
た
う
え
で
、
全
体
の
行
き
先
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
二
〇
一
頁
）。
為
政
者
特
有
の
苦
心
を
汲
み
な
が
ら
、
著
者
は
軽
快
に
個
々

◆
書
評

よ
み
が
え
る
「
論
勢
」

●

─
─
島
田
英
明

濱
野
靖
一
郎
『「
天
下
の
大
勢
」
の
政
治
思
想
史
─
─

頼
山
陽
か
ら
丸
山
眞
男
へ
の
航
跡
』（
筑
摩
選
書
、
二

〇
二
二
年
）
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の
事
蹟
を
描
い
て
い
る
。

第
二
に
、
理
論
研
究
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
本
書
が

扱
う
主
題
は
、
丸
山
眞
男
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
状
況
を
あ
る
凝
固
し
た

現
実
、
所
与
の
現
実
と
し
て
捉
え
ず
に
、
も
っ
と
可
塑
的
な
も
の
、
操
作
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
る
」
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
だ
と
い
え
る
（『
丸

山
眞
男
講
義
録
』
第
三
巻
）。
著
者
は
丸
山
の
思
想
史
理
解
に
批
判
的
だ

が
、
む
し
ろ
丸
山
が
見
出
し
て
然
る
べ
き
だ
っ
た
モ
メ
ン
ト
を
す
く
い
あ
げ

る
こ
と
で
丸
山
そ
の
人
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
企
図
と
し
て
読
ん
だ
方
が

わ
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
、
丸
山
に
お
い
て
、
特
定
の
倫
理
学
説
や
形
而
上

学
的
基
礎
に
依
存
し
な
い
状
況
認
識
や
判
断
に
関
す
る
理
論
の
構
築
は
、
政

治
学
固
有
の
原
論
を
目
指
す
も
う
ひ
と
つ
の
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環

だ
っ
た
。
本
邦
政
治
学
の
文
脈
で
い
え
ば
、
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
る
京

極
純
一
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
研
究
（『
政
治
意
識
の
研
究
』）
や
三
谷
太
一
郎

の
政
治
的
人
格
論
（『
日
本
政
党
政
治
の
形
成
』）、
近
年
の
山
岡
龍
一
（「
方

法
論
か
エ
ー
ト
ス
か
？
」）
や
関
口
正
司
（「
政
治
哲
学
と
政
治
的
思
慮
」）

の
諸
論
攷
と
、
あ
わ
せ
読
ん
で
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
。
思
慮
は
史

書
か
ら
得
ら
れ
る
と
、
古
人
も
よ
く
言
っ
て
い
た
。

そ
し
て
第
三
に
、
頼
山
陽
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
江
戸
後
期
を
代
表

す
る
こ
の
漢
学
者
は
、
単
な
る
歴
史
家
で
も
文
人
で
も
な
い
。
日
本
に
お
け

る
政
治
学
の
誕
生
を
担
っ
た
理
論
家
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
人
脈
や
学

統
や
読
書
遍
歴
を
精
査
し
な
が
ら
、
近
代
日
本
の
為
政
者
た
ち
が
「
じ
つ
に

山
陽
的
で
あ
る
」（
二
九
七
頁
）
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
試
み
の
な
か
で
思
想
史
研
究
と
理
論
研
究
と
を
つ
な
い
で
い
る
の
は

頼
山
陽
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
政
治
史
研
究
と
結
ぶ
要
も
ま
た
山
陽
な
の
だ
。

「
曾
孫
弟
子
」
と
い
っ
た
強
引
な
関
連
付
け
は
さ
て
お
き
、
原
敬
青
年
期
の

漢
作
文
を
繙
い
て
山
陽
の
跡
を
看
て
取
る
な
ど
、
こ
こ
ろ
に
く
い
指
摘
も
多

い
。
意
義
あ
る
一
対
象
へ
の
惜
し
み
の
な
い
沈
潜
が
、
個
別
の
内
的
世
界
を

超
え
て
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
歴
史
叙
述
に
結
び
つ
い
た
好
例
と
い
え
よ

う
。た

し
か
に
、
と
り
あ
げ
る
対
象
は
偏
っ
て
い
る
し
、
す
く
な
く
と
も
評
者

に
は
不
用
意
か
つ
不
可
解
に
思
え
る
断
案
も
目
に
つ
い
た
。
し
か
し
、「
何

某
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
書
評
の
常
套
句
は
、
そ
の
不
在
が
著

者
の
描
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
と
っ
て
（
評
者
の
関
心
に
即
し
て
で
は
な
い
）
い

か
な
る
問
題
を
招
い
て
い
る
か
の
詳
論
を
欠
く
限
り
、
戯
れ
言
に
過
ぎ
ず
、

注
文
で
す
ら
な
い
。
そ
し
て
著
者
は
、
独
一
個
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
き
ち
ん
と

描
き
あ
げ
て
い
る
。

選
書
に
し
て
は
専
門
的
だ
が
、
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
も
行
き
届
い
て
い

て
倦
ま
せ
な
い
。
本
書
が
伝
え
る
濱
野
氏
の
す
ぐ
れ
た
気
迫
と
力
量
と
を
、

多
く
の
ひ
と
に
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

附
記
：
本
書
に
関
し
て
は
す
で
に
渡
辺
浩
の
内
容
豊
か
な
推
薦
文
が
あ

り
、
併
読
に
値
す
る
。
渡
辺
浩
「「
勢
い
」
と
政
治
」（『
ち
く
ま
』
二
〇
二

二
年
七
月
号
）
参
照
。
ま
た
、
山
陽
以
後
を
扱
う
今
作
に
対
し
、
著
者
は
前

作
に
お
い
て
山
陽
以
前
の
思
想
史
を
─
─
頼
山
陽
と
い
う
高
み
に
た
ど
り
つ

く
ま
で
の
前
史
と
し
て
─
─
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
山
頂
か
ら
の
川
下
り

を
楽
し
む
に
は
登
路
の
苦
労
も
い
り
よ
う
だ
と
思
う
方
は
、
そ
ち
ら
も
ど

う
ぞ
。
濱
野
靖
一
郎
『
頼
山
陽
の
思
想　

日
本
に
お
け
る
政
治
学
の
誕
生
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
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◇
二
〇
二
二
年
度
研
究
大
会
企
画
に
つ
い
て

企
画
委
員
長　

早
川　

誠
（
立
正
大
学
）

二
〇
二
二
年
度
（
第
二
九
回
）
政
治
思
想
学
会
研
究
大
会
は
、
二
〇
二
二

年
五
月
二
一
日
土
曜
日
、
二
二
日
日
曜
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
明
治
大
学

駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
開
催
さ
れ
た
。
開
催
初
日
の
二
一
日
は
あ
い
に
く

の
雨
天
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
場
に
は
挨
拶
や

会
話
を
楽
し
む
弾
ん
だ
声
が
響
い
て
い
た
。
な
に
し
ろ
、
二
〇
一
九
年
学
習

院
大
学
以
来
の
対
面
開
催
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
二
〇
二
〇
年
の
大
会
は
ウ
ェ
ブ
上
で
の
ペ
ー
パ
ー
と
コ
メ
ン
ト
の
や
り

取
り
に
よ
る
開
催
、
二
〇
二
一
年
の
大
会
は
オ
ン
ラ
イ
ン
ビ
デ
オ
会
議
シ
ス

テ
ム
のzoom

を
利
用
し
た
開
催
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
本
来
二
〇
二
〇
年

度
の
会
場
校
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
明
治
大
学
の
お
力
を
再
度
お
借
り
し
て
、

今
度
こ
そ
は
念
願
の
対
面
開
催
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
画
面
上
以
外
で
の
再
会
は
久
し
ぶ
り
、
と
い
う
会
員
の
方
も
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
は
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
一
階
一
〇

一
二
教
室
で
、
自
由
論
題
は
七
階
と
八
階
の
中
・
小
規
模
教
室
で
、
と
い
う

な
じ
み
の
形
式
で
開
催
が
実
現
し
た
の
は
、
大
き
な
前
進
だ
っ
た
。
と
は
い

え
、
ま
だ
完
全
に
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
遠
方
で
参

加
が
か
な
わ
な
か
っ
た
会
員
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
、
全
体
で
の
懇
親
会
も
実
施
で
き
ず
、
会
場
外
で
そ
れ
ぞ
れ
に
少
人
数
で

の
会
合
で
我
慢
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
も
あ
っ
た
。
な
る
べ
く
早
く
日
常

へ
の
完
全
な
復
帰
が
実
現
す
る
よ
う
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

今
回
の
統
一
テ
ー
マ
は
「
政
治
思
想
と
環
境
」
だ
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ

を
選
択
し
た
理
由
と
経
緯
に
つ
い
て
は
、
政
治
思
想
学
会
会
報
（JCSPT

 
N

ew
sletter

）
第
五
三
号
（
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
に
執
筆
し
た
の
で
、
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
必
ず
し
も
企
画
パ
ネ
ル
を
組
み
や
す
い
テ
ー
マ
で

は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
企
画
委
員
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
木
部
尚

志
、
川
添
美
央
子
、
井
上
彰
各
会
員
か
ら
全
面
的
な
御
協
力
を
い
た
だ
き
、

例
年
通
り
三
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
各
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
そ
れ
ぞ
れ
非
会
員
の
方
に
御
登
壇
い
た
だ
い
た
。
会
員
の

報
告
機
会
確
保
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
難
し
か
っ
た
が
、
学
会
が
自
分
自
身
の
殻

に
閉
じ
こ
も
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
重
要
な
こ
と
で
あ

る
と
考
え
た
。
テ
ー
マ
選
択
の
経
緯
は
と
も
か
く
、
環
境
を
め
ぐ
る
問
題
は

私
た
ち
の
身
近
で
現
実
に
発
生
し
て
お
り
、
研
究
蓄
積
も
進
み
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
政
治
思
想
・
政
治
理
論
研
究
が
具
体
的
な
政
治
課
題

へ
と
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
道
筋
の
イ
メ
ー
ジ
が
学
会
員
全
体
に
共
有

さ
れ
れ
ば
、
と
願
っ
て
い
る
。

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
完
全
な
復
帰
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
企
画
の
一

つ
で
あ
っ
た
。Sim

on Caney

氏
の
来
日
は
残
念
な
が
ら
か
な
わ
ず
、
一

〇
一
二
教
室
でzoom

を
つ
な
い
で
御
報
告
い
た
だ
く
形
に
な
っ
た
。
報
告

は
非
常
に
明
快
で
、
小
林
卓
人
会
員
と
の
や
り
取
り
も
問
題
の
核
心
に
迫
っ

二
〇
二
二
年
度
学
会
研
究
大
会
報
告
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て
お
り
、Caney

氏
の
来
日
が
実
現
し
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
面
白
か
っ
た
ろ

う
に
と
、
企
画
委
員
長
と
し
て
は
悔
し
い
思
い
で
一
杯
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
企
画
を
維
持
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
各
種

連
絡
・
調
整
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
い
た
井
上
彰
会
員
に
は
心
よ
り
の
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。

各
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
に
つ
い
て
概
略
を
記
す
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅰ
で

は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
政
治
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
武
田
宏
子
会
員
と
平

川
秀
幸
氏
に
御
報
告
い
た
だ
い
た
。
田
中
智
彦
会
員
に
討
論
に
加
わ
っ
て
い

た
だ
き
、
司
会
は
木
部
企
画
委
員
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
度
の
緊
急
特
別
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
降
の
政
治
思
想
」
に
続
き
、
現
下
の
感
染

状
況
を
直
接
に
視
野
に
入
れ
た
企
画
と
な
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
の
タ
イ

ト
ル
は
、「
環
境
と
自
己
像
」
で
あ
る
。
こ
の
企
画
は
政
治
理
論
・
政
治
思

想
史
分
野
か
ら
梅
川
佳
子
会
員
、
齋
藤
公
太
会
員
に
発
表
い
た
だ
き
、
宮
本

万
里
氏
か
ら
は
ブ
ー
タ
ン
を
例
に
御
報
告
い
た
だ
い
た
。
司
会
は
川
添
企
画

委
員
で
あ
る
。
討
論
者
は
別
途
置
か
ず
に
、
報
告
者
間
で
の
や
り
取
り
を

組
み
入
れ
て
議
論
を
深
め
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ

は
「
人
新
世
の
政
治
思
想
に
向
け
て
」
で
あ
る
。
近
年
話
題
と
な
っ
て
い
る

「
人
新
世
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
下
に
、
馬
路
智
仁
会
員
、
田
中
将
人
会

員
、
福
永
真
弓
氏
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の

企
画
も
同
じ
く
討
論
者
を
置
か
ず
に
進
め
ら
れ
た
が
、
司
会
の
井
上
彰
企
画

委
員
に
よ
る
テ
ー
マ
説
明
と
も
相
ま
っ
て
、
活
発
に
質
疑
が
交
わ
さ
れ
た
。

自
由
論
題
で
は
、
大
澤
麦
会
員
司
会
の
会
場
で
、
村
田
陽
、
小
田
英
、
崔

民
赫
の
各
会
員
に
よ
り
、
政
治
思
想
史
分
野
の
発
表
が
行
わ
れ
た
。
山
岡
龍

一
会
員
司
会
の
会
場
で
は
、
大
工
章
宏
、
斉
藤
尚
、
岸
見
太
一
各
会
員
に
よ

り
、
現
代
の
規
範
理
論
に
近
い
分
野
で
の
報
告
が
あ
っ
た
。
鏑
木
政
彦
会
員

司
会
の
会
場
で
は
、
大
村
一
真
、
水
谷
仁
、
和
田
昌
也
各
会
員
に
よ
り
、
現

代
政
治
理
論
を
中
心
と
し
た
発
表
が
あ
っ
た
。
萩
原
能
久
会
員
司
会
の
会
場

で
は
、
鈴
木
知
花
、
施
光
恒
の
両
会
員
に
よ
り
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ポ
ス
ト
・

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
論
に
関
わ
る
報
告
が
な
さ
れ
た
。
近
年
の
本
学
会
大
会
で

は
、
参
加
者
が
会
場
間
を
移
動
し
や
す
い
よ
う
に
報
告
時
刻
を
揃
え
て
い
た

が
、
今
回
も
そ
の
形
式
を
踏
襲
し
た
。
各
会
場
は
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
毎
の
分

科
会
の
形
を
一
応
取
っ
て
い
る
が
、
興
味
の
あ
る
報
告
を
渡
り
歩
い
た
参
加

者
の
方
も
い
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

大
会
が
終
了
し
て
お
よ
そ
二
か
月
が
経
過
し
た
七
月
末
現
在
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
第
七
波
の
流
行
に
よ
り
、
全
国
で
の
感
染
者
数
は
再
度
急
増
し

て
い
る
。
六
月
末
に
は
、
そ
の
時
期
と
し
て
は
異
例
の
猛
暑
と
な
り
、
七
月

に
入
っ
て
か
ら
は
線
状
降
水
帯
に
つ
い
て
繰
り
返
し
注
意
が
呼
び
掛
け
ら
れ

る
な
ど
、
環
境
と
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
直
接
こ
の

テ
ー
マ
を
専
門
と
す
る
会
員
も
そ
う
で
な
い
者
も
、
今
回
大
会
の
成
果
を
今

後
の
研
究
進
展
の
き
っ
か
け
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

報
告
者
皆
様
、
質
疑
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
、
参
加
者
皆
様
、
そ

し
て
企
画
委
員
皆
様
に
は
、
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
松
田
宏

一
郎
代
表
理
事
、
事
務
局
の
菅
原
光
会
員
に
も
、
準
備
段
階
か
ら
当
日
現
場

で
の
対
応
ま
で
、
多
大
な
御
助
力
を
い
た
だ
き
、
感
謝
は
尽
き
な
い
。
そ
し

て
何
よ
り
も
、
開
催
校
と
し
て
難
し
い
環
境
の
中
で
御
尽
力
い
た
だ
い
た
重

田
園
江
会
員
は
じ
め
明
治
大
学
の
学
会
関
係
者
皆
様
、
そ
し
て
学
生
の
皆
様

に
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅰ
】

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
政
治

司
会　

木
部
尚
志
（
国
際
基
督
教
大
学
）

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
政
治
思
想
と
環
境
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
に

た
い
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
二
〇
一

九
年
末
か
ら
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
流
行
は
、

私
達
の
生
活
環
境
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
コ
ロ
ナ
の
問
題
が
政

治
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
？　

ど
の
よ
う
な
課
題
を
政

治
に
つ
き
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
こ
れ
ら
の
問

い
に
取
り
組
む
べ
く
、
武
田
宏
子
会
員
（
名
古
屋
大
学
）
が
「
国
民
と
棄
民

の
間
─
─
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
の
統
治
性
」
と
題
す
る
報
告
を
、
平
川
秀
幸

氏
（
大
阪
大
学
、
非
会
員
）
は
「
危
機
に
お
け
る
科
学
と
政
治
─
─
可
謬
主

義
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
政
治
の
責
任
」
と
題
す
る
報
告
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に

続
い
て
田
中
智
彦
会
員
（
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
）
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
と
フ

ロ
ア
を
交
え
た
質
問
応
答
が
な
さ
れ
た
。

武
田
宏
子
会
員
の
報
告
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
、
社
会
経

済
的
に
脆
弱
で
あ
る
人
び
と
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事

実
に
着
目
す
る
。
こ
の
事
態
を
解
明
す
る
鍵
は
新
自
由
主
義
に
あ
る
。
新
自

由
主
義
を
基
調
と
す
る
資
本
主
義
経
済
と
、
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く

国
家
の
統
治
シ
ス
テ
ム
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
も
た
ら
し
た
危
機
的
状
況
を

と
お
し
て
、
社
会
経
済
的
な
脆
弱
性
を
抱
え
た
人
び
と
（
高
齢
者
や
女
性
、

人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
貧
困
層
、
不
安
定
な
雇
用
に
従
事
す
る
労
働
者
）

の
「
棄
民
化
」
を
生
み
出
し
、「
生
政
治
」
と
対
に
な
っ
た
「
死
政
治
」
を

可
視
化
さ
せ
た
。
報
告
が
注
目
す
る
の
は
、
棄
民
化
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
深
く

関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
新
自
由
主
義
の
政
治
経
済
体
制
は
、

福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
再
編
と
再
生
産
労
働
の
部
分
的
市
場
化
に
よ
っ
て
、

多
く
の
女
性
を
賃
金
が
低
く
、
不
安
定
な
労
働
に
組
み
込
む
結
果
を
生
ん
で

き
た
。
報
告
は
、
日
英
の
具
体
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
い
か
に
コ
ロ
ナ
禍
が

家
庭
内
暴
力
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
女
性
の
棄
民
化
を
深
刻
な
も

の
に
し
た
か
を
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
日
本
に
関
す
る
特
徴
と
し
て
、
女
性

の
自
殺
の
増
加
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
報
告

は
、
性
風
俗
業
界
で
働
く
女
性
た
ち
を
め
ぐ
る
コ
ロ
ナ
関
連
の
給
付
金
の
問

題
に
、
棄
民
化
の
深
刻
さ
を
鋭
く
み
る
。
政
府
が
給
付
金
の
対
象
か
ら
そ
う

し
た
女
性
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
彼
女
た
ち
が
棄
民
の
境
涯
に
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
み
ず
か
ら

の
身
体
と
感
情
を
商
品
化
す
る
彼
女
た
ち
の
あ
り
よ
う
が
、
資
本
主
義
経
済

シ
ス
テ
ム
の
構
成
部
分
と
し
て
、
公
け
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
報
告
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
女
性
が
か
か
え
る
困
難
な
境
涯
を
さ
ら

に
困
難
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

平
川
秀
幸
氏
の
報
告
は
、
科
学
の
「
不
定
性
」（incertitude

）
─
─
複

雑
か
つ
不
確
実
で
誤
り
う
る
こ
と
、
唯
一
解
が
な
く
多
義
的
で
あ
る
こ
と

─
─
を
基
本
的
な
視
座
と
す
る
。
新
興
感
染
症
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
、
ま
さ
に
不
定
性
の
性
質
を
強
く
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
報
告

は
、
不
定
性
の
観
点
か
ら
、
政
治
と
社
会
は
科
学
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
危
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機
的
状
況
に
対
応
す
べ
き
か
を
問
い
、
過
去
二
年
間
の
コ
ロ
ナ
危
機
を
振
り

返
り
、
そ
こ
で
浮
上
し
た
課
題
を
考
察
す
る
。
こ
の
考
察
を
構
成
す
る
の

は
、
①
科
学
と
政
治
の
関
係
、
②
可
謬
主
義
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
社
会
的
能

力
、
③
将
来
の
危
機
へ
の
備
え
と
し
て
の
政
治
の
責
任
お
よ
び
社
会
の
責
任

と
い
う
三
つ
の
観
点
で
あ
る
。
第
一
の
観
点
は
、
不
定
性
を
根
本
条
件
と
す

る
科
学
を
、
政
治
が
有
効
か
つ
信
頼
性
の
あ
る
仕
方
で
用
い
る
こ
と
が
ど
こ

ま
で
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
阻
む
要
因
は
な
に
か
を
問
う
。
第
二
の
観

点
は
、
科
学
の
不
定
性
を
前
提
と
す
る
仕
方
で
社
会
が
ど
の
よ
う
に
危
機
に

対
応
す
る
か
を
問
う
。
第
三
の
観
点
は
、
政
治
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
科
学

に
関
わ
る
べ
き
か
を
問
う
。
報
告
は
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
専
門
家
会
議/

分
科
会
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
基
本
的

に
は
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
科
学
的
助
言
者
が
政
策
上
の
考
慮
に
影
響
さ
れ

な
い
と
い
う
独
立
性
の
原
則
が
十
分
に
守
ら
れ
な
か
っ
た
点
や
プ
ロ
セ
ス
の

不
透
明
性
を
指
摘
す
る
。
第
二
の
問
題
に
関
し
て
は
、
政
策
立
案
が
複
数
の

シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
点
や
、
検
証
と
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
が
欠

如
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
社
会
に
た
い
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
は

た
し
て
十
分
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
。
第
三
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
科
学
的
助
言
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
可
謬
主
義
の
文
化
の
醸
成
と
制

度
化
、
組
織
的
忘
却
に
抗
す
る
方
途
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

討
論
者
の
田
中
智
彦
会
員
は
、
ま
ず
二
つ
の
報
告
に
共
通
す
る
二
つ
の

疑
問
を
提
示
し
た
。
ひ
と
つ
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
政
治
」
を
論
じ
る
際

に
、
な
ぜ
二
〇
一
一
年
の
東
北
大
震
災
が
提
起
す
る
問
題
と
の
関
連
づ
け
が

な
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
3
・
11
が
ま
さ

に
棄
民
や
政
治
と
科
学
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
密
接
に
関
わ
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
（
同
様
の
疑
問
は
フ
ロ
ア
か
ら
も
提
起
さ
れ
た
）。
い
ま
ひ
と

つ
は
、
そ
も
そ
も
国
家
が
生
命
を
左
右
す
る
権
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
へ
の

批
判
的
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
武

田
報
告
に
関
し
て
は
、
社
会
経
済
的
に
脆
弱
な
人
び
と
は
す
で
に
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
以
前
か
ら
棄
民
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
っ
て
棄
民
化
が
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
に

可
視
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
奴
隷
制

度
の
歴
史
が
物
語
る
よ
う
に
、
新
自
由
主
義
か
他
の
経
済
シ
ス
テ
ム
か
に
関

係
な
く
、
国
家
は
そ
も
そ
も
包
摂
と
排
除
の
仕
組
み
を
有
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
、
さ
ら
に
棄
民
の
死
政
治
を
克
服
す
る
方
途
は
、
い
か
な
る
生
の
政

治
に
向
か
う
の
か
、
と
田
中
会
員
は
問
う
。
平
川
報
告
に
関
し
て
は
、
政
策

立
案
者
と
科
学
者
の
役
割
分
担
の
要
請
に
た
い
す
る
疑
念
が
提
起
さ
れ
る
。

科
学
者
の
独
立
性
が
ど
の
よ
う
に
確
保
で
き
る
の
か
、
む
し
ろ
科
学
的
助
言

者
と
い
う
存
在
は
体
制
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
さ
に
こ
の
問
題

を
、
3
・
11
で
露
呈
し
た
「
原
子
力
ム
ラ
」
の
問
題
や
、
二
〇
二
〇
年
の
日

本
学
術
会
議
会
員
任
命
問
題
が
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
つ

ま
り
、「
誠
実
な
斡
旋
者
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
科
学
的
助
言
者
の

「
誠
実
」
は
、
だ
れ
に
向
け
ら
れ
た
で
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ

る
。討

論
者
お
よ
び
フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
は
活
発
に
な
さ
れ
た
。
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
と
い
う
非
日
常
的
状
況
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
3
・
11
の
経
験
を

振
り
返
る
必
要
性
と
と
も
に
、
政
治
と
い
う
強
力
な
磁
場
に
た
い
し
て
科
学

も
社
会
も
ど
の
よ
う
に
独
自
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

問
い
の
重
さ
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
っ
た
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
】

環
境
と
自
己
像

司
会　

川
添
美
央
子
（
慶
應
義
塾
大
学
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
で
は
、
環
境
と
自
己
像
の
関
係
を
主
題
に
据
え
た
。
機

械
論
的
自
然
観
が
、
自
然
を
道
具
と
見
な
す
人
間
像
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と

は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
祖
国
の
自
然
環
境
の
保
護
と
、「
そ
の
自

然
と
共
生
し
て
き
た
我
々
」
と
い
う
自
己
像
を
守
る
こ
と
が
表
裏
一
体
で
あ

る
事
例
も
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
こ
の
こ
と
に
着
目
し
、
環
境
の
捉
え

方
が
集
合
的
自
己
像
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
逆
に
そ

こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
環
境
へ
の
働
き
か
け
が
生
ま
れ
た
り
、
生
ま
れ
な
か
っ

た
り
し
た
の
か
、
そ
の
関
連
性
を
様
々
な
次
元
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ

く
、
梅
川
佳
子
会
員
（
中
部
大
学
）、
齋
藤
公
太
会
員
（
神
戸
大
学
）、
宮
本

万
里
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
・
非
会
員
）
の
三
者
に
報
告
を
依
頼
し
た
。

テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を
手
が
か
り
に
、
普
遍
的
な
視
点
か
ら
自
然
観
と
人
間

観
の
関
連
性
を
解
明
し
た
の
が
梅
川
報
告
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
に
お

け
る
個
人
と
環
境
」
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
若
い
時
か
ら
今
に
至
る
ま
で
心

身
二
元
論
と
機
械
論
を
柱
と
す
る
デ
カ
ル
ト
主
義
へ
の
批
判
を
持
ち
続
け
て

お
り
、
デ
カ
ル
ト
の
近
代
合
理
主
義
に
か
え
て
ロ
マ
ン
主
義
の
傾
向
を
示
し

つ
つ
、
世
界
内
存
在
と
し
て
自
己
を
具
現
化
（
表
現
）
し
な
が
ら
世
界
へ
参

与
す
る
主
体
と
し
て
の
人
間
像
を
提
示
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
が
言
語
論
を
重
視

す
る
の
は
、
自
然
と
の
調
和
が
「
表
現
」
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
と
き
、
言

語
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
然
」
は
人
間
に

対
し
要
求
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
然
の
声
を
謙
虚
に
聞
く
こ
と
が
、

道
義
的
ふ
る
ま
い
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
が
自
然
の
な
か
に
こ
そ

人
間
の
充
溢
の
源
泉
が
あ
る
と
見
な
す
点
な
ど
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
哲
学

者
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
が
提
唱
し
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
、
す
な
わ
ち

表
面
的
な
環
境
保
全
の
対
応
で
は
な
く
、
人
間
に
対
し
基
本
的
な
見
方
や
価

値
観
の
変
容
を
迫
る
考
え
方
と
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
の
重
な
り
も
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
具
現
化
・
参
与
・
再
帰
に

よ
っ
て
社
会
と
自
然
の
関
係
を
結
ぶ
我
々
は
、
さ
ら
に
政
治
に
参
与
す
る
こ

と
で
、
そ
の
循
環
を
確
立
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
た
。

「「
国
体
」
と
「
風
景
」
─
─
明
治
期
日
本
の
自
己
像
と
環
境
」
と
題
さ
れ

た
齋
藤
報
告
は
日
本
に
焦
点
を
当
て
、
日
本
文
学
研
究
と
政
治
思
想
史
の
架

橋
を
目
指
し
な
が
ら
、
徳
川
時
代
か
ら
明
治
期
へ
の
移
行
に
お
け
る
環
境
認

識
と
自
己
像
の
変
化
を
追
跡
し
た
。
小
国
意
識
と
神
国
論
が
継
承
さ
れ
て
い

た
中
世
に
続
き
、
徳
川
期
に
お
い
て
は
、
和
歌
や
俳
諧
を
通
じ
て
二
次
的
自

然
が
庶
民
に
ま
で
普
及
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
文
学
や
芸
術
、
行
事
な
ど
に

よ
っ
て
再
現
さ
れ
、
現
実
の
厳
し
さ
が
隠
蔽
さ
れ
つ
つ
、
春
と
桜
の
結
び

つ
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
調
和
の
取
れ
た
四
季
が
前
面
に
出
た
自
然
像
で
あ

る
。
一
方
、
一
部
の
知
識
層
に
お
い
て
は
水
土
論
に
基
づ
き
、
義
気
の
盛
ん

な
国
、正
気
の
国
と
し
て
の
日
本
と
い
う
気
の
自
己
像
も
受
容
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
水
戸
学
の
中
に
は
、
こ
の
二
次
的
自
然
と
気
の
自
己
像
を
統
合
し
、

国
体
論
と
結
び
つ
け
る
言
説
も
あ
っ
た
。
明
治
期
に
な
り
「
国
体
」
の
言
説

か
ら
「
気
」
の
自
己
像
は
分
離
し
た
が
、
一
方
で
近
代
西
洋
文
化
と
そ
の
自
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然
科
学
の
受
容
を
う
け
て
、
楢
や
落
葉
林
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
な
新
た
な

二
次
的
自
然
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
民
全
体
が
詩
人
的
と
な
る
程
に
文

学
が
発
達
し
た
「
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
」
と
い
う
像
は
、
国
体
を
中
心
と

す
る
自
己
像
へ
と
統
合
さ
れ
、
穏
和
で
美
し
い
自
然
と
、
そ
れ
と
調
和
し
て

生
き
て
き
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
日
本
人
の
優
越
性
が
求
め
ら
れ
た
。

文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
現
代
の
ブ
ー
タ
ン
に
お
け
る
環
境
と
国
民
的

自
己
像
の
関
係
性
を
扱
っ
た
の
が
「
ブ
ー
タ
ン
の
開
発
政
策
に
み
る
「
環
境

に
や
さ
し
い
我
々
」
像
と
そ
の
ゆ
ら
ぎ
─
─
信
仰
と
暮
ら
し
の
は
ざ
ま
か

ら
」
と
題
さ
れ
た
宮
本
報
告
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
の
近
代
化
の
試

み
の
中
、
国
民
を
文
化
的
に
統
合
す
る
必
要
か
ら
ブ
ー
タ
ン
政
府
は
伝
統
文

化
を
身
体
化
さ
せ
る
方
策
を
採
っ
た
が
、
そ
れ
が
民
族
浄
化
政
策
だ
と
し
て

国
際
的
な
非
難
を
浴
び
る
と
、
伝
統
文
化
保
護
政
策
の
新
た
な
方
策
と
し

て
、
仏
教
思
想
や
伝
統
文
化
を
根
拠
と
し
た
環
境
主
義
を
導
入
す
る
。
折
し

も
登
場
し
て
い
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
と
仏
教
と
の
親
和
性
が
喧

伝
さ
れ
る
中
、
ブ
ー
タ
ン
は
森
林
被
覆
率
と
自
然
保
護
区
の
拡
大
路
線
な
ど

に
よ
っ
て
、
地
球
環
境
保
全
に
貢
献
す
る
国
と
し
て
の
国
際
的
認
知
と
支
援

を
獲
得
し
た
。
伝
統
文
化
と
自
然
環
境
の
保
護
が
開
発
の
中
心
理
念
で
あ
る

こ
と
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
が
、
森
林
保
全
の
観
点
か

ら
不
要
な
ウ
シ
・
ヤ
ク
を
削
減
す
る
必
要
性
や
、
そ
れ
ゆ
え
に
屠
場
建
設
計

画
を
立
案
す
る
当
局
と
、
生
物
殺
生
反
対
の
声
を
あ
げ
放
生
実
践
を
主
張
す

る
仏
教
界
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
放
生
を
実
践
す
る
市
民
の
動
き
な
ど
の
相
剋

を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。「
環
境
（
動
物
）
に
や
さ
し
い
私
」
が
国

民
的
自
己
像
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
中
、
熱
帯
雨
林
や
山
岳
高
知
の

環
境
が
外
在
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
最
後
に
指
摘
さ
れ
た
。

質
疑
応
答
に
お
い
て
は
、
ま
ず
報
告
者
ど
う
し
で
議
論
し
て
も
ら
う
と
い

う
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
型
を
試
み
た
。
梅
川
報
告
に
は
、
歴
史
や
文
化
を
重

視
す
る
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
自
然
と
調
和
し
た
日
本
は
重
要
な
も
の
か
と

い
う
問
い
が
あ
っ
た
。
齋
藤
報
告
に
は
、
国
体
と
美
し
い
自
然
の
関
係
性

や
、
両
者
が
明
治
期
に
分
離
し
た
理
由
、
明
治
期
の
変
化
は
自
然
観
の
西
洋

化
と
捉
え
う
る
か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
宮
本
報
告
に
対
し
て
は
、
政

府
に
と
っ
て
の
環
境
（
森
林
・
生
物
多
様
性
の
保
全
）
と
仏
教
に
と
っ
て
の

環
境
（
動
物
保
護
）
の
関
係
性
、
経
済
的
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
開
発
を
抑

制
し
え
た
理
由
、
自
然
保
護
政
策
を
手
段
と
し
て
ま
で
伝
統
文
化
を
守
ろ
う

と
す
る
目
的
は
何
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
事
前
に
他
の
報
告
者
の
著
作

を
読
ん
で
臨
ん
だ
登
壇
者
も
あ
り
、
実
の
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
フ
ロ
ア
と
の
や
り
取
り
で
は
、
ま
ず
梅
川
報
告
に
つ
い
て
社

会
・
自
然
・
世
界
と
い
う
三
つ
の
概
念
の
関
係
性
や
区
別
が
問
わ
れ
た
。
ま

た
梅
川
・
齋
藤
両
者
に
対
し
、
自
然
や
人
間
を
定
義
す
る
こ
と
が
非
自
然
の

抑
圧
を
も
生
み
出
す
こ
と
へ
の
理
解
が
質
さ
れ
た
と
と
も
に
、
齋
藤
報
告
に

は
漢
詩
の
自
然
表
現
に
つ
い
て
の
問
も
あ
っ
た
。
宮
本
報
告
に
対
し
て
は
、

八
〇
年
代
の
排
外
的
な
国
民
統
合
政
策
と
環
境
主
義
政
策
の
関
係
性
、「
創

ら
れ
た
伝
統
」
の
議
論
に
関
連
し
て
、
そ
の
伝
統
に
ど
こ
ま
で
実
体
性
が

あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
、
こ
こ
に
到
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
や
、

立
憲
君
主
制
に
お
け
る
政
策
決
定
者
は
誰
か
、
ま
た
仏
教
環
境
主
義
が
伝
統

的
テ
ク
ス
ト
に
由
来
す
る
の
か
、
外
来
の
も
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の

質
問
が
あ
っ
た
。
実
に
二
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
対
面
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ら
で
は
の
、
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
報
告
者
と

質
問
者
に
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ
】

人
新
世
の
政
治
思
想
に
向
け
て

司
会　

井
上　

彰
（
東
京
大
学
）

「
政
治
思
想
と
環
境
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
大
会
に
お
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
Ⅲ
で
は
「
人
新
世
の
政
治
思
想
」
を
主
題
と
し
て
議
論
を
お
こ
な
っ
た
。

「
人
新
世
」
と
は
、
ド
イ
ツ
人
化
学
者
パ
ウ
ル
・
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
、
人
為
的
活
動
が
地
球
に
影
響
を
与
え
る
地
質
学
上
の
時
代
区

分
で
あ
る
。
こ
の
時
代
区
分
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
既
存
の
概
念

枠
組
み
や
理
論
が
、
生
態
系
の
劇
的
な
変
化
に
よ
っ
て
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ

て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の
歴
史
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
見
落
と
し
へ
の
批
判
や
、
準
拠
す
る
仮
定
へ
の
疑
い
が
断
続
的
に
示
さ
れ

る
等
、
政
治
思
想
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
う
し
た
問
題
状
況
を
ふ
ま
え
て
、

専
門
を
異
に
す
る
三
人
の
登
壇
者
に
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。

近
代
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
を
専
門
と
し
、
群
島
と
大
洋

の
思
想
史
を
拓
こ
う
と
す
る
馬
路
智
仁
会
員
は
、「
島
嶼
海
の
主
権
を
求
め

て
：
太
平
洋
の
自
然
環
境
と
歴
史
叙
述
」
と
題
す
る
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。

馬
路
氏
の
報
告
は
、
知
性
史
研
究
に
お
い
て
い
ま
だ
に
不
十
分
に
し
か
扱
わ

れ
て
い
な
い
、
太
平
洋
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
諸
国
の
知
識
人
に
よ
る
地
域
主

義
・
国
際
主
義
構
想
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
先

住
民
知
識
人
・
小
説
家
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ペ
リ
・
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
著
作
を

分
析
対
象
と
し
て
、
島
嶼
領
域
特
有
の
空
間
性
や
歴
史
性
を
ふ
ま
え
た
「
オ

セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
相
貌
に
迫
る
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。

馬
路
氏
に
よ
る
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
歴
史
叙
述
は
切
り
離
せ
な
い
関

係
に
あ
る
が
、
従
来
の
大
陸
中
心
・
経
済
発
展
中
心
の
歴
史
叙
述
で
は
、
国

境
を
越
え
る
島
々
の
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
成
る
「
オ
セ
ア
ニ

ア
」
文
化
は
十
全
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
馬
路
氏
は
、
一
方
で
近
代
化
の
論

理
が
見
え
隠
れ
す
る
歴
史
研
究
か
ら
距
離
を
置
き
つ
つ
、
他
方
で
近
現
代
の

す
べ
て
を
否
定
し
た
り
、
懐
古
主
義
に
陥
る
こ
と
の
な
い
ス
タ
ン
ス
を
堅
持

す
る
ハ
ウ
オ
フ
ァ
の
歴
史
叙
述
＝
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
語

り
に
、
知
性
史
研
究
の
欠
落
を
補
う
重
要
な
「
声
」
を
見
出
す
。

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
研
究
を
専
門
と
す
る
田
中
将
人
会
員

に
よ
る
第
二
報
告
「
人
新
世
の
正
義
論
：
な
ぜ
将
来
世
代
を
気
遣
う
の
か
」

は
、
人
新
世
に
お
い
て
、
政
治
哲
学
の
分
野
で
い
ま
な
お
強
い
影
響
力
を
有

す
る
『
正
義
論
』
の
有
効
性
を
問
う
。
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、『
正
義
論
』
は

（
戦
後
の
例
外
的
な
）
経
済
成
長
を
前
提
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
正

義
論
』
を
中
心
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
思
想
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
成

長
」
で
は
な
く
「
差
異
」
で
あ
る
。『
正
義
論
』
は
、
価
値
の
多
元
性
と
向

き
合
う
議
論
だ
か
ら
だ
。
田
中
氏
は
、
そ
う
し
た
『
正
義
論
』
の
核
と
な
る

考
え
方
を
将
来
世
代
へ
の
気
遣
い
に
か
ん
す
る
構
想
に
つ
な
げ
る
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
試
み
を
高
く
評
価
す
る
。
将
来
へ
の
価
値
づ
け
に
無
関

心
で
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
様
々
な
評
価
的
視
点
か
ら
紡
ぎ
出
す
シ
ェ
フ

ラ
ー
の
議
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
の
両
立
可
能
性
が
問
わ
れ
る
も
の
の
、

価
値
を
守
る
と
い
う
保
守
性
と
わ
れ
わ
れ
の
将
来
世
代
へ
の
気
遣
い
と
を
つ

な
げ
る
有
意
義
な
試
み
で
あ
る
点
で
、『
正
義
論
』
の
モ
チ
ー
フ
を
生
か
し
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た
人
新
世
の
正
義
論
の
先
鞭
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

人
新
世
の
環
境
倫
理
・
環
境
社
会
学
を
専
門
と
す
る
福
永
真
弓
氏
（
非
会

員
）
の
報
告
「
魚
の
ま
な
ざ
す
海
：
多
種
間
の
政
治
と
人
間
で
あ
る
こ
と
」

は
、
人
新
世
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
惑
星
的
思
考
が
、
特
定
性
や
多
元
性
を

兼
ね
備
え
た
も
の
に
な
る
た
め
に
何
が
必
要
か
に
迫
る
。
福
永
氏
に
よ
れ

ば
、
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
に
代
表
さ
れ
る
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
派
人
新
世
論
者

は
、「（
ヒ
ト
）
種
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
抽
象
的
に
捉
え
る
傾
向
に
あ

る
。
そ
の
せ
い
か
、
彼
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
従
来
の
科
学
主
義
的
手
法

が
不
問
に
ふ
さ
れ
、
種
の
「
内
部
」
や
種
の
「
間
」
の
違
い
か
ら
生
ま
れ
る

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
方
法
が
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
福
永
氏
は
、
人
間
だ
け
が

そ
う
し
た
種
の
複
雑
な
関
係
性
と
は
無
縁
で
あ
る
と
す
る
「
人
間
例
外
主

義
」
を
批
判
し
、
種
の
関
係
性
を
具
体
的
な
記
述
の
な
か
で
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
そ
の
際
福
永
氏
は
、
岩
手
県
宮
古
市
田
老
町

の
漁
師
た
ち
が
共
有
す
る
、
海
に
存
在
す
る
も
の
と
の
多
種
に
ま
た
が
る
関

係
性
の
認
識
に
注
目
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
複
数
性
と
相
互

性
に
価
値
を
置
く
「
多
種
間
の
政
治
」
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。

以
上
三
つ
の
報
告
を
受
け
て
、
フ
ロ
ア
か
ら
様
々
な
質
問
や
問
題
提
起
が

な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
馬
路
氏
と
福
永
氏
の
報
告
に
対
し
て
は
、
大
き
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
境
界
を
設
定
す
る
場
合
に
も
、
近
代
の
人
間
像
を
据
え
る
こ

と
と
同
種
の
問
題
が
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ

れ
た
。
そ
れ
に
対
し
馬
路
氏
と
福
永
氏
は
異
口
同
音
に
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
新

た
な
境
界
設
定
な
く
し
て
は
、
従
来
型
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
科
学

主
義
的
な
抽
象
的
思
考
の
前
に
無
力
に
な
っ
て
し
ま
う
と
応
答
し
た
。
ま

た
、
田
中
氏
の
報
告
に
対
し
て
は
、
差
異
や
価
値
の
多
元
性
を
前
提
に
す
る

議
論
の
場
合
、
そ
も
そ
も
成
長
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
質
問

が
な
さ
れ
た
。
田
中
氏
は
、
価
値
多
元
主
義
と
折
り
合
い
が
つ
く
成
長
論
は

定
常
状
態
論
で
あ
っ
て
、
脱
成
長
論
と
は
相
性
が
悪
い
こ
と
を
率
直
に
認
め

つ
つ
も
、
人
新
世
の
正
義
論
が
成
長
に
か
か
わ
る
様
々
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
開

か
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

ま
た
、
登
壇
者
間
で
の
意
見
交
換
も
活
発
に
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
馬
路

氏
か
ら
は
、
三
つ
の
報
告
に
は
「
未
来
の
た
め
の
保
守
主
義
」
と
い
う
共
通

の
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
福
永
氏
は
そ
れ
に
対
し
、
概

念
化
さ
れ
た
途
端
に
危
う
い
理
念
と
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
の
接
続
を
意
識
し
て
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
展
開
す
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
馬
路
氏
は
福
永
氏
に
、
太
平
洋
で
の
核

実
験
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
海
を
取
り
巻
く
環
境
の
劇
的
な
変
化
に
対
し
、

多
種
間
の
政
治
構
想
は
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
質
問
し

た
。
福
永
氏
は
そ
れ
に
対
し
、
多
種
間
の
政
治
は
政
治
の
空
白
地
帯
だ
か
ら

こ
そ
で
き
る
政
治
に
大
い
な
る
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
う
し
た
政
治
の
場
所

を
つ
く
っ
て
い
く
実
践
で
も
あ
る
と
応
答
し
た
。

以
上
か
ら
も
窺
え
る
通
り
、
本
シ
ン
ポ
で
は
質
疑
応
答
・
意
見
交
換
が
非

常
に
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
に
な
さ
れ
た
。
乙
部
延
剛
会
員
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
ば
、
三
報
告
お
よ
び
熱
心
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
の
共
通
点
と
し
て
、

「
人
間
の
論
理
を
相
対
化
し
つ
つ
も
、
人
間
に
立
ち
戻
る
」
と
い
う
営
み
に

重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
他
者
（
他

の
種
）
を
通
じ
て
自
ら
を
省
み
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
人
間
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
う
る
や
り
と
り
で
も
あ
っ
た
。
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【
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

司
会　

松
田
宏
一
郎
（
立
教
大
学
）

本
年
度
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ウ
ォ
ー
リ
ッ
ク
大
学
の
サ
イ
モ
ン
・

ケ
イ
ニ
ー
教
授
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
基
調
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
ケ
イ

ニ
ー
教
授
は
、『
国
境
を
越
え
る
正
義
─
グ
ロ
ー
バ
ル
政
治
理
論
』（Justice 

beyond Borders: A
 G

lobal Political T
heory, O

xford U
niversity 

Press, 2005

）
に
代
表
さ
れ
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
的
政
治
理
論
の
専

門
家
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
貧
困
、
不
平
等
、
人
権
、
戦
争
、
人
道
的
介
入

な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
を
発
表
し
、
ま
た
具
体
的
な
政
策
提
言
も
お
こ

な
っ
て
き
た
。
近
年
は
気
候
変
動
や
環
境
破
壊
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
規
制
な

ど
に
も
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る
。

今
回
の
基
調
講
演
は
、“Justice, Ecology and Future Generations ”

と
題
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
持
続
可
能
性
と
環
境
か
ら
享
受
で
き
る
便
益
・

生
活
水
準
の
世
代
間
不
平
等
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。Borders
へ
の

意
識
は
、
こ
れ
ま
で
の
ケ
イ
ニ
ー
教
授
の
仕
事
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
も
い

え
る
が
、
今
回
の
「
境
界
」
は
国
家
や
文
化
な
ど
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル

な
「
境
界
」
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
地
球
と
い
う
惑
星
の
循
環
シ
ス
テ
ム

お
よ
び
人
類
の
生
存
条
件
の
「
境
界
」
の
問
題
で
あ
る
。
人
類
の
生
活
行
為

そ
の
も
の
が
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
危
険
に
さ
ら
す
場
合
に
、
平
等
に
人
権

を
享
受
し
な
が
ら
、「
公
正
な
限
界
設
定
」（Just Lim

its

）
と
「
公
正
な
規

制
」（Just Regulation

）
と
い
う
原
理
が
成
り
立
ち
得
る
の
か
と
い
う
観

点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
る
。
特
に
今
回
の
講
演
で
はJust Lim

its

の
方
に
重
点
が
置
か
れ
た
。

「
公
正
な
限
界
設
定
」
が
要
請
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
は
、
第
一
に
人
間
の

活
動
一
般
が
環
境
に
過
剰
な
負
荷
を
与
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ

ゆ
る
「
惑
星
の
限
界
」（Planetary Boundaries

）
の
問
題
を
呼
び
起
こ

す
。
た
と
え
ば
気
候
変
動
、
生
物
多
様
性
の
喪
失
、
大
気
や
地
質
の
汚
染
な

ど
が
あ
る
。

第
二
に
、
個
人
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
、
環
境
条
件
の
た
め
に
制
限
・
阻

害
さ
れ
る
と
い
う
不
平
等
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
健
康
、
食
べ
物
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
ア
ク
セ

ス
す
る
手
段
や
時
間
の
負
荷
が
、
能
力
開
発
の
機
会
や
選
択
肢
を
奪
う
と
い

う
問
題
が
存
在
す
る
。

第
三
に
、
持
続
可
能
性
の
た
め
の
克
服
す
べ
き
課
題
（sustainability 

challenge

）
で
あ
る
。
Ｃ
Ｏ
２
排
出
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
生
物
多
様
性

の
危
機
へ
の
対
応
は
、
世
代
間
の
「
配
分
的
正
義
」
と
「
公
正
な
限
界
設

定
」
の
原
理
が
か
か
わ
る
争
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
現
在
世
代
が
制
御
で
き

る
か
否
か
は
、
未
来
に
影
響
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
講
義
後
半
は
、
こ
の
「
未
来
に
対
す
る
責
任
」
を
理
論
的
に
腑
分
け
し

て
い
く
。
自
己
の
享
受
し
た
環
境
を
悪
化
さ
せ
ず
に
（
あ
る
い
は
よ
り
良
く

し
て
）、
次
の
世
代
に
引
き
渡
す
責
任
が
現
在
世
代
に
あ
る
と
し
て
、
自
然

環
境
だ
け
で
な
く
、
人
為
的
な
技
術
や
イ
ン
フ
ラ
も
将
来
世
代
に
引
き
渡
す

べ
き
資
源
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
政
治
制
度
（
た
と
え
ば
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
）
の
継
承
、
あ
る
い
は
不
平
等
な
社
会
構
造
に
介
入
し
て
（
た
と
え
ば

階
級
制
度
を
断
ち
切
っ
て
）
次
の
世
代
に
平
等
な
社
会
を
渡
す
と
い
っ
た
既
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得
権
益
の
棄
却
は
正
当
化
し
う
る
か
も
ま
た
問
題
と
な
る
（
ケ
イ
ニ
ー
教
授

は
当
然
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
政
治
革
命
の
正
当
化
に

か
か
わ
る
）。

逆
に
、
後
の
世
代
の
た
め
に
現
在
の
世
代
が
苦
し
む
こ
と
は
一
つ
の
不
平

等
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。

し
か
し
、「
現
在
よ
り
恵
ま
れ
た
（better off

な
）
暮
ら
し
」
と
は
ど
う

い
う
意
味
に
な
る
の
か
、
そ
の
「
ベ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
」
を
ど
う
設
定
す
る
の

か
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
促
進
は
経
済
成
長
で
測
っ
て
よ
い
の
か
、
あ
る
生

活
形
態
へ
の
文
化
的
愛
着
と
持
続
可
能
性
が
衝
突
し
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、

技
術
や
環
境
科
学
の
発
達
な
ど
予
測
困
難
な
問
題
に
つ
い
て
将
来
の
世
代
の

手
を
縛
っ
て
よ
い
の
か
、
な
ど
扱
う
べ
き
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
。

結
論
部
分
で
は
、
1
．現
在
世
代
と
将
来
世
代
は
少
な
く
と
も
平
等
に
扱

わ
れ
る
、
2
．現
在
世
代
は
将
来
世
代
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
、
3
．将
来
世

代
が
平
等
と
い
う
価
値
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
現
在
の
政
治
主
体
は
努
力
す

る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
は
承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
る
。

討
論
者
の
小
林
卓
人
会
員
は
、
ケ
イ
ニ
ー
教
授
が
提
起
し
た
論
点
の
構
成

と
相
互
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、
将
来
世
代
に
対
す
るbeneficence

（
一

方
的
な
慈
恵
）
と
い
う
規
範
的
要
請
が
立
論
に
忍
び
込
ん
で
い
る
が
、
そ
れ

自
体
は
配
分
的
正
義
の
原
理
か
ら
導
き
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
将
来
世

代
に
コ
ス
ト
を
一
部
先
送
り
し
て
も
、
コ
ス
ト
負
担
の
世
代
間
平
等
は
成
立

す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
将
来
世
代
のbetter

な
暮
ら
し
が
現
在
世

代
に
負
の
感
情
を
与
え
な
い
と
い
う
な
ら
、
論
理
的
に
は
逆
も
成
立
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
も
そ
も
世
代
間
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
よ
り
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
を
提
起
し
た
。

ま
た
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
現
在
と
将
来
の
二
つ
で
は
な
く
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ
し
た
複
数
の
異
世
代
間
の
平
等
と
い
う
の
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
扱
え
る

の
か
、
現
在
の
不
平
等
を
黙
認
し
た
ま
ま
現
在
世
代
全
体
に
「
公
正
な
限
界

設
定
」
を
か
け
て
、
か
な
り
の
被
害
や
死
亡
者
な
ど
の
発
生
を
止
め
ら
れ
な

い
場
合
、
そ
れ
を
未
来
と
のtrade-off

と
し
て
正
当
化
で
き
る
の
か
、
ケ
イ

パ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
質
的
な
測
定
方
法
、
ヒ
ト
と
い
う
種
の
生
存
を
当
然
の
価

値
と
し
な
い
場
合
ど
う
い
っ
た
理
論
構
成
が
可
能
か
、
と
い
っ
た
質
問
が
出

た
。
ケ
イ
ニ
ー
教
授
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
今
回
提
起
し
た
論
点
そ

れ
ぞ
れ
に
再
検
討
あ
る
い
は
精
緻
化
す
べ
き
要
素
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ

と
、
ま
た
こ
の
報
告
が
問
題
解
決
の
処
方
箋
よ
り
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て

確
認
す
べ
き
原
理
を
洗
い
出
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
強
調
し
た
。

現
代
日
本
の
政
策
決
定
過
程
で
は
、
ケ
イ
ニ
ー
教
授
が
提
起
し
た
「
倫
理

的
コ
ン
パ
ス
」
を
作
動
さ
せ
る
磁
極
す
ら
同
定
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
本

学
会
の
会
員
は
真
摯
に
本
講
演
の
問
題
提
起
に
応
答
し
、
ま
た
教
授
も
日
本

に
同
じ
土
俵
で
議
論
を
す
る
研
究
者
達
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
れ
を
楽

し
ん
で
い
た
と
感
じ
た
。
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〔
自
由
論
題　

第
１
会
場
〕

司
会　

大
澤　

麦
（
東
京
都
立
大
学
）

本
分
科
会
で
は
、
村
田
陽
会
員
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）

「
哲
学
的
急
進
派
と
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
─
─
十
九
世
紀
ブ
リ
テ
ン
の
『
古

代
─
近
代
論
争
』
を
手
が
か
り
に
」、
小
田
英
会
員
（
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）「
抵
抗
権
と
し
て
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
捕
獲
法
論
』」、

崔
民
赫
会
員
（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
）「『
日
本

維
新
ノ
革
命
』
と
『
道
理
』
─
─
有
賀
長
雄
の
歴
史
社
会
学
と
憲
政
論
」
の

三
つ
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

最
初
の
村
田
報
告
は
、哲
学
的
急
進
派
の
代
表
的
思
想
家
、Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
、

Ｊ
・
ミ
ル
、
Ｇ
・
グ
ロ
ー
ト
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
思
想
を
、
ア
テ
ナ
イ
の
民

主
政
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
「
古
代
─
近
代
論
争
」
の
文
脈
で
考
察
し
た
。
そ

れ
は
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
が
彼
ら
の
思
想
に
見
出
さ
れ

る
か
否
か
を
検
証
す
る
作
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
に
対
し
て
功
利
主
義

が
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
た
の
か
を
探
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
質
疑
に

お
い
て
は
各
々
の
思
想
家
に
ま
つ
わ
る
個
別
論
点
に
加
え
、
こ
う
し
た
視
座

で
哲
学
的
急
進
派
を
問
う
こ
と
の
有
効
性
、
ま
た
古
代
と
の
対
照
で
浮
か
び

上
が
る
近
代
性
の
本
質
は
何
か
と
い
っ
た
包
括
的
な
論
点
も
検
討
さ
れ
た
。

次
の
小
田
報
告
で
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
約
八
〇
年
続
い
た
ネ
ー
デ
ル

ラ
ン
ト
の
ス
ペ
イ
ン
に
対
す
る
抵
抗
を
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
、
Ｈ
・
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
の
『
捕
獲
法
論
』
に
見
出
さ
れ
る
抵
抗
権
論
の
検
討
が
な
さ
れ
た
。
同

書
に
よ
れ
ば
、
政
治
権
力
は
国
（respublica

）
＝
議
会
か
ら
君
主
に
委
任

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
暴
政
へ
の
正
当
な
抵
抗
こ
そ
あ
れ
、「
反
乱
」

な
ど
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
の
内
政
に
お
け
る
抵
抗
論
に
海
外
拡
張
論
を

結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
に
同
書
の
特
色
が
あ
っ
た
、
と
報
告
者
は
解
釈
す
る
。

そ
れ
は
東
西
イ
ン
ド
に
勢
力
を
及
ぼ
す
大
国
ス
ペ
イ
ン
へ
の
抵
抗
が
、
自
ず

か
ら
要
求
す
る
論
理
な
の
で
あ
っ
た
。
質
疑
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
を
特
徴
づ
け

る
と
さ
れ
た
「
普
遍
王
政
」
な
る
概
念
の
意
味
、
ユ
グ
ノ
ー
の
抵
抗
権
論
と

の
相
違
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
実
践
的
意
図
と
思
想
史
的
意
義
と
の
関
係
等
が

検
討
さ
れ
た
。

最
後
の
崔
報
告
は
、
明
治
維
新
を
革
命
と
捉
え
る
近
年
の
研
究
動
向
を
意

識
し
つ
つ
、
有
賀
長
雄
の
「
日
本
維
新
の
革
命
」
論
を
考
察
し
た
。
フ
ェ
ノ

ロ
サ
や
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
の
影
響
の
も
と
、
有
賀
は
維
新
を
、
教
理
の
支

配
す
る
社
会
や
「
革
命
擾
乱
」
を
経
ず
に
、
法
律
と
理
性
を
核
と
す
る
「
公

民
国
家
」
を
実
現
し
た
特
異
な
革
命
と
理
解
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
徳
川

時
代
に
培
わ
れ
た
「
智
力
社
会
」
の
存
在
な
く
し
て
あ
り
え
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
。
質
疑
で
は
、
有
賀
の
革
命
論
と
（
報
告
の
中
で
そ
の
比
較
対
象
に
用
い

ら
れ
た
）
竹
越
与
三
郎
の
そ
れ
と
の
相
違
、
維
新
に
お
け
る
天
皇
の
意
義
と

位
置
づ
け
等
、
本
報
告
の
核
心
に
触
れ
る
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

以
上
、
本
分
科
会
は
三
時
間
未
満
と
い
う
短
い
時
間
枠
の
中
、
三
名
の
気

鋭
の
若
手
研
究
者
に
よ
る
力
の
こ
も
っ
た
研
究
報
告
で
構
成
さ
れ
た
。
自
由

論
題
の
分
科
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
時
代
も
テ
ー
マ
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
た

が
、
い
ず
れ
の
報
告
に
も
思
想
家
と
そ
の
歴
史
認
識
の
関
係
を
問
う
と
い
う

共
通
項
が
あ
っ
た
た
め
に
、
図
ら
ず
も
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
纏
ま
り
が
見

出
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ロ
ア
に
は
常
時
三
〇
名
程
度
の
来
場
者
が

あ
り
、
多
様
な
角
度
か
ら
の
刺
激
的
な
質
問
や
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
、
充

実
し
た
討
論
が
最
後
ま
で
展
開
さ
れ
た
。
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〔
自
由
論
題　

第
２
会
場
〕

司
会　

山
岡
龍
一
（
放
送
大
学
）

本
分
科
会
で
は
、
大
工
章
宏
会
員
（
東
京
大
学
大
学
院
）
に
よ
る
「
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
正
当
化
可
能
な
再
分
配
制
度
の
検
討
」、
斉
藤
尚

会
員
（
北
海
道
大
学
）
に
よ
る
「
塩
野
谷
祐
一
の
ロ
マ
ン
主
義
と
福
祉
国
家

思
想
─
─
環
境
倫
理
学
と
の
接
合
」、
岸
見
太
一
会
員
（
福
島
大
学
）
に
よ

る
「
身
体
性
と
入
国
管
理
の
政
治
理
論
─
─
な
ぜ
法
制
度
だ
け
で
は
だ
め
な

の
か
」
の
、
三
報
告
が
あ
っ
た
。

大
工
報
告
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

に
お
け
る
「
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
」
を
理
論
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
配
分
的
正
義
論
を
再
解
釈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
報
告
で

は
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
新
古
典
的
自
由
主
義
に
比
べ
て
そ
の
適
用

範
囲
が
狭
い
と
さ
れ
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
再
分
配
的
制
度
原
理
が
、
彼
自
身
の

想
定
を
越
え
て
広
い
射
程
を
も
つ
こ
と
の
論
証
が
試
み
ら
れ
た
。
自
己
所
有

権
に
内
在
す
る
と
さ
れ
る
「
無
主
物
へ
の
接
続
権
」
と
い
う
概
念
に
注
目
す

る
こ
と
で
、弱
者
救
済
や
社
会
的
利
益
と
い
っ
た
理
由
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、

個
人
の
権
利
へ
の
侵
害
を
禁
じ
る
と
い
う
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
本
来
の
原
理

に
よ
っ
て
、自
由
市
場
に
お
け
る
規
制
が
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。

斉
藤
報
告
は
、
環
境
倫
理
学
の
課
題
を
環
境
と
い
う
価
値
の
正
当
化
の
問

題
と
捉
え
、
そ
れ
を
美
的
価
値
に
求
め
る
説
の
限
界
を
示
し
、
そ
の
克
服
と

し
て
環
境
の
道
徳
的
価
値
を
論
証
す
る
試
み
と
み
な
せ
る
塩
野
谷
の
ロ
マ
ン

主
義
論
を
検
討
し
た
。
塩
野
谷
は
、
非
認
知
主
義
と
さ
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
が

理
性
や
科
学
に
反
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
、
シ
ラ
ー
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自

然
観
に
現
わ
れ
た
芸
術
的
価
値
の
共
有
可
能
性
に
よ
っ
て
示
し
た
。
芸
術
を

通
じ
た
感
情
と
理
性
の
調
和
と
い
う
理
解
か
ら
、「
科
学
の
解
釈
学
」
が
構

想
さ
れ
、
科
学
理
論
と
規
範
命
題
の
総
合
の
可
能
性
が
探
究
さ
れ
た
。
か
か

る
ロ
マ
ン
主
義
的
人
間
観
が
、
塩
野
谷
の
福
祉
国
家
の
規
範
理
論
と
連
結
す

る
論
理
を
、
グ
リ
ー
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
卓
越
主
義
に
言
及
し
つ
つ
展
開
す

る
こ
と
で
、
環
境
倫
理
学
と
福
祉
思
想
の
接
合
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

岸
見
報
告
は
、
現
実
の
不
正
義
を
扱
う
際
に
、
法
的
規
制
の
み
で
は
不
十

分
に
な
る
と
い
う
規
範
的
問
題
を
、
事
例
、
と
り
わ
け
熊
本
の
技
能
実
習
生

の
ケ
ー
ス
の
理
論
的
分
析
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
た
。
国
境
で
の
入
国
管
理
局

に
お
い
て
移
住
者
の
身
体
が
い
か
に
知
覚
さ
れ
、
序
列
化
さ
れ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
認
知
的
問
題
を
、
関
係
的
平
等
論
の
観
点
の
導
入
に
よ
っ
て
検

討
し
た
こ
の
報
告
は
、
ヤ
ン
グ
の
構
造
的
不
正
義
の
議
論
を
展
開
し
つ
つ

も
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
お
け
る
女
性
移
動
者
の
身
体
、
と
り
わ
け
妊
娠
を

め
ぐ
る
具
体
例
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
理
論
と
実
証
を
総
合
す
る
方
法
論
を

試
み
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
の
問
題
状
況
の
把
握
と
そ
の
解
決

法
の
模
索
に
お
い
て
、
規
範
的
政
治
理
論
が
果
た
せ
る
役
割
を
提
示
す
る
と

い
う
そ
の
目
論
見
は
、
非
理
想
理
論
の
展
開
と
い
う
近
年
の
政
治
理
論
の
ト

レ
ン
ド
を
具
体
化
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

各
報
告
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
討
論
が
な
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
第
一
報
告
に

は
、
い
か
な
る
点
で
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
発
展
を
狙
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

第
二
報
告
に
は
、
環
境
に
関
す
る
共
感
が
い
か
に
し
て
規
範
を
生
む
の
か
に

つ
い
て
、
第
三
報
告
に
は
、
構
造
的
正
義
論
の
適
用
方
法
や
、
事
例
研
究
の

方
法
的
意
義
に
つ
い
て
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
特
に
第
三
報
告
は
、
聴
衆

の
道
徳
感
覚
と
直
観
を
刺
激
し
、
熱
心
な
議
論
を
惹
起
し
て
い
た
。
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〔
自
由
論
題　

第
３
会
場
〕

司
会　

鏑
木
政
彦
（
九
州
大
学
）

本
分
科
会
で
は
、
大
村
一
真
（
同
志
社
大
学
大
学
院
）「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

と
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」、
水
谷
仁
（
名
古
屋
経
済
大
学
）「
政
治
と
生
を

め
ぐ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
─
の
政
治
思
想
─
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お

け
る
政
治
的
主
体
像
」、
和
田
昌
也
（
同
志
社
大
学
）「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
ア
ー
レ
ン
ト
の
受
容
─
全
体
主
義
論
を
め
ぐ
る
ア
ロ
ン
、
ル
フ
ォ
ー
ル
、

タ
ッ
サ
ン
の
解
釈
を
中
心
に
」
の
三
つ
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

大
村
報
告
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理

論
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
テ
ー
ゼ
を
検
討

し
、
そ
の
意
義
の
解
明
を
目
指
す
。
植
民
地
化
は
、
法
制
化
の
よ
う
に
、
生

活
世
界
の
解
釈
地
平
の
営
み
を
斥
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
解
釈
し
て
生
活

を
指
針
づ
け
て
い
く
自
由
を
剥
奪
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生

活
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
化
を
通
し
て
、
行
為
者
の
解
釈
地
平
が
貨
幣
と
権
力
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
適
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
化
す
る
に
ま
で
及
ぶ

こ
と
で
意
味
の
喪
失
を
も
招
く
。
大
村
報
告
は
、
生
活
世
界
の
植
民
地
化

を
、
自
由
の
剥
奪
と
メ
デ
ィ
ア
化
に
よ
る
意
味
の
喪
失
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
に
よ
り
、
植
民
地
化
テ
ー
ゼ
の
機
能
主
義
的
な
解
釈
を
拒
否
し
、
植
民
地

化
の
よ
り
一
層
根
源
的
な
問
題
次
元
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

水
谷
報
告
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー

の
政
治
思
想
を
「
生
き
て
い
る
人
間
」
と
政
治
と
の
関
係
か
ら
解
明
す
る
。

水
谷
は
ヘ
ラ
ー
の
思
考
法
を
、
各
々
の
事
象
が
自
立
し
な
が
ら
、
相
互
に
連

関
し
共
属
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
「
弁
証
法
的
思
考
法
」
と
し
て
捉

え
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ラ
ー
に
お
け
る
政
治
観
で
あ
る
「
多
数
性
に
お
け
る
統
一

性
」
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
な
友
敵
関
係
と
は
異
な
る
弁
証
法
的
な
人
間

と
国
家
の
関
係
論
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
危
機
に

対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
、
国
家
的
規
範
に
服
従
し
つ
つ
責
任
を
負
っ
て
参
与
す
る

主
体
像
を
提
示
し
た
と
す
る
。
水
谷
報
告
は
ヘ
ラ
ー
の
理
論
を
、
民
主
主
義

の
危
機
の
時
代
に
「
生
き
て
い
る
人
間
」
を
軸
に
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
り
、
そ
れ
は
約
百
年
の
時
を
経
て
同
じ
危
機
を
生
き
る
私
た
ち
に

と
っ
て
切
実
な
意
味
を
も
つ
議
論
で
あ
る
。

和
田
報
告
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
受
容
史
を
三
つ
の
時
期

に
整
理
し
、
Ｒ
・
ア
ロ
ン
、
Ｃ
・
ル
フ
ォ
ー
ル
、
Ｅ
・
タ
ッ
サ
ン
の
ア
ー
レ

ン
ト
解
釈
に
光
を
当
て
る
。
ま
ず
ア
ロ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を

レ
ジ
ー
ム
の
本
質
か
ら
解
釈
し
、
そ
の
結
果
ア
ー
レ
ン
ト
を
ナ
チ
ズ
ム
と
ス

タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
を
同
列
に
置
く
反
共
主
義
的
自
由
主
義
者
と
し
て
描
い
た
。

他
方
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
政
治
観
を
全
体
主
義
の
裏
返
し

と
し
て
構
想
し
た
と
し
、
そ
の
実
在
は
説
明
不
可
能
性
で
あ
る
と
し
つ
つ
、

そ
れ
を
現
象
可
能
性
の
あ
る
民
主
主
義
論
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
そ
し
て
タ
ッ

サ
ン
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
を
世
界
疎
外
と
い
う
近
代
の
文
脈
と

結
び
つ
け
、
世
界
へ
の
無
関
心
に
抗
し
て
共
同
世
界
を
出
現
さ
せ
よ
う
と
す

る
試
み
と
し
て
解
釈
す
る
。
和
田
報
告
は
ア
ー
レ
ン
ト
理
解
の
複
数
性
と
、

現
代
に
お
け
る
自
由
の
諸
可
能
性
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

三
つ
の
報
告
は
、
現
代
に
お
け
る
政
治
的
危
機
に
対
す
る
意
識
に
お
い
て

共
通
す
る
。
そ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
反
映
し
て
か
、
会
場
か
ら
は
途
絶
え
る

こ
と
な
く
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
活
発
な
討
議
が
な
さ
れ
た
。



487　【2022年度学会研究大会報告】

〔
自
由
論
題　

第
４
会
場
〕

司
会　

萩
原
能
久
（
慶
應
義
塾
大
学
）

本
分
科
会
で
は
施
光
恒
会
員
（
九
州
大
学
）
に
よ
る
「
ポ
ス
ト
・
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
世
界
秩
序
の
探
求
─
─
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

論
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
と
し
て
」、
お
よ
び
鈴
木
知
花
会
員

（
函
館
大
学
）
に
よ
る
「
生
の
脆
弱
性
に
お
け
る
不
平
等
を
な
く
す
─
─
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ケ
ア
の
倫
理
の
統
合
か
ら
み
え
て
く
る
可
能
性
」
の
二
つ
の

報
告
が
行
わ
れ
た
。
両
報
告
の
共
通
点
を
あ
え
て
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、

「
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
思
想
」
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。施

会
員
の
報
告
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
閉
じ
た
社
会
に
固
有
の
部
族
主

義
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
厳
し
く
断
罪
し
た
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
批
判
的
合
理
主

義
を
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
評
価
し
直
そ
う
と
す
る
試

み
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
業
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ヴ
ィ
ン
セ

ン
ト
の
議
論
に
即
し
て
ポ
パ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
た
の
ち
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
の
概
要
が
示
さ
れ
、

特
に
言
語
の
観
点
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
む
し
ろ
開
か
れ
た
社
会
の
条

件
と
な
る
こ
と
、
ま
た
（
自
己
）
批
判
的
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
環
境
の
な
か
で
こ
そ
よ
り
有
意
義
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

討
論
で
は
施
報
告
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
化
的
側
面
ば
か
り
が
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
持
つ
政
治
的
排
他
性
・
暴
力
性
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
に

回
収
さ
れ
な
い
人
間
の
集
合
性
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
問
題
や
、
ポ
パ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
観
が
「
バ
ケ
ツ
理
論
」
に
立

脚
し
て
い
る
と
す
る
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
解
釈
の
妥
当
性
が
議
論
さ
れ
た
。

鈴
木
会
員
の
報
告
で
は
ま
ず
「
ケ
ア
の
倫
理
」
を
主
張
し
た
ギ
リ
ガ
ン
や

ヘ
ル
ド
、
キ
テ
イ
の
議
論
が
整
理
さ
れ
、「
生
の
不
平
等
さ
」
を
是
正
・
解

消
す
る
ケ
ア
の
倫
理
の
視
座
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
ロ
ー
ル
ズ
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
の
正
義
論
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
万
人
に
対
し
て

開
か
れ
て
い
る
よ
う
で
、
暗
黙
裡
に
自
律
性
や
合
理
性
を
備
え
た
白
人
・
男

性
に
特
有
の
健
常
な
強
い
主
体
を
想
定
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
社
会
的

弱
者
を
自
ら
の
理
論
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
た
。
こ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
人
間
を
「
脆
弱
な
主
体
」
と

捉
え
、
互
い
に
支
え
合
い
、
ケ
ア
し
合
う
主
体
を
構
想
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
ケ
ア
労
働
者
と
そ
の
依
存
者
を
政
治
的
行
為
主

体
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
主
張
さ
れ
た
。
報
告
後
の
討

論
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
に
対
す
る
自
律
批
判
の
荒
さ
を
指
摘
す
る
見
解
や
、
逆

に
ケ
ア
の
主
体
こ
そ
か
な
り
自
律
的
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
た

り
、
ケ
ア
の
倫
理
と
「
脆
弱
性
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
特
に
政
府
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
の
か
疑
問
が
呈
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
そ

も
そ
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ケ
ア
の
倫
理
を
「
統
合
」
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な

の
か
、
望
ま
し
い
の
か
、
そ
の
際
に
既
存
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
以
上
に
必
要
と

な
る
で
あ
ろ
う
、
個
人
の
個
別
性
に
配
慮
し
た
エ
ン
パ
シ
ー
を
ど
う
位
置
づ

け
る
か
な
ど
、
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　488

執
筆
者
紹
介
〔
掲
載
順
〕

武
田
宏
子

一
九
六
八
年
生
ま
れ
。
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
。

Ph.D
. 

（U
niversity of Sheffield

）.The P
olitical E

conom
y of 

R
eproduction in Japan: Betw

een N
ation-State and E

veryday 
L

ife 

（R
outledge, 2005

）; T
he R

outledge H
andbook of 

Contem
porary Japan 

（Routledge, 2021

）.

齋
藤
公
太

一
九
八
六
年
生
ま
れ
。
北
九
州
市
立
大
学
准
教
授
。
博
士
（
文
学
）。

『「
神
国
」
の
正
統
論
─
─
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
』（
ぺ

り
か
ん
社
、
二
〇
一
九
年
）。

馬
路
智
仁

一
九
八
三
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教

授
。Ph.D

. 

（Politics and International Studies, Cam
bridge

）. 
T

he International T
hought of A

lfred Zim
m

ern: Classicism
, 

Zionism
 and the Shadow

 of C
om

m
onw

ealth 

（Palgrave 
M

acm
illan, 2021

）; “Colonial Policy Studies in Japan: Racial 
V

isions of N
an ’yo, or the Early Creation of a Global South, ” 

International A
ffairs, V

ol. 98, N
o.1 

（2022

）.

古
田
拓
也

一
九
八
五
年
生
ま
れ
。
二
松
学
舎
大
学
専
任
講
師
。
博
士
（
法
学
）。

“J. R. Seeley in Japan, 1880s–1940s, ” T
he H

istorical Journal, 

V
ol. 66, N

o. 2

（2023

）; “W
ithout Laslett to the lost w

orlds: 
Q

uentin Skinner ’s early m
ethodology, ” Japanese Journal of 

Political Science, V
ol. 22, N

o. 3

（2021

）.

田
中
将
人

一
九
八
二
年
生
ま
れ
。
岡
山
商
科
大
学
法
学
部
准
教
授
。
博
士
（
政
治

学
）。『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
─
─
差
異
の
神
義
論=

正
義
論
』（
風

行
社
、
二
〇
一
七
年
）、『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
─
─
社
会
正
義
の
探
究

者
』（
共
著
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
一
年
）。

福
永
真
弓

一
九
七
六
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
准

教
授
。
博
士
（
環
境
学
）。「
培
養
肉
的
生
と
付
き
合
う
」（『
現
代
思

想
』
第
五
〇
巻
第
七
号
、
二
〇
二
二
年
）、『
サ
ケ
を
つ
く
る
人
び
と

─
─
水
産
増
殖
と
資
源
再
生
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）。

和
田
昌
也

一
九
八
七
年
生
ま
れ
。
同
志
社
大
学
研
究
開
発
推
進
機
構
特
任
助
手
。

「「
批
判
的
政
治
哲
学
」
と
い
う
企
て 

─
─
現
代
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
の

興
隆
に
お
け
る
ミ
ゲ
ル
・
ア
バ
ン
ス
ー
ル
の
位
置
」（『
同
志
社
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
第
一
一
号
、
二
〇
二
一
年
）、「
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
の
法
概
念
─
─
ノ
モ
ス
／
レ
ッ
ク
ス
の
二
元
論
を
超
え

て
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

小
林
卓
人

一
九
九
二
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
術
院
講
師
（
任
期

付
）。
博
士
（
政
治
学
）。「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
─
─
非
道
具
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主
義
・
道
具
主
義
・
両
立
主
義
の
再
構
成
と
吟
味
」（『
政
治
思
想
研

究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年
）。

秋
元
真
吾

一
九
八
九
年
生
ま
れ
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
。

Ph.D
.

（Philosophy

）, Ph.D
. 

（Law

）.  “La bataille de Guillaum
e 

B
udé, princeps de la R

épublique des Lettres, contre la 
barbarie des gens de justice, ” Clio@

T
hem

is, 24, 2023

、「
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ト
マ
ン
の
議
会
構
想
─
─
封
の
構
造
、
貴
族
の
叛
乱
」

（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
一
二
八
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
五
年
）。

村
田
　
陽

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
。
博
士
（
政

治
学
）。“John Stuart M

ill and Political Reform
: Responses to 

Bentham
 and Grote, ” R

evue d
’études bentham

iennes, V
ol. 16 

（2019

）. 

相
川
裕
亮

一
九
八
八
年
生
ま
れ
。
金
城
学
院
大
学
講
師
。
博
士
（
法
学
）。「
冷
た

い
戦
争
と
魂
の
危
機
─
─
大
衆
伝
道
者
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
の
見
た
共

産
主
義
、
自
由
、
原
罪
」（『
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
六

年
）、『
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
と
「
神
の
下
の
国
家
」
ア
メ
リ
カ
─
─
福

音
伝
道
者
の
政
治
性
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）。

高
橋
侑
生

一
九
九
三
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
定
助
教
。
博

士
（
法
学
）。

成
田
大
起

一
九
八
八
年
生
ま
れ
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員PD

。
博
士
（
政

治
学
）。「
方
法
論
と
し
て
の
再
構
成
的
批
判
─
─
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社

会
理
論
に
お
け
る
議
論
枠
組
み
」（『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
四
一
号
、

二
〇
一
七
年
）、「
社
会
統
合
に
お
け
る
動
機
づ
け
問
題
へ
の
一
解
答

─
─
ホ
ネ
ッ
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
『
認
知
的
ア
ク
セ
ス
』
と

い
う
視
点
か
ら
」（『
年
報
政
治
学
』
第
六
七
巻
第
一
号
、
二
〇
一
六

年
）。

辻
　
悠
佑

一
九
九
一
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
助
手
。

「
植
民
地
支
配
と
政
治
的
集
合
体
の
自
己
決
定
」（『
思
想
』
第
一
一
五

五
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

大
場
優
志

一
九
九
八
年
生
ま
れ
。
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課

程
。「
流
動
的
な
集
団
代
表
の
実
現
に
向
け
て
─
─
ア
イ
リ
ス
・
Ｍ
・

ヤ
ン
グ
の
批
判
的
再
検
討
」（『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
第
二
九
五

号
、
第
二
九
六
号
、
二
〇
二
二
年
）。

田
渕
舜
也

一
九
九
六
年
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課

程
。「「
政
治
哲
学
」
と
「
絶
対
弁
証
法
」
─
─
当
為
と
歴
史
を
め
ぐ
っ

て
」（『
南
原
繁
に
お
け
る
学
問
と
政
治
』
横
濱
大
氣
堂
、
二
〇
二
二

年
）、「
南
原
繁
の
田
辺
元
批
判
と
そ
の
影
響
」（『
比
較
思
想
研
究
』
第

四
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）。



政治思想と環境【政治思想研究 第23号／2023年５月】　490

川
添
美
央
子

一
九
七
〇
年
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
。
博
士
（
法
学
）。

『
ホ
ッ
ブ
ズ　

人
為
と
自
然
』（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）、「
ス
ピ
ノ
ザ

の
寛
容
論
に
お
け
る
神
学
と
哲
学
」（『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要　

社

会
科
学
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
七
年
）。

権
左
武
志

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
。
博
士

（
法
学
）。『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
・
国
家
・
歴
史
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）、『
現
代
民
主
主
義　

思
想
と
歴
史
』（
講
談
社
、
二
〇

二
〇
年
）。

井
上
弘
貴

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
教
授
。

博
士
（
政
治
学
）。『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ア
メ
リ
カ
の
責
任
』（
木

鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
）、『
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
思
想
史
』（
青
土
社
、

二
〇
二
〇
年
）。

宇
佐
美
誠

一
九
六
六
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
教
授
。
博
士

（
法
学
）。『
正
義
論
─
─
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
か
ら
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ま
で
』

（
共
著
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
九
年
）、『
Ａ
Ｉ
で
変
わ
る
法
と
社
会

─
─
近
未
来
を
深
く
考
え
る
た
め
に
』（
編
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二

〇
年
）。

山
崎
　
望

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
駒
澤
大
学
法
学
部
教
授
。『
時
政
学
へ
の
挑
戦
』

（
共
編
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
）、『
民
主
主
義
に
未
来
は

あ
る
の
か
』（
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
）。

鈴
木
知
花

一
九
八
〇
年
生
ま
れ
。
函
館
大
学
商
学
部
専
任
講
師
。「
ケ
ア
の
倫
理

と
社
会
政
策
─
─
日
本
の
障
害
者
政
策
へ
の
示
唆
」（『
社
会
政
策
』

第
一
二
巻
第
三
号
、
二
〇
二
一
年
）、“T

he Ethics of Care as a 
Political T

heory: Challenging the Raw
lsian Conception of 

‘Self-Respect ’”

（『
一
橋
社
会
科
学
』
第
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）.

森
　
達
也

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
神
戸
学
院
大
学
法
学
部
准
教
授
。
博
士
（
政
治

学
）。「
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
と
文
化
自
由
会
議
─
─
冷
戦
期
の

「
リ
ベ
ラ
ル
な
エ
ー
ト
ス
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
神
戸
学
院
法
学
』
第
五

〇
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
二
二
年
）、『
思
想
の
政
治
学
─
─
ア
イ
ザ
ィ

ア
・
バ
ー
リ
ン
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
）。

住
田
孝
太
郎

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
修
士
（
政
治
学
）。「
福
澤
諭
吉
と
交
詢
社
構
想

─
─
「
吾
党
の
桃
源
」
と
「
世
務
諮
詢
」
の
あ
い
だ
」（
寺
崎
修
編
『
福

澤
諭
吉
の
思
想
と
近
代
化
構
想
』
第
四
章
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
八
年
）、『
小
幡
篤
次
郎
著
作
集
』
第
一
巻
解
題
（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）。

島
田
英
明

一
九
八
七
年
生
ま
れ
。
東
京
都
立
大
学
法
学
部
准
教
授
。
博
士
（
法

学
）。『
歴
史
と
永
遠
─
─
江
戸
後
期
の
思
想
水
脈
』（
岩
波
書
店
、
二



491　【執筆者紹介】

〇
一
八
年
）、『
西
周
現
代
語
訳
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
共
訳
、
慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）。 
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●
政
治
思
想
学
会
規
約

第
一
条　

本
会
は
政
治
思
想
学
会（Japanese Conference for the Study 

of Political T
hought

）
と
称
す
る
。

第
二
条　

本
会
は
、
政
治
思
想
に
関
す
る
研
究
を
促
進
し
、
研
究
者
相
互
の

交
流
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条　

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
活
動
を
行
な
う
。

（
１
）
研
究
者
相
互
の
連
絡
お
よ
び
協
力
の
促
進

（
２
）
研
究
会
・
講
演
会
な
ど
の
開
催

（
３
）
国
内
お
よ
び
国
外
の
関
連
諸
学
会
と
の
交
流
お
よ
び
協
力

（
４
）
そ
の
他
、
理
事
会
に
お
い
て
適
当
と
認
め
た
活
動

第
四
条　

本
会
の
会
員
は
、
政
治
思
想
を
研
究
す
る
者
で
、
会
員
二
名
の
推

薦
を
受
け
、理
事
会
に
お
い
て
入
会
を
認
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
五
条　

会
員
は
理
事
会
の
定
め
た
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
費
を
滞
納
し
た
者
は
、
理
事
会
に
お
い
て
退
会
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条　

本
会
の
運
営
の
た
め
、
以
下
の
役
員
を
置
く
。

（
１
）
理
事　

若
干
名　

内
一
名
を
代
表
理
事
と
す
る
。

（
２
）
監
事　

二
名

第
七
条　

理
事
お
よ
び
監
事
は
総
会
に
お
い
て
選
任
し
、
代
表
理
事
は
理
事

会
に
お
い
て
互
選
す
る
。

第
八
条　

代
表
理
事
、
理
事
お
よ
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。

第
九
条　

代
表
理
事
は
本
会
を
代
表
す
る
。

理
事
は
理
事
会
を
組
織
し
、
会
務
を
執
行
す
る
。

理
事
会
は
理
事
の
中
か
ら
若
干
名
を
互
選
し
、
こ
れ
に
日
常
の
会

務
の
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条　

監
事
は
会
計
お
よ
び
会
務
の
執
行
を
監
査
す
る
。

第
十
一
条　

理
事
会
は
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
総
会
を
召
集
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

理
事
会
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

総
会
の
招
集
に
際
し
て
は
、
理
事
会
は
遅
く
と
も
一
カ
月
前
ま
で

に
書
面
に
よ
っ
て
会
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
会
の
議
決
は
出
席
会
員
の
多
数
決
に
よ
る
。

第
十
二
条　

本
規
約
は
、
総
会
に
お
い
て
そ
の
出
席
会
員
の
三
分
の
二
以
上

の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

付
則　
　
　

本
規
約
は
一
九
九
四
年
五
月
二
八
日
よ
り
発
効
す
る
。
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【
論
文
公
募
の
お
知
ら
せ
】

『
政
治
思
想
研
究
』
編
集
委
員
会
で
は
、
第
二
四
号
の
刊
行
（
二
〇
二
四

年
五
月
予
定
）
に
む
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ

に
掲
載
す
る
論
文
を
下
記
の
要
領
で
公
募
い
た
し
ま
す
。
多
数
の
ご
応
募
を

期
待
し
ま
す
。

１　

投
稿
資
格

査
読
用
原
稿
の
提
出
の
時
点
で
、
本
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
原

則
と
し
て
修
士
号
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。た
だ
し
、『
政
治
思
想
研
究
』

本
号
に
公
募
論
文
も
し
く
は
依
頼
論
文
（
書
評
や
研
究
大
会
報
告
な
ど

は
除
く
）が
掲
載
さ
れ
た
者
は
、次
号
に
は
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

応
募
論
文

応
募
論
文
は
未
刊
行
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
他
者
の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
た
め
に
発
表
し
た
も
の
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

３　

エ
ン
ト
リ
ー
手
続

応
募
希
望
者
は
、
二
〇
二
三
年
七
月
十
五
日
ま
で
に
、
編
集
委
員
会
宛

（jjpt2024@
gm

ail.com

）
に
、
①
応
募
論
文
の
タ
イ
ト
ル
（
仮
題
で

も
可
）、
②
執
筆
者
氏
名
、
③
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
④
現
職
（
ま
た
は

在
学
先
）
を
知
ら
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ

て
こ
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
な
い
場
合
で
も
、
下
記
の
締
切
ま
で
に
応

募
し
た
論
文
は
受
け
付
け
る
。

４　

審
査
用
原
稿
の
提
出

原
則
と
し
て
、
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
提
出
す
る

こ
と
。

締
切　

二
〇
二
三
年
八
月
三
十
一
日

メ
ー
ル
の
「
件
名
」
に
、「
公
募
論
文
」
と
記
す
こ
と
。

次
の
二
つ
の
ア
ド
レ
ス
の
両
方
に
、
同
一
の
フ
ァ
イ
ル
を
送
付
す
る
こ

と
。jjpt2024@

gm
ail.com

　

m
noguchi@

law
.seikei.ac.jp

５　

提
出
す
る
も
の
：
フ
ァ
イ
ル
の
形
式
は
、
原
則
と
し
てW

ord

形
式
に

す
る
こ
と
。

（
１
）
論
文
（
審
査
用
原
稿
）

審
査
に
お
け
る
公
平
を
期
す
る
た
め
に
、
著
者
を
特
定
で
き
な
い
よ
う

に
配
慮
す
る
こ
と
（「
拙
稿
」
な
ど
の
表
現
や
、
特
定
大
学
の
研
究
会

や
研
究
費
へ
の
言
及
を
避
け
る
こ
と
。
ま
た
、
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
フ
ァ

イ
ル
情
報
（
プ
ロ
パ
テ
ィ
欄
な
ど
）
の
中
に
、
作
成
者
名
な
ど
が
残
ら

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
）。

フ
ァ
イ
ル
名
に
は
、
論
文
の
題
名
を
つ
け
る
こ
と
。
題
名
が
十
五
文
字

を
超
え
る
場
合
に
は
、
簡
略
化
す
る
こ
と
（
フ
ァ
イ
ル
名
に
は
著
者
の

名
前
を
入
れ
な
い
こ
と
）。

例
：
「
社
会
契
約
説
の
理
論
史
的
な
ら
び
に
現
代
的
意
義
」
→
「
社
会

契
約
説
の
意
義.docx

」

（
２
）
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
の
Ａ
４
用
紙
一
枚
程
度
の
レ
ジ
ュ
メ

（
３
）
以
下
の
事
項
を
記
載
し
た
「
応
募
用
紙
」

（「
応
募
用
紙
」
は
本
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

が
、任
意
の
Ａ
４
用
紙
に
以
下
の
八
項
目
を
記
入
し
た
も
の
で
も
よ
い
）。
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①
応
募
論
文
の
タ
イ
ト
ル
、
②
執
筆
者
氏
名
、
③
連
絡
先
の
住
所
と
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
④
生
年
、
⑤
学
部
卒
業
年
（
西
暦
）
月
、
⑥
修
士
以

上
の
学
位
（
取
得
年
・
取
得
大
学
）
を
す
べ
て
、
⑦
現
職
（
ま
た
は
在

学
先
）、
⑧
主
要
業
績
（
五
点
以
内
。
書
誌
情
報
も
明
記
の
こ
と
）。

６　

審
査
用
原
稿
の
様
式

（
１
）
原
稿
の
様
式
は
、
一
行
四
〇
字
、
一
頁
三
〇
行
と
し
、
注
や
図
表

等
も
含
め
、
全
体
で
二
七
頁
以
内
と
す
る
（
論
文
タ
イ
ト
ル
と
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
を
除
く
。
ま
た
、
こ
の
様
式
に
お
い
て
、
字
数
は
、
改
行
や

章
・
節
の
変
更
に
と
も
な
う
余
白
も
含
め
、
三
万
二
四
〇
〇
字
以
内
と

な
る
）。
二
七
頁
を
超
え
た
論
文
は
受
理
し
な
い
。
な
お
、
欧
文
は
半

角
入
力
と
す
る
。

（
２
）
論
文
タ
イ
ト
ル
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
み
を
記
載
し
た
「
表
紙
」
を

付
け
る
こ
と
。「
表
紙
」
は
字
数
に
含
め
な
い
。

（
３
）
本
文
及
び
注
は
、
一
行
四
〇
字
、
一
頁
三
〇
行
で
、
な
る
べ
く
行

間
を
広
く
と
る
。
注
は
文
章
末
に
ま
と
め
る
。
横
組
み
で
も
縦
組
み
で

も
よ
い
が
、
Ａ
４
用
紙
へ
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
を
想
定
し
て
作
成
す
る

こ
と
。
詳
し
く
は
「
執
筆
要
領
」
に
従
う
こ
と
。

（
４
）
図
や
表
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
占
め
る
ス
ペ
ー
ス
を
字

数
に
換
算
し
て
、
原
稿
に
明
記
す
る
こ
と
。
使
用
料
が
必
要
な
も
の
は

使
用
で
き
な
い
。
ま
た
印
刷
方
法
や
著
作
権
の
関
係
で
掲
載
が
で
き
な

い
場
合
も
あ
る
。

７　

審
査

編
集
委
員
会
に
お
い
て
外
部
の
レ
フ
ェ
リ
ー
の
評
価
も
併
せ
て
審
査
し

た
上
で
掲
載
の
可
否
を
決
定
す
る
。
応
募
者
に
は
十
月
下
旬
頃
に
結
果

を
通
知
す
る
。
ま
た
編
集
委
員
会
が
原
稿
の
手
直
し
を
求
め
る
こ
と
も

あ
る
。

８　

最
終
原
稿

十
二
月
初
旬
に
提
出
す
る
。
編
集
委
員
会
か
ら
修
正
要
求
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
点
に

つ
い
て
は
、
大
幅
な
改
稿
は
認
め
な
い
。

９　

転
載

他
の
刊
行
物
に
転
載
す
る
場
合
は
、
予
め
編
集
委
員
会
に
転
載
許
可
を

求
め
、
初
出
が
本
誌
で
あ
る
旨
を
明
記
す
る
こ
と
。

10　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
公
開

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
は
、
原
則
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
公

開
さ
れ
る
。

以
上

【
政
治
思
想
学
会
研
究
奨
励
賞
】

本
賞
は
『
政
治
思
想
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ
た
応
募
論
文
に
対
し
て

授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・ 

た
だ
し
、
応
募
時
点
で
政
治
思
想
に
関
す
る
研
究
歴
が
一
五
年
程
度
ま

で
の
政
治
思
想
学
会
会
員
に
限
る
。

・ 
受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

・ 

受
賞
者
に
は
賞
状
と
賞
金
（
金
五
万
円
）
を
授
与
す
る
。

・ 

政
治
思
想
学
会
懇
親
会
で
受
賞
者
の
紹
介
を
お
こ
な
い
、
そ
の
場
に
本

人
が
出
席
し
て
い
る
場
合
は
、
挨
拶
を
し
て
も
ら
う
。
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【
執
筆
要
領
】

１　

入
稿
はW

ord

形
式
の
フ
ァ
イ
ル
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
特
殊
な
ソ
フ

ト
を
使
用
し
て
い
る
た
め
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
な
け
れ
ば
不
都
合
が
生
じ
る
場

合
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
も
認
め
る
。

２　

見
出
し
は
、
大
見
出
し
（
漢
数
字
一
、二
…
…
）、
中
見
出
し
（
ア
ラ
ビ

ア
数
字
１
、２
…
…
）、
小
見
出
し
（

（1）
、

（2）
…
…
）
を
用
い
、
必
要
な
場

合
に
は
さ
ら
に
小
さ
な
見
出
し
（
ｉ
、
ii
…
…
）
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
章
、
節
、
項
な
ど
は
使
わ
な
い
こ
と
。

３　

注
は
、
文
末
に
（
１
）、（
２
）
…
…
と
付
す
。

４　

引
用
・
参
考
文
献
は
、
以
下
の
よ
う
に
示
す
こ
と
。

①
洋
書
単
行
本
の
場
合

著
者
名
、タ
イ
ト
ル
（
イ
タ
リ
ッ
ク
）、出
版
社
、発
行
年
、を
明
記
す
る
。

な
お
、
邦
訳
書
を
併
記
す
る
場
合
は
、
カ
ッ
コ
を
付
し
て
③
の
要
領
で

示
す
。

（
例
） Haberm

as, J., Legitim
ationsproblem

e im
 Spätkapitalism

us, 
Suhrkam

p, 1973

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
後
期
資
本
主

義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
』
山
田
正
行
・
金
慧
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
八
年
）.

②
洋
雑
誌
掲
載
論
文
の
場
合

著
者
名
、
タ
イ
ト
ル
、
掲
載
誌
（
誌
名
イ
タ
リ
ッ
ク
、
お
よ
び
巻
・
号

等
）、
発
行
年
、
を
明
記
す
る
。

（
例
）Tokei, F., “Lukács and H

ungarian Culture ”, in T
he N

ew
 

H
ungarian Q

uarterly, vol. 13, no. 47, 1972.

＊
編
著
掲
載
論
文
等
の
場
合
も
、
同
様
に
示
す
（
編
著
の
示
し
方
は
①

に
準
じ
る
）。

（
例
）Pocock, J. G. A

., “T
heory in H

istory: Problem
s of Context 

and N
arrative ”, in T

he O
xford H

andbook of P
olitical 

T
heory, 

（eds.

） J. S. D
ryzek et al., O

xford U
niversity 

Press, 2006.

③
和
書
単
行
本
の
場
合

著
者
名
お
よ
び
タ
イ
ト
ル
（『　

』）、出
版
社
、発
行
年
、を
明
記
す
る
。

（
例
）
丸
山
眞
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
増
補
版
、
未
來
社
、

一
九
六
四
年

④
和
雑
誌
掲
載
論
文
の
場
合

著
者
名
お
よ
び
タ
イ
ト
ル
（「　

」）、掲
載
誌
（
誌
名
『　

』、お
よ
び
巻
・

号
等
）、
発
行
年
、
を
明
記
す
る
。

（
例
）
坂
本
慶
一
「
プ
ル
ー
ド
ン
の
地
域
主
義
思
想
」、『
現
代
思
想
』
第

五
巻
第
八
号
、
一
九
七
七
年

＊
編
著
和
書
掲
載
論
文
等
の
場
合
も
、
同
様
に
示
す
（
編
著
の
示
し
方

は
③
に
準
じ
る
）。

（
例
）
福
田
有
広
「
共
和
主
義
」、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』
福
田
有

広
・
谷
口
将
紀
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年

５　

引
用
・
参
考
文
献
と
し
て
欧
文
文
献
を
示
す
場
合
を
除
い
て
、
原
則
と

し
て
数
字
は
漢
数
字
を
使
う
。

６　
「
、」
や
「
。」、ま
た
「　

」（　

）
等
の
括
弧
類
は
全
角
の
も
の
を
使
う
。

７　

校
正
は
印
刷
上
の
誤
り
、
不
備
の
訂
正
の
み
に
と
ど
め
、
校
正
段
階
で

の
新
た
な
加
筆
・
訂
正
は
認
め
な
い
。
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８　
『
政
治
思
想
研
究
』
は
縦
組
み
で
あ
る
が
、
本
要
領
を
遵
守
し
て
い
れ
ば

横
組
み
入
力
で
も
差
し
支
え
な
い
。

９　
「
書
評
」
お
よ
び
「
学
会
研
究
大
会
報
告
」
は
、
一
ペ
ー
ジ
の
字
数
が

二
九
字
×
二
四
行
×
二
段
（
す
な
わ
ち
二
九
字
×
四
八
行
）
と
い
う
定
型

を
採
用
す
る
の
で
、
二
九
字
×
○
行
と
い
う
体
裁
で
入
力
す
る
。

10　

そ
の
他
、
形
式
面
に
つ
い
て
は
第
六
号
以
降
の
方
式
を
踏
襲
す
る
。



497　【2022ー2023年度理事および監事】

二
〇
二
二
─
二
〇
二
三
年
度
理
事
お
よ
び
監
事
（
二
〇
二
二
年
度
第
一
回
総

会
に
お
い
て
承
認
）

［
代
表
理
事
］

木
部
尚
志
（
国
際
基
督
教
大
学
）

［
理
事
］

伊
藤
恭
彦
（
名
古
屋
市
立
大
学
） 

犬
塚
元
（
法
政
大
学
）

井
上
彰
（
東
京
大
学
） 

宇
野
重
規
（
東
京
大
学
）

梅
田
百
合
香
（
桃
山
学
院
大
学
） 

梅
森
直
之
（
早
稲
田
大
学
）

大
久
保
健
晴
（
慶
應
義
塾
大
学
） 
大
澤
麦
（
東
京
都
立
大
学
）

岡
﨑
晴
輝
（
九
州
大
学
） 
岡
野
八
代
（
同
志
社
大
学
）

小
田
川
大
典
（
岡
山
大
学
） 

重
田
園
江
（
明
治
大
学
）

鹿
子
生
浩
輝
（
東
北
大
学
） 

鏑
木
政
彦
（
九
州
大
学
）

苅
部
直
（
東
京
大
学
） 

川
添
美
央
子
（
慶
應
義
塾
大
学
）

木
村
俊
道
（
九
州
大
学
） 

河
野
有
理
（
法
政
大
学
）

菅
原
光
（
専
修
大
学
） 

田
村
哲
樹
（
名
古
屋
大
学
）

辻
康
夫
（
北
海
道
大
学
） 

堤
林
剣
（
慶
應
義
塾
大
学
）

中
田
喜
万
（
学
習
院
大
学
） 

長
妻
三
佐
雄
（
大
阪
商
業
大
学
）

野
口
雅
弘
（
成
蹊
大
学
） 

早
川
誠
（
立
正
大
学
）

森
川
輝
一
（
京
都
大
学
） 

安
武
真
隆
（
関
西
大
学
）

山
岡
龍
一
（
放
送
大
学
）

［
監
事
］

安
藤
裕
介
（
立
教
大
学
） 

川
上
洋
平
（
専
修
大
学
）
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